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こ
の
た
び
、
秋
山
和
宏
教
授
が
、
ご
壮
健
の
う
ち
に
め
で
た
く
古
希
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
秋
山
先
生
の
古
希
を
お
祝
い
申
し
上
げ
、
長
年
に
わ
た
り
先
生
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
、
ま
た
そ
の
学
問
的
・
人
格
的
影
響
を
受

け
ま
し
た
同
学
の
士
、
研
究
者
、
同
僚
、
さ
ら
に
弟
子
た
ち
が
集
い
ま
し
て
編
集
い
た
し
ま
し
た
記
念
論
文
集
『
政
治
の
過
程
・
権
力
・

構
造
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
を
、
こ
こ
に
謹
ん
で
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

秋
山
和
宏
先
生
は
、
一
九
六
八
年
三
月
に
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
を
ご
卒
業
さ
れ
、
同
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
修
士
課
程

に
ご
進
学
し
政
治
学
を
修
め
ら
れ
、
七
一
年
三
月
に
同
課
程
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
七
四
年
一
一
月
に
日
本
大
学
法
学
部
助
手

と
な
ら
れ
、
故
中
山
政
夫
先
生
（
法
学
部
教
授
、
後
に
法
学
部
長
）
の
ご
指
導
の
も
と
、
ま
た
本
田
弘
先
生
（
法
学
部
名
誉
教
授
）
か
ら
の
学

問
的
感
化
を
も
受
け
ら
れ
な
が
ら
学
問
的
研
鑽
を
積
ま
れ
た
の
ち
、
八
一
年
四
月
に
法
学
部
講
師
（
専
任
扱
い
）、
八
四
年
四
月
に
法
学
部

専
任
講
師
と
な
ら
れ
、
大
学
教
員
と
し
て
の
歩
み
を
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
八
六
年
一
二
月
に
助
教
授
、
九
五
年
四
月
に
教
授
に
昇

格
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
法
学
部
に
お
け
る
政
治
学
の
教
育
、
研
究
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
七
八
年

四
月
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
ま
で
芸
術
学
部
で
政
治
学
担
当
の
兼
担
講
師
を
務
め
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
文
理
学
部
・
国
際
関
係

学
部
・
通
信
教
育
部
で
も
講
師
を
務
め
ら
れ
、
他
学
部
に
お
け
る
政
治
学
教
育
に
も
多
大
な
貢
献
を
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
間
、
法
学
部
政
治
経
済
学
科
を
中
心
と
し
て
、
数
多
く
の
学
部
学
生
の
指
導
に
当
た
ら
れ
、
有
為
な
人
材
を
社
会
に
送
り
出
さ
れ

献　

呈　

の　

辞
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二

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
も
、
数
多
く
の
院
生
の
指
導
に
当
た
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
教
え
子
た
ち

は
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
の
一
線
で
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。

学
内
に
お
い
て
は
、
一
九
九
八
年
に
企
画
委
員
会
副
委
員
長
、
九
九
年
に
学
生
生
活
委
員
会
副
委
員
長
、
二
〇
〇
二
年
・
〇
三
年
に
学

務
委
員
会
副
委
員
長
、
同
じ
く
〇
三
年
に
教
職
委
員
会
委
員
長
、
そ
し
て
〇
六
年
か
ら
一
二
年
ま
で
政
経
研
究
所
長
を
歴
任
さ
れ
る
な
ど
、

要
職
に
就
か
れ
て
お
り
ま
す
。

学
会
活
動
に
関
し
ま
し
て
も
、
日
本
政
治
学
会
の
企
画
委
員
と
な
ら
れ
た
り
、
日
本
選
挙
学
会
で
研
究
報
告
さ
れ
た
り
と
、
研
究
活
動

の
幅
を
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

と
く
に
、
前
記
の
政
経
研
究
所
長
の
ご
在
任
中
に
は
、「
日
本
大
学
法
学
部
政
経
塾
」
を
開
催
さ
れ
て
、
法
学
部
Ｏ
Ｂ
を
中
心
と
し
た

現
役
の
政
治
家
を
招
聘
さ
れ
、
政
治
家
を
志
す
学
生
に
大
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
に
は
研
究

所
企
画
の
総
決
算
と
し
て
、
か
つ
て
衆
議
院
議
長
を
務
め
、
元
自
民
党
総
裁
で
あ
っ
た
河
野
洋
平
氏
の
講
演
を
含
む
「
今
、
政
治
家
を
問

う
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
主
導
さ
れ
て
、
大
き
な
成
功
を
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
自
身
の
研
究
に
関
し
ま
し
て
は
、
先
生
は
政
治
学
研
究
者
と
し
て
一
貫
し
て
政
治
権
力
の
実
態
解
明
を
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
Ｃ
Ｐ
Ｓ
論
争
」
に
影
響
さ
れ
、
こ
の
問
題
を
日
本
の
具
体
的
な
権
力
構
造
研
究
、
権
力
過
程
研
究
に
応
用
さ
れ

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
研
究
関
心
の
領
域
は
、
地
方
レ
ベ
ル
に
お
け
る
選
挙
、
政
治
権
力
者
と
し
て
の
政
治
家
、
自
治
体
の
首
長

研
究
に
ま
で
及
ん
で
お
り
ま
す
。

先
生
は
、
そ
の
穏
や
か
で
温
厚
な
ご
性
格
に
よ
っ
て
、
同
僚
は
い
う
に
及
ば
す
、
学
生
か
ら
も
常
に
慕
わ
れ
、
尊
敬
を
集
め
て
お
ら
れ

ま
す
。
先
生
が
示
さ
れ
た
学
問
へ
の
情
熱
や
真
摯
な
姿
勢
は
、
わ
れ
わ
れ
後
進
に
と
っ
て
も
模
範
で
あ
り
、
常
に
そ
れ
に
立
ち
返
る
べ
き
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原
点
と
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。
先
生
が
今
後
と
も
、
ま
す
ま
す
ご
清
祥
で
、
わ
れ
わ
れ
を
温
か
く
導
い
て
下
さ
い
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
論
文
集
で
は
、
主
と
し
て
政
治
学
を
め
ぐ
る
き
わ
め
て
多
様
な
論
稿
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
優
れ
た
論
稿
に
よ
っ
て
、

現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
新
た
な
知
見
が
明
る
み
に
出
さ
れ
、
学
界
に
対
す
る
一
定
の
寄
与
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り

ま
す
。
最
後
に
、
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
学
内
外
の
諸
先
生
方
、
ま
た
論
文
集
刊
行
に
御
助
力
い
た
だ
き
ま
し
た
職
員
の
方
々
に
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
六
年
三
月
吉
日

日
本
大
学
法
学
部
長　

杉　

本　
　
　

稔
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ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
一
九
）

ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向

阿　
　

部　
　

竹　
　

松

は
じ
め
に

二
〇
一
二
年
一
一
月
六
日
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
は
、
現
職
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（B

arack O
bam
a

）
大
統
領
の
民
主

党
大
統
領
候
補
者
と
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ
ン
（Joe B

iden
）
副
大
統
領
候
補
者
が
、
元
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
知
事
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ

（M
itt R

om
ney

）
共
和
党
大
統
領
候
補
者
と
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
選
出
の
下
院
議
員
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
（P

aul R
yan

）
副
大

統
領
候
補
者
を
破
っ
て
二
期
目
の
当
選
を
果
た
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
は
二
大
政
党
の
両
候
補
が
接
戦
で
あ
る
こ
と
を
報
道
し
て
い
た
が
、
世
論
調
査
社
や
大
学
の
分
析
専
門
家
の
調
査
結
果
で
は

オ
バ
マ
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
選
挙
日
の
午
後
一
一
時
一
五
分
（
東
部
時
間
）
に
は
、
殆
ど
の
テ
レ
ビ
放
送
局
が
オ
ハ
イ

オ
州
の
大
統
領
選
挙
人
票
が
す
べ
て
オ
バ
マ
に
投
じ
ら
れ
た
こ
と
を
報
じ
て
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
の
当
選
を
伝
え
た
。
選
挙
日
の
翌
日
の

三
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一
一
月
七
日
、
東
部
時
間
の
午
前
一
時
頃
に
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
敗
れ
た
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。
票
の
集
計
が

遅
れ
て
い
た
フ
ロ
リ
ダ
州
の
集
計
結
果
が
出
た
一
一
月
一
〇
日
ま
で
に
五
〇
州
と
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
投
票
結
果
が
確
定
し
た
。
バ
ラ

ク
・
オ
バ
マ
が
獲
得
し
た
大
統
領
選
挙
人
票
は
、
大
統
領
選
挙
人
票
総
数
の
五
三
八
票
の
う
ち
の
三
三
二
票
で
あ
っ
た
。
大
統
領
に
当
選

す
る
の
に
必
要
な
大
統
領
選
挙
人
票
数
（
二
七
〇
）
を
大
き
く
超
え
た
得
票
数
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
得
票
し
た

大
統
領
選
挙
人
票
は
二
〇
六
票
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
投
票
数
で
は
、
オ
バ
マ
候
補
者
の
得
票
数
は
、

六
五
、八
九
九
、六
六
〇
（
五
一
・
一
％
）
で
あ
り
、
ロ
ム
ニ
ィ
の
得
票
数
は
、
六
〇
、九
三
二
、一
五
二
（
四
七
・
二
％
）
の
僅
差
で
あ
っ
た
（
1
）

。

わ
が
国
で
は
、
国
会
議
員
選
挙
で
の
候
補
者
指
名
は
、
一
般
の
有
権
者
の
手
が
届
か
な
い
政
党
の
首
脳
部
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
五
年
、
金
権
政
治
を
一
掃
す
る
た
め
に
三
木
武
夫
元
総
理
大
臣
が
提
案
し
た
自
由
民
主
党
の
総
裁
予
備
選
挙
や
民
主
党
の
代
表
選

び
に
各
々
の
政
党
の
党
員
や
党
友
が
参
画
し
て
き
た
が
、
国
会
議
員
の
一
票
と
党
員
や
党
友
の
一
票
の
価
値
に
格
差
が
あ
る
た
め
に
、
総

裁
や
代
表
選
び
に
民
意
を
十
分
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
候
補
者
指
名
選
挙
は
、
わ
が
国

の
有
権
者
に
と
っ
て
は
馴
染
み
薄
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
は
、
大
統
領
選
挙
の
年
の
一
月
上
旬

か
ら
九
月
上
旬
ま
で
の
長
期
間
に
亘
っ
て
精
魂
を
傾
注
し
て
大
統
領
候
補
者
を
選
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
統
領
候
補
者
を
選
出

す
る
指
名
選
挙
運
動
期
間
中
の
方
が
本
選
挙
の
選
挙
運
動
期
間
中
よ
り
も
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
候
補
者
指
名
選
挙
で
選
挙
権
を
行
使
す

る
か
、
そ
れ
と
も
本
選
挙
で
選
挙
権
を
行
使
す
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
の
質
問
に
対
し
て
過

半
数
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
躊
躇
せ
ず
に
前
者
を
選
択
す
る
と
回
答
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
た
ち
は
、
候
補
者
選

び
の
指
名
選
挙
に
情
熱
を
燃
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
二
〇
一
二
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
指
名
手
続
に
焦
点

を
絞
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
仕
組
に
つ
い
て
解
説
し
、
同
時
に
有
権
者
の
ど
の
層
が
い
ず
れ
の
政
党
の
候
補
者

四



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
二
一
）

に
投
票
し
た
か
に
つ
い
て
検
証
し
て
、
ア
メ
リ
カ
「
民
衆
」
政
治
の
動
向
を
探
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
、
大
統
領
選
挙
の
仕
組

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
な
ら
び
に
副
大
統
領
は
、
通
常
、
候
補
者
指
名
選
挙
、
大
統
領
選
挙
人
選
出
選
挙
、
大
統
領
選
出
選
挙
の
三
行
程

を
経
て
選
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
候
補
者
も
三
行
程
を
経
て
も
大
統
領
に
選
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
第
四
行
程
の
連
邦
議
会
内
大
統
領

選
挙
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
の
下
院
が
大
統
領
を
選
出
し
、
上
院
が
副
大
統
領
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

1
．
候
補
者
指
名
選
挙

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
は
、
四
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
。
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
年
の
一
月
上
旬
か
ら
六
月
下
旬
ま
で
の
期
間
に
、

各
政
党
が
各
州
で
開
催
す
る
予
備
選
挙
な
い
し
は
党
員
集
会
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
て
最
終
的
に
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
代
議

員
を
選
出
す
る
。
そ
し
て
、
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
七
月
初
旬
か
ら
九
月
上
旬
ま
で
の
期
間
に
各
々
が
開
催
す
る
全
国
政
党

大
会
で
自
党
の
大
統
領
候
補
者
と
副
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
指
名
す
る
。
二
〇
一
二
年
、
共
和
党
は
、
八
月
二
七
日
か
ら
三
〇
日
ま

で
フ
ロ
リ
ダ
州
の
タ
ン
パ
（T
am
pa

）
市
で
二
、二
八
六
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
て
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ（M

itt 

R
om
ney

）
を
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
、
ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
（P

aul R
yan

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
た
。
一
方
、
民
主
党
は
、

九
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
シ
ャ
ロ
ッ
ト
（C

harlotte

）
市
で
五
、五
五
二
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国

政
党
大
会
を
開
催
し
て
、
現
職
の
大
統
領
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
（B

arack H
. O
bam
a

）
を
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
、
ジ
ョ
ー
・
バ
イ
デ

ン
（Joe B

iden

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
大
政
党
か
ら
各
々
の
大
統
領
候
補
者
お
よ
び
副
大
統
領
候

補
者
が
全
国
政
党
大
会
で
指
名
さ
れ
る
と
、
九
月
の
第
一
月
曜
日
か
ら
本
格
的
な
大
統
領
選
挙
戦
が
開
始
す
る
。
小
政
党
か
ら
も
大
統
領

五
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候
補
者
が
選
出
さ
れ
る
が
、
小
政
党
は
、
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
て
候
補
者
を
指
名
し
て
い
な
い
。
大
抵
、
一
州
か
二
州
で
開
催
さ
れ

る
党
員
集
会
で
候
補
者
が
立
候
補
宣
言
を
す
る
程
度
で
あ
る
。

2
．
大
統
領
選
挙
人
選
出
選
挙

各
州
の
有
権
者
は
、
一
般
に
大
統
領
選
挙
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
一
月
の
第
一
月
曜
日
の
翌
日
の
火
曜
日
（
2
）

の
選
挙
日
（
二
〇
〇
八
年
は
一
一

月
四
日
、
二
〇
一
二
年
は
一
一
月
六
日
）
に
、
自
党
の
大
統
領
候
補
者
に
支
持
を
表
明
し
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
の
一
団
に
一
票
を

投
じ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
州
の
有
権
者
は
、
個
々
の
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
一
人
ひ
と
り
に
一
票
を
投
ず
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
の

比
例
代
表
区
選
挙
の
よ
う
に
政
党
別
に
名
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
団
に
一
票
を
投
じ
る
。
各
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
大

統
領
選
挙
人
の
数
は
、
当
該
州
の
上
院
議
員
数
（
各
州
同
数
の
二
名
）
と
下
院
議
員
数
（
人
口
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
各
州
の
下
院

議
員
数
は
一
定
で
は
な
い
）
の
合
計
数
で
あ
る
。
人
口
が
最
も
多
い
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
大
統
領
選
挙
人
数
は
、
五
五
（
上
院
議
員
二
名
と

下
院
議
員
五
三
名
）
で
あ
る
。
人
口
の
最
も
寡
少
な
ア
ラ
ス
カ
州
の
大
統
領
選
挙
人
は
、
三
（
上
院
議
員
二
名
と
下
院
議
員
一
名
）
名
で
あ
る
。

各
州
の
各
政
党
は
、
当
該
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
大
統
領
選
挙
人
数
と
同
数
の
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
を
立
候
補
さ
せ
て
い
る
。「
勝

者
全
票
一
括
得
票
方
式
」（w
inner-take all system

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
州
ご
と
の
票
集
計
の
結
果
、
他
党
の
大
統
領
選
挙
人

団
よ
り
も
一
票
で
も
多
く
得
票
し
た
政
党
の
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
が
全
員
当
選
す
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
政
党
は
、
当
該
州
の
大
統
領

選
挙
人
票
を
す
べ
て
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
他
の
政
党
か
ら
立
候
補
し
て
い
た
大
統
領
選
挙
人
候
補
者
は
、

全
員
揃
っ
て
落
選
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
政
党
は
、
当
該
州
の
大
統
領
選
挙
人
票
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
る
。

3
．
大
統
領
選
挙
人
に
よ
る
大
統
領
選
出
選
挙

当
選
大
統
領
選
挙
人
は
、
一
二
月
の
第
二
水
曜
日
の
翌
週
の
月
曜
日
（
3
）

に
各
州
の
州
府
に
集
合
し
て
、
大
統
領
候
補
者
と
副
大
統
領
候
補

六



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
二
三
）

者
に
各
々
一
票
を
投
じ
る
。
各
当
選
大
統
領
選
挙
人
は
、
自
己
が
所
属
し
て
い
る
政
党
の
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
寝
返
り
を
打
っ
て
、
他
の
政
党
の
候
補
者
に
投
票
し
て
も
無
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
和
党
の
大
統
領
候
補

者
が
当
選
し
て
、
民
主
党
の
副
大
統
領
候
補
者
が
当
選
す
る
よ
う
な
こ
と
は
生
じ
な
い
。
当
選
大
統
領
選
挙
人
は
、
得
票
集
計
表
に
署
名

し
て
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
上
院
議
長
に
宛
て
て
送
付
す
る
。
翌
年
の
一
月
六
日
、
上
院
議
長
が
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
と
下
院
議
員
が
出

席
す
る
合
同
会
議
で
全
米
各
州
の
当
選
大
統
領
選
挙
人
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
得
票
集
計
表
を
開
票
す
る
。
そ
し
て
、
票
が
計
算
さ
れ
る
。

こ
こ
で
正
式
に
大
統
領
と
副
大
統
領
の
当
落
が
決
定
す
る
。
票
集
計
の
結
果
、
大
統
領
選
挙
人
総
数
（
4
）

の
五
三
八
の
過
半
数
で
あ
る
二
七
〇

以
上
の
大
統
領
選
挙
人
票
を
得
票
し
た
大
統
領
候
補
者
と
副
大
統
領
候
補
者
が
当
選
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
候
補
者
も
大
統
領
選
挙

人
総
数
（
五
三
八
）
の
過
半
数
（
二
七
〇
）
を
得
票
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
大
統
領
と
副
大
統
領
の
選
出
は
連
邦
議
会
に
付
託
さ
れ
る
。

4
．
連
邦
議
会
内
大
統
領
選
挙

い
ず
れ
の
大
統
領
候
補
者
お
よ
び
副
大
統
領
候
補
者
が
大
統
領
選
挙
人
総
数
の
過
半
数
票
を
得
票
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
上
位
得
票

者
三
名
以
内
の
候
補
者
か
ら
下
院
が
大
統
領
を
選
出
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
下
院
議
員
全
員
（
四
三
五
名
）
が
投
票
す
る
の
で
は
な
く
、

各
州
一
名
の
代
表
者
（
5
）

が
投
票
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
を
選
出
す
る
た
め
の
会
議
の
定
足
数
は
、
五
〇
州
の
三
分
の
二
以
上

（
三
四
以
上
）
で
あ
る
。
代
表
者
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
過
半
数
得
票
者
が
大
統
領
に
当
選
す
る
。
当
選
者
が
大
統
領
に
就
任
す
る
一
月

二
〇
日
ま
で
に
下
院
が
大
統
領
を
選
出
で
き
な
い
場
合
に
は
、
副
大
統
領
に
当
選
し
た
者
が
大
統
領
の
職
務
を
代
行
す
る
。

上
院
は
、
副
大
統
領
を
選
出
す
る
。
副
大
統
領
を
選
出
す
る
た
め
の
会
議
の
定
足
数
は
、
上
院
議
員
全
員
（
一
〇
〇
名
）
の
三
分
の
二

以
上
（
六
七
名
以
上
）
で
あ
る
。
大
統
領
選
挙
で
の
副
大
統
領
候
補
者
の
上
位
得
票
者
二
名
の
う
ち
か
ら
上
院
議
員
が
副
大
統
領
を
選
出

す
る
。
投
票
の
結
果
、
出
席
議
員
の
過
半
数
票
を
獲
得
し
た
者
が
副
大
統
領
に
当
選
す
る
。

七
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経
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五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
二
四
）

二
、
大
統
領
候
補
者
指
名
選
挙

1
．
候
補
者
指
名
の
沿
革

大
統
領
候
補
者
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
国
家
が
誕
生
し
た
当
初
で
は
、
党
派
別
に
会
合
を
開
い
て
決
定
し
て
い
た
一
握
り
の
数
の
連
邦
議

会
議
員
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
統
領
は
、
各
州
の
州
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
た
大
統
領
選
挙
人
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て

い
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
民
主
主
義
（Jacksonian D

em
ocracy

）
と
呼
ば
れ
た
「
草
の
根
民
主
主
義
」（grass roots dem

ocracy;

大
衆
民
主

主
義
）
の
風
潮
が
高
ま
っ
た
一
八
二
四
年
に
初
め
て
大
統
領
選
挙
人
が
各
州
の
党
員
の
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八
二
四
年
以
後
、
各
州
で
実
施
さ
れ
る
予
備
選
挙
（prim

ary election

）
ま
た
は
各
州
で
開
催
さ
れ
る
党
員
集
会
（caucus / 

convention

）
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
が
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
て
最
終
的
に
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
制
度
が
確
立
し
た
。
今
日
で

は
、
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
大
統
領
選
挙
の
年
の
一
月
上
旬
か
ら
六
月
下
旬
ま
で
の
約
六
ヶ
月
間
に
日
程
が
組
ま
れ
た
予
備

選
挙
や
党
員
集
会
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
し
て
、
七
月
か
ら
九
月
の
第
一
月
曜
日
（
労
働
祭
祝
日
）
以
前
に
開
催

さ
れ
る
全
国
政
党
大
会
で
大
統
領
候
補
者
が
指
名
し
て
い
る
。

大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
手
続
に
は
、
党
員
集
会
（caucus
）
と
予
備
選
挙
（prim

ary election

）
が
あ
る
。
二
大
政
党
の
民
主
党
と

共
和
党
は
、
州
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
指
名
方
法
の
い
ず
れ
か
の
一
つ
を
選
択
し
て
、
各
政
党
の
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
全
国

政
党
大
会
で
指
名
す
る
た
め
の
代
議
員
を
選
出
し
て
い
る
。
党
員
集
会
を
採
択
す
る
か
、
そ
れ
と
も
予
備
選
挙
を
採
択
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
各
州
の
中
央
政
党
委
員
会
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

八



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
二
五
）

2
．
州
単
位
の
候
補
者
指
名

1
）
党
員
集
会

二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
各
州
で
党
員
集
会
を
開
催
す
る
か
予
備
選
挙
を
行
う
か
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
全
国
政
党
大
会

で
一
名
の
党
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
た
め
の
代
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
党
員
集
会
は
、
党
員
が
集
会
を
開
い
て

討
議
を
し
た
上
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
し
た
り
、
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を
支
持
す
る
決
議
を
し
た
り
す
る
各
政

党
の
候
補
者
を
指
名
す
る
機
関
の
一
つ
で
あ
る
。
党
員
集
会
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
に
な
っ
て
い
る
。
党
員
集
会
の
底
辺
に
は
、
投

票
区
党
員
集
会
（precinct caucus
）
と
呼
ば
れ
る
党
員
集
会
が
あ
る
。
そ
の
上
部
の
中
間
組
織
と
し
て
郡
党
員
集
会
（county caucus / 

convention

）、
タ
ウ
ン
党
員
集
会
（tow

n caucus / convention

）、
市
党
員
集
会
（city caucus / convention

）、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集

会
（district caucus / convention

）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
党
員
集
会
の
上
部
組
織
が
州
党
員
集
会
（state caucus / convention

）
で
あ
る
。

州
党
員
集
会
を
頂
点
と
し
て
最
下
位
の
投
票
区
党
員
集
会
ま
で
の
党
員
集
会
が
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
段
階
的
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
各
段
階
の
党
員
集
会
は
、
当
該
段
階
の
政
党
委
員
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
最
下
位
の
投
票
区
党
員
集
会
は
、
政
党
委
員

会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
言
う
よ
り
も
政
党
委
員
長
と
副
委
員
長
（
概
し
て
、
夫
婦
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
言
う
方
が

適
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
組
織
化
さ
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
制
度
の
下
で
は
、
州
中
央
政
党
委
員
会
の
意
向
が
全
党
員
に
伝
わ
り
易
い

と
い
う
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
党
の
首
脳
部
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
都
合
の
よ
い
党
員
集
会
は
、
政
党
の
首
脳
部
や
古
参

の
政
治
ボ
ス
に
支
配
さ
れ
易
い
候
補
者
指
名
機
関
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
そ
の
理
由
で
草
の
根
民
主
主
義
を
育
ん
で
き
た
多
く
の
ア

メ
リ
カ
の
有
権
者
に
は
余
り
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
。

党
員
集
会
は
、
各
党
の
大
統
領
候
補
者
、
連
邦
議
会
議
員
候
補
者
、
州
知
事
候
補
者
や
州
議
会
議
員
候
補
者
を
指
名
す
る
た
め
に
も
開

九
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月
）

（
五
二
六
）

催
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
四
年
ご
と
の
大
統
領
選
挙
の
年
に
開
催
さ
れ
て
、
大
統
領
候
補
者
を
全
国
政
党
大
会
で
指
名
す
る

た
め
の
代
議
員
を
選
出
す
る
党
員
集
会
が
、
も
っ
と
も
活
気
に
満
ち
た
も
の
に
な
る
。
ア
イ
オ
ワ
州
は
、
全
米
各
州
に
先
駆
け
て
党
員
集

会
を
開
催
し
て
き
て
い
る
。
ア
イ
オ
ワ
州
の
民
主
党
は
、
一
九
七
二
年
以
来
、
共
和
党
は
一
九
七
六
年
以
来
、
他
の
州
に
先
が
け
て
党
員

集
会
を
開
催
し
て
き
て
い
る
（
6
）

。
二
〇
一
二
年
に
は
ア
イ
オ
ワ
州
の
民
主
党
と
共
和
党
が
揃
っ
て
一
月
三
日
に
州
党
員
集
会
を
開
催
し
た
。

ア
イ
オ
ワ
州
の
一
、七
七
四
の
投
票
区
で
は
、
投
票
区
党
員
集
会
が
開
催
さ
れ
て
郡
党
員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
が
選
出
さ
れ
た
。
投

票
区
党
員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
は
、
そ
の
後
に
順
次
開
催
さ
れ
る
市
党
員
集
会
、
郡
党
員
集
会
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
、

州
党
員
集
会
に
出
席
し
て
、
特
定
の
大
統
領
候
補
者
へ
の
支
持
を
固
め
る
。
こ
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
行
程
で
は
、
各
州
と
も
殆

ど
同
じ
手
続
を
執
っ
て
い
る
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
や
シ
カ
ゴ
の
よ
う
な
大
都
市
で
は
最
下
位
の
党
員
集
会
は
、
区
党
員

集
会
（w

ard caucus / convention

）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
で
は
、
タ
ウ
ン
党
員
集
会
（tow

n 

caucus / m
eeting

）
が
、
党
員
集
会
組
織
の
最
下
位
に
当
た
る
。
そ
の
他
の
州
で
は
、
投
票
区
党
員
集
会
が
、
候
補
者
を
指
名
す
る
最
下

位
の
組
織
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
投
票
区
は
、
人
口
が
一
、〇
〇
〇
か
ら
二
、〇
〇
〇
程
度
で
区
割
り
さ
れ
て
い
る
。
各
投
票
区
で
二
大
政

党
の
民
主
党
と
共
和
党
が
別
々
に
投
票
区
党
員
集
会
を
開
催
し
て
、
四
名
な
い
し
六
名
の
市
や
郡
の
党
員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選

出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
選
出
さ
れ
た
代
議
員
た
ち
に
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を
支
持
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に

お
け
る
委
任
は
、
白
紙
委
任
で
あ
っ
て
、
市
や
郡
の
党
員
集
会
で
彼
ら
の
主
張
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
。
投
票
区
党
員
集
会
で
は
、
事
実
上
、
特
定
の
大
統
領
候
補
者
に
支
持
を
表
明
す
る
決
議
を
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
市
や
郡
の
党

員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
す
る
だ
け
で
あ
る
と
理
解
す
る
方
が
無
難
で
あ
る
。
州
に
よ
っ
て
は
、
投
票
区
党
員
集
会
で
は
、
誰

を
次
期
大
統
領
候
補
者
に
推
奨
す
る
か
の
決
議
を
し
て
い
な
い
。
市
や
郡
の
党
員
集
会
に
出
席
し
た
代
議
員
は
、
投
票
区
党
員
集
会
で
な

一
〇
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（
五
二
七
）

し
た
と
同
様
の
二
つ
の
決
議
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
と
、
自
党
の
大

統
領
候
補
者
と
し
て
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
議
を
し
て
選
出
さ
れ
た
代
議
員
に
委
任
す
る
こ
と
で
あ
る
。

下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
は
、
比
較
的
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
西
部
の
殆
ど
の
州
の
共
和
党
で
は
、
郡
党

員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
は
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
次
に
掲
げ
る
三
つ
の
決
議
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
州
党

員
集
会
に
出
席
す
る
代
議
員
と
州
党
員
集
会
に
出
席
し
な
い
で
直
接
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
選
出
す
る
。
次
に
、
選
出

さ
れ
た
代
議
員
に
当
該
州
の
党
員
が
支
持
す
る
大
統
領
候
補
者
に
州
党
員
集
会
と
全
国
政
党
大
会
で
投
票
す
る
よ
う
委
託
す
る
。
下
院
議

員
選
挙
区
党
員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
が
州
党
員
集
会
に
出
席
し
な
い
で
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
の
で
、
下
院
議
員
選
挙
区
党

員
集
会
で
の
特
定
の
大
統
領
候
補
者
に
対
す
る
支
持
決
議
は
、
州
党
員
集
会
で
の
支
持
決
議
と
殆
ど
同
程
度
の
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
の
大
統
領
候
補
者
支
持
決
議
と
異
な
る
決
議
が
後
に
開
催
さ
れ
る
州
党
員
集
会
で
な
さ
れ
た
場
合
に

は
、
下
院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
選
出
さ
れ
た
代
議
員
は
、
州
党
員
集
会
の
決
議
に
従
う
の
が
常
例
で
あ
る
。
大
抵
の
場
合
に
は
、
下

院
議
員
選
挙
区
党
員
集
会
で
の
大
統
領
候
補
者
支
持
決
議
が
自
動
的
に
州
党
員
集
会
の
決
議
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
、
州
党
員
集
会
で
異

な
っ
た
大
統
領
候
補
者
が
支
持
さ
れ
る
決
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

州
党
員
集
会
は
、
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
の
選
出
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

大
統
領
候
補
者
の
支
持
決
議
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
は
、
何
名
の
代
議
員
が
各
州
か
ら
全
国
政
党
大
会

に
出
席
で
き
る
か
で
あ
る
。
全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
初
期
の
頃
に
は
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
数
は
、

各
州
の
上
院
議
員
お
よ
び
下
院
議
員
の
総
数
と
同
数
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
各
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
上
院
議
席
数
（
各

二
名
）
に
下
院
議
席
数
を
加
え
た
総
数
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
民
主
党
も
共
和
党
も
全
国
政
党
大
会
に
各
州
か
ら
連
邦
議
会
議
員
数
の
二

一
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倍
の
代
議
員
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
を
容
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
7
）

。
一
九
七
六
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
に
全
米
五
〇
州
、
首
都
ワ
シ
ン

ト
ン
、
属
領
か
ら
出
席
し
た
代
議
員
の
総
数
は
一
、五
〇
三
名
で
あ
り
、
共
和
党
で
は
一
、一
三
〇
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
八
四
年
に

は
民
主
党
で
は
三
、九
三
三
名
と
な
り
、
共
和
党
で
は
二
、二
三
五
名
に
も
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
（
8
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
は
民
主
党
の
代

議
員
数
が
五
、五
五
二
名
と
な
り
、
共
和
党
の
そ
れ
は
二
、二
八
六
名
と
な
っ
て
い
る
（
9
）

。

2
）
予
備
選
挙

七
月
下
旬
か
ら
九
月
上
旬
に
か
け
て
開
催
さ
れ
る
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
の
全
国
政
党
大
会
に
先
が
け
て
各
州
で
行
わ
れ
る
予

備
選
挙
は
、
候
補
者
に
と
っ
て
は
第
一
段
階
の
試
練
の
場
で
あ
る
。
予
備
選
挙
と
は
、
党
員
が
集
会
を
開
い
て
候
補
者
を
誰
に
す
る
か
に

つ
い
て
討
議
を
し
な
い
で
本
選
挙
と
同
様
、
党
員
各
自
が
直
接
、
投
票
場
に
赴
い
て
投
票
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を

支
持
し
て
い
る
代
議
員
候
補
者
を
選
出
す
る
各
州
の
民
主
党
と
共
和
党
の
指
名
機
関
の
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
九
七
六
年
の
大
統

領
選
挙
の
年
ま
で
は
、
各
州
で
行
わ
れ
た
二
大
政
党
の
予
備
選
挙
は
、
一
種
の
人
気
投
票
の
よ
う
な
候
補
者
指
名
選
挙
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
た
と
え
各
州
の
予
備
選
挙
で
圧
倒
的
な
勝
利
を
お
さ
め
た
候
補
者
と
い
え
ど
も
、
最
終
的
に
一
名
の
大
統
領
候
補
者
が
選
任
さ

れ
る
全
国
政
党
大
会
で
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
予
備
選
挙
は
、
大
統
領
候
補
者
を

指
名
す
る
た
め
に
積
極
的
に
作
用
す
る
候
補
者
指
名
機
関
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
乱
立
し
た
大
勢
の
候
補
者
を
篩

（
ふ
る
い
）
に
か
け
て
選
別
す
る
消
極
的
な
作
用
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
の
悪
評
を
か
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
一
九
七
八
年
、
共
和
党
に
さ
き
が
け
て
民
主
党
は
、
党
規
約
に
「
代
議
員
拘
束
制
」
を
盛
り
込
ん
だ
。
こ
の
代
議
員
拘
束
制

と
は
、
各
州
の
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
に
選
出
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
代
議
員
が
支
持
を
表
明
し
て
い
る
大
統
領
候
補
者
に
全
国

政
党
大
会
の
初
回
投
票
で
必
ず
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
党
規
約
改
正
に
よ
っ
て
、
各
州
の
予
備

一
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選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
総
数
の
過
半
数
の
代
議
員
か
ら
支
持
を
取
り
付
け
た
候
補
者
が
全
国
政
党
大
会
で
自
動
的
に
大
統
領
候
補
者

に
指
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
党
の
綱
領
と
は
無
関
係
な
政
策
を
掲
げ
て
い
る
大
統
領
候
補
者
が
選
出
さ
れ
る
可
能
性

も
生
じ
て
き
た
。
ま
た
、
全
国
政
党
大
会
が
正
副
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
指
名
す
る
候
補
者
指
名
機
関
で
あ
る
と
い
う
本
来
の
機
能

す
ら
も
果
せ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
八
一
年
に
民
主
党
は
、
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
知
事
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
ン
ト

（Jam
es B

. H
unt, Jr.

）
を
委
員
長
と
す
る
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
委
員
会
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
委
員
会
で
改
善
策
が
講
じ
ら

れ
た
。
一
九
八
二
年
三
月
に
ハ
ン
ト
委
員
会
の
提
言
を
受
け
て
、
民
主
党
は
党
首
脳
部
の
影
響
力
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
党
組
織

の
強
化
の
一
環
と
し
て
代
議
員
拘
束
制
を
廃
止
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
「
代
議
員
誓
約
制
」（pledged delegate system

）
を
採
択
し
た
（
10
）

。

こ
の
代
議
員
誓
約
制
と
は
、
代
議
員
に
選
出
さ
れ
る
際
に
そ
の
代
議
員
が
支
持
を
表
明
し
て
い
る
大
統
領
候
補
者
に
全
国
政
党
大
会
で
必

ず
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
た
時
点
の
状
況
に
応
じ
て
代
議
員
が
随
意
に
支
持

候
補
者
を
変
更
し
て
投
票
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
代
議
員
誓
約
制
は
、
代
議
員
が
支
持
を
表
明
し
て

い
た
大
統
領
候
補
者
に
投
票
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
何
ら
の
制
裁
も
課
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
寛
容
な
制
度
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
誓
約
代

議
員
に
追
加
し
て
非
誓
約
代
議
員
の
特
別
代
議
員
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
た

代
議
員
総
数
の
八
二
％
が
誓
約
代
議
員
で
あ
り
、
残
り
の
一
八
％
が
非
誓
約
代
議
員
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会

に
出
席
し
た
四
、〇
四
七
名
の
代
議
員
の
う
ち
三
、二
五
三
名
（
八
〇
・
三
％
）
が
誓
約
代
議
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
非
誓
約
代
議
員
の
特

別
代
議
員
（
連
邦
議
会
議
員
、
州
知
事
、
州
議
会
議
員
、
全
国
政
党
委
員
会
委
員
な
ど
）
が
七
九
四
名
（
一
九
・
七
％
）
で
あ
っ
た
（
11
）

。

一
方
、
共
和
党
は
民
主
党
に
な
ら
っ
て
一
九
八
〇
年
に
代
議
員
拘
束
制
を
採
用
し
た
が
、
代
議
員
を
拘
束
す
る
か
否
か
は
各
州
の
州
法

お
よ
び
各
州
の
政
党
の
綱
領
で
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
九
二
年
に
共
和
党
も
代
議
員
拘
束
制
を
廃
止
し
て
、
代
議
員
誓
約
制
を
採
択

一
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し
た
。
二
〇
〇
四
年
の
共
和
党
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
た
代
議
員
総
数
の
六
五
・
六
％
が
誓
約
代
議
員
で
あ
り
、
二
三
・
九
％
が
非
誓
約

代
議
員
で
あ
っ
た
（
12
）

。
残
余
の
一
〇
・
五
％
が
非
誓
約
の
特
別
代
議
員
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
の
共
和
党
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
二
、三
八
〇
名
の
代
議
員
（
出
席
し
た
代
議
員
二
、二
八
六
名
）
の
う
ち
一
、七
一
九
名
（
七
二
・
二
％
）
が
誓
約
代
議
員
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
残
余
の
五
六
七
名
（
二
三
・
八
％
）
が
非
誓
約
代
議
員
で
あ
っ
た
（
13
）

。
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
に
は
、

全
代
議
員
数
（
二
、三
八
〇
）
の
最
低
過
半
数
の
一
、一
九
一
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
の
候
補
者
に
と
っ
て
は
、
各
州
で
実
施
さ
れ
る
予
備
選
挙
は
、
避
け
て
通
ら
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
試
練
の
場
に
な
っ
た
。
各
候
補
者
は
、
各
州
の
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
誓
約
代
議
員
を
他
の
候
補
者
よ
り
も
よ
り
多
く

獲
得
す
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
今
日
で
は
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
は
、
大
統
領
候
補
者
を
第
一
義
的
に

指
名
す
る
た
め
の
政
党
の
機
関
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
備
選
挙
は
、
も
は
や
一
九
六
八
年
以
前
の
予
備
選
挙
の
よ
う
な
人
気

投
票
と
い
っ
た
性
格
の
予
備
選
挙
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

二
大
政
党
の
民
主
党
と
共
和
党
は
、
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
た
め
に
各
州
で
党
員
集
会
を
開
催
す
る
か
、
予
備
選
挙
を
行
う
か
の

い
ず
れ
か
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
に
は
、
党
員
集
会
を
開
催
し
た
州
は
、
二
〇
州
と
プ
エ
ト
・
リ
コ
属
領
、
ヴ
ァ
ー
ジ

ン
・
ア
イ
ラ
ン
ズ
属
領
、
サ
オ
マ
属
領
、
グ
ア
ム
属
領
、
ノ
ー
ザ
ン
・
マ
リ
ア
ナ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
属
領
で
あ
っ
た
。
予
備
選
挙
を
行
っ
た

州
は
、
三
五
州
と
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
、
プ
エ
ト
・
リ
コ
属
領
、
グ
ア
ム
属
領
で
あ
っ
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
や
ユ
タ
州
の
よ
う
に
、
民
主
党

が
党
員
集
会
を
開
催
し
、
共
和
党
が
予
備
選
挙
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
政
党
は
、
州
ご
と
に
独
立
し
た
組

織
に
な
っ
て
い
る
。
二
大
政
党
の
民
主
党
や
共
和
党
と
い
え
ど
も
、
わ
が
国
の
政
党
の
よ
う
に
全
国
組
織
の
政
党
本
部
を
有
し
て
い
な
い
。

二
大
政
党
の
各
州
の
政
党
中
央
委
員
会
を
頂
点
と
し
て
州
内
で
は
よ
く
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
大
統
領
選
挙
の
年
に
全
国
政
党
委
員
会
が

一
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組
織
さ
れ
る
が
、
全
国
政
党
委
員
会
は
自
党
か
ら
大
統
領
を
選
出
す
る
た
め
に
機
能
す
る
一
時
的
な
組
織
で
あ
っ
て
、
大
統
領
選
挙
が
終

わ
る
と
解
散
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
分
権
化
さ
れ
た
政
党
組
織
の
下
で
は
、
州
政
党
中
央
委
員
会
が
広
範
な
自
由
裁
量
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
党
の
第
一
目
的
で
あ
る
党
員
を
選
挙
で
議
員
に
当
選
さ
せ
る
選
挙
手
続
に
関
す
る
一
切
の

権
限
は
州
議
会
に
与
え
て
い
る
と
明
記
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
規
定
（
第
一
条
第
四
節
第
一
項
）
に
由
来
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

二
大
政
党
の
各
州
の
政
党
中
央
委
員
会
が
決
定
し
た
予
備
選
挙
を
行
う
か
党
員
集
会
を
開
催
す
る
か
の
議
案
が
州
議
会
を
難
な
く
通
過
す

れ
ば
、
他
に
伺
い
を
立
て
ず
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
、
二
大
政
党
の
各
政
党
が
各
州
で
行
う
予
備
選
挙
の
手
続
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
ず
か
な
が
ら
異
な
っ
て
い
る
。

3
．
二
〇
一
二
年
の
候
補
者
指
名
争
い

1
）
民
主
党

二
〇
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
現
職
の
大
統
領
が
民
主
党
か
ら
立
候
補
し
た
た
め
に
、
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
た

め
の
代
議
員
を
選
出
す
る
各
州
の
党
員
集
会
で
の
討
議
や
予
備
選
挙
で
の
投
票
は
、
概
ね
低
調
で
あ
っ
た
。
七
州
の
予
備
選
挙
で
現
職
大

統
領
の
オ
バ
マ
候
補
者
に
挑
戦
す
る
対
抗
馬
が
立
候
補
し
た
が
、
オ
バ
マ
候
補
者
を
支
持
す
る
代
議
員
数
を
脅
か
す
ほ
ど
の
代
議
員
数
を

獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
オ
バ
マ
候
補
者
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
三
日
ま
で
に
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
る
の
に
必
要
な
最
小

限
の
数
の
誓
約
代
議
員
を
獲
得
し
て
い
た
（
14
）

。

2
）
共
和
党

予
備
選
挙
の
初
期
の
段
階
で
共
和
党
の
大
統
領
指
名
選
挙
戦
に
名
乗
り
出
た
知
名
度
の
高
い
候
補
者
は
、
連
邦
議
会
議
員
で
あ
り
前
の

自
由
擁
護
党
（L

ibertarian P
arty

）
候
補
者
で
あ
っ
た
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
（R

on P
aul

）、
二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
の
共
和
党
候
補
者
の

一
五



政
経
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
三
二
）

ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ケ
ィ
ン
（John M

cC
ain

）
の
選
挙
副
参
謀
で
あ
っ
た
元
ミ
ネ
ソ
タ
州
知
事
の
テ
ィ
ム
・
ポ
ー
レ
ン
テ
ィ
（T

im
 P
aw
lenty

）、

元
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
知
事
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
（M

itt R
om
ney

）、
元
下
院
議
長
の
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
（N

ew
t 

G
ingrich

）
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
に
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
グ
リ
ー
ン
ヴ
ィ
ル
市
で
開
催
さ
れ
た
最
初
の
討
論
会

に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
ハ
ー
マ
ン
・
ケ
イ
ン
（H

erm
an C

ain

）、
元
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
知
事
の
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（G

ary 

Johnson

）、
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
、
テ
ィ
ム
・
ポ
ー
レ
ン
テ
ィ
、
元
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
選
出
上
院
議
員
の
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン

（R
ich S

antorum

）
が
参
加
し
た
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
討
論
会
に
は
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
、
元
ユ
タ
州

知
事
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
ツ
マ
ン
（Jon H

untsm
an

）、
下
院
議
員
の
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
（M

ichele B
achm

ann

）
が
加
わ
っ
た
が
、

ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
討
論
会
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
が
開
催
さ
れ
た
時
よ
り
以
前
に
総
計
一
三
回
も

開
催
さ
れ
た
（
15
）

。

選
挙
戦
の
最
初
の
重
大
な
出
来
事
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
一
三
日
に
ア
イ
オ
ワ
州
の
エ
イ
ム
ズ
市
で
行
わ
れ
た
世
論
調
査
（A

m
es 

S
traw
 P
oll

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
論
調
査
で
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
が
最
高
の
支
持
率
を
得
た
。
支
持
率
が
低
か
っ
た
テ
ィ
ム
・

ポ
ー
レ
ン
テ
ィ
は
、
選
挙
戦
か
ら
敗
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
共
和
党
の
保
守
派
の
有
権
者
は
、
ロ
ム
ニ
ィ
が
共
和
党
の

大
統
領
候
補
者
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
（D

onald T
rum
p

）、
サ

ラ
ー
・
パ
リ
ン
（S
arah P

alin

）、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
、
テ
キ
サ
ス
州
知
事
の
リ
ッ
ク
・
ペ
リ
ィ
（R

ich P
erry

）
が
選
挙
戦
か

ら
敗
退
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
の
一
〇
月
と
一
一
月
に
ハ
ー
マ
ン
・
ケ
イ
ン
と
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
台
頭
し
て
き
た
。
し
か
し
、

ケ
イ
ン
は
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
た
め
に
、
数
州
の
予
備
選
挙
の
投
票
用
紙
に
候
補
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

二
〇
一
一
年
の
歳
末
に
選
挙
戦
か
ら
敗
退
し
た
（
16
）

。

一
六



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
三
三
）

候
補
者
指
名
選
挙
の
初
頭
に
日
程
を
組
み
込
ん
だ
一
月
三
日
に
行
わ
れ
た
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
、
一
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た

ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
予
備
選
挙
、
一
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
予
備
選
挙
で
各
々
異
な
っ
た
三
名
の

候
補
者
が
勝
利
し
た
の
は
、
共
和
党
の
歴
史
上
で
最
初
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
ア
イ
オ
ワ
州
と
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ

シ
ャ
ー
州
で
勝
利
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
で
は
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
が
ロ
ム
ニ
ィ
に
三
四
票
の
差
を

つ
け
て
勝
利
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
は
、
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
予
備
選
挙
で
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
の
得
票
二
八
％

と
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
の
得
票
一
七
％
に
対
し
て
四
〇
％
を
得
票
し
て
大
差
を
つ
け
て
勝
利
し
た
。
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、

ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
予
備
選
挙
で
三
九
％
を
得
票
し
て
勝
利
し
た
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
か
な
り
の
数
の
候
補
者
が
候
補
者

指
名
行
程
か
ら
脱
落
し
た
。
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
は
、
ア
イ
オ
ワ
州
の
党
員
集
会
で
は
得
票
数
が
五
位
で
あ
っ
た
た
め
に
辞
退
し

た
。
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
ツ
マ
ン
は
、
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
予
備
選
挙
で
は
三
位
で
あ
っ
た
の
で
辞
退
し
た
。
リ
ッ
ク
・
ペ
リ
ィ
は
、

サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
予
備
選
挙
で
の
得
票
数
が
低
か
っ
た
の
で
辞
退
し
た
。
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
は
、
も
と
も
と
ア
イ
オ
ワ

州
で
選
挙
運
動
を
集
中
し
て
展
開
し
て
い
た
が
、
ア
イ
オ
ワ
州
で
予
期
せ
ぬ
勝
利
を
お
さ
め
て
以
来
、
二
月
七
日
の
コ
ロ
ラ
ド
州
の
党
員

集
会
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
党
員
集
会
、
ミ
ゾ
ー
リ
州
の
予
備
選
挙
で
最
高
得
票
を
果
た
し
た
。
全
国
世
論
調
査
は
、
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン

が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
を
追
い
越
し
た
と
報
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、
一
月
一
〇
日
の
サ
ウ
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ

ナ
州
の
予
備
選
挙
で
勝
利
し
て
か
ら
三
月
六
日
に
一
一
州
が
予
備
選
挙
と
党
員
集
会
を
行
っ
た
ス
ー
パ
ー
・
テ
ュ
ー
ズ
デ
イ
（S

uper 

T
uesday

）
の
勝
利
を
含
め
て
総
計
一
四
州
で
勝
利
し
た
。
ス
ー
パ
ー
・
テ
ュ
ー
ズ
デ
イ
で
は
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
が
六
州
で
勝
利
し
、

リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
が
三
州
で
勝
利
し
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
出
身
州
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
一
州
で
勝
利
し
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
四
月
一
〇
日
、
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
は
、
彼
を
支
持
す
る
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
の
数
が
少
な
い
こ
と
、
出
身
州
の

一
七
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五
十
巻
第
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（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
三
四
）

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
で
の
支
持
率
が
低
い
こ
と
、
彼
の
娘
の
健
康
な
ど
を
配
慮
し
て
選
挙
運
動
を
中
止
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ

リ
ッ
チ
は
、
五
月
二
日
に
脱
落
し
た
。
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
が
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
の
敗
退
を
報
じ
た
直
後
、
共
和
党
全
国
政

党
委
員
会
は
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
共
和
党
の
暫
定
大
統
領
候
補
者
で
あ
る
旨
を
宣
言
し
た
。
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
は
、
表
向
き
に
は

候
補
者
指
名
選
挙
戦
線
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
五
月
一
四
日
に
選
挙
運
動
を
中
止
し
た
。

五
月
二
九
日
、
テ
キ
サ
ス
州
の
予
備
選
挙
で
勝
利
し
た
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、
全
国
政
党
大
会
で
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名

さ
れ
る
の
に
十
分
な
代
議
員
を
獲
得
し
て
い
た
。
六
月
五
日
の
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
と
数
州
の
予
備
選
挙
と
六
月
二
六
日
の
ユ
タ
州
の
予

備
選
挙
で
勝
利
し
た
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
（C

able N
ew
s N
etw
ork

）
が
七
月
二
七
日
報
じ
た
代
議
員
配
分
集
計
に
よ
る
と
、

共
和
党
の
代
議
員
総
数
一
、五
二
四
の
う
ち
の
一
、四
六
二
名
の
誓
約
代
議
員
と
六
二
名
の
非
誓
約
代
議
員
を
獲
得
し
て
い
た
。
他
の
候
補

者
が
獲
得
し
た
代
議
員
数
は
、
リ
ッ
ク
・
サ
ン
ト
ラ
ン
が
二
六
一
、
ロ
ン
・
ポ
ー
ル
が
一
五
四
、
ニ
ュ
ー
ト
・
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
が
一
四
二
、

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
バ
ー
グ
マ
ン
が
一
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
ツ
マ
ン
が
一
、
そ
の
他
の
候
補
者
が
○
で
あ
っ
た
（
17
）

。

3
）
第
三
政
党
の
候
補
者
指
名
争
い（18）

⑴　

自
由
擁
護
党

自
由
擁
護
党
（L
ibertarian P

arty

）
か
ら
元
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
知
事
の
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（G

ary Johnson

）、
元
自
由
擁

護
党
全
国
政
党
委
員
会
副
委
員
長
の
リ
ー
・
ラ
イ
ツ
（R

. L
ee W

rights

）、
政
治
活
動
家
の
ジ
ム
・
バ
ー
ン
ズ
（Jim

 B
urns

）、
弁
護
士
の

カ
ー
ル
・
パ
ー
ス
ン
（C

arl P
erson

）
が
立
候
補
し
た
が
、
大
統
領
候
補
者
に
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
選
出
さ
れ
、
副
大
統
領
候
補

者
に
は
ゲ
ィ
リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
推
薦
し
た
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
裁
判
所
判
事
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
が
選
出
さ
れ
た
。
ゲ
ィ

リ
ィ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
グ
レ
イ
は
、
国
民
投
票
の
一
、二
七
五
、九
五
一
票
（
〇
・
九
九
％
）
を
得
票
し
た
。

一
八



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
三
五
）

⑵　

み
ど
り
党

み
ど
り
党
（G

reen P
arty

）
か
ら
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
医
師
で
「
み
ど
り
の
虹
党
」（G

reen-R
ainbow

 P
arty

）
の
委
員
長
の
ジ

ル
・
ス
テ
イ
ン
（Jill S

tein

）、
女
優
の
ロ
ウ
ザ
ン
ナ
・
バ
ー
（R

oseanne B
arr

）、
み
ど
り
党
の
全
国
政
党
委
員
会
の
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア

選
出
の
代
議
員
で
あ
る
ケ
ン
ト
・
メ
ス
プ
レ
イ
（K

ent M
esplay

）、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
み
ど
り
党
の
常
連
の
候
補
者
で
あ
る
ハ
ー
レ
イ
・

ミ
ッ
ケ
ル
ソ
ン
（H

arley M
ikkelson

）
が
出
馬
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
み
ど
り
党
の
大
統
領
候
補
者
指
名
選
挙
は
、
概
ね
ジ
ル
・
ス
テ

イ
ン
と
ロ
ウ
ザ
ン
ナ
・
バ
ー
の
二
人
の
候
補
者
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
ロ
ウ
ザ
ン
ナ
・
バ
ー
は
、
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
大
統
領
予
備
選
挙

で
落
選
し
て
、
平
和
自
由
党
（P

eace freedom
 P
arty

）
の
大
統
領
候
補
者
指
名
選
挙
に
出
馬
し
た
た
め
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
の

チ
ェ
リ
・
ホ
ン
カ
ラ
（C

heri H
onkala

）
が
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
た
。
ジ
ル
・
ス
テ
イ
ン
と
チ
ェ
リ
・
ホ
ン
カ
ラ
の
正
副
大
統

領
候
補
者
は
、
国
民
投
票
の
四
六
九
、五
八
三
票
（
〇
・
三
六
％
）
を
得
票
し
た
。

⑶　

憲
法
党

憲
法
党
（C

onstitution P
arty

）
か
ら
元
ヴ
ァ
ジ
ー
ニ
ア
州
選
出
の
連
邦
議
会
議
員
の
ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
（V

irgil G
oode

）、
テ
ネ

シ
ー
州
の
弁
護
士
で
二
〇
〇
八
年
の
憲
法
党
の
副
大
統
領
候
補
者
で
あ
っ
た
ダ
ー
レ
ル
・
キ
ャ
ス
ト
ル
（D

arrell C
astle

）、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
の
大
学
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
コ
ー
チ
で
あ
る
ロ
ビ
ィ
・
ウ
エ
ル
ズ
（R

obby W
ells

）、
カ
ン
サ
ズ
州
の
看
護
婦
で
政
治
活
動
家
の
ス
ー

ザ
ン
・
デ
ュ
ー
シ
ィ
（S

usan D
ucey

）、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
ラ
ジ
オ
・
ト
ー
ク
・
シ
ョ
ー
の
タ
レ
ン
ト
で
政
治
評
論
家
の
ロ
ー
リ
ー
・
ロ

ス
（L

aurie R
oth

）
が
立
候
補
し
た
。
二
月
に
立
候
補
を
表
明
し
た
ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
に
対
等
に
挑
戦
で
き
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ
ル
（N

ashville

）
市
で
開
催
さ
れ
た
党
大
会
で
二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
時
に
憲
法
党
の
副
大
統
領
候
補
者
で
あ
っ
た

ダ
ー
レ
ル
・
キ
ャ
ス
ト
ル
が
出
馬
を
表
明
し
た
が
、
ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
は
、
党
大
会
の
第
一
回
投
票
で
辛
う
じ
て
で
は
あ
っ
た
が
過

一
九
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半
数
票
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
憲
法
党
の
委
員
長
で
あ
っ
た
ジ
ム
・
ク
ラ
イ
マ
ー
（Jim

 C
lym
er

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
指
名
し
た
。

ヴ
ァ
ー
ギ
ル
・
グ
ー
ド
大
統
領
候
補
者
と
ジ
ム
・
ク
ラ
イ
マ
ー
副
大
統
領
候
補
者
は
、
国
民
投
票
の
一
二
二
、〇
〇
一
票
（
〇
・
〇
九
％
）

を
得
票
し
た
。

⑷　

正
義
党

正
義
党
（Justice P

arty

）
の
創
設
者
で
元
ユ
タ
州
の
ソ
ル
ト
・
レ
イ
ク
市
長
の
ロ
ッ
キ
ィ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（R

ocky A
nderson

）
が

立
候
補
し
た
。
副
大
統
領
候
補
者
に
詩
人
で
小
説
家
の
ル
イ
ス
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（L

uis J. R
odriguez

）
が
指
名
さ
れ
た
。
両
候
補
者
は
、

国
民
投
票
の
四
三
、〇
一
一
票
（
〇
・
〇
三
％
）
を
得
票
し
た
。

4
．
代
議
員
選
出
方
法

当
初
、
民
主
党
と
共
和
党
は
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
を
各
州
に
割
当
て
る
に
あ
た
っ
て
、
各
州
に
割
当
て
ら
れ
て
い
た

連
邦
議
会
議
員
数
を
基
準
に
し
て
い
た
。
民
主
党
は
、
一
九
三
六
年
ま
で
連
邦
議
会
議
席
数
を
基
準
と
し
て
各
州
に
代
議
員
数
を
割
当
て

て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
六
年
、
民
主
党
は
、
一
世
紀
来
の
伝
統
と
な
っ
て
い
た
連
邦
議
会
議
員
数
を
絶
対
的
な
基
準
と
し
て
い
た
代

議
員
割
当
方
式
を
改
正
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
議
会
議
員
数
を
基
準
と
し
た
代
議
員
割
当
に
加
え
て
、
特
定
の
条
件
を
満
た
し
た
州
に
対

し
て
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
方
式
を
採
用
し
た
。
特
定
の
条
件
を
満
た
し
た
州
と
は
、
前
回
の
大
統
領
選
挙
で
民
主
党
の
大
統
領
選
挙

人
団
を
当
選
さ
せ
た
州
や
民
主
党
の
上
院
議
員
ま
た
は
州
知
事
を
当
選
さ
せ
た
州
の
こ
と
で
あ
る
。

当
初
は
、
共
和
党
も
各
州
に
割
当
て
ら
れ
た
連
邦
議
会
議
員
数
を
基
準
と
し
て
、
全
国
政
党
大
会
に
出
席
す
る
代
議
員
数
を
各
州
に
配

分
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
共
和
党
議
員
の
少
な
い
南
部
諸
州
に
過
剰
な
数
の
代
議
員
が
割
当
て
ら
れ
、
共
和
党
議
員
の
多
い
北
部
諸

州
に
比
較
的
少
な
い
数
の
代
議
員
が
割
当
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
一
九
一
六
年
、
こ
の
偏
重
な
割
当
基
準
を
見
直
し
て
、
前
回
の
大

二
〇
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統
領
選
挙
、
上
・
下
院
議
員
選
挙
、
州
知
事
選
挙
で
各
々
の
共
和
党
の
候
補
者
が
得
票
し
た
票
数
に
応
じ
て
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
方

式
が
採
択
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
民
主
党
も
共
和
党
も
代
議
員
の
割
当
基
準
を
見
直
し
て
き
た
。
最
近
の
両
党
の
代
議
員
割
当
は
、
人
口
数
と
政
党
支
持
率
を

基
本
的
な
基
準
に
し
た
代
議
員
割
当
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
共
和
党
は
、
前
回
の
大
統
領
選
挙
、
連
邦
議
会
議
員
選
挙
、
州
知
事
選
挙
に

お
け
る
共
和
党
候
補
者
へ
の
支
持
率
を
重
視
し
た
代
議
員
割
当
に
な
っ
て
い
る
。

5
．
代
議
員
各
州
割
当
基
準
（
19
）

⑴　

二
〇
一
二
年
の
共
和
党
代
議
員
（
総
数
二
、二
八
六
名
）
の
割
当
基
準

ⅰ　

各
州
に
一
〇
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅱ　

各
下
院
議
員
選
挙
区
に
三
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅲ　

二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
で
共
和
党
の
マ
ッ
ケ
イ
ン
候
補
に
大
統
領
選
挙
人
票
を
投
じ
た
州
に
四
・
五
名
の
代
議
員
を
割
当

て
る
。
さ
ら
に
、
当
該
州
の
大
統
領
選
挙
人
数
の
六
〇
％
に
相
当
す
る
員
数
の
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅳ　

下
記
の
場
合
に
は
、
追
加
一
名
の
追
加
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ａ　

共
和
党
の
上
院
議
員
を
選
出
し
て
い
る
場
合
、

ｂ　

各
州
の
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
の
少
な
く
と
も
半
数
が
共
和
党
議
員
で
あ
る
場
合
、

ｃ　

共
和
党
の
州
知
事
が
選
出
さ
れ
て
い
る
場
合
、

ｄ　

州
議
会
の
下
院
で
共
和
党
が
多
数
党
で
あ
る
場
合
、

ｅ　

州
議
会
の
両
議
院
で
共
和
党
が
多
数
党
で
あ
る
場
合
、

二
一
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ⅴ　

サ
モ
ア
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅵ　

首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
一
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅶ　

グ
ア
ム
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅷ　

プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
属
領
に
二
〇
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅸ　

ヴ
ァ
ー
ジ
ン
・
ア
イ
ラ
ン
ド
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

⑵　

二
〇
一
二
年
の
民
主
党
代
議
員
（
総
数
五
、五
五
二
名
）
の
割
当
基
準

Ａ　

誓
約
代
議
員

ⅰ　

過
去
三
回
の
大
統
領
選
挙
（
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
八
年
）
で
民
主
党
の
候
補
者
に
投
じ
た
州
（
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
を

含
む
）
の
国
民
投
票
数
に
応
じ
て
割
当
て
る
。

ⅱ　

過
去
三
回
の
大
統
領
選
挙
（
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
八
年
）
で
民
主
党
の
す
べ
て
の
候
補
者
に
投
じ
た
総
国
民
投
票

数
に
応
じ
て
割
当
て
る
。

ⅲ　

二
〇
一
〇
年
の
国
勢
調
査
に
基
づ
い
て
各
州
に
割
当
て
ら
れ
た
大
統
領
選
挙
人
数
に
応
じ
て
割
当
て
る
。

ⅳ　

全
州
と
属
領
に
大
統
領
選
挙
人
総
数
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅴ　

サ
モ
ア
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅵ　

グ
ア
ム
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅶ　

ヴ
ァ
ー
ジ
ン
・
ア
イ
ラ
ン
ド
属
領
に
六
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

ⅷ　

海
外
滞
留
の
民
主
党
員
に
は
一
二
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
が
、
一
票
の
投
票
権
し
か
与
え
な
い
。

二
二



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
三
九
）

ⅸ　

プ
エ
ト
・
リ
コ
属
領
に
四
四
名
の
代
議
員
を
割
当
て
る
。

Ｂ　

非
誓
約
代
議
員

ⅰ　

民
主
党
州
知
事
（
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
市
長
を
含
む
）、

ⅱ　

民
主
党
下
院
議
員
、

ⅲ　

民
主
党
上
院
議
員
（
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
の
二
名
の
上
院
議
員
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
を
含
む
）、

ⅳ　

民
主
党
全
国
政
党
委
員
会
委
員
、

ⅴ　

民
主
党
首
脳
部
（
前
民
主
党
大
統
領
、
現
民
主
党
大
統
領
、
下
院
と
上
院
の
役
職
者
、
民
主
党
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
）
は
、
非
誓
約

代
議
員
と
す
る
。

6
．
全
国
政
党
大
会

1
）
開
催
地
の
選
定

二
大
政
党
の
全
国
政
党
大
会
（national convention
）
は
、
一
八
三
二
年
以
来
、
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
政
党
の
機
関
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
近
年
で
は
全
国
政
党
大
会
は
、
四
年
ご
と
に
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
る
年
の
七
月
か
ら
九
月
上
旬
に
か
け
て
特

定
の
都
市
で
開
催
さ
れ
て
き
た
。
各
政
党
の
全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
る
前
年
の
一
二
月
か
、
そ
の
年
の
一
月
に
各
政
党
の
全
国
政
党

委
員
会
（party ’s national com

m
ittee

）
が
開
催
さ
れ
て
、
全
国
政
党
大
会
を
開
催
す
る
時
期
、
開
催
都
市
、
各
州
か
ら
何
名
の
代
議
員

を
全
国
政
党
大
会
に
出
席
さ
せ
る
か
の
基
準
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
、
各
州
の
州
中
央
政
党
委
員
会
（state central party com

m
ittee

）

に
開
催
の
通
知
を
す
る
。
全
国
政
党
大
会
の
開
催
地
は
、
都
市
の
施
設
、
都
市
な
ら
び
に
都
市
の
商
人
が
政
党
大
会
の
費
用
を
負
担
す
る

か
否
か
、
そ
の
都
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
政
治
上
の
意
義
が
あ
る
か
等
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
決
定
さ
れ
る
。
近
年
、

二
三
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シ
カ
ゴ
市
や
フ
ィ
ラ
デ
ー
ル
フ
ィ
ア
市
は
、
各
政
党
の
全
国
政
党
大
会
の
開
催
都
市
と
し
て
滞
り
な
く
そ
の
任
務
を
果
た
し
て
き
た
。
し

か
し
、
シ
カ
ゴ
市
の
よ
う
な
大
都
市
で
も
代
議
員
と
そ
の
家
族
、
代
理
人
、
傍
聴
者
、
報
道
関
係
者
を
含
め
て
総
計
五
〇
、〇
〇
〇
人
以

上
が
集
会
す
る
大
会
場
を
提
供
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
交
通
、
ホ
テ
ル
、
そ
の
他
の
施
設
の
混
乱
等
を
考
慮
す
る

と
、
大
都
市
は
全
国
政
党
大
会
の
開
催
都
市
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
比
較
的
交
通
の
便
利
な
郊
外
都
市
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・

ジ
ャ
ー
ジ
ィ
州
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
テ
ィ
市
や
宿
泊
施
設
が
備
わ
っ
て
い
る
フ
ロ
リ
ダ
州
の
マ
イ
ア
ミ
・
ビ
ー
チ
な
ど
の
都
市
が

全
国
政
党
大
会
の
開
催
地
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
九
六
四
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
テ
ィ
市
で
開
催

さ
れ
た
が
、
一
九
七
二
年
に
は
マ
イ
ア
ミ
・
ビ
ー
チ
市
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
は
、
急
速
な
人
口
増
加
に
伴
っ
て
現

在
で
は
五
五
人
も
の
大
統
領
選
挙
人
を
も
つ
全
米
最
大
の
人
口
を
擁
す
る
州
に
な
っ
た
た
め
に
、
民
主
党
も
共
和
党
も
き
そ
っ
て
こ
の
大

票
田
を
一
括
し
て
獲
得
す
る
意
向
も
あ
っ
て
、
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
市
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
の
諸
都
市
が
各
政
党
の
全
国
政
党
大
会
の
開
催
都
市
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
が
、
一
九
九
二
年
の
初
春
に
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
市
で
暴
動
が
起
っ
た
た
め
に
、
一
九
九
二
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
は
、

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
市
で
開
催
さ
れ
た
。
共
和
党
の
全
国
政
党
大
会
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
支
持
者
の
多
い
テ
キ
サ
ス
州
の
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
市
で

開
催
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
共
和
党
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ー
ル
フ
ィ
ア
市
で
七
月
三
一
日
か
ら
八
月
三
日
ま
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催

し
た
。
一
方
、
民
主
党
は
、
八
月
一
四
日
か
ら
八
月
一
七
日
ま
で
ロ
ス
・
ア
ン
ゼ
ル
ス
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
〇
四
年

に
は
、
民
主
党
は
、
七
月
二
六
日
か
ら
二
九
日
ま
で
ボ
ス
ト
ン
市
で
開
催
し
、
共
和
党
は
、
八
月
三
〇
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で
ニ
ュ
ー
・

ヨ
ー
ク
市
で
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
民
主
党
は
、
八
月
二
五
日
か
ら
二
八
日
ま
で
コ
ロ
ラ
ド
州
の
デ
ン

ヴ
ァ
ー
市
で
四
、二
〇
七
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
一
方
、
共
和
党
は
、
九
月
一
日
か
ら
九
月
四
日
ま
で

二
四
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ミ
ネ
ソ
タ
州
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
・
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
市
で
二
、三
八
〇
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。
二
〇
一
二
年

に
は
、
共
和
党
は
八
月
二
七
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
フ
ロ
リ
ダ
州
の
タ
ン
パ
市
で
二
、二
六
八
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を

開
催
し
た
。
一
方
、
現
職
の
オ
バ
マ
大
統
領
が
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
に
内
定
し
て
い
た
民
主
党
は
、
党
の
結
束
を
図
る
た
め
に
九
月

三
日
か
ら
五
日
ま
で
ノ
ー
ス
・
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
キ
ャ
ロ
ッ
ト
市
で
五
、五
五
二
名
の
代
議
員
が
出
席
し
て
全
国
政
党
大
会
を
開
催
し
た
。

2
）
開
会
と
臨
時
議
長
の
選
出

全
国
政
党
大
会
の
会
議
順
序
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
全
国
に
報
道
し
て
い
る
今
日
で
さ
え
も
、
さ
ほ
ど
革
新
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
最
初
に
、
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
（national chairm

an

）
が
全
国
政
党
大
会
の
開
催
を
宣
言
す
る
。
次
に
、
出
席
者
全

員
が
起
立
し
て
国
歌
斉
唱
を
し
て
黙
祷
を
す
る
。
続
い
て
、
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
が
全
国
政
党
大
会
開
催
都
市
の
市
長
と
開
催
地
の

州
知
事
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
市
長
な
い
し
は
州
知
事
が
歓
迎
演
説
を
す
る
。
そ
の
後
に
全
国
政
党
委
員
会
書
記
長
が
、
全
国
政
党
大

会
に
出
席
し
て
い
る
代
議
員
の
点
呼
を
と
る
。
全
国
政
党
委
員
会
委
員
長
は
、
臨
時
議
長
（tem

porary chairm
an

）
の
た
め
に
作
成
し
た

全
国
政
党
委
員
会
の
推
薦
状
を
提
出
す
る
。
臨
時
議
長
は
、
代
議
員
の
満
場
一
致
の
口
頭
で
も
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
臨
時
議
長
は
、
基
調

演
説
（keynote address

）
を
す
る
。
こ
の
基
調
演
説
は
、
約
一
時
間
程
度
で
終
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
感
情
の
こ
も
っ
た
演
説
は
他
に
あ
る

ま
い
と
思
わ
れ
る
程
の
名
演
説
で
あ
る
。
臨
時
議
長
に
は
、
通
常
、
党
内
で
傑
出
し
た
人
材
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
雄
弁
家
と
し
て
著
名
な

人
物
が
選
出
さ
れ
る
。
臨
時
議
長
が
弁
ず
る
基
調
演
説
は
、
自
党
を
絶
賛
し
、
対
立
政
党
の
悪
政
を
非
難
し
、
自
党
の
歴
代
の
英
雄
を
指

摘
し
て
絶
賛
し
、
過
去
に
お
け
る
自
党
の
勝
利
を
た
た
え
、
自
党
の
理
念
を
表
明
す
る
刺
激
的
で
格
調
高
い
文
言
で
綴
ら
れ
た
内
容
で
あ

る
。
そ
し
て
、
い
か
に
自
党
が
国
家
の
政
治
に
貢
献
し
て
い
る
か
を
訴
え
て
締
め
括
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
臨
時
議
長
は
、
雄
弁
と
感
動

に
満
ち
た
演
説
を
行
っ
た
の
ち
、
全
国
政
党
大
会
の
正
式
議
長
に
バ
ト
ン
を
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
臨
時
議
長
の
最
も
重
要
な
任
務
を
終
え

二
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る
。
全
国
政
党
大
会
は
、
通
常
、
三
日
な
い
し
は
四
日
間
の
日
程
の
後
に
そ
の
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
全
国
政
党
大
会
開

幕
後
の
二
日
目
に
全
国
政
党
大
会
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
全
国
政
党
大
会
の
委
員
会
が
招
集
さ
れ
る
。

3
）
委
員
会
の
招
集

全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
て
二
日
目
に
二
大
政
党
共
に
全
国
政
党
大
会
で
主
要
な
役
割
を
果
た
す
四
つ
の
委
員
会
が
招
集
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
は
次
の
四
委
員
会
で
あ
る
。

ⅰ　

信
任
委
員
会
（com

m
ittee on credential

）

ⅱ　

常
設
役
員
委
員
会
（com

m
ittee on perm

anent organization

）

ⅲ　

会
議
規
則
運
営
委
員
会
（com

m
ittee on rules and order of business

）

ⅳ　

政
策
決
定
委
員
会
（com

m
ittee on platform

 and resolution

）

信
任
委
員
会
は
、
各
州
で
選
出
さ
れ
全
国
政
党
大
会
に
出
席
し
て
い
る
代
議
員
が
正
規
の
代
議
員
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
し
て
、
全
国

政
党
大
会
で
の
投
票
権
を
認
め
る
。
常
設
役
員
委
員
会
は
、
全
国
政
党
大
会
の
た
め
の
常
設
役
員
を
推
薦
す
る
機
能
を
果
た
す
。
会
議
規

則
運
営
委
員
会
は
、
全
国
政
党
大
会
の
大
会
手
続
を
統
轄
す
る
規
則
を
制
定
し
て
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
。
政
策
決
定
委
員
会
は
、
全
国

政
党
大
会
に
対
し
て
綱
領
を
起
草
し
て
提
出
す
る
任
務
を
果
た
す
。
政
策
決
定
委
員
会
以
外
の
各
委
員
会
は
、
各
州
一
名
の
代
議
員
で
構

成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
五
〇
州
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
、
政
策
決
定
委
員
会
以
外
の
各
委
員
会
は
、
五
〇
名
の
代

議
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
政
策
決
定
委
員
会
は
、
各
州
一
名
の
男
性
代
議
員
と
各
州
一
名
の
女
性
代
議
員
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
民
主
党
は
、
一
九
四
〇
年
に
政
策
決
定
委
員
会
に
女
性
委
員
を
加
え
る
と
い
う
革
新
を
な
し
た
。
続
い
て
、
共
和
党
は
、

一
九
四
四
年
に
政
策
決
定
委
員
会
に
女
性
委
員
を
加
え
た
。
現
在
、
民
主
党
な
ら
び
に
共
和
党
全
国
政
党
大
会
の
政
策
決
定
委
員
会
は
、

二
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一
〇
〇
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
委
員
会
は
、
各
州
一
名
な
い
し
は
二
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
委
員
は
、

概
し
て
、
各
州
の
代
議
員
代
表
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る
。
代
議
員
代
表
は
、
概
し
て
、
州
知
事
で
あ
る
。

4
）
大
統
領
候
補
者
の
指
名
行
程

全
国
政
党
大
会
が
開
催
さ
れ
て
三
日
目
か
四
日
目
に
、
全
国
政
党
大
会
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
投
票
が
行

わ
れ
る
。
そ
の
投
票
行
程
に
入
る
前
に
、
数
名
の
者
に
特
定
の
候
補
者
に
支
持
を
表
明
す
る
推
薦
演
説
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
こ

の
推
薦
演
説
は
、
共
和
党
で
は
三
〇
分
間
、
民
主
党
で
は
二
〇
分
間
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
補
助
推
薦
演
説
（seconding speeches

）
は
、

共
和
党
で
は
四
名
の
演
説
者
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
民
主
党
で
は
、
補
助
推
薦
演
説
者
の
数
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。
補
助

推
薦
演
説
を
す
る
時
間
は
、
共
和
党
も
民
主
党
も
演
説
者
一
名
に
つ
き
五
分
間
と
な
っ
て
い
る
。
推
薦
演
説
は
、
彼
等
の
支
持
す
る
大
統

領
候
補
者
を
絶
讃
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
代
議
員
に
強
い
印
象
を
与
え
る
美
辞
麗
句
で
綴
ら
れ
た
名
調
子
の
弁
舌
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
推
薦
演
説
は
、
臨
時
議
長
が
弁
ず
る
基
調
演
説
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
推
薦
演
説
者
が
弁

ず
る
一
言
半
句
に
対
し
て
会
場
の
代
議
員
達
か
ら
破
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
喝
采
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、
連
打
す
る
大
鼓
の
音
で
会
場
は
、

全
米
大
学
対
抗
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
試
合
以
上
の
騒
然
た
る
も
の
に
な
る
。
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て
の
示
威
行
動
は
、
見
事
な
馬
鹿
騒
ぎ
で
あ

る
と
い
う
以
外
に
表
現
の
し
よ
う
が
な
い
。
大
統
領
候
補
者
の
名
前
が
す
べ
て
出
揃
う
と
、
全
国
政
党
大
会
の
最
も
重
要
な
役
割
で
あ
る

一
名
の
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
投
票
行
程
に
入
る
。
全
国
政
党
委
員
会
書
記
長
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
を
筆
頭
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に

各
州
の
代
議
員
た
ち
に
点
呼
投
票
（roll call

）
を
求
め
る
。
こ
の
点
呼
投
票
の
際
に
、
各
州
の
代
議
員
代
表
（
州
知
事
や
著
名
人
な
ど
）
は
、

自
州
を
絶
賛
す
る
機
知
に
富
ん
だ
短
い
演
説
を
し
て
か
ら
彼
等
が
支
持
し
て
い
る
大
統
領
候
補
者
に
口
頭
で
投
票
す
る
。
一
九
八
〇
年
の

民
主
党
全
国
政
党
大
会
と
一
九
八
四
年
の
共
和
党
全
国
政
党
大
会
以
来
、
両
党
は
代
議
員
拘
束
制
な
い
し
は
代
議
員
誓
約
制
を
採
用
し
て

二
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き
た
の
で
、
い
ず
れ
か
の
候
補
者
が
各
州
で
行
わ
れ
た
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
総
数
の
過
半
数
の
代
議
員
を
獲
得
し
て
し
ま
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
全
国
政
党
大
会
で
大
統
領
候
補
者
一
名
を
最
終
的
に
指
名
す
る
行
程
は
、
そ
れ
程
の
重
大
な
意
義
を
も
た
な
く
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
全
国
政
党
大
会
で
は
、
各
州
で
開
催
さ
れ
た
党
員
集
会
や
予
備
選
挙
で
代
議
員
総
数
の
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
る
大
統
領

候
補
者
を
形
式
的
に
指
名
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
候
補
者
も
各
州
の
予
備
選
挙
や
党
員
集
会
で
代
議
員
総

数
の
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
全
国
政
党
大
会
で
大
統
領
候
補
者
を
最
終
的
に
指
名
す
る
行
程
は
、
熱
気
を
帯
び
た
も
の

に
な
る
。
い
ず
れ
か
の
候
補
者
が
代
議
員
総
数
の
過
半
数
票
を
獲
得
す
る
ま
で
、
点
呼
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

点
呼
投
票
で
投
じ
ら
れ
た
票
は
、
す
べ
て
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
票
集
計
が
終
了
す
る
や
否
や
投
票
結
果
が
発
表
さ
れ
る
。
現
職
の

大
統
領
が
立
候
補
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
回
目
の
投
票
で
決
着
が
つ
く
が
、
し
ば
し
ば
票
数
が
数
名
の
大
統
領
候
補
者
に
割
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
大
統
領
候
補
者
も
過
半
数
票
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
繰
り
返
し
投
票
が
行
わ
れ
る
。
大
抵
、
初
回
投
票

で
有
力
で
な
い
候
補
者
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
有
力
候
補
者
の
二
、
三
名
が
競
う
こ
と
に
な
る
。
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
る
間

も
有
力
候
補
者
が
い
る
州
の
交
渉
委
員
は
、
絶
え
ず
他
の
州
の
代
議
員
に
働
き
か
け
て
約
束
を
と
り
つ
け
る
。
全
国
政
党
大
会
開
催
中
に

は
頻
繁
に
こ
の
交
渉
委
員
に
よ
る
働
き
か
け
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
党
の
大
統
領
候
補
者
が
決
定
す
る
ま
で
交
渉
が
続
行
さ
れ
る
。
代

議
員
拘
束
制
や
代
議
員
誓
約
制
が
導
入
さ
れ
る
以
前
で
は
、
二
回
な
い
し
は
三
回
の
投
票
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
大
統
領
候
補
者
が
指
名
さ

れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
で
は
民
主
党
の
共
和
党
も
代
議
員
誓
約
制
を
採
択
し
て
い
る
の
で
、
一
回
か
二
回
の
投
票

で
党
の
大
統
領
候
補
者
が
指
名
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
八
月
二
八
日
、
共
和
党
全
国
政
党
大
会
の
第
一
回
投
票
で

ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
が
共
和
党
の
大
統
領
候
補
者
に
指
名
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
八
月
三
〇
日
、
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
は
公
式
に
指

名
を
受
諾
し
た
。
一
方
、
民
主
党
で
は
、
全
国
政
党
大
会
の
第
一
回
投
票
で
出
席
し
た
五
、五
五
六
名
の
代
議
員
の
満
場
一
致
で
現
職
大

二
八



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
四
五
）

統
領
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
候
補
者
が
指
名
さ
れ
た
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
と

オ
ハ
イ
オ
州
が
点
呼
投
票
（roll call

）
を
終
え
た
時
点
で
指
名
に
必
要

な
代
議
員
総
数
の
半
数
に
当
た
る
二
、七
七
八
票
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ

候
補
者
に
投
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
代
議
員
た
ち
が
退
場
を

し
始
め
て
い
た
が
、
点
呼
投
票
は
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
最
後
に
ワ
イ

オ
ミ
ン
グ
州
の
代
議
員
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
候
補
者
に
点
呼
投
票
し
た

と
き
に
は
、
会
場
は
が
ら
す
き
に
な
っ
て
い
た
（
20
）

。

ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
（P

aul R
yan

）
は
、
発
声
投
票
で
副
大
統
領
に

指
名
さ
れ
た
。

5
）
副
大
統
領
候
補
者
指
名

大
統
領
候
補
者
が
指
名
さ
れ
る
と
、
引
き
続
い
て
副
大
統
領
候
補
者

が
指
名
さ
れ
る
。
副
大
統
領
候
補
者
の
指
名
行
程
は
、
極
め
て
簡
単
で

あ
っ
て
、
大
統
領
候
補
者
の
指
名
の
と
き
ほ
ど
熱
が
入
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
各
州
の
党
員
集
会
あ
る
い
は
各
州
の
予
備
選
挙
で
副
大
統
領

候
補
者
と
し
て
の
支
持
を
受
け
て
全
国
政
党
大
会
に
臨
む
候
補
者
が
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
副
大
統
領
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法

上
い
か
な
る
重
要
な
権
限
や
職
務
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
単
に
大
統

図表 1　2012年共和党全国政党大会候補者指名投票結果

候補者 第 1回投票 率

ミット・ロムニィ（Mitt Romney） 2,061 90.16%

ロン・ポール（Ron Paul） 190 8.31%

リック・サントロン（Rick Santorum） 9 0.39%

マイケル・バックマン（Michele Bachmann） 1 0.04%

ジョン・ハンツマン（Jon Huntsman） 1 0.04%

バッディ・ローマー（Buddy Roemer） 1 0.04%

棄権 13 0.57%

不明（報告なし） 8 0.35%

未投票 1 0.04%

未決定 1 0.04%

総投票数 2,286 100.00%

上記の図表は http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Republican_National Convention
から抜粋した図表に基づいて作成したものである。

二
九
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領
の
ス
ペ
ア
ー
・
タ
イ
ヤ
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
権
限
の
な
い
地
位
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
誰
も
注
目

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

副
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
行
程
は
、
大
統
領
候
補
者
の
そ
れ
と
殆
ど
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
副
大
統
領
候
補
者
の
名
前
が
掲
げ
ら

れ
て
点
呼
が
と
ら
れ
る
。
推
薦
演
説
お
よ
び
補
助
推
薦
演
説
が
な
さ
れ
て
か
ら
投
票
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
推
薦
演
説
の
時
間

は
、
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
推
薦
演
説
は
簡
単
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
レ
ー
ド
も
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。
概
し
て
、
副

大
統
領
候
補
者
の
指
名
に
ま
つ
わ
る
抗
争
は
、
激
し
い
も
の
で
は
な
い
。
最
近
で
は
、
大
統
領
候
補
者
に
選
ば
れ
た
者
が
、
副
大
統
領
候

補
者
の
指
名
に
関
し
て
有
力
な
発
言
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
統
領
候
補
者
が
副
大
統
領
候
補
者
を
指
名
し
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
大
統
領
候
補
者
が
特
定
の
人
材
を
副
大
統
領
候
補
者
に
推
薦
す
る
と
、
大
多
数
の
代
議
員
は
、
大
統
領
候

補
者
の
意
見
に
従
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
副
大
統
領
候
補
者
を
指
名
す
る
行
程
は
、
簡
単
か
つ
敏
速
に
進
行
す

る
。
一
九
四
四
年
、
民
主
党
で
は
副
大
統
領
候
補
者
と
し
て
ハ
ー
リ
ィ
・
ト
ル
ー
マ
ン
（H

arry S
. T
rum
an

）
を
指
名
す
る
か
、
そ
れ
と

も
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ォ
ー
レ
ス
（G
eorge C

. W
allace

）
を
指
名
す
る
か
で
か
な
り
の
論
争
が
あ
っ
た
。
同
様
に
、
一
九
五
六
年
、
再
び
民

主
党
の
全
国
政
党
大
会
で
は
、
副
大
統
領
候
補
者
と
し
て
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
（John F

. K
ennedy

）
を
指
名
す
る
か
、
そ
れ
と
も
エ
ス

テ
ス
・
ケ
フ
ォ
ー
ヴ
ァ
ー
（E

stes K
efauver

）
を
指
名
す
る
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
白
熱
し
た
（
21
）

。
い
か
な
る
人
材
が
副
大
統
領
候
補
者
に

指
名
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
概
し
て
大
統
領
候
補
者
指
名
投
票
で
対
抗
馬
と
し
て
競
っ
た
が
、
指
名
さ
れ
な
か
っ
た
候
補
者
が
指
名
さ
れ

が
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
大
統
領
選
挙
で
全
国
平
均
し
て
得
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
票
の
均
衡
（
22
）

」（balance of 

tickets

）
を
保
つ
た
め
に
、
大
統
領
候
補
者
が
北
部
出
身
の
者
で
あ
れ
ば
、
副
大
統
領
候
補
者
は
南
部
出
身
者
か
西
部
出
身
者
の
中
か
ら

指
名
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

三
〇



ア
メ
リ
カ
大
統
領
候
補
者
指
名
手
続
と
投
票
者
の
投
票
動
向
（
阿
部
）

（
五
四
七
）

三
、
投
票
者
の
政
党
支
持
と
投
票
動
向

1
．
政
党
支
持

二
〇
一
二
年
、
大
統
領
選
挙
の
投
票
日
の
直
前
の
一
一
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
に
行
っ
た
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
（
23
）

に
よ
る
と
、
民
主
党
支
持

者
が
三
五
％
、
共
和
党
支
持
者
が
三
〇
％
、
無
党
派
が
三
三
％
、
第
三
政
党
と
呼
ば
れ
る
諸
々
の
小
政
党
支
持
者
が
二
％
で
あ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
の
有
権
者
の
政
党
帰
属
意
識
（political party identifi cation / affi  liation

）
は
、
特
定
の
政
党
に
対
す
る
忠
誠
心
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
漠
然
と
し
た
自
己
の
政
治
的
立
場
や
見
解
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
は
、
候
補
者
が
掲

げ
た
政
策
や
突
発
的
な
事
件
に
よ
っ
て
、
民
主
党
か
共
和
党
の
候
補
者
に
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
換
え
る
よ
う
に
分
割
投
票
す
る
投
票
者
で
も

あ
る
。
ま
た
、
無
党
派
と
名
乗
る
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
は
、
政
治
に
無
関
心
な
人
た
ち
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
は
民
主
党
か
共
和
党
の
い

ず
れ
か
の
政
党
に
帰
属
意
識
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
が
、
ア
メ
リ
カ
二
大
政

党
の
政
権
交
代
の
潤
滑
油
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
今
日
で
も
、
人
種
（race

）、
民
族
（ethnicity

）、
性
別
、
宗
教
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

年
齢
な
ど
の
区
分
に
よ
る
有
権
者
の
グ
ル
ー
プ
帰
属
意
識
が
、
政
党
支
持
や
投
票
行
動
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

1
）
人
種
と
民
族

一
九
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
提
唱
し
た
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
政
策
以
来
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
は
、
圧
倒
的
な

民
主
党
支
持
者
で
あ
っ
た
。
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
黒
人
が
民
主
党
の
大
統
領
候
補
者
、
連
邦
議
会
議
員
候
補
者
、
州
知
事
候
補
者
、

州
議
会
議
員
候
補
者
、
市
議
会
議
員
候
補
者
を
支
持
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
九
五
％
の
黒
人
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
候
補

者
に
投
票
し
た
。
一
方
、
キ
ュ
ー
バ
系
ア
メ
リ
カ
人
は
、
同
じ
ラ
テ
ン
系
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
や
プ
エ

三
一
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ト
・
リ
コ
人
が
民
主
党
支
持
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
共
和
党
支
持
で
あ
る
（
24
）

。
こ
の
分
裂
動
向
が
二
〇
一
二
年
に
顕
著
に
現
れ
た
。
民
主
党

の
オ
バ
マ
候
補
者
に
七
一
％
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
が
投
票
し
た
。
そ
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
含
む
二
七
％
の
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
が

共
和
党
の
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
七
三
％
の
有
権
者
が
民
主
党
の
オ
バ
マ
民
主
党
候
補
者
に
投

票
し
た
の
に
対
し
て
二
六
％
の
者
し
か
共
和
党
の
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
て
い
な
い
（
25
）

。

2
）
性
別

女
性
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
民
主
党
支
持
の
傾
向
に
あ
る
。
男
性
は
、
多
少
な
り
と
も
共
和
党
支
持
者
の
方
が
多
い
。
こ
の
性
別
に

よ
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
一
九
九
二
年
以
来
、
六
％
か
ら
一
一
％
程
度
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
に
は
、
女
性
の
四
七
％
の
者
が
民
主
党
の
ビ

ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
男
性
の
四
一
％
の
者
が
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し
た
。

一
九
九
六
年
に
は
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
一
一
％
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
女
性
の
五
四
％
の
者
が
、
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し

た
の
に
対
し
て
、
男
性
の
四
三
％
の
者
し
か
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
候
補
者
に
投
票
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
共
和
党
の
ジ
ョ
ー
ジ
・

ブ
ッ
シ
ュ
候
補
者
の
一
期
目
の
選
挙
の
と
き
の
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
男
性
の
五
三
％
の
者
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
投
票
し
た
が
、
女

性
の
四
三
％
の
者
し
か
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
投
票
し
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
さ
ら
に
縮
ま
っ
た
。
男
性
の

五
五
％
に
対
し
て
、
女
性
の
四
八
％
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
投
票
し
た
。
二
〇
〇
八
年
に
も
ギ
ャ
ッ
プ
が
縮
ま
っ
た
ま
ま
の
女
性
の

五
六
％
と
男
性
の
四
九
％
が
民
主
党
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
候
補
者
に
投
票
し
た
（
26
）

。
二
〇
一
二
年
に
は
、
男
性
の
四
五
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ

マ
に
投
票
し
、
男
性
の
五
二
％
が
共
和
党
の
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
た
。
そ
し
て
、
女
性
の
五
五
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ

に
投
票
し
、
女
性
の
四
四
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
た
。
こ
の
性
別
に
よ
る
政
党
支
持
の
偏
重
傾
向
は
、
既
婚
者
か
未

婚
者
か
で
逆
転
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
二
年
で
は
、
既
婚
男
性
の
三
八
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
六
〇
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム

三
二
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ニ
ィ
に
投
票
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
未
婚
男
性
の
五
六
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
四
〇
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投

票
し
て
い
る
。
既
婚
男
性
は
、
圧
倒
的
に
共
和
党
支
持
者
で
あ
る
。
一
方
、
未
婚
男
性
の
半
数
以
上
が
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
女
性
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
既
婚
女
性
の
四
六
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
五
三
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
に
投
票

し
て
い
る
。
未
婚
女
性
の
六
七
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
、
三
一
％
が
ミ
ッ
ト
・
ロ
ム
ニ
ィ
候
補
者
に
投
票
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

既
婚
女
性
の
半
数
以
上
が
保
守
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
未
婚
女
性
の
七
割
近
く
が
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
27
）

。

3
）
宗
教

ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
以
来
、
民
主
党
支
持
の
傾
向
が
強
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
九
〇
％
が
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
も
熱
狂
的
な
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
来
、
共
和
党
が
堕
胎
反
対
を

唱
え
出
し
て
か
ら
共
和
党
支
持
に
傾
い
て
き
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
共
和
党
支
持
で
あ
る
（
28
）

。

4
）
社
会
階
級

ア
メ
リ
カ
の
社
会
階
級
は
、
身
分
、
門
地
、
職
業
な
ど
が
絡
ま
な
い
と
こ
ろ
の
家
族
年
収
だ
け
で
区
分
け
さ
れ
て
い
る
の
で
、
理
解
し

易
い
。
資
産
家
や
年
収
が
二
五
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
高
給
取
は
、
概
し
て
、
共
和
党
支
持
者
で
あ
る
。
年
収
が
三
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
以

下
の
貧
困
家
庭
の
人
た
ち
の
約
七
割
が
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
年
収
が
五
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
以
上
の
中
産
階
級
に
帰
属
す
る
人
た
ち

は
、
概
し
て
、
共
和
党
支
持
者
で
あ
る
（
29
）

。
し
か
し
、
資
産
家
や
中
産
階
級
層
の
人
た
ち
は
、
政
党
に
対
し
て
の
忠
誠
心
が
低
く
、
ス

イ
ッ
チ
・
ヒ
ッ
タ
ー
の
よ
う
に
民
主
党
の
候
補
者
に
投
票
し
た
り
、
共
和
党
の
候
補
者
に
投
票
し
た
り
す
る
分
割
投
票
を
す
る
投
票
者
で

も
あ
る
。

三
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）

図表 2　2012年の大統領選挙時の投票者の投票動向

候補者 オバマ ロムニィ その他 総投票者中の率

支持 51% 47% 2% 100%

イデオロギー

リベラル 86% 11% 3% 25%

中道派 56% 41% 3% 40%

保守派 17% 82% 1% 35%

政党支持

民主党支持派 92% 7% 1% 38%

共和党支持派 6% 93% 1% 32%

無党派 45% 50% 5% 29%

性別

男性 45% 52% 3% 47%

女性 55% 44% 1% 53%

既婚・未婚

既婚男性 38% 60% 2% 29%

既婚女性 46% 53% 1% 31%

未婚男性 56% 40% 4% 18%

未婚女性 67% 31% 2% 23%

人種

白人 39% 59% 2% 72%

黒人 93% 6% 1% 13%

ヒスパニック 71% 27% 2% 10%

アジア系 73% 26% 1% 3%

その他 58% 38% 4% 2%

宗教

プロテスタント教徒 43% 56% 1% 51%

カトリック教徒 50% 48% 2% 25%

モルモン教徒 21% 78% 1% 2%

ユダヤ教徒 69% 30% 1% 2%

Other　その他 74% 23% 3% 7%

None　無宗教 70% 26% 4% 12%

ミサ礼拝

週一回以上 36% 63% 1% 14%

週一回 41% 58% 1% 28%

一ヶ月に数回 55% 44% 1% 13%

一年に数回 56% 42% 2% 27%

なし 62% 34% 4% 17%
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）

宗教上の意識

福音主義者 21% 78% 1% 26%

通常のキリスト教徒 60% 37% 3% 74%

年齢

18歳─24歳 60% 36% 4% 11%

25歳─29歳 60% 38% 2% 8%

30歳─39歳 55% 42% 3% 17%

40歳─49歳 48% 50% 2% 20%

50歳─64歳 47% 52% 1% 28%

65歳以上 44% 56% 0% 16%

性意識

同性愛主義者 76% 22% 2% 5%

異性愛主義者 49% 49% 2% 95%

教育

高校中退 64% 35% 1% 3%

高卒 51% 48% 1% 21%

大学中退 49% 48% 3% 29%

大卒 47% 51% 2% 29%

大学院 55% 42% 3% 18%

家族収入

年収30,000ドル以下 63% 35% 2% 20%

年収30,000─49,999ドル 57% 42% 1% 21%

年収50,000─99,999ドル 46% 52% 2% 31%

年収100,000─199,999ドル 44% 54% 2% 21%

年収200,000─249,999ドル 47% 52% 1% 3%

年収250,000ドル以上 42% 55% 3% 4%

居住地域

北東部 59% 39% 2% 21%

中西部 51% 47% 2% 24%

南部 44% 54% 2% 34%

西海岸 54% 43% 3% 21%

居住地の規模

大都市（人口500,000以上） 69% 29% 2% 11%

中都市（人口50,000─500,000） 58% 40% 2% 21%

郊外 48% 50% 2% 47%

町村（人口10,000─50,000） 42% 56% 2% 8%

過疎地域 37% 61% 2% 14%

上記の図表は、 Exit polls conducted by Edison Research of Somerville, N.J., for the National 
Election Pool, a consortium of ABC News, Associated Press, CBS News, CNN, Fox News, 
and NBC News に基づいて作成した。図表中の総投票数と地域区分による投票率は、“Votes 
by state”に基づいている。
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（
五
五
二
）

5
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

リ
ベ
ラ
ル
派
の
人
た
ち
は
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。
自
分
は
保
守
主
義
者
で
あ
る
と
名
乗
る
者
は
、
共
和
党
に
帰
属
意
識
を
持
っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
民
主
党
の
政
策
が
貧
困
層
の
人
た
ち
を
救
う
福
祉
政
策
を
打
ち
出
し
て
富
の
分
配
を
平
均
化
し
よ
う
と
す
る
リ
ベ

ラ
ル
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
共
和
党
の
政
策
は
企
業
家
や
資
産
家
に
有
利
な
減
税
政
策
を
打
ち
出
し
て
、
資
産
家
の
富

が
無
資
産
家
層
に
流
失
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
保
守
政
策
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
前
で
は
、
民
主
党
の
支
持
層

と
共
和
党
の
支
持
層
を
明
確
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
民
主
党
の
支
持
層
に
保
守
派
が
い
た
り
、
共
和
党
の
支
持
層
に
リ
ベ

ラ
ル
派
を
見
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
、
経
済
保
守
派
、
社
会
保
守
派
、
経
済
リ
ベ
ラ
ル
派
が
支

持
層
の
な
か
に
混
在
す
る
。
経
済
保
守
派
は
、
政
府
規
制
の
緩
和
や
減
税
に
関
心
が
あ
り
、
社
会
保
守
派
は
、
堕
胎
や
同
姓
結
婚
な
ど
の

社
会
問
題
に
関
心
が
あ
る
。
共
和
党
に
は
、
経
済
保
守
派
と
社
会
保
守
派
の
支
持
が
あ
る
。
民
主
党
に
も
社
会
福
祉
に
対
す
る
政
府
支
出

を
歓
迎
す
る
経
済
リ
ベ
ラ
ル
派
と
銃
規
制
に
は
保
守
的
で
あ
る
社
会
保
守
派
が
含
ま
れ
て
い
る
（
30
）

。

6
）
居
住
地
域

南
北
戦
争
（
一
八
六
一
│
一
八
六
五
年
）
時
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
南
部
は
、
確
固
た
る
保
守
派
の
民
主
党
の
地
盤
で
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
に
公
民
権
運
動
が
起
こ
っ
た
と
き
、
南
部
の
白
人
保
守
派
の
巣
窟
で
あ
っ
た
民
主
党
が
、
公
民
権
問
題
、
堕
胎
、
学
校
で

の
祈
祷
、
そ
の
た
の
社
会
問
題
で
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
を
と
っ
た
。
そ
の
と
き
、
労
働
組
合
組
織
が
弱
体
化
し
て
い
た
南
部
で
労
働
組
合
を

強
化
さ
せ
る
た
め
の
目
的
も
手
伝
っ
て
、
共
和
党
結
成
運
動
が
起
こ
っ
て
、
南
部
共
和
党
が
誕
生
し
た
。
今
日
で
は
、
南
部
は
、
共
和
党

の
地
盤
に
な
っ
て
い
る
。
北
東
部
や
中
西
部
は
、
民
主
党
の
地
盤
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
を
中
心
と
す
る
西
部
沿
岸
地
域
は
、

一
九
九
〇
年
代
に
ラ
テ
ン
系
人
口
が
増
加
し
た
た
め
に
、
共
和
党
の
地
盤
に
な
っ
た
（
31
）

。
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（
五
五
三
）

7
）
年
齢

年
齢
は
、
も
う
一
つ
の
政
党
支
持
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
一
八
歳
か
ら
二
九
歳
ま
で
の
若
者
の
過
半
数
は
、
民
主
党
支
持
者
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
一
八
歳
か
ら
二
九
歳
ま
で
の
若
者
の
六
〇
％
が
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
に
投
票
し
て
い
る
。
年
齢
が
高
く

な
る
ほ
ど
共
和
党
支
持
に
移
行
し
て
い
る
。

註（
1
） http://en.w

ikipedia.org/U
nited S

tates presidential E
lection, 2012

（
2
） 

大
統
領
選
挙
期
日
は
、
一
八
四
五
年
に
制
定
し
た
「
大
統
領
選
挙
法
」
に
一
一
月
の
第
一
月
曜
日
の
翌
日
の
火
曜
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
、
①
翌
年
の
一
月
三
日
に
連
邦
議
会
の
会
期
が
始
ま
る
の
で
、
大
統
領
選
挙
を
一
一
月
の
初
旬
に
行
う
こ
と
は
、
議
員
に
と
っ
て
好
都
合

で
あ
る
。
②
一
日
は
、
給
料
日
で
あ
っ
た
の
で
、
投
票
日
に
す
る
の
を
避
け
た
。
③
日
曜
日
は
、
教
会
に
行
く
人
達
が
多
い
の
で
、
投
票
日
に
す
る

の
を
避
け
た
。
そ
こ
で
、
一
日
で
も
日
曜
日
で
も
な
い
一
一
月
初
旬
に
選
挙
を
行
う
た
め
に
、
一
一
月
の
第
一
月
曜
日
の
翌
日
の
火
曜
日
と
し
た
。

（
3
） T

he P
residential E

lection A
ct of 1948: June 25, 1948, C

h. 644, 62 S
tat. 673.

（
4
） 

大
統
領
選
挙
人
の
総
数
は
、
五
三
五
で
あ
る
。
原
憲
法
に
は
大
統
領
選
挙
人
数
は
、
上
院
議
員
数
と
下
院
議
員
数
の
総
数
と
同
数
で
あ
る
（
憲

法
第
二
条
第
一
節
第
二
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
議
員
総
数
が
一
〇
〇
名
で
あ
り
、
下
院
議
員
総
数
が
四
三
五
名
で
あ
る
の

で
、
合
計
数
は
五
三
五
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
、
修
正
憲
法
第
二
三
条
に
よ
っ
て
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
も
三
名
の
大
統
領
選
挙
人
が
割
当
て
ら
れ

た
の
で
、
大
統
領
選
挙
人
総
数
が
五
三
八
と
な
っ
た
。

（
5
） 

い
ず
れ
の
候
補
者
も
大
統
領
選
挙
人
の
過
半
数
（
二
七
〇
）
を
得
票
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
上
位
得
票
者
三
名
以
内
を
選
ん
で
下
院
が
直
ち
に

大
統
領
を
選
出
す
る
。
大
統
領
が
下
院
で
選
出
さ
れ
る
場
合
、
四
三
五
名
の
下
院
議
員
が
投
票
す
る
の
で
は
な
く
、
各
州
一
名
の
代
表
者
が
投
票
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
投
票
に
必
要
な
定
足
数
は
、
総
議
員
の
三
分
の
二
で
あ
る
。
代
表
者
に
よ
る
投
票
の
結
果
、
総
投
票
数
の
過
半
数
を
得
票
し

た
候
補
者
が
大
統
領
に
当
選
す
る
（
修
正
憲
法
第
一
二
条
）。
一
名
の
代
表
者
を
選
出
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
規
定
が
な
い
。
し
た
が
っ
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）

て
、
各
州
の
議
員
は
、
代
表
者
の
選
出
方
法
を
決
定
し
て
、
代
表
者
を
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
6
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/Iow

a caucuses
（
7
） H

ow
ard R

. P
ennim

an, T
he A

m
erican P

olitical P
rocess, D

. V
an N

ostrand C
om
pany, Inc., P

rinceton, N
ew
 Jersey, 1962, 

p.101.

（
8
） http://w

w
w
.thegreenpapers.com

/P
08/D

.phtm
l

お
よ
びhttp://w

w
w
.thegreenpapers.com

/P
08/R

.phtm
l

（
9
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/2012 R

epublican N
ational C

onvention

お
よ
びhttp://en.w

ikipedia.org/w
iki/2012 D

em
ocratic 

N
ational C

onvention

（
10
） R

obert E
. D
iC
lerico and E

ric M
. U
slaner, F

ew
 A
re C

hosen: P
roblem

s in P
residential E

lection, M
cG
raw
-H
ill B

ook 

C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 1984, pp.32-33.

（
11
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/D

elegate

（
12
） http://w

w
w
.thegreenpapers.com

/P
04/R

.phtm
l2004/03/12

（
13
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/D

elegate

（
14
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
15
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
16
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
17
） http://en.w
ikipedia.org/w

iki/U
nited_S

tates_presidential election, 2012

（
18
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/U

nited_S
tates_presidential election, 2012

（
19
） http://w

w
w
.thegreenpapers.com

/p12/R
-A
lloc.phtm

l2012/09/23, and http://w
w
w
.thegreenpapers.com

/p12/D
-A
lloc.

phtm
l2012/09/23

（
20
） http://en.w

ikipedia.org/w
iki/2012 D

em
ocratic N

ational C
onvention

（
21
） W

illiam
 H
. Y
oung, O

gg and R
ay’s Introduction to A

m
erican G

overnm
ent, T

w
elfth E

dition, M
eredith P

ublishing C
om
pany, 
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（
五
五
五
）

N
ew
 Y
ork, 1962, p.222, footnote.

（
22
） 

全
国
的
に
満
遍
な
く
得
票
す
る
た
め
に
、
大
統
領
候
補
者
が
西
部
海
岸
出
身
者
で
あ
れ
ば
、
副
大
統
領
候
補
者
を
東
部
出
身
者
の
う
ち
か
ら
選

任
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
統
領
候
補
者
が
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
れ
ば
、
保
守
派
の
副
大
統
領
候
補
者
を
選
任
す
る
と
言
っ
た
よ
う
に
、
よ
り

多
く
の
社
会
階
層
の
有
権
者
を
取
り
込
む
配
慮
が
な
さ
れ
る
。
一
九
六
〇
年
の
民
主
党
全
国
政
党
大
会
で
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
出
身
の
リ
ベ
ラ
ル

派
の
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
大
統
領
候
補
者
に
選
出
さ
れ
た
と
き
、
テ
キ
サ
ス
州
出
身
の
保
守
派
の
リ
ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
副
大
統
領
候
補
者

に
指
名
さ
れ
た
。
一
九
七
二
年
、
共
和
党
は
カ
リ
フ
ォ
ー
ニ
ア
州
出
身
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
を
大
統
領
候
補
に
選
出
し
た
と
き
、
メ
ア
リ
ラ

ン
ド
州
出
身
の
ス
ピ
ロ
・
ア
グ
ニ
ュ
ー
（S

piro T
. A
gnew

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
選
任
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
、
共
和
党
は
テ
キ
サ
ス
州

知
事
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge W
. B
ush

）
を
大
統
領
候
補
者
に
選
出
し
た
と
き
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
（
北
西
部
）
出
身

の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ェ
イ
ニ
ィ
（R

ichard B
. C
heney

）
を
副
大
統
領
候
補
者
に
選
出
し
た
。

（
23
） http://w

w
w
.gallup.com

/poll/15370 P
arty-A

ffi  liation aspx

（
24
） B

enjam
in G
insberg, T

heodore J. L
ow
i, and M

argaret W
eir, W

e the P
eople; A

n Introduction to A
m
erican P

olitics, E
ighth 

E
dition, W

. W
. N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2011, p.327.

（
25
） E

xit polls conducted by E
dison R

esearch of S
om
erville, N

. J., for the N
ational E

lection P
ool, a consortium

 of A
B
C
 N
ew
s, 

A
ssociated P

ress, C
B
S
 N
ew
s, C
N
N
, F
ox N

ew
s, and N

B
C
 N
ew
s

（
26
） B

enjam
in G
insberg, T

heodore J. L
ow
i, and M

argaret W
eir, W

e the P
eople; A

n Introduction to A
m
erican P

olitics, E
ighth 

E
dition, W

. W
. N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2011, p.328.

（
27
） E

xit polls conducted by E
dison R

esearch of S
om
erville, N

. J., for the N
ational E

lection P
ool, a consortium

 of A
B
C
 N
ew
s, 

A
ssociated P

ress, C
B
S
 N
ew
s, C
N
N
, F
ox N

ew
s, and N

B
C
 N
ew
s

（
28
） B
enjam

in G
insberg, T

heodore J. L
ow
i, and M

argaret W
eir, W

e the P
eople; A

n Introduction to A
m
erican P

olitics, E
ighth 

E
dition, W

. W
. N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2011, p.328.

（
29
） Ibid., p.329.
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30
） Ibid., p.329.

（
31
） Ibid., p.330.
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言
語
本
質
論
の
思
想
的
拡
張

│
吉
本
隆
明
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て

│

石　
　

川　
　

晃　
　

司

1　

内
在
的
歴
史
の
構
想

│
始
原
と
連
続
性

2　

言
語
の
自
己
表
出
と
対
自
的
意
識

3　

自
己
表
出
の
連
続
性

4　

原
生
的
疎
外
と
エ
ス
の
連
続
性

5　

言
語
以
前

「
バ
タ
イ
ユ
の
魅
力
は
、
独
断
的
な
概
念
を
起
源
に
し
な
が
ら
、
道
の
な
い
道
を
た
ど
た
ど
し
く
、
根
底
的
に
歩
み
、
歩
む
よ
う
に

考
え
ぬ
き
、
踏
み
つ
け
た
足
の
あ
と
を
新
し
い
道
に
し
て
し
ま
い
、
は
じ
め
独
断
と
み
え
た
も
の
が
、
比
類
な
い
独
創
に
ま
で
し
み
と

四
一
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お
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
だ
。
知
識
が
い
ま
到
達
し
て
い
る
共
通
概
念
が
は
じ
め
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
踏
み
だ
し
て
ほ
ん
の
す
こ
し
ス

マ
ー
ト
に
歩
い
て
み
せ
た
と
い
っ
た
現
代
共
通
の
思
想
や
学
問
の
つ
く
ら
れ
方
と
、
根
底
か
ら
ち
が
っ
て
い
る
」（92.09=337 （1
）

）

│
こ
れ
は
、
吉
本
隆
明
が
バ
タ
イ
ユ
の
思
想
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
吉
本
の
思
想
に
も
当
て
は
ま
る
。
自
己
表
出

（
自
動
表
出
）、
指
示
表
出
、
対
幻
想
、
関
係
の
絶
対
性
、
大
衆
の
原
像
、
原
生
的
疎
外
、
純
粋
疎
外
、
ベ
ク
ト
ル
変
容
、
ハ
イ
・
イ
メ
ー

ジ
、
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
世
界
視
線
、
存
在
倫
理

│
こ
う
し
た
独
特
の
概
念
を
使
っ
て
、
そ
の
思
想
は
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
相
互
に
共
鳴
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
思
想
の
全
体
像
の
な
か
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
充
分
に

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
吉
本
の
思
想
が
難
解
な
も
の
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
語
に
つ
い
て
「
奇
怪
な
造
語
癖
」
な

ど
と
揶
揄
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
（
2
）

、
既
成
の
概
念
が
存
在
し
な
い
未
知
の
領
域
に
踏
み
込
も
う
と
し
て
い
る
以
上
、
造
語
も
や
む
を
え
ま

い
。
ま
し
て
や
、
奇
を
衒
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
な
造
語
で
あ
る
。

難
解
さ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
既
成
の
概
念
を
借
り
て
済
ま
せ
ら
れ
る
の
な
ら
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

だ
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
吉
本
は
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
や
フ
ロ
イ
ト
、
さ
ら
に
は
親
鸞
な
ど
か
ら
多
く
の
発
想
、
概
念
を
借
り
て
き

て
は
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
吉
本
な
り
の
解
釈
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
新
し
い
意
味
や
価
値
を
賦
活
さ
せ
る
。
共
同
幻
想
（
マ
ル
ク
ス
）
や
エ

ス
（
フ
ロ
イ
ト
）、
還
相
（
親
鸞
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
的
な
用
語
に
し
て
も
同
様
だ
。
例
え
ば
転
向
に
は
「
転
向

論
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
通
常
の
使
用
と
は
違
っ
た
意
味
が
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
概
念
の
新
た
な
拡
大
に
他
な
ら
ず
、

ひ
と
つ
の
思
想
に
他
な
ら
な
い
。

吉
本
は
こ
う
し
た
独
特
の
概
念
を
使
い
な
が
ら
、
比
類
な
い
体
系
性
と
恐
る
べ
き
厳
密
な
論
理
を
も
っ
て
、
そ
の
思
想
を
構
築
し
て
み

四
二



言
語
本
質
論
の
思
想
的
拡
張
（
石
川
）

（
五
五
九
）

せ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
吉
本
の
体
系
的
思
想
の
基
本
に
あ
る
考
え
方
を
、
特
に
言
語
論
と
そ
の
拡
大
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
明
る

み
に
出
し
た
い
。

1　

内
在
的
歴
史
の
構
想

│
始
原
と
連
続
性

人
類
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
政
治
現
象
や
社
会
現
象
の
変
遷
な
ど
の
外
在
的
な
動
き
を
と
ら
え
る
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
歴

史
が
一
方
に
あ
る
。
様
々
な
現
象
の
間
に
は
、
直
接
的
・
間
接
的
な
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
、
そ
う
し
た
関
係
に
よ
っ
て
連
続
性
が
保
持

さ
れ
る
。
個
体
と
し
て
の
人
間
に
即
し
て
見
た
場
合
、
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
者
で
あ
れ
、
歴
史
の
中
の
一
コ
マ
と

し
て
登
場
し
、
た
か
だ
か
七
十
年
か
そ
こ
ら
を
生
き
て
去
っ
て
い
く
だ
け
の
非
連
続
的
な
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、
個
体
と
し
て
の
人
間
が

非
連
続
的
な
存
在
だ
と
し
て
も
、
類
と
し
て
の
人
間
は
個
人
を
超
え
て
続
い
て
い
く

│
い
わ
ば
個
人
を
超
え
て
人
類
と
い
う
概
念
が
成

り
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
少

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
。
吉
本
は
こ
う
し
た
問
い
に
執
着
し
て
い
る
。

吉
本
の
思
想
形
成
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
た
文
章
で
、
マ
ル
ク
ス
の
次
の
言
葉
を

（
好
ん
で
）
と
り
あ
げ
て
い
る
、「
死
は
、
個
人
に
た
い
す
る
類
の
冷
酷
な
勝
利
の
よ
う
に
み
え
、
ま
た
そ
れ
ら
の
統
一
に
矛
盾
す
る
よ
う

に
み
え
る
。
し
か
し
特
定
の
個
人
と
は
、
た
ん
に
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
類
的
存
在
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
死
ぬ
べ
き
も
の

で
あ
る
」（66.12=107 （3
）

）。
こ
こ
に
、
次
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
加
え
れ
ば
事
態
は
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
。
曰
く
「
諸
個
人
は
い

つ
で
も
自
分
自
身
か
ら
出
発
し
」
て
い
る
が
「
も
ち
ろ
ん
あ
た
え
ら
れ
た
歴
史
的
諸
条
件
お
よ
び
諸
関
係
の
内
部
に
あ
る
自
分
自
身
か
ら

で
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
が
い
う
よ
う
な
『
純
粋
な
』
個
人
と
し
て
の
自
分
自
身
か
ら
で
は
な
い
（
4
）

」。
ま
た
曰
く
、
世
界
（
環
界
）

四
三
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か
ら
分
離
さ
れ
た
「
意
識
」
な
る
も
の
は
、
観
念
論
者
の
頭
の
な
か
に
棲
息
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
意
識
﹇das 

B
ew
usstsein

﹈
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
﹇das bew

usste S
ein

﹈
以
外
の
も
の
で
は
け
っ
し
て
あ
り
え
ず
、
そ
し
て
人
間
の
存
在
と
は

か
れ
ら
の
現
実
的
生
活
過
程
の
こ
と
（
5
）

」
で
あ
り
「
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
は
、
社
会
的
諸
関
係
の
総
和
（ensem

ble

）
（
6
）」

で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
関
係
と
し
て
の
連
続
性
・
全
体
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

人
間
を
「
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
」
で
あ
る
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
定
義
は
「
外
側
か
ら
」
の
か
な
り
包
括
的
な
も
の
だ
が
、
正
鵠
は
射

ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
の
な
か
に
は
、
空
間
的
な
関
係
の
総
体
だ
け
で
は
な
く
時
間
的
（
歴
史
的
）
な
厚
み
を
宿
し
た
関

係
の
総
体
も
意
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
の
総
体
（
全
体
性
）
は
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
具
体
的
な
個
人
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て

も
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
個
体
と
し
て
の
人
間
と
全
体
（
類
と
し
て
の
人
間
）
と
の
連
続
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
現
実
に

活
動
す
る
と
い
っ
た
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
総
体
を
背
負
っ
て
し
か
活
動
し
え
な
い
し
、
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は

新
た
な
何
か
を
こ
の
関
係
に
付
け
加
え
て
い
く
。
そ
う
し
た
関
係
と
し
て
類
と
し
て
の
人
間
は
連
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
し
、
個
体
と

し
て
の
人
間
は
こ
の
類
と
し
て
の
人
間
に
参
加
し
て
い
く
。

社
会
が
歴
史
的
な
負
荷
を
背
負
っ
て
し
か
存
在
し
え
な
い
の
と
同
様
に
、
個
人
も
ま
た
、
そ
の
身
体
や
観
念
に
お
い
て
時
間
的
な
（
歴

史
的
な
）
負
荷
を
背
負
っ
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
議
論
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
よ
り
、
頻
繁
に
議
論
は
さ
れ
て
き
た
。
近
代
哲
学
・
思
想
の
主
流
を
形
成
し
た
合
理
主
義
や
科
学
主
義
に
反
意
を
唱
え
た
保
守
主

義
、
歴
史
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
と
い
っ
た
思
想
系
譜
は
、
伝
統
や
文
化
に
沈
殿
し
た
歴
史
的
な
重
み
を
強
調
し
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
観
念

の
な
か
に
も
自
然
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
近
年
、
流
行
し
て
い
る
サ
ン
デ
ル
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
「
負
荷

な
き
自
我
」
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
も
同
型
の
議
論
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
伝
統
や
自
我
が
保
持
し
て
い
る
負
荷
と
は
な
に
か
。
そ
う
い
う

四
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も
の
が
あ
る
よ
う
だ
と
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
経
験
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
が
心
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
等
に
つ
い
て
、

厳
密
な
理
論
と
し
て
考
察
し
た
も
の
は
少
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
こ
そ
が
肝
腎
な
の
だ
。

お
そ
ら
く
吉
本
は
こ
う
し
た
視
点
を
徹
底
さ
せ
て
、
外
在
的
な
歴
史
に
対
し
て
内
在
的
な
歴
史
の
よ
う
な
も
の
を
構
想
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
個
々
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
性
の
な
か
に
ふ
く
ん
で
い
る
人
類
史
」（12.06=70 （7
）

）
で
あ
る
。
単
純
化
を
お
そ
れ
な
け
れ
ば
、

歴
史
の
中
に
産
み
落
と
さ
れ
た
あ
る
個
人
は
、
そ
の
身
体
や
観
念
や
心
的
領
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
人
類
の
全
歴
史
（
時
間
）
過
程

を
体
現
し
て
い
る
と
、
吉
本
は
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
全
生
命
の
歴
史
過
程
を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
内
的
な
意
味
に
お

い
て
も
、
個
人
は
人
類
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。
後
の
議
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
吉
本
が
言
語
の
自
己
表
出
の
連
続
性
を
指

摘
し
た
と
き
、
こ
の
内
在
的
な
歴
史
が
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
吉
本
が
そ
の
関
心
を
注
ぐ
の
は
こ
の
内
在
的
な
歴
史
、
観
念

の
歴
史
性
（
時
間
性
）
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
か
。
吉
本
は
起
源
な
い
し
始
原
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
み
ら
れ
る
基
本
的
な
構
造
を
手
離

さ
ず
に
保
持
し
な
が
ら
、
自
然
的
な
過
程
を
見
て
い
く
。
始
原
に
あ
る
基
本
的
な
構
造
、
原
型
は
変
わ
ら
な
い
。
構
造
の
不
変
性
が
、
連

続
性
の
も
と
に
な
る
。
吉
本
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
初
期
論
的
方
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、

こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
類
と
し
て
の
人
間
は
具
体
的
な
個
人
に
体
現
さ
れ
、「
私
」
の
問
題
は
類
と
し
て
の
人
間
の
問
題
と
も
な
る
。

も
っ
と
い
え
ば
、
吉
本
は
人
間
を
生
物
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
生
物
（
有
機
的
自
然
）
を
自
然
全
体
の
な
か
で
捉
え
返
す
と
こ
ろ

ま
で
、
思
想
を
拡
大
し
て
い
る
。
壮
大
な
射
程
の
も
と
に
人
間
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
人
間
は
徹
底
的
に
相
対
化
さ
れ
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
（
8
）

。

四
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言
語
の
自
己
表
出
と
対
自
的
意
識
（
9
）

吉
本
の
体
系
的
思
想
の
出
発
点
に
お
か
れ
る
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』（
以
下
『
言
美
』）
は
、
作
品
の
印
象
批
評
で
は
な
く
、

文
体
論
と
し
て
文
芸
批
評
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
当
然
、
言
語
の
本
質
が
問
題
と
な
る
。
言
語
を
自

明
の
存
在
と
見
な
す
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
を
本
質
論
的
に
問
い
、
そ
の
発
生
の
機
序
を
俎
上
に
あ
げ
る
と
き
、

意
識
の
発
生
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
10
）

。
な
ぜ
、
ひ
と
は
言
語
を
発
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
文
学
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
な

ぜ
コ
ト
バ
を
発
し
て
文
学
な
る
も
の
が
成
立
す
る
の
か
、
そ
の
際
の
コ
ト
バ
と
は
な
に
か
が
、
本
質
的
な
次
元
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

他
の
生
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
人
間
の
独
自
性
は
、
い
わ
ゆ
る
人
間
的
と
呼
ば
れ
る
意
識
領
域
（
自
己
意
識
の
領
域
）
を
も
つ
と
こ
ろ
に
あ

る
が
、
こ
の
人
間
固
有
の
意
識
（
自
己
意
識
）
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
発
生
し
た
の
か
、
可
能
と
な
っ
た
の
か
、
如
何
な
る

性
格
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
中
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
受
け
た
の
か
、
等
の
問
い
は
さ

ら
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

吉
本
に
よ
れ
ば
、
自
己
意
識
は
〈
脳
髄
が
脳
髄
に
つ
い
て
考
え
る
〉
と
い
う
作
用
だ
が
、
こ
の
作
用
に
は
①
〈
脳
髄
が
脳
髄
の
作
用
を

直
接
に
（
自
体
的
に
）
識
知
す
る
〉
と
い
う
過
程
と
、
②
〈
脳
髄
が
脳
髄
を
あ
た
か
も
自
体
の
外
に
あ
る
か
の
よ
う
に
識
知
す
る
〉
と
い

う
二
つ
の
経
路
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
②
の
過
程
（
的
矛
盾
）
は
人
間
に
だ
け
可
能
な
「
心
的
領
域
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
前
者

の
自
体
的
な
識
知
は
、
あ
き
ら
か
に
生
理
過
程
の
〈
変
容
〉
そ
の
も
の
で
あ
り
、
信
号
、
反
応
、
刺
戟
、
伝
播
と
い
う
概
念
で
記
述
で
き

る
〈
状
態
〉」
で
あ
る
が
、「
後
者
の
対
象
的
識
知
は
、
生
理
（
自
然
）
過
程
の
自
己
矛
盾
で
あ
り
、〈
観
念
化
〉
と
い
う
概
念
を
与
え
る

四
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以
外
に
、
理
解
の
方
法
は
な
い
か
ら
」（72.05=6

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
観
念
化
」
の
根
幹
に
言
語
、
と
り
わ
け
（
後
述
す
る
）
自

己
表
出
と
し
て
の
言
語
（
言
語
の
自
己
表
出
の
側
面
）
を
措
く
こ
と
に
な
る
。

人
間
は
な
ぜ
言
語
を
発
す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
何
ご
と
か
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
現
実
の
必
要
性
（
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
実
用
の
面
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
）
が
人
間
の
内
部
に
累
積
さ
れ
て
き
た
と
い
う
他
な
い
。「
自
己
表
出
」（
自
動
表
出
（
11
）

）
の
概
念

で
捉
え
て
ゆ
く
の
は
こ
の
事
態
で
あ
る
。
通
常
、
私
た
ち
は
言
語
の
も
つ
、
何
も
の
か
を
指
示
す
る
機
能
（
吉
本
の
用
語
で
云
え
ば
指
示
表

出
）、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
ま
ず
着
目
す
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
言
語
は
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
二
つ
の
局
面
を
含
む
も
の

で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
発
生
の
場
面
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
自
己
表
出
の
役
割
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
こ
の
人
間
が
何
ご
と
か
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ま
で
に
な
っ
た
現
実
の
条
件
と
、
そ
の
条
件
に
う
な
が
さ
れ
て
自
発
的
に
言
語
を

表
出
す
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
千
里
の
距
た
り
を
、
言
語
の
自
己
表
出
（S

elbstausdrückung

）
と
し
て
想
定
で
き
る
。
自
己
表
出

は
現
実
的
な
与
件
に
う
な
が
さ
れ
た
現
実
的
な
意
識
の
体
験
が
つ
み
重
な
っ
て
、
意
識
の
う
ち
に
幻
想
の
可
能
性
と
し
て
か
ん
が
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
言
語
が
現
実
を
離
脱
し
て
ゆ
く
水
準
を
き
め
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
る
時
代
の

言
語
の
水
準
を
し
め
す
尺
度
に
な
っ
て
い
る
。
言
語
は
こ
の
よ
う
に
、
対
象
に
た
い
す
る
指
示
と
、
対
象
に
た
い
す
る
意
識
の
自
動
的

水
準
の
表
出
と
い
う
二
重
性
と
し
て
言
語
本
質
を
つ
く
っ
て
い
る
」（65.05=29

）。

吉
本
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
海
を
み
た
こ
と
の
な
い
狩
猟
人
が
、
あ
る
日
海
岸
に
迷
い
で
て
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
青
い
海

を
み
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
狩
猟
人
が
、
海
が
視
覚
に
反
映
し
た
と
き
の
叫
び
を
と
し
て
〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
を
発
し
た
と
す
る
。
し

四
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か
し
、
表
面
的
に
は
同
じ
だ
と
し
て
も
、
こ
の
〈
う
〉
と
い
う
叫
び
が
ど
の
よ
う
な
意
識
の
段
階
で

発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
は
様
々
で
あ
る
。
吉
本
は
三
段
階
に
分
け
て
原
理
的
に
考
察
し
て
い
る
。

①　

人
間
の
意
識
が
動
物
的
な
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、〈
う
〉
と
い
う
叫
び
は
、
対
象
に
対
す

る
現
実
反
射
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
。
例
え
ば
、
無
言
語
原
始
人
の
場
合
が
こ
れ
に
あ
た

る
。（
図
1
）

②　

人
間
の
意
識
が
さ
わ
り

0

0

0

の
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
に
は
さ
わ
り

0

0

0

が

込
め
ら
れ
、
意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
定
の
対
象
を

指
示
で
き
、
指
示
さ
れ
た
も
の
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
段
階
で
あ
り
、
こ

の
と
き
「
類
概
念
を
象
徴
す
る
間
接
性
と
い
っ
し
ょ
に
、
指
定
の
ひ
ろ
が
り
や
厚
さ
を
手
に
入

れ
る
こ
と
に
な
る
」（65.05=39

）。（
図
2
）

③　
「
音
声
は
つ
い
に
眼
の
ま
え
に
対
象
を
み
て
い
な
く
て
も
、
意
識
と
し
て
自
発
的
に
指
示
表

出
が
で
き
る
よ
う
な
」（65.05=39

）
段
階
。「
自
己
表
出
の
で
き
る
意
識
を
獲
取
し
て
い
る
と

す
れ
ば
〈
海う

〉
と
い
う
有
節
音
は
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
、
眼
前
の
海
を
直
接
的
に
で

0

0

0

0

0

は
な
く
象
徴
的

0

0

0

0

0

0

（
記
号
的
）
に
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
」（65.05=31

）
段
階
で
あ
り
、
こ
こ
に

お
い
て
、
言
語
と
し
て
の
最
小
条
件
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
有
節
音

0

0

0

は
そ
れ
を
発
し
た
も
の
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
じ
ぶ
ん
を
ふ
く
み
な
が
ら
じ
ぶ
ん
に
た
い
す
る
音
声
に
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
に
た
い
す
る
音
声
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
反
対
に

0

0

0

、
他
の
た
め
に
あ
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

現
実
界

音
声

反射意
識
（
ま
た
は
半
意
識
）

図 1

現
実
対
象

自
己
表
出

指示表出

意
識

有節（半有節）音声

図 2
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と
で
じ
ぶ
ん
に
た
い
す
る
音
声
に
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
は
じ
ぶ
ん
自
身
を
は
ら
む
と
い
っ
て
も
よ
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（65.05=31

、
傍
点
引
用
者
）（
図
3
）。

③
の
段
階
が
可
能
に
な
る
の
は
、
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
有
節
音
声
が
「
意
識
に
反
作
用

を
お
よ
ぼ
し
心
の
構
造
を
強
化
し
て
い
っ
た
」（65.05=40

）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
の

発
生
は
器
官
的
・
生
理
的
過
程
へ
と
解
消
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
観
念
そ
れ
自
体
の
矛
盾
の
構
造

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
言
語
問
題
に
お
い
て
は
「
身
体
の
生
理
感
覚
器
官
の
発

達
（
こ
れ
は
労
働
の
発
達
に
と
も
な
う
、
自
然
と
し
て
の
人
間
存
在
の
発
達
で
あ
る
）
と
、
意
識
の
強
化
・

発
達
（
こ
れ
は
意
識
の
自
己
表
出
性
の
発
達
に
と
も
な
う
自
己
を
対
象
化
し
う
る
能
力
の
発
達
で
あ
る
）
と
を

区
別
し
て
あ
つ
か
う
べ
き
」（65.05=40
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

有
節
音
声
が
言
語
と
し
て
の
条
件
を
も
っ
た
と
き
、「
言
語
は
現
実
の
対
象
と
一
義
的
（eindeutig

）
な
関
係
を
も
た
な
く
な
っ
た
」

（65.05=41

）。
つ
ま
り
「
自
己
表
出
と
し
て
〈
海う

〉
と
い
っ
た
と
き
、〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
声
は
、
い
ま
眼
の
ま
え
に
み
え
て
い
る
海
で

あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
の
ど
こ
か
の
海
を
も
類
概
念
と
し
て
抽
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（65.05=41

）。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、

人
間
は
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
は
対
象
そ
の
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

も
意
味
す
る
。「
有
節
音
声
は
自
己
表
出
さ
れ
た
と
き
に
、
現
実
に
あ
る
対
象
と
の
一
義
的
な
む
す
び
つ
き
を
は
な
れ
、
言
語
と
し
て
の

条
件
を
ぜ
ん
ぶ
そ
な
え
た
。
表
出
さ
れ
た
有
節
音
声
は
あ
る
水
準
の
類
概
念
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
自
己
表
出
は
つ
み
か
さ

ね
ら
れ
て
意
識
を
つ
よ
め
、
そ
れ
は
ま
た
逆
に
類
概
念
の
う
え
に
、
ま
た
ち
が
っ
た
類
概
念
を
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

お
そ
ら
く
な
が
い
年
月
の
あ
い
だ
こ
の
過
程
は
つ
づ
く
の
だ
」（65.05=42

）。

現
実
対
象

対
象
像自

己
表
出

指示表出

意
識

有節音声

図 3
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吉
本
は
言
語
の
対
他
的
側
面
（
指
示
表
出
）
だ
け
を
強
調
す
る
一
般
的
な
見
解
に
対
し
て
、
対
自
的
な
側
面
す
な
わ
ち
自
己
表
出
の
側

面
を
見
て
、
そ
の
錯
合
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
既
に
で
き
あ
が
っ
た
言
語
の
機
能
的
な
側
面
だ
け
を
表
面
だ
け
で
見
た
場
合
、
こ
の

自
己
表
出
（
自
動
表
出
）
の
側
面
は
な
か
な
か
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
吉
本
は
言
語
の
発
生
論
を
本
質
論
的
に
展
開
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
自
的
側
面
を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
自
己
意
識
の
発
生
の
問
題
へ
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ば
、
人
間
の
意
識

（
自
己
意
識
）
は
言
語
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
意
識
が
あ
っ
て
、
し
か
る
後
に
意
識
に
よ
っ
て
言
語
が
行
使
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
言
語
と
意
識
は
根
源
的
な
次
元
で
結
び
あ
っ
て
い
る
。

3　

自
己
表
出
の
連
続
性

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
き
て
、「
言
語
は
、
ふ
つ
う
の
と
り
か
わ
さ
れ
る
コ
ト
バ
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
が
対
象
に
す
る
世
界
と
関
係

し
よ
う
と
す
る
意
識
の
本
質
」
で
あ
り
、「
こ
の
関
係
の
仕
方
の
な
か
に
言
語
の
現
在
と
歴
史
の
結

び
目
が
あ
ら
わ
れ
る
」（65.05=44

）
と
云
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

言
語
は
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
指
示
表
出
お
よ
び
自
己
表
出
の
度
合
を
強
め
て
ゆ
き
、
対

象
の
類
概
念
の
範
囲
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
（
図
4
）。
指
示
表
出
は
、
時
代
や
個
人
と
共
に

死
滅
し
た
り
生
存
し
た
り
す
る
側
面
を
も
つ
。
一
方
、
自
己
表
出
は
発
生
の
当
初
か
ら
の
連
続
的
累

積
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
あ
る
時
代
の
人
間
の
意
識
が
、
意
識
発
生
の
と
き
か
ら
つ
み
か
さ
ね
ら

れ
た
強
度
を
も
つ
こ
と
に
対
応
」（65.05=46

）
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
「
あ
る
時
代
の
個
々
の

人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
意
識
体
験
と
そ
の
つ
よ
さ
を
も
っ
て
い
て
、
天
才
も
い
れ
ば
白
痴
も

現
実
対
象

時
代

意
識

自
己

  

表
出

指示表出 対象領域

図 4
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い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
時
代
の
人
間
は
、
意
識
発
生
い
ら
い
そ
の
時
代
ま
で
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
意
識
水
準
を
、
生
ま
れ

た
と
き
に
約
束
さ
れ
て
い
る
」（65.05=46

）
と
云
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
語
は
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
綯
い
交
ぜ
ら
れ
た
錯
合
と
し

て
あ
ら
わ
れ
、
指
示
表
出
の
部
分
に
関
し
て
は
個
別
性
が
大
き
く
関
与
す
る
が
、
自
己
表
出
に
は
、
意
識
発
生
以
来
そ
の
時
代
ま
で
の
連

続
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
個
々
の
人
間
は
そ
の
意
識
水
準
を
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

吉
本
は
、
言
語
の
自
己
表
出
の
面
を
言
語
の
「
価
値
」
に
、
指
示
表
出
の
面
を
言
語
の
「
意
味
」
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
吉
本
に
よ
れ

ば
、
私
た
ち
が
あ
る
（
文
学
的
な
）
文
章
を
読
む
と
き
、
そ
こ
に
単
に
概
念
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
定
の
〈
含
み
〉
の
あ

る
文
章
と
し
て
理
解
す
る
。
吉
本
は
「
彼
は
ま
だ
年
若
い
夫
で
あ
っ
た
」
と
い
う
単
純
な
文
章
を
取
り
上
げ
、
仮
り
に
「〈
彼
〉
と
か

〈
夫
〉
と
か
い
う
言
葉
の
意
味
を
し
っ
た
ば
か
り
の
小
学
生
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
か
れ
は
こ
の
文
章
を
意
味
と
し
て
し
か
う
け
と
れ
な

い
」（65.05=109

）
で
あ
ろ
う
が
、
一
定
の
水
準
を
も
っ
た
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
文
章
を
単
に
文
法
的
・
意
味
的
に
で
は
な
く
、
一
定

の
〈
含
み
〉
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
「
自
己
表
出
を
ふ
く
ん
だ
価
値
」
と
し
て
読
む
（
12
）

。
こ
う
し
た
言
語
の
価
値
を
辿
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
価
値
が
連
続
性
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

個
々
の
具
体
的
な
文
学
作
品
を
と
り
あ
げ
た
と
き
、
そ
れ
は
独
自
な
も
の
と
し
て
他
の
作
品
と
は
異
質
な
中
心
を
も
つ
こ
と
が
容
易
に

見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
指
示
表
出
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
己
表
出
の
観
点
か
ら
は
全
く
逆
の
結
論
を
同
じ
論
拠
に
よ
っ
て

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
あ
る
ひ
と
つ
の
作
品
は
、
た
ん
に
お
な
じ
時
代
の
お
な
じ
社
会
の
お
な
じ
個
性
が
う
ん
だ
作
品

に
た
い
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
ち
が
っ
た
時
代
の
ち
が
っ
た
社
会
の
ち
が
っ
た
個
性
に
た
い
し
て
も
、
ま
っ
た
く
の
類
似
性
や
共
通
性

の
中
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
」（65.05=169

）、
で
あ
る
。
こ
の
「
類
似
性
や
共
通
性
の
中
心
は
、
言
語
の
自
己
表
出
の
歴
史
と

し
て
時
間
的
に
連
続
し
て
」（65.05=169

）
お
り
、
言
語
の
指
示
表
出
性
が
「
外
皮
で
は
対
他
的
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
中
心
で
孤
立
し

五
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て
い
る
」（65.05=169

）
の
に
対
し
「
言
語
の
自
己
表
出
性
は
、
外
皮
で
は
対
他
的
関
係
を
拒
絶
し
な
が
ら
そ
の
中
心
で
連
帯
し
て
い
る
」

（65.05=169

）
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
「
自
己
表
出
と
し
て
の
言
語
の
表
現
史
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
抽
出
す
る
こ
と
で
（
文
学
の

│
註
）
必
然
史
」

（65.05=176

）
が
可
能
に
な
る
。「
ひ
と
つ
の
作
品
か
ら
、
作
家
の
個
性
を
と
り
の
け
、
環
境
や
性
格
や
生
活
を
と
り
の
け
、
作
品
が
う
み

出
さ
れ
た
時
代
や
社
会
を
と
り
の
け
た
う
え
で
、
作
品
の
歴
史
を
、
そ
の
転
移
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
」（65.05=175

）
と
い
う
問

題
は
、「
文
学
作
品
を
自
己
表
出
と
し
て
の
言
語
と
い
う
面
で
と
り
あ
げ
」、「
自
己
表
出
か
ら
み
ら
れ
た
言
語
表
現
の
全
体
を
自
己
表
出

と
し
て
の
言
語
か
ら
時
間
的
に
あ
つ
か
う
」（65.05=175

）
場
合
に
お
い
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
お
い
て
は
「
環

境
や
人
格
や
社
会
は
想
像
力
の
根
源
と
し
て
表
出
自
体
の
な
か
に
凝
ぎ
ょ
う

縮
し
ゅ
く

さ
れ
」（65.05=175

）
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

│
こ
れ
が
「
文
学
」
に
対
し
て
『
言
美
』
が
提
出
し
た
客
観
的
な
視
点
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
文
学
固
有
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
自
己
表
出
の
連
続
性
は
同
時
に
観
念
の
連
続
性
も
意
味
し
て
お
り
、

こ
の
と
き
、
文
学
を
超
え
て
、
哲
学
や
思
想
の
一
般
的
問
題
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
自
己
表
出
の
連
続
性
の
な
か
に
、
個
体
と
し

て
の
人
間
と
類
と
し
て
の
人
間
の
統
一
を
見
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
個
体
と
し
て
の
人
間
は
、
言
語
の
全
歴
史
過
程
を
そ
の
観
念
の
な
か

に
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
表
出
の
連
続
性
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
、
言
語
と
い
う
観
点
か
ら
観
念
領
域

（
上
部
構
造
／
幻
想
領
域
）
の
歴
史
と
構
造
を
本
質
論
的
に
扱
う
方
法
を
手
に
い
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
歴
史
は
政
治

現
象
や
社
会
現
象
と
い
っ
た
外
在
的
な
歴
史
で
は
な
く
、
い
わ
ば
内
在
的
な
歴
史
を
指
し
て
い
る
。

『
言
美
』
で
は
文
体
論
と
い
う
性
格
上
、
言
語
表
現
そ
れ
自
体
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
言
語
を
発
す
る
主
体
の
内
部
（
心

的
構
造
）
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
文
学
作
品
は
個
体
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
人
間
は
個
体
と
し
て
以
外
に
ど
の

五
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よ
う
な
態
度
を
取
り
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、『
言
美
』
で
得
ら
れ
た
基
本
的
な
方
法

や
成
果
を
拡
張
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
、
そ
の
後
の
『
心
的
現
象
論
』（
以
下
『
心
的
』
と
略
記
）
や
『
共
同
幻
想
論
』、
さ
ら
に
一
連
の
イ

メ
ー
ジ
論
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

4　

原
生
的
疎
外
と
エ
ス
の
連
続
性

『
言
美
』
で
は
意
識
（
人
間
的
意
識
）
の
発
生
が
、
言
語
の
成
立
と
結
び
付
け
ら
れ
、
言
語
の
自
己
表
出
面
の
連
続
性
が
意
識
（
人
間
的

意
識
）
の
連
続
性
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
現
象
の
台
座
に
な
っ
て
い
る
心
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
も
、

私
た
ち
は
連
続
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識
（
人
間
的
意
識
）
の
連
続
性
が
あ
れ
ば
、
心
的
領
域
全
体
も
変
容

を
受
け
る
か
ら
、
連
続
性
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
心
的
領
域
そ
れ
自
体
と
し
て
連
続
性
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

『
心
的
』
で
は
心
の
総
合
的
把
握
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
心
と
人
間
的
意
識
の
関
係
、
さ
ら
に
心
の
発
生
と
い
っ
た
こ
と
か

ら
根
本
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
通
常
「
心
」
に
対
し
て
、
意
識
、
自
己
意
識
、
無
意
識
、
精
神
、
理
性
、
感
情
、

自
我
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
踏
み
込
も
う
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
自
体
が
、
実
は
明
瞭
な
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
根
本
的

に
問
お
う
と
す
れ
ば
、
心
の
存
在
や
そ
れ
を
説
明
す
る
概
念
を
、
最
初
か
ら
自
明
の
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

吉
本
は
心
的
現
象
を
大
雑
把
に
「
わ
た
し
が
〈
心
的
〉
と
い
う
と
き
上
層
で
は
〈
意
識
〉
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
が
、
下
層
で
は
情
動

や
ま
つ
わ
り
つ
く
心
的
雰
囲
気
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
」（71.09=13

）
と
定
義
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
心
の
問
題
に
つ
い
て
、

も
っ
と
も
根
本
的
な
地
点
か
ら
考
察
を
く
わ
え
た
の
は
フ
ロ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
吉
本
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
、「
フ
ロ
イ
ド
に
あ
る
も
っ
と
も
原
理
的
な
問
題
意
識
は
、
類
と
し
て
の
人
間
が
、
世
代
を
つ
う
じ
て
〈
永
続
〉
的
に
生
き

五
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つ
づ
け
る
の
に
、
種
と
し
て
の
人
間
は
、
な
ぜ
死
ぬ
か
、
と
い
う
問
い
に
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、

類
と
し
て
の
人
間
の
心
的
内
容
は
遺
伝
と
心
的
な
影
響
（
親
と
子
の
）
に
よ
っ
て
、
世
代
を
つ
う
じ
て
〈
永
続
〉
す
る
の
に
、
個
体
と
し

て
の
心
的
内
容
は
な
ぜ
死
ぬ
か
と
い
う
問
い
を
は
ら
ん
で
い
る
」（71.09=21-2

）。
先
に
も
見
た
通
り
、
個
と
類
の
連
続
性
を
め
ぐ
る
こ

の
問
い
は
、
マ
ル
ク
ス
に
も
共
通
し
て
い
る
。
吉
本
が
フ
ロ
イ
ト
や
マ
ル
ク
ス
の
ど
こ
に
思
想
的
な
感
銘
を
受
け
て
い
る
か
を
示
し
て
い

る
。
個
体
と
し
て
の
人
間
と
類
と
し
て
の
人
間
の
あ
い
だ
に
連
続
性
を
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
個
人
の
問
題
は
人
類
の
問
題
と
は
な
ら
な

い
し
、
人
類
の
問
題
は
個
人
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
「
外
側
か
ら
」
こ
の
連
続
性
の
道
筋
を
つ
け
た
と
こ
ろ
は
見
て
き
た

と
お
り
だ
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
フ
ロ
イ
ト
は
内
側
か
ら
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
吉
本
が
フ
ロ
イ
ト
に
最
初
に

固
執
す
る
の
も
こ
こ
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
、
こ
の
原
理
的
な
問
い
に
対
し
て
、
吉
本
は
「
も
ち
ろ
ん
理
由
は
単
純
な
こ
と
で
あ
り
、
生
殖
に
よ
っ
て
一
対
の
男
女
か

ら
子
が
産
ま
れ
、
子
は
青
年
期
に
い
た
る
ま
で
、
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
者
）
の
庇
護
と
影
響
の
も
と
に
生
成
し
、
や
が
て
庇
護
を
必
要
と

し
な
く
な
っ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
一
対
の
男
ま
た
は
女
と
し
て
生
殖
し
、
子
を
産
む
と
い
う
こ
と
が
繰
返
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

（71.09=22

）
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
に
は
何
の
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
心
的
に
は
何
を
意
味
す

る
の
か
。
さ
ら
に
翻
っ
て
、
心
的
な
領
域
と
は
な
に
か
。
言
語
に
対
す
る
考
察
と
同
様
に
、
吉
本
は
心
的
な
領
域
の
発
生
か
ら
問
題
に
し

て
い
く
。
吉
本
は
フ
ロ
イ
ト
の
エ
ス
の
概
念
に
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、
原
生
的
疎
外
と
い
う
概
念
を
つ
か
っ
て
、
こ
の
事
態
を
説
明
す
る
。

「
ま
ず
、
生
命
体
（
生
物
）
は
そ
れ
が
高
等
で
あ
れ
原
生
的
で
あ
れ
、
た
だ
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
存
在
自
体
に
よ
っ
て
無
機
的
自

然
に
た
い
し
て
ひ
と
つ
の
異
和
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
異
和
を
仮
に
原
生
的
疎
外
と
呼
ん
で
お
け
ば
、
生
命
体
は
ア
メ
ー
バ
か
ら
人
間

五
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に
い
た
る
ま
で
、
た
だ
生
命
体
と
い
う
理
由
で
、
原
生
的
疎
外
の
領
域
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
疎
外
の
打
消
し
と
し
て
存

在
し
て
い
る
。
こ
の
原
生
的
疎
外
は
フ
ロ
イ
ド
の
概
念
で
は
生
命
衝
動
（
雰
囲
気
を
も
含
め
た
広
義
の
性
衝
動
）
で
あ
り
、
こ
の
疎
外
の

打
消
し
は
無
機
的
自
然
へ
の
復
帰
の
衝
動
、
い
い
か
え
れ
ば
死
の
本
能
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
い
ず
れ
の
意
味
で
も
生
命
体
は
、
外
側
を
無
機
的
自
然
に
開
き
、
内
側
を
〈
身
体
〉
に
開
く
ひ
と
つ
の
混
沌
と
し
た
心
的
領
域

を
形
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
原
生
動
物
で
は
、
こ
の
心
的
領
域
は
、
心
的
と
い
う
よ
り
も
、
た
ん
に
外
界
へ
の
触
知
に
と
も
な
う

無
定
形
な
反
謝
運
動
に
す
ぎ
な
い
が
、
人
間
で
は
心
的
領
域
と
い
い
う
る
不
可
触
の
あ
る
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
た
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ド
が
〈
エ
ス
〉
と
名
づ
け
た
も
の
は
、
こ
の
原
生
的
な
疎
外
の
心
的
内
容
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
」（71.09=23

）

原
生
的
疎
外
の
領
域
を
提
示
し
た
と
き
、
全
生
物
と
心
的
な
連
続
性
の
も
と
に
人
間
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
無
機
的
自
然

が
先
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
有
機
的
自
然
が
異
和
と
し
て
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
有
機
的
自
然
そ
れ
自
体
が
無
機
的
自
然
か
ら
の
「
疎

外
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
自
然
の
自
己
疎
外
と
し
て
有
機
的
自
然
が
措
定
さ
れ
る
。）
こ
う
し
た
弁
証
法
的
な
認
識
で
は
、
自
然
の

も
と
に
無
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
（
連
続
性
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
る
）
こ
と
に
な
り
、（
人
間
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
）

自
然
の
全
体
性
の
な
か
で
人
間
が
捉
え
ら
れ
そ
の
意
味
が
内
在
的
に
確
定
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
も
た

ら
す
意
味
は
大
き
い
。

だ
が
「
原
生
的
な
疎
外
の
心
的
内
容
」
と
さ
れ
る
エ
ス
と
は
な
に
か
。
フ
ロ
イ
ト
は
エ
ス
の
存
在
を
明
ら
か
だ
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

│
と
い
う
よ
り
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
13
）

。
そ
れ
は
た
だ
「
在
る
」
と
し
か
云
い

よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
。
問
題
は
「
在
る
」
こ
と
の
重
要
性
だ
。

五
五
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「
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ
の
存
在
に
と
っ
て
心
的
世
界
を
あ
た
え
る
と
い
う
領
域
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
ば
あ

い
に
は
、〈
エ
ス
〉
を
想
定
す
る
こ
と
は
す
で
に
な
に
も
の
か
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
を
実
体
と
し
て
と
り
だ
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
存
在
す
る
こ
と
自
体
（
の
心
的
現
象
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
時
間
│
空
間
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
因
果
律
も
、

可
逆
的
な
ま
た
不
可
逆
的
な
心
的
過
程
も
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
こ
と
自
体
の
心
的
な
反
映
で
あ
り
、
生

命
体
が
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
理
由
自
体
だ
か
ら
で
あ
る
」（71.09=26

）

さ
ら
に
エ
ス
に
と
も
な
う
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。「
も
し
〈
エ
ス
〉
に
と
も
な
う
時
間
が
、
実
体
と
し
て
想
定
さ

れ
る
よ
う
な
ら
ば
、
た
だ
個
体
が
存
在
す
る
（
い
い
か
え
れ
ば
個
体
の
生
誕
と
死
）
と
い
う
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
ば
あ
い

で
も
空
間
は
想
定
さ
れ
な
い
。
個
体
の
存
在
の
心
的
な
反
映
は
ど
の
よ
う
な
空
間
も
残
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ね
に
現
在
で
あ
り
な
が

ら
滞
留
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（71.09=26
）。
エ
ス
は
存
在
す
る
こ
と
自
体
の
心
的
反
映
な
の
だ
か
ら
、
存
在
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

心
的
領
域
の
台
座
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
存
在
す
る
他
な
い
。
だ
か
ら
具
体
性
を
も
た
ず
に
、「
つ
ね
に
現
在
で
あ
り
な
が
ら
滞
留
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
文
に
続
け
て
、
エ
ス
に
と
も
な
う
時
間
の
永
続
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
し
か
し
、
人
間
の
存
在
は
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉
が
〈
身
体
〉
に
あ
た
え
る
反
作
用
に
よ
っ
て
生
理
的
な
性
行
為
を
う
な
が

し
、
こ
れ
が
個
体
の
死0

を
こ
え
て
次
の
世
代
の
〈
身
体
〉
に
相
続
さ
れ
、
そ
れ
は
ふ
た
た
び
心
的
現
象
に
か
え
る
と
い
う
迂
回
し
た
路

を
と
お
っ
て
〈
永
続
〉
化
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
の
意
味
で
〈
エ
ス
〉
に
と
も
な
う
幻
想
的
時
間
は
〈
永
続
〉
的
な
も
の
で
あ
る
。

五
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フ
ロ
イ
ド
の
〈
エ
ス
〉
は
〈
身
体
〉
と
し
て
断
続
的
で
あ
り
、
幻
想
的
な
時
間
と
し
て
〈
永
続
〉
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ひ
と
つ

の
心
的
矛
盾
の
現
象
と
し
て
の
み
想
定
さ
れ
る
」（71.09=26-7

）。

心
的
領
域
の
永
続
性
に
関
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉」
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
解
決
を
あ
た
え
よ
う
と
し

た
。
も
ち
ろ
ん
「
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉」
は
広
義
の
生
命
衝
動
（
リ
ビ
ド
ー
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
命
そ
れ
自
体
の
存
在
根

拠
で
あ
る
。
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉
が
身
体
の
非
連
続
性
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
永
続
し
て
い
く
仕
組
み
を
解
明
し
て
い
る
。〈
性
〉

の
衝
動
は
連
続
性
へ
の
欲
求
で
あ
り
、
心
的
な
永
続
性
が
個
体
と
し
て
の
人
間
を
こ
え
て
、
い
か
に
し
て
保
障
さ
れ
る
の
か
を
、
こ
う
し

た
内
在
的
な
論
理
に
即
し
て
云
い
き
っ
た
の
を
、
私
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
。

原
生
動
物
か
ら
脊
椎
動
物
ま
で
、
さ
ら
に
は
人
間
ま
で
進
化
し
て
い
く
と
き
、
原
生
的
疎
外
の
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。
そ
れ
は
何

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
。
吉
本
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
回
答
は
「
心
的
な
領
域
を
徹
底
的
に
生
物
体
と
し
て
の

〈
身
体
〉
へ
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
」（71.09=33

）
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
単
純
化
を
お
そ
れ
な
け
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ド
は
、
人
間
が
生
物
体
と
し
て
胎
外
に
（
つ
ま
り
外
界
に
）
で
る
ま
で
の
一
〇
ヵ
月
余
の
あ

い
だ
に
、
原
生
動
物
か
ら
も
っ
と
も
高
度
な
哺
乳
動
物
に
い
た
る
系
統
的
な
全
進
化
の
過
程
を
す
ば
や
く
と
お
る
と
か
ん
が
え
た
。
つ

ぎ
に
、
胎
外
に
で
た
乳
幼
児
か
ら
、
青
春
期
ま
で
に
い
た
る
過
程
で
、
人
類
史
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
、
人
間
が
体
験
し
て
き
た
生
物
体

と
精
神
体
と
し
て
の
全
過
程
を
と
お
る
と
か
ん
が
え
た
。
生
物
体
と
し
て
の
完
成
は
、
は
じ
め
の
数
年
に
ほ
ぼ
完
了
す
る
が
、
生
物
体

と
精
神
体
と
の
複
合
と
し
て
の
身
体
の
完
成
は
青
春
期
ま
で
を
必
要
と
す
る
。
青
春
期
に
い
た
っ
て
、
人
間
は
は
じ
め
て
生
物
体
と
し

五
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て
完
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
身
体
〉
と
現
実
的
環
界
の
双
方
か
ら
疎
外
さ
れ
た
原
生
的
疎
外
の
領
域
を
自
己
分

離
し
、
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
」（71.09=33

）

確
か
に
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
連
続
性
・
永
続
性
に
よ
っ
て
、
心
的
に
も
、
個
体
と
し
て
の
人
間
が
類
と
し
て

の
人
間
を
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
、
逆
に
類
と
し
て
の
人
間
も
個
体
と
し
て
の
人
間
を
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

関
係
の
全
体
性
を
心
的
な
領
域
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
個
人
の
心
的
世
界
の
形
成
の
歴
史

と
人
類
が
経
験
し
て
き
た
共
同
体
の
歴
史
が
対
応
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。
吉
本
や
フ
ロ
イ
ト
の
立
場
で
は
、
心
的
領
域
は
器
質

的
な
も
の
に
還
元
で
き
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
14
）

、
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
心
の
「
異
常
」
や
「
病
的
」
な

形
態
は
、
人
類
が
か
つ
て
体
験
し
た
段
階
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

以
上
の
議
論
は
、『
心
的
』
の
ほ
ん
の
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
吉
本
は
心
的
現
象
に
分
け
入
り
、
壮
大
な
思
想
を
展
開
す
る

（
そ
こ
に
は
フ
ロ
イ
ト
へ
の
批
判
も
含
ま
れ
る
（
15
）

）
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
言
語
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
こ
の
問
題

が
さ
ら
に
心
的
な
領
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

5　

言
語
以
前

『
言
美
』
で
は
言
語
の
発
生
か
ら
解
き
起
こ
し
て
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
果
を
つ
か
っ
て
、
文
字
で
書
か
れ
た
芸
術
作
品

を
手
が
か
り
に
文
学
理
論
の
構
築
を
試
み
た
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
文
字
以
前
の
言
葉
や
「
言
語
」
以
前
の
言
語
の
世
界
は
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
。
文
字
以
前
、「
言
語
」
以
前
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
ど
の
よ
う
な
入
射
角
が
あ
る
の
か
。

五
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①　

一
つ
は
人
類
史
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
期
間
を
扱
う
こ
と
だ
。
人
類
史
を
顧
み
る
と
き
、
文
字
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
言
葉
が

言
葉
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
も
膨
大
な
時
間
を
要
し
て
お
り
、
当
然
こ
の
期
間
を
無
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

現
在
、
私
た
ち
は
様
々
な
民
族
語
、
種
族
語
を
も
っ
て
い
る
（
時
代
を
遥
か
に
下
れ
ば
「
国
語
」
の
よ
う
に
人
為
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
も
あ
る
）
が
、
そ
う
し
た
も
の
に
分
か
れ
る
以
前
の
言
語
（
そ
れ
が
完
全
な
言
語
と
は
云
え
な
い
と
し
て
も
）
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の

か
、
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

②　

も
う
一
つ
は
、
個
体
と
し
て
の
人
間
の
発
達
史
・
成
育
史
に
お
い
て
、
言
語
を
獲
得
す
る
ま
で
の
期
間
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

言
語
獲
得
す
る
以
前
の
、
あ
る
い
は
獲
得
し
つ
つ
あ
る
乳
胎
児
を
見
る
と
き
、
完
全
な
言
語
を
も
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
き
ら
か
に
母
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
）
と
の
間
に
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
言
葉
以
前
の
、
完
全
な
人
間
的
意
識
が
可
能
に
な
っ
て
い
な
い
段
階
の
世
界
は
、
格
別
の
重
要
性
を
も
た
な
い
と

す
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を
考
え
る
と
事
態
は
そ
う
単
純
に
は
な
ら
な
い
。

吉
本
は
①
②
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
『
心
的
現
象
論
本
論
』
で
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
個
体
と
し
て
の
人
間
と
類
と
し

て
の
人
間
と
の
関
連
か
ら
考
え
れ
ば
、
①
②
は
別
の
こ
と
で
は
な
く
対
応
し
合
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
本
自
身

そ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
②
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
吉
本
の
言
語
論
の
拡
張
の
様
相
を
見
て
み
た
い
。

文
字
以
前
、「
言
語
」
以
前
の
段
階
は
、
言
語
と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
否
。
喃
語
の
段
階
で
内
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
言
語
以
前
の
「
言
語
」
過
程
と
し
て
、
言
語
に
関
連
づ
け
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
吉
本
の
言
語
論
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
表
出
と
指
示
表
出
と
い
う
二
つ
の
表
出
局
面
を
、
こ
の
言
語
以
前
の
「
言
語
」
過
程
に

ど
う
関
連
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
対
し
て
、
決
定
的
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
た
の
が
解
剖
学
者
・
三
木
茂
夫

五
九
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の
業
績
だ
っ
た
。

三
木
の
思
想
に
対
す
る
吉
本
の
感
応
の
仕
方
は
、
マ
ル
ク
ス
（
場
合
に
よ
っ
て
は
フ
ロ
イ
ト
）
に
対
す
る
感
応
の
仕
方
に
似
て
い
る
。
つ

ま
り
、
三
木
の
思
想
が
始
原
（
起
源
）
を
踏
ま
え
た
一
貫
性
か
ら
な
る
壮
大
な
射
程
を
も
つ
と
い
う
視
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。
吉
本

は
三
木
の
基
本
的
な
発
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
生
物
と
い
う
の
は
、
宇
宙
の
写
し
な
ん
だ
と
い
う
考
え
が
根
本
に
あ

る
ん
で
す
。
植
物
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
な
ど
は
個
体
の
リ
ズ
ム
と
い
う
か
、
自
我
と
い
う
か
、
そ
う
い
う

も
の
を
持
と
う
と
す
る
、
そ
れ
も
生
物
発
展
の
段
階
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
宇
宙
は
リ
ズ
ム
と
螺
旋
構
造
を
基
本
に
し
て
い
ま
す
が
、

生
物
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
宇
宙
の
写
し
と
そ
の
変
形
だ
と
、
三
木
さ
ん
は
云
わ
れ
て
い
ま
す
」（93.11a=176

）。

三
木
が
使
っ
て
い
る
方
法
は
、
先
に
も
言
及
し
た
「
初
期
論
的
な
方
法
」
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
原
型
的
な
も
の
、
初
期
の

枠
組
み
を
考
え
、「
そ
の
内
部
の
構
造
と
、
展
開
の
方
向
と
、
反
復
の
仕
方
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
事
象
が
膨
ら
ん
で
い
く
過
程
を
位

置
づ
け
」
て
い
く
（
16
）

。
三
木
は
、
具
体
的
に
は
「
性
」
と
「
食
」
の
相
を
基
本
に
据
え
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
加
味
さ
れ
た
と
き

に
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
生
物
の
最
も
初
期
の
段
階
か
ら
高
度
な
深
化
を
遂
げ
た
人
間
ま
で
、
全
生

物
を
連
続
性
の
も
と
に
お
く
視
点
を
提
示
し
て
み
せ
た
（
17
）

。
い
わ
ば
「
こ
の
著
者
（
三
木

│
註
）
に
は
ふ
つ
う
わ
た
し
た
ち
が
断
層
と
し

て
み
て
い
る
植
物
と
動
物
と
人
間
と
の
構
成
の
あ
い
だ
に
、
進
化
の
連
続
性
の
流
れ
が
み
え
て
」
お
り
、「
な
ぜ
あ
る
有
機
体
は
植
物
に

な
り
、
ま
た
別
の
有
機
体
は
動
物
に
な
り
、
ま
た
人
間
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
、
内
臓
や
筋
肉
や
神
経
の
成
り
立
ち
や
構
造
に
即
し
て
、

つ
な
が
り
や
相
違
や
対
応
性
と
し
て
は
っ
き
り
と
つ
か
ま
れ
て
」（92.08=126

）
い
る
。
さ
ら
に
「
環
境
と
し
て
の
宇
宙
の
リ
ズ
ム
と
生

物
体
の
体
内
の
リ
ズ
ム
と
が
照
応
し
、
呼
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
ま
で
認
識
の
触
手
が
及
ん
で
い
る
」（92.08=130

）
の
で
あ
る
。
三

木
は
、
人
間
を
全
生
物
と
の
連
続
性
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
宇
宙
と
の
連
続
性
を
も
っ
て
捉
え
て
み
せ
た
。
生
物
は
「
地
球
誌
的
な
生
命

六
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記
憶
」
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
人
間
は
胎
児
の
時
期
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
生
物
が
辿
っ
た
全
歴
史
過
程
を

辿
り
か
え
す
。
母
親
の
胎
内
で
胎
児
は
魚
類
の
顔
か
ら
、
両
生
類
の
顔
へ
、
さ
ら
に
爬
虫
類
の
顔
へ
、
最
終
的
に
人
間
の
顔
へ
と
変
貌
を

と
げ
、
地
球
誌
的
な
生
命
記
憶
を
再
現
し
て
い
く
こ
と
を
、『
胎
児
の
世
界
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
18
）

。
そ
う
し
た
連
続
性
、
関
係
の
総

体
と
し
て
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
「
外
側
か
ら
」
こ
の
全
体
性
・
連
続
性
・
関
係
性
に
つ
い
て
語
っ
て
見
せ
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
心
的
領
域
」
に
つ
い
て
、

そ
の
連
続
性
を
語
っ
て
見
せ
た
。
対
し
て
三
木
は
、
生
物
を
そ
の
「
身
体
性
」
に
お
い
て
、
そ
の
連
続
性
を
語
っ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
木
の
考
察
は
吉
本
の
思
想
の
拡
大
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
。
吉
本
は
『
言
美
』
以
降
、
人
間
の
こ
こ
ろ
の
分
析
と

し
て
「
心
的
現
象
論
」
へ
と
向
か
っ
た
が
、
吉
本
に
よ
れ
ば
「
こ
こ
ろ
」
と
は
何
か
、「
そ
の
働
き
は
ど
の
よ
う
な
身
体
生
理
の
働
き
と

か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
わ
た
く
し
た
ち
が
感
覚
作
用
と
か
知
覚
と
か
呼
ん
で
い
る
も
の
と
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
」（92.08=132

）

が
不
分
明
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
三
木
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
示
唆
を
与
え
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
の
著
者
は
内
臓
の
発
生
と
機
能
と
動
き
を
腸
管
系
の
植
物
神
経
に
、
感
覚
の
作
用
を
体
壁
系
の
動
物
神
経
に
、
は
っ
き
り
と
分

け
て
む
す
び
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
肺
の
呼
吸
作
用
が
体
壁
系
の
筋
肉
や
神
経
作
用
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
側
面
を
も
つ
こ
と
、
ま

た
腸
管
系
の
入
口
で
あ
る
口
腔
と
出
口
で
あ
る
肛
門
の
両
端
は
、
体
壁
系
の
感
覚
に
む
す
び
つ
い
て
脳
の
働
き
に
依
存
し
て
い
る
が
、

そ
の
両
端
を
除
く
と
脳
と
の
む
す
び
つ
き
は
ぼ
や
け
て
し
ま
い
、
た
だ
肉
体
の
奥
の
ほ
う
で
厚
ぼ
っ
た
く
、
ず
し
り
と
し
た
無
明
の
情

感
や
情
念
の
動
き
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
指
摘
と
洞
察
は
、
と
り
わ
け
わ
た
し
に
は
眼
か
ら
鱗
が
お
ち
る
気

分
で
し
た
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
は
じ
め
て
、
長
い
あ
い
だ
も
や
も
や
膜
を
隔
て
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
〈
こ
こ
ろ
〉
と
そ
の
働
き
が
わ

六
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
七
八
）

か
っ
た
と
お
も
え
た
の
で
す
。」（92.08=132

）

誰
で
も
体
験
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
頭
で
は
理
解
で
き
て
も
心
が
納
得
し
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
の
と
き
、
私
た
ち
は

「
頭
」
と
「
心
」
は
別
の
も
の
、
系
統
の
違
う
も
の
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
が
「
内
臓
の
発
生

と
機
能
と
動
き
を
腸
管
系
の
植
物
神
経
に
、
感
覚
の
作
用
を
体
壁
系
の
動
物
神
経
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
す
る
三
木
の
見
解
は
、
こ
の

「
頭
」
と
「
心
」
の
違
い
を
考
え
る
際
に
、
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
る
。
と
り
わ
け
、
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
概
念
を
手
ば
な
さ
ず

に
言
語
論
の
拡
張
を
め
ざ
す
吉
本
に
は
。

「〈
こ
こ
ろ
〉
と
わ
た
し
た
ち
が
呼
ん
で
い
る
も
の
は
内
臓
の
う
ご
き
と
む
す
び
つ
く
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
あ
る
ひ
と
つ
の
表
出
で

す
。
ま
た
知
覚
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
感
覚
器
官
や
体
壁
系
の
筋
肉
や
神
経
の
う
ご
き
と
、
脳
の
回
路
に
む
す
び
つ
い
た
表
出
と
み
な

せ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
著
者
か
ら
そ
の
示
唆
を
う
け
と
っ
た
と
き
、
い
ま
ま
で
文
字
以
後
の
表
現
理
論
と
し
て
展
開
し

て
き
た
自
分
の
言
語
の
理
念
が
、
言
語
以
前
の
音
声
や
音
声
以
前
の
身
体
的
な
動
き
の
と
こ
ろ
ま
で
、
拡
張
で
き
る
見
と
お
し
が
得
ら

れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
内
臓
系
の
〈
こ
こ
ろ
〉
の
う
ご
き
は
わ
た
し
の
定
義
し
て
い
る
自
己
表
出
の
根
源
で
あ
り
、
体
壁
系
の
感
覚
器

官
の
は
た
ら
き
は
指
示
表
出
の
根
源
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
」（92.08=132

）

自
己
表
出
と
指
示
表
出
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
臓
系
と
体
壁
系
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
の
自
己
表
出
や
指
示
表
出
を

拡
大
し
て
言
語
以
前
に
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
自
己
表
出
や
指
示
表
出
の
概
念
が
、
身
体
構
造
の
な
か
に
位

六
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置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
人
間
の
初
期
（
原
型
）
に
既
に
、
自
己
表
出
や
指
示
表
出
の
構
造
が
あ
り
、
そ
れ
が
進
化

の
過
程
で
言
語
と
し
て
表
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
い
か
に
も
言
語
的
な
認
識
が
あ
る
。
言
語
は
人
間
に
固
有
の
高
度
な
認
識
を
可
能

に
す
る
。
だ
が
、
言
語
に
備
わ
っ
て
い
る
基
本
的
な
構
造
は
、
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
基
本
的
構
造
を
引
き
延
ば
し
た
も
の
で
あ
り
、
逆

で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
き
て
、
言
語
は
人
間
の
心
的
発
生
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
は
、
母
親
の
胎
内
に
い
る
受
胎
後
五
、
六
ヵ
月
の
と
き
か
ら
、
一
歳
未
満
く
ら
い
の
間
に
形
成
さ
れ

る
。
受
胎
後
五
、
六
ヵ
月
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
胎
児
の
感
覚
能
力
が
整
い
始
め
る
時
期
で
あ
り
、
一
歳
頃
に
は
言
語
を
覚
え
始
め
る

時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
、
乳
胎
児
に
と
っ
て
、
母
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
）
が
環
境
の
す
べ
て
で
あ
り
、
乳
胎
児
は
そ
の
圧
倒

的
な
影
響
の
も
と
に
心
の
核
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
母
と
子
の
物
語
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
の

心
の
在
り
方
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
心
の
異
常
や
病
気
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
源
は
こ
の
「
母
と
子
の
物
語
」

の
異
常
や
病
気
に
起
因
す
る
と
さ
え
い
い
う
る
（
18
）

。
吉
本
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
細
か
く
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
は
稿
を
改
め

た
い
。

（
1
） 

吉
本
の
著
作
か
ら
の
引
用
、
該
当
箇
所
、
等
に
関
し
て
は
文
中
に
略
号
、
頁
数
の
順
に
示
し
た
。
略
号
は
数
字
の
最
初
の
二
桁
が
発
表
年
（
例

え
ば
69
の
場
合
は
一
九
六
九
年
）
で
あ
り
、
次
の
二
桁
は
発
表
月
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
同
月
に
二
本
以
上
の
論
文
等
が
あ
る
場
合
の
識
別

で
あ
る
。
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
中
の
傍
点
、
ゴ
チ
ッ
ク
等
は
、
こ
と
わ
り
が
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て
原
著
者
の
も
の

で
あ
る
。
尚
、
参
考
に
し
た
が
引
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
論
文
に
つ
い
て
も
あ
げ
て
あ
る
。

65.05　

  『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
』
勁
草
書
房
（
但
し
、
本
稿
で
は
『
定
本　

言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
〇
年
）
を
使
っ
た
）

六
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66.12　

  『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』（
所
収
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
一
二
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
）

71.09　

  『
心
的
現
象
論
序
説
』（
所
収
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
一
〇
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
三
年
）

72.05　
  「

思
想
の
基
準
を
め
ぐ
っ
て

│
い
く
つ
か
の
本
質
的
な
問
題
」（
所
収
『
ど
こ
に
思
想
の
基
準
を
お
く
か
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）

75.10　
  「

フ
ロ
イ
ト
お
よ
び
ユ
ン
グ
の
人
間
把
握
の
問
題
点
に
つ
い
て
」（
所
収
『
知
の
岸
辺
へ
』
弓
立
社
、
一
九
七
六
年
）

79.06　

 
 ｢

障
害
者
問
題
と
心
的
現
象
論
」（
所
収
『
心
と
は
何
か

│
心
的
現
象
論
入
門
』
弓
立
社
、
二
〇
〇
一
年
）

85.10　

  「
身
体
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

86.04　

  「
受
け
身
」
の
精
神
病
理
に
つ
い
て
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

90.10　

  『
ハ
イ
・
エ
デ
ィ
プ
ス
論
』
言
叢
社

92.02a　

  「
異
常
の
分
散

│
母
の
物
語
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

92.02b　

  「
言
葉
以
前
の
心
に
つ
い
て
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

92.08　

  「
三
木
成
夫
に
つ
い
て
」（
所
収
『
心
と
は
何
か
』）

92.09　

  『
新
・
書
物
の
解
体
学
』
メ
タ
ロ
ー
グ

93.04　

  「
胎
児
と
い
う
時
間
」

93.11A

　

  『
こ
こ
ろ
か
ら
言
葉
へ
』
弘
文
堂
、
北
山
修
と
の
対
談
集
。

93.11a　

  「
三
木
成
夫
の
方
法
と
前
古
代
言
語
論
」（
所
収
『
新
・
死
の
位
相
学
』
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
）

99.03　

  『
詩
人
・
評
論
家
・
作
家
の
た
め
の
言
語
論
』
メ
タ
ロ
ー
グ

08.07　

  『
心
的
現
象
論
本
論
』
文
化
科
学
高
等
研
究
院
出
版
局

11.11　

  『
完
本　

情
況
へ
の
発
言
』
洋
泉
社

12.06　

  『「
す
べ
て
を
引
き
受
け
る
」
と
い
う
思
想
』
光
文
社
、
茂
木
健
一
郎
と
の
対
談
集
。

（
2
） 

た
と
え
ば
、
精
神
医
学
者
宮
本
忠
雄
は
、
吉
本
の
『
心
的
現
象
論
序
説
』
に
つ
い
て
「
奇
怪
な
造
語
癖
」
と
批
判
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

吉
本
は
「
ど
う
し
て
も
、
じ
ぶ
ん
の
原
理
的
な
考
察
の
必
要
上
、
必
要
な
概
念
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
し
か
〈
造
語
〉
し
て
い
な
い
と
断
言
で
き
る
。

六
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こ
の
先
生
が
「
奇
怪
な
造
語
」
と
い
っ
て
い
る
例
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
く
れ
た
ら
、
必
ず
、
そ
れ
が
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
が
だ
れ
の

〈
造
語
〉
し
た
も
の
か
ら
概
念
を
借
り
た
か
根
拠
を
説
明
し
て
あ
げ
る
よ
」（11.11=106

、
発
言
自
体
は
一
九
七
二
年
）
と
応
え
て
い
る
。

（
3
） 
こ
の
部
分
が
吉
本
氏
私
訳
か
出
典
が
あ
る
の
か
は
不
明
。
三
浦
和
男
訳
「
経
済
学
―
哲
学
手
稿
」（
所
収
『
マ
ル
ク
ス　

経
済
学
・
哲
学
論
集
』

河
出
書
房
、
一
九
六
七
年
）
で
は
一
三
九
頁
。

（
4
） 

マ
ル
ク
ス
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
中
野
雄
策
訳
、
所
収
『
マ
ル
ク
ス　

経
済
学
・
哲
学
論
集
』）
二
五
二
頁
。

（
5
） 

同
前
、
二
一
一
頁
。

（
6
） 

マ
ル
ク
ス
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
十
一
の
テ
ー
ゼ
」（
高
島
善
哉
・
他
訳
、
所
収
『
マ
ル
ク
ス　

経
済
学
・
哲
学
論
集
』）
一
九
六
頁
。

（
7
） 

晩
年
の
、
茂
木
健
一
郎
と
の
対
談
で
の
控
え
目
な
発
言
だ
が
、
こ
れ
は
吉
本
の
思
想
展
開
の
最
初
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
吉
本

の
仕
事
が
す
べ
て
を
証
明
し
て
い
る
。

（
8
） 

吉
本
の
主
著
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
共
同
幻
想
論
』
を
と
り
あ
げ
て
も
い
い
。
こ
の
著
作
は
一
般
に
国
家
（
共
同
性
の
観
念
あ
る
い
は
共
同
幻
想

と
し
て
の
国
家
）
論
の
試
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
数
百
年
の
時
間
の
単
位
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
を
と
り
あ
げ
た
と
き
も

同
じ
だ
が
、
国
家
の
存
在
を
自
明
で
あ
る
と
せ
ず
に
、
そ
の
起
源
を
論
じ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
数
十
万
年
と
い
う
人
類
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
国
家

を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
同
じ
こ
と
は
、
次
章
で
触
れ
る
が
、『
心
的
現
象
論
』
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
だ
。

（
9
） 

本
章
と
次
章
は
、
拙
稿
「
思
想
と
言
語

│
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
の
言
語
本
質
論
を
中
心
に
」（
所
収
『
湘
南
工
科

大
学
紀
要
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
と
重
複
す
る
記
述
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
か
な
りabridge

し
て
あ
る
の
で
、
併

せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
10
） 

こ
れ
は
通
常
の
言
語
学
に
お
け
る
言
語
の
取
り
扱
い
と
は
異
な
る
。
言
語
学
は
既
に
出
来
上
が
っ
た
言
語
の
体
系
の
存
在
を
自
明
の
前
提
と
し

て
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
言
語
と
意
識
、
さ
ら
に
は
文
化
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は
、
す
で
に
存
在
す

る
意
識
と
す
で
に
存
在
す
る
言
語
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
問
わ
れ
る
だ
け
だ
。
外
面
的
な
関
係
が
主
と
し
て
問
題
に
な
る
だ
け
で
、
内
的
な
関
係
は

度
外
視
さ
れ
て
し
ま
う
。

（
11
） 

後
に
な
っ
て
、
自
己
表
出
以
外
に
「
自
動
表
出
」
と
い
う
表
現
も
つ
か
っ
て
い
る
。
自
分
の
内
部
に
感
情
の
澱
を
堰
き
止
め
き
れ
ず
に
、
自
然

六
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の
う
ち
に
外
化
（
疎
外
）
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
自
動
表
出
の
方
が
よ
く
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
と
も
い
え
る
。

（
12
） 

こ
の
〈
含
み
〉
は
私
た
ち
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
お
も
い
描
い
て
い
る
像
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、「
像
を
う
か
べ
る
と
き
、
わ

た
し
た
ち
は
、
こ
の
表
現
を
単
に
意
味
と
し
て
で
は
な
く
、
価
値
と
し
て
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（65.05=110

）
と
さ
れ
て
い
る
。「
像
」
の

問
題
は
、
そ
の
後
最
も
大
き
な
主
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
く
。

（
13
） 

吉
本
が
引
用
し
て
い
る
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
の
知
つ
て
い
る
僅
か
な
こ
と
は
、
夢
の
仕
事
と
神
経
症

の
症
状
形
成
と
の
研
究
に
よ
つ
て
我
々
の
経
験
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
大
概
の
こ
と
は
消
極
的
性
格
を
も
つ
て
お
り
、「
自

我
」
の
対
立
者
と
し
て
記
述
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」（71.09=24

）。『
続
精
神
分
析
入
門
』（
古
沢
平
作
訳
、
日
本
教
文
社
、
一
九
六
九
年
）

一
〇
一
頁
。

（
14
） 

『
心
的
現
象
論
序
説
』
の
最
初
の
部
分
で
、
心
的
領
域
が
何
か
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
縷
々
論
じ
て
い
る
。
拙
稿
「
共
同
幻
想
論
の
振
幅
三

│
機
能
的
論
理
批
判
」（
所
収
『
研
究
紀
要
』
第
八
六
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
、
日
本

大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
）
で
も
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

（
15
） 

吉
本
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
が
妥
当
す
る
の
は
対
幻
想
の
領
域
（
性
を
媒
介
と
す
る
関
係
領
域
）
に
つ
い
て
の
み
な
の
だ
が
、
フ
ロ
イ

ト
は
そ
こ
で
得
ら
れ
た
原
理
を
共
同
幻
想
の
領
域
ま
で
無
頓
着
に
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
を
く
わ
え
て
い
る
。『
心
的
現
象
論
序
説
』
四
八
│

九
頁
参
照
。

（
16
） 

こ
う
し
た
認
識
の
仕
方
、
方
法
論
は
「
価
値
形
態
論
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
、
国
文
学
研
究
に
お
け
る
折
口
信
夫
と
お
な
じ
だ
」（93.11a=175

）

と
吉
本
は
述
べ
、
驚
嘆
し
て
い
る
。

本
章
で
は
字
数
の
関
係
で
三
木
茂
夫
の
著
作
か
ら
の
直
接
の
引
用
を
控
え
、
吉
本
に
よ
る
要
約
を
つ
か
っ
た
。
三
木
成
夫
の
思
想
の
吉
本
に
よ
る

要
約
は
、「
三
木
成
夫
に
つ
い
て
」（92.08

）
の
特
に
一
二
七
│
一
三
一
頁
だ
が
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
み
ご
と
な
も
の
で
、
本
当
は
こ
の
部
分
を
す

べ
て
引
用
し
た
い
く
ら
い
だ
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
三
木
成
夫
『
海
・
呼
吸
・
古
代
形
象
』（
う
ぶ
す
な
書
院
、
一
九
九
二
年
）
に
付
さ
れ
た
「
解

説
」
を
、
後
に
「
で
す
ま
す
調
」
に
変
え
て
『
心
と
は
何
か
』
に
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
木
の
思
想
に
つ
い
て
、
吉
本
は
『
心
的
現
象
論
本

論
』
四
三
〇
│
四
四
三
頁
で
も
論
じ
て
い
る
。

六
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（
17
） 

だ
が
、
こ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
流
の
進
化
論
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
三
木
の
場
合
は
、
人
間
に
何
ら
の
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
否
、
先
の
吉
本
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
（「
生
物
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
宇
宙
の
写
し
と
そ
の
変
形
だ
」）、
む
し
ろ
生
物

に
対
し
て
宇
宙
を
優
位
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
拡
大
し
て
し
ま
え
ば
、
三
木
は
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
で
あ
り
、
反
文
明
の
立
場
に
立
つ
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
陳
腐
な
「
倫
理
的
自
然
主
義
」
者
で
あ
る
は
ず
が
な
い
に
し
て
も
。

（
18
） 

三
木
茂
夫
『
胎
児
の
世
界

│
人
類
の
生
命
記
憶
』（
中
公
新
書
、
一
九
八
三
年
）。
本
章
の
、
吉
本
の
要
約
は
、
こ
の
著
作
を
も
と
に
し
て
い

る
。

（
19
） 

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
の
心
の
異
常
さ
と
か
病
気
と
か
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
の
身
体
器
官
の
問
題
で
い
え
ば
、
そ
の

人
の
植
物
性
の
神
経
器
官
あ
る
い
は
内
臓
器
官
の
神
経
的
な
作
用
と
、
そ
れ
か
ら
感
覚
器
官
の
神
経
的
な
作
用
と
の
あ
い
だ
に
、
何
ら
か
の
意
味
で

ず
れ
が
あ
っ
た
り
、
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
こ
の
ば
あ
い
は
並
行
関
係
で
す
け
ど
、
並
行
関
係
が
あ
っ
た
り
と
い
う
の
は
、
そ
の
両

者
の
境
目
の
と
こ
ろ
で
、
何
ら
か
の
意
味
の
正
常
で
な
い
要
素
が
起
こ
っ
た
り
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
心
の
異
常
と
か
心
の
病
気
と
か
の
一
つ

の
大
雑
把
な
根
拠
に
な
り
う
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
す
」（92.02b=98-9

）。

六
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強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す

│
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
か
ら
み
た
企
業
不
祥
事

│
稲　
　

葉　
　

陽　
　

二

一　

企
業
不
祥
事
と
は
な
に
か

企
業
不
祥
事
の
定
義

一
九
九
〇
年
代
か
ら
今
日
ま
で
、
企
業
統
治
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
し
く
み
が
整
備
さ
れ
て
き
た
が
、
企
業
不
祥
事
は
一
向
に
減
ら
な

い
。
日
本
監
査
役
協
会
（
二
〇
〇
九
）
は
「「
企
業
不
祥
事
」
ま
た
は
「
不
祥
事
」
と
は
、
会
社
の
役
職
員
に
よ
る
、
不
正
の
行
為
ま
た
は

法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
、
そ
の
他
会
社
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
損
な
わ
せ
る
よ
う
な
不
名
誉
で
好
ま
し
く
な
い

事
象
を
い
う
。」（
四
頁
）
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
る
事
象
を
、
主
要
メ
デ
ィ
ア
（
1
）

か
ら
検
索
し
た
北
見
幸

六
九
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一
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
企
業
不
祥
事
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
一
三
七
件
で
あ
っ
た
が
二
〇
一
〇
年
に
は
一
八
〇
件
に
上
る
。
ま
た
、
東
京

商
工
リ
サ
ー
チ
の
調
査
（
2
）

に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
五
年
間
で
み
て
も
、
上
場
企
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

粉
飾
を
主
体
と
す
る
不
適
切
な
会
計
・
経
理
を
開
示
し
た
企
業
は
実
に
一
三
〇
社
に
も
上
る
。
個
別
の
事
案
で
も
、
オ
リ
ン
パ
ス
、
ラ
イ

ブ
ド
ア
な
ど
の
ケ
ー
ス
は
記
憶
に
新
し
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
東
証
マ
ザ
ー
ズ
に
上
場
し
た
半
導
体
製
造
装
置
メ
ー
カ
ー
、

株
式
会
社
エ
フ
オ
ー
ア
イ
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
期
の
実
際
の
売
上
高
が
三
一
九
百
万
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
一
一
八
五
五
百
万
円

に
大
幅
に
水
増
し
し
て
い
た
（
3
）

。
実
に
売
上
高
の
九
七
％
が
粉
飾
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
企
業
不
祥
事
と
い
わ
れ
る
事
象
を
経
験
し
て
い
る
が
、
企
業
不
祥
事
の
定
義
は
上
記
の
日
本
監

査
役
協
会
に
よ
る
も
の
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
樋
口
（
二
〇
一
二
）
は
企
業
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
組
織
の
不
祥
事
に
つ

い
て
「
組
織
に
重
大
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
業
務
上
の
事
件
又
は
事
故
で
あ
っ
て
、
①
そ
の
発
生
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た

こ
と
、
②
適
当
な
防
止
対
策
（
被
害
軽
減
対
策
を
含
む
）
が
存
在
し
た
こ
と
、
③
当
該
組
織
に
よ
る
注
意
義
務
の
違
反
が
重
要
な
原
因
と

な
っ
た
こ
と
の
3
要
件
を
満
た
す
も
の
」（
二
二
│
二
三
頁
）
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
組
織
を
主
体
と
し
た
定
義
で
、
組
織
が
権

利
義
務
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

樋
口
の
定
義
は
、「
組
織
に
重
大
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
」
か
ら
不
祥
事
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
組
織
外
へ
の

悪
影
響
が
あ
る
か
ら
不
祥
事
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
間
嶋
（
二
〇
〇
七
）
は
組
織
不
祥
事
に
つ
い
て
「
公
共
の
利
害

に
反
し
、（
顧
客
、
株
主
、
地
域
住
民
な
ど
を
中
心
と
し
た
）
社
会
や
自
然
環
境
に
重
大
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
企
業
や
病
院
、
警
察
、
官
庁
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
お
け
る
組
織
的
事
象
・
現
象
の
こ
と
」（
二
頁
）
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
あ
き
ら
か
に
、
組
織
自
体
で
は
な
く
、

む
し
ろ
社
会
や
自
然
環
境
な
ど
企
業
を
取
り
巻
く
利
害
関
係
人
や
公
共
（
社
会
全
般
）
に
悪
影
響
を
与
え
る
か
ら
不
祥
事
で
あ
る
、
と
い

七
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う
理
屈
で
あ
る
。

「
組
織
」
や
「
公
共
」
の
利
害
と
は
無
関
係
に
、「
社
会
通
念
」
を
判
断
基
準
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
坂
（
二
〇
〇
九
）

は
企
業
不
祥
事
の
定
義
と
し
て
「
会
社
が
、「
社
会
通
念
」
に
照
ら
し
て
「
悪
い
こ
と
」
な
い
し
は
「
良
く
な
い
こ
と
」
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
・
事
件
を
起
こ
し
た
と
き
に
、
そ
れ
は
「
企
業
不
祥
事
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
社
会
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
、

と
。」
し
て
い
る
（
一
五
五
頁
）。
つ
ま
り
、「
社
会
通
念
」
な
い
し
は
「
社
会
の
規
範
」
を
逸
脱
す
る
か
ら
不
祥
事
で
あ
る
と
い
う
（
4
）

。

ま
た
、
本
章
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
日
本
監
査
役
協
会
（
二
〇
〇
九
）
の
定
義
は
「
会
社
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
損
な
わ
せ
る
」
か
ら

不
祥
事
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
の
信
頼
を
損
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
企
業
に
と
っ
て
不
利
益
な
の
か
、
会
社
と
い
う
制
度
の
信

頼
を
損
ね
る
か
ら
社
会
に
と
っ
て
不
利
益
な
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
前
者
な
ら
樋
口
と
同
じ
で
あ
る
が
、
後
者
、
制
度
と
し
て
の
会
社

へ
の
信
頼
性
を
損
ね
る
か
ら
不
祥
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
新
た
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
よ
う
に
な
ぜ
不
祥
事
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
①
「
組
織
」
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
か
ら
、
②
「
公
共
の
利

害
」
に
反
す
る
か
ら
、
③
「
社
会
通
念
」
つ
ま
り
そ
の
時
点
で
の
社
会
の
規
範
に
反
す
る
か
ら
、
④
制
度
と
し
て
の
会
社
へ
の
信
頼
性
を

損
ね
る
か
ら
、
な
ど
意
見
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
監
査
役
協
会
（
二
〇
〇
九
）
の
定
義
に
準
拠
す
る
が
、
そ
の
あ

い
ま
い
な
部
分
を
排
除
し
、「
企
業
不
祥
事
と
は
、
会
社
の
役
職
員
に
よ
る
、
不
正
行
為
ま
た
は
法
令
も
し
く
は
定
款
に
違
反
す
る
重
大

な
事
実
、
そ
の
他
公
共
の
利
害
な
い
し
は
社
会
の
規
範
に
反
す
る
行
為
で
、
会
社
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
損
な
わ
せ
る
よ
う
な
不
名
誉

で
好
ま
し
く
な
い
事
象
。」
と
定
義
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
企
業
不
祥
事
と
は
、
当
該
企
業
に
と
っ
て
の
不
利
益
で
は
な
く
、

当
該
企
業
を
と
り
ま
く
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
員
に
対
し
て
害
を
及
ぼ
す
か
ら
不
祥
事
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
企
業
不
祥
事

は
企
業
と
い
う
法
人
が
起
す
も
の
で
は
な
く
、
企
業
の
役
職
員
で
あ
る
自
然
人
が
起
こ
す
も
の
で
あ
る
（
5
）

。
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企
業
不
祥
事
の
分
類

北
見
（
二
〇
一
〇
）
は
、
企
業
不
祥
事
を
要
因
・
影
響
別
に
分
類
す
る
マ
ト
リ
ク
ス
を
構
築
し
た
（
図
表
1
（
6
）

）。
横
軸
は
、
不
祥
事
の
要

因
に
よ
る
分
類
で
あ
り
「
規
範
逸
脱
行
動
」
と
「
対
策
不
備
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
企
業
不
祥
事
を
分
類
し
て
い
る
。
縦
軸
は
、
最
終
消

費
者
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
否
か
で
「
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
企
業
・
組
織
」
の
二
つ
に
不
祥
事
を
分
類
し

て
い
る
。

図
表
1
の
右
上
、
第
一
象
限
は
、
規
範
逸
脱
行
為
を
伴
い
、
最
終
消
費
者
に
直
接
的
な
被
害
を
与
え
る
不
祥
事
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
表
示
違
反
・
偽
装
、
品
質
偽
装
、
対
応
が
遅
く
不
祥
事
へ
の
反
省
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
社
会
的
倫
理
逸

脱
、
そ
の
他
の
法
令
違
反
が
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
第
二
象
限
（
左
上
）
は
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
対
策
不
備
に
起
因
す
る
不
祥
事
で
あ
り
、
欠
陥
商
品
の
回
収
、
特
許

訴
訟
、
顧
客
情
報
漏
え
い
な
ど
で
あ
る
。
第
三
象
限
（
左
下
）
は
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
企
業
・
組
織
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
だ

が
規
範
逸
脱
行
動
で
は
な
く
対
策
不
備
に
よ
る
不
祥
事
で
あ
る
。
火
災
な
ど
の
生
産
拠
点
の
損
壊
、
環
境
汚
染
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

ま
た
、
第
四
象
限
（
右
下
）
は
、
最
終
消
費
者
に
直
接
的
な
被
害
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
規
範
逸
脱
行
為
を
伴
う
不
祥
事
で
あ
る
。
製

品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
企
業
そ
の
も
の
規
範
逸
脱
行
為
で
あ
り
、
総
会
屋
利
益
供
与
、
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記

載
、
談
合
、
横
領
・
贈
収
賄
な
ど
の
背
任
・
特
別
背
任
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
粉
飾
、
経
営
者
の
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
な
ど
の
社

会
的
倫
理
逸
脱
な
ど
が
あ
て
は
ま
る
。

さ
ら
に
、
図
表
2
は
図
表
1
の
分
類
に
よ
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
社
会
的
倫
理
逸
脱
は

図
表
2
の
第
一
象
限
（
右
上
）
と
第
四
象
限
（
右
下
）
の
二
カ
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
製
品
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
対
応
が

七
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遅
く
不
祥
事
へ
の
反
省
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
三

菱
自
動
車
工
業
の
リ
コ
ー
ル
事
件
な
ど
は
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
。
後

者
は
企
業
・
組
織
に
関
わ
る
も
の
で
違
法
で
は
な
い
が
、
社
会
的
規

範
に
て
ら
し
て
問
題
が
あ
る
事
案
、
た
と
え
ば
反
社
会
的
勢
力
と
の

つ
き
あ
い
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
三
菱
自
動
車
工
業
は
第
一

象
限
、
第
二
象
限
の
両
方
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
象
限
は
製

品
そ
の
も
の
の
欠
陥
に
対
す
る
対
策
不
備
が
原
因
の
不
祥
事
、
第
一

象
限
は
そ
の
対
応
が
不
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
不
祥
事
と

い
う
意
味
で
別
々
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

北
見
は
こ
の
分
類
に
し
た
が
い
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
の

両
年
に
報
道
さ
れ
た
企
業
不
祥
事
を
調
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
七
件
、

一
八
〇
件
を
採
集
し
た
。
両
年
を
合
計
し
た
三
一
七
件
の
う
ち
製

品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
対
策
不
備
が
二
四
三
件
、
次
い
で
組
織
レ

ベ
ル
の
規
範
逸
脱
が
四
五
件
と
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
七
六
％
と
一
四
％

と
、
両
者
で
報
道
さ
れ
た
企
業
不
祥
事
の
九
割
を
占
め
て
い
る
。
な

お
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
規
範
逸
脱
は
一
三
件
で
四
％
、
企

業
レ
ベ
ル
で
の
対
策
不
備
が
一
七
件
で
五
％
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
〇

図表 1　北見（2010）による企業不祥事の分類

ＳＣ：ソーシャル・キャピタル

（出所）北見幸一『企業社会関係資本と市場評価』p.74に基づき稲葉加筆
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年
の
件
数
を
二
〇
〇
〇
年
と
比
較
す
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

一
三
七
件
か
ら
一
八
〇
件
へ
と
三
一
％
増
加
し
て
お
り
、
な
か
で
も

組
織
レ
ベ
ル
の
規
範
逸
脱
が
一
三
件
か
ら
三
二
件
へ
と
二
・
五
倍
と

な
り
、
こ
の
分
類
の
不
祥
事
が
全
体
の
二
割
近
く
で
あ
る
一
八
％
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
目
立
っ
て
い
る
。

わ
が
国
の
一
九
四
五
年
以
降
二
〇
〇
七
年
一
月
ま
で
の
主
だ
っ
た

企
業
不
祥
事
を
採
録
し
た
企
業
不
祥
事
事
典
（
7
）

を
参
考
に
、
一
四
七

ケ
ー
ス
を
北
見
の
分
類
で
再
分
類
す
る
と
、
図
表
3
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
組
織
レ
ベ
ル
の
規
範
逸
脱
が
全
体
の
五
七
％
を
占
め
る
。
逆

に
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
対
策
不
備
は
全
体
の
一
二
％
を
占

め
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ

る
不
祥
事
は
大
部
分
が
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
対
策
不
備
で
あ

る
が
、
重
大
企
業
不
祥
事
は
圧
倒
的
に
組
織
レ
ベ
ル
の
規
範
逸
脱
が

多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

北
見
の
分
類
は
不
祥
事
の
特
性
か
ら
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

間
嶋
は
組
織
不
祥
事
を
起
こ
し
た
当
事
者
の
立
場
か
ら
分
類
し
て
い

る
（
8
）

。
図
表
4
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
間
嶋
は
組
織
不
祥
事
が
、
①
意

図表 2　企業不祥事の具体例

（出所）北見幸一『企業社会関係資本と市場評価』p.74に基づき稲葉作成
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図
的
か
否
か
、
②
個
人
的
か
組
織
的
か
、

の
二
つ
の
観
点
か
ら
分
類
し
て
い
る
。
こ

の
分
類
に
よ
れ
ば
、
着
服
や
横
領
は
個
人

的
か
つ
意
図
的
な
不
祥
事
、
作
業
ミ
ス
な

ど
の
局
所
的
事
故
は
個
人
的
か
つ
意
図
せ

ざ
る
不
祥
事
、
隠
蔽
や
改
ざ
ん
は
組
織
的

で
意
図
的
な
不
祥
事
、
大
規
模
な
組
織
事

故
は
組
織
的
で
意
図
せ
ざ
る
不
祥
事
、
と

し
て
い
る
。
北
見
と
間
嶋
の
分
類
を
比
較

す
る
と
、
間
嶋
の
意
図
的
か
否
か
、
と
い

う
分
類
は
、
北
見
の
規
範
逸
脱
行
動
か
対

策
不
備
か
、
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
（
9
）

。
し

か
し
、
間
嶋
の
個
人
的
か
組
織
的
か
と
い

う
分
類
は
、
北
見
の
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に

か
か
わ
る
も
の
か
企
業
・
組
織
に
関
わ
る

も
の
か
、
と
い
う
分
類
と
本
質
的
に
異
な

る
次
元
を
扱
っ
て
い
る
。
両
者
と
も
「
企

図表 3　北見の分類による主要不祥事147ケースの内訳

図表 4　間嶋による組織不祥事の分類

個人的 組織的

意
図
的

Ａ
個人的で意図的な企業不祥事

着服、横領

Ｃ
組織的で意図的な企業不祥事

隠蔽、改ざん

非
意
図
的

Ｂ
個人的で意図せざる企業不祥事
作業ミスなどによる局所的事故

Ｄ
組織的な意図せざる企業不祥事

大規模な組織事故

（出所）2013年 3 月15日　企業不祥事研究会（於：日本大学法学部）における間
嶋崇講演「組織の不祥事／倫理研究の現在と未来」資料
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業
・
組
織
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
が
、
間
嶋
は
不
祥
事
を
起
こ
し
た
当
事
者
が

個
人
か
組
織
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
類
で
あ
る
の
に
対
し
、
北
見
は
不
祥
事
の
特
性

が
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
組
織
に
関
わ
る
も
の
か
、
と
い

う
観
点
か
ら
の
分
類
で
あ
る
の
で
、
カ
ネ
ボ
ウ
の
美
白
化
粧
品
事
故
（
10
）

の
よ
う
に
、
北
見

の
分
類
に
よ
れ
ば
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
不
祥
事
で
も
、
間
嶋
の
分
類
に
よ
れ
ば

組
織
に
よ
る
不
祥
事
に
分
類
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
わ
が
国
の
一
九
四
五
年
以
降
二
〇
〇
七
年
一
月
ま
で
の
主
だ
っ
た
企
業

不
祥
事
を
採
録
し
た
上
述
の
『
企
業
不
祥
事
事
典
』
を
参
考
に
、
一
四
七
件
の
不
祥
事

を
間
嶋
の
分
類
で
再
分
類
す
る
と
、
図
表
5
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
組
織
的
か
つ
意
図

的
な
不
祥
事
（
11
）

が
全
体
の
五
四
％
と
過
半
を
占
め
、
こ
れ
に
組
織
的
か
つ
非
意
図
的
な
も

の
一
九
％
を
加
え
る
と
七
三
％
が
組
織
的
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
個
人
的
な
も
の

は
二
七
％
に
す
ぎ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
企
業
不
祥
事
の
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、
不
祥
事
を
起
こ
し
た
当

事
者
の
観
点
か
ら
の
分
類
と
不
祥
事
自
体
の
特
性
か
ら
の
分
類
の
二
つ
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
主
要
な
企
業
不
祥
事
一
四
七
件
に
両
者
の
分
類
を
適
用
す
る
と
、
不
祥
事

の
性
質
か
ら
み
れ
ば
、
大
部
分
は
組
織
・
企
業
に
関
わ
る
問
題
か
つ
規
範
逸
脱
で
あ
る

が
、
不
祥
事
の
主
体
か
ら
の
分
類
で
も
個
人
よ
り
も
む
し
ろ
組
織
・
企
業
内
の
ネ
ッ
ト

図表 5　間嶋の分類による主要企業不祥事147ケースの内訳

（資料）斎藤 憲『企業不祥事辞典─ケーススタディ 150』を参考に筆者作成
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強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
五
九
三
）

ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
当
初
意
図
せ
ざ
る
も
の
で
も
、
そ
の
対
応
の
過
程
で
意
図
的
な
も
の
へ
変
容
し
て
い

る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
る
と
、
不
祥
事
の
当
事
者
レ
ベ
ル
で
み
れ
ば
、
主
要
不
祥
事
の
大
部
分
は
組
織
レ
ベ
ル
の
意
図
し
た

不
祥
事
で
あ
る
。

二　

な
ぜ
不
祥
事
が
起
こ
る
の
か

日
本
監
査
役
協
会
の
分
析

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
企
業
不
祥
事
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
監
査
役
協
会
が
二
〇
〇
三
年
に
発
表
し
た
『
企
業
不
祥
事
防
止
と
監

査
役
の
役
割
』
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
三
年
一
月
ま
で
の
三
年
間
に
わ
た
る
新
聞
紙
上
等
に
報
道
さ
れ
た
事
例
約
三
〇
〇
件

を
研
究
し
、
不
祥
事
を
以
下
の
五
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。

（
一
）　

経
営
ト
ッ
プ
が
ワ
ン
マ
ン
で
あ
っ
た
り
、
倫
理
観
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
ケ
ー
ス
。

（
二
）　

特
定
分
野
で
業
界
規
制
法
令
の
抜
け
穴
を
通
る
商
行
為
を
行
っ
た
り
、
特
殊
分
野
で
聖
域
化
し
他
部
門
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

が
働
き
に
く
い
こ
と
を
盾
に
、
情
報
伝
達
ル
ー
ト
を
遮
断
し
た
り
、
真
実
の
報
告
を
し
な
く
な
っ
た
り
し
て
起
き
る
ケ
ー
ス
。

（
三
）　
「
保
守
的
・
守
旧
的
な
企
業
の
場
合
は
、
長
年
の
慣
行
が
改
め
ら
れ
に
く
い
の
で
、
不
正
・
不
当
な
慣
行
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
改
善
さ
れ
に
く
く
、
不
祥
事
が
発
生
す
る
土
壌
が
形
成
さ
れ
や
す
く
な
る
。
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
そ
の
存
在
そ

の
も
の
に
目
を
つ
ぶ
ろ
う
と
し
、
そ
の
た
め
、
統
制
活
動
や
情
報
・
伝
達
は
そ
の
場
の
ご
都
合
主
義
に
終
わ
り
、
監
視
機
能
は
正

常
に
作
動
し
な
く
な
る
。」（
日
本
監
査
役
協
会
二
〇
〇
三
、
三
頁
）
と
い
っ
た
企
業
文
化
、
風
土
に
根
ざ
す
ケ
ー
ス
。

（
四
）　

平
素
の
危
機
管
理
不
徹
底
に
よ
る
個
人
犯
罪
・
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
の
ケ
ー
ス
（
12
）

。
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四
）

（
五
）　
「
世
の
中
全
体
が
一
つ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
適
法
・
社
会
的
に
も
許
さ
れ
る
と
し
て
行
為
を
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
不

祥
事
化
す
る
ケ
ー
ス
」（
日
本
監
査
役
協
会
二
〇
〇
三
、
は
じ
め
に
）。

樋
口
（
二
〇
一
二
）
の
三
分
類
・
因
果
表
示
法

上
記
の
ケ
ー
ス
分
け
は
、
不
祥
事
の
現
状
分
析
か
ら
直
接
的
な
原
因
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
樋
口
（
二
〇
一
二
）
は
よ
り
詳
細
な

「
三
分
類
・
因
果
表
示
法
（
13
）

」
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
組
織
不
祥
事
の
原
因
メ
カ
ニ
ズ
ム
分
析
の
た
め
に
、
原
因
を
直
接
原
因
、
Ⅰ
種

潜
在
的
原
因
、
Ⅱ
種
潜
在
的
原
因
の
三
分
類
を
し
た
う
え
で
因
果
関
係
を
検
討
す
る
も
の
で
、
直
接
原
因
を
「
組
織
不
祥
事
を
発
現
さ
せ

る
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
た
問
題
行
動
（
不
作
為
を
含
む
）
で
あ
り
、
因
果
関
係
の
連
鎖
の
中
で
は
最
下
流
に
位
置
す
る
原
因
」、
潜
在
的

原
因
を
「
直
接
原
因
を
誘
発
又
は
助
長
し
た
因
果
関
係
に
連
な
る
組
織
上
の
問
題
点
」
と
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
潜
在
的
原
因
を
Ⅰ

種
と
Ⅱ
種
に
分
け
、
Ⅰ
種
潜
在
的
原
因
を
「
直
接
原
因
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
リ
ス
ク
管
理
の
不
備
に
関
す
る
原
因
」、
Ⅱ
種
を
Ⅰ

種
以
外
の
潜
在
的
原
因
と
し
て
い
る
。（
三
四
│
三
五
頁
）

樋
口
は
一
八
件
の
組
織
不
祥
事
に
つ
い
て
の
分
析
に
基
づ
き
、
Ⅱ
種
潜
在
的
原
因
と
し
て
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
影
響
、
作
業
効
率

の
追
求
・
コ
ス
ト
の
削
減
の
影
響
、
成
果
主
義
の
影
響
、
組
織
文
化
の
影
響
の
四
類
型
を
あ
げ
て
い
る
。

た
と
え
ば
二
〇
〇
六
年
の
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
グ
ル
ー
プ
の
証
券
取
引
法
違
反
事
件
（
14
）

に
つ
い
て
は
、
直
接
原
因
が
「
Ｅ
Ｂ
債
の
発
行
期

日
の
操
作
に
よ
り
巨
額
の
評
価
益
を
不
正
に
計
上
し
た
こ
と
」、
Ｉ
種
潜
在
的
原
因
が
「
発
行
期
日
の
操
作
を
経
営
幹
部
が
黙
認
、
財
務

担
当
者
の
視
野
狭
窄
、
特
殊
な
会
計
ル
ー
ル
（
Ｖ
Ｃ
条
項
）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
」、
Ⅱ
種
潜
在
的
原
因
が
「
成
果
主
義
の
影
響
、
子
会
社

で
の
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
（
15
）

の
発
生
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
育
成
の
政
策
判
断
」
と
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
直
接
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原
因
は
不
祥
事
の
発
端
と
な
っ
た
事
象
で
、
不
祥
事
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
種
潜
在
的
原
因
（
直
接
原
因
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の

リ
ス
ク
管
理
の
不
備
に
関
す
る
原
因
）
は
、
企
業
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
不
備
、
Ⅱ
種
潜
在
的
原
因
は
お
も
に
組
織
が
お
か
れ
た
環
境
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
樋
口
の
分
析
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
影
響
し
あ
っ
て
生
じ
る
組
織
不
祥
事
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
検
討
す
る
ツ
ー

ル
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
。

組
織
文
化
論
モ
デ
ル

こ
の
ほ
か
、
直
接
企
業
不
祥
事
の
原
因
を
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
間
嶋
（
二
〇
〇
七
）
は
ギ
デ
ン
ズ
の
構
造
化
理
論
を
も
と
に

ラ
ン
ソ
ン
＆
ヒ
ニ
ン
グ
ス
＆
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
お
よ
び
バ
ー
リ
ー
ら
を
参
考
に
、
経
営
組
織
を
個
人
行
為
（
相
互
行
為
）、
構
造
（
文
化
）、

両
者
の
間
を
橋
渡
し
す
る
「
様
相
（m

odality

）」
の
三
つ
の
側
面
か
ら
と
ら
え
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
に
、
相
互
行
為
に
は
①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
②
道
徳
性
、
③
権
力
、
様
相
性
に
は
④
解
釈
図
式
、
⑤
規
範
、
⑥
便
益
、
構
造
に
は
⑦
意
味
作
用
、
⑧
正
当
化
、
⑨
支
配
の
計

九
つ
の
要
素
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
（
構
造
化
し
て
）
組
織
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
組
織
文
化
論
モ
デ
ル
を
企
業
不

祥
事
の
分
析
に
も
応
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
間
嶋
は
「
構
造
化
の
9
つ
の
要
素
を
使
っ
て
組
織
不
祥
事
の
原
因
と
経
緯
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
組
織
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」（
一
五
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
東
海

村
臨
界
事
故
、
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
付
属
病
院
患
者
取
り
違
い
事
故
、
東
京
女
子
医
科
大
学
病
院
医
療
事
故
隠
蔽
事
件
、
三
菱
自
動
車

リ
コ
ー
ル
隠
し
事
件
の
四
つ
の
組
織
不
祥
事
の
分
析
か
ら
、
上
述
の
九
つ
の
要
素
の
う
ち
、「
支
配
・
便
益
・
権
力
の
変
化
」
が
「
正
当

化
・
規
範
・
道
徳
性
」
を
変
化
さ
せ
、「
違
反
行
為
を
得
な
も
の
、
正
当
な
も
の
、
そ
う
す
べ
き
も
の
と
誤
認
さ
せ
、」「
道
徳
心
を
ゆ
が

め
さ
せ
る
よ
う
な
時
期
が
当
初
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
意
味
秩
序
・
解
釈
図
式
・
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
に
ま
で
影
響
が
及
び
、
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違
反
行
為
が
日
常
的
な
当
た
り
前
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
」（
一
五
一
頁
）
と
し
て
い
る
。

会
議
の
あ
り
か
た
に
内
在
す
る
問
題

ま
た
、
岡
本
浩
一
・
今
野
裕
之
（
二
〇
〇
六
）
は
、
Ｊ
Ｃ
Ｏ
事
故
、
山
一
証
券
破
綻
、
エ
ン
ロ
ン
事
件
、
東
電
シ
ュ
ラ
ウ
ド
不
報
告
事

例
、
三
菱
自
動
車
リ
コ
ー
ル
不
報
告
の
分
析
に
基
づ
き
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
役
割
が
無
視
で
き
る
ほ
ど
小
さ
」
く
「
ど
の
不
祥
事

で
も
、
決
定
内
容
の
危
険
や
非
倫
理
性
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
違
反
的
行
為
が
積
極
的
に
意
思
決
定
さ
れ
て
い
た
」（
ⅰ
頁
）
こ
と
か
ら
、

会
議
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
が
不
祥
事
を
惹
起
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

「
違
反
的
原
案
の
違
反
的
要
素
を
指
摘
す
る
発
言
を
抑
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
現
行
の
意
思
決
定
手
続
き
の
な
か
に
結
果
的
に
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
自
明
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
事
実
、
会
議
の
招
集
者
が
議
長
と
主
要
提
案
者
を
兼
ね
て
議
事
を
進
め
る
と
い
う
日
本
の
会
議
の
平
均
的
な
姿
は
、

欧
米
の
会
議
に
慣
れ
た
人
に
は
異
様
な
光
景
で
あ
る
し
、
全
員
一
致
が
「
な
ん
と
な
く
」
規
範
と
み
な
さ
れ
て
い
な
が
ら
じ
つ
は
評
決
基
準
が
あ
い

ま
い
で
、
紛
糾
す
る
と
次
第
に
投
票
を
指
向
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
江
戸
幕
府
の
評
定
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
牧
歌
的
、
か
つ
行
き
当
た
り
ば
っ
た

り
の
手
続
き
が
多
く
の
組
織
で
生
き
残
っ
て
い
る
。
そ
の
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
組
織
の
最
上
層
部
が
つ
け
込
み
、
横
車
を
押
し
て
不
祥
事
に

至
っ
た
例
が
多
い
。」（
ⅱ
頁
、
ま
え
が
き
）

「
日
本
の
会
議
で
は
、
役
職
者
が
議
長
を
務
め
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
議
長
が
提
案
者
を
兼
ね
て
い
た
り
、
腹
心
が
提
案
を

出
す
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
自
分
が
提
案
し
て
い
る
議
案
の
説
明
を
ひ
と
通
り
終
え
る
と
、
議
長
が
「
ご
質
問
、
ご
異
存
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
？
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
目
に
も
の
を
言
わ
さ
ん
と
ば
か
り
に
周
囲
を
に
ら
み
倒
し
、
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
ム
ー
ド
の
な
か
で
原
案
を
通
し

て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
お
手
盛
り
会
議
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
議
事
が
紛
糾
す
る
こ
と
を
も
っ
と
も
嫌
っ
て
い
る
の
が
当
の
議
長
で
あ
り
、

場
の
空
気
を
読
ん
だ
出
席
者
は
遠
慮
や
、
波
風
を
立
て
た
く
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
ん
ま
り
を
決
め
込
む
。
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
「
満
場
一
致
」

八
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と
み
な
す
と
い
う
強
引
な
や
り
方
で
あ
る
。」（
七
頁
）

つ
ま
り
、
議
長
と
議
案
提
案
者
が
同
じ
で
は
公
正
で
冷
静
な
議
論
が
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
岡
野
・
今
野
は
、
危
険
性
の
高

い
原
案
で
も
会
議
の
メ
ン
バ
ー
構
成
で
日
和
見
主
義
者
（
16
）

が
多
い
ほ
ど
、
主
導
者
の
後
に
発
言
し
よ
う
と
す
る
追
随
者
が
多
い
ほ
ど
、
可
決

さ
れ
る
確
率
が
高
い
こ
と
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
実
証
し
て
い
る
。
洞
ヶ
峠
を
決
め
込
む
日
和
見
主
義
者
や
、
と
り
ま
き
と
し
て
発
言

す
る
追
随
者
が
多
い
ほ
ど
、
誤
っ
た
決
定
を
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
岡
野
・
今
野
の
提
起
し
て
い
る
問
題
（
議
長
と
議
案
提
案
者
が
同
じ
で
は
公
正
で
冷
静
な
議
論
は
で
き
な
い
）
は
企
業
統
治
の
分
野
で

は
以
前
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
国
政
で
は
、
独
裁
国
家
以
外
で
首
相
が
国
会
の
議
長
を
兼
ね
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
が
、
企
業
で
は
業

務
執
行
の
最
高
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
が
取
締
役
会
議
長
を
兼
務
す
る
こ
と
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
欧
米
で
も
普
通
に
行
な
わ
れ
て
き
た

た
め
、
一
九
九
二
年
に
発
表
さ
れ
英
国
の
企
業
統
治
の
原
典
と
な
っ
た
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
で
は
両
職
の
分
離
が
提
言
さ
れ
て
い
た
（
17
）

。
そ

れ
か
ら
二
〇
年
を
経
た
現
在
、
英
国
で
は
両
職
の
分
離
が
普
通
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
過
半
の
上
場
企
業
が
両
職
を
分
離
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
は
英
米
の
取
締
役
会
に
あ
た
る
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
と
執
行
役
員
と
の
兼
務
は
そ
も
そ
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
必
然
的
に

兼
務
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
少
遅
れ
て
い
る
が
、
流
れ
と
し
て
は
分
離
の
方
向
に
あ
る
。

会
議
で
議
長
と
提
案
者
が
同
一
で
あ
る
こ
と
の
問
題
点
、
か
つ
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
日
和
見
主
義
者
、
追
随
者
が
多
い
ほ
ど
誤
っ
た
結

論
に
至
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
く
わ
え
、
岡
野
・
今
野
（
二
〇
〇
六
）
は
属
人
思
考
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
著
者
ら
は
、
組
織
的
不
祥
事
の
原
因
と
し
て
「
属
人
思
考
」
と
い
う
風
土
を
定
義
し
、
測
定
方
法
を
確
定
し
た
。
属
人
思
考
と
は
、
仕
事
に
か

八
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か
わ
る
判
断
や
意
思
決
定
の
過
程
で
、「
そ
の
提
案
は
自
社
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
る
か
否
か
」
と
い
っ
た
「
こ
と
が
ら
」
の
是
非
よ
り
も
、「
誰
が

提
案
者
か
」「
支
持
者
は
誰
か
」
な
ど
と
「
人
」
の
要
素
を
重
く
扱
う
思
考
で
あ
る
。（
中
略
）
属
人
思
考
の
強
い
職
場
で
は
、
対
人
関
係
が
不
適
切

に
濃
密
と
な
り
、
組
織
ナ
ル
シ
ズ
ム
が
強
く
、
権
威
主
義
的
、
懲
罰
的
に
な
る
。
同
じ
事
案
で
も
「
誰
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
で
採
否
や
取
扱
い

に
大
き
な
差
が
生
じ
る
こ
と
が
常
態
化
す
る
。」（
二
四
│
二
五
頁
）

つ
ま
り
「
属
人
思
考
と
組
織
的
違
反
の
間
に
非
常
に
強
い
関
連
が
確
認
さ
れ
、
属
人
思
考
の
排
除
が
、
風
土
刷
新
、
お
よ
び
組
織
的
違
反
の
防
止

に
有
効
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
き
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」（
二
五
頁
）

彼
ら
は
、
意
志
決
定
の
手
続
き
遵
守
、
組
織
風
土
管
理
、
内
部
申
告
管
理
、
職
業
的
自
尊
心
の
管
理
の
四
つ
が
有
効
に
維
持
管
理
さ
れ

れ
ば
、
組
織
の
反
社
会
的
な
体
質
が
改
善
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（
九
一
頁
）。

集
団
決
定
の
陥
穽
│
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク

上
記
の
樋
口
に
よ
る
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券
の
不
正
会
計
事
件
の
分
析
で
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
（groupthink

）
と
い
う
概
念
が
で
て
い

た
が
、
こ
れ
は
、Irving Janis

（1972; 1982

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
、
集
団
で
の
決
定
が
過
ち
を
も
た
ら
す
現
象
を
い
う
。

Janis

（1972

）
は
朝
鮮
戦
争
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
、
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
、
キ
ュ
ー
バ
侵
攻
、
さ
ら
にJanis

（1982

）
で
は
こ
れ
ら
に
加
え

て
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
を
分
析
し
て
い
る
。
企
業
で
は
な
く
、
外
交
・
政
治
判
断
に
関
し
て
の
分
析
だ
が
、
そ
の
内
容
は
す
べ
て
の

集
団
決
定
に
該
当
す
る
。
ア
ー
ヴ
ィ
ン
・
ジ
ャ
ニ
ス
は
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
を
「
メ
ン
バ
ー
が
凝
集
的
な
内
集
団
に
深
く
関
与
し
、
全
員
一

致
を
求
め
る
あ
ま
り
、
代
替
策
の
現
実
的
な
評
価
を
行
う
動
機
を
失
う
時
、
陥
る
思
考
モ
ー
ド
」（Janis, 1982, p.9

）
と
定
義
し
て
い
る
。

グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
が
生
じ
る
背
景
と
し
て
、
意
思
決
定
者
が
凝
集
的
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
り
、
組
織
構
造
的
な
問
題
（structural faults 
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of the organization

）
と
誘
発
的
な
状
況
文
脈
（provocative situational context

）
を
伴
う
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。

組
織
構
造
的
な
問
題
と
は
、
①
隔
離
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
、
②
公
正
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
伝
統
の
欠
如
、
③
秩
序
だ
っ
た
手
続
を
求
め
る

規
範
の
欠
如
、
④
メ
ン
バ
ー
の
社
会
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
主
義
の
同
質
性
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
誘
発
的
な
状
況
文
脈
と
は
①
リ
ー

ダ
ー
の
解
決
策
よ
り
良
い
解
決
策
を
期
待
で
き
な
い
と
い
う
外
部
脅
威
か
ら
の
強
い
ス
ト
レ
ス
、
②
ａ
．
メ
ン
バ
ー
の
無
能
が
明
ら
か
な

最
近
の
失
敗
、
ｂ
．
自
己
効
力
感
を
低
下
さ
せ
る
意
思
決
定
タ
ス
ク
の
大
き
な
困
難
、
ｃ
．
倫
理
基
準
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
代
替
策
以
外

に
代
替
策
が
な
い
モ
ラ
ル
デ
ィ
レ
ン
マ
な
ど
か
ら
く
る
自
負
心
の
低
下
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
（
18
）

。

凝
集
的
グ
ル
ー
プ
に
、
組
織
構
造
的
な
問
題
（structural faults of the organization

）
と
誘
発
的
な
状
況
文
脈
（provocative 

situational context

）
を
伴
う
と
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
が
起
こ
り
や
す
い
が
、
ジ
ャ
ニ
ス
は
そ
の
症
状
と
し
て
以
下
の
八
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

①
極
端
な
リ
ス
ク
を
取
る
こ
と
を
助
長
す
る
過
度
な
楽
観
主
義
を
う
む
組
織
が
安
泰
だ
と
い
う
幻
想

②
メ
ン
バ
ー
が
警
告
を
軽
視
し
自
ら
の
仮
定
の
再
検
討
を
し
な
い
集
団
的
正
当
化

③
メ
ン
バ
ー
が
自
分
た
ち
の
大
義
の
正
当
性
を
信
奉
し
、
そ
の
た
め
、
自
分
た
ち
の
決
定
が
も
た
ら
す
倫
理
的
な
い
し
は
道
徳
的
結
果

を
無
視
す
る
道
徳
性
へ
の
盲
信

④
「
敵
」
へ
の
否
定
的
な
見
方
の
た
め
争
い
ご
と
に
対
す
る
効
果
的
な
対
応
は
不
要
と
す
る
外
部
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
定
型
化
し
た

見
方

⑤
グ
ル
ー
プ
の
見
解
へ
の
反
対
意
見
表
明
を
さ
せ
な
い
、
意
見
を
異
に
す
る
者
へ
の
直
接
的
な
圧
力

⑥
グ
ル
ー
プ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
の
乖
離
や
疑
念
を
表
明
さ
せ
な
い
自
己
検
閲

⑦
多
数
派
意
見
や
判
断
は
全
員
一
致
で
あ
る
と
想
定
す
る
、
全
員
一
致
の
幻
想
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⑧
グ
ル
ー
プ
の
凝
集
性
、
見
解
、
決
定
な
ど
に
問
題
と
な
る
、
な
い
し
は
矛
盾
す
る
情
報
か
ら
グ
ル
ー
プ
と
指
導
者
を
守
ろ
う
と
す
る

自
薦
の
用
心
棒
（self-appointed m

indguards

） 
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
の
結
果
は
、
①
代
替
策
の
調
査
不
足
、
②
目
的
の
調
査
不
足
、
③
好
ま
れ
た
選
択
の
リ
ス
ク
の
検
討
が
お
ろ
そ
か
に

な
る
、
④
当
初
否
決
さ
れ
た
代
替
策
の
再
検
討
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
、
⑤
情
報
の
検
索
が
不
十
分
、
⑥
手
元
に
あ
る
情
報
の
処
理
に
選
択

的
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
、
⑦
失
敗
し
た
と
き
の
プ
ラ
ン
の
検
討
の
欠
如
、
⑧
成
功
の
可
能
性
が
低
い
、
な
ど
と
な
る
。

凝
集
性
の
高
さ
、
換
言
す
れ
ば
ま
と
ま
り
の
よ
さ
が
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
誤
っ
た
判
断
へ
と
導
く
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

以
上
、
企
業
不
祥
事
が
生
じ
る
背
景
に
つ
い
て
の
五
つ
の
先
行
研
究
を
紹
介
し
て
き
た
。
不
祥
事
の
背
景
の
分
析
に
は
、
不
祥
事
自
体

の
性
格
の
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
不
祥
事
を
起
こ
し
た
当
事
者
の
分
析
、
不
祥
事
の
原
因
間
の
関
連
の
分
析
な
ど
の
多
面
的
な
視
点
が
必

要
と
な
る
。
日
本
監
査
役
協
会
の
調
査
で
は
、
不
祥
事
の
な
か
で
重
大
な
も
の
は
、
多
く
の
場
合
、
経
営
者
、
と
く
に
ワ
ン
マ
ン
経
営
者

が
関
与
し
て
い
る
事
案
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
集
団
に
よ
る
決
定
は
、
そ
の
集
団
が
、
凝
集
性
が
高
く
、
外
と
隔
離
さ

れ
、
公
正
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
欠
け
、
決
定
手
順
に
関
す
る
規
範
が
な
い
、
同
質
性
の
高
い
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
、
と
い
う
組
織
構
造

的
な
問
題
と
、
誘
発
的
な
状
況
文
脈
（
①
リ
ー
ダ
ー
の
解
決
策
以
上
の
よ
り
よ
い
解
決
策
を
期
待
で
き
な
い
と
い
う
外
部
か
ら
の
脅
威
か
ら
の
強
い

ス
ト
レ
ス
、
②
ａ
．
メ
ン
バ
ー
の
無
能
が
明
ら
か
な
最
近
の
失
敗
、
ｂ
．
自
己
効
力
感
を
低
下
さ
せ
る
意
思
決
定
タ
ス
ク
の
大
き
な
困
難
、
ｃ
．
倫
理
基

準
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
代
替
策
以
外
代
替
策
が
な
い
モ
ラ
ル
デ
ィ
レ
ン
マ
、
な
ど
か
ら
く
る
自
負
心
の
低
下
）
を
伴
う
場
合
は
、
個
人
で
は
起
こ
さ

な
い
よ
う
な
誤
っ
た
決
定
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
決
定
を
行
う
会
議
の
構
成
も
重
要
で
あ
る
。
多
く
の
日
本
の
企
業
の
取
締
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役
会
の
構
成
の
よ
う
に
、
業
務
執
行
を
行
う
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
の
提
案
者
が
議
長
を
兼
ね
る
し
く
み
は
会
議
決
定
の
実
効
性
を
削
ぐ
。
提
案
者

と
議
長
の
兼
務
は
、
属
人
思
考
を
も
た
ら
し
が
ち
で
あ
る
。「
属
人
思
考
の
強
い
職
場
で
は
、
対
人
関
係
が
不
適
切
に
濃
密
と
な
り
、
組

織
ナ
ル
シ
ズ
ム
が
強
く
、
権
威
主
義
的
懲
罰
的
に
な
る
。」
換
言
す
れ
ば
、
ト
ッ
プ
を
中
心
に
メ
ン
バ
ー
同
士
が
緊
密
な
関
係
を
結
ん
で

い
る
企
業
ほ
ど
不
祥
事
を
生
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三　

仮
説

前
節
で
紹
介
し
た
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
・
ジ
ャ
ニ
ス
の
グ
ル
ー
プ
シ
ン
ク
論
で
は
グ
ル
ー
プ
の
凝
集
性
が
高
い
、
つ
ま
り
、
ま
と
ま
り
が
よ

い
ほ
ど
、
個
人
で
は
し
な
い
よ
う
な
誤
っ
た
意
思
決
定
を
グ
ル
ー
プ
と
し
て
犯
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ

の
危
険
性
は
組
織
構
造
的
な
問
題
と
、
誘
発
的
な
状
況
文
脈
に
も
影
響
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
経
営
学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
で
は
、
こ
の

凝
集
性
が
か
ね
て
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
組
織
構
造
的
な
問
題
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
意
味

し
て
い
る
。
組
織
の
構
成
員
間
の
信
頼
・
規
範
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
れ
ら
の
外
部
性
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）

と
呼
ぶ
が
、
凝
集
性
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
一
部
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ジ
ャ
ニ
ス
の
い
う
組
織
構
造
的
な
問
題
は
ま
さ

に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
（
19
）

。

シ
カ
ゴ
大
学
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
コ
ー
ル
マ
ン
は
、
従
来
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
を
敷
衍
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
を
展
開
し
、

組
織
の
構
成
員
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
よ
び
、
そ
の
重
要
性
を
論
じ
た
（C

olem
an, 1988

）。
彼
は
閉
じ
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
信
頼
・
規
範
の
醸
成
に
つ
な
が

る
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
閉
鎖
性
の
効
果
を
論
じ
た
。
そ
の
一
方
で
、
コ
ー
ル
マ
ン
の
弟
子
で
あ
る
シ
カ
ゴ
大
学
の
ロ
ナ
ル
ド
・
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バ
ー
ト
は
、
異
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
間
の
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
よ
び
、
コ
ー
ル
マ
ン
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
外
に
対
し
て
開
か
れ
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
（B
urt, 1992

）。
同
時
に
バ
ー
ト
は
内
部
で
は
ま
と
ま
り
を
も
っ
た

「
凝
集
性
」
を
も
ち
、
か
つ
外
部
に
対
し
て
は
開
か
れ
た
組
織
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
集
団
内
で
は
閉
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
ち
な
が
ら
、
対
外
的
に
は
開
か
れ
た
組
織
こ
そ

が
、
最
大
の
業
績
を
上
げ
る
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
前
節
ま
で
の
先
行
研
究
に
こ
の
バ
ー
ト
の
企

業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
主
張
を
も
織
り
込
み
、
企

業
不
祥
事
へ
応
用
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
研
究

や
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
研
究
で
蓄
積
さ
れ
た
知
見
を
、
企
業
不
祥
事
対
策
を
中
心
と
し
た
経
営
管

理
論
分
野
に
応
用
を
図
る
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
、
そ
の
実
証
を
試
み
る
。

仮
説
一　

外
に
対
し
閉
鎖
性
が
強
い
組
織
で
は
、
不
祥
事
の
頻
度
が
高
い
。

仮
説
二　

凝
集
性
が
高
く
、
か
つ
外
に
対
し
て
閉
鎖
性
が
強
い
組
織
（
図
表
6
のT

ype1

）
は
、
組
織

の
規
範
逸
脱
行
為
に
よ
る
不
祥
事
の
頻
度
が
高
い
。

仮
説
三　

凝
集
性
が
低
く
、
か
つ
外
に
対
し
て
閉
鎖
性
が
強
い
組
織
（
図
表
6
のT

ype2

） 

は
、
製
品

に
関
す
る
不
具
合
に
起
因
す
る
不
祥
事
の
頻
度
が
高
い
。　
　

図表 6　組織の形態と凝集性
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仮
説
四　

凝
集
性
が
高
く
、
か
つ
外
に
対
し
て
開
か
れ
た
組
織
（
図
表
6
のT

ype3

）
で
は
、
不
祥
事
の
頻
度
が
低
い
。

四　

実
証
研
究　

企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
業
績
と
の
相
関

前
節
で
は
凝
集
性
を
含
ん
だ
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
不
祥
事
に
関
す
る
仮
説
を
提
示
し
た
が
、
そ
も
そ
も
企
業
内
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
企
業
業
績
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
東
証
一
部
上
場
企
業
の
二
〇
〇
〇
年
と

二
〇
一
〇
年
両
年
の
役
員
デ
ー
タ
に
よ
り
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
企
業
業
績
と
の
関
係
を
検
証
し
た
い
。

企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
指
標
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
社
長
を
基
準
と
し
た
、
他
の
取
締
役
・
監
査
役

と
の
平
均
年
齢
差
、
社
長
と
序
列
二
の
役
員
の
間
の
年
齢
差
、
社
外
役
員
の
有
無
、
役
員
の
生
え
抜
き
度
（
勤
続
月
数
／
最
終
学
歴
終
了
後

の
月
数
（
20
）

）
を
算
出
し
た
。

一
方
、
企
業
の
業
績
の
指
標
と
し
て
、
過
去
一
〇
年
間
の
平
均
売
上
高
伸
び
率
（
成
長
率
）、
平
均
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
利
益
率
）、
平
均
負
債
比
率

（
安
定
性
）、
こ
れ
ら
三
指
標
の
業
界
平
均
か
ら
の
か
い
離
、
東
京
証
券
取
引
所
が
算
出
し
た
株
価
の
ベ
ー
タ
値
と
株
価
収
益
率
（
21
）

を
と
り
、

企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
指
標
と
企
業
業
績
の
指
標
と
の
間
の
相
関
を
分
析
す
る
。
な
お
、
財
務
諸
表
に
関
す
る
数
値
は
す
べ

て
当
該
企
業
の
有
価
証
券
報
告
書
に
依
っ
て
い
る
。

東
証
一
部
上
場
企
業
の
社
長
デ
ー
タ
と
社
長
を
中
心
に
み
た
役
員
構
成
の
概
要

そ
れ
で
は
、
上
記
の
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
指
標
か
ら
み
た
東
証
一
部
上
場
企
業
の
役
員
構
成
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
表
7
は
社
長
の
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
。

八
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
〇
四
）

二
〇
一
〇
年
時
点
で
の
、
東
証
一
部
上
場
企
業
の
社
長
の
平
均
値
は
、
勤
続
二
六
年
三
カ
月
（
三
一
五
カ
月
）、
役
員
在
任
一
三
年
一
カ

月
（
一
五
七
カ
月
）、
社
長
在
任
五
年
一
一
カ
月
（
七
一
カ
月
）、
年
齢
六
〇
歳
、
他
の
取
締
役
よ
り
五
・
九
歳
、
監
査
役
よ
り
一
・
五
歳
、
序

列
二
番
目
の
役
員
よ
り
四
・
四
歳
、
そ
れ
ぞ
れ
年
上
で
あ
る
。
た
だ
し
、
平
均
値
は
役
員
在
任
期
間
が
超
長
期
に
わ
た
る
者
と
外
部
か
ら

迎
え
入
れ
ら
れ
た
者
の
両
者
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
中
央
値
で
み
る
ほ
う
が
実
態
に
近
い
。
中
央
値
で
み
る
と
、
社
長
は
勤
続

三
一
年
三
カ
月
（
三
七
五
カ
月
）
と
平
均
値
よ
り
も
五
年
長
く
、
年
齢
は
六
一
歳
と
一
歳
高
く
、
逆
に
役
員
在
任
期
間
一
〇
年
二
カ
月

（
一
二
二
カ
月
）、
社
長
在
任
期
間
三
年
二
カ
月
（
三
八
カ
月
）
は
と
と
も
に
平
均
値
よ
り
三
年
ほ
ど
短
い
。
年
齢
差
は
、
他
の
取
締
役
よ
り

五
・
六
歳
、
監
査
役
よ
り
二
歳
そ
れ
ぞ
れ
年
上
で
、
平
均
値
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
序
列
二
番
目
の
役
員
と
の
年
齢
差
は
平
均
値
四
・
四

歳
よ
り
も
低
い
三
歳
で
あ
り
、
ワ
ン
マ
ン
度
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

平
均
値
で
み
た
役
員
構
成
は
、
取
締
役
九
・
一
名
（
う
ち
社
外
〇
・
八
名
）、
監
査
役
四
名
（
う
ち
社
外
二
・
五
名
）、
役
員
全
員
（
企
業
単
位
）

の
生
え
抜
き
度
は
〇
・
六
八
二
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
央
値
で
み
る
と
生
え
抜
き
度
は
〇
・
八
九
と
極
め
て
高
い
。
二
〇
一
〇
年
時
点
で
み

て
も
、
役
員
の
ほ
と
ん
ど
は
企
業
内
か
ら
の
登
用
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
と
の
比
較
で
は
、
勤
続
月
数
（
三
二
三
カ
月
）、
役
員
在
任
月
数
が
一
年
程
度
短
く
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
二
〇
一
〇
年
の

ほ
う
が
一
歳
ほ
ど
若
く
な
っ
て
い
る
が
、
生
え
抜
き
度
も
含
め
て
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し
か
し
他
の
役
員
と
の
年
齢
差
は
、
取
締
役
・

監
査
役
と
も
に
年
齢
差
が
二
〇
〇
〇
年
時
点
よ
り
も
一
歳
か
ら
二
歳
縮
ま
っ
て
お
り
、
年
齢
差
か
ら
み
た
社
長
の
ワ
ン
マ
ン
度
は
低
下
し

て
い
る
。
一
方
、
役
員
構
成
は
大
幅
に
変
化
し
て
お
り
、
取
締
役
数
は
平
均
一
三
・
九
名
↓
九
・
一
名
（
う
ち
社
外
〇
・
七
↓
〇
・
八
名
）
へ
ほ

ぼ
五
名
減
と
な
る
一
方
、
監
査
役
は
三
・
八
名
↓
四
名
（
う
ち
社
外
二
・
〇
名
↓
二
・
五
名
）
へ
社
外
監
査
役
を
中
心
に
微
増
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
一
〇
年
間
で
取
締
役
会
の
構
成
人
数
は
一
八
名
弱
か
ら
一
三
名
強
へ
と
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
そ
の
中
に
占
め
る
監
査
役
の
比
率
は
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二
〇
〇
〇
年
時
点
で
の
二
二
％
（
一
七
・
七
人
中
三
・
八
人
）
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
は
三
一
％
（
一
三
・
一
人
中
四
人
）
に
大
幅
に
上
昇
し
、
取

締
役
会
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
強
化
す
る
動
き
が
社
外
取
締
役
で
は
な
く
監
査
役
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
ほ
か
、
図
表
8
か
ら
10
は
、
取
締
役
と
監
査
役
の
概
要
を
社
内
・
社
外
別
に
示
し
て
い
る
。
一
般
に
取
締
役
よ
り
監
査
役
の
方
が
、

ま
た
取
締
役
・
監
査
役
と
も
に
社
内
よ
り
社
外
の
役
員
の
ほ
う
が
年
長
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
比
較
で

も
大
き
な
変
化
は
な
い
。

役
員
構
成
で
み
た
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
指
標
と
企
業
業
績
指
標
の
相
関

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
因
果
関
係
の
推
計
は
行
な
わ
ず
相
関
分
析
に
と
ど
め
て
、
上
記
の
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
指
標

等
と
企
業
業
績
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
図
表
11
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
時
点
で
は
以
下
の
よ
う
な
相
関
が
み
ら
れ

る
。①　

社
長
の
属
性
と
企
業
業
績

社
長
の
役
員
在
任
月
数
と
社
長
在
任
月
数
が
長
い
ほ
ど
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
で
み
た
利
益
率
、
売
上
高
成
長
率
、
両
者
の
業
界
平
均
か
ら
の
プ

ラ
ス
の
乖
離
率
、
株
価
で
み
た
収
益
率
が
高
く
な
る
。
ま
た
、
証
券
市
場
の
β
値
が
低
く
な
る
（
市
場
全
体
の
株
価
変
動
よ
り
株
価
が
安

定
す
る
）。
た
だ
し
、
逆
に
社
長
の
年
齢
が
高
ま
る
ほ
ど
、
利
益
率
、
売
上
高
成
長
率
、
付
加
価
値
率
が
低
く
、
こ
れ
ら
三
指
標
の
業

界
平
均
と
の
比
較
で
も
低
く
な
る
。
ま
た
、
勤
続
月
数
が
長
い
と
、
売
上
高
で
み
た
成
長
率
は
低
く
な
る
。
つ
ま
り
、
役
員
や
社
長
と

し
て
十
分
な
経
験
を
積
む
ほ
ど
企
業
業
績
は
向
上
す
る
が
、
高
齢
に
な
る
と
企
業
業
績
は
低
下
す
る
。
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図
表
7
　
東
証
一
部
上
場
企
業
　
社
長
の
概
要
─
記
述
統
計

2000年
2010年

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

社長

勤
続
月
数

1487
1

647
323.250

388.00
484

a
187.660

1718
0

727
314.830

375.00
472

183.728
役
員
在
任
月
数

1487
1

628
167.070

146.00
134

120.406
1307

2
1261

157.090
122.00

86
128.505

社
長
在
任
月
数

1487
0

608
67.440

38.00
14

92.759
1718

0
673

70.770
38.00

0
95.657

年
齢

1487
35

85
61.200

62.00
64

6.424
1718

29
84

60.060
61.00

63
7.104

取
締
役
と
の
年
齢
差

1147
－
19

40
7.700

7.00
6

7.068
1333

－
26

34
5.940

5.63
2

7.583
監
査
役
と
の
年
齢
差

1147
－
32

33
3.040

3.00
5

7.454
1333

－
35

32
1.520

2.00
1
a

8.164
社
長
と
の
年
齢
差

1147
－
23

38
6.470

6.00
5

6.943
1333

－
26

33
4.370

4.50
4

7.480
序
列
2
と
の
年
齢
差

1147
－
27

37
4.730

4.00
4

8.602
1331

－
28

42
4.350

3.00
3

8.769
取
締
役
数

1146
3

56
13.850

12.00
10

6.313
1325

3
27

9.090
8.00

7
3.579

社
外
取
締
役
数

1146
0

11
0.730

0.00
0

1.302
1325

0
7

0.820
0.00

0
1.143

監
査
役
数

1146
2

7
3.840

4.00
4

0.569
1325

3
8

3.980
4.00

4
0.733

生
え
抜
き
度

1187
0

1
0.683

0.92
1

0.387
1718

0
1

0.682
0.89

1
0.373

社
外
監
査
役
数

1145
0

5
1.990

2.00
2

0.716
1324

2
7

2.510
2.00

2
0.596

図
表
8
　
東
証
一
部
上
場
企
業
　
取
締
役
（
含
む
社
長
）
の
概
要
─
記
述
統
計

2000年
2010年

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

社内取締役

勤
続
月
数

19038
0

808
327.99

388.00
424.00

163.624
13669

0
843

312.13
376.000

424.00
174.693

役
員
在
任
月
数

19050
0

780
79.08

50.00
38.00

87.301
13669

0
799

84.04
51.000

14.00
96.592

年
齢

19035
26

97
58.18

58.00
58.00

5.742
13669

25
98

58.47
59.000

61.00
6.492

生
え
抜
き
度

19038
0

1.00
0.402

0.06
1.00

0.453
13669

0
1.00

0.54
0.690

1.00
0.451

社外取締役

勤
続
月
数

1076
0

657
211.09

146.00
2.00

186.021
1622

0
627

44.03
29.000

2.00
49.916

役
員
在
任
月
数

1076
0

604
74.50

38.00
14.00

97.368
1622

0
627

44.00
28.500

2.00
49.924

年
齢

1077
28

97
62.14

61.00
60.00

8.868
1622

26
91

63.43
65.000

66.00
9.267

生
え
抜
き
度

1076
0

1.00
0.015

0.01
0.00

0.080
1622

0
0.81

0.06
0.000

0.00
0.095

取締役

（含む社長）

合計

勤
続
月
数

20114
0

808
321.74

388.00
424.00

166.979
15291

0
843

283.69
352.000

424.00
185.365

役
員
在
任
月
数

20126
0

780
78.84

50.00
38.00

87.872
15291

0
799

79.79
50.000

2.00
93.576

年
齢

20112
26

97
58.39

58.00
58.00

6.018
15291

25
98

59.00
59.000

61.00
7.008

生
え
抜
き
度

20114
0

1.00
0.381

0.02
0.02

0.449
15291

0
1.00

0.49
0.320

1.00
0.453

生
え
抜
き
度
：

当
該
企
業
勤
続
月
数

最
終
学
歴
修
了
後
の
経
過
月
数
　
　（
資
料
）
金
光
淳
氏
作
成
の
上
場
企
業
役
員
デ
ー
タ
よ
り
稲
葉
作
成

九
〇



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
〇
七
）

図
表
9
　
東
証
一
部
上
場
企
業
　
平
取
締
役
の
概
要
─
記
述
統
計

2000年
2010年

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

社内取締役

勤
続
月
数

8947
0

784
326.56

377.00
424.00

142.744
7587

0
724

300.110
364.000

436.00
168.242

役
員
在
任
月
数

8947
0

749
41.08

26.00
14.00

52.345
7587

0
552

43.810
28.000

2.00
44.463

年
齢

8947
26

92
55.87

56.00
56.00

4.794
7587

25
91

56.990
58.000

58.00
5.916

生
え
抜
き
度

8947
0

1
0.801

1.00
1.00

0.345
7587

0
1

0.523
0.600

1.00
0.459

社外取締役

勤
続
月
数

1077
0

657
144.47

51.00
14.00

158.845
1607

0
627

43.710
29.000

2.00
49.242

役
員
在
任
月
数

1077
0

604
75.67

38.00
14.00

52.016
1607

0
627

40.350
26.000

2.00
46.154

年
齢

1077
28

97
62.14

61.00
60.00

7.592
1607

26
91

63.410
65.000

66.00
9.270

生
え
抜
き
度

1077
0

1
0.304

0.10
1.00

0.296
1607

0
0.81

0.055
0.000

0.00
0.094

平取締役合計

勤
続
月
数

10024
0

784
307.00

376.00
424.00

157.010
9194

0
724

255.290
316.000

2.00
182.386

役
員
在
任
月
数

10024
0

749
44.80

26.00
14.00

59.871
9194

0
627

43.200
28.000

2.00
44.780

年
齢

10024
26

98
56.54

57.00
57.00

5.721
9194

25
91

58.110
58.000

58.00
7.060

生
え
抜
き
度

10024
0

1
0.748

1.00
1.00

0.380
9194

0
1

0.441
1.000

1.00
0.455

図
表
10　

東
証
一
部
上
場
企
業
　
監
査
役
の
概
要
─
記
述
統
計

2000年
2010年

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

n
最
小
値

最
大
値

平
均
値

中
央
値

最
頻
値

標
準
偏
差

社内監査役

勤
続
月
数

2747
0

827
369.52

436.00
448.00

154.798
2448

0
957

355.190
436.00

472.000
174.534

監
査
役
在
任
月
数

2752
0

334
27.33

26.00
2.00

26.369
2448

0
302

40.490
26.00

26.000
36.755

年
齢

2739
43

90
61.07

61.00
59.00

4.376
2448

36
84

61.940
62.00

62.000
4.533

生
え
抜
き
度

2752
0

1.00
0.785

1.00
1.00

0.340
2448

0
1.00

0.556
0.75

1.000
0.449

社外監査役

勤
続
月
数

2957
0

703
113.86

41.00
2.00

163.673
4336

0
556

57.990
39.00

26.000
53.902

監
査
役
在
任
月
数

2957
0

519
57.09

38.00
2.00

62.863
4336

0
556

57.510
39.00

26.000
53.169

年
齢

2957
30

89
63.63

64.00
65.00

7.864
4336

31
91

63.220
64.00

63.000
8.365

生
え
抜
き
度

2957
0

1.00
0.216

0.09
0.00

0.306
4336

0
0.83

0.083
0.50

0.000
0.112

監査役合計

勤
続
月
数

5704
0

827
236.99

167.50
2.00

204.314
6784

0
957

165.230
74.00

26.000
182.265

監
査
役
在
任
月
数

5709
0

519
42.74

26.00
2.00

51.017
6784

0
556

51.370
38.00

26.000
48.589

年
齢

5696
30

90
62.40

62.00
59.00

6.553
6784

31
91

62.760
63.00

63.000
7.247

生
え
抜
き
度

5709
0

1.00
0.490

0.31
1.00

0.430
6784

0
1.00

0.254
0.70

0.000
0.364

生
え
抜
き
度
：

当
該
企
業
勤
続
月
数

最
終
学
歴
修
了
後
の
経
過
月
数
　
　（
資
料
）
図
表
7
～
8
に
同
じ

九
一
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経
研
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
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四
年
三
月
）

（
六
〇
八
）

図
表
11　

東
証
一
部
企
業
社
長
の
属
性
・
社
長
か
ら
み
た
役
員
構
成
と
企
業
業
績
と
の
相
関

Ｎ
：
2000年

1487、
2010年

1718　
上
段
2000年

　
下
段
2010年

当
該
企
業
の
業
績

業
界
平
均
か
ら
の
か
い
離
率

証
券
市
場
の
評
価

R
O
A

成
長
性

負
債
比
率

付
加
価
値
率

R
O
A

成
長
率

負
債
比
率

付
加
価
値
率

β
値

投
資
収
益
率

社長の属性

勤
続
月
数

.065
＊

－
.074

＊
＊

－
.064

＊
－
.161

＊
＊

.109
＊
＊

.086
＊
＊

役
員
在
任
月
数

.182
＊
＊

.114
＊
＊

.167
＊
＊

.115
＊
＊

.099
＊
＊

.123
＊
＊

.096
＊
＊

.083
＊
＊

－
.151

＊
＊

－
.171

＊
＊

.162
＊
＊

.059
＊

社
長
在
任
月
数

.183
＊
＊

.086
＊
＊

.190
＊
＊

.119
＊
＊

.078
＊
＊

.157
＊
＊

.103
＊
＊

.121
＊
＊

.098
＊
＊

－
.105

＊
＊

.167
＊
＊

.058
＊

年
齢

－
.160

＊
＊

－
.087

＊
＊

－
.095

＊
＊

－
.099

＊
＊

－
.110

＊
＊

－
.068

＊

－
.082

＊
＊

－
.122

＊
＊

.119
＊
＊

役員構成

社長との年齢差

取
締
役
と

.132
＊
＊

.095
＊
＊

.143
＊
＊

.059
＊

－
.078

＊
＊

－
.065

＊
.109

＊
＊

.124
＊
＊

.066
＊

－
.077

＊
＊

.074
＊

－
.060

＊
－
.089

＊
＊

－
.161

＊
＊

.086
＊
＊

.142
＊
＊

監
査
役
と

－
.119

＊
＊

－
.140

＊
＊

－
.067

＊

－
.071

＊
.143

＊
＊

序
列
2
と

.096
＊
＊

－
.056

＊
.111

＊
＊

.091
＊
＊

.059
＊

－
.063

＊
.077

＊
＊

－
.131

＊
＊

.115
＊
＊

役員構成（人数）

取
締
役

.071
＊

.111
＊
＊

.143
＊
＊

－
.082

＊
＊

－
.073

＊
＊

－
.218

＊
＊

－
.079

＊
＊

.113
＊
＊

.231
＊
＊

社
外
取
締

.160
＊
＊

監
査
役

.110
＊
＊

.114
＊
＊

－
.068

＊

－
.101

＊
＊

－
.167

＊
＊

.134
＊
＊

.146
＊
＊

社
外
監
査

.113
＊
＊

.109
＊
＊

.06
＊

.098
＊
＊

.103
＊
＊

.128
＊
＊

.072
＊

.112
＊
＊

－
.092

＊
＊

.075
＊

.074
＊
＊

生え抜き度

社
長
個
人

－
.160

＊
＊

.09
＊
＊

当
該
企
業

－
.118

＊
＊

－
.113

＊
＊

－
.169

＊
＊

.080
＊

（
資
料
）
筆
者
作
成

P
earson

の
相
関
係
数

　
＊
＊
両
側
1
％
水
準
で
有
意

　
＊
両
側
5
％
水
準
で
有
意

空
欄
は
統
計
的
に
有
意
で
な
い
ケ
ー
ス

九
二



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
〇
九
）

②　

企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
長
か
ら
み
た
役
員
構
成
）
と
企
業
業
績

社
長
と
他
の
取
締
役
と
の
年
齢
差
は
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
企
業
業
績
の
す
べ
て
の
指
標
と
統
計
的
に
有
意
な
相
関
が
あ
る
。
社
長
と

他
の
取
締
役
と
の
年
齢
差
が
開
く
ほ
ど
、
利
益
率
、
成
長
性
が
高
く
、
負
債
比
率
が
低
く
な
る
。
ま
た
β
値
が
低
下
し
、
株
価
の
安
定

性
が
高
ま
り
、
株
価
収
益
率
も
高
ま
る
。
た
だ
し
、
付
加
価
値
率
は
低
下
す
る
の
で
、
賃
金
を
削
り
、
利
益
を
上
げ
る
か
た
ち
と
な
っ

て
い
る
。

ま
た
、
監
査
役
と
の
年
齢
差
が
ひ
ら
く
と
、
付
加
価
値
率
は
低
下
す
る
。
序
列
二
番
目
の
役
員
と
の
年
齢
差
が
開
く
と
、
業
界
平
均

と
の
比
較
で
み
た
利
益
率
と
売
上
高
の
伸
び
率
は
高
く
な
る
。
β
値
で
み
た
株
価
も
安
定
し
、
株
価
収
益
率
も
上
が
る
が
、
企
業
の
付

加
価
値
率
は
下
が
る
の
で
、
賃
金
を
削
っ
て
利
益
率
を
上
げ
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
、
社
長
の
年
齢
が
他
の
役
員
と
比
較
し
て
よ
り
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
日
本
的
な
企
業
で
み
れ
ば
、
ワ
ン
マ

ン
度
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、
利
益
率
、
売
上
高
成
長
率
、
株
価
収
益
率
が
向
上
し
、
株
価
の
安
定
度
（
β
）
も
改
善
す
る
。
た
だ

し
、
利
益
に
賃
金
を
加
え
た
付
加
価
値
率
は
低
下
す
る
の
で
、
利
益
率
の
改
善
は
賃
金
を
抑
制
し
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
た

だ
し
、
企
業
の
役
員
全
体
の
生
え
抜
き
度
が
高
ま
る
と
売
上
高
成
長
率
は
企
業
単
位
で
も
業
界
平
均
と
の
比
較
で
も
低
く
な
る
。

③　

役
員
構
成

取
締
役
の
人
数
が
多
い
企
業
の
ほ
う
が
、
付
加
価
値
率
が
業
界
平
均
よ
り
低
い
が
、
株
価
収
益
率
は
高
い
。
業
績
指
標
と
社
外
取
締

役
の
人
数
と
の
間
に
有
意
な
相
関
は
み
ら
れ
な
い
が
、
社
外
監
査
役
が
多
い
企
業
の
ほ
う
が
、
利
益
率
と
売
上
高
成
長
率
が
業
界
平
均

よ
り
も
高
く
、
株
価
が
安
定
し
て
お
り
、
株
価
収
益
率
も
高
い
。

九
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
一
〇
）

④　

二
〇
〇
〇
年
と
の
比
較

二
〇
〇
〇
年
時
点
と
二
〇
一
〇
年
時
点
と
の
比
較
で
は
、
二
〇
一
〇
年
の
ほ
う
が
凝
集
性
を
含
ん
だ
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
（
社
長
か
ら
み
た
役
員
構
成
・
生
え
抜
き
度
）
が
業
績
指
標
と
統
計
的
に
有
意
な
相
関
を
も
つ
ケ
ー
ス
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
一
五
か
ら

二
〇
一
〇
年
に
は
二
二
と
増
え
て
お
り
、
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
よ
り
広
範
囲
に
企
業
業
績
の
変
化
と
相
関
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

社
長
の
属
性
と
企
業
業
績
と
の
相
関
に
つ
い
て
み
る
と
、
社
長
の
在
任
期
間
、
役
員
と
し
て
の
在
任
期
間
が
長
い
ほ
う
が
企
業
業
績

が
良
好
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
変
化
が
な
い
が
、
年
齢
が
高
ま
る
と
企
業
業
績
に
悪
影
響
を
与
え
る
側
面
は
二
〇
一
〇
年
の
ほ
う
が

二
〇
〇
〇
年
よ
り
明
確
に
観
測
さ
れ
る
。

以
上
、
東
証
一
部
上
場
企
業
の
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
時
点
で
の
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
と
、
経
営
者
が
役
員
内
で
年
長
で
あ
る
、

つ
ま
り
、
あ
る
程
度
ワ
ン
マ
ン
で
あ
る
ほ
う
が
、
企
業
業
績
が
良
好
で
あ
る
が
、
年
齢
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
経
営
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
低
下
す
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
企
業
不
祥
事
を
含
ん
で
い
な
い
の
で
前
節
で
提
示
し
た
仮
説
の
妥
当
性
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
企
業
不
祥
事
と
の
関
係
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
具
体
的
な
事
例
研
究

で
仮
説
の
妥
当
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

五　

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

日
本
監
査
役
協
会
（
二
〇
〇
三
）
は
、
経
営
者
の
関
与
す
る
不
祥
事
の
特
徴
と
し
て
、「
不
祥
事
が
発
覚
し
た
場
合
に
被
る
法
的
制
裁
や

九
四
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社
会
的
制
裁
は
極
め
て
大
き
く
、
会
社
に
致
命
的
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。」
と
指
摘
し
、
経
営
ト
ッ
プ
が
ワ
ン
マ
ン
で
あ
っ

た
り
、
倫
理
観
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
て
い
る
（
22
）

。
以
下
で
は
こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
経
営
者
が
ワ
ン
マ
ン
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
カ
ネ
ボ
ウ
、
イ
ト
マ
ン
、
西
武
鉄
道
、
東
京
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
前
節
の
仮
説
に
も
と
づ
き
取
締
役
会
の
構
成
を
中
心
に
ケ
ー

ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
行
う
。
カ
ネ
ボ
ウ
は
粉
飾
決
算
を
重
ね
て
倒
産
、
イ
ト
マ
ン
は
当
時
の
社
長
ら
が
特
別
背
任
で
有
罪
が
確
定
し
、
上
場

廃
止
・
吸
収
合
併
さ
れ
た
。
西
武
鉄
道
と
親
会
社
の
コ
ク
ド
は
法
人
と
し
て
証
券
取
引
法
違
反
（
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
、
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
）。
加
え
て
経
営
者
が
証
券
取
引
法
違
反
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
を
起
こ
し
法
人
と
経
営
者
が
い
ず
れ
も
有
罪
と
な
っ
た
。
東
京

ス
タ
イ
ル
は
不
祥
事
で
は
な
い
が
、
ワ
ン
マ
ン
経
営
者
が
、
業
績
不
昧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
〇
年
に
わ
た
り
社
長
と
し
て
在
任
し
た
の

ち
現
役
の
ま
ま
他
界
し
、
そ
の
後
、
サ
ン
エ
イ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
合
併
後
、
上
場
廃
止
と
な
っ
て
い
る
。

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
お
い
て
は
、
経
営
者
を
め
ぐ
る
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
業
績
の
指
標
の
検
討
に
加
え
て
、
経
営

者
を
め
ぐ
る
組
織
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
関
す
る
記
述
を
公
表
資
料
か
ら
採
録
し
た
。
具
体
的
に
は
、
経
営
者
を
め
ぐ
る
社
内

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
指
標
と
し
て
、
経
営
者
と
他
の
役
員
と
の
年
齢
差
、
経
営
者
の
役
員
の
な
か
で
自
社
株
保
有
比
率
、
業
績

に
関
す
る
指
標
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ａ
、
自
己
資
本
比
率
な
ど
の
経
営
指
標
と
の
相
関
を
み
て
い
く
。

ケ
ー
ス
一　

カ
ネ
ボ
ウ
（
23
）

一
八
八
七
年
東
京
綿
商
社
と
し
て
創
業
し
た
わ
が
国
屈
指
の
名
門
企
業
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
粉
飾
を
繰
り
返
し
た
。

カ
ネ
ボ
ウ
社
内
委
員
会
の
調
査
で
は
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
の
五
年
間
だ
け
で
も
最
終
利
益
ベ
ー
ス
で
二
一
五
〇
億
の
粉
飾
が
行

わ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
（
24
）

、
二
〇
〇
四
年
三
月
期
決
算
で
は
構
造
改
善
費
用
三
三
四
四
億
円
の
特
別
損
失
を
計
上
し
た
（
25
）

。
二
〇
〇
五
年
六
月
上

九
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場
廃
止
。
そ
の
後
、
元
社
長
、
元
副
社
長
、
元
経
理
担
当
常
務
、
中
央
青
山
監
査
法
人
の
公
認
会
計
士
四
名
計
七
名
が
証
券
取
引
法
違
反

（
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
）
で
逮
捕
さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
化
粧
品
部
門
は
花
王
へ
、
ト
イ
レ
タ
リ
ー
、
医
薬
品
、
食
品
の
三
事
業
は

フ
ァ
ン
ド
に
譲
渡
さ
れ
、
カ
ネ
ボ
ウ
は
二
〇
〇
七
年
、
一
八
八
七
年
の
創
業
か
ら
数
え
て
一
二
〇
年
で
解
散
し
た
。

同
社
は
、
一
八
八
七
年
の
創
業
直
後
も
経
営
危
機
に
陥
り
、
三
井
財
閥
の
て
こ
入
れ
で
経
営
再
建
を
し
た
。
こ
の
と
き
、
三
井
か
ら
派

遣
さ
れ
当
社
の
経
営
の
任
に
あ
た
っ
た
の
が
中
上
川
彦
次
郎
氏
（
副
社
長
の
ち
に
会
長
）
と
朝
吹
英
二
氏
（
取
締
役
の
ち
に
専
務
）、
ま
た
両

氏
が
三
井
銀
行
か
ら
迎
え
入
れ
た
の
が
の
ち
に
鐘
紡
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
た
武
藤
山
治
氏
で
あ
っ
た
。
一
八
九
三
年
鐘
淵
紡
績
と
社
名
変

更
し
、
一
九
〇
〇
年
（
26
）

か
ら
一
九
三
〇
年
ま
で
の
実
に
三
一
年
に
わ
た
り
、
武
藤
山
治
氏
が
実
質
社
長
と
し
て
経
営
。
一
九
〇
〇
年
か
ら

一
九
八
四
年
ま
で
の
八
五
年
間
に
社
長
は
わ
ず
か
七
名
、
一
人
平
均
在
任
期
間
は
一
二
年
で
あ
る
が
、
武
藤
山
治
氏
か
ら
数
え
て
二
代
目

社
長
の
長
尾
良
吉
氏
は
在
任
五
カ
月
、
四
代
目
社
長
の
倉
知
四
郎
氏
は
公
職
追
放
に
遭
い
在
任
一
年
六
カ
月
、
六
代
目
の
田
中
豊
氏
は
わ

ず
か
四
カ
月
で
辞
任
し
た
の
で
、
彼
ら
の
在
任
期
間
を
除
け
ば
、
八
三
年
間
で
わ
ず
か
四
名
、
一
人
平
均
二
一
年
と
社
長
在
任
期
間
が
極

め
て
長
い
（
27
）

。
ま
た
、
武
藤
山
治
氏
か
ら
数
え
て
七
代
目
社
長
伊
藤
淳
二
氏
は
社
長
在
任
一
六
年
で
会
長
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も

一
九
九
三
年
ま
で
代
表
権
を
維
持
し
続
け
、
伊
藤
氏
の
後
継
社
長
四
名
は
い
ず
れ
も
伊
藤
氏
の
慶
応
の
後
輩
、
社
内
で
も
か
つ
て
の
部
下

で
あ
り
、
四
名
の
在
任
期
間
は
平
均
三
・
七
年
と
短
く
、
伊
藤
氏
が
一
九
九
三
年
ま
で
二
五
年
間
実
質
経
営
を
支
配
し
、
二
〇
〇
三
年
に

最
高
名
誉
会
長
を
退
く
ま
で
、
実
に
三
五
年
間
に
わ
た
り
影
響
力
を
維
持
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伊
藤
氏
が
実
質

経
営
を
支
配
し
て
い
た
一
九
六
八
年
か
ら
九
三
年
ま
で
の
二
五
年
間
も
含
め
れ
ば
、
実
質
的
な
創
業
者
で
あ
る
武
藤
山
治
氏
が
経
営
者
と

な
っ
た
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
の
九
四
年
の
間
、
わ
ず
か
四
名
で
経
営
を
支
配
し
た
こ
と
に
な
る
。
初
代
の
武
藤
山
治
氏
が

実
質
三
一
年
、
三
代
目
津
田
信
吾
氏
が
一
五
年
半
、
五
代
目
武
藤
絲
治
氏
が
二
一
年
、
七
代
目
伊
藤
淳
二
氏
が
実
質
二
五
年
と
、
上
場
企
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業
と
し
て
は
ト
ッ
プ
の
在
任
期
間
が
異
例
の
長
期
に
わ
た
っ
た
企
業
で
あ
っ
た
。

同
社
は
慶
応
出
身
者
を
極
端
に
優
遇
す
る
慶
応
閥
の
企
業
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
（
28
）

。
上
述
の
操
業
直
後
の
経
営
難
の
時
期
に
、
三
井

か
ら
当
社
の
経
営
の
任
に
あ
た
っ
た
中
上
川
彦
次
郎
氏
（
副
社
長
、
会
長
）
と
朝
吹
英
二
氏
（
取
締
役
、
専
務
）、
ま
た
両
氏
が
三
井
銀
行
か

ら
迎
い
入
れ
た
武
藤
山
治
は
全
員
慶
応
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
当
社
は
役
員
の
ほ
ぼ
全
員
が
慶
応
出
身
の
状
態
が
長
く
続
き
、

一
九
九
一
年
六
月
現
在
で
も
全
役
員
（
取
締
役
・
監
査
役
）
の
ほ
ぼ
半
数
、
三
二
名
の
う
ち
一
五
名
が
慶
応
出
身
で
あ
っ
た
。

伊
藤
氏
は
一
九
六
八
年
に
社
長
に
就
任
し
た
が
、
図
表
12
は
一
九
六
八
年
以
降
の
伊
藤
氏
を
基
準
と
し
た
、
取
締
役
・
監
査
役
を
含
む

役
員
と
の
平
均
年
齢
差
、
伊
藤
氏
の
役
員
の
な
か
で
の
自
社
株
式
保
有
比
率
、
企
業
業
績
の
指
標
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
使
用
総
資
本
事
業
利
益

率
）
と
自
己
資
本
比
率
を
示
し
て
い
る
。
図
表
12
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
伊
藤
氏
の
年
齢
が
上
が
り
他
の
役
員
と
の
年
齢
を
上
回
り
、
ま

た
、
役
員
の
な
か
で
の
伊
藤
氏
の
自
社
株
式
保
有
比
率
が
高
ま
る
に
し
た
が
い
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
と
自
己
資
本
比
率
が
低
下
し
て
い
る
。
役
員
と

の
年
齢
差
と
株
式
保
有
比
率
を
取
締
役
会
に
お
け
る
権
力
の
高
ま
り
と
す
れ
ば
、
権
力
の
強
化
と
業
績
は
逆
相
関
（
Ｒ
：
年
齢
差
と
Ｒ
Ｏ
Ａ

－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
七
六
、
年
齢
差
と
自
己
資
本
比
率－
マ
イ
ナ
ス
〇
・
九
〇
八
、
株
式
保
有
比
率
と
Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
三
一
二
、
株
式
保
有
比
率
と

自
己
資
本
比
率－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
九
四
）
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
伊
藤
氏
の
年
齢
が
他
の
役
員
の
年
齢
を
上
回
れ
ば
上
回
る
ほ
ど
、
役
員
の

な
か
で
の
持
ち
株
比
率
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
収
益
率
が
低
下
し
て
い
る
が
、
安
定
性
（
自
己
資
本
比
率
）
と
の
相
関
は
収
益
率
以

上
に
高
い
か
ら
、
社
内
の
権
力
基
盤
の
確
立
と
と
も
に
リ
ス
ク
を
大
幅
に
と
る
経
営
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

ケ
ー
ス
二　

西
武
鉄
道

西
武
鉄
道
は
新
宿
と
池
袋
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
営
業
距
離
一
七
六
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
関
東
の
大
手
私
鉄
で
、
東
京
証
券
取
引
所

九
七
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一
部
上
場
企
業
で
あ
っ
た
。

同
社
の
株
式
の
過
半
は
堤
康

次
郎
氏
が
創
設
し
た
国
土
計

画
（
資
本
金
一
億
円
の
非
上
場

企
業
、
一
九
九
二
年
コ
ク
ド
と

改
称
）
グ
ル
ー
プ
が
保
有
し

て
お
り
、
事
実
上
の
西
武
グ

ル
ー
プ
の
持
ち
株
会
社
で

あ
っ
た
。
一
九
六
四
年
に
康

次
郎
の
死
去
後
、
コ
ク
ド
・

西
武
グ
ル
ー
プ
は
三
男
で
当

時
三
〇
歳
の
若
さ
で
堤
義
明

氏
が
継
い
だ
。

西
武
鉄
道
の
発
行
済
株
式

の
六
割
強
は
親
会
社
の
コ
ク

ド
と
関
係
会
社
が
保
有
し
て

い
る
と
有
価
証
券
報
告
書
に

図表12-1　取締役会構成と企業パフォーマンス　カネボウ1968-93

図表12-2　役員中の社長持ち株比率と企業パフォーマンス　カネボウ1968-93

九
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表
示
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
東
証
の
上
場
維
持
基
準
に
抵
触
す
る
九
割
を
保
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
市
場
に
流
通
し
て
い
た
株
式

は
、
発
行
済
み
株
式
の
四
割
で
は
な
く
わ
ず
か
一
割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
実
際
に
流
通
し
て
い
る
株
式
数
を
四
倍
に
過
大
に
公
表
し
、
株

価
を
つ
り
あ
げ
、
自
身
は
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
存
分
に
享
受
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
態
は
康
次
朗
氏
か
ら
義
明
氏
が
経
営
を
受
け
継
い
だ
時
か
ら
四
〇
年
間
に
わ
た
り
続
い
て
い
た
が
、
株
券
の
電
子
化
に
と
も
な

い
隠
ぺ
い
不
能
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
三
日
、
義
明
氏
は
記
者
会
見
を
し
、
四
〇
年
間
に
わ
た
る
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載

を
公
表
し
、
全
役
職
か
ら
の
退
任
を
表
明
し
た
。
席
上
、
同
氏
は
「
な
ぜ
上
場
し
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
述
べ
ひ
ん
し
ゅ
く
を

か
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
一
二
月
十
六
日
西
武
鉄
道
は
東
京
証
券
取
引
所
か
ら
上
場
廃
止
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
の
時
点
で
は
西

武
鉄
道
の
借
入
金
は
一
兆
三
五
〇
〇
億
円
、
自
己
資
本
比
率
は
わ
ず
か
二
・
四
％
と
、
極
端
な
借
入
金
依
存
と
な
っ
て
い
た
。

二
〇
〇
五
年
三
月
三
日
、
東
京
地
検
特
捜
部
は
義
明
氏
を
有
価
証
券
取
引
法
（
現
在
は
金
融
商
品
取
引
法
）
違
反
（
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽

記
載
・
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
で
逮
捕
し
た
。
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
二
七
日
、
東
京
地
裁
は
義
明
被
告
に
懲
役
二
年
六
カ
月
、
執
行
猶
予
四

年
、
罰
金
五
〇
〇
万
円
の
判
決
を
下
し
、
コ
ク
ド
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
と
西
武
鉄
道
（
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
）
に
も
そ
れ
ぞ
れ
一

億
五
〇
〇
〇
万
円
と
二
億
円
の
罰
金
を
課
し
た
。
義
明
氏
、
検
察
と
も
に
控
訴
せ
ず
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
〇
日
、
有
罪
が
確
定
し
た
。

一
方
、
西
武
鉄
道
は
み
ず
ほ
銀
行
主
導
で
再
建
を
進
め
た
。
義
明
氏
の
持
ち
株
比
率
は
五
％
に
低
下
し
、
西
武
グ
ル
ー
プ
の
堤
家
支
配
は

終
焉
を
迎
え
た
。

義
明
氏
は
役
員
を
側
近
で
固
め
て
超
ワ
ン
マ
ン
経
営
を
実
施
し
た
。
日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
〇
六
）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
義
明
の
四
〇
年
間
、
さ
ら
に
遡
っ
て
先
代
康
次
郎
の
半
世
紀
も
加
え
れ
ば
ほ
ぼ
一
世
紀
、
コ
ク
ド
を
中
心
に
し
た
西
武
グ
ル
ー
プ
は
、

堤
家
の
「
個
人
商
店
」
だ
っ
た
。「
番
頭
」「
側
近
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
株
式
会
社
と
は
名
ば
か
り
の
組
織
を
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の
気

九
九
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分
に
合
わ
せ
て
維
持
・

運
営
し
て
き
た
（
29
）

。」

（
一
九
七
頁
）
義
明
氏
は

一
九
六
四
年
父
康
次
郎

氏
の
死
去
に
と
も
な
い

家
督
を
継
い
で
以
来
、

四
〇
年
に
わ
た
り
経
営

の
任
に
あ
た
っ
て
き
た
。

当
初
は
父
康
次
郎
氏
時

代
か
ら
毎
週
火
曜
日
に

開
催
さ
れ
て
い
た
火
曜

会
が
グ
ル
ー
プ
の
意
志

決
定
に
か
か
わ
っ
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
30
）

、

一
九
七
三
年
に
義
明
氏

は
西
武
鉄
道
の
社
長
と

な
り
、
そ
れ
以
降
、
早

図表13-1　取締役会構成と企業パフォーマンス　西武鉄道1965-2003

図表13-2　役員中の社長持ち株比率と企業パフォーマンス　西武鉄道1965-2003

一
〇
〇



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
一
七
）

稲
田
大
学
で
の
サ
ー
ク
ル
活
動
で
の
後
輩
た
ち
を
登
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
31
）

。

義
明
氏
は
一
九
六
四
年
に
西
武
グ
ル
ー
プ
を
引
き
継
い
だ
が
、
図
表
13
は
一
九
六
四
年
以
降
の
同
氏
を
基
準
と
し
た
、
取
締
役
・
監
査

役
を
含
む
役
員
と
の
平
均
年
齢
差
、
同
氏
の
役
員
の
な
か
で
の
自
社
株
式
保
有
比
率
、
企
業
業
績
の
指
標
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
使
用
総
資
本

事
業
利
益
率
）
と
自
己
資
本
比
率
を
示
し
て
い
る
。
図
表
13
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ネ
ボ
ウ
の
伊
藤
淳
二
氏
と
同
様
、
年
齢
が
上
が
り

他
の
役
員
と
の
年
齢
を
上
回
り
、
ま
た
、
役
員
の
な
か
で
の
同
氏
の
自
社
株
式
保
有
比
率
が
高
ま
る
に
し
た
が
い
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
と
自
己
資
本

比
率
が
低
下
し
て
い
る
。
役
員
と
の
年
齢
差
と
株
式
保
有
比
率
を
取
締
役
会
に
お
け
る
権
力
の
高
ま
り
と
す
れ
ば
、
権
力
の
強
化
と
業
績

は
逆
相
関
（
Ｒ
：
年
齢
差
と
Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
九
四
七
、
年
齢
差
と
自
己
資
本
比
率－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
七
八
、
株
式
保
有
比
率
と
Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ

ナ
ス
〇
・
八
八
九
、
株
式
保
有
比
率
と
自
己
資
本
比
率－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
九
五
九
）
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
同
氏
の
年
齢
が
他
の
役
員
の
年
齢
を
上

回
れ
ば
上
回
る
ほ
ど
、
役
員
の
な
か
で
の
持
ち
株
比
率
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
収
益
率
と
安
定
性
が
低
下
し
て
い
る
。

ケ
ー
ス
三　

イ
ト
マ
ン

一
八
八
三
年
創
業
の
大
阪
の
老
舗
繊
維
商
社
伊
藤
萬
（
一
九
九
一
年
に
イ
ト
マ
ン
と
改
称
）
は
、
一
九
七
五
年
に
経
営
危
機
に
陥
り
、
メ

イ
ン
バ
ン
ク
の
住
友
銀
行
（
現
在
の
三
井
住
友
銀
行
）
か
ら
河
村
良
彦
氏
を
社
長
に
迎
え
、
経
営
の
立
て
直
し
を
は
か
っ
た
。
河
村
氏
は
わ

ず
か
三
年
で
復
配
に
こ
ぎ
つ
け
、
伊
藤
萬
の
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
た
。
河
村
氏
は
そ
の
後
、
一
九
九
一
年
に
取
締
役
会
に
よ
っ
て
解
任
さ

れ
る
ま
で
、
一
五
年
に
わ
た
り
社
長
を
務
め
た
。

解
任
の
直
接
の
理
由
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
始
め
た
不
動
産
事
業
の
失
敗
で
あ
る
。
同
社
の
債
務
は
一
兆
二
〇
〇
〇
億
円
を
超
え
、
メ

イ
ン
バ
ン
ク
の
住
友
銀
行
か
ら
も
退
任
を
強
く
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
同
氏
は
不
動
産
事
業
担
当
の
役
員
（
河
村
氏
が
一
九
九
〇
年
に
周

一
〇
一
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八
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囲
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
常
務
と
し
て
招
へ
い
）
ら
と
と
も
に
、
特
別
背
任
の
容
疑
で
大
阪
地

検
特
捜
部
に
起
訴
さ
れ
た
。
当
該
不
動
産
事
業
担
当
役
員
が
同
社
に
在
籍
し
た
の
は
わ
ず

か
九
カ
月
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
の
使
途
不
明
金
は
実
に
三
〇
〇
〇
億
円
を
超
え
、
メ
イ

ン
バ
ン
ク
の
住
友
銀
行
を
含
め
東
京
証
券
取
引
所
一
部
上
場
企
業
が
反
社
会
的
勢
力
の
餌

食
に
さ
れ
た
と
い
う
、
戦
後
最
大
の
企
業
不
祥
事
で
あ
る
。

河
村
社
長
は
取
締
役
と
監
査
役
を
す
べ
て
自
ら
が
推
薦
し
た
者
で
固
め
、
内
部
か
ら
は

高
卒
を
登
用
し
、
外
部
か
ら
は
自
ら
の
出
身
元
で
あ
る
住
友
銀
行
か
ら
多
数
の
人
材
を
起

用
し
、
住
友
銀
行
か
ら
も
感
謝
さ
れ
て
い
た
。
住
友
銀
行
の
磯
田
会
長
は
、
河
村
社
長
の

住
銀
時
代
の
上
司
で
あ
っ
た
。
同
行
は
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
し
て
伊
藤
萬
に
五
〇
〇
〇
億
円

以
上
を
融
資
し
て
お
り
、
住
銀
の
巽
頭
取
は
伊
藤
萬
の
不
動
産
事
業
に
強
い
懸
念
を
示
し

て
い
た
が
、
実
態
の
解
明
に
乗
り
出
す
の
は
大
幅
な
使
途
不
明
金
が
生
じ
た
後
の

一
九
九
〇
年
一
一
月
と
な
り
、
対
応
が
出
遅
れ
た
。

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
の
最
高
裁
に
よ
る
上
告
棄
却
を
も
っ
て
、
河
村
氏
の
懲
役
七
年
を

は
じ
め
と
し
て
関
係
者
の
有
罪
が
確
定
し
た
。
イ
ト
マ
ン
本
体
は
、
一
九
九
三
年
に
住
金

物
産
に
吸
収
合
併
さ
れ
一
一
〇
年
の
歴
史
を
閉
じ
、
現
在
は
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
に
そ
の

名
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。

河
村
良
彦
氏
は
一
九
七
五
年
に
イ
ト
マ
ン
の
社
長
職
を
引
き
継
い
だ
が
、
図
表
14
は

図表14　取締役会構成・社長持ち株比率と企業パフォーマンス　イトマン1975-92

一
〇
二



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
一
九
）

一
九
七
五
年
以
降
一
九
九
〇
年
ま
で
の
一
六
年
間
の
同
氏
を
基
準
と
し
た
、
取
締
役
・
監
査
役
を
含
む
役
員
と
の
平
均
年
齢
差
、
同
氏
の

役
員
の
な
か
で
の
自
社
株
式
保
有
比
率
、
企
業
業
績
の
指
標
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
使
用
総
資
本
事
業
利
益
率
）
と
自
己
資
本
比
率
を
示
し
て
い

る
。
図
表
14
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ネ
ボ
ウ
の
伊
藤
淳
二
氏
、
西
武
鉄
道
の
堤
義
明
氏
と
は
異
な
り
、
年
齢
が
上
が
り
他
の
役
員
と
の

年
齢
を
上
回
り
、
ま
た
、
役
員
の
な
か
で
の
河
村
氏
の
自
社
株
式
保
有
比
率
が
高
ま
っ
て
も
、
河
村
氏
の
社
長
在
任
期
間
中
は
自
己
資
本

比
率
の
低
下
は
み
ら
れ
な
い
が
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
は
一
九
九
〇
年
に
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
河
村
氏
が
社
長
を
辞
任
し
た
後
、
九
一
年
一
・
八
％
、

九
二
年
マ
イ
ナ
ス
三
・
六
％
と
低
迷
し
た
。
ま
た
、
自
己
資
本
比
率
は
住
金
物
産
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
直
前
の
九
二
年
度
末
は
わ
ず
か

〇
・
九
％
と
債
務
超
過
寸
前
の
状
態
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
当
社
が
住
金
物
産
と
の
吸
収
合
併
さ
れ
る
前
年
一
九
九
二
年
度
決
算
で
は
、

税
引
き
前
純
損
失
八
四
四
億
六
五
百
万
円
、
こ
れ
に
前
期
繰
越
損
失
一
六
一
億
九
二
百
万
円
を
加
え
九
二
年
度
期
末
未
処
理
損
失
金

一
〇
四
七
億
六
〇
百
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
川
村
氏
が
イ
ト
マ
ン
の
社
長
と
し
て
在
任
し
て
い
た
一
九
七
五
年
か
ら
八
九
年
ま

で
の
税
引
き
前
利
益
累
計
六
四
八
億
六
一
百
万
円
を
大
幅
に
凌
ぐ
。
つ
ま
り
、
イ
ト
マ
ン
は
八
〇
年
代
後
半
に
は
実
質
赤
字
経
営
で
あ
っ

た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
同
氏
が
社
長
職
を
解
任
さ
れ
た
あ
と
の
当
社
の
業
績
を
含
め
て
み
る
と
、
役
員
と
の
年
齢
差
と
株
式
保
有
比
率

を
取
締
役
会
に
お
け
る
権
力
の
高
ま
り
と
す
れ
ば
、
権
力
の
強
化
と
収
益
率
（
Ｒ
Ｏ
Ａ
）
は
西
武
鉄
道
や
カ
ネ
ボ
ウ
よ
り
は
タ
イ
ム
ラ
グ

が
み
ら
れ
る
が
、
両
社
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
逆
相
関
（
Ｒ
：
年
齢
差
と
Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
四
〇
八
、
株
式
保
有
比
率
と
Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ
ナ
ス

〇
・
八
三
）
し
て
い
た
（
32
）

。
た
だ
し
、
安
定
性
の
指
標
で
あ
る
自
己
資
本
比
率
と
の
相
関
係
数
は
、
株
式
保
有
比
率
と
は
逆
相
関
（
株
式
保
有

比
率
と
自
己
資
本
比
率－

〇
・
一
三
二
）
で
あ
る
が
、
役
員
と
の
年
齢
差
と
は
順
相
関
（
年
齢
差
と
自
己
資
本
比
率
〇
・
四
七
二
）
と
符
号
条
件
が

異
な
る
。
こ
れ
は
、
図
表
14
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ト
マ
ン
の
自
己
資
本
比
率
は
八
九
年
以
降
急
激
に
低
下
し
、
同
時
期
に
河
村
氏
の

株
式
保
有
比
率
は
大
幅
に
高
ま
っ
た
か
ら
、
つ
ま
り
八
九
年
以
降
高
い
リ
ス
ク
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
い
ず
れ

一
〇
三
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に
せ
よ
、
河
村
氏
の
年
齢
が
他
の
役
員
の
年
齢
を
上
回
れ
ば
上
回
る
ほ
ど
、
役
員
の
な
か
で
の
持
ち
株
比
率
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、

収
益
率
が
低
下
し
、
八
九
年
以
降
は
自
己
資
本
比
率
も
低
下
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
イ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
統
計
的
に
有
意
な
の
は
、

株
式
保
有
比
率
と
Ｒ
Ｏ
Ａ
と
の
逆
相
関
の
み
で
あ
る
の
で
、
経
営
者
が
保
身
の
た
め
に
持
ち
株
比
率
を
上
げ
た
こ
と
が
業
績
不
振
と
が
強

く
相
関
し
て
い
る
。

ケ
ー
ス
四　

東
京
ス
タ
イ
ル
（
33
）

本
件
は
企
業
不
祥
事
の
事
案
で
は
な
く
、
ワ
ン
マ
ン
経
営
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
34
）

。
当
社
は
、
一
九
四
九
年
三
月
創
業
の
婦
人
服
の
メ
ー

カ
ー
で
あ
る
。
創
業
者
の
住
本
保
吉
氏
は
山
梨
県
出
身
。
尋
常
小
学
校
卒
業
後
、
私
塾
に
三
年
通
い
、
一
五
歳
で
甲
府
の
洋
服
店
へ
奉
公

に
で
た
た
た
き
上
げ
の
人
物
で
あ
っ
た
。
業
容
は
順
調
に
拡
大
し
、
一
九
七
五
年
一
二
月
に
は
婦
人
服
専
業
メ
ー
カ
ー
と
し
て
初
め
て
、

東
京
証
券
取
引
所
第
二
部
に
上
場
、
さ
ら
に
わ
ず
か
一
年
八
カ
月
後
の
一
九
七
七
年
八
月
に
は
第
一
部
へ
指
定
替
え
と
な
り
、
名
実
と
も

に
一
流
企
業
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
。
創
業
三
〇
周
年
に
あ
た
り
、
一
九
七
九
年
一
月
創
業
者
住
本
保
吉
氏
が
会
長
に
退
き
、
専
務
取

締
役
で
あ
っ
た
高
野
義
雄
氏
が
二
代
目
社
長
に
就
任
し
た
。
高
野
氏
は
一
八
歳
で
上
京
入
社
後
、
わ
ず
か
一
八
年
足
ら
ず
の
三
五
歳
で
取

締
役
に
就
任
、
社
長
就
任
も
四
四
歳
で
あ
っ
た
。
高
野
氏
の
社
長
就
任
の
翌
年
、
一
九
八
〇
年
、
創
業
者
の
住
本
保
吉
会
長
が
逝
去
す
る
。

以
降
、
高
野
氏
が
名
実
と
も
に
当
社
の
ト
ッ
プ
と
し
て
采
配
を
ふ
る
う
こ
と
と
な
っ
た
。

当
社
が
い
か
に
高
野
氏
の
強
力
な
指
導
下
に
あ
っ
た
か
は
、
当
社
の
社
史
『
東
京
ス
タ
イ
ル
5
0
年
史
』
二
二
五
頁
の
な
か
に
、
高
野

氏
の
名
が
二
一
五
回
言
及
さ
れ
、
顔
写
真
が
一
一
〇
枚
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
高
野
氏
の
人
と
な
り
に

つ
い
て
、『
東
京
ス
タ
イ
ル
5
0
年
史
』
本
編
一
六
〇
頁
の
う
ち
ほ
ぼ
二
〇
頁
を
さ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
同
書
に
お
け
る
、

一
〇
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強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
二
一
）

創
業
者
の
住
本
安
吉
氏

の
記
述
は
二
八
回
に
す

ぎ
ず
、
同
書
が
扱
う

五
〇
年
間
の
う
ち
三
〇

年
間
は
安
本
氏
が
社
長

を
務
め
て
い
た
こ
と
に

鑑
み
る
と
、
創
業
者
の

親
族
で
も
な
く
、
大
株

主
で
も
な
い
高
野
氏
に

関
す
る
記
述
回
数
と
量

の
多
さ
は
異
常
で
さ
え

あ
る
（
35
）

。
高
野
氏
は
、一
九
七
九

年
よ
り
、
二
〇
〇
九
年

八
月
職
場
で
倒
れ
て
亡

く
な
る
ま
で
、
三
〇
年

間
に
わ
た
っ
て
社
長
職

図表15-1　取締役会構成と企業パフォーマンス　東京スタイル1979-2009

図表15-2　役員中の社長持ち株比率と企業パフォーマンス　東京スタイル1979-2009
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
二
二
）

に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一
九
八
〇
年
の
創
業
者
住
本
保
吉
氏
の
死
去
以
来
、
会
長
職
は
お
か
れ

て
い
な
い
。
監
査
役
の
古
屋
敏
雄
氏
と
雨
宮
真
也
氏
は
、
高
野
氏
の
日
川
高
校
の
同
窓
生
で
あ

る
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
社
外
取
締
役
を
二
名
選
任
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
高
野
氏
の

友
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
取
締
役
と
監
査
役
は
、
い
ず
れ
も
当
社
の
生
え
抜
き
で
あ
る
。

高
野
氏
は
一
九
七
九
年
に
社
長
職
を
引
き
継
い
だ
が
、
図
表
15
は
そ
れ
以
降
二
〇
〇
九
年
ま

で
の
三
〇
年
間
の
同
氏
を
基
準
と
し
た
、
取
締
役
・
監
査
役
を
含
む
役
員
と
の
平
均
年
齢
差
、

同
氏
の
役
員
の
な
か
で
の
自
社
株
式
保
有
比
率
、
企
業
業
績
の
指
標
と
し
て
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
使
用
総

資
本
事
業
利
益
率
）
と
自
己
資
本
比
率
を
示
し
て
い
る
。
図
表
15
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ネ

ボ
ウ
の
伊
藤
淳
二
氏
、
西
武
鉄
道
の
堤
義
明
氏
と
同
様
、
年
齢
が
上
が
り
他
の
役
員
と
の
年
齢

を
上
回
り
、
ま
た
、
役
員
の
な
か
で
の
高
野
氏
の
自
社
株
式
保
有
比
率
が
高
ま
る
に
し
た
が
い
、

収
益
率
（
Ｒ
Ｏ
Ａ
）
が
低
下
し
て
い
る
。
役
員
と
の
年
齢
差
と
株
式
保
有
比
率
を
取
締
役
会
に

お
け
る
権
力
の
高
ま
り
と
す
れ
ば
、
権
力
の
強
化
と
収
益
率
は
逆
相
関
（
Ｒ
：
株
式
保
有
比
率
と

Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
九
一
、
年
齢
差
と
Ｒ
Ｏ
Ａ－

マ
イ
ナ
ス
〇
・
九
一
七
）
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

高
野
氏
の
年
齢
が
他
の
役
員
の
年
齢
を
上
回
れ
ば
上
回
る
ほ
ど
、
役
員
の
な
か
で
の
持
ち
株
比

率
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
収
益
率
が
低
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
ケ
ー
ス
と
異
な
り
、

自
己
資
本
比
率
は
、
高
野
氏
の
年
齢
が
他
の
役
員
の
年
齢
を
上
回
れ
ば
上
回
る
ほ
ど
、
役
員
の

な
か
で
の
持
ち
株
比
率
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
高
ま
り
、
順
相
関
（
Ｒ
：
株
式
保
有
比
率
と

図表16　相関係数のまとめ

ROA 自己資本比率

企業名 西武鉄道 イトマン注） 東京スタイル カネボウ 西武鉄道 イトマン注） 東京スタイル カネボウ

計測期間 1965-2003 1975-92 1979-2009 1968-93 1965-2003 1975-92 1979-2009 1968-93

平均年齢差 －0.947＊＊＊ －0.408 －0.917＊＊＊ －0.576＊＊＊ －0.878＊＊＊ 0.472＊ 0.867＊＊＊ －0.908＊＊＊

株式保有比率 －0.889＊＊＊ －0.830＊＊＊ －0.891＊＊＊ －0.312 －0.959＊＊＊ －0.132 0.788＊＊＊ －0.794＊＊＊

（資料）各社有価証券報告書より筆者作成
　　＊両側10％水準で有意
　　＊＊＊両側 1％水準で有意
　　注）イトマンは 2期後のROA、自己資本比率との相関
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強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
二
三
）

自
己
資
本
比
率
〇
・
七
八
八
、
年
齢
差
と
自
己
質
本
比
率
〇
・
八
六
七
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
営
者
が
自
ら
の
地
位
を
強
固
な
も
の
に
す
る

に
つ
れ
て
、
利
益
率
よ
り
も
安
定
性
を
優
先
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ケ
ー
ス
の
ま
と
め

以
上
、
ワ
ン
マ
ン
経
営
と
い
わ
れ
た
ケ
ー
ス
四
つ
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
の
構
成
（
ワ
ン
マ
ン
経
営
者
を
基
準
と
し
て
他
の
役
員
と
の
平
均

年
齢
差
、
取
締
役
・
監
査
役
の
生
え
抜
き
度
、
当
該
経
営
者
の
経
営
者
内
で
の
自
社
株
持
ち
株
比
率
）
と
企
業
業
績
（
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
使
用
総
資
本
事
業
利

益
率
）、
自
己
資
本
比
率
）
を
比
較
し
て
み
た
。
図
表
16
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ど
の
ケ
ー
ス
も
当
該
経
営
者
の
年
齢
が
上
が
り
他
の
役
員

と
の
年
齢
を
上
回
り
、
役
員
の
な
か
で
の
自
社
株
式
保
有
比
率
が
高
ま
る
に
し
た
が
い
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
で
み
た
収
益
性
が
低
下
し
て
い
る
。
ま

た
、
東
京
ス
タ
イ
ル
を
の
ぞ
き
、
当
該
経
営
者
の
年
齢
が
上
が
り
他
の
役
員
と
の
年
齢
を
上
回
り
、
役
員
の
な
か
で
の
自
社
株
式
保
有
比

率
が
高
ま
る
に
し
た
が
い
、
自
己
資
本
比
率
で
み
た
企
業
の
安
定
性
が
低
下
し
て
い
る
。
役
員
と
の
年
齢
差
と
株
式
保
有
比
率
を
取
締
役

会
に
お
け
る
権
力
の
高
ま
り
と
す
れ
ば
、
権
力
の
強
化
と
業
績
は
逆
相
関
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
当
該
経
営
者
の
年
齢
が
他
の
役
員
の
年

齢
を
上
回
れ
ば
上
回
る
ほ
ど
、
役
員
の
な
か
で
の
持
ち
株
比
率
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
業
績
と
安
定
性
が
低
下
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
該
経
営
者
を
中
心
と
し
た
凝
集
性
と
権
力
の
集
中
度
が
高
ま
る
ほ
ど
、
企
業
の
収
益
性

（
Ｒ
Ｏ
Ａ
）
と
安
定
性
（
自
己
資
本
比
率
）
は
低
下
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

六　

結
語

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
お
け
る
観
測
結
果
は
、
本
稿
第
三
節
の
四
つ
の
仮
説
の
う
ち
、
仮
説
一
（
外
に
対
し
閉
鎖
性
が
強
い
組
織
で
は
、

一
〇
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
二
四
）

不
祥
事
の
頻
度
が
高
い
）
と
仮
説
二
（
凝
集
性
が
高
く
、
か
つ
外
に
対
し
て
閉
鎖
性
が
強
い
組
織
は
、
組
織
の
規
範
逸
脱
行
為
に
よ
る
不
祥
事
の
頻
度
が

高
い
）
と
矛
盾
し
て
い
な
い
。
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
で
み
る
限
り
、
強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
よ
う
に
も
み
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
わ
ず
か
四
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
基
づ
く
知
見
で
あ
り
、
普
遍
性
が
あ
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、

一
般
的
に
凝
集
性
の
高
さ
と
取
締
役
会
の
構
成
（
開
か
れ
て
い
る
か
Ｖ
Ｓ
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
）
と
企
業
業
績
（
利
益
率
、
成
長
性
、
安
定
性
）

が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
の
両
年
に
お
け
る
東
証
一
部
上
場
企
業
の
デ
ー
タ
に
基
づ

い
た
分
析
で
は
、
社
長
が
他
の
役
員
よ
り
年
長
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し
や
す
く
な
る
ほ
ど
、
社
長
の
在
任
期
間
が
長
い
ほ
ど
、
業

績
が
向
上
す
る
関
係
が
み
ら
れ
た
。
企
業
内
の
ま
と
ま
り
の
よ
さ
で
あ
る
凝
集
性
を
含
め
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
は
む
し
ろ
企
業

業
績
の
改
善
に
資
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
役
員
の
生
え
抜
き
度
が
高
く
な
る
と
、
売
上
高
で
み
た
成
長
性
は
低
下
す
る
の
で
、

過
度
の
凝
集
性
は
企
業
業
績
に
悪
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
社
長
の
年
齢
と
企
業
業
績
は
逆
相
関
し
て
い
る
の
で
、
社
長
の

在
任
期
間
が
長
期
化
す
る
な
か
で
、
社
長
が
歳
を
と
る
に
し
た
が
っ
て
、
企
業
業
績
が
悪
化
す
る
と
い
う
意
味
で
、
仮
説
一
と
仮
説
二
と

整
合
性
が
と
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

本
稿
は
相
関
分
析
で
あ
り
、
因
果
関
係
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
で
補
完
し
た
。
ま
た
、
企
業
不
祥
事
の

分
析
は
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
三
ケ
ー
ス
（
西
武
鉄
道
、
イ
ト
マ
ン
、
カ
ネ
ボ
ウ
）
の
み
で
あ
る
の
で
、
よ
り
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
よ
る
実
証

研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
本
稿
で
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
節
で
提
示
し
た
仮
説
の
実
証
も
十
分
で
は
な

い
。
企
業
内
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
企
業
不
祥
事
の
よ
り
具
体
的
な
実
証
は
次
稿
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）（
挑
戦
的
萌
芽
研
究　

課
題
番
号
二
三
六
五
三
一
〇
三　

研
究
代
表
者
：
稲
葉
陽
二
）
を
得
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
研
究
分
担
者
の
金
光
淳
、
北
見
幸
一

の
両
先
生
に
も
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
成
・
作
成
・
デ
ー
タ
整
理
、
校
正
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
緒
方
淳
子
氏
、

草
ヶ
谷
明
日
美
氏
、
趙
清
香
氏
、
小
林
周
平
氏
、
長
井
園
子
氏
、
渡
邉
俊
子
氏
、
坂
本
香
梨
氏
、
田
中
江
梨
奈
氏
、
柳
和
秀
氏
、
飯
野
仁

美
氏
、
安
城
美
紀
氏
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
御
忙
し
い
中
を
査
読
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
先
生
方
か
ら
も
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を

頂
き
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

参
考
文
献

朝
日
新
聞
大
阪
社
会
部
（
一
九
九
二
）『
イ
ト
マ
ン
事
件
の
深
層
』
朝
日
新
聞
社
。

伊
藤
萬
株
式
会
社
（
一
九
八
三
）『
伊
藤
萬
百
年
史
』。

稲
葉
陽
二
（
二
〇
〇
五
）「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
経
済
的
含
意
－
心
の
外
部
性
と
ど
う
向
き
合
う
か
」『
計
画
行
政
』
日
本
計
画
行
政
学
会
、

第
二
八
巻
四
号
、
一
七
│
二
二
頁
。

稲
葉
陽
二
（
二
〇
〇
八
）「
序
章　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
多
面
性
と
可
能
性
」
稲
葉
陽
二
（
編
著
）『
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
潜
在

力
』
日
本
評
論
社
、
一
一
│
二
二
頁
。

稲
葉
陽
二
（
二
〇
〇
九
）「
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ　

株
式
会
社
東
京
ス
タ
イ
ル
」
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
編
『
国
家
と
市
場
を
め
ぐ
る
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
研
究
』
№
2
、
二
八
九
│
三
二
二
頁
。

大
西
健
夫
・
齋
藤
憲
・
川
口
浩
（
二
〇
〇
六
）『
堤
康
次
郎
と
西
武
グ
ル
ー
プ
の
形
成
』
知
泉
書
館
。

岡
本
浩
一
・
今
野
裕
之
（
二
〇
〇
六
）『
組
織
健
全
化
の
た
め
の
社
会
心
理
学　

違
反
・
事
故
・
不
祥
事
を
防
ぐ
社
会
技
術　

組
織
の
社
会
技
術
1
』

一
〇
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
二
六
）

新
曜
社
。

鐘
紡
株
式
会
社
社
史
編
纂
室
（
一
九
八
八
）『
鐘
紡
百
年
史
』
鐘
紡
株
式
会
社
。

北
見
幸
一
（
二
〇
一
〇
）『
企
業
社
会
関
係
資
本
と
市
場
評
価
│
不
祥
事
企
業
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
│
』
学
文
社
。

齋
藤
憲
監
修
（
二
〇
〇
七
）『
企
業
不
祥
事
事
典
│
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
1
5
0
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
。

株
式
会
社
東
京
ス
タ
イ
ル
社
史
編
纂
委
員
会
（
二
〇
〇
〇
）『
東
京
ス
タ
イ
ル
5
0
年
史
』。

日
本
監
査
役
協
会　

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
委
員
会
（
二
〇
〇
三
）『
企
業
不
祥
事
防
止
と
監
査
役
の
役
割
』。

日
本
監
査
役
協
会　

ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
委
員
会
（
二
〇
〇
九
）『
企
業
不
祥
事
の
防
止
と
監
査
役
』。

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
〇
六
）『
西
武
争
奪　

資
産
2
兆
円
を
め
ぐ
る
攻
防
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
〇
四
）『
経
営
不
在　

カ
ネ
ボ
ウ
の
迷
走
と
解
体
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

日
本
経
済
新
聞
社
（
一
九
九
一
）『【
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
】
イ
ト
マ
ン
・
住
銀
事
件
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

八
田
進
二
・
橋
本
尚
共
訳
（
二
〇
〇
〇
）『
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス　

キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書　

グ
リ
ー
ン
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告

書　

ハ
ン
ペ
ル
委
員
会
報
告
書
』
白
桃
書
房
。

樋
口
晴
彦
（
二
〇
一
二
）『
組
織
不
祥
事
研
究　

組
織
不
祥
事
を
引
き
起
こ
す
潜
在
的
原
因
の
解
明
』
白
桃
書
房
。

間
嶋
崇
（
二
〇
〇
七
）『
組
織
不
祥
事
│
組
織
文
化
論
に
よ
る
分
析
│
』
文
眞
堂
。

宮
坂
純
一
（
二
〇
〇
九
）『
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
現
代
企
業
│
何
故
に
、
企
業
不
祥
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
か
│
』
晃
洋
書
房
。

武
藤
治
太
・
松
田
尚
士
（
二
〇
一
〇
）『
カ
ネ
ボ
ウ
の
興
亡
』
國
民
會
舘
。

横
田
好
太
郎
（
二
〇
〇
六
）『
キ
ヤ
ノ
ン
と
カ
ネ
ボ
ウ
』
新
潮
社
。

吉
野
源
太
郎
（
二
〇
〇
五
）『
西
武
事
件
「
堤
家
」
支
配
と
日
本
社
会
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

B
urt, R

. 

（1992

） S
tru

ctu
ral H

oles; T
h

e S
ocial S

tru
ctu

re of C
om

petition, T
he H

arvard U
niversity P

ress.

（
安
田
雪
訳
〔
二
〇
〇
六
〕

『
競
争
の
社
会
的
構
造
│
構
造
的
空
隙
の
理
論
』
新
曜
社
）

C
olem

an, J. S
. 

（1988

） “S
ocial C

apital in the C
reation of H

um
an C

apital” A
m

erican
 Jou

rn
al of S

ociology, vol.94, S
95-120.

一
一
〇



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
二
七
）

Janis, I. L
. 

（1972

） V
ictim

s of G
rou

pth
in

k, H
oughton M

iffl  in.

Janis, I. L
. 

（1982

） G
rou

pth
in

k: P
sych

ological S
tu

d
ies of P

olicy D
ecision

s an
d

 F
iascoes, S

E
C

O
N

D
 E

D
IT

IO
N
, W
adsw

orth. 
（
1
） 
Ｅ
Ｌ
‐
Ｎ
Ｅ
Ｔ
よ
り
、
製
造
物
責
任
、
欠
陥
、
偽
装
、
リ
コ
ー
ル
、
損
害
賠
償
責
任
、
粉
飾
決
算
、
リ
コ
ー
ル
隠
し
、
談
合
、
賄
賂
、
架
空
取

引
、
特
許
侵
害
、
特
許
訴
訟
、
工
場
火
災
、
船
舶
事
故
、
炎
上
、
環
境
汚
染
、
汚
染
物
質
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
検
索
。

（
2
） 

東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
二
〇
一
二
年
度
「
不
適
切
な
会
計
・
経
理
を
開
示
し
た
上
場
企
業
」
調
査
。

http://w
w
w
.tsr-net.co.jp/new

s/analysis/2013/1237300_2164.htm
l

ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
八
月
二
一
日
。

（
3
） 

二
〇
一
二
年
三
月
一
日
付
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
三
九
頁
。

（
4
） 

宮
坂
（
二
〇
〇
九
）
は
「
社
会
通
念
」
と
は
「
評
判
」「
世
間
の
と
り
ざ
た
」
だ
と
し
て
お
り
社
会
規
範
と
は
異
な
る
言
葉
を
も
ち
い
て
い
る
。

し
か
し
、
宮
坂
は
「
評
判
」
＝
「
世
間
の
と
り
ざ
た
」
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
社
会
通
念
は
社
会
の
規
範
と
換
言
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

（
5
） 

法
人
実
在
説
を
と
れ
ば
法
人
と
し
て
の
企
業
に
責
任
を
課
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
責
任
の
所
在
が
あ
い
ま
い
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
。
責
任
の
所
在
を
明
白
に
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
法
人
擬
制
説
に
準
拠
し
、
企
業
不
祥
事
は
自
然
人
が
起
こ
す
も
の
と
い
う
考
え
に
立
つ
。

（
6
） 

本
節
は
北
見
（
二
〇
一
〇
）
七
四
│
七
五
頁
に
準
拠
し
て
い
る
。

（
7
） 

齋
藤
（
二
〇
〇
七
）。
一
五
〇
件
の
不
祥
事
を
採
録
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
不
祥
事
と
い
え
な
い
事
案
も
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で

は
一
五
〇
件
の
う
ち
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
株
の
争
奪
戦
、
日
本
銀
行
総
裁
村
上
フ
ァ
ン
ド
投
資
問
題
、「
週
刊
朝
日
」
武

富
士
か
ら
の
編
集
協
力
費
受
け
取
り
事
件
の
三
件
を
除
外
し
た
一
四
七
件
を
分
析
対
象
と
し
た
。
齋
藤
憲
氏
か
ら
の
筆
者
へ
の
私
信
に
よ
れ
ば
、
本

書
は
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
が
独
自
に
編
集
し
た
も
の
と
の
こ
と
か
ら
、
以
下
本
文
中
で
は
齋
藤
（
二
〇
〇
七
）
と
表
記
せ
ず
に
書
名
で
表
記
し
て
あ

る
。

（
8
） 

二
〇
一
三
年
三
月
一
五
日
企
業
不
祥
事
研
究
会
（
於
日
本
大
学
法
学
部
）
に
お
け
る
間
嶋
崇
講
演
「
組
織
の
不
祥
事
│
倫
理
研
究
の
現
在
と
未

来
」
資
料
。

一
一
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
二
八
）

（
9
） 

た
だ
し
規
範
は
時
と
と
も
に
変
化
す
る
の
で
、
公
務
員
へ
の
接
待
の
よ
う
に
、
従
来
は
規
範
逸
脱
で
な
く
と
も
社
会
の
変
化
を
反
映
し
て
規
範

逸
脱
行
為
と
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
10
） 
二
〇
一
三
年
に
顕
在
化
し
た
、
カ
ネ
ボ
ウ
化
粧
品
美
白
化
粧
品
「
ブ
ラ
ン
シ
ー
ル
」
の
使
用
者
に
重
い
白
斑
症
状
が
み
ら
れ
、
製
品
自
主
回
収

を
実
施
し
た
。
最
初
に
顧
客
か
ら
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
か
ら
二
年
間
「
フ
ォ
ロ
ー
の
必
要
の
な
い
相
談
」
と
し
て
放
置
さ
れ
続
け
、
被
害
が
拡
大
し

た
、
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。（
二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
日
経
産
業
新
聞
、
二
八
頁
）

（
11
） 

経
営
者
に
起
因
す
る
も
の
は
、
組
織
的
な
も
の
と
し
て
分
類
し
た
。

（
12
） 

日
本
監
査
役
協
会
（
二
〇
〇
三
、
三
頁
）
で
は
、
個
人
の
犯
罪
の
部
分
の
解
説
が
、「
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
は
平
素
の
危
機
管
理
が
不
徹
底
な
る

が
ゆ
え
に
起
こ
る
が
、
最
近
は
社
会
常
識
か
ら
逸
脱
し
た
企
業
論
理
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
不
祥
事
が
多
く
発
生
し
て
い
る
。
統
制
環
境
を
構
築
・

運
用
す
る
役
目
の
経
営
者
が
市
場
を
無
視
し
た
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
に
陥
れ
ば
、
安
全
に
対
す
る
従
業
員
教
育
も
不
徹
底
と
な
り
、
総
合
的
な
リ
ス

ク
管
理
が
甘
く
な
る
。」
と
「
個
人
犯
罪
」
か
ら
「
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
」
に
変
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も
経
営
者
の
責
任
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
示

唆
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
社
会
常
識
か
ら
逸
脱
し
た
企
業
論
理
」
は
個
人
の
問
題
で
は
な
く
企
業
風
土
・
文
化
の
問
題
と
考
え
ら
れ

る
の
で
個
人
犯
罪
か
ら
除
外
し
、
純
粋
に
個
人
に
起
因
す
る
犯
罪
・
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
と
し
た
。

（
13
） 

樋
口
（
二
〇
一
二
）
で
は
、
こ
れ
はR

eason, J. 

（1997

） M
an

agin
g th

e R
isks of O

rgan
ization

al A
ccid

en
ts, A

shgate P
ublishing

の
「
組
織
モ
デ
ル
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
参
考
に
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
14
） 

株
式
会
社
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
グ
ル
ー
プ
が
二
〇
〇
五
年
三
月
期
決
算
で
経
常
利
益
、
税
引
き
後
利
益
を
そ
れ
ぞ
れ
一
八
八
億
円
、
一
一
七
億

円
架
空
計
上
し
た
も
の
。
筆
者
の
判
断
で
は
、
社
会
通
念
上
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
粉
飾
決
算
で
あ
る
が
、
証
券
取
引
法
第
一
七
二
条
第
一
項
第
一
号
に

基
づ
く
処
分
と
し
て
五
億
円
の
追
徴
金
課
税
で
処
理
さ
れ
た
。

（
15
） Irving Janis

（1972; 1982

）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
概
念
。
個
人
で
は
と
ら
な
い
決
定
を
集
団
で
は
と
っ
て
し
ま
う
事
を
指
す
概
念
。
詳
し

く
は
本
章
後
半
参
照
。

（
16
） 

岡
野
・
今
野
に
よ
れ
ば
、「
日
和
見
主
義
者
」
と
は
、「
そ
れ
ま
で
に
表
明
さ
れ
た
発
言
の
う
ち
自
派
の
発
言
者
が
半
数
以
上
で
あ
れ
ば
発
言
す

る
が
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
発
言
し
な
い
人
」
で
「
全
体
と
し
て
5
人
以
上
の
発
言
者
が
出
な
い
限
り
様
子
見
を
続
け
、
発
言
し
な
い
。」
者
と
定

一
一
二



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
二
九
）

義
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
六
、
一
四
頁
）。

（
17
） 

キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書
で
は
第
四
章
「
取
締
役
会
」
の
部
分
で
、「
取
締
役
会
会
長
の
役
割
の
重
要
性
と
特
別
な
性
質
を
考
え
あ
わ
せ

る
と
、
会
長
の
役
割
と
最
高
責
任
者
の
役
割
は
、
原
則
的
に
分
離
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。（
八
田
進
二
・
橋
本
尚
共
訳
『
英
国
の
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス　

キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書　

グ
リ
ー
ン
ベ
リ
ー
委
員
会
報
告
書　

ハ
ン
ペ
ル
委
員
会
報
告
書
』
三
二
頁
。）

（
18
） Janis 
（2008

） pp.242-259.

（
19
） 

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
定
義
に
つ
い
て
は
稲
葉
（
二
〇
〇
五
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
） 

最
終
学
歴
終
了
後
た
だ
ち
に
当
該
企
業
に
勤
め
始
め
れ
ば
生
え
抜
き
度
は
1
、
調
査
時
点
で
当
該
企
業
に
勤
め
始
め
れ
ば
生
え
抜
き
度
は
ゼ
ロ

と
な
る
。

（
21
） 

β
値
は
株
式
市
場
全
体
株
価
の
変
化
に
対
し
て
、
当
該
企
業
の
株
価
の
相
関
を
表
わ
す
指
標
。
マ
イ
ナ
ス
1
か
ら
1
の
間
を
と
り
、
1
な
ら
市

場
全
体
の
株
価
変
動
に
対
し
完
全
に
順
相
関
、
マ
イ
ナ
ス
1
な
ら
完
全
に
逆
相
関
を
示
す
。
絶
対
値
が
低
い
ほ
ど
市
場
全
体
の
株
価
変
動
に
対
す
る

相
関
が
低
く
、
株
価
が
市
場
全
体
の
変
動
か
ら
安
定
し
て
い
る
。
β
値
、
株
価
収
益
率
は
六
〇
カ
月
の
時
系
列
デ
ー
タ
か
ら
東
京
証
券
取
引
所
が
算

出
。

（
22
） 

日
本
監
査
役
協
会
（
二
〇
〇
三
）
で
は
、
こ
の
ほ
か
経
営
者
関
与
の
不
祥
事
の
特
徴
と
し
て
、「
内
部
統
制
が
無
効
化
す
る
可
能
性
」
が
あ
り
、

「
不
正
隠
蔽
の
た
め
に
、
企
業
外
の
第
三
者
と
の
共
謀
や
文
書
の
偽
造
、
虚
偽
の
説
明
等
が
伴
う
こ
と
が
多
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経

営
者
関
与
の
不
祥
事
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、「
経
営
者
を
「
不
正
を
し
て
で
も
」
と
い
う
心
理
に
追
い
込
む
よ
う
な
圧
力
」、
そ
れ
を
受
け
た
不

祥
事
を
行
う
動
機
の
発
生
、
画
策
、
実
行
の
四
段
階
を
あ
げ
、
そ
の
程
度
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
、
倫
理
観
や
欲
求
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力

な
ど
を
含
め
た
経
営
者
の
人
格
と
経
営
者
が
お
か
れ
て
い
る
環
境
（
企
業
文
化
と
不
祥
事
を
実
行
し
や
す
い
組
織
環
境
）
を
あ
げ
て
い
る
。

（
23
） 

本
節
の
記
述
は
鐘
紡
株
式
会
社
社
史
編
纂
室
（
一
九
八
八
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
24
） 

二
〇
〇
五
年
四
月
一
三
日
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
一
面
、
二
〇
〇
五
年
七
月
三
〇
日
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
社
説
。

（
25
） 

二
〇
〇
四
年
三
月
期
カ
ネ
ボ
ウ
有
価
証
券
報
告
書
。

（
26
） 

武
藤
山
治
氏
が
全
社
支
配
人
に
就
任
し
た
年
。
当
社
は
一
八
九
二
年
五
月
か
ら
一
九
二
一
年
七
月
ま
で
社
長
を
お
か
ず
、
会
長
の
み
在
籍
。
し

一
一
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
三
〇
）

た
が
っ
て
、
武
藤
氏
が
事
実
上
の
社
長
と
し
て
経
営
の
任
に
あ
た
っ
た
。
た
だ
し
、
武
藤
氏
は
社
長
と
し
て
は
初
代
頭
取
・
社
長
の
三
越
得
右
衛
門

氏
に
つ
い
で
二
代
目
で
あ
る
。

（
27
） 
三
代
目
社
長
津
田
信
吾
氏
は
在
任
一
五
年
の
の
ち
、
Ａ
級
戦
犯
容
疑
者
と
な
っ
て
収
監
さ
れ
て
の
辞
任
で
あ
っ
た
。（
鐘
紡
株
式
会
社
社
史
編

纂
室
、
一
九
八
八
、
四
三
七
頁
）

（
28
） 

長
期
に
わ
た
り
カ
ネ
ボ
ウ
（
鐘
紡
）
の
経
営
の
任
に
あ
っ
た
歴
代
社
長
、
武
藤
山
治
、
津
田
信
吾
、
武
藤
絲
治
、
伊
藤
淳
二
の
四
名
と
伊
藤
の

後
継
社
長
四
名
は
い
ず
れ
も
慶
応
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
慶
応
出
身
者
偏
重
に
つ
い
て
は
横
田
（
二
〇
〇
六
、
四
四
│
四
五
頁
）、
日
本
経
済

新
聞
社
（
二
〇
〇
四
、
一
〇
一
頁
）、
武
藤
・
松
田
（
二
〇
一
〇
、
二
四
九
頁
）
な
ど
参
照
。
ま
た
、『
鐘
紡
百
年
史
』
に
も
個
人
名
の
記
述
の
部
分

に
慶
応
義
塾
出
身
で
あ
る
旨
の
記
述
が
多
数
存
在
す
る
（
三
二
、
四
五
、
四
七
、
二
一
七
、
二
七
五
、
二
七
六
、
四
五
三
頁
な
ど
）。

（
29
） 

西
武
鉄
道
は
四
半
期
に
一
回
開
催
す
る
こ
と
が
会
社
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
取
締
役
会
を
七
年
間
も
書
面
上
で
し
か
開
催
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、

会
計
監
査
人
も
個
人
の
公
認
会
計
士
が
長
期
に
わ
た
り
担
当
し
、
事
実
上
、
企
業
統
治
の
し
く
み
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
30
） 

康
次
郎
氏
の
二
男
清
二
氏
、
三
男
義
明
氏
、
清
二
の
母
で
あ
る
操
氏
、
長
女
淑
子
の
夫
で
西
武
鉄
道
社
長
小
島
正
治
朗
、
二
女
邦
子
の
前
夫
で

西
武
化
学
社
長
森
田
重
郎
、
西
武
鉄
道
副
社
長
宮
内
巌
で
構
成
さ
れ
（
日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
〇
六
、
一
〇
三
頁
））、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
康

次
郎
氏
の
大
番
頭
で
あ
っ
た
中
嶋
忠
三
郎
氏
、
義
明
氏
の
弟
で
あ
る
康
弘
氏
、
山
本
弁
護
士
が
参
加
し
て
い
た
。（
大
西
健
夫
ほ
か

（
二
〇
〇
六
、
二
六
二
│
二
六
三
頁
））。

（
31
） 

日
本
経
済
新
聞
社
（
二
〇
〇
六
）
一
一
二
頁
。

（
32
） 

イ
ト
マ
ン
の
場
合
は
、
河
村
氏
辞
任
後
に
そ
の
経
営
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
影
響
が
財
務
諸
表
に
顕
在
化
し
た
と
判
断
し
、
収
益
率
と
自
己
資
本

比
率
に
は
二
期
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
付
し
て
相
関
係
数
を
算
出
し
た
。

（
33
） 

本
節
の
記
述
は
稲
葉
（
二
〇
〇
九
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
34
） 

東
洋
経
済
新
報
社
『
会
社
四
季
報
2
0
0
7
年
3
集
』
で
は
東
京
ス
タ
イ
ル
の
特
色
と
し
て
「
長
期
ワ
ン
マ
ン
政
権
が
続
く
」
と
記
述
し
て
い

る
（
一
五
七
九
頁
）。

（
35
） 

た
と
え
ば
、
50
年
史
に
は
高
野
氏
の
中
学
時
代
の
記
述
ま
で
あ
る
。「
中
学
時
代
は
甲
子
園
を
夢
見
た
野
球
少
年
、
高
校
時
代
は
陸
上
部
と
相

一
一
四



強
い
絆
が
会
社
を
つ
ぶ
す
（
稲
葉
）

（
六
三
一
）

撲
で
活
躍
し
た
。
陸
上
で
は
槍
投
げ
を
得
意
と
し
た
。
2
年
生
の
と
き
県
大
会
記
録
を
更
新
し
て
優
勝
、
国
体
に
も
出
場
し
た
。
相
撲
で
も
、
県
大

会
を
勝
ち
抜
い
て
全
国
大
会
に
出
場
し
た
。
ま
さ
し
く
ス
ポ
ー
ツ
万
能
で
、
さ
ら
に
応
援
団
長
も
引
き
受
け
る
な
ど
、
そ
の
行
動
力
・
統
率
力
は
仲

間
う
ち
で
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
中
で
注
目
さ
れ
た
。」（
一
二
頁
）
一
部
上
場
企
業
の
社
史
で
創
業
者
で
は
な
い
社
長
の
中
学
時
代
の
記
述
か
ら
始
ま

る
も
の
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
当
社
の
み
で
あ
る
。

一
一
五





行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
三
三
）

行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略

岩　
　

井　
　

義　
　

和

は
じ
め
に

我
が
国
で
は
、
東
日
本
大
震
災
発
災
時
・
復
旧
時
・
復
興
時
に
、
市
民
（
1
）

の
要
求
と
行
政
の
対
応
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
事
例
が
多
く
み

ら
れ
、
市
民
・
行
政
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
課
題
が
多
く
顕
在
化
し
た
。
つ
ま
り
、
市
民
と
行
政
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
や
様
々
な
問
題
を
背
景
と
し
て
生
じ
た
個
別
化
・
多
様
化
し
た
市
民
の
課
題
を
解
決
し
て
お
ら

ず
、
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
確
か
に
行
政
は
、
こ
れ
ま
で
も
広
報
・
広
聴
活

動
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
に
努
め
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
行
政
の
広
報
活
動
が
市
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
部
分
で
、
充
分
な
効
果
を
上
げ
て
き
て
い
な

い
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
七
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こ
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
上
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
①
情
報
化
社
会
の
進
展
に
よ
る
情
報
洪
水
の
中

で
市
民
の
関
心
を
引
く
よ
う
な
広
報
技
術
・
技
法
の
開
発
を
怠
っ
て
き
た
、
②
こ
の
こ
と
以
上
に
広
報
（P

ublic R
elations

）
の
優
れ
た

機
能
を
理
解
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
戦
略
的
に
展
開
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
広
報
は
、
市
民
を
「
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
」
と
考
え
、
結
果
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
「
結
果
報

告
」
や
「
お
知
ら
せ
広
報
」
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
求
め
ら
れ
る
広
報
は
、
行
政
か
ら
の
一
方
的
な
「
お
知
ら
せ
型
広

報
」
↓
「
対
話
型
広
報
」
へ
、
さ
ら
に
は
「
協
働
型
広
報
」
へ
の
発
展
で
あ
り
、
ま
た
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
、
広
報
活
動
を
展
開

す
る
こ
と
に
よ
り
双
方
向
性
で
あ
る2W

A
Y

の
関
係
を
築
く
こ
と
で
、
社
会
が
今
、
何
を
求
め
て
い
る
か
を
把
握
し
、
そ
れ
を
実
行
し

て
い
く
こ
と
で
市
民
か
ら
の
信
頼
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
と
考
え
る
。

「
お
知
ら
せ
型
広
報
」
は
言
う
な
れ
ば
、「
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
、「
対
話
型
広
報
」
は
言
う
な
れ
ば
、「
伝
わ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
2
）

。
つ
ま
り
、
行
政
が
一
方
的
に
「
伝
え
る
」
の
で
は
な
く
、
市
民
に
「
伝
わ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相

手
で
あ
る
市
民
が
理
解
・
反
応
・
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
協
働
型
広
報
と
は
、
対
話
の
結
果
と
し
て
、
行
政
と
市
民
で
新
た
な

価
値
を
協
働
し
て
創
造
し
て
い
く
こ
と
と
考
え
る
。
こ
こ
に
現
代
的
な
行
政
広
報
の
課
題
が
あ
り
、
行
政
と
市
民
の
間
の
不
信
の
悪
循
環

を
解
消
し
、
将
来
に
わ
た
り
信
頼
の
好
循
環
を
築
い
て
い
く
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
う
展
開
し
て
い
く
か
、
ま
た
そ
の
た
め

に
は
い
か
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を
具
体
的
施
策
と
し
て
実
施
し
て
い
く
か
が
求
め
ら
れ
る
。

⑴　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
の
効
果
を
最
大
化
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
戦
略
対
象
の
本
質
、
特
性
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可

一
一
八
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広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
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シ
ョ
ン
戦
略
（
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井
）

（
六
三
五
）

欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
略
対
象
で
あ
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、「
伝
わ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
相
手
を
思
い
浮
か
べ
て
戦
略
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、「
誰
に
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
伝
え
、
伝
わ
る
の
か
」、
そ
の
た
め
に
は
、「
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
伝
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
」、
そ
れ
ぞ
れ
の

ル
ー
ト
の
特
性
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

市
民
に
と
っ
て
情
報
を
得
る
ル
ー
ト
で
あ
る
、
情
報
の
接
点
は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新
聞
・
雑
誌
と
い
っ
た
〝
マ
ス
（
大
衆
、
大

量
）〞
メ
デ
ィ
ア
の
広
告
や
コ
ン
テ
ン
ツ
（
記
事
・
番
組
な
ど
）、
組
織
が
自
ら
発
信
す
る
情
報
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
サ
イ
ト
な
ど
）
で
あ
り
、

且
つ
職
員
の
対
応
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
接
点
を
統
合
し
て
、
そ
の
組
織
や
事
業
が
自
分
に
と
っ
て
有
益
か
不
利
益
か
を
市
民
は
判
断

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
在
で
は
、
市
民
自
身
に
よ
っ
て
情
報
の
内
容
や
職
員
の
言
動
・
対
応
が
ブ
ロ
グ
な
ど
で
意
見
や
要
求
と
し
て
発

信
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
が
別
メ
デ
ィ
ア
の
番
組
や
記
事
で
紹
介
さ
れ
、
一
つ
の
情
報
の
接
点
で
の
内
容
が
、
他
の
情
報
の
接
点
に
影

響
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
の
接
点
の
メ
デ
ィ
ア
理
解
を
向
上
し
、
ど
の
よ
う
な
情
報
の
接
点
で
ど
の
よ
う
な
情
報
を

伝
達
す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
と
な
る
。

例
え
ば
、
災
害
時
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
で
は
、「
ど
こ
で
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
端
的
で
正
確

な
情
報
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
広
く
伝
え
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
し
か
も
、
行
政
か
ら
の
情
報
は
正
式
情
報
と
な
る
の
で
、
タ
イ
ム
リ
ー
に

注
力
す
る
あ
ま
り
、
正
確
で
は
な
い
情
報
は
逆
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
、「
正
確
な
情
報
」
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

タ
イ
ム
リ
ー
に
広
く
伝
え
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
番
組
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続

く
の
が
新
聞
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
生
じ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
ら
伝
え

な
が
ら
、
各
メ
デ
ィ
ア
に
働
き
か
け
、
番
組
や
記
事
で
伝
え
て
も
ら
う
。
特
に
ラ
ジ
オ
は
、
番
組
の
編
成
に
融
通
が
利
き
、
メ
デ
ィ
ア
や

一
一
九
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生
活
者
も
災
害
時
は
ラ
ジ
オ
が
情
報
源
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
た
め
、
緊
急
時
の
対
応
力
が

強
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
メ
デ
ィ
ア
も
電
気
や
電
波
な
ど
の
状
況
で
生
活
者
に
届
か
な
い
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
表
│

1
か
ら
事
例
を
考
え
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

（
事
例
）
災
害
関
係
（
有
事
）
①
災
害
時
に
は
、
情
報
を
逐
次
提
供
す
る
「
告
知
型
」+

「
説
明

型
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
②
復
旧
が
完
了
す
る
と
、
日
常
化
す
る
た
め
、「
短
期
型
」
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
③
タ
ー
ゲ
ッ
ト
↓
東
北
管
区
内
の
生
活
者
全
て
と
関
係
機
関
。
特
に
被
災

者
と
被
災
地
の
関
係
機
関
。

ま
た
、
災
害
関
係
で
は
平
時
の
活
動
も
重
要
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略

で
は
、
①
瞬
間
的
に
予
算
を
か
け
る
も
の
、
②
長
期
的
に
繰
り
返
し
市
民
が
情
報
に
接
触
す
る
よ

う
に
す
る
も
の
と
の
両
輪
で
啓
蒙
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
方
位
的
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
、
日
常
的
に
接
触
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
防
災
に
対
す
る
意
識
を
啓
蒙

す
る
活
動
が
重
要
と
な
り
、
少
し
ず
つ
で
も
良
い
か
ら
常
に
接
触
さ
せ
る
こ
と
で
浸
み
込
む
よ
う

に
刷
り
込
ん
で
い
く
活
動
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
災
害
関
係
だ
け
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
、
特
に
情
報
伝
達
部
分
に
は
、

表－ 1　各情報の接点を考慮してのコミュニケーション形態（ 3）

告知型：いわゆるお知らせ

説明型：内容を理解してもらうための説明

啓蒙型：生活者の意識啓蒙と啓発を行うもの

短期型：特定の期日の前後数日程度

中期型：数か月程度

長期型：数年～数十年に渡るもの

（出所） 　国土交通省東北地方整備局資料『生活者とのコミュニケーションの精

度の向上を目指して～戦略的な行政広報の実現へ～』、p.69
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行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
三
七
）

表－ 2 　災害関係（有事）コミュニケーションサンプル

※　緊急時であるため、各メディアの特性として分析している

テ　　レ　　ビ

映像や音声を使い、タイムリーに詳細な状況を
伝えることできる。自宅以外でも視聴できる、
携帯電話などのワンセグが普及しつつあるが、
基本的にアンテナにつながっていないと視聴で
きないため、被災者は見ることができない可能
性があることに留意する。

ラ　　ジ　　オ

音声だけではあるが、タイムリーに詳細な状況
を伝えることができる。防災ラジオの普及や
カーラジオなどにより、自宅以外でも聞くこと
ができるため、他のメディアよりも被災者に届
きやすい。

新　　　　　聞

紙であるため、多くの情報を伝えることができ
る。しかしながら、発行は翌日になるというこ
と、新聞販売店のネットワークが寸断され、宅
配ができず、被災者は見ることができない可能
性があることに留意する。

雑　　　　　誌
紙であるため、多くの情報を伝えることができ
るが、発行タイミングによるタイムラグがある
ため、タイムリーな情報でない可能性がある。

Ｏ　　Ｏ　　Ｈ
看板等を活用し、道路の寸断や迂回路など、現
地の状況を説明する。状況の変化に応じて看板
の内容を変更していく。

インターネット
24時間説明ができる、貴重なツールであるが、
電気や電話回線などがないと、閲覧できないた
め、被災者は見ることができない可能性がある。

広報

ニュースリリース
公式文書として公開する。行政による発表こそ
が正確な情報である。と生活者は認識している
ため、非常に重要。

記者会見・取材対応

直接、正確に伝えることにより、番組や記事の
精度を向上させる。メディアによる憶測ではな
く、行政による発表こそが正確な情報である。
と生活者は認識しているため、非常に重要。

イ ベ ン ト

パ ン フ レ ッ ト 状況を説明する「チラシ」が必要となる場合は
検討。

広 報 誌 発行にタイムラグがあるため、復旧の報告を掲
載することを検討。

（出所） 　国土交通省東北地方整備局資料『生活者とのコミュニケーションの精

度の向上を目指して～戦略的な行政広報の実現へ～』、p.80
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
三
八
）

大
き
な
違
い
が
あ
り
、
対
象
が
ど
う
い
っ
た
時
に
、
何
を
求
め
て
い
る
か
（
内
容
）、
何
で
知
ら
せ
る
べ
き
か
（
メ
デ
ィ
ア
）
を
知
る
「
情

報
受
信
」
部
分
が
、
日
常
の
行
政
活
動
に
お
い
て
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

（
事
例
）
災
害
関
係
（
平
時
）
①
災
害
時
の
心
得
な
ど
を
啓
蒙
し
、
有
事
の
対
応
力
向
上
を
促
す
、「
啓
蒙
型
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

②
何
年
に
も
渡
っ
て
続
く
た
め
、「
長
期
型
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
③
タ
ー
ゲ
ッ
ト
↓
東
北
管
区
内
の
生
活
者
全
て
と
関
係
機
関
。

⑵　

メ
デ
ィ
ア
選
択

次
に
、
前
述
の
情
報
伝
達
の
場
面
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
メ
デ
ィ
ア
選
択
で
あ
る
。
災
害
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ン

プ
ル
で
も
分
る
よ
う
に
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
確

か
に
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
は
、
広
報
効
果
を
高
め
る
た
め
の
有
効
な
方
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
複
数
メ
デ
ィ
ア
を
漠
然
と
ミ
ッ
ク

ス
す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
認
識
し
た
上
で
組
み
合
わ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
充
分
な
効

果
は
期
待
で
き
な
い
。

従
来
、
印
刷
メ
デ
ィ
ア
、
映
像
メ
デ
ィ
ア
、
電
波
メ
デ
ィ
ア
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
、
ラ
イ
ブ
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
分
類
が
な
さ
れ
る
。
そ

の
他
と
し
て
「
広
く
伝
わ
る
メ
デ
ィ
ア
」・「
深
く
伝
わ
る
メ
デ
ィ
ア
」、「
入
り
口
メ
デ
ィ
ア
」・「
受
け
皿
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
っ
た
分
け
方

も
考
え
ら
れ
る
（
4
）

。「
広
く
伝
わ
る
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
は
Ｔ
Ｖ
や
新
聞
な
ど
の
マ
ス
広
告
が
代
表
で
あ
る
。
一
方
、「
深
く
伝
わ
る
メ
デ
ィ

ア
」
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
説
明
会
、
行
政
窓
口
で
の
対
応
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
る
と
、
広
く
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
で

一
二
二



行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
三
九
）

表－ 3 　災害関係（平時）コミュニケーションサンプル
※　ターゲットと戦略を策定して、それに基づいた情報の接点を設定した場合のメディアの有効度

◎とても向いているので、積極的に活用 ○まあ向いているので、補完的に活用

△活用は可能だが、効率が悪いため、検討が必要 ×向いていないので、活用しない

テレビ

タイム ◎
広範囲に、長期的に繰り返し接触するため、日常的な使
用に向いている。

スポット ○
時期などが自由にコントロールできるので、防災の各月
間時など、瞬間的な使用に向いている。

ラジオ

タイム ◎
広範囲に、長期的に繰り返し接触するため、日常的な使
用に向いている。

スポット ○
時期などが自由にコントロールできるので、防災の各月
間時など、瞬間的な使用に向いている。

新聞

新聞 ◎
広範囲に接触するため、非常に向いている。小さなス
ペースで繰り返し実施したり、大きなスペースで瞬間的
に実施したりする。

フリーペーパー ○
ターゲット毎に複数実施しないと非効率になる可能性は
あるが、小さなスペースで繰り返し実施したり、大きな
スペースで瞬間的に実施したりする。

雑誌 雑誌 ○
広範囲に接触するため、非常に向いている。小さなス
ペースで繰り返し実施したり、大きなスペースで瞬間的
に実施したりする。

ＯＯＨ

交通広告 ○
1週間単位の枠や年単位の枠などさまざまあるため、目
的に応じて実施する。

新聞折込 ○
期日、エリアを指定して実施するので、防災の各月間時
など、瞬間的な使用に向いている。

屋外メディア ◎ 年間契約が多いので、日常的な使用に向いている。

シネアド ○
期間や映画館を指定して実施するので、防災の各月間時
など、瞬間的な使用に向いている。

施設メディア ◎
年間契約が多いので、日常的な使用に向いている。日常
的な使用に向いている。

ルートメディア ○
広範囲で実施するとコスト効率が悪くなるが、防災の各
月間時など、瞬間的な使用に向いている。

インターネット

インターネット広告 △
サイトに誘導しやすくする意味では、より親切。ただし、
優先順位は低い。

インターネットサイト ◎
メディアの力を借りずに、24時間告知・説明ができる、
貴重なツール。現代において欠かせないもの。

広報

ニュースリリース ◎ 日常的な情報発信として重要。

記者会見・取材対応 ◎ 日常的な情報発信として重要。

イベント ◎
防災に関する意識をリアルに啓蒙する機会としての使用
に向いている。

パンフレット ○
長期間使用できるもの、短期間使用するものと使い分け
ていく。「渡す」ことができる貴重なツール。

広報誌 ○
メディアの力を借りずに自ら告知・説明ができる、貴重
なツール。日常的な使用。

（出所） 　国土交通省東北地方整備局資料『生活者とのコミュニケーションの精度の向上を目指して～戦略

的な行政広報の実現へ～』、p.82
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月
）

（
六
四
〇
）

は
何
を
中
心
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
す
べ
き
か
が
明
確
に
な
る
。
同
様
に
、「
入
り
口
メ
デ
ィ
ア
」
は
マ
ス
広
告
の
ほ
か
に
、
ポ
ス
タ
ー
や
簡

単
な
チ
ラ
シ
、
街
頭
で
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
一
方
、「
受
け
皿
メ
デ
ィ
ア
」
は
や
は
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
説
明
会
、

窓
口
対
応
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

考
え
方
と
し
て
重
要
な
の
は
、「
広
く
伝
わ
る
メ
デ
ィ
ア
」「
入
り
口
メ
デ
ィ
ア
」
で
広
報
対
象
の
注
目
と
関
心
を
つ
か
み
、
そ
れ
を

「
深
く
伝
わ
る
メ
デ
ィ
ア
」「
受
け
皿
メ
デ
ィ
ア
」
へ
誘
導
し
て
く
る
「
道
筋
づ
く
り
」
が
重
要
と
な
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
道
筋
を

考
え
、
企
画
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
道
筋
は
独
り
よ
が
り
、
あ
る
い
は
広
報
主
体
（
情
報
発
信
者
側
）

だ
け
の
意
図
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
メ
デ
ィ
ア
に
し
て
も
、
広
報
主
体
が
思
っ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア

と
対
象
が
求
め
、
使
用
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
重
要
と
な
る
も
の
が
、
社
会
一
般
・
関
係
が
特
定
さ
れ
る
外
部
・
組
織
内
部
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
情
報
に
対
す
る
分
析
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
広
聴
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
聴
く
だ
け
で
あ
れ
ば
誰
に
で
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
提
言

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
背
景
は
何
な
の
か
と
い
っ
た
内
面
的
な
も
の
に
な
る
と
総
合
的
な
情
報
分
析
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を

政
策
に
反
映
さ
せ
る
と
な
る
と
実
は
企
画
の
問
題
が
伴
っ
て
く
る
（
5
）

。
し
た
が
っ
て
、
広
聴
結
果
は
企
画
・
政
策
立
案
と
の
関
連
が
非
常
に

深
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
情
報
分
析
が
正
し
く
な
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
広
報
は
お
ろ
か
、
実
は
政
策
、
行
政

の
根
底
は
崩
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
問
題
や
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
の
問
題
や
ニ
ー
ズ
の

生
ま
れ
た
原
因
や
背
景
を
整
理
す
る
こ
と
が
行
政
の
役
割
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
も
の
が
政
策
課
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
の
判
断
、
そ
し
て
そ
の
政
策
案
の
策
定
や
選
択
、
あ
る
い
は
効
率

的
分
析
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
も
ち
ろ
ん
広
報
内
容
と
し
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
行
政
活
動
と
広
報
と
は
大
き

一
二
四



行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
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一
）

な
関
連
が
あ
り
、
ま
さ
に
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
領
域
で
、
い
か
に
広

聴
と
広
報
を
関
連
さ
せ
つ
つ
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
か
が
大
き
な

問
題
と
考
え
る
。

⑶　

民
間
組
織
事
例
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
（
7
）
）

従
来
、
わ
が
国
の
行
政
に
お
い
て
は
、
縦
割
り
行
政
の
弊
害
が
指
摘

さ
れ
、
予
算
や
人
事
な
ど
に
お
け
る
硬
直
し
た
資
源
の
配
分
に
つ
い
て

課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
総
合
的
な
政
策
の
企
画
・
立
案

機
能
等
の
調
整
機
能
を
有
す
る
組
織
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
調
整
・
是

正
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
に
整

備
さ
れ
て
い
る
の
か
分
析
・
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
調
整
機
能
が
ど

の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
官
房
を
中
心
に
研
究
が
行

わ
れ
て
き
た
（
8
）

。

そ
う
し
た
中
、
民
間
企
業
に
お
い
て
は
、
各
組
織
を
総
合
的
に
調
整

す
る
部
門
（
例
え
ば
、
事
業
ご
と
の
本
部
制
を
敷
い
て
い
る
場
合
（
縦
割
り
）、

こ
れ
ら
各
本
部
の
上
位
に
位
置
す
る
統
括
本
部
を
設
け
総
合
調
整
を
行
っ
て
い

る
（
横
割
り
）
企
業
等
）
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
組
織
が
企
業
内
に
お

表－ 4　今後、行政情報の入手先として希望するメディア（ 3つまで選択）（ 6）

（出所） 　福島大学災害復興研究所編『平成23年度　双葉 8か町村災害復興実態

調査　基礎集計報告書（第 2版）』、p.49
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い
て
ど
の
よ
う
に
調
整
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
に
お
け
る
調
整
組
織
の
在
り
方
、
特

に
横
割
り
の
機
能
を
検
討
す
る
こ
と
は
有
用
と
考
え
る
。

民
間
企
業
は
、
経
営
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
特
に
利
潤
を
追
求
す
る
目
的
で
、
そ
の
企
業
内
構
成
員
の
意
思
疎
通
を
図
り
な
が
ら
、

協
働
す
る
体
系
を
構
成
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
明
確
化
を
図
り
、
そ
れ
に
伴
う
権
限
や
責
任
を
割
り
当
て
、
相

互
間
の
諸
関
係
を
調
整
・
規
定
し
、
意
思
疎
通
を
図
り
な
が
ら
個
々
と
全
体
の
調
整
を
と
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

民
間
企
業
に
お
い
て
、
た
だ
競
争
原
理
を
働
か
せ
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
と
同
じ
く
総
合
調
整
を
行
う
必
要
性
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
間
企
業
で
あ
る
が
、
現
在
、
経
営
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
組
織
の
活
性
化
、
動
態
的
組
織
形
態
へ
の
変
化
が
要

請
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
要
請
の
理
由
と
し
て
は
以
下
の
六
つ
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

●　

顧
客
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
。

●　

高
度
化
に
よ
っ
て
多
品
種
少
量
型
の
独
自
性
の
高
い
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
も
と
め
ら
れ
る
。

●　

企
業
間
競
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
経
営
に
ス
ピ
ー
ド
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

●　

従
業
員
の
就
業
意
識
の
変
化
と
し
て
、
仕
事
に
新
た
な
や
り
が
い
を
求
め
る
「
自
己
実
現
」
の
欲
求
が
高
ま
っ
て
い
る
。

●　

業
務
内
容
の
複
雑
化
に
よ
り
、
効
率
的
な
組
織
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

●　

情
報
技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
オ
フ
ィ
ス
の
情
報
化
が
進
み
、
新
た
な
組
織
運
営
も
可
能
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
は
企
業
組
織
全
体
と
し
て
、「
組
織
内
外
の
総
合
調
整
を
行
う
必
要
性
」
の
要
請
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
現
在
、

一
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民
間
企
業
に
お
け
る
調
整
機
能
も
従
来
の
も
の
か
ら
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
を
検
討
す
る
。

①　

調
整
組
織
と
し
て
の
経
営
企
画
部

民
間
企
業
の
調
整
に
は
、「
全
社
的
な
戦
略
に
対
す
る
、
社
内
あ
る
い
は
企
業
グ
ル
ー
プ
内
組
織
間
の
調
整
」
と
、「
対
立
社
内
組
織
間

の
調
整
あ
る
い
は
行
司
役
」
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
場
合
、
調
整
役
は
経
営
企
画
部
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
見
解
が
あ
る
。

こ
の
経
営
企
画
部
の
職
務
は
、
会
社
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
を
含
め
、
一
般
的
役
割
と
し
て
、「
中
期
経
営
計
画
の
策

定
」・「
企
業
・
事
業
戦
略
の
作
成
」・「
企
業
に
よ
っ
て
違
う
が
、
予
算
管
理
（
予
算
編
成
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）」・「
経
済
分
析
」
を
担
当
し

て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
、「
設
備
投
資
の
経
済
性
評
価
」
を
行
な
う
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
は
従
来
、
技
術
担
当
が

行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
経
営
企
画
部
で
行
な
う
こ
と
も
多
く
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
な
ど
は
、

経
営
企
画
部
に
大
き
な
役
割
を
負
わ
せ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
職
務
が
総
合
調
整
を
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。

こ
の
組
織
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
な
っ
て
か
ら
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
電
電
公
社
時
代
は
、
総
裁
室
の
主
計
局
や
計
画
局
の

影
響
力
が
強
か
っ
た
。
経
営
企
画
部
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
間
の
委
員
会
の
調
整
ま
で
行
っ
て
お
り
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
経
営
戦
略
の

プ
ロ
セ
ス
（
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
：
部
署
間
の
委
員
会
↓
戦
略
委
員
会
↓
経
営
戦
略
会
議
（
決
定
））
の
ほ
と
ん
ど
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
に
は
、
地
域
ド
コ
モ
が
あ
り
、
こ
の
地
域
ド
コ
モ
全
て
に
経
営
企
画
部
が
あ
り
、
地
域
ド
コ
モ
グ
ル
ー
プ
社
長
＋
本
社
社

長
の
会
議
（
社
長
会
）
で
も
、
経
営
企
画
部
が
関
わ
り
、
本
社
経
営
企
画
部
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
事
務
局
を
担
当
し
て
い
る
。

従
来
、
行
政
と
民
間
企
業
の
共
通
部
分
と
し
て
行
政
の
官
房
組
織
は
、
企
業
の
総
務
部
と
似
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
違
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う
状
況
で
あ
る
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
場
合
、
総
務
部
は
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
し
て
お
り
、
会
社
の
評
判
な
ど
に
関
す
る
こ
と

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
は
総
務
部
か
ら
法
務
部
が
独
立
し
、
全
体
の
経
営
戦
略
の
た
め
の
業
務
を
行
う
部
門
と
し
て
、
経

営
企
画
部
が
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
間
企
業
の
場
合
は
、
予
算
と
い
う
よ
り
も
業
務
計
画
が
中
心
で
あ
り
、
経
営
管
理
の
側
面
が

強
く
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
が
経
営
企
画
部
で
あ
る
。
銀
行
な
ど
で
は
、
非
常
に
経
営
企
画
部
の
影
響
力
が
強
く
、
あ
る
銀
行
は
会
長

な
ど
の
直
属
機
関
と
し
て
、
そ
の
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
現

在
で
も
予
算
と
し
て
、
財
政
課
や
経
理
部
が
中
心
と
な
っ
て
管
理
し
て
い
る
企
業
も
存
在
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

経
営
企
画
部
は
、
ま
さ
に
経
営
企
画
・
全
体
の
戦
略
（
9
）

を
考
え
る
組
織
で
あ
り
、
優
秀
な
人
材
を
集
め
て
い
る
。
実
際
に
調
整
を
行
う
場

合
、
年
次
も
あ
る
が
、
年
次
だ
け
で
働
き
か
け
る
の
で
は
な
く
、
将
来
的
に
全
体
の
経
営
計
画
を
担
い
う
る
人
材
を
中
心
に
集
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
経
営
企
画
部
で
は
、
専
門
的
な
能
力
が
な
い
と
務
ま
ら
ず
、
経
営
企
画
部
を
経
験
し
た
人
材
が
、
会
社
の
中
核
的
な
人
間

に
な
り
、
そ
う
し
た
専
門
性
が
企
業
に
と
っ
て
現
在
要
求
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
最
近
で
は
、
戦
略
的
な
経
営
が
必
要
と
な
り
、
重
要

性
は
増
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。

経
営
企
画
と
い
う
部
署
は
、
各
会
社
・
業
種
に
よ
っ
て
違
う
が
、
共
通
部
分
と
し
て
は
、
自
ら
の
デ
ー
タ
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
他
の
部

署
の
デ
ー
タ
に
依
存
し
つ
つ
業
務
を
行
う
た
め
、
そ
の
意
味
で
根
無
し
草
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
の

デ
ー
タ
が
重
要
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
部
署
と
の
調
整
に
関
わ
る
場
合
、
部
署
間
で
調
整
が
で
き
れ
ば
良
い
が
、
で
き
な
い
場
合
、

経
営
企
画
部
が
会
議
体
を
開
き
、
調
整
に
あ
た
る
。
そ
の
調
整
の
基
に
な
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
他
部
署
の
デ
ー
タ
で
あ
り
、
そ
の
全

デ
ー
タ
が
入
っ
て
い
る
の
が
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
経
営
情
報
シ
ス
テ
ム
（
10
）

で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
管
理
は
財
務
部
が
行
っ
て
お
り
、
通
常

は
権
限
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ス
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
経
営
企
画
部
の
み
、
全
デ
ー
タ
を
見
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か

一
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ら
も
、
経
営
企
画
部
の
役
割
は
明
確
で
あ
り
、
全
体
の
戦
略
骨
子
を
つ
く
る
と
い
う
責
任
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
で
は
、
全
体
の
中
・
長
期
の
企
画
立
案
及
び
進
行
管
理
を
経
営
企
画
部
が
担
当
し
、
経
過
途
中
で
調
整
し
て
い

る
。
単
年
度
の
経
営
計
画
も
作
成
し
て
い
る
が
、
単
年
度
に
関
す
る
管
理
は
財
務
部
が
行
っ
て
い
る
。

②　

現
場
・
外
部
関
係

経
営
企
画
部
は
、
大
枠
の
経
営
戦
略
を
作
成
す
る
が
、
経
営
企
画
部
だ
け
で
は
決
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
い
か
に
、
現
場
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
、
努
力
を
す
る
か
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
経
営
企
画
部
に
と
っ
て
各
部
署
の
デ
ー
タ
は
も

と
よ
り
現
場
を
知
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
、
そ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
で
は
、
経
営
企
画
部
に
配
属
が
決
ま
っ
て
か
ら
、

各
支
店
・
販
売
店
な
ど
を
実
際
に
体
験
し
、
顧
客
と
の
関
係
を
実
際
に
目
で
見
る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
取
り
組
み
は
、

実
際
の
組
織
外
部
の
存
在
で
あ
る
顧
客
と
の
関
係
や
声
を
聴
く
重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
携
帯

電
話
会
社
で
は
、
た
だ
携
帯
電
話
の
販
売
台
数
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
携
帯
電
話
の
販
売
台
数

は
重
要
で
あ
る
が
、
顧
客
の
声
と
し
て
重
要
に
な
る
こ
と
が
、
通
話
の
質
や
つ
な
が
り
や
す
さ
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
な
が
り
や
す
さ
に

関
し
て
は
、
会
社
独
自
で
も
調
査
は
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
は
未
だ
各
携
帯
電
話
会
社
で
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

今
年
度
中
に
総
務
省
で
測
定
法
や
測
定
機
関
に
つ
い
て
の
方
針
を
決
め
、
業
界
団
体
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
る
。
来
年
度
を
目
処
に
統
一
表
示
を
実
施

に
移
す
と
し
て
い
る
）。
こ
の
場
合
、
実
際
に
重
要
と
な
る
の
が
顧
客
の
声
で
あ
る
。
例
え
ば
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
で
は
、「
聞
か
せ
て
！
ド
コ

モ
の
電
波
状
況
」
と
い
う
形
で
情
報
収
集
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
情
報
を
基
に
、
ど
こ
に
ア
ン
テ
ナ
基
地
局
を
設
置
す
れ
ば
良
い
か
の

検
討
が
行
わ
れ
、
つ
な
が
り
や
す
さ
及
び
今
後
の
エ
リ
ア
拡
大
の
戦
略
に
つ
な
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ア
ン
テ
ナ
基
地
局
で
あ
る
が
、

一
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簡
単
に
作
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
単
に
既
存
の
高
い
所
に
ア
ン
テ
ナ
を
設
置
す
る
場
合
と
、
基
地
局
と
し
て
鉄
塔
な
ど
を
建
て

な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合
な
ど
が
あ
る
。
特
に
、
こ
の
鉄
塔
を
建
て
る
場
合
は
、
い
わ
ば
鉄
塔
を
建
て
る
材
料
を
作
る
必
要
が
あ
る
の
と

同
時
に
、
建
て
る
場
所
の
選
定
と
場
所
の
交
渉
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
販
売
台
数
だ
け
を
伸
ば
し
て
も
、
つ
な
が
る

状
況
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り
、
結
果
と
し
て
顧
客
に
は
サ
ー
ビ
ス
低
下
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場

合
、
ア
ン
テ
ナ
設
置
の
現
場
・
鉄
塔
の
製
造
・
ア
ン
テ
ナ
の
数
・
販
売
台
数
な
ど
と
顧
客
の
声
を
連
動
・
調
整
さ
せ
て
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

全
体
と
し
て
の
戦
略
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
場
合
の
調
整
に
お
い
て
は
、
経
営
企
画
部
が
戦
略
委
員
会
で
、
顧
客
か
ら
の
情
報
、
交
渉
現
場
、
鉄
塔
の
製
造
状
況
な
ど
も

含
め
、
関
係
部
署
同
士
の
調
整
を
議
題
と
し
て
提
案
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
合
わ
せ
て
経
営
企
画
部
主
導
で
グ
ル
ー
プ
を
作
る
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
、
外
部
か
ら
の
指
示
や
決
定
、
あ
る
い
は
上
位
か
ら
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
降
り
て
き
た
指
示
や
決
定
の
よ
う
な
課
題
に
対
す
る

対
応
に
つ
い
て
も
経
営
企
画
部
が
担
当
し
て
お
り
、
前
述
の
、
今
後
の
つ
な
が
り
の
測
定
方
法
や
基
準
な
ど
を
総
務
省
が
決
定
し
て
い
く

場
合
、
監
督
官
庁
で
あ
る
総
務
省
へ
の
対
応
も
、
経
営
企
画
部
内
に
あ
る
企
画
調
整
室
と
い
う
専
門
部
署
が
担
当
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う

に
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
で
は
、
そ
の
業
務
特
性
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
事
業
部
は
存
在
し
つ
つ
も
、
お
互
い
に
関
連
し
な
が
ら
全
体
の
経
営

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
性
を
反
映
し
、
そ
の
中
で
の
経
営
企
画
部
に
大
き
な
役
割
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
営
企
画
部
に
は
、

よ
り
現
場
・
外
部
関
係
を
知
る
必
要
性
が
あ
る
。
実
際
に
あ
る
メ
ー
カ
ー
で
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
や
バ
ラ
ン
ス
・
ス
コ
ア
カ
ー
ド
を
使
う
場
合
、

現
場
を
知
ら
な
い
企
画
部
が
作
っ
た
も
の
は
反
発
を
受
け
て
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
事
例
が
あ
る
。
逆
に
、
現
場
（
品
質
管
理
部
な
ど
）

に
任
せ
て
指
標
を
つ
く
っ
た
と
こ
ろ
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
が
増
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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ニ
ケ
ー
シ
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（
岩
井
）

（
六
四
七
）

こ
の
経
営
企
画
部
の
よ
う
な
組
織
を
行
政
に
導
入
す
る
場
合
、
第
一
に
現
場
と
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
第
二
に
縦
割

り
の
調
整
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
現
場
を
知
り
、
横
串
を
入
れ
る
組
織
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
組
織
な
ら
ば

ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
組
織
と
原
課
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い

か
に
構
築
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
い
か
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
努
力
を
す
る
か
が

大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
取
り
組
み
は
、
自
社
の
実
態
を
分
析
し
、
明
確
な
経
営
目
的
の
も
と
で
の
将
来
的
な
経
営

戦
略
や
人
材
戦
略
を
踏
ま
え
て
決
定
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
経
営
環
境
や
企
業
の
規
模
、
事
業
内
容
等
の
変
化
に
応
じ
て
、
企
業
組
織

の
形
態
を
変
革
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
各
企
業
の
特
色
の
違
い
は
あ
る
が
、
共
通
点
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
化
、

す
な
わ
ち
情
報
の
取
り
扱
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
命
令
と
管
理
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
新
し
い
モ
デ
ル
と
も
関
連
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。『
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
・
オ
ブ
・
ワ
ー
ク
（
11
）

』
で
は
、
新
し
い
モ
デ
ル
と
し
て
、〔
命
令
と
管
理
〕
か
ら
、〔
調
整
と
育
成
〕

＋
協
力
へ
移
行
す
る
必
要
性
が
強
調
さ
れ
、
こ
の
二
つ
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〔
調
整
と
育
成
〕
は
、〔
命
令
と
管
理
〕

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
徹
底
し
た
集
中
化
か
ら
徹
底
し
た
分
散
化
に
い
た
る
、
あ
ら
ゆ
る
経
営
管
理
手
法
を
包
む
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に

は
、
調
整
と
育
成
の
観
点
か
ら
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
考
え
、
古
い
集
中
化
で
は
な
く
、
新
し
い
集
中
化
モ
デ
ル
を
考
案
す
る
必
要
性
を
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
重
要
と
な
る
も
の
が
Ｉ
Ｔ
で
あ
り
、
こ
れ
を
う
ま
く
使
用
す
る
こ
と
で
、
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
変
化
に

応
じ
て
分
散
化
の
度
合
い
や
形
態
を
柔
軟
に
対
応
さ
せ
る
能
力
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
能
力
を
必
要
と
さ
れ
る

人
物
（
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
組
織
に
変
え
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
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ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
調
整
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
の
「
道
筋
づ
く
り
」
と
考
え
る
。

民
間
企
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
戦
略
で
そ
の
状
況
に
応
じ
て
、
法
律
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
組
織
改
編
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
行

政
に
関
し
て
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
範
囲
で
民
間
の
良
い
部
分
を
適
用
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
。
今
後
は
企
業
と
同
じ
く
、

分
散
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
部
分
は
分
散
化
さ
せ
、
新
た
な
集
中
化
に
よ
る
横
串
を
入
れ
る
組
織
、
す
な
わ
ち
新
た
な
集
中
化
に
よ
る
総

合
調
整
も
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
専
門
家
の
育
成
と
、
今
後
の
民
間
企
業
の
動
向
、
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
組
織
の
集
中
化
の
構
築
を
見
守
り
、
参
考
に
す
る
必
要
性
も
あ
る
と
考
え
る
。

⑷　

行
政
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
の
課
題

一
方
、
行
政
の
現
在
を
見
て
み
る
と
、
①
日
常
的
な
行
政
業
務
運
営
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
②
組
織
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
伴
う
横
断
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
③
政
策
課
題
に
関
す
る
政
策
の
形
成
過
程
の
部
分
を
構
成
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
三

つ
に
基
づ
き
考
察
す
る
と
、
担
当
部
局
が
把
握
す
る
事
実
や
既
に
決
ま
っ
た
施
策
に
つ
い
て
は
、
行
政
か
ら
市
民
へ
一
方
的
に
情
報
が
発

信
さ
れ
、
ま
た
、
発
信
媒
体
や
手
続
が
あ
る
程
度
既
定
化
さ
れ
、
効
率
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
ど
う
い
っ
た

情
報
を
伝
え
る
べ
き
か
、
ど
の
情
報
（
施
策
）
を
優
先
的
に
発
信
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
各
担
当
部
局
を
越
え
て
検
討
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
政
策
の
策
定
段
階
に
お
い
て
、
市
民
か
ら
の
意
見
を
聞
く
機
会
を
設
け
政
策
に
反
映
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
議
論
の
過
程
を
公

開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
市
民
の
行
政
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
行
政
へ
の
理
解
を
求
め
る
と
い
う
活
動
が
一
部
に
お
い
て
試
行
さ
れ
て
い
る

が
、
よ
り
成
熟
し
た
仕
組
み
と
改
善
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
にP

ublic R
elations

（
以
下
Ｐ
Ｒ
）
と
い
う
考
え
方
が
重
要
に
な

一
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り
、
日
本
の
行
政
広
報
の
課
題
が
あ
る
。

Ｐ
Ｒ
は
、
組
織
体
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
間
に
構
築
・
維
持
さ
れ
る
関
係
性
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
性
は
、
絶
え

間
な
く
変
化
す
る
環
境
の
中
に
あ
り
、
い
わ
ば
組
織
体
と
他
者
と
の
相
互
依
存
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ｐ
Ｒ
は
、
日
本
の
従

来
型
行
政
広
報
と
い
う
捉
え
方
で
は
な
く
、
そ
の
役
割
は
組
織
体
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
に
合
わ
せ
て
調
整
・
対
応
で
き
る
よ
う
に
組
織

全
体
を
支
援
し
て
い
く
役
割
を
持
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
在
の
行
政
広
報
に
は
、「
⑴
相
互
に
依
存
す
る
社
会
か
ら
課
せ
ら
れ
る
多

く
の
社
会
的
責
任
を
引
き
受
け
、
⑵
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
増
大
す
る
中
に
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
距
離
感
と
多
様
性
の
あ
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
⑶
社
会
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
（
12
）

」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
Ｐ
Ｒ
思
考
の
出
発
点
を
示
す
。
②
専
門
ス
タ
ッ
フ
機
能
と
し
て
の
Ｐ
Ｒ
の
成
長
の
説
明

を
す
る
。
③
経
営
層
と
専
門
性
を
も
つ
実
務
家
の
双
方
が
目
指
す
目
的
に
つ
い
て
言
及
す
る
（
13
）

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
が
環

境
変
化
へ
対
応
し
、
調
整
・
適
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
環
境
要
素
を
解
釈
し
、
組
織
体
の
変
化
や
対
応
策
に
関
す
る
戦
略
を
策
定
す
る

た
め
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
（
14
）

と
経
営
層
と
が
協
働
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

行
政
管
理
に
お
い
て
、
組
織
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
組
織
内
部
を
限
定
し
て
考
察
す
る
か
（
閉
鎖
モ
デ
ル
）、

そ
れ
と
も
組
織
と
組
織
を
取
り
巻
く
環
境
と
の
関
係
で
考
察
す
る
か
（
開
放
モ
デ
ル
）
と
い
っ
た
点
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現

在
は
そ
の
両
者
を
い
か
に
統
合
し
て
い
く
か
が
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
閉
鎖
・
開
放
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
Ｐ
Ｒ
の
捉
え

方
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ス
テ
ム
（
役
人
的
）・
モ
デ
ル
を
実
践
す
る
Ｐ
Ｒ
は
、
環
境
へ
向
け

て
変
化
を
与
え
る
取
り
組
み
を
行
う
一
方
で
、
組
織
内
で
は
現
状
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
（
15
）

」。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
仮
に
行
政
が
愛
さ
れ

て
い
れ
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
は
行
政
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
吸
収
し
続
け
る
と
い
う
仮
説
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
ま
さ
に
「
や
り
っ
ぱ
な

一
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し
広
報
」
で
あ
る
。
一
方
、「
Ｐ
Ｒ
が
動
態
的
環
境
に
調
整
・

適
応
し
て
よ
う
と
す
る
組
織
戦
略
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
と
、

そ
の
Ｐ
Ｒ
実
務
は
、
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
（
機
能
的
）・
モ
デ

ル
を
反
映
し
た
も
の
に
な
る
（
16
）

」。

こ
の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
Ｐ
Ｒ
に
適
用

す
る
た
め
に
は
、「
組
織
体
と
対
象
と
な
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
関

係
に
影
響
が
及
ぶ
変
化
を
予
兆
・
発
見
す
る
意
図
を
も
っ
て
環

境
へ
の
監
視
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・

ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
う
な
ら
ば
、
Ｐ
Ｒ
は
、
組
織
体
の
方
針
や
手

続
き
、
行
動
な
ど
に
よ
っ
て
相
互
に
影
響
や
関
係
性
が
生
じ
る

特
定
さ
れ
た
対
象
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
対
し
、
選
択
的
か
つ
細
心
の

注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｐ
Ｒ
の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス

テ
ム
・
モ
デ
ル
は
、
対
象
パ
ブ
リ
ッ
ク
や
他
の
環
境
の
力
、
組

織
内
の
力
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
た
め
の
リ
サ
ー
チ
・
ス
キ
ル
を
要

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
Ｐ
Ｒ
は
、

組
織
内
の
修
正
行
動
を
開
始
し
、
内
部
と
外
部
の
対
象
パ
ブ

リ
ッ
ク
の
知
識
や
傾
向
、
言
動
な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に

図－ 1　ＰＲのオープン・システム・モデル

（出所） 　スコット・Ｍ・カトリップス、アレン・Ｈ・センター、グレン・Ｍ・

ブルーム著、日本広報学会監修『体系パブリックリレーションズ』、p.231
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直
接
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
・
指
揮
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
求
め
る
成
果
は
、
組
織
体
と
対

象
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
相
互
利
益
が
反
映
し
た
目
的
の
維
持
ま
た
は
達
成
で
あ
る
。
相
互
利
益
に
反

す
る
事
項
を
発
見
し
た
ら
、
そ
れ
ら
が
課
題
や
問
題
と
な
る
前
に
変
更
ま
た
は
排
除
す
る
。
積

極
的
な
修
正
行
動
は
、
Ｐ
Ｒ
の
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
・
モ
デ
ル
が
主
要
で
最
大
の
有
益
な
側

面
で
あ
る
（
17
）

」。
つ
ま
り
、
組
織
が
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
Ｐ
Ｒ
を
採
用
す
る
と
、
組
織
体
と

対
象
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
関
係
を
調
整
・
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
絶
え
間
な
く
変
化
す

る
環
境
の
中
で
関
係
維
持
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。

協
働
を
手
掛
か
り
に
、
齋
藤
は
伝
統
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
公
共
政
策
）
モ
デ
ル
を

説
明
し
て
、「
自
治
体
が
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
住
民
は
受
け
手
で
あ
っ

て
、
そ
の
住
民
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
、
再
度
サ
ー
ビ
ス
が
自
治
体
に
よ
っ
て
住
民
に

提
供
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
伝

統
的
な
モ
デ
ル
を
残
し
な
が
ら
も
、
新
た
に
住
民
と
自
治
体
と
の
協
働
領
域
が
生
ま
れ
、
そ
の

シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
送
り
手
と
受
け
手
が
同
一
に
な
る
（
18
）

」
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
、「
重
複
部
分
が
大
き
い
ほ
ど
、
コ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
広
が

る
こ
と
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
と
、
そ
れ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
過
程
が
、
内
在
的
、
つ
ま

り
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
は
送
り
手
と
な
っ
て
、
自
ら
を
評
価
す
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
19
）

」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
パ
ワ
ー
を
も
っ
て
市
民
を
統
制
す

図－ 2　公共サービスの供給モデル

（出所） 　齋藤友之「共同システム構造と特質」、埼玉大学社会調査研究センター

『政策と調査　第 1号』、p.39
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（
二
〇
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四
年
三
月
）

（
六
五
二
）

る
、
あ
る
い
は
従
属
関
係
を
つ
く
る
も
の
で
は
な
く
、
い
か
に
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
行
政
・
市
民
の
良
き
関
係
を
作
る
か
が

重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
の
関
係
性
の
強
化
は
、
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
同
で
互
い
の
強
い

点
を
出
し
合
い
、
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
活
か
し
、
責
任
と
信
頼
に
基
づ
い
た
地
域
の
機
能
開
発
と
発
展
を
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ら

に
大
き
な
両
者
の
成
長
と
末
端
の
市
民
満
足
を
引
き
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
行
動
が
協
働
で
あ
り
、
信
頼

関
係
を
前
提
と
し
た
、
地
域
の
形
成
主
体
で
あ
る
行
政
・
市
民
が
、
自
ら
の
地
域
の
価
値
実
現
の
機
能
を
お
互
い
に
発
揮
す
る
も
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
行
政
・
市
民
の
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
協
働
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
田
尾
は
次
の
五
つ
を
あ
げ
る
（
20
）

。

①　

市
民
の
参
加
が
も
っ
と
も
基
本
的
な
前
提
で
あ
る
。

②　

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
前
向
き
の
、
建
設
的
な
参
加
で
あ
る
。

③　

協
働
（cooperation

）
で
あ
る
の
は
当
然
で
、
応
諾
（com

pliance

）
や
慣
習
（habit

）
に
よ
る
参
加
で
は
な
い
。

④　

受
け
身
で
は
な
く
積
極
的
な
（active

）
参
加
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
。

⑤　

も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
個
人
や
特
定
の
団
体
と
の
間
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
集
合
的
な

（collective

）
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
制
度
的
に
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
的
な
協
働
生
産
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
市
民

的
な
義
務
（civic duty

）
と
何
ら
か
わ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
特
定
団
体
と
の
協
働
生
産
で
あ
れ
ば
、
癒
着
が
形
成
さ
れ
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
。
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行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
五
三
）

図－ 3　行政のコミュニケーション戦略組織

（出所）　筆者作成

図－ 4　市民協働における行政広報

（出所）　図－ 2を筆者が加筆・修正
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四
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そ
こ
で
こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
は
、
ま
ず
「
価
値
の
共
有
」
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
価
値
の
共
有
」
が
大
き
な
課
題
で

あ
り
、
一
体
、
行
政
・
市
民
双
方
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
が
問
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
行
政
広
報
に
よ
る
協
働
づ
く
り
、

す
な
わ
ち
自
治
体
や
地
域
に
と
っ
て
の
大
切
な
「
価
値
」
を
創
造
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
行
政
広
報
の
一

連
の
流
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
考
え
、
市
民
協
働
づ
く
り
に
役
立
て
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
、
そ
し
て
、

従
来
か
ら
の
行
政
広
報
手
法
か
ら
脱
し
、
伝
え
る
こ
と
の
重
要
性
・
聴
く
こ
と
の
重
要
性
を
実
践
し
、
よ
り
高
度
化
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
広
報
を
理
解
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
組
織
・
機
能
を
検
討
し
、
い
か
に
「
道
筋
づ
く
り
」
を
す
る
か
を
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、

「
行
政
と
住
民
と
の
相
互
学
習
と
互
い
の
期
待
を
修
正
す
る
こ
と
、
両
者
が
対
等
だ
と
い
っ
て
も
、
最
終
的
な
責
任
は
、
行
政
が
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
り
（
21
）

」、
さ
ら
に
市
民
も
自
ら
の
責
任
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
今
後
は
、
行
政
広
報
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
連
動
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を
い
か
に
作
っ
て
い
く
か
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
既
存
の
仕
組
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
行
政

環
境
変
化
に
対
応
す
る
行
動
変
化
を
行
政
が
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
、
兵
庫
県
の
協
働
の
主
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
見
る
な
ら
ば
、
活
用
事
業
と
し
て
広
報
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ

に
協
働
づ
く
り
に
役
立
つ
行
政
広
報
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
後
、
特
に
こ
れ
か
ら
の
地
域
経
営
の
要
と

な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
こ
の
調
査
の
結
果
の
課
題
と
し
て
、「
参
画
と
協
働
の
趣
旨
や
必
要
性
は
理
解
し
て
い
る
も
の
の
、
ノ
ウ
ハ

ウ
や
現
場
経
験
の
不
足
か
ら
、
具
体
的
に
事
業
に
ど
う
取
り
入
れ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
が
わ
か
ら
ず
、
戸
惑
っ
て
い
る
職
員
の
姿
が
浮
か

一
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表－ 5　協働の主要チャンネル

主なチャンネル 活用事業数 割　　　合

広報 434 45.1％

協議会、運営委員会、連絡会議 168 17.5％

講座・講習 141 14.7％

説明会 120 12.5％

アンケート 117 12.2％

共催、共同実施、運営参加 115 12.0％

審議会、委員会 110 11.4％

グループ支援、連携 99 10.3％

ボランティア活動 96 10.0％

（出所）　兵庫県『参画と協働による施策実施ガイドブック』、p.61

表－ 6　協働の主要チャンネル

（出所）　兵庫県『参画と協働による施策実施ガイドブック』、p.62
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六
五
六
）

び
ま
す
。
こ
の
た
め
、
成
熟
時
代
に
求
め
ら
れ
る
行
政
能
力
の
一
つ
で
あ
る
「
参
画
と
協
働
」
の
意
義
や
、
具
体
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積

と
共
有
、
現
場
主
義
の
徹
底
に
よ
る
実
践
的
な
研
修
機
会
の
充
実
が
重
要
（
22
）

」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
行
政
広
報
の
重
要
性
を
現
わ
し
、

且
つ
行
政
広
報
の
技
術
に
関
し
て
、
新
た
な
試
み
の
必
要
性
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
行
政
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を
再
構
築
し
、
協
働
を
促
進
す
る
技
術
導
入
を
検
討
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
行
政
の
知
ら
せ
た
い
こ

と
」
と
「
市
民
の
知
り
た
い
こ
と
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
、「
市
民
が
行
政
に
伝
え
た
い
こ
と
」
と
「
行
政
が
知
り
た
い
こ
と
」
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

埋
め
る
こ
と
（
調
整
）
が
必
要
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
協
働
と
は
、
ま
さ
に
お
互
い
が
行
動
を
起
こ
し
た
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の

で
あ
り
、
片
方
だ
け
の
行
動
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
つ
ま
り
、
お
互
い
の
反
応
を
引
き
起
こ
す
共
鳴
の
行
政
広
報
を
確
立
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
来
の
姿
で
あ
る
、
双
方
向
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
行
政
側
と
し
て
は
、

総
合
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
と
し
て
、
行
政
広
報
を
「
行
政
・
市
民
の
行
動
を
促
進
」
す
る
も
の
に
位
置
付
け
、
行
政
・
市
民

の
関
係
を
調
整
・
適
応
さ
せ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
と
し
て
活
用
・
拡
大
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、「
市
民
か
ら
の

批
判
」
も
重
要
な
市
民
側
か
ら
の
行
動
で
あ
る
こ
と
を
行
政
が
認
識
し
、
こ
う
し
た
批
判
を
行
政
・
市
民
の
お
互
い
で
調
整
し
て
い
き
、

お
互
い
に
と
っ
て
「
価
値
あ
る
も
の
」
を
作
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
協
働
と
考
え
る
。

注（
1
） 

本
稿
で
使
用
す
る
「
市
民
」
と
は
、
地
域
住
民
は
も
と
よ
り
、
企
業
・
経
済
団
体
・
大
学
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
集
団
な

ど
、
協
働
の
主
体
と
な
り
う
る
多
様
な
存
在
を
含
む
。

（
2
） 

株
式
会
社
電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局
編
『
広
報
力
が
地
域
を
変
え
る
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
（
二
〇
〇
五
年
）、pp.25

〜30

一
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行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
五
七
）

を
参
照
。

（
3
） 

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
資
料
『
生
活
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
精
度
の
向
上
を
目
指
し
て
〜
戦
略
的
な
行
政
広
報
の
実
現
へ

〜
』（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
4
） 
株
式
会
社
電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局
編
、
前
掲
書
、pp.36

〜40

を
参
照
。

（
5
） 

土
橋
幸
男
『
分
権
時
代
の
広
聴
入
門　

理
論
と
実
際
』
ぎ
ょ
う
せ
い
（
二
〇
〇
六
年
）、pp.58

〜60

を
参
照
。

（
6
） 

福
島
大
学
災
害
復
興
研
究
所
編
『
平
成
二
三
年
度　

双
葉
八
か
町
村
災
害
復
興
実
態
調
査　

基
礎
集
計
報
告
書
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
二
年
）

を
参
照
。

（
7
） 

筆
者
執
筆
「
第
五
章　

民
間
企
業
の
調
整
機
能
」
総
務
省
大
臣
官
房
企
画
課
『
官
房
等
省
内
調
整
組
織
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告

書
』（
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。
尚
、
同
報
告
書
作
成
の
た
め
に
行
っ
た
、
企
業
の
総
合
調
整
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ

モ
本
社
の
監
査
役
か
ら
筆
者
自
身
が
伺
っ
た
（
二
〇
〇
七
年
二
月
二
八
日
（
水
）
13
：
30
〜
15
：
30
）
も
の
で
あ
る
。

（
8
） 

代
表
的
な
研
究
し
て
は
、
西
尾
勝
「
官
房
組
織
に
関
す
る
覚
書
」
総
務
庁
長
官
官
房
総
務
課
編
『
行
政
作
用
の
本
質
と
機
能
に
関
す
る
調
査
報

告
書
（
一
九
八
四
年
度
・
上
）』
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
（
一
九
八
五
年
）
や
、
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
日
本
の
官
房
機
能
』
行
政
管
理

研
究
セ
ン
タ
ー
（
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。

（
9
） 

経
営
シ
ス
テ
ム
研
究
会
編
『
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
リ
ア
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
挑
戦
』
日
刊
工
業
新
聞
社
（
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
10
） 

Ｉ
Ｔ
情
報
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
事
例
研
究
「
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ　

業
務
フ
ロ
ー
と
デ
ー
タ
フ
ロ
ー
を
一
体
化
さ
せ
た
リ
ア

ル
タ
イ
ム
経
営
戦
略
シ
ス
テ
ム
を
構
築
」：

http://w
w
w
.atm
arkit.co.jp/fbiz/casestudies/20030726/docom

o.htm
l

（
二
〇
一
三
年
三
月
二
三
日
検
索
）。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
経
営
情
報
シ

ス
テ
ム
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
導
入
し
た
、
新
経
営
戦
略
シ
ス
テ
ム
「
Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｓ
」
で
あ
る
。
Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｓ
は
、D

oC
oM
o R
E
A
L
-

tim
e M
anagem

ent S
ystem

の
頭
文
字
を
と
っ
た
名
称
で
あ
り
、
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
ツ
ー
ル
で
各
業
務
シ
ス
テ
ム
間
を
連
携
さ
せ
、
業
務
と
デ
ー
タ

フ
ロ
ー
の
一
体
化
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
会
計
・
非
会
計
デ
ー
タ
を
二
つ
の
デ
ー
タ
ウ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
シ
ス
テ
ム
に
蓄
積
し
、
交
互
に
切
り

替
え
て
使
う
こ
と
で
、
い
つ
で
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
を
取
得
・
分
析
で
き
る
仕
組
み
を
整
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
大
の
特
徴
は
、
日
々
発

一
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生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
デ
ー
タ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
シ
ス
テ
ム
に
反
映
さ
せ
、「
モ
ノ
の
流
れ
・
お
金
の
流
れ
・
業
務
（
勤
務
状
態
も
含
む
）
の

流
れ
」
と
「
デ
ー
タ
の
流
れ
」
を
完
全
に
一
致
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
モ
ノ
・
金
の
動
き
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
シ
ス
テ
ム
上
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
日
の
債
権
・
債
務
の
状
況
や
携
帯
電
話
の
販
売
実
績
、
在
庫
、
社
員
の
勤
務
状
況
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
収
支
に
至
る
ま
で
、
日
々
の
経
営
状
態

が
画
面
上
で
把
握
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
い
わ
れ
る
〝
リ
ア
ル
タ
イ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
〞
と
は
、『
業
務
の
流
れ
と
デ
ー
タ
の
流
れ
』

『
お
金
の
流
れ
と
デ
ー
タ
の
流
れ
』『
モ
ノ
の
流
れ
と
デ
ー
タ
の
流
れ
』
が
一
致
し
、
シ
ス
テ
ム
上
で
現
実
の
経
営
の
姿
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
把
握
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
業
務
発
生
時
に
担
当
者
が
責
任
を
持
っ
て
デ
ー
タ
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
刻
々
と
変
わ
る
経
営
状
況
を
逐
次
把
握
で
き

る
仕
組
み
で
あ
る
。
ま
た
、
同
シ
ス
テ
ム
の
設
立
過
程
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
営
シ
ス
テ
ム
研
究
会
編
、
前
掲
書
を
参
照
。

（
11
） 

ト
マ
ス
・
Ｗ
・
マ
ロ
ー
ン
著
、
高
橋
則
明
翻
訳
『
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
・
オ
ブ
・
ワ
ー
ク
』
株
式
会
社
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社
（
二
〇
〇
四
年
）

を
参
照
。
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ス
コ
ッ
ト
・
Ｍ
・
カ
ト
リ
ッ
プ
ス
、
ア
レ
ン
・
Ｈ
・
セ
ン
タ
ー
、
グ
レ
ン
・
Ｍ
・
ブ
ル
ー
ム
著
、
日
本
広
報
学
会
監
修
『
体

系
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
』
ビ
ア
ソ
ン
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
二
〇
〇
八
年
）、p.211

。

（
13
） 

日
本
広
報
学
会
監
修
、
前
掲
書
、p.211

。

（
14
） 

こ
こ
で
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
と
は
、
組
織
環
境
の
変
化
を
予
測
し
て
モ
ニ
タ
ー
し
、
そ
れ
を
経
営
層
に
解
釈
し
て
伝
え
る
役
割
を
担
う
。

（
15
） 

日
本
広
報
学
会
監
修
、
前
掲
書
、p.228

。

（
16
） 

日
本
広
報
学
会
監
修
、
前
掲
書
、p.228

。

（
17
） 

日
本
広
報
学
会
監
修
、
前
掲
書
、p.229

。

（
18
） 

齋
藤
友
之
「
協
働
シ
ス
テ
ム
構
造
と
特
質
」、
埼
玉
大
学
社
会
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『
政
策
と
調
査　

第
一
号
』（
二
〇
一
一
年
）
所
収
、p.40

。

（
19
） 

齋
藤
友
之
前
掲
論
文
、p.40

。

（
20
） 

田
尾
雅
夫
「
市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
水
口
憲
人
・
北
原
鉄
也
・
真
渕
勝
『
変
化
を
ど
う
説
明
す
る
か
：
行
政
編
』
木
鐸
社
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行
政
広
報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
（
岩
井
）

（
六
五
九
）

（
二
〇
〇
〇
年
）、p.135

〜136

、
及
び
田
尾
雅
夫
『
公
共
経
営
論
』
木
鐸
社
（
二
〇
一
〇
年
）、p.248

を
参
照
。

（
21
） 

齋
藤
友
之
前
掲
論
文
、p.41

。

（
22
） 
兵
庫
県
『
参
画
と
協
働
に
よ
る
施
策
実
施
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
二
〇
〇
七
年
）、p.61

〜63

を
参
照
。
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制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
六
一
）

制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容

│
日
本
の
ケ
ー
ス

│

岩　
　

崎　
　

正　
　

洋

1　

序

│
制
度
改
革
と
政
党
・
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容

政
治
改
革
後
、
日
本
に
お
け
る
政
党
や
政
党
シ
ス
テ
ム
は
変
化
し
た

（
1
）

。
一
九
九
四
年
に
政
治
改
革
関
連
四
法
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
選

挙
制
度
の
変
更
、
政
治
資
金
の
規
制
、
政
党
に
対
す
る
公
的
助
成
の
導
入
な
ど
が
実
現
し
た
（
佐
々
木 

一
九
九
九
）。

四
法
の
う
ち
、
ま
ず
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
で
は
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
が
従
来
の
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比

例
代
表
並
立
制
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
が
成
立
し
、
小
選
挙
区
の
区
割
り
作

一
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
六
二
）

業
を
行
う
た
め
に
選
挙
区
画
定
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
で
は
、
政
治
資
金
の
規
制
を
強
化
し
、
資
金
管
理
団
体
の
取
り
扱
い
を
は
じ
め
、
企
業
・

団
体
献
金
や
個
人
献
金
の
総
枠
制
限
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。
政
党
助
成
法
は
、
政
党
に
対
し
て
一
定
の
要
件
を
課
し
、
そ
れ
を
満
た
し
た

も
の
に
は
、
政
党
交
付
金
を
配
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
年
間
約
三
〇
〇
億
円
が
費
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
日
本

に
お
け
る
政
党
政
治
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

政
治
改
革
の
名
の
下
で
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
約
二
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る

（
2
）

。
そ
の
時
点
に
お
い

て
、
日
本
の
政
治
改
革
は
、
一
連
の
制
度
改
革
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
制
度
を
変
え
る
こ
と
で
政
治
を
変
え
る
と
い
う
企
図
が

み
ら
れ
る
。
政
治
改
革
は
、
当
時
の
日
本
政
治
が
抱
え
て
い
た
諸
問
題
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
問
題
解
決
の
た
め
の
制
度
改
革

で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
、
結
果
的
に
制
度
改
革
は
問
題
解
決
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
革
が
企
図
し
た
よ
う
に
問
題
は
解
決
し
た
と
い
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
改
革
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
残
存
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
制
度
改
革
に
と
も
な
い
、
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

制
度
改
革
が
成
功
し
た
か
、
そ
れ
と
も
失
敗
し
た
か
を
結
論
づ
け
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
改
革
の
成
功
や
失
敗
を
評

価
す
る
に
は
、
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
一

定
程
度
の
客
観
的
な
基
準
が
必
要
に
な
る
し
、
改
革
の
効
果
が
顕
在
化
す
る
ま
で
に
か
か
る
時
間
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。特

に
、
政
治
改
革
の
場
合
は
、
制
度
改
革
に
論
点
が
集
約
さ
れ
た
た
め
、
新
し
い
制
度
の
効
果
が
現
れ
て
く
る
ま
で
に
は
、
そ
れ
な
り

一
四
六



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
六
三
）

の
時
間
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
改
革
後
す
ぐ
に
み
ら
れ
た
効
果
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
二
十
年
後
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

効
果
で
あ
る
か
の
違
い
に
よ
っ
て
も
評
価
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
制
度
改
革
の
成
功
や
失
敗
を
論
じ
る
よ
り
も
、

改
革
に
よ
る
変
化
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
は
、
と
り
わ
け
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
に
注
目
し
、
制
度
改
革
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
り
、
何
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
を
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
政
治
改
革
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
制
度
や
新
た
に
導
入
さ
れ
た
制
度
が
既
存
の
政
党
の
性

格
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
政
党
シ
ス
テ
ム
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

2　

中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ

一
九
九
四
年
に
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
は
、
そ
れ
ま
で
採
用
さ
れ
て
い

た
中
選
挙
区
制
か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
同
法
が
成
立
し
た
の
は
一
九
九
四
年
三
月
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら

く
の
間
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
新
し
い
選
挙
制
度
の
下
で
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
〇
日
の
第
四
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
と

き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
六
回
に
わ
た
り
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
よ
る
総
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る

（
3
）

。
回
数

を
重
ね
る
こ
と
で
、
新
し
い
選
挙
制
度
は
定
着
し
、
制
度
に
よ
る
影
響
が
目
に
み
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る

（
4
）

。

各
党
は
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
と
い
う
選
挙
制
度
を
前
提
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
政
党
シ
ス
テ
ム
も
同
制
度
を
前
提
に
形

一
四
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
六
四
）

を
な
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
結
果
、
政
党
の
中
央
集
権
化
が
進
み
、
政
党
組
織
は
変
化
し
、
政
党
間
競
合
に
よ
っ
て
形
づ
く

ら
れ
る
政
党
シ
ス
テ
ム
に
も
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

り
、
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（D

uverger 1951

）。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
で
は
、
戦
後
か
ら
一
九
九
四
年
の
改
革
が
な
さ
れ
る
ま
で
衆
議
院
の
選
挙
制
度
に
中
選
挙
区
制
が
採
用
さ

れ
て
い
た
。
戦
後
の
日
本
政
治
は
、「
五
五
年
体
制
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
中
選
挙
区
制
は
、
五
五
年
体
制
下
の
選
挙
制
度

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
五
五
年
体
制
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
政
党
と
政

党
シ
ス
テ
ム
に
焦
点
を
絞
り
、
一
九
五
五
年
に
日
本
社
会
党
と
自
由
民
主
党
（
以
下
、
自
民
党
）
が
誕
生
し
、
そ
の
後
の
政
党
間
競
合
の

基
軸
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
お
く
（
岩
崎 

二
〇
一
一
）。
自
社
二
大
政
党
の
対
立
は
、
中
選
挙
区
制
下
で
み
ら
れ
た
。

中
選
挙
区
制
は
、
小
選
挙
区
制
と
大
選
挙
区
制
と
の
間
の
中
間
的
な
性
格
を
も
ち
、
大
選
挙
区
制
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
中
選
挙
区
制
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
い
く
つ
か
の
選
挙
区
に
わ
か
れ
て
お
り
（
例
外
的
に
全
県
一
区
の
事
例
も
み
ら
れ
た
）、
全

国
で
一
三
〇
選
挙
区
か
ら
な
る
。
一
つ
の
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
る
議
員
の
数
は
三
〜
五
人
で
あ
り
、
単
記
非
移
譲
式
投
票
（single 

non-transferable vote: S
N
T
V

）
で
行
わ
れ
る
。
一
九
九
三
年
七
月
一
八
日
の
第
四
〇
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
、
衆
議
院
議
員
の

定
数
は
五
一
一
名
で
あ
っ
た
。

日
本
は
、
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
お
り
、
政
権
獲
得
を
目
指
す
政
党
は
、
衆
議
院
で
過
半
数
の
議
席
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
選
挙
区
制
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
政
党
は
、
一
三
〇
選
挙
区
す
べ
て
に
一
人
ず
つ
候
補
者
を
立
て
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
同

じ
選
挙
区
に
最
低
で
も
二
人
以
上
の
候
補
者
を
擁
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

衆
議
院
議
員
の
総
定
数
が
五
一
一
名
だ
と
、
そ
の
過
半
数
は
二
五
六
名
に
な
る
た
め
、
政
権
獲
得
に
は
衆
議
院
で
二
五
六
議
席
を
確
保

一
四
八
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五
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
権
獲
得
を
目
指
す
政
党
は
、
全
選
挙
区
に
一
人
ず
つ
候
補
者
を
立
て
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
全
員
当
選
し

た
と
し
て
も
一
三
〇
議
席
に
過
ぎ
ず
、
落
選
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
一
つ
の
選
挙
区
に
最
低
で
も
二
〜
三
名
程
度
の
候
補
者
を

立
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
同
一
政
党
か
ら
同
一
選
挙
区
に
複
数
名
が
立
候
補
す
る
事
態
が
生
じ
る
。
い
ず
れ
の
候
補
者
も
自
ら

の
当
選
を
か
け
て
他
党
の
候
補
者
と
戦
う
と
と
も
に
、
自
分
と
同
じ
政
党
に
所
属
す
る
他
の
候
補
者
と
も
戦
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
中
選
挙
区
制
で
は
、
政
権
を
維
持
し
た
り
、
政
権
を
獲
得
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、
同
一
政
党
内
で
の
「
同
士
討
ち
」
が
避
け

ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

本
来
、
各
党
は
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
を
有
し
て
お
り
、
党
名
に
も
政
党
間
の
差
異
が
反
映
さ
れ
て
い
る
（S

artori 1976

）。

た
と
え
ば
、
左
派
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
革
新
的
な
政
策
を
掲
げ
る
政
党
は
、
共
産
党
や
社
会
党
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
、
右
派
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
や
保
守
的
な
政
策
を
掲
げ
る
政
党
は
、
保
守
党
や
自
由
党
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
。
こ
の
点
は
、
世
界
各
国
の
政
党
を
見
渡
す

と
共
通
の
こ
と
で
あ
り
、
政
党
の
違
い
は
名
称
に
現
れ
、
中
身
が
違
え
ば
一
つ
の
政
党
と
し
て
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
を
示

し
て
い
る
。

選
挙
は
、
政
権
獲
得
を
目
指
す
政
党
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ラ
ベ
ル
を
貼
り
、
自
ら
が
擁
立
す
る
候
補
者
を
一
人
で
も
多
く
当
選
さ
せ
る

べ
く
競
合
す
る
機
会
で
あ
る
。
選
挙
に
際
し
て
有
権
者
は
、
ラ
ベ
ル
の
異
な
る
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
自
分
の
好
み
に
合
っ
た
も
の
を

選
ぶ
。
有
権
者
が
選
択
肢
を
識
別
す
る
最
も
明
確
な
基
準
は
ラ
ベ
ル
の
違
い
で
あ
り
、
ラ
ベ
ル
の
違
い
が
中
身
の
違
い
を
も
意
味
し
て
い

る
。
各
党
が
選
挙
で
競
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
権
者
は
違
い
を
識
別
で
き
る
の
で
あ
り
、
ラ
ベ
ル
の
違
い
が
選
択
肢
の
違
い
を
意
味
し
、

中
身
の
違
い
を
も
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
政
党
間
競
合
の
最
低
限
度
の
条
件
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
同
一
政
党
か
ら
複
数
の
候
補
者
が
立
候
補
し
て
政
党
間
競
合
を
行
い
、
同
時
に
同
士
討
ち
を

一
四
九
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行
う
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、

こ
れ
が
常
態
で
あ
り
、
五
五
年
体
制
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
九
五
五
年
以
来
、
政
権
の
座
に
あ
っ
た
自
民
党
は
、
同
一
選
挙
区
に
複
数
の
立
候
補
者
を
擁
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
自
民
党
の
候

補
者
達
は
、
同
士
討
ち
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
同
一
政
党
か
ら
立
候
補
し
、
自
民
党
の
綱
領
を
前
提
と
し
、
有
権
者
に
対

し
て
訴
え
か
け
る
政
策
も
同
じ
で
あ
る
。
選
挙
で
彼
ら
は
他
党
の
候
補
者
と
競
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
が
所
属
し
て
い
る
自
民
党
の

他
の
候
補
者
と
も
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
党
の
候
補
者
と
の
違
い
は
容
易
に
表
現
で
き
る
と
し
て
も
、
自
党
の
他
の
候
補
者
と
の
違
い

を
示
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
有
権
者
に
対
し
て
政
策
を
訴
え
か
け
、
有
権
者
の
理
性
的
な
判
断
に
基
づ
く
選
択
に
し
た
が

お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
有
権
者
の
情
に
訴
え
か
け
て
多
く
の
支
持
を
得
よ
う
と
す
る
候
補
者
が
続
出
し
た
。

自
民
党
の
候
補
者
は
、
他
党
の
候
補
者
と
所
属
政
党
の
違
い
や
政
策
の
違
い
を
前
面
に
出
し
て
戦
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
同
じ

自
民
党
の
候
補
者
と
は
そ
れ
が
で
き
な
い

（
5
）

。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
他
と
の
差
異
を
示
す
た
め
に
、
有
権
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
合
戦
を
繰
り
広
げ

た
。
政
治
家
な
い
し
候
補
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
冠
婚
葬
祭
で
の
心
尽
く
し
、
入
学
の
世
話
や
就
職
の
斡
旋
、
時
に
は
駐
車
違
反
や

自
動
車
の
ス
ピ
ー
ド
違
反
の
揉
消
し
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
自
民
党
の
政
治
家
や
候
補
者
だ
け

に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
中
選
挙
区
制
下
で
当
選
を
目
指
す
者
の
多
く
が
サ
ー
ビ
ス
合
戦
に
参
戦
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
選
挙
区
制

下
の
選
挙
は
、
政
策
本
位
で
は
な
く
、
政
党
本
位
で
も
な
く
、
む
し
ろ
候
補
者
本
位
で
あ
り
、
候
補
者
は
、
有
権
者
の
情
に
訴
え
た
り
、

有
権
者
に
利
益
誘
導
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
支
持
を
得
る
こ
と
に
優
先
順
位
が
置
か
れ
て
き
た
（
河
野
・
岩
崎 

二
〇
〇
四
）。

ま
た
、
政
治
家
な
い
し
候
補
者
が
政
党
本
位
で
選
挙
を
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
個
々
の
「
後
援
会
」
組
織
が
発
達
し
た
（
カ
ー

チ
ス 

一
九
七
一
）。
政
党
組
織
が
発
達
し
て
い
る
場
合
は
、
政
党
中
心
の
選
挙
と
な
り
、
党
本
部
が
自
党
の
候
補
者
を
支
援
す
る
が
、
政

一
五
〇
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党
組
織
が
未
発
達
で
あ
れ
ば
、
政
治
家
や
候
補
者
は
、
自
分
の
身
を
自
分
で
守
る
し
か
な
い
。
各
人
は
、
自
ら
の
後
援
会
を
組
織
し
、
後

援
会
を
中
心
に
政
治
活
動
を
行
い
、
選
挙
の
際
も
後
援
会
に
頼
る
こ
と
で
、
当
選
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
、
当
選
し
続
け
る
た
め
に
後
援
会
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
後
援
会
は
、
候
補
者
を
当
選
さ
せ
る
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
選
挙

を
通
じ
て
政
治
家
で
あ
り
続
け
る
の
に
不
可
欠
な
政
治
組
織
で
あ
る
。
中
選
挙
区
制
で
は
、
政
党
本
位
の
選
挙
で
は
な
く
、
候
補
者
本
位

の
選
挙
が
行
わ
れ
た
た
め
、
後
援
会
が
一
つ
の
政
治
組
織
と
し
て
根
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
後
援
会
は
、
地
縁
や
血
縁
を
基
礎
に
し
て
つ

く
ら
れ
、
政
治
家
と
有
権
者
と
の
間
で
な
さ
れ
る
利
益
誘
導
に
よ
っ
て
存
続
し
、
日
本
の
選
挙
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
二
つ
の
帰
結
が
生
じ
た
。
一
つ
は
、
カ
ネ
の
か
か
る
政
治
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
競
争
の
過
熱
化
に
よ
り
引
き
起
こ

さ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
中
選
挙
区
制
下
で
み
ら
れ
た
同
士
討
ち
に
よ
り
、
自
民
党
内
で
は
派
閥
の
存
在
が
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
前
者
は
、
政
治
に
金
が
か
か
る
た
め
、
政
治
腐
敗
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
論
理
に
つ
な
が
り
、
政
治
改
革
が
必
要
だ
と
い
う
主
張

と
な
っ
た
。

後
者
に
関
し
て
、
中
選
挙
区
制
で
は
同
一
選
挙
区
に
お
い
て
、
同
一
政
党
か
ら
複
数
の
当
選
者
が
出
る
た
め
、
立
候
補
ま
で
の
過
程
と

当
選
後
の
政
治
家
と
し
て
の
活
動
の
過
程
の
両
方
で
物
心
両
方
の
側
面
か
ら
彼
ら
の
面
倒
を
み
る
役
割
を
派
閥
が
担
っ
た
（
佐
藤
・
松
崎 

一
九
八
六
）。
派
閥
の
領
袖
は
、
総
裁
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
自
派
の
勢
力
拡
大
を
志
向
し
た
。
派
閥
の
所
属
議
員

は
、
自
派
の
意
向
に
沿
っ
て
行
動
し
、
領
袖
と
の
間
に
親
分
子
分
関
係
を
築
い
た
。
自
民
党
で
は
、
派
閥
単
位
で
人
事
が
進
め
ら
れ
、
党

内
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
こ
と
も
閣
僚
に
な
る
こ
と
も
、
基
本
的
に
派
閥
の
推
薦
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
選
挙
で
一
人
の
候
補

者
が
当
選
し
、
そ
の
後
も
一
人
前
の
政
治
家
と
し
て
成
長
し
て
い
く
過
程
で
は
、
政
党
よ
り
も
派
閥
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
個
々
の
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
所
属
す
る
政
党
執
行
部
の
影
響
力
よ
り
も
派
閥
の
影
響
力
の
方
が
大
き
か
っ
た
。

一
五
一
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一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
に
端
を
発
す
る
政
治
と
カ
ネ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
続
発
し
、

カ
ネ
の
か
か
る
政
治
の
実
態
を
是
正
し
、
政
治
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
改
革
を
め
ぐ

る
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
自
民
党
の
長
期
政
権
と
政
権
交
代
の
不
在
、
自
民
党
内
の
派
閥
の
弊
害
、
中
選
挙
区
制
の
問
題
点
な
ど
が
俎

上
に
上
げ
ら
れ
、
政
治
改
革
の
論
点
は
、
政
治
と
カ
ネ
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
選
挙
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
の
問
題

へ
と
射
程
を
広
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

政
治
改
革
に
お
け
る
主
な
柱
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
選
挙
制
度
改
革
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
を
中
選
挙
区
制

か
ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ
と
変
更
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
小
選
挙
区
制
の
採
用
は
、
過
去
に
鳩
山
一
郎
や
田
中
角
栄
と
い
っ
た

自
民
党
の
リ
ー
ダ
ー
達
が
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
敗
し
、
長
年
に
わ
た
り
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
の
状
況
を
ふ
り
返
る
と
、
政

治
腐
敗
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
政
治
改
革
は
、
不
可
避
の
課
題
で
あ
り
、
一
九
九
四
年
の
政
治
改
革
関
連
四
法
の
成
立
は
、
一
つ
の
転
機

を
も
た
ら
し
た
。

3　

選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム

衆
議
院
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
は
、
総
定
数
四
八
〇
議
席
中
三
〇
〇
議
席
を
小
選
挙
区
か
ら
選
出
し
、
残
り
の
一
八
〇
議
席
を

全
国
一
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
比
例
区
か
ら
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
制
度
の
導
入
当
初
は
、
小
選
挙
区
三
〇
〇
議
席
、
比
例
代
表

二
〇
〇
議
席
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
定

一
五
二
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数
が
二
〇
議
席
削
減
さ
れ
、
総
定
数
は
五
〇
〇
議
席
か
ら
四
八
〇
議
席
と
な
っ
た
。
そ
の
内
訳
は
、
小
選
挙
区
三
〇
〇
議
席
、
比
例
代
表

一
八
〇
議
席
で
あ
る
。
選
挙
の
際
に
、
有
権
者
は
一
人
あ
た
り
二
票
を
も
っ
て
お
り
、
小
選
挙
区
で
は
候
補
者
に
一
票
、
比
例
区
で
は
政

党
に
一
票
を
投
じ
る
。

日
本
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
に
は
、
一
人
の
候
補
者
が
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
両
方
に
立
候
補
で
き
る
「
重
複
立
候
補
制
」

が
あ
り
、
小
選
挙
区
で
落
選
し
て
も
比
例
代
表
に
立
候
補
し
て
い
る
場
合
は
、
小
選
挙
区
で
の
当
選
者
（
最
多
得
票
者
）
の
得
票
数
に
対

す
る
得
票
の
割
合
（
惜
敗
率
）
が
高
い
順
に
比
例
代
表
の
方
で
当
選
で
き
る
。
新
し
い
選
挙
制
度
は
、
小
選
挙
区
で
落
選
し
て
も
、
比
例

代
表
で
復
活
当
選
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
選
挙
区
で
有
効
投
票
総
数
の
一
〇
分
の
一
未
満
で
落
選
し
た
候
補
者
は
復
活
当
選
で
き

な
い
。

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
は
、
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
を
混
合
し
た
選
挙
制
度
で
あ
り
、
併
用
で
は
な
く
並
立
で
あ
る
た
め

両
方
の
選
挙
制
度
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
小
選
挙
区
制
は
、
当
該
選
挙
区
で
最
多
得
票
者
の
み
が
当
選
す
る
多
数
代
表
型
の
選
挙
制
度
で

あ
り
、「
勝
者
総
取
り
」
の
論
理
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
複
数
名
の
候
補
者
が
競
合
し
て
も
一
人
し
か
当
選
し
な
い
た
め
、
当
選

者
に
投
じ
ら
れ
た
票
以
外
は
す
べ
て
「
死
票
」
に
な
る
。
小
選
挙
区
制
は
そ
の
点
が
欠
点
と
さ
れ
、
民
意
を
反
映
し
に
く
い
制
度
と
し
て

説
明
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
比
例
代
表
制
に
お
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
各
党
の
候
補
者
名
簿
が
提
示
さ
れ
、
有
権
者
は
政
党
名
で
投
票
す
る
。

各
党
の
候
補
者
は
、
自
党
の
得
票
数
に
応
じ
て
ド
ン
ト
式
で
当
選
が
決
ま
る
。
比
例
代
表
制
に
お
い
て
は
、
小
政
党
に
も
議
席
が
も
た
ら

さ
れ
、
民
意
が
反
映
さ
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
が
、
結
果
的
に
小
党
分
立
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
日
本
の
並
立

制
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。

一
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一
九
八
九
年
あ
た
り
か
ら
政
治
改
革
が
議
論
さ
れ
始
め
、
一
九
九
〇
年
四
月
二
六
日
に
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
が
「
選
挙
制
度
及
び

政
治
資
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
の
答
申
」
を
当
時
の
海
部
俊
樹
首
相
に
提
出
し
た
。
こ
の
答
申
は
、
そ
の
後
の
政
治
改
革
論
議
に
影
響

を
及
ぼ
し
た

（
6
）

。
選
挙
制
度
に
言
及
し
た
部
分
に
注
目
す
る
と
、「
衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
政
権
の
獲
得
、
政
策
の
実
現
を
目
指
し
て
、
政

党
間
の
政
策
の
争
い
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、「
現
行
の
中
選
挙
区
制
の
下
で
は
、
選
挙
に
お
い
て
多
数
議
席
を

確
保
し
、
政
権
党
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
限
り
、
同
一
選
挙
区
で
同
一
政
党
か
ら
複
数
の
候
補
者
が
立
候
補
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら

の
候
補
者
に
と
っ
て
は
、
選
挙
は
政
党
、
政
策
の
争
い
と
い
う
よ
り
は
個
人
同
士
の
争
い
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
の
で
あ
り
、
個
人
本

位
の
選
挙
が
「
候
補
者
と
有
権
者
の
間
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
に
依
存
し
が
ち
と
な
り
、
ま
た
選
挙
に
要
す
る
資
金
の
膨
張
を
も
た
ら

す
」
こ
と
に
も
な
り
、「
永
年
に
わ
た
り
政
党
間
の
勢
力
状
況
が
固
定
化
し
、
政
権
交
代
が
行
わ
れ
ず
、
こ
の
こ
と
が
政
治
に
お
け
る
緊

張
感
を
失
わ
せ
、
そ
れ
が
ま
た
政
治
の
腐
敗
を
招
き
や
す
く
し
て
い
る
」
と
い
う
。

選
挙
制
度
改
革
に
は
、「
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選
挙
と
す
る
こ
と
、
政
権
交
代
の
可
能
性
を
高
め
、
か
つ
、
そ
れ
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
責
任
あ
る
政
治
が
行
わ
れ
る
た
め
に
政
権
が
安
定
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
政
権
が
選
挙
の
結
果
に
端
的
に
示

さ
れ
る
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
直
接
に
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
多
様
な
民
意
を
選
挙
に
お
い
て
国
政
に
適
正
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
」
な
ど
が
必
要
と
な
る
。

小
選
挙
区
制
は
、「
政
権
の
選
択
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
思
が
明
確
な
形
で
示
さ
れ
る
、
政
権
交
代
の
可
能
性
が
高
い
、
政
権
が
安
定

す
る
な
ど
の
特
性
が
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
少
数
意
見
が
選
挙
に
反
映
さ
れ
に
く
い
と
い
う
問
題
」
が
あ
り
、
比
例
代
表
制
は
、「
多
様

な
民
意
を
そ
の
ま
ま
選
挙
に
反
映
し
、
少
数
勢
力
も
議
席
を
確
保
し
う
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
小
党
分
立
と
な
り
連
立

政
権
と
な
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
、
政
権
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
な
ど
の
問
題
」
が
あ
る
と
い
う
。
答
申
で
は
、
両
者
を
組
み
合
わ

一
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せ
た
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
た
。
並
立
制
が
実
際
に
採
用
さ
れ
る
ま
で
に
は
答
申
で
み
ら
れ

た
議
論
が
マ
ス
コ
ミ
で
も
学
界
で
も
登
場
し
、
賛
否
両
論
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
一
連
の
制
度
改
革
で
は
、
新
制
度
導
入
後
の
政
党
政
治
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
制
度
改
革
を
行

え
ば
、
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選
挙
が
実
現
し
、
政
権
を
担
い
う
る
複
数
の
政
党
が
誕
生
し
、
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
い
う
薔
薇
色
の

未
来
像
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

政
治
改
革
後
の
並
立
制
下
で
は
、
各
党
と
も
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
提
示
し
て
選
挙
を
戦
う
よ
う
に
な
り
、
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選
挙

が
実
現
し
て
い
る
と
い
う
楽
観
的
な
見
方
が
あ
る
。
小
選
挙
区
制
に
よ
り
自
民
党
と
民
主
党
と
い
う
二
党
制
が
も
た
ら
さ
れ
、
政
権
交
代

の
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
で
、
実
際
に
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
の
総
選
挙
で
は
、
政
権
交
代
が
実
現
し
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
そ

の
後
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
総
選
挙
に
お
い
て
再
び
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
政
権
交
代
が
起
き
や
す
く

な
っ
た
と
い
う
見
方
を
と
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
政
治
的
不
安
定
を
も
た
ら
し
た
と
捉
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
こ
と
は
性
急
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
政
権
交
代
の
可
能
性
が
以
前
よ

り
も
高
ま
っ
た
と
か
、
政
権
交
代
が
実
際
に
生
じ
た
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
二
大
政
党
に
よ
る
対
立
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

事
実
は
無
視
で
き
な
い
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
の
第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
で

は
、
民
主
党
の
躍
進
と
、
自
民
党
の
大
敗
と
い
う
結
果
に
終
わ
り
、「
ね
じ
れ
国
会
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ね
じ
れ

国
会
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
一
日
の
第
二
三
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
結
果
で
衆
参
の
ね
じ
れ
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。

ね
じ
れ
国
会
の
下
で
は
、
衆
議
院
で
は
、
自
民
党
と
公
明
党
の
連
立
与
党
が
多
数
派
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、
参
議
院
で
は
、
自
民
・

一
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公
明
両
党
が
少
数
派
に
転
落
し
、
民
主
党
を
中
心
と
し
た
野
党
勢
力
が
多
数
派
と
な
っ
て
い
た
。
衆
参
の
ね
じ
れ
現
象
に
よ
り
、
法
案
審

議
が
滞
る
こ
と
も
あ
り
、
政
権
運
営
も
影
響
を
受
け
、
小
泉
純
一
郎
以
降
の
歴
代
首
相
は
、
い
ず
れ
も
政
権
を
長
く
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た

（
7
）

。

並
立
制
下
で
各
党
は
、
小
選
挙
区
に
候
補
者
を
一
人
ず
つ
立
て
、
比
例
代
表
で
は
候
補
者
名
簿
を
提
示
す
る
。
小
選
挙
区
で
は
一
人
し

か
当
選
し
な
い
た
め
、
中
選
挙
区
制
の
よ
う
な
同
一
政
党
の
候
補
者
同
士
の
戦
い
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
政
党
間
で
選
挙
協
力
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
小
選
挙
区
の
候
補
者
数
は
収
斂
し
た
。
た
と
え
ば
、
政
権
与
党
の
自
民
党
と
公
明
党
は
選
挙
協
力
を
行
う
よ
う
に
な

り
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
候
補
者
を
立
て
る
場
合
は
も
う
一
方
が
支
援
に
回
り
、
他
の
選
挙
区
で
は
そ
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
と
な
る
。

ま
た
、
小
選
挙
区
で
は
自
民
党
の
候
補
者
を
推
し
、
比
例
代
表
で
公
明
党
を
推
す
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
野
党
側
も
選
挙
協

力
を
進
め
、
自
民
・
公
明
両
党
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
。
結
果
的
に
、
各
選
挙
区
で
は
、
与
党
側
の
候
補
者
と
野
党
側
の
候

補
者
と
の
一
騎
打
ち
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
つ
の
勢
力
以
外
の
候
補
者
が
出
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
は
、
自
民
党
と
民

主
党
の
対
立
図
式
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
衆
院
選
だ
け
で
な
く
、
参
院
選
で
も
、
東
京
都
議
会
議
員
選
挙
の
よ
う
な
地
方
選
挙
で
も
み

ら
れ
て
き
た
。

か
つ
て
、
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
（M

aurice D
uverger

）
は
、
小
選
挙
区
制
が
二
党
制
を

助
長
し
、
比
例
代
表
制
は
多
党
制
を
促
進
す
る
と
指
摘
し
た
（D

uverger 1951

）。
そ
の
真
偽
を
め
ぐ
り
、
数
多
く
の
議
論
が
展
開
さ
れ

て
き
た
。
日
本
の
並
立
制
は
、
二
つ
の
選
挙
制
度
を
組
み
合
わ
せ
て
お
り
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
議
論
を
日
本
の
事
例
に
当
て
は
め
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
自
民
対
民
主
と
い
う
図
式
が
既
に
全
国
的
に
で
き
て
お
り
、
二
党
制
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
公

明
党
か
共
産
党
か
社
民
党
が
第
三
勢
力
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
小
選
挙
区
に
お
け
る
二
大
政
党
を
脅
か
す
存
在
で

一
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は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
小
選
挙
区
制
が
自
民
党
と
民
主
党
に
よ
る
二
党
制
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、
比
例
代
表
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
が
い
う
ほ
ど
単
純
な
因
果
関
係
は
み
ら
れ
な
い
。
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、

中
選
挙
区
制
の
と
き
か
ら
自
民
党
に
よ
る
一
党
優
位
政
党
制
（predom

inant party system

）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
党
の
数
や
左
右
軸

上
の
配
置
か
ら
す
れ
ば
、
多
党
制
で
あ
っ
た
。
文
字
通
り
一
党
優
位
で
あ
っ
た
が
、
自
民
党
以
外
の
政
党
は
複
数
存
在
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
新
た
に
並
立
制
が
導
入
さ
れ
た
時
点
で
、
日
本
の
政
党
シ
ス
テ
ム
に
は
、
多
党
制
の
色
彩
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
制
度
改
革

に
際
し
、
複
数
政
党
が
生
き
残
る
た
め
に
比
例
代
表
の
部
分
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
比
例
代
表
制
が
多
党
制
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
く
、
多
党
制
で
あ
る
が
ゆ
え
に
比
例
代
表
制
が
採
用
さ
れ
、
比
例

代
表
制
に
よ
っ
て
既
存
の
複
数
政
党
が
存
続
し
て
い
る
と
い
え
る
。
比
例
代
表
制
は
、
二
大
政
党
以
外
に
、
公
明
党
、
社
民
党
、
共
産
党

な
ど
が
議
席
を
獲
得
す
る
の
に
作
用
し
て
い
る
。
日
本
の
事
例
は
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
い
う
よ
う
な
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関

係
が
全
く
み
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
選
挙
制
度
が
政
党
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
と
い
う
一
方
向
的
な
見
方
で
は
説
明
が
つ
か
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

並
立
制
の
小
選
挙
区
で
は
二
党
制
と
な
り
、
比
例
代
表
で
は
多
党
制
と
な
っ
て
い
る
。
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
状
を
み
る
と
、
一
党
優
位

政
党
制
で
あ
る
が
、
二
党
制
と
多
党
制
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
選
挙
制
度
が
混
合
型
で
あ
る
場
合
に
は
、

各
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
政
党
シ
ス
テ
ム
の
形
状
を
つ
く
り
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表

制
の
混
合
型
の
選
挙
制
度
が
制
度
ご
と
に
二
党
制
と
多
党
制
を
つ
く
っ
た
と
し
て
も
、
一
国
レ
ベ
ル
の
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
ど
ち
ら

で
も
な
い
形
状
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
、
世
界
の
国
々
の
選
挙
制
度
は
、
混
合
型
も
多
い
が
、
異
な
る
選
挙
制
度
が
政
党
シ
ス
テ

ム
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
を
考
え
る
参
考
に
な
る
。

一
五
七
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政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
示
す
指
標
の
「
選
挙
ヴ
ォ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（volatility

）」
は
、
一
九
九
六
年
の
総
選
挙
で
高
い
数
値
を
示
し

た
が
、
そ
の
後
は
、
下
降
の
一
途
を
辿
り
制
度
改
革
以
前
並
み
に
な
っ
て
い
る
。
有
効
政
党
数
（eff ective num

ber of parties

）
は
、

一
九
九
三
年
七
月
の
中
選
挙
区
制
の
最
後
の
総
選
挙
で
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
同
選
挙
前
に
自
民
党
か
ら
離
党
し
た
人
々
が
新
党
さ

き
が
け
と
新
生
党
を
結
成
し
た
た
め
、
そ
の
選
挙
結
果
を
受
け
た
有
効
政
党
数
も
影
響
を
受
け
高
い
数
値
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
徐
々

に
低
下
し
、
並
立
制
導
入
前
の
有
効
政
党
数
並
み
に
な
っ
て
い
る
。

得
票
率
で
有
効
政
党
数
を
み
た
場
合
と
、
議
席
率
で
み
た
場
合
の
両
方
と
も
概
ね
似
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、LS

q

指
標
は
、

経
年
変
化
が
み
ら
れ
、
数
値
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
。L

S
q

指
標
は
、
政
党
の
得
票
率
と
議
席
率
と
の
乖
離
を
説
明
し
て
お
り
、
選
挙
の

非
比
例
度
を
示
す
。
並
立
制
下
で
選
挙
を
重
ね
る
度
にL

S
q

指
標
の
示
す
数
値
は
高
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
選
挙
制
度
が

比
例
性
を
欠
い
て
お
り
、
民
意
の
反
映
の
程
度
が
低
下
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

並
立
制
は
、
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
両
方
で
政
党
組
織
の
役
割
を
変
え
た
。
中
選
挙
区
制
下
で
派
閥
が
候
補
者
に
対
し
て
行
っ
て
い

た
こ
と
は
、
今
や
政
党
執
行
部
の
仕
事
で
あ
る
。
小
選
挙
区
で
は
、
一
人
の
候
補
者
の
み
が
党
公
認
と
な
り
、
選
挙
戦
を
戦
う
。
選
挙
時

に
党
公
認
候
補
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
候
補
者
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
る
。

中
選
挙
区
制
下
で
は
、
派
閥
リ
ー
ダ
ー
に
対
す
る
忠
誠
心
が
候
補
者
に
問
わ
れ
た
が
、
並
立
制
下
で
は
、
政
党
執
行
部
に
対
す
る
忠
誠

心
が
問
わ
れ
る
。
党
執
行
部
が
党
の
公
認
を
与
え
る
た
め
、
候
補
者
は
、
執
行
部
に
睨
ま
れ
た
り
楯
突
い
た
り
し
た
ら
公
認
を
受
け
ら
れ

な
い
危
険
が
あ
る
。
同
様
に
、
比
例
代
表
で
も
政
党
の
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
か
否
か
、
記
載
さ
れ
る
と
し
て
も
順
位
が
ど
こ
か
が

候
補
者
に
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
並
立
制
下
で
は
、
自
民
党
も
民
主
党
も
公
認
の
候
補
者
を
決
め
る
際
に
公
募
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

公
募
は
、
書
類
選
考
や
面
接
に
始
ま
り
、
と
き
に
は
予
備
選
を
行
い
、
候
補
者
を
絞
り
込
み
、
最
終
的
に
残
っ
た
一
人
が
党
公
認
と
な

一
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る
。
各
都
道
府
県
の
政
党
支
部
が
推
薦
し
た
候
補
者
で
あ
っ
て
も
、
政
党
本
部
に
よ
る
判
断
と
一
致
し
な
い
場
合
は
、
党
の
公
認
に
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
執
行
部
が
す
べ
て
の
判
断
を
行
う
た
め
、
小
選
挙
区
で
あ
れ
比
例
代
表
で
あ
れ
、
候

補
者
は
、
執
行
部
の
顔
色
を
窺
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
並
立
制
は
政
党
執
行
部
の
力
を
強
化
し
、
政
党
の
中
央
集
権
化
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
派
閥
が
隆
盛
を
極
め
て
い
た
時
代
と
は
著
し
い
違
い
で
あ
る
。

そ
の
顕
著
な
例
が
二
〇
〇
五
年
九
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
第
四
四
回
総
選
挙
で
の
候
補
者
の
公
認
を
め
ぐ
る
騒
動
で
あ
る
。
当
時
の
小

泉
純
一
郎
自
民
党
総
裁
は
、
自
ら
の
政
権
の
最
重
要
課
題
と
し
て
掲
げ
た
郵
政
民
営
化
の
是
非
を
問
う
た
め
に
衆
議
院
を
解
散
し
、
総
選

挙
へ
突
入
し
た
。
総
選
挙
は
、
八
月
三
〇
日
の
公
示
、
九
月
一
一
日
の
投
票
で
あ
っ
た
。

郵
政
民
営
化
は
、
小
泉
が
長
年
に
わ
た
り
掲
げ
て
き
た
課
題
で
あ
り
、
二
〇
〇
一
年
四
月
の
小
泉
内
閣
発
足
時
の
公
約
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
の
第
一
六
二
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
が
七
月
五
日
に
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
が
、
八
月
八
日
に
参

議
院
で
否
決
さ
れ
た
。
同
日
中
に
小
泉
首
相
は
衆
議
院
を
解
散
し
た
が
、
総
選
挙
で
は
、
法
案
の
採
決
で
郵
政
民
営
化
に
反
対
し
た
自
民

党
議
員
を
公
認
せ
ず
、
造
反
議
員
の
選
挙
区
に
は
、
彼
ら
の
対
立
候
補
を
「
刺
客
」
と
し
て
擁
立
し
た
。

本
来
、
自
分
が
反
対
す
る
政
策
を
掲
げ
る
政
党
に
所
属
す
る
こ
と
は
、
議
員
自
身
に
と
っ
て
適
切
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー

が
所
属
す
る
こ
と
は
、
そ
の
党
に
と
っ
て
も
不
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
政
党
と
所
属
議
員
と
の
間
に
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
八
〇
度

異
な
る
主
張
が
共
存
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
お
り
、
政
党
と
し
て
は
不
健
全
な
姿
で
あ
る
。
小
選
挙
区
制
で
は
、
各
党
の
候
補
者
が
自
党

の
政
策
を
掲
げ
て
戦
う
の
で
あ
り
、
候
補
者
自
身
が
自
党
と
異
な
る
政
策
を
掲
げ
る
の
で
は
政
策
本
位
で
も
政
党
本
位
で
も
な
い
。
小
泉

の
執
行
部
が
造
反
議
員
に
刺
客
を
放
ち
、
刺
客
が
相
手
に
打
ち
勝
っ
た
こ
と
で
、
自
民
党
は
、
総
選
挙
で
歴
史
的
な
大
勝
を
収
め
た
。

二
〇
〇
五
年
の
衆
院
選
は
、
自
民
党
の
歴
史
的
な
勝
利
や
、「
小
泉
劇
場
」
と
呼
ば
れ
る
小
泉
首
相
の
政
治
手
法
ば
か
り
注
目
さ
れ
が

一
五
九
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ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
政
党
組
織
の
変
容
が
非
常
に
明
確
に
な
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
泉
首
相
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
無
視
で
き
な
い
と
し
て
も
、
並
立
制
で
は
、
政
党
執
行
部
が
従
来
と
は
異
な
る
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
候
補
者
の
生

殺
与
奪
ま
で
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
選
挙
区
制
下
で
は
、
派
閥
が
自
派
メ
ン
バ
ー
の
生
殺
与
奪
権
を
握
っ
て
い
た
が
、
並
立
制
下

で
は
、
派
閥
に
代
わ
り
、
政
党
執
行
部
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
の
総
選
挙
は
、
並
立
制
に
よ
る
四
回
目
の

選
挙
と
な
る
が
、
各
党
は
、
過
去
四
回
の
経
験
に
基
づ
き
、
選
挙
制
度
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

現
在
の
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
学
の
教
科
書
が
説
明
し
て
き
た
よ
う
な
政
党
の
組
織
や
機
能
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
党
は
、
並
立
制
に
よ
り
中
央
集
権
化
が
進
み
、
選
挙
で
は
、
執
行
部
の
方
針
に
し
た
が
い
公
認
候
補
を
擁
立
し
、

政
策
を
有
権
者
に
示
し
て
戦
う
。
こ
の
点
は
、
教
科
書
の
中
で
政
党
の
説
明
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
選
挙
区
制
下
で
は
、
一
つ
の
政
党
内
で
候
補
者
の
同
士
討
ち
が
み
ら
れ
、
党
執
行
部
よ
り
も
派
閥
の
影
響
力
が
強
く
、
政

策
よ
り
も
後
援
会
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
多
寡
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
政
党
の
実
態
は
、
教
科
書
の
説
明
と
異
な
っ
て
い
た
。
政
党
が
模
範

的
な
姿
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
教
科
書
通
り
だ
と
捉
え
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
か
は
性
急
に
判
断
で
き
る

こ
と
で
は
な
い
。

並
立
制
下
の
政
党
の
中
央
集
権
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
政
党
政
治
に
つ
い
て
の
理
解
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
選
挙
区
制
が

同
一
政
党
の
候
補
者
に
よ
る
同
士
討
ち
を
な
く
し
た
こ
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
合
戦
を
な
く
し
、
カ
ネ
の
か
か
る
政
治
を
な
く
し
た
の
か
。
政

治
家
や
候
補
者
を
支
え
て
い
た
後
援
会
の
役
割
は
低
下
し
た
の
か
。
派
閥
の
役
割
も
低
下
し
た
の
か
。
後
援
会
や
派
閥
は
ど
の
よ
う
な
位

置
づ
け
に
な
っ
た
の
か
。
政
党
の
中
央
集
権
化
は
党
本
部
と
地
方
支
部
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
の
か
。
政
党
の
執
行
部
は
強
力

一
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な
権
限
を
行
使
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
今
後
も
政
党
は
組
織
と
し
て
存
続
可
能
な
の
か
。
今
日
の
政
党
の
機
能
は
何
か
。

政
党
が
教
科
書
の
説
明
に
近
づ
い
た
と
考
え
る
の
は
、
安
易
で
あ
り
、
実
態
を
無
視
し
て
杓
子
定
規
に
政
党
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
誤
認
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
政
党
が
以
前
と
は
様
相
を
変
え
、
中
央
集
権
化
し
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
組
織
と
し
て
行
動

し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
時
的
な
現
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
政
党
組
織
や
機
能
の
次

な
る
段
階
へ
の
変
容
な
の
か
は
経
過
観
察
の
必
要
が
あ
る
。

4　

政
党
の
変
化
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化

政
党
組
織
の
変
化
は
、
並
立
制
の
導
入
と
関
連
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
政
党
助
成
法
と
も
関
連
し
て
い
る
。
政
党
に
対
す
る

公
的
助
成
制
度
の
導
入
は
、
選
挙
制
度
改
革
と
同
時
に
行
わ
れ
た
。
政
党
に
対
す
る
助
成
制
度
に
よ
り
、
政
党
は
、
自
力
で
カ
ネ
集
め
を

し
な
く
て
も
国
か
ら
の
政
党
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
で
組
織
と
し
て
存
続
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

政
党
本
部
に
入
っ
た
交
付
金
は
、
支
部
に
配
分
さ
れ
る
た
め
、
政
党
組
織
に
お
い
て
本
部
と
支
部
と
の
関
係
は
、
以
前
よ
り
も
位
置
づ

け
が
明
確
に
な
る
。
政
党
助
成
法
と
は
、
国
が
政
党
に
対
し
て
政
党
交
付
金
に
よ
る
助
成
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
政
党
の

要
件
や
交
付
金
の
算
定
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
政
党
助
成
法
に
お
い
て
、
政
党
は
、「
当
該
政
治
団
体
に
所
属
す
る
衆

議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
を
五
人
以
上
有
す
る
も
の
」
か
「
直
近
の
国
政
選
挙
で
得
票
総
数
が
有
効
投
票
の
総
数
の
二
％
以
上
で
あ
る

も
の
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

一
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政
党
交
付
金
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
政
党
は
、
毎
年
一
月
一
日
現
在
で
総
務
大
臣
に
届
出
を
行
う
。
交
付
金
の
総
額
は
、
人
口
に

二
五
〇
円
を
か
け
て
出
さ
れ
た
金
額
で
あ
り
、
毎
年
約
三
〇
〇
億
円
に
な
る
。
政
党
交
付
金
は
議
員
数
割
と
得
票
数
割
で
交
付
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
政
党
ほ
ど
多
く
の
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
小
党
で
も
勢
力
に
応
じ
た
交
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
九
九
五
年
に
政
党
助
成
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
約
二
十
年
と
な
る
。
一
貫
し
て
、
受
け
取
り
を
拒
否
し
て
い
る
共
産
党
を
除
き
、

各
党
の
年
間
収
支
に
占
め
る
割
合
は
一
定
程
度
を
維
持
し
て
お
り
、
各
党
と
も
政
党
交
付
金
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
収
支
報

告
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

（
8
）

。

政
党
の
起
源
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
自
発
的
な
政
治
的
団
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
的
助
成
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
な
党

派
と
い
う
歴
史
的
な
性
格
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
公
的
な
カ
ネ
を
受
取
っ
て
活
動
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
政
党
は
、
今
や
国
家
機

関
の
一
部
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

カ
ッ
ツ
（R

ichard K
atz

）
と
メ
ア
（P

eter M
air

）
に
よ
る
「
カ
ル
テ
ル
政
党
（cartel party

）」
モ
デ
ル
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
お
り
、

政
党
組
織
の
変
容
を
説
明
し
た
。
同
モ
デ
ル
が
考
え
る
政
党
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
（M

air 1997

）。
表
面
上
は
、
競
争
相
手
で
あ

る
政
党
同
士
が
裏
で
は
共
謀
や
協
力
す
る
こ
と
で
自
分
達
の
存
続
を
図
る
。
企
業
同
士
で
カ
ル
テ
ル
が
組
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
、
政
党
同

士
が
カ
ル
テ
ル
を
つ
く
り
、
表
面
上
は
、
有
権
者
か
ら
の
支
持
の
獲
得
を
目
指
し
て
競
合
し
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
、
国
か
ら
の
政
党

助
成
を
受
け
て
組
織
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
支
持
の
拡
大
や
献
金
獲
得
に
奔
走
せ
ず
に
存
続
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。

今
や
政
党
が
年
間
収
入
の
大
半
を
政
党
交
付
金
に
頼
る
状
況
で
は
、
国
家
機
関
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な

い
。並

立
制
が
政
党
組
織
を
変
え
た
よ
う
に
、
政
党
助
成
も
政
党
組
織
を
変
え
た
。
政
党
助
成
が
政
党
の
存
続
を
可
能
に
し
た
と
と
も
に
、

一
六
二



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
七
九
）

政
治
家
達
が
政
党
と
い
う
政
治
組
織
の
存
続
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
党
の
離
合
集
散
が
み

ら
れ
た
。
一
九
九
五
年
以
降
は
、
毎
年
一
二
月
末
ま
で
の
解
散
な
り
離
党
に
よ
る
新
党
結
成
の
動
き
が
目
撃
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
政
党

交
付
金
の
受
け
取
り
が
一
月
一
日
時
点
で
政
党
と
し
て
届
出
を
行
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

政
治
に
お
け
る
主
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
政
党
の
存
在
は
、
制
度
的
に
担
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政

党
の
役
割
は
、
以
前
に
も
増
し
て
大
き
く
な
っ
た
。
実
際
に
、
政
党
も
以
前
よ
り
も
組
織
や
機
能
の
面
で
強
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
印
象
を

与
え
て
い
る
。

サ
ル
ト
ー
リ
（G

iovanni S
artori

）
の
い
う
よ
う
に
、
政
党
シ
ス
テ
ム
は
、
政
党
間
競
合
か
ら
な
る
相
互
作
用
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り

（S
artori 1976

）、
競
合
し
て
い
る
個
々
の
政
党
が
変
化
し
た
ら
政
党
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
党
優
位
政
党
制

か
ら
二
党
制
へ
の
移
行
か
、
そ
れ
と
も
一
党
優
位
政
党
制
か
ら
穏
健
な
多
党
制
へ
の
変
化
か
、
あ
る
い
は
一
党
優
位
政
党
制
を
表
面
上
は

維
持
し
つ
つ
も
、
従
来
と
は
性
格
の
異
な
る
政
党
シ
ス
テ
ム
に
な
る
の
か
。

制
度
改
革
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
制
度
が
定
着
し
た
現
在
は
、
制
度
に
よ
る
効
果
が
滲
み
出
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
、
日
本
の
政
党
と

政
党
シ
ス
テ
ム
は
過
渡
期
に
あ
る
。

（
1
） 

本
稿
が
取
り
扱
う
「
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
」
は
、
政
治
改
革
に
と
も
な
う
「
制
度
改
革
」
に
よ
る
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
政
党
お

よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
、
制
度
的
要
因
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
岩
崎 
一
九
九
九
、
岩
崎 

二
〇
一
一
）。

（
2
） 

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
さ
し
あ
た
り
、
制
度
改
革
に
よ
る
政
党
お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
が
顕
在
化
し
た
時
期
ま
で
に
焦
点
を
絞

一
六
三
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
〇
）

る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
第
四
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
に
つ
い
て
は
、
詳
述
し

て
い
な
い
。
同
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
が
政
党
お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
つ
の
か
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
3
） 
六
回
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
〇
日
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
五
日
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
九
日
、
二
〇
〇
五
年

九
月
一
一
日
、
二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
。

（
4
） 

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
賛
否
両
論
の
立
場
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
） 

政
策
に
関
連
し
て
、
特
定
の
政
策
や
業
界
団
体
と
の
か
か
わ
り
を
反
映
し
た
政
治
家
に
つ
い
て
、「
族
議
員
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
議
論
し

た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
猪
口
・
岩
井 

一
九
八
七
）。

（
6
） 

政
治
改
革
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
佐
々
木 

一
九
九
九
）。

（
7
） 

こ
こ
で
は
、
こ
の
文
脈
と
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
結
果
、
自
民
党
と
公
明
党
に
よ
る
連
立
政
権
が
誕
生
し
、

再
び
安
倍
晋
三
が
首
相
と
な
っ
た
こ
と
と
は
、
切
り
離
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
8
） 

こ
の
点
は
、
以
下
で
論
じ
る
「
カ
ル
テ
ル
政
党
」
モ
デ
ル
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
一
つ
の
事
例
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
の
政
党

お
よ
び
政
党
シ
ス
テ
ム
と
カ
ル
テ
ル
政
党
に
関
す
る
事
例
研
究
を
行
う
こ
と
は
、
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ル
テ
ル
政
党
モ
デ
ル
に

関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（M

air 1997

）。

参
考
文
献
一
覧

（
邦
語
文
献
）

浅
野
正
彦
『
市
民
社
会
に
お
け
る
制
度
改
革

│
選
挙
制
度
と
候
補
者
リ
ク
ル
ー
ト
（
叢
書 21C

O
E
-C

C
C

多
文
化
世
界
に
お
け
る
市
民
意
識
の
動

態
）』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
。

石
川
真
澄
『
戦
後
政
治
史　

新
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

石
川
真
澄
・
山
口
二
郎
『
戦
後
政
治
史　

第
三
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。

一
六
四



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
八
一
）

飯
尾
潤
『
政
局
か
ら
政
策
へ

│
日
本
政
治
の
成
熟
と
転
換
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

池
田
謙
一
『
転
変
す
る
政
治
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

│
投
票
行
動
の
認
知
社
会
心
理
学
』
木
鐸
社
、
一
九
九
七
年
。

市
川
太
一
『「
世
襲
」
代
議
士
の
研
究
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
。

猪
口
孝
・
岩
井
奉
信
『
族
議
員
の
研
究

│
自
民
党
政
権
を
牛
耳
る
主
役
た
ち
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
。

岩
井
奉
信
『「
政
治
資
金
」
の
研
究

│
利
益
誘
導
の
日
本
的
政
治
風
土
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
。

岩
崎
正
洋
『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
。

岩
崎
正
洋
編
『
政
党
シ
ス
テ
ム
の
理
論
と
実
際
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
一
年
。

大
嶽
秀
夫
編
『
政
界
再
編

│
新
選
挙
制
度
に
よ
る
総
選
挙
』
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
。

カ
ー
チ
ス
，
ジ
ェ
ラ
ル
ド
『
代
議
士
の
誕
生

│
日
本
保
守
党
の
選
挙
運
動
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。

蒲
島
郁
夫
『
政
権
交
代
と
有
権
者
の
態
度
変
容
』
木
鐸
社
、
一
九
九
八
年
。

川
人
貞
史
『
選
挙
制
度
と
政
党
シ
ス
テ
ム
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
四
年
。

北
岡
伸
一
『
自
民
党

│
政
権
党
の
三
八
年
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
八
年
。

河
野
武
司
・
岩
崎
正
洋
編
『
利
益
誘
導
政
治

│
国
際
比
較
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
芦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。

小
林
良
彰
『
現
代
日
本
の
政
治
過
程

│
日
本
型
民
主
主
義
の
計
量
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。

小
林
良
彰
『
日
本
人
の
投
票
行
動
と
政
治
意
識
』
木
鐸
社
、
一
九
九
七
年
。

小
林
良
彰
『
制
度
改
革
以
降
の
日
本
型
民
主
主
義

│
選
挙
行
動
に
お
け
る
連
続
と
変
化
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
八
年
。

佐
々
木
毅
編
『
政
治
改
革
一
八
〇
〇
日
の
真
実
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
。

佐
々
木
毅
・
谷
口
将
紀
・
吉
田
慎
一
・
山
本
修
嗣
編
『
代
議
士
と
カ
ネ

│
政
治
資
金
全
国
調
査
報
告
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。

佐
々
木
毅
・
二
一
世
紀
臨
調
編
『
平
成
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

│
政
治
改
革
二
五
年
の
歴
史
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
。

佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
。

白
鳥
令
編
『
す
ぐ
で
き
る
政
治
改
革

│
自
民
党
に
明
日
は
あ
る
か
』
リ
バ
テ
ィ
書
房
、
一
九
八
九
年
。

一
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
二
）

白
鳥
令
編
『
小
選
挙
区
制
で
政
治
は
ど
う
な
る
か
』
リ
バ
テ
ィ
書
房
、
一
九
九
五
年
。

建
林
正
彦
『
議
員
行
動
の
政
治
経
済
学

│
自
民
党
支
配
の
制
度
分
析
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
。

谷
口
将
紀
『
現
代
日
本
の
選
挙
政
治

│
選
挙
制
度
改
革
を
検
証
す
る
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
。

中
北
浩
爾
『
現
代
日
本
の
政
党
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。

野
中
尚
人
『
自
民
党
政
治
の
終
わ
り
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

樋
渡
展
洋
・
三
浦
ま
り
編
『
流
動
期
の
日
本
政
治

│
「
失
わ
れ
た
十
年
」
の
政
治
学
的
検
証
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
。

堀
江
湛
編
『
政
治
改
革
と
選
挙
制
度
』
芦
書
房
、
一
九
九
三
年
。

三
宅
一
郎
『
政
党
支
持
の
構
造
』
木
鐸
社
、
一
九
九
八
年
。

三
宅
一
郎
『
選
挙
制
度
変
革
と
投
票
行
動
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
一
年
。

山
口
二
郎
『
政
治
改
革
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

山
口
二
郎
『
政
権
交
代
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

山
口
二
郎
『
政
権
交
代
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
。

山
口
二
郎
・
生
活
経
済
政
策
研
究
所
編
『
連
立
政
治
・
同
時
代
の
検
証
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
。

綿
貫
譲
治
・
三
宅
一
郎
『
環
境
変
動
と
態
度
変
容
』
木
鐸
社
、
一
九
九
七
年
。

（
外
国
語
文
献
）

A
lexander, H

erbert E
., and R

ei S
hiratori, eds. 1994. C

om
parative P

olitical F
in

an
ce am

on
g th

e D
em

ocracies. B
oulder: 

W
estview

 P
ress

（
岩
崎
正
洋
他
訳
『
民
主
主
義
の
コ
ス
ト

│
政
治
資
金
の
国
際
比
較
』
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）. 

A
rian, A

lan, and S
am

uel H
. B

arnes. 1974. “T
he D

om
inant P

arty S
ystem

: a N
eglected M

odel of D
em

ocratic S
tability.” T

h
e 

Jou
rn

al of P
olitics 36

（3

）: 596-602.

B
artolini, S

tefano, and P
eter M

air, eds. 1984. P
arty P

olitics in
 C

on
tem

porary W
estern

 E
u

rope. L
ondon: F

rank C
ass.

B
artolini, S

tefano, and P
eter M

air. 1990. Id
en

tity, C
om

petition
 an

d
 E

lectoral A
vailability: T

h
e S

tabilization
 of E

u
ropean

 

一
六
六



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
八
三
）

E
lectorates 1885-1985. C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity P
ress.

B
lais, A

ndré. 1988. “T
he classifi cation of electoral system

s.” E
u

ropean
 Jou

rn
al of P

olitical R
esearch 16

（1

）: 99-110.

B
lais, A

ndré, and R
. K

. C
arty. 1990. “D

oes proportional representation foster voter turnout?” E
u

ropean
 Jou

rn
al of P

olitical 

R
esearch 18

（2

）: 167-181.

B
lais, A

ndré, and R
. K

. C
arty. 1991. “T

he P
sychological Im

pact of E
lectoral L

aw
s: M

easuring D
uverger’s E

lusive F
actor.” 

B
ritish

 Jou
rn

al of P
olitical S

cien
ce 21

（1

）: 79-93.

B
londel, Jean. 1968. “P

arty S
ystem

s and P
atterns of G

overnm
ent in W

estern D
em

ocracies.” C
an

ad
ian

 Jou
rn

al of P
olitical 

S
cien

ce 1

（2

）: 180-203.

B
londel, Jean, and M

aurizio C
otta, eds. 1996. P

arty an
d

 G
overn

m
en

t: A
n

 In
qu

iry in
to th

e R
elation

sh
ip betw

een
 G

overn
m

en
ts 

an
d

 S
u

pportin
g P

arties in
 L

iberal D
em

ocracies. L
ondon: M

acm
illan.

B
ogdanor, V

ernon ed. 1983. C
oalition

 G
overn

m
en

t in
 W

estern
 E

u
rope. L

ondon: H
einem

an.

B
ogdanor, V

ernon, and D
avid B

utler, eds. 1983. D
em

ocracy an
d

 E
lection

s: E
lectoral system

s an
d

 th
eir political con

sequ
en

ces. 

C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress.

B
udge, Ian, Ivor C

rew
e, and D

ennis F
arlie, eds. 1976. P

arty Id
en

tifi cation
 an

d
 B

eyon
d

: R
epresen

tation
s of V

otin
g an

d
 P

arty 

C
om

petition. L
ondon: John W

iley and S
ons.

C
astles, F

rancis G
., and P

eter M
air. 1984. “L

eft-R
ight P

olitical S
cales: S

om
e ‘E

xpert’ Judgem
ents.” E

u
ropean

 Jou
rn

al of 

P
olitical R

esearch 12

（1

）: 73-88.

C
rew

e, Ivor, and D
avid D

enver, eds. 1985. E
lectoral C

h
an

ge in
 W

estern
 D

em
ocracies: P

attern
s an

d
 S

ou
rces of E

lectoral 

V
olatility. L

ondon: C
room

 H
elm

.

C
urtis, G

erald. 1988. T
h

e Japan
ese W

ay of P
olitics. N

ew
 Y

ork: C
olum

bia U
niversity P

ress

（
山
岡
清
二
訳
『「
日
本
型
政
治
」
の
本
質

│
自
民
党
支
配
の
民
主
主
義
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
七
年
）. 

一
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
四
）

D
aalder, H

ans, and P
eter M

air, eds. 1983. W
estern

 E
u

ropean
 P

arty S
ystem

s: C
on

tin
u

ity an
d

 C
h

an
ge. L

ondon: S
age.

D
alton, R

ussell J., S
cott C

. F
lanagan and P

aul A
llen B

eck, eds. 1984. E
lectoral C

h
an

ge in
 A

d
van

ced
 In

d
u

strial D
em

ocracies: 

R
ealign

m
en

t or D
ealign

m
en

t? P
rinceton: P

rinceton U
niversity P

ress.

D
ow

ns, A
nthony. 1957. A

n
 E

con
om

ic T
h

eory of D
em

ocracy. N
ew

 Y
ork: H

arper and R
ow

（
古
田
精
一
監
訳
『
民
主
主
義
の
経
済
理
論
』

成
文
堂
、
一
九
八
〇
年
）.

D
uverger, M

aurice. 1951. L
es P

artis P
olitiqu

es. P
aris: L

ibrairie A
rm

and C
olin

（
岡
野
加
穂
留
訳
『
政
党
社
会
学

│
現
代
政
党
の
組
織

と
活
動
』
潮
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）.

F
lanagan, S

cott C
., and B

redley M
. R

ichardson. 1977. Japan
ese E

lectoral B
eh

avior: S
ocial C

leavages, S
ocial N

etw
orks an

d 

P
artisan

sh
ip. L

ondon: S
age

（
中
川
融
監
訳
『
現
代
日
本
の
政
治
』
敬
文
堂
、
一
九
八
〇
年
）.

F
ranklin, M

ark N
., T

hom
as T

. M
ackie and H

enry V
alen et al. 1992. E

lectoral ch
an

ge: R
espon

ses to evolvin
g social an

d
 

attitu
d

in
al stru

ctu
res in

 w
estern

 cou
n

tries. C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress.

G
allagher, M

ichael, and M
ichael M

arsh, eds. 1988. C
an

d
id

ate S
election

 in
 C

om
parative P

erspective: T
h

e S
ecret of P

olitics. 

L
ondon: S

age P
ublications.

G
allagher, M

ichael, and P
aul M

itchell, eds. 2005. T
h

e P
olitics of E

lectoral S
ystem

s. N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity P

ress.

G
rofm

an, B
ernard, and A

rend L
ijphart, eds. 1986. E

lectoral L
aw

s an
d

 T
h

eir P
olitical C

on
sequ

en
ces. N

ew
 Y

ork: A
gathon 

P
ress.

H
arrop, M

artin, and W
illiam

 L
. M

iller. 1987. E
lection

s an
d

 V
oters: A

 C
om

parative In
trod

u
ction. L

ondon: M
acm

illan.

K
aase, M

ax, and H
ans-D

ieter K
lingem

ann. 1982. “S
ocial S

tructure, V
alue-O

rientations, and the P
arty S

ystem
: T

he P
roblem

 of 

Interest A
ccom

m
odation in W

estern D
em

ocracies.” E
u

ropean
 Jou

rn
al of P

olitical R
esearch 10

（4

）: 367-386.

K
olinsky, E

va ed. 1987. O
pposition

 in
 W

estern
 E

u
rope. L

ondon: C
room

 H
elm

.

L
aakso, M

arkku, and R
ein T

aagepera. 1979. “‘E
ffective’ N

um
ber of P

arties: A
 M

easure w
ith A

pplication to W
est E

urope.” 

一
六
八



制
度
改
革
に
よ
る
政
党
と
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
岩
崎
）

（
六
八
五
）

C
om

parative P
olitical S

tu
d

ies 12

（1

）: 3-27.

L
ijphart, A

rend. 1984. D
em

ocracies: P
attern

s of M
ajoritarian

 an
d

 C
on

sen
su

s G
overn

m
en

t in
 T

w
en

ty-O
n

e C
ou

n
tries. N

ew
 

H
aven: Y

ale U
niversity P

ress.

L
ijphart, A

rend ed. 1992. P
arliam

en
tary versu

s P
resid

en
tial G

overn
m

en
t. O

xford: O
xford U

niversity P
ress.

L
ijphart, A

rend. 1994. E
lectoral S

ystem
s an

d
 P

arty S
ystem

s: A
 S

tu
d

y of T
w

en
ty-S

even
 D

em
ocracies, 1945-1990. O

xford: 

O
xford U

niversity P
ress.

L
ijphart, A

rend, and B
ernard G

rofm
an, eds. 1984. C

h
oosin

g an
 E

lectoral S
ystem

: Issu
es an

d
 A

ltern
atives. N

ew
 Y

ork: P
raeger.

L
ipset, S

eym
our M

., and S
tein R

okkan, eds. 1967. P
arty S

ystem
s an

d
 V

oter A
lign

m
en

ts: C
ross-N

ation
al P

erspectives. N
ew

 

Y
ork: F

ree P
ress.

M
air, P

eter ed. 1990. T
h

e W
est E

u
ropean

 P
arty S

ystem
. O

xford: O
xford U

niversity P
ress.

M
air, P

eter. 1997. P
arty S

ystem
 C

h
an

ge: A
pproach

es an
d

 In
terpretation

s. O
xford: O

xford U
niversity P

ress.

M
air, P

eter, and G
ordon S

m
ith, eds. 1990. U

n
d

erstan
d

in
g P

arty S
ystem

 C
h

an
ge in

 W
estern

 E
u

rope. L
ondon: F

rank C
ass.

M
erkl, P

eter H
. ed. 1980. W

estern
 E

u
ropean

 P
arty S

ystem
s: T

ren
d

s an
d

 P
rospects. N

ew
 Y

ork: F
ree P

ress.

N
orris, P

ippa. 1997. “C
hoosing E

lectoral S
ystem

s: P
roportional, M

ajoritarian and M
ixed S

ystem
s.” In

tern
ation

al P
olitical 

S
cien

ce R
eview

 18

（3

）: 297-312.

P
edersen, M

ogens N
. 1979. “T

he D
ynam

ics of E
uropean P

arty S
ystem

s: C
hanging P

atterns of E
lectoral V

olatility.” E
u

ropean
 

Jou
rn

al of P
olitical R

esearch 7

（1

）: 1-26.

P
em

pel, T
. J. ed. 1990. U

n
com

m
on

 D
em

ocracies: T
h

e O
n

e-P
arty D

om
in

an
t R

egim
es. Ithaca: C

ornell U
niversity P

ress.

P
ennings, P

aul, and Jan-E
ric L

ane, eds. 1998. C
om

parin
g P

arty S
ystem

 C
h

an
ge. L

ondon: R
outledge.

R
am

seyer, J. M
ark, and F

rances M
cC

all R
osenbluth. 1993. Japan

’s P
olitical M

arketplace. C
am

bridge: H
arvard U

niversity 

P
ress.

一
六
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
六
）

R
ei, S

hiratori. 1988, “Japan: localism
, factionalism

 and personalism
.” In C

an
d

id
ate S

election
 in

 C
om

parative P
erspective: T

h
e 

S
ecret of P

olitics, eds. M
ichael G

allagher and M
ichael M

arsh. L
ondon: S

age P
ublications.

R
iker, W

illiam
 H

. 1982. “T
he T

w
o-party S

ystem
 and D

uverger’s L
aw

: A
n E

ssay on the H
istory of P

olitical S
cience.” A

m
erican

 

P
olitical S

cien
ce R

eview
 76

（4

）: 753-766.

S
artori, G

iovanni. 1976. P
arties an

d
 party system

s: A
 fram

ew
ork for an

alysis. C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress

（
岡
沢

憲
芙
・
川
野
秀
之
訳
『
現
代
政
党
学

│
政
党
シ
ス
テ
ム
論
の
分
析
枠
組
み
〔
普
及
版
〕』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）.

S
artori, G

iovanni. 1994. C
om

parative C
on

stitu
tion

al E
n

gin
eerin

g: A
n

 In
qu

iry in
to S

tru
ctu

res, In
cen

tives an
d

 O
u

tcom
es. 

L
ondon: M

acm
illan.

S
chum

peter, Joseph A
. 1942. C

apitalism
, S

ocialism
 an

d
 D

em
ocracy. N

ew
 Y

ork: H
arper and R

ow

（
中
山
伊
知
郎
・
東
畑
精
一
訳
『
資

本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
二
年
）.

T
aagepera, R

ein, and B
ernard G

rofm
an. 1985. “R

ethinking D
uverger’s L

aw
: P

redicting the E
ffective N

um
ber of P

arties in 

P
lurality and P

R
 S

ystem
s ‒P

arties M
inus Issues E

quals O
ne.” E

u
ropean

 Jou
rn

al of P
olitical R

esearch 13

（4

）: 341-352.

T
aagepera, R

ein, and M
atthew

 S
oberg S

hugart. 1989. S
eats an

d
 V

otes: T
h

e E
ffects an

d
 D

eterm
in

an
ts of E

lectoral S
ystem

s. 

N
ew

 H
aven: Y

ale U
niversity P

ress.

W
are, A

lan ed. 1987. P
olitical P

arties: E
lectoral C

h
an

ge an
d

 S
tru

ctu
ral R

espon
se. O

xford: B
asil B

lackw
ell.

W
olinetz, S

teven B
. ed. 1988. P

arties an
d

 P
arty S

ystem
s in

 L
iberal D

em
ocracies. L

ondon: R
outledge.

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
二
年
度
の
三
年
間
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
家
の
研
究
」（
代
表
・
秋
山
和
宏
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
七
〇



社
会
工
学
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
（
神
林
）

（
六
八
七
）

社
会
工
学
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

│
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
と
災
害
時
の
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
を
例
と
し
て

│

神　
　

林　
　
　
　
　

靖

今
日
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
社
会
生
活
を
営
む
上
で
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年

三
月
の
東
日
本
大
震
災
で
経
験
し
た
よ
う
に
、
通
信
基
盤
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
脆
弱
で
あ
る
。
更
に
〝
ア
ラ
ブ
の
春
〞
で

は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
等
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
躍
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
基
盤
と
す

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
網
は
容
易
に
監
視
が
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
技
術
的
に
は
恣
意
的
な
管
理
監

視
下
に
容
易
に
置
か
れ
得
る
こ
と
を
指
摘
し
、
対
抗
技
術
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
を
使
用
し
な
い
通
信
技
術

で
あ
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
に
よ
り
局
所
的
な
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
技
術
を
紹
介
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
反
政
府
的
な
使
用
だ

け
で
な
く
、
わ
が
国
の
よ
う
に
成
熟
し
た
民
主
的
な
政
体
に
お
い
て
も
、
災
害
等
に
よ
り
通
信
基
盤
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
に
有
効
で
あ
る
。

一
七
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
八
八
）

本
稿
で
は
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
に
よ
り
局
所
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
方
法
を
検
討
す
る
。
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
に
よ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
築
に
は
、
自
律
的
な
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
採
用
す
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
そ
の
際
、
経
路
制
御
が
重
要
な
課

題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
実
現
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
手

法
も
併
せ
て
概
観
し
、
そ
の
上
で
災
害
時
の
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
へ
の
応
用
し
た
例
を
報
告
す
る
。

1
．
は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
一
月
二
七
日
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
遮
断
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
世
界
を
駆
け
巡
っ
た
。
最
も
上
位

に
位
置
す
る
テ
ィ
ア
1
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
管
理
す
るR

enesys C
orporation

の
技
術
者
に
よ
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
フ
ァ
イ
バ
ー
オ

プ
テ
ィ
ッ
ク
リ
ン
ク
を
占
有
し
て
い
る
た
め
に
比
較
的
容
易
に
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
由
で
あ
る
。C

ory D
octorow

は
、
携
帯
電
話

企
業
が
ど
れ
ほ
ど
政
府
に
よ
る
監
視
と
従
属
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
報
告
し
て
い
る
。

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
閲
は
有
名
で
あ
る
。
情
報
遮
断
が
ど
れ
ほ
ど
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
の
事
例
と

し
て
、R

ebecca M
acK
innon

は
、
自
身
の
経
験
と
し
て
北
京
大
学
の
学
生
が
ど
れ
ほ
ど
外
部
の
情
報
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
か
を
指

摘
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
運
動
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

ア
ラ
ブ
の
春
を
喧
伝
す
る
向
き
は
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
タ
が
携
帯
電
話
の
テ
キ
ス
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
シ
ス
テ
ム
（
電
子
メ
ー
ル
等
）

に
よ
り
連
絡
を
取
り
合
う
こ
と
で
自
然
発
生
的
に
反
政
府
運
動
が
隆
盛
し
発
展
す
る
こ
と
を
称
え
て
い
る
が
、
多
く
の
国
家
で
通
信
設
備

は
直
接
間
接
に
政
府
の
管
理
下
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
イ
ラ
ン
で
は
、
釈
放
さ
れ
た
民
権
運
動
家
が
尋
問
の
過
程
で
、

傍
受
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
を
示
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（
8
）

。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
構
造
を
考
え
た
と
き
不
思
議

（
1－

3
）

（
4
、
5
）

（
6
、
7
）

一
七
二
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な
こ
と
で
は
な
い
。
図
1
に
示
す
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
ル
ー
タ
と
呼
ば
れ
る
通
信
経
路
制
御
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て

接
続
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
外
界
（
外
国
）
と
の
接
続
に
使
用
さ
れ

る
ル
ー
タ
を
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
呼
ぶ
が
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て

は
わ
ず
か
八
台
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
に
よ
っ
て
外
界
と
接
続
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。

情
報
遮
断
が
容
易
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
状
況
に
つ
い
て
は
、（
10
）に
詳
し
い
。

携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
用
い
る
と
き
、
そ
の
基
礎
と
な
る

通
信
が
既
存
の
通
信
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
に
依
存
し
て
い
る
限
り
、

政
府
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
と
統
制
を
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
、
既
存
の
通
信
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ

を
代
替
す
る
も
の
と
し
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
の
可
能
性
を
提
案
す
る
。
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
と
は
、
通
信
経
路
の
制

御
に
特
定
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
必
要
と
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず
接
続
で
き

る
通
信
端
末
（
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
）
同
士
で
情
報
を
送
り
合

う
こ
と
で
、
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
式
に
遠
隔
地
と
の
通
信
を
可
能
に
す
る
技

術
で
あ
る
。

図 1　インターネット概念図

一
七
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
六
九
〇
）

本
稿
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
。
第
二
節
で
は
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
の
経
路
制
御
に
つ
い
て
背
景
を
述
べ
る
。
第
三
節
で
は
、
ア
ド

ホ
ッ
ク
通
信
の
経
路
制
御
で
応
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
る
。
第
四
節
で
は
、
ア
ド
ホ
ッ

ク
通
信
に
お
け
る
経
路
制
御
の
サ
ー
ベ
イ
を
行
う
。
通
信
が
途
切
れ
が
ち
に
な
る
状
況
に
お
い
て
有
効
性
が
期
待
で
き
る
移
動
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
の
経
路
制
御
、
と
り
わ
け
蟻
の
行
動
を
模
し
た
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル
に
焦
点
を
当
て
る
。
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
は
、
そ
の
名
前
が
表
現
し

て
い
る
よ
う
に
統
制
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
な
通
信
形
態
な
の
で
、
反
政
府
運
動
を
支
援
す
る
場
合
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も

我
が
国
の
よ
う
に
通
信
の
統
制
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
国
で
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
情

報
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
を
使
用
し
た
く
て
も
使
用
で
き
な
い
事
態
は
考
え
ら
れ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
第
五
節
で
は
、
我
が
国
で
も
有
効
な
応
用
と
し
て
災
害
時
の
通
信
制
御
を
取
り
上
げ
、
現
在
実
装
中
の
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
紹
介
す
る
。
そ
し
て
第
六
節
で
結
論
を
述
べ
る
。

2
．
移
動
ア
ド
ホ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
経
路
制
御

通
常
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
通
信
で
は
、
各
所
に
置
か
れ
た
ル
ー
タ
あ
る
い
は
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
が
ネ
ー
ム
サ
ー
バ
と
呼
ば
れ
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
助
け
を
借
り
つ
つ
通
信
デ
ー
タ
を
転
送
し
て
い
く
。
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
電
子
メ
ー
ル
を
送
受
信
す
る
場
合
も

同
じ
で
、
そ
の
通
信
経
路
は
概
ね
決
ま
っ
て
い
る
。（
輻
輳
や
障
害
が
発
生
し
た
と
き
に
迂
回
路
を
積
極
的
に
探
す
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
徴

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
通
信
経
路
は
複
数
あ
る
も
の
の
中
か
ら
選
ぶ
だ
け
で
あ
る
。）

そ
れ
に
対
し
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
通
信
と
は
、
通
信
可
能
な
機
器
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
よ
う
な
携
帯
端
末
）
が
一
時
的
に
接
続
し
あ
い
通

信
を
行
う
手
法
で
あ
る
。
直
接
一
対
一
の
通
信
だ
け
で
な
く
、
携
帯
端
末
に
通
信
デ
ー
タ
の
転
送
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
携
帯

一
七
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端
末
だ
け
で
通
信
網
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
近
年
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
積
極
的
に
経
路
を
探
索
し
前
も
っ
て
通
信
路
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
手
法
と
必
要

に
応
じ
て
経
路
を
探
索
す
る
手
法
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て（
11
）に
基
づ
い
て
概
観
す
る
。
モ
バ
イ
ル
ア
ド
ホ
ッ
ク
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（M

obile A
d H
oc N

etw
ork

、
以
下
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
）
と
は
、
ノ
ー
ト
型
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
よ
う
な
無
線
通
信
に
よ
る
機

器
か
ら
構
成
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
携
帯
電
話
の
基
地
局
の
よ
う
な
既
存
の
通
信
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
を
用
い
ず
に
一
時

的
な
通
信
網
を
構
築
で
き
る
（
12
）

。
ル
ー
タ
の
よ
う
な
経
路
制
御
用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
環
境
で
は
、
無
線
の
到
達
範
囲

外
に
あ
る
機
器
と
通
信
を
行
う
た
め
に
は
、
同
等
な
複
数
の
機
器
を
経
由
し
て
通
信
デ
ー
タ
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
送
信

元
の
機
器
は
、
通
信
デ
ー
タ
を
仲
介
し
て
く
れ
る
他
の
機
器
を
必
要
と
す
る
の
だ
。
そ
の
と
き
、
ど
の
よ
う
に
通
信
デ
ー
タ
の
受
け
取
り

手
を
発
見
し
、
ど
の
よ
う
に
通
信
デ
ー
タ
を
転
送
す
る
か
の
手
順
で
あ
る
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
経
路
制
御
の
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル
に
は
、
本
質
的
な
欠
点
が
あ
る
。
積
極
的
に
経
路
を
探

索
す
る
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
経
路
制
御
プ
ロ
ト
コ
ル
で
は
、
常
時
経
路
制
御
デ
ー
タ
を
交
換
し
更
新
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
資
源
の
浪
費
に
な
り
得
る
の
み
な
ら
ず
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
よ
う
な
携
帯
端
末
を
考
え
た
場
合
バ
ッ
テ
リ
の
消
耗

を
引
き
起
こ
す
（
13
）

。
一
方
送
信
要
求
を
受
け
て
か
ら
通
信
経
路
を
探
索
す
る
リ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
経
路
制
御
プ
ロ
ト
コ
ル
で
は
、
通
信
経
路

を
確
立
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
（
14
）

。
こ
の
問
題
を
受
け
て
、
リ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
経
路
制
御
プ
ロ
ト
コ
ル
に
積
極
的
に
経
路
を

探
索
す
る
機
能
を
組
み
入
れ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
経
路
制
御
プ
ロ
ト
コ
ル
が
開
発
さ
れ
た
。
現
在
普
及
し
て
い
るA

d H
oc O

n 

D
em
and D

istance V
ector

（A
O
D
V

）
で
あ
る
（
15
）

。

Ａ
Ｏ
Ｄ
Ｖ
を
採
用
し
た
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
中
継
す
る
通
信
機
器
は
、
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
採
用
す
る
機
器
と
異
な
り
す

一
七
五
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べ
て
の
通
信
機
器
へ
の
経
路
を
得
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
通
信
デ
ー
タ
を
送
出

し
よ
う
と
す
る
機
器
は
、
最
初
に
通
信
経
路
を
探
索
し
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
送
信
元
の
機
器
は
、route request packet

（R
R
E
Q

）
と
呼
ば
れ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
通
信
可
能
な
近
在
の
機
器
す
べ
て
に
送
出
す
る
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け

取
っ
た
機
器
は
、
更
に
そ
こ
か
ら
到
達
可
能
な
機
器
へ
と
送
出
す
る
。
こ
の
デ
ー
タ
転
送

の
連
鎖
は
、
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｑ
が
最
終
的
な
送
信
先
に
到
達
す
る
か
、
あ
る
い
は
最
終
的
な
送
信

先
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
を
も
つ
危
機
に
到
達
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
図
2
の
左
の

図
が
、
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｑ
が
ど
の
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
を
移
動
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。
プ

ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
プ
ロ
ト
コ
ル
で
は
通
信
デ
ー
タ
そ
の
も
の
の
中
に
す
べ
て
の
経
路
情

報
が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ａ
Ｏ
Ｄ
Ｖ
の
通
信
デ
ー
タ
に
は
、
次
に
ど
の
機
器
に

移
動
す
る
か
の
情
報
だ
け
が
含
ま
れ
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
一
連
番
号
を
含
め
る
こ
と
で
、

経
路
探
索
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
同
じ
と
こ
ろ
を
巡
回
し
な
い
よ
う
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。

送
信
先
の
機
器
が
発
見
さ
れ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｑ
が
受
け
渡
さ
れ
る
と
、
送
信
元
の
機
器
に

route reply packet
（R

R
E
P

）
が
送
り
返
さ
れ
る
。
図
2
の
右
側
の
図
が
、
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｐ

が
送
り
返
さ
れ
る
様
子
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
で
通
信
経
路
が
確
立
さ
れ
、
以
降
通
信
機

器
同
士
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り
が
可
能
に
な
る
。
も
っ
と
も
通
信
機
器
は
互
い
に
移

動
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
定
期
的
にhello m

essage

と
い
う
確
認
デ
ー
タ
を
送
る
こ

図 2　ＲＲＥＱとＲＲＥＰ

一
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と
で
経
路
を
確
認
す
る
。
中
継
機
器
が
失
わ
れ
る
等
の
状
況
変
化
に
応
じ
てroute error m

essage

（R
E
R
R

）
を
伝
播
さ
せ
、
通
信
経

路
の
再
確
立
を
促
す
。

3
．
ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
手
法

ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
と
は
、
蟻
が
フ
ェ
ロ
モ
ン
に
よ
り
間
接
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
つ
つ
効
率
的
に
餌
場
の
確
保
を

行
う
と
い
う
生
態
に
注
目
し
、
組
合
せ
最
適
化
問
題
を
解
く
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
の
経
路
制
御
、
そ
し
て

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
節
で
は
、
ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
手
法
に
つ

い
て
概
観
す
る
。

蟻
類
似
の
動
き
を
す
る
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
通
信
網
を
制
御
す
る
考
え
方
は
一
九
九
〇
年
代
に
は
提
案
さ
れ
、
今
日
で
は

様
々
な
制
御
手
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
蟻
類
似
の
動
き
を
す
る
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用
い
て
経
路
制
御
を
す
る
考
え
方
は
、
蟻
の
よ

う
な
社
会
的
生
物
が
、
複
雑
な
問
題
解
決
を
分
散
的
か
つ
驚
く
ほ
ど
効
率
的
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
蟻
の
社
会

に
お
い
て
は
中
央
集
権
的
に
統
制
す
る
機
能
は
な
い
。
女
王
蟻
は
繁
殖
に
特
化
し
た
蟻
で
あ
り
、
統
制
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
々

の
蟻
は
、
局
所
的
な
情
報
だ
け
に
依
存
し
て
行
動
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
調
和
の
と
れ
た
行
動
が
達
成
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
フ
ェ
ロ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
科
学
物
質
を
環
境
に
塗
布
す
る
こ
と
で
間
接
的
に
達
成
さ
れ
る
。D

eneubourg

とB
eckers

は
、

蟻
の
行
動
を
模
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
自
己
組
織
的
に
複
雑
な
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
た
と
え
ば
図
3
に
示
す
よ
う
に
、

巣
と
餌
場
の
間
に
複
数
の
経
路
が
存
在
す
る
と
き
、
最
短
距
離
が
発
見
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
往
復
す
る
蟻
が
フ
ェ
ロ
モ
ン
を
環
境
に
塗
布

す
る
た
め
、
よ
り
頻
繁
な
往
来
の
あ
る
経
路
で
は
、
蒸
発
す
る
よ
り
も
塗
布
さ
れ
る
フ
ェ
ロ
モ
ン
の
量
が
多
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
個
々

（
17－

20
）

（
21
、
22
）

（
23
、
24
）

一
七
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の
蟻
は
ラ
ン
ダ
ム
な
行
動
を
取
る
よ
う
で
い
て
、
フ
ェ
ロ
モ
ン
に
誘
引
さ
れ
る
た

め
自
然
と
短
い
距
離
を
も
つ
経
路
に
誘
導
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
一
旦
フ
ェ
ロ
モ

ン
の
集
積
が
開
始
さ
れ
る
と
、
正
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
働
く
た
め
選
択
さ
れ
た

経
路
は
強
固
に
な
る
。
も
っ
と
も
各
蟻
の
行
動
は
あ
く
ま
で
確
率
的
な
の
で
、
更

に
短
い
経
路
が
偶
然
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
長
時
間
に
亘
る
と
最
短
経
路
が

発
見
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

D
origo

を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
以
上
の
蟻
の
生
態
を
模
し
た
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
り
、
巡
回
セ
ー
ル
ス
マ
ン
問
題
を
解
く
の
に
有
効
で
あ
る
こ
と

を
示
し
た
。
巡
回
セ
ー
ル
ス
マ
ン
問
題
は
、
多
項
式
時
間
で
解
く
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
29
）

。

4 

．
蟻
類
似
の
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る

経
路
制
御

ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
手
法
を
応
用
し
た
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
制
御
に
は
、

多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
概
観
す
る
。
通
信
網
間

を
移
動
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
呼
ぶ
。
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
と
い
う
名
称
は
、
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
の
で
な
く
、
プ
ロ

（
25－

28
）

図 3　フェロモンにより経路が短い方が選ばれやすくなる
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グ
ラ
ム
自
身
に
自
律
的
に
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
の
集
合
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
ア
ン
ト
類
似
の
移
動
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
比
較
的
単
純
な
構
成
で
あ
り
、
通
信
網
を
構
成
す
る
機
器
間
を
移
動
し
な
が
ら
接
続
情
報
を
収
集
す
る
と

同
時
に
、
収
集
し
た
情
報
に
よ
っ
て
通
信
機
器
が
保
持
す
る
経
路
情
報
を
更
新
す
る
。（
12
、
24
、
30
）で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
蟻
を
模
す
る
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
こ
の
通
り
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
各
通

信
機
器
は
独
自
に
接
続
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
経
路
情
報
に
関
し
て
は
す
べ
て
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
依
存
し

て
い
る
。
こ
の
節
で
は
、
蟻
類
似
の
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
経
路
制
御
プ
ロ
ト
コ
ル
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

4
．
1　

A
ntN
et

A
ntN
et

と
は
、
通
信
網
に
お
け
る
輻
輳
も
考
慮
し
た
動
的
に
最
適
な
経
路
を
確
立
す
る
た
め
に
手
法
で
あ
る
。
従
来
型
の
通
信
網
で

の
使
用
を
前
提
と
し
て
お
り
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
想
定
し
て
い
な
い
た
め
、
通
信
機
器
は
静
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
積
極
的
に
経
路
情
報
を
収
集
し
、
各
通
信
機
器
が
す
べ
て
の
接
続
先
と
の
最
良
の
接
続
経
路
を
保
持

で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
通
信
網
の
経
路
制
御
に
は
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
（forw

ard ant

）

と
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
（backw

ard ant

）
と
い
う
二
つ
の
型
の
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
使
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
蟻
類
似

の
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
接
続
情
報
を
収
集
す
る
た
め
だ
け
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
り
、
利
用
者
が
発

行
す
る
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
と
は
異
な
る
。
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
は
、
こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
収
集
し
た
情
報
に
基

づ
い
て
設
定
さ
れ
た
経
路
表
に
し
た
が
っ
て
各
通
信
機
器
が
転
送
す
る
。
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
と
二
種
類
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、

同
時
並
行
的
に
通
信
網
の
中
を
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
31－

33
）
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
の
通
信
機
器
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
の
他
の
す
べ
て
の
通
信
機
器
に
向
け
て
定
期
的
に
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
送
り

出
す
。
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
通
信
機
器
が
も
つ
接
続
情
報
を
表
現
す
る
経
路
表
に
基
づ
い
て
ラ
ン
ダ
ム
に
経
路
を
し
て
進
む
。
フ
ォ

ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
与
え
ら
れ
た
目
的
の
通
信
機
器
に
到
達
す
る
ま
で
に
訪
れ
た
機
器
の
履
歴
を
保
持
す
る
。
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、

目
的
の
通
信
機
器
に
到
達
す
る
と
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
生
成
し
て
、
送
信
元
の
機
器
に
向
か
っ
て
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
送
り
出

す
。
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
の
履
歴
を
使
用
し
て
、
同
じ
経
路
を
逆
向
き
に
辿
る
。
送
信
元
の
機
器
ま
で
の
経

路
の
途
中
で
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
そ
こ
か
ら
送
信
元
の
機
器
ま
で
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
る
か
を
経
路
表
に
記
入
し
て
い
く
。

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
路
表
は
到
達
可
能
な
通
信
機
器
へ
の
時
間
最
短
経
路
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
の
送
受
信
に
は
貢
献
し
な
い
経
路
探
索
の
た
め
だ
け
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
用
い
る
こ
と
に
よ

り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
無
視
で
き
な
い
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
よ
う
な
動
的

に
ト
ポ
ロ
ジ
ー
の
変
化
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
が
送
信
元
に
到
達
す
る
頃
に
は
、
経
路
情
報
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
て
す
べ
て
の
努
力
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

4
．
2　

A
ntH
ocN
et

Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
お
い
て
は
、
通
信
機
器
は
移
動
す
る
と
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
通
信
網
に
接
続
し
た
り
接
続
を
切

断
し
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
頻
繁
に
発
生
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
てA

ntN
et

に
お
け
る
よ
う
に
、
通
信
機
器
が

常
に
他
の
す
べ
て
の
機
器
に
対
し
て
最
適
な
経
路
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
合
理
的
な
要
求
事
項
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
方
に
も
と
づ

い
て
、A

ntN
et

の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
送
信
要
求
を
受
け
て
か
ら
経
路
を
探
索
す
る
リ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ

一
八
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り
経
路
表
を
作
成
し
、
積
極
的
に
経
路
を
探
索
す
る
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
っ
て
経
路
の
情
報
を
更
新
す
る

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
開
発
し
た
。
こ
れ
がA

ntH
ocN
et

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
適
合
す
る
よ
う
にA

ntN
et

を
改
良

し
た
も
の
と
も
い
え
る
。A

ntH
ocN
et

で
は
、
通
信
経
路
の
品
質
を
表
す
の
に
人
工
的
な
フ
ェ
ロ
モ
ン
を
使
用
し
そ
れ
を
中
継
す
る
通

信
機
器
の
経
路
表
に
書
き
込
む
。
よ
り
蟻
の
生
態
に
近
い
経
路
制
御
の
手
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
ntH
ocN
et

は
、
複
数
経
路
を
追
及
す
る
蟻
類
似
の
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
基
づ
く
経
路
探
索
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

ア
ン
ト
類
似
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
経
路
情
報
を
求
め
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
を
徘
徊
す
る
。A

ntH
ocN
et

に
お
い
て
経
路
の
品
質
は
、

人
工
的
な
フ
ェ
ロ
モ
ン
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
。
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
は
、
送
信
元
の
通
信
機
器
か
ら
送
信
先
の
通
信
機
器
ま
で
ど
れ
だ
け
の

中
継
機
器
を
経
由
す
る
か
を
表
わ
す
コ
ス
ト
の
逆
数
の
平
均
値
で
あ
る
。
送
信
元
の
機
器
が
、
あ
る
機
器
と
通
信
す
る
た
め
の
手
順
を
開

始
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ま
ず
送
信
元
の
機
器
は
、
送
信
先
の
機
器
へ
の
経
路
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
。
存
在
し
て
い
れ
ば

そ
れ
を
使
用
す
る
が
、
存
在
し
な
い
場
合
、
送
信
先
の
機
器
へ
の
経
路
を
発
見
す
る
た
め
に
リ
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト

（reactive forw
ard ant

）
と
呼
ば
れ
る
蟻
類
似
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
送
出
す
る
。
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
送
信
先
の
機

器
へ
の
道
筋
を
探
る
と
同
時
に
辿
っ
て
い
る
経
路
の
品
質
に
つ
い
て
の
情
報
も
収
集
す
る
。
送
信
先
に
到
着
す
る
と
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト

は
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
（backw

ard ant

）
と
な
り
、
送
信
元
へ
と
同
じ
経
路
を
逆
向
き
に
辿
っ
て
戻
り
な
が
ら
、
通
信
経
路
の
フ
ェ
ロ

モ
ン
と
経
路
上
の
中
継
機
器
に
あ
る
経
路
表
を
更
新
す
る
。
実
際
の
通
信
の
た
め
の
デ
ー
タ
は
、
確
率
的
に
複
数
の
経
路
に
分
散
さ
れ
て

送
信
さ
れ
る
。
こ
れ
は
各
中
継
機
器
に
お
い
て
、
次
の
機
器
へ
の
経
路
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
に
比
例
し
て
確
率
的
に
転
送
経
路
を
選
択
す
る

こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
。
送
信
元
の
機
器
は
、
一
旦
送
信
先
へ
の
経
路
が
確
立
さ
れ
て
実
際
の
デ
ー
タ
通
信
の
手
順
が
開
始
さ
れ
る
と
、

更
に
重
ね
て
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
（proactive forw

ard ant
）
を
送
り
出
す
。
こ
の
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア

（
34－

37
）
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ン
ト
は
、
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
と
同
じ
よ
う
に
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
に
し
た
が
っ
て
進
み
つ
つ
、
使
用
さ
れ
て
い
る
経
路
の
品
質
を
監
視
す
る
。

ご
く
稀
に
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
複
数
送
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
送
信
先
へ
の
新
し
い
経
路
を
探
索
す
る
こ
と
も
忘
れ

な
い
。

4
．
3　

Ａ
Ｒ
Ａ

蟻
類
似
の
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
基
づ
き
、
か
つ
送
信
要
求
を
受
け
て
通
信
経
路
を
探
索
す
る
リ
ア
ク
テ
ィ
ブ
型
の
経

路
制
御
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
な
も
の
に
、A
nt-C
olony B

ased R
outing A

lgorithm

（A
R
A

）
が
あ
る
（
38
）

。
Ａ
Ｒ
Ａ
は
純
粋
に
リ
ア

ク
テ
ィ
ブ
型
の
経
路
制
御
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
一
旦
接
続
し
た
近
傍
の
通
信
機
器
に
対
し
て
接
続
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
だ
け
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
接
続
確
認
を
必
要
と
し
な
い
一
斉
送
信
の
技
法
を
用
い
る
。
Ａ
Ｒ
Ａ
を
採
用
す
る

Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
送
信
元
の
通
信
機
器
は
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
指
定
し
た
送
信
先
の
通
信
機
器
に
向
け
て
一
斉
送
信
す
る
の
だ
。
こ
れ

ら
の
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
送
信
先
に
向
け
て
進
み
つ
つ
、
訪
れ
た
中
継
機
器
か
ら
そ
の
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
発
行
し
た
送
信
元
の

機
器
へ
の
経
路
を
生
成
す
る
。
Ａ
Ｒ
Ａ
で
は
、
通
信
経
路
は
、
中
継
機
器
の
経
路
表
中
に
正
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
と
し
て
示
さ
れ
る
。
送
信

先
の
機
器
に
到
着
す
る
と
、
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
送
信
元
に
向
け
て
送
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
送
信
先
に
向
け
て
の
前
向
き
の
経
路

が
生
成
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
送
信
元
と
送
信
先
が
同
じ
で
あ
る
各
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
に
は
、
一
意
な
一
連
番
号
が
割
り
当
て
ら

れ
て
い
る
の
で
、
ノ
ー
ド
に
重
複
し
た
ア
ン
ト
が
到
着
し
た
と
し
て
も
、
劣
っ
た
経
路
を
通
っ
て
戻
っ
て
く
る
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は

廃
棄
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
経
路
が
優
れ
て
い
る
か
劣
っ
て
い
る
か
は
、
ど
れ
だ
け
の
中
継
機
器
を
通
過
し
た
か
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る

フ
ェ
ロ
モ
ン
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

一
八
二



社
会
工
学
と
し
て
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
（
神
林
）

（
六
九
九
）

A
ntH
ocN
et

同
様
に
経
路
の
品
質
は
、
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
も
の
の
、A

ntH
ocN
et

と
異
な
り
経
路
上
の
フ
ェ
ロ

モ
ン
の
値
は
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
な
く
引
き
続
い
て
送
信
さ
れ
る
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
通
信

デ
ー
タ
を
中
継
す
る
機
器
が
通
信
デ
ー
タ
を
送
信
先
に
向
け
て
転
送
す
る
度
に
、
各
中
継
器
中
の
経
路
表
中
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
。
自
然
界
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
が
時
間
と
と
も
に
蒸
発
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
工
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
も
時

間
と
と
も
に
減
少
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、
実
際
の
通
信
デ
ー
タ
が
送
ら
れ
な
く
な
る
と
、
そ
の
値
は
下
が
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
利
用

価
値
が
低
く
な
っ
た
通
信
経
路
は
取
捨
選
択
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

実
際
の
通
信
デ
ー
タ
を
送
信
し
て
い
る
途
中
で
、
そ
れ
ま
で
中
継
し
て
い
た
機
器
の
移
動
に
よ
り
経
路
が
切
断
さ
れ
た
と
き
は
、
転
送

に
失
敗
し
た
中
継
機
器
が
エ
ラ
ー
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
通
信
デ
ー
タ
を
送
っ
て
き
た
機
器
に
向
け
て
送
信
す
る
。
中
継
機
器
は
経
路
欠
損

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
と
、
ま
ず
は
別
経
路
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
、
も
し
あ
れ
ば
そ
の
別
経
路
に
通
信
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
。

別
経
路
が
な
け
れ
ば
、
隣
接
す
る
別
の
機
器
に
、
そ
の
通
信
デ
ー
タ
を
中
継
し
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
送
信

先
へ
の
経
路
が
見
つ
か
れ
ば
通
信
デ
ー
タ
は
無
事
送
信
し
続
け
ら
れ
る
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
経
路
欠
損
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
最
初
の
送
信
元

の
機
器
に
ま
で
届
い
て
し
ま
え
ば
、
送
信
元
は
、
再
び
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
用
い
る
経
路
発
見
手
続
き
を
開
始
す
る
。

4
．
4　

Ｍ
Ａ
Ｒ

Z
hou

とZ
incir-H

eyw
ood

は
、M

obile A
gent R

outing

（M
A
R

）
と
呼
ば
れ
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
提
案
し
た
（
39
）

。
Ｍ
Ａ
Ｒ
に
お
い
て

は
、
実
際
の
通
信
の
た
め
の
デ
ー
タ
そ
の
も
の
も
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
実
装
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
で
経
路
情
報
を
収
集
す
る
。

Ａ
Ｒ
Ａ
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
も
、
一
定
数
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
も
ち
、
そ
れ
ら
は
常
時
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
探
索
し
て

一
八
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ル
ー
テ
ィ
ン
グ
情
報
を
収
集
す
る
。
Ｍ
Ａ
Ｒ
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
固
定
長
の
履
歴
リ
ス
ト
を
も
ち
、
そ
の
中
に
は
、
そ
の
ア
ン

ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
転
送
し
た
中
継
機
器
の
情
報
が
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
発
行
し
た
送
信
元
の
通
信
機
器
の
経
路
表
の
情
報
と
と

も
に
含
ま
れ
る
。
中
継
機
器
は
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
受
け
取
る
と
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
中
の
履
歴
リ
ス
ト
中
に
自
分
自
身
の
経

路
表
に
あ
る
も
の
よ
り
も
優
れ
た
経
路
情
報
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
自
分
の
経
路
表
に
複
写
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
経
路
表
中
に
優
れ
た

経
路
情
報
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
履
歴
リ
ス
ト
に
複
写
す
る
。
そ
の
後
に
中
継
機
器
は
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

を
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ん
だ
隣
接
す
る
中
継
機
器
へ
と
送
信
す
る
の
だ
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
の
通
信
機
器
が
頻
繁
に
移
動
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
数
を
増
や
し
、
比
較
的
静
的
で
あ
れ
ば
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
数
を
減
ら
す
。
接
続
を
確
認
す
る
た
め
の

短
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
使
っ
て
隣
接
ノ
ー
ド
の
生
存
を
確
認
す
る
。
一
定
時
間
接
続
確
認
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
到
着
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
中
継

機
器
は
失
わ
れ
た
も
の
と
見
做
し
て
隣
接
中
継
機
器
の
リ
ス
ト
か
ら
削
除
す
る
。

4
．
5　

Ｐ
Ｅ
Ｒ
Ａ

確
率
的
創
成
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
（P

robabilistic E
m
ergent R

outing A
lgorithm

, P
E
R
A

）
は
、
三
つ
の
タ
イ
プ
の
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

を
使
用
す
る
（
40
）

。
す
な
わ
ち
、
1
）
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
、
2
）
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
ア
ン
ト
、
3
）
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
で
あ
る
。
フ
ォ

ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
各
ノ
ー
ド
に
よ
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
の
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ば
れ
た
通
信
機
器
に
向
け
て
定
期
的
に
送
り
出
さ
れ
る
。

フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
各
中
継
機
器
に
お
い
て
、
送
信
先
に
到
達
す
る
確
率
に
従
っ
て
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
訪
れ
て
い
る
中
継

機
器
の
現
在
の
経
路
表
の
中
の
次
の
中
継
機
器
へ
と
転
送
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
だ
と
発
見
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
経
路
に
向
け
て
確
率
的

に
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
が
転
送
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
通
信
機
器
の
移
動
に
よ
り
経
路
欠
損
が
頻
繁
に
発
生
す
る
動
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

一
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お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
経
路
制
御
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
変
化
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
適
応
力
を
養
う
た
め
に
、
通
常
の
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
生
成
す
る
際
、
そ
の
う
ち
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
を
フ
ォ
ワ
ー
ド

ア
ン
ト
の
か
わ
り
に
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
ア
ン
ト
を
使
用
し
て
各
ノ
ー
ド
が
送
出
す
る
。
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
ア
ン
ト
は
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
と

異
な
っ
て
転
送
さ
れ
る
。
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
ア
ン
ト
は
、
中
継
機
器
に
お
い
て
、
次
の
転
送
先
を
選
ぶ
に
際
し
て
等
し
い
確
率
を
用
い
る
の

だ
。
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
あ
る
い
は
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
ア
ン
ト
が
送
信
先
に
到
達
す
る
と
、
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
が
生
成
さ
れ
る
。
バ
ッ

ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
が
作
成
し
た
履
歴
リ
ス
ト
の
複
製
を
受
け
取
る
。
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
フ
ォ
ワ
ー
ド

ア
ン
ト
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
経
路
情
報
を
も
ち
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
を
生
成
し
た
送
信
元
の
通
信
機
器
に
向
け
て
逆
向
き
の
経
路
を

辿
る
。
送
信
元
に
向
け
て
経
路
を
逆
向
き
に
辿
り
な
が
ら
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
は
、
中
継
機
器
の
経
路
表
を
更
新
し
て
い
く
の
だ
。

4
．
6　

Ｇ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｌ

Ｇ
Ｐ
Ｓ
ア
ン
ト
類
似
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
（G

P
S
/A
nt-L
ike R

outing, G
P
S
A
L

）
で
は
、
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
中
の
す
べ
て
の
通
信
機
器
は
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
備
え
て
い
る
と
仮
定
し
て
い
る
（
41
）

。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｌ
に
参
加
す
る
通
信
機
器
の
経
路
表
に
は
、
そ
の
通
信
機
器
の
現
在
と
前
回
の
場

所
が
時
刻
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
尚
そ
の
通
信
機
器
が
移
動
体
な
の
か
固
定
さ
れ
て
い
る
の
か
の
情
報
も
も
つ
。
新
し
い
移
動
す

る
通
信
機
器
が
Ｇ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｌ
を
採
用
す
る
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
加
わ
り
た
い
と
希
望
す
る
場
合
は
、
ま
ず
無
線
を
傍
受
し
て
隣
接
す
る
通
信
機

器
を
発
見
す
る
。
そ
の
上
で
発
見
し
た
通
信
機
器
に
自
分
の
経
路
表
を
送
っ
て
登
録
し
て
も
ら
う
の
だ
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｌ
に
お
け
る
送
信
先

へ
の
経
路
は
、
最
短
経
路
発
見
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
物
理
的
に
最
も
近
い
距
離
に
あ
る
通
信
機
器
を
中
継
機
器
と
し
て
繋
い
で
形
成

さ
れ
る
。
経
路
上
の
中
継
機
器
の
情
報
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
刻
と
と
も
に
通
信
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
の
中
に
付
加
さ
れ
る
。
送
信
先
へ
の
経

一
八
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路
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
移
動
体
と
し
て
の
中
継
機
器
は
、
近
傍
の
固
定
通
信
機
器
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
送
信
先
へ
の
経
路
を
発
見

し
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。

ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
の
経
路
表
を
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
更
新
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
。
各
中
継
機
器
は
、
ア

ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
受
け
取
る
と
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
中
に
格
納
さ
れ
て
い
る
経
路
情
報
と
自
分
の
経
路
表
中
の
情
報
を
比
較
し

て
、
経
路
表
の
内
容
を
更
新
し
、
よ
り
よ
い
経
路
が
見
つ
か
れ
ば
、
送
信
先
へ
の
経
路
を
変
更
す
る
。
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
内
容
も

同
様
に
経
路
表
を
参
照
し
て
書
き
換
え
る
。
次
に
転
送
す
る
先
は
、
経
路
表
中
で
最
も
古
い
記
載
の
中
継
機
器
か
、
あ
る
い
は
現
在
の
中

継
機
器
か
ら
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
中
で
最
も
遠
距
離
に
あ
る
中
継
機
器
か
、
あ
る
い
は
経
路
表
か
ら
任
意
に
選
択
し
た
中
継
機
器
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
一
旦
送
信
先
に
到
達
す
る
と
、
ア
ン
ト
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
そ
れ
が
生
成
さ
れ
た
送
信
元
へ
と
送
り
返
さ
れ
る
。

5
．
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
応
用

第
四
節
に
お
い
て
ア
ン
ト
類
似
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
用
い
た
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
お
け
る
経
路
制
御
の
手
法
に
つ
い
て
サ
ー
ベ
イ
を
行
っ
た
。

い
ず
れ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
も
フ
ァ
イ
バ
ー
オ
プ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
基
幹
シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
携
帯
電
話
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
け
る
無
線
基
地
局
も
必
要
と
し
な
い
。

筆
者
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
モ
デ
ル
を
用
い
た
資
源
探
索
問
題
を
扱
っ
て
き
た
（
42
）

。
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
モ
デ
ル
に
基

づ
い
た
通
信
手
法
は
、W

inny （43
）

の
よ
う
に
匿
名
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
解
放
技
術
（L

iberation T
echnology

）
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
通
信
方
式
と
雖
も
、
政
府
あ
る
い
は
政
府
の
厳
重
な
管
理
下
に
あ

る
企
業
が
運
営
す
る
通
信
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
に
依
存
し
て
い
る
限
り
秘
匿
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
間
団
体
で
あ
る

（
44
、
45
）

一
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著
作
権
協
会
の
目
を
盗
ん
で
音
楽
ソ
フ
ト
の
交
換
を
す
る
の
が
限
度
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
費
用
対
効
果
の
面
で
看
過
さ
れ
て
い
る
（
わ

け
で
は
な
い
と
思
う
が
）
だ
け
で
、
取
り
締
ま
り
は
簡
単
に
で
き
る
。

翻
っ
て
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
基
づ
い
た
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
完
全
に
携
帯
端
末
保
持
者
間
に
お
け
る
草
の

根
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
純
粋
に
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
を
用
い
た
通
信
網
の
構
築
は
、
第
一
節
に
お
い
て
紹
介
し
た

通
信
傍
受
や
通
信
遮
断
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
非
民
主
的
な
政
府
機
関
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
国
家
規
模
で
そ
の
よ
う

な
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
装
備
の
携
帯
端
末
を
配
布
す
る
こ
と
は
内
政
干
渉
に
あ
た
り
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
非
政
府
組
織

（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
レ
ベ
ル
で
民
主
活
動
家
に
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
活
動
は
非
合
法
活
動

と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
あ
く
ま
で
空
想
レ
ベ
ル
の
応
用
で
は
あ
る
。

ま
た
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
は
基
本
的
に
無
線
通
信
に
よ
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
接
続
を
行
う
の
で
、
容
易
に
傍
受
さ
れ
る
と
い
う
危
惧
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
状
代
表
的
な
無
線
通
信
技
術
で
あ
るW

i-F
i

、Z
ig-bee

、B
luetooth

と
も
に
一
つ
の
端
末
か
ら
次
の
端
末
へ
と
通
信
デ
ー
タ

を
送
る
た
め
の
消
費
電
力
は
、
既
存
の
携
帯
電
話
な
ど
に
比
較
し
て
小
さ
く
、
通
信
距
離
も
限
ら
れ
て
い
る
。A

ndroid

端
末
を
用
い
た

実
験
に
よ
る
と
、
最
も
消
費
電
力
が
大
き
なW

i-F
i

で
あ
っ
た
と
し
て
も
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
通
信
は
不
安
定
に
な
る
。
通
信

傍
受
の
設
備
を
備
え
た
自
動
車
を
発
見
し
て
電
源
を
切
断
す
る
の
に
十
分
の
余
裕
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
消
費
電
力
が
比
較
的
小
さ
く

か
つ
一M

bps

程
度
の
通
信
速
度
が
可
能
なB

luetooth

に
よ
る
シ
ス
テ
ム
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
バ
ッ
テ
リ
駆
動
型
の
携
帯
端
末
で

は
消
費
電
力
を
抑
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
か
と
い
っ
てZ

ig-bee

で
は
、
最
大
二
五
〇K

bps

と
い
う
通
信
速
度
が
実
用

化
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

反
政
府
活
動
と
い
う
穏
や
か
で
な
い
応
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
わ
が
国
の
よ
う
に
成
熟
し
た
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、

一
八
七
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無
用
の
技
術
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
政
府
機
関
に
よ
っ
て
、
政
治
的
に
緊
密
に
管
理
制
御
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
政
府
の
監
視
の
目
を
か
い
く
ぐ
っ
て
通
信
す
る
と
い
う
需
要
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
機
能

し
な
い
状
況
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
る
。
卑
近
で
は
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
で
あ
る
。
被
災
地
以
外
の
場
所
で
も
、

急
激
な
通
信
量
の
拡
大
に
基
幹
シ
ス
テ
ム
が
追
い
つ
か
な
く
な
り
、
ま
た
通
話
で
き
た
と
し
て
も
話
者
が
正
確
な
情
報
を
も
っ
て
い
な
い

の
で
、
ど
こ
へ
向
か
え
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
以
下
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
避
難
誘

導
シ
ス
テ
ム
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
、
第
三
節
で
言
及
し
た
ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
を
利
用
し
た
移
動
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

に
よ
る
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

5
．
1　

災
害
時
の
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
へ
の
応
用

筆
者
ら
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
用
い
た
ア
ド
ホ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
一
時
的
に
構
築
し
、
災
害
時
の
避
難
誘
導
に
生
か
す
試
み
に
挑

戦
し
て
い
る
。
一
つ
は
屋
内
に
お
け
る
災
害
（
火
災
な
ど
）
を
想
定
し
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
て
安
全
な
出
口
を
求
め
る

の
み
な
ら
ず
、
避
難
者
の
流
れ
（
移
動
速
度
）
を
考
慮
し
て
最
適
な
経
路
を
誘
導
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
以
下
、（
46
）に
基
づ
い
て

Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
を
用
い
た
避
難
経
路
を
誘
導
す
る
シ
ス
テ
ム
を
記
述
す
る
。

避
難
口
は
一
つ
以
上
あ
り
、
屋
内
で
あ
る
の
で
壁
に
遮
ら
れ
て
い
て
通
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
避
難
者
は
、
誘
導
さ
れ
る
ま
ま

通
路
を
通
っ
て
避
難
口
へ
向
か
う
。
群
衆
の
一
部
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
よ
う
な
携
帯
端
末
を
所
持
し
て
い
て
、
端
末
同
士
は
ア
ド
ホ
ッ

ク
に
通
信
で
き
る
。
ま
た
各
携
帯
端
末
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
よ
っ
て
自
分
の
位
置
情
報
を
取
得
で
き
る
も
の
と
仮
定
す
る
。

群
衆
の
振
舞
い
と
し
て
、
避
難
口
の
近
傍
に
い
る
場
合
、
避
難
口
の
サ
イ
ン
を
見
て
自
力
で
避
難
口
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
旦

一
八
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避
難
口
か
ら
外
に
出
て
安
全
が
確
認
で
き
る
と
、
携
帯
端
末
か
ら
ゴ
ー
ル
通
知

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
発
行
す
る
こ
と
で
、
他
の
避
難
者
を
誘
導
す
る
。
こ
の
ゴ
ー
ル

通
知
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
以
下
Ｇ
Ａ
）
は
、
避
難
口
ま
で
の
最
小
移
動
回
数
を
記
録

し
つ
つ
、
他
の
避
難
者
の
携
帯
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
に
よ
り
移
動
す
る
。

一
方
避
難
経
路
を
探
索
す
る
人
は
、
携
帯
端
末
か
ら
経
路
探
索
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

（
以
下
Ｒ
Ａ
）
を
発
行
す
る
。
Ｒ
Ａ
は
、
第
三
節
で
紹
介
し
た
ア
ン
ト
コ
ロ
ニ
ー
最

適
化
を
実
装
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
り
、
Ｇ
Ａ
が
移
動
の
途
中

で
各
携
帯
端
末
に
残
し
た
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
を
指
標
と
し
つ
つ
、
壁
を
通
り
抜
け
な

い
よ
う
に
し
な
が
ら
避
難
口
ま
で
到
達
す
る
。
避
難
口
ま
で
到
達
す
る
こ
と
で
避

難
経
路
が
確
定
す
る
と
Ｒ
Ａ
は
、
移
動
し
た
経
路
を
逆
に
辿
り
、
発
行
し
た
避
難

者
の
携
帯
端
末
に
避
難
経
路
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
Ｇ
Ａ
は
、
避
難
者
が
避
難

に
成
功
す
る
度
に
生
成
さ
れ
る
の
で
、
最
新
の
情
報
が
維
持
さ
れ
る
。

図
4
に
お
い
て
、S

afe node

と
記
さ
れ
た
端
末
が
避
難
に
成
功
し
た
人
の
携

帯
端
末
で
あ
る
。
避
難
に
成
功
し
て
発
行
さ
れ
た
Ｇ
Ａ
は
、
図
4
に
示
す
よ
う
に

カ
ウ
ン
タ
を
増
加
さ
せ
な
が
ら
移
動
先
の
携
帯
端
末
に
記
録
を
残
す
。
こ
の
際
、

す
で
に
カ
ウ
ン
タ
値
が
記
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
新
し
い
値
が
小
さ
い
と
き
だ
け
記

録
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
携
帯
端
末
に
は
、
避
難
口
ま
で
の
最
良
の

図 4　最小移動回数

一
八
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避
難
経
路
（
最
小
の
移
動
回
数
）
が
記
録
さ
れ
る
。
先
に
Ｒ
Ａ
は
、
Ｇ
Ａ
が
移
動
の
途
中
で
各
携

帯
端
末
に
残
し
た
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
を
指
標
と
す
る
と
述
べ
た
が
、
移
動
回
数
が
少
な
い
ほ
ど

フ
ェ
ロ
モ
ン
を
強
く
す
れ
ば
よ
い
。

Ｒ
Ａ
は
、
避
難
者
の
携
帯
端
末
で
生
成
さ
れ
た
後
、
避
難
口
を
求
め
て
他
の
移
動
可
能
な
携

帯
へ
と
移
動
し
、
避
難
口
に
到
達
し
た
時
点
で
、
移
動
し
て
き
た
端
末
の
位
置
情
報
か
ら
避
難

経
路
を
計
算
す
る
。
移
動
可
能
な
端
末
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
フ
ェ
ロ
モ
ン
値
の
高
い
（
移
動

回
数
の
少
な
い
）
端
末
に
移
動
す
る
。
し
た
が
っ
て
Ｒ
Ａ
は
、
比
較
的
少
な
い
回
数
で
避
難
口

ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
通
信
可
能
な
端
末
と
移
動
可
能
な
端
末
は
異
な
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
単
に
通
信
デ
ー
タ
を
送
る
の
で
あ
れ
ば
、
通
信
可
能
な
端
末
に
移
動
す
れ
ば
よ

い
の
だ
が
、
避
難
経
路
は
人
間
が
辿
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
壁
を
通
り
抜
け
る
経
路
を
生
成

し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
移
動
先
の
端
末
が
壁
の
向
こ
う
側
に
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に

Ｒ
Ａ
は
、
移
動
先
の
候
補
で
あ
る
端
末
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
移
動
軌
跡
（
以
下
Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
）
を
検

査
す
る
。
各
端
末
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
軌
跡
を
記
録
し
て
い
る
の
で
、
Ｒ
Ａ
が
あ
る
端
末
か
ら
通
信

可
能
な
別
の
端
末
に
移
動
し
よ
う
と
試
み
る
際
に
、
図
5
に
示
す
よ
う
に
、
移
動
先
の
端
末
に

記
録
さ
れ
た
Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
と
自
分
自
身
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
が
交
点
を
も
つ
か
ど
う
か
検
査
す
る
。

Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
は
、
実
際
に
人
が
携
帯
端
末
を
も
っ
て
移
動
し
た
痕
跡
な
の
で
、
壁
が
存
在
し
な

図 5　交点をもつＧＰＳ軌跡

一
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い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
端
末
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡

が
交
点
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
移
動
軌
跡
を
繋
い
だ
経
路
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

単
に
避
難
経
路
を
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
を
精
査
す

る
こ
と
に
よ
り
渋
滞
情
報
も
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
6
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
タ
の
画
面
は
こ
の
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
左
側
の
避
難
口
に
人
々

が
殺
到
す
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。
現
状
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
で
は
、
混

雑
情
報
を
有
効
に
活
用
す
る
機
構
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
実
用
シ
ス
テ
ム
と
す
る
た
め
に
は
、
二
次
災
害
を
防
ぐ
た
め
に
も

Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
を
解
析
し
複
数
の
避
難
経
路
に
分
散
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

6
．
議
論
と
結
語

ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
モ
デ
ル
に
よ
る
モ
バ
イ
ル
ア
ド
ホ
ッ
ク
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
）
を
構
築
し
、
通
信
経
路
の
制
御
を
行
う
手
法

に
つ
い
て
サ
ー
ベ
イ
を
行
っ
た
。
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
を
構
築
す
る
こ
と
は
、

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
強
固
に
管
理
さ
れ
て
い
る
体
制
に
お
い
て
、
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
解
放
技
術
と
し

図 6　避難経路探索システムのシミュレータ

一
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て
強
力
な
も
の
と
な
り
う
る
と
考
え
る
の
で
、
煩
雑
さ
を
厭
わ
ず
技
術
的
詳
細
を
記
述
し
た
。
そ
の
中
で
も
蟻
の
行
動
を
模
し
た
ア
ン
ト

コ
ロ
ニ
ー
最
適
化
手
法
を
応
用
し
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
技
術
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
発
展
を
見
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
は
、
そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
通
信
経
路
を
設
定
す
る
の
で
、
そ
の
特
定
の
通
信
に
参
加
し
て
い
な
い
外

部
か
ら
通
信
を
傍
受
し
遮
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
無
線
通
信
を
使
用
す
る
と
い
っ
て
も
、
携
帯
電
話
の
よ
う
な
基

地
局
を
使
用
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
携
帯
電
話
か
ら
携
帯
電
話
へ
と
比
較
的
微
弱
な
電
波
を
使
用
す
る
の
で
、
電
波
に
よ
る
傍
受
も
困
難

で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
、
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
な
経
路
制
御
の
技
法
が
使
え
な
い
可
能
性
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
通
信

（
電
話
の
よ
う
な
）
で
は
、
発
信
者
と
受
信
者
が
対
称
的
に
な
る
た
め
、
一
定
期
間
双
方
向
の
経
路
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
第
四
節
で
フ
ォ
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
と
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
ア
ン
ト
と
称
し
て
い
た
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

こ
れ
に
対
し
て
筆
者
ら
の
提
案
す
る
マ
ル
チ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
で
は
、
発
信
者
が
通
信
デ
ー
タ
を
発
行
す
る
時
点
で
通
信
経
路

が
確
立
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
各
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
自
律
的
に
行
動
で
き
る
だ
け
の
能
力
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
第
五
節
で
述
べ
た
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
自
律
的
に
行
動
で
き
る
と
い
う
能
力
を
経
路
探
索
と
誘
導
に
用
い
た
だ
け
で
あ
る

が
、
避
難
口
情
報
で
な
く
通
常
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
運
搬
す
る
よ
う
に
す
る
の
は
た
や
す
い
。
経
路
を
確
立
せ
ず
に
発
信
で
き
る
と
い
う
点

は
民
主
化
運
動
に
有
効
で
あ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
Ｇ
Ｐ
Ｓ
軌
跡
な
ど
を
含
め
て
は
な
ら
な
い
が
）。
特
定
の
受
信
者
で
な
く
、
情
報
の
拡
散
を
目
的

と
し
た
シ
ス
テ
ム
に
は
、
更
に
有
効
な
は
ず
で
あ
る
。

情
報
の
拡
散
と
い
う
視
点
を
踏
ま
え
て
、
前
節
で
述
べ
た
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
を
広
域
に
拡
大
応
用
し
た
シ
ス
テ
ム
を
構
想
し
て
い
る
。

想
定
し
て
い
る
の
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
東
京
都
心
で
発
生
し
た
よ
う
な
帰
宅
困
難
者
の
大
量
発
生
時
の
対
策
で
あ
る
。
基
本

的
な
発
想
は
避
難
誘
導
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
で
、
各
帰
宅
者
は
手
持
ち
の
携
帯
端
末
か
ら
経
路
探
索
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
発
行
し
て
周
辺
状
況

一
九
二
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を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
何
ら
か
の
有
用
な
情
報
を
得
た
場
合
は
、
自
ら
発
信
者
と
な
っ
て
そ
の
情
報
を
拡
散
さ
せ
る
。
移
動
方
向

に
好
ま
し
い
設
備
（
救
護
所
等
）
の
情
報
や
好
ま
し
く
な
い
状
況
（
使
用
不
能
の
橋
等
）
の
情
報
を
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
拡
散
す
る
移
動

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
、
個
人
が
進
み
た
い
方
向
の
情
報
を
収
集
す
る
リ
ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
活
用
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
第
四

節
で
紹
介
し
た
Ｇ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｌ
の
よ
う
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
情
報
を
基
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
携
帯
端
末
保
持
者
の
移
動
方
向
の
情
報
を
収
集
し
適
切
な
帰

宅
経
路
を
助
言
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
も
さ
さ
や
か
で
あ
る
が
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ベ
ー
ス
の
ア
ド
ホ
ッ
ク
通
信
の
有
用
な
使
用
法

で
あ
ろ
う
。
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
が
、
真
の
意
味
で
の
解
放
技
術
（L
iberation T

echnology

）
と
な
る
ま
で
地
道
に
基
礎
的
な
研
究
を
続
け
て
い
き

た
い
。
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第
一
節　

序
論

Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』﹇
以
下
、『
オ
シ
ア
ナ
』
と
略
記
﹈
構
想
は
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
」
範
疇
に
入
る
と
い
わ

れ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
代
表
的
な
提
唱
者
は
、
Ｊ
・
Ｃ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
で
あ
る
。
彼
は
ハ
リ
ン
ト
ン
が
「
理
想
的
社
会
の
設
計
の
如
き
思

想
構
造
と
し
て
、『
オ
シ
ア
ナ
』
と
『﹇
Ｔ
・
モ
ア
の
﹈
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
大
い
に
共
通
す
る
。
そ
れ
ら
は
と
も
に
理
想
社
会
思
想
類
型
事

例
で
あ
る
」
と
い
う
。
確
か
に
彼
の
イ
ギ
リ
ス
共
和
国
構
想
は
、
理
想
の
政
治
制
度
を
規
定
し
、
そ
の
記
述
が
架
空
の
名
称
を
多
く
使
い
、

理
想
的
国
家
を
構
想
す
る
と
い
う
意
図
な
ど
の
意
味
で
、
こ
の
範
疇
に
入
る
で
あ
ろ
う

（
1
）

。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
は
、
実
際
の
政
策

な
ど
を
分
析
し
な
い
と
い
う
悪
し
き
意
味
﹇
空
想
的
﹈
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
国
民
（the people

）﹇
実

質
的
に
は
「
市
民
」
の
意
で
、
本
項
で
は
﹇　

﹈
の
中
に
含
ま
せ
る
﹈
の
政
治
参
加
や
政
治
的
自
由
を
徹
底
的
に
主
張
す
る
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
ら
の
『
国
民
協
約
﹇T

he A
greem

ents of the P
eople

﹈』
の
国
民
﹇
市
民
﹈
の
理
想
主
義
な
い
し
非
現
実
主
義
を
批
判
し
、
自
ら
の

精
緻
な
憲
法
構
想
を
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
対
比
に
つ
い
て
示
す
表
現
は
、
Ｇ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
以
下
の
著
作
に
お
い
て

明
確
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
そ
の
出
発
点
か
ら
説
き
起
こ
す
。

「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
著
は
、
…
…
『
国
民
﹇
市
民
﹈
の
精
神
は
、
そ
の
自
由
に
信
頼
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
規
定
さ
れ
た
憲
法
上
の
法

な
い
し
規
則
に
置
か
れ
る
。
故
に
そ
の
信
頼
は
、
国
民
﹇
市
民
﹈
の
精
神
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
法
な
い
し
規
則
の
枠
組
み
に
置
か
れ

る
』。
こ
れ
は
、
人
の
熱
意
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
内
戦
に
よ
っ
て
混
乱
に
さ
れ
た
世
界
に
秩
序
を
見
出
そ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
の
悪

し
き
出
発
点
で
は
な
い

（
2
）

」。
こ
こ
に
お
い
て
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
ま
ず
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
国
民
﹇
市
民
な
い
し
庶
民
﹈
の
同
意
の
絶
対
視
や
絶

対
的
自
由
の
主
張
と
異
な
る
こ
と
か
ら
論
じ
は
じ
め
、
か
つ
そ
の
秩
序
の
重
要
性
が
彼
の
論
拠
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
続
い
て
彼
は
、

二
〇
〇



ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
原
理
に
関
す
る
一
研
究
（
倉
島
）

（
七
一
七
）

自
分
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
の
対
比
を
実
名
で
具
体
化
す
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
次
の
よ
う
な
基
本
法
的
立
憲
主
義
と
呼
び
得
る
、
本
質
的
に
は
こ
の
提
唱
者
達
で
あ
っ
た
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
。
即
ち
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
立
憲
主
義
に
お
い
て
、
主
権
的
代
表
﹇
な

い
し
代
議
院
﹈
は
、『
基
本
』
と
み
な
さ
れ
た
法
に
お
い
て
奉
ら
れ
る
基
本
権
や
衡
平
原
理
と
矛
盾
す
る
権
威
の
欠
如
に
よ
っ
て
し
か
制

限
さ
れ
な
か
っ
た
と

（
3
）

」。
こ
う
し
て
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
そ
の
「
基
本
的
立
憲
主
義
」
と
い
う
制
度
的
概
念
に
よ
っ
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
そ

の
悪
し
き
意
味
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
の
相
違
を
明
確
し
た
。
確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
共
和
国
の
執
行
部
﹇
特
に
頂

点
に
あ
る
統
治
官
達
﹈
に
対
し
て
短
い
選
挙
間
隔
や
短
い
任
期
に
よ
っ
て
徹
底
的
な
制
限
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

の
政
治
制
度
構
想
は
、
独
裁
官
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
的
対
策
も
規
定
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
え
て
こ
こ
で
再
度
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
の
理
想
主
義
的
要
素
を
導
入
し
た
の
は
、
最
近
の
有
力
な
研
究
者
の
論
理
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
論
の
実
際
的
な
性
格
的

側
面
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ハ
リ
ン
ト
ン
が
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
に
お
け
る
優
れ
た
政
治
制
度
論
者
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
、
綿
密

的
に
確
認
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
政
治
制
度
構
想
が
、
基
本
な
政
治
制
度
原
理
と
し
て
、
市
民
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
、
人

の
支
配
﹇「
近
代
の
知
恵
」﹈
で
は
な
く
法
の
支
配
﹇
古
代
の
知
恵
﹈
を
前
提
と
し
て
論
じ
る
。
そ
の
基
本
法
な
い
し
統
治
原
理
が
、
一
定

の
価
値
を
超
え
ぬ
農
地
法
及
び
公
職
輪
番
制
﹇
主
要
な
執
行
統
治
官
達
の
選
挙
を
含
む
﹈
と
措
定
し
た
。
こ
の
憲
法
構
想
は
、
そ
の
下
で

全
三
〇
条
を
構
成
し
、
市
民
部
、
宗
教
部
、
軍
事
部
、
属
州
部
な
ど
の
主
要
部
に
わ
た
っ
て
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
規
定
す
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
基
本
的
制
度
原
理
を
、
成
文
憲
法
的
立
憲
主
義
、
政
治
的
議
会
主
権
主
義
、
並
び
に
代
議
院
と
元
老
院
と
の
両
院

制
に
お
け
る
機
能
的
分
離
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
た

（
4
）

。

二
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
一
八
）

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
憲
法
構
想
と
し
て
精
緻
に
し
て
深
遠
な
思
想
を
含
む
こ
と
を
認
め
る
が
、
必
ず
し
も
論
理
的
に
完
全
な
も
の
に

し
て
明
晰
性
を
も
つ
と
言
え
ぬ
問
題
も
残
す
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
よ
り
論
理
的
に
明
快
な

『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』（
一
六
六
一
）
と
い
う
、
よ
り
原
理
的
な
制
度
思
想
を
論
じ
る
後
の
著
作
を
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
の
政
治
制
度
原

理
に
関
す
る
研
究
を
構
成
し
直
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

『
オ
シ
ア
ナ
』
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
み
な
す
学
説
に
は
、
以
下
の
著
書
な
ど
が
属
す
る
。J.C

. D
avis, U

topia an
d

 th
e Id

eal S
ociety, 

C
am

bridge, 1981, pp.1-3, etc.

こ
れ
に
異
論
を
唱
え
る
者
は
、
以
下
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
で
あ
る
。J. P

ocock, P
olitics, L

an
gu

age an
d

 T
im

e, 

L
ondon, 1972, etc.

彼
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
れ
が
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
影
響
を
受
け
た
古
典
的
共
和
主
義
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
従
来
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
と
は
異
な
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
論
点
に
つ
い
て
以
下
の
論
文
等
も
論
及
す
る
。

例
え
ば
、T

.R
.W

. K
ubik, ‘H

ow
 F

ar the S
w
ord ?’, in H

istory of P
olitical T

h
ou

gh
t. V

ol.19. N
o.2, 1998, etc.

（
2
） J. H

arrington, ‘A
 D

iscourse upon this S
aying: T

he S
pirit of the N

ation is not Y
et to be T

rusted w
ith L

iberty’ in T
h

e 

P
olitical W

orks of Jam
es H

arrin
gton, ed. J.G

.A
. P

ocock, 1977, p.737; G
. B

urgess, B
ritish

 P
olitical T

h
ou

gh
t, 2009, pp.346-7.

（
3
） G

. B
urgess, op.cit., p.347.

（
4
） 

拙
稿
、「
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
オ
シ
ア
ナ
の
代
議
院
に
関
す
る
一
断
片
」『
政
経
研
究
』（
第
五
〇
巻
第
一
号
二
〇
一
三
年
）、
拙
稿
「
ハ
リ
ン
ト

ン
の
平
等
な
共
和
国
に
関
す
る
一
考
察
」（『
同
上
』
二
〇
一
二
年
）、
な
ど
。

第
二
節　

政
治
制
度
原
理
論
の
背
景
…
…
『
政
治
の
格
言
』
を
中
心
に
…
…

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
著
で
あ
る
『
オ
シ
ア
ナ
』
が
政
治
思
想
史
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
共
和
主
義
の
古
典
的
地
位
を
占
め
る

二
〇
二



ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
原
理
に
関
す
る
一
研
究
（
倉
島
）

（
七
一
九
）

こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
つ
ま
り
彼
の
主
著
が
イ
ギ
リ
ス
革
命
﹇
な
い
し
内
戦
と
空
位
期
﹈
期
に
お
い
て
既
に
優
れ
た
理
想
的
共
和
国
論

と
し
て
の
評
価
を
得
つ
つ
あ
り
、
か
つ
そ
の
後
の
王
政
復
古
期
な
ど
に
お
い
て
も
そ
の
準
正
典
的
評
価
を
得
て
い
た
と
仮
定
す
る
。
例
え

ば
、
そ
れ
は
、
Ｈ
・
ネ
ヴ
ィ
ル
の
主
著
『
プ
ラ
ト
ン
再
生
』
が
そ
の
簡
略
版
と
し
て
の
役
割
も
示
さ
れ
て
き
た

（
1
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

は
、
前
記
の
ご
と
く
、
政
治
制
度
原
理
論
と
し
て
完
全
な
も
の
と
さ
れ
ぬ
側
面
も
残
す
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
の
分

析
を
通
じ
て
こ
の
主
要
部
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
指
す
目
的
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
政
治

の
シ
ス
テ
ム
』
が
「
短
く
し
て
容
易
な
『
政
治
の
格
言
』
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
か
つ
著
者
自
身
の
原
稿
か
ら
出
版
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る

と
し
て
表
題
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
者
か
ら
論
及
せ
ね
ば
な
る
ま
い

（
2
）

。

一
六
五
八
年
に
Ｏ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
護
国
卿
が
な
く
な
り
、
そ
の
後
の
動
揺
期
（
同
年
）
に
同
じ
地
位
に
就
く
リ
チ
ャ
ー
ド
下
で
、
ハ

リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
共
和
国
憲
法
構
想
と
と
も
に
ネ
ヴ
ィ
ル
ら
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
強
烈
な
権
力
抑
制
論
を
含
む

構
想
は
、
共
和
制
の
終
焉
期
に
近
付
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
共
和
国
支
持
が
挫
折
し
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
再
度
執
筆
生
活
に
戻
っ
た
。
そ
の

結
果
が
『
無
能
な
政
治
家
』
及
び
『
政
治
の
格
言
』
の
翌
年
に
お
け
る
出
版
で
あ
っ
た
。
前
者
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
Ｍ
・
レ
ン
『
君
主
制

の
主
張
』
に
抗
す
る
反
論
で
あ
り
、
後
者
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
統
治
一
般
に
関
す

る
短
い
一
二
〇
項
目
に
よ
る
格
言
形
態
の
提
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
主
張
を
、
面
白
み
か
或
い
は
簡

潔
な
要
約
に
よ
る
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
よ
り
広
範
な
読
者
に
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た

（
3
）

。

確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
最
も
高
邁
な
現
世
に
お
け
る
「
平
等
に
し
て
秩
序
立
っ
た
共
和
国
」
で
あ
る
と
い
う
『
オ
シ
ア
ナ
』
の

理
念
と
類
似
す
る
内
容
で
あ
る
と
認
め
る
。
し
か
し
本
稿
は
、
そ
れ
が
彼
の
政
治
制
度
原
理
論
の
完
成
版
と
仮
定
す
る
『
政
治
の
シ
ス
テ

ム
』
の
前
提
と
な
り
、
か
つ
そ
の
体
系
上
そ
の
論
理
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
が
故
に
、
政
治
制
度
原
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
そ
れ
を
総

二
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
二
〇
）

括
す
る
こ
と
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
『
政
治
の
格
言
』
を
検
討
す
る
段
階
に
達
し
て
い
る

（
4
）

。
本
項
は
、
そ
れ
を
（
1
）
不
死
身
な

共
和
国
総
論
、（
2
）
宗
教
問
題
、（
3
）
同
盟
と
属
州
問
題
、（
4
）
市
民
﹇
公
民
﹈
部
、（
5
）
軍
事
部
、（
6
）
不
死
身
な
共
和
国
の
国

民
﹇
な
い
し
民
会
﹈
と
の
関
係
に
分
け
る
。

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
不
死
身
な
共
和
国
の
総
論
か
ら
検
討
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
第
一
格
言
﹇
提
案
﹈
に

お
い
て
、「
国
民
﹇
市
民
﹈
の
誤
り
と
災
禍
は
統
治
者
達
か
ら
生
じ
る

（
5
）

」
と
消
極
的
表
現
か
ら
説
き
起
こ
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
基
本
思
想

は
、
古
代
の
都
市
国
家
の
精
神
か
ら
発
す
る
。
確
か
に
一
七
世
紀
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
近
代
国
家
の
初
期
で
あ
り
、
古
代
の
都
市
国
家

と
は
異
な
る
。
し
か
し
彼
の
政
治
制
度
的
思
想
は
、
そ
の
共
和
主
義
に
お
い
て
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
代

表
的
共
和
主
義
者
の
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
国
家
が
市
民
自
治
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
市
民
が
主
体
と
な
っ
て
民
兵
を
構

成
し
得
る
が
故
に
、
民
主
制
な
い
し
共
和
制
を
選
好
す
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
一
人
の
支
配
は
、
人
の
支
配
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
が
故

に
、
そ
の
権
力
を
市
民
達
の
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
制
度
を
通
じ
て
、
法
の
支
配
に
よ
る
べ
し
と
い
う
論
理
構
成
へ
と
進
む
。
こ
れ

は
、
一
方
に
お
い
て
自
由
主
義
思
想
の
系
譜
を
構
成
す
る
が
、
市
民
武
装
主
義
を
と
る
限
り
、
国
家
へ
の
愛
国
心
と
公
共
精
神
を
伴
わ
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
公
共
国
家
主
義
を
有
す
る
側
面
を
否
定
で
き
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
要
素
を
伴
う
も
の
で
も
あ

ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
共
和
主
義
思
想
に
お
い
て
そ
の
両
面
を
内
包
す
る
矛
盾
を
も
つ
も
の
と
措
定
す
る
に
と
ど

め
る
。
と
い
う
の
は
本
稿
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
原
理
の
体
系
的
措
定
に
焦
点
を
絞
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
冒
頭
の
文
章
に
戻
る
こ

と
と
す
る
。

そ
の
権
力
抑
制
的
統
治
者
の
説
き
起
こ
し
か
ら
、
次
の
格
言
﹇
提
案
﹈
は
、
国
民
が
悲
惨
と
な
る
の
は
、「
統
治
の
基
礎
が
変
え
ら
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
者
達
が
上
部
構
造
を
変
え
ぬ

（
6
）

」
場
合
で
あ
る
と
説
く
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
は
、
農
地
法
と
公
職
輪
番

二
〇
四
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制
が
基
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
統
治
基
盤
﹇
財
産
所
有
﹈
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
上
部
﹇
統
治
﹈
構
造
も
変
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
持
論
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
主
体
で
あ
る
国
民
﹇
市
民
﹈
が
そ
の
被
害
を
被
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
引
き
続
き
ハ
リ

ン
ト
ン
は
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
史
へ
と
そ
の
論
を
具
体
化
す
る
。
即
ち
、
こ
の
国
の
以
前
の
君
主
制
期
の
統
治
は
、
不
完
全
な
法
に
よ
る
、

或
い
は
武
力
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
た
。
し
か
し
内
戦
期
前
後
の
君
主
制
は
、
武
力
に
よ
る
統
治
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
な
る
ほ
ど
ハ
リ

ン
ト
ン
は
周
知
の
ご
と
く
、
近
代
的
主
権
論
者
で
あ
る
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
権
力
を
背
景
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
逆
に

彼
は
、
国
民
が
「
法
に
よ
る
統
治
を
望
み
」、「
武
力
に
よ
る
統
治
を
嫌
う
」
と
説
く
。
従
っ
て
国
民
の
精
神
は
「
そ
の
自
由
に
信
頼
を
置

く
の
に
適
合
」
す
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
自
由
主
義
的
思
想
は
、
君
主
制
批
判
か
ら
共
和
主
義
的
両
院
制
論
へ
と
規
定
す
る
に

到
る
。
即
ち
「
自
ら
の
自
由
を
信
頼
し
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
、
も
し
﹇
本
来
の
統
治
原
理
﹈
形
式
が
十
分
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
国
王
を
設

立
し
得
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
」
と
提
案
す
る
。
と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
国
民
に
全
て
信
を
置
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
元
老
院
と
代
議
院
か
ら
な
る
両
院
制
」
が
必
須
で
あ
る
と
説
く
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
も
よ
き
個
人
に
光
を
あ
て
る
制
度
の
み
で
は
十

分
条
件
で
な
い
と
も
彼
は
、
主
張
す
る

（
7
）

。

次
の
第
一
〇
の
格
言
﹇
提
案
﹈
は
、
人
よ
り
も
制
度
形
式
の
重
要
性
を
さ
ら
に
強
調
し
始
め
る
。
ま
ず
そ
れ
は
「
一
個
人
と
同
然
な
」

国
家
で
は
よ
き
君
主
制
で
あ
り
得
る
が
、「
よ
き
共
和
国
で
あ
る
得
ぬ
」
と
切
り
出
す
。
さ
ら
に
彼
は
、「
安
全
が
人
々
に
し
か
結
び
付
け

ら
れ
ぬ
所
で
そ
の
統
治
は
、
よ
き
人
々
を
悪
く
せ
し
め
、
安
全
が
そ
の
統
治
形
態
と
逆
に
依
拠
さ
れ
る
所
で
は
、
そ
の
統
治
は
悪
し
き

人
々
を
善
と
せ
し
め
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
制
度
論
の
真
骨
頂
が
あ
る
。
つ
ま
り
た
と
え
悪
し
き
人
間
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
よ
き
統
治
制
度
の
下
で
彼
ら
は
善
と
成
り
得
る
と
ま
で
主
張
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
総
論
部
は
、「
秩
序
立
っ
た

共
和
国
に
お
い
て
国
民
は
、
満
足
さ
れ
る

（
8
）

」
と
し
て
結
論
づ
け
る
。

二
〇
五
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次
に
そ
の
第
二
部
分
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
問
題
、
具
体
的
に
は
宗
教
と
良
心
の
自
由
﹇
市
民
的
自
由
も
含
む
﹈
問
題
に
移
る
。

そ
れ
は
、
第
二
一
の
格
言
﹇
提
案
﹈
か
ら
第
四
六
の
格
言
ま
で
を
占
め
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
宗
教
は
人
間
の
不
可
欠

な
部
分
と
措
定
し
、
か
つ
国
教
も
最
低
限
度
の
国
家
の
政
治
を
侵
さ
ぬ
限
り
必
要
と
み
な
す
「
市
民
宗
教
」
論
の
範
囲
以
内
で
展
開
す
る

（
9
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
論
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
構
想
に
は
不
可
欠
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ
り
政
治
的
な
制
度
論
に
重
点
を
置
く
た
め
、

こ
の
問
題
へ
の
論
及
に
つ
い
て
は
こ
の
程
度
に
と
ど
め
る
。

わ
れ
わ
れ
は
第
三
の
同
盟
と
属
州
問
題
に
移
る
。
こ
れ
は
、
第
四
七
の
格
言
﹇
提
案
﹈
か
ら
第
五
六
の
そ
れ
ま
で
か
ら
な
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
は
、
共
和
国
の
視
点
ら
「
三
つ
の
同
盟
の
方
法
」
が
あ
る
と
示
し
始
め
る
。
ア
テ
ナ
イ
「
国
家
に
よ
る
国
家
連
合
諸
国
を
従
属

さ
せ
る
」
型
、
オ
ラ
ン
ダ
の
連
盟
諸
州
に
よ
る
「
平
等
な
連
盟
型
」、
及
び
ロ
ー
マ
に
よ
る
「
不
平
等
な
」
型
に
分
け
る

（
10
）

。
さ
ら
に
イ
ギ

リ
ス
の
属
州
関
係
に
も
論
及
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
制
度
原
理
の
根
幹
か
ら
や
や
外
れ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
、
論
及

し
な
い
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
秩
序
立
っ
た
共
和
国
制
度
は
、
一
人
の
強
力
な
指
導
力
﹇
君
主
制
﹈
に
委
ね
る
も
の
﹇
独
裁
型
﹈
よ
り
も
、
市
民
自
治

を
基
盤
と
し
、
執
行
行
政
部
に
対
す
る
抑
制
型
で
あ
り
、
両
院
制
か
ら
な
る
立
法
部
と
融
合
し
た
制
度
﹇
集
団
指
導
型
﹈
論
に
類
似
す
る
。

と
は
い
え
彼
の
そ
れ
は
、
都
市
国
家
で
あ
れ
近
代
国
家
で
あ
れ
こ
の
国
家
の
対
外
的
主
権
を
強
調
す
る
が
故
に
、
他
の
共
和
国
を
統
一
す

る
場
合
に
そ
れ
に
自
治
権
を
与
え
る
が
、
こ
の
宗
主
国
に
指
導
権
を
与
え
る
属
州
形
態
を
想
定
す
る

（
11
）

。

こ
う
し
た
視
野
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
共
和
国
秩
序
論
」
へ
と
移
る
。
彼
の
そ
れ
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
市
民
部
、
宗

教
部
、
軍
事
部
、
属
州
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
市
民
﹇
公
民
﹈
部
な
い
し
政
治
機
構
部
と
も
い
う
べ
き
側
面
で
あ
る
。

彼
は
必
ず
し
も
君
主
制
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
理
想
的
政
治
制
度
論
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
。
彼
の
市
民
部
論
は
、
第

二
〇
六
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五
八
の
格
言
か
ら
第
九
三
の
そ
れ
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
一
六
五
九
年
と
い
う
こ
の
著
作
に
お
け
る
背
景

を
示
す
実
名
が
出
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
、
第
六
一
の
格
言
に
お
い
て
「
も
し
Ｇ
・
ブ
ー
ス
卿
が
行
き
渡
っ
て
い
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
ブ
ー
ス
は
共
和
制
を
導
入
し
た
に
違
い
な
い
か
、
或
い
は
国
王
を
復
活
さ
せ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
」
と
い
う
も
の
に
か
か
わ
る
。

こ
れ
は
、
当
時
の
Ｒ
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
護
国
卿
と
残
部
議
会
の
復
活
体
制
に
対
す
る
反
乱
が
彼
の
王
政
主
義
派
の
下
で
起
こ
さ
れ
、

そ
れ
を
二
つ
の
体
制
変
革
と
し
て
み
な
し
た
場
合
の
彼
の
選
択
肢
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者

の
も
の
で
あ
れ
ば
軍
隊
に
よ
る
統
治
と
仮
定
し
、
前
者
の
体
制
と
し
て
議
会
に
よ
る
統
治
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
皮
肉
に
も
ハ
リ
ン
ト

ン
は
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
の
護
国
卿
体
制
を
君
主
制
と
同
じ
水
準
に
位
置
付
け
て
い
る

（
12
）

。
こ
こ
で
は
彼
は
、
君
主
制
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い

な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
共
和
制
を
冷
静
に
説
明
す
る
章
と
す
る
一
環
と
し
て
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
は
彼
の
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
へ
の
前
提
と
し
て
論
及
す
る
目
的
の
ゆ
え
に
、
彼
の
両
院
制
論
と
し
て
そ
れ
に

焦
点
を
合
わ
せ
る
。
彼
は
、『
オ
シ
ア
ナ
』
に
お
け
る
如
く
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ア
テ
ナ
イ
、
ス
パ
ル
タ
、
ロ
ー
マ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
と
い
っ
た
、
広
範
な
事
例
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
持
論
を
展
開
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
そ
の
両
院
制
の
本
質
的

要
素
を
次
の
二
つ
の
格
言
に
よ
っ
て
強
調
す
る
。
即
ち
、「
元
老
院
﹇
上
院
﹈
の
存
在
理
由
は
、
正
し
く
構
成
さ
れ
た
民
会
﹇
な
い
し
代

議
院
﹈
が
知
恵
を
も
つ
討
議
を
な
し
得
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
「
民
会
の
存
在
理
由
は
、
討
議
の
た
め
に
正
し
く
構
成
さ
れ
た

元
老
院
﹇
上
院
﹈
が
次
の
よ
う
に
き
わ
め
て
少
数
に
し
て
優
れ
た
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
ら

﹇
元
老
院＜

上
院＞

﹈
が
結
果
﹇
決
議
権
﹈
を
も
つ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
国
民
の
利
益
に
従
っ
て
決
議
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
達
自
身
の

利
益
に
従
っ
て
決
議
す
る
か
ら
で
あ
る

（
13
）

」
と
。

さ
ら
に
彼
は
、
そ
の
特
徴
を
「
賢
明
な
元
老
院
﹇
上
院
﹈」
と
「
誠
実
な
民
会
﹇
代
議
院
﹈」
と
い
う
格
言
に
よ
っ
て
示
す
。
続
く
第

二
〇
七
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七
九
と
第
八
〇
の
格
言
﹇
提
案
﹈
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
両
院
に
か
か
わ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
同
感
を
示
す
政
治
的
持
続
可
能

性
と
安
定
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
称
賛
す
る
共
和
国
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
両
院
関
係
で
は
例
外
的
に
市
民
を
代
表
す
る
大
評
議
会

が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
﹇
郷
士
﹈
階
級
か
ら
な
る
元
老
院
﹇
上
院
﹈
を
設
置
し
た

（
14
）

と
説
い
て
い
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
両
院
制
論
の
重
要
な
要
点
は
、
そ
の
上
下
両
院
間
の
均
衡
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
八
一
の
格
言
﹇
提
案
﹈
か
ら

説
き
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
最
初
の
そ
れ
は
、「
最
高
権
力
を
も
つ
、
元
老
院
﹇
上
院
﹈
な
い
し
統
治
者
評
議
会
が
民
会
を
設
立
し
、
か
つ

全
て
の
理
由
に
お
い
て
そ
れ
が
実
際
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
提
案
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
」
と
い
う
。
と
い
う
の
は
こ
れ
は
、
元

老
院
と
い
う
上
院
に
し
て
少
数
者
を
構
成
す
る
が
故
に
、
貴
族
制
原
理
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
共
和
制
で
は
な
い
と
み
な
す
。
さ
ら
に
第

八
三
の
格
言
に
お
い
て
彼
は
、「
民
会
な
い
し
代
議
院
が
権
力
を
も
つ
事
項
も
あ
れ
ば
、
も
た
ぬ
そ
れ
も
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、
そ

の
普
及
機
関
﹇
生
来
の
判
断
能
力
を
も
た
ぬ
も
の
﹈
と
し
て
の
下
院
に
判
断
力
を
も
た
せ
る
」
こ
と
に
な
る
が
故
に
、
両
院
の
二
つ
の
機

能
上
の
分
離
に
よ
る
均
衡
を
損
な
う
と
み
な
す
。
こ
れ
は
、
生
来
の
判
断
力
の
有
無
に
き
わ
め
て
固
執
し
過
ぎ
る
傾
向
を
も
つ
論
者
の
性

向
が
強
い
が
、
徹
底
し
た
天
性
主
義
的
側
面
で
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
一
方
で
少
数
者
と
多
数
者
の
鋭
い
分
割
主

義
が
顕
著
に
現
れ
、
他
方
で
そ
れ
と
反
比
例
し
て
両
者
に
お
け
る
能
力
の
分
割
主
義
が
強
固
に
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
彼
の
そ
れ
は
、
こ

う
し
た
両
者
の
対
照
に
よ
る
均
衡
に
よ
っ
て
制
度
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
の
み
で
は
人
間
の
悲
観

主
義
の
影
を
強
調
す
る
も
の
と
な
る
危
険
を
は
ら
む
が
故
に
、
使
用
人
で
も
そ
の
自
立
性
を
得
る
成
長
が
期
待
さ
れ
、
か
つ
そ
の
結
果
と

し
て
自
律
性
が
得
ら
れ
れ
ば
、
自
由
人
な
い
し
市
民
と
な
り
得
る
と
い
う
憲
法
の
条
文
規
定
に
よ
っ
て
補
え
る
も
の
と
解
し
得
る
。
さ
ら

に
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
な
い
し
国
民
﹇
市
民
﹈
の
楽
観
主
義
的
側
面
を
そ
れ
に
付
け
加
え
る
。
そ
れ
は
、
第
八
七
他
の
格
言
を
辿
る
こ
と

と
な
る
。「
国
民
﹇
市
民
﹈
全
体
の
統
治
は
、
そ
の
主
要
部
が
悪
し
く
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
安
全
に
し
て
耐
久
性
が
な
け
れ
ば
な
ら

二
〇
八



ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
原
理
に
関
す
る
一
研
究
（
倉
島
）

（
七
二
五
）

な
い
。
こ
れ
は
、
力
を
控
え
さ
せ
、
自
然
の
上
に
そ
れ
を
基
礎
づ
け
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
」
と
説
く
。
こ
う
し
た
彼
は
、
楽
観
主
義
を
続

け
、
一
党
派
に
よ
る
以
外
の
「
他
の
全
て
の
統
治
に
お
い
て
共
和
国
は
、
人
類
の
破
壊
の
た
め
で
は
な
く
、
特
に
人
類
の
保
全
の
た
め
に

よ
り
多
く
存
在
す
る
が
故
」
で
あ
る
。
た
と
え
自
ら
が
四
肢
を
病
む
に
至
っ
た
と
し
て
も
、「
治
癒
し
た
共
和
国
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ご
と

く
）」
は
健
全
に
し
て
繁
栄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
15
）

と
説
か
れ
る
。

こ
の
前
後
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
必
ず
し
も
う
ま
く
い
か
ぬ
共
和
国
事
例
を
導
入
し
、
そ
れ
を
克
服
し
た
も
の
を
俎
上
に
の
せ
始
め
る
。

例
え
ば
第
九
一
の
格
言
﹇
提
案
﹈
は
、
寡
頭
制
下
の
ア
テ
ナ
イ
を
と
り
上
げ
、「
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
諸
党
派
に
よ
る
混
乱
、
流
血
、
及
び

憎
悪
に
よ
っ
て
際
限
も
な
く
」
痛
め
つ
け
ら
れ
、
か
つ
分
断
さ
れ
た
事
例
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
ア
テ
ナ
イ
は
、「
四
百
人
か
ら

な
る
元
老
院
、
及
び
五
千
人
か
ら
な
る
民
会
の
導
入
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
か
の
如
く
、
急
速
に
そ
こ
に
力
と
名
誉
」

を
回
復
さ
せ
た
と
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
「『
歴
史
』（
第
八
巻
）
を
示
し
」
つ
つ
論
じ
る
。
こ
う
し
た
病
ん
だ
政
体
を
念
頭
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

そ
の
解
決
策
を
論
じ
る
こ
と
と
な
る

（
16
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
政
体
の
修
復
問
題
を
彼
の
国
防
制
度
に
よ
る
特
別
方
式
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
、
彼
の
第
九
四
の
格
言
に
お
け
る
「
緊
急
措
置
」
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
本
来
の
共
和
国
が
最
初
に
そ
の
枠
組
み
を
提
案
し
、

次
に
そ
れ
が
検
討
さ
れ
た
後
に
、
そ
れ
が
安
全
に
し
て
有
効
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
或
る
目
的
で
適
用
し
得
、
或
い
は
適
合
し
得
、
そ

の
家
の
建
築
モ
デ
ル
が
決
定
さ
れ
る
と
き
そ
の
足
場
に
適
応
さ
せ
る
も
の
」
の
如
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
共
和
国
を
家
の
建
築
に

た
と
え
つ
つ
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
緊
急
措
置
で
決
定
し
、
か
つ
次
に
そ
の
措
置
に
共
和
国
の
枠
組
み
を
適
応
さ
せ
る
こ
と
は
、
人
が
家

の
支
柱
を
設
定
し
、
か
つ
そ
れ
に
よ
る
も
の
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
従
っ
て
彼
は
、
後
者
の
緊
急
措
置
が
斧
や
ハ
ン
マ
ー
に

よ
る
も
の
で
あ
る
如
く
、「
統
治
の
構
築
の
そ
れ
が
常
備
軍
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
今
日
的
意
味
で
の
常
備
軍
は
、

二
〇
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兵
士
に
食
糧
を
与
え
、
武
装
さ
せ
、
か
つ
給
与
を
支
給
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
的
・
官
僚
制
的
資
源
を
所
有
す
る
国
家
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
た
。
し
か
し
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
軍
隊
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
が
近
代
的
常
備
軍
の
よ

う
な
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
護
衛
隊
的
に
し
て
民
兵
制
的
な
国
防
軍
を
想
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
近
代
国
家
概
念
に
近
い
集
権
的
要
件
事
項
に
論
及
が
可
能
と
な
る
。
と
は
い
え
彼
の
国
家
概
念
は
、
対
外
的
主
権
概

念
が
基
礎
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
対
外
的
脅
威
に
備
え
る
も
の
で
あ
り
、
有
事
の
際
に
は
、
国
民
﹇
市
民
﹈
が
そ
の
総
力
を
挙
げ
て
そ
れ
に

対
処
す
る
こ
と
と
な
ろ
う

（
17
）

。
一
七
世
紀
半
ば
の
強
力
な
イ
ギ
リ
ス
海
軍
力
も
同
盟
論
な
ど
に
よ
っ
て
理
解
し
得
る
如
く
、
さ
ら
に
そ
の
背

景
に
は
当
時
の
国
防
要
件
が
あ
る
こ
と
は
、
暗
黙
の
了
解
事
項
と
な
ろ
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ
の
第
九
六
の
格
言
﹇
提
案
﹈
で
規
定
す
る
如
く
、「
恒
常
的
な
騒
音
な
く
し
て
或
い
は
斧
や
ハ
ン
マ
ー
な
く
し
て
家

の
建
築
が
不
完
全
で
あ
る
よ
う
に
、
形
成
さ
れ
る
統
治
は
、﹇
彼
が
理
解
す
る
﹈
常
備
軍
﹇
基
本
的
な
物
理
的
強
制
力
﹈
の
恒
常
的
使
用

が
な
け
れ
ば
そ
れ
自
体
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
」
な
い
と
説
か
れ
る
。
と
は
い
え
彼
は
、
軍
事
部
門
と
属
州
部
門
が
正
し
く
形
成
さ
れ
る

﹇
権
力
の
抑
制
制
度
﹈
と
き
、「
共
和
国
は
い
か
な
る
そ
れ
以
上
の
使
用
も
為
し
得
な
い
」
と
し
て
自
ら
の
抑
制
主
義
を
確
認
す
る
。
し
か

し
そ
こ
か
ら
彼
は
、
こ
の
「
常
備
軍
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、﹇
権
力
抑
制
制
度
と
し
て
の
﹈
統
治
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
必
要
な
軍

隊
が
独
裁
官
権
力
を
も
つ
」
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う

（
18
）

。

最
後
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
君
主
制
下
の
軍
隊
と
、
民
主
制
下
の
軍
隊
の
区
別
を
以
下
で
規
定
す
る
。
即
ち
、
前
者
の
そ
れ
は
、「
軍
が

単
一
人
物
な
い
し
貴
族
の
報
酬
な
い
し
富
に
基
づ
き
、
存
続
す
る
国
家
に
お
け
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
後
者
の
そ
れ
は
「
そ
う
で
な

い
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
、
後
者
の
そ
れ
で
あ
る

（
19
）

と
説
く
。

わ
れ
わ
れ
は
今
、『
政
治
の
格
言
』
の
最
後
に
し
て
第
五
部
分
で
あ
る
平
等
に
し
て
秩
序
立
っ
た
「
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
国
に
お
け
る
民

二
一
〇
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会
」
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
説
き
起
こ
し
の
格
言
で
あ
る
第
一
〇
二
の
提
案
に
お
い
て
、
故
人
と
な
っ
た
当
時
の
国
王
が
そ
の
財
産
の
均

衡
に
よ
っ
て
国
民
な
い
し
臣
民
に
委
譲
さ
れ
た
権
限
行
使
を
実
施
し
て
お
れ
ば
、
内
戦
や
混
乱
に
至
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

即
ち
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
「
国
民
に
委
譲
さ
れ
た
権
力
の
適
正
に
し
て
秩
序
立
っ
た
行
使
へ
と
民
会
﹇
な
い
し
代
議
院
﹈
を
導
く
党
派

が
誰
で
あ
ろ
う
と
も
﹇
導
く
こ
と
と
な
れ
ば
﹈、
直
ち
に
安
全
と
な
り
、
か
つ
永
遠
に
有
名
と
な
ろ
う
」
と
。
さ
ら
に
彼
は
、
共
和
国
の

形
成
に
は
そ
の
国
民
に
委
譲
さ
れ
た
権
力
行
使
が
理
解
さ
れ
る
絶
対
的
必
要
性
が
不
可
欠
で
あ
る
と
説
く
。
即
ち
、
そ
の
第
一
〇
四
の
政

治
的
格
言
﹇
提
案
﹈
が
、「
共
和
国
を
も
つ
諸
国
民
は
、
き
わ
め
て
少
な
く
、
か
つ
そ
の
理
由
と
し
て
共
和
国
を
形
成
す
る
」
と
き
、
そ

れ
が
「
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
う
し
た
共
和
国
は
、
自
ら
が
想
定
す
る

民
主
制
と
換
言
で
き
、
そ
れ
に
「
当
然
な
国
民
の
魂
や
自
由
が
両
院
の
そ
れ
ぞ
れ
に
の
み
」
で
あ
る
一
院
制
で
あ
っ
た
時
な
い
し
所
に
お

け
る
如
く
、「
動
物
の
体
に
魂
が
あ
る
時
及
び
所
に
見
出
し
得
る
」
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
お
う
。
つ
ま
り
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、「
民
主

制
な
い
し
国
民
に
よ
る
平
等
な
統
治
が
両
院
か
ら
な
る
と
い
う
こ
と
は
、﹇
立
法
の
﹈
技
術
が
そ
の
資
材
﹇
国
民
﹈
の
性
質
に
よ
っ
て
全

て
方
向
づ
け
ら
れ
、
制
限
さ
れ
、
か
つ
必
要
と
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
従
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、「
人
間
の
魂
は
、
神
が

新
し
い
創
造
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
動
物
の
体
に
決
し
て
あ
り
得
ぬ
よ
う
に
、
民
主
制
に
当
然
な
魂
も
自
由
も
、
そ
の
元
老
院
﹇
上
院
﹈
と

民
会
形
式
の
み
か
ら
な
る
他
の
形
式
が
ど
ん
な
で
あ
れ
、
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、
神
の
創
造
に
よ
る
も
の
が
両
院

制
で
あ
り
、
一
院
制
の
み
で
は
民
主
制
な
い
し
平
等
な
共
和
制
と
い
っ
た
神
の
意
思
に
そ
ぐ
わ
ぬ
と
ま
で
徹
底
さ
せ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

そ
の
次
の
格
言
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
自
ら
の
持
論
で
あ
る
「
正
し
い
憲
法
統
治
形
態
、
一
体
性
、
及
び
適
切
な
均
斉
は
大
部
分
に
お
い

て
創
造
力
を
進
展
さ
せ
る
も
の

（
20
）

」
と
し
て
そ
れ
を
高
め
る
に
到
る
。

こ
の
格
言
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
共
和
国
に
お
け
る
創
造
力
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
が
共
和
国
の
持
続
可
能
性
を
も
た

二
一
一
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ら
す
と
い
う
思
想
か
ら
発
す
る
。
次
の
七
つ
の
格
言
は
全
て
、
こ
の
概
念
に
か
か
わ
る
。
そ
の
結
論
は
、
最
も
賢
明
な
民
会
及
び
元
老
院

で
さ
え
、
こ
う
し
た
創
造
力
を
欠
く
が
故
に
、
統
治
政
体
の
形
成
な
い
し
そ
の
改
革
の
唯
一
の
立
法
者
と
い
う
優
れ
た
人
物
で
あ
る
も
の

を
選
出
す
る
と
言
う
。
周
知
の
ご
と
く
こ
れ
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
理
論
で
あ
り
、
ハ
リ
ン
ト
ン
も
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
的
な
ス
パ
ル
タ
の

民
主
制
的
政
治
制
度
の
樹
立
者
的
役
割
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
の
結
論
に
た
ど
り
つ
く
た
め
に
、
彼
は
、
第
一
一
一
の
格
言

で
「
理
性
は
、
創
造
力
と
判
断
と
い
う
二
つ
の
部
分
」
か
ら
な
る
と
説
き
起
こ
す
。
こ
れ
ら
は
一
方
で
は
決
議
な
い
し
選
択
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
民
会
の
も
つ
能
力
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
判
断
を
民
会
が
も
ち
、
も
う
一
方
の
創
造
力
に
つ
い
て
優
れ
た
一
人

の
人
物
に
お
い
て
「
最
も
完
全

（
21
）

」
で
あ
る
と
説
く
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
統
治
制
度
の
形
成
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
故
に
、「
多
数
の
顧
問
官
が
有
す
る
」
力
を
欠
く
と
い
う
。
こ
れ

は
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
構
想
に
お
け
る
「
立
法
者
評
議
会
」
を
含
意
す
る
。
と
は
い
え
彼
ら
は
、
そ
う
し
た
創
造
力
を
も
た
ぬ
と
み
な
す
が

故
に
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
的
な
創
造
力
を
も
つ
一
人
の
立
法
者
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
立
法
者
問
題
に
つ
い
て
そ
の
第
一
一
七

の
格
言
に
お
い
て
そ
の
一
人
の
提
案
を
容
認
す
る
こ
と
は
、「
最
上
の
共
和
国
の
実
際
に
よ
る

（
22
）

」
と
規
定
さ
れ
る
。
我
々
は
、
こ
れ
が
ハ

リ
ン
ト
ン
の
理
想
な
い
し
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
憲
法
構
想
の
実
現
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
ろ

う
と
判
断
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
彼
の
集
団
指
導
的
制
度
思
想
と
の
両
義
性
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
政
治
制
度
の
体

系
性
を
探
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
深
入
り
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
結
び
の
諸
格
言
に
お
い
て
秩
序
立
っ
た
、
平
等
な
共
和
国
の
確
認
に
よ
っ
て
締
め
く
く
る
。
そ
れ
は
、
第

一
一
八
の
格
言
に
お
い
て
「
秩
序
立
っ
た
」
そ
れ
の
形
成
に
は
、「
領
土
の
平
等
な
い
し
適
切
な
区
分
の
確
立
と
同
様
な
努
力
」
な
ど
が

役
立
つ
と
規
定
す
る
。
彼
の
語
用
論
に
従
え
ば
、「
平
等
な
」
と
い
う
表
現
は
主
と
し
て
選
挙
を
含
意
す
る
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
「
平
等

二
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な
基
盤
で
、
平
等
な
上
部
構
造
を
引
き
上
げ
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
諸
区
分
に
は
こ
う
し
た
選
挙
提
案
」
が
役
立
つ
と
説
か
れ
る
。
こ
れ

ま
で
で
明
ら
か
な
如
く
、
オ
シ
ア
ナ
憲
法
条
文
の
詳
細
は
、
こ
こ
で
は
説
明
さ
れ
ぬ
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
の
政
治
制
度
原
理
を
総

括
す
る
の
に
は
適
す
る
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
彼
に
お
い
て
二
つ
の
基
本
法
な
い
し
統
治
原
則
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
こ
に
そ
の
基
本
概

念
に
よ
っ
て
結
ぶ
こ
と
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
次
の
格
言
に
お
い
て
、「
民
会
﹇
代
議
院
﹈
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
な
選
挙
が
秩
序
立
っ

た
元
老
院
﹇
上
院
﹈
と
民
会
を
必
ず
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
所
で
、
故
に
こ
の
「
民
会
…
…
が
選
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
所
で
、
提
案
者

自
体
は
何
ら
の
権
力
を
も
た
ぬ
が
、「
そ
の
特
定
に
し
て
自
然
権
な
い
し
生
ま
れ
つ
き
の
力
に
よ
っ
て
」
民
会
な
い
し
代
議
院
全
体
は
、

自
ら
の
「
共
和
国
」
全
体
を
設
立
し
か
つ
命
じ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
代
議
院
の
至
高
性
と
選
挙
と
の
関
連
で
そ
の
平

等
と
い
う
「
民
主
制
」
原
理
に
よ
っ
て
、「
秩
序
立
っ
た
共
和
国
」
を
理
想
化
し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の
最
後
の
結
び
の
格
言
は
、『
オ
シ

ア
ナ
』
の
憲
法
構
想
の
最
後
の
条
文
の
ご
と
く
神
と
の
関
連
で
結
ば
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
最
高
度
の
理
念
で
あ
る
共
和
国
は
、「
一
国
民

が
要
請
し
得
、
或
い
は
神
が
与
え
得
る
最
高
度
な
地
上
の
至
福
」
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
人
達
の

間
に
お
け
る
も
の
は
、「
神
の
支
配
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
共
和
国
に
お
け
る
各
人
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
に
お
け
る

各
人
は
、
実
の
と
こ
ろ
イ
ス
ラ
エ
ル
人
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
ぬ
と
同
様
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
限
ら
ぬ
が
、
そ
う
し

た
も
の
は
（
同
じ
理
由
で
）
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
支
配
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る

並
々
な
ら
ぬ
イ
ギ
リ
ス
の
理
想
的
に
し
て
実
現
可
能
な
共
和
国
に
か
け
る
強
い
信
念
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（
23
）

。
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第
三
節　

政
治
制
度
原
理
論
…
…
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
を
中
心
に
…
…

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
に
お
い
て
本
節
（「
政
治
制
度
原
理
論
」）
の
背
景
と
し
て
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
政
治
の
格
言
』
を
総
括
し
た
。
そ
れ

は
、
彼
の
著
作
歴
の
後
半
に
書
き
、
か
つ
よ
り
明
確
に
し
て
、
自
ら
の
最
後
の
政
治
制
度
原
理
を
ま
と
め
る
前
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
と
同
じ
格
言
﹇
提
案
﹈
形
式
を
継
承
し
、
そ
れ
と
同
様
に
論
理
的
に
は
明
快
で
あ
り
、
よ
り
体
系
的
な
政

治
制
度
原
理
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
諸
著
作
に
お
け
る
最
初
の
編
者
で
あ
る
、
ト
ー
ラ
ン
ド
は
、
そ
れ
が
「
き
わ
め

て
短
く
し
て
明
瞭
な
流
儀
で
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
統
治
の
発
達
、
傾
向
及
び
そ
の
解
体
理
由
に
関
す
る
真
の
根
源
を
見
つ
け
出
す

（
1
）

」
と
紹
介

す
る
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
思
想
に
関
す
る
標
準
的
研
究
書
と
さ
れ
る
『
不
死
身
な
共
和
国
』
の
著
者
に
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
小
著
作

集
』
の
編
者
で
も
あ
る
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
を
評
価
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、「
多
く
の
方
法
で
こ

の
著
者
に
お
け
る
最
も
印
象
的
な
著
作
で
あ
り
、
そ
の
思
想
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の
初
期
の
い
か
な
る
著
作
よ
り
も
よ
く
組
織
化
さ
れ
、
か
つ

そ
の
ス
タ
イ
ル
は
明
快
で
あ
る
」
と
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
最
初
の
ト
ー
ラ
ン
ド
編
の
『
著
作
集
』、
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
編
の

『
小
著
作
集
』、
及
び
ポ
ー
コ
ッ
ク
編
の
二
つ
の
『
著
作
集
』
に
含
ま
れ
る
ほ
ど
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
高
い
政
治
思
想
史
的
評
価
の
う
ち
の
一
つ
は
、
そ
の
市
民
的
自
由
を
論
じ
る
た
め
に
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
歴
史
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
論
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
逆
説
と
し
て
表
現
し
た
。
即
ち
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
逆
説
は
、
彼
が
理
想

的
自
由
へ
の
歴
史
か
ら
そ
の
道
を
示
し
、
か
つ
そ
の
自
由
に
よ
り
近
く
示
す
意
図
に
よ
っ
て
、
彼
以
前
の
い
か
な
る
イ
ギ
リ
ス
の
著
者
よ

り
も
深
く
歴
史
分
析
へ
と
進
め
た
こ
と
で
あ
る

（
2
）

」
と
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
で
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
共
和
主
義
的
な
市
民
的
自
由
論
の
た

め
の
政
治
制
度
の
原
理
論
を
探
求
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
。
彼
は
、
そ
の
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
に
お
い
て
自
ら
の
そ
れ
を
こ
の
主
著

二
一
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
三
二
）

『
オ
シ
ア
ナ
』
よ
り
も
よ
り
進
化
し
た
形
式
に
よ
っ
て
制
度
原
理
を
示
そ
う
と
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
前
者
に
お
い
て
全
一
〇
章
構
成

を
採
用
す
る
。
後
者
は
、
二
つ
の
序
説
、
一
つ
の
立
法
者
評
議
会
、
本
論
を
示
す
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
憲
法
モ
デ
ル
、
論
理
的
帰
結
の
五
つ

の
章
建
て
を
構
成
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
内
容
で
も
前
者
の
体
系
性
と
明
晰
性
に
お
い
て
、
前
者
の
体
系
的
特
徴
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
表
題
に
お
い
て
よ
り
抽
象
的
な
あ
る
べ
き
公
共
的
「
政
治
」
概
念
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
も
わ
れ
わ
れ
は
注
目

す
る
。
さ
ら
に
『
オ
シ
ア
ナ
』
は
、
そ
の
憲
法
条
文
規
定
に
お
い
て
半
数
以
上
に
わ
た
っ
て
公
職
輪
番
制
的
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
そ
れ
が
精
緻
に
し
て
詳
細
で
あ
る
利
点
を
も
つ
に
せ
よ
、
自
ら
の
憲
法
規
定
の
自
動
機
械
的
な
主
要
部
を
構
成
す
る
こ
と
と
な

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
政
治
制
度
思
想
の
体
系
性
や
バ
ラ
ン
ス
面
に
お
い
て
問
題
を
残
す
と
み
な
す
。
例
え
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

憲
法
構
想
の
主
要
部
に
お
い
て
市
民
﹇
公
民
﹈（
自
ら
の
政
治
制
度
の
中
核
を
構
成
す
る
）
部
が
ほ
と
ん
ど
中
心
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
三

部
に
つ
い
て
必
ず
し
も
市
民
部
と
十
分
に
対
比
し
得
る
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
形
で

『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
を
構
成
し
て
い
る
と
も
み
な
さ
れ
る
。
確
か
に
そ
の
主
著
は
、
市
民
部
に
最
も
多
く
の
紙
幅
を
使
っ
て
い
る
。
し

か
し
そ
こ
に
は
「
宗
教
部
」、「
軍
事
部
」、「
属
州
部
」
に
か
か
わ
る
章
に
準
じ
る
も
の
や
内
容
も
設
け
て
い
る
。
と
は
い
え
『
政
治
の
シ

ス
テ
ム
』
は
、
そ
の
他
の
重
要
な
制
度
的
諸
要
素
で
あ
る
「
司
法
部
」、「
法
律
﹇
立
法
﹈
部
」﹇
属
州
部
は
市
民
統
治
に
含
む
﹈
に
つ
い

て
も
同
等
な
諸
章
を
設
定
し
て
お
り
、
最
初
の
四
つ
の
章
に
お
い
て
総
説

（
3
）

に
か
か
わ
る
原
理
概
念
を
置
い
て
お
り
、
制
度
論
と
し
て
は
よ

り
体
系
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
早
速
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
の
各
章
ご
と
に
政
治
の
制
度
的
な
基
本
概
念
に
沿
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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﹇
一
﹈　

政
治
制
度
原
理
総
論

（
一
）　

統
治
概
念

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
け
る
政
治
的
著
作
歴
の
最
後
の
時
期
に
書
か
れ
た
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
を
彼
の
政
治
制
度
に
関

す
る
最
も
原
理
的
な
著
作
の
う
ち
の
一
つ
と
み
な
す
。
こ
の
第
一
章
（「
統
治
に
つ
い
て
」）
は
、
そ
の
う
ち
の
総
説
を
な
す
序
論
を
構
成
す

る
。
そ
こ
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
あ
る
べ
き
理
念
的
統
治
概
念
か
ら
説
き
起
こ
す
。
そ
の
第
一
項
の
格
言
提
案
は
、「
一
国
民
は
、

市
民
統
治
状
態
下
に
あ
る
か
、
或
い
は
内
戦
状
態
下
の
い
ず
れ
か
に
あ
る
」
と
説
き
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
「
い
ず
れ
に
も
な
い
」
と
定

め
る
。
こ
こ
で
の
基
礎
概
念
は
、
共
和
制
の
市
民
統
治
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一
方
は
、
一
国
民
の
「
自
治
的
支

配
」
に
よ
る
技
術
と
し
、
も
う
一
方
は
、
一
国
民
が
「
他
者
に
よ
っ
て
支
配
」
さ
れ
る
技
術
で
あ
る
。
こ
の
市
民
統
治
一
般
の
技
術
は
、

国
家
﹇N

ational

﹈
統
治
に
よ
る
も
の
か
或
い
は
そ
の
属
州
統
治
に
よ
る
も
の
に
分
け
る
。
一
国
民
が
独
立
的
な
も
の
と
し
て
統
治
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
そ
の
国
家
内
部
に
お
い
て
統
治
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
属
州
統
治
」
に
は
、
属
州
が
独
立
的
な
も
の
と
し

て
統
治
さ
れ
る
か
、
或
い
は
外
国
の
君
主
な
い
し
国
家
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
属
州
統
治
に
お
い
て
、
一
国
民

が
自
分
達
に
よ
っ
て
も
統
治
さ
れ
ず
か
つ
他
者
に
よ
っ
て
も
統
治
さ
れ
ぬ
が
、
自
分
達
を
強
い
る
対
外
的
原
理
の
理
由
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
る
。

「
力
﹇F
orce

﹈
に
は
自
然
的
力
と
非
自
然
的
﹇
人
為
的
﹈
力
」
が
あ
る
。
自
然
的
力
は
信
念
の
活
力
か
ら
な
り
、
自
然
的
に
必
要
な

活
動
の
活
力
か
ら
な
る
。
非
自
然
的
力
は
、
信
念
の
活
力
及
び
自
然
的
に
必
要
な
機
能
力
と
反
対
の
対
外
的
な
い
し
冒
険
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
侵
害
の
故
に
「
暴
力
」
と
呼
ば
れ
る

（
4
）

。

二
一
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
三
四
）

国
家
統
治
は
、
自
然
的
力
な
い
し
活
力
の
結
果
で
あ
る
。
属
州
統
治
は
、
非
自
然
的
力
な
い
し
暴
力
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
国
家
統

治
を
作
動
さ
せ
、
か
つ
生
み
出
す
自
然
的
力
は
、
富
か
ら
な
る
。
自
力
で
生
き
得
ぬ
人
は
、
使
用
人
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
か
れ
る
。

し
か
し
自
力
で
生
き
得
る
人
は
、
自
由
人
で
あ
り
得
る
。
一
国
民
が
自
力
で
生
き
得
ぬ
所
で
は
統
治
は
、
君
主
制
か
或
い
は
貴
族
制
の
い

ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。「
一
国
民
が
自
力
で
生
き
得
る
所
で
は
そ
の
統
治
は
、
民
主
制
」
で
あ
り
得
る
。
自
力
で
生
き
得
る
人
が
、
な
お
自

ら
の
力
な
く
し
て
生
き
、
か
つ
他
者
に
依
存
し
て
生
き
る
が
故
に
、
使
用
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
自
力
で
生
き
得
る
一
国
民
は
、

自
ら
の
力
で
生
き
る
こ
と
な
く
、
他
者
の
力
で
生
き
得
る
が
、（
彼
ら
が
使
用
人
で
な
い
こ
と
を
除
き
、
即
ち
、
彼
ら
が
民
主
制
と
な
る
こ
と
を
除

き
）、
彼
ら
は
自
ら
の
主
人
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
い
は
「
自
ら
の
主
人
に
頼
る
そ
の
他
者
を
も
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

自
身
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
力
で
生
き
得
る
一
国
民
は
、
他
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
得
、
か
つ
「
そ
の
統
治
者
に
よ
っ
て
生
き
得
ぬ

こ
と
を
想
像
す
る
所
で
は
、
そ
れ
は
国
民
の
傾
向
で
は
な
く
、
国
民
の
誤
り
」
で
あ
る
と
い
う
。
自
力
で
生
き
得
る
一
国
民
が
、
他
者
に

よ
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
、
他
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
ぬ
所
で
は
、
そ
れ
は
「
国
民
の
誤
り
で
は
な
く
国
民
の
傾
向

（
5
）

」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
う
し
て
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
は
、
以
下
に
お
い
て
統
治
質
料
﹇
事
項
﹈、
統
治
の
剥
奪
、
及
び
統
治
形
相
﹇
形
式
﹈
と
い
っ
た
三

原
理
に
つ
い
て
総
論
形
態
で
規
定
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
二
）　

統
治
質
料
﹇
事
項
﹈（M

atter

）

ま
ず
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
総
説
で
統
治
事
項
な
い
し
統
治
質
料
を
措
定
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
第
二
章
「
統
治
質
料
﹇
事
項
﹈
に
つ

い
て
」
の
中
で
規
定
さ
れ
る
。

「
統
治
質
料
で
あ
る
も
の
は
、
土
地
で
あ
れ
財
で
あ
れ
お
金
で
あ
れ
、
財
産
﹇estate

﹈
と
呼
ば
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
き
起
こ
す
。

二
一
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も
し
そ
の
財
産
﹇estate

﹈
が
土
地
よ
り
も
お
金
で
よ
り
多
く
あ
れ
ば
、
そ
の
所
有
者
の
生
活
態
度
﹇port

﹈
や
服
装
の
型
﹇garb

﹈
は
、

彼
の
土
地
よ
り
も
彼
の
お
金
が
使
わ
れ
る
。
そ
れ
は
私
的
な
人
々
﹇private m

en

﹈
に
は
通
常
的
で
あ
る
が
、
諸
々
の
国
民
﹇nations

﹈

（
彼
ら
の
領
土
よ
り
も
彼
ら
の
商
業
に
よ
っ
て
生
き
る
よ
う
な
者
の
み
を
除
き
）
に
は
見
出
さ
れ
ぬ
。
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
こ
う
し
た
格
言
の
続

き
に
関
し
て
お
金
な
い
し
財
の
富
の
過
剰
な
偏
り
は
全
て
除
か
れ
る
。
も
し
そ
の
財
産
が
財
或
い
は
お
金
よ
り
も
土
地
に
お
い
て
多
け
れ

ば
、（
人
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
）
そ
の
所
有
者
の
生
活
態
度
や
服
装
の
型
は
、
た
と
え
全
て
で
な
い
と
し
て
も
人
の
土
地
に
用
い
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
人
が
財
産
を
も
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
使
用
人
な
い
し
家
族
を
も
ち
得
、
結
果
的
に
あ
る
統
治
な
い
し
統
治
者
を
も
ち
得
よ

う
。
も
し
財
産
を
あ
る
人
が
も
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
財
産
を
も
ち
得
な
か
ろ
う
。
多
く
の
兄
弟
の
う
ち
の
長
男
は
、
全
て
な

い
し
そ
の
家
計
の
残
り
の
者
の
た
め
に
必
要
と
す
る
ほ
ど
、
多
く
の
も
の
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
長
男
（
そ
の
家
族
の
「
君
主
」
の
よ
う
な

者
）
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
兄
弟
の
う
ち
の
長
男
は
、
平
等
な
分
担
所
有
﹇share

﹈
し
か
も
た
ぬ
か
、
或
い
は
残
り
の
者
を
し

て
彼
ら
の
生
活
の
た
め
に
そ
の
長
男
を
必
要
と
さ
せ
る
ほ
ど
に
不
平
等
で
な
い
所
で
は
、
そ
の
家
族
は
「
共
和
国
﹇
の
よ
う
な
も
の

（
6
）

﹈」

で
あ
ろ
う
。

三
者
か
ら
な
る
（
国
王
・
貴
族
・
市
民
）
利
益
当
事
者
に
関
し
て
土
地
の
分
担
所
有
の
配
分
は
、
平
等
な
い
し
不
平
等
で
あ
る
に
相
違
な

か
ろ
う
。
あ
た
か
も
一
人
な
い
し
少
数
者
が
土
地
を
半
分
も
ち
、
国
民
﹇
市
民
﹈
が
も
う
半
分
を
も
つ
か
の
如
く
、
平
等
な
土
地
配
分
は

統
治
の
纂
奪
を
招
き
、
か
つ
内
戦
状
態
を
も
た
ら
し
て
し
ま
お
う
。
と
い
う
の
は
一
方
で
貴
族
達
は
、
支
配
権
を
主
張
し
得
、
か
つ
他
方

で
国
民
﹇
市
民
﹈
は
自
由
権
を
主
張
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
国
家
は
そ
う
し
た
問
題
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
、
い
か
な
る
統
治
形
態

に
も
入
ら
な
か
ろ
う
。
財
産
﹇property

﹈
が
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
ず
、
或
い
は
移
動
さ
れ
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
そ
う

し
た
問
題
も
剣
の
み
に
よ
る
以
外
に
決
定
し
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
三
者
か
ら
な
る
利
益
当
事
者
の
土
地
、
或
い
は
彼
ら
の
う
ち
の
い

二
一
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か
な
る
者
に
お
け
る
土
地
全
体
の
分
担
所
有
の
不
平
等
な
配
分
は
、
そ
う
し
た
利
益
当
事
者
達
の
う
ち
の
者
の
一
者
を
支
配
的
利
益
当
事

者
と
す
る

（
7
）

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

統
治
全
て
は
利
益
で
あ
る
。
支
配
的
利
益
は
そ
の
統
治
質
料
な
い
し
基
礎
を
与
え
る
。
も
し
一
人
が
土
地
全
体
な
い
し
領
土
全
体
を
も

ち
、
或
い
は
そ
の
三
分
の
二
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
一
人
の
利
益
は
支
配
的
利
益
で
あ
り
、
絶
対
君
主
制
を
も
た
ら
そ
う
。
も
し
少
数
者

が
そ
の
土
地
な
い
し
領
土
全
体
を
も
ち
、
或
い
は
そ
の
三
分
の
二
を
も
つ
な
ら
ば
、
少
数
者
な
い
し
貴
族
の
利
益
は
支
配
的
利
益
で
あ
ろ

う
。
も
し
そ
こ
に
性
質
上
、
こ
う
し
た
も
の
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
純
粋
な
貴
族
制
を
も
た
ら
そ
う
。
そ
の
貴
族
制
は
純
粋
な
貴
族
制
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
或
い
は
貴
族
は
、
自
ら
の
均
衡
を
図
る
仲
介
者
な
い
し
君
主
な
し
で
の
土
地
な
い
し
領
土
の
全
体
、
な
い
し
そ
の
三
分

の
二
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
戦
争
状
態
に
な
り
、
そ
こ
で
は
各
人
が
顕
著
と
な
り
、
或
い
は
そ
の
可
能
性
を
も
つ
よ
う
に
な
る
が
ご
と
く
、

君
主
制
を
待
望
す
る
。
い
か
な
る
貴
族
も
一
方
で
均
衡
を
図
り
、
或
い
は
そ
の
諸
党
派
が
武
器
を
も
っ
て
突
進
す
る
こ
と
を
抑
え
得
る
よ

う
な
仲
介
者
な
い
し
君
主
を
も
つ
こ
と
な
く
し
て
和
平
を
な
し
得
、
或
い
は
支
配
し
得
な
い
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
即
ち
、
も

し
少
数
者
が
そ
の
土
地
な
い
し
領
土
全
体
、
或
い
は
そ
の
三
分
の
二
を
も
つ
な
ら
ば
、
支
配
的
利
益
で
あ
る
貴
族
の
利
益
は
、
支
配
的
利

益
を
も
ち
、
規
制
君
主
制
を
も
た
ら
そ
う
。
も
し
そ
れ
が
同
様
に
多
数
者
な
い
し
国
民
に
あ
れ
ば
、
民
主
制
を
と
も
に
も
た
ら
そ
う
。

「
絶
対
君
主
制
下
で
も
規
制
君
主
制
下
に
も
な
い
国
民
﹇
市
民
﹈
で
な
お
あ
り
、
か
つ
民
主
制
下
に
も
な
い
国
民
﹇
市
民
﹈
は
統
治
の
剥

奪
下
」
に
あ
ろ
う

（
8
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
統
治
質
料
に
つ
い
て
彼
が
自
ら
の
基
本
法
で
あ
る
農
地
法
統
治
原
理
を
念
頭
に
論
じ
る
と
み
な
す
。

二
二
〇
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（
三
）　

統
治
の
剥
奪
（P

rivation

）

本
項
は
、
前
の
文
章
を
う
け
、
そ
の
第
三
章
「
統
治
の
剥
奪
に
つ
い
て
」
を
論
じ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
一
国
民
が
市
民
統
治
状
態

に
な
く
、
内
戦
状
態
に
も
な
い
所
で
、
こ
の
国
民
は
統
治
の
剥
奪
状
態
下
に
あ
る
」
と
説
き
起
こ
す
。
彼
は
こ
の
章
に
お
い
て
統
治
状
態

と
対
極
に
あ
る
も
の
を
扱
お
う
と
す
る
。
更
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
統
治
の
剥
奪
の
定
義
に
向
か
う
。
そ
れ
は
、
周
知
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
よ
る
政
体
の
腐
敗
形
態
と
類
似
す
る
。「
一
人
が
そ
の
土
地
な
い
し
領
土
も
も
た
ず
、
或
い
は
三
分
の
二
以
上
も
も
た
ぬ
が
、
権

力
全
体
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
所
で
は
、
そ
の
国
民
は
統
治
の
剥
奪
状
態
に
あ
る
。
こ
の
剥
奪
状
態
は
僭
主
制
」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。

少
数
者
が
自
国
の
土
地
な
い
し
領
土
全
体
も
、
三
分
の
二
も
も
た
ぬ
が
、
こ
の
権
力
を
図
々
し
く
も
我
が
も
の
と
す
る
所
で
、
そ
の
国
民

は
統
治
の
剥
奪
状
態
に
あ
る
と
説
か
れ
る
。
次
に
多
数
者
に
か
か
わ
る
ア
ナ
ー
キ
ー
論
に
移
る
。「
多
数
者
な
い
し
国
民
が
土
地
全
体
な

い
し
領
土
全
体
も
、
三
分
の
二
も
も
た
ぬ
所
で
、
そ
の
権
力
全
体
を
我
が
も
の
と
す
る
所
に
お
い
て
、
そ
の
国
民
は
統
治
の
剥
奪
」
状
態

に
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ナ
ー
キ
ー
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
そ
の
政
体
論
に
沿
っ
て
論
を
続
け
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
僭
主
制
、
寡
頭
制
、
及
び
ア
ナ
ー
キ
ー
が
統
治
の
真
理
に
達
し
得
る
よ
う
な
十
分
な
分
け
前
を
そ
の
土
地
な
い
し
領
土
全
体
に
お
い
て

も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
隊
を
維
持
し
得
る
よ
う
な
土
地
の
分
有
を
も
つ
所
に
お
い
て
、
そ
の
国
民
﹇
市
民
﹈
は
統
治
の
剥
奪
」

状
態
に
あ
り
、
そ
れ
は
、「
内
戦
状
態
」
に
あ
る
と
い
う
。「
僭
主
制
、
寡
頭
制
、
及
び
ア
ナ
ー
キ
ー
が
軍
隊
を
維
持
し
得
る
ほ
ど
の
土
地

の
分
担
所
有
を
も
た
ぬ
と
こ
ろ
に
お
い
て
そ
の
権
力
全
体
を
我
が
も
の
と
す
る
所
で
、
そ
の
国
民
﹇
市
民
﹈
は
そ
の
統
治
の
剥
奪
」
状
態

に
あ
り
、
そ
の
剥
奪
状
態
は
、
当
然
、
市
民
統
治
に
も
内
戦
状
態
に
も
な
い
と
説
か
れ
る
。
こ
う
し
た
状
態
に
お
い
て
「
僭
主
制
、
寡
頭

制
、
な
い
し
ア
ナ
ー
キ
ー
も
い
か
な
る
自
然
的
力
に
よ
っ
て
も
存
続
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
い
か
な
る
「
自
然
的
基

礎
も
欠
き
、
い
か
な
る
軍
隊
の
力
も
欠
く
」
が
故
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
隊
で
は
維
持
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
こ
で
も

二
二
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常
識
的
な
軍
の
視
点
か
ら
そ
れ
を
み
て
お
り
、
か
つ
極
端
な
そ
の
論
を
と
っ
て
い
な
い
。
彼
は
、
こ
の
統
治
の
剥
奪
概
念
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
締
め
く
く
る
。
そ
う
し
た
腐
敗
形
式
の
政
体
は
「
そ
の
基
礎
の
欠
如
を
通
じ
て
そ
れ
自
体
な
く
な
る
」
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
と

（
9
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
て
そ
の
剥
奪
に
お
い
て
秩
序
立
っ
た
統
治
質
料
な
い
し
秩
序
は
そ
の
準
備
が
整
っ
て
お
り
、
か
つ
「
正
し
い

上
部
構
造
な
い
し
形
相
﹇
形
式
﹈」
以
外
に
同
じ
も
の
の
完
全
の
極
致
に
は
何
も
欠
か
ぬ

（
10
）

と
し
て
次
の
章
に
入
る
。

従
っ
て
こ
の
章
は
、
統
治
の
マ
イ
ナ
ス
的
局
面
な
い
し
理
念
的
統
治
概
念
と
の
対
比
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

（
四
）　

統
治
形
相
﹇
形
式
﹈（Form

）

本
項
は
、
そ
の
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
の
第
四
章
（「
統
治
形
相
﹇
形
式
﹈
に
つ
い
て
」）
を
検
討
す
る
。
ま
ず
「
被
造
物
な
い
し
物
事
に

存
在
、
活
動
及
び
名
称
を
与
え
る
も
の
」
は
、
そ
の
形
相
に
あ
る
と
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
形
相

な
い
し
形
式
と
い
う
哲
学
的
概
念
に
よ
っ
て
自
ら
の
政
治
理
論
を
明
確
化
し
よ
う
と
努
め
始
め
る
。
彼
は
、「
人
の
形
相
が
神
の
姿
形

﹇im
age

﹈
で
あ
る
如
く
、
統
治
形
相
は
人
間
の
姿
形
で
あ
る
」
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
形
而
上
学
的
概
念
を
使
用
す
る
。
さ
ら
に
彼

は
、
人
間
は
、「
感
覚
的
被
造
物
に
し
て
哲
学
的
な
」
被
造
物
で
あ
る
と
説
く
。
人
の
感
覚
は
「
食
欲
の
み
の
も
の
」
で
導
か
れ
る
と
い

う
。
さ
ら
に
哲
学
が
「
神
の
事
柄
と
人
間
の
事
柄
の
知
識
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。「
暴
力
か
ら
自
ら
を
保
全
し
か
つ
自
衛
す
る
」
こ
と

は
、
人
間
に
と
っ
て
も
自
然
的
で
あ
る
と
い
う
。
刺
激
な
い
し
神
の
崇
拝
に
自
然
的
事
柄
の
予
見
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
は
、「
人
間
が
哲

学
的
被
造
物
で
あ
る
如
く
、
人
間
に
は
自
然
的
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る

（
11
）

。

こ
こ
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
哲
学
と
政
治
制
度
と
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
。「
統
治
の
形
成
は
、
哲
学
的
被
造
物
の
姿
形
に
因
ん
だ

政
治
的
被
造
物
の
創
造
﹇creation

﹈
で
あ
る
か
、
或
い
は
そ
れ
は
人
間
の
魂
な
い
し
能
力
か
ら
な
る
多
数
者
機
関
」
へ
と
融
合
す
る
と

二
二
二
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い
う
。
人
間
の
魂
な
い
し
能
力
が
「
情
念
の
余
地
な
く
精
緻
化
さ
れ
或
い
は
そ
れ
が
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
統
治
の
形

相
」
は
、
完
全
と
な
る
と
説
か
れ
る
。
一
人
な
い
し
幾
人
か
の
人
々
に
よ
っ
て
精
緻
化
さ
れ
る
精
神
は
、
統
治
形
相
﹇
形
式
﹈
で
あ
る
が
、

そ
の
「
形
相
は
一
国
民
の
精
緻
化
さ
れ
た
精
神
」
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
「
真
に
し
て
完
全
な
人
間
の
魂
は
、
合
理
的
で
あ
る

如
く
、
い
か
な
る
点
か
ら
も
宗
教
的
で
あ
る
の
は
必
然
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
彼
は
、
現
代
に
お
け
る
合
理
的
選
択
論
の
制
度
の
基
本

要
素
で
あ
る
私
益
的
性
質
を
想
起
さ
せ
る
ご
と
く
、「
統
治
機
関
は
そ
れ
自
体
、
感
覚
的
被
造
物
か
ら
な
る
よ
う
に
全
く
保
全
的
に
し
て

防
衛
的
」
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
う
し
た
感
覚
的
な
被
造
物
的
側
面
に
論
及
し
つ
つ
、「
魂
に
駆
り
立
て
ら
れ
ず
、
或
い
は

導
か
れ
ぬ
一
国
民
の
機
関
は
、
苦
痛
や
悲
惨
の
中
で
生
け
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
さ
ら
に
彼
は
、
そ
れ
を
統
治
へ
と
止
揚
し
よ
う
と

す
る
。「
統
治
の
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
ぬ
一
国
民
の
機
関
」
は
、
一
つ
の
群
れ
に
す
ぎ
ぬ
。
統
治
政
体
の
宗
教
に
導
か
れ
ぬ
国
民
機
関

は
、
そ
れ
自
体
で
静
穏
で
は
な
く
、
不
満
を
含
む
統
治
の
「
喪
失
」
状
態
で
あ
る
。「
統
治
政
体
の
指
導
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
ぬ
国
民
機

関
」
は
、
国
防
軍
そ
れ
自
体
な
ど
で
な
く
「
無
秩
序
な
群
衆
」
で
あ
る
と
い
う
。
統
治
政
体
の
法
に
方
向
づ
け
ら
れ
ぬ
国
民
機
関
は
、
い

か
な
る
「
正
し
い
ル
ー
ル
」
も
も
た
な
か
ろ
う

（
12
）

と
説
か
れ
る
。

従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
統
治
形
相
」
は
、
人
間
の
魂
の
予
見
に
お
い
て
魂
に
一
致
し
て
次
の
よ
う
な
五
部
か
ら
「
必
然
的
」
に
な

る
と
規
定
す
る
。
そ
れ
ら
は
、（
ａ
）
市
民
部
（
国
民
﹇
市
民
﹈
の
理
性
か
ら
な
る
）、（
ｂ
）
宗
教
部
（
国
民
﹇
市
民
﹈
の
安
ら
ぎ
）、（
ｃ
）
軍
事

部
（
国
民
﹇
市
民
﹈
の
司
令
官＜

captain＞

）、（
ｄ
）
法
律
部
（
国
民
﹇
市
民
﹈
の
権
利
）、（
ｅ
）
司
法
部
（
国
民
﹇
市
民
﹈
の
不
法
行
為
の
応
報

（
13
）)

か
ら
な
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
統
治
形
相
﹇
形
式
﹈
の
諸
部
門
は
、「
一
つ
の
家
に
お
け
る
義
務
」
で
あ
り
、「
統
治
形
相
の
﹇
憲
法
上
の
﹈

法
﹇orders

﹈」
は
一
つ
の
家
な
い
し
家
族
の
法
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
「
適
切
な
法
」
は
、
悪
し
き
人
々
を
矯
正
し
、「
悪
し

二
二
三
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法
は
、
よ
き
人
々
を
悪
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せ
し
め
る

（
14
）

」
と
説
明
し
、
彼
特
有
な
法
制
度
へ
の
強
い
信
頼
感
が
示
さ
れ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
統
治
形
相
章
を
次
の
二
つ
の
格
言
﹇
提
案
﹈
方
式
に
よ
っ
て
結
ぶ
。
第
一
に
、「
統
治
精
神
の
方
式
の
﹇
憲
法

上
の
﹈
法
﹇orders

﹈
は
、
そ
の
機
関
の
性
質
或
い
は
土
地
な
い
し
領
土
配
分
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
る
利
益
に
従
う
」。
こ
こ
で
は

法
と
経
済
的
土
地
財
産
の
所
有
と
の
関
係
の
重
要
性
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、「
恣
意
的
君
主
制
の
利
益
は
、
君
主
の
絶
対
性
に
あ
り
、

規
制
君
主
制
は
、
貴
族
の
重
要
性
に
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
流
の
二
つ
の
君
主
制
論
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
彼
が
選
好

す
る
民
主
制
統
治
概
念
に
お
い
て
そ
れ
の
利
益
は
、「
国
民
の
適
切
さ
」
に
あ
り
、
民
主
制
に
お
い
て
「
国
民
は
、
国
民
の
使
用
の
た
め

に
あ
り
、
君
主
制
の
国
民
は
、
統
治
（
一
人
の
主
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
者
）
の
使
用
の
た
め
に
あ
る
」
が
故
で
あ
る

（
15
）

と
説
く
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
統
治
形
相
な
い
し
形
式
に
つ
い
て
法
と
土
地
所
有
と
の
関
係
を
基
本
と
し
て
、
前
記
の
三
統
治
政
体
に
沿
っ
て

論
を
展
開
す
る
。

﹇
二
﹈　

政
治
制
度
原
理
各
論
﹇
五
つ
の
統
治
部
門
﹈

（
一
）　

市
民
部
形
相
﹇
形
式
﹈

本
政
治
制
度
原
理
各
論
項
は
、
前
項
で
示
さ
れ
た
五
つ
の
統
治
部
門
か
ら
構
成
す
る
。
こ
の
第
一
は
、
そ
の
第
五
章
「
市
民
部
形
相
に

つ
い
て
」
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
冒
頭
の
格
言
は
、「
最
も
う
ま
く
書
い
て
い
る
生
誕
に
関
す
る
自
然
主
義
者
達
は
、
物
事
全
て

が
卵
か
ら
生
ま
れ
、
か
つ
高
位
高
官
の
誇
り
が
鶏
の
そ
れ
に
お
い
て
観
察
し
た
如
く
、
主
眼
（
或
い
は
第
一
動
因
）
は
、
各
卵
に
存
在
す
る

こ
と
を
観
察
す
る
。
こ
の
機
能
か
ら
他
の
諸
機
関
な
い
し
適
切
な
成
員
が
一
つ
の
有
機
的
機
関
へ
と
輪
郭
が
示
さ
れ
識
別
さ
れ
か
つ
作
用

さ
れ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
生
命
や
物
事
の
誕
生
の
卵
の
由
来
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
れ
を
統
治
事
項
に
あ
て
は
め
よ
う

二
二
四
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と
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
統
治
な
し
の
、
或
い
は
形
式
の
剥
奪
に
陥
る
国
家
﹇nation

﹈
は
、
雛
が
孵
ら
ぬ
卵
の
如
く
」
で
あ
り
、

主
眼
（
即
ち
、
前
者
の
腐
敗
か
ら
継
続
形
式
の
誕
生
へ
の
第
一
動
因
）
は
、
唯
一
の
立
法
者
な
い
し
評
議
会
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
う
。

「﹇
立
法
の
﹈
技
術
（act

）
な
い
し
知
識
に
従
っ
て
進
め
る
唯
一
の
立
法
者
」
は
、
統
治
を
そ
の
部
分
全
体
と
同
時
に
完
全
に
生
み
出
す
と

説
か
れ
る
。
し
か
し
評
議
会
（
技
術
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
事
例
に
お
い
て
国
民
に
と
っ
て
必
要
な
い
し
適
合
的
で
あ
る
も
の
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
も
は
や
そ
れ
が
適
合
し
得
ぬ
理
由
で
ど
ん
な
に
平
易
に
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
彼
ら
が
慣
習
的
で
あ
っ
た
も
の
、
或
い
は
彼
ら
が
な
お
古
き
慣
習
に

あ
こ
が
れ
、
国
民
の
傾
向
﹇genius

﹈
と
呼
ぶ
も
の
に
従
っ
て
進
め
る
）
は
、「
継
ぎ
接
ぎ
細
工
に
し
て
、
そ
う
さ
れ
ぬ
も
の
の
諸
段
階
」
で
あ

る
と
説
か
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
に
よ
っ
て
完
全
に
ほ
と
ん
ど
或
い
は
決
し
て
何
も
も
た
ら
さ
ぬ
が
、
も
っ
と
も
高
貴
な
非
難
的
企
図
を
委

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
に
没
落
さ
せ
る
。「
立
法
者
達
は
生
存
中
に
死
に
、
た
と
え
最
大
の
不
名
誉
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
き
、
彼
ら
の

記
憶
に
な
く
と
も
、
最
大
の
悲
惨
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
」。
こ
う
し
た
意
味
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
流
に
リ
ュ
ク
ル
ゴ

ス
的
な
優
れ
た
創
造
力
と
指
導
力
を
も
つ
人
物
に
お
け
る
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
し
主
眼
（
即
ち
、
そ
の
形
態
に
お
け
る
第

一
動
因
）
が
唯
一
の
立
法
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
手
続
き
は
、「
自
然
に
従
う
ば
か
り
で
な
く
、﹇
立
法
の
﹈
技
術
に
も
従
い
か
つ
よ
り

特
定
の
﹇
憲
法
上
の
﹈
法
制
度
（orders

）
な
い
し
成
員
描
写
」
に
よ
っ
て
開
始
す
る
と
い
う
。
統
治
形
式
に
関
す
る
特
定
機
関
や
成
員

の
詳
述
は
、
ひ
と
た
び
全
て
の
も
の
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
れ
ば
、「
適
切
な
区
域
へ
の
領
土
区
分
で
あ
り
、
か
つ
導
入
さ
れ
る
そ
の
形
相

﹇
形
式
﹈
の
性
質
な
い
し
真
理
に
よ
っ
て
彼
ら
の
職
務
や
機
能
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
形
成

（
16
）

」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

か
く
し
て
こ
う
し
た
も
の
を
前
提
と
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
完
遂
さ
れ
た
統
治
形
相
の
市
民
部
は
、
次
の
三
つ
の
統
治
政

体
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
格
言
﹇
提
案
﹈
に
お
い
て
要
約
さ
れ
る
と
い
う
。
即
ち
、
規
制
君
主
制
（
そ
の
統
治
形
相
﹇
形
式
﹈
の
市
民
部
に

い
て
）
は
、
公
国
な
い
し
唯
一
の
君
主
と
同
様
に
従
属
す
る
、
特
定
の
統
治
者
達
の
下
で
の
属
州
か
ら
な
り
、
か
つ
討
議
権
と
提
案
権
を

二
二
五
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も
ち
、
そ
の
評
議
会
（
な
い
し
閣
議
﹇divan

﹈）
及
び
彼
自
身
に
全
体
的
に
し
て
彼
自
身
の
み
に
結
果
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
絶
対
君
主

制
（
そ
の
統
治
形
式
の
市
民
部
に
つ
い
て
）
は
、
次
の
よ
う
な
特
定
の
貴
族
な
い
し
統
治
官
下
の
特
定
の
公
国
や
県
﹇
州
﹈
か
ら
な
る
。
即

ち
、
そ
う
し
た
公
国
や
県
﹇
州
﹈
は
、
も
し
正
し
く
構
成
さ
れ
れ
ば
、
国
王
と
そ
の
下
の
貴
族
に
従
属
す
る
、
或
い
は
国
王
の
同
意
な
し

に
は
何
も
な
し
得
ぬ
、
議
会
﹇parliam

ent

﹈
で
集
め
ら
れ
た
国
王
と
彼
の
諸
身
分
の
同
様
に
従
属
す
る
。
民
主
制
（
そ
の
統
治
形
相
﹇
形

式
﹈
の
市
民
部
に
つ
い
て
）
は
、
も
し
正
し
く
構
成
さ
れ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
か
ら
な
る
。
即
ち
、
年
次
選
挙
で
三
分
の
一
の
変
え
得

る
特
定
の
統
治
官
（
公
職
保
持
者
）
達
、
議
会
﹇courts

﹈
な
い
し
評
議
会
﹇councils

﹈
か
ら
な
る
統
治
下
に
あ
り
、
か
つ
三
百
人
を
超

え
ぬ
元
老
院
﹇
上
院
﹈
議
員
か
ら
な
る
元
老
院
、
及
び
千
人
の
代
表
を
下
回
ら
ぬ
民
会
﹇
代
議
院
﹈
に
従
う
、
特
定
の
諸
部
族
﹇
州
﹈
か

ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
各
々
は
、
部
族
﹇
州
﹈
に
お
け
る
毎
年
の
選
挙
で
三
分
の
一
を
定
期
的
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
元
老
院
﹇
上
院
﹈

は
そ
の
討
議
権
を
も
ち
、
民
会
﹇
代
議
院
﹈
は
、
共
和
国
全
体
の
結
果
﹇
決
議
権
﹈
を
も
つ

（
17
）

。
従
っ
て
両
院
の
議
員
任
期
は
そ
れ
ぞ
れ
三

年
任
期
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
て
市
民
部
形
式
に
つ
い
て
絶
対
君
主
制
、
規
制
君
主
制
及
び
民
主
制
政
体
に
お
け
る
統
治
機
構
の
対
比
を
通

じ
て
、
か
つ
基
本
要
素
に
よ
っ
て
そ
の
原
理
を
措
定
す
る
。

（
二
）　

宗
教
部
形
相
﹇
形
式
﹈

わ
れ
わ
れ
は
、
前
項
ま
で
に
そ
の
政
治
制
度
原
理
の
主
要
部
に
つ
い
て
論
及
し
て
き
た
。
と
は
い
え
残
り
の
も
の
が
軽
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
は
、
ま
さ
に
体
系
的
に
統
治
を
考
え
る
が
故
に
、
た
と
え
こ
れ
は
、
そ
の
軽
重
が
あ
ろ
う
と
も
軽

視
し
得
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
彼
が
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
部
形
態
に
つ
い
て
一
章
を
設
け
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
に
示
す
。
そ

二
二
六
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の
第
六
章
は
、
前
節
の
格
言
を
引
き
継
ぎ
、
良
心
の
自
由
事
項
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
。

「
宗
教
部
形
相
﹇
形
式
﹈
は
、
そ
の
部
族
﹇
州
﹈
全
体
な
い
し
一
部
に
お
い
て
良
心
の
自
由
を
認
め
る
か
、
或
い
は
認
め
ぬ
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
」
と
説
き
起
こ
す
。
こ
の
良
心
の
自
由
は
、
所
謂
「
議
会
派
」
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
革
命
当
時
に
お
け
る
最
も
重
要
な
主
張

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
こ
に
お
い
て
ま
ず
そ
の
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
す
。
こ
れ
を
う
け
て
彼
は
、「
完
全

な
良
心
の
自
由
な
い
し
そ
の
良
心
の
自
由
全
体
は
、
人
が
自
ら
の
良
心
の
命
令
に
従
っ
て
、
国
家
﹇state

﹈
に
お
い
て
自
ら
の
公
職
な

い
し
雇
用
に
支
障
な
く
自
ら
の
自
由
な
宗
教
の
行
使
を
な
し
得
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
規
定
す
る
。
彼
は
、
た
と
え
徹
底
し
た
清
教
徒
で

な
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
意
味
で
、
清
教
徒
革
命
的
当
事
者
の
背
景
も
共
有
す
る
。
し
か
し
彼
は
、「
市
民
宗
教
」
的
立
場
に
立
脚
す

る
が
故
に
、
国
教
の
存
在
も
国
家
が
認
め
る
限
り
で
承
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
「
も
し
そ
れ
が
国
教
で
な
け
れ
ば
、
人
は
か
く
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
公
職
な
い
し
雇
用
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
ろ
う
」
と
説
く
。
そ
れ
を
彼
は
敷
衍
し
て
、「
そ
の
宗
教
形
相

﹇
形
式
﹈
は
、
国
教
で
あ
る
こ
と
の
み
を
除
き
、
他
の
い
か
な
る
宗
教
の
自
由
な
行
為
も
認
め
ぬ
所
で
は
い
か
な
る
良
心
の
自
由
も
な
い
」

と
い
う
。
良
心
の
自
由
を
主
張
す
る
手
段
を
も
つ
人
々
は
、「
市
民
的
自
由
を
主
張
す
る
手
段
を
も
ち
、
か
つ
も
し
そ
う
し
た
人
々
が
そ

の
良
心
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
れ
ば
」
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
と
説
か
れ
る
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
そ
の
社
会
経
済
的
側
面
に
そ
っ
て
、

「
土
地
財
産
に
或
い
は
文
民
﹇
文
官
﹈
の
雇
用
な
い
し
軍
雇
用
に
加
わ
る
人
々
は
、
良
心
の
自
由
を
主
張
す
る
手
段
を
も
つ
」
と
規
定
す

る
に
至
る
。

か
く
し
て
完
遂
さ
れ
る
統
治
形
相
﹇
形
式
﹈
の
宗
教
部
は
、
次
の
三
つ
の
格
言
﹇
提
案
﹈
に
お
い
て
要
約
さ
れ
る
。
絶
対
君
主
制
（
こ

の
形
式
の
宗
教
部
に
お
い
て
）
は
、
階
序
制
的
聖
職
者
及
び
君
主
の
み
並
び
に
次
の
よ
う
な
彼
の
聖
職
者
に
よ
っ
て
解
釈
可
能
な
コ
ー
ラ
ン

﹇
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
﹈（
或
い
は
聖
書
の
範
囲
に
入
る
書
）
か
ら
な
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
、
良
心
の
自
由
を
雇
用
に
与
え
え
ぬ
彼
ら
に
快

二
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く
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
規
制
君
主
制
（
こ
の
形
式
の
宗
教
部
に
お
い
て
）
は
、
貴
族
制
的
階
序
制
、
祈
梼
書
、
及
び
次
の
よ
う
な
聖
書

（
或
い
は
信
仰
ル
ー
ル
の
た
め
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
な
あ
る
書
）
か
ら
な
る
。
即
ち
、
た
ん
な
る
必
要
を
除
き
、
良
心
の
自
由
を
認
め
ぬ
、

聖
職
者
に
よ
っ
て
の
み
解
釈
で
き
る
。
民
主
制
（
こ
の
形
式
の
宗
教
部
に
お
い
て
）
は
、
民
主
制
的
聖
職
者
、
国
教
の
た
め
の
、
礼
拝
規
則

書
を
も
つ
聖
書
（
或
い
は
神
が
認
め
た
他
の
書
）、
並
び
に
国
教
と
良
心
の
自
由
の
両
方
の
同
等
な
維
持
の
た
め
の
評
議
会
か
ら
な
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ
で
も
そ
の
三
統
治
政
体
形
式
に
従
っ
て
、
か
つ
そ
の
基
本
的
構
成
要
素
に
よ
っ
て
そ
の
「
市
民
宗
教
」
的
宗
教

部
を
整
理
す
る
。

（
三
）　

軍
事
部
形
相
﹇
形
式
﹈

本
項
﹇
軍
事
部
形
相
﹈
に
つ
い
て
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
憲
法
モ
デ
ル
で
も
示
さ
れ
る
如
く
、
大
抵
の
市
民
が
兵
士
的
名
称
で
説
明
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
民
主
制
を
選
好
す
る
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
根
本
的
な
軍
に
関
す
る
民
兵
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
特
に
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
と
同
様
に
イ
ギ
リ
ス
の
共
和
主
義
の
特
徴
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
彼
の
『
政
治
の
シ

ス
テ
ム
』
の
第
七
章
「
軍
事
部
形
相
﹇
形
式
﹈
に
つ
い
て
」
を
概
括
す
る
。

彼
は
、
こ
の
第
二
の
格
言
で
「
剣
に
よ
っ
て
生
き
る
方
法
は
き
わ
め
て
多
い
如
く
、
民
兵
を
組
織
す
る
方
法
も
き
わ
め
て
多
様
で
あ

る
」
と
規
定
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
こ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
武
装
歩
兵
的
民
主
制
か
ら
そ
の
精
神
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
み

な
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
こ
こ
か
ら
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
理
想
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
称
さ
れ
る
理
由
と
か
か
わ
る
。
ハ
リ
ン
ト

ン
は
そ
の
理
念
を
財
産
と
も
関
係
づ
け
る
。
も
し
そ
の
国
民
﹇
市
民
﹈
が
彼
ら
の
自
由
と
生
活
防
衛
の
た
め
に
、
領
土
全
体
の
一
地
主
で

も
そ
れ
以
上
の
者
で
も
な
い
所
で
、
そ
の
護
衛
に
つ
い
て
或
い
は
武
装
し
て
自
ら
の
交
替
に
よ
っ
て
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
主
制
の
剣
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で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
第
四
の
民
兵
が
あ
り
、
或
い
は
財
産
を
も
っ
た
兵
士
で
あ
り
、
剣
に
よ
っ
て
よ
り
直
接
的
に
生
き
る
人
々
か

ら
な
る
、
傭
兵
隊
が
い
る
と
説
か
れ
る
。

そ
の
章
が
示
す
如
く
、
か
く
し
て
「
完
遂
さ
れ
る
﹇
軍
事
部
﹈
統
治
形
式
は
、
次
の
三
つ
の
格
言
﹇
提
案
﹈
に
よ
っ
て
要
約
」
さ
れ
る
。

即
ち
、
歩
兵
隊
が
い
る
規
制
君
主
制
に
お
い
て
必
ず
し
も
傭
兵
隊
が
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
国
民
﹇
市
民
﹈
は
寛
容
的
に

立
派
に
生
き
る
。
歩
兵
隊
が
い
な
い
、
貴
族
全
体
は
、
膨
大
な
騎
兵
隊
で
あ
る
規
制
君
主
制
に
お
い
て
傭
兵
隊
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

か
つ
そ
の
国
民
﹇
市
民
﹈
は
、
農
奴
な
い
し
奴
隷
で
あ
る
。
傭
兵
隊
（
及
び
君
主
、
或
い
は
彼
の
貴
族
全
体
の
土
地
に
植
民
さ
れ
た
歩
兵
隊
な
い

し
騎
兵
隊
な
し
で
）
に
よ
っ
て
の
み
存
続
す
る
君
主
制
（
絶
対
君
主
制
で
あ
れ
規
制
君
主
制
で
あ
れ
）
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
は
存
在
し
な
い
と

い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
う
し
て
、
そ
の
広
範
に
わ
た
る
軍
事
部
形
式
原
理
を
前
記
の
統
治
政
体
と
の
対
比
を
通
じ
て
、
か
つ
軍
隊
の
民
兵
、

歩
兵
、
騎
兵
、
傭
兵
と
い
っ
た
基
本
的
要
素
に
よ
っ
て
規
定
す
る
。

（
四
）　

法
律
﹇Legal

﹈
部
形
相
﹇
形
式
﹈

ハ
リ
ン
ト
ン
が
特
に
『
オ
シ
ア
ナ
』
で
法
律
﹇
立
法
﹈
部
に
つ
い
て
章
を
設
定
し
て
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
法
律
部
が
国
民

﹇
市
民
﹈
の
権
利
﹇
な
い
し
価
値
や
規
範
﹈
と
み
な
す
も
の
で
あ
り
、
次
の
司
法
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
お
り
、
重
要
な
原
理

と
し
て
示
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
第
八
章
「
法
律
部
形
相
﹇
形
式
﹈
に
つ
い
て
」
を
総
括
す
る
。
こ
れ
は
「
も
し
正
義
﹇justices

﹈

の
利
益
が
統
治
政
体
益
と
無
関
係
で
あ
れ
ば
、
そ
の
統
治
益
は
そ
の
正
義
と
な
ろ
う
」
と
説
き
起
こ
す
。
衡
平
或
い
は
正
義
を
望
む
も
の

で
あ
れ
ば
、
も
し
人
が
自
身
の
訴
訟
で
判
断
し
或
い
は
判
決
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
自
ら
の
利
益
で
判
断
す
る
と
説
く
。
さ
ら
に
彼
は
、

二
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「
い
か
な
る
上
位
者
に
も
害
の
な
い
各
統
治
は
、
自
ら
に
お
け
る
訴
訟
で
判
決
す
る
」
と
い
う
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
「
各
統
治
に
お

け
る
究
極
的
な
結
果
が
そ
の
統
治
に
お
け
る
法
﹇law

﹈
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
章
は
、
か
く
し
て
完
遂
さ
れ
る
﹇
法
律
（
立
法
）
部
﹈
統
治
形
式
が
、
次
の
三
つ
の
格
言
﹇
提
案
﹈
に
よ
っ
て
要
約
さ
れ
る
。
即

ち
、
絶
対
君
主
制
（
こ
の
形
式
の
法
律
部
に
つ
い
て
）
は
、
そ
れ
が
神
と
国
王
と
聖
職
者
に
解
釈
権
を
渡
し
、
或
い
は
与
え
て
い
る
と
主
張

す
る
よ
う
な
法
か
ら
な
る
。
貴
族
制
（
そ
の
形
式
の
法
律
部
に
つ
い
て
）
は
、
貴
族
が
選
択
し
、
或
い
は
選
択
し
て
い
る
よ
う
な
法
か
ら
な

り
、
或
い
は
彼
ら
が
そ
の
貴
族
に
よ
っ
て
、
或
い
は
国
王
と
そ
の
貴
族
に
よ
っ
て
一
致
さ
れ
る
事
を
条
件
に
、
国
民
﹇
市
民
﹈
が
選
択
し
、

或
い
は
選
択
し
て
い
る
よ
う
な
法
か
ら
な
る
。
民
主
制
（
そ
の
形
式
の
法
律
部
）
は
、
民
会
（
彼
ら
の
評
議
会
な
い
し
元
老
院
の
助
言
に
よ
っ
て

選
択
し
、
或
い
は
選
択
し
て
い
る
よ
う
な
）
法
か
ら
な
る
と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
こ
の
法
律
部
形
式
章
に
お
い
て
次
の
司
法
部
形
式
と
併
せ
て
、
そ
の
三
統
治
政
体
概
念
を
通
じ
て
整
理
し
よ
う
と
試
み
る
。

（
五
）　

司
法
部
形
相
﹇
形
式
﹈

本
項
﹇
司
法
部
形
相
﹈
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
重
要
な
政
治
制
度
原
理
に
か
か
わ
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
主
著
に
お
い
て
特
別

な
章
を
設
定
し
て
い
な
い
。
彼
は
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
で
は
第
九
章
「
司
法
部
形
相
﹇
形
式
﹈
に
つ
い
て
」
と
し
て
設
け
て
い
る
。

彼
は
司
法
部
形
相
﹇
形
式
﹈
が
不
法
行
為
の
応
報
機
関
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
章
の
法
律
﹇
立
法
﹈
部
形
式
と
対
を
な
す
と

み
な
す
な
ら
ば
納
得
が
い
く
。
ま
ず
彼
は
、「
法
の
多
様
性
が
罠
の
多
様
性
で
あ
る
が
故
に
、
統
治
の
腐
敗
を
も
た
ら
す
」
と
説
き
起
こ

す
。
さ
ら
に
「
法
の
欠
乏
は
裁
判
所
な
い
し
司
法
部
の
自
由
裁
量
権
」
を
必
要
と
す
る
と
い
う
。
法
の
「
自
由
裁
量
権
」
に
は
三
つ
あ
り
、

第
一
に
、
主
権
権
力
に
属
す
る
「
法
の
形
成
、
法
の
変
更
、
法
の
廃
止
な
い
し
法
解
釈
」
に
あ
り
、
第
二
に
、「
相
互
に
異
な
る
当
事
者

二
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達
の
間
の
訴
訟
に
法
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
り
」、
第
三
に
「
そ
う
し
た
相
互
に
異
な
る
当
事
者
達
の
間
の
訴
訟
で
法
を
仲
裁
す
る
も
の

に
」
あ
る
と
規
定
す
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
規
定
を
述
べ
る
。
即
ち
、
そ
の
自
由
裁
量
権
は
、「
全
体
的
国
民

益
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
司
法
部
」
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
「
司
法
部
全
て
と
法
は
、
そ
の
裁
量
権
解

釈
を
認
め
、
彼
ら
自
体
か
ら
そ
の
裁
量
権
へ
の
訴
え
」
を
認
め
る
。
最
小
の
裁
量
権
し
か
裁
判
官
な
い
し
司
法
部
に
委
ね
ぬ
法
は
、「
最

も
完
全
な
法
」
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
「
最
小
に
し
て
最
も
平
明
で
、
か
つ
最
も
手
短
な
法
」
は
、
裁
判
官
な
い
し
司
法
部
の
「
最
少

の
自
由
裁
量
に
し
か
委
ね
な
い
」
が
故
に
、
そ
う
し
た
法
は
、
国
民
に
と
っ
て
の
光
明
で
あ
る
た
め
、「
最
も
腐
敗
的
で
な
い
統
治
」
を

形
成
す
る
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
的
執
行
者
達
の
腐
敗
防
止
の
目
的
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
公
職
輪
番
制
に
あ
っ
た
こ
と
と

関
連
す
る
。

本
章
は
、
か
く
し
て
完
遂
さ
れ
る
﹇
司
法
部
﹈
統
治
形
式
が
、
次
の
三
つ
の
格
言
﹇
提
案
﹈
に
要
約
さ
れ
る
。
即
ち
、
絶
対
君
主
制

（
こ
の
形
態
の
司
法
部
に
つ
い
て
）
は
、
い
か
な
る
陪
審
も
認
め
ぬ
が
、
都
市
に
お
け
る
カ
デ
ィ
﹇cadi

﹈
な
い
し
裁
判
官
、
或
い
は
一
つ
の

属
州
に
お
け
る
最
高
裁
判
官
﹇cadaliskar

﹈
な
い
し
裁
判
官
へ
の
上
訴
を
も
つ
（
ハ
リ
ン
ト
ン
が
郡
に
お
い
て
い
う
如
く
）
よ
う
な
類
を
認

め
る
。
そ
う
し
た
裁
判
官
か
ら
も
司
法
官
僚＜

法
学
者＞
﹇m

ufi 

﹈（
彼
は
皇
帝
な
い
し
君
主
に
深
く
忠
誠
を
果
た
す
）
へ
の
上
訴
が
あ
る
。（
こ

の
形
式
の
司
法
部
に
つ
い
て
）
貴
族
制
な
い
し
貴
族
制
的
君
主
制
は
、
陪
審
を
認
め
る
（
そ
れ
が
法
廷
の
み
で
あ
れ
ば
）
し
、
貴
族
院
に
よ
る

上
訴
に
よ
っ
て
、
委
任
な
い
し
通
常
の
裁
判
官
の
如
き
類
か
ら
な
る
、
或
い
は
次
の
よ
う
な
パ
リ
の
高
等
法
院
の
如
き
裁
判
所
﹇court

﹈

か
ら
な
る
そ
の
高
等
法
院
は
、
ヒ
ュ
ー
﹇
ユ
ー
グ
﹈・
カ
ペ
ー
の
治
世
に
お
け
る
制
度
で
あ
り
、
主
権
的
君
主
制
の
も
の
で
あ
っ
た
。
民

主
制
（
そ
の
形
態
の
司
法
部
に
つ
い
て
）
は
、
各
部
族
﹇
州
﹈
に
お
け
る
裁
判
官
席
の
陪
審
の
よ
う
な
類
か
ら
な
る
。
そ
う
し
た
も
の
は
、

三
〇
人
な
い
し
そ
の
部
族
﹇
州
﹈
市
民
（the people

）
に
よ
っ
て
三
分
の
一
以
上
を
毎
年
選
出
し
得
る
者
か
ら
な
り
、
元
老
院
﹇
上
院
﹈

二
三
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な
い
し
民
会
﹇
代
議
院
﹈
か
ら
或
い
は
両
院
か
ら
三
分
の
一
を
毎
年
選
出
し
得
る
憲
法
の
よ
う
な
も
の
を
も
つ
首
都
に
居
を
構
え
る
司
法

部
へ
と
そ
こ
か
ら
の
上
訴
に
よ
る
。
そ
れ
か
ら
も
国
民
（
即
ち
、
民
会
）
へ
の
上
訴
が
あ
る

（
25
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
司
法
部
形
式
章
は
、
彼
の
主
著
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
規
定
し
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
の
明
確
な
説
明

を
示
す
。
こ
れ
も
彼
の
三
統
治
政
体
概
念
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。

﹇
三
﹈　

政
治
制
度
原
理
の
結
び
（
統
治
管
理
﹇A

dm
inistration

﹈
な
い
し
国
家
理
性
﹇R

eason of S
tate

﹈）

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
政
治
制
度
原
理
の
最
後
の
項
に
達
し
て
い
る
。
本
項
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
あ
る
意
味
で
﹇
例
え
ば
、
個
人
の
権
利

の
主
張
と
全
体
な
い
し
公
共
の
利
益
と
の
関
連
で
﹈
立
憲
主
義
と
緊
張
関
係
に
あ
る
「
国
家
理
性
」
を
論
題
と
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
最

後
の
第
一
〇
章
「
統
治
管
理
な
い
し
国
家
理
性
に
つ
い
て
」
で
論
じ
ら
れ
る
。
確
か
に
彼
は
、
自
ら
の
立
憲
主
義
的
立
場
か
ら
こ
れ
と
取

り
組
む
。
ま
ず
彼
は
、
こ
の
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
に
お
け
る
基
礎
的
概
念
に
戻
っ
て
説
き
起
こ
そ
う
と
す
る
。
即
ち
「
船
舶
な
い
し
家

﹇house

﹈
の
質
料
及
び
形
式
が
異
な
り
、
船
舶
と
家
及
び
存
在
理
由
が
全
て
異
な
る
如
く
、
国
家
事
項
及
び
国
家
統
治
、
並
び
に
そ
の
統

治
と
形
相
が
異
な
り
、
か
つ
統
治
管
理
（
適
切
に
し
て
本
当
に
国
家
理
性
で
あ
る
）
が
異
な
る
」
と
規
定
す
る
。
次
に
彼
は
、
そ
れ
を
カ
ー

ド
・
ゲ
ー
ム
に
た
と
え
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。「
そ
れ
に
興
じ
る
人
々
は
、
カ
ー
ド
を
公
平
（
或
い
は
不
公
平
に
）
に
扱
い
得
ぬ
」。
し
か

し
カ
ー
ド
を
公
平
に
或
い
は
不
公
平
に
「
扱
い
得
る
人
々
」
は
、
カ
ー
ド
に
興
じ
得
ぬ

（
26
）

と
い
う
。
こ
う
し
て
彼
は
、
行
為
者
と
評
価
者
と

の
相
違
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
。

か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
国
家
理
性
に
お
け
る
実
践
者
対
評
価
者
の
問
題
を
踏
ま
え
、
客
観
性
と
そ
の
有
効
性
の
視
点
か

ら
「
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
（
公
明
な
行
動
）」
を
国
家
理
性
﹇
な
い
し
国
家
の
合
理
性
﹈
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
家
理
性
は
、

二
三
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家
族
に
お
い
て
「
主
要
な
好
機
会
」
と
呼
ば
れ
、
王
国
な
い
し
共
和
国
に
お
い
て
も
そ
う
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
あ
る
家
族
の

主
人
が
自
ら
の
古
き
家
系
内
に
自
ら
を
保
つ
か
、
或
い
は
自
ら
の
家
系
を
増
大
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
あ
り
、
少
な
く
と
も
自
ら
の
プ

レ
ー
が
公
正
で
あ
る
場
合
（
自
ら
の
能
力
或
い
は
よ
き
幸
運
な
い
し
法
に
つ
い
て
）
に
、「
主
要
な
好
機
会
」
に
大
い
に
期
待
す
る
と
い
う
。

「
一
国
民
」
が
自
ら
の
勤
勉
で
、
或
い
は
自
ら
の
主
人
の
浪
費
で
の
い
ず
れ
か
で
「
自
由
を
得
る
」
場
合
、「
少
数
者
」
が
自
ら
の
勤
勉
で

或
い
は
そ
の
民
衆
の
愚
な
い
し
怠
惰
で
、「
財
産
を
食
い
尽
く
し
か
つ
自
ら
そ
の
主
人
と
な
す
」
場
合
、「
あ
る
貴
族
」
が
自
ら
の
力
な
い

し
有
徳
に
よ
っ
て
、
或
い
は
自
ら
の
必
要
、
知
恵
、
或
い
は
愚
に
よ
っ
て
「
そ
の
残
り
の
貴
族
よ
り
も
優
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
に
、

こ
の
こ
と
全
て
は
「
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
に
し
て
公
正

（
27
）

」
と
な
っ
た
だ
ろ
う
と
想
定
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
国
家
理
性
が
こ
う
し
た
公
明
な
行
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
対
外
的
な
そ
れ
と
国
内
的
」
な
も
の
に
分
類
し

得
る
と
い
う
。
前
者
は
、
人
々
が
外
国
君
主
や
国
家
に
近
付
き
得
、
或
い
は
少
な
く
と
も
近
づ
き
得
ぬ
方
法
で
、
そ
う
し
た
も
の
と
「
均

衡
を
図
り
得
る
」
と
規
定
す
る
。
後
者
は
、「
国
家
の
基
礎
及
び
上
部
構
造
に
従
う
統
治
管
理
」（
簒
奪
さ
れ
て
い
な
い
）
で
あ
る
﹇
そ
れ
ら

が
適
切
な
場
合
に
﹈。
彼
は
こ
こ
か
ら
国
家
理
性
を
統
治
政
体
と
か
か
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
。「
正
し
く
基
礎
づ
け
ら
れ
秩
序
づ
け
ら
れ

る
」
民
主
制
で
の
国
家
理
性
は
、
対
内
関
係
で
あ
れ
対
外
関
係
で
あ
れ
極
め
て
緊
急
措
置
的
な
事
項
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
前
者
の
関
係

で
よ
き
民
主
制
は
、
最
も
偉
大
な
君
主
の
う
ち
の
一
人
な
い
し
そ
れ
ら
の
三
人
の
君
主
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
随
意
で
海
外
に

お
い
て
容
易
に
均
衡
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
後
者
の
関
係
で
よ
き
民
主
制
は
、
君
主
制
国
家
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
権
力
の

蓄
積
を
妨
げ
る
の
と
別
な
目
的
を
構
成
し
な
い
た
め
で
あ
る

（
28
）

と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
国
家
理
性
に
つ
い
て
民
主
制
に
引
き
付
け
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
そ
の
基
礎
に
お
い
て
正
し
く
な
い
民
主

制
で
も
海
外
で
繁
栄
で
き
」、
そ
う
し
た
民
主
制
と
な
り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
国
内
で
活
気
を
な
く
す
」
で
あ
ろ
う
し
、
或
い
は
次

二
三
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の
よ
う
な
「
二
つ
の
国
家
﹇
の
階
級
﹈
理
性
」
を
も
つ
こ
と
と
な
ろ
う
と
い
う
。
即
ち
、
そ
の
一
方
は
「
貴
族
階
級
の
理
性
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
民
衆
に
威
圧
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
「
民
衆
﹇
市
民
﹈
的
階
級
の
理
性
」
で
あ
り
、
平
等
へ
と
彼
ら
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
二
つ
は
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
で
起
こ
っ
た
如
き
事
例
に
よ
っ
て
、

ま
ず
「
論
争
で
次
に
陰
謀
に
よ
っ
て
、
遂
に
公
然
た
る
暴
力
を
も
た
ら
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
共
和
制
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
ま
で

相
互
に
抗
し
て
行
使
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る

（
29
）

と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
対
立
を
避
け
る
こ
と
が
自
ら
の
理
想
的
共
和
制
の
重
要

な
要
件
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
彼
は
「
本
当
の
基
礎
か
ら
統
治
が
適
切
な
上
部
構
造
な
い
し
形
式
へ
と
上
昇
す
る
所
で
国
家
理
性
は
、
正
し
く
直
截
的
で
あ
る
。

し
か
し
人
が
気
に
入
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
家
に
平
和
を
与
え
る
が
、
そ
の
家
が
し
く
じ
る
と
き
、
そ
の
支
柱
は
ま
っ
す
ぐ
に
は
立

た
な
か
ろ
う

（
30
）

」
と
想
定
す
る
。
そ
う
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
政
治
制
度
の
原
理
論
を
結
び
始
め
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
統
治
の
纂
奪
や
そ
の
腐
敗
な
ど
を
最
も
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
み
な
し
、
次
の
よ
う
に
こ
の
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』

を
締
め
く
く
る
。
即
ち
、「
統
治
の
腐
敗
は
、
人
体
の
病
が
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
通
じ
て
お
り
、
か
つ
読
み
取
ら
れ
理
解
さ
れ
、
か
つ
検

討
さ
れ
る
如
く
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
」。
こ
の
両
者
は
、
病
気
を
人
体
に
導
入
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
時
代
以
前

に
あ
っ
た
、
統
治
へ
と
腐
敗
を
導
入
し
て
い
な
い
と
い
う
。「
そ
れ
は
彼
ら
を
見
つ
け
出
す
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
彼
ら
が

な
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
病
の
増
加
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
治
癒
へ
と
向
か
う
こ
と
を
認
め
る
に
相
違
な
い
。
こ
れ
が
こ
う
し
た
二

人
の
作
者
の
真
理
な
の
で
あ
る

（
31
）

」
と
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
国
家
の
重
要
な
問
題
が
存
在
す
る
が
、
二
人
の
偉
人
に
よ
る
病
の
治

癒
術
に
よ
っ
て
問
題
解
決
の
手
が
か
り
に
そ
の
希
望
を
託
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
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（
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Ibid., p.853.

（
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Ibid.

（
32
） 

Ibid., p.854.

第
四
節　

結
論

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
制
度
原
理
の
全
体
像
を
捉
え
る
た
め
に
、
彼
の
最
も
後
期
の
著
作
歴
に
属
す
る
『
政
治
の
シ
ス
テ

ム
』
を
素
材
と
し
て
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
が
政
治
制
度
原

理
に
つ
い
て
、
本
論
を
通
じ
て
主
著
よ
り
も
体
系
的
に
し
て
明
晰
で
あ
る
と
示
し
て
き
た
。
従
っ
て
本
節
は
、
そ
れ
が
前
述
の
如
く
比
較

的
容
易
な
論
述
に
し
て
抽
象
性
も
備
え
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
故
に
、
若
干
こ
れ
を
補
い
、
か
つ
確
認
す
る
必

二
三
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要
性
が
あ
る
。

第
一
節
（「
序
論
」）
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
二
面
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
理
想
国
家

構
想
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
語
法
で
は
「
実
現
不
可

能
性
」（
な
い
し
幻
想
性
）
と
い
う
意
味
で
も
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る

（
1
）

も
の
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
こ

れ
は
実
際
的
な
い
し
現
実
に
論
証
可
能
で
あ
る
な
ど
の
側
面
も
評
価
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
が
そ
の
実
際
性
に
関
し
て
評
価

に
値
す
る
側
面
か
ら
出
発
し
た
。
こ
れ
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
ら
が
市
民
的
自
由
や
市
民
の
権
利
の
主
張
に
執
着
し
過
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
悪

し
き
意
味
も
含
む
空
想
的
憲
法
論
の
そ
れ
を
批
判
す
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
著
述
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。

第
二
節
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
最
も
後
期
の
う
ち
の
著
作
で
あ
る
『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
の
二
年
前
に
書
か
れ
、
か
つ
そ
れ
と

同
じ
「
政
治
」
を
主
題
と
し
、
格
言
的
提
案
形
式
を
と
る
『
政
治
の
格
言
』
を
概
括
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
前
著
と
形
式
上
同
じ
方
式
を

採
用
す
る
が
故
に
、
政
治
制
度
原
理
論
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
論
及
し
た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
表
現
に
お
い
て
異
な
る
と
し
て
も
、

本
質
的
に
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
平
等
に
し
て
秩
序
立
っ
た
共
和
国
論
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
節
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、『
政
治
の
シ
ス
テ
ム
』
と
い
う
政
治
制
度
原
理
を
主
題
と
し
て
お
り
、
彼
の
そ
れ
に
つ
い
て
最
も
整
理

さ
れ
た
形
式
な
い
し
抽
象
化
さ
れ
た
内
容
を
採
っ
て
い
る
も
の
の
総
括
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
哲
学
的
に
し
て
論
理

的
で
あ
り
、
彼
の
政
治
制
度
哲
学
の
集
大
成
的
性
格
を
併
せ
も
つ
特
徴
を
構
成
し
、
彼
の
主
著
を
補
っ
て
い
る
。
特
に
そ
の
最
終
章
は
、

「
統
治
管
理
な
い
し
国
家
理
性
」
と
い
っ
た
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
君
主
論
』
に
か
か
わ
る
表
題
を
つ
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
国
治
術
的

視
点
に
立
っ
て
論
じ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
立
憲
主
義
的
憲
法
構
想
に
そ
の
国
家
理
性
（
国
家
の
合
理
性
）
論
に
よ
っ
て

緊
張
感
を
加
え
る
。
従
っ
て
彼
は
、「
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
（
公
明
な
行
動
）」
を
国
家
理
性
と
み
な
す
が
故
に
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
統

二
三
七
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治
の
剥
奪
な
ど
の
問
題
に
対
す
る
真
摯
な
解
決
術
に
そ
の
希
望
を
託
し
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
そ
の
『
政
治
の
シ
ス
テ

ム
』
に
お
い
て
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
を
構
成
す
る
部
分
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
旧
約
聖
書
な
ど
に
よ
る
も
の
も
「
非
実
現
可
能
性
」
と
い
う
視
点
で
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
」
と
い
う
も
の

も
含
む
こ
と
と
な
る
。J. P

ocock, ed., op. cit., pp.xviii-xxii, etc.

（
2
） 

Ibid., T
.R

.W
. K

ubik, op.cit., pp.187-9, etc.

二
三
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Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察

│
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
Ｒ
．Ｍ
．
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
と
の
比
較･

検
討

│

桾　
　

沢　
　

栄　
　

一

1
．
は
じ
め
に

2
．
政
治
的
権
威
論
へ
ア
プ
ロ
ー
チ

3
．
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
「
政
治
的
多
元
論
」
に
お
け
る
政
治
的
権
威

4
．
ラ
ス
キ
の
「
多
元
的
国
家
論
」
に
お
け
る
政
治
的
権
威

5
．
む
す
び
に
か
え
て

二
三
九
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1
．
は
じ
め
に

一
九
八
九
年
に
始
ま
る
東
欧
革
命
や
近
年
の
エ
ジ
プ
ト
や
中
東
の
独
裁
体
制
の
激
変
を
見
る
と
、
権
威
と
権
力
の
関
係
、
そ
し
て
、
そ

れ
ら
が
い
と
も
簡
単
に
崩
壊
す
る
過
程
を
リ
ア
ル
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
威
と
権
力
の
研
究
は
古
く
か
ら
政
治
学
の
重
要
な
課

題
と
し
て
あ
っ
た
が
、
今
日
ま
た
古
く
て
新
し
い
問
題
と
し
て
話
題
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

権
威
と
い
う
人
間
の
意
識
の
構
成
は
、
政
治
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
社
会
及
び
人
間
関
係
の
中
で
出
現
し
て
い
る
意
識
で
、
ミ
ル
グ
ラ

ム
の
実
験
（
1
）

に
も
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
社
会
心
理
学
の
分
野
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
権
威
と
い

う
概
念
は
、
他
者
か
ら
の
情
報
を
受
け
手
が
勝
手
に
享
受
し
正
し
い
分
析
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
自
己
に
お
い
て
そ
の
情
報
を
再
構

成
し
、
不
安
の
解
消
と
意
志
決
定
の
契
機
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
威
を
付
与
す
る
の
も
人
間
で
あ
り
、
権
威
を
意
識

す
る
の
も
ま
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
権
威
は
自
由
と
対
極
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
人
間
は
不
条
理
に
も
こ
の
権
威
に
信
服
し
た
と
き
に
大
い
な
る
自
由
を
獲
得
し
た
気
分
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
権
威
と
自
由
の
問
題
は

複
雑
で
あ
る
（
2
）

。
ま
た
、
こ
れ
は
正
当
性
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
正
当
性
を
も
た
な
い
権
威
の
出
現
も
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
権

威
と
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
人
間
の
意
識
構
成
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
政
治
に
焦
点
を
あ
て
た
「
政
治
的
権
威
」

（political authority

）
に
つ
い
て
論
究
し
た
い
。

主
権
は
ど
こ
の
誰
が
行
使
す
る
の
か
と
い
う
権
利
と
帰
属
が
政
治
学
の
問
題
構
制
と
な
る
と
す
れ
ば
、
政
治
権
力
は
人
に
命
令
し
、
支

配
し
、
服
従
さ
せ
る
力
の
作
用
と
機
能
が
そ
の
問
題
構
制
と
な
り
、
政
治
的
権
威
は
人
が
同
意
し
、
承
認
し
、
服
従
す
る
意
志
と
正
当
性

が
そ
の
問
題
構
制
と
な
る
（
3
）

。
主
権
の
問
題
は
政
治
学
や
法
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
主
権
の
帰
属
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展
開
さ
れ

二
四
〇
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て
き
た
（
4
）

。
ま
た
、
政
治
権
力
問
題
も
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
政
治
科
学
の
中
で
基
礎
を
築
き
深
化
を
し
て
き
た
（
5
）

。
政
治
的
権
威
問
題
は

両
者
と
の
密
接
に
関
連
を
持
つ
が
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
が
違
う
。
主
権
論
は
そ
の
権
利
の
帰
属
を
問
題
に
主
眼
を
お
く
の
に
対
し
政

治
的
権
威
論
は
そ
の
正
当
性
の
根
拠
を
問
題
に
す
る
。
政
治
権
力
論
は
政
治
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
力
の
作
用
実
態
を
問
題
と
す
る
。

し
か
し
、
政
治
的
権
威
と
政
治
権
力
と
の
関
係
は
、
車
の
両
輪
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
政
治
権
力
は
上
か
ら
下
へ
の
強
制
的
な
契
機
を

持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
政
治
的
権
威
は
下
か
ら
上
へ
の
受
動
的
契
機
を
も
つ
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
両
者
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
そ

の
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
政
治
権
力
は
、
強
制
力
・
説
得
力
・
操
作
力
を
も
っ
て
そ
の
力
を
駆
使
す
る
の
で
あ
る
が
こ
れ
だ
け
で
は

成
功
し
な
い
。
効
率
よ
く
権
力
を
行
使
す
る
に
は
政
治
的
権
威
の
活
用
が
最
も
有
効
な
手
段
と
な
る
。
現
実
の
政
治
の
世
界
で
も
政
治
権

力
者
は
、
政
治
権
力
を
も
っ
て
の
み
支
配
・
服
従
の
関
係
が
完
遂
す
る
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
服
従
者
も
こ
れ
だ
け
に
よ
っ

て
支
配
・
服
従
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
と
思
っ
て
も
い
な
い
。
こ
こ
に
力
の
関
係
か
ら
意
識
の
関
係
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
政
治
的
権
威
を
正
当
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
存
在
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
権
威
と
は
ま
さ
に
支
配

者
と
服
従
者
の
意
識
の
関
係
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
関
係
な
の
で
あ
る
（
6
）

。

本
稿
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
多
元
的
国
家
論
者
の
代
表
格
で
あ
る
ラ
ス
キ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
多
元
論
者
の
礎
と
な
っ
た
マ
ッ
キ
ー

ヴ
ァ
ー
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
論
を
展
開
す
る
中
で
政
治
的
権
威
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の
正
当
性
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
た
の
か
考

察
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
二
人
の
若
干
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
と
主
要
著
作
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
Ｒ
．Ｍ
．
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
一
八
八
二
年
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
地
元
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
を
経
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
進
み
、
一
九
〇
七
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

に
あ
る
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
の
政
治
学
講
師
と
な
り
、
一
九
一
五
年
に
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
大
学
の
准
教
授
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
、

二
四
一
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一
九
二
七
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
移
り
、
一
九
四
九
年
に
退
職
し
晩
年
は
名
誉
教
授
と
し
て
の
余
生
を
送
り
一
九
七
〇
年
に
生
涯
を
閉
じ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
大
学
の
自
由
な
雰
囲
気
中
で
学
究
肌
の
生
涯
を
送
っ
た
が
、
戦
後
の
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
旋
風
に
お
い
て
、
そ
の
矢
面
に

た
っ
て
論
陣
を
張
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
主
要
著
作
を
見
る
と
、
彼
の
生
涯
の
思
想
と
方
法
論
を
決
定
づ
け
た
と
も
い
え
る
『
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』（C

om
m
unity ‒a sociological study, 1917. （7

）
）
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
学
界
の
注
目
を
浴
び
カ
ー
ネ
ギ
ー
賞
を

受
賞
し
て
い
る
。
従
来
の
実
証
的
・
社
会
調
査
的
社
会
学
を
批
判
し
、
倫
理
的
・
主
意
主
義
的
社
会
学
の
提
唱
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
政
治
社
会
学
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
で
、
国
家
に
焦
点
を
あ
て
た
の
が
『
近
代
国
家
』（T

he M
odern S

tate, 

1926. （8
）

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
方
法
を
も
っ
て
政
府
の
現
象
を
分
析
・
論
究
し
た
も
の
が
『
政
府
論
』（T

he W
eb of G

overnm
ent, 

1947. （9
）

）
で
あ
る
。
前
著
書
に
も
少
し
は
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
著
作
に
あ
っ
て
権
威
の
問
題
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

晩
年
の
著
作
『
権
力
の
変
容
』（P

ow
er T

ransform
ed, 1964. （10

）
）
は
、
歴
史
的
関
連
の
中
で
の
権
力
論
の
展
開
や
、
社
会
権
力
の
性
格
の
詳

細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
思
想
的
系
譜
を
観
る
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
を
前
提
に
そ
こ
か
ら
の
様
々
な
社
会
・
政

治
領
域
へ
と
そ
の
対
象
を
広
げ
て
い
く
。
も
ろ
も
ろ
の
基
礎
概
念
の
分
析
か
ら
再
解
釈
の
作
業
を
経
て
、
新
し
い
体
系
を
構
築
し
て
い
る
。

さ
ら
に
信
条
体
系
に
お
い
て
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
一
貫
し
て
お
り
、
ラ
ス
キ
の
そ
れ
と
の
違
い
が
明
確
に
あ
る
。

さ
て
Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
で
あ
る
が
、
彼
は
一
八
九
三
年
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
生
ま
れ
、
地
元
の
グ
ラ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
か
ら
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
に
進
み
、
Ｆ
．Ｗ
．
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
、
Ｈ
．Ａ
．Ｌ
．
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
Ｅ
．
バ
ー
カ
ー
な
ど
か
ら
刺
激
的
影
響
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
一
九
一
四
年
カ
ナ
ダ
の
マ
ッ
ク
ギ
ル
大
学
の
講
師
と
な
り
、
一
九
一
六
年
に
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
移
り
、
Ｏ
．Ｗ
．

ホ
ー
ム
ズ
や
Ｗ
．
リ
ッ
プ
マ
ン
と
も
親
交
が
深
ま
る
。
一
九
二
〇
年
イ
ギ
リ
ス
に
戻
り
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
教
授
と
し
て
活
躍
す
る
が
、

一
九
五
〇
年
に
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
と
の
違
い
は
、
彼
が
若
く
し
て
、
実
際
の
政
治
活
動
に
興
味
を
持
ち
、

二
四
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三
三
歳
に
は
大
学
の
教
授
を
兼
ね
て
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
会
員
に
な
り
、
労
働
党
に
入
党
も
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
幹
部
と
し
て
活
躍
す
る
時
代
も
あ
っ
た
。
こ
の
生
き
方
は
理
論
と
実
際
の
間
の
緊
張
を
生
み
、
政
治
理
論
に
も
、
著
作
に
も
影
響
を
与

え
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ス
キ
に
は
明
ら
か
に
政
治
理
論
に
変
節
が
あ
り
、
そ
れ
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
主
な

著
作
と
合
わ
せ
て
そ
の
と
こ
ろ
を
見
て
お
き
た
い
。
第
一
段
階
は
一
九
一
〇
年
代
後
半
に
あ
っ
て
、「
主
権
三
部
作
（
11
）

」
と
い
わ
れ
る
三
冊

の
著
作
の
中
に
展
開
さ
れ
る
理
論
で
、
政
治
的
多
元
主
義
展
開
の
時
代
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
、
一
九
二
五
年
に
著
さ
れ
た
最
も
著
名
な

『
政
治
学
大
綱
』（A

 G
ram
m
ar of P

olitics, 1925. （12
）

）
に
代
表
さ
れ
る
時
代
で
、
多
元
的
国
家
論
の
完
成
期
で
あ
る
。
第
三
段
階
は
彼
が
マ

ル
ク
ス
主
義
に
一
番
接
近
す
る
時
期
で
、
一
九
三
五
年
に
著
さ
れ
た
『
国
家
│
理
論
と
実
践
│
』（T

he S
tate in T

heory and P
ractice, 

1935. （13
）

）
は
そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
段
階
は
ラ
ス
キ
の
人
生
の
後
半
に
な
る
が
一
九
四
三
年
に
著
さ
れ
た
『
現
代
革
命

の
考
察
』（on the R

evolution of O
ur T

im
e, 1943. （14
）

）
で
、
こ
れ
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
危
険
性
と
警
戒
心
を
示
し
な
が
ら
、

民
主
主
義
と
社
会
主
義
の
統
合
の
新
し
い
道
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
節
を
も
っ
て
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
（
15
）

。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
両
者
に
は
類
似
点
も
ま
ま
あ
る
。
特
に
若
い
時
代
は
同
じ
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
る
。
二
人
と
も

一
九
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
に
生
ま
れ
、
同
じ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
出
て
、
カ
ナ
ダ
で
の
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
。
や
が
て

一
人
は
ア
メ
リ
カ
に
残
り
政
治
社
会
学
の
大
家
と
な
り
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
的
多
元
論
者
の
輩
出
の
基
に
な
っ
た
人
物

に
な
る
。
も
う
一
人
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
ど
り
、
政
治
的
多
元
論
者
と
し
て
、
政
治
理
論
の
構
築
に
専
念
し
つ
つ
も
現
実
の
政
治
に
関
わ
り

労
働
党
員
と
し
て
の
実
践
活
動
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
両
者
と
も
、
個
人
の
自
由
を
保
障
し
、
社
会
秩
序
を
ど
の
よ

う
に
形
成
す
る
か
が
理
論
構
築
の
根
底
に
あ
り
、
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
。
両
者
の
違
い
と
い
え
ば
、
あ
く
ま
で
も
社

二
四
三
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会
学
に
軸
を
お
い
た
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
国
家
論
だ
け
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
政
治
的
多
元
論
」
と
い
う
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
を

も
っ
た
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
他
方
政
治
学
に
軸
を
お
い
た
ラ
ス
キ
は
「
多
元
的
国
家
論
」
と
い
う
一
つ
の
国
家
論
を
完
成
す

る
。
し
か
し
政
治
活
動
家
と
し
て
の
宿
命
で
も
あ
る
が
彼
は
そ
れ
を
修
正
も
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
前
者
の
「
政
治
的
多
元
論
」
と
後
者

の
「
多
元
的
国
家
論
」
に
お
け
る
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
の
一
般
論
に
つ
い
て
見

て
お
こ
う
。

2
．
政
治
的
権
威
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

（
1
）　

政
治
的
権
威
の
語
源

権
威
と
い
う
言
葉
の
由
来
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ア
ウ
ク
ト
リ
タ
ス
（auktoritas

）
を
経
て
、
古
代
ロ
ー
マ
の
ア
ク
ト
リ
タ
ス
（auctoritas

）

と
い
う
言
葉
に
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
は
人
物
に
付
帯
す
る
権
威
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
が
、
さ
ら
に
こ
の
言
葉
は
ア
ウ
ゲ
レ
（augere

）

と
い
う
言
葉
に
語
源
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
増
大
さ
せ
る
と
か
、
大
き
く
す
る
と
か
の
意
味
が
あ
り
、
権
威
と
い
う
言
葉
の

概
念
の
解
釈
を
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
そ
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
ア
ウ
ゲ
レ
に
単
な
る
行
為
に
対
し
そ
の
理
由
付
け

を
与
え
補
強
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
権
威
と
い
う
概
念
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
性
や
可
変
性
が
内
包
し
て
い
る
こ
と

を
予
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
（
16
）

。

（
2
）　

政
治
的
権
威
の
歴
史

古
代
ロ
ー
マ
を
み
る
と
、
権
威
の
源
泉
が
、
平
民
会
議
と
元
老
院
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
は
法
律
上
の
統
治
機
関
で
あ
り
、

後
者
が
事
実
上
機
関
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
元
老
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
元
老
院
は
政
治
の
舞
台
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
、
こ
こ

二
四
四
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で
の
議
決
は
ア
ウ
ク
ト
リ
タ
ス　

パ
ト
ル
ム
（auctoritas patrum

）
と
い
わ
れ
、
威
厳
と
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

膨
大
な
地
域
国
家
と
し
て
の
帝
国
に
ま
で
発
展
し
て
く
る
と
、
こ
の
力
が
十
分
に
機
能
を
発
揮
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寡
頭
的

な
元
老
院
制
度
の
機
能
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
軍
事
的
力
を
背
景
に
持
つ
皇
帝
を
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

ロ
ー
マ
的
独
裁
政
治
を
実
現
す
る
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
で
あ
る
。
彼
は
元
老
院
出
身
で
そ
の
一
員
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ロ
ー
マ
市
民
の
信
託
を
受
け
権
力
を
手
中
に
収
め
、
最
高
の
統
治
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
権
力
と
権
威
を
同
時
に
取
得
し
た
皇
帝

を
み
る
の
で
あ
る
が
、
領
土
拡
大
に
走
り
そ
の
政
治
権
力
の
崩
壊
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
キ
ケ
ロ
の
見
解
は
、
彼
の
著
作
を
通
し
、
そ
の

誤
り
を
指
摘
し
、
権
力
と
権
威
の
分
離
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
、
キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
い
う
概
念
を
提
起
し
、
ポ
リ
ス
と
の
違
い
を
主
張
し

て
い
る
。
こ
の
キ
ヴ
ィ
タ
ス
は
単
な
る
社
会
で
は
な
く
人
民
の
共
同
全
体
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
人
民
こ
そ
が
権
威
も
権
力
も
持
ち
合

わ
せ
、
自
ら
が
存
立
す
る
に
必
要
な
政
治
権
力
が
正
当
化
づ
け
ら
れ
る
の
も
、
君
主
的
貴
族
的
統
治
機
関
が
権
威
を
持
つ
の
も
人
民
全
体

か
ら
派
生
し
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
み
る
と
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
神
を
中
心
と
し
た
秩
序
の
維
持
が
重
要
な
要
素

に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
中
世
社
会
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
法
皇
権
と
皇
帝
権
の
二
重
構
造
で
あ
る
。
中
世
初
期
の
思
想
家
Ａ
．

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
神
の
国
』（D

e civitate D
ei, 413-26.

）
を
著
し
、
神
の
恩
寵
に
あ
ず
か
る
共
同
体
と
し
て
の
「
天
上
国
家
」
と
、

そ
こ
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
々
の
国
家
共
同
体
で
あ
る
「
地
上
国
家
」
と
を
対
立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
前
者
の
上
位
性
を
主
張
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
の
権
威
は
神
の
中
に
の
み
求
め
ら
れ
る
も
の
で
、
何
も
の
か
を
行
動
に
移
す
権
力
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の

で
、
最
高
の
意
志
は
神
の
み
に
存
在
す
る
と
い
う
論
理
に
な
る
。
八
〇
〇
年
に
、
ロ
ー
マ
法
皇
か
ら
ロ
ー
マ
皇
帝
の
冠
を
与
え
ら
れ
た
フ

ラ
ン
ク
王
国
の
カ
ー
ル
大
帝
の
関
係
は
こ
の
二
重
構
造
に
一
つ
の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
教
皇
の
聖
な
る
権
威
と
世
俗
の
権
力
の
共
存
で

二
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
二
）

あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
中
世
の
主
要
思
想
家
た
る
Ｔ
．
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
Ａ
．
ダ
ン
テ
、
Ｈ
．
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
く
。

一
三
世
紀
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
の
神
学
者
た
る
地
位
を
確
保
し
た
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、『
神
学
大
全
』（S

um
m
a theological, 1265-

74.

）
を
著
し
、
当
時
の
中
世
社
会
に
最
も
思
想
的
影
響
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
は
三
重
の
秩
序
に
よ
っ
て
成

り
た
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
神
法
、
理
性
、
政
治
的
権
威
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
等
価
的
に
扱
い
、
政
治
的
権
威
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
権
威
は
神
を
ピ
ラ
ッ
ミ
ト
の
頂
点
に
し
た
支
配
構
造
で
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
り
、
全
体
の
公
共
の
善
に
寄
与
す
る
と
い
う

条
件
の
下
で
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
専
制
政
治
と
い
う
よ
う
な
人
民
に
と
っ
て
有
益
で
な
い
政
治
体
制
で
は

政
治
的
権
威
は
当
然
制
限
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
、
中
世
と
近
代
を
橋
渡
し
す
る
一
六
世
紀
に
お
け
る
政
治
的
権
威
の
問
題
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
中
世
的
な
秩
序
が
崩
れ
落
ち
、

精
神
的
と
世
俗
的
な
権
力
の
連
携
が
破
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
は
無
秩
序
が
蔓
延
す
る
。
一
六
世
紀
の
初
頭
は
古
い
形
式
で
は
国
家
の

再
建
は
不
可
能
で
、
各
地
の
君
主
は
で
き
る
だ
け
権
力
の
集
中
を
図
ろ
う
と
画
策
す
る
。
こ
の
絶
対
君
主
の
動
き
は
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ

ン
に
始
ま
り
、
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
も
、
そ
れ
に
倣
う
よ
う
に
な
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
こ
の
時
代
に
、
Ｎ
．
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
が
『
君
主
論
』

（Il principe, 1513.

）
を
著
し
て
い
る
。
人
間
は
そ
の
背
後
に
あ
る
力
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
無
秩
序
に
な
り
、
国
家
は
そ
の
背
後

に
強
力
な
権
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
無
政
府
状
態
を
引
き
起
こ
す
。
し
た
が
っ
て
、
強
力
な
権
力
を
統
治
者
に
授
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
権
威
と
権
力
を
併
せ
持
つ
強
権
的
な
絶
対
君
主
の
統
治
形
態
を
賛
美
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
政

治
的
・
軍
事
的
方
途
で
あ
り
、
道
徳
的
・
宗
教
的
方
途
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
宗
教
革
命
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
社

会
的
混
乱
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
政
治
体
制
の
不
安
定
化
は
一
つ
の
思
想
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
Ｊ
．
ボ
ダ

ン
の
思
想
で
あ
る
。
彼
は
『
国
家
論
六
巻
』（L

es six livres de la R
epublique, 1576.

）
を
著
し
、
強
固
な
国
家
と
主
権
の
構
図
を
描
き

二
四
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出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
意
図
は
、
絶
対
君
主
国
家
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
権
威
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

国
家
の
目
的
や
被
治
者
が
な
ぜ
に
国
家
の
主
権
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
の
根
拠
そ
の
も
の
は
こ
れ
ほ
ど
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

成
功
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
一
七
世
紀
近
代
に
お
け
る
社
会
的
価
値
観
の
大
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
思
想
を
と
り
あ
げ
、
権
威
と
権
力
の
問
題
を

見
て
み
よ
う
。
こ
の
社
会
的
価
値
観
の
変
化
で
一
番
重
要
な
の
は
、
権
威
の
所
在
が
神
か
ら
人
間
に
移
り
、
人
間
が
そ
の
原
基
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
Ｔ
．
ホ
ッ
ブ
ス
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
王
権
神
授
説
に
基
づ
く
絶
対
王
制
が

ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
た
。
一
六
二
八
年
「
権
利
の
請
願
」、
一
六
四
九
年
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
」、
一
六
六
〇
年
「
王
政
復
古
」
と
政
治

は
ま
さ
に
激
動
し
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
思
想
は
そ
の
よ
う
な
中
で
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
主
著
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

（L
eviathan, 1651.

）
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
然
状
態
は
戦
争
状
態
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
ご
と
く
、
決
し
て
好
ま
し
い
状
態
で
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
自
然
法
の
発
見
に
よ
る
社
会
契
約
へ
と
階
上
し
、
こ
れ
を
保
持
す
る
た
め
に
、
一
個
人
や
合
議
体
に
絶
対
的
権
力
の
譲
渡
を

す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
こ
れ
が
一
個
人
の
人
格
に
統
合
さ
れ
る
時
に
、「
コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ル
ス
＝
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
の
国
家

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
権
者
が
制
定
さ
れ
れ
ば
、
臣
民
は
絶
対
的
服
従
を
さ
さ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
彼
は
王

政
復
古
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
Ⅱ
世
に
重
用
さ
れ
る
ご
と
く
、
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
の
強
力
な
理
論
的
な
支
持
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
六
八
八
年
「
名
誉
革
命
」
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
Ｊ
．
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
は
、
こ
の
強
力
な
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
の
揺
ら
ぎ
の
中
か

ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
議
会
の
力
を
君
主
制
が
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
自
由
や
独
立
性
要

求
、
人
民
の
宗
教
的
寛
容
の
要
求
な
ど
が
引
き
金
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
議
会
と
の
妥
協
に
よ
る
制
限
君
主
制
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
彼
は
『
市
民
政
府
に
関
す
る
二
つ
の
論
文
』（T

ow
 T
reatises of C

ivil G
overnm

ent, 1690.

）

二
四
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を
著
す
。
彼
に
よ
れ
ば
自
然
状
態
は
、
自
然
法
に
基
づ
き
社
会
性
を
お
び
た
平
和
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
安
定
状
態
で
あ
る

が
ゆ
え
に
約
束
や
契
約
に
よ
っ
て
国
家
を
形
成
し
、
そ
れ
に
権
力
を
委
託
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
委
託
権
力
ゆ
え
に
、
い
つ
で
も
解
除

で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
を
も
っ
て
一
七
世
紀
の
政
治
お
よ
び
政
治
思
想
の
舞
台
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
と
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
世
紀
を
代
表
す
る
近
代
政
治
思
想
家
と
し
て
、
ま
た
前
二
者
と
同
じ
社
会
契
約
論
者
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
Ｊ
．Ｊ
．

ル
ソ
ー
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
主
著
『
社
会
契
約
論
』（D

u contrat socisl, 1762.

）
は
、
現
制
度
の
批
判
と
低
評
価
か
ら
発
禁
処

分
や
、
本
人
に
対
す
る
逮
捕
状
も
で
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
は
完
全
な
理
想
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
自
然
状
態
か
ら
の
脱
却
を
人
間
は
文
明
の
発
達
と
同
時
に
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
契
約
と
い
う
個
人
を
共
同
体
に
全
部

委
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
人
民
の
結
集
さ
れ
た
意
志
、
つ
ま
り
「
一
般
意
志
」
を
想
定
し
、
す
べ
て
の
も
の
が
こ
の
も
と
に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
民
の
意
志
で
あ
る
「
一
般
意
志
」
に
基
づ
く
国
家
も
執
行
体
で
あ
る
政
府
も
人
民
の
も
の
で
あ
る
。

人
民
に
絶
対
主
権
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ス
を
絶
対
主
義
者
と
し
、
ロ
ッ
ク
を
立
憲
主
義
者
と
す
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
急
進
的
な
人
民
主
権
主
義
者
と
な
ろ
う
か
。
同
じ
社

会
契
約
論
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
の
権
威
か
ら
人
間
の
権
威
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
三
者
に
あ
っ
て
、
主
権
の
所
在
、
つ
ま
り
政
治
的

権
威
の
所
在
は
明
確
に
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
17
）

。

最
後
に
第
一
次
大
戦
後
か
ら
、
そ
の
主
張
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
が
団
体
主
権
論
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
入
り
、
社
会
体
制
は
そ

の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
を
創
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
中
間
集
団
の
出
現
と
そ
の
機
能
は
、
決
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
り
、

社
会
的
・
政
治
的
存
在
感
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
は
相
対
的
に
は
国
家
権
力
へ
の
絶
対
性
と
強
大
性
の
否
定
と
つ
な
が
り
、
対
極
に

二
四
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出
現
し
た
集
団
と
そ
の
機
能
の
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
主
権
の
存
在
は
集
団
に
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
っ
た

く
国
民
主
権
と
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
民
主
権
そ
の
も
の
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の
時
代

を
背
景
に
数
多
く
の
多
元
的
政
治
理
論
が
生
ま
れ
る
が
そ
の
思
想
内
容
を
一
律
に
決
定
で
き
な
い
ほ
ど
多
種
で
あ
る
（
18
）

。
そ
の
ル
ー
ツ
に
は

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
Ｌ
．
デ
ュ
ギ
ー
や
ド
イ
ツ
の
Ｏ
．
ギ
ー
ル
ケ
が
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
政
治
的
多
元
主
義
の
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
、
Ｊ
．

Ｎ
．
フ
ィ
ッ
ギ
ス
、
バ
ー
カ
ー
、
ラ
ス
キ
、
Ｇ
．Ｄ
．Ｈ
．
コ
ー
ル
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ａ
．Ｆ
．
ベ
ン
ト
レ
ー
、

Ｍ
．Ｐ
．
フ
ォ
レ
ッ
ト
、
Ｗ
．
リ
ッ
プ
マ
ン
、
Ｄ
．Ｂ
．
ト
ル
ー
マ
ン
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ど
が
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
。
中
で
も
マ
ッ

キ
ー
ヴ
ァ
ー
と
ラ
ス
キ
は
そ
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
（
19
）

。

（
3
）　

政
治
的
権
威
の
様
態

政
治
的
権
威
の
種
類
に
つ
い
て
Ｃ
．Ｅ
．
メ
リ
ア
ム
は
「
ミ
ラ
ン
ダ
と
ク
レ
デ
ン
ダ
」
と
い
う
概
念
（
20
）

で
こ
れ
ら
の
意
識
の
関
係
を
分
類

し
て
い
る
。
ミ
ラ
ン
ダ
と
は
ラ
テ
ン
語
で
は
「
賞
賛
さ
れ
う
る
も
の
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
情
緒
的
、
情
動
的
、
呪
術
的
な
も
の
に
訴

え
て
支
配
者
と
服
従
者
の
意
識
の
関
係
を
形
成
・
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
旗
や
記
念
碑
や
音
楽
な
ど
の
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
を
使
っ

て
行
う
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
に
は
人
的
シ
ン
ボ
ル
と
物
的
シ
ン
ボ
ル
が
あ
り
、
前
者
は
国
家
的
英
雄
や
政
治
指

導
者
と
国
家
権
力
の
偉
大
さ
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
権
力
そ
の
も
の
に
賞
賛
と
崇
拝
が
集
中
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
国
家
的
人
物
を
英
雄
化
す
る
よ
う
な
教
育
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
服
従
者
は
、
い
と
も
簡
単
に
国
家
権
力
に
服
従
と
献
身
を

誓
う
よ
う
な
精
神
構
造
が
培
養
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
物
的
シ
ン
ボ
ル
は
祈
念
堂
、
廟
、
銅
像
な
ど
の
よ
う
に
、
国
家
的
人
物
と
建

築
物
を
結
び
つ
け
た
も
の
や
、
国
民
の
祝
祭
日
、
国
歌
、
国
旗
な
ど
の
具
体
的
か
つ
可
視
的
象
徴
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ミ
ラ
ン
ダ

は
歴
史
的
に
は
独
裁
国
家
は
極
め
て
こ
れ
を
利
用
し
て
き
た
し
、
民
主
国
家
で
あ
ろ
う
と
も
現
在
に
お
い
て
、
特
に
後
者
は
積
極
的
な
活

二
四
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用
が
み
ら
れ
る
。

一
方
ク
レ
デ
ン
ダ
と
は
「
信
条
と
か
信
仰
箇
条
」
の
意
味
が
あ
り
、
理
性
的
、
知
的
、
合
理
的
な
も
の
に
訴
え
、
そ
の
関
係
を
形
成
・

維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
政
治
理
論
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
政
治
体
制
の
潤
滑
油
的
役
割
を
は
た
し
、
価
値
観
の
統
一
や
、
矛
盾
の
解
消
を
理
論
づ
け
、
人
々
を
一
方
方
向
に
導
き
い
れ
る
力

を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
は
こ
の
信
念
体
系
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
安
定
し
た
状
態
に
な
る
。

次
に
政
治
的
権
威
の
存
立
根
拠
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
権
威
は
、
服
従
者
が
内
面
に
お
い
て
正
し
い
と
判
断
し
た
時
に
生
じ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
導
出
は
服
従
者
側
に
ま
ず
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
配
者
側
と
し
て
は
、
服
従
者
側
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
権
威
は
願
っ
た
り
叶
っ
た
り
の
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支
配
を
よ
り
完
璧
な
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
権
力
関
係
の
正
当
性
の
信
念
が
、
支
配
者
と
服
従
者
の
間
に
生
じ
た
場
合
、
権
力
は
権
威
と
な
る
の
で
あ
る
。
Ｍ
． 

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
支
配
の
正
当
性
（
21
）

」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
支
配
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
精
神
的
・
意
識
的
基
盤
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
権
威
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
権
威
に
支
え
ら
れ
た
権
力
関
係
な
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
時
代
や
社
会
の
違
い
か
ら
三
つ
に
分
類

し
た
。
①
カ
リ
ス
マ
的
支
配
と
は
、
支
配
者
個
人
に
よ
る
超
人
間
的
、
超
自
然
的
資
質
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
啓
示
な
ど
に
よ
り
権
威
が
生

じ
、
服
従
者
が
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
が
危
機
的
状
況
に
お
い
て
よ
く
現
れ
、
宗
教
的
教
祖
や
、
軍
事
的
・
政
治
的
英
雄
な
ど
の

支
配
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
②
伝
統
的
支
配
と
は
、
伝
統
や
習
慣
の
神
聖
視
に
よ
り
権
威
を
所
持
し
た
支
配
者
が
そ
の
地
位
に
就
き
、
服
従

者
を
内
面
的
に
支
配
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
支
配
者
自
身
が
、
こ
れ
ら
の
伝
統
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
は
比
較
的
安

定
し
て
い
る
が
、
そ
の
改
革
や
変
革
は
困
難
な
も
の
に
な
る
。
③
合
法
的
支
配
と
は
、
法
規
化
さ
れ
た
秩
序
の
合
法
性
や
、
支
配
者
の
命

令
権
の
合
法
性
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
支
配
・
服
従
の
関
係
で
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
配
を
貫
徹
す
る
と
い
う
も
っ
と
も
近
代
的
な

二
五
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支
配
方
法
と
い
え
る
。
こ
こ
で
の
権
威
ま
た
支
配
の
正
当
性
は
、
支
配
者
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
非
人
格
的
な
客
観
的
な
法
律
や
そ
の
制

度
に
付
随
し
、
前
二
者
に
な
い
形
式
的
な
合
理
性
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
手
法
に
は
権
威
と
正
当
性
の
区
別
に
つ

い
て
問
題
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
22
）

。

（
4
）　

政
治
的
権
威
の
補
強

権
力
は
そ
の
行
使
を
効
率
よ
く
す
る
た
め
に
政
治
的
権
威
を
活
用
し
、
さ
ら
に
政
治
的
権
威
は
「
威
信
」（dignity

）
に
寄
っ
て
補
強
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
威
信
は
権
力
関
係
の
正
当
性
か
ら
生
じ
る
政
治
的
権
威
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
権
威
と
同

じ
よ
う
に
服
従
者
の
側
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
支
配
者
個
人
の
人
格
に
付
随
し
た
価
値
で
、
貴
賎
、
優
劣
、
汚
潔
、

強
弱
、
な
ど
の
尺
度
で
測
ら
れ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
権
威
の
正
当
性
が
確
立
し
て
い
な
い
支
配
・
服
従
関
係
に

お
い
て
も
、
こ
の
威
信
だ
け
に
よ
る
支
配
者
の
支
配
は
可
能
で
あ
り
、
服
従
者
の
認
識
に
多
分
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
こ

の
威
信
だ
け
に
よ
る
支
配
・
服
従
の
関
係
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
支
配
・
服
従
関
係
の
中
心
的
要
素
に
は
な
り
え
な
い
が
、
政
治
的

権
威
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
権
力
に
よ
る
強
制
的
支
配
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
意
義
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
こ

の
威
信
は
支
配
者
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
歴
史
的
遺
物
と
は
い
え
ず
、
時
代
や
文
化
圏
を
超
え
て
存
続
し
て

い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
政
治
的
権
威
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
「
政
治
的
神
話
」（political m

yth

）
が
あ
る
。
こ
れ
も
服
従
者
の
内
面
的
意
識
に
関
す

る
も
の
で
、
威
信
の
場
合
の
個
人
的
な
意
識
と
く
ら
べ
、
服
従
者
が
集
団
で
共
有
す
る
意
識
で
あ
る
。
世
辞
的
権
威
や
威
信
に
物
語
が
つ

け
ば
政
治
的
神
話
と
な
り
う
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
前
二
者
と
違
い
、
支
配
者
に
よ
る
情
報
操
作
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
を
服
従
者

が
強
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
相
乗
関
係
に
あ
る
こ
と
も
特
色
で
あ
る
。
こ
の
神
話
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し

二
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
六
八
）

て
い
る
人
々
に
ま
ず
、
心
理
的
満
足
感
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
、
彼
ら
の
連
帯
感
や
一
体
感
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ

の
契
機
と
な
る
物
語
は
、
古
代
神
話
で
あ
っ
て
も
民
族
的
神
話
で
あ
っ
て
も
何
で
も
よ
い
。
大
事
な
の
は
簡
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
集
団

に
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
優
越
感
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
れ
ば
良
い
。「
ア
ー
リ
ア
ン
民
族
の
優
秀
性
」「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー

ム
」
な
ど
そ
の
国
や
文
化
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
作
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
神
話
は
、
そ
の
集
団
の
価
値
体
系
や
シ

ン
ボ
ル
体
系
ま
で
形
成
し
、
行
動
規
範
に
ま
で
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ま
で
至
れ
ば
社
会
統
合
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
支
配
者
の
政
治
機
能
が
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
政
治
的
神
話
の
限
界
が
来
れ
ば
新
た
に
新
し
い
神
話
を

情
報
操
作
に
よ
り
提
供
し
、
集
団
に
再
生
産
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
政
治
的
神
話
は
集
団
的
意
識
の
上
で
政
治
権
力
を
補
強
し
、
社
会

の
安
定
化
の
機
能
を
果
た
す
。
そ
し
て
、
政
治
的
権
威
や
威
信
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、
支
配
者
に
よ
る
服
従
の
効
率
的
調
達
に
貢
献

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
23
）

。

3
．
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
「
政
治
的
多
元
論
」
に
お
け
る
政
治
的
権
威

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
彼
の
政
治
社
会
学
の
中
で
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ー
、

国
家
、
機
能
集
団
な
ど
新
た
な
概
念
作
り
を
し
て
き
た
彼
に
と
っ
て
、
政
治
的
権
威
の
概
念
作
り
も
重
要
な
作
業
で
あ
っ
た
。
実
証
主
義

的
社
会
学
や
社
会
調
査
主
義
的
社
会
学
を
批
判
し
て
き
た
彼
の
社
会
学
は
、
む
し
ろ
主
意
主
義
的
、
倫
理
主
義
的
社
会
学
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
政
治
的
権
威
の
概
念
も
多
分
に
そ
の
様
相
を
帯
び
て
い
る
が
そ
の
特
色
で
も
あ
る
。
主
要
著
作
の
中
に
は
こ

の
概
念
の
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
九
四
七
年
の
『
政
府
論
』
は
第
二
編
を
権
威
論
に
あ
て
、
そ
の
神
話
と
の
関
係
、
法
と
の

関
係
、
財
産
や
身
分
と
の
関
係
な
ど
を
踏
ま
え
、
か
な
り
緻
密
な
政
治
的
権
威
の
概
念
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
著

二
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作
を
中
心
に
彼
の
政
治
的
権
威
の
考
え
を
探
っ
て
み
た
い
。

（
1
）　
「
多
元
的
国
家
論
」
の
構
図

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
政
治
社
会
論
の
基
底
に
あ
る
も
の
は
、
社
会
秩
序
を
い
か
に
確
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の

尊
厳
を
い
か
に
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
彼
の
主
意
主
義
的
、
倫
理
主
義
的
社
会
学
を
散
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼

の
多
元
的
国
家
論
は
機
能
主
義
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
そ
の
ス
タ
ー
ト
に
は
、
ラ
ス
キ
同
様
に
、
政
治
的
一
元
論
の
克
服

に
あ
り
、
理
想
主
義
的
政
治
哲
学
の
克
服
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ま
た
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ソ
連
、
日
本
な
ど
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
情
勢
に
も
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
列
強
国
は
い
ず
れ
も
そ
の
国
の
国
家
権
力
の
強
大

化
を
は
か
り
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
歴
史
の
悲
劇
に
向
か
っ
て
準
備
を
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
多
元
的
国
家
論
者
の
多
く
は
、
一

方
で
理
想
主
義
的
政
治
哲
学
の
系
譜
に
あ
る
、
ル
ソ
ー
、
Ｇ
．Ｗ
．Ｆ
．
ヘ
ー
ゲ
ル
、
Ｔ
．Ｈ
．
グ
リ
ー
ン
、
Ｂ
．
ボ
ザ
ン
ケ
な
ど
の
国
家

と
社
会
を
区
別
し
な
い
国
家
一
元
論
的
考
え
を
拒
否
し
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
そ
の
政
治
哲
学
の
影
響
の
下
、
機
能
主
義

的
な
政
治
哲
学
の
展
開
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
多
元
主
義
者
や
、
そ
の
代
表
格
で
あ
る
ラ
ス
キ
し
か
り
で
あ
る
。

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、「
国
家
」（state

）
を
「
機
能
集
団
」（association

）
の
一
種
と
し
た
。
こ
の
機
能
集
団
は
、
人
間
が
個
々
に
持

つ
欲
望
と
関
心
を
追
求
し
実
現
す
る
た
め
に
出
現
し
た
機
能
的
団
体
で
あ
り
組
織
体
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
家
族
、
学
校
、
企
業
、
労

働
組
合
、
教
会
、
政
党
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
利
益
を
共
同
に
実
現
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
機
能
集
団

で
あ
る
。
国
家
も
こ
の
機
能
集
団
と
同
一
の
も
の
で
、
そ
の
地
位
は
同
格
で
あ
る
が
、
た
だ
各
人
の
諸
関
心
が
複
合
的
に
結
集
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
機
能
集
団
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
家
や
機
能
集
団
を
存
在
さ
せ
し
め
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

（com
m
unity

）
で
あ
り
、
基
盤
社
会
と
い
う
訳
語
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
は
「
社
会
」（society

）
と
い
う
概
念
で
提
出
さ

二
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れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
概
念
の
提
起
が
ま
た
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
社
会
哲
学
の
大
き
な
特
色
に
も
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
基
盤
社
会
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
住
む
人
々
が
生
活
を
す
る
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
共
同
生
活
が

営
ま
れ
、
相
互
の
利
益
が
達
成
さ
れ
、
共
通
の
目
的
が
明
確
で
、
社
会
的
統
一
体
が
実
現
し
て
い
る
社
会
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
人
々
が
集
団
を
通
じ
て
、
各
々
の
利
益
を
満
た
し
、
共
同
の
感
情
を
満
た
し
、
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
を
条

件
と
し
な
け
れ
ば
、
社
会
生
活
を
幸
福
に
営
む
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
規
模
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
。
農
村
、
都
市
な
ど
の
地
域
社
会
は
そ
の
基
本
形
態
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
拡
大
し
国
民
全

体
を
包
括
す
る
社
会
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
や
社
会
の
変
化
さ
ら
に
社
会
構
成
員
の
欲
望
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
変
化
に
起

因
し
、
一
般
的
に
は
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
は
国
家
や
、
諸
機
能
集
団
を
包
み
込
む
巨
大
な
基
盤
社
会
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
概
念
は
技
術
・
芸
術
・
宗
教
・
音
楽
な
ど
国
際
的
な
諸
機
能
集
団
の
出
現
を
前
提
に

し
な
が
ら
、
国
際
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
現
を
も
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
国
家
が
機
能
集
団
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た

目
的
を
遂
行
す
る
集
団
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
そ
れ
は
領
土
と
い
う
一
定
の
範
囲
内
で
人
々
の
秩

序
を
維
持
し
、
利
害
の
調
整
を
は
か
り
そ
の
基
盤
社
会
の
維
持
お
よ
び
発
展
を
目
的
と
す
る
機
能
集
団
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
基
盤

社
会
に
奉
仕
す
る
団
体
で
あ
る
し
、
こ
の
団
体
の
機
能
な
く
し
て
社
会
の
根
本
た
る
基
盤
社
会
も
安
定
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
機

能
集
団
の
機
能
を
担
保
す
る
も
の
が
、
強
制
力
を
付
与
さ
れ
た
法
的
権
力
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
政
府
」（governm

ent

）
に
そ
れ
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
機
能
実
体
と
し
て
、
ま
た
暫
定
的
代
理
機
関
と
し
て
の
政
府
と
い
う
行
政
機
関

を
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
政
府
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
定
立
さ
れ
た
権
威
と
し
て
の
国
家
の
政
府
は
、

単
純
な
同
質
的
共
同
体
社
会
の
条
件
を
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
の
も
と
に
お
い
て
、
基
本
的
秩
序
の
維
持
に
は
絶
対
必
要
で
あ
る
。
…
…

二
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理
由
は
政
府
な
く
し
て
は
、
利
益
ま
た
は
権
力
に
は
し
る
個
人
の
衝
動
や
利
益
集
団
の
圧
力
お
よ
び
衝
突
が
、
無
防
備
な
る
共
同
社
会
の

合
意
に
よ
っ
て
は
十
分
に
抑
制
で
き
な
い
た
め
に
、
つ
い
に
は
合
意
そ
の
も
の
が
打
破
さ
れ
分
裂
せ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
24
）

」
と
。
た

だ
国
家
は
、
行
政
機
関
と
し
て
の
政
府
よ
り
、
大
き
く
包
括
的
で
あ
る
。
国
家
は
、
組
織
や
法
律
を
も
ち
、
政
府
を
も
設
立
す
る
手
段
も

持
つ
。
さ
ら
に
、
習
慣
や
伝
統
の
よ
う
な
文
化
的
要
素
や
、
な
に
よ
り
も
、
治
者
・
被
治
者
関
係
の
政
治
的
要
素
も
そ
の
構
造
に
お
い
て

持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
が
政
府
と
国
家
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
こ

の
権
力
を
効
率
よ
く
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
政
治
的
権
威
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
権
力
は
人
々
の
心
理
的

承
認
、
つ
ま
り
政
治
的
権
威
を
え
な
け
れ
ば
決
し
て
そ
の
効
果
を
発
揮
で
き
な
い
ば
か
り
か
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
政
治
的
権
威
は
、
そ
の
所
有
者
の
私
的
能
力
な
ど
に
依
存
す
る
の
で
な
く
ま
さ
に
人
々
や
機
能
集
団
の
利
害
調
整
に
い
か
に
貢
献
で

き
る
か
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
利
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家
で
あ
れ
、
諸
機
能
集
団
で
あ
れ
、
最
も
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
集
団
で
あ
れ
、
そ
れ
が

個
々
の
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
開
花
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
の
意
味
の
な
い
社
会
集
団
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
も
発
達
基
準
が
あ
り
、
そ
の
評
価
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
開
花
と
民
主
主
義
の
成
熟
度
に
関
連
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
人
間
精
神
の
活
動
は
、
教
養
、
文
化
、
技
術
な
ど
の
様
々
な
分
野
で
開
花
す
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

の
開
花
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
社
会
に
秩
序
や
安
寧
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
は
か
る
権
力
は

必
ず
や
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
権
力
を
効
率
的
に
行
使
す
る
た
め
の
政
治
的
権
威
は
重
要
な
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
と
っ
て
、
正
義
や
自
由
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
開
花
が
実
現
さ
れ
て
い
る
限
り

に
お
い
て
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
時
代
の
発
展
に
よ
る
社
会
の
複
雑
化
が
、
権
力
や

二
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政
治
的
権
威
の
存
在
意
義
を
益
々
ま
し
て
く
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
25
）

。

（
2
）　

神
話
に
由
来
す
る
政
治
的
権
威

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
社
会
関
係
を
分
析
す
る
際
に
、
一
つ
の
視
点
を
も
ち
こ
む
。
そ
れ
は
い
か
な
る
社
会
関
係
も
神
話
に
よ
り
支
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
│
全
組
織
お
よ
び
社
会
の
存
在
そ
の
も
の
│
が
神
話
に
よ
り
さ
さ
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
が
、
そ
れ
に
相
応
し
た
新
し
い
神
話
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
育
成
さ
れ
て
い
る
（
26
）

」
と
。
そ

し
て
そ
の
中
核
に
は
権
威
の
神
話
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。「
神
話
の
形
態
と
種
類
は
無
限
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
切
の
神
話
構
造
の
中

核
に
権
威
の
神
話
が
横
た
わ
っ
て
い
る
（
27
）

」
と
。
彼
は
、
中
国
の
神
話
し
か
り
ヒ
ン
ズ
ー
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
見
て
も
神
話
体
系
が
構
築
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
直
接
的
、
具
体
的
、
視
覚
的
構
成
さ
れ
た
権
威
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
神
話
に
は
そ
の
時
代

の
水
準
が
あ
る
が
、
ど
の
神
話
を
と
っ
て
も
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
伝
承
や
伝
説
の
構
成
の
中
に
、
そ
れ
が
大
切
に
す
る
価

値
体
系
や
秩
序
体
系
を
権
威
の
力
を
借
り
て
、
表
出
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
承
や
伝
説
に
代
表
さ
れ
る
神
話
は
、
そ
れ
に

伴
う
社
会
的
制
度
の
確
立
を
促
進
し
、
さ
ら
に
儀
式
を
取
り
汲
む
こ
と
に
よ
り
、
他
人
と
排
他
的
か
つ
不
可
侵
的
関
係
を
構
築
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
権
力
制
度
の
ピ
ラ
ッ
ミ
ト
が
で
き
あ
が
る
。
そ
の
背
骨
を
支
え
る
の
が
神
話
に
内
包
さ
れ
た
権
威
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
権
威
は
社
会
的
力
つ
ま
り
、
身
分
や
財
産
の
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
権
力
者
を
し
て
、
集
中
と
安
定
と
い
う
支
配
構

造
の
要
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
、
神
話
を
基
底
に
す
る
制
度
そ
の
も
の
の
分
析
を
通
し
、
そ
れ
が
権
威
を
い
か
に
内
包
し
て
い
る
か
述
べ
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
、
儀
式
に
よ
っ
て
威
を
添
え
ら
れ
よ
う
と
添
え
ら
れ
ま
い
と
、
制
度
を
維
持
す
る
権
威
の
観
念
を
人
々
に
植
え
付
け

る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
（
28
）

」
と
。
し
か
も
、
社
会
制
度
に
絡
め
、
国
家
に
は
特
別
な
権
威
を
認
め
る
発
言
を
し
て
い
る
。「
国
家
は
少
な
く

二
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と
も
形
式
的
意
味
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
の
守
護
者
お
よ
び
支
持
者
で
あ
る
か
ら
、
国
家
権
威
の
力
は
普
遍
的
で
あ
る
（
29
）

」
と
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
紐
解
い
て
も
こ
の
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
権
力
と
権
威
は
未
分
化
で
あ
っ
た
が
、
古

代
ロ
ー
マ
に
な
る
と
そ
の
分
化
が
起
こ
り
、
権
威
の
概
念
が
確
立
し
、
権
威
の
機
能
の
重
要
性
が
増
し
て
く
る
。
元
老
院
と
い
う
制
度
の

中
に
、
権
威
と
権
力
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
分
か
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、
神
の
権
威
が
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
く

る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
合
体
の
中
で
、
こ
の
神
の
権
威
を
社
会
秩
序
と
社
会
制
度
の
形
成
と
維
持
に
お
い
て

重
要
視
し
た
の
が
ア
ク
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
社
会
秩
序
と
社
会
制
度
は
、
世
俗
的
権
力
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
権
威
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
近
代
以
降
に
な
る
と
、
神
の
秩
序
か
ら
人
間
の
秩
序
へ
の
変
化
が
起
こ
り
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
主
権

者
の
権
威
の
強
調
、
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
人
間
個
々
の
内
的
な
権
威
の
強
調
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
全
員
一
致
の
合
意
た
る
「
一
般
意
志
」
の

権
威
の
強
調
な
ど
様
々
な
形
で
、
権
威
の
所
在
の
理
論
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
権
威
の
力
を
借
り
た
、
社
会
秩
序
や
社
会
制
度

の
維
持
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
以
降
に
は
、
人
間
の
知
恵
や
精
神
に
由
来
す
る
、
伝
統
や
法
に
権
威
の
所
在

を
求
め
、
そ
れ
が
権
力
と
の
関
係
で
、
社
会
秩
序
や
社
会
制
度
の
維
持
に
ど
れ
だ
け
の
効
力
が
あ
る
の
か
を
重
視
す
る
考
え
が
で
て
く
る
。

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ど
の
政
治
的
多
元
論
者
な
ど
も
そ
の
系
譜
に
あ
る
の
で
あ
る
。

神
話
に
よ
っ
て
、
社
会
秩
序
や
社
会
制
度
が
形
づ
く
ら
れ
、
そ
れ
が
権
威
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
強
化
さ
れ
て
き
た
か
を
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
権
威
の
形
成
と
崩
壊
の
繰
り
返
し
の
歴
史
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
は
価
値
観
の
変
化
に
由
来
し
、
そ
れ
は
ま
た
人
間
精

神
の
解
放
で
も
あ
る
と
い
う
。「
価
値
の
変
化
を
顕
示
す
る
過
程
で
あ
る
。
古
い
価
値
が
失
わ
れ
る
時
に
は
新
し
い
価
値
が
形
成
の
途
上

に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
ど
ん
な
真
理
を
人
間
精
神
が
発
見
で
き
る
か
と
い
う
探
求
、
知
識
の
領
域
と
と
も
に
価
値
の
領
域
に
お
け

る
自
由
な
る
探
求
に
対
す
る
禁
忌
か
ら
の
人
間
精
神
の
解
放
が
あ
っ
た
（
30
）

」
と
。
近
代
国
家
は
も
ろ
に
こ
の
こ
と
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
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る
。
そ
れ
は
ま
た
歴
史
が
繰
り
返
し
の
ご
と
く
新
し
い
神
話
と
権
威
で
身
固
め
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
に
と
っ
て
変
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
国
家
と
は
「
社
会
・
経
済
的
変
化
の
酵
素
が
よ
り
深
刻
に
作
用
し
た
国
々
、
伝
統
的
権
威
が
よ
り
完
全
な
汚
職
を
蒙
っ
た
国
々

で
は
、
人
民
の
預
言
者
た
ち
は
他
の
目
標
を
夢
見
た
。
統
一
の
文
化
的
基
盤
を
断
念
し
て
、
政
治
・
経
済
的
変
革
に
答
え
を
見
出
し
た
者

も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
経
済
的
領
域
に
手
を
い
れ
、
搾
取
と
相
克
す
る
利
益
を
伴
う
資
本
主
義
を
廃
止
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
何
ら
か
の
集
産

主
義
体
制
に
代
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
裂
を
克
服
し
統
一
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
。
よ
り
原
始
的
な
立
場
を
と
っ
て
、
異
論
の
仮
借
な
き

抑
圧
に
よ
り
古
い
権
威
主
義
を
再
建
し
、
そ
し
て
民
族
の
神
話
を
至
上
の
も
の
に
し
、
す
べ
て
の
交
通
手
段
を
独
占
的
に
支
配
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
大
衆
を
掌
握
し
、
か
つ
社
会
に
す
べ
て
の
機
関
を
独
裁
国
家
の
道
具
に
転
化
し
よ
う
と
欲
し
た
者
も
い
た
。
こ

れ
が
そ
の
す
べ
て
の
形
態
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
方
向
で
あ
っ
た
（
31
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
言
わ
し
め

れ
ば
そ
れ
は
「
そ
の
欠
陥
と
い
う
の
は
、
近
代
文
明
に
固
有
な
、
異
見
を
育
成
す
る
諸
過
程
を
排
斥
し
、
一
致
で
き
な
い
も
の
を
打
破
で

き
う
る
至
上
権
を
専
横
に
も
独
占
し
て
い
る
、
簒
奪
的
で
不
安
定
な
権
力
に
よ
る
以
外
に
権
威
の
源
泉
を
見
出
し
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

…
…
危
機
乃
至
は
絶
望
の
時
期
に
与
え
ら
れ
た
好
機
を
捉
え
て
、
そ
れ
が
い
か
に
成
功
を
か
ち
え
よ
う
と
も
、
永
続
す
る
こ
と
は
期
待
で

き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
宣
布
し
た
神
話
は
性
急
に
発
展
さ
せ
ら
れ
そ
し
て
未
熟
な
ま
ま
に
拡
大
さ
れ
た
。
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
検
証
さ

れ
る
や
空
ろ
な
響
き
を
残
し
た
（
32
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
話
│
権
威
│
社
会
秩
序
の
連
結
の
形
成
の
歴
史
の
一
つ
の
通
過
点
で
も
あ
る

フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
は
、
も
う
繰
り
返
さ
れ
な
い
の
か
、
民
主
国
家
は
磐
石
な
の
か
、
神
話
│
権
威
│
社
会
秩
序
の
連
結
の
解
明
は
、
歴
史

と
国
家
の
本
質
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
る
。

（
3
）　

法
の
遵
守
に
見
出
す
政
治
的
権
威

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
法
の
使
命
に
つ
い
て
「
法
な
く
し
て
は
秩
序
な
く
、
そ
し
て
秩
序
な
く
し
て
人
々
は
行
く
べ
き
と
こ
ろ
を
知
ら

二
五
八



Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察
（
桾
沢
）

（
七
七
五
）

ず
、
な
す
べ
き
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
道
を
見
失
う
。
秩
序
あ
る
関
係
の
体
制
は
一
切
の
水
準
に
お
け
る
人
間
生
活
の
第
一
条
件
で
あ
る
（
33
）

」

と
述
べ
、
法
と
い
う
も
の
の
神
聖
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
原
始
人
に
と
っ
て
法
は
神
聖
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
立
法
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

と
か
の
理
由
で
な
く
超
時
間
的
な
定
め
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
時
代
を
経
て
、
専
制
君
主
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
法
に
は
手

を
出
さ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。「
専
制
君
主
は
法
律
に
は
少
し
も
手
を
だ
さ
な
か
っ
た
。
中
国
と
か
エ
ジ
プ
ト
と
か
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の

典
型
的
な
君
候
は
人
や
事
物
を
思
う
が
ま
ま
扱
っ
た
が
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
法
典
を
代
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
君
候
自
身
が

法
典
を
犯
し
て
も
や
は
り
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
34
）

」
と
。
つ
ま
り
、
支
配
者
の
下
に
法
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
支
配
者
は
法

に
従
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
中
世
の
時
代
ま
で
は
定
説
で
あ
っ
た
。
中
世
の
国
王
や
皇
帝
は
枢
密
院
の
同
意
な
く
し
て
法
を
公
布
も

廃
止
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
枢
密
院
は
共
同
体
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
威
は
共
同
社
会
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
「
法
は
権
威
の
手
綱
で
あ
っ
た
（
35
）

」
と
も
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
期
に
、
王
の
主
権
と
そ
の

権
威
を
支
え
る
と
い
う
政
治
思
想
や
主
権
学
説
が
敷
衍
さ
れ
精
緻
さ
れ
て
く
る
。
法
に
権
威
を
預
け
て
い
た
王
は
、
法
が
も
つ
権
威
を
み

ず
か
ら
負
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
や
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
か
ら
輩
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
彼
ら
の
思
想
に
対
し
て
、
非
常
に
醒
め
た
目
で
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
西
欧
世
界
は
秩
序
の
問
題
に
つ
い
て

の
ホ
ッ
ブ
ス
的
解
決
を
陳
腐
な
ら
し
め
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
変
化
の
過
程
を
経
過
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
全
面
的
譲
渡
か
し
か
ら

ず
ん
ば
混
沌
か
と
い
う
生
硬
な
二
者
択
一
の
論
理
を
排
斥
し
た
。
…
…
人
々
は
も
し
主
権
が
こ
の
多
様
性
を
規
制
も
し
く
は
整
序
し
よ
う

と
試
み
な
け
れ
ば
、
社
会
秩
序
は
か
え
っ
て
一
層
安
定
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
至
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
共
同
社
会
は
多
数
の
紐
帯
に

よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
紐
帯
の
多
く
は
政
治
的
で
な
い
こ
と
、
そ
し
て
人
々
が
か
れ
ら
の
様
々
な
る
忠
誠
を
求
め
る

自
由
は
、
か
れ
ら
の
相
違
を
支
え
る
も
っ
と
大
き
な
統
一
体
に
ま
す
ま
す
強
く
執
着
さ
せ
う
る
と
い
う
こ
と
を
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
学

二
五
九
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ん
だ
（
36
）

」
と
。

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
こ
こ
で
、
人
々
が
な
ぜ
法
を
遵
奉
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
権
威
の
所
在

を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
問
い
は
、
人
々
は
な
ぜ
法
を
遵
奉
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
彼

は
Ｗ
．
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
『
法
の
神
聖
』
か
ら
引
用
し
て
、「
一
つ
は
法
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
源
泉
の
正
統
性
、
換
言
す
れ
ば
天
命
す
な

わ
ち
、
天
賦
の
権
利
た
る
と
臣
民
と
の
契
約
的
一
致
た
る
と
を
問
わ
ず
、
法
制
度
の
権
威
に
帰
せ
ら
れ
る
正
義
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
内

容
の
合
理
性
、
換
言
す
れ
ば
法
自
体
の
内
在
的
価
値
、
わ
れ
わ
れ
が
指
示
も
し
く
は
抱
懐
す
る
価
値
体
系
に
対
す
る
そ
の
寄
与
で
あ
る
（
37
）

」

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
正
義
と
価
値
体
系
は
一
致
し
区
別
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
政
治
的
権
威
が
創
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
正
義
や
価
値
観
を
互
い
違
え
る
複
数
の
法
が
想
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
国
家
の
法
と
対
立
さ
れ
た
法
が
想
定
さ
れ
た

時
で
も
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
法
の
遵
奉
は
義
務
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ス
キ
が
あ
く
ま
で
も
個
人
に
立
脚
し

て
そ
の
正
当
性
を
個
人
に
置
き
論
を
立
て
る
の
に
対
し
て
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
大
き
な
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
秩
序
を
前
提
と
し
た

論
の
立
て
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
両
者
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
て
も
う
一
つ
の
問
い
は
、
な
ぜ
人
々
は
実
際
に

法
を
遵
奉
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
政
治
的
権
威
を
明
ら
か
に
す
る
問
い
で
も
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
こ
の
問

い
に
対
し
て
は
、
集
団
心
理
学
的
考
察
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
少
な
く
と
も
法
の
源
泉
に
あ
る
正
義
で
も
な
け
れ
ば
、
制

裁
や
脅
し
や
、
ホ
ッ
ブ
ス
が
い
う
「
結
果
の
恐
怖
」
か
ら
で
も
説
明
で
き
な
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。「
法
の
遵
奉
は
一
つ
の
習
慣
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
法
は
習
慣
の
力
以
外
に
遵
奉
を
か
ち
と
る
力
を
も
た
な
い
』

と
い
っ
た
。
習
慣
は
社
会
的
条
件
の
全
体
に
対
応
し
て
い
る
。
人
々
が
遵
奉
す
る
の
は
彼
が
社
会
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

│
あ
る
い

は
諸
君
が
こ
の
方
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
か
れ
ら
の
社
会
の
習
慣
で
訓
練
さ
れ
教
化
さ
れ
た
社
会
化
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
（
38
）

」

二
六
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と
。
そ
し
て
、「
法
の
遵
守
は
社
会
秩
序
の
全
天
空
に
実
際
の
状
態
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
39
）

」
と
い
い
、

「
ど
ん
な
社
会
で
あ
れ
人
々
を
社
会
に
結
合
す
る
す
べ
て
の
紐
帯
、
そ
の
現
実
に
関
し
て
彼
ら
の
社
会
に
依
存
す
る
全
て
の
希
望
が
、

人
々
に
法
の
遵
守
の
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
40
）

」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
の
演
繹
的
解
釈
を
も
っ
て

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
政
治
的
権
威
の
概
念
を
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
非
常
に
抽
象
的
で
か
つ

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
論
理
を
み
て
と
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
理
想
論
的
か
つ
目
的
論
的
国
家
像
を
次
の
引
用
か
ら

描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
法
の
遵
守
の
精
神
は
社
会
的
存
在
の
自
由
な
る
対
応
性
に
依
存
す
る
が
故
に
、
近
代
国
家
は
一
切
の

実
際
的
手
段
に
よ
っ
て
、
市
民
的
諸
権
利
の
真
正
な
る
平
等
を
す
べ
て
の
そ
の
集
団
に
及
ぼ
し
、
そ
し
て
ど
ん
な
教
義
で
あ
れ
そ
の
教
義

が
他
の
集
団
の
市
民
的
諸
権
利
を
攻
撃
す
る
時
は
別
と
し
て
、
教
義
の
自
由
を
奪
う
べ
き
で
な
く
、
そ
し
て
同
時
に
で
き
る
限
り
、
よ
り

大
き
な
共
同
社
会
の
中
に
お
い
て
い
か
な
る
集
団
で
あ
れ
集
団
を
し
て
相
容
れ
な
い
と
か
、
無
権
利
だ
と
か
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
障
壁
や

差
別
待
遇
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
41
）

」
と
。

（
4
）　

権
力
・
財
産
・
身
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
政
治
的
権
威

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
権
威
と
権
力
の
違
い
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
権
威
は
し
ば
し
ば
現
実
の
権
力
と
し
て
、
す
な

わ
ち
自
由
に
服
従
さ
せ
う
る
力
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（
42
）

」
と
。
こ
れ
は
権
威
と
権
力
の
関
係
に
つ
い
て
一
般
的
な
考
え
で
あ
り
、
特
段
注
目

に
値
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
続
け
て
「
財
産
は
、
物
を
処
分
す
る
そ
の
権
利
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
権
力
の

意
味
と
、
身
分
の
意
味
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
身
分
は
権
力
を
与
え
、
そ
し
て
権
力
は
財
産
を
あ
た
え
る
（
43
）

」
と
い
う
時
に
、
権
威
の

フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
権
力
、
財
産
、
身
分
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
関
連
の
中
で
権
威
論
を
構
築
す
る
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
特
色
を
見
る
の
で

あ
る
。

二
六
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と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
権
力
は
、
権
威
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が

権
威
者
と
い
う
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
権
利
を
持
つ
個
人
ま
た
は
団
体
を
意
味
す
る
。
…
…
強
調
符
は
権
力
で
は
な
く
、
主
と
し

て
権
力
の
上
に
あ
る
。
権
力
だ
け
で
は
、
正
統
性
も
、
命
令
も
職
務
も
も
た
な
い
。
最
も
残
忍
な
暴
君
で
さ
え
権
威
を
見
に
ま
と
え
な
け

れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
（
44
）

」
と
。
権
力
と
権
威
は
単
独
で
は
効
果
を
発
揮
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
権
力
よ
り
も
権
威
を
重
視
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
権
威
を
も
た
な
い
権
力
は
そ
の
効
力
を
発
揮
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の
例
を
提
供
す

る
こ
と
で
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。「
ガ
ン
ジ
ー
が
権
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
彼
が
権
威
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
権
力
は
お
の
ず
か

ら
権
威
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
権
力
は
権
威
を
も
っ
て
任
ず
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
成
功
す
る
程
度
は
多
く
の
事
柄
に
依
存
す
る
。
ま

た
、
身
分
は
そ
れ
だ
け
で
権
威
で
は
な
い
（
45
）

」
と
。
し
た
が
っ
て
政
府
の
権
力
は
、
政
府
の
権
威
を
背
景
に
そ
の
効
力
を
最
大
限
は
っ
き
で

き
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
権
威
の
多
元
的
存
在
を
主
張
す
る
。
各
集
団
に
あ
っ
て
は
「
権
威
は
そ
の
種
類
に
よ
っ
て

各
集
団
各
領
域
に
存
在
す
る
。
宗
教
、
教
育
、
実
業
、
科
学
、
芸
術
上
の
権
威
が
あ
る
。
一
切
の
組
織
内
に
権
威
が
あ
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
ど
ん
な
機
能
も
遂
行
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
46
）

」
と
。
ま
た
人
に
も
存
在
す
る
と
い
っ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
人
の
言
葉
が
他
の
人

に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
な
ら
そ
の
人
を
一
般
に
権
威
者
と
い
う
。
か
く
し
て
人
は
、
神
の
性
質
に
つ
き
、
天
体
物
理
に
つ
き
、
楔
形
文
字
の
碑

文
に
つ
き
、
バ
ン
ト
ゥ
語
に
つ
き
、
ブ
リ
ッ
ジ
遊
び
に
つ
い
て
等
々
無
限
に
権
威
者
た
り
え
よ
う
（
47
）

」
と
。
し
か
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
権

威
者
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
権
威
者
と
は
決
定
を
行
い
か
つ
社
会
組
織
の
何
ら
か
の
体
制
も
し
く
は
領
域
内
に
お
い
て
広
く

行
き
渡
っ
て
い
る
秩
序
を
維
持
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
個
人
乃
至
集
合
体
で
あ
る
（
48
）

」
と
。
こ
こ
で
、
こ
の
権
威
の
由
来
に
ま
で
言
及

し
、
そ
れ
が
社
会
に
よ
っ
て
権
威
者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
社
会
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
そ

れ
は
、
社
会
を
構
成
す
る
人
々
す
べ
て
で
あ
り
、
主
権
者
た
る
市
民
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
集
合
し
た
有
機
的
統
一
体
と
い
う
こ
と

二
六
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に
な
る
。
さ
て
権
威
を
基
に
発
動
さ
れ
る
政
治
権
力
と
は
何
か
を
見
て
み
た
い
。
彼
は
社
会
的
権
力
と
し
て
、
官
僚
の
権
力
、
技
術
者
な

ど
の
専
門
家
の
権
力
、
組
織
の
長
の
管
理
的
・
執
行
的
権
力
、
さ
ら
に
、
威
信
を
生
じ
し
め
る
と
こ
ろ
の
俳
優
や
オ
ペ
ラ
歌
手
、
小
説
家

や
評
論
家
な
ど
の
芸
術
家
の
権
力
、
マ
ス
コ
ミ
の
権
力
も
あ
る
意
味
で
財
産
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
権
力
は
特
別
な
性
質
を
持

つ
も
の
と
し
て
い
る
。「
政
府
の
権
力
は
数
あ
る
権
力
の
中
の
一
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
府
の
み
が
直
接
的
強
制
力
を
行
使
す
る
究
極

的
権
利
を
も
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
形
式
上
最
高
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
権
利
行
使
に
限
界
と
地
位
と
を
割

り
当
て
る
。
し
か
し
こ
の
所
説
は
、
も
し
政
府
自
身
が
社
会
の
被
造
物
で
あ
り
、
そ
し
て
他
の
権
力
中
心
の
牽
制
と
圧
力
と
を
受
け
る
と

い
う
さ
ら
に
進
ん
だ
所
説
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
完
全
と
は
い
え
な
い
（
49
）

」
と
。
こ
こ
で
、
政
府
の
権
力
は
形
式
的
に
は
最
高
で
あ
る

が
、
他
の
権
力
の
牽
制
や
圧
力
を
受
け
る
と
い
う
前
提
を
条
件
づ
け
て
い
る
の
で
る
。
つ
ま
り
、
な
に
も
政
府
の
権
力
だ
け
が
唯
一
絶
対

で
は
な
く
、
集
団
で
あ
れ
、
個
人
で
あ
れ
様
々
は
権
力
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
多
様
性
が
共
同
社
会
の
な
か
で
実
現
し
、

平
等
と
権
利
の
拡
大
可
能
性
が
開
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
さ
ら
に
歴
史
的
観
点
か
ら
、
権
力
構
造
を
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
そ
の
構
造
を
分
析
し
な
が
ら
、
政
治
的

権
威
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
の
で
見
て
み
た
い
。
最
初
は
、
カ
ー
ス
ト
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
、
身
分
が
固
定

し
、
上
下
の
階
層
の
移
動
は
皆
無
で
、
し
た
が
っ
て
君
主
た
る
地
位
は
絶
対
で
永
続
的
で
あ
る
。
次
に
寡
頭
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
封
建
制
の
後
期
ぐ
ら
い
に
現
れ
る
制
度
で
、
少
数
者
の
支
配
集
団
や
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
集
団
が
現
れ
、
権
力
の
階
層
も
い
く
ら
か

緩
み
、
上
下
の
流
動
性
が
出
て
く
る
社
会
で
あ
る
。
最
後
は
民
主
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
権
力
の
境
界
線
は

す
べ
て
可
動
的
に
な
り
、
世
襲
的
な
優
位
性
は
重
ん
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
能
力
や
幸
運
に
恵
ま
れ
れ
ば
誰
し
も
が
権
力
へ
の
上
昇
過
程
を

望
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
ピ
ラ
ッ
ミ
ト
は
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
い
わ
く
、
あ
く
ま
で
理
念
型
で
あ
り
、
現
代
に
実
現
し
て
い

二
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る
も
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
欧
米
諸
国
が
そ
の
形
態
を
暗
示
せ
し
め
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、
権
力
と
身
分
と
財
産
の
関
係
が
社
会
制
度
に
お
け
る
階
層
性
に
結
実
し
つ
つ
も
、
社
会
秩
序
の
維
持
の
観
点
か
ら
、
恒
常
性

を
保
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
権
力
の
支
配
機
能
が
政
府
活
動
を
担
保
さ
れ
、
そ
れ
を
支
え
る
政
治
的
権
威
の
形
成
・
維
持
が

重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
こ
こ
で
、
身
分
・
財
産
・
権
力
が
ど
の
よ
う
に
政
府
を
介
し
、
政
治
的
権
威
を
形
成
し
て
く
る
の
か
、
さ
ら
に
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー

の
見
解
を
見
て
み
た
い
。
彼
は
身
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
身
分
は
お
そ
ら
く
社
会
と
と
も
に
、
人
間
と
と
も
に
古
く

か
ら
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
こ
の
意
味
で
、『
生
来
平
等
』
で
は
な
い
。
…
…
多
く
の
種
類
の
不
平
等
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在

し
か
つ
発
展
し
、
そ
れ
ら
と
身
分
の
相
違
と
が
一
致
す
る
傾
向
が
あ
る
（
50
）

」
と
。
し
か
し
、
こ
の
不
平
等
の
身
分
こ
そ
が
や
が
て
階
級
を
作

り
出
し
政
府
と
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
理
論
を
待
つ
ま
で
も
な
く
支
配
階
級
は
そ
の
政
治

的
権
力
を
政
治
的
権
威
の
威
を
借
り
て
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
財
産
に
あ
っ
て
は
ど
う
か
、
こ
れ
も
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
政

府
が
作
り
出
す
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。「
一
切
の
政
府
組
織
は
そ
れ
に
相
応
す
る
財
産
制
度
を
維
持
す
る
。
…
…
こ
の
事
実
は
政
府
の

存
在
そ
の
も
の
に
固
有
で
あ
る
。
財
産
権
は
法
律
上
の
権
利
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
政
府
に
依
存
す
る
。
財
産
権
は
専
ら
政
府

が
承
認
し
か
つ
保
護
す
る
が
故
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
（
51
）

」
と
。
そ
し
て
こ
の
財
産
を
所
有
す
る
権
利
は
そ
れ
を
保
つ
政
府
の
政
治
的
権
力

や
政
治
的
権
威
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
支
配
者
階
級
は
、
主
に
財
産
所
有
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
富
は
支
配
の
原
因
で
も
あ
り
、
支
配
の
結
果
か
ら
生
じ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
支
配
者
は
、
政
治
的
権
威
を
背
景
に
、

た
だ
単
に
経
済
的
利
益
団
体
を
代
表
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
、
国
家
全
体
に
関
心
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
身
分
や
財
産

の
保
持
を
ど
う
す
る
か
、
そ
の
た
め
の
社
会
的
承
認
を
ど
う
得
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二
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彼
は
歴
史
的
な
政
治
体
制
に
お
け
る
財
産
所
有
と
政
治
的
権
威
の
関
係
に
つ
い
て
、
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
、
寡
頭
制
国
家
で
あ
る
。「
階
級
に
制
縛
さ
れ
た
寡
頭
制
国
家
に
お
い
て
、
君
主
国
家
の
よ
り
古
い
形
態
に
お
い
て
、
お
よ
び
古
代

世
界
の
王
朝
や
帝
国
に
お
い
て
、
財
産
の
所
有
は
事
実
上
支
配
階
級
の
特
権
で
あ
る
。
財
産
は
圧
倒
的
に
土
地
財
産
で
あ
る
。
経
済
的
所

有
と
政
治
的
権
威
と
は
融
合
し
て
し
ば
し
ば
ほ
と
ん
ど
区
別
し
得
な
か
っ
た
（
52
）

」
と
。
次
に
、
寡
頭
政
治
が
変
化
し
た
民
主
国
家
で
あ
る
。

「
民
主
政
治
の
方
向
に
動
い
た
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
財
産
と
政
治
的
権
威
の
間
に
は
あ
る
程
度
の
分
離
が
起
こ
っ
た
。
支
配
階
級
の

排
他
的
特
権
を
制
限
ま
た
破
壊
す
る
こ
と
、
あ
る
程
度
ま
で
他
階
級
の
代
表
制
を
導
入
す
る
こ
と
、
何
ら
か
の
方
法
で
権
威
の
基
礎
を
拡

大
す
る
こ
と
は
、
無
所
有
者
階
級
ま
た
は
少
な
く
と
も
小
所
有
者
階
級
が
、
そ
の
程
度
ま
で
は
政
治
的
権
威
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味

し
た
（
53
）

」
と
。
最
後
に
、
民
主
国
家
に
対
峙
す
る
形
で
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
制
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
制
度
は
珍
し
く
も
私
有

財
産
に
対
し
、
政
府
の
領
域
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
役
割
も
認
め
な
い
。
…
…
人
を
支
配
す
る
権
力
そ
れ
故
に
政
府
を
支
配
す
る
権
力
を

人
に
与
え
る
よ
う
な
私
的
所
有
の
諸
形
態
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
。
…
…
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
で
は
収
入
に
著
し
い
相
違
が
あ
り
、
そ
し
て

や
は
り
よ
り
高
額
の
所
得
に
は
身
分
に
近
づ
く
機
会
が
伴
う
と
は
本
当
で
あ
る
（
54
）

」
と
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
実
現
し

た
こ
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
制
は
一
見
私
有
財
産
制
度
を
破
棄
し
た
か
に
見
え
る
が
、
現
実
は
そ
の
反
対
で
堅
牢
に
維
持
さ
れ
、
新
し
い
所
有
形

態
が
そ
の
現
実
に
対
し
て
幻
惑
の
作
用
を
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
。
政
府
形
態
の
一
面
の
変
化
だ
け
で
は
決
し
て
明
ら
か
に
な
ら

な
い
権
力
・
身
分
・
財
産
の
三
位
一
体
が
、
政
府
の
活
動
を
通
し
て
、
政
治
的
権
威
を
し
っ
か
り
と
形
成
・
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

二
六
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4
．
ラ
ス
キ
の
「
多
元
的
国
家
論
」
に
お
け
る
政
治
的
権
威

ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
政
治
的
権
威
の
問
題
は
、
多
元
的
国
家
論
構
想
の
う
え
で
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
政
治
的
権

威
の
位
置
づ
け
が
多
元
的
国
家
論
の
特
色
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
権
威
に
関
し
て
は
、
彼
の
初
期
の
業
績
で
あ

る
「
主
権
三
部
作
」
に
そ
の
片
鱗
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
展
開
が
見
ら
れ
る
の
は
彼
の
思
想
遍
歴
の
二
期
目
に
当
た
る
多
元
的
国

家
論
完
成
期
で
あ
る
。
多
元
的
国
家
論
は
、
一
九
二
五
年
の
ラ
ス
キ
の
『
政
治
学
大
綱
』
と
い
う
著
作
の
中
で
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

政
治
的
権
威
に
つ
い
て
も
こ
の
著
の
七
章
の
全
体
の
紙
面
を
割
く
ほ
ど
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
国
家
論
の
政
治
的
権
威
の
位
置
づ

け
と
ど
こ
が
相
違
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
し
か
た
で
論
を
展
開
し
て
い
る
の
か
見
て
み
た
い
。
ま
ず
は
彼
の
「
多
元
的

国
家
論
」
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

（
1
）　
「
多
元
的
国
家
論
」
の
構
想

ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
の
概
略
を
ま
ず
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
国
家
論
構
築
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
多
元
主
義
（
メ
ー
ト
ラ
ン

ド　

フ
ィ
ッ
ギ
ス　

バ
ー
カ
ー
）
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
（
グ
リ
ー
ン　

ボ
ザ
ン
ケ
）
の
国
家
が
主
権
と
言
う
最
高
絶

対
的
権
力
を
持
つ
と
い
う
一
元
的
国
家
論
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
、
国
家
主
権
思
想
を
次
の
三
点
に
お
い
て

批
判
す
る
。
第
一
は
、
今
日
の
主
権
国
家
の
起
源
は
、
一
六
世
紀
の
宗
教
的
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
世
俗
的
権
力
を
優
位
に
位
置
づ
け

る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
、
今
日
い
く
た
び
か
の
市
民
革
命
を
経
る
こ
と
に
よ
り
妥
当
性
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第

二
は
主
権
国
家
に
お
け
る
法
理
論
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
無
制
限
な
法
的
権
力
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
今
日
不
可
能
で
、
法
的

権
力
の
背
後
に
も
選
挙
民
の
意
志
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
。
第
三
に
主
権
国
家
の
政
治
組
織
論
に
お
い
て
、
こ
れ

二
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は
紛
争
解
決
の
た
め
単
一
中
心
的
権
力
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
無
数
に
存
在
す
る
目
的
団
体
も
「
国
家
」（state

）
に
優
る

と
も
劣
ら
な
い
主
権
者
で
あ
る
か
ら
、
国
家
が
成
員
の
忠
誠
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
今
日
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
多
元
主
義
者
と
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
者
の
両
方
に
共
通
す
る
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
目
的
論
的
国
家
論
、

つ
ま
り＜

あ
る
国
家＞
よ
り＜

あ
る
べ
き
国
家＞

を
構
想
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
多
元
的
国
家
論
の
導
出
に
あ
た
り
、
人
間
の

本
質
規
定
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
彼
は
、
人
間
と
は
い
ろ
い
ろ
な
衝
動
の
束
が
一
緒
に
行
動
し
て
全
人
格
を
な
し
て
い
る

も
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
無
数
の
衝
動
が
あ
り
、
そ
れ
が
満
足
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
例
え
ば
学
校
で
学
び
た
い
と
い
う
衝
動

も
あ
る
だ
ろ
う
。
教
会
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
た
い
と
い
う
衝
動
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
「
諸
集
群
」

（associations

）
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
社
会
善
」（social good

）
な
る
も
の
は
、
衝
動
の
作
用

が
満
足
な
活
動
を
産
み
出
し
、
我
々
の
本
質
が
到
達
す
る
統
一
の
中
に
あ
る
時
、
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
国
家
の
存

在
理
由
と
し
て
の
国
家
の
機
能
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
機
能
と
は
、
諸
衝
動
が
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
諸
集
群
を
作
っ

た
時
、
そ
の
諸
集
群
を
調
整
す
る
機
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
集
群
の
権
力
は
、
国
家
の
権
力
と
同
じ
く
独
自
完
全
で
あ
り
、
ま
た
そ
う

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
権
力
の
機
能
、
対
象
、

範
囲
、
様
態
は
、
国
家
と
諸
集
群
に
お
い
て
は
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
権
力
そ
の
も
の
の
本
源
性
や
完
全
性
に
お
い
て
は
同
等
で
あ
る
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
家
は
諸
集
群
と
同
等
な
権
力
を
も
っ
て
し
て
、
調
整
機
能
は
可
能
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
ス
キ
は
、
国

家
と
諸
集
群
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
三
点
あ
げ
、
そ
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
第
一
に
国
家
は
強
制
的
加
入
団
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
。

第
二
に
国
家
は
領
土
的
団
体
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
国
家
は
、
消
費
者
の
一
般
的
利
益
の
保
護
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

二
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こ
れ
ら
の
点
を
あ
げ
、
国
家
を
諸
集
群
と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
に
の
み
優
越
的
権
力
、
つ
ま
り
法
的
権
力
を
帰
属
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
国
家
の
諸
集
群
に
対
す
る
相
対
的
優
位
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ

く
ま
で
も
個
人
の
「
最
善
の
自
己
実
現
」（realized his best self

）
を
可
能
に
す
る
権
利
が
、
共
同
体
に
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り

で
あ
り
、
厳
格
な
監
視
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
こ
そ
は
国
家
に
先
立
っ
て
あ
る
も
の
で
、
こ
の

権
利
を
保
障
し
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
国
家
の
正
当
性
で
あ
り
存
在
理
由
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
個
人
の
権
利
は
、
個
人
の
「
最
善

の
自
己
実
現
」
を
す
る
目
的
的
団
体
に
も
同
様
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
国
家
は
つ
ね
に
個
人
や
目
的
的
団
体
の
権
利

が
保
障
し
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
活
動
の
た
め
の
条
件
を
整
え
、
こ
れ
ら
の
団
体
を
調
整
す
る
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
家
の
目
的
そ
の
も
の
も
、
最
大
規
模
に
お
い
て
国
民
の
福
祉
を
実
現
す
る
も
の
で
、
人
間
活
動
の
全
領
域
を
包

括
し
た
り
統
一
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
国
家
と
「
社
会
」（society

）
は
同
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
の
中
に
国

家
や
諸
集
群
が
共
存
し
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
と
諸
集
群
の
目
的
も
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
一
面
を
目
的
に
し
て
い
る
こ
と

に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ラ
ス
キ
が
国
家
と
「
政
府
」（governm

ent
）
を
厳
密
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ

う
。
国
家
の
目
的
や
機
能
は
実
際
に
は
政
府
に
よ
っ
て
実
行
に
移
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
明
確
な
相
違
を
見
て
取
る
。
あ
く
ま
で
も
政

府
は
人
間
の
集
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
集
ま
っ
た
執
行
機
関
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
集
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
誘
惑
に
も

弱
く
、
間
違
い
も
犯
し
や
す
く
、
遭
遇
す
る
経
験
も
様
々
な
人
間
集
団
な
の
で
あ
る
。
政
府
が
国
家
の
目
的
の
実
現
に
如
何
に
奉
仕
で
き

る
か
問
題
に
な
る
。
特
殊
で
不
完
全
な
政
府
と
い
う
人
間
集
団
が
、
社
会
全
体
の
善
を
目
指
す
国
家
に
如
何
に
近
づ
け
る
の
か
、
そ
の
営

為
努
力
の
過
程
を
ラ
ス
キ
は
重
視
す
る
。
こ
こ
に
ラ
ス
キ
の
目
的
論
的
多
元
的
国
家
論
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
55
）

。
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経
験
の
総
合
と
し
て
の
政
治
的
権
威

ラ
ス
キ
は
国
家
と
諸
集
群
を
区
別
し
て
前
者
に
条
件
付
の
優
越
的
権
力
を
与
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
権
力
を
法
的
根

拠
に
基
づ
き
行
使
す
る
団
体
と
し
て
の
政
府
の
存
在
も
認
め
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
一
般
に
国
家
は
政
府
で
あ
る

こ
と
、
後
者
の
決
定
は
強
行
さ
れ
る
決
定
で
あ
る
こ
と
、
…
…
そ
れ
で
問
題
は
政
府
の
権
威
の
検
討
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
政
府
と
は
何

か
の
検
討
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
近
代
の
社
会
的
諸
関
連
で
は
政
府
は
何
で
あ
り
う
る
の
か
の
検
討
に
も
な
る
（
56
）

」
と
。
政
府
の
権
力
の

背
後
に
は
政
治
的
権
威
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
被
支
配
者
側
の
「
経
験
」（experience

）
の
総
合
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
国
家
乃
至
政
府
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
権
威
で
は
決
し
て
な
い
と
い
っ
て
い
る
。「
彼
ら
の
権
力
が
、
そ
の
行
使
で
影
響
さ

れ
る
全
て
の
人
々
の
経
験
か
ら
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
彼
ら
の
権
威
は
、
そ
う
い
う
経
験
の
総
合
に
権
威

が
成
功
す
る
限
度
は
限
定
さ
れ
る
（
57
）

」
と
。
こ
こ
で
彼
は
「
同
意
」（consent

）
と
い
う
概
念
を
提
起
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
代
表
者
を
選

ぶ
こ
と
に
よ
る
同
意
で
も
、
立
法
に
賛
成
す
る
同
意
で
も
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
必
要
感
と
一
体
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
無
知

に
よ
っ
て
強
制
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
積
極
的
な
同
意
も
あ
る
。
同
意
の
環
境
は
決
し
て
静
止
的
で
は
な
く
、
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
験
も
個
人
に
よ
っ
て
違
う
わ
け
だ
か
ら
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
本
当

の
同
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
参
加
と
経
験
を
担
保
に
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。「
同
意
が
真
実
の
も
の
で
あ
る
た
め
に

は
、
各
々
が
自
己
の
経
験
か
ら
作
る
解
釈
が
得
ら
れ
た
解
決
に
対
し
て
平
等
の
妥
当
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
全
て
の
者
が

利
害
を
確
保
す
る
過
程
に
参
加
し
て
利
害
を
守
り
う
る
時
だ
け
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
排
他
性
を
超
え
て
前
進
し
う
る
（
58
）

」
と
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
政
治
的
権
威
は
同
意
を
基
礎
に
成
立
し
う
る
が
、
そ
の
根
拠
は
個
人
の
同
意
と
い
う
極
め
て
個
人
的
で
あ
り
、
経
験
的
で
あ
り
、
流

動
的
で
あ
る
個
人
の
意
思
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
、
一
般
的
、
先
験
的
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

二
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さ
ら
に
、
政
治
的
権
威
に
関
与
す
る
も
の
で
、
ま
た
制
度
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
「
権
利
」（right

）
を
重
要
視
し
て
い

る
。「
経
験
」
に
よ
る
「
同
意
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
も
何
よ
り
も
人
々
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
そ
れ
が
機
能
し
な
け
れ
ば
政
治
的
権
威

は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
を
是
認
し
な
い
政
治
的
権
威
は
正
当
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。「
市
民
は
そ
れ
（
権
利
）
な
し
に
、

十
分
な
表
明
手
段
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
ら
だ
。
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
権
利
を
是
認
も
せ
ず
操
作
も
し
な
い
権
威
は
決
し
て
正

当
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
59
）

」
と
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
権
威
の
問
題
の
核
心
は
、
そ
の
政
治
的
権
威
が
市
民
の
忠
誠
を
ど
の

く
ら
い
獲
得
で
き
る
か
、
さ
ら
に
そ
の
可
能
性
の
極
大
化
を
発
見
で
き
る
か
に
掛
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、

ラ
ス
キ
の
政
治
的
権
威
の
考
え
が
、
旧
来
の
政
治
的
権
威
の
考
え
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
古
典
理
論
の
対
象
と

し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
や
ル
ソ
ー
を
あ
げ
そ
の
批
判
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
確
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
古
典
理
論
の
仮
定
に
よ
る
と
、
最

終
的
に
統
一
す
る
権
威
は
統
一
す
る
が
ゆ
え
に
至
高
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ホ
ッ
ブ
ス
は
雄
健
な
措
辞
で
社
会

内
に
お
け
る
集
群
（associations

）
は
『
人
間
の
内
臓
に
お
け
る
回
虫
の
ご
と
く
で
』
あ
る
と
の
根
拠
か
ら
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と

を
拒
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
国
家
へ
の
忠
誠
を
減
損
せ
し
め
、
か
く
し
て
国
家
の
決
定
が
受
諾
さ
せ
る
の
を
脅
か
す
も
の
で
あ
っ

た
。
ル
ソ
ー
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
団
体
（corporations

）
と
は
、
国
家
の
福
祉
を
左
右
す
る
全
体
意
志
の
上
位
に

お
け
る
私
的
意
志
の
介
在
を
意
味
し
た
（
60
）

」
と
。
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
民
主
政
治
は
、
民
主
政
治
へ
の
過
程
へ
市
民
が
ど
れ
く
ら
い
参
加
で
き

る
か
に
あ
る
。
国
家
の
意
志
は
、
当
然
に
も
国
家
の
意
欲
に
影
響
さ
れ
る
個
々
の
国
民
の
意
志
を
も
っ
て
合
成
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
国
家
の
意
志
は
ま
ず
も
っ
て
、
目
的
で
あ
る
と
同
様
機
能
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
ざ
る

を
え
ぬ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
我
々
は
国
家
の
性
質
を
、
国
家
が
か
く
あ
る
と
自
称
す
る
と
こ
ろ
か
ら
で
な
く
、
人
々
の
生
活
の
日
常
の
内

容
へ
国
家
が
な
す
と
こ
ろ
か
ら
、
推
論
し
な
く
て
は
な
ら
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
（
61
）

」
と
。

二
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こ
こ
に
我
々
は
ラ
ス
キ
政
治
的
権
威
論
の
一
つ
の
特
色
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
国
家
と
い
う
よ
う
な
何
か
あ
る
も

の
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
に
必
然
的
に
付
帯
す
る
も
の
で
も
な
く
、
政
治
過
程
で
実
現
さ
れ
る
非
普
遍

性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
変
質
や
崩
壊
可
能
性
が
い
つ
で
も
あ
り
、
そ
の
出
自
と
結
果
は
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
同
意
が

前
提
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
権
利
の
保
障
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
同
意
の
意
志
た
る
や
、
経
験
に
導
か
れ
る
も
の
と
し
て
い

る
。
国
家
意
志
の
普
遍
性
や
永
続
性
を
否
定
し
、
国
家
と
集
群
を
根
源
的
に
は
同
列
に
扱
い
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
相
違
こ
そ
認
め
る
が
、

そ
の
本
質
に
は
相
違
は
な
い
と
す
る
彼
の
多
元
的
国
家
論
の
特
色
で
あ
る
機
能
論
的
要
素
が
こ
こ
で
も
み
て
と
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

彼
が
「
私
は
二
つ
の
結
論
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
第
一
は
私
自
身
へ
の
権
威
の
要
求
が
合
法
的
で
あ
る
度
合
は
、
権
威
の

要
請
の
道
徳
的
緊
急
性
に
比
例
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
は
権
威
の
要
求
が
極
大
で
あ
り
う
る
よ
う
、
権
威
の
決
定
が
私
自
身
の
経
験
か
ら

密
接
に
織
り
出
さ
れ
た
経
験
へ
密
接
に
織
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
（
62
）

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
政
治
的
権
威
を
経

験
則
か
ら
制
御
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
の
論
理
の
弱
点
を
内
包
し
つ
つ
も
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

（
3
）　

連
立
的
な
も
の
と
し
て
の
政
治
的
権
威

次
に
ラ
ス
キ
が
社
会
構
成
を
個
人
主
義
的
世
界
観
・
多
元
的
世
界
観
も
っ
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
連
立
的
な
も
の
と
し
て
の
政
治
的
権
威

を
主
張
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
彼
の
個
人
主
義
的
世
界
観
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。「
我
々
は
部
分
的
に
の
み
仲
間
と

共
に
あ
り
、
部
分
的
に
の
み
彼
ら
と
分
か
れ
て
い
る
│
そ
し
て
終
局
的
に
統
一
へ
と
縮
小
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
│
と
い
う
意
識
な
し
に
は
、

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
ん
な
に
不
安
で
あ
っ
て
も
我
々
の
孤
立
は
結
局
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
深
大
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
世
界
を
、
そ
の
内
部
で
我
々
が
文
字
で
あ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
一
部
分
だ
け
我
々
の
会
得

す
る
意
味
を
伝
え
る
象
徴
の
個
別
的
系
列
と
し
て
、
我
々
に
見
せ
し
め
る
の
で
あ
る
（
63
）

」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

二
七
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に
近
い
ほ
ど
に
ラ
ス
キ
の
個
人
主
義
的
世
界
観
が
う
か
が
え
る
。
世
界
の
理
解
に
お
い
て
、
人
間
世
界
を
ま
っ
た
く
モ
ナ
ド
的
に
空
中
分

解
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
か
と
い
っ
て
有
機
的
連
携
と
し
て
捉
え
る
の
で
な
く
、
そ
の
中
の
わ
ず
か
な
片
鱗
し
か
人

間
が
人
間
を
理
解
で
き
な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
は
個
々
の
不
完
全
な
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
絶
え
間
な
い
経
験
に
よ
っ
て
立
つ
人
間
精
神
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
こ
そ
が
社
会
的
行
為
、
つ
ま
り
忠
誠
や
同

意
の
根
源
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
及
す
れ
ば
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
他
人
と
の
相
違
や
隔
離
を
持
っ
て
不
調
和
を
招
く
こ
と

は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
々
の
不
完
全
な
人
間
精
神
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
こ
と
で
あ
り
、
最
初
か
ら
統
一
や
調
和
を
前

提
と
す
る
社
会
観
や
世
界
観
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
与
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
彼
の
多
元
的
世
界
観
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
我
々
が
社
会
的
事
実
の
世
界

で
遭
遇
す
る
統
一
は
決
し
て
完
全
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
我
々
が
み
な
、
同
一
な
も
の
と
し
て
記
述
し
う
る
目
的
を
追
求
し
て
い
る
時
、

そ
の
目
的
は
た
だ
の
記
述
の
中
に
あ
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
私
に
と
っ
て
善
の
生
活
は
君
に
と
っ
て
の
善
き
生
活
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ

は
む
し
ろ
似
て
い
る
。
秩
序
整
然
た
る
社
会
で
は
そ
れ
は
社
会
平
和
を
有
効
と
す
る
に
足
る
ほ
ど
似
て
い
る
。
だ
が
相
似
は
同
一
を
も
た

ら
さ
な
い
。
我
々
の
欲
す
る
も
の
は
相
互
に
一
緒
に
な
っ
て
流
れ
出
な
い
。
我
々
の
遭
遇
す
る
も
の
は
多
元
的
で
あ
っ
て
一
元
的
で
は
な

い
。
相
違
が
と
に
か
く
結
合
へ
と
強
制
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
平
面
は
ど
こ
に
も
な
い
（
64
）

」
と
。
ま
た
「
私
と
他
人
と
の
間
に
願
望
の
十
分
な

一
致
は
ど
こ
に
も
な
い
。
私
自
身
が
発
見
す
る
必
要
へ
の
協
同
は
、
ジ
ェ
ィ
ム
ズ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
性
質
に
お
い
て
連
立
的
で
あ
っ

て
帝
国
的
で
は
な
い
。
私
が
求
め
る
も
の
は
私
自
身
が
見
失
わ
れ
る
積
極
的
意
向
の
中
核
で
は
な
く
て
、
明
確
に
私
自
身
で
あ
る
も
の
を

私
自
身
が
寄
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
中
核
の
意
思
で
あ
る
（
65
）

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ラ
ス
キ
の
多
元
的
国
家
論
導
出
へ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
、
世
界
の
多
元
性
、
社
会
の
多
元
性
、
人
間
そ
の
も
の
の
多
元
性
の
主
張
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
社
会
構
成
の
問

二
七
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題
を
考
え
れ
ば
、
個
│
群
│
国
家
の
関
係
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
彼
に
よ
れ
ば
社
会
構
造
は
、
個
│
群
│
国
家
の
相
互
関
連
で
あ
る
と

捉
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ラ
ス
キ
が
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
個
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
少
し
長
い
が
引
用
し

て
お
こ
う
。「
社
会
組
織
の
構
造
は
、
適
切
で
あ
る
た
め
に
は
、
連
立
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
雛
形
の
内
包
す
る
も
の
は
、
私
自

信
と
国
家
や
私
の
群
と
国
家
で
は
な
く
、
全
て
こ
れ
ら
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
で
あ
る
。
…
…
私
の
忠
誠
を
求
め
る
国
家
は
、
そ
う
す
る

こ
と
で
、
私
の
属
す
る
教
会
・
労
働
組
合
・
仲
間
関
係
の
全
て
の
多
様
性
に
対
す
る
私
の
関
係
を
変
え
つ
つ
あ
る
の
だ
。
国
家
は
そ
の
変

更
を
確
実
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
に
要
求
す
る
調
節
が
私
の
満
足
を
増
大
す
る
こ
と
を
私
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

…
…
国
家
は
自
分
の
要
求
は
善
の
純
粋
な
相
互
的
増
大
を
現
す
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
善
と
は
他
に
と
っ
て
善
で
あ

る
と
同
様
、
私
に
と
っ
て
の
善
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
私
自
身
が
参
加
す
る
と
感
じ
る
協
同
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
の
側
の
無
感

覚
の
容
認
の
み
な
ら
ず
、
私
の
最
善
の
自
己
の
増
大
す
る
実
現
を
私
に
実
験
さ
せ
う
る
反
応
を
、
誘
出
す
る
善
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

う
い
う
実
現
は
、
何
に
も
ま
し
て
、
私
自
身
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
66
）

」
と
。
次
に
個
と
群
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
こ
の
群
生
活
の
多
種
多
様
さ
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
政
党　

教
会　

労
働
組
合　

使
用
者
教
会　

友
誼
的
団
体　

ゴ
ル
フ

ク
ラ
ブ　

フ
ラ
ン
ス
学
会　

演
劇
協
会
は
社
会
組
織
の
中
に
お
け
る
群
の
位
置
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
が
個
人
の
忠
誠
を
吸
収
し

つ
く
さ
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
個
人
は
諸
群
│
そ
れ
ら
へ
の
経
験
は
彼
を
呼
ぶ
│
と
の
接
触
と
い
う
外
方
へ
向
か
う
線
が
放
射
す

る
中
核
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
群
は
ほ
と
ん
ど
全
的
に
、
彼
の
友
人
を
機
会
や
経
歴
の
選
択
を
決
定
し
、
彼
が
少
々
お
ず
お
ず
と
ま
た
気
迷

い
な
が
ら
、
目
標
へ
と
進
み
行
く
道
路
を
人
生
に
打
ち
こ
む
。
…
…
そ
れ
ら
は
熟
慮
の
後
選
ば
れ
た
路
で
あ
る
か
ら
し
ば
し
ば
大
い
に
彼

（
集
群
）
に
は
特
別
の
正
当
性
が
あ
り
、
彼
が
切
実
に
感
じ
明
白
に
気
易
く
思
う
伝
統
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
が
彼
の
存

在
の
根
元
に
発
す
る
忠
誠
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
彼
が
自
身
を
見
出
す
感
じ
を
彼
に
与
え
、
人
格
の
調
和
を

二
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達
成
す
る
に
極
め
て
貴
重
な
要
因
で
あ
る
自
己
認
識
の
力
を
彼
に
与
え
る
（
67
）

。」
と
。

こ
こ
で
個
は
権
利
の
保
障
の
上
に
、
経
験
に
も
と
づ
く
同
意
を
成
し
遂
げ
る
社
会
の
最
小
単
位
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し

か
し
そ
の
個
は
、
直
ち
に
集
群
を
作
り
、
広
大
な
一
元
体
に
育
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
部
分
的
な
や
り
方
で
し
か
社
会
と
関
わ

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
個
は
経
験
の
過
程
を
経
て
、
忠
誠
へ
の
体
系
へ
と
導
か
れ
、
集
群
の
権
威
や
国
家
の
権
威
に
た
ど
り
着

く
が
、
権
威
と
は
元
々
は
個
人
の
精
神
と
そ
の
内
部
に
育
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
、
集
群
、
国
家
に
は
平
衡
に
権
威

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
初
発
に
個
が
あ
り
そ
の
権
威
が
あ
ら
ゆ
る
権
威
の
原
基
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
個

の
責
任
は
重
い
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
個
、
集
軍
、
国
家
の
連
立
は
相
互
関
連
な
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
な

権
威
や
普
遍
的
な
権
威
を
保
持
し
て
い
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
権
威
は
危
う
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
い

つ
で
も
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
4
）　

法
に
内
在
す
る
政
治
的
権
威

さ
て
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
権
威
は
各
集
群
に
多
在
す
る
も
の
で
、
集
群
の
数
だ
け
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
国
家
の
権
威
は
そ
の

中
で
も
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
を
作
り
、
利
害
を
調
整
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
権
威
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
立
法
過
程
で
生
じ
て
く
る
代
表
者
の
政
治
的
権
威
で
あ
り
、
彼
ら
が
調
整
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
る
政
治
的
権
威
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
前
者
は
形
式
的
権
威
で
あ
り
、
後
者
は
機
能
的
権
威
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
権
威
は
他
の
集
群
に
な
い
も

の
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
は
法
を
社
会
平
和
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
は
十
分
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
価
値
の
認
識
は
、
た
だ
単
に
作
成
さ
れ
た
法
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
経
験
や
生
活
に
照
ら
し
判
断
を
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
が
個
人
に
と
り
合
法
と
し
て
機
能
す
る
に
は
、
そ
の
先
験
的
根
拠
か
ら
で
は
な
く
、
道
徳
的
秩
序
を
い
か
に
反
映

二
七
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し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
を
見
る
眼
差
し
は
、
そ
の
維
持
を
前
提
と
す
る
の
で
な
く
、

そ
の
結
果
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
権
利
そ
の
も
の
が
最
良
に
発
揮
さ
れ
、
そ
の
地
位
と
是
認
が
保
障
さ
れ
た
状

態
が
道
徳
的
秩
序
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
の
側
に
判
断
材
料
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
判
断
材
料
を
担
う
も
の
が
個
人
の
経
験
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
終
局
に
は
法
の
真
の
作
成
者
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
市
民
の
経
験
と
は
、
こ
れ
を
他
の
語
で
い
え
ば

法
の
真
の
作
成
者
で
あ
る
。
市
民
が
経
験
に
照
ら
し
て
真
実
を
思
う
こ
と
は
市
民
に
と
っ
て
権
威
が
あ
る
（
68
）

」
と
。
こ
れ
は
法
と
い
う
も
そ

れ
自
体
に
先
験
的
な
固
定
的
な
状
態
で
の
権
威
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
経
験
や
権
利
に
根
源
的
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
い
つ
い
か
よ
う
な
時
に
も
可
変
可
能
な
権
威
と
な
る
。
個
々
に
ラ
ス
キ
の
法
の
一
般
的
権
威
に
対
す
る
明
確
な
ス
タ
ン

ス
が
見
て
取
れ
る
。

さ
て
、
立
法
過
程
で
生
じ
て
く
る
代
表
者
の
政
治
的
権
威
と
は
何
か
。
国
家
が
法
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
人
間
で

あ
る
代
行
者
が
作
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
彼
ら
の
経
験
の
う
ち
に
内
在
す
る
意
志
に
よ
る
も
の
だ
が
、
彼
ら
の
欲
望
を
実
現
す
る
こ
と
に

は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
者
の
意
志
を
介
在
し
な
い
で
他
者
の
意
志
と
等
し
い
と
認
識
し
て
、
法
を
作
成
す
れ
ば
、
強
制
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
権
威
は
生
じ
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
立
法
過
程
で
生
じ
る
法
の
政
治
的
権
威
は
、
作
成
者
た
ち
の
意
志
が
、
国
民
の

個
々
の
意
思
を
介
在
し
、
そ
の
こ
と
が
継
続
的
に
実
行
さ
れ
て
い
る
時
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
、
動
的
で
あ
り
可
塑
的
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
民
の
個
々
の
意
識
と
認
知
の
契
機
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
権
威
は
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
次
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
彼
ら
（
法
を
作
る
代
表
者
）
の
権
威
は
発
生
の
あ
る
確
定
瞬
間
に
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
政
治

の
過
程
の
各
段
階
で
我
々
自
身
の
活
動
を
織
り
込
ん
で
継
続
的
に
我
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
を
、
我
々
が
知
る
時
だ
け
で
あ
る
。
こ

う
い
う
活
動
は
我
々
が
知
る
欲
望
を
現
し
て
い
る
。
け
だ
し
我
々
だ
け
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
さ
も
な
い
限
り
権
威
は
、

二
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我
々
自
身
の
存
在
と
い
う
土
壌
の
中
に
深
く
根
を
張
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
69
）

」
と
。
こ
の
点
か
ら
、
立
法
に
た
ず
さ
わ
る
代
表
者
の
問
題
が

出
て
く
る
。
確
か
に
代
表
を
ど
う
選
ぶ
か
と
い
う
問
題
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
選
ぶ
側
に
す
れ
ば
選
ば
れ
た
人
が
彼
ら
の
要
望
を
ど
れ

だ
け
取
り
入
れ
て
く
れ
る
か
は
未
知
数
で
あ
り
、
賭
け
で
も
あ
る
。
こ
の
不
可
知
が
、
選
ば
れ
た
側
の
見
解
と
選
ん
だ
人
の
要
望
と
の
隙

間
を
前
提
に
こ
と
を
進
め
る
要
因
と
も
な
る
。
ラ
ス
キ
の
現
実
政
治
に
対
す
る
覚
め
た
見
方
が
次
の
言
葉
に
見
て
取
れ
る
。「
大
多
数
の

人
々
の
知
恵
が
中
央
立
法
部
の
代
表
者
に
利
用
可
能
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
選
ぶ
人
々
が
そ
う
い
う
知
恵
と
は
何
か
を
い
え
な
い

場
合
が
実
に
多
く
、
選
ば
れ
る
人
々
が
私
利
や
愚
鈍
の
た
め
に
、
出
現
し
て
い
る
知
恵
を
解
釈
し
え
な
い
場
合
も
ま
れ
で
は
な
い
。
私
の

意
志
と
私
の
経
験
と
が
何
か
神
秘
的
な
形
で
私
の
代
表
の
意
思
と
経
験
と
の
中
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
我
々
日
常
身
辺
の

あ
ら
ゆ
る
事
実
で
否
認
さ
れ
て
い
る
（
70
）

」
と
。
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
で
は
益
々
そ
れ
が
進
行
し
、
人
々
の
要
望
を
実
現
す
る
機
会

が
奪
わ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
や
む
を
得
ざ
る
こ
と
だ
と
も
い
う
。
つ
ま
り
、
様
々
な
問
題
を
近
代
国
家
は
扱
わ
ざ

る
を
得
ず
、
し
か
も
時
間
的
制
約
を
条
件
と
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
利
害
代
表
を
的
確
に
選
ぶ
こ
と
が
ほ
ぼ
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と

い
っ
て
い
る
。
選
ぶ
側
の
意
志
が
選
ば
れ
る
側
の
意
志
に
重
な
り
、
具
現
化
し
た
立
法
に
こ
そ
政
治
的
権
威
が
発
生
し
う
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
政
治
的
権
威
の
危
機
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
た
政
治
的
権
威
が
不
変
的
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
状
況
の
な
か
で
安
泰
を
維
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
ス
キ
の
政
治
的
権
威
論
の
特

色
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
正
当
な
方
法
で
選
ば
れ
た
代
表
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
政
治
的
権
威
は
可
変
的
で
あ
り
、
絶
対
的
で

は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
可
変
的
政
治
的
権
威
の
大
き
な
機
動
力
と
な
る
の
が
、
個
人
で
あ
り
、
集
群
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ラ
ス
キ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
普
通
の
市
民
が
希
望
し
う
る
直
接
権
力
の
す
べ
て
は
、
ま
ず
調
整
権
威
の
交
代
を
定
期

的
に
求
め
る
機
会
で
あ
り
、
次
に
そ
の
期
間
内
に
こ
の
権
威
団
体
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
る
よ
う
な
群
│
彼
は
そ
の
部
分
で
あ
る
│
を
利
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用
す
る
機
会
で
あ
る
（
71
）

」
と
。

最
後
に
、
法
の
調
整
機
能
に
お
け
る
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
法
の
根
源
的
機
能
は
調
整
機
能
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
法
は
そ
の
機
能
を
生
命
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
じ
る
政
治
的
権
威
も
そ
の
機
能
の
と
も
に
生
命
を
一
に
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
調
整
機
能
が
う
ま
く
働
く
に
は
、
①
立
法
に
携
わ
る
成
員
の
性
格
や
能
力
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
②
こ
の
調
整
団
体
が
な

し
う
る
事
の
抑
制
作
用
と
し
て
、
自
ら
の
限
界
を
規
程
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
③
こ
の
調
整
団
体
の
情
報
力
の
駆
使
が

い
か
に
行
わ
れ
る
か
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
調
整
機
能
が
う
ま
く
機
能
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
権
威
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
に
も
政
治
的
権
威
の
可
変
性
や
非
永
続
性
の
考
え
が
み
て
と
れ
る
。
そ
も
そ
も
法
に
よ
る
調
整
機
能
は
経
験
に
基
づ
き
調
整
機
能
が
望

ま
れ
る
と
い
う
将
来
目
標
か
ら
作
業
す
る
場
合
と
、
調
整
機
能
団
体
の
解
決
が
必
要
に
な
っ
て
は
じ
め
て
作
業
す
る
場
合
が
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
調
整
機
能
団
体
の
能
力
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
の
一
つ
の
視
点
は
人
民
自
身
が
、
自
分
で
こ
と
を
な
す
と
い
う
こ
と

を
認
識
さ
せ
、
彼
ら
の
自
ら
の
組
織
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
人
民
の
た
め
に
事
を
な
す
唯
一
の
道
は
人
民
自
身
で
事
を
成
す
よ

う
に
し
む
け
る
こ
と
だ
。
あ
る
位
置
の
外
部
の
者
に
そ
の
責
任
を
感
じ
せ
し
め
る
に
は
、
内
部
の
者
と
と
も
に
進
む
べ
き
決
心
を
彼
ら
に

さ
せ
る
し
か
な
い
（
72
）

」
と
い
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
そ
こ
に
組
織
化
さ
れ
た
団
体
を
ど
う
働
か
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
「
い
ま
下
院
で
私
的
な
法
案
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
公
的
な
法
案
の
た
め
に
し
か
も
整
然
と
系
統
的
に

な
す
体
系
が
必
要
な
の
だ
。
つ
ま
り
調
整
権
威
の
諸
関
係
を
そ
れ
に
影
響
さ
れ
る
群
に
交
織
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
て
後

初
め
て
、
そ
の
群
は
我
々
の
到
達
す
る
決
定
へ
参
加
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
だ
（
73
）

。」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
調
整
機
能
団
体
が

そ
の
政
治
的
権
威
を
保
持
で
き
る
の
は
、
国
民
を
出
自
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
集
群
を
活
用
し
た
意
思
決
定
を
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
命
は
国
民
や
集
群
に
帰
属
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
七
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
九
四
）

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
法
は
単
に
国
家
の
意
志
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
述
べ
て
き
た
法
の
持
つ
政
治
的
権
威

か
ら
国
家
の
意
志
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
国
家
の
意
志
の
存
在
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
権

威
こ
そ
は
、
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
、
集
群
同
士
の
交
織
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
安
定
か
つ
可
変
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
ラ
ス
キ
が
、
国
家
が
頂
点
と
な
っ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
型
と
し
て
の
社
会
を
否
定
し
、
個
人

が
こ
の
社
会
を
通
し
て
価
値
を
み
つ
け
だ
し
、
そ
の
価
値
を
法
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
の
意
義
を
個
人
が
認
め
る
の
で
あ
る
。
法

に
内
在
す
る
政
治
的
権
威
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

5
．
む
す
び
に
か
え
て

先
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
類
似
点
と
相
違
点
を
若
干
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
が
、
社
会

学
者
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
基
に
、
国
家
や
政
府
の
在
り
方
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

ラ
ス
キ
は
、
国
家
の
在
り
方
を
直
に
論
じ
新
し
い
国
家
像
を
論
理
化
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
を

前
提
に
し
て
、
政
治
的
権
威
に
つ
い
て
両
者
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
小
括
を
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
政
治
的
権
威
の
存
在
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
め
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
政
治
的
権
威
と
神
話
と
の
結
び
つ
き

を
考
察
し
、
歴
史
的
存
在
と
そ
の
効
用
の
観
点
か
ら
、
ど
の
時
代
で
も
必
要
で
あ
っ
た
し
、
む
し
ろ
重
要
な
政
治
上
の
位
置
づ
け
が
あ
っ

た
と
す
る
。
し
か
し
、
ラ
ス
キ
に
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
政
治
的
権
威
は
存
在
せ
ず
、
個
々
人
の
経
験
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も
の

で
、
極
め
て
流
動
的
で
あ
り
、
極
め
て
短
命
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
個
々
人
の
同
意
を
も
と
に
は
じ
め
て
成
立
し
、

そ
の
効
果
が
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
々
の
同
意
は
気
ま
ま
で
あ
り
、
け
っ
し
て
永
続
的
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
認
識
に
立
っ
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て
い
る
。
政
治
的
権
威
の
命
は
、
そ
の
道
徳
的
緊
急
性
を
保
持
し
て
い
る
か
、
ま
た
個
々
の
経
験
や
諸
集
群
同
士
が
ど
の
く
ら
い
交
織
し

て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
74
）

。

次
に
政
治
的
権
威
の
付
帯
要
因
で
あ
る
が
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
政
治
的
権
威
を
形
成
す
る
も
の
の
要
因
と
し
て
身
分
・
財
産
・
権
力

を
あ
げ
歴
史
的
な
考
察
の
中
か
ら
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
近
代
国
家
成
立
以
前
に
は

こ
の
こ
と
は
明
確
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
皮
肉
な
こ
と
に
私
有
財
産
を
名
目
上
放
棄
し
た
と
さ
れ
る
共
産
主
義
国
家
で
あ
っ
て

も
財
産
と
政
治
的
権
威
の
密
接
な
関
係
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
見
解
に

納
得
い
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ラ
ス
キ
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
付
帯
要
因
に
つ
い
て
重
視
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
彼
の
個
人
主
義
的
世

界
観
を
見
て
と
れ
る
。
人
間
は
絶
え
間
な
い
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
精
神
が
成
り
立
ち
、
社
会
的
行
為
と
し
て
の
忠
誠
や
同
意
に
基
づ
く
政

治
的
権
威
は
そ
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
付
帯
要
因
は
あ
ま
り
重
要
視
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か

ら
連
立
的
な
も
の
と
し
て
の
政
治
的
権
威
と
い
う
考
え
が
で
て
く
る
。
つ
ま
り
国
家
で
あ
れ
、
集
群
で
あ
れ
権
威
は
平
衡
で
あ
り
、
経
験

を
育
ん
だ
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
帰
属
す
る
権
威
を
ど
う
判
断
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ラ
ス
キ
の
目
的
論
的
・

理
想
論
的
思
考
様
式
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

最
後
に
両
者
が
法
と
政
治
的
権
威
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
た
の
か
見
て
み
よ
う
。
両
者
と
も
法
の
存
在
と
そ
の
政
治
的
権
威
の
関

連
に
関
し
て
は
注
視
し
て
い
る
。
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
つ
は
人
々
が
法
を
遵
奉
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
は

じ
め
る
。
そ
れ
は
法
制
度
の
権
威
に
帰
せ
ら
れ
る
正
義
や
内
在
的
価
値
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
な
ぜ

人
々
が
法
を
遵
奉
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
習
慣
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
人
々
を
社
会
の
習
慣
で
訓
練
さ
れ
た
社
会
的
存

在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
見
解
で
あ
る
（
75
）

。
ラ
ス
キ
は
法
そ
の
も
の
に
、
先
験
的
に
政
治
的
権
威
を
認
め
て
い
る
わ
け
で

二
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は
な
い
。
法
に
は
そ
れ
を
作
成
す
る
も
の
の
権
威
と
そ
れ
を
執
行
す
る
も
の
と
の
権
威
が
あ
り
区
別
を
し
て
い
る
。
両
者
と
も
完
璧
で
は

な
く
、
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。
法
が
政
治
的
権
威
を
付
随
す
る
の
は
、
個
人
の
経
験
に
照
ら
し
合
法
で
あ
る
と
認

識
す
る
、
つ
ま
り
道
徳
的
秩
序
を
い
か
に
反
映
し
て
い
る
か
の
個
人
の
認
識
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
権
威
は
、
個
人
の
経

験
や
権
利
に
由
来
し
、
可
変
可
能
な
政
治
的
権
威
と
な
る
の
で
あ
る
。

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
政
治
的
多
元
主
義
者
と
し
て
、
ラ
ス
キ
は
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
政
治
的
多
元
主
義
者
と

し
て
そ
の
時
代
背
景
の
な
か
で
学
派
を
形
成
し
て
き
た
。
当
然
そ
の
共
通
点
も
多
く
あ
る
。
し
か
し
方
法
論
の
違
い
を
若
干
述
べ
て
お
き

た
い
。
両
者
と
も
国
家
一
元
論
の
批
判
を
持
っ
て
ス
タ
ー
ト
を
す
る
が
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
国
家
の
上
に
さ
ら
に
存
在
す
る
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
彼
の
理
論
の
中
核
に
な
り
、
そ
こ
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
こ
そ
が
人
間
の
自
律
的
存
在
を
約
束
す
る
価
値
基
準
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
ど
う
実
現
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
に
社
会
哲
学
者
と
し
て
の
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
一
面
を
見
る
の
で
あ
り
、
政
治
的
現
象
に
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
的
権
威
の
問
題
で
い
え
ば
、
国
家
に
付
帯
す
る
政
治
的
権

威
は
そ
れ
を
包
み
込
む
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
中
で
の
社
会
秩
序
と
道
徳
的
基
盤
が
維
持
さ
れ
る
か
ら
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
一
方
ラ
ス
キ
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
を
包
み
込
む
よ
う
な
も
の
は
考
え
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
「
社
会
」
と
い
う
概
念
を
想
定

し
て
い
る
が
あ
ま
り
論
究
の
対
象
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
彼
の
す
べ
て
の
理
論
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
個
人
の
意

志
の
尊
重
、
つ
ま
り
個
人
の
自
由
の
尊
重
と
そ
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
権
利
、
権
力
、
正
義
、
正
当
性
と
い
う
彼
の
概
念
の
使
用

は
、
政
治
現
象
の
な
か
で
の
個
人
の
自
由
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
多
元
的
国
家
論
も
個
人
の
自
由
が
い
か
に
保
障
さ
れ
る
の
か
ら

出
発
し
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
彼
の
政
治
理
論
は
機
能
的
で
あ
り
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
理
想
論
的
側
面
や

二
八
〇



Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察
（
桾
沢
）

（
七
九
七
）

目
的
論
的
側
面
を
持
つ
ラ
ス
キ
の
理
論
は
、
個
人
の
自
由
の
実
現
を
基
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
多
元
的
国
家
論
そ
の
壮

大
な
構
想
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
（
76
）

。

注（
1
） 

Ｓ
．
ミ
ル
グ
ラ
ム
に
よ
り
な
さ
れ
た
実
験
で
、
人
間
が
い
か
に
権
威
に
弱
く
、
そ
れ
が
状
況
に
よ
り
予
想
を
こ
え
て
残
虐
に
な
る
こ
と
を
証
明

し
た
も
の
で
あ
る
。
状
況
設
定
は
、
研
究
者
、
教
師
、
生
徒
、
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
機
械
で
あ
る
。
教
師
役
は
被
験
者
と
し
て
男
女
、
職
業
等

に
関
係
な
く
応
募
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
研
究
者
と
生
徒
役
は
実
験
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
連
携
し
て
お
り
、
電
気
シ
ョ
ッ
ク
の
機
械
も
イ
ン

チ
キ
も
の
で
あ
る
。
研
究
者
が
教
師
役
に
生
徒
役
が
問
題
を
間
違
え
る
た
び
に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
強
く
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
と
生
徒
役
の
中
止
の

懇
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
六
五
％
の
人
が
最
大
の
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
実
験
結
果
か
ら
わ
か
っ
た
。
人
間
は
い
か
に
権
威
に
弱
く
、

想
像
も
し
な
い
残
虐
な
行
為
に
誰
し
も
が
加
担
す
る
と
い
う
実
験
で
あ
る
。（
Ｒ
．Ｂ
．
チ
ャ
ル
デ
ィ
ー
ニ
著　

社
会
行
動
研
究
会
訳
『
影
響
力
の
武

器
』
誠
信
書
房
、
一
九
九
五
年
、
二
四
九
〜
五
七
頁
。）

（
2
） 

矢
島
杜
夫
著
『
権
威
と
自
由
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
年
、
五
〜
八
九
頁
。

（
3
） 

近
年
の
寺
島
俊
穂
論
文
は
権
威
と
権
力
の
関
係
、
権
威
の
歴
史
的
考
察
、
権
威
の
政
治
的
機
能
な
ど
か
ら
権
威
概
念
を
再
考
し
、
い
ま
ま
で
あ

ま
り
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
権
威
と
自
由
の
更
な
る
論
究
を
提
起
し
て
い
る
。（
同
著
「
権
威
」
古
賀
敬
太
編
著
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開
』
第
四

巻　

晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
九
三
〜
一
二
二
頁
。）

（
4
） 

主
権
概
念
は
、
そ
の
概
念
付
け
に
お
い
て
困
難
な
問
題
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
や
そ
の
思
想
家
に
よ
っ
て
も
異
な
る
見
解
が
あ
る
と
い

う
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
主
権
の
帰
属
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
主
権
概
念
に
は
一
般
的
に
は
二
つ
の
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
国
家
の
意
志
に
よ
り
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
最
高
・
独
立
・
絶
対
的
統
治
権
力
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
は
国
家
に
お
け
る
政
治
の
あ
り
方
を
最
終
的
に
決
め
る
権
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
視
点
か
ら
、
主
権
論
を
紐
解
く
と
、
い
く
つ
か
に
整

理
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
①
君
主
主
権
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
六
世
紀
ご
ろ
、
Ｊ
．
ボ
ダ
ン
な
ど
が
主
張
し
た
考
え
で
あ
る
が
、
宗
教
的

二
八
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
九
八
）

混
乱
を
原
因
と
す
る
社
会
的
・
政
治
的
混
乱
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
思
想
で
、
君
主
に
主
権
を
帰
属
さ
せ
、
そ
の
絶
対
性
と
不
可
侵
性
を
強
く
主

張
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
②
国
民
主
権
論
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
考
え
で
、
近
代
以
降
第
三
階
級
と
し
て
成

長
し
て
き
た
人
民
に
そ
の
帰
属
を
も
と
め
、
国
家
乃
至
政
府
が
権
力
行
使
を
認
め
る
も
、
そ
の
権
力
行
使
は
あ
く
ま
で
も
人
民
の
主
権
に
基
づ
く
も

の
と
の
主
張
で
あ
る
。
日
本
を
は
じ
め
現
代
の
民
主
主
義
国
家
で
は
こ
の
考
え
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
形
式
的
要
素
を
多
分
に
も
っ
て
い

る
点
か
ら
の
限
界
も
あ
る
。
①
と
②
を
調
和
さ
せ
る
目
的
で
出
て
き
た
の
が
一
九
世
紀
初
頭
の
王
政
復
古
の
フ
ラ
ン
ス
で
Ｈ
．Ｂ
．
コ
ン
ス
タ
ン
な

ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
③
理
性
主
権
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
君
主
と
人
民
の
両
者
の
持
つ
理
性
の
中
に
そ
の
主
権
の
存
在
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

中
立
的
君
主
権
を
設
け
立
憲
自
由
主
義
王
制
制
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
理
想
論
的
要
素
を
免
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
抽
象
的
実
体
に
そ
の

根
拠
を
求
め
る
主
権
論
が
登
場
す
る
。
そ
の
一
つ
が
④
国
家
主
権
論
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
国
家
法
学
者
で
あ
っ
た
Ｇ
．
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
な
ど
が
そ
の

代
表
で
あ
る
が
、
国
家
と
い
う
人
格
に
主
権
の
根
拠
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
国
家
以
外
の
い
か
な
る
権
力
の
拘
束
を
受
け
ず
、
自
ら
が
制
定

す
る
法
に
よ
っ
て
の
み
拘
束
さ
れ
、
国
家
の
絶
対
性
と
独
立
性
と
不
可
侵
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
中
で
法
が
普
及
し
、
そ
の
必
要
性
が

高
ま
る
と
同
時
に
出
現
し
て
来
た
の
が
⑤
法
主
権
論
で
あ
る
。
純
粋
法
学
者
Ｈ
．
ケ
ル
ゼ
ン
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
そ
の
も
の
に
主
権

の
根
拠
を
求
め
た
。
法
を
根
拠
に
国
家
権
力
に
よ
り
社
会
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
法
の
存
在
こ
そ
は
重
要
な
地
位
を
占

め
る
こ
と
に
な
る
。
法
に
よ
っ
て
国
家
が
解
消
し
て
し
ま
う
可
能
性
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
の
優
位
性
と
絶
対
性
か
ら
法
主
権
論
を
主
張
し
た

の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
第
一
次
大
戦
後
か
ら
、
そ
の
主
張
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
が
⑥
団
体
主
権
論
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
入
り
、
社
会
体
制

は
そ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
を
創
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
中
間
集
団
の
出
現
と
そ
の
機
能
は
、
決
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
の
な
り
、
社

会
的
・
政
治
的
存
在
感
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
は
相
対
的
に
は
国
家
権
力
へ
の
絶
対
性
と
強
大
性
の
否
定
と
つ
な
が
り
、
対
極
に
出
現
し
た
集

団
と
そ
の
機
能
の
評
価
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
主
権
の
存
在
は
集
団
に
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。（
国
家
主
権
論
、
法
主
権
論
、
団
体
主
権
論
の
論

争
に
は
、
Ｈ
．
ヘ
ラ
ー
著　

大
野
達
司
・
住
吉
雅
美
・
山
崎
充
彦
訳
『
主
権
論
』
風
行
社
、
一
九
九
九
年
、
四
七
〜
八
四
頁
に
詳
し
い
。）
し
か
し
、

こ
れ
も
ま
っ
た
く
国
民
主
権
と
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
民
主
権
そ
の
も
の
か
ら
導
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
イ
ギ

リ
ス
で
は
政
治
的
多
元
主
義
の
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
、
Ｊ
．Ｎ
．
フ
ィ
ッ
ギ
ス
、
バ
ー
カ
ー
、
ラ
ス
キ
、
Ｇ
．Ｄ
．Ｈ
．
コ
ー
ル
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
で
は
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ど
が
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
。
中
で
も
ラ
ス
キ
は
そ
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。

二
八
二



Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察
（
桾
沢
）

（
七
九
九
）

（
5
） H

.D
.L
assw

ell, P
ow
er and P

ersonarity, 1948.

﹇
永
井
陽
之
助
訳
『
権
力
と
人
間
』
創
元
新
社
、
一
九
六
九
年
﹈C

.W
.M
ills, T

he 

P
ow
er E

lite, 1956.

﹇
鵜
飼
信
成
・
綿
貫
譲
治
訳
『
パ
ワ
ー
エ
リ
ー
ト
』
上
・
下　

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
﹈R

.A
.D
ahl, T

he 

C
oncept of P

ow
er, 1557.

﹇
井
出
健
一
訳
『
政
治
権
力
論
』
雄
松
堂
、
一
九
八
四
年
﹈

（
6
） 
Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
「
自
由
は
、
権
威
、
そ
れ
も
納
得
の
い
く
よ
う
丹
念
に
説
明
し
う
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
う

る
能
力
に
お
い
て
存
在
す
る
真
の
権
威
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
権
威
は
ま
た
、
納
得
の
い
く
よ
う
丹
念
に
説
明
し
う
る
能

力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
試
し
、
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
り
、
堕
落
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
り
し
た
時
に
は
、
拒
否
を
す
る
自
由
を
前
提

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。（
Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
著　

三
邊
博
之
訳
『
伝
統
と
権
威
』
福
村
出
版
、
一
九
七
六
年
、

一
〇
八
頁
）

（
7
） 

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
初
期
の
作
品
で
、
こ
こ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
概
念
付
け
が
な
さ
れ
、
そ
の
中
で
の
社
会
現
象
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
自

身
が
発
達
す
る
法
則
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（R
.M
.M
acIver, C

om
m
unity, M

cm
illan C

o., 1917.

﹇
中
久
郎
・
松
本
道
晴
監
訳
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
﹈）

（
8
） 

こ
れ
は
第
一
部
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
意
志
や
主
権
の
担
い
手
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
た
ど
り
、

第
二
部
で
は
権
力
と
機
能
問
題
、
第
三
部
で
は
国
家
制
度
や
党
に
つ
い
て
、
第
四
部
で
は
近
代
国
家
論
の
再
構
成
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（R
.M
.M
acIver, T

he M
odern S

tate,O
xford U

niv. P
ress, 1926.

）

（
9
） 

政
府
現
象
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
を
存
立
さ
せ
て
い
る
も
の
は
権
威
で
あ
る
と
し
、
組
織
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
権
威
が
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
と
す
る
権
威
の
重
要
性
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。（R

.M
.M
acIver, T

he W
eb of G

overnm
ent, T

he 

F
ree P

ress, 1947.

﹇
秋
永
肇
訳
『
政
府
論
』
上
・
下　

勁
草
書
房
、
一
九
五
四
年
﹈）

（
10
） 

彼
の
晩
年
の
著
作
で
、
一
部
で
は
権
力
者
の
誤
算
が
、
二
部
で
は
歴
史
的
関
連
の
中
で
権
力
の
あ
り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。（R

.M
.M
acIver, 

P
ow
er T
ransform

ed, M
cm
illan C

o., 1964.

﹇
岡
村
忠
夫
「
権
力
の
変
容
」『
世
界
の
名
著
』
第
六
〇
巻　

中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
﹈）

（
11
） 

主
権
三
部
作
と
は
次
の
三
つ
の
も
の
を
さ
す
。S

tudies in the P
roblem

 of S
overeignty, Y

ale U
niv., P

ress, 1917. A
uthority in the 

M
odern S

tate, Y
ale U

niv., P
ress, 1919. T

he F
oundation of S

overeignty and O
ther E

ssay, H
arcourt B

race and C
o., 1921.

﹇
渡

二
八
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
〇
）

辺
保
男
部
分
訳
「
主
権
の
基
礎
」『
世
界
の
名
著
』
六
〇
巻　

中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、
三
五
一
〜
九
五
頁
﹈
こ
れ
ら
は
ラ
ス
キ
の
初
期
作
品

で
歴
史
的
考
察
を
踏
ま
え
て
主
権
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
国
家
主
権
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
か
ら
最
も
ラ
ジ
カ
ル
な
思
想
を
展
開
し
た

時
期
と
も
さ
れ
、
ラ
ス
キ
の
思
想
の
原
基
を
探
る
上
で
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
12
） A

 G
ram
m
ar of P

olitics, G
eorge A

llen and U
nw
in, L

td., 1925.

﹇
日
高
明
三
・
横
越
英
一
訳
『
政
治
学
大
綱
』
上
・
下　

法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
五
二
年
﹈
こ
れ
は
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
を
代
表
す
る
最
も
著
名
な
作
品
で
、
こ
れ
に
よ
り
彼
は
イ
ギ
リ
ス
政
治
的
多
元
主
義
者
と
し
て

の
名
声
を
得
る
と
同
時
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
政
治
思
想
家
と
し
て
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
政
治
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
が
検
討
さ
れ
、

多
元
的
国
家
論
が
構
想
さ
れ
、
国
家
の
諸
制
度
を
含
め
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） T

he S
tate in T

heory and P
ractice, T

he V
iking P

ress, 1935.

﹇
石
上
良
平
訳
『
国
家
│
理
論
と
実
践
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
﹈

こ
れ
は
ラ
ス
キ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
最
も
接
近
し
た
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
ラ
ス
キ
の
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
マ
ル
ク

ス
の
階
級
国
家
論
に
近
い
国
家
論
を
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
独
裁
制
や
暴
力
革
命
に
は
距
離
を
お
い
て
い
る
。

（
14
） R

efl ections on the R
evolution of O

ur T
im
e, T
he V

iking P
ress, G

eorge A
llen and U

niw
in L
td., 1943.

﹇
笠
原
美
子
訳
『
現
代
革

命
の
考
察
』
上
・
下　

み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
﹈
こ
こ
で
は
以
前
に
は
理
解
を
示
し
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
へ
の
批
判
と
警
戒
心
を
抱
き
な
が
ら
、

新
た
な
政
治
哲
学
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
同
意
に
よ
る
革
命
」
や
「
計
画
民
主
主
義
」
の
考
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
と
社
会
主

義
の
統
合
と
い
う
新
し
い
挑
戦
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
未
完
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

（
15
） 

ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
の
変
節
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
」『
埼
玉
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、

第
六
号
、
第
七
号
に
詳
し
い
。

（
16
） 

Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ　

前
掲
書　

五
六
〜
七
頁
。

（
17
） 

原
田
鋼
著
『
新
版　

西
洋
政
治
思
想
史
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
）
で
は
時
代
背
景
と
時
の
政
治
思
想
家
の
思
想
及
び
政
治
的
権
威
に
つ
い

て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

松
下
圭
一
氏
は
多
元
的
政
治
理
論
の
多
様
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
の
第
一
圏
と
し
て
、
Ｅ
．
バ
ー
カ
ー
、
Ｇ
．Ｄ
．Ｈ
．

コ
ー
ル
、
Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
、
第
二
圏
と
し
て
Ｆ
．Ｗ
．
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
、
Ｆ
．Ｊ
．
フ
ィ
ッ
ギ
ス
、
あ
る
い
は
Ｒ
．Ｍ
．
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
を
あ
げ
、

二
八
四



Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察
（
桾
沢
）

（
八
〇
一
）

さ
ら
に
多
元
的
政
治
理
論
の
間
接
圏
と
し
て
Ｓ
．
ウ
ェ
ッ
ブ
、
Ｇ
．
ウ
ォ
ラ
ス
、
Ｒ
．Ｈ
．
ト
ー
ニ
ー
、
Ｌ
．
デ
ュ
ギ
ー
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
一
圏
自
体
の
お
い
て
も
、
け
っ
し
て
理
論
の
直
接
的
な
一
義
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
資
本
主
義
の
高
度

化
に
よ
る
社
会
形
態
の
変
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
集
団
化
状
況
を
背
景
と
し
て
、〈
集
団
〉
観
念
を
嚮
導
観
念
と
す
る
政
治
理
論
の
構
造
転
換
を
も

た
ら
し
た
指
向
性
の
客
観
的
統
一
性
と
し
て
の
み
、
多
元
的
政
治
理
論
の
統
一
性
は
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
」
と
。（
同
著
『
現
代
政
治
の
条
件
』

中
央
公
論
社
、
一
九
五
九
年
、
一
四
五
頁
）

（
19
） 

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
多
元
主
義
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
．
ニ
コ
ル
ス
著　

日
下
喜
一
・
鈴
木
光
重
・
尾
藤
孝
一
訳
『
政
治
的
多
元
主
義

の
諸
相
』
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一
年
に
詳
し
い
。

（
20
） 

Ｃ
．Ｅ
．
メ
リ
ア
ム
著　

斉
藤
真
・
有
賀
弘
訳
『
政
治
権
力
│
そ
の
構
造
と
技
術
』
上
巻　

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
、
一
五
七
〜

八
七
頁
に
詳
し
い
。

（
21
） 

Ｍ
．
ヴ
ェ
ー
バ
ー
著　

世
良
晃
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学
Ⅰ
』
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
、
三
三
〜
四
七
頁
に
詳
し
い
。

（
22
） 

Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
「
Ｍ
．
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
権
威
の
源
泉
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
権
威
と
正
当
性
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
に

失
敗
、
時
に
は
こ
れ
ら
関
係
は
あ
る
が
相
互
に
異
な
っ
た
現
象
で
あ
る
も
の
を
、
同
じ
も
の
と
み
な
し
さ
え
し
た
」
と
し
て
、
批
判
し
て
い
る
。

（
Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ　

前
掲
書　

一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）

（
23
） 

拙
稿
「
政
治
権
力
」（
秋
山
和
宏
編
著
『
現
代
政
治
過
程
』
三
和
書
籍
、
二
〇
一
一
年
、
三
九
〜
五
二
頁
）
を
参
照
。

（
24
） R

.M
.M
acIver, T

he W
eb of G

overnm
ent, p.65.

邦
訳
書　

一
〇
一
頁
。

（
25
） 

町
田
博
著
『
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
政
治
理
論
と
政
治
的
多
元
主
義
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
五
年
、
六
七
〜
九
五
頁
に
ラ
ス
キ
と
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー

の
多
元
的
国
家
論
の
詳
し
い
比
較
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
26
） T
he W

eb of G
overnm

ent, p.30.

邦
訳
書　

上
巻　

四
七
頁
。

（
27
） Ibid., p.30.

邦
訳
書　

上
巻　

四
七
頁
。

（
28
） Ibid., p.35.

邦
訳
書　

上
巻　

五
五
頁
。

（
29
） Ibid., p.35.

邦
訳
書　

上
巻　

五
五
頁
。

二
八
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
二
）

（
30
） Ibid., p.42.

邦
訳
書　

上
巻　

六
七
頁
。

（
31
） Ibid., pp.43

〜4.

邦
訳
書　

上
巻　

六
九
〜
七
〇
頁
。

（
32
） Ibid., p.44.

邦
訳
書　

上
巻　

七
〇
頁
。

（
33
） Ibid., p.47.

邦
訳
書　

上
巻　

七
一
頁
。

（
34
） Ibid., p.50.

邦
訳
書　

上
巻　

七
六
頁
。

（
35
） Ibid., p.51.
邦
訳
書　

上
巻　

七
八
頁
。

（
36
） Ibid., pp.55
〜6.
邦
訳
書　

上
巻　

八
六
頁
。

（
37
） Ibid., p.57.

邦
訳
書　

上
巻　

八
七
〜
八
八
頁
。

（
38
） Ibid., p.58.

邦
訳
書　

上
巻　

九
〇
頁
。

（
39
） Ibid., p.58.

邦
訳
書　

上
巻　

九
一
頁
。

（
40
） Ibid., p.59.

邦
訳
書　

上
巻　

九
一
頁
。

（
41
） Ibid., p.61.

邦
訳
書　

上
巻　

九
五
頁
。

（
42
） Ibid., p.62.

邦
訳
書　

上
巻　

九
六
頁
。

（
43
） Ibid., p.62.

邦
訳
書　

上
巻　

九
六
頁
。

（
44
） Ibid., p.63.

邦
訳
書　

上
巻　

九
七
頁
。

（
45
） Ibid., p.63.

邦
訳
書　

上
巻　

九
七
頁
。

（
46
） Ibid., p.63.

邦
訳
書　

上
巻　

九
八
頁
。

（
47
） Ibid., p.64.

邦
訳
書　

上
巻　

九
九
頁
。

（
48
） Ibid., p.64.

邦
訳
書　

上
巻　

九
九
頁
。

（
49
） Ibid., p.68.

邦
訳
書　

上
巻　

一
〇
六
頁
。

（
50
） Ibid., p.87.

邦
訳
書　

上
巻　

一
三
七
頁
。

二
八
六



Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
哲
学
の
一
考
察
（
桾
沢
）

（
八
〇
三
）

（
51
） Ibid., p.95.

邦
訳
書　

上
巻　

一
四
九
頁
。

（
52
） Ibid., p.102.

邦
訳
書　

上
巻　

一
六
二
頁
。

（
53
） Ibid., p103.

邦
訳
書　

上
巻　

一
六
三
〜
四
頁
。

（
54
） Ibid., p.106.

邦
訳
書　

上
巻　

一
六
七
頁
。

（
55
） 

拙
稿
「
Ｈ
．Ｊ
．
ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
│
多
元
的
国
家
論
の
展
開
を
中
心
に
│
」『
埼
玉
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
九
三
年
に
詳
し
い
。

（
56
） H

.J.L
aski, A

 G
ram
m
ar of P

olitics, p.249.

邦
訳
書　

上
巻　

三
五
一
頁
。

（
57
） Ibid., p.241.
邦
訳
書　

上
巻　

三
四
一
頁
。

（
58
） Ibid., p.243.

邦
訳
書　

上
巻　

三
四
三
頁
。

（
59
） Ibid., p.245.

邦
訳
書　

上
巻　

三
四
六
〜
七
頁
。

（
60
） Ibid., p.248.

邦
訳
書　

上
巻　

三
五
〇
頁
。

（
61
） Ibid., p.249.

邦
訳
書　

上
巻　

三
五
一
頁
。

（
62
） Ibid., pp.249

〜50.

邦
訳
書　

上
巻　

三
五
一
〜
二
頁
。

（
63
） Ibid., p.260.

邦
訳
書　

上
巻　

三
六
四
頁
。

（
64
） Ibid., pp.260

〜1.

邦
訳
書　

上
巻　

三
六
五
頁
。

（
65
） Ibid., pp.261

〜2.

邦
訳
書　

上
巻　

三
六
七
頁
。

（
66
） Ibid., pp.262

〜3.

邦
訳
書　

上
巻　

三
六
八
〜
九
頁
。

（
67
） Ibid., pp.256

〜7.

邦
訳
書　

上
巻　

三
六
〇
〜
一
頁
。

（
68
） Ibid., p.250.

邦
訳
書　

上
巻　

三
五
二
頁
。

（
69
） Ibid., p.252.

邦
訳
書　

上
巻　

三
五
四
頁
。

（
70
） Ibid., p.264.

邦
訳
書　

上
巻　

三
七
〇
〜
一
頁
。

（
71
） Ibid., p.265.

邦
訳
書　

上
巻　

三
七
二
頁
。

二
八
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
四
）

（
72
） Ibid., p.268.

邦
訳
書　

上
巻　

三
七
五
頁
。

（
73
） Ibid., p.268.

邦
訳
書　

上
巻　

三
七
五
頁
。

（
74
） 
Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
一
九
三
一
年
の
Ｒ
．
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
労
働
党
内
閣
事
件
を
取
り
上
げ
ラ
ス
キ
の
政
治
的
権
威
論
を
批
判
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
国
王
の
対
処
で
、
弱
体
な
労
働
党
連
立
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た
と
き
、
ラ
ス
キ
は
、
憲
法
違
反
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
、
む
し
ろ
ラ
ス
キ
が
伝
統
的
な
大
権
の
理
論
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
国
王
の
権
威
の
行
使
の
正

し
さ
を
証
明
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。（
Ｃ
．Ｊ
．
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ　

前
掲
書　

八
四
頁
。）

（
75
） 

マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
『
政
府
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ラ
ス
キ
が
そ
の
著
『
政
治
学
大
綱
』
に
お
い
て
し
た
よ
う
に
、
市
民

は
そ
の
法
律
が
彼
自
身
の
正
義
感
を
満
足
さ
せ
る
時
に
の
み
特
定
の
法
律
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
と
主
張
し
た
人
々
も
あ
っ
た
。
他
の
人
々
│
そ

し
て
本
著
者
は
こ
の
見
解
に
同
感
し
て
い
る
の
だ
が
│
は
市
民
が
熟
考
の
上
で
服
従
し
な
い
こ
と
が
、
彼
の
生
活
す
る
社
会
全
体
の
よ
り
大
き
な
福

祉
を
増
進
す
る
と
判
断
す
る
時
を
除
き
服
従
は
義
務
で
あ
る
と
主
張
す
る
」（R

.M
.M
acIver, T

he W
eb of G

overnm
ent, p.57.

邦
訳
書
、
八
八

〜
九
頁
）
と
。
こ
れ
は
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
と
ラ
ス
キ
の
考
え
の
違
い
が
明
確
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
法
律

に
対
す
る
服
従
は
例
外
を
除
き
義
務
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
76
） 

前
掲
書
の
『
世
界
の
名
著
』
第
六
〇
巻
の
付
録
の
対
談
中
で
、
辻
清
明
氏
は
、
ラ
ス
キ
や
コ
ー
ル
と
違
う
点
で
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
が
社
会
統

合
を
考
え
て
い
た
こ
と
と
指
摘
し
て
い
る
。
蝋
山
政
道
氏
は
、
ラ
ス
キ
が
こ
の
社
会
統
合
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
個
人
以
外
に
な
い
と
し
た
こ
と
を

と
り
あ
げ
、
政
治
理
論
と
し
て
は
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
の
ほ
う
が
ず
っ
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、T

he W
eb of 

G
overnm

ent

の
翻
訳
者
で
あ
る
秋
永
肇
氏
は
、
マ
ッ
キ
ー
ヴ
ァ
ー
に
は
民
主
主
義
に
対
し
て
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
あ
り
、
ラ
ス
キ
の
よ
う
に
フ
ァ

シ
ズ
ム
へ
の
対
決
を
経
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
だ
と
し
て
い
る
。（
前
掲
邦
訳
書　

下
巻　

訳
者
あ
と
が
き
五
七
八
頁
。）

二
八
八



李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
（
孔
）

（
八
〇
五
）

李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て

孔　
　
　
　
　

義　
　

植

目
次

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

李
明
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Ⅰ　

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
二
月
二
五
日
に
朴
槿
恵
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
半
年
が
過
ぎ
た
現
在
に
お
い
て
も
南
北
朝
鮮
関
係
（
以
下
南
北
関
係
）

二
八
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は
依
然
と
不
信
と
対
立
が
続
い
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
八
月
一
四
日
、
同
年
四
月
か
ら
中
断
さ
れ
た
開
城
工
業
団
地
の
操
業
再
開
が
合
意

さ
れ
、
関
係
改
善
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
が
、
南
北
が
抱
い
て
い
る
相
手
に
対
す
る
根
深
い
不
信
感
を
払
拭
し
て
信
頼
を
取
り
戻
す
の
に

は
相
当
の
時
間
と
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

韓
国
で
新
政
権
が
発
足
し
て
か
ら
も
南
北
関
係
が
容
易
に
回
復
さ
れ
な
い
要
因
の
一
つ
は
、
直
前
の
李
明
博
政
権
の
取
っ
た
対
北
強
硬

政
策
が
大
き
く
響
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
李
明
博
政
権
は
北
朝
鮮
が
受
け
入
れ
難
い
「
先
非
核
化
」
を
南
北
関
係
改
善
の
前
提
条
件
と

取
り
付
け
た
う
え
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
時
に
北
朝
鮮
と
合
意
し
た
首
脳
会
談
の
合
意
事
項
の
履
行
を
渋
る
な
ど
対
北
強
硬
政
策
を

取
っ
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た
北
朝
鮮
は
既
存
の
南
北
協
力
事
業
な
ど
を
白
紙
に
戻
す
な
ど
強
硬
に
対
応
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
南
北
首
脳

会
談
を
皮
切
り
に
ス
タ
ー
ト
し
た
金
剛
山
と
開
城
観
光
事
業
が
中
断
さ
れ
、
五
〇
年
ぶ
り
に
連
結
さ
れ
た
南
北
鉄
道
や
道
路
も
再
び
運
行

が
中
止
さ
れ
た
。
南
北
の
偶
発
的
な
軍
事
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
軍
通
信
連
絡
所
も
閉
鎖
さ
れ

（
1
）

、
南
北
の
軍
事
的
な
緊
張

が
高
ま
っ
て
い
る
。
民
間
部
門
の
交
流
も
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
、
南
北
の
交
易
量
も
減
少
し
た
。

昨
今
の
南
北
関
係
の
破
綻
要
因
を
、
李
明
博
政
権
の
対
北
強
硬
政
策
だ
け
か
ら
求
め
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
権
力
承
継
過
程
で
の
北
朝

鮮
の
内
部
要
因
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
朝
鮮
半
島
政
策
な
ど
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
状
況
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
南
北
関
係
破
綻
の
主
な
要
因
は
李
明
博
政
権
の
対
北
強
硬
政
策
に
あ
る
と
筆
者
は
認
識
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
李
明
博
政

権
へ
の
政
権
交
代
と
と
も
に
南
北
関
係
が
急
速
に
悪
化
し
、
今
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
二
〇
〇
八
年
以
降
の
南
北
関
係
の
破
綻
要
因
を
李
明
博
政
権
の
対
北
強
硬
政
策
に
求
め
て
、
そ
の
成
り
行
き
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

本
稿
の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
李
明
博
政
権
が
掲
げ
た
対
北
政
策
の
基
本
方
向
や
原
則
、
目
標
、
戦
略
な
ど
を
紹
介
し
て
か
ら
、
対
北

二
九
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政
策
の
展
開
過
程
を
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
る
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
問
題
点
の
改
善
と
い
う
観
点

か
ら
今
後
の
韓
国
の
望
ま
し
い
対
北
政
策
の
有
り
方
を
考
え
て
み
る
。

Ⅱ　

李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
と
そ
の
特
徴

1
．
対
北
政
策
の
目
標
と
基
本
方
向

李
明
博
政
権
は
「
共
存
共
栄
」
の
南
北
関
係
構
築
を
対
北
政
策
の
目
標
に
掲
げ
た
上
で
、「
北
朝
鮮
の
変
化
と
南
北
関
係
の
改
善
」、

「
共
存
共
栄
の
南
北
関
係
の
発
展
」、「
朝
鮮
半
島
統
一
の
基
盤
構
築
」
と
い
う
具
体
的
な
構
想
を
提
示
し
た

（
2
）

。

「
北
朝
鮮
の
変
化
と
南
北
関
係
の
改
善
」
と
は
、
北
朝
鮮
が
核
を
放
棄
し
て
国
際
社
会
の
責
任
あ
る
一
員
に
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

南
北
関
係
を
改
善
し
て
い
く
構
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
対
北
政
策
の
優
先
順
位
が
北
朝
鮮
の
非
核
化
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

「
共
存
共
栄
の
南
北
関
係
の
発
展
」
と
は
、
北
朝
鮮
が
核
を
放
棄
し
て
南
北
の
軍
事
的
な
緊
張
緩
和
が
実
現
す
れ
ば
、「
非
核
・
開
放
・

三
〇
〇
〇
構
想
（
後
述
）」
な
ど
を
通
じ
て
北
朝
鮮
の
経
済
発
展
を
支
援
し
、
南
北
の
共
存
共
栄
を
実
現
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

「
朝
鮮
半
島
統
一
の
基
盤
構
築
」
と
は
、
南
北
の
分
断
状
況
を
政
治
的
・
形
式
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
経
済
的
・
実
用
主
義
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島
の
新
た
な
平
和
構
造
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
現
す
る
方
策
と
し
て
以
下
の
よ

う
な
「
三
つ
の
共
同
体
統
一
構
想
」
が
提
示
さ
れ
た
。「
三
つ
の
共
同
体
統
一
構
想
」
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
来
の
「
民
族
共
同
体
統
一

構
想
」
を
継
承
し
た
上
で
、「
平
和
共
同
体
」、「
経
済
共
同
体
」、「
民
族
共
同
体
」
を
構
築
し
て
安
定
的
に
南
北
関
係
を
管
理
し
な
が
ら

最
終
的
に
南
北
統
一
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
平
和
共
同
体
」
と
は
、
朝
鮮
半
島
で
の
非
核
化
が
実
現
さ
れ
、

二
九
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南
北
朝
鮮
の
軍
事
的
な
信
頼
関
係
と
緊
張
緩
和
が
定
着
す
る
こ
と
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
平
和
共
同
体
の
構
築
に

は
北
朝
鮮
の
非
核
化
が
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
「
朝
鮮
半
島
の
新
平
和
構
想
（
後
述
）」
や
「
一
括
打
開

案
（
後
述
）」
な
ど
を
提
案
し
た
。「
経
済
共
同
体
」
と
は
、
幅
広
い
南
北
の
経
済
協
力
と
安
定
的
な
発
展
を
通
じ
て
北
朝
鮮
の
経
済
が
回

復
し
、
南
北
経
済
が
一
つ
の
経
済
単
位
と
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
構
築
さ
れ
、
そ
し
て
、「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
に
よ
っ

て
南
北
の
経
済
的
な
格
差
が
縮
小
し
、
統
一
の
実
質
的
な
基
盤
が
造
成
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

（
3
）

。「
民
族
共
同
体
」
と
は
、
南
北

間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
不
信
と
葛
藤
を
解
消
し
て
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
戻
し
、
七
千
万
民
族
の
尊
厳
と
自
由
が
保
障
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
離
散
家
族
問
題
、
国
軍
捕
虜
問
題
、
拉
北
者
問
題
な
ど

を
解
決
し
、
多
方
面
の
交
流
を
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
た

（
4
）

。

2
．
対
北
政
策
の
推
進
原
則

李
明
博
政
権
は
対
北
政
策
の
推
進
過
程
で
守
る
べ
き
四
つ
の
原
則
を
提
示
し
た
。
相
互
主
義
と
実
用
性
を
重
視
し
た
こ
の
原
則
は
、
対

北
宥
和
政
策
を
取
っ
て
い
た
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
政
策
が
無
原
則
で
、
一
方
的
な
対
北
支
援
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
南
北

の
相
互
主
義
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
の
推
進
原
則
は
、
実
用
と
生
産
性
の
原
則
で
あ
る
。
南
北
関
係
を
民
族
の
特
殊
論
理
で
は
な
く
経
済
原
理
に
基
づ
い
て
相
互
の
実

利
を
追
求
す
る
方
法
で
推
進
す
べ
き
で
あ
り
、
対
北
政
策
に
か
か
る
費
用
対
効
果
を
重
視
し
て
推
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二

は
、
原
則
の
厳
守
と
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
核
保
有
を
認
め
な
い
と
い
う
原
則
を
守
る
が
、
関
係
改
善
の
た
め

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
「
柔
軟
」
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
は
、
国
民
合
意
の
尊
重
原
則
で
あ
る
。
対
北
政
策
を
党
利
党
略
で
は
な
く
国
民
の
合
意
に
基
づ
い
て
透
明
に
推
進
す
る
と
い
う
こ

二
九
二



李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
（
孔
）

（
八
〇
九
）

と
で
、
南
北
関
係
を
政
略
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
も
排
撃
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
四
は
、
国
際
協
力
と
南
北

協
力
の
調
和
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
核
問
題
を
六
カ
国
協
議
で
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
や
南
北
関
係
の
改
善
に
は
国
際
社
会

と
協
力
し
て
進
め
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た

（
5
）

。

こ
の
よ
う
に
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
は
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
非
核
化
を
前
提
と
し
た
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
ー
ク
式
の
相
互
主
義
を
強

調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
が
行
な
っ
た
対
北
支
援
や
譲
歩
政
策
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。

3
．
対
北
政
策
の
戦
略
と
実
行
計
画

李
明
博
政
権
は
対
北
政
策
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
戦
略
と
実
行
計
画
と
し
て
、「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」、「
朝
鮮
半
島
の

新
平
和
構
想
」、「
一
括
妥
結
案
」
な
ど
を
揚
げ
た
。

「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
は
、
北
朝
鮮
が
核
を
完
全
に
放
棄
し
て
自
発
的
に
改
革
開
放
に
転
じ
れ
ば
、
対
北
投
資
を
行
い
、

向
こ
う
一
〇
年
間
で
北
朝
鮮
の
一
人
当
た
り
国
民
所
得
を
年
間
三
、〇
〇
〇
ド
ル
に
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
想
の
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
は
、
北
朝
鮮
が
核
を
完
全
に
廃
棄
す
れ
ば
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
を
稼
動
し
て
四
〇
〇
億
ド
ル
相
当
の
国
際
協
力
資

金
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
経
済
を
輸
出
主
導
型
へ
転
換
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
北
朝
鮮
経
済
は
毎
年
一
五
〜
二
〇
％
の
成
長

（
平
均
一
七
％
）
を
続
け
、
当
時
一
人
当
り
五
〇
〇
ド
ル
の
国
民
所
得
が
一
〇
年
後
に
は
三
、〇
〇
〇
ド
ル
に
な
る
と
い
う
構
想

（
6
）

で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
過
去
の
交
渉
が
核
開
発
の
完
全
な
放
棄
と
い
う
本
質
的
な
問
題
を
後
回
し
に
し
た
ま
ま
、
核
凍
結
で
妥
協
し
見
返
り
を
与
え
、
ま

た
北
朝
鮮
が
合
意
を
破
っ
て
振
り
出
し
戻
る
と
い
う
過
去
二
〇
年
間
の
誤
り
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

「
朝
鮮
半
島
の
新
平
和
構
想
」
は
、
北
朝
鮮
が
非
核
化
の
決
断
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
経
済
を
発
展
さ
せ
、
住
民
の
生
活
水
準

二
九
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を
画
期
的
に
向
上
さ
せ
る
国
際
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
積
極
的
に
実
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
南
北
経
済
共
同
体
の
実
現

を
通
じ
て
経
済
分
野
で
は
、「
輸
出
企
業
の
育
成
」、「
経
済
・
金
融
専
門
家
の
派
遣
」、「
五
大
自
由
貿
易
地
帯
の
設
置
」、「
海
外
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
活
用
」
な
ど
を
、
教
育
分
野
で
は
、「
経
済
・
金
融
専
門
家
の
育
成
」、「
技
術
教
育
セ
ン
タ
ー
設
立
」、「
北
朝
鮮
の
大
学
の
専

門
教
育
課
程
の
支
援
」
な
ど
を
、
財
政
分
野
で
は
、「
四
〇
〇
億
ド
ル
相
当
の
国
際
協
力
基
金
の
造
成
」、「
南
北
交
流
協
力
基
金
の
提
供
」、

「
海
外
直
接
投
資
へ
の
協
力
」
な
ど
を
、
イ
ン
フ
ラ
分
野
で
は
、「
ソ
ウ
ル
・
新
義
州
間
の
高
速
道
路
の
建
設
」、「
港
湾
・
鉄
道
・
道
路
の

整
備
」
な
ど
を
、
福
祉
分
野
で
は
、「
食
糧
の
支
援
」、「
医
療
支
援
」、「
住
宅
及
び
上
下
水
道
の
整
備
」
な
ど
に
対
す
る
五
大
開
発
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
本
格
化
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
構
想
の
中
で
、
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
と
と
も
に
南
北
朝
鮮
の
在
来
型

兵
器
の
削
減
も
提
案
し
た
。

「
一
括
妥
結
案
」
は
、
北
朝
鮮
が
核
兵
器
及
び
核
物
質
の
廃
棄
と
核
拡
散
防
止
と
い
う
国
際
社
会
の
要
求
に
応
じ
て
核
放
棄
の
意
思
を

明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
取
れ
ば
、
韓
国
政
府
と
国
際
社
会
が
北
朝
鮮
に
確
実
な
安
全
保
障
を
提
供
し
、
国
際
的
な

支
援
を
本
格
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

（
7
）

。

こ
れ
は
い
ま
ま
で
試
み
た
漸
進
的
で
段
階
的
な
対
北
朝
鮮
政
策
が
成
果
を
上
げ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
か
ら
核
問
題
と
南
北

問
題
を
包
括
的
に
連
繋
し
、
北
朝
鮮
問
題
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
北
朝
鮮
と
の
協
商

議
題
を
核
問
題
に
制
限
す
る
の
で
は
な
く
南
北
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
多
様
な
議
題
を
一
緒
に
取
り
上
げ
て
協
商
す
る
案
で
あ
っ
た
。
金

大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
政
策
が
可
能
な
分
野
か
ら
段
階
的
に
拡
大
し
て
い
く
漸
進
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
括
妥

結
案
は
北
朝
鮮
の
核
放
棄
の
代
わ
り
に
北
朝
鮮
体
制
の
安
全
保
障
、
南
北
の
関
係
正
常
化
、
対
北
経
済
支
援
な
ど
を
包
括
的
に
妥
結
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
南
北
関
係
の
長
期
的
な
発
展
は
、
核
問
題
の
解
決
の
み
で
な
く
政
治
、
経
済
、
軍
事
、
外
交
、
社
会
、
文
化
な

二
九
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ど
す
べ
て
の
分
野
で
の
変
化
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
出
さ
れ
た
方
案
で
あ
っ
た

（
8
）

。

以
上
の
三
つ
の
戦
略
や
実
行
計
画
は
内
容
面
に
お
い
て
大
同
小
異
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
点
で
相
違
点
が
あ
る
。「
朝
鮮
半
島
の
新

平
和
構
想
」
と
「
一
括
妥
結
案
」
は
、
基
本
的
に
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
を
根
幹
と
し
た
政
策
で
あ
る
も
の
の
、「
非
核
・

開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
が
北
朝
鮮
の
非
核
化
が
完
了
し
た
時
点
か
ら
対
北
支
援
が
始
ま
る
と
い
う
絶
対
的
な
段
階
論
で
あ
る
反
面
、

「
朝
鮮
半
島
の
新
平
和
構
想
」
は
、
北
朝
鮮
が
非
核
化
の
決
断
を
明
ら
か
に
し
た
段
階
で
支
援
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
、「
非
核
・
開

放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
よ
り
前
提
条
件
が
柔
軟
に
な
っ
て
い
る
。「
一
括
妥
結
案
」
は
、「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
が
韓
国
政
府

の
単
独
の
対
北
支
援
構
想
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
案
は
六
カ
国
協
議
な
ど
国
際
社
会
と
協
力
し
て
推
進
す
る
こ
と
が
違
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
構
想
が
時
間
差
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
内
容
を
変
え
た
の
は
、
北
朝
鮮
が
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
に

反
発
し
て
相
手
に
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
は
、
北
朝
鮮
の
変
化
、
つ
ま
り
北
朝
鮮
の
非
核
化
と
改
革
開
放
を
前
提

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
北
朝
鮮
が
先
に
変
わ
ら
な
い
限
り
、
南
北
関
係
の
改
善
も
経
済
協
力
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
核
と

南
北
関
係
と
連
繋
さ
せ
た
政
策
で
あ
っ
た
。
南
北
対
話
を
優
先
し
て
朝
鮮
半
島
の
緊
張
緩
和
を
実
現
し
て
か
ら
北
朝
鮮
の
非
核
化
を
求
め

た
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
政
策
と
は
逆
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
南
北
の
経
済
力
の
格
差
や
北
朝
鮮
の
食

糧
難
な
ど
を
考
慮
し
て
対
北
支
援
と
関
係
改
善
を
並
行
し
て
推
進
し
た
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
政
策
と
一
線
を
画
し
、
徹
底
し
た

相
互
主
義
と
費
用
対
効
果
を
重
視
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。

李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
は
、
南
北
の
「
共
存
共
栄
」
を
掲
げ
、
南
北
の
関
係
改
善
を
図
る
一
方
、
経
済
力
や
国
際
社
会
で
の
有
利
な

立
場
な
ど
を
背
景
と
し
て
政
治
的
、
経
済
的
な
圧
力
を
か
け
て
北
朝
鮮
を
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
強
硬
政
策
で
あ
っ
た
。

二
九
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Ⅲ　

李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
展
開

（
9
）

李
明
博
大
統
領
は
二
〇
〇
八
年
二
月
の
大
統
領
就
任
式
で
、
南
北
関
係
は
理
念
で
は
な
く
実
用
を
重
視
し
て
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、

北
朝
鮮
が
核
を
放
棄
し
て
開
放
の
道
を
選
択
す
れ
ば
国
際
社
会
と
協
力
し
て
一
〇
年
内
に
北
朝
鮮
住
民
の
所
得
を
三
、〇
〇
〇
ド
ル
に
達

す
る
よ
う
に
す
る
と
発
言
し
て
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
の
実
行
を
正
式
に
北
朝
鮮
に
提
案
し
た
。

同
年
三
月
一
九
日
、
統
一
部
長
官
は
開
城
工
業
団
地
関
係
者
と
の
会
議
で
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
開
城
工
業
団
地

の
拡
大
は
難
し
い
と
の
見
解
を
表
明
し
て
、
先
核
問
題
解
決
、
後
南
北
関
係
改
善
と
い
う
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
の
実
行
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
北
朝
鮮
は
開
城
工
業
団
地
に
常
住
す
る
韓
国
政
府
関
係
者
全
員
を
追
放
す
る
措
置
を
取
っ
て
対
応
し
た
。

北
朝
鮮
は
同
年
四
月
一
日
、
朝
鮮
労
働
党
の
機
関
紙
で
あ
る
「
労
働
新
聞
」
に
「
核
放
棄
優
先
論
は
核
問
題
の
解
決
ど
こ
ろ
か
そ
の
障
害

に
な
る
だ
け
で
、
南
北
関
係
や
平
和
を
す
べ
て
否
定
す
る
対
決
宣
言
、
戦
争
宣
言
に
す
ぎ
な
い
。
李
明
博
政
権
は
核
放
棄
優
先
論
を
掲
げ

て
我
々
を
圧
迫
し
た
ア
メ
リ
カ
や
前
政
権
が
惨
敗
し
た
教
訓
を
肝
に
銘
じ
る
べ
き
で
あ
る

（
10
）

」
と
非
難
し
、「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構

想
」
に
対
し
て
深
い
不
快
感
を
込
め
た
論
評
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
南
北
関
係
は
李
明
博
政
権
の
発
足
と
と
も
に
悪
化
し
始
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
李
明
博
政
権
は
南
北
対
話
を
急
ぐ
必
要
は
な
い
と
い
う
姿
勢
を
取
り
つ
つ
、
北
朝
鮮
に
変
化
を
求
め
た
。

三
月
二
六
日
、
李
明
博
大
統
領
は
、
金
大
中
大
統
領
と
金
正
日
委
員
長
が
合
意
し
た
「
六
・
一
五
南
北
共
同
宣
言
」
と
、
盧
武
鉉
大
統

領
と
金
正
日
委
員
長
が
合
意
し
た
「
一
〇
・
四
首
脳
宣
言
」
が
核
問
題
に
関
す
る
合
意
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
朝
鮮
半
島
の

非
核
化
を
明
示
し
た
一
九
九
一
年
の
「
南
北
基
本
合
意
書
」
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
発
言
し
た
。
こ
れ
は
前
政
権
が
合
意
し
た
南
北
合

意
を
形
骸
化
す
る
発
言
と
み
な
さ
れ
た
。

二
九
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二
〇
〇
八
年
四
月
、
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
李
明
博
大
統
領
は
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
ソ
ウ
ル
と
平
壌
に
常
設
対
話
機
構
の
設
置
を
提
案

し
た
が
、
北
朝
鮮
は
こ
れ
を
無
視
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
李
明
博
大
統
領
が
ア
メ
リ
カ
で
行
な
っ
た
演
説
の
中
で
、「
価
値
同
盟
」
の

重
要
性
を
取
り
上
げ
、「
自
由
、
民
主
主
義
、
人
権
、
市
場
経
済
」
と
い
う
価
値
を
共
有
す
る
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
強
化
を
強
く
ア
ピ
ー

ル
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
価
値
を
共
有
し
て
い
な
い
北
朝
鮮
や
中
国
と
の
関
係
を
軽
ん
じ
る
発
言
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

李
明
博
政
権
は
北
朝
鮮
に
変
化
を
求
め
る
一
方
、
国
内
で
は
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
宥
和
政
策
を
再
評
価
す
る
作
業
を
進
め
た
。

統
一
部
が
発
行
し
た
「
二
〇
〇
八
年
統
一
教
育
指
針
書
」
の
中
で
は
、
金
大
中
政
権
の
「
六
・
一
五
共
同
宣
言
」
が
南
南
葛
藤
を
引
き
起

こ
し
、
盧
武
鉉
政
権
の
「
一
〇
・
四
首
脳
宣
言
」
と
対
北
支
援
が
国
民
の
合
意
と
支
持
を
欠
い
て
い
た
と
指
摘
し
て
、
金
大
中
・
盧
武
鉉

政
権
一
〇
年
の
南
北
交
流
関
連
の
資
料
を
削
除
す
る
代
わ
り
に
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
を
取
り
入
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
北
朝
鮮
は
こ
の
指
針
書
を
「
六
・
一
五
共
同
宣
言
」
と
「
一
〇
・
四
首
脳
宣
言
」
を
否
定
す
る
反
北
朝
鮮
政
策
で
あ
る

と
強
く
批
難
し
た
。

南
北
関
係
の
悪
化
と
は
対
照
的
に
国
際
社
会
で
は
六
カ
国
会
議
が
順
調
に
進
み
、
同
年
六
月
に
は
寧
辺
の
核
関
連
施
設
の
不
能
化
の
代

わ
り
に
北
朝
鮮
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
が
合
意
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
七
月
に
は
六
カ
国
協
議
の
代
表
会
談
で
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
に

対
す
る
検
証
と
監
視
体
制
の
樹
立
が
合
意
さ
れ
る
な
ど
、
核
問
題
や
米
朝
関
係
に
著
し
い
進
展
が
見
ら
れ
た
。

李
明
博
大
統
領
は
七
月
一
一
日
に
行
わ
れ
た
国
会
で
の
演
説
で
、
非
核
化
を
最
優
先
課
題
と
し
て
、「
七
・
四
共
同
声
明
」、「
南
北
基

本
合
意
書
」、「
九
・
一
九
非
核
化
共
同
宣
言

（
11
）

」、「
六
・
一
五
共
同
宣
言
」、「
一
〇
・
四
首
脳
宣
言
」
を
履
行
す
る
た
め
に
北
朝
鮮
と
協
議

す
る
用
意
が
あ
る
と
対
話
を
呼
び
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
日
の
未
明
に
金
剛
山
を
観
光
し
て
い
た
韓
国
人
女
性
が
誤
っ
て
北
朝
鮮
の

二
九
七
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軍
事
統
制
線
を
超
え
、
北
朝
鮮
の
警
備
兵
に
打
た
れ
て
死
亡
す
る
事
件
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
の
事
件
に
対
し
て
北
朝
鮮
側
が
遺
憾
の
意

を
表
明
し
た
が
、
李
明
博
政
権
は
真
相
究
明
と
関
連
者
の
処
罰
、
再
発
防
止
措
置
を
求
め
た
た
め
、
南
北
双
方
は
厳
し
く
対
立
し
て
金
剛

山
観
光
事
業
が
中
断
さ
れ
、
南
北
関
係
は
冷
え
込
ん
だ
。

そ
の
後
、
李
明
博
政
権
は
統
一
部
な
ど
の
声
明
の
形
で
八
月
と
九
月
に
か
け
て
南
北
対
話
を
提
案
し
た
も
の
の
、
李
明
博
政
権
の
対
北

政
策
に
強
い
不
信
感
を
抱
い
た
北
朝
鮮
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
金
剛
山
観
光
地
区
に
滞
在
し
て
い
た
韓
国
政
府
関
係
者
の
一
部
を
追
放
し
、

人
と
車
両
の
軍
事
境
界
線
通
過
を
制
限
す
る
な
ど
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
同
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
南
北
軍
事
実
務
者
会
談
で
、
北
朝

鮮
は
韓
国
に
あ
る
脱
北
者
団
体
が
金
正
日
総
書
記
や
北
朝
鮮
体
制
を
誹
謗
す
る
ビ
ラ
散
布
行
為
を
取
り
締
ま
る
よ
う
要
請
す
る
な
ど
北
朝

鮮
を
刺
激
す
る
行
為
を
自
制
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
韓
国
側
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
同
年
一
〇
月
に
金
正
日
総
書
記
の
健
康
悪
化
の
情
報
が
入
っ
て
北
朝
鮮
体
制
の
動
揺
を
見
越
し
た
李
明
博
政
権
は
、

北
朝
鮮
の
有
事
に
備
え
て
策
定
し
た
「
概
念
計
画
五
〇
二
九

（
12
）

」
の
「
作
戦
計
画
五
〇
二
九

（
13
）

」
へ
の
格
上
げ
を
検
討
し
始
め
た
。
米
韓
が
北

朝
鮮
体
制
の
崩
壊
な
ど
を
想
定
し
て
軍
事
作
戦
を
練
る
「
作
戦
計
画
五
〇
二
九
」
へ
の
検
討
は
、
北
朝
鮮
を
刺
激
す
る
こ
と
と
な
っ
て
南

北
関
係
は
さ
ら
に
険
悪
に
な
っ
た
。

北
朝
鮮
は
一
一
月
一
二
日
に
行
な
わ
れ
た
南
北
軍
事
会
談
で
軍
事
境
界
線
を
通
過
す
る
陸
路
通
行
を
遮
断
す
る
と
警
告
し
た
が
、
李
明

博
大
統
領
は
「
待
つ
の
も
一
つ
の
戦
略
で
あ
る
」
と
こ
れ
を
無
視
し
て
積
極
的
に
対
応
せ
ず
、
一
一
月
二
一
日
に
は
北
朝
鮮
住
民
の
人
権

改
善
を
求
め
る
国
連
の
対
北
人
権
決
議
案
の
共
同
提
案
国
と
し
て
の
参
加
を
決
め
た
。

こ
れ
に
反
発
し
て
北
朝
鮮
は
一
二
月
一
日
、
軍
事
境
界
線
の
通
行
制
限
、
開
城
観
光
の
中
止
、
南
北
間
の
鉄
道
運
行
の
中
止
、
開
城
工

業
団
地
と
金
剛
山
観
光
地
区
に
滞
在
で
き
る
韓
国
人
要
員
を
そ
れ
ぞ
れ
八
八
〇
人
と
一
〇
〇
人
に
減
ら
し
、
通
行
時
間
も
大
幅
に
縮
小
し

二
九
八
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た
。
こ
れ
に
よ
り
盧
武
鉉
政
権
下
で
五
〇
年
ぶ
り
に
開
通
し
た
南
北
鉄
道
の
運
行
は
、
李
明
博
政
権
の
発
足
か
ら
一
年
も
待
た
ず
に
中
断

し
て
し
ま
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
一
月
一
三
日
、
北
朝
鮮
は
声
明
を
発
表
し
て
「
先
関
係
正
常
化
、
後
非
核
化
」
が
一
九
九
一
年
に
締
結
し
た
「
南
北
基
本

合
意
書
」
の
趣
旨
で
あ
る
と
主
張
し
、
非
核
化
を
前
提
と
し
た
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
の
撤
回
を
求
め
た
。
さ
ら
に
、
一
七
日
に
は
、

関
係
正
常
化
と
核
問
題
は
別
途
の
問
題
で
あ
り
、
核
問
題
は
ア
メ
リ
カ
と
の
問
題
で
、
ア
メ
リ
カ
の
核
の
脅
威
が
存
在
す
る
限
り
核
保
有

を
諦
め
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
韓
国
外
交
部
は
、
二
〇
〇
五
年
に
六
カ
国
協
議
で
合
意
し
た
「
九
・
一
九
非
核
化
共
同
宣
言
」
で
は
北
朝
鮮
の
完
全
な

核
放
棄
と
検
証
可
能
な
非
核
化
に
合
意
し
た
と
反
論
、
先
非
核
化
が
南
北
関
係
正
常
化
の
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
を
再
三
強
調
し
て
北
朝

鮮
の
主
張
に
歩
み
寄
ら
な
か
っ
た
。

南
北
関
係
が
平
行
線
を
辿
っ
て
い
た
二
〇
〇
九
年
一
月
三
〇
日
、
北
朝
鮮
は
祖
国
平
和
統
一
委
員
会
の
声
明
を
通
じ
て
、
政
治
・
軍
事

的
な
対
決
状
態
の
解
消
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
合
意
の
無
効
化
、
南
北
基
本
合
意
書
と
そ
の
付
属
合
意
書
に
よ
る
西
海
上
軍
事
境
界
線
に

関
す
る
条
項
を
廃
棄
す
る
と
発
表
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
一
〇
年
以
上
か
け
て
築
き
上
げ
た
南
北
関
係
は
破
綻
に
近
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
。

南
北
関
係
は
、
北
朝
鮮
が
二
〇
〇
九
年
四
月
五
日
に
行
な
っ
た
人
工
衛
星
と
称
す
る
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
発
射
と
五
月
二
五
日
の
第
二
次

核
実
験
に
よ
り
さ
ら
に
悪
化
し
た
。

李
明
博
政
権
は
五
月
二
六
日
、
ア
メ
リ
カ
が
主
導
す
る
「
大
量
破
壊
兵
器
拡
散
防
止
構
想
（P

S
I: P

roliferation S
ecurity Initiative

）」

へ
の
全
面
的
な
参
加
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
北
朝
鮮
は
、
韓
国
の
Ｐ
Ｓ
Ｉ
参
加
を
「
宣
戦
布
告
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
こ
れ
以

二
九
九
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上
停
戦
協
定
の
拘
束
を
受
け
な
い
と
宣
言
し
た
。

李
明
博
大
統
領
は
、
八
月
一
五
日
の
解
放
記
念
日
の
演
説
で
、
既
述
し
た
「
朝
鮮
半
島
の
新
平
和
構
想
」
を
提
案
し
て
北
朝
鮮
の
核
放

棄
と
改
革
開
放
を
繰
り
返
し
て
主
張
し
た
が
、
北
朝
鮮
は
反
応
し
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
金
大
中
元
大
統
領
が
亡
く
な
り
、
そ
の
葬
儀
に
出
席
し
た
北
朝
鮮
弔
問
団
が
南
北
首
脳
会
談
を
希
望
す
る
と
い
う
金
正

日
委
員
長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
大
統
領
に
伝
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
李
明
博
大
統
領
は
、
北
朝
鮮
の
核
放
棄
の
意
思
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
大

規
模
の
対
北
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
用
意
が
あ
る
と
述
べ
て
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
先
非
核
化
原
則
を
譲
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
南
北
間
の
緊
張
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
中
、
ア
メ
リ
カ
は
中
国
に
働
き
か
け
て
米
朝
の
直
接
対
話
を
試
み
て
朝
鮮
半
島
の
緊
張

緩
和
を
図
っ
た
。
中
国
も
米
朝
対
話
に
よ
る
六
カ
国
協
議
の
再
開
を
北
朝
鮮
に
働
き
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
九
月
に
は
米
朝
会
議
の

結
果
に
よ
っ
て
は
六
カ
国
協
議
に
復
帰
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
の
金
正
日
委
員
長
の
同
意
を
得
た
。
さ
ら
に
、
中
国
は
金
正
日
委
員
長
に

南
北
首
脳
会
談
に
臨
む
よ
う
説
得
し
て
そ
れ
に
成
功
し
た
。
同
年
一
〇
月
に
北
京
で
開
か
れ
た
日
・
中
・
韓
三
国
首
脳
会
談
で
、
温
家
宝

総
理
が
李
明
博
大
統
領
に
金
正
日
委
員
長
が
南
北
首
脳
会
談
を
希
望
し
て
い
る
と
い
う
意
思
を
伝
え
た
。

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
南
北
は
一
〇
月
一
七
〜
一
九
日
に
か
け
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
秘
密
会
談
を
開
き
、

首
脳
会
談
、
非
核
化
問
題
、
韓
国
軍
捕
虜
及
び
拉
致
被
害
者
問
題
、
朝
鮮
戦
争
戦
死
者
の
遺
体
発
掘
問
題
、
離
散
家
族
問
題
、
人
道
的
支

援
問
題
で
合
意
寸
前
ま
で
至
っ
た
が
、
会
談
が
マ
ス
コ
ミ
に
露
見
し
た
た
め
一
時
的
に
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
南
北
は
開
城
工
業
団
地

で
実
務
者
会
談
を
開
い
て
交
渉
を
続
け
た
が
、
北
朝
鮮
が
首
脳
会
談
の
見
返
り
と
し
て
食
糧
と
肥
料
を
要
求
し
た
こ
と
や
、
韓
国
が
首
脳

会
談
の
場
所
変
更
を
要
求
す
る
な
ど
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
合
意
内
容
を
覆
し
た
こ
と
に
よ
り
決
裂
し
た
。

会
談
決
裂
直
後
の
一
一
月
一
〇
日
、
西
海
上
で
南
北
の
警
備
艇
が
武
力
衝
突
す
る
事
件
が
起
き
て
、
南
北
の
緊
張
関
係
が
再
び
高
ま
っ

三
〇
〇
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た
が
、
韓
国
が
北
朝
鮮
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
を
提
供
す
る
な
ど
事
態
の
沈
静
化
を
図
る
一
面
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ワ
ー
ス
対
北
政
策
特
別
代
表
が
訪
朝
し
て
米
朝
関
係
改
善
と
六
カ
国
協
議
の

再
開
を
協
議
し
、
二
〇
一
〇
年
二
月
に
は
中
国
の
王
家
瑞
中
国
共
産
党
対
外
連
絡
部
長
が
北
朝
鮮
を
訪
れ
て
六
カ
国
協
議
の
再
開
を
協
議

す
る
な
ど
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
一
月
、
韓
国
の
統
一
部
長
官
が
開
城
・
金
剛
山
観
光
再
開
の
た
め
の
実
務
者
会
談
を
提
案
し
、
北
朝
鮮
が
こ
れ
に
応
じ
て

二
月
八
日
か
ら
三
回
の
会
談
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
三
月
二
一
日
、
韓
国
の
哨
戒
艦
（
天
安
）
が
沈
没
し
て
兵
士
四
六
人
が
犠
牲
に
な
る

事
件
が
発
生
し
た
。

哨
戒
艦
沈
没
事
件
と
の
関
連
を
否
定
し
て
南
北
共
同
の
真
相
調
査
を
要
求
す
る
北
朝
鮮
の
主
張
を
李
明
博
政
権
は
退
け
、
同
年
五
月

二
四
日
、
哨
戒
艦
が
北
朝
鮮
の
魚
雷
攻
撃
に
よ
り
沈
没
し
た
と
結
論
づ
け
た
。
そ
し
て
、
北
朝
鮮
と
の
人
的
交
流
と
、
物
流
の
全
面
的
な

中
止
を
発
表
し
た
。
こ
の
決
定
に
よ
り
北
朝
鮮
船
舶
の
韓
国
海
域
の
運
行
と
入
港
の
禁
止
、
南
北
交
易
の
中
断
、
開
城
工
業
団
地
と
金
剛

山
地
区
以
外
へ
の
韓
国
人
の
訪
北
の
禁
止
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
新
規
投
資
の
禁
止
、
純
粋
な
人
道
的
支
援
以
外
の
対
北
支
援
事
業
の
原
則

的
な
禁
止
な
ど
の
制
裁
処
置
が
発
動
さ
れ
た
（
五
・
二
四
措
置
）。

こ
れ
に
対
し
て
北
朝
鮮
は
、
李
明
博
政
権
の
任
期
中
に
お
け
る
政
府
間
の
接
触
と
対
話
を
放
棄
す
る
と
の
声
明
を
発
表
し
、
李
明
博
政

権
を
相
手
し
な
い
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
南
北
関
係
の
み
で
な
く
ア
メ
リ
カ
や
中
国
が
力
を
入
れ
て
い
た
六
カ
国
協
議
の
再

開
の
め
ど
も
立
た
な
く
な
り
、
南
北
関
係
は
軍
事
的
な
対
決
モ
ー
ド
に
陥
っ
た
。
李
明
博
大
統
領
は
哨
戒
艦
沈
没
事
件
が
解
決
さ
れ
な
い

限
り
六
カ
国
協
議
の
再
開
は
あ
り
え
な
い
と
の
立
場
を
取
っ
た
。
哨
戒
艦
沈
没
事
件
と
六
カ
国
協
議
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哨

戒
艦
沈
没
事
件
へ
の
関
与
を
否
定
す
る
北
朝
鮮
が
事
件
へ
の
関
与
を
認
め
な
い
限
り
、
南
北
対
話
の
余
地
は
さ
ら
に
遠
の
い
た
。
哨
戒
艦

三
〇
一
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沈
没
事
件
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
韓
国
の
主
張
に
理
解
を
示
し
、
中
国
は
態
度
を
明
確
に
し
な
か
っ
た

（
14
）

。

南
北
の
緊
張
関
係
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
米
韓
合
同
軍
事
訓
練
の
中
止
を
要
求
し
て
い
た
北
朝
鮮
は
一
一
月
二
三
日
、
南
北
軍
事
境
界

線
の
近
く
に
あ
る
延
坪
島
（
ヨ
ン
ピ
ョ
ン
ド
）
を
砲
撃
し
た
。
こ
の
砲
撃
に
よ
り
韓
国
兵
士
二
名
と
民
間
人
二
名
が
死
亡
し
、
多
数
の
負

傷
者
が
出
た
。
朝
鮮
戦
争
以
来
、
初
め
て
北
朝
鮮
か
ら
直
接
攻
撃
を
受
け
た
韓
国
社
会
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
北
朝
鮮
に
対
す
る

世
論
が
急
激
に
悪
化
す
る
と
同
時
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
強
硬
政
策
に
対
す
る
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
重
く
見
た
ア
メ
リ
カ
と
中
国
は
、
韓
国
と
北
朝
鮮
に
特
使
を
派
遣
し
て
軍
事
行
動
の
自
制
、
六
カ
国
協
議
の
再
開
な

ど
を
働
き
か
け
て
事
態
の
鎮
静
化
を
図
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
北
朝
鮮
は
二
〇
一
一
年
一
月
八
日
、
韓
国
に
対
話
を
提
案
し
、
既
に
断
絶

さ
れ
た
板
門
店
の
南
北
赤
十
字
連
絡
事
務
所
間
直
通
電
話
を
再
開
通
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
李
明
博
政
権
は
こ
う
し
た
北
朝
鮮
の
提
案
に

対
し
て
、
哨
戒
艦
沈
没
事
件
と
延
坪
島
砲
撃
事
件
に
対
す
る
責
任
あ
る
措
置
と
再
発
防
止
の
確
約
、
非
核
化
に
対
す
る
明
確
な
態
度
表
明

を
要
求
し
、
こ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
対
話
に
応
じ
な
い
こ
と
を
伝
え
た
。

南
北
関
係
の
進
展
が
見
え
な
い
中
、
同
年
一
月
一
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
行
わ
れ
た
米
中
首
脳
会
談
で
両
首
脳
は
南
北
双
方
に
対
し
て

関
係
改
善
と
対
話
再
開
を
促
し
た
。

北
朝
鮮
は
、
翌
日
の
二
〇
日
、
軍
事
的
な
懸
案
問
題
を
議
論
す
る
た
め
の
南
北
高
位
級
軍
事
会
談
を
呼
び
掛
け
、
そ
の
議
題
と
し
て
哨

戒
艦
沈
没
事
件
と
延
坪
島
砲
撃
事
件
に
対
す
る
見
解
の
表
明
と
朝
鮮
半
島
の
緊
張
解
消
の
た
め
の
話
し
合
い
を
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
に

対
し
て
李
明
博
政
権
は
、
哨
戒
艦
沈
没
事
件
と
延
坪
島
砲
撃
事
件
に
対
す
る
責
任
あ
る
措
置
と
再
発
防
止
の
確
約
を
議
題
に
す
る
こ
と
を

条
件
と
し
て
予
備
会
談
に
応
じ
た
が
、
双
方
と
も
歩
み
寄
ら
ず
物
別
れ
に
な
っ
た
。

米
中
首
脳
会
談
後
、
ア
メ
リ
カ
は
李
明
博
政
権
に
対
し
て
北
朝
鮮
と
の
対
話
を
強
く
求
め
る
と
同
時
に
哨
戒
艦
沈
没
事
件
の
解
決
と
六

三
〇
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カ
国
協
議
と
の
連
繋
を
解
消
す
る
こ
と
を
勧
め
、
李
明
博
政
権
の
了
解
を
得
た
。
こ
れ
に
よ
り
南
北
対
話
と
米
朝
会
談
の
た
め
の
突
破
口

が
開
か
れ
た
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
日
、
李
明
博
大
統
領
は
、
三
・
一
節
記
念
演
説
で
「
北
朝
鮮
と
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
話
し
合
う
用
意
が
あ
る
」

と
述
べ
て
対
話
を
呼
び
か
け
た
。
三
月
二
七
日
に
は
韓
国
領
海
に
漂
流
し
て
入
っ
た
北
朝
鮮
漁
民
二
七
人
を
帰
し
、
二
九
日
に
は
白
頭
山

（
15
）

の
火
山
関
連
南
北
専
門
家
会
議
を
開
く
な
ど
柔
軟
な
姿
勢
を
示
し
た
。

一
方
、
中
国
は
四
月
七
日
、
武
大
偉
朝
鮮
半
島
事
務
特
別
代
表
を
北
朝
鮮
に
派
遣
し
て
、
南
北
対
話
↓
米
朝
対
話
↓
六
カ
国
協
議
再
開

と
い
う
「
三
段
階
プ
ロ
セ
ス
」
に
よ
る
核
問
題
の
解
決
を
説
得
し
て
北
朝
鮮
の
了
解
を
得
た
。

こ
う
し
た
南
北
対
話
の
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
南
北
は
四
月
か
ら
首
脳
会
談
の
た
め
の
非
公
開
会
談
を
再
開
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
五
月
一
八
日
、
李
明
博
政
権
は
突
然
非
公
開
会
談
の
事
実
を
マ
ス
コ
ミ
に
公
開
し
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た
北
朝
鮮
は
、
非
公

開
会
談
の
内
容
を
暴
露
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
。
暴
露
内
容
は
、「
非
公
開
会
談
で
李
明
博
政
権
は
哨
戒
艦
沈
没
事
件
と
延
坪
島
砲
撃
事

件
と
関
連
し
て
謝
罪
し
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
折
衷
案
を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
哀
願
し
た
。
さ
ら
に
、
韓
国
で
は
首
脳
会
談
に
対
す

る
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
首
脳
会
談
の
開
催
に
ぜ
ひ
応
じ
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
な
が
ら
金
が
入
っ
た
封
筒
を
渡

そ
う
と
し
た

（
16
）

」
と
い
う
衝
撃
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
南
北
関
係
は
再
び
急
速
に
冷
却
し
、
北
朝
鮮
は
東
海
地
区
の
南
北
軍

通
信
と
金
剛
山
地
区
の
通
信
連
絡
所
を
閉
鎖
す
る
と
発
表
し
た
。

こ
の
事
件
に
よ
り
北
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
と
の
直
接
対
話
に
比
重
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
、
国
連
の
対
北
制
裁
の
解
消
を
条
件
と
し
て
六

カ
国
協
議
へ
の
復
帰
を
主
張
し
た
従
来
の
立
場
を
変
え
、
無
条
件
の
六
カ
国
協
議
へ
の
復
帰
を
発
表
し
た
。
北
朝
鮮
が
態
度
を
変
え
た
こ

と
に
よ
り
同
年
七
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
第
一
次
米
朝
高
位
級
会
談
が
、
一
〇
月
に
は
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
第
二
次
会
談
が
開
か
れ
、

三
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六
カ
国
協
議
の
開
催
に
関
し
て
話
し
合
っ
た
。

一
方
、
中
国
も
同
年
一
〇
月
に
李
克
強
共
産
党
政
治
局
常
務
委
員
を
北
朝
鮮
に
派
遣
し
て
、
金
正
日
委
員
長
か
ら
南
北
首
脳
会
談
の
意

思
を
確
認
し
て
、
そ
の
旨
を
李
明
博
大
統
領
に
伝
え
た
が
、
李
明
博
大
統
領
は
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
九
日
、
金
正
日
の
死
亡
が
発
表
さ
れ
た
（
死
亡
日
は
一
二
月
一
七
日
）。
北
朝
鮮
は
李
明
博
政
権

が
弔
問
団
を
派
遣
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
二
月
三
〇
日
に
国
防
委
員
会
の
声
明
を
通
じ
て
こ
れ
か
ら
李
明
博
政
権
と
は
永
遠
に

相
手
し
な
い
と
激
し
い
口
調
で
非
難
し
た
。

李
明
博
大
統
領
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
日
に
行
っ
た
国
政
演
説
で
、
南
北
対
話
の
必
要
性
を
強
調
し
、
統
一
部
は
南
北
高
位
級
対
話

チ
ャ
ン
ネ
ル
の
構
築
を
提
案
し
た
が
、
北
朝
鮮
は
こ
れ
を
無
視
し
た
。
さ
ら
に
、
北
朝
鮮
は
二
月
に
行
わ
れ
た
米
韓
合
同
軍
事
訓
練
を
厳

し
く
非
難
し
、
韓
国
の
軍
部
隊
に
掲
げ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
金
正
日
・
金
正
恩
の
尊
厳
を
侮
辱
し
た
と
反
発
し
て
、
先
制
攻
撃
も
辞
さ
な
い

と
威
嚇
し
た
。

北
朝
鮮
は
二
〇
一
二
年
四
月
一
三
日
、
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
技
術
を
利
用
し
た
人
工
衛
星
を
打
ち
上
げ
た
（
軌
道
投
入
に
は
失
敗
）。
同
日
、

金
正
恩
が
国
防
委
員
会
第
一
委
員
長
に
推
戴
さ
れ
、
権
力
承
継
作
業
が
急
ピ
ッ
チ
に
進
め
ら
れ
た
。

五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
北
朝
鮮
は
韓
国
の
保
守
系
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
金
正
日
・
金
正
恩
関
連
の
報
道
内
容
に
反
発
し
て
、
そ
う
し
た

マ
ス
コ
ミ
に
対
す
る
武
力
行
使
を
ほ
の
め
か
す
な
ど
挑
発
的
な
発
言
を
繰
り
返
し
た
。

李
明
博
政
権
は
、
六
月
八
日
に
北
朝
鮮
に
提
供
し
た
食
糧
借
款
の
返
済
を
要
求
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
北
朝
鮮
は
今
ま
で
訪
朝
し
た

韓
国
の
政
権
関
係
者
や
国
会
議
員
ら
が
北
朝
鮮
で
行
っ
た
行
動
や
発
言
な
ど
を
公
開
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
応
酬
し
て
借
款
返
済
に
は

応
じ
な
か
っ
た
。

三
〇
四



李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
（
孔
）

（
八
二
一
）

南
北
関
係
の
突
破
口
を
開
く
た
め
韓
国
赤
十
字
社
が
八
月
に
北
朝
鮮
に
離
散
家
族
再
会
の
た
め
の
実
務
者
会
談
を
提
案
し
た
が
、
北
朝

鮮
は
五
・
二
四
処
置
の
撤
回
と
金
剛
山
観
光
事
業
の
再
開
を
条
件
に
拒
否
し
た
。
さ
ら
に
、
九
月
に
は
対
北
水
害
支
援
を
提
案
し
た
が

（
小
麦
粉
一
万
ト
ン
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
三
〇
〇
万
個
、
医
薬
品
な
ど
一
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
相
当
）、
北
朝
鮮
は
支
援
品
目
と
量
が
少
な
い
こ
と

を
理
由
に
受
け
取
り
を
拒
否
し
た
。

南
北
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
す
る
な
か
、
北
朝
鮮
は
一
二
月
一
二
日
、
再
び
人
工
衛
星
を
打
ち
上
げ
、
成
功
さ
せ
た
。
李
明
博
政
権
は
こ

の
発
射
が
朝
鮮
半
島
と
世
界
平
和
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
る
と
強
く
非
難
し
た
。
国
連
安
保
理
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
三
日
に
北
朝
鮮

に
対
し
て
前
回
の
制
裁
を
拡
大
・
強
化
す
る
形
で
制
裁
決
議
を
採
択
し
た
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
北
朝
鮮
は
一
月
二
一
日
、
ア
メ
リ
カ
が

対
北
敵
対
視
政
策
を
あ
き
ら
め
な
い
限
り
、
核
保
有
は
不
可
避
的
な
選
択
で
あ
り
、
非
核
化
の
論
議
も
有
り
得
な
い
と
宣
言
し
て
核
実
験

の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
一
月
二
八
日
、
北
朝
鮮
が
核
実
験
を
強
行
す
れ
ば
重
大
な
措
置
を
取
る
と
警
告
し
、
二
月
四
日
か

ら
始
ま
っ
た
米
韓
合
同
軍
事
訓
練
で
は
原
子
力
潜
水
艦
や
イ
ー
ジ
ス
艦
な
ど
が
参
加
す
る
大
規
模
な
米
韓
合
同
軍
事
訓
練
を
行
い
、
北
朝

鮮
の
核
実
験
を
牽
制
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
北
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
の
警
告
を
無
視
し
て
二
月
一
二
日
に
第
三
次
核
実
験
を
行
い
、
成
功
し
た

と
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
任
期
満
了
が
迫
っ
た
李
明
博
政
権
が
打
つ
手
は
非
難
声
明
以
外
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
二
〇
一
三
年
二
月
二
五
日
、
李
明
博
政
権
は
何
の
改
善
も
進
展
も
な
い
南
北
関
係
を
朴
槿
恵
政
権
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て

五
年
間
の
幕
を
閉
じ
た
。

三
〇
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李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
問

題
点

北
朝
鮮
の
非
核
化
と
改
革
開
放
を
前
提
と
し
て
、
相
互
主

義
と
実
用
主
義
に
基
づ
い
た
南
北
関
係
を
進
展
さ
せ
よ
う
と

し
た
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
は
、
当
初
の
期
待
と
は
大
き

く
か
け
離
れ
、
南
北
関
係
を
破
綻
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
の
や
り
方
に
関
し
て
は
人
に

よ
っ
て
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
政
権
発
足
当
時
に
掲
げ

た
政
策
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
南
北
関
係
が

金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
時
よ
り
大
き
く
後
退
し
た
こ
と
に

異
議
を
唱
え
る
人
は
少
な
い
。

李
明
博
政
権
は
対
北
政
策
の
目
標
と
し
て
「
共
存
共
栄
」

を
掲
げ
、「
北
朝
鮮
の
変
化
と
南
北
関
係
の
改
善
」、「
共
存

共
栄
の
南
北
関
係
の
発
展
」、「
平
和
共
同
体
・
経
済
共
同

体
・
民
族
共
同
体
」
の
実
現
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
統
一
基
盤

の
構
築
を
提
示
し
た
。

表 1　分野別の南北会談開催状況
単位：回

区分 政治 軍事 経済 人道 社会文化 計

'71－00 207 4 8 121 34 374

2001年 2 2 3 1 ─ 8

2002年 4 9 14 3 2 32

2003年 5 6 17 7 1 36

2004年 2 5 13 2 1 23

2005年 10 3 11 4 6 34

2006年 5 4 8 3 3 23

2007年 13 11 22 3 6 55

2008年 ─ 2 3 ─ 1 6

2009年 ─ ─ 4 2 ─ 6

2010年 ─ 1 3 4 ─ 8

2011年 ─ 1 ─ ─ ─ 1

2012年 ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 248 48 106 150 54 606

出所：2013年統一部統計資料（http://www.unikorea.go.kr）より作成

三
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と
こ
ろ
が
、
李
明
博
政
権
の
終
了
時
点
で
の
南
北
関
係
は
、
開
城
工
業
団
地

（
17
）

以
外
は
南
北
対
話
も
交
流
も
完

全
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

李
明
博
政
権
の
五
年
間
に
北
朝
鮮
は
三
回
の
人
工
衛
星
を
称
し
た
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
発
射
と
二
回
の
核
実
験

を
行
い
、
ミ
サ
イ
ル
と
核
開
発
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。
哨
戒
艦
沈
没
事
件
と
延
坪
島
砲
撃
事
件
が
起
き
て
南
北

の
軍
事
的
衝
突
の
可
能
性
が
高
ま
り
、
朝
鮮
半
島
の
安
保
環
境
が
著
し
く
悪
化
し
た
。
南
北
の
交
易
量
も
急
減

し
（
18
）

、
南
北
と
も
に
経
済
的
な
損
失
を
被
っ
た
。
そ
の
結
果
、
北
朝
鮮
経
済
は
中
国
に
大
き
く
頼
る
こ
と
に
な
り
、

南
北
経
済
協
力
に
よ
る
統
一
基
盤
構
築
と
い
う
構
想
も
台
無
し
に
な
っ
た
。

人
道
的
な
対
北
支
援
を
中
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
住
民
の
韓
国
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
悪
化
さ
せ
、

南
北
の
交
流
を
深
め
て
異
質
化
し
つ
つ
あ
る
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
金
大
中
・
盧

武
鉉
政
権
の
努
力
も
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
の
か
。

以
下
、
そ
の
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
る
。

第
一
に
、
政
策
の
非
現
実
性
で
あ
る
。「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
を
根
幹
と
す
る
「
朝
鮮
半
島
の

新
平
和
構
想
」
と
「
一
括
妥
結
案
」
な
ど
の
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
は
、
北
朝
鮮
の
先
非
核
化
を
前
提
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
北
朝
鮮
は
核
保
有
を
体
制
と
政
権
維
持
の
最
後
の
砦
と
し
て
認
識
し
て
い

る
。
北
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
の
対
北
敵
対
政
策
と
北
東
ア
ジ
ア
核
戦
略
が
根
本
的
に
変
わ
ら
な
い
限
り
、
核
を
放

棄
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る

（
19
）

。
北
朝
鮮
は
米
朝
関
係
が
正
常
化
さ
れ
、
米
朝
平
和
協
定
の
締
結
に
よ
り

表 2　北朝鮮の対中貿易依存度
単位：％

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

比重 24.7 32.5 32.7 42.8 48.5 52.6 56.7 67.1 73.0 78.5 83.0 89.0 88.3

出所 ：対外経済政策研究院地域経済フォーカス2013（http://www.kiep.go.kr/

skin.）
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ア
メ
リ
カ
の
北
朝
鮮
に
対
す
る
核
の
脅
威
が
完
全
に
解
消
さ
れ
た
時
、
核
開
発
の
放
棄
を
考
慮
す
る
と
い
う
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。
こ

う
し
た
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
北
朝
鮮
が
先
に
核
開
発
を
放
棄
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
20
）

。
こ
う
し
た
北
朝
鮮

の
生
き
残
り
戦
略
を
考
慮
せ
ず
、
北
朝
鮮
と
し
て
は
投
降
を
意
味
す
る
先
非
核
化
を
前
提
と
し
て
北
朝
鮮
を
圧
迫
す
る
政
策
は
、
最
初
か

ら
実
現
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
時
に
成
立
し
た
「
米
朝
枠
組
み
合
意
」
を
破
棄

し
て
、
北
朝
鮮
の
先
非
核
化
を
圧
迫
し
て
核
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
北
政
策
が
米
朝
関
係
だ
け
で
な
く
、
南
北
関
係
、

日
朝
関
係
、
米
中
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
形
で
終
わ
っ
た
実
状
を
目
撃
し
な
が
ら
も
同
じ
政
策
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
、
李
明
博
政
権
の
対

北
政
策
が
い
か
に
戦
略
を
欠
い
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

既
述
し
た
と
お
り
、
北
朝
鮮
は
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
構
想
に
強
く
反
発
し
て
そ
れ
に
応
じ
な
い
立
場
を
明
確
に
表
明
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
李
明
博
政
権
は
原
則
論
だ
け
を
掲
げ
て
政
策
や
戦
略
の
修
正
を
行
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
李
明
博
政
権
の
傲
慢
で

不
誠
実
な
姿
勢
は
北
朝
鮮
側
か
ら
見
る
と
、
こ
の
政
権
が
南
北
対
話
に
本
気
で
取
り
組
む
気
が
あ
る
の
か
と
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

第
二
に
、
一
貫
性
の
欠
如
で
あ
る
。
李
明
博
政
権
は
国
内
の
保
守
派
、
対
北
強
硬
派
を
重
要
な
支
持
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
は
、
進
歩
政
権
で
あ
っ
た
前
政
権
の
そ
れ
を
否
定
し
た
上
で
展
開
さ
れ
た
。
李
明
博
大
統
領
は
、

二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
行
な
わ
れ
た
大
統
領
選
挙
戦
の
演
説
で
、
一
〇
年
間
の
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
を
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
と
規
定

し
て
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
宥
和
政
策
が
失
敗
し
た
と
決
め
つ
け
て
対
北
政
策
の
転
換
を
明
確
に
し
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に

李
明
博
政
権
は
、
首
脳
同
士
の
約
束
で
あ
る
「
六
・
一
五
共
同
宣
言
」
と
「
一
〇
・
四
首
脳
宣
言
」
を
否
定
す
る
よ
う
な
発
言
を
繰
り
返

し
、
誠
実
に
実
行
し
な
か
っ
た
。
政
権
が
交
代
し
た
途
端
に
前
政
権
の
約
束
に
反
す
る
よ
う
な
発
言
や
行
動
に
出
る
こ
と
は
、
信
頼
醸
成

三
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に
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
、
北
朝
鮮
側
の
不
信
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
朝
鮮
が
李
明
博
政
権
と
は
永
遠
に
相
手
し
な
い
と

い
う
激
し
い
口
調
で
反
発
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

進
歩
か
ら
保
守
に
政
権
が
交
替
し
た
の
で
政
策
が
変
わ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
政
権
の
政
策
を
根
底
か
ら
否
定
す
る
よ

う
な
政
策
転
換
は
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
。
特
に
、
南
北
関
係
の
よ
う
な
ま
だ
信
頼
関
係
が
固
ま
っ
て
い
な
い
状
況
で
、
前
政
権
が
約
束

し
た
こ
と
を
反
故
に
し
て
新
し
い
条
件
を
付
け
加
え
て
新
た
な
関
係
の
構
築
を
要
求
す
る
の
は
、
国
家
間
の
関
係
で
は
非
常
識
な
行
為
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

政
権
ご
と
に
対
北
政
策
の
根
幹
が
変
わ
っ
て
は
南
北
関
係
の
持
続
的
な
運
営
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
敵
対
的
な
対
北
認
識
の
問
題
で
あ
る
。

冷
戦
体
制
の
解
体
期
で
あ
っ
た
一
九
八
八
年
、
盧
泰
愚
大
統
領
は
社
会
主
義
国
家
と
の
和
解
を
内
容
と
す
る
北
方
政
策
を
掲
げ
、
そ
れ

ま
で
打
倒
の
対
象
で
あ
っ
た
北
朝
鮮
を
民
族
の
生
存
と
繁
栄
の
た
め
に
協
力
し
合
う
「
同
伴
者
」
と
規
定
し
て
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
改
善

を
図
っ
た
。
そ
の
後
の
歴
代
政
権
も
程
度
の
差
は
あ
っ
た
も
の
の

（
21
）

、
こ
の
路
線
を
踏
襲
し
て
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
時
は
南
北
関
係
が

大
き
く
進
展
し
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
李
明
博
政
権
は
建
前
と
し
て
は
南
北
の
共
存
共
栄
を
掲
げ
な
が
ら
も
本
音
と
し
て
は
北
朝
鮮
を
打
倒
す
べ
き
敵
と
認
識
し

て
い
た
。
対
北
関
係
を
担
当
す
る
統
一
部
の
最
高
責
任
者
を
初
め
、
大
統
領
の
対
北
政
策
ブ
レ
イ
ン
、
外
交
部
や
国
家
情
報
院
の
対
北
責

任
者
な
ど
が
す
べ
て
対
北
強
硬
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
政
権
の
対
北
観
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
李
明
博
政
権
の
支
持
基
盤

で
あ
る
保
守
勢
力
の
理
念
が
反
共
産
主
義
で
あ
り
、
彼
ら
が
北
朝
鮮
の
崩
壊
を
前
提
と
し
た
吸
収
統
一
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
背

景
に
あ
っ
た
。
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そ
の
た
め
李
明
博
政
権
は
北
朝
鮮
に
非
核
化
と
い
う
無
理
な
条
件
を
取
り
付
け
て
変
化
を
圧
迫
す
る
一
方
、
常
に
「
北
朝
鮮
崩
壊
論
」、

「
北
朝
鮮
危
機
論
」、「
北
朝
鮮
急
変
事
態
論
」
な
ど
を
取
り
上
げ
、
北
朝
鮮
の
崩
壊
可
能
性
を
ほ
の
め
か
し
た
。
李
明
博
政
権
の
後
半
、

南
北
対
話
が
途
絶
え
る
と
李
明
博
大
統
領
が
統
一
準
備
の
必
要
性
に
言
及
し
て
統
一
基
金
造
成
の
た
め
の
募
金
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
呼
び
か

け
る
な
ど
、
吸
収
統
一
を
想
定
し
た
統
一
論
を
取
り
出
し
た
の
は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

吸
収
統
一
と
い
う
本
音
を
隠
し
て
関
係
改
善
を
唱
え
る
李
明
博
政
権
に
北
朝
鮮
が
強
い
不
信
感
を
抱
い
て
警
戒
し
た
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
四
に
、
相
互
主
義
の
問
題
で
あ
る
。
李
明
博
政
権
は
南
北
関
係
に
お
い
て
厳
格
な
相
互
主
義
原
則
を
強
調
し
た
。
こ
れ
は
金
大
中
・

盧
武
鉉
政
権
が
北
朝
鮮
に
見
返
り
を
提
供
し
て
関
係
改
善
を
図
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
か
ら
出
発
し
た
。
李
明
博
政
権
は
金
大
中
・
盧

武
鉉
政
権
の
対
北
宥
和
政
策
が
一
方
的
に
北
朝
鮮
に
有
利
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
北
朝
鮮
の
変
化
を
引
き
出
せ
な
か
っ
た
だ

け
で
な
く
、
南
北
関
係
で
韓
国
が
北
朝
鮮
に
翻
弄
さ
れ
た
と
見
て
い
た
。
こ
れ
は
、
北
朝
鮮
が
政
府
間
の
会
談
や
民
間
の
交
流
事
業
を
行

う
た
び
に
金
銭
的
な
要
求
を
し
た
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
。
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
は
北
朝
鮮
に
毎
年
二
、六
〇
〇
億
〜
三
、八
〇
〇

億
ウ
ォ
ン
を
対
北
食
糧
借
款
と
無
償
支
援
と
し
て
提
供
し
、
離
散
家
族
の
再
開
な
ど
を
行
な
っ
た

（
22
）

。
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
は
北
朝
鮮
に

対
す
る
人
道
的
な
支
援
や
見
返
り
の
金
銭
を
統
一
費
用
の
一
部
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

李
明
博
政
権
は
こ
う
し
た
前
政
権
の
や
り
方
に
不
満
を
持
ち
徹
底
し
た
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
ー
ク
式
の
相
互
主
義
を
強
調
し
た
。
李
明

博
大
統
領
は
「
や
る
だ
け
も
ら
う
」
と
の
立
場
か
ら
経
済
面
で
の
等
価
性
原
則
を
重
視
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
厳
格
な
相
互
主
義
は
南
北
の
信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
た
場
合
は
機
能
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
信
頼
が
崩
れ
た

状
況
で
は
機
能
し
難
い

（
23
）

。
厳
格
な
相
互
主
義
は
南
北
関
係
の
よ
う
に
多
層
的
で
複
雑
な
現
実
で
は
適
用
し
に
く
い
し
、
適
用
し
た
政
権
も

三
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な
か
っ
た

（
24
）

。
南
北
は
、
軍
事
面
で
は
厳
し
く
対
峙
し
て
い
る
反
面
、
経
済
・
社
会
・
文
化
面
で
は
あ
ら
ゆ
る
形
の
交
流
が
行
な
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
複
雑
で
多
層
的
な
関
係
で
は
分
野
別
、
事
案
別
に
柔
軟
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
等
価
性
を
強
調
し
た
相
互
主

義
は
南
北
関
係
の
よ
う
に
力
の
均
衡
（
主
に
経
済
力
）
が
著
し
く
崩
れ
て
い
る
場
合
に
は
適
用
し
に
く
い
。
二
〇
一
二
年
の
北
朝
鮮
の
国

民
総
所
得
（
Ｇ
Ｎ
Ｉ
）
は
約
三
〇
〇
億
ド
ル
で
、
韓
国
の
約
一
兆
一
、四
〇
〇
億
ド
ル
の
三
八
分
の
一
に
す
ぎ
な
い

（
25
）

。
南
北
関
係
の
改
善
過

程
で
韓
国
か
ら
の
直
接
投
資
や
支
援
な
ど
を
活
用
し
て
経
済
の
立
て
直
し
を
図
っ
て
い
た
北
朝
鮮
と
し
て
こ
う
し
た
相
互
主
義
は
受
け
入

れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
交
渉
で
は
一
歩
後
退
二
歩
前
進
と
い
う
戦
略
も
あ
る
が
、
李
明
博
政
権
は
一
歩
も
譲
ら
な
か
っ
た
。

第
五
に
、
実
用
と
生
産
性
の
問
題
で
あ
る
。
李
明
博
政
権
は
「
南
北
問
題
を
理
念
で
は
な
く
実
用
を
基
準
と
し
て
解
決
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い

（
26
）

」
と
主
張
し
て
、
南
北
経
済
協
力
を
民
族
の
特
殊
論
理
で
は
な
く
経
済
原
理
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま

り
、
南
北
の
経
済
的
な
実
利
を
重
視
す
る
関
係
構
築
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
は
当
初
の
意
図
と
は
異
な
る
結
果
と
な
っ
た
。
実
用
性
を
重
視
し
た
対
北
政
策
は
「
非
核
・
改
革
・
三
〇
〇
〇

構
想
」
に
縛
ら
れ
、
南
北
対
話
の
機
会
自
体
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
李
明
博
政
権
の
五
年
間
、
首
脳
会
談
と
こ
ろ
か
長
官
級
（
大
臣
級
）

会
談
さ
え
一
度
も
開
け
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
南
北
の
交
易
が
急
減
し
て
南
北
と
も
に
多
大
な
経
済
的
な
損
失

を
被
っ
た
。
金
剛
山
・
開
城
観
光
事
業
が
中
断
さ
れ
、
鉄
道
と
道
路
の
連
結
も
切
ら
れ
た
。
南
北
協
力
事
業
と
し
て
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ

れ
て
い
た
開
城
工
業
団
地
も
李
明
博
大
統
領
の
任
期
満
了
直
後
の
二
〇
一
三
年
四
月
に
暫
定
的
に
閉
鎖
さ
れ
、
南
北
の
経
済
的
実
利
を
も

た
ら
す
は
ず
の
南
北
協
力
事
業
は
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
南
北
の
よ
う
に
理
念
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
が
、
同
一
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
く
残
っ
て
い
る
国
同
士
が
、

理
念
や
民
族
論
理
を
排
除
し
て
実
用
主
義
や
経
済
原
理
だ
け
を
も
っ
て
関
係
改
善
を
図
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
李
明
博
政
権
は
人
道

三
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的
な
支
援
に
お
い
て
も
費
用
対
効
果
を
掲
げ
て
支
援
規
模
を
少
な
く
し
た
う
え
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
北
朝
鮮
の
変
化
を
求
め
た
。
こ
う

し
た
経
済
論
理
を
強
調
し
た
李
明
博
政
権
の
や
り
方
に
北
朝
鮮
は
失
望
と
不
信
、
怒
り
を
表
し
た
が
、
こ
れ
は
同
じ
民
族
で
あ
っ
た
か
ら

そ
の
度
合
い
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
北
に
は
一
千
万
の
離
散
家
族
が
存
在
す
る
。
南
北
の
住
民
は
政
治
・
軍
事
的
に
は
敵
対
関
係

に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
強
く
残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
南
北
関
係
下
で
、
同
じ
民
族
と
し

て
の
配
慮
や
思
い
や
り
を
排
除
し
た
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
が
、
南
北
関
係
の
基
礎
を
揺
る
が
し
た
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
費
用
対
効
果
を
重
視
す
る
の
が
実
用
主
義
な
ら
、
北
朝
鮮
側
が
よ
り
多
く
の
利
益
を
得
た
と
し
て
も
活
発
な
南
北
交
流
を
通
じ
て
南

北
双
方
に
経
済
利
益
を
も
た
ら
し
た
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
の
対
北
宥
和
政
策
が
実
用
的
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

第
六
に
、
南
北
対
話
に
お
け
る
主
体
性
の
欠
如
で
あ
る
。
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
下
で
は
、
南
北
関
係
の
進
展
が
六
カ
国
協
議
や
米
朝

関
係
、
日
朝
関
係
の
進
展
を
促
し
て
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
改
善
を
導
く
形
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
両
政
権
が
南
北

対
話
を
主
体
的
に
推
し
進
め
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
李
明
博
政
権
で
の
南
北
対
話
は
六
カ
国
協
議
や
米
中
関
係
、
米
朝
関
係
の
進
展
に
影
響
を
受
け
た
形
で
行
わ
れ
た
。
つ
ま

り
、
南
北
対
話
を
主
体
的
に
進
め
た
の
で
は
な
く
、
国
際
社
会
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
受
身
的
に
行
っ
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
に
背
中
を

押
さ
れ
る
形
で
南
北
対
話
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

会
談
の
具
体
的
な
戦
略
や
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
欠
い
た
受
身
的
で
状
況
に
応
じ
た
南
北
対
話
は
、
北
朝
鮮
の
反
発
を
招
い
た
だ
け
で
な
く
、

政
権
内
部
の
意
見
の
対
立
を
招
い
て
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

三
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九
）

Ⅴ　

終
わ
り
に

韓
国
で
は
李
明
博
政
権
に
代
わ
っ
て
朴
槿
恵
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
て
半
年
に
な
り
、
中
断
さ
れ
た
開
城
工
業
団
地
の
操
業
再
開
に
合
意

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
関
係
改
善
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
。
李
明
博
政
権
と
同
じ
く
保
守
政
権
で
あ
る
朴
槿
恵
政
権
は
、
対
話
と

協
力
に
よ
る
南
北
関
係
の
構
築
を
唱
え
な
が
ら
も
北
朝
鮮
が
ル
ー
ル
違
反
や
南
北
合
意
の
一
方
的
な
破
棄
、
見
返
り
の
金
銭
的
な
要
求
な

ど
と
い
っ
た
今
ま
で
の
や
り
方
に
は
容
易
く
乗
ら
な
い
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
朴
槿
恵
政
権
の
出
方
に
よ
っ
て
は
対
立
的
な
南
北

関
係
が
長
引
く
可
能
性
も
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
今
後
、
信
頼
に
基
づ
い
た
南
北
関
係
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
韓
国
側
が
と
る
べ
き
姿
勢
を
考
え

て
み
る
。
と
い
う
の
は
、
南
北
の
国
力
の
差
、
北
朝
鮮
体
制
の
硬
直
性
、
国
際
社
会
に
お
け
る
韓
国
の
地
位
な
ど
か
ら
見
た
場
合
、
南
北

関
係
に
お
い
て
は
韓
国
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
北
朝
鮮
を
変
化
さ
せ
て
い
く
し
か
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
北
朝
鮮
を
排
除
す
べ
き
敵
で
は
な
く
共
存
共
栄
の
真
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
北
朝
鮮
は
韓
国
の
安
全

を
威
嚇
す
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
平
和
と
統
一
、
繁
栄
の
た
め
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
る

（
27
）

。
南
北
は
究
極
的
に
は
統
一
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
分
断
さ
れ
た
ま
ま
の
南
北
は
民
族
の
生
存
と
繁
栄
を
保
つ
こ
と
に
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
が
南
北
関
係
の
大
前
提
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
南
北
関
係
の
現
状
や
国
際
環
境
を
み
た
場
合
、
短
期
間
で
の
南
北
統
一
、
つ
ま
り
吸
収
統
一
の
可
能
性
は
高
く
な
い
。
南

北
関
係
は
長
期
的
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
北
双
方
に
必
要
な
の
は
相
手
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
。
相
手
を

敵
と
認
識
し
て
は
い
か
な
る
対
話
も
い
か
な
る
経
済
協
力
も
砂
上
の
楼
閣
に
す
ぎ
な
い
。
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
が
失
敗
し
た
根
本
的

な
原
因
は
北
朝
鮮
を
パ
ー
ト
ナ
ー
で
は
な
く
敵
と
見
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
韓
国
の
対
北
政
策
に
大
き

三
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な
示
唆
点
を
与
え
て
い
る
。

第
二
に
、
国
民
的
な
合
意
に
基
づ
い
た
対
北
政
策
方
向
の
設
定
で
あ
る
。
韓
国
で
は
大
き
く
二
つ
の
対
北
政
策
路
線
が
あ
る
。
一
つ
は

対
北
宥
和
路
線
と
し
て
「
民
族
和
解
↓
平
和
定
着
↓
民
族
統
一
」
路
線
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
対
北
強
硬
路
線
と
し
て
「
対
北
圧
迫
↓
北

朝
鮮
崩
壊
↓
吸
収
統
一
」
路
線
で
あ
る

（
28
）

。
一
九
九
〇
年
代
以
後
の
歴
代
政
権
の
対
北
政
策
路
線
を
見
る
と
、
盧
泰
愚
政
権
で
は
宥
和
路
線

に
近
く
、
金
泳
三
政
権
で
は
強
硬
と
宥
和
路
線
の
並
行
を
、
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
で
は
宥
和
路
線
を
、
李
明
博
政
権
で
は
強
硬
路
線
を
、

と
い
う
有
様
で
、
政
権
ご
と
に
対
北
政
策
が
強
硬
路
線
と
宥
和
路
線
を
行
き
来
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
貫
性
を
欠
く
対
北
政
策
は
、

韓
国
の
対
北
政
策
能
力
を
著
し
く
弱
め
る
と
同
時
に
北
朝
鮮
に
不
信
感
を
与
え
、
南
北
関
係
の
改
善
を
妨
げ
て
い
る
。
南
北
関
係
の
進
展

に
お
い
て
試
行
錯
誤
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
平
和
的
な
民
族
統
一
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
こ
れ
を
進
め
て
い
く
た
め
の
対
北
政
策

の
基
本
方
向
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。
対
北
政
策
の
基
本
方
向
は
、
国
民
の
合
意
を
得
て
対
北
強
硬
政
策
を
唱
え
る
保
守
勢
力
も
宥
和
政

策
を
支
持
す
る
進
歩
勢
力
も
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
権
交
代
に
影
響
を
受
け
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
政
府
と
民
間
の
対
北
窓
口
を
二
元
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。
李
明
博
政
権
か
ら
韓
国
の
対
北
窓
口
は
政
府
（
統
一
部
）

に
一
元
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
府
が
民
間
の
南
北
交
流
を
統
制
、
管
理
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
政
府
間
の
対

立
に
よ
り
南
北
対
話
や
交
流
が
中
断
さ
れ
れ
ば
民
間
部
門
の
対
話
も
途
絶
え
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
一
元
化
さ
れ
て
い
る
対
北
窓
口
を
政

府
と
民
間
部
門
に
分
離
し
て
、
民
間
部
門
の
南
北
交
流
に
政
府
は
関
与
し
な
い
制
度
へ
と
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
南
北
関

係
の
裾
野
を
広
め
る
と
と
も
に
、
政
府
間
関
係
が
硬
直
し
た
時
、
民
間
部
門
が
そ
の
空
白
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
民
間
部
門
の
交
流
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
人
道
的
支
援
や
社
会
、
文
化
分
野
に
集
中
し
て
い
て
、
こ
う
し
た
南
北
交
流
を
政
府
が
統
制
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

三
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第
四
に
、
対
北
圧
力
よ
り
は
忍
耐
と
寛
容
の
対
北
政
策
の
必
要
性
で
あ
る
。
国
力
の
面
で
大
き
な
差
が
あ
る
南
北
に
厳
格
な
相
互
主
義

原
則
を
要
求
す
る
こ
と
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
圧
力
に
過
ぎ
な
い
。
国
際
社
会
と
南
北
関
係
で
劣
勢
の
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
北
朝
鮮
に
対

し
て
韓
国
は
忍
耐
と
寛
容
の
姿
勢
で
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
北
統
一
に
必
要
不
可
欠
な
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
北
朝
鮮
を
追
い
詰
め
る
の
で
は
な
く
、
交
流
を
深
め
て
い
く
過
程
で
内
部
か
ら
の
変
化
を
促
す
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
は
、
中
国
か
ら
体
制
維
持
の
た
め
の
必
要
最
小
限
の
援
助
を
受
け
、
ま
た
自
給
自
足
形
の
経
済
運
営
に
慣
れ
て
い
る
北
朝

鮮
が
国
際
社
会
や
韓
国
な
ど
外
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
て
改
革
開
放
に
乗
り
出
す
可
能
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北

朝
鮮
は
国
民
よ
り
は
政
権
や
体
制
維
持
を
優
先
す
る
国
で
あ
っ
て
、
権
力
や
体
制
維
持
の
た
め
な
ら
国
民
の
犠
牲
も
辞
さ
な
い
国
で
あ
る
。

こ
う
い
う
国
に
対
す
る
経
済
的
な
制
裁
は
国
民
の
生
活
だ
け
を
苦
し
め
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
対
北
圧
力
政

策
は
現
実
性
の
低
い
政
策
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

対
北
宥
和
政
策
に
反
対
す
る
人
々
は
、
こ
の
政
策
が
北
朝
鮮
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た

考
え
は
近
視
眼
的
で
あ
り
、
事
実
に
も
反
す
る
。
金
大
中
・
盧
武
鉉
政
権
が
推
し
進
め
た
対
北
宥
和
政
策
に
よ
り
南
北
首
脳
会
談
を
は
じ

め
、
総
理
会
談
、
長
官
級
会
談
、
軍
事
実
務
者
会
談
な
ど
、
政
治
・
軍
事
分
野
だ
け
で
も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
南
北
当
局
者
間
の
会
談

が
行
わ
れ
、
数
多
く
の
南
北
合
意
が
成
立
し
た
。
南
北
合
意
に
基
づ
い
て
鉄
道
・
道
路
の
連
結
、
開
城
工
業
団
地
の
建
設
、
経
済
協
力
制

度
と
清
算
決
済
制
度
の
制
定
、
海
運
協
力
、
金
剛
山
・
開
城
観
光
事
業
な
ど
多
様
な
分
野
で
の
南
北
協
力
事
業
が
実
り
、
南
北
関
係
は
改

善
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
閉
鎖
社
会
の
北
朝
鮮
に
韓
国
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
世
界
の
情
報
が
入
り
、
北
朝
鮮
内
部
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
変

化
が
起
き
て
い
る

（
29
）

。

今
後
の
韓
国
の
対
北
政
策
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
保
守
・
進
歩
政
権
を
問
わ
ず
北
朝
鮮
を
生
存
と
繁
栄
を
と
も
に
切
り
開
い
て
い
く
同

三
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伴
者
で
あ
る
と
の
認
識
と
、
強
い
忍
耐
心
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 
二
〇
一
三
年
九
月
に
再
び
開
通
し
た
。

（
2
） 

朴
英
鐸
外
『
新
政
府
の
対
北
政
策
と
南
北
軍
事
関
係
の
推
進
方
向
』
韓
国
国
防
研
究
院
、
二
〇
〇
九
年
、
五
一
頁

（
3
） 

白
鶴
淳
『
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
』
世
宗
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
、
八
四
頁

（
4
） 

同
上
、
八
五
頁

（
5
） 

ホ
ム
ン
ヨ
ン
外
五
人
『
李
明
博
政
府
の
対
北
・
統
一
政
策
の
細
部
実
践
方
案
』
統
一
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
頁

（
6
） 

同
上
、
一
五
〜
一
六
頁

（
7
） 

朴
鐘
喆
外
『
二
〇
〇
〇
年
代
の
対
北
政
策
の
評
価
と
政
策
代
案
』
統
一
研
究
院
、
二
〇
一
二
年
、
四
八
〜
四
九
頁

（
8
） 

同
上
、
四
九
頁

（
9
） 

こ
の
章
は
「
統
一
部
南
北
関
係
重
要
日
誌
（http://w

w
w
.unikorea.go.kr/C

m
sW

eb/view
P
age.req?idx=P

G
0000000686

）」
と
白
鶴
淳

『
前
掲
書
』
二
四
〜
七
八
頁
を
参
照
し
て
構
成
し
た
。

（
10
） 

「
労
働
新
聞
」
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日

（
11
） 

二
〇
〇
五
年
九
月
、
第
四
回
六
カ
国
会
議
で
北
朝
鮮
が
す
べ
て
の
核
兵
器
を
破
壊
し
て
Ｎ
Ｔ
Ｐ
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
復
帰
す
る
こ
と
を
合
意
し
て

行
っ
た
宣
言
で
あ
る
。

（
12
） 

北
朝
鮮
の
有
事
事
態
（
ク
ー
デ
タ
ー
、
民
衆
に
よ
る
暴
動
、
反
乱
軍
に
よ
る
核
兵
器
の
奪
取
、
大
量
脱
北
・
自
然
災
害
な
ど
）
に
備
え
て
ア
メ

リ
カ
と
韓
国
が
策
定
し
た
軍
事
概
念
計
画
（
計
画
策
定
段
階
に
お
け
る
作
戦
構
想
）
で
あ
る
。

（
13
） 

「
概
念
計
画
五
〇
二
九
」
を
格
上
げ
た
も
の
で
、
体
制
を
動
揺
さ
せ
る
急
激
な
変
化
に
備
え
て
策
定
し
た
軍
事
作
戦
計
画
で
あ
る
。

（
14
） 

七
月
九
日
に
行
っ
た
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
議
長
声
明
で
は
、
沈
没
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
「
攻
撃
」
を
「
非
難
」
し
た
も
の
の
、
北
朝
鮮

を
名
指
し
て
非
難
す
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
。

三
一
六



李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
（
孔
）

（
八
三
三
）

（
15
） 

北
朝
鮮
と
中
国
の
国
境
地
帯
に
あ
る
朝
鮮
半
島
最
高
峰
の
山
で
、
朝
鮮
民
族
の
聖
地
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
山
で
あ
る
。

（
16
） 

こ
の
暴
露
が
本
当
か
ど
う
か
は
南
北
の
主
張
が
相
反
し
て
い
て
未
だ
に
真
相
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

（
17
） 
開
城
工
業
団
地
の
操
業
も
二
〇
一
三
年
四
月
八
日
、
北
朝
鮮
が
全
労
働
者
を
引
き
揚
げ
た
の
で
暫
定
的
に
閉
鎖
さ
れ
た
。

（
18
） 
二
〇
〇
九
年
を
前
後
し
て
お
よ
そ
四
億
〜
七
億
に
達
し
て
い
た
南
北
の
一
般
交
易
と
委
託
加
工
交
易
（
開
城
工
業
団
地
で
の
交
易
を
除
い
た
交

易
）
は
、「
五
・
二
四
措
置
」
以
降
、
ほ
と
ん
ど
全
無
に
な
り
、
韓
国
と
取
引
し
て
い
た
繊
維
・
水
産
物
な
ど
は
中
国
と
取
引
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（「
イ
デ
イ
リ
新
聞
」
二
〇
一
三
年
三
月
一
〇
日
）。

（
19
） 

北
朝
鮮
外
務
省
談
話
文
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
三
日

（
20
） 

朴
鐘
喆
外
『
前
掲
書
』、
三
五
│
三
六
頁

（
21
） 

金
泳
三
政
権
で
は
強
・
穏
政
策
を
繰
り
返
し
て
南
北
関
係
の
進
展
は
な
か
っ
た
。

（
22
） 

同
上
、
九
〇
頁

（
23
） 

李
起
東
「
盧
武
鉉
政
権
と
李
明
博
政
権
の
対
北
接
近
方
式
の
比
較
」
北
韓
研
究
学
会
『
北
韓
研
究
年
報
』
一
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、

二
七
八
頁

（
24
） 

李
載
昊
『
社
会
統
合
型
対
北
政
策
』
ナ
ナ
ム
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
九
頁

（
25
） 

「D
ailyN

K

」、
二
〇
一
三
年
七
月
一
一
日

（
26
） 

統
一
研
究
院
『
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
推
進
方
向
』
統
一
研
究
院
、
二
〇
〇
八
年
、
四
七
頁

（
27
） 

李
載
昊
、『
前
掲
書
』
三
七
〇
頁

（
28
） 

韓
国
憲
法
に
は
「
大
韓
民
国
は
平
和
的
な
統
一
政
策
を
樹
立
し
て
こ
れ
を
推
進
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
吸
収
統
一
論
者
も
建
前

と
し
て
は
北
朝
鮮
の
崩
壊
に
よ
る
統
一
を
主
張
し
て
い
な
い
。

（
29
） 

脱
北
者
数
の
増
加
（
二
〇
一
二
年
末
の
統
一
部
の
累
計
脱
北
者
数
は
二
四
、六
一
四
人
）、
北
朝
鮮
住
民
の
韓
国
ド
ラ
マ
や
歌
謡
の
視
聴
、
北
朝

鮮
の
若
者
に
韓
国
風
パ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
行
、
韓
国
に
対
す
る
敵
対
イ
メ
ー
ジ
の
改
善
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
一
七





企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
三
五
）

企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察

小　
　

阪　
　

敬　
　

志

Ⅰ　

は
じ
め
に

企
業
結
合
（business com

binations

）
と
は
、
あ
る
企
業
と
他
の
企
業
と
が
、
一
つ
の
報
告
単
位
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
企
業

結
合
の
会
計
処
理
に
は
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
が
存
在
し
て
い
る
が
、
複
数
の
局
面
で
従
来
か
ら
公
正
価
値
（fair value

）
と
呼
ば
れ
る

測
定
値
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
近
年
、
財
務
報
告
の
た
め
の
会
計
基
準
が
国
際
的
に
統
一
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
公
正
価
値
も
そ
の
対
象

と
な
っ
た
が
、
新
た
に
整
理
・
統
一
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
公
正
価
値
の
概
念
は
変
化
し
た
。
係
る
変
化
は
極
め
て
広
範
に
影
響
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
と
り
わ
け
企
業
結
合
会
計
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
を
加
え
る
。
検
討
に
際
し
て
は
、
ま
ず
近
年
に
お
け
る
企
業
結

合
に
関
す
る
会
計
基
準
の
国
際
的
な
収
斂
過
程
を
整
理
し
、
企
業
結
合
を
会
計
処
理
す
る
際
の
重
点
の
変
化
を
指
摘
す
る
。
次
に
近
年
進

め
ら
れ
て
き
た
公
正
価
値
概
念
の
統
一
化
に
向
け
た
過
程
を
整
理
し
、
企
業
結
合
会
計
と
い
う
特
定
の
領
域
で
用
い
ら
れ
る
公
正
価
値
概

三
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
三
六
）

念
も
変
化
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
企
業
結
合
会
計
と
公
正
価
値
測
定
の
関
係
の
変
化
を
通
じ
て
、
現
行
の
企
業
結
合
会
計

に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅱ　

企
業
結
合
に
関
連
す
る
会
計
基
準
の
収
斂

近
年
、
国
際
会
計
基
準
審
議
会
（IA

S
B

）
を
中
心
と
し
た
会
計
基
準
の
国
際
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
い
ま
な
お
い
く

つ
か
の
相
違
点
は
残
る
も
の
の
、
多
く
の
会
計
規
定
が
国
際
的
に
統
一
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
企
業
結
合
に
関
連
す
る
会
計
基
準
も
そ
の
例

に
漏
れ
ず
、
二
〇
〇
八
年
に
はIA

S
B

が
公
表
す
る
国
際
財
務
報
告
基
準
（IF

R
S

）、
米
国
の
財
務
会
計
基
準
審
議
会
（F

A
S
B

）
が
公
表

す
る
財
務
会
計
基
準
書
（
1
）

（S
F
A
S

）、
な
ら
び
に
我
が
国
の
企
業
会
計
基
準
委
員
会
（A

S
B
J

）
が
公
表
す
る
企
業
会
計
基
準
の
間
に
お
い
て
、

大
筋
で
の
規
定
統
一
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
こ
れ
ら
の
会
計
基
準
に
お
い
て
、
二
〇
〇
八
年
前
後
の
改
訂
に
よ
る
企
業
結
合
の
会
計
処
理
規
定
の
変
化
を
整
理
し
、
企

業
結
合
会
計
に
お
け
る
重
点
の
変
化
を
確
認
す
る
。

1
．S

FA
S
141

お
よ
びIFR

S
3

の
改
訂

米
国
に
お
け
る
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
と
し
て
は
、S

F
A
S
141

「
企
業
結
合
」
が
二
〇
〇
一
年
にF

A
S
B

よ
り
公
表
さ
れ
て

い
る
（
2
）

。
同
基
準
に
お
い
て
は
、
企
業
結
合
の
会
計
処
理
方
法
と
し
て
パ
ー
チ
ェ
ス
法
（purchase m

ethod

）
の
み
を
採
用
し
、
そ
れ
ま
で

適
用
の
余
地
が
あ
っ
た
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
（pooling-of-interests m

ethod
）
と
の
選
択
適
用
が
廃
止
さ
れ
た
（par.13

）。
そ
の
背
景
と

し
て
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
が
取
得
原
価
主
義
の
会
計
モ
デ
ル
に
沿
わ
な
い
こ
と
や
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
情

三
二
〇



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
三
七
）

報
に
有
用
性
が
乏
し
い
と
い
っ
た
理
論
的
問
題
点
が
複
数
指
摘
さ
れ
て
い
る
（pars.B

36-B
79

）。
ま
た
、

パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
よ
っ
た
場
合
、
公
正
価
値
測
定
に
伴
う
資
産
増
加
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
の
れ
ん
が

計
上
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
企
業
結
合
後
の
費
用
負
担
を
通
じ
て
、
結
合
後
企
業
の
業

績
が
圧
迫
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
を
回
避
す
る
た
め
、
結
合
当
事
企
業
が
意
図
的
に
取
引
条
件
を
調
整
し

て
、
本
来
で
あ
れ
ば
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
企
業
結
合
に
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
が
適
用
さ
れ

る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
の
濫
用
（
3
）

）。
パ
ー
チ
ェ
ス
法
へ
の
一
本
化
は
、

実
務
上
の
問
題
と
さ
れ
て
い
た
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
の
濫
用
へ
の
対
抗
策
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
に
つ
い
て
、
両
方
法
の
主
要
な
相
違
点
を
数
値
例

に
よ
っ
て
確
認
す
る
。

【
例
1
】
Ａ
社
は
Ｘ
一
年
四
月
一
日
に
Ｂ
社
を
吸
収
合
併
し
、
合
併
の
対
価
と
し
て
Ｂ
社
株
主
に
Ａ

社
株
式
五
〇
〇
株
（
一
株
当
た
り
の
株
価
は
一
〇
〇
）
を
交
付
し
た
。
合
併
直
前
の
Ｂ
社
の
貸
借
対

照
表
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
よ
る
会
計
処
理

パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
下
で
は
、
存
続
会
社
で
あ
る
Ａ
社
は
、
消
滅
会
社
で
あ
る
Ｂ
社
の
諸
資
産
お
よ
び

諸
負
債
を
公
正
価
値
で
受
入
れ
、
対
価
と
し
て
交
付
し
た
株
式
の
公
正
価
値
と
の
差
額
を
、
の
れ
ん
と

貸 借 対 照 表

諸 資 産 80,000 諸 負 債 45,000

資 本 金 25,000

留 保 利 益 10,000

80,000 80,000

※  　なお、諸資産の公正価値は88,000であった。諸負債の公正価値は貸借対照

表上の帳簿価額と一致していた。

三
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
三
八
）

し
て
認
識
す
る
（
Ａ
社
を
取
得
企
業
、
Ｂ
社
を
被
取
得
企
業
と
し
て
い
る
）。

・
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
に
よ
る
会
計
処
理

持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
の
下
で
は
、
Ｂ
社
の
諸
資
産
お
よ
び
諸
負
債
は
す
べ
て
帳
簿
価
額
の
ま
ま
Ａ

社
に
引
き
継
が
れ
、
の
れ
ん
は
認
識
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
純
資
産
項
目
も
そ
の
ま
ま
Ａ
社
に
引
き
継

が
れ
る
。

企
業
結
合
の
会
計
処
理
方
法
と
し
て
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
の
い
ず
れ
を
採
用

す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
は
企
業
結
合
の
経
済
的
実
態
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
上
記
の
合
併
が
Ａ
社
に
よ
る
Ｂ
社
に
対
す
る
支
配
の
獲
得
、
す
な
わ
ち
取
得
（acquisition

）

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
パ
ー
チ
ェ
ス
法
が
適
合
し
、
Ａ
社
お
よ
び
Ｂ
社
の
い
ず
れ
も
相
手
に
対
す

る
支
配
を
獲
得
せ
ず
、
合
併
が
単
な
る
持
分
の
結
合
（uniting of interests

）
に
過
ぎ
な
い
場
合
に

は
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
が
適
合
す
る
。

S
F
A
S
141

に
お
け
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
よ
る
一
連
の
手
続
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
取
得
企
業
の
識
別
… 
結
合
当
事
企
業
の
い
ず
れ
が
取
得
企
業
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
（pars.15-

19

）。

②
取
得
原
価
の
決
定
… 

対
価
と
し
て
交
付
す
る
現
金
等
の
金
額
や
、
株
式
の
公
正
価
値
が
取
得
原

価
と
な
る
（pars.20-23

）。

・パーチェス法

（借） 諸 資 産 88,000 （貸） 諸 負 債 45,000

の れ ん 7,000 資 本 金 50,000

※資本金の増加額＝＠100×500株

・持分プーリング法

（借） 諸 資 産 80,000 （貸） 諸 負 債 45,000

資 本 金 25,000

留 保 利 益 10,000

三
二
二



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
三
九
）

③
取
得
原
価
の
配
分
…  

②
の
取
得
原
価
を
、
被
取
得
企
業
か
ら
取
得
し
た
資
産
お
よ
び
引
き
受
け
た
負
債
に
対
し
て
、
支
配
獲
得
日
時

点
の
公
正
価
値
に
基
づ
い
て
配
分
す
る
（pars.35-36

）。

④
の
れ
ん
の
認
識
…  

②
の
取
得
原
価
が
③
の
純
資
産
公
正
価
値
を
超
過
す
る
場
合
、
両
者
の
差
額
が
の
れ
ん
（goodw

ill

）
と
し
て

認
識
さ
れ
る
（par.43

）。

S
F
A
S
141

に
お
い
て
は
、
被
取
得
企
業
の
純
資
産
と
取
得
企
業
が
交
付
す
る
対
価
の
二
種
類
が
公
正
価
値
測
定
の
対
象
と
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
。
な
お
、
取
得
企
業
に
よ
る
支
配
が
完
全
で
は
な
い
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
非
支
配
持
分
（
4
）（non-controlling interest

）
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
公
正
価
値
測
定
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

一
方
、
共
同
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
たIA

S
B

か
ら
は
、
二
〇
〇
四
年
にIF

R
S
3

「
企
業
結
合
」
が
公
表
さ
れ
た
。

IF
R
S
3

で
も
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
適
用
の
余
地
が
無
く
な
り
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
へ
と
一
本
化
が
図
ら
れ
た
。
以
下
に
ま
と
め
た
と
お
り
、

IF
R
S
3

の
規
定
はS

F
A
S
141

と
同
一
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
非
支
配
持
分
も
公
正
価
値
測
定
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

①
取
得
企
業
の
識
別
…
結
合
当
事
企
業
の
い
ず
れ
が
取
得
企
業
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
（pars.17-23

）。

②
取
得
原
価
の
決
定
…
対
価
と
し
て
交
付
す
る
現
金
等
の
金
額
や
、
株
式
の
公
正
価
値
が
取
得
原
価
と
な
る
（pars.24-31

）。

③
取
得
原
価
の
配
分
…  

②
の
取
得
原
価
を
、
被
取
得
企
業
か
ら
取
得
し
た
資
産
お
よ
び
引
き
受
け
た
負
債
に
対
し
て
、
支
配
獲
得
日
時

点
の
公
正
価
値
に
基
づ
い
て
配
分
す
る
（pars.36-40

）。

④
の
れ
ん
の
認
識
…  

②
の
取
得
原
価
が
③
の
純
資
産
公
正
価
値
を
超
過
す
る
場
合
、
両
者
の
差
額
が
の
れ
ん
と
し
て
認
識
さ
れ
る

（par.51

）。

こ
こ
で
、
非
支
配
持
分
を
公
正
価
値
で
測
定
す
る
か
否
か
と
い
う
論
点
は
、
認
識
さ
れ
る
の
れ
ん
の
範
囲
に
大
き
く
関
わ
る
。
前
述
と

三
二
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五
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（
二
〇
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四
年
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月
）

（
八
四
〇
）

同
様
の
数
値
例
で
、
非
支
配
持
分
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
る
。

【
例
2
】
Ａ
社
は
Ｘ
一
年
四
月
一
日
に
Ｂ
社
が
発
行
す
る
株
式

一
〇
〇
〇
株
の
う
ち
八
〇
〇
株
（
八
〇
％
）
を
公
正
価
値
で
あ
る

四
〇
〇
〇
〇
（
一
株
当
た
り
五
〇
）
で
現
金
購
入
し
、
Ｂ
社
を
子
会
社

と
し
て
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ａ
社
に
よ
る
株
式
購
入
直
前
の

Ｂ
社
の
貸
借
対
照
表
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
よ
る
会
計
処
理

Ａ
社
は
Ｂ
社
を
完
全
に
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
二
〇
％
相
当

の
非
支
配
持
分
保
有
者
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
Ａ
社
は
Ｂ
社
の
貸
借

対
照
表
を
取
り
込
ん
だ
連
結
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

そ
の
際
の
仕
訳
処
理
は
上
記
の
よ
う
に
な
る
（
説
明
の
便
宜
上
、
一
般
的
な

連
結
修
正
仕
訳
と
は
形
式
を
変
え
て
い
る
が
、
実
質
的
な
結
果
に
相
違
は
な
い
）。

Ａ
社
持
分
に
つ
い
て
は
、
受
け
入
れ
た
Ｂ
社
の
純
資
産
公
正
価
値
の
う

ち
八
〇
％
相
当
と
、
対
価
四
〇
〇
〇
〇
と
の
差
額
が
の
れ
ん
と
し
て
認
識

さ
れ
る
。
こ
の
の
れ
ん
は
、
Ｂ
社
の
買
収
に
際
し
て
Ａ
社
が
取
得
し
た
の

れ
ん
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
買
入
の
れ
ん
と
い
わ
れ
る
。

貸 借 対 照 表

諸 資 産 80,000 諸 負 債 45,000

資 本 金 25,000

留 保 利 益 10,000

80,000 80,000

※  　なお、諸資産の公正価値は88,000であった。諸負債の公正価値は貸借対照

表上の帳簿価額と一致していた。

【Ａ社持分（80％）に係る会計処理】

（借） 諸 資 産 70,400 （貸） 諸 負 債 36,000

の れ ん 5,600 Ｂ 社 株 式 40,000

【非支配持分（20％）に係る会計処理】

（借） 諸 資 産 17,600 （貸） 諸 負 債 9,000

非支配持分 8,600

三
二
四



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
四
一
）

他
方
非
支
配
持
分
は
、
Ｂ
社
純
資
産
の
公
正
価
値
×
非
支
配
持
分
比
率
二
〇
％
と
い
う
計
算
式
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
公

正
価
値
測
定
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
、
非
支
配
持
分
に
見
合
っ
た
の
れ
ん
の
計
上
も
行
わ
れ
な
い
。

S
F
A
S
141

お
よ
びIF

R
S
3

が
採
用
し
た
パ
ー
チ
ェ
ス
法
で
は
、
の
れ
ん
の
認
識
範
囲
に
関
す
る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
被
取
得
企
業
の
資
産
お
よ
び
負
債
の
す
べ
て
が
公
正
価
値
で
測
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
産
で
あ
る
の
れ
ん
は
買
入

の
れ
ん
し
か
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
す
べ
て
が
公
正
価
値
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
取
扱
い
は
、
資
産
測
定
の
一
貫
性
を
欠
き
、
情
報
有
用
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
の
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
（
5
）

。

そ
こ
でF

A
S
B

とIA
S
B

の
両
審
議
会
は
、
企
業
結
合
に
関
す
る
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
の
成
果
物
と
し
て
、
二
〇
〇
七

年
にS

F
A
S
141

（R

）
お
よ
び
二
〇
〇
八
年
にIF

R
S
3

（R

）
を
公
表
し
た
。
両
基
準
に
共
通
す
る
主
要
な
変
更
点
は
、
非
支
配
持
分
の

公
正
価
値
測
定
の
導
入
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
全
部
の
れ
ん
の
認
識
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、S

F
A
S
141

（R

）
で
は
、
移
転
し

た
対
価
お
よ
び
非
支
配
持
分
の
公
正
価
値
が
、
受
け
入
れ
た
純
資
産
の
公
正
価
値
を
超
過
す
る
額
と
し
て
、
の
れ
ん
を
測
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
（par.34

）。
ま
たIF
R
S
3

（R

）
で
も
、
移
転
し
た
対
価
お
よ
び
非
支
配
持
分
の
公
正
価
値
を
用
い
て
の
れ
ん
測
定
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
（pars.19 and 32

）
が
、
こ
ち
ら
で
は
例
外
的
に
非
支
配
持
分
を
公
正
価
値
測
定
し
な
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
お
り
（
6
）

（par.19

）、
そ
の
場
合
に
は
、
全
部
の
れ
ん
は
計
上
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、S

F
A
S
141

（R

）
お

よ
びIF
R
S
3

（R

）
の
い
ず
れ
も
が
、
全
部
の
れ
ん
を
認
識
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
会
計
処
理
方
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
パ
ー

チ
ェ
ス
法
と
は
区
別
さ
れ
、
取
得
法
（acquisition m

ethod

）
と
呼
ば
れ
る
。
前
述
の
【
例
2
】
を
用
い
て
取
得
法
に
よ
る
会
計
処
理
を

示
せ
ば
、
次
頁
上
の
よ
う
に
な
る
。

三
二
五
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・
取
得
法
に
よ
る
会
計
処
理

Ａ
社
の
持
分
八
〇
％
に
つ
い
て
の
処
理
は
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
変
わ
ら
な
い
が
、
非
支
配
持
分
は
取
得
日

に
お
け
る
Ｂ
社
株
式
の
公
正
価
値
五
〇
×
二
〇
〇
株
（
＝
一
〇
〇
〇
株－

八
〇
〇
株
）
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
Ｂ
社
純
資
産
の
公
正
価
値
の
二
〇
％
と
の
差
額
が
、
の
れ
ん
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

S
F
A
S
141

（R

）
お
よ
びIF
R
S
3

（R

）
が
採
用
し
た
取
得
法
の
処
理
の
概
要
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
か
ら
取
得
法
へ
の
改
訂
は
制
度
研
究
上
、
伝
統
的
な
枠
組
み
と
さ
れ
て
き
た
取
得
原
価

主
義
会
計
と
の
関
連
で
、
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
る
。
例
え
ば
山
内
（
二
〇
一
〇
、pp.170-185

）
で
は
、

S
F
A
S
141

（R
）
やIF

R
S
3

（R

）
の
公
開
草
案
に
お
け
る
の
れ
ん
の
取
扱
い
が
、
取
得
原
価
主
義
会
計
が

有
す
る
構
造
的
特
徴
と
は
合
致
し
な
い
旨
指
摘
し
て
お
り
、
金
田
（
二
〇
一
〇
、p.92

）
は
、S

F
A
S
141

（R

）

の
公
開
草
案
で
は
、
取
得
原
価
主
義
会
計
の
考
え
方
が
退
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
公
開
草
案
に
対
す
る
指
摘
で
あ
り
、
特
に
「
被
取
得
企
業
の
全
体
を
公
正
価
値
測
定
す
る
」
こ
と
で
全
部

の
れ
ん
を
測
定
す
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
行
わ
れ
た
指
摘
と
思
わ
れ
る
。
確
定
基
準
に
お
け
る

取
得
法
で
は
、
被
取
得
企
業
全
体
の
公
正
価
値
測
定
は
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
同
様
の
指
摘
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

取
得
原
価
主
義
会
計
の
下
で
は
、
資
産
は
支
払
わ
れ
た
対
価
の
金
額
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

基
礎
的
前
提
と
し
て
一
般
的
な
資
産
の
取
得
が
「
交
換
」
取
引
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
資
産
の
取
得
は

【Ａ社持分（80％）に係る会計処理】

（借） 諸 資 産 70,400 （貸） 諸 負 債 36,000

の れ ん 5,600 Ｂ 社 株 式 40,000

【非支配持分（20％）に係る会計処理】

（借） 諸 資 産 17,600 （貸） 諸 負 債 9,000

の れ ん 1,400 非支配持分 10,000

三
二
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企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
四
三
）

交
換
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
測
定
は
引
き
渡
し
た
貨
幣
額
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
対
価
が
貨
幣
以
外
の
財
で
あ
れ
ば
、

そ
の
交
換
時
点
に
お
け
る
公
正
価
値
が
測
定
の
基
礎
と
な
る
。
パ
ー
チ
ェ
ス
法
は
こ
の
一
般
的
考
え
方
を
企
業
結
合
会
計
に
適
用
し
た
方

法
と
い
え
る
。
例
え
ば
、W

yatt

（1963, p.70

）
に
よ
れ
ば
、「
…
企
業
結
合
と
は
…
基
本
的
に
交
換
事
象
（an exchange event

）
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
二
つ
の
独
立
し
た
経
済
的
利
害
関
係
（econom

ic interests

）
が
、
資
産
お
よ
び
／
ま
た
は
持
分
（equities

）
の
交
換
の
達
成
の

た
め
に
交
渉
を
行
う
（bargain

）」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、S

F
A
S
141

で
は
、
冒
頭
に
一
般
的
な
資
産
取
得
取
引
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
の

整
理
を
行
い
（pars.3-8
）、
そ
の
上
で
、
こ
れ
と
整
合
的
な
規
定
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、IF

R
S
3

（par.B
C
44

）
な
ど
で
も
、

企
業
結
合
が
交
換
取
引
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
で
は
移
転
さ
れ
た
対
価
の
公
正
価
値
を
企
業
結
合

の
「
取
得
原
価
」
と
み
て
、
こ
れ
を
取
得
し
た
純
資
産
に
配
分
す
る
と
い
う
手
順
が
と
ら
れ
、
の
れ
ん
も
配
分
さ
れ
た
取
得
原
価
の
範
囲

内
で
認
識
さ
れ
た
。
パ
ー
チ
ェ
ス
法
は
取
得
原
価
主
義
会
計
の
枠
内
に
お
い
て
、「
交
換
取
引
」
を
処
理
す
る
た
め
の
具
体
的
な
処
理
方

法
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
、「
交
換
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
処
理
が
説
明
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
非
支
配
持
分
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、「
交
換
取
引
」
と
し
て
説
明

で
き
る
の
は
、
支
配
持
分
相
当
に
限
ら
れ
る
。

他
方
、
取
得
法
で
は
識
別
可
能
純
資
産
や
移
転
さ
れ
た
対
価
だ
け
で
な
く
、
非
支
配
持
分
も
「
企
業
結
合
の
構
成
要
素
」（the 

com
ponents of business com

bination

）
と
み
て
、
そ
れ
ら
の
測
定
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
（S

F
A
S
141

（R

）, par.B
81

）、
必
ず
し
も

企
業
結
合
が
交
換
取
引
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
な
い
。
結
果
、
構
成
要
素
す
べ
て
の
公
正
価
値
の
差
額
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
れ
ん

は
、
非
支
配
持
分
に
係
る
部
分
も
含
め
た
全
部
の
れ
ん
と
な
る
。

「
取
得
法
」
と
い
う
名
称
を
採
用
す
る
に
あ
た
り
、S

F
A
S
141

（R

）（par.B
14

）
お
よ
びIF

R
S
3

（R

）（par.B
C
14

）
は
、
改
訂
基
準

三
二
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〇
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年
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月
）

（
八
四
四
）

に
お
い
て
は
企
業
結
合
が
必
ず
し
も
購
入
取
引
に
よ
ら
ず
と
も
起
こ
り
う
る
（
す
な
わ
ち
定
義
の
中
に
対
等
合
併
な
ど
も
含
め
て
い
る
）
こ
と

を
理
由
と
し
て
お
り
、
ま
た
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
従
来
の
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
い
う
呼
称
も
、
一
律
に
取
得
法
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
、
定
義
の
変
更
に
よ
っ
て
「
企
業
結
合
」
に
含
め
ら
れ
る
取
引
等
の
対
象
範
囲
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
会
計
処
理

方
法
の
呼
称
を
単
に
改
め
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
数
値
例
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
具
体
的
な
処
理
手
続
き
も
パ
ー

チ
ェ
ス
法
と
は
異
な
る
し
、
何
よ
り
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
て
き
た
交
換
取
引
と
い
う
前
提
が
な
く
と
も
企
業
結
合
が
成

り
立
つ
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
取
得
法
に
お
け
る
非
支
配
持
分
の
公
正
価
値
測
定
は
、
全
面
時
価
評
価
法
と
の
整
合

性
を
根
拠
と
し
た
全
部
の
れ
ん
の
公
正
価
値
測
定
を
図
っ
た
結
果
と
し
て
導
入
さ
れ
た
処
理
と
さ
れ
る
が
（
7
）

、
そ
の
た
め
に
移
転
し
た
対
価

以
外
の
要
素
（
非
支
配
持
分
）
に
よ
っ
て
、
取
得
し
た
資
産
が
測
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
引
き
渡
し
た
対
価
に
よ
っ
て
資

産
の
取
得
原
価
を
測
定
す
る
と
い
う
、
取
得
原
価
主
義
会
計
の
基
本
的
な
ス
キ
ー
ム
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

取
得
法
の
手
続
で
は
、
そ
も
そ
も
「
取
得
原
価
」
と
い
う
用
語
自
体
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
取
得
法
は
パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
よ
う

に
取
得
原
価
主
義
会
計
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
む
し
ろF

A
S
B

やIA
S
B

は
、
交
換
取
引
に

お
け
る
対
価
を
基
礎
と
し
た
測
定
で
は
な
く
、
新
た
な
測
定
基
礎
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
様
子
が
、
段
階
取
得
の
取

扱
い
の
変
化
に
見
ら
れ
る
。

段
階
取
得
と
は
、
支
配
の
獲
得
が
複
数
回
の
取
引
に
よ
っ
て
段
階
的
に
達
成
さ
れ
る
企
業
結
合
の
一
類
型
を
い
う
。
例
え
ば
、
Ａ
社
が

Ｂ
社
の
発
行
す
る
株
式
の
二
〇
％
を
ま
ず
購
入
し
、
そ
の
後
追
加
で
六
〇
％
を
購
入
し
て
Ｂ
社
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
し
た
と
す
る
。

パ
ー
チ
ェ
ス
法
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
購
入
さ
れ
た
株
式
の
取
得
原
価
の
累
積
額
が
企
業
結
合
の
取
得
原
価
と
さ
れ
、
Ｂ
社
よ
り
受

け
入
れ
る
純
資
産
に
配
分
さ
れ
た
（
8
）（IF

R
S
3, pars.58-60

）。
過
去
に
行
わ
れ
た
個
々
の
交
換
取
引
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
引
に
お
け
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企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
四
五
）

る
対
価
を
基
礎
と
し
た
測
定
を
重
視
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
取
得
法
で
は
、
初
め
に
購
入
し
た

二
〇
％
を
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
へ
再
測
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（S

F
A
S
141

（R

）par.48 ; IF
R
S
3

（R

）

par.42

）。
こ
れ
に
よ
り
、
Ａ
社
が
保
有
す
る
合
計
八
〇
％
の
Ｂ
社
株
式
は
、
一
律
に
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
で

測
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
再
測
定
を
要
求
す
る
背
景
に
は
、
支
配
（
9
）

の
獲
得
が
経
済
環
境
等
の
重
要
な
変
化
に
当
た

り
、
そ
れ
が
持
分
投
資
の
新
た
な
測
定
基
礎
と
な
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
（S

F
A
S
141

（R

）, par.B
384 ; 

IF
R
S
3

（R

）, par.B
C
384

）。
ま
た
、
過
去
に
お
け
る
交
換
取
引
の
事
実
を
重
視
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
原
価
累

積
と
い
う
実
務
そ
の
も
の
が
財
務
報
告
に
お
け
る
不
整
合
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
の
認
識
も
示
さ
れ
て
い
る

（S
F
A
S
141

（R
）, par.B
386 ; IF

R
S
3

（R

）, par.B
C
386

）。
支
配
の
獲
得
と
い
う
重
要
な
経
済
事
象
の
発
生
を
契

機
と
す
る
公
正
価
値
に
よ
る
再
測
定
は
、
原
価
累
積
実
務
の
問
題
点
を
解
決
す
る
手
法
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、

取
得
原
価
主
義
会
計
か
ら
の
脱
却
な
い
し
乖
離
と
も
い
え
る
考
え
方
の
変
化
が
窺
え
る
手
法
で
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、F

A
S
B

お
よ
びIA

S
B

が
規
定
す
る
企
業
結
合
に
関
連
す
る
会
計
基
準
は
、
二
〇
〇
七
年
か

ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
か
ら
取
得
法
へ
と
会
計
処
理
の
方
法
を
変
更
し
た
。

こ
れ
は
単
な
る
呼
称
の
変
化
で
は
な
く
、
具
体
的
な
手
続
き
の
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
必
ず
し
も
交
換

取
引
が
伴
わ
な
く
と
も
、
支
配
の
獲
得
と
い
う
重
要
な
経
済
事
象
が
生
じ
れ
ば
、
企
業
結
合
は
成
立
す
る
と
い
う
捉

え
方
の
変
化
が
あ
る
（
図
表
1
）。
こ
の
た
め
、「
交
換
取
引
」
を
処
理
す
る
た
め
の
パ
ー
チ
ェ
ス
法
か
ら
、
必
ず
し

も
交
換
取
引
を
伴
わ
な
い
「
支
配
の
獲
得
」
を
処
理
で
き
る
取
得
法
へ
と
改
訂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結

果
、
測
定
面
で
は
パ
ー
チ
ェ
ス
法
で
行
わ
れ
て
い
た
被
取
得
企
業
の
純
資
産
の
公
正
価
値
測
定
の
ほ
か
に
、
①
非
支

【図表 1】企業結合の捉え方と処理方法の変化

改訂前 改訂後

企業結合の捉え方 交換取引 支配の獲得

処理方法 パーチェス法 取得法
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（
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六
）

配
持
分
の
公
正
価
値
測
定
、
そ
し
て
②
段
階
取
得
が
あ
っ
た
場
合
の
移
転
さ
れ
た
対
価
の
公
正
価
値
測
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

公
正
価
値
測
定
の
機
会
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

2
．
日
本
基
準
の
改
訂

我
が
国
の
企
業
結
合
に
関
連
す
る
会
計
基
準
と
し
て
は
、
二
〇
〇
三
年
に
企
業
会
計
審
議
会
よ
り
「
企
業
結
合
に
係
る
会
計
基
準
」

（
以
下
、
企
業
結
合
基
準
）
が
公
表
さ
れ
た
。
企
業
結
合
基
準
で
は
、
前
述
のS

F
A
S
141

やIF
R
S
3

と
は
異
な
り
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法

の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

企
業
結
合
基
準
に
よ
る
と
、
ま
ず
企
業
結
合
が
「
取
得
」
で
あ
る
か
「
持
分
の
結
合
」
で
あ
る
か
の
判
定
が
行
わ
れ
る
（
三
、
1
）。
そ

し
て
「
取
得
」
と
判
定
さ
れ
た
企
業
結
合
に
は
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
（
三
、
2
）。
以
下
に
示
し
た
と
お
り
、S

F
A
S
141

や

IF
R
S
3

が
定
め
て
い
た
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
同
等
の
処
理
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

①
取
得
企
業
の
決
定
…
結
合
当
事
企
業
の
い
ず
れ
が
取
得
企
業
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
。

②
取
得
原
価
の
決
定
…  

対
価
と
し
て
交
付
す
る
現
金
等
の
金
額
や
、
株
式
の
公
正
価
値
（
10
）

が
取
得
原
価
と
な
る
。
段
階
取
得
の
場
合
に

は
、
原
価
の
累
積
額
を
用
い
る
。

③
取
得
原
価
の
配
分
…  

②
の
取
得
原
価
を
、
被
取
得
企
業
か
ら
取
得
し
た
資
産
お
よ
び
引
き
受
け
た
負
債
に
対
し
て
、
支
配
獲
得
日
時

点
の
公
正
価
値
に
基
づ
い
て
配
分
す
る
。

④
の
れ
ん
の
認
識
…  

②
の
取
得
原
価
が
③
の
純
資
産
公
正
価
値
を
超
過
す
る
場
合
、
両
者
の
差
額
が
の
れ
ん
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

他
方
、「
持
分
の
結
合
」
と
判
定
さ
れ
た
企
業
結
合
に
は
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
が
適
用
さ
れ
る
（
三
、
3
）。
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
で

三
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企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
四
七
）

は
、
結
合
当
事
企
業
す
べ
て
の
資
産
、
負
債
お
よ
び
純
資
産
が
そ
の
適
正
な
帳
簿
価
額
で
結
合
後
企
業
に
引
き
継
が
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
で
は
公
正
価
値
測
定
が
用
い
ら
れ
る
余
地
は
な
い
。

企
業
結
合
基
準
に
お
い
て
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
企
業
結
合
の
経
済
的
実
態
を
反
映
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
（
企
業
結
合
に
係
る
会
計
基
準
の
設
定
に
関
す
る
意
見
書
、
三
、
1
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
取
扱
い
は
当

時
す
で
に
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
一
本
化
し
て
い
たS

F
A
S
141

やIF
R
S
3

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
欧
州
証
券
規
制

当
局
委
員
会
（C

E
S
R

）
か
ら
は
、
会
計
基
準
の
同
等
性
評
価
の
結
果
と
し
て
、
我
が
国
の
企
業
結
合
基
準
に
お
い
て
持
分
プ
ー
リ
ン
グ

法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
相
違
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
（C

E
S
R
, 2005, par.139

）。
そ
の
後
、F

A
S
B

とIA
S
B

に
よ

る
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
物
で
あ
るS
F
A
S
141

（R

）
お
よ
びIF

R
S
3

（R

）
と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と

か
ら
、
二
〇
〇
八
年
にA

S
B
J

よ
り
企
業
結
合
基
準
を
改
訂
す
る
形
で
、
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
」

が
公
表
さ
れ
た
（
11
）

。
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
で
は
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
が
廃
止
さ
れ
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
み
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

①
取
得
企
業
の
決
定
…
結
合
当
事
企
業
の
い
ず
れ
が
取
得
企
業
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
（pars.18-22

）。

②
取
得
原
価
の
決
定
…  

対
価
と
し
て
交
付
す
る
現
金
等
の
金
額
や
、
株
式
の
公
正
価
値
が
取
得
原
価
と
な
る
（par.23

）。
段
階
取
得
の

場
合
に
は
、
過
去
に
取
得
し
た
株
式
等
が
、
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
で
再
測
定
さ
れ
る
（par.25

）。

③
取
得
原
価
の
配
分
…  

②
の
取
得
原
価
を
、
被
取
得
企
業
か
ら
取
得
し
た
資
産
お
よ
び
引
き
受
け
た
負
債
に
対
し
て
、
支
配
獲
得
日
時

点
の
公
正
価
値
に
基
づ
い
て
配
分
す
る
（par.28
）。

三
三
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
四
八
）

④
の
れ
ん
の
認
識
…  

②
の
取
得
原
価
が
③
の
純
資
産
公
正
価
値
を
超
過
す
る
場
合
、
両
者
の
差
額
が
の
れ
ん
と
し
て
認
識
さ
れ
る

（par.28

）。

ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
我
が
国
で
は
パ
ー
チ
ェ
ス
法
が
維
持
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
パ
ー
チ
ェ
ス
法
適
用
時
に
お
け
る
「
取
得
原

価
」
の
算
定
に
際
し
て
は
、「
一
般
的
な
交
換
取
引
に
お
い
て
資
産
の
取
得
原
価
を
算
定
す
る
際
に
適
用
さ
れ
て
い
る
一
般
的
な
考
え
方

に
よ
る
こ
と
が
整
合
的
で
あ
る
」
と
さ
れ
（
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
、par.84

）、
企
業
結
合
を
交
換
取
引
と
み
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
す
な

わ
ち
取
得
法
の
よ
う
に
非
支
配
持
分
を
公
正
価
値
測
定
す
る
余
地
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
全
部
の
れ
ん
も
計
上
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
（par.98

）
で
は
、「
…
の
れ
ん
…
の
計
上
は
有
償
取
得
に
限
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
」
を
採
用
し
て

お
り
、「
取
得
原
価
」
の
算
定
を
引
き
続
き
要
求
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
に
お
け
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
取
扱
い

は
、
伝
統
的
な
取
得
原
価
主
義
会
計
と
整
合
的
な
よ
う
に
見
え
る
。

他
方
で
、
段
階
取
得
の
際
に
は
過
去
に
取
得
し
た
株
式
の
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
企
業
会
計

基
準
第
二
一
号
、par.25

）。
企
業
結
合
基
準
に
お
い
て
、
原
価
の
累
積
額
を
用
い
る
こ
と
と
し
て
い
た
の
は
、「
個
々
の
取
引
は
あ
く
ま
で

そ
の
時
点
で
の
等
価
交
換
取
引
で
あ
り
、
取
得
が
複
数
の
交
換
取
引
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
場
合
、
取
得
原
価
は
個
々
の
交
換
取
引
ご
と
に

算
定
し
た
原
価
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
経
済
的
実
態
を
適
切
に
反
映
す
る
」
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
（
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
、

par.88

）。
交
換
取
引
を
前
提
と
す
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
取
扱
い
も
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
い
え
る
。

し
か
し
、
会
計
基
準
の
国
際
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
連
結
財
務
諸
表
に
限
定
し
た
う
え
で
、SF

A
S
141

（R

）

やIF
R
S
3

（R

）
と
整
合
的
な
処
理
を
行
う
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
（par.90
）。

以
上
で
見
た
と
お
り
企
業
結
合
に
関
連
す
る
会
計
基
準
に
つ
い
て
は
、IA

S
B

とF
A
S
B

の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
先
に

三
三
二



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
四
九
）

IF
R
S

とS
F
A
S

の
間
で
規
定
の
統
一
化
が
図
ら
れ
、
我
が
国
の
企
業
会
計
基
準
は
、
従
来
の
考
え
方
を
維
持
し
つ
つ
も
主
と
し
て
会

計
基
準
の
国
際
的
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
達
成
を
優
先
す
る
観
点
か
ら
、
両
基
準
に
歩
み
寄
る
形
で
の
改
訂
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

の
結
果
、A

S
B
J

が
公
表
し
た
基
準
で
は
部
分
的
にS

F
A
S
141

（R

）
やIF

R
S
3

（R

）
と
整
合
し
つ
つ
も
、
い
ま
な
お
改
訂
さ
れ
ず
に

維
持
さ
れ
て
い
る
規
定
も
存
在
し
て
お
り
、
両
基
準
と
の
間
に
は
重
要
な
差
異
が
残
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
（
12
）

。

Ⅲ　

公
正
価
値
概
念
の
変
化

1
．S

FA
S
157

公
表
前
の
公
正
価
値

会
計
処
理
上
の
測
定
値
と
し
て
用
い
ら
れ
る
公
正
価
値
は
、
か
つ
て
の
一
般
的
な
定
義
に
よ
れ
ば
、
資
産
が
市
場
に
お
い
て
「
交
換
」

（exchange

）
さ
れ
う
る
金
額
と
さ
れ
た
（
13
）

。
す
な
わ
ち
、
資
産
を
購
入
す
る
場
合
に
は
購
入
市
場
価
格
、
売
却
す
る
際
に
は
売
却
市
場
価
格

と
い
う
、
二
種
類
の
金
額
が
同
じ
「
公
正
価
値
」
と
い
う
用
語
の
中
で
成
立
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
前
者
は
入
口
価
格
（entry price

）

と
も
い
い
、
後
者
は
出
口
価
格
（exit price

）
と
も
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
会
計
基
準
上
で
公
正
価
値
が
導
入
さ
れ
た
当
初
、
公
正
価
値
測

定
の
対
象
と
さ
れ
た
金
融
商
品
の
よ
う
に
、
購
入
と
売
却
が
同
一
の
市
場
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
上
記
二
種
類
の
金
額
は
基
本
的
に
同

一
の
測
定
値
を
示
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
当
初
認
識
時
の
測
定
に
公
正
価
値
を
用
い
る
と
し
て
も
、
実
務
上
そ
れ
が
入
口
価
格
で

あ
る
か
出
口
価
格
で
あ
る
か
を
明
確
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。

企
業
結
合
会
計
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
被
取
得
企
業
の
識
別
可
能
資
産
お
よ
び
負
債
は
支
配
獲
得
日
の
公
正
価
値
で
測
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、S

F
A
S
141

、IF
R
S
3

そ
し
て
企
業
結
合
基
準
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
公
正
価
値
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い

た
か
、
以
下
で
確
認
す
る
。

三
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
五
〇
）

ま
ずS

F
A
S
141

で
は
、
公
正
価
値
は
「
強
制
や
清
算
以
外
の
、
取
引
参
加
者
間
で
の
現
在
の
取
引
に
お
い
て
、
資
産
…
が
購
入
…
ま

た
は
売
却
…
さ
れ
う
る
金
額
」
と
さ
れ
て
い
た
（A

ppendix F

）。「
購
入
ま
た
は
売
却
」
と
あ
る
と
お
り
、
こ
こ
で
の
公
正
価
値
は
入
口

価
格
と
出
口
価
格
の
い
ず
れ
の
価
格
も
含
ん
で
お
り
、
ど
ち
ら
か
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。

次
にIF

R
S
3

で
は
、
公
正
価
値
は
「
独
立
第
三
者
間
取
引
に
お
い
て
、
取
引
の
知
識
が
あ
る
自
発
的
な
当
事
者
の
間
で
、
資
産
が
交

換
さ
れ
得
る
…
価
額
」（A

ppendix A

）
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
「
交
換
」
と
い
う
用
語
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
公
正
価
値
が
入
口
価

格
ま
た
は
出
口
価
格
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
価
格
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
解
釈
の
余
地
が
あ

る
。そ

し
て
企
業
結
合
基
準
に
お
い
て
は
、「
時
価
と
は
、
公
正
な
評
価
額
を
い
う
。
通
常
、
そ
れ
は
観
察
可
能
な
市
場
価
格
」
を
い
う
と

さ
れ
た
（
二
、
7
）。
我
が
国
の
会
計
基
準
で
は
、
伝
統
的
に
「
時
価
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
第

四
三
号
「
公
正
価
値
測
定
及
び
そ
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」（
以
下
、
公
開
草
案
第
四
三
号
）
に
よ
れ
ば
、「
時
価
」
と
「
公
正
価

値
」
と
は
、
文
言
の
違
い
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
そ
の
考
え
方
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（par.27

）。
企
業
結
合
基
準
に

お
い
て
も
、
時
価
す
な
わ
ち
公
正
価
値
が
入
口
価
格
で
あ
る
の
か
出
口
価
格
で
あ
る
の
か
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
、
入
口
価
格
と
出
口
価
格
の
双
方
の
意
味
合
い
を
定
義
に
含
め
て
い
たS

F
A
S
141

で
は
、「
…
交
換
取
引
で
は
、
取
得
さ
れ

た
純
資
産
と
支
払
わ
れ
た
対
価
の
公
正
価
値
は
等
し
い
と
仮
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
取
得
企
業
に
と
っ
て
の
取
得
〝
原
価
〞（the “cost ” 

of an acquisition

）
は
、
交
換
さ
れ
た
公
正
価
値
に
等
し
」
い
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（par.5

）。
こ
れ
は
企
業
結
合
に
限
ら
ず
、
一
般
的

な
資
産
の
取
得
取
引
に
共
通
す
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
交
換
取
引
に
お
い
て
は
、
取
得
し
た
資
産
の
公
正
価
値
と
引
き
渡
さ
れ
る

対
価
の
公
正
価
値
は
等
し
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
取
得
す
る
資
産
の
入
口
価
格
と
、
引
き
渡
さ
れ
る
対
価
の
出
口
価
格
と
の
等
価
交
換
が

三
三
四



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
五
一
）

想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
14
）

。
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
識
別
可
能
純
資
産
お
よ
び
識
別
不
能
な
要
素
で
あ
る
の
れ
ん

と
、
そ
れ
ら
を
取
得
す
る
た
め
の
対
価
と
の
等
価
交
換
が
想
定
さ
れ
、
対
価
の
出
口
価
格
（
す
な
わ
ち
、
企
業
結
合
に
お
け
る
取
得
原
価
）
に

よ
っ
て
識
別
可
能
純
資
産
の
入
口
価
格
を
測
定
し
（
取
得
原
価
の
配
分
）、
残
額
が
の
れ
ん
の
測
定
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
交

換
取
引
を
前
提
と
し
た
場
合
、
交
換
対
象
と
な
る
財
双
方
の
入
口
価
格
と
出
口
価
格
を
交
換
取
引
の
中
で
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
公
正
価
値
に
は
双
方
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
入
口
価
格
な
い
し
出
口
価
格
の
い
ず
れ
か
に

限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
交
換
取
引
を
前
提
と
し
た
測
定
も
不
可
能
と
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
交
換
取
引
を
前
提
と
す
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
下
で
は
、
公
正
価
値
の
意
味
に
は
受
け
入
れ
る
純
資
産
の
入
口
価
格
と

対
価
の
出
口
価
格
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。「
交
換
」
と
い
う
概
念
が
、
会
計
処
理
方
法
で
あ
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
だ
け
で
な
く
、
測

定
値
と
し
て
用
い
ら
れ
る
公
正
価
値
の
根
底
に
も
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

2
．
出
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値

他
方
、
近
年
の
会
計
基
準
整
備
の
過
程
で
、
公
正
価
値
の
概
念
を
出
口
価
格
と
し
て
最
初
に
整
理
し
た
の
は
、F

A
S
B

が
二
〇
〇
六

年
に
公
表
し
たS

F
A
S
157

「
公
正
価
値
測
定
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
公
正
価
値
と
は
「
測
定
日
に
お
け
る
市
場
参
加
者
間
の
秩
序

あ
る
取
引
に
お
い
て
、
資
産
を
売
却
し
て
受
け
取
る
…
で
あ
ろ
う
価
格
」
を
い
う
（par.5

）。
こ
の
定
義
は
そ
の
後
に
公
表
さ
れ
る

S
F
A
S
141

（R

）
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（par.3

）。
す
な
わ
ちS

F
A
S
141

の
段
階
で
は
取
得
し
た
純
資
産
（
の
れ
ん
を
含
む
）
の
入
口
価

格
（
で
も
あ
り
、
対
価
の
出
口
価
格
に
等
し
い
）
を
想
定
し
て
い
た
公
正
価
値
は
、
用
語
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま
に
そ
の
意
義
が
出
口
価
格
へ
と

一
本
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

三
三
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
五
二
）

S
F
A
S
157

（par.C
26

）
で
は
、
出
口
価
格
の
概
念
が
、
財
務
報
告
の
基
礎
概
念
レ
ベ
ル
で
の
資
産
の
定
義
に
合
致
す
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
資
産
の
定
義
を
定
め
るS

F
A
C
6

（par.25

）
に
よ
れ
ば
、
資
産
と
は
「
過
去
の
取
引
ま
た
は
事
象
の
結
果
と
し
て
、

特
定
の
実
体
に
よ
り
取
得
ま
た
は
支
配
さ
れ
て
い
る
、
発
生
の
可
能
性
の
高
い
将
来
の
経
済
的
便
益
」
と
さ
れ
る
。「
将
来
の
経
済
的
便

益
」（future econom

ic benefi t

）
は
、
企
業
が
将
来
に
お
い
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
イ
ン
フ
ロ
ー
を
獲
得
す
る
の
に
貢
献
す
る
能
力
で
あ
る
か
ら

（par.26

）、
資
産
の
測
定
は
そ
の
現
金
生
成
能
力
（cash generating pow

er

）
の
評
価
に
役
立
つ
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て

係
る
目
的
に
最
も
適
合
す
る
の
は
出
口
価
格
に
よ
る
公
正
価
値
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、IA

S
B

も
公
正
価
値
概
念
の
整
理
を
行
い
、
二
〇
一
一
年
にIF

R
S
13

「
公
正
価
値
測
定
」
を
公
表
し
た
。F

A
S
B

と
は
基

準
の
公
表
順
序
が
異
な
る
た
め
、IA

S
B

で
は
ま
ずIF

R
S
3

（R

）
の
公
表
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
同
基
準
内
に
お
け
る
公
正
価
値
の
定
義

が
、IF

R
S
13

に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（par.D

1

）。IF
R
S
13

（par.9

）
に
よ
れ
ば
、
公
正
価
値
と
は
「
測
定
日
時
点

で
、
市
場
参
加
者
間
の
秩
序
あ
る
取
引
に
お
い
て
、
資
産
を
売
却
す
る
た
め
に
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
価
格
」
を
い
う
。
そ
れ
ま
で
入
口
価

格
な
の
か
出
口
価
格
な
の
か
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
公
正
価
値
は
、S

F
A
S
157

に
お
け
る
定
義
同
様
、
出
口
価
格
と
し
て
定
義
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
てA

S
B
J

も
、
二
〇
一
〇
年
に
公
開
草
案
第
四
三
号
を
公
表
し
て
お
り
、
従
来
用
い
て
き
た
「
時
価
」
は
出
口
価
格
と
し
て
の

公
正
価
値
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
公
開
草
案
第
四
三
号
（par.4
）
に
よ
れ
ば
、
公
正
価
値
と
は
「
測
定
日
に
お
い
て
市
場
参
加
者
間

で
秩
序
あ
る
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
資
産
の
売
却
に
よ
っ
て
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
価
格
…
（
出
口
価
格
）」
を
い
う
。
現
状
で
は
公
開

草
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
我
が
国
の
会
計
基
準
上
で
は
「
時
価
」
概
念
が
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
確
定
基
準
と
な
れ
ば
出
口

価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
が
企
業
結
合
会
計
を
含
む
様
々
な
領
域
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

三
三
六



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
五
三
）

こ
の
よ
う
に
、
公
正
価
値
概
念
に
つ
い
て
もF

A
S
B

、IA
S
B

そ
し
てA

S
B
J

の
三
者
間
に
お
い
て
統
一
に
向
け
た
動
き
が
窺
え
、
い

ず
れ
はS

F
A
S
141

（R

）、IF
R
S
3

（R

）
お
よ
び
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
の
適
用
下
に
お
い
て
、
企
業
結
合
の
会
計
処
理
に
用
い
ら
れ

る
「
公
正
価
値
」
と
は
、
一
様
に
出
口
価
格
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

Ⅳ　

企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
出
口
価
格
に
よ
る
測
定
の
課
題

1
．
企
業
結
合
の
会
計
処
理
方
法
と
公
正
価
値
の
関
係

公
正
価
値
が
出
口
価
格
へ
と
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
交
換
取
引
を
前
提
と
し
た
企
業
結
合
に
お
け
る
公
正
価
値
の
捉
え
方
、
す
な
わ

ち
交
換
さ
れ
る
財
双
方
の
入
口
価
格
と
出
口
価
格
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
概
念
上
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

S
F
A
S

は
、IF

R
S

や
企
業
会
計
基
準
と
は
異
な
り
、
唯
一
、
公
正
価
値
の
概
念
の
整
理
を
経
て
か
ら
企
業
結
合
に
関
連
す
る
会
計
基
準

の
改
訂
を
行
っ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、S

F
A
S
141

（R

）
で
は
パ
ー
チ
ェ
ス
法
が
取
得
法
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
正
価

値
が
出
口
価
格
に
一
本
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
企
業
結
合
を
必
ず
し
も
交
換
取
引
と
は
捉
え
な
い
取
得
法
の
下
で
は
、
上
記
の
問
題
が
概

念
上
の
致
命
的
な
矛
盾
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
基
準
の
公
表
順
序
は
前
後
す
る
も
の
の
、
す
で
に
企
業
結
合
の
会
計
処
理
方
法

を
取
得
法
に
変
更
し
て
い
るIF

R
S

に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

取
得
法
に
処
理
が
変
更
さ
れ
て
も
、
企
業
結
合
の
経
済
的
実
態
は
、
引
き
続
き
「
取
得
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、「
売
却
」
を
前
提
と
し

た
出
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
概
念
上
の
矛
盾
が
生
じ
る
と
の
指
摘
も
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、F

A
S
B

や

IA
S
B

は
入
口
価
格
と
出
口
価
格
は
概
念
上
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
（S

F
A
S
157, par.16 ; IF

R
S
13, par.57

）、
さ
ら

にIA
S
B

に
は
、
入
口
価
格
を
用
い
な
い
こ
と
が
、
企
業
結
合
の
会
計
処
理
に
際
し
て
問
題
と
な
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
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（IF
R
S
13, par.B

C
36

）。
こ
の
指
摘
に
対
し
てIA

S
B

は
、
同
じ
資
産
を
同
じ
市
場
に
お
い
て
同
じ
日
に
測
定
す
る
限
り
、
入
口
価
格
と

出
口
価
格
は
等
し
く
な
る
と
結
論
付
け
、
出
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
を
採
用
し
た
（par.B

C
44

）。
そ
の
背
景
に
は
、
取
得
に
出
口

価
格
を
用
い
る
こ
と
の
概
念
的
矛
盾
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
実
務
上
の
実
行
可
能
性
を
根
拠
と
し
て
、
一
貫
し
た
公
正
価
値
概
念
の
採
用

を
推
進
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
（
15
）

。

し
か
し
、
よ
り
問
題
視
す
べ
き
な
の
は
、「
取
得
」
と
い
う
経
済
的
実
態
の
前
提
と
し
て
、
従
来
重
視
さ
れ
て
き
た
「
交
換
」
と
い
う

企
業
結
合
の
捉
え
方
が
、「
支
配
の
獲
得
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
従
来
の
企
業
結
合
会
計
で
は
、
処
理
方
法
と
し
て
の
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
、
測
定
値
と
し
て
の
公
正
価
値
の
意
味

（
入
口
価
格
と
出
口
価
格
の
バ
ラ
ン
ス
）
は
、「
交
換
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
の
企

業
結
合
会
計
で
は
、
処
理
方
法
と
し
て
の
取
得
法
と
、
測
定
値
と
し
て
の
公
正
価
値
の
意
味
（
出
口
価
格
）
は
、
少
な
く
と
も
「
交
換
」

に
よ
っ
て
は
結
び
つ
き
得
な
い
。
で
は
何
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
考
え
ら
れ
る
要
素
と
し
て
は
、

「
支
配
の
獲
得
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
よ
り
具
体
的
に
は
支
配
の
獲
得
や
喪
失
と
い
っ
た
新
た
な
測
定
の
契
機
と
な
る
重
要
な
経
済
事
象

の
発
生
で
あ
る
（
16
）

。
支
配
の
獲
得
と
い
う
重
要
な
経
済
事
象
が
生
じ
た
と
き
、
取
得
法
に
よ
っ
て
企
業
結
合
の
構
成
要
素
は
一
律
に
測
定
さ

れ
る
。
測
定
値
と
し
て
の
公
正
価
値
に
は
資
産
概
念
と
も
整
合
的
な
出
口
価
格
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
会
計
情
報
の
有
用
性
が
高

め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
口
価
格
を
用
い
る
根
拠
は
資
産
概
念
と
の
整
合
性
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
企
業
結

合
の
捉
え
方
で
あ
る
「
支
配
の
獲
得
」
に
よ
っ
て
、
測
定
値
と
し
て
の
公
正
価
値
が
出
口
価
格
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
根
拠
付
け
は
難
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
交
換
」
概
念
が
パ
ー
チ
ェ
ス
法
と
公
正
価
値
の
意
味
の
双
方
の
根
底
に
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
取
得
法
と
出

口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
の
根
底
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
考
え
方
が
あ
る
と
い
え
る
（
図
表
2
）。
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（
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（
八
五
五
）

2
．
日
本
基
準
の
課
題

他
方
、
日
本
基
準
で
は
上
記
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
他
の
会
計
基
準
と
は
異
な

り
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を
維
持
し
て
い
る
我
が
国
に
と
っ
て
は
、「
交
換
」
の
概
念
に
従
っ
て
識
別
可
能
純
資

産
の
測
定
に
は
入
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
公
開
草
案

第
四
三
号
で
は
、
コ
ス
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
出
口
価
格
を
算
定
す
る
対
応
策
を
提
案
し
て
い
る

（par.32

）。
コ
ス
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、「
資
産
…
を
再
調
達
す
る
た
め
に
現
在
必
要
な
金
額
に
基
づ
く
評
価

技
法
」
を
い
う
（
17
）（

企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
公
開
草
案
第
三
八
号
「
公
正
価
値
測
定
及
び
そ
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基

準
の
適
用
指
針
（
案
）」、par.12

）。
再
調
達
を
前
提
と
す
る
金
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
よ
る

取
得
原
価
の
配
分
と
も
矛
盾
し
な
い
公
正
価
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
そ
も
そ
も
「
再
調
達
」
と
い
う
出
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
に
は
整
合
し
な
い
（
む
し
ろ

入
口
価
格
と
整
合
的
な
）
用
語
が
み
ら
れ
る
。
コ
ス
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
金
額
が
出
口
価
格

た
り
う
る
の
は
、「
再
調
達
に
必
要
な
金
額
」
を
支
払
っ
て
当
該
資
産
を
購
入
す
る
市
場
参
加
者
が
別
に
存

在
し
て
お
り
、
当
該
市
場
参
加
者
に
対
し
て
資
産
を
保
有
す
る
市
場
参
加
者
が
、
当
該
資
産
を
売
却
す
る
と

い
う
仮
定
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
（IF

R
S
13, par.B

9 ; 

公
開
草
案
四
三
号
、par.32

）。
た
だ
、
こ
の
よ
う

に
「
購
入
を
行
う
市
場
参
加
者
」
を
別
途
仮
定
し
、「
彼
ら
が
購
入
す
る
価
格
＝
彼
ら
に
売
却
す
る
価
格
」

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
コ
ス
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
測
定
値
も
出
口
価
格
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
強
引
に
入
口

価
格
を
出
口
価
格
と
し
て
整
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
な
い
か
。
本
質
的
な
問
題
は
、
パ
ー

【図表 2】処理方法と公正価値の意味
パーチェス法の場合 取得法の場合

【処理方法】

パーチェス法

【公正価値】

純資産の入口価格

対価の出口価格

交　　　換

【処理方法】

取得法

【公正価値】

構成要素の出口価格

支配の獲得 資産概念との整合性
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チ
ェ
ス
法
で
用
い
ら
れ
る
公
正
価
値
を
出
口
価
格
と
位
置
づ
け
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
で
は
な
く
、
交
換
取
引
を
前
提
と
す
る
パ
ー
チ
ェ

ス
法
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
出
口
価
格
の
み
を
用
い
る
こ
と
が
概
念
的
に
不
可
能
で
あ
る
点
に
あ
る
。
事
実
上
の
入
口
価
格
を
出
口
価

格
と
し
て
位
置
づ
け
て
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を
適
用
す
れ
ば
、
金
額
と
し
て
は
一
律
に
出
口
価
格
で
測
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

概
念
レ
ベ
ル
で
は
や
は
り
純
資
産
の
入
口
価
格
と
対
価
の
出
口
価
格
の
交
換
取
引
と
捉
え
る
ほ
か
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
取
得
原
価
の
配

分
を
通
じ
て
買
入
の
れ
ん
だ
け
が
計
上
さ
れ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。

コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、
公
正
価
値
に
つ
い
て
もF

A
S
B

やIA
S
B

と
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
実
務
的
な
必
要
性
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
仮
に
公
開
草
案
第
四
三
号
が
確
定
基
準
と
な
れ
ば
、
我
が
国
の
企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
適
用
に
は
、
重
大

な
概
念
上
の
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
係
る
矛
盾
の
解
消
の
た
め
に
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
が
取
得
法
へ
変
更
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
全
部

の
れ
ん
が
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
二
〇
一
三
年
改
訂
の
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
（par.64-3

）
を

見
る
限
り
、
直
ち
に
全
部
の
れ
ん
が
計
上
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、
取
得
関
連
費
用
を
取
得
原
価
に
含
め
な
い
こ
と
が
提
案
さ
れ

て
お
り
、
国
際
的
な
公
正
価
値
測
定
の
動
向
に
足
並
み
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。
企
業
結
合
の
会
計
処
理
の
中
で
用
い

ら
れ
る
測
定
値
が
、
処
理
方
法
そ
の
も
の
の
変
化
を
迫
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
得
る
と
い
う
意
味
で
、
今
後
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

Ⅴ　

む
す
び

以
上
、
本
稿
で
は
企
業
結
合
に
関
連
す
るF

A
S
B

、IA
S
B

そ
し
てA

S
B
J

の
公
表
す
る
基
準
の
収
斂
過
程
を
確
認
し
、
ま
た
公
正

価
値
概
念
の
統
一
化
に
向
け
た
動
き
を
整
理
し
た
。
企
業
結
合
の
捉
え
方
は
、
従
来
の
「
交
換
取
引
」
か
ら
「
支
配
の
獲
得
」
へ
と
変
化

三
四
〇



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
五
七
）

し
て
い
る
。
交
換
取
引
を
前
提
と
し
た
パ
ー
チ
ェ
ス
法
に
お
い
て
は
、
公
正
価
値
に
入
口
価
格
と
出
口
価
格
の
双
方
が
含
ま
れ
た
が
、
取

得
法
の
下
で
は
、
支
配
の
獲
得
と
い
う
重
要
な
経
済
事
象
が
公
正
価
値
測
定
の
契
機
と
さ
れ
、
そ
の
公
正
価
値
は
出
口
価
格
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
交
換
取
引
│
パ
ー
チ
ェ
ス
法
│
入
口
価
格
と
出
口
価
格
」
と
い
う
関
係
か
ら
「
支
配
の
獲
得
│
取
得
法
│
出
口
価

格
」
と
い
う
関
係
へ
と
、
捉
え
方
│
処
理
方
法
│
測
定
値
と
い
う
三
者
の
関
係
性
が
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
後
者
は

現
行
規
定
の
組
み
合
わ
せ
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
、
理
論
的
に
は
「
支
配
の
獲
得
│
取
得
法
」、「
出
口
価
格
│
資
産
概
念
と
の
整
合
性
」

と
い
う
、
異
な
る
関
係
性
が
存
在
し
て
い
る
。
無
論
、
取
得
法
と
出
口
価
格
と
を
統
一
的
に
結
び
付
け
る
概
念
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を
維
持
す
る
日
本
基
準
で
は
、
出
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
の
導
入
を
試
み
て
い
る
。
し

か
し
、
交
換
取
引
を
前
提
と
す
る
パ
ー
チ
ェ
ス
法
の
下
で
出
口
価
格
の
み
を
意
味
す
る
公
正
価
値
を
用
い
る
の
は
、
重
大
な
概
念
上
の
矛

盾
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
を
解
消
す
る
に
は
、
取
得
法
の
採
用
を
含
め
た
企
業
結
合
の
会
計
処
理
方
法
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

今
日
の
米
国
基
準
の
表
記
に
当
た
っ
て
は
、A

ccounting S
tandards C

odifi cation

に
準
拠
す
る
の
が
一
般
的
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は

規
定
の
変
遷
を
明
瞭
に
示
す
観
点
か
ら
、
従
来
のS

F
A
S

に
準
拠
し
た
表
記
を
行
っ
て
い
る
。

（
2
） F

A
S
B

とIA
S
B

に
よ
る
企
業
結
合
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
フ
ェ
ー
ズ
Ⅰ
の
成
果
物
で
あ
り
、
持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
の
適
用
を
廃
止
し
た
点

に
特
徴
が
あ
る
。

（
3
） 

持
分
プ
ー
リ
ン
グ
法
適
用
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
は
、G

4+1

（1998

）
が
詳
し
い
。

（
4
） 

少
数
株
主
持
分
（m

inority interest

）
と
も
い
わ
れ
る
。

（
5
） 

例
え
ばF

A
S
B

の
議
事
録
で
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
み
ら
れ
る
（F

A
S
B
, 2002, p.3

）。

三
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
五
八
）

（
6
） IF

R
S
3

（R

）
に
よ
れ
ば
、
非
支
配
持
分
の
公
正
価
値
を
信
頼
性
を
も
っ
て
測
定
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
と
比
較
し
て
、
特
段
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
純
資
産
の
公
正
価
値
に
対
す
る
比
例
的
な
持
分
比
率
で
非
支
配
持
分
を
測
定
す
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（par.B
C
213

）。
つ
ま
り
、
非
支
配
持
分
を
ど
の
よ
う
に
測
定
し
よ
う
と
、
測
定
に
要
す
る
コ
ス
ト
以
上
の
情
報
価
値
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
7
） 

全
部
の
れ
ん
の
計
上
論
拠
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
単
一
体
説
と
い
っ
た
連
結
基
礎
概
念
の
観
点
か
ら
の
説
明
も
考
え
ら
れ
る
が
、
取
得
法
で
は

全
面
時
価
評
価
法
に
お
け
る
評
価
の
整
合
性
を
重
視
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
川
本
（
二
〇
〇
四
、p.50

）
や
、
斎
藤

（
二
〇
一
二
、p.112
）
で
も
同
様
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

（
8
） S

F
A
S
141

で
は
明
文
上
の
規
定
は
な
い
が
、
脚
注
31
に
よ
れ
ばIF

R
S
3

と
同
様
に
取
得
原
価
の
累
積
額
が
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
理
解
で

き
る
。

（
9
） IF

R
S
10

（par.6

）
に
よ
れ
ば
、
投
資
者
は
、
投
資
先
へ
の
関
与
に
よ
り
生
じ
る
変
動
リ
タ
ー
ン
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
ま
た
は
権
利

を
有
し
、
か
つ
、
投
資
先
に
対
す
る
パ
ワ
ー
を
通
じ
て
当
該
リ
タ
ー
ン
に
影
響
を
及
ぼ
す
能
力
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
投
資
先
を
支
配
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。

（
10
） 

な
お
、
原
文
で
は
「
時
価
」
と
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
会
計
基
準
に
お
け
る
「
時
価
」
とS

F
A
S

やIF
R
S

で
採
用
さ
れ
て
い
る
「
公
正

価
値
」
と
は
、
定
義
に
お
い
て
実
質
的
な
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
時
価
」
を
「
公
正
価
値
」
と
し
て
い
る
。

（
11
） 

二
〇
一
三
年
一
月
に
は
、
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
第
四
九
号
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」
が
公
表
さ
れ
、
九
月
に
は
企
業
会

計
基
準
第
二
一
号
の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
は
、
改
訂
前
の
も
の
を
対
象
と
し
て
進
め
る
。

（
12
） 

二
〇
一
三
年
改
訂
版
の
企
業
会
計
基
準
第
二
一
号
で
も
の
れ
ん
の
計
上
範
囲
や
会
計
処
理
に
関
す
る
差
異
の
解
消
は
図
ら
れ
て
い
な
い
。

（
13
） 

議
論
の
明
確
化
の
た
め
、
負
債
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
14
） K
ohler

（1970

）
で
は
、
交
換
と
は
、
貨
幣
、
財
産
ま
た
は
用
役
を
、
そ
れ
ら
と
引
き
換
え
に
（in return for

）
移
転
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

物
々
交
換
（barter

）
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、S

F
A
S
141

（par.5
）
で
は
、
物
の
交
換
と
い
う
よ
り
は
、
対
象
物
の
価
値
の
交
換
で

あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

三
四
二



企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
五
九
）

（
15
） 

無
論
、
実
務
上
の
理
由
が
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、（S

F
A
S
157

で
も
根
拠
と
さ
れ
た
）
出
口
価
格
が
財
務
報
告
の
目
的
と
適
合
す
る

と
い
う
理
論
的
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
る
（par.B

C
39

）。

（
16
） 
支
配
の
喪
失
が
、
重
要
な
経
済
事
象
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
例
え
ばIF
R
S
10

（par.B
C
Z
182

）
な
ど
で
見
ら
れ
る
。

（
17
） 
コ
ス
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、S

F
A
S
157

（par.18

）
やIF

R
S
13

（pars.B
8-B
9

）
に
も
み
ら
れ
る
出
口
価
格
と
し
て
の
公
正
価
値
の
評
価
技
法

の
一
つ
で
あ
る
。
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企
業
結
合
会
計
に
お
け
る
公
正
価
値
測
定
に
関
す
る
一
考
察
（
小
阪
）

（
八
六
一
）

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
〇
）
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
第
四
三
号
『
公
正
価
値
測
定
及
び
そ
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）』
企
業
会

計
基
準
委
員
会
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
〇
）
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
公
開
草
案
第
三
八
号
『
公
正
価
値
測
定
及
び
そ
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用

指
針
（
案
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企
業
会
計
基
準
委
員
会
。

企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
二
〇
一
三
）
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
第
四
九
号
『
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）』
企
業
会
計
基
準
委
員
会
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斎
藤
静
樹
（
二
〇
一
二
）「
企
業
結
合
に
お
け
る
公
正
価
値
会
計
と
自
己
創
設
の
れ
ん
」『
會
計
』
第
一
八
二
巻
第
六
号
、
森
山
書
店
、pp.108-121

。

山
内
暁
（
二
〇
一
〇
）『
暖
簾
の
会
計
』
中
央
経
済
社
。
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四
五





政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
六
三
）

政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究

│
文
民
統
制
と
安
全
保
障
の
あ
る
べ
き
均
衡
に
注
目
し
て

│
小　
　

森　
　

雄　
　

太

1　

問
題
の
所
在

⑴　

本
稿
の
目
的

本
稿
は
、
近
代
型
以
降
の
政
軍
関
係
（politico-m

ilitary relations
）
の
主
要
な
形
態
で
あ
る
文
民
統
制
（civilian control over the 

m
ilitary

）
と
安
全
保
障
（national security

）
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
近
代
以
降
の
日
本
を
事
例
と
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

周
知
の
様
に
、
明
治
以
降
の
日
本
に
お
い
て
は
、
元
老
や
政
党
が
軍
部
を
凌
駕
し
、
政
治
の
軍
事
へ
の
優
越
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
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四
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
六
四
）

し
か
し
、
昭
和
初
期
以
降
、
軍
部
が
統
帥
権
の
独
立
性
を
盾
に
政
府
の
介
入
を
拒
絶
し
、
政
治
介
入
を
行
っ
た
結
果
、
太
平
洋
戦
争
で
の

敗
戦
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
後
、
陸
海
軍
は
解
体
さ
れ
た
が
、
冷
戦
の
激
化
に
よ
り
、
再
軍
備
が
行
わ
れ
た
。
す
る
と
、

今
度
は
過
剰
な
ま
で
に
自
衛
隊
を
抑
制
的
に
運
用
す
る
と
い
う
文
官
統
制
が
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
冷
戦
終
結
と
頻
発

す
る
低
強
度
紛
争
に
対
応
す
る
日
米
同
盟
の
全
般
的
な
深
化
に
伴
う
自
衛
隊
の
業
務
拡
大
に
よ
る
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
残

存
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
軍
関
係
研
究
の
先
進
国
で
あ
る
米
国
で
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
の
長
期
化
或
い
は
泥
沼
化
に
よ
り
、
日
本
の
文
官

統
制
に
代
表
さ
れ
る
文
民
の
絶
対
的
優
位
を
許
容
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
か
ら
、
軍
部
へ
の
一
定
程
度
の
権
限
移
譲
を
許
容
し
、

文
民
統
制
と
安
全
保
障
の
あ
る
べ
き
均
衡
を
意
識
す
る
考
え
方
へ
と
回
帰
し
つ
つ
あ
る
（
三
浦
二
〇
一
〇
）。

本
稿
は
前
述
の
政
軍
関
係
研
究
の
最
新
動
向
を
踏
ま
え
、
軍
部
優
位
か
ら
文
官
優
位
へ
と
極
端
に
変
化
し
た
日
本
の
政
軍
関
係
を
考
察

す
る
。
そ
し
て
、
文
民
に
よ
る
軍
事
へ
の
過
剰
介
入
及
び
軍
部
に
よ
る
政
治
介
入
の
実
態
や
傾
向
を
解
明
し
、
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
を
提

示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

⑵　

本
稿
の
分
析
枠
組
み

近
代
以
降
の
政
軍
関
係
に
つ
い
て
、
先
進
国
に
お
い
て
は
軍
事
ク
ー
デ
タ
が
発
生
す
る
可
能
性
が
皆
無
で
あ
る
一
方
、
発
展
途
上
国
で

は
軍
事
ク
ー
デ
タ
が
頻
発
し
、
地
域
に
よ
っ
て
は
軍
政
が
施
行
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
傾
向
は
政

軍
関
係
研
究
で
は
あ
る
種
の
常
識
で
あ
る
が
、
民
主
化
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
（
1
）

。

第
一
段
階
と
し
て
は
、
発
展
途
上
国
に
代
表
さ
れ
る
安
全
保
障
を
最
優
先
し
て
、
文
民
統
制
を
軽
視
或
い
は
無
視
す
る
段
階
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
治
期
、
特
に
日
露
戦
争
以
前
の
日
本
や
発
展
途
上
国
が
該
当
す
る
。
第
二
段
階
と
し
て
は
、
民
主
主
義
が
勃
興
し
、
文
民
統
制

三
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政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
六
五
）

が
主
張
さ
れ
る
様
に
な
る
一
方
、
安
全
保
障
を
優
先
す
る
志
向
も
衰
え
ず
、
そ
の
結
果
、
文
民
統
制
と
安
全
保
障
が
激
突
す
る
段
階
で
あ

る
。
こ
の
状
態
は
民
主
化
途
上
体
制
と
も
表
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
大
正
期
の
日
本
や
新
興
工
業
国
が
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
の

段
階
と
し
て
、
勃
興
し
た
民
主
主
義
を
基
盤
と
す
る
文
民
統
制
を
前
提
と
し
た
安
全
保
障
の
確
立
を
志
向
す
る
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階

で
は
、
政
府
や
議
会
の
優
位
が
確
立
さ
れ
、
軍
隊
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
等
は
想
定
さ
れ
得
な
い
政
治
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

二
・
二
六
事
件
（
一
九
三
六
年
）
以
前
の
昭
和
期
、
或
い
は
太
平
洋
戦
争
以
降
の
日
本
や
英
米
等
の
西
欧
諸
国
が
該
当
す
る
（
小
森

二
〇
一
二
：
三
四
）。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
取
り
扱
う
文
民
統
制
は
、
具
体
的
に
は
「（
政
府
や
議
会
に
代
表
さ
れ
る
）
文
民
に
よ
る
（
陸
海
空
軍
や
国
境
警
備
隊
と

い
っ
た
準
軍
事
組
織
等
の
）
軍
部
に
関
す
る
予
算
や
人
事
、
作
戦
行
動
等
の
管
理
・
統
制
」
で
あ
る
。
こ
の
文
民
統
制
を
実
施
す
る
為
の
方

法
論
と
し
て
は
、
文
民
が
軍
部
の
細
部
に
至
る
ま
で
管
理
・
統
制
す
る
主
体
的
文
民
統
制
（subjective civilian control

）
と
一
定
程
度
の

軍
部
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
客
体
的
文
民
統
制
（objective civilian control

）
が
存
在
し
て
い
る
（H

untington 1985

：80-86

）。

一
方
、
安
全
保
障
の
目
的
は
国
家
の
平
和
と
安
寧
を
担
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
手
段
で
あ
る
戦
争
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ

ヴ
ィ
ッ
ツ
が
『
戦
争
論
』
に
お
い
て
、「
敵
を
し
て
わ
れ
ら
の
意
思
に
屈
服
せ
し
め
る
た
め
の
暴
力
行
為
」
で
あ
り
、「
一
つ
の
政
治
的
手

段
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
（
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
二
〇
〇
一
：
三
五
、
六
三
）。
こ
の
規
定
は
戦
争
を
始
め
と
す
る
安
全
保
障
が
政
治
的

行
為
の
連
続
体
で
あ
り
、
政
治
と
の
関
係
に
よ
っ
て
戦
争
の
規
模
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
概
念
は
、
文
民
統
制
は
国
家
構
造
の
一
要
素
で
あ
る
の
に
対
し
、
安
全
保
障
、
特
に
戦
争
は
政
治
行
為
の
延
長
線
上
に
存
在

す
る
手
段
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
対
立
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
特
に
太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
対

立
す
る
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
2
）

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
関
係
性
、
換
言
す
る
と
対
立
構
造
に
無
い
こ
と
を
明
ら
か

三
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
六
六
）

に
す
る
こ
と
は
、
政
軍
関
係
研
究
を
発
展
に
寄
与
す
る
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
得
る
と
考
え
る
。

こ
の
様
な
前
提
を
踏
ま
え
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
文
民
統
制
と
安
全
保
障
は
対
立
関
係
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
仮
説
を
設
定
す
る
。

こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
為
、
前
述
の
政
軍
関
係
の
諸
段
階
を
踏
ま
え
て
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（S

. P
. H
untington

）
以
降
の
政
軍
関
係
理
論

を
用
い
て
、
近
代
以
降
の
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
に
影
響
を
与
え
た
事
例
を
考
察
す
る
。

2　

近
代
日
本
の
政
軍
関
係

⑴　

実
施
主
体
に
注
目
し
た
安
全
保
障
の
諸
前
提

本
稿
で
取
り
扱
う
安
全
保
障
は
、
伝
統
的
安
全
保
障
と
も
称
さ
れ
る
軍
事
力
の
行
使
を
想
定
し
た
国
家
の
領
土
や
主
権
の
防
衛
を
目
的

と
し
た
軍
事
的
安
全
保
障
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
権
や
領
土
、
人
民
の
安
全
を
担
保
す
る
と
い
う
国
家
の
根
源
的
な
役
割
を
前
提
と
し
た

概
念
で
あ
り
、
最
も
基
本
的
な
安
全
保
障
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
軍
事
的
安
全
保
障
等
や
経
済
的
安
全
保
障
等
を
包
括
的
に
取

り
扱
っ
た
総
合
的
安
全
保
障
や
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
欧
州
で
提
唱
さ
れ
た
共
通
安
全
保
障
や
そ
の
発
展
型
で
あ
る
協
調
的
安
全
保
障
、

更
に
は
国
家
や
軍
事
同
盟
よ
り
も
人
間
の
生
存
や
尊
厳
へ
の
脅
威
に
対
す
る
安
全
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
人
間
の
安
全
保
障
と

い
っ
た
概
念
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
衆
院
選
以
降
、
憲
法
改
正
と
の
関
係
で
話
題
に
上
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
集
団

的
自
衛
権
も
そ
の
理
論
的
基
礎
は
集
団
的
安
全
保
障
で
あ
り
、
そ
の
実
効
性
の
有
無
に
課
題
を
多
く
抱
え
て
は
い
る
も
の
の
、
国
際
連
盟

や
国
際
連
合
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
安
全
保
障
概
念
で
あ
る
（
防
衛
大
学
校
安
全
保
障
学
研
究
会
二
〇
〇
九
）。

こ
れ
ら
の
安
全
保
障
概
念
は
、
冷
戦
崩
壊
を
境
と
し
て
、
大
き
く
そ
の
姿
を
変
え
て
い
る
。
冷
戦
崩
壊
以
前
は
、
本
来
の
安
全
保
障
概

念
が
災
害
対
策
や
治
安
維
持
も
含
む
複
雑
多
岐
に
亘
る
概
念
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
軍
事
的
安
全
保
障
と
ほ
ぼ
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
し

三
五
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政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
六
七
）

か
し
、
冷
戦
崩
壊
以
降
の
安
全
保
障
概
念
は
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
上
陸
作
戦
（
一
九
四
四
年
）
や
レ
イ
テ
沖
海
戦
（
一
九
四
四
年
）
等
と

い
っ
た
大
規
模
戦
闘
、
或
い
は
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
│
五
三
年
）
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
（
一
九
六
〇
│
七
五
年
）
と
い
っ
た
正
規
戦
争
が
発

生
す
る
可
能
性
が
低
下
し
た
為
、
本
来
の
安
全
保
障
概
念
へ
と
回
帰
し
て
い
っ
た
。

こ
の
様
な
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
安
全
保
障
の
担
い
手
も
旧
来
の
陸
海
空
軍
に
代
表
さ
れ
る
軍
部
の
み
な
ら
ず
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や

警
察
な
ど
の
非
軍
事
組
織
、
民
間
企
業
な
ど
の
民
生
部
門
も
加
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
の
が
軍
部
で
あ
る
こ

と
は
、
現
在
に
至
っ
て
も
変
わ
り
な
い
。
こ
れ
は
昨
今
の
日
本
の
安
全
保
障
を
議
論
す
る
際
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
議
論

が
喧
し
い
こ
と
も
そ
の
証
左
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
を
考
察
す
る
上
で
、
安
全
保
障
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
る
軍
部
の
動
向
を
考
察
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
為
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
軍
部
及
び
安
全
保
障
が
関
係
す
る
事
例
を
考
察
し
、
安
全
保

障
と
文
民
統
制
の
関
係
性
を
検
討
す
る
。

⑵　

明
治
期
の
政
軍
関
係

日
露
戦
争
後
の
日
本
に
お
い
て
、
元
老
等
の
文
民
エ
リ
ー
ト
が
主
導
す
る
政
治
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
勃
興
を
始
め
と
す
る
自
由
・
民
主
主
義
的
な
政
治
運
動
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
ま
で
の
超
然
主
義
と
は
異
な
っ
た
憲
政
の
常
道
と

呼
ば
れ
る
慣
例
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
北
岡
一
九
九
九
：
一
九
│
二
三
）。

一
方
、
陸
軍
を
中
心
と
し
た
軍
部
は
、
日
英
同
盟
改
訂
（
一
九
〇
五
年
）
を
受
け
、
英
露
が
衝
突
し
た
場
合
の
日
本
の
軍
事
的
対
処
方

針
と
し
て
、
帝
国
国
防
方
針
を
策
定
し
た
。
英
露
衝
突
の
可
能
性
は
三
国
協
商
及
び
日
露
協
約
締
結
（
一
九
〇
七
年
）
に
よ
っ
て
低
く

三
五
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
六
八
）

な
っ
た
も
の
の
、
日
露
戦
争
以
降
の
国
防
戦
略
に
お
け
る
「
海
主
陸
従
」
状
態
の
打
破
の
好
機
と
見
た
山
縣
有
朋
に
よ
っ
て
策
定
は
続
行

さ
れ
た
。
こ
の
陸
軍
の
動
き
に
対
抗
し
、
海
軍
も
同
様
の
計
画
を
作
成
し
、
最
終
的
に
陸
海
軍
揃
っ
て
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
策
定

さ
れ
た
帝
国
国
防
方
針
に
お
い
て
は
、
仮
想
敵
国
を
米
露
独
仏
に
設
定
し
、
二
五
個
師
団
の
陸
上
戦
力
及
び
戦
艦
・
巡
洋
戦
艦
各
八
隻
の

海
上
戦
力
の
整
備
を
中
心
と
し
た
内
容
に
な
っ
た
。
ま
た
、
日
露
戦
争
を
通
じ
て
、
朝
鮮
半
島
及
び
満
州
で
の
利
権
を
確
保
し
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
専
守
防
衛
で
は
な
く
、
先
制
攻
撃
も
含
め
た
積
極
的
な
防
衛
を
提
唱
し
て
い
る
（
黒
川
二
〇
〇
三
：
六
三
│
六
八
）。

帝
国
国
防
方
針
の
策
定
過
程
で
は
、
動
員
等
を
主
管
す
る
内
務
省
や
予
算
等
を
主
管
す
る
大
蔵
省
を
始
め
と
す
る
政
府
（
内
閣
）
は
排

除
さ
れ
た
。
現
職
の
西
園
寺
公
望
首
相
も
例
外
で
は
無
く
、
国
防
方
針
へ
の
意
見
と
所
要
兵
力
の
閲
覧
は
認
め
ら
れ
、
軍
備
の
拡
充
と

い
っ
た
軍
部
の
最
大
の
関
心
事
に
は
内
閣
が
関
与
し
得
た
も
の
の
、
戦
術
ド
ク
ト
リ
ン
で
あ
る
用
兵
綱
領
へ
の
一
切
の
関
与
が
拒
絶
さ
れ

た
（
小
林
一
九
九
六
：
一
五
四
│
一
五
九
）。
そ
の
為
、
日
本
を
防
衛
す
る
為
の
根
本
的
な
方
針
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
政
軍
相
互
の
意
思
疎

通
を
著
し
く
欠
い
た
内
容
と
な
っ
た
。
帝
国
国
防
方
針
の
策
定
過
程
を
政
軍
関
係
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
文
民
の
関
与
を
殆
ど
拒
絶
し
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
近
代
型
政
軍
関
係
と
は
異
な
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
当
時
、
欧
米
列
強
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
不
平
等
条
約
の
改
正
を
成
功
さ
せ
た
第
二
次
桂
内
閣
の
総
辞
職
を
受
け
、
第
二
次
西
園

寺
内
閣
が
成
立
し
た
。
こ
の
内
閣
は
、
与
党
で
あ
る
立
憲
政
友
会
が
衆
議
院
で
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
日
露
戦
争
以
来

の
経
済
不
況
に
対
応
す
る
為
の
行
財
政
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
一
九
一
三
年
度
予
算
で
は
歳
出
一
割
削
減
を
目
標
と
し
て
い
た

（
岩
井
二
〇
〇
三
：
一
二
六
）。
こ
の
様
な
状
況
下
で
、
陸
軍
は
帝
国
国
防
方
針
で
規
定
さ
れ
た
戦
力
整
備
の
第
一
弾
と
し
て
、
二
個
師
団
の

増
設
を
要
求
し
た
が
、
巨
額
の
予
算
支
出
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
西
園
寺
首
相
は
要
求
を
拒
絶
し
た
。
こ
の
西
園
寺
首
相
の
対
応

に
、
陸
軍
は
上
原
勇
作
陸
相
の
辞
任
に
よ
っ
て
対
抗
し
、
二
個
師
団
増
設
問
題
は
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。

三
五
二
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（
八
六
九
）

二
個
師
団
増
設
問
題
に
端
を
発
し
、
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
を
始
め
と
す
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
勃
興
し
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

第
三
次
桂
内
閣
は
崩
壊
し
、
山
本
権
兵
衛
を
首
班
と
す
る
第
一
次
山
本
内
閣
が
成
立
し
た
。
山
本
内
閣
は
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
に
端
を

発
す
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
応
し
た
行
財
政
改
革
を
行
っ
た
。
同
時
に
文
官
任
用
令
や
陸
軍
省
官
制
、
海
軍
省
官
制
の
改
正

（
一
九
一
三
年
）
を
断
行
し
、
人
事
政
策
に
お
い
て
、
首
相
の
意
向
を
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
な
体
制
の
確
立
し
、
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制

を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
（
由
井
一
九
七
七
：
一
〇
三
│
一
〇
四
）。

近
代
型
政
軍
関
係
は
換
言
す
る
と
文
民
統
制
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
は
民
主
主
義
の
発
展
に
伴
っ
て
加
速
し
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
廃
止
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
文
民
統
制
が
確
立
さ
れ
た
と
看
做

す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
後
、
第
一
次
山
本
内
閣
に
よ
っ
て
、
懸
案
と
な
っ
て
い
た
陸
軍
二
個
師
団
の
増
設
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
財
政
状
況
が
好
転
し
た
結
果
で
あ
り
、
軍
部
に
押
し
切
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
人
事
や
予
算
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
た
文
民
統
制
は
、
寺
内
正
毅
や
加
藤
友
三
郎
と
い
っ
た
軍
人
出
身
の
首
相
も
登
場
し
た
が
、
大

き
な
変
化
は
無
か
っ
た
。
表
層
的
に
は
超
然
主
義
を
標
榜
し
た
寺
内
で
す
ら
、
犬
養
毅
等
と
い
っ
た
政
党
の
有
力
者
に
協
力
を
求
め
て
い

た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
（
季
武
一
九
九
八
：
二
五
四
│
二
五
九
）、
政
党
及
び
議
会
の
意
向
を
尊
重
す
る
意
思
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
政
党
関
係
者
へ
の
配
慮
は
、
次
の
原
敬
や
高
橋
是
清
の
首
相
就
任
の
伏
線
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
玉
井
一
九
九
九
：
八
九
│

九
一
）。

⑶　

大
正
期
の
政
軍
関
係

第
一
次
山
本
内
閣
に
よ
る
行
財
政
改
革
及
び
財
政
改
善
に
よ
る
軍
備
強
化
か
ら
暫
く
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
│
一
八
年
）

三
五
三
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五
十
巻
第
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二
〇
一
四
年
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月
）

（
八
七
〇
）

が
勃
発
し
、
日
本
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
受
け
た
。

財
政
的
な
面
か
ら
の
最
大
の
影
響
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
発
生
し
た
軍
拡
ブ
ー
ム
と
も
言
う
べ
き
国
際
的
な
軍
拡
競
争
に
巻
き
込

ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
戦
勝
国
と
な
っ
た
連
合
国
は
、
ダ
ニ
エ
ル
ズ
プ
ラ
ン
（
米
国
）
や
八
八
艦
隊
計
画
（
日
本
）

と
い
っ
た
軍
備
拡
張
計
画
を
発
表
し
、
戦
艦
を
中
心
と
し
た
海
軍
力
の
増
強
を
進
め
た
。
し
か
し
、
軍
備
拡
張
に
伴
う
経
済
負
担
は
各
国

の
国
家
予
算
を
圧
迫
し
、
建
造
計
画
の
遅
滞
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
為
に
、
一
九
二
二
年
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（W

. 

G
. H
arding

）
米
国
大
統
領
の
提
案
に
従
い
、
戦
勝
五
ヶ
国
に
よ
る
軍
縮
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
が
締
結
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
日
本
を
含
む
列
強
各
国
に
お
い
て
海
軍
戦
力
の
削
減
が
実
施
さ
れ
、
世
界
は
「
海
軍
休
日
」
と
呼
ば
れ
る
軍
縮
時
代
を

迎
え
た
の
で
あ
る
（
池
井
二
〇
〇
二
：
一
四
六
│
一
四
七
、一
五
九
│
一
六
〇
）。

海
軍
に
よ
る
軍
備
削
減
に
対
応
し
て
、
陸
軍
に
お
い
て
も
経
費
等
の
削
減
と
装
備
の
近
代
化
を
目
指
し
、
軍
備
削
減
が
行
わ
れ
た
。
第

一
弾
と
し
て
、
山
梨
半
造
陸
相
が
主
導
し
、
第
一
次
軍
備
管
理
（
一
九
二
二
年
）
が
実
施
さ
れ
、
翌
年
に
は
第
二
次
軍
備
管
理
（
一
九
二
三

年
）
が
実
施
さ
れ
た
。
二
度
の
軍
備
管
理
の
結
果
、
将
兵
約
六
〇
〇
〇
〇
名
、
軍
馬
一
三
〇
〇
〇
頭
と
い
う
約
五
個
師
団
相
当
の
人
員
及

び
経
費
が
削
減
さ
れ
た
。
し
か
し
、
固
定
費
の
削
減
が
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
為
、
装
備
の
近
代
化
を
行
う
こ
と
は
殆
ど
出
来
な
か
っ
た

（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
一
九
七
九
：
九
一
│
九
二
）。
し
か
も
、
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
の
影
響
に
よ
り
、
装
備
の
近
代
化
は
ま
す

ま
す
難
し
い
状
況
と
な
っ
た
。
そ
の
為
、
関
東
大
震
災
の
復
興
予
算
を
捻
出
す
る
と
共
に
、
第
一
│
二
次
軍
備
管
理
で
達
成
出
来
な
か
っ

た
装
備
の
近
代
化
及
び
将
官
を
含
む
人
員
の
削
減
を
目
指
し
て
、
加
藤
高
明
首
相
は
陸
海
軍
に
総
計
八
〇
〇
〇
万
円
の
予
算
削
減
を
要
求

し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
山
梨
陸
相
の
事
実
上
の
後
任
で
あ
る
宇
垣
一
成
陸
相
主
導
に
よ
る
第
三
次
軍
備
管
理
（
宇
垣
軍
縮
）
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（
小
林
二
〇
一
〇
：
二
四
│
三
二
）。

三
五
四
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宇
垣
軍
縮
で
は
、
四
個
師
団
の
削
減
等
と
い
っ
た
大
規
模
な
人
員
及
び
経
費
の
削
減
を
実
施
し
、
将
兵
約
三
四
〇
〇
〇
名
、
軍
馬

六
〇
〇
〇
頭
が
削
減
す
る
と
共
に
、
徴
兵
さ
れ
た
兵
士
の
在
営
期
間
短
縮
（
二
年
六
ヶ
月
↓
二
年
）
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
中
等
学
校
へ
の

軍
事
訓
練
を
実
施
す
る
将
校
の
派
遣
を
実
施
し
、
総
力
戦
体
制
の
拡
充
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
、
浮
い
た
予
算
は
、
戦
車
を
始
め
と
す
る

兵
器
等
の
拡
充
や
戦
車
隊
等
を
新
設
す
る
為
の
経
費
に
回
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
一
九
七
九
：
一
〇
〇
│
一
〇
一
、一
一
三

│
一
一
六
）。

宇
垣
軍
縮
は
軍
備
削
減
よ
り
も
軍
備
近
代
化
を
重
視
し
て
い
た
為
、
将
兵
は
山
梨
軍
縮
と
合
わ
せ
て
約
一
〇
万
人
程
度
削
減
さ
れ
た
が
、

予
算
額
と
し
て
は
、
実
施
前
と
比
較
し
て
、
一
割
程
度
の
削
減
に
止
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
海
軍
予
算
と
合
わ
せ
た
国
防
費
は
、
一
般
会
計

の
四
分
の
一
程
度
ま
で
削
減
さ
れ
て
い
る
（
財
務
省
主
計
局
調
査
課
二
〇
〇
五
：
七
〇
）。
し
か
し
、
宇
垣
軍
縮
は
陸
軍
全
体
の
漸
減
を
行
っ

た
山
梨
軍
縮
と
比
較
し
、
師
団
レ
ヴ
ェ
ル
の
再
編
を
行
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
陸
軍
内
部

に
お
け
る
派
閥
抗
争
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
後
に
宇
垣
が
大
命
降
下
を
受
け
な
が
ら
、
陸
軍
の
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
組
閣
が
失
敗
す
る
遠

因
と
な
っ
た
（
北
岡
二
〇
一
一
：
一
九
〇
│
一
九
一
）。
ま
た
、
人
員
削
減
に
伴
う
将
校
の
退
役
と
進
級
の
停
滞
、
将
校
採
用
枠
の
削
減
は
、

支
那
事
変
以
降
の
将
校
不
足
の
原
因
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
急
激
な
軍
縮
は
国
民
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
電
車
内
で
軍
人
が
因

縁
を
付
け
ら
れ
た
り
、
そ
れ
を
忌
避
し
て
軍
人
が
私
服
で
外
出
し
た
り
と
い
っ
た
軍
部
蔑
視
の
色
合
い
を
含
ん
だ
文
民
優
位
の
意
識
を
形

成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
佃
二
〇
〇
六
）。

政
軍
関
係
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
一
連
の
軍
縮
に
よ
り
、
陸
海
軍
共
に
政
治
権
力
の
奪
取
を
行
い
得
る
物
理
的
な
能
力
を
失
い
、
文
民

統
制
の
発
展
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
削
減
さ
れ
た
戦
備
で
安
全
保
障
を
担
保
す
る
為
に
、
軍
部
が
物
心
両
面
の
質
的
向
上

を
目
指
し
た
こ
と
は
、
既
存
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
化
す
る
素
地
が
整
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
換
言
す
る
と
、

三
五
五
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文
民
統
制
の
確
立
を
前
提
と
す
る
近
代
型
政
軍
関
係
に
日
本
の
政
軍
関
係
が
近
付
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑷　

昭
和
初
期
の
政
軍
関
係

前
述
の
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
結
果
、
列
強
各
国
の
海
軍
軍
備
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条

約
で
は
、
巡
洋
艦
や
駆
逐
艦
、
潜
水
艦
等
の
補
助
艦
に
関
す
る
建
造
・
保
有
制
限
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン

会
議
以
降
、
補
助
艦
の
性
能
は
著
し
く
向
上
し
た
為
、
補
助
艦
に
つ
い
て
も
建
造
・
保
有
制
限
を
か
け
る
必
要
性
が
列
強
間
で
認
識
さ
れ

る
様
に
な
っ
た
（M

orrison 2003
：260-266

）。

こ
の
状
況
を
鑑
み
、
ク
ー
リ
ッ
ジ
（J. C

. C
oolidge

）
米
国
大
統
領
が
列
強
諸
国
に
呼
び
か
け
、
交
渉
に
応
じ
た
日
米
英
各
国
に
よ
る

軍
縮
会
議
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
さ
れ
た
（
3
）

。
し
か
し
、
米
国
が
主
張
す
る
「
比
率
主
義
」
と
英
国
が
主
張
す
る
「
個
艦
規
制
主
義
」
が
対

立
し
た
為
、
交
渉
は
決
裂
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（J. R

. M
acdonald

）
英
国
首
相
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
補
助
艦
の

制
限
に
関
す
る
軍
縮
会
議
が
ロ
ン
ド
ン
で
再
度
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
軍
縮
会
議
で
は
、
前
回
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
海
軍
軍
縮
会
議
に
お
い
て
軍

部
関
係
者
に
よ
る
交
渉
の
結
果
、
政
治
的
妥
協
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
、
日
本
の
首
席
全
権
を
務
め
た
若
槻
禮
次
郎
を
始
め
と
し

て
、
各
国
代
表
が
政
治
家
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
（
関
二
〇
〇
七
：
四
五
│
四
六
）。
そ
の
為
、
交
渉
は
難
航
し
た
が
、
日
本
の
提
案

内
容
に
近
い
対
英
米
比
率
六
・
九
七
五
割
と
い
う
内
容
で
条
約
が
締
結
さ
れ
た
（
防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
一
九
六
九
：
三
六
六
│

三
六
七
、三
七
三
│
三
七
四
、三
九
〇
│
三
九
三
）。

当
時
の
日
本
は
、
濱
口
内
閣
が
経
済
の
実
態
と
著
し
く
乖
離
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
の
為
替
相
場
を
基
準
と
し
た
金
本
位
制
へ
の

復
帰
を
実
施
し
て
お
り
、
為
替
相
場
を
維
持
す
る
為
に
大
幅
な
歳
出
削
減
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
の
為
、
列
強
各
国
と
の
軍
事
バ
ラ
ン

三
五
六
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ス
を
維
持
し
つ
つ
も
国
防
費
、
特
に
海
軍
予
算
を
削
減
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
様
な
状
況
で
あ
っ
た
為
、
提
案

し
た
七
割
に
近
い
妥
協
案
を
米
か
ら
引
き
出
せ
た
の
で
、
濱
口
内
閣
は
受
諾
す
る
方
針
を
示
し
、
海
軍
省
も
賛
成
の
方
針
を
示
し
た
（
4
）

。
し

か
も
、
当
時
の
日
米
の
工
業
力
の
違
い
を
考
慮
す
る
と
、
対
米
七
割
弱
と
い
う
条
件
は
破
格
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
海
軍
軍

令
部
は
、
重
巡
洋
艦
保
有
量
が
対
米
六
割
に
抑
え
ら
れ
た
こ
と
や
潜
水
艦
保
有
量
が
希
望
量
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
条

約
締
結
拒
否
の
方
針
を
主
張
し
た
。

大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
け
る
統
帥
権
は
、
第
一
一
条
（
統
帥
大
権
）
及
び
第
一
二
条
（
編
制
大
権
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
は
参
謀
総
長

及
び
海
軍
軍
令
部
長
が
、
後
者
は
陸
軍
大
臣
及
び
海
軍
大
臣
が
輔
弼
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
政
府
や
帝
国
議
会
は
、
統
帥
大

権
に
関
す
る
事
項
へ
の
介
入
は
殆
ど
出
来
な
か
っ
た
も
の
の
、
編
制
大
権
に
関
す
る
事
項
に
は
、
予
算
案
の
編
成
・
審
議
等
を
通
じ
た
介

入
が
可
能
で
あ
っ
た
（
北
岡
一
九
九
九
：
一
一
三
）。
こ
れ
は
換
言
す
る
と
、
内
閣
が
限
定
的
で
あ
る
が
、
編
制
大
権
を
有
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
加
藤
寛
治
海
軍
軍
令
部
長
を
始
め
と
す
る
海
軍
内
部
の
条
約
締
結
反
対
派
（
艦
隊
派
）
は
、
統
帥
権
を
拡
大
解
釈
し
、
本
来

で
あ
れ
ば
編
制
大
権
に
該
当
す
る
兵
力
量
に
つ
い
て
も
、
統
帥
大
権
に
関
係
す
る
事
項
で
あ
る
と
し
て
、
濱
口
内
閣
を
統
帥
権
の
独
立
を

犯
し
た
と
攻
撃
し
た
（
秦
二
〇
〇
六
：
一
六
三
│
一
六
九
）。

こ
の
状
況
に
乗
じ
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
野
党
か
ら
当
初
想
定
し
て
い
た
兵
力
量
を
達
成
出
来
ず
に
軍
縮
条
約
に
調
印
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
対
す
る
批
判
が
噴
出
し
た
（
伊
藤
一
九
六
九
：
四
四
六
）。
ま
た
、
直
近
の
第
一
七
回
総
選
挙
で
惨
敗
を
喫
し
た
上
に
、
田
中
義
一

元
陸
相
の
総
裁
就
任
以
降
、
親
軍
化
を
強
め
て
い
た
立
憲
政
友
会
の
犬
養
毅
と
鳩
山
一
郎
、
倉
富
勇
三
郎
枢
密
院
議
長
は
、
ロ
ン
ド
ン
海

軍
軍
縮
条
約
が
海
軍
軍
令
部
の
要
求
す
る
補
助
艦
対
米
比
七
割
に
満
た
な
い
こ
と
や
海
軍
軍
令
部
の
反
対
意
見
を
無
視
し
た
条
約
調
印
が

三
五
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
七
四
）

統
帥
権
の
干
犯
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
濱
口
内
閣
を
攻
撃
し
た
（
纐
纈
二
〇
〇
九
：
二
九
〇
│
三
〇
一
）。
一
連
の
政
府
追
及
の
動
き
の
中
、

統
帥
権
干
犯
問
題
を
惹
起
し
た
加
藤
海
軍
軍
令
部
長
は
、
昭
和
天
皇
に
帷
幄
上
奏
を
行
い
、
海
軍
軍
令
部
長
を
辞
職
し
た
。

こ
の
様
な
野
党
や
海
軍
艦
隊
派
の
攻
撃
に
濱
口
首
相
は
屈
す
る
こ
と
無
く
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
条
約
案
の
可
決
を
勝
ち
取
り
、
昭
和

天
皇
へ
批
准
の
裁
可
を
求
め
て
上
奏
し
た
。
そ
の
後
、
条
約
案
は
枢
密
院
に
諮
詢
さ
れ
た
が
、
倉
富
議
長
の
意
に
反
し
、
枢
密
院
本
会
議

に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
為
、
昭
和
天
皇
に
よ
り
裁
可
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
は
発
効
し
た
。
し
か
し
、
海
軍
内
部
に
は
深
刻
な

対
立
を
生
み
出
し
た
上
に
、
濱
口
首
相
の
有
力
者
へ
の
根
回
し
を
行
わ
な
い
政
治
手
法
に
対
し
、
東
郷
平
八
郎
元
帥
を
始
め
と
す
る
海
軍

の
有
力
者
は
政
党
内
閣
へ
の
不
信
を
惹
起
し
、
そ
れ
ま
で
の
政
党
と
の
協
調
を
基
本
と
し
て
き
た
海
軍
の
反
発
を
招
い
た
。
ま
た
、
条
約

発
効
後
の
一
九
三
〇
年
一
一
月
一
四
日
、
濱
口
首
相
は
右
翼
団
体
の
青
年
に
東
京
駅
で
狙
撃
さ
れ
て
重
傷
を
負
い
、
最
終
的
に
一
九
三
一

年
四
月
一
三
日
に
濱
口
内
閣
は
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
の
流
れ
は
、
幣
原
外
相
が
主
導
し
て
き
た
協
調
外
交
を
行
き
詰
ま
ら
せ
た

（
北
岡
一
九
九
九
：
一
一
三
│
一
一
四
）。
し
か
し
、
軍
部
の
意
向
を
押
し
切
っ
て
、
軍
縮
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
、
日
露
戦
争
以
降
に
確

立
さ
れ
た
政
府
や
議
会
に
よ
る
文
民
統
制
の
精
華
で
あ
る
と
看
做
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
方
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
経
済
不
況
の
影
響
に
よ
り
、
日
本
経
済
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
満
州
へ
の
進
出
を
強
力
に
進

め
て
い
た
。
し
か
し
、
辛
亥
革
命
に
伴
う
清
朝
の
崩
壊
と
張
作
霖
を
始
め
と
す
る
満
州
軍
閥
の
台
頭
に
よ
り
、
当
時
の
満
州
域
内
の
政
情

不
安
は
深
刻
さ
を
増
し
（
島
田
一
九
七
〇
）、
ソ
連
の
権
益
で
あ
る
東
支
鉄
道
や
日
本
の
権
益
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
満
鉄
と
い
っ
た
列
強

の
権
益
が
脅
か
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
張
学
良
は
ソ
連
の
圧
倒
的
な
軍
事
力
に
圧
倒
さ
れ
た
が
、
中
ソ
紛
争
（
一
九
二
九
年
）

を
引
き
起
こ
し
、
東
支
鉄
道
の
権
益
回
収
を
試
み
て
い
る
（
臼
井
一
九
九
八
：
一
八
│
四
四
）。
張
学
良
の
権
益
回
収
要
求
に
対
し
、
ソ
連
が

軍
事
力
で
抑
え
込
ん
だ
こ
と
は
、
満
州
事
変
で
の
日
本
の
行
動
に
示
唆
を
与
え
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
連
の
満
州
域
内

三
五
八



政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
七
五
）

の
動
向
に
対
し
、
日
本
は
対
策
を
欠
き
、
重
光
葵
駐
支
公
使
は
「
堅
実
に
行
詰
ま
る
」
と
当
時
の
状
況
を
表
し
て
い
る
。
同
様
な
感
想
は

林
久
治
郎
奉
天
総
領
事
も
抱
い
て
お
り
、
満
州
事
変
直
前
に
「
満
州
に
お
け
る
日
支
の
衝
突
は
近
く
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
形
勢
に
な

る
」
と
幣
原
に
述
べ
て
い
る
（
守
島
、
柳
井
一
九
七
三
：
三
九
）。

こ
の
様
な
政
府
の
対
応
に
対
し
、
陸
軍
内
部
で
は
総
動
員
体
制
の
確
立
を
目
指
す
若
手
将
校
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
が
幾
つ
か
結
成
さ
れ
て

い
た
が
、
最
終
的
に
一
夕
会
に
ま
と
ま
り
、
人
事
の
刷
新
や
満
州
問
題
の
武
力
解
決
を
目
指
し
た
（
森
二
〇
一
一
：
一
三
五
│
一
三
七
）。
そ

の
後
、
一
夕
会
に
参
加
し
て
い
た
岡
村
寧
次
や
永
田
鉄
山
が
陸
軍
省
や
参
謀
本
部
の
課
長
に
着
任
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
夕
会
の
会
員

が
続
々
と
陸
軍
省
及
び
参
謀
本
部
の
課
長
級
の
主
要
ポ
ス
ト
を
独
占
し
た
。
一
九
三
一
年
以
降
に
は
、
満
州
問
題
の
武
力
解
決
を
図
る
為

の
具
体
的
な
方
針
が
示
さ
れ
、
陸
軍
内
部
で
は
満
州
事
変
実
施
の
為
の
準
備
が
着
々
と
整
っ
て
い
っ
た
（
川
田
二
〇
〇
九
：
一
四
六
│

一
五
三
）。

こ
う
し
て
、
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
に
満
州
域
内
に
お
け
る
日
本
の
権
益
を
保
護
し
て
い
た
関
東
軍
は
、
柳
条
湖
の
満
鉄
線
路
を
自

ら
破
壊
し
た
上
で
、
張
学
良
等
に
よ
る
破
壊
工
作
と
看
做
し
て
、
直
ち
に
満
州
の
占
領
行
動
を
開
始
し
た
。
翌
日
ま
で
に
、
奉
天
や
長
春
、

営
口
等
の
主
要
都
市
を
占
領
し
、
軍
政
を
施
行
し
た
（
加
藤
二
〇
〇
七
：
一
〇
六
）。
そ
の
後
、
関
東
軍
は
戦
線
を
満
州
か
ら
上
海
ま
で
拡

大
し
た
が
、
一
九
三
三
年
五
月
三
一
日
に
河
北
省
塘
沽
に
お
い
て
、
停
戦
協
定
を
締
結
し
た
。
停
戦
協
定
で
は
満
州
国
の
国
家
承
認
に
関

す
る
事
項
が
あ
っ
た
が
、
中
国
側
が
満
州
国
を
正
式
承
認
し
な
か
っ
た
為
、
満
州
の
帰
属
は
日
中
両
国
間
の
懸
案
事
項
と
し
て
残
さ
れ
た

（
内
田
二
〇
〇
六
：
一
〇
二
）。
ま
た
、
停
戦
協
定
締
結
ま
で
に
満
州
国
建
国
（
一
九
三
二
年
）
や
国
際
連
盟
脱
退
（
一
九
三
三
年
）
等
の
日
本

を
国
際
社
会
か
ら
孤
立
さ
せ
得
る
事
案
が
発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
、
満
州
事
変
勃
発
に
際
し
、
国
際
連
盟
が
派
遣
し
た
リ
ッ
ト
ン
（V

. 

A
. G
. R
. B
ulw
er-L

ytton

）
を
団
長
と
す
る
調
査
団
（
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
）
は
、
柳
条
湖
事
件
等
の
軍
事
的
行
動
に
つ
い
て
の
非
難
は
あ
る

三
五
九
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も
の
の
、
全
体
的
に
は
日
本
に
同
情
的
な
内
容
で
取
り
纏
め
ら
れ
た
報
告
書
を
国
際
連
盟
に
提
出
し
て
お
り
（
渡
部
二
〇
〇
六
）、
当
時
の

列
強
諸
国
の
日
本
に
対
す
る
認
識
は
、
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

満
州
事
変
発
生
を
受
け
、
陸
軍
省
及
び
参
謀
本
部
の
首
脳
に
よ
る
会
議
が
開
催
さ
れ
、
満
州
へ
の
増
派
及
び
対
処
方
針
の
閣
議
へ
の
提

案
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
閣
議
で
は
南
次
郎
陸
相
が
陸
軍
の
意
向
を
提
示
し
な
か
っ
た
為
、
閣
議
で
は
事
態
不
拡
大
の
方
針
が
決
定
し

た
。
こ
の
閣
議
決
定
に
対
し
、
陸
軍
は
反
発
し
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
も
視
野
に
入
れ
た
満
州
事
変
へ
の
対
処
方
針
を
策
定
し
た
（
北
岡

一
九
九
九
：
一
五
八
│
一
六
〇
）。
陸
軍
中
央
の
意
向
を
受
け
、
朝
鮮
軍
は
独
断
で
増
派
を
行
っ
た
為
、
事
態
は
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
た
。

こ
の
一
連
の
作
戦
行
動
に
対
し
、
第
二
次
若
槻
内
閣
は
反
発
し
た
が
、
最
終
的
に
関
係
諸
経
費
の
支
出
を
承
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮

軍
の
独
断
出
兵
は
事
後
承
認
で
あ
っ
た
も
の
の
、
正
式
な
出
兵
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
関
東
軍
は
自
衛
の
為
と
称
し
て
、
戦
線
を
拡
大
し
、

政
府
は
勿
論
、
陸
軍
省
や
参
謀
本
部
と
い
っ
た
陸
軍
中
央
の
意
向
を
も
無
視
す
る
無
法
者
と
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
小
林
、
島
田

一
九
六
四
：
四
二
八
│
四
三
五
）。
ま
た
、
国
内
で
は
、
満
州
事
変
の
拡
大
に
反
対
し
て
い
た
第
二
次
若
槻
内
閣
が
崩
壊
し
、
統
帥
権
干
犯

問
題
を
拡
大
さ
せ
た
立
憲
政
友
会
が
主
導
す
る
犬
養
内
閣
が
成
立
し
た
。
犬
養
内
閣
は
軍
部
と
共
同
し
て
、
満
州
事
変
を
拡
大
化
さ
せ
、

満
州
国
を
国
家
と
し
て
承
認
し
た
。
ま
た
、
民
政
党
政
権
が
主
導
し
て
い
た
金
本
位
制
へ
の
復
帰
を
中
止
し
、
積
極
財
政
政
策
を
採
用
し

た
が
、
折
か
ら
の
不
況
に
よ
る
安
定
志
向
に
よ
り
、
主
要
財
閥
が
恩
恵
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
（
谷
田
二
〇
〇
二
：
二
二
六
│
二
二
八
）。

こ
れ
ら
の
動
き
に
よ
り
、
満
州
事
変
以
降
の
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
は
、
良
く
言
え
ば
協
調
主
義
、
悪
く
言
え
ば
、
文
民
と
軍
部
が
溶

融
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
六
〇
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⑸　

冷
戦
期
の
政
軍
関
係

太
平
洋
戦
争
後
、
日
本
を
統
治
し
た
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
は
占
領
当
初
、
物
心
両
面
に
お
い
て
、

日
本
の
軍
備
を
全
廃
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
そ
の
為
、
日
本
に
残
存
し
て
い
た
兵
器
類
は
悉
く
廃
棄
さ
れ
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
憲
法

（
日
本
国
憲
法
）
で
は
戦
争
放
棄
を
謳
い
、
戦
力
放
棄
を
規
定
し
た
。
し
か
し
、
冷
戦
や
朝
鮮
戦
争
の
影
響
を
受
け
、
警
察
予
備
隊

（
一
九
五
〇
年
）
や
海
上
警
備
隊
（
一
九
五
二
年
）、
自
衛
隊
（
一
九
五
四
年
）
が
編
成
さ
れ
、
再
軍
備
が
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
日
米
安
全
保
障
条
約
（
一
九
五
二
年
）
に
よ
り
、
占
領
軍
は
在
日
米
軍
と
名
称
を
変
更
し
、
日

本
を
含
む
極
東
地
域
の
安
全
保
障
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
は
、
消
耗
し
た
国
力
を
経
済
成
長
に
集
中
投
入
し
、
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
米
国
に
依
存
す
る
こ
と
を
目
指
し

た
「
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
通
称
さ
れ
る
安
全
保
障
政
策
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
の
政
策
は
平
和
主
義
に
基
づ
い
た
安
全
保
障
政
策
と
い

う
よ
り
は
、
明
治
維
新
以
降
の
伝
統
的
な
日
本
の
外
交
政
策
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
政
策
で
あ
り
、
国
際
貿
易
や
技
術
革
新
の

振
興
に
よ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日
本
の
存
在
感
を
高
め
る
こ
と
が
最
終
目
標
で
あ
っ
た
。
米
国
は
こ
の
様
な
依
存
関
係
を
嫌
い
、
国

防
関
連
予
算
の
増
額
や
装
備
の
拡
充
を
要
求
し
た
が
、
日
本
は
新
憲
法
の
平
和
条
項
を
盾
に
要
求
を
拒
み
続
け
た
が
（
増
田
二
〇
〇
四
：

四
三
│
四
七
）、
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
は
太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
の
基
本
方
針
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
田
久
保
他
二
〇
〇
〇
：
二
四
）。

ま
た
、
国
内
に
お
け
る
政
軍
関
係
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
再
軍
備
の
際
に
太
平
洋
戦
争
に
至
っ
た
過
程
へ
の
反
省
や
占

領
政
策
を
担
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
影
響
に
よ
り
、
軍
政
部
門
や
軍
令
部
門
、
実
動
部
隊
を
一
元
的
に
運
用
す
る
組
織
へ
と
改
め
ら

れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
各
自
衛
隊
の
軍
政
及
び
軍
令
事
項
を
包
括
的
に
取
り
扱
う
幕
僚
監
部
と
防
衛
大
臣
等
の
文
民

を
補
佐
す
る
防
衛
省
内
局
が
整
備
さ
れ
、
統
合
的
な
指
揮
・
統
制
が
目
指
さ
れ
た
（
高
橋
二
〇
〇
七
）。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
は
旧
陸
海
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軍
関
係
者
が
排
除
さ
れ
、
内
務
省
や
大
蔵
省
出
身
者
が
影
響
力
を
持
つ
文
官
統
制
と
も
言
う
べ
き
状
態
と
な
っ
た
（
武
蔵
二
〇
〇
九
）。

こ
の
文
官
統
制
と
も
言
う
べ
き
状
態
を
財
政
的
に
担
保
し
た
の
が
、
所
謂
防
衛
費
一
％
枠
で
あ
る
。
日
本
の
国
防
費
は
、
自
衛
隊
の
前

身
で
あ
る
保
安
隊
が
創
設
さ
れ
た
一
九
五
二
年
以
降
一
般
会
計
予
算
に
お
け
る
比
率
を
漸
減
さ
せ
た
も
の
の
、
予
算
額
自
体
は
経
済
成
長

に
伴
い
、
増
額
の
一
途
を
辿
っ
た
（
大
蔵
省
財
政
史
室
一
九
九
九
：
九
二
│
九
七
）。
そ
の
為
、
防
衛
庁
内
局
を
中
心
に
予
算
総
額
の
抑
制
が

企
図
さ
れ
（
久
保
一
九
七
一
）、
後
の
防
衛
大
綱
の
前
提
と
な
っ
た
（
上
西
一
九
八
六
：
一
五
四
）。

一
方
、
国
際
情
勢
は
ニ
ク
ソ
ン
（R

. N
ixon

）
米
国
大
統
領
の
訪
中
（
一
九
七
一
年
）
や
第
一
次
戦
略
兵
器
削
減
条
約
（
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅰ
）

の
調
印
（
一
九
七
二
年
）、
全
欧
安
全
保
障
協
力
会
議
（
Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
の
設
立
（
一
九
七
五
年
）
と
い
っ
た
出
来
事
が
続
き
、
デ
タ
ン
ト
の
時

代
を
迎
え
た
（
西
川
二
〇
〇
二
）。
こ
の
頃
、
訪
中
を
達
成
し
た
田
中
角
栄
首
相
は
、
懸
案
と
な
っ
て
い
た
第
四
次
防
衛
力
整
備
計
画
（
四

次
防
）
の
策
定
に
取
り
組
み
、「
平
和
時
の
防
衛
力
」
の
限
界
を
明
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、
戦
力
の
定
量
的
規
制
は
高
級

自
衛
官
、
い
わ
ゆ
る
制
服
組
か
ら
反
発
を
受
け
た
も
の
の
、
野
党
対
策
の
観
点
か
ら
、
明
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
為
（
廣
瀬

一
九
八
九
：
一
四
五
）、
一
九
七
三
年
二
月
に
「
平
和
時
の
防
衛
力
」
が
表
明
さ
れ
た
（
真
田
二
〇
一
〇
）。

そ
の
後
、
田
中
の
後
を
襲
っ
た
三
木
武
夫
首
相
は
、
防
衛
庁
長
官
に
ハ
ト
派
と
し
て
知
ら
れ
た
坂
田
道
太
を
任
命
し
、
防
衛
大
綱
を
制

定
し
た
。
防
衛
大
綱
に
お
い
て
は
、
田
中
内
閣
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
平
和
時
の
防
衛
力
」
を
具
体
化
さ
せ
る
為
に
、
国
防
費
の
定
量

的
規
制
が
目
指
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
比
で
一
％
に
国
防
費
を
抑
制
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
が
、
特
に
理

論
的
根
拠
に
基
づ
い
た
数
字
で
は
な
く
、
政
治
的
・
社
会
的
必
要
性
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
（
真
田

二
〇
一
〇
）。
三
木
内
閣
以
降
の
歴
代
内
閣
も
国
防
費
の
抑
制
を
維
持
し
た
が
、
米
国
の
同
盟
国
に
対
す
る
国
防
費
増
額
の
要
求
が
高
ま
っ

た
こ
と
を
受
け
、
一
九
八
六
年
に
当
時
の
首
相
で
あ
っ
た
中
曽
根
康
弘
が
防
衛
費
一
％
枠
の
撤
廃
を
表
明
し
、
翌
年
の
昭
和
六
二
年
度
予

三
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算
編
成
か
ら
総
額
明
示
方
式
へ
と
転
換
し
た
。
し
か
し
、
防
衛
費
が
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
一
％
を
超
え
た
の
は
一
九
八
七
│
八
九
年
度
の
み
で
あ
り
、

そ
の
数
値
も
一
・
〇
〇
四
％
、
一
・
〇
一
三
％
、
一
・
〇
〇
六
％
と
僅
か
な
超
過
に
止
ま
っ
て
い
る
（
真
田
二
〇
一
〇
）。

冷
戦
崩
壊
後
は
、
日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
や
対
テ
ロ
戦
争

（
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｔ
Ｗ
）
等
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
様
に
な
り
、
防
衛
省
や
自
衛
隊
も
中
央
即
応
集
団
や
統
合
幕
僚
監
部
の
設
置
と
い
っ
た
制
度

的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
も
の
の
（
鈴
木
二
〇
一
〇
、
田
村
二
〇
〇
六
）、
引
き
続
き
予
算
の
抑
制
は
続
い
て
い
る
。

3　

安
全
保
障
と
文
民
統
制
の
あ
る
べ
き
均
衡

⑴　

仮
説
の
検
証

明
治
維
新
以
降
の
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
変
遷
を
総
じ
て
見
る
と
、
文
民
統
制
の
確
立
か
ら
崩
壊
、
そ
し
て
再
建
、
強
化
の
過
程

で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
特
に
統
帥
権
干
犯
問
題
以
降
の
一
連
の
動
き
は
、
軍
部
に
対
す
る
文
民
に
よ
る
掣
肘
が
難
し
い
状
況
を

招
き
、
日
本
に
お
け
る
政
党
政
治
、
そ
し
て
文
民
統
制
の
崩
壊
を
招
来
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、「
文
民
統
制
と
安
全
保
障
は
対
立
関
係
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
本
稿
の
仮
説
を
検
証
し
、

あ
る
べ
き
政
軍
関
係
の
姿
を
提
示
す
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
分
析
結
果
と
当
時
の
国
際
情
勢
を
比
較
す
る
と
、
下
記
の
通
り
と
な
る
【
表

1
】。
こ
れ
を
見
る
と
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
安
全
保
障
、
即
ち
軍
拡
が
志
向
さ
れ
る
と
、
文
民
統
制
、
即
ち
軍
縮
が
志
向

さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
以
前
の
昭
和
期
を
除
い
て
、
最
終
的
に
は
軍
縮
志
向
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
政
府
の
対
応
や
軍
部
の
動
向
を
概
観
す
る
と
、
政
府
の
対
応
が
人
事
や
予
算
と
い
っ
た
政
策
・
戦
略
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
軍
部
の
動
向
は
軍
備
増
強
と
い
っ
た
戦
術
・
作
戦
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
様
に
、
軍
部
が
戦
術
・
作
戦
レ
ヴ
ェ
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ル
に
終
始
し
た
動
向
を
示
し
て
い
る
一
方
で
、
政
府
が
政
策
・
戦
略
レ
ヴ
ェ
ル
の
対
応
に

徹
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
文
民
統
制
と
安
全
保
障
は
対
立
構
造
を
形
成
す
る
概

念
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
、
昭
和
期
以
降
の
動
向
を
見
る
と
、
軍
部
よ

り
も
政
府
の
方
が
軍
拡
に
代
表
さ
れ
る
戦
術
・
作
戦
レ
ヴ
ェ
ル
の
動
向
に
関
心
が
高
く
（
5
）

、

好
戦
的
な
文
民
に
よ
っ
て
政
軍
関
係
が
変
容
し
た
こ
と
が
類
推
出
来
る
（
6
）

。
以
上
の
分
析
結

果
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
安
全
保
障
と
文
民

統
制
の
均
衡
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⑵　

あ
る
べ
き
政
軍
関
係
と
は
何
か

近
代
以
降
の
政
軍
関
係
は
文
民
統
制
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
先
進
工
業
国

に
お
い
て
よ
り
鮮
明
で
あ
る
。
そ
の
為
、
政
府
や
議
会
等
の
文
民
が
ど
の
様
に
軍
部
を
管

理
・
統
制
す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
政
軍
関
係
研
究
の
目
的
と
な
る
。
こ
の
様
な
前

提
を
踏
ま
え
、
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
の
姿
を
検
討
す
る
。

民
主
主
義
の
理
想
を
鑑
み
る
と
、
主
体
的
文
民
統
制
を
採
用
し
、
政
治
家
や
高
級
官
僚

と
い
っ
た
文
民
が
戦
術
や
作
戦
レ
ヴ
ェ
ル
ま
で
関
与
す
る
こ
と
が
一
面
に
お
い
て
妥
当
で

あ
る
。
し
か
し
、
理
想
的
な
政
軍
関
係
の
も
う
一
つ
の
前
提
は
、
充
実
し
た
安
全
保
障
を

担
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
、
平
時
か
ら
一
定
程
度
の
権
限
を
軍
部
に
委
譲
す
る
客

【表 1】　近代日本における政軍関係の傾向
国際情勢 軍部の動向 政府の対応

明治期
（日露戦争以後）

日露戦争
（仮想敵国の設定）

2個師団の増設要求
（軍拡志向）

人事権の掌握
（軍部大臣現役武官制の廃止）

大正期
第 1次世界大戦

（総力戦概念の登場・伝播）
軍備（人員を含む）の質的拡充

（軍拡志向）
財政権の掌握

（軍備管理の実施）

昭和期
（太平洋戦争以前）

太平洋戦争
（国力を越えた戦争→敗戦）

軍縮条約締結に反対
満州事変を企図・実施

（軍拡志向）

軍縮条約締結を断行
満州事変拡大を容認

（文民統制達成に対する慢心）

昭和期
（太平洋戦争以後）

冷戦
（日米安保体制の確立・深化）

日米安保体制を前提とした軍備拡充
（軍拡志向）

人事権・財政権の掌握
（文官統制・防衛費 1％枠の確立）

著者作成
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体
的
文
民
統
制
こ
そ
が
理
想
的
な
文
民
統
制
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
様
に
、
客
体
的
文

民
統
制
を
構
成
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
礎
付
け
る
団
体
性
（coporateness

）
は
、
近
衛
兵
主
義
（praetorianism

）
へ
と
変

容
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
人
事
や
予
算
を
文
民
が
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
衛
兵
主
義
へ
の
変
容
を
抑
制
し
、
変

容
し
た
場
合
に
は
高
級
将
校
の
更
迭
や
予
算
の
執
行
停
止
と
い
っ
た
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
衛
兵
主
義
に
変
化
し
な
い
様
な
文

民
に
よ
る
管
理
・
統
制
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

近
代
以
降
の
日
本
に
お
い
て
は
、
太
平
洋
戦
争
前
は
客
体
的
文
民
統
制
が
形
成
さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
後
は
主
体
的
文
民
統
制
が
構
築
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
変
化
は
、
客
体
的
文
民
統
制
が
慣
習
に
基
づ
い
て
い
た
為
に
太
平
洋
戦
争
を
招
来
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
し
て
の

日
本
国
憲
法
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
の
提
唱
以
降
、
安
全
保
障
を
軽
視
或
い
は
無
視

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
国
内
外
の
情
勢
が
主
体
的
文
民
統
制
の
採
用
を
許
容
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
冷
戦
崩
壊
後
、
日
本

を
取
り
巻
く
国
際
環
境
が
急
激
に
変
化
し
た
こ
と
を
受
け
、
自
衛
隊
の
任
務
が
増
加
し
た
こ
と
や
冷
戦
期
は
禁
忌
と
さ
れ
て
い
た
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
る
様
に
な
り
、
自
衛
隊
の
派
遣
先
に
お
け
る
能
動
的
な
活
動
を
許
容
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た

こ
と
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
変
化
を
踏
ま
え
る
と
、
文
官
統
制
と
も
揶
揄
さ
れ
て
き
た
日
本
に
お
け
る
文
民
統
制
が
客
体
的
文
民

統
制
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
自
体
が
主
体
的
文
民
統
制
の
限
界
を
示
し
、
客
体
的
文
民
統
制
の
有
用
性
を
示
し
て
い
る
と
結
論
付
け

ら
れ
る
。

4　

結
語

本
稿
で
は
日
本
を
事
例
に
、
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
を
検
討
し
て
き
た
。
結
論
と
し
て
は
、
文
民
統
制
と
安
全
保
障
は
対
立
す
る
概
念
で

三
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
八
二
）

は
な
い
こ
と
、
国
家
構
造
に
お
け
る
文
民
統
制
と
安
全
保
障
の
関
係
性
を
考
察
す
る
際
に
、
緊
急
性
の
高
い
事
案
に
対
応
し
、
か
つ
民
主

主
義
を
担
保
し
得
る
客
体
的
文
民
統
制
が
あ
る
べ
き
政
軍
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
析
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
論
を
踏
ま
え
、
最
後
に

今
後
の
政
軍
関
係
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
若
干
の
展
望
を
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
文
民
統
制
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
文
民
の
軍
事
へ
の
過
剰
介
入
に
関
す
る
研
究
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
政
治
家
と
軍
人
の
考
え
方
の
違
い
（civil-m

ilitary gap

）
に
注
目
し
た
研
究
が
幾
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
（
彦
谷
二
〇
〇
七
）。
政

軍
関
係
研
究
に
お
け
る
文
民
統
制
は
、
軍
部
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
等
へ
の
対
応
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
民
の
軍
事
へ
の
過
剰
介
入
、

端
的
に
は
文
民
の
暴
走
と
も
言
う
べ
き
事
態
は
殆
ど
想
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
戦
争
指

導
を
鑑
み
る
と
、
文
民
の
暴
走
と
し
か
形
容
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
態
が
発
生
し
て
い
る
（W

oodw
ard 2004, W

oodw
ard 2006

）。
そ

の
為
、
よ
り
充
実
し
た
文
民
統
制
を
考
察
す
る
為
に
は
、
文
民
の
軍
事
へ
の
関
心
度
合
い
に
注
目
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
安
全
保
障
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、
冷
戦
崩
壊
以
降
、
人
間
の
安
全
保
障
等
と
い
っ
た
非
伝
統
的
安
全
保
障
の
重
要
性
が
増

し
て
い
る
が
、
軍
事
的
安
全
保
障
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
安
全
保
障
を
前
提
と
し
て
い
る
既
存
の
政
軍
関
係
研
究
で
は
対
応
す
る
こ
と
が

難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
へ
の
脅
威
に
注
目
し
て
も
、
正
規
軍
が
脅
威
と
な
る
可
能
性
は
低
下
す
る
一
方
、
国
家
に
属

さ
な
い
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
脅
威
が
増
大
し
て
お
り
、
伝
統
的
安
全
保
障
の
枠
組
み
で
は
対
応
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
為
、

こ
の
様
な
安
全
保
障
環
境
の
変
化
や
そ
れ
に
伴
っ
て
提
唱
さ
れ
た
非
伝
統
的
安
全
保
障
に
対
応
し
た
政
軍
関
係
理
論
の
構
築
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

以
上
の
政
軍
関
係
研
究
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
戦
争
や
そ
れ
に
準
じ
た
事
態
が
発
生
し
た
場
合
或
い
は
そ

こ
に
至
る
ま
で
の
政
治
家
や
高
級
官
僚
と
い
っ
た
文
民
の
行
動
に
注
目
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
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政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
八
三
）

に
よ
り
、
理
想
的
な
政
軍
関
係
を
構
築
す
る
為
の
課
題
を
析
出
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
文
民
の
軍
事

へ
の
介
入
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
研
究
（F

eaver 2003

）
だ
け
で
な
く
、
否
定
的
に
評
価
し
た
研
究
（D

esch 2007

）
も
存
在
し
て
お
り
、

未
だ
研
究
者
の
間
で
も
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
様
な
学
界
動
向
を
踏
ま
え
、
他
日
を
期
し
て
論
じ
た
い
。

（
1
） 

政
軍
関
係
の
諸
段
階
に
つ
い
て
、
政
軍
関
係
研
究
の
大
家
で
あ
る
パ
ー
ル
マ
タ
ー
（A

. P
erlm
utter

）
も
指
摘
し
て
い
る
が
（perlm

utter 

1977

）、
本
稿
は
政
治
体
制
よ
り
も
経
済
的
な
発
展
段
階
に
注
目
し
て
い
る
。

（
2
） 

例
え
ば
、
日
本
の
公
共
放
送
で
あ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
戦
争
と
平
和
（http://w

w
w
.nhk.or.jp/w

ar-peace/

）」
と
称
し
た
特
集
を

ｗ
ｅ
ｂ
上
で
行
い
、
戦
争
と
平
和
が
対
義
語
で
あ
る
か
の
様
な
扱
い
を
し
て
い
る
。

（
3
） 

本
会
議
に
は
、
日
米
英
以
外
に
仏
伊
も
招
聘
さ
れ
た
が
、
両
国
は
国
際
連
盟
に
お
け
る
交
渉
を
優
先
さ
せ
る
と
し
て
出
席
を
辞
退
し
た
。

（
4
） 

日
米
両
国
は
当
時
想
定
さ
れ
て
い
た
日
米
戦
争
に
お
い
て
、
日
本
近
海
で
の
艦
隊
決
戦
で
勝
敗
が
確
定
す
る
と
予
想
し
て
お
り
、
日
本
は
太
平

洋
を
横
断
す
る
米
国
艦
隊
を
潜
水
艦
や
空
母
機
動
部
隊
、
補
助
艦
艇
で
攻
撃
し
、
決
戦
海
域
到
着
ま
で
に
米
国
艦
隊
の
戦
力
を
削
る
と
い
う
対
抗
策

を
検
討
し
て
い
た
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
為
に
は
、
日
本
の
補
助
艦
艇
は
対
米
比
七
割
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
日
米
の
共
通
見
解
で
あ
っ
た
。

そ
の
為
、
日
本
は
七
割
を
主
張
し
、
米
国
は
六
割
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
（
関
二
〇
〇
七
：
一
二
七
│
一
三
一
）。

（
5
） 

文
民
に
よ
る
戦
術
・
作
戦
レ
ヴ
ェ
ル
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
下
記
を
参
照
さ
れ
た
い
（
小
森
二
〇
一
三
）。

（
6
） 

三
浦
瑠
麗
は
米
国
を
事
例
と
し
て
、
文
民
の
好
戦
性
を
論
証
し
て
い
る
（
三
浦
二
〇
一
二
）。

引
用
・
参
考
資
料

青
木
得
三
（
一
九
五
八
）『
日
本
首
相
列
伝
⑪　

若
槻
礼
次
郎　

浜
口
雄
幸
』
時
事
通
信
社
。

池
井
優
（
一
九
六
八
）「
近
代
日
本
に
お
け
る
軍
部
の
政
治
的
地
位
」
慶
應
義
塾
大
学
地
域
研
究
グ
ル
ー
プ
編
『
変
動
期
に
お
け
る
軍
部
と
軍
隊
』
慶
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
八
四
）

応
通
信
。

池
井
優
（
二
〇
〇
二
）『
三
訂　

日
本
外
交
史
概
説
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。

伊
藤
隆
（
一
九
六
九
）『
昭
和
初
期
政
治
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
。

伊
藤
之
雄
（
二
〇
〇
五
）『
昭
和
天
皇
と
立
憲
君
主
制
の
崩
壊
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

稲
葉
正
夫
、
小
林
龍
夫
、
島
田
俊
彦
、
角
田
順
（
一
九
八
八
）『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道　

開
戦
外
交
史≪

新
装
版≫

　

別
巻　

資
料
編
』
朝
日
新
聞
社
。

井
上
寿
一
（
二
〇
一
〇
）『
山
県
有
朋
と
明
治
国
家
』
日
本
放
送
出
版
協
会
。

岩
井
忠
熊
（
二
〇
〇
三
）『
西
園
寺
公
望
』
岩
波
新
書
。

上
西
朗
夫
（
一
九
八
六
）『
Ｇ
Ｎ
Ｐ
一
％
枠　

防
衛
政
策
の
検
証
』
角
川
書
店
。

臼
井
勝
美
（
一
九
九
八
）『
日
中
外
交
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
。

内
田
尚
孝
（
二
〇
〇
六
）『
華
北
事
変
の
研
究
』
汲
古
書
院
。

江
畑
謙
介
（
二
〇
〇
一
）『
強
い
軍
隊
、
弱
い
軍
隊
』
並
木
書
房
。

大
蔵
省
財
政
史
室
編
（
一
九
九
九
）『
昭
和
財
政
史　

昭
和
二
七
〜
四
八
年
度　

第
一
九
巻
（
統
計
）』
東
洋
経
済
新
報
社
。

大
前
信
也
（
二
〇
〇
六
）『
昭
和
戦
前
期
の
予
算
編
成
と
政
治
』
木
鐸
社
。

奥
西
孝
至
、

澤
歩
、
堀
田
隆
司
他
（
二
〇
一
〇
）『
西
洋
経
済
史
』
有
斐
閣
ア
ル
マ
。

加
藤
治
彦
（
編
）（
二
〇
〇
一
）『
年
表
で
見
る
日
本
経
済
の
足
ど
り
』
財
経
詳
報
社
。

加
藤
陽
子
（
二
〇
〇
七
）『
満
州
事
変
か
ら
日
中
戦
争
へ
』
岩
波
新
書
。

金
森
久
雄
、
香
西
泰
、
加
藤
裕
己
（
編
著
）（
二
〇
一
〇
）『
日
本
経
済
読
本
（
第
一
八
版
）』
東
洋
経
済
新
報
社
。

川
田
稔
（
二
〇
〇
九
）『
浜
口
雄
幸
と
永
田
鉄
山
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
。

神
田
文
人
（
一
九
九
四
）『
占
領
と
民
主
主
義
』
小
学
館
。

北
岡
伸
一
（
一
九
九
九
）『
政
党
か
ら
軍
部
へ　

一
九
二
四
〜
一
九
四
一
』
中
央
公
論
新
社
。

北
岡
伸
一
（
二
〇
一
一
）『
日
本
政
治
史
』
有
斐
閣
。
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政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
八
五
）

北
岡
伸
一
（
二
〇
一
二
）『
官
僚
制
と
し
て
の
日
本
陸
軍
』
筑
摩
書
房
。

近
代
戦
史
研
究
会
（
編
）（
一
九
八
五
）『
国
家
戦
略
の
分
裂
と
錯
誤
（
中
）』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
。

久
保
卓
也
（
一
九
七
一
）「
防
衛
力
整
備
の
考
え
方
（
Ｋ
Ｂ
個
人
論
文
）」

（http://w
w
w
.ioc.u-tokyo.ac.jp/̃w

orldjpn/docum
ents/texts/JP

S
C
/19710220.O

1J.htm
l

）（
二
〇
一
二
年
九
月
一
八
日
検
索
）。

黒
川
雄
三
（
二
〇
〇
三
）『
近
代
日
本
の
軍
事
戦
略
概
史
』
芙
蓉
書
房
出
版
。

黒
沢
文
貴
、
斎
藤
聖
二
、
櫻
井
良
樹
（
編
）（
二
〇
〇
一
）『
国
際
環
境
の
な
か
の
近
代
日
本
』
芙
蓉
書
房
出
版
。

纐
纈
厚
（
二
〇
〇
五
）『
近
代
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
研
究
』
岩
波
書
店
。

纐
纈
厚
（
二
〇
〇
九
）『
田
中
義
一
』
芙
蓉
書
房
出
版
。

小
林
俊
二
（
二
〇
〇
二
）『
対
米
開
戦
の
原
因
』
南
窓
社
。

小
林
龍
夫
、
島
田
俊
彦
（
編
）（
一
九
六
四
）『
現
代
史
資
料
七　

満
州
事
変
』
み
す
ず
書
房
。

小
林
道
彦
（
一
九
九
六
）『
日
本
の
大
陸
政
策
』
南
窓
社
。

小
林
道
彦
（
二
〇
〇
六
）『
桂
太
郎
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

小
林
道
彦
（
二
〇
一
〇
）『
政
党
内
閣
の
崩
壊
と
満
州
事
変
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

小
林
道
彦
、
黒
沢
文
貴
（
編
著
）（
二
〇
一
三
）『
日
本
政
治
史
の
な
か
の
陸
海
軍
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

小
森
雄
太
（
二
〇
一
二
）「
近
代
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
新
制
度
論
的
分
析
」
明
治
大
学
博
士
学
位
論
文
。

小
森
雄
太
（
二
〇
一
三
）「
政
軍
関
係
研
究
試
論
」『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
四
号
五
七
九
│
六
〇
五
頁
。

財
務
省
主
計
局
調
査
課
（
編
）（
二
〇
〇
六
）『
平
成
一
七
年
度
財
政
統
計
』
国
立
印
刷
局
。

佐
道
明
広
（
二
〇
〇
三
）『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
。

真
田
尚
剛
（
二
〇
〇
八
）「
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
」『
二
一
世
紀
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
』
第
七
号
五
三
│
六
五
頁
。

真
田
尚
剛
（
二
〇
一
〇
）「
戦
後
防
衛
政
策
と
防
衛
費
」『
二
一
世
紀
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
』
第
九
号
三
一
│
四
四
頁
。

島
田
俊
彦
（
一
九
七
〇
）「
東
支
鉄
道
を
め
ぐ
る
中
ソ
紛
争
」『
国
際
政
治
』
第
四
三
号
二
五
│
五
〇
頁
。

三
六
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
八
六
）

下
田
耕
士
（
二
〇
一
〇
）「
わ
が
国
近
代
化
以
後
の
政
軍
関
係
概
観
」『
軍
事
史
学
』
第
二
〇
巻
第
二
号
七
七
│
八
五
頁
。

季
武
嘉
也
（
一
九
九
八
）『
大
正
期
の
政
治
構
造
』
吉
川
弘
文
館
。

鈴
木
滋
（
二
〇
一
〇
）「
国
際
活
動
を
め
ぐ
る
陸
上
自
衛
隊
の
組
織
改
編
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
第
六
〇
巻
第
一
号
五
三
│
七
二
頁
。

関
静
雄
（
二
〇
〇
七
）『
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
成
立
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

高
橋
亀
吉
、
森
垣
淑
（
一
九
九
三
）『
昭
和
金
融
恐
慌
史
』
講
談
社
学
術
文
庫
。

高
橋
杉
雄
（
二
〇
〇
七
）「
自
衛
隊
の
統
合
運
用
態
勢
の
強
化
と
今
後
の
課
題
」『
国
際
安
全
保
障
』
第
三
四
巻
第
四
号
一
│
九
頁
。

田
久
保
忠
衛
、
太
田
正
利
、
平
松
茂
雄
（
編
著
）（
二
〇
〇
〇
）『
日
本
外
交
の
再
点
検　

検
証
「
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
」』
時
事
通
信
社
。

棚
橋
匡
（
一
九
九
八
）「
行
政
改
革
の
分
析
枠
組
」『
本
郷
法
政
紀
要
』
第
七
号
三
二
一
│
三
四
六
頁
。

玉
井
清
（
一
九
九
九
）『
原
敬
と
立
憲
政
友
会
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。

田
村
尚
也
（
二
〇
〇
六
）「
組
織
か
ら
読
み
取
る
意
図
と
特
徴
」『
軍
事
研
究
』
第
四
一
巻
第
六
号
三
八
│
四
七
頁
。

佃
隆
一
郎
（
二
〇
〇
六
）「
宇
垣
軍
縮
で
の
師
団
廃
止
発
覚
時
に
お
け
る
各
〝
該
当
地
〞
の
動
向
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
二
六
集

三
三
│
五
一
頁
。

戸
部
良
一
（
一
九
九
八
）『
逆
説
の
軍
隊
』
中
央
公
論
社
。

豊
田
穣
（
一
九
八
二
）『
最
後
の
元
老　

西
園
寺
公
望
（
下
）』
新
潮
社
。

西
川
吉
光
（
二
〇
〇
二
）『
現
代
国
際
関
係
史
Ⅲ
』
晃
洋
書
房
。

秦
郁
彦
（
一
九
九
九
）『
昭
和
史
の
謎
を
追
う
（
上
）』
文
藝
春
秋
。

秦
郁
彦
（
二
〇
〇
六
）『
統
帥
権
と
帝
国
陸
海
軍
の
時
代
』
平
凡
社
新
書
。

秦
郁
彦
（
二
〇
〇
七
）「
張
作
霖
爆
殺
事
件
の
再
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
号
一
〇
一
│
一
五
六
頁
。

坂
野
潤
治
（
二
〇
〇
五
）『
近
代
日
本
政
治
史
』
岩
波
書
店
。

彦
谷
貴
子
（
二
〇
〇
七
）「
日
本
に
シ
ビ
ル
・
ミ
リ
タ
リ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
は
存
在
す
る
か
？
」
村
井
友
秀
、
真
山
全
編
著
『
安
全
保
障
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
﹇
第
二
巻
﹈
リ
ス
ク
社
会
の
危
機
管
理
』
明
石
書
店
。

三
七
〇



政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
八
七
）

廣
瀬
克
哉
（
一
九
八
九
）『
官
僚
と
軍
人
』
岩
波
書
店
。

舩
木
繁
（
一
九
九
三
）『
陸
軍
大
臣
木
越
安
綱
』
河
出
書
房
新
社
。

藤
原
彰
（
二
〇
〇
六
）『
日
本
軍
事
史　

上
巻　

戦
前
篇
（
新
装
版
）』
社
会
批
評
社
。

防
衛
大
学
校
安
全
保
障
学
研
究
会
（
二
〇
〇
九
）『
安
全
保
障
学
入
門
（
新
訂
第
四
版
）』
亜
紀
書
房
。

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
（
一
九
六
九
）『
戦
史
叢
書　

海
軍
軍
戦
備
〈
一
〉』
朝
雲
新
聞
社
。

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
部
（
一
九
七
九
）『
戦
史
叢
書　

陸
軍
軍
戦
備
』
朝
雲
新
聞
社
。

細
谷
千
博
、
斎
藤
真
（
編
）（
一
九
七
八
）『
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
日
米
関
係
』
東
京
大
学
出
版
会
。

細
谷
千
博
（
一
九
八
八
）『
両
大
戦
間
の
日
本
外
交
』
岩
波
書
店
。

益
井
康
一
（
二
〇
〇
二
）『
日
本
は
な
ぜ
戦
争
を
始
め
た
の
か
』
光
人
社
。

増
田
弘
（
二
〇
〇
四
）『
自
衛
隊
の
誕
生
』
中
公
新
書
。

松
下
芳
男
（
一
九
七
八
）『
改
訂　

明
治
軍
制
史
論　

上
巻
』
国
書
刊
行
会
。

松
下
芳
男
（
二
〇
〇
一
）『
日
本
軍
閥
興
亡
史　

上
巻
（
新
装
版
）』
芙
蓉
書
房
出
版
。

三
宅
正
樹
（
二
〇
〇
一
）『
政
軍
関
係
研
究
』
芦
書
房
。

宮
田
律
（
二
〇
〇
六
）『
軍
産
複
合
体
の
ア
メ
リ
カ
〜
戦
争
を
や
め
ら
れ
な
い
理
由
』
青
灯
社
。

三
浦
瑠
麗
（
二
〇
一
〇
）「
滅
び
ゆ
く
運
命
？
│
政
軍
関
係
理
論
史
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
四
六
号
一
五
五
│
一
六
三
頁
。

三
浦
瑠
麗
（
二
〇
一
二
）『
シ
ビ
リ
ア
ン
の
戦
争
』
岩
波
書
店
。

宮
本
満
治
（
二
〇
〇
五
）「
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
ギ
ャ
リ
ソ
ン
・
ス
テ
ー
ト
論
」『
政
経
研
究
』
第
四
一
巻
第
四
号
二
六
七
│
二
九
四
頁
。

宮
脇
岑
生
（
二
〇
〇
四
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
外
交
と
政
軍
関
係
』
流
通
経
済
大
学
出
版
会
。

三
和
良
一
、
原
朗
（
編
）（
二
〇
一
〇
）『
近
現
代
日
本
経
済
史
要
覧　

補
訂
版
』
東
京
大
学
出
版
会
。

三
和
良
一
（
二
〇
一
二
）『
概
説
日
本
経
済
史　

近
現
代
﹇
第
三
版
﹈』
東
京
大
学
出
版
会
。

武
蔵
勝
宏
（
二
〇
〇
九
）『
冷
戦
後
日
本
の
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
研
究
』
成
文
堂
。

三
七
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
八
八
）

室
山
義
正
（
一
九
八
四
）『
近
代
日
本
の
軍
事
と
財
政
』
東
京
大
学
出
版
会
。

森
靖
夫
（
二
〇
一
一
）『
永
田
鉄
山
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

守
島
伍
郎
、
柳
井
恒
夫
（
監
修
）（
一
九
七
三
）『
満
州
事
変
』
鹿
島
研
究
所
出
版
会
。

谷
田
勇
（
二
〇
〇
二
）『
実
録
・
日
本
陸
軍
の
派
閥
抗
争
』
川
喜
多
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

山
本
四
郎
（
一
九
八
二
）『
山
本
内
閣
の
基
礎
的
研
究
』
京
都
女
子
大
学
。

山
本
四
郎
（
一
九
九
七
）『
評
伝　

原
敬　

下
』
東
京
創
元
社
。

由
井
正
臣
（
編
）（
一
九
七
七
）『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
有
精
堂
出
版
。

渡
部
昇
一
（
二
〇
〇
六
）『
全
文
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
』
ビ
ジ
ネ
ス
社
。

Ｃ
．Ｐ
．Ｇ
．
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
清
水
多
吉
訳
）（
二
〇
〇
一
）『
戦
争
論
（
上
）』
中
公
文
庫
Ｂ
Ｉ
Ｂ
Ｌ
Ｉ
Ｏ
。

D
esch, M

. C
. 

（2007

） “B
ush and the G

enerals,” F
oreign

 A
ffairs, 86-3: pp.97-108.

D
iam
ond, L

. and P
lattner, M

. F
. 

（ed.
） （1996

） C
ivil-m

ilitary R
elation

s an
d

 D
em

ocracy 

（Johns H
opkins U

niversity P
ress

）.

中
道

寿
一
（
監
訳
）（
二
〇
〇
六
）『
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
刀
水
書
房
。

F
eaver, P

. D
. 

（2003

） A
rm

ed
 S

ervan
ts: A

gen
cy, O

versigh
t, an

d
 C

ivil-M
ilitary R

elation
s 

（C
am
bridge: H

arvard U
niversity 

P
ress

）.

H
untington, S

. P
. 

（1985

） th
e S

old
ier an

d
 th

e S
tate 

（C
am
bridge: H

arvard U
niversity P

ress

） （in original 1957

）.

市
川
良
一
（
訳
）

（
二
〇
〇
八
）『
軍
人
と
国
家
（
新
装
版
）』
原
書
房
。

M
orrison, E

. E
. 

（2003

） T
u

rm
oil an

d
 T

rad
ition

: A
 S

tu
d

y of th
e L

ife an
d

 T
im

es of H
en

ry L
. S

tim
son 

（N
ew
 Y
ork: S

im
on and 

S
chuster for the H

istory B
ook C

lub

） （in original 1960

）.

P
erlm
utter, A

. 

（1977

） T
h

e M
ilitary an

d
 P

olitics in
 M

od
ern

 T
im

es: on
 profession

als, praetorian
s, an

d
 revolu

tion
ary sold

iers 

（N
ew
 H
aven: Y

ale U
niversity P

ress

）.

S
m
ith, L

. 

（1951

） A
m

erican
 D

em
ocracy an

d
 M

ilitary P
ow

er: A
 S

tu
d

y of C
ivil C

on
trol of th

e M
ilitary P

ow
er in

 th
e U

n
ited

 

三
七
二



政
軍
関
係
の
あ
り
方
に
関
す
る
一
研
究
（
小
森
）

（
八
八
九
）

S
tates 

（C
hicago: U

niversity of C
hicago P

ress

）.

佐
上
武
弘
（
訳
）（
一
九
五
四
）『
軍
事
力
と
民
主
主
義
』
法
政
大
学
出
版
局
。

W
oodw

ard, B
. 

（2004

） P
lan

 of attack 

（N
ew
 Y
ork: S

im
on &

 S
chuster

）.

W
oodw

ard, B
. 

（2006

） S
tate of d

en
ial 

（N
ew
 Y
ork: S

im
on &

 S
chuster

）.

付
記
：
本
稿
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））（
研
究
課
題
名
：
戦
前
期
日
本
の
司
法
と
軍
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
し
て
の
軍
法
務
官

に
関
す
る
実
体
研
究
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
と
し
て
、
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
三
年
度
研
究
大
会
分
科
会
Ｅ
3
で
報
告
し
た
内
容
に
加
筆
・
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
七
三





地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
一
）

地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結

│
長
野
県
と
阿
久
根
市
を
事
例
に

│

笹　
　

岡　
　

伸　
　

矢

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
よ
り
台
頭
し
た
、
い
わ
ゆ
る
無
党
派
知
事
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
そ
の
数
を
増
大
さ
せ
た
（
曽
我
、
待
鳥　

二
〇
〇
七
）。
無
党
派
の
首
長
（
都
道
府
県
知
事
・
市
区
町
村
長
）
は
、
党
派
に
依
存
し
な
い
た
め
に
、
議
会
へ
の
対
応
を
一
か
ら
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
石
原
元
東
京
都
知
事
の
よ
う
に
、
議
会
多
数
派
と
連
携
し
、
既
存
の
党
派
や
議
員
た
ち
が
実
質
的
に
与
党
に
変
わ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
橋
下
元
大
阪
府
知
事
の
よ
う
に
是
々
非
々
の
運
営
を
し
つ
つ
、
次
の
議
会
選
挙
で
自
ら
の
政
党
を
立
ち
上
げ
て
議
会
多
数

派
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
議
会
と
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
首
長
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
首
長
は
、

三
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
九
二
）

議
会
多
数
派
と
の
対
立
が
激
化
す
る
と
、
そ
の
議
会
か
ら
不
信
任
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
議
会
と
の
対
立
で
話
題
に
な
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
で
は
長
野
県
の
田
中
康
夫
知
事
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
で

は
阿
久
根
市
の
竹
原
信
一
市
長
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
議
会
か
ら
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
た
が
、
異
な
る
選
択
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
田
中
知
事
が
自
ら
辞
職
を
選
択
し
、
再
選
挙
に
打
っ
て
出
た
の
に
対
し
て
、
竹
原
市
長

（
1
）

は
議
会
を
解
散
す
る
こ

と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

議
会
に
よ
る
不
信
任
決
議
を
受
け
て
、
首
長
は
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
選
択
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

議
会
多
数
派
の
側
も
む
や
み
や
た
ら
に
不
信
任
を
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
首
長
と
議
会
が
対
立
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
は
ど

の
よ
う
に
考
え
、
い
か
な
る
選
択
を
お
こ
な
う
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

以
下
、
地
方
自
治
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
、
議
会
に
よ
る
不
信
任
決
議
以
降
の
過
程
を
、
図
表
を
用
い
て
整
理
し
、
ア
ク
タ
ー
が
合
理

的
で
あ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
帰
結
に
い
た
る
か
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
予
想
と
現
実
の
あ
い
だ
で
齟
齬
は
な
い
か
ど
う
か
を
確
か

め
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
田
中
康
夫
知
事
時
代
の
長
野
県
と
、
竹
原
信
一
市
長
時
代
の
阿
久
根
市
を
扱
う
こ

と
と
す
る
。

1
．
理
論
：
合
理
的
ア
ク
タ
ー
の
選
択

⑴　

首
長
と
議
会
：
地
方
自
治
法
か
ら

地
方
自
治
法

（
2
）

で
は
、
首
長
と
議
会
が
対
立
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
決
着
を
つ
け
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
表
し
た
の

が
図
1
で
あ
る
。

三
七
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
三
）

①　

第
一
手
番
：
議
会
の
不
信
任
決
議

ま
ず
、
議
会
で
議
員
は
首
長
の
不
信
任
決
議

案
を
提
出
で
き
る
。
議
員
数
の
三
分
の
二
（
定

足
数
）
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
出
席
者
の
う
ち
、

四
分
の
三
以
上
の
同
意
が
あ
る
と
、
不
信
任
は

可
決
さ
れ
る

（
3
）

。
例
え
ば
、
定
数
一
〇
〇
の
Ａ
県

議
会
で
は
出
席
者
数
が
一
〇
〇
人
な
ら
七
六
人

の
、
出
席
者
数
が
六
七
人
な
ら
五
一
人
の
そ
れ

ぞ
れ
同
意
が
必
要
に
な
る
。
不
信
任
が
可
決
す

る
範
囲
は
、
図
2
の
よ
う
に
な
る
。

②　

第
二
手
番
：
首
長
の
選
択

不
信
任
が
可
決
し
た
あ
と
、
首
長
は
自
ら
職

を
辞
す
る
か

（
4
）

、
議
会
を
解
散
す
る
か
を
選
択
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
首
長
が
自
ら
辞
職
し
た

場
合
、
新
た
に
首
長
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
。
他

方
、
議
会
を
解
散
し
た
場
合
、
議
会
選
挙
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

図 1　議会と首長：不信任決議採択後の流れ

図 2　定数100の場合の不信任決議（人）

三
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四
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③　

第
三
手
番
：
議
会
選
挙
後
の
議
会
の
不
信
任
決
議

議
会
が
解
散
さ
れ
、
新
た
に
議
会
選
挙
が
お
こ
な
わ

れ
た
最
初
の
議
会
で
、
再
び
不
信
任
の
議
決
が
お
こ
な

わ
れ
た
場
合
、
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
し
、

そ
の
出
席
者
の
う
ち
、
過
半
数
の
同
意
が
あ
る
と
、
不

信
任
は
可
決
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
と
し
て
、
再

不
信
任
案
の
議
決
に
は
三
分
の
二
の
出
席
が
必
要
と
い

う
こ
と
は
、
反
対
派
（
＝
親
首
長
派
）
が
三
分
の
一
以

上
い
れ
ば
、
彼
ら
が
欠
席
す
る
こ
と
で
採
決
を
防
げ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
分
の
一
が
ハ
ー
ド
ル
と
な
る

（
5
）

。
こ
れ
を
図
示
し
た
の
が
図
3
で
あ
る
。

例
え
ば
、
定
数
一
〇
〇
の
Ａ
県
議
会
で
は
六
七
人
の
出
席
が
必
要
に
な
る
。「
第
一
手
番
」
で
は
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
、
つ
ま
り

七
六
人
の
賛
成
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
と
き
よ
り
も
必
要
な
議
席
数
は
少
な
い
。
し
か
し
、
出
席
者
数
が
六
六
人
以
下

と
な
る
と
定
足
数
に
満
た
な
い
の
で
、
不
信
任
決
議
の
採
択
が
で
き
な
く
な
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
不
信
任
が
再
可
決
す
る
範
囲
は
、

図
4
の
よ
う
に
な
る
。

⑵　

議
会
の
選
択
を
決
め
る
も
の

で
は
、
議
会
は
ど
の
よ
う
な
選
択
を
お
こ
な
う
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
第
一
手
番
と
第
三
手
番
の
両
方
の
動
き
か
ら
、
議

図 3  　不信任後の議会選挙における反首

長派の議席率と帰結

三
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
五
）

会
の
選
択
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①　

再
不
信
任
の
議
決

ま
ず
、
議
会
で
反
首
長
派
が
最
初
の
不
信
任
の
議
決
の
と
き
に

四
分
の
三
以
上
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え

て
い
な
い
場
合
、
不
信
任
を
出
し
て
も
通
る
こ
と
は
な
い
。
反
首

長
派
が
四
分
の
三
を
越
え
て
い
る
場
合
で
も
、
首
長
の
人
気
が
高

く
、
首
長
が
議
会
解
散
を
選
択
し
た
と
き
に
、
議
会
選
挙
の
あ
と

に
反
首
長
派
が
三
分
の
二
以
上
確
保
で
き
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と

き
に
は
、
再
不
信
任
が
可
決
さ
れ
な
い
の
で
、
や
は
り
不
信
任
を

出
す
こ
と
は
な
い
。
議
会
で
反
首
長
派
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
、

解
散
後
の
選
挙
で
も
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
こ
と
が
見
込
め
な

い
と
、
一
回
目
の
不
信
任
案
を
提
出
す
る
こ
と
は
な
い
。

②　

将
来
に
対
す
る
不
安

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
首
長
が
議
会
多
数
派
に
配
慮
し
な
い
運
営

を
し
続
け
て
い
っ
た
場
合
、
彼
ら
に
と
っ
て
現
状
が
良
く
な
い
帰

結
に
陥
る
と
想
定
さ
れ
れ
ば
、
不
信
任
に
打
っ
て
出
る
可
能
性
が

あ
る
。
具
体
的
に
は
首
長
の
独
断
専
行
で
議
会
が
な
い
が
し
ろ
に

図 4　定数100の場合の不信任再決議（人）
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六
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さ
れ
機
能
不
全
に
陥
る
場
合
や
、
首
長
の
人
気
が
上
昇
し
、
来
る
べ
き
議
会
選
挙
で
反
首
長
派
が
勝
利
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
確
実
視
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
。

⑶　

首
長
の
選
択
を
決
め
る
も
の

次
に
、
第
二
手
番
の
首
長
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
議
会
が
不
信
任
を
可
決
し
、
さ
ら
に
再
不
信
任
も
可
決
で
き
る
と
い
う
状
況
、

な
い
し
再
不
信
任
が
否
決
さ
れ
た
と
し
て
も
現
状
よ
り
は
ま
し
と
反
首
長
派
が
考
え
る
状
況
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
首
長
は
選
択
を
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
選
択
肢
は
首
長
自
ら
辞
職
す
る
か
、
議
会
を
解
散
す
る
か
で
あ
る
。

①　

首
長
選
挙

首
長
は
自
ら
辞
職
し
て
選
挙
で
勝
利
し
て
も
議
会
の
議
席
数
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
特
に
理
由
が
な
け
れ
ば
議
会
を
解
散
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
首
長
選
挙
で
勝
利
し
た
と
き
、
そ
の
首
長
に
正
統
性
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
場
合
、
議
会
は
再
び
不
信
任
を

突
き
つ
け
に
く
く
な
る
。
も
し
首
長
が
合
理
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
首
長
選
挙
で
勝
て
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
辞
職
を
選
択

す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
他
方
、
首
長
選
挙
で
勝
て
る
可
能
性
が
低
い
と
見
込
ん
だ
場
合
、
議
会
解
散
を
選
択
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

②　

議
会
選
挙

地
方
自
治
法
の
規
程
で
は
、
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
た
首
長
が
議
会
を
解
散
し
た
場
合
、
再
選
挙
後
に
自
派
が
議
会
の
三
分
の
一
以

上
を
占
め
れ
ば
、
失
職
せ
ず
に
済
む
。
た
だ
し
、
不
信
任
決
議
が
通
っ
た
時
点
で
、
議
会
内
に
自
派
は
四
分
の
一
未
満
し
か
い
な
い
と
い

う
前
提
が
存
在
す
る
。
も
し
首
長
が
合
理
的
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
派
を
議
会
定
数
の
四
分
の
一
以
上
か
ら
三
分
の
一
以
上
へ

と
増
大
さ
せ
ら
れ
る
自
信
が
あ
る
場
合
に
は
解
散
を
選
択
す
る
可
能
性
は
高
ま
る
。
他
方
、
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
増
や
す
こ
と
が
で
き

三
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
七
）

な
い
場
合
に
は
、
首
長
は
自
ら
辞
職
を
選
択
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

⑷　

予
測

議
会
と
首
長
の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
を
ま
と
め
る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
帰
結
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。

①　

不
信
任
通
過

議
会
に
お
い
て
不
信
任
が
可
決
す
る
条
件
は
三
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
議

会
で
反
首
長
派
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
反
首
長
派
に

と
っ
て
、
現
状
が
不
信
任
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
帰
結
よ
り
も
お
お
む
ね
よ
く
な
い
と
推
測

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
に
三
分
の
二
以
上
を
維

持
で
き
る
と
考
え
た
場
合
か
、
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
の
選
挙
で
勝
利
で
き
な
い
と

し
て
も
現
状
が
続
く
よ
り
は
議
会
解
散
に
賭
け
た
い
と
考
え
る
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
そ
ろ
い
、
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
あ
と
、
決
定
は

首
長
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
首
長
は
ど
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
、
対
応
を
取
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
四

つ
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
第
一
の
「
パ
タ
ー
ン
一
」
が
「
首
長
選
挙
勝
利
＋
議
会
三
分
の

一
以
上
」
と
予
測
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
。
首
長

表 1　首長 vs. 議会：帰結の予測
首　長

首長選挙

勝利 敗北

議会選挙；親市長派

3 分の 1 以上 3 分の 1 未満 3 分の 1 以上 3 分の 1 未満

議　

会

議 会 の
反首長派

4 分の 3 以上
不 信 任 希 望 ＡかＢ Ａ Ｂ ＡかＢ

現状維持希望 Ｃ
4 分の 3 未満

注）　Ａ＝首長辞職→首長選挙

Ｂ＝ 議会解散（Ｂ 1 →反首長派が 3 分の 2 以上獲得（→再不信任可決）・

Ｂ 2 →親首長派が 3 分の 1 以上獲得（→再不信任可決せず））

Ｃ＝現状維持
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は
議
会
構
成
を
変
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
、
も
し
議
会
で
勝
て
な
く
て
も
首
長
選
挙
で
勝
て
る
た
め
、
ま
ず
は
解
散
を
選
択
す
る
可

能
性
が
高
い
。
結
果
次
第
で
Ｂ
（
議
会
解
散

（
6
）

）
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
正
統
性
を
得
て
議
会
を
威
嚇
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
よ
い
と
考
え

れ
ば
、
Ａ
（
辞
職
）
を
選
択
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
加
え
て
、
首
長
が
議
会
解
散
を
選
択
し
、
自
ら
も
辞
職
し
て
「
同
日
選
挙
」（
つ
ま
り
、

Ａ
と
Ｂ
両
方
）
を
実
施
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
に
「
パ
タ
ー
ン
二
」
の
「
首
長
選
挙
勝
利
＋
議
会
三
分
の
一
未
満
」
と
い
う
見
立
て
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
は
首
長

が
自
ら
辞
職
し
、
選
挙
で
の
勝
利
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
首
長
選
挙
で
勝
て
る
が
、
議
会
で
は
三
分
の
一
を
超
え
な
い
と
い
う
状
況

は
実
際
に
想
定
し
う
る

（
7
）

。
特
に
重
要
な
の
が
、
議
会
選
挙
の
定
数
と
選
挙
区
の
問
題
で
あ
る
。
自
治
体
の
定
数
と
選
挙
区
が
多
い
ほ
ど
議

会
で
の
勝
利
の
可
能
性
は
低
下
す
る

（
8
）

。
帰
結
は
Ａ
（
辞
職
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
議
会
選
挙
で
勝
て
な
い
も
の
の
首
長
選
挙
で
は
勝

て
る
と
考
え
た
首
長
の
選
択
肢
は
Ａ
し
か
な
い
。

第
三
の
「
パ
タ
ー
ン
三
」
が
「
首
長
選
挙
敗
北
＋
議
会
三
分
の
一
以
上
」
と
考
え
た
場
合
で
あ
る
。
帰
結
は
Ｂ
（
議
会
選
挙
）
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
首
長
選
挙
を
嫌
が
る
首
長
は
、
議
会
選
挙
で
の
自
派
の
勝
利
を
確
信
し
て
解
散
を
選
択
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
ち
ら
も
、
首
長
が
自
ら
の
首
長
選
挙
で
敗
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
議
会
で
首
長
派
が
三
分
の
一
以
上
を
取
れ
な
い
と
い
う

こ
と
も
な
い
。

第
四
の
「
パ
タ
ー
ン
四
」
は
「
首
長
選
挙
敗
北
＋
議
会
三
分
の
一
未
満
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
あ
り
う
る
。

そ
の
後
の
展
開
を
想
定
し
て
、
よ
り
自
分
に
と
っ
て
被
害
の
少
な
い
選
択
肢
を
選
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間
稼
ぎ
を
考
え
る
と
、
ま
ず
議

会
解
散
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
。
不
祥
事
な
ど
で
圧
力
が
か
か
っ
た
場
合
、
自
ら
辞
職
し
引
退
す
る
可
能
性
も
あ
る

（
9
）

。
加
え
て
、「
パ
タ
ー

ン
一
」
と
同
様
、
首
長
が
議
会
解
散
を
選
択
し
、
自
ら
も
辞
職
し
て
「
同
日
選
挙
」（
つ
ま
り
、
Ａ
と
Ｂ
両
方
）
を
実
施
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
八
九
九
）

②　

現
状
維
持
も
し
く
は
不
信
任
不
通
過

そ
れ
以
外
は
す
べ
て
Ｃ
（
現
状
維
持
）
と
な
る
。
議
会
で
反
首
長
派
が
四
分
の
三
に
満
た
な
い
場
合
と
、
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い

て
も
現
状
の
方
が
他
よ
り
好
ま
し
い
場
合
は
こ
の
帰
結
に
な
る
。

2
．
事
例

で
は
、
上
記
の
議
論
が
ど
こ
ま
で
妥
当
な
の
か
、
事
例
を
用
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。
扱
う
事
例
は
、
紙
数
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
議

会
に
お
い
て
不
信
任
が
通
過
し
た
あ
と
の
首
長
の
対
応
に
限
定
す
る
。
最
初
の
事
例
が
、
首
長
が
辞
職
を
選
択
し
た
長
野
県
（
二
〇
〇
二

年
）
で
あ
り
、
次
の
事
例
は
、
議
会
を
解
散
し
た
阿
久
根
市
（
二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。

⑴　

長
野
県
：
首
長
辞
職

①　

背
景

ま
ず
、
結
果
か
ら
述
べ
る
と
、
県
知
事
の
不
信
任
が
通
過
し
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
に
お
け
る
長
野
県
議
会
六
月
定
例
会
に
お
い
て
で

あ
る
。
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
首
長
は
田
中
康
夫
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
議
会
は
定
数
六
〇
で
あ
っ
た
。
田
中
知
事
と
対
立
し

て
い
た
「
反
首
長
派
」
は
、
県
政
会
三
一
名
、
政
信
会
九
名
、
県
民
ク
ラ
ブ
八
名
、
社
会
県
民
連
合
七
名
の
計
五
五
名
で
、
議
会
の

九
二
％
を
占
め
て
い
た
。
反
対
に
田
中
知
事
を
支
持
し
て
い
た
「
親
首
長
派
」
は
共
産
党
の
五
名
で
あ
り
、
議
会
の
八
％
を
占
め
て
い
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
田
中
知
事
と
議
会
が
対
立
し
た
大
き
な
要
因
は
、「
脱
ダ
ム
宣
言
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
浅
川

ダ
ム
と
下
諏
訪
ダ
ム
の
工
事
中
止
の
問
題
で
あ
っ
た
。

三
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続
い
て
、
当
時
の
状
況
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
お
こ
う

（
10
）

。
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
五
日
に
田
中
康
夫
は
前
知
事
の
後
継
候
補
を
破

り
、
長
野
県
知
事
に
初
当
選
す
る
。
初
登
庁
は
同
月
二
六
日
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
有
名
な
「
名
刺
折
り
曲
げ
事
件
」
が
起
こ
っ
て
い
る
。

「
脱
ダ
ム
宣
言
」
を
出
し
た
の
は
二
〇
〇
一
年
二
月
二
〇
日
で
あ
り
、
田
中
知
事
は
当
時
建
設
予
定
で
あ
っ
た
一
一
ヵ
所
の
う
ち
本
体

着
工
に
至
っ
て
い
な
い
下
諏
訪
ダ
ム
な
ど
七
つ
の
ダ
ム
に
つ
い
て
、
原
則
中
止
を
決
め
た
。
田
中
知
事
は
こ
れ
に
基
づ
き
ダ
ム
建
設
に
か

か
わ
る
部
分
を
削
る
な
ど
、
新
年
度
予
算
案
を
修
正
し
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た
県
議
会
の
主
要
会
派
（
県
政
会
、
県
民
ク
ラ
ブ
、
社
会
県
民

連
合
）
は
三
月
一
九
日
、
五
二
年
ぶ
り
と
な
る
予
算
案
の
修
正
を
お
こ
な
い
、
下
諏
訪
ダ
ム
の
建
設
予
算
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
の
主
要
会

派
は
、
同
時
に
住
民
参
加
で
ダ
ム
計
画
を
見
直
す
「
県
治
水
・
利
水
ダ
ム
等
検
討
委
員
会
」
の
設
置
条
例
を
可
決
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
あ
と
も
対
立
は
収
ま
ら
ず
、
七
月
六
日
、
新
年
度
当
初
予
算
案
に
続
く
補
正
予
算
案
も
県
議
会
で
修
正
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
県
政

史
上
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
議
会
で
は
「
田
中
知
事
の
発
言
と
行
動
に
対
し
て
反
省
を
求
め
る
決
議
」
も
可
決
し
て
い
た
。

こ
れ
に
賛
成
し
た
当
時
の
社
会
県
民
連
合
の
浜
万
亀
彦
団
長
は
、「
女
性
べ
っ
視
発
言
や
知
事
室
で
の
女
性
タ
レ
ン
ト
と
飲
酒
し
な
が
ら

の
対
談
な
ど
は
最
高
責
任
者
と
し
て
不
適
切
で
品
性
に
欠
け
る

（
11
）

」
と
論
じ
て
い
る
。
続
い
て
、
一
〇
月
五
日
に
は
、
県
議
会
で
三
回
目
の

予
算
案
修
正
が
な
さ
れ
た
。
翌
二
〇
〇
二
年
三
月
一
八
日
に
は
、「
脱
ダ
ム
」
を
め
ぐ
る
対
立
の
溝
は
埋
ま
ら
ず
、
議
会
は
新
年
度
当
初

予
算
案
に
対
し
て
都
合
四
回
目
と
な
る
修
正
を
お
こ
な
っ
た
。
同
日
、
県
議
会
は
「
県
政
の
停
滞
に
関
す
る
知
事
問
責
決
議
」
を
賛
成
多

数
で
可
決
し
て
い
る
。
こ
の
「
問
責
決
議
」
は
県
政
史
上
で
初
め
て
可
決
さ
れ
た
も
の
で
、
拘
束
力
は
な
い
が
、
首
長
に
何
か
し
ら
の
対

応
を
促
す
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
決
議
に
賛
成
し
た
の
は
二
会
派
（
県
政
会
、
県
民
ク
ラ
ブ
）
で
、「
県
政
は
停
滞
の
極
み
に
あ
る
」

と
し
て
、
知
事
を
糾
弾
し
て
い
る

（
12
）

。
こ
の
時
、
不
信
任
の
動
き
も
あ
っ
た
が
、
回
避
さ
れ
て
い
る
。

県
の
ダ
ム
計
画
を
見
直
す
「
県
治
水
・
利
水
ダ
ム
等
検
討
委
員
会
」
は
六
月
七
日
、
浅
川
と
砥
川
両
ダ
ム
を
作
ら
ず
、
河
川
を
改
修
す

三
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る
と
す
る
答
申
を
ま
と
め
た
。
こ
れ
は
検
討
委
員
会
が
「
ダ
ム
な
し
」
の
治
水
案
を
提
起
し

た
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
あ
と
、
六
月
の
議
会
は
ダ
ム
建
設
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
対
立

が
加
速
し
て
い
く
。
田
中
知
事
は
同
月
一
四
日
の
会
見
で
、
一
部
会
派
の
不
信
任
案
提
出
の

動
き
に
つ
い
て
「「
有
言
不
実
行
」
あ
る
い
は
オ
オ
カ
ミ
少
年
、
少
女
」
な
ど
と
挑
発
す
る

と
（
13
）

、
対
立
す
る
県
政
会
の
石
田
治
一
郎
名
誉
団
長
は
一
六
日
に
「（
六
月
議
会
で
）
答
え
が
出

な
け
れ
ば
現
職
議
員
は
皆
、
責
任
を
取
る
。
ま
し
て
や
県
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
最
高
責

任
者
（
知
事
）、
あ
な
た
も
や
め
な
さ
い
と
い
う
の
が
筋
だ

（
14
）

」
と
応
酬
し
て
い
た
。

六
月
二
五
日
、
田
中
康
夫
知
事
は
議
会
に
て
浅
川
・
下
諏
訪
の
両
ダ
ム
中
止
を
表
明
し
た
。

こ
の
六
月
定
例
会
で
は
、
知
事
の
発
言
に
不
満
を
持
つ
議
員
が
退
席
す
る
な
ど
、
大
い
に
紛

糾
し
、
つ
い
に
は
主
要
四
会
派
（
県
政
会
、
政
信
会

（
15
）

、
県
民
ク
ラ
ブ
、
社
会
県
民
連
合
）
が
不
信

任
提
出
を
検
討
す
る
事
態
と
な
り
、
七
月
五
日
、
三
会
派
（
県
政
会
、
政
信
会
、
県
民
ク
ラ
ブ
）

は
つ
い
に
不
信
任
決
議
案
を
提
出
し
た
。
提
案
説
明
を
お
こ
な
っ
た
県
政
会
・
下
崎
保
団
長

は
「
田
中
知
事
が
県
民
に
も
た
ら
し
た
の
は
「
県
政
の
停
滞
」
の
一
語
に
尽
き
る
」
と
述
べ

た
の
に
対
し
、
反
対
討
論
で
共
産
党
・
石
坂
千
穂
団
長
は
「
県
民
が
選
挙
で
選
ん
だ
知
事
が
、

公
約
を
守
り
実
行
す
る
の
を
数
の
力
で
不
信
任
と
す
る
の
は
暴
挙
」
と
述
べ
て
い
た

（
16
）

。
結
果

は
、
表
2
の
通
り
、
賛
成
多
数
で
可
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

表 2　不信任決議案の賛否の状況

賛成 反対 計 退席 計

反知事

県政会 27 0 27 3 30

政信会 9 0 9 0 9

県民クラブ 8 0 8 0 8

社県連 0 0 0 7 7

親知事 共産党 0 5 5 0 5

計 44 5 49 10 59

※病欠 1 …県政会

出席者49人中44人（89.8％）が賛成で可決
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②　

分
析

不
信
任
可
決
ま
で
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
以
下
、
各
ア
ク
タ
ー
の
見
通
し
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、「
議
会
・
反
首
長
派
」
に
つ

い
て
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
県
政
会
な
ど
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
長
野
県
の
状
況
が
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
先
手
で
あ
る
議
会
の
反
知
事
派
は
議
会
で
九
二
％
を
占
め
て
お
り
、
不
信
任
通
過
の
第
一
の
条
件

（「
反
首
長
派
が
四
分
の
三
以
上
い
る
」）
は
満
た
し
て
い
た
。
第
二
の
条
件
で
あ
る
「
反
首
長
派
に
と
っ
て
、
現
状
が
不
信
任
以
後
の
あ
ら
ゆ

る
帰
結
よ
り
も
お
お
む
ね
よ
く
な
い
結
果
に
な
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
」
は
、
ダ
ム
建
設
反
対
の
知
事
と
、
賛
成
の
議
会
反
知
事
派
の
対

立
が
双
方
の
歩
み
寄
り
の
欠
如
に
よ
り
関
係
の
悪
化
は
深
刻
化
し
て
い
た
と
い
え

（
17
）

、
議
会
の
停
滞
が
進
ん
で
お
り
、
今
後
の
展
望
が
開
け

て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。
第
三
の
条
件
は
「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
に
三
分
の
二
以
上
を
維
持
で
き
る
と
考
え
た
場

合
」
か
、「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
の
選
挙
で
勝
利
で
き
な
い
と
し
て
も
現
状
が
続
く
よ
り
は
議
会
解
散
に
賭
け
た
い
と
考
え
る
場
合
」

の
い
ず
れ
か
の
状
態
で
あ
る
が
、
議
会
の
四
分
の
三
以
上
を
占
め
る
反
知
事
派
は
解
散
後
の
再
選
挙
で
も
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
獲
得

し
、
再
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
る
自
信
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ

（
18
）

、
前
者
の
条
件
に
近
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、「
首
長
」
で
あ
る
田
中
康
夫
知
事
の
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
の
見
通
し
を
確
認
す
る
。
第
一
に
、
首
長
選
挙
で
あ
る
が
、
不
信

任
可
決
後
の
世
論
調
査
（
表
3
）
な
ど
で
も
知
事
を
支
持
す
る
声
が
多
く
、
知
事
に
と
っ
て
知
事
選
挙
で
勝
利
で
き
る
可
能
性
は
高
い
と

考
え
ら
れ
た
。

他
方
、
議
会
選
挙
に
つ
い
て
は
、
知
事
陣
営
は
当
初
、
議
会
を
解
散
し
て
自
ら
辞
職
す
る
こ
と
で
「
ダ
ブ
ル
選
」
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
県
選
管
が
難
色
を
示
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
解
散
し
て
自
派
を
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
増
や
す
た
め
に
必
要
な
、
自
派
候
補

者
擁
立
の
時
間
・
人
員
・
資
金
も
な
か
っ
た
た
め
、
解
散
を
選
択
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
19
）

。
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帰
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（
笹
岡
）

（
九
〇
三
）

以
上
の
結
果
と
し
て
、
議
会
反
知
事
派
が
不
信
任
を
可
決
さ
せ
、
他
方
、
知
事
が

知
事
選
挙
で
勝
利
で
き
る
が
、
議
会
選
挙
で
三
分
の
一
以
上
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
判
断
し
た
（「
パ
タ
ー
ン
二
」
の
想
定
を
お
こ
な
っ
た
）
と
い
え
る
。
予
測
通
り
、

結
果
は
Ａ
（
首
長
辞
職
）
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵　

阿
久
根
市
：
議
会
解
散

①　

背
景

阿
久
根
市
で
市
長
の
不
信
任
が
可
決
し
た
の
は
二
〇
〇
九
年
の
市
議
会
第
一
回
臨

時
会
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
ず
そ
こ
ま
で
の
状
況
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
ア
ク
タ
ー

だ
が
、
ま
ず
首
長
（
市
長
）
は
竹
原
信
一
で
あ
る
。
彼
は
、「
ブ
ロ
グ
市
長
」
や

「
独
裁
者
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
一
時
は
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
不

信
任
可
決
時
の
市
議
会
は
定
数
一
六
（
欠
員
一
）
で
、
反
首
長
派
が
一
二
人

（
八
〇
％
）
で
、
中
立
・
親
首
長
派
が
三
人
（
二
〇
％
）
で
あ
っ
た
。

対
立
の
原
因
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
、
市
長
が
ブ
ロ
グ
で
「
最
も
辞
め
て
も
ら
い

た
い
議
員
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
こ
な
い
議
会
の
反
発
を
招
い
た
り
、
市
役
所
全
職

員
の
給
与
を
ブ
ロ
グ
で
公
開
し
市
職
員
の
労
働
組
合
と
対
立
し
た
り
、
議
会
が
市
長

提
案
の
重
要
議
案
を
否
決
（
副
市
長
・
教
育
委
員
人
事
、
議
員
定
数
・
市
長
給
料
削
減
…
）

表 3　不信任後の世論調査（2002年 7 月 5 ・ 6 日）

Ｑ．「田中知事不信任」の可決をどう思いますか？
賛成 27.9%
反対 61.6%
なんともいえない 10.5%

Ｑ．田中県政を支持しますか
支持する 36.5%
どちらかといえば支持する 29.9%
どちらかといえば支持しない 10.5%
支持しない 9.6%
なんともいえない 13.5%

注）　長野県世論調査協会の調査。サンプル数800

出所：『朝日新聞』2002年 7 月 9 日朝刊。
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し
た
り
し
た
た
め
で
あ
る
。

続
い
て
、
当
時
の
状
況
を
時
系
列
的
に
整
理
し
て
お
こ
う

（
20
）

。
竹
原
が
市
長
選
挙
に
初
め
て
立
候
補
し
た
の
は
二
〇
〇
八
年
で
あ
る
が
、

当
時
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
彼
が
し
た
た
め
た
「
出
馬
宣
言
」
に
は
市
議
会
、
ひ
い
て
は
市
長
・
市
役
所
職
員
へ
の
抜
き
が
た
い
不
信
感

が
記
さ
れ
て
い
る
（
竹
原　
二
〇
一
〇
、
九
二
│
九
三
に
全
文
掲
載
）。
ち
な
み
に
、
選
挙
期
間
中
、
市
長
選
告
示
後
に
ブ
ロ
グ
を
更
新
し
て
、

市
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
指
導
を
受
け
る
と
い
う
出
来
事
も
あ
っ
た
。
選
挙
は
、
前
市
長
が
推
す
候
補
や
、
議
会
多
数
派
が
推
す
候
補

な
ど
四
氏
が
立
候
補
す
る
混
戦
と
な
っ
た
が
、
八
月
三
一
日
、
そ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
竹
原
が
当
選
し
た
。

市
議
時
代
に
も
他
の
議
員
と
の
協
調
を
拒
ん
で
き
た
竹
原
に
対
し
て
、
議
会
は
対
立
的
に
臨
ん
だ
。
九
月
二
九
日
の
最
初
の
定
例
会
で
、

市
長
提
案
の
副
市
長
と
教
育
委
員
の
人
事
案
件
が
議
会
に
否
決
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
〇
月
一
七
日
に
は
、
市
長
が
提
案
し
た
議
員
定
数
削

減
案
、
市
長
月
給
半
減
案
、
印
鑑
証
明
な
ど
の
定
数
料
引
き
下
げ
案
の
三
案
が
議
会
で
否
決
さ
れ
た
。
一
一
月
一
七
日
に
は
市
議
会
臨
時

会
で
、
竹
原
市
長
の
期
末
手
当
を
支
給
し
な
い
条
例
改
正
案
が
否
決
さ
れ
、
教
育
委
員
人
事
案
件
も
不
同
意
と
な
る
。
一
二
月
九
日
に
は
、

市
議
会
一
二
月
定
例
会
で
、
議
会
は
教
育
委
員
の
人
事
案
件
を
再
度
不
同
意
と
し
た
。

こ
の
こ
ろ
は
、
竹
原
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
議
会
と
の
間
に
修
復
不
可
能
と
も
言
う
べ
き
深
い
溝
が
生
ま
れ
た
時
期
」（
竹
原　
二
〇
一
〇
、

一
八
）
で
あ
り
、
議
会
に
対
す
る
彼
の
不
信
感
は
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
〇
九
年
一
月
一
二
日
、
竹
原
は
「
民

意
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
市
長
の
提
案
す
る
改
革
案
を
、
ま
と
も
に
議
論
す
ら
し
な
い
議
員
ば
か
り
な
の
で
す
か
ら
、
私
以
外
に
も
「
や
め

て
も
ら
い
た
い
」
と
思
う
市
民
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」（
竹
原　
二
〇
一
〇
、
一
九
）
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
ブ
ロ
グ
で
議
員
の
不
人
気

投
票
を
呼
び
か
け
た
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
グ
に
よ
る
「
敵
対
勢
力
批
判
」（
平
井　
二
〇
一
一
、
二
六
）
の
手
法
は
、
議
会
に
と
ど
ま
ら
ず
、

労
働
組
合
、
公
務
員
に
ま
で
及
ん
だ
。

三
八
八



地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
五
）

そ
の
よ
う
な
市
長
の
態
度
に
対
し
て
、
一
月
二
二
日
、
反
市
長
派
の
市
議
会
議
員
ら
が
中
心
と
な
り
、
竹
原
の
市
長
選
期
間
中
の
ブ
ロ

グ
更
新
を
公
選
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
阿
久
根
署
に
刑
事
告
発
し
た
事
件
が
起
こ
る
。
そ
し
て
、
翌
二
三
日
、
市
議
四
人
が
「
議
会
の

議
決
を
無
視
し
た
人
事
権
の
乱
用
」
と
い
う
理
由
で
、
市
長
の
不
信
任
決
議
案
を
提
出
し
た
。
同
月
二
八
日
の
議
会
運
営
委
員
会
の
議
決

を
経
て
、
二
月
六
日
、
臨
時
会
が
招
集
さ
れ
た
。
こ
の
臨
時
会
で
、
不
信
任
決
議
案
が
採
択
さ
れ
、
出
席
者
一
五
人
全
員
賛
成
で
可
決
さ

れ
た
。

②　

分
析

一
度
目
の
竹
原
市
長
不
信
任
の
可
決
ま
で
の
流
れ
を
み
て
き
た

（
21
）

が
、
以
下
、
各
ア
ク
タ
ー
の
見
通
し
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

「
議
会
・
反
首
長
派
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
阿
久
根
市
の
状
況
が
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
先
手
で
あ
る
反
市
長
派
は
議
会
で
八
〇
％
を
占
め
て
お
り
、
不
信
任
通
過
の
第
一
の
条
件
（「
反
首
長
派

が
四
分
の
三
以
上
い
る
」）
は
満
た
し
て
い
た
。
第
二
の
条
件
は
「
反
首
長
派
に
と
っ
て
、
現
状
が
不
信
任
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
帰
結
よ
り
も

お
お
む
ね
よ
く
な
い
結
果
に
な
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
」
と
な
る
が
、
市
長
と
議
会
反
市
長
派
の
対
立
が
深
刻
化
し
、
市
長
の
議
員
批
判

の
激
化
と
、
議
会
軽
視
の
姿
勢
が
続
い
て
お
り
、
完
全
に
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
議
員
た
ち
は
こ
の

先
の
展
望
を
開
け
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
第
三
の
条
件
は
、「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
に
三
分
の
二
以
上
を
維
持
で
き
る
と
考
え
た
場

合
」
か
、「
反
首
長
派
が
議
会
解
散
後
の
選
挙
で
勝
利
で
き
な
い
と
し
て
も
現
状
が
続
く
よ
り
は
議
会
解
散
に
賭
け
た
い
と
考
え
る
場
合
」

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
議
会
の
四
分
の
三
以
上
を
占
め
る
反
市
長
派
は
解
散
後
の
再
選
挙
で
も
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
獲
得
し
、
再

不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
る
自
信
が
あ
っ
た

（
22
）

。
つ
ま
り
前
者
の
考
え
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
、「
首
長
」
で
あ
る
竹
原
市
長
の
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
の
見
通
し
を
確
認
す
る
。
第
一
に
、
首
長
選
挙
で
あ
る
が
、
議
会
に
お

三
八
九
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い
て
、
あ
る
議
員
か
ら
失
職
後
の
市
長
選
挙
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
竹
原
は
「
私
は
必
ず
勝
つ
つ
も
り
で
い
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
勝
利
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る

（
23
）

。
第
二
に
、
議
会
選
挙
に
つ
い
て
は
、
市
長
は
就
任
後
よ
り
、
ブ
ロ
グ
に
「
議
会
は
時
間
の

無
駄
」
と
書
き
込
み

（
24
）

、
親
市
長
派
の
議
員
に
市
長
の
不
信
任
案
へ
の
賛
成
を
依
頼
し
て
お
り

（
25
）

、
議
会
の
解
散
を
待
望
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る

（
26
）

。
結
果
で
あ
る
が
、
議
会
反
市
長
派
が
不
信
任
を
可
決
さ
せ
た
の
に
対
し
、
市
長
は
ど
ち
ら
の
帰
結
で
も
対
応
可
能
と
考
え
た
よ
う
だ
。

竹
原
は
当
初
よ
り
議
会
解
散
を
熱
望
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
親
首
長
派
の
敗
北
で
も
来
た
る
べ
き
市
長
選
挙
で
勝
利
で
き
る
と
見
込
ん

で
い
た
（「
パ
タ
ー
ン
一
」
の
想
定
を
お
こ
な
っ
た
）。「
パ
タ
ー
ン
一
」
で
は
、
首
長
自
ら
辞
め
て
も
議
会
の
構
成
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
、
議
会
解
散
を
選
択
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
市
長
は
ま
ず
議
会
解
散
を
選
び
、
選
挙
結
果
は
反
市
長
派
の
勝
利

（
27
）

と

な
っ
た
。
よ
っ
て
、
帰
結
は
、
Ｂ
（
議
会
選
挙
）
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

今
回
は
、
議
会
の
不
信
任
を
め
ぐ
る
首
長
と
議
会
と
い
う
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
、
起
こ
り
う
る
帰
結
を
想
定
し
、
事

例
を
用
い
て
説
明
し
た
。
ア
ク
タ
ー
が
合
理
的
で
あ
る
と
仮
定
し
て
分
析
し
て
み
た
が
、
あ
る
程
度
、
モ
デ
ル
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。
た
だ
し
、
問
題
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
今
後
の
課
題
を
列
挙
し
て
結
び
と
し
た
い
。

ま
ず
、
モ
デ
ル
に
関
し
て
で
あ
る
。
今
後
は
、
よ
り
モ
デ
ル
を
精
緻
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
首
長
が
議
会
選
挙
を
ど
う
見
て

い
た
か
に
よ
っ
て
、
彼
も
し
く
は
彼
女
の
選
択
は
変
わ
る
の
か
、
ゲ
ー
ム
理
論
な
ど
を
用
い
て
再
び
予
測
し
な
お
し
て
み
た
い
。

次
に
、
事
例
に
関
し
て
で
あ
る
。
今
回
は
、
少
な
い
事
例
で
、
し
か
も
特
徴
的
な
事
例
を
扱
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
後
は
、
今
回
扱
わ

三
九
〇



地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
七
）

な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
事
例
を
用
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
設
定
し
て
い
る
の
で
、
今
回
と
は
違
う
条
件
の
事

例
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
特
に
、
当
初
か
ら
首
長
と
議
会
が
対
立
的
で
あ
っ
た
事
例
で
は
な
く
、
首
長
と
議
会
が
あ
る
程
度
協
調
し
て

き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
双
方
の
任
期
途
中
で
対
立
的
に
な
っ
た
事
例
を
扱
っ
て
み
た
い
。

最
後
に
、
多
事
例
の
計
量
分
析
に
関
し
て
で
あ
る
。
議
会
の
四
分
の
三
以
上
を
反
首
長
派
が
占
め
る
と
い
う
条
件
は
、
必
ず
し
も
頻
繁

に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
戦
後
の
地
方
自
治
の
経
験
は
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
不
信
任
の
提
出
・
採
決
・
可
決

と
い
っ
た
事
例
は
一
定
数
そ
ろ
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
不
信
任
・
議
会
選
挙
・
再
不
信
任
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、
議
会
の
政

党
構
成
や
、
社
会
経
済
的
変
数
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
、
よ
り
広
い
文
脈
で
ど
の
よ
う
な
要
因
が
議
会
お
よ
び
首
長
の
決
定
に
影
響
を
与

え
た
の
か
、
因
果
関
係
の
検
証
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
1
） 

竹
原
は
議
会
か
ら
二
度
不
信
任
を
可
決
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
一
回
目
を
扱
う
。

（
2
） 

地
方
自
治
法
第
一
七
八
条
一　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
不
信
任
の
議
決
を
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
議
長
か
ら
そ
の
旨
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
議
会
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

議
会
に
お
い
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
不
信
任
の
議
決
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
内
に
議
会
を
解
散
し
な
い
と
き
、
又

は
そ
の
解
散
後
初
め
て
招
集
さ
れ
た
議
会
に
お
い
て
再
び
不
信
任
の
議
決
が
あ
り
、
議
長
か
ら
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
そ
の
旨
の
通

知
が
あ
つ
た
と
き
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
同
項
の
期
間
が
経
過
し
た
日
又
は
議
長
か
ら
通
知
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
職
を
失
う
。

三　

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
信
任
の
議
決
に
つ
い
て
は
、
議
員
数
の
三
分
の
二
以
上
の
者
が
出
席
し
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
四
分
の

三
以
上
の
者
の
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
過
半
数
の
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
九
一
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（
3
） 

本
稿
で
は
否
決
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
会
で
の
不
信
任
案
提
出
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。
反
市
長
派
が
四
分
の
三
以
上
を
占
め
て
い
な

い
場
合
で
も
、
不
信
任
案
の
提
出
に
は
大
き
な
コ
ス
ト
も
か
か
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
が
可
決
さ
れ
な
く
て
も
、
反
市
長
派
は
住
民
に
対
し
て
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
今
回
は
そ
の
よ
う
な
場
合
は
想
定
し
て
い
な
い
。

（
4
） 
厳
密
に
言
う
と｢

失
職｣

で
あ
る
。
不
信
任
決
議
の
あ
と
知
事
が
一
〇
日
以
内
に
議
会
を
解
散
し
な
け
れ
ば
、
自
動
的
に
失
職
す
る
。
本
稿
で

は
こ
れ
を｢
辞
職｣

と
し
て
扱
う
。

（
5
） 

近
年
で
は
、
二
〇
一
三
年
三
月
に
、
愛
媛
県
の
西
条
市
で
こ
の
状
況
が
起
こ
っ
て
い
る
。
一
月
に
不
信
任
さ
れ
た
青
野
勝
市
長
は
、
市
議
会
の

解
散
を
選
択
し
た
。
議
会
選
挙
で
は
、
親
市
長
派
は
過
半
数
に
は
届
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
四
〇
％
の
議
席
を
獲
得
し
た
。
三
月
、
議
会
の
反
市
長

派
が
不
信
任
決
議
案
を
提
出
し
た
が
、
再
議
決
に
反
対
し
た
議
員
は
退
席
し
、
採
決
に
必
要
な
議
席
の
三
分
の
二
以
上
と
い
う
出
席
数
に
満
た
ず
、

決
議
案
は
廃
案
と
な
っ
た
（『
愛
媛
新
聞
』
二
〇
一
三
年
三
月
六
日
）。

（
6
） 

反
首
長
派
で
あ
る
議
会
多
数
派
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
議
会
選
挙
の
結
果
ま
で
見
通
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
1
が
、
反
首
長
派
が
議
会

で
三
分
の
二
以
上
を
獲
得
で
き
る
と
し
、
そ
の
先
の
再
不
信
任
可
決
を
考
え
た
も
の
で
あ
り
、
Ｂ
2
は
反
対
に
三
分
の
二
未
満
の
議
席
率
に
終
わ
る

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
合
わ
せ
て
Ｂ
（
議
会
解
散
）
と
し
て
お
く
。

（
7
） 

二
元
代
表
制
で
は
、
首
長
選
挙
と
議
会
選
挙
で
は
異
な
る
利
益
を
代
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
然
、
異
な
る
選
挙
結
果
に
い
た
る

可
能
性
も
存
在
す
る
（
砂
原　
二
〇
一
一
）。

（
8
） 

こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
目
が
、「
全
体
の
定
数
の
問
題
」
で
あ
る
。
自
派
の
議
席
増
大
の
可
能
性
の
高
低
に
影
響

を
与
え
る
の
が
、
議
会
の
議
席
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
議
会
の
定
数
が
多
い
場
合
、
自
派
の
議
席
を
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
増
大
さ

せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
定
数
が
少
な
い
場
合
、
三
分
の
一
以
上
に
ま
で
持
っ
て
い
く
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、

以
下
の
よ
う
な
議
会
を
想
定
し
て
み
よ
う
（
次
ペ
ー
ジ
に
表
）。

左
記
の
例
で
は
、
Ａ
県
で
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
親
首
長
派
の
議
席
数
は
二
四
以
下
で
あ
り
、
こ
れ
を
三
四
議
席
に
ま
で
増
や
す
必
要
が

あ
る
。
最
低
で
も
さ
ら
に
一
〇
〇
議
席
中
一
〇
議
席
増
や
す
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
村
で
は
不
信
任
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、

親
首
長
派
の
議
席
数
は
二
以
下
で
あ
り
、
こ
れ
を
四
議
席
に
ま
で
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
最
低
二
を
四
に
増
や
す
の
は
Ａ
県
よ
り
は
容
易
で
あ
る
。

三
九
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地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
〇
九
）

ち
な
み
に
、
定
数
は
地
方
自
治
法
九
〇
条
と
九
一
条
に
お
い
て
、
そ
の
人
口
に
よ
っ
て
上
限
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
お
お
む
ね
地
方
自
治
体
の
人
口
規
模
と
選
挙
区
定
数
は
正
比
例
の
関
係
に
あ
る
。
結
局
、
首
長
が
不
信
任

を
突
き
付
け
ら
れ
た
場
合
、
議
会
の
定
数
が
少
な
い
ほ
う
が
、
議
席
数
を
三
分
の
一
以
上
ま
で
増
大
さ
せ
る
可

能
性
が
高
い
の
で
、
そ
の
首
長
は
議
会
解
散
を
選
択
し
や
す
い
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
が
、「
選
挙
区
の
数
と
各
選
挙
区
定
数
の
問
題
」
で
あ
り
、
選
挙
区
ご
と
の
定
数
の
影
響
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
市
町
村
議
会
（
政
令
指
定
都
市
を
除
く
）
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
は
一
つ
で

定
数
は
多
い
。
他
方
、
都
道
府
県
と
政
令
指
定
都
市
の
議
会
は
一
層
下
の
自
治
体
が
選
挙
区
に
な
る
の
で
、
選

挙
区
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
数
は
少
な
い
。
も
と
も
と
少
数
与
党
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
選
挙
区

の
定
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
勝
て
る
見
込
み
も
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
広
島
県
議
会
は
、

選
挙
区
二
三
、
定
数
六
六
、
平
均
定
数
二
・
八
六
、
最
大
一
一
、
最
小
一
で
あ
り
、
こ
れ
は
小
政
党
に
不
利
で
あ

る
。
他
方
、
広
島
県
の
安
芸
高
田
市
議
会
は
、
選
挙
区
一
、
定
数
二
〇
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
小
政
党
に
有
利
で

あ
る
。

（
9
） 

地
方
自
治
に
お
け
る
文
脈
の
問
題
も
ま
た
、
重
要
で
あ
る
。
首
長
が
不
信
任
決
議
に
か
け
ら
れ
る
の
は
、

も
と
も
と
少
数
与
党
で
首
長
と
の
対
立
が
収
拾
で
き
な
い
場
合
か
、
何
ら
か
の
理
由
で
首
長
と
議
会
が
対
立
状

態
に
な
っ
た
場
合
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
首
長
が
是
々
非
々
で
議
会
と
交
渉
す
る
可
能
性
が
あ

り
、
共
存
が
達
成
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
場
合
、
議
会
は
不
信
任
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
後
者
の
場

合
、
首
長
に
何
ら
か
の
問
題
（
例
え
ば
汚
職
な
ど
）
が
発
生
し
、
議
会
が
首
長
の
職
務
遂
行
に
疑
念
を
呈
す
る

場
合
に
、
も
と
も
と
の
与
党
も
野
党
化
し
、
不
信
任
を
出
す
と
考
え
ら
れ
る
。
不
祥
事
に
よ
り
不
信
任
を
突
き

付
け
ら
れ
た
首
長
は
自
ら
の
辞
職
を
選
択
し
や
す
い
と
い
え
る
。

（
10
） 

以
下
、
時
系
列
的
な
流
れ
は
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
11
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
七
月
七
日
。

議会定数 反首長派 親首長派

不信任可決
に 要 す る
最低議席数

議会選挙後不信
任議決に要する
最 低 議 席 数

不信任否決
に 要 す る
最低議席数

議会選挙後不信
任議決阻止に要
する最低議席数

Ａ県 100 76 67 25 34

Ｂ市 50 38 33 13 17

Ｃ村 10 8 7 3 4

三
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
一
〇
）

（
12
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
三
月
一
九
日
。

（
13
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
六
月
一
五
日
。

（
14
） 
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
六
月
一
八
日
。

（
15
） 
二
〇
〇
二
年
三
月
二
〇
日
に
県
政
会
を
離
脱
し
た
議
員
に
よ
っ
て
、
新
し
い
会
派
と
し
て
誕
生
し
た
。

（
16
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
七
月
六
日
。

（
17
） 

知
事
が
提
出
し
た
予
算
案
が
何
度
も
否
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
知
事
に
対
し
て
「
反
省
を
求
め
る
決
議
」
と

「
問
責
決
議
」
を
す
で
に
可
決
し
て
お
り
、
次
は
不
信
任
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
） 

県
政
会
団
長
の
下
村
保
は
「
知
事
が
自
分
が
正
し
い
と
思
う
な
ら
、
我
々
を
解
散
し
て
「
民
意
を
聞
い
て
こ
い
」
と
す
べ
き
だ
。
失
職
は
ひ

き
ょ
う
な
態
度
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
解
散
を
期
待
し
て
い
た
節
が
あ
っ
た
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
七
月
一
六
日
）。
参
考
ま
で
に
述
べ
る
と
、

そ
の
後
の
議
会
選
挙
は
二
〇
〇
三
年
四
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
親
知
事
派
の
当
選
は
一
〇
人
に
と
ど
ま
り
、
三
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

（
19
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
七
月
一
六
日
。

（
20
） 

こ
ち
ら
も
同
様
に
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
21
） 

竹
原
は
も
う
一
度
不
信
任
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
五
月
、
議
会
に
再
び
不
信
任
を
突
き
付
け
ら
れ
辞
職
を
強
い
ら
れ
た
竹
原
は
、

出
直
し
の
市
長
選
挙
に
勝
利
す
る
と
、
議
会
を
招
集
せ
ず
、
専
決
処
分
を
繰
り
返
し
た
。
議
会
軽
視
の
姿
勢
は
、
こ
の
後
さ
ら
に
先
鋭
化
す
る
こ
と

と
な
る
（
平
井　
二
〇
一
一
ａ
）。

（
22
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
一
日
。

（
23
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
〇
日
。

（
24
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
一
月
一
四
日
。

（
25
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
一
日
。

（
26
） 

た
だ
し
、
見
通
し
は
極
度
に
楽
観
的
で
あ
り
、
親
市
長
派
の
擁
立
に
つ
い
て
竹
原
は
「
苦
労
し
て
い
る
」
と
話
し
て
い
た
（『
毎
日
新
聞
』

三
九
四



地
方
に
お
け
る
首
長
と
議
会
の
対
立
と
そ
の
帰
結
（
笹
岡
）

（
九
一
一
）

二
〇
〇
九
年
二
月
七
日
朝
刊
）。
し
か
し
、
議
会
定
数
の
三
分
の
一
は
六
人
で
あ
り
、
親
市
長
派
の
二
人
か
ら
さ
ら
に
四
名
増
や
す
こ
と
は
そ
れ
ほ

ど
困
難
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

（
27
） 
選
挙
で
は
反
市
長
派
が
一
六
人
、
親
市
長
派
が
七
人
立
候
補
し
、
当
選
者
は
反
市
長
派
が
一
一
人
（
前
回
か
ら
四
減
）、
親
市
長
派
が
五
人
と

な
っ
た
。
親
市
長
派
は
躍
進
し
た
が
、
三
分
の
一
に
あ
た
る
六
議
席
に
は
惜
し
く
も
届
か
な
か
っ
た
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
三
月
二
四
日
）。

＜
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
一
三
）

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像

杉　
　

本　
　

竜　
　

也

は
じ
め
に

1　

貴
族
と
し
て
の
出
自
と
家
族
の
記
憶

2　

フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
立
場

3　

力
な
き
自
由
主
義
政
治
家
と
し
て

お
わ
り
に

は
じ
め
に

政
治
家
を
志
す
理
由
に
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
的
な
影
響
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
政
治
家
を
志
望
す
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
影
響
力
を
得
る
だ
け
で
あ
れ
ば
別
に
政
治
家
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

三
九
七
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）

あ
え
て
政
治
家
を
目
指
す
人
が
絶
え
な
い
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
有
力
な
も
の
と
し
て
政
治
家
が
持
つ
特
異
な
権
能
を
挙
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
政
治
家
に
は
、
自
ら
の
理
念
や
構
想
を
社
会
や
政
治
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
権
力
と

権
威
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
家
に
関
す
る
評
価
は
、
自
ら
の
考
え
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
た

か
否
か
に
よ
っ
て
最
終
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ルA

lexis de T
ocqueville

（
一
八
〇
五
│
五
九
）
は
政
治
思
想
家
や
歴
史
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

彼
は
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
政
治
家
で
も
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
三
九
年
の
初
当
選
以
来
、
一
八
五
一
年
に
発
生
し
た

ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ク
ー
デ
タ
ま
で
立
法
部
の
議
員
を
務
め
、
そ
の
間
短
期
間
な
が
ら
も
外
務
大
臣
の
要
職
も
務
め
て

い
る
（
一
八
四
九
年
六
月
二
日
〜
一
一
月
一
六
日

（
1
）

）。
し
か
し
、
政
治
家
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
先
述
の
評
価
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
時
、
彼
の
政
治
家
と
し
て
の
業
績
が
そ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
性
格
や
そ
の
政
治
思
想
、
そ
し
て
彼
が
置
か
れ
た
時
代
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

歩
み
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
彼
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
庭
環
境
や
そ
こ
で
受
け
た
教
育
等
か
ら
彼
の
人
物
的
特
徴
を
概
観
す
る
。
次

い
で
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
の
位
置
と
い
う
点
か
ら
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
立
場
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の
政
治
的
文
脈
に
お
い
て
政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
い
か
に
立
ち
振
る
舞
っ
た

か
を
見
る
。
最
後
に
、
政
治
家
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
注
目
さ
れ
な
い
原
因
を
考
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
政
治
家
に
求
め
ら
れ
る
役

割
と
資
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

（
2
）

。

三
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1　

貴
族
と
し
て
の
出
自
と
家
族
の
記
憶

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
第
一
帝
政
が
始
ま
っ
た
翌
年
の
一
八
〇
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
の
生
家
ク
レ
レ
ル
家
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
伝
統
的
貴
族
の
家
系
で
あ
る
。
父
エ
ル
ヴ
ェH

ervé-B
onaventure de T

ocqueville

（
一
七
七
二
│
一
八
五
六
）
は
地
方
貴
族
の
子
弟
の
例
に
漏
れ
ず
軍
人
、
そ
し
て
地
方
領
主
と
い
う
貴
族
の
伝
統
に
則
っ
て
人
生
を
歩
ん
で

い
く
こ
と
を
考
え
る
が
、
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
エ
ル
ヴ
ェ
の
妻
で
あ
る
ル
イ
ー
ズL

ouise-M
adeleine-

M
arguerite L

e P
eletier de R

osanbo

（
一
七
七
一
│
一
八
三
六
）
の
存
在
が
、
革
命
下
に
お
け
る
ク
レ
レ
ル
家
の
立
場
を
さ
ら
に
複
雑

な
も
の
に
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
は
大
き
く
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
が
帯
剣
貴
族
（noblesse d ’épée

）
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ

が
法
服
貴
族
（noblesse de robe

）
で
あ
る
。
帯
剣
貴
族
は
封
建
時
代
以
来
の
伝
統
を
誇
る
貴
族
階
級
で
あ
り
、
彼
ら
は
宮
廷
に
参
内
し

て
国
王
に
侍じ

す
る
か
、
地
方
領
主
と
し
て
所
領
の
統
治
に
当
た
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
法
服
貴
族
は
、
高
等
法
院

（parlem
ent

）
を
活
動
拠
点
と
す
る
官
僚
的
・
専
門
職
的
な
新
興
貴
族
階
級
の
こ
と
で
あ
る
。
高
等
法
院
は
き
わ
め
て
広
範
で
強
力
な
権

限
を
有
し
て
い
た

（
3
）

。
そ
の
権
限
と
し
て
は
、
第
一
に
民
事
・
刑
事
・
行
政
に
関
す
る
一
切
の
裁
判
権
限
（
司
法
権
）
が
、
第
二
に
治
安
維

持
や
行
政
全
般
に
わ
た
る
指
導
権
限
（
行
政
権
）
が
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
事
実
上
立
法
行
為
に
該
当
す
る
法
規
院
的
判
決
お
よ
び
法
の

登
録
・
建
白
に
関
す
る
権
限
（
立
法
権
）
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
は
法
の
登
録
に
関
す
る
権
限
で
あ
り
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
は
勅
令
で
あ
っ
て
も
高
等
法
院
が
公
開
法
廷
を
開
き
、
自
ら
の
登
録
簿
に
朗
読
の
上
で
記
録
す
る
と
い
う
手
続
き
を
経
な
い
限

り
、
法
的
効
力
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
六
〇
四
年
、
国
王
ア
ン
リ
四
世
は
創
始
間
も
な
い
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
財
政
基
盤
を
確
立
す
る

三
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た
め
に
ポ
ー
レ
ッ
ト
法
を
発
令
し
た
。
こ
れ
は
一
定
の
年
税
と
引
き
替
え
に
官
職
の
売
買
と
そ
の
世
襲
保
有
を
認
め
る
法
で
あ
り
、
国
庫

収
入
の
増
大
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
同
時
に
高
等
法
院
を
は
じ
め
と
す
る
王
の
行
政
機
構
に
官
職
を
購
入
し
た
裕
福
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を

組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
に
反
抗
的
な
帯
剣
貴
族
を
牽
制
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た

（
4
）

。

王
権
が
帯
剣
貴
族
の
抑
え
込
み
を
図
っ
た
背
景
に
は
、
帯
剣
貴
族
が
王
に
と
っ
て
の
抵
抗
者
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
一
六
世
紀

初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
す
で
に
、
君
主
の
恣
意
的
な
権
力
行
使
に
対
し
て
は
、
慣
習
法
の
集
積
と
し
て
の
基
本
法
（lois fondam

entales

）

に
よ
っ
て
一
定
の
制
度
的
制
限
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
思
考
が
存
在
し
て
お
り
、
貴
族
は
全

国
三
部
会
に
代
表
さ
れ
る
身
分
制
議
会
に
お
け
る
臣
民
中
の
第
一
等
と
い
う
立
場
か
ら
国
王
に
対
す
る
制
限
を
実
際
に
行
う
主
体
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
た

（
5
）

。
そ
の
た
め
、
貴
族
た
ち
か
ら
見
る
と
、
絶
対
王
政
と
は
彼
ら
が
慣
習
的
に
享
受
し
て
き
た
特
権
を
蹂
躙
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
究
極
的
に
は
君
主
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
政
治
共
同
体
の
規
範
を
侵
犯
す
る
暴
君
的
（tyranique

）
で
専
制
的

（despotique

）
な
体
制
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
王
権
に
対
す
る
抵
抗
者
と
し
て
の
帯
剣
貴
族
の
矜
持
を
支
え
て

い
た
も
の
は
、
自
身
が
実
際
に
統
治
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
貴
族
の
大

権
、
独
立
し
た
法
廷
の
権
威
、
同
業
組
合
の
権
利
や
地
方
の
特
権
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
語
る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
公
権
力
の
衝
撃

を
和
ら
げ
て
、
国
民
の
中
で
抵
抗
の
精
神
を
支
え
た

（
6
）

」、「
貴
族
身
分
が
力
を
有
し
て
い
た
間
、
い
や
、
力
を
失
っ
た
後
も
長
き
に
わ
た

り
、
貴
族
の
名
誉
心
は
個
人
の
抵
抗
に
異
常
な
力
を
付
与
し
た
。
／
こ
の
と
き
力
も
な
い
の
に
、
自
分
一
個
の
価
値
を
高
く
見
積
も
っ
て
、

公
権
力
の
圧
力
に
対
し
て
あ
え
て
孤
立
無
援
の
抵
抗
に
出
る
人
々
が
い
た

（
7
）

」。
封
建
時
代
以
来
、
貴
族
が
自
身
の
権
威
と
権
力
の
根
拠
と

し
て
依
拠
す
る
の
は
所
領
と
そ
れ
を
実
際
に
統
治
し
て
い
る
と
い
う
実
績
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
王
権
の
存
在
は
む
し
ろ
障
害
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
の
権
力
は
自
ら
が
自
ら
の
土
地
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
自
己
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
権
威

四
〇
〇
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の
源
泉
は
自
生
的
で
あ
る
。
自
ら
の
権
力
と
権
威
に
関
す
る
貴
族
の
自
己
完
結
性
は
王
権
に
対
す
る
貴
族
た
ち
の
抵
抗
の
精
神
を
生
み
出

し
、
実
際
に
度
々
彼
ら
は
反
乱
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
帯
剣
貴
族
と
対
抗
す
る
た
め
に
ア
ン
リ
四
世
が
導
入
し
た
法
服
貴
族
も
、
当
初
の
意
図
に
反
し
て
王
権
に
害
を
な
す
存
在

へ
と
変
化
し
て
い
く
。
一
六
一
四
年
以
降
、
全
国
三
部
会
が
事
実
上
停
止
さ
れ
る
と
、
高
等
法
院
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
王
国
基
本
法
を

体
現
す
る
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
強
め
、
む
し
ろ
制
限
君
主
政
の
理
念
の
理
論
化
に
積
極
的
に
努
め
る
よ
う
に
な
る

（
8
）

。
た
と
え
ば
、

一
六
四
八
年
に
発
生
し
た
フ
ロ
ン
ド
の
乱
は
、
財
政
悪
化
に
悩
ん
で
い
た
王
権
に
よ
る
ポ
ー
レ
ッ
ト
法
廃
止
と
俸
給
の
支
払
い
停
止
と
い

う
財
政
再
建
策
に
対
す
る
高
等
法
院
の
抵
抗
を
き
っ
か
け
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
端
緒
も
一
七
八
八
年
以
降
に
推

進
さ
れ
た
王
権
に
よ
る
財
政
改
革
に
対
す
る
、
高
等
法
院
を
中
心
と
し
た
反
対
運
動
に
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
帯
剣
貴
族
へ
の
対
抗
上
、

王
権
に
よ
っ
て
誕
生
さ
せ
ら
れ
た
は
ず
の
法
服
貴
族
で
あ
っ
た
が
、
元
々
の
意
図
と
は
反
対
に
、
既
得
権
を
手
に
入
れ
た
彼
ら
は
そ
れ
を

盾
に
自
律
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
加
え
て
旧
来
の
貴
族
と
並
ぶ
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
擁
護
者
を
自
任
す

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
王
権
に
と
っ
て
の
最
大
の
障
害
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
母
と
な
る
ル
イ
ー
ズ
は

こ
の
法
服
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
た
。

ル
イ
ー
ズ
の
家
系
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
女
の
祖
父
が
マ
ル
ゼ
ル
ブC

hrétien-

G
uillaum

e de L
am

oignon de M
alesherbes

（
一
七
二
一
│
一
七
九
四
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
高
位
の
法
服
貴
族
で
あ
っ
た
マ
ル

ゼ
ル
ブ
は
一
七
五
〇
年
に
出
版
統
制
局
長
と
な
る
が
、
そ
の
役
職
の
目
的
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
思
想
の
自
由
と
討
論
の
自
由
は
人
間

の
精
神
の
進
歩
に
資
す
る
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
た

（
9
）

。
そ
の
た
め
、
彼
は
規
制
対
象
で
あ
る
は
ず
の
百
科
全
書
派
や
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
の
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
活
動
を
陰
で
支
援
す
る
。
他
方
、
大
革
命
後
に
行
わ
れ
た
ル
イ
一
六
世
の
裁
判
に
際
し
て
は
、
そ

四
〇
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の
弁
護
人
を
買
っ
て
出
て
い
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
マ
ル
ゼ
ル
ブ
は
革
命
政
権
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
、
ル
イ
一
六
世
と
同
様
に
処

刑
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ゼ
ル
ブ
の
逮
捕
時
、
そ
の
孫
娘
で
あ
る
ル
イ
ー
ズ
と
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
エ
ル
ヴ
ェ
も
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、

一
七
九
四
年
七
月
の
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
が
終
わ
る
ま
で
獄
に
つ
な
が
れ
た
。
こ
の
経
験
は
ト
ク

ヴ
ィ
ル
夫
妻
の
精
神
に
大
き
な
爪
痕
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
エ
ル
ヴ
ェ
は
獄
中
生
活
中
に
自
身
の
頭
髪
が

真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま
う
経
験
を
記
し
て
い
る

（
10
）

。
ま
た
、
同
じ
く
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
解
放
後
の
ル
イ
ー
ズ
に
見
ら
れ
た
偏
頭
痛
や
抑
鬱
症

状
、
ま
た
過
度
な
浪
費
癖
等
の
原
因
は
革
命
期
の
経
験
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ク
レ
レ
ル
家
の
家
庭
の
雰
囲
気
は

陰
鬱
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

革
命
が
終
息
す
る
と
、
エ
ル
ヴ
ェ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
第
一
帝
政
が
始
ま
っ
た
一
八
〇
四
年
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
イ
ユ
市
長
に
就
任
す
る
。
そ
し

て
一
八
一
四
年
に
ブ
ル
ボ
ン
朝
が
復
活
す
る
と
、
そ
れ
を
奉
じ
る
正
統
王
朝
派
（légitim

iste

）
で
あ
る
こ
と
を
自
他
共
に
認
め
て
い
た
エ

ル
ヴ
ェ
は
各
県
知
事
を
歴
任
し
、
一
八
二
七
年
に
は
貴
族
院
議
員
に
も
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
11
）

。

革
命
か
ら
ま
だ
日
も
浅
い
時
期
、
正
統
王
朝
派
の
父
と
革
命
に
よ
っ
て
心
の
傷
を
負
っ
た
母
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
家
庭
生
活
は
、
生
活

様
式
の
み
な
ら
ず
精
神
面
に
お
い
て
も
貴
族
の
伝
統
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ク
レ
レ
ル
家
の
信
仰
は
い
か
に
も
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
貴
族
ら
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
内
面
を
考
え
る
場
合
に

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
ル
ス
ィ
ウ
ー
ル
師
と
い
う
老
神
父
の
存
在
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
家
庭
教
師
で
あ
り
、
父
エ
ル
ヴ
ェ
の
宗

教
的
な
師
も
務
め
た
こ
の
神
父
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
が
、
き
わ
め
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
な
信
仰
心
を
持
つ
人
物
で
あ
っ

た
（
12
）

。一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
宗
教
論
争
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
神
学
者
ヤ
ン
セ
ン
を
祖
と
す
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
を
巡
る
論
争

四
〇
二
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で
あ
っ
た

（
13
）

。
王
権
と
の
関
係
構
築
に
成
功
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
パ
リ
郊
外
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道

院
を
拠
点
と
し
て
主
と
し
て
貴
族
の
間
に
浸
透
し
て
い
た

（
14
）

。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
源
流
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
恩
寵
論
が
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
人
間
は
神
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
は
人
間
の
劫
罰
や
救
済
を
恣
意
的
に
決
定
す
る
こ
と
可
能
で
あ
り
、
人

間
の
偉
大
さ
は
そ
の
よ
う
な
神
の
全
能
性
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
見
解
は
、
人
間
の
自
由
意
志
や

自
ら
の
救
済
の
た
め
に
神
と
協
働
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
能
力
を
認
め
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
考
え
方
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
た

（
15
）

。

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
強
烈
な
原
罪
観
と
恩
寵
観
は
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
ら
の
思
想
と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
教

会
の
軽
視
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
過
度
の
内
省
的
信
仰
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
教
会
の
外
に
救
い
な
し
」（extra ecclesiam

 

nulla salus

）
と
考
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
逸
脱
し
た
異
端
的
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
神
学
的
・
宗
教
的
対
立
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
政
治
的
対
立
に
も
関
係
す
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム

は
高
等
法
院
に
深
く
浸
透
し
て
お
り
、
多
く
の
法
服
貴
族
が
こ
れ
を
信
奉
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
高
等
法
院
が
以
前
か
ら
主
張
し
て
い

た
、
教
皇
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
優
位
を
主
張
す
る
「
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
」（G

allicanism
e

）
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
結
び
付
く
と
い

う
事
態
が
生
じ
て
い
た

（
16
）

。
ロ
ー
マ
教
皇
（
庁
）
に
忠
誠
を
示
す
「
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
」（ultram

ontanism

）
の
性
格
が
強
い
イ
エ
ズ

ス
会
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
派
の
高
等
法
院
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
へ
の
忠
誠
か
ロ
ー
マ
教
皇
へ
の
忠
誠
か
を
事
あ
る
ご
と
に
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
対
立
は
政
治
問
題
化
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
複
雑
な
経
緯
を
経
て
、
宗
教
的
に
は
ヤ

ン
セ
ン
の
思
想
は
古
代
の
異
端
の
復
活
で
あ
る
と
い
う
一
六
四
三
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
非
難
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
政
治
的
に
は
フ
ラ

ン
ス
王
権
に
よ
る
一
七
一
一
年
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
修
道
院
の
破
却
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る

（
17
）

。

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
完
全
に
根
絶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
に
代
表
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
セ

四
〇
三
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ニ
ス
ト
の
著
作
を
経
由
し
て
、
そ
の
思
想
的
内
実
は
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ル
ス
ィ
ウ
ー
ル
師
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
ジ
ャ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
ル
ス
ィ
ウ
ー
ル
師
か
ら
の
感
化
に
よ
っ
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
人
間
の
尊
厳
と
い
う
も
の
を

意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
能
的
な
欲
求
と
の
格
闘
な
し
に
自
由
を
行
使
す
る
の
は
破
滅
へ
の
道
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
悲
観
主

義
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
内
面
に
は
育
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る

（
18
）

。
ま
た
、
ジ
ャ
ル
ダ
ン
同
様
に
浩
瀚
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
評
伝
を

著
し
た
ヒ
ュ
ー
・
ブ
ロ
ー
ガ
ン
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
パ
ス
カ
ル
に
心
酔
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る

（
19
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
信
仰
心
に
つ
い

て
は
、
彼
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
議
論
が
絶
え
な
い
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
を
判
断
す

る
こ
と
も
困
難
で
あ
る

（
20
）

。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
い
え
る
こ
と
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
に
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
と
共
通
す
る
、
人
間

の
限
界
に
対
す
る
悲
観
的
評
価
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
の
啓
蒙
思
想
が
主
と
し
て
楽
観
的
な
人
間
観
に
立
っ
て
楽
観
的

な
社
会
建
設
を
構
想
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
の
根
底
に
は
人
間
の
卑
弱
さ
に
つ
い
て
の
洞
察
が
あ
り
、
そ
の
弱
さ
の

た
め
に
人
間
が
逸
脱
や
暴
走
を
働
く
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
は
人
間
に
つ
き
ま
と
う
限
界
の
克
服
を
神
に
期
待
し
た

が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
を
人
間
の
営
為
と
し
て
の
政
治
に
託
す
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
、
人
間
の
限
界
を
人
間
の
営

み
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う
矛
盾
的
な
意
図
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
内
容
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
人
物
的
特
徴
を
考
え
た
場
合
に
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
貴
族
の
系
譜
の
中
で
育
ち
、
そ

れ
を
自
負
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
帯
剣
貴
族
と
法
服
貴
族
と
い
う
二
つ
の
系
譜
の
双
方
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
貴
族
と
し
て
の
色
濃

い
伝
統
を
継
承
し
て
い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
を
追
求
し
な
が
ら
も
、
貴
族
の
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
た
だ
、
そ
れ
は
王
の
廷
臣
や
特
権
的
世
襲
階
級
と
し
て
の
貴
族
で
は
な
く
、
具
体
的
か
つ
日
常
的
に
社
会
・
政
治
活
動
に
携
わ
っ
て

い
る
「
統
治
を
行
う
人
間
集
団

（
21
）

」
と
し
て
の
貴
族
の
自
覚
で
あ
り
、
ま
た
強
大
な
王
権
の
専
制
に
対
し
て
躊
躇
す
る
こ
と
の
な
い
抵
抗
者

四
〇
四
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と
し
て
の
貴
族
の
自
覚
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
巡
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
と
は
平
等
化
に
起
因
す
る
個
人
主
義

（individualism
e

）
と
無
関
心
（apathie

）
に
陥
っ
た
人
々
が
市
民
と
し
て
の
主
体
性
に
覚
醒
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
目
標
と
さ
れ
て
い
る
主
体
的
市
民
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
真
の
貴
族
の
像
と
重
な
る
。
彼
に
と
っ
て
貴
族
と
い
う
存
在
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
市
民
の
姿
を
構
想
す
る
上
で
の
範
型
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
内
面
的
特
徴
の
第
二
の
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
革
命
や
暴
動
に
対
す
る
嫌
悪
感
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
二

月
革
命
の
折
に
暴
徒
を
目
撃
し
た
際
、
戦
意
を
示
し
て
い
る
者
は
直
ち
に
殺
せ
と
周
囲
に
語
っ
て
い
る

（
22
）

。
後
に
な
っ
て
か
ら
彼
は
こ
の
発

言
を
反
省
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
か
ら
こ
の
よ
う
な
乱
暴
な
発
言
が
思
わ
ず
口
を
つ
い
て
出
て
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
重
く
見
た
い
。

革
命
の
た
め
に
心
身
を
傷
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
長
く
苦
し
め
ら
れ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
家
族
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
に
よ
っ
て
、
彼
の
心
中
に

暴
力
革
命
や
そ
れ
に
狂
奔
す
る
民
衆
に
対
す
る
強
烈
な
嫌
悪
感
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

そ
し
て
第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
一
種
の
諦て

い

観か
ん

で
あ
る
。
母
ル
イ
ー
ズ
の
抑
鬱
症
状
に
つ
い
て
は
す
で
に
記
し
た
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自

身
も
神
経
過
敏
で
、
そ
の
頑
健
と
は
い
え
な
い
体
調
に
合
わ
せ
て
躁
鬱
状
態
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
23
）

。
そ
の
た
め
な
の
か
、
ま

た
は
幼
少
年
期
に
受
け
た
老
神
父
の
影
響
な
の
か
、
そ
れ
と
も
パ
ス
カ
ル
ら
の
著
作
の
せ
い
な
の
か
は
と
も
か
く
、
避
け
難
い
現
状
や
既

発
の
事
態
を
ま
ず
は
従

し
ょ
う

容よ
う

と
し
て
受
け
容
れ
る
と
い
う
精
神
的
態
度
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
心
底
に
は
逸
脱
や

過
剰
と
い
っ
た
人
間
の
限
界
に
対
す
る
悲
観
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
彼
が
「
神
の
御み

業わ
ざ

」
（
24
）

と
評
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で

あ
っ
た
。

た
だ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
悲
観
を
悲
観
の
ま
ま
に
は
放
置
し
な
い
。
彼
は
人
間
の
限
界
を
痛
感
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、

四
〇
五
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最
終
的
に
は
人
間
の
営
為
に
一い

ち

縷る

の
望
み
を
託
す
。
す
な
わ
ち
、
悲
観
や
諦
観
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
現
実
を
直
視
す
る
際
の
最
も
重

要
な
動
機
付
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
思
索
の
大
前
提
で
あ
っ
た
。

2　

フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
立
場

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
的
に
名
を
あ
げ
た
最
大
の
要
因
は
、
一
八
三
五
年
の
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
の
成
功
に
あ
っ

た
。
こ
の
本
は
正
確
な
発
行
部
数
が
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
た
。
ま
た
、
こ
の
書
は
単
に
部
数
を
誇
っ
た
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
論
壇
に
様
々
な
議
論
を
巻
き
起
こ
す
ほ
ど
の
社
会
的
な
衝
撃
力
を
備
え
て
い
た

（
25
）

。
こ

の
成
功
は
ま
ず
は
知
識
人
・
文
筆
家
と
し
て
の
栄
誉
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
も
た
ら
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
学
士
院
（Institut de F

rance
）
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
（A

cadém
ie française

）、
碑
文
・
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー

（A
cadém

ie des inscriptions et belles-lettres
）、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des sciences

）、
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des 

beaux-arts

）、
そ
し
て
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques

）
と
い
う
五
つ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
最
古
の
伝
統
と
最
高
の
格
式
を
誇
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
純
粋
な
保
全
の
た
め
に
宰
相
リ
シ
ュ

リ
ュ
ー
が
創
設
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
は
「
不
死
の
者
」（L

es Im
m
otels

）
と
い
う
称
号
が

与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
よ
る
不
朽
の
学
問
的
功
績
を
讃
え
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
に
お
い
て
彼
ら

が
い
か
に
尊
敬
の
的
に
な
っ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
八
四
一
年
に
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
に
選
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
が

（
26
）

、
下
院
議
員
当
選
前
の
一
八
三
八
年
に
は
す
で
に
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
て
お
り

（
27
）

、
そ
れ

だ
け
を
と
っ
て
も
彼
の
学
識
を
証
明
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た

（
28
）

。

四
〇
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像
（
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本
）

（
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三
）

フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
世
界
的
に
見
て
も
、
政
治
家
が
書
物
を
発
表
す
る
こ
と
は
珍
し
く
は
な
い
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ

の
政
治
家
が
回
顧
録
を
、
ま
た
近
年
の
日
本
の
政
治
家
が
自
己
宣
伝
や
自
身
の
政
策
宣
伝
の
類
を
発
表
す
る
こ
と
が
目
に
つ
く
の
に
対
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
に
特
徴
的
な
こ
と
は
理
論
的
・
哲
学
的
な
歴
史
書
や
人
物
評
伝
等
を
著
す
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
中
に
は
趣
味
の
レ
ベ
ル
を
超
え
る
、
専
門
的
で
理
論
的
、
ま
た
思
索
的
な
大
著
も
少
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ギ
ゾ
ーF

rançois G
uizot

（
一
七
八
七
│
一
八
七
四
）
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』H

istoire d
e la civilisation

 en
 E

u
rope

（
一
八
二
八
）
等
の
歴
史
書
を
著
し
、
パ
リ
大
学
で
歴
史
学
講
座
を
受
け
持
っ
て
い
た
。
新
米
判
事
だ
っ
た
若
き
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
週
に
一
度

は
親
友
と
夕
食
を
と
り
な
が
ら
、
共
に
ギ
ゾ
ー
の
著
作
を
学
び
、
毎
週
土
曜
日
に
は
勤
務
地
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
パ
リ

ま
で
出
向
い
て
彼
の
講
座
を
聴
講
し
て
い
た

（
29
）

。
ギ
ゾ
ー
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
。
ま
た
、
ギ
ゾ
ー
の
政
治

上
の
好
敵
手
で
あ
り
、
後
に
第
三
共
和
制
の
初
代
大
統
領
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
ア
ド
ル
フ
・
テ
ィ
エ
ー
ルA

dolphe T
heir

（
一
七
九
七
│
一
八
七
七
）
も
歴
史
家
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
第
一
帝
政
の
歴
史
や
共
産
主
義
に
関
す
る
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
九
世
紀
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
の
特
徴
と
し
て
今
日
で
も
連
綿
と
続
い
て
い
る
傾

向
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
30
）

。

こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
み
た
い
。

斎
藤
眞
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
は
「
反
知
性
主
義
」
も
し
く
は
「
反
主
知
主
義
」（anti-intellectualism

）
が
存
在
す
る
が
、
そ

れ
は
反
〝
知
識
人
〞
主
義
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
反
〝
知
識
〞
主
義
で
は
な
い

（
31
）

。
斎
藤
は
、
曾
祖
父
が
第
二
代
大
統
領
（
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ

ム
ズ
）、
祖
父
が
第
六
代
大
統
領
（
ジ
ョ
ン
・
ク
イ
ン
シ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
）
と
い
う
政
治
の
名
門
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
歴

史
学
の
助
教
授
を
務
め
る
ほ
ど
俊
英
で
あ
り
な
が
ら
も
、
政
治
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
の
自
伝
の
中
に

四
〇
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（
九
二
四
）

「
不
適
」（unfi t

）
と
い
う
言
葉
が
度
々
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る

（
32
）

。
貴
族
的
伝
統
が
色
濃
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
潜
在
的
パ
ワ
ー
・

エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
知
識
人
は
必
ず
し
も
顕
在
的
な
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
顕
在
的
な
パ
ワ
ー
・
エ
リ
ー
ト

で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
知
は
、
具
体
的
な
力
と
は
無
関
係
に
、
そ
れ
自
体
価
値
を
有

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
貴
族
的
伝
統
の
な
い
ア
メ
リ
カ
で
は
知
は
具
体
的
な
力
と
な
る
こ
と
で
初
め
て
価
値
を
持
ち
、
潜
在
的
な
エ

リ
ー
ト
は
顕
在
的
な
エ
リ
ー
ト
と
な
っ
て
初
め
て
真
に
エ
リ
ー
ト
た
り
う
る
。
斎
藤
は
知
識
お
よ
び
知
識
人
の
評
価
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
相
違
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
フ
ラ
ン
ス
は
い
さ
さ
か
様
子
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
民
衆
の
憎
悪
の
対
象
と
し
て
は
何
よ
り
も
貴
族
が
、
そ
し
て
富
裕
層
が
存
在
し
て
い

た
た
め
に
、
人
々
の
批
判
が
直
線
的
に
知
識
人
に
向
か
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
次
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
ず
れ
の
立
場
に
も
そ
れ
な
り

の
知
識
人
が
存
在
し
、
各
陣
営
に
お
け
る
理
論
武
装
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
、
知
識
人
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
理
由
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
大
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
頻
繁
に
政
治
体
制
が
変
わ
り
、
そ
の
都
度
新
た
な
政
治
の
枠
組
み
が
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
知
識
人
を
求
め
る
需
要
が
継
続
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
彼
ら
が
高
く
遇
さ
れ
て
い
た
背
景
と
し
て
推
測
さ
れ

る
。
加
え
て
、
こ
の
頃
一
般
民
衆
の
間
に
急
速
に
広
が
っ
た
教
育
熱
に
よ
っ
て
、
知
識
人
に
対
す
る
敬
慕
の
念
が
高
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
知
識
人
と
反
知
識
人
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
構
造
は
生
ま
れ
ず
、
知
識
人
の
言

説
が
机
上
の
空
論
で
あ
る
と
一
笑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
は
生
じ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
反
対
に
、
学
問
研
究
に
お
け
る
実
績
や

人
文
的
素
養
は
現
実
の
政
治
に
も
有
用
な
知
識
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
は
政
治
家
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
肯

定
的
に
働
い
た

（
33
）

。

た
だ
、
裏
返
し
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
治
風
土
に
お
い
て
は
、
優
れ
た
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
そ
の
一
点
だ
け
で
は
優
れ

四
〇
八
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た
政
治
家
と
し
て
の
条
件
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
知
識
人
に
は
「
友
人
が
ほ

と
ん
ど
な
く
、
味
方
は
ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た

（
34
）

」
と
い
う
状
況
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
反
対
に
一
定
以
上
の
数
の
政
治
家
が
一
定
以
上

の
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
は
知
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
優
位
性
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
フ
ラ

ン
ス
で
も
政
治
家
に
は
政
治
家
と
し
て
の
政
治
能
力
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
知
識
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
家
と
し
て
の
能
力
も

併
せ
持
つ
野
心
的
な
知
識
人
に
と
っ
て
は
政
治
へ
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
知
識
人
に
政
治
的

な
成
功
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
け
る
知
識
人
の
占
め
る
位
置
は
特
筆
に
値
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
語
る
際
、
ロ
マ

ン
主
義
と
い
う
当
時
の
有
力
な
思
潮
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
マ
ン
主
義
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
様
々
な
形
で
展
開
さ

れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
に
特
徴
的
な
こ
と
は
そ
れ
が
政
治
や
社
会
の
「
現
実
」
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
で
あ

る
（
35
）

。
復
古
王
政
期
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
親
戚
で
も
あ
る
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ンF

rançois-R
enée de C

hateaubriand

（
一
七
六
八

│
一
八
四
八
）
や
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ーV

ictor H
ugo

（
一
八
〇
二
│
一
八
八
五
）
ら
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
、
ギ
ゾ
ー
ら
自
由
主
義
者
と

連
携
し
て
反
動
体
制
に
抵
抗
を
試
み
る
。
七
月
革
命
が
成
功
に
終
わ
り
、
自
由
主
義
が
体
制
化
・
秩
序
化
さ
れ
る
と
、
ロ
マ
ン
主
義
者
た

ち
は
自
由
主
義
者
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
が
、
知
識
人
と
政
治
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
こ
の
連
携
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

大
学
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
身
を
置
く
ギ
ゾ
ー
、
文
筆
活
動
の
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
と
い
う
よ
う
に
、
復
古
王
政
末
期
の
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
文
学
（
界
）
と
い
う
知
識
人
の
活
躍
の
場
は
そ
の
ま
ま
政
治
活
動
の
場
、
反
動
王
政
に
対
し
て
自
由
を
主
張

す
る
抵
抗
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
マ
ン
主
義
の
運
動
を
経
て
、
知
識
人
は
理
想
を
描
く
構
想
者
と
し
て
、
社
会
を
包
括
的

に
考
察
す
る
と
共
に
現
実
の
矛
盾
に
厳
し
く
追
及
す
る
批
判
者
と
し
て
、
さ
ら
に
実
際
に
既
存
の
体
制
に
反
抗
す
る
抵
抗
者
と
し
て
の
自

四
〇
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ら
の
存
在
を
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
識
人
で
あ
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
政
治
的
意
味
を
含
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

本
節
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
世
に
出
る
こ
と
に
成
功
し
た
最
大
の
理
由
は
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の

成
功
に
あ
る
。
こ
の
本
の
中
で
彼
は
「
こ
れ
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
党
派
に
仕
え
る
つ
も
り
も
な
く
、
ど
ん
な
党
派
と
闘
う
気

も
な
か
っ
た

（
36
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
釈
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
知
的
意
思
表
明
に
は
必
然
的
に
何
ら
か
の
政
治
的
意
味
が
含
意
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
ア
メ

リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
通
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
意
味
を
広
く
紹
介
す
る
と
い
う
行
為
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
も
長
く
強
い
勢
力

を
持
っ
て
い
た
正
統
王
朝
派
に
対
す
る
、
そ
し
て
七
月
革
命
後
に
体
制
化
し
た
ギ
ゾ
ー
ら
の
自
由
主
義
に
対
す
る
批
判
を
内
包
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
構
想
し
、
批
判
す
る
、
抵
抗
す
る
知
識
人
の
姿
を
地
で
行
く
こ
と
に
な
る
。

3　

力
な
き
自
由
主
義
政
治
家
と
し
て

自
由
主
義
や
自
由
主
義
者
と
い
う
言
葉
は
、
時
代
と
場
所
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
様
々
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら

の
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
一
定
の
定
義
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
由
主
義
と
は
、
ギ
ゾ
ー
に
代
表
さ
れ
る
「
ド
ク
ト
リ
ネ
ー

ル
」（D

octorinaires

）
の
主
張
し
た
自
由
主
義
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
正
統
王
朝
派
に
対
す

る
中
道
左
派
的
立
場
、
第
二
に
穏
健
な
政
治
運
営
の
重
視
、
第
三
に
復
古
王
政
期
に
制
定
さ
れ
た
自
由
主
義
的
な
「
憲
章
」（C

harte

）

の
堅
持
、
そ
し
て
第
四
に
資
質
と
出
自
に
基
づ
く
イ
ギ
リ
ス
的
な
立
憲
主
義
へ
の
志
向
が
挙
げ
ら
れ
る

（
37
）

。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
主
導
し
た
の

四
一
〇



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
二
七
）

が
活
動
家
的
な
知
識
人
・
大
学
教
員
た
ち
と
自
由
主
義
的
貴
族
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
に
よ
っ
て
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
を

君
主
と
す
る
オ
ル
レ
ア
ン
王
政
が
成
立
す
る
と
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
は
一
転
し
て
体
制
派
と
な
り
、
親
ブ
ル
ボ
ン
的
な
旧
来
の
貴
族
階

級
に
反
発
し
て
い
た
新
興
勢
力
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
支
持
を
受
け
て
七
月
王
政
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

七
月
王
政
期
の
主
要
な
政
治
グ
ル
ー
プ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
オ
ル
レ
ア
ン
王
政
に
お
い
て
体
制
派
と
な
っ
た
ド
ク
ト
リ

ネ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義
者
た
ち
が
い
る
。
そ
こ
に
は
ギ
ゾ
ー
派
、
テ
ィ
エ
ー
ル
派
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
自
由
主
義
的
改
革
を
求

め
る
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
バ
ロC

am
ille-H

yacinthe-O
dilon B

arrot

（
一
七
九
一
│
一
八
七
三
）
の
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
た
が
、
程
度
の

差
こ
そ
あ
れ
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
前
述
の
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の
特
徴
が
該
当
し
て
い
た
。
第
二
に
ブ
ル
ボ
ン
朝
を
奉
じ
る
伝
統
的
な
貴

族
を
中
心
と
す
る
正
統
王
朝
派
が
こ
の
当
時
も
存
在
し
て
い
た
。
第
三
に
い
ま
だ
に
根
強
い
ナ
ポ
レ
オ
ン
人
気
に
支
え
ら
れ
、
庶
民
の
支

持
を
集
め
て
い
た
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
が
お
り
、
第
四
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
を
尊
重
す
る
急
進
的
な
共
和
主
義
者
た
ち
が
い
た
。
こ

こ
ま
で
が
議
会
の
よ
う
な
正
式
な
政
治
の
場
に
そ
れ
な
り
の
勢
力
を
得
て
い
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
第
五
の
政
治
勢
力

と
し
て
、
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
で
あ
る
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ク
（
国
立
理
工
科
学
校
）
卒
業
生
ら
を
中
心
と
す
る
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者

が
お
り
、
さ
ら
に
第
六
と
し
て
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ブ
ラ
ン
キA

uguste B
lanqui

（
一
八
〇
五
│
一
八
八
一
）
の
よ
う
な
革
命
家
た
ち
が
い

た
。
多
く
の
政
治
勢
力
が
相
争
う
不
安
定
な
条
件
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
王
政
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
は
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た

時
代
で
あ
っ
た
。
勅
選
の
上
院
と
制
限
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
下
院
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
二
院
制
議
会
と
国
王
を
両
輪
と
す
る
オ

ル
レ
ア
ン
型
議
院
内
閣
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
自
由
な
政
治
体
制
が
確
立
さ
れ
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
善
隣
は
革
命
以
来
の

対
外
緊
張
関
係
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
安
定
を
背
景
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
一
世
紀
近
く
の
遅
れ
を
と
っ

て
産
業
革
命
の
緒
に
つ
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
実
際
に
七
月
革
命
で
血
を
流
し
た
一
般
民
衆
の
疎
外
の
上

四
一
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
二
八
）

に
成
り
立
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
一
八
三
一
年
四
月
の
選
挙
法
で
有
権
者
資
格
は
直
接
税
納
入
額
二
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
、
被
選
挙
権
資
格

は
五
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
対
象
と
な
っ
た
の
は
当
時
の
人
口
三
、二
〇
〇
万
人
の
う
ち
の
わ
ず
か

一
六
万
七
、〇
〇
〇
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
規
模
公
共
事
業
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
経
済
は
大
き
く
成
長
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
主

導
し
た
の
は
ロ
ー
ト
シ
ル
ト
（
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
）
系
の
国
際
金
融
資
本
で
あ
り
、
中
小
事
業
者
の
た
め
の
金
融
シ
ス
テ
ム
整
備
や
一
般
民

衆
の
劣
悪
な
境
遇
の
改
善
は
打
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
経
済
成
長
は
首
都
パ
リ
を
「
フ
ラ
ン
ス
第
一
の
工
業
都
市
に
つ
く
り
上
げ
、

労
働
者
と
い
う
全
く
新
た
な
人
々
を
引
き
寄
せ
た

（
38
）

」。
だ
が
、
七
月
王
政
が
、
工
業
化
や
都
市
化
、
そ
し
て
労
働
者
と
い
う
階
級
の
誕
生

と
い
う
新
た
な
事
態
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
七
月
王
政
の
指
導
者
た
ち
は
表
面
的
な
安
定
に
満
足
し
、
そ
の
奥
底
に
広

が
っ
て
い
た
民
衆
の
不
満
を
看
過
し
て
い
た
。

一
八
三
七
年
に
初
め
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
下
院
議
員
選
挙
に
立
候
補
す
る
。
こ
の
時
は
落
選
す
る
が
、
一
八
三
九
年
の
選
挙
で
は
ク
レ

レ
ル
家
の
地
元
で
あ
る
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
出
馬
し
、
無
事
に
当
選
を
果
た
す
。
こ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
複
数
選
挙
区
で
の
出
馬
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
当
初
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
二
選
挙
区
の
他
に
、
父
エ
ル
ヴ
ェ
が
県
知
事
を
務
め
、
自
身
も
裁
判
官
と

し
て
暮
ら
し
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
、
そ
し
て
パ
リ
市
内
の
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
か
ら
も
出
馬
を
検
討
し
て
い
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
判
事
を
辞
め
た
後
も
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
人
々
と
の
人
間
関
係
を
維
持
し
て
い
た

（
39
）

。
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
バ

ル
ザ
ッ
ク
の
文
学
作
品
を
基
に
、
こ
の
頃
の
パ
リ
の
階
級
に
つ
い
て
、
第
一
に
肉
体
労
働
で
生
計
を
立
て
る
無
産
者
階
級
、
第
二
に
商
店

員
や
小
官
吏
、
銀
行
員
と
い
っ
た
「
小
市
民
階
級
の
構
成
分
子
」、
第
三
に
弁
護
士
や
医
者
、
企
業
家
や
銀
行
家
と
い
っ
た
上
層
の
中
産

階
級
、
そ
し
て
第
四
に
芸
術
家
と
い
う
四
層
構
造
で
描
い
て
い
る

（
40
）

。
現
在
で
も
高
級
住
宅
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
ト

ク
ヴ
ィ
ル
が
主
に
交
際
し
て
い
た
の
は
こ
の
う
ち
の
第
三
の
階
級
、
つ
ま
り
医
師
や
弁
護
士
、
教
員
と
い
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
階

四
一
二



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
二
九
）

級
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
後
に
「
こ
の
精
神
〔
中
産
階
級
の
精
神
〕
は
活
動
的
で
器
用
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
破

廉
恥
で
も
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
生
真
面
目
だ
が
、
虚
栄
心
や
利
己
心
の
た
め
に
時
に
軽
率
で
、
気
質
と
し
て
は
臆
病
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
穏
健
だ
が
、
物
質
的
な
満
足
を
求
め
る
時
だ
け
は
別
だ
。
そ
し
て
凡
庸
で
あ
る

（
41
）

」
と
そ
の
内
面
性
を
批
判
し
、
二
月
革
命
が
勃
発

し
て
し
ま
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
を
彼
ら
に
求
め
て
い
る
。
中
産
階
級
は
、
い
わ
ば
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
最
も
問
題
視
し
た
主
体
性
な
き
市
民
に

分
類
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
出
馬
を
検
討
し
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
選
挙
区
で
あ
る
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
だ
が
、
こ
ち
ら
は
一
八

世
紀
よ
り
貴
族
の
住
む
最
高
級
の
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
中
で
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵

夫
人
が
華
麗
だ
が
、
虚
飾
に
満
ち
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
が
こ
の
街
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
メ
ア
リ
ー
・
モ
ト

リ
ーM

ary M
ottley

（
一
七
九
九
│
一
八
六
四
）
と
の
新
婚
生
活
を
こ
の
貴
族
街
で
送
っ
た

（
42
）

。
元
々
が
貴
族
階
級
の
出
身
で
あ
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
に
と
っ
て
、
そ
こ
で
の
生
活
は
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
実
際
の
所
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
夫
妻
に
と
っ
て
こ
の
地

の
居
心
地
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
い
う
著
作
の
意
図
の
ひ
と
つ
は
、
革
命
と
い

う
極
端
な
手
段
を
採
用
し
な
く
て
も
平
等
な
社
会
は
訪
れ
る
の
で
あ
り
、
仮
に
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
適
切
な
方
法
を
通
し
て
自
由
と

平
等
の
両
立
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
で
の
実
例
を
あ
げ
て
証
明
す
る
点
に
あ
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
革
命
か
ら
半
世
紀

ほ
ど
し
か
経
過
し
て
お
ら
ず
、
革
命
の
記
憶
が
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
階
級
の
中
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
肯

定
す
る
か
の
著
作
を
発
表
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
少
数
派
に
属
し
た

（
43
）

。

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
、
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
か
ら
の
出
馬
を
あ
き
ら
め
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
縁
の
な

か
っ
た
〝
地
元
〞
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
立
候
補
し
、
一
八
三
九
年
の
選
挙
で
下
院
議
員
に
当
選
す
る
。
彼
の
政
界
進
出
に
大
き
な
影

四
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
三
〇
）

響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ピ
エ
ー
ル
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ルP

ierre-P
aul R

oyer-C
ollard

（
一
七
六
三
│
一
八
四
五
）
で
あ
っ

た
。
パ
リ
大
学
の
哲
学
史
の
教
授
で
あ
っ
た
彼
は
元
々
ギ
ゾ
ー
と
共
に
並
ぶ
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
が
、
七
月
王
政

成
立
以
降
は
こ
の
同
僚
と
訣
別
し
て
い
た
。
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
は
以
前
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
見
知
っ
て
は
い
た
が
、『
ア
メ
リ
カ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
読
ん
で
そ
の
才
能
に
気
付
い
て
以
後
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
サ
ロ
ン
に
紹
介
す
る
な
ど
し
て
、
熱
心
に
彼
が
世
に
出
る
手

助
け
を
し
た
。
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
、
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
に
敬
意
を
払
っ
て
い
た

（
44
）

。
ま
た
、
議
員
と
し
て

の
政
治
活
動
を
本
格
化
さ
せ
て
か
ら
は
、
基
本
的
に
は
無
所
属
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
さ
ら
な
る
議
会
改
革
を
求
め
る
バ
ロ
と
緊
密

に
連
携
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
や
バ
ロ
ら
と
共
に
、
ギ
ゾ
ー
に
率
い
ら
れ
た
体
制
側
自
由
主

義
に
対
す
る
批
判
者
と
い
う
政
治
的
立
場
を
見
出
し
て
い
た
。

こ
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
浮
上
し
て
き
た
も
の
は
、「
社
会
」
の
存
在
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
そ
の
主
因
は
「
社
会
」
に
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
革
命
が
き
わ
め
て
「
政
治
」
的
な
革
命
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る

（
45
）

。
こ
の

「
社
会
」
へ
の
視
点
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
に
お
い
て
政
治
家
た
ち
の
立
ち
位
置
を
決
定
す
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義
者
と
共
通
す
る
問
題
意
識
を
有
し
な
が
ら
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
彼
ら
と
完
全
に

一
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、「
社
会
」
に
対
す
る
見
解
が
相
違
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
主
要
な
政
治
グ
ル
ー
プ
が

抱
い
て
い
た
「
社
会
」
観
は
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
統
王
朝
派
は
「
社
会
」
の
存
在
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、
彼
ら
は
警
察
力
や
軍
事
力
と
い
う
伝
統
的
な
「
政
治
」
の
手
段
の
み
を
用
い
て
「
社
会
」
か
ら
の
要
求
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
た

が
、
か
え
っ
て
「
社
会
」
の
反
撃
に
あ
っ
て
大
革
命
と
七
月
革
命
と
い
う
二
つ
の
革
命
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
七
月
王
政
の
体
制
派

で
あ
る
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
体
制
派
自
由
主
義
者
た
ち
は
「
社
会
」
の
存
在
は
認
識
し
て
い
た
し
、
そ
れ
こ
そ
が
自
ら
の
政
権
基
盤
だ
と

四
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考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
。
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
改
革
精
神
を
よ
り
徹
底
し
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
改

革
派
の
自
由
主
義
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
共
和
派
も
、「
社
会
」
を
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
の
頃
急
速
に
影
響
力
を
強
め
て

い
た
プ
レ
ス
を
最
大
限
利
用
し
て
、
大
規
模
か
つ
巧
み
な
世
論
形
成
を
通
し
て
、
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
た
。
い
わ
ば
共
和
派
に
と
っ
て
の

「
社
会
」
と
は
「
世
論
」
で
あ
っ
た

（
46
）

。
社
会
主
義
者
も
も
ち
ろ
ん
「
社
会
」
を
重
視
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
た
「
社
会
」
と

は
産
業
を
中
心
と
す
る
「
経
済
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
初
期
社
会
主
義
が
目
指
し
た
の
は
産
業
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
よ

り
包
括
的
な
新
し
い
社
会
秩
序
の
再
構
成
で
あ
り

（
47
）

、
強
烈
な
下
部
構
造
論
を
主
張
す
る
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
趣
を
異
に
す
る
。

で
は
、
第
二
に
挙
げ
た
自
由
主
義
者
＝
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
「
社
会
」
観
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。
彼
ら
の
考
え
た

「
社
会
」
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
階
級
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ギ
ゾ
ー
に
と
っ
て
、
歴
史
と
は
不
可
逆
的
に
進
歩
を
続
け
て
き
た
人
間
の

文
明
の
歴
史
で
あ
る
。
文
明
は
人
間
社
会
の
発
達
と
人
間
自
身
の
発
達
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

（
48
）

。
近
代
は
文
明
が
頂

点
を
迎
え
た
時
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
中
核
的
存
在
と
な
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
こ
そ
が
「
社
会
」
の
支
配
者
た
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
立
っ
て
ギ
ゾ
ー
が
構
想
し
た
の
が
、「
理
性
の
主
権
」（souveraineté de la raison

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
伝
統
の
主
観
主
義
的
な
主
権
概
念
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
実
際
に
は
権
力
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
場
所

に
お
い
て
そ
れ
を
構
成
す
る
の
を
可
能
に
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
っ
た

（
49
）

。
こ
の
考
え
方
は
「
社
会
的
に
組
織
化
さ
れ
た
主
権
」
と
い
う
概

念
や
「
社
会
的
知
性
」
に
よ
る
支
配
の
正
当
化
に
帰
着
し
、
社
会
に
お
け
る
政
府
の
役
割
は
パ
タ
ー
ナ
ル
な
も
の
と
な
る

（
50
）

。
こ
の
パ

タ
ー
ナ
ル
な
政
府
の
正
統
性
を
担
保
す
る
の
が
最
高
度
に
到
達
し
た
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
議

会
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
制
限
選
挙
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
理
性
の
主
権
」
の
理
論
に
お
い
て
、
社
会
に
対
す
る
権
力
の
影
響

の
増
大
と
権
力
に
対
す
る
社
会
の
影
響
の
増
大
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
か
つ
社
会
的
な
ひ
と
つ
の
現
象
の
裏
表
で
あ
り
、

四
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具
体
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
特
権
階
級
と
個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
選
挙
権
を
与
え
ら
れ
た
人
（capacité

）
が
公
的
権
力

（pouvoir public

）
に
参
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

（
51
）

。

近
代
の
議
会
制
は
複
雑
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
前
近
代
に
お
け
る
議
会
は
諸
身
分
の
利
害
を
代
表
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

近
代
に
入
る
と
そ
れ
は
国
民
全
体
を
代
表
す
る
と
い
う
性
格
を
兼
ね
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
近
代
の
議
会
制
に
は
多
元

的
諸
利
害
を
代
表
す
る
と
同
時
に
ひ
と
つ
の
国
民
と
い
う
観
念
を
代
表
す
る
と
い
う
二
つ
の
課
題
の
解
決
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

近
代
議
会
が
内
包
す
る
こ
の
両
義
性
は
代
表
制
に
は
市
民
の
能
動
性
と
受
動
性
と
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
52
）

。
ギ

ゾ
ー
は
近
代
議
会
が
抱
え
る
両
義
性
の
問
題
を
、「
社
会
」
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
理
性
と
い
う
概
念
と
そ
れ
を
体
現
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

ジ
ー
と
い
う
階
級
を
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
む
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
れ
は
議
会
制
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
議
会

が
そ
も
そ
も
内
包
し
て
い
る
前
近
代
的
性
格
を
克
服
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ギ
ゾ
ー
ら

自
由
主
義
者
の
考
え
る
「
社
会
」
の
中
に
都
市
や
労
働
者
と
い
う
階
級
の
誕
生
と
い
う
新
た
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
、
致
命
的
な
問
題
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
労
働
者
階
級
は
ま
さ
に
「
社
会
」
問
題
の
只
中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
彼
ら
に
は

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
が
何
ら
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
鬱
屈
し
た
感
情
が
革
命
を
求
め
る
激
情
へ
と
変
化
し
て
い
く
の

に
、
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

大
き
く
は
自
由
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
思
想
家
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
実
際
に
政
治
家
と
し
て
の
出
自
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
ト
ク
ヴ
ィ

ル
だ
が
、
彼
は
同
僚
の
自
由
主
義
派
政
治
家
た
ち
と
比
較
す
る
と
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
貧
困
問
題
に
高
い
関
心
を
示
し
て
い
た
。
彼
は

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
）
が
発
表
さ
れ
た
同
年
（
一
八
三
五
年
）
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
・
社
会
状
況
の
分
析
成
果
で
あ

る
『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』M

ém
oire su

r le pau
pérism

e

を
発
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ま
ず
貧
困
の
問
題
を
人
間

四
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文
明
の
進
歩
か
ら
把
握
し
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
制
度
に
論
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
貧
困
問
題
が
歴
史
の
流
れ
の
中
で
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
解
決
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。

だ
が
、
一
八
四
〇
年
代
に
入
り
、「
社
会
」
問
題
の
深
刻
化
を
危
惧
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
ら
と
同
じ
改
革
派
自
由
主

義
者
と
共
に
「
新
左
派
」（jeune gauche

）
と
い
う
政
治
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
社
会
政
策
を
構
想
す
る
。
彼
は
、
貧

者
や
生
活
必
需
品
に
対
す
る
税
の
免
除
や
所
有
資
産
に
対
す
る
累
進
課
税
の
導
入
、
貯
蓄
金
庫
（caisses d ’épargne

）
や
信
用
保
証
を
担

い
う
る
機
関
の
設
置
、
無
料
の
学
校
教
育
、
労
働
時
間
の
制
限
、
保
養
所
の
整
備
、
そ
し
て
相
互
扶
助
基
金
の
創
設
と
い
っ
た
幅
広
く
充

実
し
た
政
策
を
検
討
し
て
い
た

（
53
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
国
家
権
力
が
民
衆
を
扶
育
す
る
よ
う
な
介
入
的
性
格
を
備
え
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

よ
っ
て
原
子
化
さ
れ
た
人
々
は
、
唯
一
依
拠
で
き
る
も
の
と
し
て
国
家
を
見
出
し
、
そ
こ
に
隷
従
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
家
も
ま
た

か
つ
て
の
よ
う
に
強
権
的
に
力
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、「
ほ
と
ん
ど
単
独
で
飢
え
た
人
々
に
パ
ン
を
与
え
、
病
人
を
救
護
、
収
容
し
、

遊
ん
で
い
る
も
の
に
仕
事
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
災
厄
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
救
い
主

（
54
）

」
に
な
る
こ
と
で
自
ら
の
存
在
を
確
立

す
る
。
統
治
権
力
と
被
治
者
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
、
人
々
の
主
体
性
は
著
し
く
毀
傷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

少
な
く
と
も
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
二
巻
）
を
発
表
し
た
一
八
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
社
会
政
策
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
政
策
を
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
は
、
自
身
の
予
測
を
は
る
か
に
上
回
る
速
度
と
規
模
で
「
社

会
」
が
変
質
し
て
い
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、「
政
治
」
論
で
あ
る
以
上
に
「
社
会
」
論
で
あ
る
。
元
々
、「
社
会
」
は
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
む
に
つ
れ
て
社
会
は
自
律
性
を
備
え
る
よ
う
に
な
り
、「
社
会
」
を
構
成
し
て
い
た
は
ず
の

四
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個
人
も
こ
れ
を
統
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
心
は
、
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
っ
た
「
社
会
」
が
も
は
や
個

人
や
集
団
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
付
け
な
く
な
り
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
そ
れ
が
個
人
や
集
団
を
抑
圧
す
る
危
険
性
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た

（
55
）

。
こ
の
よ
う
な
「
社
会
」
の
登
場
は
、「
政
治
」
に
と
っ
て
の
最
悪
の
脅
威
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、「
政
治
」
が
《
人
為
》（nom

os

）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
以
上
、
人
為
が
及
ば
な
い
、
い
わ
ば
究
極
の
《
自
然
》（physis

）

と
化
し
た
「
社
会
」
の
登
場
は
、「
政
治
」
の
破
壊
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。「
社
会
」
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
名
の
平
等
化
に
よ
っ

て
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
到
来
す
る
。
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
地
方
自
治
や
陪
審
制
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
身
近
な

《
人
為
》
を
通
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
《
自
然
》
性
を
抑
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
い
て
興

味
深
い
点
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
が
元
来
《
人
為
》
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
社
会
」
を
《
自
然
》
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
要
因
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
自
治
の
導
入
と
い
っ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
徹
底
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
た
点
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
《
人
為
》
と
《
自
然
》
の
二
つ
の
要
素
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
事
態
の
打
開
を
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
こ
の
両
義
性
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

二
巻
に
及
ぶ
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
険
性
と
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
で
あ
っ
た

が
、
歴
史
の
進
展
は
こ
の
大
著
で
も
取
り
扱
い
き
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
経
済
」
と
い
う
新
種
の
《
自
然
》
を
誕
生
さ
せ
る
。「
経

済
」
も
ま
た
元
は
《
人
為
》
で
あ
っ
た
が
、
近
代
以
降
の
急
拡
大
を
経
て
《
自
然
》
へ
と
変
質
す
る
。
自
律
性
を
手
に
入
れ
た
「
経
済
」

は
貧
困
や
格
差
等
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
が
「
社
会
」
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
こ
こ
で
「
経
済
」
と
「
社
会
」
と
い
う
二
つ
の
《
自

然
》
が
一
体
化
し
、《
人
為
》
で
あ
る
政
治
に
と
っ
て
の
危
機
は
乗
数
的
に
増
大
す
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
サ
ン
＝
シ
モ
ニ
ア
ン
は

再
組
織
化
と
い
う
工
学
的
発
想
に
基
づ
い
て
、《
人
為
》
が
《
自
然
》
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
地
方
自
治

四
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の
重
視
と
い
っ
た
従
来
か
ら
の
主
張
に
加
え
、
あ
え
て
持
論
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
社
会
政
策
を
提
示
す
る
こ
と
で
「
社
会
―
経
済
」
と
い

う
新
た
に
現
わ
れ
た
巨
大
な
《
自
然
》
と
対
峙
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。
こ
れ
は
、「
政
治
」
が
《
自
然
》
と
し
て
の
「
社
会
―
経
済
」

に
能
動
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、《
人
為
》
の
優
位
性
の
確
立
を
目
指
す
戦
略
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は

サ
ン
＝
シ
モ
ニ
ア
ン
の
よ
う
な
「
政
治
」
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
設
計
主
義
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
前
述
の
社
会
政
策
も
、
政
府
が
直
接
的

に
人
々
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
人
々
の
自
発
性
を
鼓
吹
す
る
よ
う
な
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

政
府
に
よ
る
過
度
の
介
入
に
警
戒
感
を
抱
く
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
政
策
案
は
「
政
治
」
と
「
社
会
―
経
済
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
し
た
上
で
許
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
大
限
の
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
多
く
の
体
制
派
自
由
主
義
者
は
そ
の
程
度
の
社
会
政
策
す
ら
講
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
社
会
」
と
は
依
然

と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
労
働
者
た
ち
に
対
し
て
は
旧
来
の
「
政
治
」
的
手
法
に
よ
っ
て
対
応
す
れ
ば
事
足

り
る
と
い
う
見
通
し
の
甘
さ
が
あ
っ
た
。
一
八
四
八
年
一
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
議
会
演
説
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
彼
ら
の
誤
謬
を

厳
し
く
批
判
し
た

（
56
）

。

労
働
者
階
級
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
日
、
彼
ら
が
静
穏
な
の
は
私
も
承
知
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
政
治
的
情
熱
と
い
わ
れ
る
も
の
自
体
に
、
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
ゆ
り
動
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
彼
ら
の
政
治
的

0

0

0

と
い
わ
れ
る
情
熱
が
社
会
的

0

0

0

に
な
っ
た
の
を
御
存
知
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
少
し
ず
つ
彼
ら
の
抱

く
意
見
や
考
え
方
の
な
か
に
拡
が
っ
て
お
り
、
た
だ
単
に
あ
れ
こ
れ
の
法
律
、
内
閣
、
政
府
と
い
っ
た
も
の
を
打
倒
す
る
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
打
倒
す
べ
き
は
社
会
だ
と
い
う
こ
と
、
社
会
を
そ
の
社
会
が
立
脚
し
て
い
る
基
礎
か
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ら
ゆ
り
動
か
す
こ
と
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。
毎
日
彼
ら
の
世
界
で
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
は
人
び
と
が
、
彼
ら
よ
り
上
層
の
者
た
ち
は
彼
ら
を
統
治
す

る
能
力
を
失
い
、
そ
の
資
格
も
な
く
な
っ
て
い
る
と
、
く
り
返
し
語
っ
て
い
る
の
を
お
聞
き
に
な
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
こ

れ
ま
で
世
界
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
富
の
分
割
は
正
義
に
反
す
る
と
か
、
所
有
は
公
正
で
は
な
い
基
盤
の
上
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
た
こ
と
が
、
た
え
ず
言
わ
れ
て
い
る
の
を
御
存
知
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
見
解
が
根
を
下
ろ
し
た
と
き
、
そ

れ
が
ほ
と
ん
ど
全
般
的
な
や
り
方
で
広
ま
っ
て
い
き
、
大
衆
の
底
辺
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
と
き
、
遅
か
れ
早
か
れ
引
き
起
こ
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
い
つ
ま
た
い
か
に
し
て
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
遅
か
れ
早
か
れ
最
も
恐
る
べ
き
革
命
が
引
き
起
こ
さ
れ
る

に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
お
信
じ
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か

（
57
）

。

 

〔
傍
点
は
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
〕

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
警
告
は
結
局
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
こ
の
演
説
か
ら
一
か
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
二
月
革
命
が
発
生
し
、
七
月
王
政

は
終
焉
す
る
。
二
月
革
命
に
あ
た
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
ら
と
同
じ
改
革
派
自
由
主
義
者
た
ち
と
連
携
し
、
ギ
ゾ
ー
を
追
い
詰
め
る
議
事

日
程
を
作
成
し
、
二
月
革
命
の
発
生
を
事
実
上
手
助
け
し
た

（
58
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
自
ら
が
自
由
と
い
う
概
念
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理

由
と
し
て
、「
私
は
若
い
頃
、
自
由
を
再
び
と
り
も
ど
し
て
繁
栄
に
向
か
い
偉
大
さ
を
再
現
し
た
よ
う
に
見
え
た
社
会
の
中
で
、
最
も
す

ば
ら
し
い
年
月
を
す
ご
し
た
。
私
は
そ
の
な
か
で
、
中
庸
を
え
た
自
由
の
理
念
、
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
信
仰
と
良
俗
と
法
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
た
自
由
の
理
念
を
抱
く
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
自
由
の
魅
力
に
心
を
奪
わ
れ
た
。
自
由
は
私
の
生
涯
を
通
じ
て
の
情
熱

と
な
っ
た

（
59
）

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
時
代
と
は
す
な
わ
ち
、
ギ
ゾ
ー
ら
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
復
古
王
政
末
期
の
改
革

四
二
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運
動
と
そ
の
後
の
七
月
王
政
の
こ
と
で
あ
る
。
若
き
日
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ギ
ゾ
ー
の
講
義
に
通
い
、
ギ
ゾ
ー
の
掲
げ
た
自
由
の
理
念
と
文

明
観
に
強
い
影
響
を
受
け
た
。
け
れ
ど
も
、
政
治
家
時
代
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
ギ
ゾ
ー
と
対
立
す
る
立

場
に
身
を
置
き
続
け
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、「
社
会
」、「
政
治
」、
そ
し
て
「
経
済
」
を
巡
る
見
解
の
相
違
に
あ
る
。
一
九
世
紀
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
「
社
会
」
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
最
終
的
に
は
「
社
会
」
に
帰
着
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
対

す
る
見
解
の
違
い
は
政
治
的
立
場
を
隔
て
る
の
に
十
分
過
ぎ
る
理
由
を
与
え
た
。

さ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
も
手
を
貸
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
二
月
革
命
だ
が
、
彼
は
革
命
騒
ぎ
に
狂
奔
す
る
民
衆
の
姿
を
見
な
が

ら
、
自
由
の
「
最
終
的
な
敗
北

（
60
）

」
だ
と
い
う
評
価
を
こ
の
革
命
に
下
し
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
二
月
革
命
は
七
月
王
政
期
に
お
け
る

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
努
力
を
否
定
す
る
よ
う
な
革
命
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
再
び
政
治
家
と
し
て
の
活
動
に
邁
進
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
憲
法
制
定
議
会
議
員
に
選
出
さ
れ
、
さ
ら
に
実
際
に
憲
法
案
を
作
成
す
る
憲
法
起
草
委
員
会
に
も
選
ば
れ
る
。
そ
れ
に

あ
た
っ
て
、
発
生
し
て
し
ま
っ
た
事
態
に
対
し
て
は
そ
れ
を
従
容
と
受
け
容
れ
る
性
格
が
作
用
し
た
の
か
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
か
つ
て
は

立
憲
君
主
制
よ
り
も
不
安
定
で
自
由
に
と
っ
て
も
決
し
て
プ
ラ
ス
と
は
い
え
な
い
と
考
え
て
い
た
共
和
政
を
、
新
た
な
政
治
体
制
と
し
て

「
真
剣
に
な
っ
て
」
採
用
し
よ
う
と
努
力
し
た

（
61
）

。

憲
法
起
草
委
員
会
に
お
け
る
彼
の
主
要
な
主
張
点
は
、
地
方
分
権
の
推
進
、
二
院
制
議
会
の
設
置
、
そ
し
て
間
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領

選
出
で
あ
っ
た

（
62
）

。
地
方
分
権
は
市
民
自
治
の
大
前
提
で
あ
り
、
彼
の
政
治
思
想
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
破
壊
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
制
度

（
63
）

」
で
あ
る
中
央
集
権
を
好
む
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
風
土
に
分
権
化
の

推
進
は
頓
挫
す
る
。
ま
た
、
二
院
制
は
、
革
命
直
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
は
階
級
制
の
色
濃
い
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で

四
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あ
り
、
ま
た
大
革
命
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
理
念
で
あ
る
一
体
的
な
国
民
主
権
の
理
念
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
こ

れ
も
却
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
間
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
出
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
が
選
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
直
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
出
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
多
数
の
絶
対
性

を
一
個
人
に
体
現
さ
せ
て
独
裁
へ
の
可
能
性
を
拓
く
き
わ
め
て
危
険
な
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
選
出
段
階
で
間
接

選
挙
を
採
用
す
る
こ
と
で
大
統
領
の
権
威
を
減
じ
、
さ
ら
に
再
選
を
禁
止
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
考
え
た
が
、

そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
第
二
共
和
制
に
お
い
て
も
、
憲
法
起
草
と
い
う
絶
好
の
機
会

を
手
に
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
理
念
を
具
体
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
自
由
主
義
者
の
政
治
体
制
で
あ
る
七

月
王
政
に
引
き
続
き
、
そ
し
て
共
和
主
義
者
の
政
治
体
制
で
あ
る
第
二
共
和
制
に
お
い
て
も
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
念
が
受
け
入
れ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
新
た
な
憲
法
に
則
っ
た
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
少
し
前
ま
で
指
名
手
配
犯
で
あ
っ
た
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト

L
ouis-N

apoléon B
onaparte

（
一
八
〇
八
│
一
八
七
三
）
が
大
統
領
に
選
ば
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
「
共
和
国
の
最
悪
の
終
着
点

（
64
）

」
と
呼

ん
だ
こ
の
人
物
は
、
全
得
票
数
の
七
四
・
二
％
に
当
た
る
五
五
三
万
票
を
獲
得
す
る
と
い
う
圧
倒
的
な
勝
利
を
飾
る
。
彼
は
大
統
領
に
就

任
す
る
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
的
な
国
家
建
設
を
目
指
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
社
会
主
義
に
対
す
る
拒
否
感
が
強
い
議
会
は
抵
抗
し
、
立

法
部
と
行
政
部
の
対
立
は
激
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
対
立
は
一
八
五
一
年
一
二
月
の
大
統
領
ク
ー
デ
タ
へ
と
至
り
、
翌
一
八
五
二
年
ル
イ

＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
し
て
帝
位
に
就
く
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
の
際
に
身
柄
を
一
時

的
に
拘
束
さ
れ
、
こ
れ
を
期
に
政
界
を
引
退
す
る
。
引
退
後
は
も
っ
ぱ
ら
絶
対
王
政
末
期
か
ら
革
命
に
か
け
て
の
政
治
・
社
会
状
況
の
研

究
に
励
み
、『
旧
体
制
と
大
革
命
』（
一
八
五
六
年
）
を
発
表
し
て
い
る
。
彼
が
死
去
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
一
八
五
九
年
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
社
会
や
政
治
に
関
す
る
鋭
い
分
析
力
と
深
い
思
索
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
政
治
家
と
し
て
自
身
の
考
え
方
を

現
実
化
す
る
腕
力
や
胆
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
を
付
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
に
は
ギ
ゾ
ー

の
峻
厳
さ
も
テ
ィ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
厚
顔
も
、
ま
た
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
大
胆
さ
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
常
に
孤
立
し
て
い
た
。
若
き
日
の
彼
は
、
正
統
王
朝
派
の
家
族
や
そ
の
周
囲
の
反
発
を
よ
そ
に
七
月

王
政
を
受
け
容
れ
る
。
七
月
王
政
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
中
心
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
自
由
主
義
者
た
ち
と
多
く
の
点
で
考
え
を
共
有
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
支
え
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
個
人
主
義
的
な
精
神
を
批
判
し
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
ギ
ゾ
ー
ら
を
攻
撃
し
た
。
そ
し
て
二

月
革
命
で
は
革
命
騒
ぎ
に
夢
中
に
な
る
民
衆
に
怒
り
を
覚
え
、
彼
ら
の
人
気
を
集
め
る
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
き
続

け
る
。
政
体
の
転
変
の
激
し
い
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
孤
立
し
て
い
た
。
あ
ら

ゆ
る
政
治
体
制
が
試
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
。
こ
れ
は
優
れ
た
思
想
家
に
と
っ
て
の

宿
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
政
治
家
と
し
て
は
致
命
的
な
性
向
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
生
き
た
時
代
は
、
そ
れ
ま
で
の
名
望
家
政
治
か
ら
普
通
選
挙
制
の
導
入
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
大
衆
政
治
へ
と
移
行
し

て
い
く
時
期
に
該
当
す
る
。
大
衆
政
治
の
時
代
に
登
場
す
る
の
が
、
後
に
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
ボ
ス
」
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ボ
ス
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
政
治
原
則
や
主
義
を
持
た
ず
、
票
集
め
の
み
に
注
力
す
る
点
を
挙
げ
て
い
る

（
65
）

。
こ
の
ボ

ス
と
い
う
存
在
が
大
衆
政
治
に
お
け
る
成
功
者
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
対
極
に
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
が
自
ら
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
中
で
展
開
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
平
等
化
が
各
人
の
価
値
を
均
質
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら

四
二
三
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（
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）

さ
れ
る
大
衆
社
会
の
危
険
性
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
平
等
自
体
は
ひ
と
つ
の
理
想
で
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
平
等
化
に
よ
っ
て
人
間
が
均
質
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
各
人
間
に
固
有
の
価
値
と
尊
厳
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
で
も

あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
公
共
性
に
対
す
る
顧
慮
を
忘
れ
ず
、
市
民
と
し
て
の
主
体
性
を
自
覚
す
る
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
多
様
な
社

会
の
否
定
も
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
は
ボ
ス
と
い
う
存
在
が
依
拠
す
る
大
衆
社
会
を
否
定
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
彼
が
新
た
に
現
出
し
た
大
衆
社
会
に
お
い
て
政
治
家
と
し
て
の
成
功
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
政
治
家
と
し
て
の
価
値
を
実
行
力
の
み
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
適
切
な
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
か
。
思
想
家
や
研
究
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
に
も
、
社
会
や
政
治
、
経
済
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
り
、
現
今
の

矛
盾
や
問
題
点
を
鋭
く
批
判
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
同
時
代
の
人
々
か
ら
の
反
発
を
受
け
る

危
険
性
が
常
に
内
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
そ
の
役
割
を
買
っ
た
。
確
か
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ボ
ス
の
よ

う
な
政
治
家
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
社
会
の
木
鐸
と
し
て
の
政
治
家
の
役
割
は
十
分
に
果
た
し
た
。
い
わ
ば
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
孤
立
は
、

彼
が
そ
の
責
務
を
全
う
し
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

〔
本
稿
は
、
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
二
〇
一
〇
│
二
〇
一
二
）
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー

（
一
）『
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
家
の
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
孤
立
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
政
治
家
の

苦
闘
」
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。〕

四
二
四



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
一
）

（
1
） 

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
に
よ
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
評
伝
の
邦
訳
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
年
譜
（
邦
訳
者
に
よ
る
）
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
外
務
大

臣
を
辞
任
し
た
の
は
一
八
四
九
年
一
〇
月
三
一
日
と
さ
れ
て
い
る
が
〔
邦
訳
六
六
一
頁
〕」、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
一
八
四
九
年

一
一
月
一
六
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
記
載
に
従
う
。F

rance D
iplom

atie, le 02/02/2012 

〈https://pastel.

diplom
atie.gouv.fr/editorial/archives/dossiers/160m

inistres/X
IX

em
eS

iecle/2deR
ep/04T

ocqueville.htm
l

〉.

（
2
） 

本
稿
に
お
け
る
歴
史
的
事
実
の
整
理
に
関
し
て
は
、
服
部
春
彦
／
谷
川
稔
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
史　

│
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
か
ら
第
五
共
和
政

へ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
服
部
春
彦
／
谷
川
稔
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
史　

│
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
か
ら
第
五
共
和
政
へ
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
谷
川
稔
／
渡
辺
和
行
編
著
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史　

│
国
民
国
家
形
成
の
彼
方
に
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
し
た
。
単
な
る
歴
史
的
事
実
の
確
認
の
際
に
は
特
に
引
用
を
示
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
特

筆
す
べ
き
解
釈
等
を
紹
介
す
る
場
合
は
適
宜
引
用
を
明
示
す
る
。

（
3
） 

宮
崎
揚
弘
『
フ
ラ
ン
ス
の
法
服
貴
族　

一
八
世
紀
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
社
会
史
』（
同
文
館
、
一
九
九
四
年
）
四
七
│
四
九
頁
。

（
4
） 

谷
川
／
渡
辺
編
、
前
掲
書
、
一
五
頁
。

（
5
） 

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
一
六
頁
。

（
6
） D

A
I, p. 362.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
二
五
七
頁
〕。

（
7
） D

A
I, p. 364.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
二
五
九
頁
〕。

（
8
） 

川
出
、
前
掲
書
、
一
八
頁
。

（
9
） 

木
崎
喜
代
治
『
マ
ル
ゼ
ル
ブ　

フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
の
一
貴
族
の
肖
像
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）
一
八
一
頁
。

（
10
） A

ndre Jardin, A
lexis de T

ocqueville, 1805-1859 

（P
aris, H

achette, 1984

）, p. 14.

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』

大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、
一
九
九
四
年
）
二
〇
頁
〕。

（
11
） 

一
般
に
「
正
統
王
朝
派
」
と
い
う
言
葉
は
、
七
月
革
命
に
よ
っ
て
王
位
に
つ
い
た
ブ
ル
ボ
ン
家
の
支
流
で
あ
る
オ
ル
レ
ア
ン
家
に
対
し
て
、
ブ

ル
ボ
ン
本
家
に
よ
る
王
朝
を
支
持
す
る
人
々
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
復
古
王
政
期
に
は
使
用
さ
れ
な
い
。

た
だ
、
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
ブ
ル
ボ
ン
朝
を
支
持
す
る
勢
力
に
つ
い
て
は
正
統
王
朝
派
と
い
う
語
を
一
貫
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
二
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
二
）

（
12
） H

ugh B
rogan, A

lexis d
e T

ocqu
eville, A

 L
ife 

（N
ew

 H
eaven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006

）, p. 51.
（
13
） 

本
稿
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
神
学
に
関
す
る
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
大
貫
隆
他
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
14
） 
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ニ
ス
ム
を
掲
げ
る
イ
エ
ズ
ス
会
と
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
に
立
つ
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、

実
際
の
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
王
権
神
授
説
の
理
論
化
に
貢
献
し
た
ボ
シ
ュ
エ
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
校
で
教
育
を
受

け
、
そ
の
後
も
イ
エ
ズ
ス
会
関
係
者
と
の
関
係
は
長
く
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
三
四
年
間
と
い
う
長
き
に
わ
た
り
ル
イ
一
四
世
の
聴
罪
司
祭
を
務
め

た
ラ
＝
シ
ェ
ー
ズ
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
と
王
権
、
そ
し
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
関
係
は
宗
教
問
題
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
政

治
状
況
も
絡
む
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

（
15
） 

イ
ザ
ベ
ル
・
ブ
リ
ア
ン
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム　

厳
格
主
義
の
誘
惑
と
反
抗
の
心
性
の
あ
い
だ
で
」
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
『
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史　

現
代
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
』
浜
名
優
美
監
訳
、
藤
本
拓
也
／
渡
辺
優
訳
（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
三
七
二
頁
。

（
16
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ン
ガ
ー
ド
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
』
岡
安
喜
代
／
村
井
則
夫
訳
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
監
修
（
原
書
房
、
二
〇
〇
四

年
）
三
六
九
│
三
七
〇
頁
。

（
17
） 

ブ
リ
ア
ン
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
に
は
信
教
の
権
利
擁
護
と
反
抗
の
精
神
性
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
が
示
さ
れ
た
の
が
一
七
五
〇

年
代
で
あ
っ
た
（
ブ
リ
ア
ン
、
前
掲
、
三
七
四
│
三
七
六
頁
）。
当
時
の
パ
リ
大
司
教
は
聖
体
拝
領
を
受
け
る
条
件
と
し
て
教
皇
勅
書
に
好
意
的
な

司
祭
が
署
名
し
た
告
解
証
明
書
を
求
め
た
が
、
こ
れ
は
事
実
上
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
排
除
を
意
味
し
て
お
り
、
聖
職
者
と
国
王
に
対
す
る
反
発
へ
と

つ
な
が
っ
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
た
高
等
法
院
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
側
に
立
つ
。
法
の
守
護
者
を
自
認
し
て
い
た
彼
ら
は
、
違
法
に
権
力
を
濫
用
す

る
一
個
人
（
ロ
ー
マ
教
皇
や
フ
ラ
ン
ス
国
王
）
の
権
力
を
妨
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
セ

ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
は
宗
教
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
意
味
も
含
ん
で
い
た
。

（
18
） Jardin, pp. 44-45.

〔
邦
訳
五
四
│
五
五
頁
〕。

（
19
） B

rogan, pp. 5-6.

（
20
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
十
代
の
頃
に
ル
ソ
ー
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
ん
で
「
全
般
的
懐
疑
」（doute universel

）
に
襲
わ
れ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と

四
二
六
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四
三
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〔O
C
, X

V
-2, pp. 813-816

〕
等
も
あ
り
、
彼
は
信
仰
を
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
信
仰
と
い
う
も

の
自
体
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
信
仰
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
信
仰
の
前
提
と
な
る
の
は
懐
疑
と
無
意

味
性
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
定
義
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
究
極
的
に
は
信
仰
を
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
語
る

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
立
場
に
立
て
ば
〔
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
『
生
き
る
勇
気
』
大
木
英
夫
訳
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

二
六
七
│
二
六
八
頁
〕、
宗
教
に
関
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
煩
悶
の
う
ち
に
真
の
信
仰
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
信
仰
の
問
題
を
「
信
仰
心
は
あ
っ
た
か
否
か
」
と
い
う
単
純
な
問
い
に
還
元
す
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
21
） A

R
, p. 122.

〔
邦
訳
二
二
二
頁
〕。

（
22
） S

, pp. 866-867.
〔
邦
訳
二
八
三
頁
〕。

（
23
） Jardin, pp. 354-356.
〔
邦
訳
四
一
一
│
四
一
四
頁
〕。

（
24
） D

A
I, p. 7.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
一
四
頁
〕。

（
25
） Jardin, pp. 213-218.

〔
邦
訳
二
五
〇
│
二
五
三
頁
〕。

（
26
） A

cadém
ie française, le 12/02/2012　

〈http://w
w
w
.academ

ie-francaise.fr/im
m
ortels/base/academ

iciens/fiche.

asp?param
=379

〉.

（
27
） A

cadém
ie des sciences m

orales et politiques, le 12/02/2012 

〈http://w
w
w
.asm

p.fr/fiches_academ
iciens/decede/

T
O
C
Q
U
E
V
IL

L
E
.htm

〉.

（
28
） 

道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
「
政
治
経
済
学
」（économ

ie politique

）
に
対
抗
し
て
、
伝
統
的
な
社
会
的
紐
帯
の
重

要
性
を
主
張
し
た
「
社
会
経
済
学
」（économ

ie sociale

）
派
の
牙
城
と
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
や
家
父
長
的
家
族
、
宗
教
組
織
、

そ
し
て
共
済
組
合
等
の
中
間
集
団
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
た
〔
田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六

年
）
一
五
│
一
七
頁
〕。

（
29
） B

rogan p. 105./ p. 115.

（
30
） 

た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ジ
ス
カ
ー
ル
＝
デ
ス
タ
ン
は
小
説
も
物
に
し
て
、
二
〇
〇
三
年
に
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
同
様
に
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ

四
二
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
四
）

ン
セ
ー
ズ
会
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
〔A

cadém
ie française, le 12/02/2012 

〈http://w
w
w
.academ

ie-francaise.fr/im
m
ortels/base/

academ
iciens/fi che.asp?param

=706

〉〕。
近
年
で
も
首
相
等
を
務
め
た
ド
ミ
ニ
ク
・
ド
＝
ヴ
ィ
ル
パ
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
伝
記
を
、
ジ
ス
カ
ー

ル
の
流
れ
を
継
承
す
る
中
道
右
派
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
バ
イ
ル
ー
は
ア
ン
リ
四
世
の
浩
瀚
な
評
伝
を
発
表
し
て
い
る
。

（
31
） 
斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）
二
八
一
│
二
八
二
頁
。

（
32
） 

斎
藤
、
前
掲
書
、
二
九
〇
│
二
九
六
頁
。

（
33
） 

ち
な
み
に
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
民
衆
に
は
強
い
反
エ
リ
ー
ト
感
情
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
反
知
性
主
義
・
反
主
知
主
義
で
は
な
い
。
フ
ラ

ン
ス
の
エ
リ
ー
ト
と
い
え
ば
「
グ
ラ
ン
ゼ
コ
ー
ル
」（G

randes É
coles

）
を
卒
業
し
た
高
級
官
僚
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
政
・
財
・
官
・
学
・

文
・
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
お
お
よ
そ
全
て
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
彼
ら
に
対
す
る
一
般
民
衆
の
反
発
は
強
い
〔
軍
司

泰
史
『
シ
ラ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）
六
四
│
六
九
頁
〕。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
生
き
た
一
九
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
ま
だ
グ
ラ
ン

ゼ
コ
ー
ル
の
数
も
少
な
く
、
そ
の
出
身
者
が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
支
配
的
立
場
に
君
臨
す
る
と
い
う
状
態
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ち
な
み

に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
パ
リ
大
学
（
私
法
専
攻
）
を
卒
業
し
て
い
る
。

（
34
） 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
『
ア
メ
リ
カ
の
反
知
性
主
義
』
田
村
哲
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
一
五
四
頁
。

（
35
） 

髙
山
裕
二
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義　

ア
メ
リ
カ
旅
行
の
自
然
観
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）
三
四
一
│

三
四
三
頁
。

（
36
） D

A
I, p. 18.

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
三
〇
│
三
一
頁
〕。

（
37
） G

eorge A
rm

strong K
elly, T

h
e H

u
m

an
 C

om
ed

y, C
on

stan
t, T

ocqu
eville, an

d
 F

ren
ch

 L
iberalism

 

（C
am

bridge, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 2006

）, pp. 17-19.

（
38
） S

, p. 777.

〔
邦
訳
一
一
〇
頁
〕。

（
39
） Jardin, p. 270.

〔
邦
訳
三
一
四
頁
〕。

（
40
） 

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
パ
リ　

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
首
都
』
大
城
直
樹
／
遠
城
明
雄
訳
（
青
土
社
、
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
│
五
五
頁
。

（
41
） S

, p. 729.

〔
邦
訳
一
八
頁
〕。

四
二
八



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
五
）

（
42
） B

rogan, p. 312.　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
居
を
構
え
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
通
り
一
二
番
地
は
、
下
院
が
開
設
さ
れ
て
い
た
ブ
ル
ボ
ン
宮
殿
の
す
ぐ
裏
に

あ
る
。

（
43
） 
西
洋
政
治
史
お
よ
び
政
治
思
想
史
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
が
長
く
悪
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
比
較
的
早
い
時
期
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
の
印
象
が
肯
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
が
、
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
メ

リ
カ
を
訪
問
し
た
一
八
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
〔
斎
藤
、
前
掲
書
、
二
一
│
二
二
頁
〕。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、『
ア

メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
い
う
著
作
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
き
わ
め
て
挑
発
的
な
本
で
あ
っ
た
。

（
44
） Jardin, pp. 218-219.

〔
邦
訳
二
五
四
│
二
五
五
頁
〕。
た
だ
、
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル
は
「
廉
直
な
ふ
る
ま
い
を
保
証
す
る
魂
の
高
潔
さ
の

よ
う
な
も
の
が
欠
け
て
い
ま
す
」〔Jardin, p. 289

（
邦
訳
三
三
七
頁
）〕
と
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
性
格
に
不
安
も
感
じ
て
い
た
。

（
45
） 

ア
メ
リ
カ
革
命
の
特
徴
を
「
政
治
」
的
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
特
徴
を
「
社
会
」
的
と
理
解
し
て
、
こ
れ
ら
を
対
照
的
に
考
察
し
て
い
る
代
表
的

な
著
作
と
し
て
は
、
や
は
り
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
革
命
に
つ
い
て
』
志
水
速
雄
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
46
） 

共
和
派
の
重
視
し
た
「
世
論
」
だ
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
公
共
性
を
考
慮
し
た
「
輿
論
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
に
入
る
と
公

共
性
と
い
う
概
念
は
次
第
に
国
民
国
家
と
一
体
化
し
て
い
く
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
結
び
付
き
が
最
高
度
に
達
す
る
の
は
共
和
主
義
者
に
よ

る
共
和
制
と
で
も
い
う
べ
き
第
三
共
和
制
に
お
い
て
で
あ
っ
た
〔
詳
し
く
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
『
フ
ラ
ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
内

田
樹
訳
（
国
文
社
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
〕。

（
47
） 

藤
原
孝
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
社
会
の
成
立
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
革
命
観
」（『
政
経
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
）
一
五
七
│
一
六
一

頁
。

（
48
） 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史　

ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
よ
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
い
た
る
』
安
士
正
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇
六
年
）
二
│
二
一
頁
お
よ
び
二
七
一
頁
。

（
49
） P

ierre R
osanvallon, “G

uizot,” in F
rançois F

uret and M
ona O

zouf eds., D
iction

n
aire critiqu

e d
e la R

évolu
tion

 fran
çaise 

（P
aris, F

lam
m
arion, 1988

）, p. 972. 

〔
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
「
ギ
ゾ
ー
」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
／
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
『
フ
ラ
ン
ス

革
命
辞
典
』
第
七
巻
（
歴
史
家
）、
河
野
健
二
／
阪
上
孝
／
富
永
茂
樹
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
二
二
頁
〕。

四
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
六
）

（
50
） P

ierre R
osanvallon, L

e m
om

en
t G

u
izot 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 1985

）, p. 94.
（
51
） P

ierre M
anent, H

istoire in
tellectu

elle d
u

 liberalism
, D

ix leçon
s 

（P
aris, H

achette L
ittératures, 1987

）, p. 209.

〔
ピ
エ
ー

ル
・
マ
ナ
ン
『
自
由
主
義
の
政
治
思
想
』
高
橋
誠
／
藤
田
勝
次
郎
訳
（
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）
二
一
一
頁
〕。

（
52
） 
宇
野
重
規
「
代
表
制
の
政
治
思
想
史　

三
つ
の
危
機
を
中
心
に
」（『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
頁
。

（
53
） O

C
, III-2, pp. 742-744.

（
54
） D

A
II, p. 823.

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
三
七
頁
〕。

（
55
） 

宇
野
重
規
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
過
去
と
現
在
」
三
浦
信
孝
編
『
自
由
論
の
討
議
空
間　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
二
二
一
頁
。

（
56
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
回
想
録
で
は
一
八
四
八
年
一
月
二
九
日
に
演
説
を
行
っ
た
と
あ
る
が
〔S

, p. 735.

（
邦
訳
三
〇
頁
）〕、
実
際
に
は
同
年
一
月

二
七
日
行
わ
れ
て
い
る
。

（
57
） S

, pp. 735-736.

〔
邦
訳
三
一
│
三
二
頁
〕。

（
58
） Jardin, pp. 383-384.

〔
邦
訳
四
四
六
│
四
四
七
頁
〕。

（
59
） S

, p. 779.

〔
邦
訳
一
一
四
頁
〕。

（
60
） S

, p. 781.

〔
邦
訳
一
一
八
頁
〕。

（
61
） 

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
「
共
和
制
」（gouvernem

ent républicain

）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、「
選
挙
に
よ
る
執
行
権
力
」（pouvoir 

exécutif électif

）
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
る
政
治
体
制
の
こ
と
で
あ
る
〔S

, pp. 897-898.

（
邦
訳
三
四
〇
│
三
四
一
頁
）〕。

（
62
） 

杉
本
竜
也
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
革
命
・
自
由
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
九

│
二
二
三
頁
。

（
63
） S

, p. 873.

〔
邦
訳
二
九
四
頁
〕。

（
64
） S

, p. 962.

〔
邦
訳
四
六
一
頁
〕。

（
65
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
脇
圭
平
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
六
七
頁
。

四
三
〇



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
七
）

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で
」
参
考
文
献
一
覧

【
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
】

T
ocqueville, A

lexis de, Œ
u

vres, B
iblioth

èqu
e d

e la P
léiad

e, t. 1-3 

（P
aris, G

allim
ard, 1991-2004

）

│
│, Œ

u
vres com

plètes 

（P
aris, G

allim
ard, 1951-

）

│
│, M

em
oir on

 P
au

perism
, D

oes P
u

blic C
h

arity P
rod

u
ce an

 Id
le an

d
 D

epen
d

en
t C

lass of S
ociety? 

（N
ew

 Y
ork, 

C
osim

o C
lassics, 2005

）

│
│  

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
・
下
）
お
よ
び
第
二
巻
（
上
・
下
）、
松
本
礼
二
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
│

二
〇
〇
八
年
）

│
│  

『
旧
体
制
と
大
革
命
』
小
山
勉
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）

│
│  

『
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
々  

ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』
喜
安
朗
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）

〔
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
引
用
に
関
す
る
特
記
事
項
〕

　

・  

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、D

e la D
ém

ocratie en
 A

m
eriqu

e, t. 1-2 

（1835, 1840

） 

お
よ
びL’A

n
cien

 R
égim

e et la R
évolu

tion 

（1853-1856

）、S
ouvenirs 

（1850-1851
）
を
引
用
す
る
場
合
は
上
記
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
叢
書
を
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
ガ
リ
マ
ー
ル
社
発

行
の
全
集
を
使
用
す
る
。

　

・  

そ
の
際
、D

e la D
ém

ocratie en
 A

m
eriqu

e, t. 1-2 
お
よ
びL’A

n
cien

 R
égim

e et la R
évolu

tion

、
そ
し
てS

ouvenir

に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れD

A
I/II, A

R
, S

と
い
う
略
記
号
を
、
こ
れ
ら
以
外
に
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
はO

C

と
い
う
記
号
を
用
い
る
。

　

・
引
用
に
あ
た
っ
て
は
基
本
的
に
上
記
邦
訳
の
訳
文
を
採
用
す
る
が
、
表
記
の
統
一
を
図
る
た
め
に
適
宜
訳
語
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

【
著　

作
】

A
nceau, É

ric, L
es gran

d
s d

iscou
rs parlem

en
taires d

u
 X

IX
e siècle, D

e B
en

jam
in

 C
on

stan
t à A

d
olph

e T
h

iers, 1800-1870 

（P
aris, 

A
rm

and C
olin, 2005

）

四
三
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
四
八
）

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
革
命
に
つ
い
て
』
志
水
速
雄
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）

バ
ン
ガ
ー
ト
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
『
イ
エ
ズ
ス
会
の
歴
史
』
岡
安
喜
代
／
村
井
則
夫
訳
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
監
修
（
原
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

B
ayrou, F

rançois, H
en

ri IV
, le R

oi libre 

（P
aris, F

lam
m
arion, 1999

） 〔
幸
田
礼
雅
訳
『
ア
ン
リ
四
世　

自
由
を
求
め
た
王
』（
新
評
論
、

二
〇
〇
〇
年
）〕

B
rogan, H

u
gh

, A
lexis d

e T
ocqu

eville, A
 L

ife 

（N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006

）

福
井
憲
彦
編
『
フ
ラ
ン
ス
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
松
沢
弘
陽
校
注
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
）

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史　

ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
よ
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
い
た
る
』
安
士
正
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六

年
）

軍
司
泰
史
『
シ
ラ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
『
パ
リ　

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
首
都
』
大
城
直
樹
／
遠
城
明
雄
訳
（
青
土
社
、
二
〇
〇
六
年
）

服
部
春
彦
／
谷
川
稔
編
著
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
史　

ブ
ル
ボ
ン
王
朝
か
ら
第
五
共
和
政
へ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）

ホ
ー
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
、
リ
チ
ャ
ー
ド
『
ア
メ
リ
カ
の
反
知
性
主
義
』
田
村
哲
夫
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

Jardin, A
ndré, A

lexis d
e T

ocqu
eville, 1805-1859 

（P
aris, H

achette, 1984

）〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳

（
晶
文
社
、
一
九
九
四
年
）〕

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制
批
判
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）

K
elly, G

eroge A
rm

strong, T
h

e H
u

m
an

 C
om

ed
y, C

on
stan

t, T
ocqu

eville, an
d

 F
ren

ch
 L

iberalism
 

（C
am

bridge, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 2006

）

菊
谷
和
宏
『「
社
会
」
の
誕
生　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
社
会
思
想
史
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
一
年
）

喜
安
朗
『
夢
と
反
乱
の
フ
ォ
ブ
ー
ル　

一
九
八
四
年
パ
リ
の
民
衆
運
動
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）

喜
安
朗
編
『
ド
ー
ミ
エ
風
刺
画
の
世
界
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）

四
三
二



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
四
九
）

木
崎
喜
代
治
『
マ
ル
ゼ
ル
ブ　

フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
の
一
貴
族
の
肖
像
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）

レ
ヴ
ィ
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
『
フ
ラ
ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
内
田
樹
訳
（
国
文
社
、
一
九
八
九
年
）

P
ierre M

anent, H
istoire in

tellectu
elle d

u
 liberalism

, D
ix leçon

s 

（P
aris, H

achette L
ittératures, 1987

）〔
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ナ
ン
『
自

由
主
義
の
政
治
思
想
』
高
橋
誠
／
藤
田
勝
次
郎
訳
（
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）〕

丸
山
真
男
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
上
・
中
・
下
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
）

松
本
礼
二
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究　

家
族
・
宗
教
・
国
家
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）

松
本
礼
二
／
三
浦
信
孝
／
宇
野
重
規
編
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
在
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）

マ
ク
グ
ラ
ス
、
Ａ
・
Ｅ
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
入
門
』
神
代
真
砂
実
訳
（
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）

三
浦
信
孝
編
『
自
由
論
の
討
議
空
間　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

宮
崎
揚
弘
『
フ
ラ
ン
ス
の
法
服
貴
族　

一
八
世
紀
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
社
会
史
』（
同
文
館
、
一
九
九
四
年
）

西
川
長
夫
『
フ
ラ
ン
ス
近
代
と
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）

大
貫
隆
他
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）

プ
ル
ー
ス
ト
、
マ
ル
セ
ル
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
全
一
三
巻
、
鈴
木
道
彦
訳
（
集
英
社
文
庫
、
二
〇
〇
六
│
二
〇
〇
七
年
）

R
osanvallon, P

ierre, L
e m

om
en

t G
u

izot 

（P
aris, É

ditions G
allim

ard, 1985

）

斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

S
w
edberg, R

ichard, T
ocqu

eville’s P
olitical E

con
om

y 

（P
rinceton, P

rinceton U
niversity P

ress, 2009

）

田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国　

社
会
的
連
帯
の
誕
生
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）

谷
川
稔
／
渡
辺
和
行
編
著
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史　

国
民
国
家
形
成
の
彼
方
に
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
、
パ
ウ
ル
『
生
き
る
勇
気
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

富
永
茂
樹
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

現
代
へ
の
ま
な
ざ
し
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）

V
illepin, D

om
inique de, L

es C
en

t-Jou
rs, ou

 l’esprit d
e sacrifi ce 

（P
aris, É

ditions P
errin, 2001

）

四
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
五
〇
）

W
atkins, S

halon B
., A

lexis d
e T

ocqu
eville an

d
 th

e S
econ

d
 R

epu
blic, 1848-1852, A

 S
tu

d
y in

 P
olitical P

ractice an
d

 P
rin

ciples 
（L

anham
, U

niversity P
ress of A

m
erica, 2003

）

ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
マ
ッ
ク
ス
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
脇
圭
平
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）

【
論
文
他
】

ブ
リ
ア
ン
、
イ
ザ
ベ
ル
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム　

厳
格
主
義
の
誘
惑
と
反
抗
の
心
性
の
あ
い
だ
で
」
コ
ル
バ
ン
、
ア
ラ
ン
編
『
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史　

現

代
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
』
浜
名
優
美
監
訳
、
藤
本
拓
也
／
渡
辺
優
訳
（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
三
七
二
│
三
七
六
頁

藤
原
孝
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
社
会
の
成
立
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
革
命
観
」（『
政
経
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
）
一
四
五
│
一
六
三
頁

長
谷
川
富
子
「『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
見
る
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン　

│
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
夫
人
の
モ
ー
ド
を
通
し
て
」『
ガ

リ
ア
』（
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
五
│
一
二
二
頁

R
osanvallon, P

ierre, “G
uizot,” in F

uret, F
rançois and O

zouf, M
ona eds., D

iction
n

aire critiqu
e d

e la R
évolu

tion
 fran

çaise 

（P
aris, 

F
lam

m
arion, 1988

）〔
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
「
ギ
ゾ
ー
」
フ
ュ
レ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
／
オ
ズ
ー
フ
、
モ
ナ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
辞
典
』
第
七

巻
（
歴
史
家
）、
河
野
健
二
／
阪
上
隆
／
富
永
茂
樹
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
、
一
三
│
二
三
頁
〕

杉
本
竜
也
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
革
命
・
自
由
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
五
│

二
三
六
頁

│　
「
孤
立
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル　

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
政
治
家
の
苦
闘
」（
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
二
〇
一
〇
│
二
〇
一
二
）
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
（
一
）『
現
代
日
本
に
お
け
る
政
治
家
の
研
究
』、
二
〇
一
二
年
）
四
│
二
四
頁

髙
山
裕
二
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義　

ア
メ
リ
カ
旅
行
の
自
然
観
」（『
政
治
思
想
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）
三
二
三
│
三
五
五
頁

田
中
嘉
彦
「
帝
国
議
会
の
貴
族
院　

大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
二
院
制
の
構
造
と
機
能
」（『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』N

o.718

、
二
〇
一
〇
年
）
四
七
│
七
三
頁

宇
野
重
規
「
代
表
制
の
政
治
思
想
史　

三
つ
の
危
機
を
中
心
に
」（『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
│
三
六
頁

│　
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン　

フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
過
去
と
現
在
」
三
浦
信
孝
編
『
自
由
論
の
討
議
空
間　

フ
ラ
ン

四
三
四



デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
革
命
の
な
か
で　

政
治
家
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
（
杉
本
）

（
九
五
一
）

ス
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

四
三
五





日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
五
三
）

日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化

│
自
由
民
主
党
内
の
親
台
湾
派
の
行
動
論
理
を
中
心
に

│
田　
　

才　
　

徳　
　

彦

は
じ
め
に

1
．
田
中
内
閣
の
成
立
と
日
中
問
題

⑴　

三
派
協
定

⑵　

田
中
角
栄
の
情
勢
分
析

2
．
親
台
湾
派
の
基
本
姿
勢
と
外
務
省

⑴　
「
蒋
介
石
恩
義
論
」

⑵　
「
蒋
介
石
恩
議
論
」
と
外
務
省
の
認
識

3
．
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
で
の
親
台
湾
派

四
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
五
四
）

⑴　

日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
の
発
足

⑵　

国
府
の
対
日
姿
勢

⑶　
「
竹
入
メ
モ
」
と
、
そ
の
後
の
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会

⑷　

戦
前
派
と
戦
後
派
の
親
台
湾
派
の
乖
離

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
（
以
後
、
中
国
、
中
共
と
も
称
す
）
と
の
国
交
正
常
化
か
ら
二
〇
一
四
年
で
四
二
年
と
な
る
が
、
台
湾
の
中
華

民
国
（
以
後
、
国
府
、
台
湾
と
も
称
す
）
と
の
断
交
も
四
二
年
を
過
ぎ
た
こ
と
に
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
日
本
は
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
同
時
に
ア
メ
リ
カ
と
の
安
全
保
障
条
約
を
締
結

し
、
対
米
協
調
を
戦
後
日
本
外
交
の
基
軸
と
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
戦
略
に
組
み
込
ま
れ
た
日
本
は
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
台

湾
の
中
華
民
国
と
日
華
平
和
条
約
を
調
印
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
二
年
九
月
二
九
日
の
日
中
共
同
声
明
が
調
印
さ
れ
る
ま
で
二
〇
年
間
、

日
本
は
中
華
民
国
を
中
国
を
代
表
す
る
正
統
政
権
と
し
て
承
認
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
中
問
題
は
、
こ
う
し
た
国
際
環
境
の
下
か
ら
起
因
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
中
問
題
は
、「
日
台
問
題
」
で
も
あ
り
、「
日
日
問
題
」

と
も
言
わ
れ
る
。
歴
代
の
自
民
党
政
権
は
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
樹
立
す
る
た
め
に
は
、「
日
台
問
題
」
と
「
日
日
問
題
」
の
取
り

組
み
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
日
台
問
題
」
と
は
、
大
平
正
芳
が
「
日
中
関
係
と
い
う
け
れ
ど
も
実
際
は
日
台
関
係
だ
よ
」
と
述

べ
て
い
た
よ
う
に
（
1
）

、
日
中
国
交
正
常
化
の
際
に
、
国
府
か
ら
報
復
的
措
置
も
な
く
、
国
内
で
の
親
台
湾
派
の
反
対
を
押
さ
え
つ
つ
も
田
中

四
三
八



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
五
五
）

訪
中
が
実
現
で
き
、
か
つ
、
国
府
と
の
外
交
関
係
の
断
絶
を
日
本
側
か
ら
宣
言
せ
ず
、
国
府
側
か
ら
断
交
宣
言
が
な
さ
れ
、
実
務
関
係
が

維
持
さ
れ
る
よ
う
国
府
と
の
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
、「
日
日
問
題
」
と
は
、
田
中
角
栄
が
日
中
問
題
に
対
す
る
考
え
方
と
し
て
「
日
本
に
お
け
る
日
中
問
題
は
、
外
交
問
題
で
あ
る

と
い
う
よ
り
国
内
問
題
だ
。
明
治
百
年
の
歴
史
を
見
る
と
、
い
か
な
る
内
閣
に
お
い
て
も
、
最
大
の
難
問
だ
っ
た
。（
略
）
日
中
問
題
が

お
さ
ま
る
と
、
国
内
の
ゴ
タ
ゴ
タ
は
、
三
分
の
二
は
な
く
な
る
。」
と
の
発
言
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
（
2
）

、
歴
代
の
自
民
党
政
権
の
対
中

政
策
は
、
戦
略
的
判
断
よ
り
も
、
国
内
政
治
│
党
内
の
力
関
係
│
に
、
そ
の
多
く
が
規
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
ね
て

か
ら
岸
政
権
の
対
中
政
策
に
危
惧
の
念
を
も
っ
て
い
た
石
橋
湛
山
前
首
相
や
松
村
謙
三
ら
が
、
一
九
五
九
年
に
あ
い
つ
い
で
訪
中
し
周
恩

来
首
相
と
会
談
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
結
集
し
た
、
中
国
と
の
関
係
を
重
視
す
る
議
員
（
以
後
、
親
中
国
派
と
称
す
）
と
、
国
府
と

の
関
係
を
重
視
す
る
議
員
（
以
後
、
親
台
湾
派
、
親
台
派
と
も
称
す
）
と
の
対
立
、
抗
争
が
政
権
抗
争
に
結
び
つ
く
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
3
）

。

例
え
ば
池
田
政
権
期
で
は
、
そ
の
対
中
政
策
が
「
政
経
分
離
」
の
原
則
の
下
で
経
済
交
流
を
通
じ
て
中
国
と
の
関
係
の
調
整
を
進
め
よ

う
と
す
る
政
府
に
親
中
国
派
は
接
近
し
、
緊
密
に
提
携
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
国
府
と
の
間
の
緊
張
が
高
ま
る
こ
と
で
、
親
台

湾
派
と
反
池
田
勢
力
が
結
び
つ
き
、
倒
閣
運
動
も
視
野
に
い
れ
た
動
き
が
あ
っ
た
。
佐
藤
政
権
期
で
は
、『
佐
藤
榮
作
日
記
』
か
ら
う
か

が
え
ら
れ
る
よ
う
に
佐
藤
の
国
府
と
の
人
脈
の
厚
さ
と
親
台
湾
派
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
日
中
国
交
正
常
化
を
含
め
た
日
中
関
係
の
改
善

に
消
極
的
で
あ
っ
た
（
4
）

。
し
た
が
っ
て
、
親
中
国
派
の
活
動
は
停
滞
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
5
）

。

し
か
し
、
親
台
湾
派
の
党
内
で
の
優
位
を
占
め
る
構
図
は
、
す
く
な
く
と
も
、
一
九
七
一
年
七
月
一
五
日
の
米
中
接
近
声
明
、
い
わ
ゆ

る
「
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
が
転
機
と
な
り
、
ま
た
、
一
〇
月
二
五
日
の
国
連
に
お
け
る
中
国
代
表
権
が
国
府
か
ら
中
国
に
移
っ
た
こ

四
三
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
五
六
）

と
に
よ
り
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
（
6
）

。

日
中
問
題
が
、
よ
う
や
く
党
内
に
お
け
る
政
権
抗
争
と
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
民
世
論
の
動
向
を
背

景
に
親
台
湾
派
に
も
日
中
関
係
の
改
善
な
し
に
内
外
の
諸
情
勢
に
対
応
で
き
な
い
と
す
る
危
機
意
識
が
生
み
出
さ
れ
た
。
日
中
問
題
が

「
日
日
問
題
」
と
し
て
顕
在
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
佐
藤
政
権
後
の
自
民
党
総
裁
選
で
あ
っ
た
。
党
内
は
も
と
よ
り
佐
藤
政
権
後

の
次
期
政
権
を
誰
が
担
当
し
よ
う
と
も
遅
か
れ
早
か
れ
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
策
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国

と
の
国
交
正
常
化
と
な
れ
ば
、
党
内
の
親
台
湾
派
の
勢
力
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
主
張
は
、
日
中
国
交
正
常

化
に
は
賛
成
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
台
湾
と
の
外
交
関
係
の
維
持
を
貫
く
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
政
府
は
、
い
か
に
し
て
親
台

湾
派
と
の
党
内
合
意
を
形
成
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
本
稿
で
は
、
日
中
問
題
を
国
内
問
題
の
視
点
か
ら
と
ら
え
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
の
過
程
で
の
、
い
わ
ば
影
の
部
分
で
あ

る
日
華
断
交
に
お
け
る
親
台
湾
派
の
言
動
に
着
目
し
、
そ
の
背
景
や
経
緯
を
確
認
、
整
理
し
、
冷
戦
期
で
の
親
台
湾
派
の
意
味
付
け
の
一

助
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
田
中
角
栄
が
日
中
問
題
を
国
内
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
佐
藤
政
権
後
の
総
裁
候
補
と
し

て
、
日
中
問
題
を
総
裁
選
挙
の
派
閥
間
の
駆
け
引
き
の
材
料
と
し
た
政
治
過
程
、
及
び
総
裁
選
挙
で
の
親
台
湾
派
の
動
向
を
分
析
し
、
ま

た
、
首
相
就
任
後
の
田
中
の
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章
で
は
、
党
内
の
反
対
勢
力
で
あ
る
親
台

湾
派
の
基
本
姿
勢
を
、
外
務
省
の
官
僚
が
そ
れ
を
「
共
通
の
価
値
観
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
一
例
を
取
り
上
げ
た
。
第
三

章
に
お
い
て
は
、
国
交
正
常
化
の
過
程
で
党
内
で
は
、
親
台
湾
派
と
の
合
意
を
形
成
す
る
た
め
に
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
が
開
か
れ
た
。

そ
こ
で
の
親
台
湾
派
の
言
動
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
決
定
さ
れ
た
党
議
が
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

四
四
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日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
五
七
）

（
1
） 

中
江
要
介
『
ら
し
く
な
い
大
使
の
お
話
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
、
五
三
頁
を
参
照
。

（
2
） 

柳
田
邦
男
『
日
本
は
燃
え
て
い
る
か
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
二
六
〇
頁
。
古
川
万
太
郎
『
日
中
戦
後
関
係
史
』
原
書
房
、
一
九
八
八
年

（
初
版
は
一
九
八
一
年
）、
三
六
〇
│
三
八
二
頁
、
田
中
明
彦
『
日
中
関
係
│
一
九
四
五
│
一
九
九
〇
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
七
五
│

七
六
頁
も
参
照
。
な
お
、
日
中
問
題
を
国
内
問
題
と
す
る
と
き
広
義
で
は
与
党
と
野
党
、
と
り
わ
け
社
会
党
と
の
対
立
。
狭
義
で
は
、
本
稿
が
対
象

と
す
る
自
民
党
内
の
派
閥
抗
争
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
3
） 

親
台
湾
派
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
自
由
民
主
党
に
み
る
「
親
中
国
派
」
と
「
親
台
湾
派
」
の
相
克
│
冷
戦
下
に
お
け
る
対
立
要
因

と
諸
相
│
」『
横
浜
商
大
論
集
』（
横
浜
商
科
大
学
）
第
三
九
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
四
七
│
八
七
頁
、
朴
敏
圭
「
自
民
党
ア
ジ
ア
外
交
の
分
析　

一
九
五
五
│
一
九
七
二
│
主
要
行
為
者
を
中
心
と
し
て
│
」『
法
学
政
治
学
論
究
』（
慶
応
義
塾
大
学
）
第
五
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
、
徐
年
生
「
戦
後

の
日
台
関
係
に
お
け
る
日
華
議
員
懇
談
会
の
役
割
に
関
す
る
研
究
」『
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
北
海
道
大
学
）

№
10
、
二
〇
〇
四
年
、
若
宮
啓
文
『
和
解
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム　

新
版
・
戦
後
保
守
の
ア
ジ
ア
観
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
4
） 

『
佐
藤
榮
作
日
記
』
四
、
五
、
六
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
。
こ
の
日
記
の
全
体
か
ら
伝
わ
る
の
は
、
国
府
に
対
す
る
信
義
、｢

蒋
介
石

恩
義
論｣

、
ま
た
、
総
統
府
秘
書
長
張
羣
と
の
交
流
で
あ
り
、
そ
の
関
係
の
深
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
） 

親
中
国
派
の
田
川
誠
一
は
、
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
池
田
内
閣
時
代
、
両
国
に
通
商
代
表
部
が
お
か
れ
る
よ
う
な
情
勢

の
時
は
、
中
国
へ
の
接
触
、
訪
中
へ
の
同
行
、
講
演
な
ど
の
依
頼
で
、
議
員
会
館
に
あ
る
松
村
氏
の
部
屋
は
、
来
客
で
常
に
ゴ
ッ
タ
返
し
て
い
た
が
、

﹇
昭
和
﹈
四
〇
年
以
後
は
い
つ
の
ま
に
か
、
ひ
っ
そ
り
静
ま
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
自
民
党
の
代
議
士
な
ど
は
、
総
選
挙
の
公
認
問

題
や
応
援
演
説
で
、
さ
ん
ざ
ん
松
村
さ
ん
に
厄
介
に
な
っ
て
い
た
の
に
、
い
つ
し
か
台
湾
ロ
ビ
ー
に
転
向
し
て
し
ま
っ
た
し
、
あ
る
人
は
、
松
村
氏

の
推
薦
で
、
中
国
へ
二
回
も
行
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
情
勢
が
わ
る
く
な
る
と
、
そ
れ
に
つ
れ
て
公
然
と
中
国
批
判
グ
ル
ー
プ
に
身
を
投

じ
る
よ
う
に
な
っ
た｣

（
田
川
誠
一
『
松
村
謙
三
と
中
国
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
、
一
二
四
頁
）。
親
中
国
派
に
つ
い
て
は
、
鹿
雪
瑩
『
古
井

善
美
と
中
国
│
日
中
国
交
正
常
化
へ
の
道
│
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
6
） 

当
時
、
政
治
問
題
担
当
の
外
務
審
議
官
で
あ
っ
た
東
郷
文
彦
は
、「
国
連
に
お
け
る
中
国
代
表
権
問
題
の
決
着
が
境
目
と
な
っ
て
そ
の
後
、
日

本
は
確
実
に
対
中
国
交
正
常
化
へ
と
動
い
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
東
郷
文
彦
『
日
米
外
交
三
十
年
│
安
保
、
沖
縄
と
そ
の
後
』
世
界
の
動
き

四
四
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〇
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月
）

（
九
五
八
）

社
、
一
九
八
二
年
、
七
八
頁
）。

な
お
、
日
本
の
対
中
政
策
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
際
的
要
因
を
重
視
す
る
研
究
と
し
て
、
緒
方
貞
子
著
（
漆
谷
芳
秀
訳
）『
戦
後
日
中
・

米
中
関
係
』
東
大
出
版
会
、
一
九
九
二
年
（
英
文
初
版
は
一
九
八
八
年
）、
六
九
│
七
〇
頁
、
九
三
頁
を
参
照
。
ま
た
、「「
国
際
環
境
の
変
化
」
と

「
国
内
で
の
正
常
化
機
運
の
高
ま
り
」
だ
け
で
国
交
樹
立
へ
と
向
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い｣

と
い
う
議
論
も
あ
る
（
別
枝
行
夫
「
日
中
国
交
正
常
化

の
政
治
過
程
│
政
策
決
定
者
と
そ
の
行
動
の
背
景
」『
国
際
政
治
』
第
六
六
号
、
一
九
八
〇
年
、
一
頁
）。

1
．
田
中
内
閣
の
成
立
と
日
中
問
題

⑴　

三
派
協
定

佐
藤
政
権
末
期
で
の
日
中
問
題
に
関
す
る
自
民
党
内
の
派
閥
の
動
向
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
各
派
閥
の
領
袖
の
動
向
を
知
る

た
め
の
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
は
、
派
閥
の
領
袖
の
政
策
提
言
で
あ
る
。
派
閥
の
領
袖
は
、
自
派
内
の
意
見
を
あ
る
程
度
、
見
極
め
た
上

で
、
自
ら
の
意
見
を
公
に
表
明
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
も
派
閥
の
メ
ン
バ
ー
が
、
す
べ
て
派
閥
の
領
袖
の
政
策
提
言
に
同
意
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
派
閥
の
メ
ン
バ
ー
が
、
自
己
の
派
閥
の
領
袖
と
全
く
反
対
の
政
策
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
派
閥
内
に
お
け
る

自
己
の
立
場
を
悪
く
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
派
閥
の
領
袖
の
提
言
は
各
派
の
態
度
の
表
明
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
1
）

。

反
主
流
派
で
あ
る
三
木
武
夫
、
中
曽
根
康
弘
、
大
平
正
芳
ら
は
、
日
中
問
題
に
前
向
き
な
発
言
が
目
立
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
三
木
武

夫
は
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
最
も
積
極
的
な
発
言
を
し
て
い
た
。
従
来
か
ら
三
木
は
、
中
国
寄
り
の
発
言
が
多
か
っ
た
が
、

一
九
七
〇
年
一
月
に
「
中
華
人
民
共
和
国
を
中
国
の
正
統
政
府
と
認
め
て
交
渉
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
（
2
）

。

七
一
年
七
月
一
五
日
の
米
中
接
近
声
明
後
の
一
九
日
に
は
、
三
木
は
台
湾
と
の
関
係
に
ま
で
言
及
し
「
台
湾
と
の
関
係
維
持
よ
り
も
北
京

四
四
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日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
五
九
）

政
府
と
の
正
常
化
の
方
が
よ
り
大
き
な
国
益
に
そ
う
も
の
だ
。」
と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
3
）

。

中
曽
根
康
弘
は
、
松
村
謙
三
、
古
井
善
美
ら
の
親
中
国
派
と
の
関
係
が
あ
っ
た
が
、
日
中
問
題
に
は
深
く
関
与
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。

一
九
七
一
年
一
一
月
二
五
日
に
な
っ
て
、「
中
華
人
民
共
和
国
が
中
国
を
代
表
す
る
唯
一
の
正
統
政
府
で
あ
る
と
の
認
識
に
た
ち
、
政
府

間
交
渉
に
よ
っ
て
、
中
国
と
正
式
の
そ
し
て
全
面
的
な
平
和
条
約
を
締
結
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
（
4
）

。

ま
た
、
同
じ
反
主
流
派
の
大
平
正
芳
は
戦
時
中
、
財
務
官
僚
と
し
て
中
国
赴
任
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。
大
平
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
も
あ

り
、
中
国
に
対
し
て
三
木
、
中
曽
根
と
は
異
な
り
贖
罪
意
識
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
5
）

。
と
は
い
え
政
治
家
と
し
て
、
日
中

問
題
に
は
中
曽
根
と
同
じ
よ
う
に
深
く
は
関
与
し
て
こ
な
か
っ
た
。
第
二
次
池
田
内
閣
の
外
務
大
臣
と
し
て
日
本
と
国
府
と
の
諸
問
題
の

収
拾
に
あ
た
り
、
一
九
六
四
年
七
月
に
は
、
現
職
外
相
と
し
て
戦
後
初
め
て
訪
台
し
蒋
介
石
と
会
談
を
し
た
。
一
九
七
一
年
九
月
一
日
の

宏
地
会
議
員
研
修
会
で
大
平
は
、「
日
本
政
府
は
中
国
で
代
表
す
る
政
府
は
、
北
京
政
府
で
あ
る
と
の
原
則
を
踏
ま
え
て
、
な
る
べ
く
す

み
や
か
に
政
府
間
の
接
触
を
開
始
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
台
湾
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
言
及
せ

ず
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
6
）

。

一
方
、
国
府
と
の
親
密
な
関
係
に
あ
る
岸
信
介
元
首
相
の
主
宰
し
た
岸
派
の
後
継
者
で
福
田
派
の
領
袖
で
あ
る
福
田
赳
夫
は
、
佐
藤
政

権
の
下
で
、
蔵
相
か
ら
自
民
党
幹
事
長
、
再
び
蔵
相
そ
し
て
外
相
。
佐
藤
政
権
七
年
八
ヵ
月
の
間
、
要
職
を
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

福
田
は
外
相
と
し
て
中
国
の
国
連
加
盟
に
反
対
し
た
経
緯
か
ら
も
、
親
台
湾
派
の
一
人
で
あ
っ
た
。
福
田
の
自
伝
『
回
顧
九
十
年
』
で
は
、

国
交
正
常
化
の
時
期
に
つ
い
て
、「
日
本
の
対
中
外
交
が
常
に
後
手
後
手
に
回
っ
た
印
象
を
世
間
に
与
え
た
の
は
、
党
内
の
議
論
が
ま
と

ま
り
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
台
湾
の
蒋
介
石
総
統
へ
の
配
慮
か
ら
だ
っ
た
」
と
し
、「
総
統
が
率
い
る
台
湾
が
国
際
社
会
で
非
常
に
苦

し
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
時
、
恩
義
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
対
応
す
る
の
は
当
然
だ
と
私
は
考
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
7
）

。
四
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こ
の
蒋
介
石
に
対
す
る
「
恩
義
」
に
つ
い
て
は
二
章
で
論
じ
る
が
、
福
田
と
し
て
は
政
権
構
想
の
中
の
外
交
に
つ
い
て
は
、「
国
際
協

調
の
見
地
か
ら
対
外
経
済
協
力
を
重
視
す
る
。
日
米
安
保
条
約
を
基
軸
と
す
る
日
米
と
の
友
好
関
係
を
堅
持
し
つ
つ
、
日
中
国
交
正
常
化

と
日
中
平
和
条
約
の
締
結
に
取
り
組
む
」
と
い
っ
た
極
め
て
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
慎
重
な
姿
勢
で
あ
っ
た
（
8
）

。
し
た
が
っ
て
、
佐
藤
内

閣
の
外
交
政
策
の
枠
を
超
え
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
福
田
派
は
、
岸
派
以
来
の
約
八
〇
名
の
親
台
湾
派
を
抱
え
党
内
に
お
け
る
無
視
で
き

な
い
勢
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

総
裁
派
閥
で
あ
る
佐
藤
派
に
所
属
し
て
い
た
田
中
角
栄
は
、「
台
湾
と
の
関
わ
り
が
弱
か
っ
た
」
と
同
時
に
、
日
中
関
係
に
強
い
関
心

を
示
し
て
い
た
と
い
う
資
料
や
発
言
は
な
い
（
9
）

。
田
中
に
国
際
情
勢
や
日
中
問
題
に
関
す
る
知
識
を
レ
ク
チ
ャ
ー
し
た
の
は
、
外
務
省
ア
ジ

ア
局
中
国
課
長
橋
本
恕
で
あ
っ
た
。
田
中
の
秘
書
早
坂
茂
三
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
は
、
田
中
が
佐
藤
政
権
の
幹
事
長
か
ら
通
商
産
業
省

に
転
じ
た
一
九
七
一
年
七
月
五
日
で
あ
っ
た
（
10
）

。
こ
れ
は
七
月
一
五
日
の
米
中
接
近
声
明
以
前
か
ら
、
田
中
が
日
中
問
題
に
取
り
込
む
姿
勢

を
示
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ら
れ
る
。

一
九
七
二
年
五
月
九
日
、
田
中
は
八
二
人
の
国
会
議
員
と
と
も
に
佐
藤
派
を
離
脱
し
て
、
田
中
派
を
旗
揚
げ
し
た
。
早
く
か
ら
国
交
正

常
化
に
積
極
的
な
発
言
を
し
て
い
た
三
木
と
は
異
な
り
、
田
中
は
私
的
な
会
合
で
は
、
政
治
家
と
し
て
国
交
正
常
化
は
必
ず
実
現
す
る
と

い
う
立
場
を
示
し
な
が
ら
も
公
の
席
で
は
、
き
た
る
べ
き
総
裁
選
挙
で
親
台
湾
派
な
ど
の
議
員
か
ら
も
支
持
を
得
た
い
と
い
う
理
由
か
ら

か
発
言
を
差
し
控
え
る
節
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
平
正
芳
の
元
秘
書
で
元
運
輸
大
臣
森
田
一
の
回
想
に
よ
る
と
一
九
七
二
年
春
頃
に
は
、
田
中
の
イ
ニ
シ
ュ
ア
テ
ィ
ブ
で
、

三
木
、
大
平
と
の
極
秘
に
よ
る
三
者
会
談
が
開
か
れ
て
い
た
。
田
中
は
国
交
正
常
化
に
熱
心
な
三
木
を
抱
き
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

森
田
は
、
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
（
11
）

。

四
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も
の
の
本
に
は
、
一
九
七
二
年
七
月
の
話
し
か
書
い
て
い
な
い
の
で
す
よ
。
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
み
た
の
だ
け
ど
、
私
の
記

憶
に
あ
る
秘
密
会
談
を
匂
わ
せ
て
い
る
本
は
な
い
で
す
ね
。
だ
け
ど
私
の
記
憶
で
は
秘
密
会
談
を
や
っ
た
。
世
の
中
に
一
切
出
な
い

よ
う
に
し
な
が
ら
、
当
然
、
三
木
を
引
っ
張
り
込
む
の
は
日
中
問
題
だ
と
い
う
意
識
は
田
中
さ
ん
は
前
か
ら
持
っ
て
い
た
は
ず
な
の

で
、
七
月
だ
と
遅
す
ぎ
る
の
で
す
よ
ね
。

さ
て
、
六
月
一
七
日
に
佐
藤
首
相
が
自
民
党
両
院
議
員
総
会
で
退
任
を
表
明
し
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
三
大
紙
を
中
心
に
マ
ス
コ
ミ
界

も
社
説
等
を
通
じ
て
日
中
国
交
正
常
化
の
促
進
を
主
張
し
た
（
12
）

。
こ
う
し
た
国
民
世
論
の
動
向
は
、
日
中
国
交
正
常
化
が
次
期
政
権
に
期
待

さ
れ
る
最
大
の
外
交
問
題
と
な
り
、
日
中
問
題
が
「
日
日
問
題
」
と
し
て
顕
在
化
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

自
民
党
総
裁
選
挙
は
、
田
中
、
三
木
、
福
田
、
大
平
、
中
曽
根
の
各
氏
が
立
候
補
の
意
を
明
ら
か
に
し
た
。
佐
藤
は
、
田
中
と
福
田
と

の
話
し
合
い
で
、
次
期
総
裁
を
決
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
角
福
調
整
」
を
試
み
た
が
、
田
中
の
出
馬
の
意
志
は
最
後
ま
で
変
え
な
か
っ
た
。

佐
藤
が
退
陣
表
明
を
し
た
翌
々
日
に
中
曽
根
は
所
属
す
る
若
手
議
員
の
多
く
が
田
中
支
持
に
傾
い
て
お
り
、
こ
の
た
め
立
候
補
を
取
り

や
め
田
中
支
持
を
表
明
し
た
。
佐
藤
の
後
継
者
と
し
て
本
命
視
さ
れ
て
い
た
福
田
は
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

七
月
二
日
、
田
中
、
三
木
、
大
平
が
再
び
三
者
会
談
を
し
て
「
政
策
協
定
」
が
合
意
し
た
。
日
中
問
題
に
つ
い
て
は
、「
日
中
国
交
正

常
化
は
、
い
ま
や
国
論
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
政
府
間
交
渉
を
通
じ
て
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
に
平
和
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目

途
に
交
渉
を
行
う
」
と
さ
れ
た
（
13
）

。
森
田
の
回
想
に
よ
る
と
、
こ
の
三
者
会
談
の
頃
に
総
裁
選
挙
の
結
果
し
だ
い
で
「
内
政
は
田
中
、
外
交

は
大
平
と
い
う
の
は
、
二
人
の
間
で
既
定
の
事
実
に
な
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
14
）

。

七
月
五
日
の
総
裁
選
挙
で
は
、
第
一
回
投
票
の
結
果
、
田
中
一
五
六
票
、
福
田
一
五
〇
票
、
大
平
一
〇
一
票
、
三
木
六
九
票
と
な
り
、

投
票
の
過
半
数
を
得
た
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
上
位
三
者
の
決
選
投
票
と
な
っ
た
。
決
選
投
票
で
は
、
大
平
票
、
三
木
票
が
田
中
に
流

四
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れ
田
中
二
八
二
票
、
福
田
一
九
〇
票
で
田
中
が
総
裁
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
日
の
国
会
の
首
班
に
指
名
さ
れ
、
こ
こ
に
第
一
次
田
中

内
閣
が
成
立
し
た
。
田
中
の
首
相
就
任
に
際
し
、
蒋
経
国
行
政
院
長
か
ら
祝
電
が
届
け
ら
れ
、
日
本
政
府
は
、
七
月
一
一
日
に
蒋
院
長
に

返
電
し
た
。

と
り
わ
け
、
こ
の
総
裁
選
挙
で
は
党
内
の
若
手
の
議
員
の
田
中
支
持
が
目
立
っ
た
。
親
台
湾
派
の
若
手
の
議
員
は
本
来
な
ら
ば
福
田
支

持
で
あ
ろ
う
が
、
佐
藤
派
で
は
、
当
選
四
回
以
上
の
若
手
の
ほ
と
ん
ど
が
田
中
支
持
に
回
っ
た
。
若
手
の
議
員
は
、
長
期
に
わ
た
る
佐
藤

政
権
が
も
た
ら
し
た
硬
直
し
た
官
僚
政
治
に
批
判
的
で
あ
り
、
党
の
再
生
を
期
す
る
た
め
に
は
、
福
田
よ
り
も
田
中
を
支
持
し
た
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
六
九
年
一
二
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
第
三
二
回
総
選
挙
で
当
選
し
た
衆
議
院
議
員
の
任
期
が
一
二
月
二
六
日
で
満

了
す
る
た
め
、
任
期
半
ば
を
過
ぎ
た
一
一
月
頃
に
は
、
年
内
解
散
が
予
想
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
（
15
）

。
若
手
の
議
員
に
と
っ
て
「
選
挙
に
有
利
な

党
首
」
と
し
て
田
中
待
望
論
が
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

福
田
を
支
持
し
た
の
は
長
老
議
員
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
親
台
湾
派
の
椎
名
悦
三
郎
を
除
け
ば
（
16
）

、
親
台
湾
派
の
船
田
中
、
親
台
湾
派
の
石

井
光
次
郎
、
ま
た
、
水
田
三
喜
男
ら
中
間
派
閥
の
リ
ー
ダ
は
、
そ
の
政
治
的
距
離
か
ら
も
福
田
に
傾
い
て
い
た
。
し
か
し
、
派
内
の
若
手

が
田
中
陣
営
に
切
り
崩
さ
れ
統
制
が
利
か
ず
、
最
後
は
勝
ち
馬
に
乗
ろ
う
と
い
う
心
理
が
働
い
て
、
石
井
を
除
く
全
員
が
田
中
を
支
持
し

た
（
17
）

の
で
あ
っ
た
。

⑵　

田
中
角
栄
の
情
勢
分
析

総
裁
選
挙
を
め
ぐ
る
派
閥
間
の
駆
け
引
き
の
手
段
と
し
て
日
中
問
題
が
使
わ
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
そ
れ
は
、
田
中
内
閣
成
立
後
の
対

中
国
政
策
に
関
す
る
自
民
党
内
の
政
策
決
定
過
程
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
相
に
は
大
平
正
芳
が
就
任
し
た
。
国
交
正
常
化
に

最
も
積
極
的
で
あ
っ
た
三
木
は
、
政
策
決
定
の
中
心
か
ら
は
ず
さ
れ
副
総
理
格
の
無
任
省
大
臣
と
し
て
入
閣
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
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は
三
木
が
外
相
に
就
任
す
れ
ば
、
国
交
正
常
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
ま
り
、
親
台
湾
派
や
米
国
政
府
の
反
発
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
（
18
）

。
田
中
も
大
平
も
田
中
内
閣
成
立
後
は
、
こ
の
政
策
協
定
に
言
及
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
三
派
協
定
は
、
三
木
に
と
っ
て

は
、「
三
木
、
田
中
、
大
平
の
個
人
を
道
義
的
に
拘
束
す
る
」
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
19
）

。
た
だ
し
、
総
理
に
就
任
し
た
田
中

が
政
権
担
当
後
に
国
交
正
常
化
に
努
力
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
な
っ
た
だ
ろ
う
。

田
中
は
、
初
閣
議
後
の
談
話
で
「
中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
正
常
化
を
急
ぎ
、
激
動
す
る
世
界
情
勢
に
あ
っ
て
、
平
和
外
交
を
推
進

し
て
い
く
」
と
述
べ
、
そ
の
決
意
を
表
明
し
た
（
20
）

。
し
か
し
、
こ
の
首
相
談
話
と
は
裏
腹
に
、
国
交
正
常
化
に
対
す
る
態
度
を
後
退
さ
せ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
田
中
は
、
国
交
正
常
化
の
方
針
と
か
基
本
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
党
内
に
相
当
違
っ
た
意
見
が
あ
り
、
こ
れ
を
議
論

し
て
い
た
ら
到
底
ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
（
21
）

。
親
中
国
派
の
一
人
で
あ
る
古
井
善
美
衆
議
院
議
員
は
、
次
の
よ
う
に
回

想
し
て
い
る
（
22
）

。

こ
の
頃
ま
だ
田
中
首
相
は
、
い
さ
さ
か
屁
っ
ぴ
り
腰
で
、
あ
ま
り
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
正
常
化
を
や

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
い
う
認
識
は
十
分
持
っ
て
い
た
と
思
う
。

中
曽
根
元
首
相
も
「﹇
田
中
に
﹈
七
月
に
総
理
総
裁
に
な
っ
た
と
き
、
な
か
な
か
や
ら
な
か
っ
た
よ
、
初
め
は
、
そ
れ
で
七
、
八
月
ご

ろ
、「
早
く
や
れ
、
早
く
や
れ
」
と
﹇
田
中
に
﹈
言
っ
て
ね
。」
と
（
23
）

、
古
井
と
同
様
な
認
識
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
大
平
は
、
大
臣

就
任
の
記
者
会
見
で｢

国
交
正
常
化
の
た
め
に
首
相
、
ま
た
は
、
外
相
の
訪
中
が
あ
る
段
階
で
必
要
だ
と
思
う｣

と
語
り
、
さ
ら
に
台
湾

問
題
に
つ
い
て
、「
日
中
国
交
正
常
化
の
交
渉
を
進
め
て
い
き
、
そ
れ
が
完
結
す
る
状
態
に
な
っ
た
時
は
、
日
台
条
約
が
存
在
す
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
（
24
）

、
極
め
て
注
目
す
べ
き
大
胆
な
発
言
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
親
台
湾
派
ら
は
、「
慎
重
な
大
平
君
が
つ

い
て
い
る
の
で
、
田
中
首
相
が
突
っ
走
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
う
急
に
事
態
が
変
化
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
大
平
外
相
に
期
待

四
四
七
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を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
25
）

。
し
か
し
そ
の
後
、
田
中
よ
り
も
大
平
は
、
積
極
的
に
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
推
進
し
て
ゆ
く
姿
勢
を
示

し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
と
り
わ
け
田
中
と
大
平
が
国
交
正
常
化
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
の
一
つ
は
、
党
内
の
親
台
湾
派
の
存
在
で

あ
り
、
彼
ら
と
い
か
に
意
見
を
調
整
し
合
意
を
形
成
す
る
か
で
あ
っ
た
。

（
1
） 

武
見
敬
三
「
自
由
民
主
党
と
日
中
国
交
正
常
化
│
複
合
的
政
策
決
定
に
お
け
る
妥
協
の
構
造
」『
法
学
研
究
』（
慶
応
義
塾
大
学
）、
一
九
八
一

年
、
三
二
│
四
〇
頁
を
参
照
。

（
2
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
七
月
一
〇
日
。

（
3
） 

同
上
。

（
4
） 

同
上
、
一
九
七
一
年
一
一
月
二
六
日
。
中
曽
根
の
対
中
認
識
に
つ
い
て
は
、
田
川
誠
一
『
日
中
交
渉
秘
録
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
、

三
四
五
頁
を
参
照
。

（
5
） 

福
永
文
夫
『
大
平
正
芳
│｢

戦
後
保
守｣
と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
中
央
公
論
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
七
頁
。
中
野
士
郎
『
田
中
政
権
・

八
八
六
日
』
行
政
問
題
研
究
所
、
昭
和
五
七
年
、
八
三
頁
も
参
照
。

（
6
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
九
月
二
日
。

（
7
） 

福
田
赳
夫
『
回
顧
九
十
年
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
七
七
頁
。

（
8
） 

田
村
重
信
他
著
『
日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
』
南
窓
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
四
頁
を
参
照
。

（
9
） 

井
上
正
也
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
四
九
一
頁
を
参
照
。

（
10
） 

早
坂
茂
三
『
早
坂
茂
三
の
「
田
中
角
栄
」
回
想
録
』
小
学
館
、
一
九
八
七
年
、
二
一
六
│
二
一
八
頁
を
参
照
。

（
11
） 

森
田
一
著
、
服
部
龍
一
他
編
『
心
の
一
燈
│
回
想
の
大
平
正
芳　

そ
の
人
と
外
交
』
第
一
法
規
、
二
〇
一
〇
年
、
一
〇
〇
頁
。

（
12
） 

三
好
修
、
衛
藤
瀋
吉
『
中
国
報
道
の
偏
光
に
衝
く
』
日
新
報
道
出
版
部
、
一
九
七
二
年
、
七
二
│
七
六
頁
を
参
照
。 四

四
八



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
六
五
）

（
13
） 

前
掲
『
日
中
戦
後
関
係
史
』
三
六
七
頁
。

（
14
） 

前
掲
『
心
の
一
燈
│
回
想
の
大
平
正
芳　

そ
の
人
と
外
交
』
一
〇
一
頁
。

（
15
） 
総
選
挙
の
解
散
権
は
、
総
理
大
臣
が
握
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
国
会
の
会
期
と
運
営
も
そ
の
決
定
に
大
き
く
影
響
す
る
。
こ
こ
で
の
時
期
と
し

て
、
①
一
九
七
二
年
一
二
月
に
始
ま
る
通
常
国
会
の
前
の
臨
時
国
会
、
②
通
常
国
会
の
始
期
、
③
通
常
国
会
の
終
期
、
④
そ
の
後
の
臨
時
国
会
、
の

四
つ
が
予
測
さ
れ
た
（
仙
正
夫
編
『
国
民
の
選
択
│
一
九
七
二
年
総
選
挙
の
分
析
』
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
九
頁
）。

（
16
） 

後
に
自
民
党
副
総
裁
と
な
り
、
田
中
首
相
の
親
書
を
携
え
て
特
使
と
し
て
訪
台
す
る
こ
と
に
な
る
椎
名
悦
三
郎
は
、
田
中
が
敬
慕
し
て
い
た
故

川
島
正
二
郎
自
民
党
副
総
裁
と
と
も
に
岸
派
に
属
し
て
い
た
が
、
川
島
は
、
岸
が
福
田
に
派
閥
を
譲
っ
た
の
を
嫌
っ
て
川
島
派
を
た
ち
あ
げ
た
。
椎

名
は
、
川
島
と
行
動
を
共
に
し
た
。
総
裁
選
挙
で
は
、
椎
名
は
田
中
を
支
持
し
た
経
緯
が
あ
る
。

（
17
） 

富
森
叡
児
『
戦
後
保
守
党
史
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
二
年
、
一
六
九
頁
を
参
照
。

（
18
） 

前
掲
『
戦
後
日
中
・
米
中
関
係
』
八
〇
頁
。

（
19
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
七
月
一
一
日
。

（
20
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
七
月
八
日
。『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
七
月
八
日
。

（
21
） 

前
掲
『
日
中
交
渉
秘
録
』
三
三
七
頁
。

（
22
） 

古
井
善
美
「
日
中
国
交
正
常
化
の
秘
話
」『
中
央
公
論
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
一
二
月
号
、
一
四
五
頁
。

（
23
） 

服
部
龍
二
『
日
中
国
交
正
常
化　

田
中
角
栄
、
大
平
正
芳
、
官
僚
た
ち
の
挑
戦
』
中
公
新
書
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
一
年
、
四
九
頁
、
括
弧

内
原
文
。
中
曽
根
康
弘
『
自
省
録
│
歴
史
法
廷
の
被
告
と
し
て
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
九
頁
も
参
照
。

（
24
） 

前
掲
『
日
中
戦
後
関
係
史
』
三
六
八
頁
。

（
25
） 

同
上
、
三
六
八
頁
。
蒋
介
石
も
大
平
の
外
相
就
任
に
対
し
て
親
台
湾
派
と
、
同
様
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
・
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
大
学
フ
ー
ヴ
ァ
ー
研
究
所
に
所
蔵
し
て
い
る
蒋
介
石
の
日
記
で
は
、
そ
の
記
述
が
七
月
二
一
日
で
終
わ
っ
て
い
る
。
七
月
七
日
の
日
記
で

は
、「
日
本
の
田
中
内
閣
の
組
織
後
…
（
中
略
）
大
平
正
芳
を
外
務
大
臣
に
し
た
。
田
中
は
外
交
に
対
し
て
、
慎
重
だ
と
わ
か
っ
た
。」
と
記
し
て
い

る
（
川
島
真
「
中
華
民
国
外
交

案
に
み
る
「
別
れ
の
外
交
（
日
台
断
交
）
│
椎
名
悦
三
郎
の
訪
台
を
中
心
に
│
」
加
茂
具
樹
他
著
『
中
国
改
革
開

四
四
九
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放
へ
の
転
換
「
一
九
八
七
年
」
を
越
え
て
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
三
頁
）。
な
お
、
秦
考
儀
総
編
纂
『
総
統　

蒋
公
大
事

長
編
初
稿
』
巻
八
、
中
國
國
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
、
一
九
七
八
年
の
一
七
八
頁
で
は
、
一
九
七
二
年
七
月
二
二
日
、「
風
邪
に
か
か
り
、

肺
炎
を
お
こ
す
」、
八
月
六
日
、「
栄
民
総
医
院
に
移
り
、
療
養
す
」、
九
月
一
五
日
、「
昼
間
、
気
分
が
す
ぐ
れ
ず
、
診
察
を
受
け
た
が
、
す
ぐ
に
正

常
に
戻
っ
た
。」
と
、
そ
の
後
の
蒋
介
石
の
不
安
定
な
動
静
が
記
さ
れ
て
い
る
。

2
．
親
台
湾
派
の
基
本
姿
勢
と
外
務
省

⑴　
「
蒋
介
石
恩
議
論
」

親
台
湾
派
が
形
成
さ
れ
た
発
端
は
、
一
九
五
五
年
八
月
、
国
府
の
招
請
に
応
じ
て
大
野
伴
睦
（
自
由
党
）
が
団
長
と
な
り
超
党
派
（
民

主
党
、
右
派
社
会
党
、
緑
風
会
）
の
親
善
訪
華
団
が
訪
台
し
た
。
ま
た
、
翌
五
六
年
八
月
、
国
策
研
究
会
常
務
理
事
の
矢
次
一
夫
の
呼
び
か

け
に
よ
り
、
石
井
光
次
郎
自
民
党
総
務
会
長
を
団
長
と
し
た
実
業
家
、
評
論
家
を
中
心
と
し
た
親
善
訪
華
団
が
結
成
さ
れ
訪
台
し
た
時
期

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
（
1
）

。
そ
の
後
、
一
九
五
七
年
三
月
、
日
華
双
方
の
有
識
者
が
定
期
的
な
協
議
を
行
う
た
め
の
日
華
協
力
委
員

会
が
設
置
さ
れ
た
（
2
）

。
ま
た
、
一
九
六
八
年
六
月
一
日
、
千
葉
三
郎
、
青
木
一
男
ら
を
中
心
に
結
成
さ
れ
「
国
際
共
産
主
義
革
命
の
排
除
」

を
綱
領
と
し
た
、
素
心
会
の
メ
ン
バ
ー
も
国
府
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
と
な
り
（
3
）

、
岸
政
権
期
か
ら
池
田
政
権
期
に
か
け
て
日
華
協
力
委

員
会
や
素
心
会
を
軸
に
自
民
党
内
で
親
台
湾
派
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
民
党
の
国
会
議
員
の
全
て
が
、
親
台
湾
派
か
親
中
国
派
に
属
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
中
立
的
な
立
場
に
い
る
国
会

議
員
も
い
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
権
力
の
所
在
│
首
相
と
そ
の
周
辺
は
ど
う
考
え
る
か
│
の
ゆ
く
え
を
横
目
に
親
台
湾
派
、
あ
る
い
は
親

四
五
〇



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
六
七
）

中
国
派
に
属
し
た
り
、
属
さ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
と
り
あ
え
ず
、
ど
こ
か
に
触
手
を
伸
ば
し
て
お
こ
う
と
い
う
の
が
、
実
際
で
あ

ろ
う
。
そ
の
個
人
的
決
定
の
動
機
は
政
治
家
と
し
て
の
個
人
的
感
情
や
、
政
治
信
条
、
国
会
議
員
に
い
た
る
ま
で
の
職
歴
、
つ
ま
り
官
僚

出
身
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
他
の
経
歴
か
ら
の
出
身
か
ど
う
か
、
ま
た
所
属
派
閥
の
影
響
な
ど
が
示
唆
さ
れ
る
。

親
台
湾
派
の
外
交
路
線
の
基
本
姿
勢
は
、
思
想
的
に
は
反
共
産
主
義
を
信
条
と
し
、
冷
戦
体
制
下
で
日
米
安
保
体
制
を
根
幹
と
す
る
外

交
、
安
全
保
障
を
基
調
と
し
、
経
済
面
で
は
、
米
国
と
の
関
係
を
重
視
す
る
な
ど
、
日
本
が
現
実
に
置
か
れ
た
状
況
を
鑑
み
て
対
米
関
係

を
最
優
先
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
台
湾
派
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
自
民
党
代
議
士
有
馬
元
治
は
回
顧
録
の
な
か
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
（
4
）

。

中
華
民
国
と
の
関
係
を
重
ん
じ
る
親
台
湾
派
に
は
、
岸
信
介
、
賀
屋
興
宣
、
灘
尾
弘
吉
、
石
井
光
次
郎
ら
戦
前
派
の
長
老
組
と
中

川
一
郎
、
渡
辺
美
智
雄
、
藤
尾
正
行
、
中
尾
栄
一
、
浜
田
幸
一
ら
の
戦
後
派
組
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
に
は
し
て

い
た
が
、
中
華
民
国
と
日
本
の
関
係
断
絶
が
日
米
安
保
に
影
響
す
る
こ
と
、
終
戦
直
後
に
日
本
に
示
さ
れ
た
蒋
介
石
総
統
の
恩
義
を

忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
な
ど
で
、
日
中
関
係
の
早
急
な
正
常
化
に
消
極
的
な
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。

こ
こ
で
有
馬
が
「
戦
前
派
の
長
老
組
と
…
戦
後
派
組
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
に
は
し
て
い
た
が
」
と
、
述
べ
て
い
る

が
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
世
代
間
の
認
識
の
乖
離
は
、
の
ち
に
論
ず
る
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
の
場
で
最
終
的
に
露

呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
賀
屋
興
宣
な
ど
は
、
東
条
内
閣
の
蔵
相
と
し
て
開
戦
調
書
に
署
名
し
た
閣
僚
で
あ
っ
た
（
5
）

。
こ
の
た
め

に
、
蒋
介
石
総
統
に
対
し
て
戦
後
派
組
よ
り
も
謝
罪
の
意
識
が
よ
り
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
世
代
間
の
認
識

の
相
違
が
あ
っ
た
と
し
て
も
蒋
介
石
に
対
す
る
「
恩
義
」
と
い
う
も
の
が
共
通
し
た
心
情
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
蒋
介
石
に
対
す
る
「
恩
義
」
と
は
何
か
。
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
正
午
、
蒋
介
石
は
「
抗
戦
勝
利
告
全
国
民
及
全
世
界
人
士

四
五
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書
」（「
抗
戦
に
勝
利
し
、
全
軍
の
軍
人
、
民
衆
及
び
世
界
の
人
々
に
告
げ
る
書
」）
を
発
し
、
重
慶
の
中
央
放
送
局
に
お
い
て
自
ら
こ
れ
を
読
み

上
げ
、
全
世
界
に
放
送
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
（
6
）

。
こ
の
演
説
は
一
般
に
「
以
徳
報
怨
の
演
説
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
天
皇
の
「
玉
音
放

送
」
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
蒋
介
石
は
、「
以
徳
報
怨
」
と
い
う
言
葉
は
ま
っ
た
く
使
っ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
は
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の
独
自
の
解
釈
に
基
づ
く
造
語
で
あ
っ
た
。
日
本
の
新
聞
が
こ
の
演
説
の
内
容
を
紹
介
し
た
の
は
、
九

月
五
日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。『
毎
日
新
聞
』（
大
阪
版
）
で
は
、「
報
復
を
企
圖
せ
ず
蒋
、
對
日
態
度
表
明
」
と
し
た
見
出
し
で
あ
っ

た
。
こ
の
演
説
は
、
日
本
人
に
蒋
介
石
の
評
価
を
一
気
に
高
め
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
演
説
の
全
文
の
な
か
に

は
、
日
本
に
対
す
る
賠
償
請
求
、
天
皇
戦
犯
、
日
本
分
割
、
軍
人
軍
夫
の
早
期
送
還
な
ど
具
体
的
な
問
題
は
、
い
っ
さ
い
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
の
演
説
で
示
さ
れ
た
基
本
的
な
対
日
姿
勢
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
7
）

。
蒋
介
石
に
対
す
る

「
恩
義
」
を
賀
屋
興
宣
は
、
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
自
伝
で
述
べ
て
い
る
（
8
）

。

⒜
終
戦
の
際
、
長
年
の
侵
略
に
よ
る
日
本
に
対
す
る
敵
視
的
観
念
、
ま
た
長
年
の
戦
争
に
よ
る
中
華
民
国
全
体
の
国
内
的
な
交
通
、

そ
の
他
の
混
乱
に
よ
る
非
常
な
障
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
中
国
大
陸
に
あ
っ
た
二
百
何
十
万
の
日
本
軍
人
と
在
留
邦
人
が
全
員

す
み
や
か
に
帰
還
で
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
の
場
合
に
お
い
て
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
し
、
そ
こ
に
幾
多
の
惨
劇
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
や
む
を
得
な
い
実
際
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
蒋
介
石
総
統
の
有

名
な
こ
と
ば
「
暴
に
報
い
る
に
徳
を
も
っ
て
す
」
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
、
非
常
な
苦
心
、
努
力
で
在
留
邦
人
、
軍
隊
を
す
み
や

か
に
か
つ
安
全
に
日
本
に
送
還
し
た
と
い
う
一
大
恩
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

⒝
ま
た
日
本
の
戦
後
の
政
治
的
安
定
の
た
め
に
も
、
永
久
の
国
家
体
制
と
し
て
も
、
天
皇
制
は
き
わ
め
て
重
大
な
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
の
維
持
も
ソ
連
等
の
策
動
を
排
し
、
蒋
介
石
総
統
は
日
本
国
民
自
ら
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
そ
れ
が
大
き
な
力

四
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と
な
っ
て
天
皇
制
が
維
持
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

⒞
第
三
に
は
、
蒋
介
石
総
統
が
戦
後
日
本
の
分
割
占
領
を
防
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ッ
ダ
ム
宣
言
、
こ
れ
を
受
諾
し
た
日
本
と
し

て
は
、
連
合
国
に
よ
り
日
本
が
分
割
占
領
せ
ら
れ
る
こ
と
、
当
時
の
常
識
と
し
て
、
ソ
連
は
北
海
道
、
ア
メ
リ
カ
は
本
州
を
、
中チ
ャ
イ
ナ国

は
九
州
を
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
文
句
は
言
え
な
い
。
も
し
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
日
本
人
は
ど
ん
な

に
苦
し
み
、
今
日
の
日
本
の
復
興
が
あ
り
え
よ
う
か
。
こ
れ
は
分
割
占
領
さ
れ
た
国
々
の
実
情
を
見
て
も
、
明
瞭
に
推
測
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

⒟
賠
償
問
題
、
こ
れ
に
つ
い
て
最
大
の
要
求
、
権
利
を
も
っ
て
い
る
者
は
中
国
で
あ
る
。
も
し
も
、
そ
の
権
利
を
主
張
さ
れ
た
な
ら

ば
、
日
本
は
あ
の
戦
後
の
困
難
を
極
め
た
経
済
状
態
か
ら
膨
大
な
賠
償
を
払
う
こ
と
と
な
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
困
っ
た
か
。
ま
た
今

日
の
経
済
復
興
、
興
隆
が
あ
り
え
た
ろ
う
か
。
い
ち
い
ち
詳
し
く
話
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

賀
屋
は
、
こ
の
自
伝
で
「
こ
の
恩
恵
に
対
し
て
、
日
本
は
い
ま
だ
正
式
に
感
謝
も
し
て
い
な
い
。（
略
）
恩
返
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
を
（
略
）
逆
に
、
そ
う
い
う
国
に
対
し
て
条
理
、
信
義
に
反
し
て
国
交
断
絶
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
最
大
の
不

道
徳
」
だ
と
嘆
い
た
（
9
）

。
こ
う
し
た
賀
屋
の
認
識
は
、
恩
義
、
信
義
へ
の
恩
返
し
と
い
っ
た
、
あ
る
意
味
で
の
徳
目
、
情
に
訴
え
た
議
論
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

親
台
湾
派
は
、
一
九
七
一
年
三
月
頃
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
外
交
問
題
懇
談
会
（
会
長
石
井
光
次
郎
）
を
組
織
し
た
。

中
心
的
人
物
は
、
戦
後
一
貫
し
て
国
府
と
の
友
好
関
係
に
貢
献
し
た
岸
信
介
、
賀
屋
興
宣
と
い
っ
た
戦
前
派
の
人
達
で
あ
っ
た
。

⑵　
「
蒋
介
石
恩
義
論
」
と
外
務
省
の
認
識

と
こ
ろ
で
、
若
宮
啓
文
は
、
そ
の
著
『
和
解
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
の
中
で
、「
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
親
台
派
の
論
理

四
五
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が
外
務
省
官
僚
た
ち
の
本
音
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
だ
。（
略
）
中
国
と
の
国
交
に
積
極
的
だ
っ
た
の
は
、
当
時
の
中
国
課
長
、
橋
本
恕

（
の
ち
の
駐
中
国
大
使
）
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
外
務
省
の
実
情
が
、
自
民
党
の
親
台
派
を
力
づ
け
て
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る
（
10
）

。

一
九
七
一
年
八
月
の
段
階
で
外
務
省
内
に
お
け
る
中
国
と
の
早
期
正
常
化
を
求
め
て
い
た
の
が
、
こ
の
橋
本
と
香
港
総
領
事
で
あ
っ
た
岡

田
晃
ら
少
数
で
あ
っ
た
（
11
）

。
七
二
年
四
月
に
事
務
次
官
と
し
て
昇
任
す
る
法
眠
晋
作
外
務
審
議
官
は
党
内
屈
指
の
反
共
主
義
者
と
し
て
し
ら

れ
、
親
台
湾
派
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
法
眼
の
外
務
次
官
昇
進
に
は
親
台
湾
派
の
支
援
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い

た
（
12
）

。
し
た
が
っ
て
、
外
務
省
内
で
は
対
中
交
渉
の
慎
重
派
は
多
数
を
占
め
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
若
宮
が
指
摘
し
た
「
親
台
湾
派
の
論
理
」
を
外
務
省
の
官
僚
が
「
共
通
の
価
値
観
」
と
し
て
認
識
し

て
い
た
か
で
あ
る
。

さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
橋
本
は
、
田
中
が
首
相
に
な
る
以
前
に
日
中
問
題
を
レ
ク
チ
ャ
ー
し
た
人
物
で
あ
る
。
橋
本
は
、
一
九
六
六
年

に
ア
ジ
ア
局
中
国
課
に
配
属
さ
れ
、
六
八
年
一
月
に
中
国
課
長
心
得
、
同
年
四
月
に
は
、
中
国
課
長
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
橋
本
が
ア
ジ

ア
局
中
国
課
に
配
属
さ
れ
る
二
年
前
の
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
一
月
一
七
日
に
ア
ジ
ア
局
中
国
課
が
、「
国
民
政
府
に
お
け
る
日
本
進
駐
問

題
と
天
皇
戦
犯
論
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
調
書
を
作
成
し
た
（
13
）

。
当
時
、
蒋
介
石
に
対
す
る
「
恩
義
」
が
神
話
化
さ
れ
て
い
た
な

か
で
の
内
部
資
料
で
あ
る
。

こ
の
調
書
が
書
か
れ
た
一
九
六
〇
年
代
前
半
は
、
六
〇
年
七
月
一
九
日
に
岸
政
権
か
ら
池
田
政
権
へ
の
政
権
交
代
が
行
な
わ
れ
た
。
ま

た
、
国
際
的
に
は
、
六
四
年
一
月
二
七
日
に
フ
ラ
ン
ス
が
中
国
と
の
外
交
関
係
樹
立
を
発
表
し
、
国
府
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
が
暗
転
し
つ

つ
あ
っ
た
。
池
田
政
権
は
、
岸
政
権
の
対
中
政
策
と
は
異
な
り
、
中
国
と
は
、「
政
経
分
離
」
の
方
針
を
進
め
、
五
一
年
よ
り
始
ま
っ
た

中
国
と
の
間
の
民
間
貿
易
協
定
の
役
割
の
増
大
を
事
実
上
、
認
め
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
当
然
国
府
は
、
こ
う
し
た
池
田
政
権
の
姿
勢
に
強

四
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い
警
戒
感
を
示
し
た
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
六
二
年
一
一
月
九
日
、
中
国
と
の
間
で｢

日
中
総
合
貿
易
に
関
す
る
覚
書｣

を
取
り
交
わ
し
た
。
こ
れ
が
Ｌ
Ｔ
貿
易
協

定
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
一
九
六
三
年
八
月
二
〇
日
、
池
田
政
権
は
、
親
中
国
派
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
倉
敷
レ
ー
ヨ

ン
（
株
）
の
ビ
ニ
ロ
ン
・
プ
ラ
ン
ト
の
延
払
い
に
政
府
金
融
機
関
で
あ
る
日
本
輸
出
入
銀
行
の
融
資
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

日
本
輸
出
入
銀
行
の
適
用
と
な
れ
ば
民
間
貿
易
で
は
な
く
、
政
府
間
貿
易
と
な
る
。
国
府
は
、
池
田
政
権
が
「
政
経
分
離
」
原
則
を
超
え
、

将
来
的
な
日
中
政
府
間
関
係
の
構
築
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
強
い
懸
念
を
抱
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
一
〇
月
七
日
に
周
鴻
慶
事
件
が

発
生
し
た
（
14
）

。
こ
の
事
件
は
中
国
油
圧
機
視
察
団
の
通
訳
と
し
て
来
日
し
た
周
鴻
慶
が
東
京
の
ソ
連
大
使
館
に
駆
け
込
み
、
亡
命
を
も
と
め

た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
。
周
は
台
湾
へ
の
亡
命
を
希
望
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
日
本
へ
の
残
留
、
さ
ら
に
中
国
と
の
国
交
を
持
た
な

い
第
三
国
と
次
々
と
亡
命
希
望
先
を
変
え
、
最
終
的
に
は
、
中
国
へ
の
帰
国
を
希
望
し
た
こ
と
か
ら
事
態
は
複
雑
化
し
た
。
一
〇
月
二
六

日
、
法
務
省
入
国
管
理
局
が
、
中
国
を
送
還
先
と
す
る
周
鴻
慶
の
強
制
退
去
命
令
書
を
発
布
す
る
と
国
府
は
、｢

高
度
な
政
治
レ
ベ
ル
の

問
題｣

と
の
認
識
を
示
し
日
本
政
府
へ
の
不
信
は
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

岸
は
、
政
権
退
陣
後
、
日
華
協
力
委
員
会
の
顧
問
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
緊
張
し
た
情
勢
を
作
り
だ
し
た
池
田
を
「
忘
恩
負

義
」
と
批
判
し
、
直
系
の
福
田
と
と
も
に
親
台
湾
派
や
文
化
人
を
扇
動
し
、
池
田
政
権
倒
閣
も
視
野
に
い
れ
た
動
き
を
と
る
に
い
た
っ
た
。

池
田
は
、
岸
が
反
池
田
勢
力
を
糾
合
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
国
府
に
何
ら
か
の
宥
和
策
を
打
つ
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
池
田
政
権
を
支
え
る
主
流
派
に
も
大
野
伴
睦
副
総
裁
、
船
田
中
、
村
上
勇
と
い
っ
た
大
野
派
を
中
心
と
し
た
親
台
湾
派
が
い
た
こ

と
か
ら
、
大
野
派
の
不
満
を
抑
え
、
そ
の
支
持
を
固
め
る
た
め
に
も
、
国
府
と
の
関
係
の
早
急
な
改
善
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
池
田
は
プ
ラ
ン
ト
問
題
や
周
鴻
慶
事
件
に
お
い
て
具
体
的
に
譲
歩
を
行
う
考
え
は
な
か
っ
た
が
、
国
府
と
の
関
係
を
緩
和
す
る
た

四
五
五
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月
）

（
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二
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め
に
、
一
〇
月
三
〇
日
、
大
野
副
総
裁
に
親
書
を
託
し
台
湾
に
派
遣
し
た
（
15
）

の
で
あ
っ
た
。

さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
大
野
は
、
一
九
五
五
年
八
月
二
日
、
国
府
の
招
請
に
応
じ
て
超
党
派
の
親
善
訪
華
団
の
団
長
を
努
め
た
こ
と
が

あ
り
、
五
七
年
八
月
に
も
マ
ラ
ヤ
連
邦
独
立
式
典
の
特
使
と
し
て
出
席
し
た
後
に
、
訪
台
し
蒋
介
石
と
会
談
し
た
（
16
）

。
池
田
が
大
野
を
特
使

と
し
て
台
湾
に
派
遣
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
大
野
の
国
府
と
の
人
脈
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
野
と
同
行
し
た
船
田
中
衆

議
院
議
員
、
毛
利
松
平
衆
議
院
議
員
が
直
面
し
た
の
は
、
国
府
の
強
硬
姿
勢
で
あ
っ
た
。
会
談
の
席
上
、
プ
ラ
ン
ト
問
題
や
周
鴻
慶
事
件

に
つ
い
て
、
陳
誠
副
総
統
や
沈
昌
煥
外
交
部
長
が
池
田
政
権
の
対
応
に
つ
い
て
極
め
て
厳
し
い
批
判
を
し
た
。
ま
た
、
両
国
の
さ
し
せ

ま
っ
た
諸
問
題
以
外
に
、
終
戦
直
後
の
日
本
に
対
す
る
中
華
民
国
の
対
応
が
話
題
と
な
っ
た
（
17
）

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
、
こ
の
調
書
は
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
中
国
課
が
大
野
訪
台
の
一
年
後
、
国
府
側
と
大
野
、
船
田
、
毛
利
と
の

会
談
で
の
国
府
側
の
発
言
を
分
析
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
の
部
分
は
、
以
下
で
あ
る
（
18
）

。

最
近
中
華
民
国
政
府
と
わ
が
国
と
の
関
係
が
微
妙
に
な
っ
て
い
る
折
か
ら
、
終
戦
時
に
さ
か
の
ぼ
り
、
国
府
の
わ
が
国
に
対
す
る

寛
容
政
策
を
強
調
し
、
現
下
の
わ
が
国
の
対
国
府
政
策
を
批
判
す
る
論
調
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
当
時
国
府
が
日

本
へ
の
進
駐
を
見
合
わ
せ
、
も
っ
て
ソ
連
の
北
海
道
進
駐
の
口
実
を
封
じ
、
日
本
の
分
割
を
救
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二

は
当
時
国
府
が
天
皇
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
、
む
し
ろ
天
皇
の
戦
犯
指
名
の
解
除
の
た
め
積
極
的
役
割
を
果
た
し
た

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
記
問
題
は
一
般
世
論
に
与
え
る
影
響
大
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
当
時
の
事
実
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
こ
の
問
題
に
関
し
客
観
的
資
料
に
基
き
で
き
る
限
り
事
実
関
係
を
明
確
に
し
た
い
と
考
え
、
短
期
間
に
可
成
り
多
く
の

資
料
に
当
た
っ
た
と
こ
ろ
何
分
に
も
十
分
判
明
せ
ず
、
不
完
全
た
る
そ
し
り
は
免
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
調
査
し
た
事
実
は
次
の

四
五
六



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
七
三
）

通
り
で
あ
る
。

続
け
て
、
こ
の
調
書
の
「
概
観
」
で
は
、
⑴
「
国
府
軍
の
日
本
進
駐
問
題
」
⑵
「
天
皇
戦
犯
問
題
」
の
二
点
を
分
析
し
て
い
る
。

⑴
「
国
府
軍
の
日
本
進
駐
問
題
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
過
般
大
野
特
使
が
訪
台
（
一
九
六
三
年
一
一
月
）
の
際
、
陳

誠
副
総
統
は
特
使
一
行
に
対
し
て
『
当
時
中
国
も
対
日
派
遣
の
準
備
を
既
に
完
了
し
て
お
い
た
。
し
か
し
中
国
軍
が
日
本
へ
進
駐
す
れ

ば
、
必
ず
や
ソ
連
軍
も
進
駐
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
日
本
は
恐
ら
く
二
分
割
さ
れ
て
、
将
来
全
く
立
ち
直
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。
私
は
対
日
進
駐
軍
派
遣
を
や
め
よ
う
と
言
い
出
し
て
、
蒋
総
統
も
こ
れ
に
賛
成
さ
れ
た
』（
船
田
中
氏
手
記
）
と
語
っ
た
趣
で
あ

る
。」
と
し
た
陳
誠
副
総
統
の
発
言
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
19
）

。
そ
し
て
、
こ
の
発
言
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
調
書
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て

い
る
。

｢

ソ
連
は
終
戦
直
後
、
連
合
国
司
令
官
の
統
一
指
揮
に
服
し
な
い
別
個
の
日
本
進
駐
軍
の
派
遣
を
主
張
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、

か
つ
、
こ
の
計
画
は
マ
司
令
官
の
拒
否
に
会
っ
た
。
そ
の
後
四
六
年
一
月
、
訪
日
中
の
米
陸
軍
長
官
の
言
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
限
に
お

い
て
は
、
ソ
連
は
日
本
占
領
の
希
望
を
有
し
な
か
っ
た
趣
で
あ
る
。（
こ
の
点
は
、
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
上
に
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
、

こ
の
言
葉
が
正
し
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
推
論
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。）」
と
断
り
な
が
ら
も
（
20
）

、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
中
国
課
は
、
四
六
年
一
月

の
段
階
で
ソ
連
は
、
日
本
進
駐
を
放
棄
し
て
い
た
、
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

続
け
て
調
書
で
は
、｢

国
府
が
日
本
進
駐
の
意
思
を
連
合
国
司
令
官
に
表
示
し
た
の
は
す
で
に
早
く
、
四
五
年
一
〇
月
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
四
六
年
春
（
四
月
）
に
は
国
府
軍
の
某
師
（
約
一
万
五
、〇
〇
〇
名
）
は
日
本
進
駐
の
命
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
後
兵
の
輸
送
、
補

給
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
国
府
は
米
国
側
と
交
渉
を
重
ね
て
い
る
。
ソ
連
が
四
六
年
一
月
す
で
に
日
本
進
駐
意
図
を
放
棄
し
た
こ
と
が

事
実
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
四
六
年
四
月
以
降
の
国
府
の
日
本
進
駐
の
こ
う
し
た
準
備
は
、
過
般
陳
誠
氏
が
大
野
氏
に
語
っ
た
と
い
う

四
五
七
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ソ
連
軍
の
日
本
進
駐
を
と
ど
め
る
た
め
に
国
府
は
進
駐
を
見
合
わ
せ
た
と
の
言
い
方
を
も
っ
て
し
て
は
事
実
を
正
確
に
表
現
し
た
も
の

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。｣

と
分
析
し
て
い
る
（
21
）

。
結
論
と
し
て
、「
国
府
は
四
六
年
八
月
に
は
事
実
上
日
本
の
進
駐
を
断
念

し
、
日
本
派
遣
予
定
の
部
隊
を
国
内
蘇
州
に
移
動
命
令
を
下
し
て
い
る
。」
と
し
た
。
そ
の
原
因
を
「
四
六
年
春
か
ら
国
共
内
戦
の
再

燃
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
22
）

。

⑵
「
天
皇
戦
犯
問
題
」
に
関
し
て
、
こ
の
調
書
で
は
、「
当
時
の
中
国
の
民
間
世
論
お
よ
び
国
民
参
政
会
、
監
察
委
員
会
な
ど
の
一

部
機
構
に
お
い
て
天
皇
処
罰
、
天
皇
廃
止
論
が
高
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、「
国
民

政
府
首
脳
な
い
し
蒋
介
石
主
席
が
積
極
的
に
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
リ
ー
ド
し
た
と
い
っ
た
事
実
は
な
い
」
と
し
、「
反
面
、
国
民
政
府

が
こ
の
よ
う
な
世
論
を
押
え
、
積
極
的
に
天
皇
免
罪
の
た
め
に
努
力
し
た
と
い
っ
た
証
拠
も
見
う
け
ら
れ
な
い
。」
と
の
認
識
を
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
（
23
）

。
さ
ら
に
調
書
で
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
案
起
草
の
頃
よ
り
、
天
皇
の
免
罪
な
い
し
天
皇
制
存
置
の
た
め
に
努
力
し

た
第
一
は
米
国
首
脳
部
で
あ
る
。（
中
略
）
一
九
四
六
年
以
降
に
あ
っ
て
は
反
共
的
民
主
国
家
と
し
て
の
日
本
の
再
建
を
促
進
す
る
た

め
米
国
側
は
一
貫
し
て
天
皇
制
護
持
の
側
に
廻
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
国
民
政
府
は
、
一
つ
に
は
米
国
と
の
協
調
を
重
視
す
る
故
に
、

一
つ
に
は
米
国
の
反
共
政
策
を
妥
当
と
認
め
る
故
に
、
米
国
の
対
日
政
策
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
分
析
し
て
い
る
（
24
）

。
結
論
と
し

て
、｢

国
民
政
府
の
対
日
政
策
が
そ
の
時
々
の
国
内
外
情
勢
、
と
く
に
米
国
の
政
策
の
動
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
天
皇
戦
犯
問
題
も

ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。｣
と
結
ん
で
い
る
（
25
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「
調
書
」
の
「
は
し
が
き
」
や
「
概
観
」
の
内
容
か
ら
み
て
も
一
九
六
〇
年
代
の
外
務
省
内
で
は
、
蒋
介
石
体

制
を
「
恩
義
論
」
と
い
う
か
た
ち
で
必
ず
し
も
絶
対
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
五
八



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
七
五
）

（
1
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
二
六
四
│
二
六
六
頁
、
川
島
真
他
編
『
日
台
関
係
史　

一
九
四
五
│
二
〇
〇
八
』
東
京
大
出
版
会
、

二
〇
〇
九
年
、
六
四
│
六
五
頁
、
矢
次
一
夫
『
わ
が
浪
人
外
交
を
語
る
』
東
洋
経
済
出
版
、
一
九
七
三
年
、
四
四
頁
を
参
照
。

（
2
） 
日
華
協
力
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
池
井
優
「
日
華
協
力
委
員
会
│
戦
後
日
台
関
係
の
考
察
」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）、
三
九
号
、

一
九
九
八
年
を
参
照
。

（
3
） 

素
心
会
に
つ
い
て
は
、『
讀
賣
新
聞
』
一
九
六
七
年
一
〇
月
三
〇
日
を
参
照
。

（
4
） 

有
馬
元
治
『
有
馬
元
治
回
顧
録
』
第
一
巻
、
太
平
洋
総
合
研
究
所
、
一
九
九
八
年
、
四
六
二
頁
。

（
5
） 

賀
屋
興
宣
（
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
〜
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
）
広
島
県
出
身
。
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
卒
業
。
大
蔵
省
入
省
後
、

主
計
局
長
、
理
財
局
長
、
事
務
次
官
を
歴
任
後
、
三
八
年
近
衛
内
閣
蔵
相
、
貴
族
院
議
員
、
北
支
那
開
発
総
裁
を
歴
任
。
四
一
年
東
條
内
閣
蔵
相
。

「
賀
屋
財
政
経
済
三
原
則
」
を
主
張
し
戦
時
経
済
を
担
当
。
戦
後
、
Ａ
級
戦
犯
と
し
て
東
京
裁
判
で
「
終
身
禁
固
」
の
判
決
を
受
け
る
。
五
八
年
正

式
免
除
。
自
民
党
公
認
で
立
候
補
し
当
選
。
岸
政
権
の
外
交
調
査
会
長
と
し
て
、
安
保
改
定
に
取
り
組
む
。
六
三
年
第
二
次
池
田
内
閣
法
相
、
第
三

次
池
田
内
閣
で
も
留
任
。
七
二
年
政
界
引
退
。
以
後
、「
自
由
日
本
を
守
る
会
」
を
組
織
。
日
本
遺
族
会
会
長
と
し
て
活
動
。

（
6
） 

全
文
は
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
『
新
中
国
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
国
際
問
題
研
究
所
、
昭
和
五
一
年
、
一
一
三
│
一
一
五
頁
に

所
収
。
原
文
は
、｢

抗
戦
勝
利
告
全
國
軍
民
及
世
界
人
士
書｣

張
鍼
勤
主
編
『
先
総
統
蒋
公
全
集
』
第
三
冊
、
中
國
文
化
大
学
出
版
部
、
民
國
七
三

年
、
三
二
七
一
│
三
二
七
二
頁
に
所
収
。
蒋
介
石
著
、
山
田
泰
三
訳
『
暴
を
以
て
暴
に
報
ゆ
る
勿
れ
』
白
揚
社
、
昭
和
二
二
年
、
三
│
八
頁
も
参
照
。

（
7
） 

家
近
亮
子
『
日
中
関
係
の
基
本
構
造
│
2
つ
の
問
題
点
・
9
つ
の
決
定
事
項
│
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
七
│
一
三
九
頁
を
参
照
。

台
湾
で
は
、
黄
自
進
「
抗
戦
結
末
前
後
蒋
介
席
的
対
日
態
度
：『
以
徳
報
怨
』
真
相
深
討
」『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所　

集
刊
』
第
四
五
期
、

二
〇
〇
四
年
九
月
が
公
刊
さ
れ
た
が
、
筆
者
未
見
。

（
8
） 

賀
屋
興
宣
『
戦
前
・
戦
後
八
十
年
』
経
済
往
来
社
、
一
九
七
六
年
、
三
四
五
│
三
四
六
頁
。

（
9
） 

同
上
。

（
10
） 

前
掲
『
和
解
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
一
四
六
頁
。
括
弧
内
原
文
。

（
11
） 

前
掲
『
戦
後
日
中
・
米
中
関
係
』
七
四
│
七
五
頁
を
参
照
。

四
五
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
七
六
）

（
12
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
四
九
七
頁
。

た
だ
し
、
法
眼
は
田
中
内
閣
成
立
後
、
こ
れ
ま
で
の
主
張
か
ら
、
日
米
が
中
国
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
ソ
同
盟
に
楔
を
打
ち
込
み
、
ソ
連

が
孤
立
さ
せ
る
政
策
に
転
換
し
た
。
そ
し
て
大
平
外
相
の
下
で
、
日
中
国
交
正
常
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
立
場
を
と
っ
た
（
前
掲
『
日
中
国
交
正

常
化　

田
中
角
栄
、
大
平
正
芳
、
官
僚
た
ち
の
挑
戦
』
五
六
頁
を
参
照
）。

（
13
） 

外
務
省
ア
ジ
ア
局
中
国
課｢

国
民
政
府
に
お
け
る
日
本
進
駐
問
題
と
天
皇
戦
犯
論
に
つ
い
て｣

一
九
六
四
年
一
月
一
七
日
、「
大
平
外
務
大
臣

中
華
民
国
訪
問
関
係
一
件
」（A

’0359

）、
外
務
省
外
交
史
料
館
。

（
14
） 

周
鴻
慶
事
件
を
め
ぐ
る
考
察
は
以
下
を
参
照
。
衛
藤
瀋
吉
「
周
鴻
慶
事
件
の
示
唆
す
る
も
の
」『
世
界
』
昭
和
三
九
年
三
月
、
石
井
明

「
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
日
台
関
係
」『
国
際
法
外
雑
誌
』
一
〇
一
巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
│
八
頁
、
池
田
直
隆
『
日
米
関
係
と
「
二
つ
の
中

国
」』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
四
章
。

（
15
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
二
六
三
頁
を
参
照
。

（
16
） 

大
野
伴
睦
『
大
野
伴
睦
回
想
録
』
弘
文
堂
、
一
九
六
二
年
、
六
二
│
六
五
頁
を
参
照
。

（
17
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
二
六
四
頁
。

（
18
） 

前
掲
「
国
民
政
府
に
お
け
る
日
本
進
駐
問
題
と
天
皇
戦
犯
論
に
つ
い
て
」「
は
し
が
き
」。

（
19
） 

同
上
、
一
頁
。
括
弧
内
原
文
。

（
20
） 

同
上
、
一
│
二
頁
。
括
弧
内
原
文
。

（
21
） 

同
上
、
二
頁
。
括
弧
内
原
文
。

（
22
） 

同
上
、
三
頁
。
確
か
に
ソ
連
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
半
ば
の
モ
ス
ク
ワ
で
の
米
ソ
英
外
相
会
談
で
、
日
本
の
管
理
問
題
で
の
ア
メ
リ
カ
の
優

位
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
ソ
連
の
東
欧
支
配
を
認
め
さ
せ
る
戦
略
に
か
た
む
い
て
い
た
（
下
斗
米
伸
夫
『
モ
ス
ク
ワ
と
金
日
成
│
冷
戦
の
中
の
北
朝

鮮　

一
九
四
五
│
一
九
六
一
年
│
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
三
四
五
頁
。
石
井
明
「
中
国
の
対
日
占
領
政
策
」『
国
際
政
治
』
八
五
、

一
九
八
七
年
、
二
九
│
三
〇
頁
も
参
照
）。

（
23
） 

同
上
、
四
頁
。

四
六
〇



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
七
七
）

（
24
） 

同
上
、
四
│
五
頁
。

（
25
） 

同
上
、
五
│
六
頁
。
蒋
介
石
が
天
皇
制
の
存
廃
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
一
九
四
三
年
一
一
月
二
三
日
の
カ
イ
ロ
で
の
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト

大
統
領
と
の
晩
餐
会
談
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
蔣
介
席
は
、「
こ
の
た
び
の
日
本
の
戦
争
の
元
凶
は
、
い
く
つ
か
の
軍
閥
だ
。
我
々
は
ま
ず
軍
閥
を

打
倒
す
る
の
が
先
決
だ
。
日
本
の
国
体
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
戦
後
を
ま
っ
て
日
本
人
民
が
自
分
で
解
決
す
る
に
ま
か
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

こ
の
た
び
の
大
戦
に
お
い
て
我
々
は
、
民
族
間
に
永
久
的
誤
り
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い｣

と
述
べ
て
い
る
（
同
上
「
中
国
の
対
日

占
領
政
策
」
二
六
│
二
七
頁
、
サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蒋
介
石
秘
録
』
第
一
四
巻
、
一
九
七
七
年
、
一
二
〇
│
一
二
四
頁
を
参
照
）。

な
お
、
こ
の
調
書
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
府
の
日
本
政
府
に
対
す
る
戦
後
賠
償
は
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
の
も
、

一
九
四
三
年
の
カ
イ
ロ
会
談
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
、
日
本
は
工
業
機
械
、
軍
艦
、
商
船
、
鉄
道
、
車
両
な
ど
の
現
物
賠
償
を

も
っ
て
す
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
も
同
意
し
て
い
る
（
同
上
「
中
国
の
対
日
占
領
政
策
」
二
七
頁
を
参
照
）。
と
こ
ろ

が
、
石
井
明
の
研
究
に
よ
る
と
一
九
四
七
年
一
〇
月
に
中
華
民
国
政
府
の
王
世
杰
外
相
が
訪
米
の
帰
途
マ
ッ
カ
サ
ー
連
合
国
最
高
司
令
官
と
会
見
し
、

日
本
へ
の
賠
償
請
求
を
求
め
て
い
た
。
さ
ら
に
、
日
華
平
和
条
約
の
過
程
に
お
い
て
も
国
府
は
、
日
本
政
府
に
請
求
を
試
み
た
が
最
終
的
に
は
放
棄

し
た
（
石
井
明
「
中
国
に
負
っ
た
無
限
の
賠
償
」『
中
央
公
論
』
中
央
公
論
社
、
一
〇
二
巻
一
〇
号
、
一
九
八
七
年
、
一
六
五
│
一
七
一
頁
を
参
照
）。

3
．
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
で
の
親
台
湾
派

⑴　

日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
の
発
足

田
中
首
相
は
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
対
し
て
の
党
内
の
意
見
調
整
、
と
り
わ
け
親
台
湾
派
と
の
合
意
を
形
成
す
る
た
め
に
七
月

一
三
日
、
党
総
務
会
や
政
調
会
の
下
部
機
関
で
は
な
く
党
則
八
一
条
に
基
づ
き
総
裁
直
属
の
機
関
と
し
て
格
上
げ
し
た
形
で
自
由
民
主
党

日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
（
以
下
、
自
民
協
と
省
略
）
を
設
置
し
た
。
会
長
に
は
一
九
五
九
年
、
吉
田
茂
元
総
理
と
と
も
に
訪
台
し
、

四
六
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
七
八
）

一
九
六
〇
年
に
池
田
政
権
の
外
務
大
臣
を
務
め
、
そ
の
後
、
六
六
年
に
訪
中
の
経
験
が
あ
る
小
坂
善
太
郎
が
指
名
さ
れ
た
。
副
会
長
に
は

親
中
国
派
、
親
台
湾
派
の
バ
ラ
ン
ス
が
考
慮
さ
れ
計
一
二
名
が
指
名
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
閣
僚
及
び
政
務
次
官
を
除
く
党
所
属
の
国
会
議

員
が
委
員
と
な
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
結
果
、
衆
参
両
院
議
員
四
三
一
人
の
う
ち
、
衆
参
二
四
九
人
の
自
民
党
国
会
議
員
が
参
加
し
た
（
1
）

。

そ
の
色
分
け
は
、
岸
信
介
、
賀
屋
興
宣
と
い
っ
た
戦
前
派
の
親
台
湾
派
に
加
え
、
福
田
派
を
中
心
と
す
る
戦
後
派
の
親
台
湾
派
や
親
中

国
派
、
そ
し
て
圧
倒
的
に
多
い
の
が
、
日
中
国
交
正
常
化
は
望
む
が
、
同
時
に
国
府
と
な
ん
ら
か
の
形
で
関
係
を
も
ち
た
い
と
希
望
し
た

国
会
議
員
で
あ
っ
た
。
自
民
協
は
、
正
副
長
会
議
、
常
任
幹
事
会
及
び
総
会
で
構
成
さ
れ
た
。
九
月
八
日
の
第
三
回
総
会
で
親
台
湾
派
と

の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
、
総
会
三
回
、
正
副
会
長
会
議
は
一
八
回
、
常
任
幹
事
会
一
一
回
の
計
三
二
回
の
会
議
で
激
論
が
か
わ
さ

れ
た
（
2
）

。
こ
の
自
民
協
で
の
議
論
で
は
、
政
府
に
よ
り
重
視
さ
れ
、
政
府
の
政
策
決
定
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
と
い
う
期
待
を
親
台
湾
派
に
与
え

る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
親
台
湾
派
は
国
府
と
の
断
交
と
い
う
形
で
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
は
断
交
反
対
で

あ
る
と
の
立
場
を
貫
い
て
い
た
。
当
然
、
日
華
平
和
条
約
の
廃
棄
は
お
ろ
か
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
弱
体
化
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

「
極
東
」
の
範
囲
か
ら
台
湾
を
除
外
す
る
形
で
の
解
釈
変
更
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
民
協
第
一
回
総
会
が
七
月
二
四
日
に
開
か
れ
た
（
3
）

。
総
会
の
席
上
田
中
首
相
は
自
民
協
の
目
的
を
「
党
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
で
あ
る

と
し
、
ま
た
「
合
理
的
か
つ
ス
ピ
ー
デ
ー
イ
な
党
議
」
を
求
め
た
。
既
に
政
府
は
、
総
選
挙
前
の
九
月
を
目
標
に
国
交
正
常
化
を
実
現
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
小
坂
会
長
は
、「
国
交
正
常
化
の
機
は
熟
し
て
い
る
」
と
の
認
識
に
基
づ
き
「
こ
の
際
、
政
府

は
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
目
指
し
て
慎
重
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
決
議
を
採
択
す
る
よ
う
に
提
案
し
た
。

こ
の
提
案
は
、
党
内
の
空
気
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
交
正
常
化
は
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
、
さ
ま
ざ
ま

四
六
二



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
七
九
）

な
問
題
点
の
解
決
に
は
「
慎
重
な
努
力
」
が
必
要
で
あ
る
と
の
文
句
を
入
れ
、
親
台
湾
派
の
意
向
に
配
慮
し
た
形
に
し
た
の
で
あ
っ
た
（
4
）

。

こ
の
小
坂
提
案
に
対
し
て
、
賀
屋
興
宣
が
「
軽
々
し
く
そ
う
し
た
こ
と
を
言
う
前
に
、
も
っ
と
慎
重
に
審
議
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
わ

れ
わ
れ
は
、
正
常
化
に
異
議
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
容
を
問
わ
ず
な
に
が
な
ん
で
も
や
る
ん
だ
と
い
う
決
議
は
、
性
急
す
ぎ

る
」
と
の
意
見
を
述
べ
「
無
条
件
交
渉
、
復
交
三
原
則
の
否
認
、
台
湾
擁
護
」
を
主
張
し
異
議
を
は
さ
ん
だ
（
5
）

。
し
か
し
、
会
議
は
小
坂
会

長
案
を
圧
倒
的
な
多
数
で
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
早
い
ペ
ー
ス
で
の
国
交
正
常
化
へ
の
議
論
に
危
惧
を
抱
い
た
岸
、
賀
屋
、
石
井
、
灘
尾
ら
の
親
台
湾
派
は
、
第
一
回
総
会
後
、
直

ち
に
「
外
交
問
題
懇
談
会
」
を
開
い
た
。
そ
こ
で
は
①
中
国
の
い
う
復
交
三
原
則
は
、
う
の
み
に
で
き
な
い
。
②
首
相
は
性
急
す
ぎ
る
。

「
古
い
友
人
（
台
湾
）」
を
大
切
に
す
べ
き
だ
。
そ
し
て
、
今
後
政
府
の
動
き
を
監
視
し
て
ゆ
く
こ
と
を
申
し
あ
わ
せ
た
（
6
）

。

自
民
協
の
第
一
回
総
会
の
翌
日
の
二
五
日
、
台
湾
外
交
部
は
彭
孟
緝
駐
日
国
府
大
使
ら
に
大
平
外
相
を
訪
問
さ
せ
た
。
こ
の
会
談
で
大

平
は
、
大
使
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
発
言
を
し
た
。
そ
れ
は
、
以
下
で
あ
る
（
7
）

。

国
際
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
今
や
北
京
政
府
を
承
認
す
る
国
が
漸
次
増
え
て
来
た
こ
と
。
国
連
に
お
い
て
は
、
わ
が
国

は
米
国
と
協
力
し
て
最
後
ま
で
代
表
権
を
守
っ
て
来
た
が
既
に
昨
年
あ
の
様
な
姿
で
落
着
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
国
内
の
輿

論
調
査
で
も
御
承
知
の
通
り
、
わ
が
国
民
の
大
多
数
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
て
正
常
化
す
べ
し
と
の
立
場
に
傾
斜
し
て
来
た
。

（
中
略
）

そ
こ
で
政
府
と
し
て
は
、
内
外
情
況
を
見
て
、
政
府
の
手
で
正
常
化
に
手
を
そ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
が
、

（
中
略
）
正
常
化
の
途
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
事
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
大
変
残
念
で
す
が
、
貴
国
と
の
外
交
関
係

は
そ
の
ま
ヽマ
マ

の
状
態
を
続
け
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。（
中
略
）
併
し
外
交
関
係
が
な
く
な
っ
て
も
日
本
は
自
由
解マ

放マ

体
制
を

四
六
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
八
〇
）

と
っ
て
い
る
の
で
、
経
済
、
技
術
、
文
化
そ
の
他
の
関
係
は
従
来
通
り
継
続
し
て
行
け
る
様
、
努
力
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
元
参
謀
総
長
で
陸
軍
大
将
の
彭
駐
日
大
使
は
、
厳
し
い
反
論
を
し
た
が
、
大
平
は｢

や
む
を
え
な
い｣

と
回
答
し
た
。

大
平
の
日
本
の
国
府
へ
の
姿
勢
と
し
て
は
、
最
大
限
の
誠
意
を
示
し
、
国
府
側
の
理
解
を
得
る
た
め
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
8
）

。

七
月
末
頃
に
な
る
と
、
経
済
界
の
動
向
も
、
企
業
、
業
界
、
財
界
や
関
西
経
済
界
と
関
東
経
済
界
と
の
相
違
は
あ
る
も
の
の｢

ニ
ク
ソ

ン
・
シ
ョ
ッ
ク｣
や
中
国
の
国
連
加
盟
と
い
っ
た
国
際
情
勢
の
変
化
に
最
も
敏
感
に
反
応
し
中
国
と
の
国
交
樹
立
を
早
く
促
進
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
国
内
に
「
中
国
ブ
ー
ム
」
を
巻
き
起
こ
し
た
（
9
）

。

七
月
二
八
日
の
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
に
お
け
る
世
論
調
査
に
よ
る
と
八
〇
％
以
上
の
国
民
が
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
待
ち
望
ん
で

お
り
、
田
中
首
相
の
中
国
訪
問
に
つ
い
て
八
七
・
二
％
が
「
行
っ
た
方
が
い
い
」
と
支
持
し
た
。
反
対
に
国
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
こ
れ
ま
で
通
り
」
と
い
う
意
見
は
、
二
・
六
％
で
あ
っ
た
（
10
）

。
国
民
世
論
は
、
中
国
と
の
関
係
を
重
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。

国
交
正
常
化
交
渉
を
主
導
し
た
の
は
、
専
ら
中
国
側
で
あ
っ
た
。
お
り
し
も
七
月
一
〇
日
に
は
、
二
一
七
名
の
孫
平
化
団
長
（
中
日
友

好
協
会
副
秘
書
長
）
に
率
い
ら
れ
た
上
海
舞
劇
団
が
来
日
し
た
。
孫
は
、
周
恩
来
首
相
か
ら
「
こ
の
訪
日
の
機
会
を
利
用
し
て
直
接
、
田

中
首
相
と
会
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
場
で
中
国
政
府
が
『
田
中
首
相
の
訪
問
を
歓
迎
す
る
』
と
伝
え
よ
。
さ
ら
に
田
中
首
相
の
前
向
き
な

反
応
を
確
認
せ
よ
」
と
の
指
示
を
受
け
て
い
た
（
11
）

。
孫
と
着
任
し
た
ば
か
り
の
中
日
備
忘
録
貿
易
（
日
本
で
言
う
覚
書
貿
易
）
弁
事
処
の
駐
東

京
連
絡
処
首
席
代
表
肖
向
前
と
と
も
に
七
月
二
二
日
、
大
平
外
相
と
会
談
し
た
。
そ
こ
で
は
、
中
国
側
が
佐
藤
政
権
末
期
か
ら
国
交
正
常

化
の
前
提
条
件
と
し
て
主
張
し
て
き
た
「
復
交
三
原
則
」（
①
中
華
人
民
共
和
国
は
、
中
国
人
民
を
代
表
す
る
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
。「
二
つ

の
中
国
」
と
「
一
つ
の
中
国
、
一
つ
の
台
湾
」
に
断
固
反
対
す
る
。
②
台
湾
は
中
国
の
一
省
で
あ
り
、
中
国
領
土
の
不
可
分
に
一
部
で
あ
っ
て
、
台
湾
問

題
は
中
国
の
内
政
問
題
で
あ
る
。
③
「
日
台
条
約
」
は
、
不
法
で
あ
り
、
破
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
に
関
し
て
、「
究
極
的
に
解
決
さ
れ
る

四
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華
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常
化
（
田
才
）

（
九
八
一
）

べ
き
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
中
国
側
は
、
日
本
政
府
が
そ
れ
ら
を
国
交
正
常
化
の
前
提
条
件
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
主
張
し
な
い
。」

と
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
対
日
姿
勢
と
比
較
す
れ
ば
、
中
国
側
の
示
し
た
提
案
は
大
き
な
譲
歩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
12
）

。

⑵　

国
府
の
対
日
姿
勢

一
方
国
府
は
、
国
交
断
絶
の
段
階
に
お
い
て
国
府
内
部
に
お
け
る
権
力
変
動
の
兆
が
見
え
て
い
た
。
当
時
は
一
切
、
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
九
年
七
月
に
蒋
介
石
は
、
交
通
事
故
で
負
傷
し
た
後
、
衰
弱
の
兆
候
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
（
13
）

。
ま
た
、
蒋
介

石
の
信
任
が
厚
く
対
日
政
策
決
定
に
お
い
て
中
心
と
な
っ
て
い
た
張
羣
が
、
外
交
の
第
一
戦
か
ら
退
き
総
統
府
資
政
（
最
高
顧
問
）
と

な
っ
た
。
六
九
年
以
後
、
実
質
的
に
息
子
の
蒋
経
国
が
相
当
部
分
の
権
力
を
握
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
七
二
年
、
田
中
内
閣
の

成
立
の
一
ヵ
月
前
の
六
月
一
日
に
蒋
経
国
が
行
政
院
長
に
就
任
し
た
が
、
自
民
党
内
の
動
向
に
国
府
側
の
反
応
も
早
か
っ
た
。
自
民
協
が

設
置
さ
れ
同
日
の
一
三
日
に
、
蒋
院
長
は
行
政
院
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
指
示
を
出
し
、
早
急
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
を
提
起
し
た
（
14
）

。

日
本
政
府
は
近
い
う
ち
に
お
そ
ら
く
共
匪
・

・

と
所
謂
政
府
レ
ベ
ル
の
交
渉
を
進
め
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
は
適
当
な
時
期
に
厳
正
な

声
明
を
発
表
し
、
日
本
政
府
及
び
日
本
人
民
に
対
し
て
わ
が
国
の
立
場
及
び
態
度
を
表
明
す
べ
き
で
あ
る
。（
‥
原
文
の
ま
ま
）

そ
し
て
、
日
本
に
対
し
国
府
側
の
態
度
を
表
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
対
策
を
練
る
必
要
性
を
外
交
部
に
指
示
し
た
。
ま
ず
、
七

月
一
九
日
に
蒋
院
長
は
宇
山
厚
駐
華
大
使
と
会
見
し
て
、
国
府
の
立
場
を
通
告
。
翌
二
〇
日
に
は
、
沈
昌
煥
外
交
部
長
も
日
本
政
府
の
対

中
国
交
正
常
化
の
動
き
に
注
意
声
明
を
発
表
し
、
日
本
政
府
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
を
伝
え
た
。
三
一
日
に
は
、
沈
外
交
部
長
が
宇
山
駐

華
大
使
に
「
日
中
正
常
化
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
の
説
明
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
表
明
し
た
（
15
）

の
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
国
府
は
あ
く
ま
で
も
原
理
原
則
で
日
本
側
に
強
硬
な
抗
議
声
明
、
厳
重
抗
議
な
ど
の
一
連
の
厳
し
い
姿
勢
を
堅
持
し
て
い

た
が
、
既
に
一
九
七
二
年
三
月
八
日
の
国
民
党
第
一
〇
期
三
〇
全
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
総
体
外
交
工
作
を
展
開
す
る
要
点
」
に
基
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づ
き
、
政
治
レ
ベ
ル
の
対
外
工
作
の
み
な
ら
ず
、
民
間
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
経
済
、
貿
易
、
文
化
及
び
僑
務
の
各
方
面
に
お
け
る
工
作

を
統
合
し
、
密
接
に
運
用
す
る
こ
と
を
外
交
方
針
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
16
）

。
蒋
経
国
が
行
政
院
長
に
就
任
し
た
直
後
の
外
交
政
策
は
、

六
月
一
三
日
の
立
法
院
に
お
け
る
施
政
方
針
報
告
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
（
17
）

。

現
在
外
交
関
係
を
有
し
て
い
る
五
一
ヵ
国
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
く
以
外
に
、
す
で
に
国
交
を
断
絶
し
た
国
家
に
た
い
し
て
も
、

国
交
を
断
絶
し
た
か
ら
と
い
っ
て
相
互
の
往
来
を
し
な
い
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
と
国
交
を
断
絶
し
た
国
と
も
よ
り
一
層
連
繋
を
強

め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
国
家
が
共
匪
・

・

と
国
交
を
樹
立
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
国
家
が
み
な
自
分
の
意
志
で
進

ん
で
そ
う
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
け
で
、
共
匪
・

・

を
好
き
好
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
一
部
の
国
家
に
い
た
っ
て
は
、
共
匪
・

・

を
ひ
ど
く
恨
み
な
が
ら
も
共
匪

・

・

と
外
交
関
係
を
樹
立
し
て
お
り
、
逆
に
極
め
て
友
好
的
で

懇
意
に
あ
る
状
況
下
で
わ
れ
わ
れ
と
国
交
を
断
絶
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
国
家
と
断
交
し
た
か
ら
往
来

を
断
絶
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
こ
う
し
た
政
策
は
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
国
家
と
は
ど
ん
ど
ん
交
流
し

て
、
互
い
の
間
に
共
同
利
益
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
‥
原
文
の
ま
ま
）

し
た
が
っ
て
、
国
府
は
自
民
協
が
設
置
さ
れ
た
七
月
頃
に
は
、
す
で
に
日
中
国
交
正
常
化
を
必
至
と
考
え
何
と
か
そ
れ
を
遅
ら
せ
る
こ

と
、
ま
た
、
日
本
と
の
断
交
後
の
実
務
関
係
の
継
続
方
法
な
ど
善
後
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
川
島
真
の
研
究
に
よ
る
と
、
八
月

上
旬
の
段
階
で
中
華
民
国
の
官
僚
組
織
は
断
交
を
予
想
し
て
日
本
に
お
け
る
中
華
民
国
の
財
産
処
分
の
準
備
を
す
す
め
て
い
た
。

一
九
七
二
年
八
月
八
日
、
中
華
民
国
外
交
部
亜
細
亜
太
平
洋
司
（
外
交
部
ア
ジ
ア
太
平
洋
局
）
は
、
断
交
後
の
経
済
貿
易
、
交
通
、
文
化
等

に
お
け
る
前
後
措
置
に
関
す
る
文
書
を
起
案
し
た
。
こ
の
三
日
後
の
一
一
日
、
外
交
部
で
は
日
本
問
題
工
作
小
組
が
開
催
さ
れ
、
①
八
月

末
の
日
米
首
脳
会
談
で
出
さ
れ
る
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
で
は
、
米
国
が
日
中
国
交
正
常
化
に
理
解
を
示
す
言
葉
を
入
れ
な
い
よ
う
に
沈
剣
紅
駐
米
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華
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化
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三
）

国
府
大
使
に
米
国
と
交
渉
さ
せ
る
。
②
彭
孟
緝
駐
日
大
使
に
は
、
大
平
外
相
に
対
し
て
強
い
抗
議
を
申
し
入
れ
、
書
面
に
よ
る
抗
議
を
行

う
。
そ
し
て
各
部
局
と
の
断
交
後
の
前
後
策
を
講
じ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
国
民
党
は｢

日
匪
国
交
正
常
化｣

阻
止
の
た
め
の

宣
伝
工
作
を
策
定
し
、
八
月
に
陳
建
中
国
民
党
秘
書
長
が
日
本
入
り
し
、
親
台
湾
派
の
議
員
ら
と
接
触
し
、
日
中
国
交
を
遅
ら
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
（
18
）

。

⑶　
「
竹
入
メ
モ
」
と
、
そ
の
後
の
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会

早
く
も
八
月
二
日
の
自
民
協
正
副
会
長
会
議
で
は
、
①
日
中
国
交
正
常
化
を
行
う
。
②
総
理
は
、
国
交
正
常
化
の
基
本
問
題
に
つ
い
て

意
見
調
整
を
す
る
た
め
に
訪
中
す
る
と
の
基
本
方
針
を
決
定
し
た
（
19
）

。

翌
三
日
の
常
任
理
事
会
で
の
激
論
は
、
日
中
問
題
が
「
日
台
問
題
」
で
も
あ
る
こ
と
を
顕
著
に
示
し
た
一
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
大
平

外
相
は
、
初
め
て
党
内
に
七
月
二
二
日
に
お
け
る
孫
平
化
ら
と
の
会
談
内
容
を
明
ら
か
に
し
、「
な
る
べ
く
早
く
返
事
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
と
発
言
し
た
。
そ
し
て
、「
中
華
人
民
共
和
国
と
国
交
正
常
化
が
実
現
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
台
湾
と
の
外
交
関
係
の
継
続
は

あ
り
得
な
い
。
台
湾
と
の
関
係
は
、
貿
易
、
経
済
関
係
に
限
ら
れ
て
い
る
」
と
強
調
し
た
。
こ
の
大
平
発
言
は
、
の
ち
に
述
べ
る｢

竹
入

メ
モ｣

の
前
日
に
あ
た
り
、
こ
の
時
点
で
思
い
切
っ
た
見
通
し
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
親
台
湾
派
は
、｢

国
際
信
義
上
、
非
礼
で
あ
り
、
中
国
へ
の
土
下
座
外
交
だ｣

と
外
相
を
突
き
上
げ
、
国
府
と
の
断
交

の
場
合
の
在
留
邦
人
の
生
命
、
財
産
の
保
障
問
題
を
根
拠
に
反
論
し
た
。
自
民
協
の
幹
事
会
で
は
「
党
内
不
一
致
の
印
象
を
避
け
る
」
と

い
う
名
目
で
政
府
見
解
を
含
め
公
表
し
な
い
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
（
20
）

。
自
民
協
事
務
局
（
鯨
岡
兵
輔
事
務
局
長
）
は
、
自
民
党
所
属
の
国
会

議
員
の
意
見
を
で
き
る
だ
け
効
率
的
に
聞
く
た
め
に
意
見
書
の
形
式
で
事
務
局
に
提
出
す
る
よ
う
に
通
達
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
親
台
湾
派

で
あ
っ
た
。
そ
の
意
見
の
内
容
は
「
日
中
国
交
正
常
化
は
、
慎
重
に
も
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
政
府
が
進
め
て
い
る
「
九
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月
中
に
も
首
相
訪
中
」
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
21
）

。

こ
う
し
た
党
内
の
混
乱
し
た
状
況
と
同
様
に
、
田
中
首
相
も
大
平
外
相
、
外
務
省
内
の
橋
本
恕
中
国
課
長
、
高
島
益
郎
条
約
局
長
、
栗

山
尚
一
条
約
課
長
ら
の
事
務
局
も
中
国
政
府
が
ど
こ
ま
で
妥
協
で
き
る
態
度
を
と
る
か
、
信
頼
で
き
る
一
次
情
報
が
決
定
的
に
不
足
し
判

断
が
つ
き
に
く
い
状
況
で
あ
っ
た
た
め
に
極
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
（
22
）

。
実
際
に
、
一
歩
踏
み
出
す
の
に
慎
重
、
む
し
ろ
消
極
的
で
あ
っ
た
の

は
田
中
首
相
で
あ
っ
た
。
田
中
に
比
べ
国
交
正
常
化
に
大
胆
か
つ
前
向
き
な
発
言
を
行
っ
て
い
た
大
平
も
、
森
田
一
の
回
想
に
よ
る
と
、

「
ま
だ
（
中
国
）
の
態
度
に
確
信
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
（
23
）

。

そ
れ
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
①
中
国
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
存
続
を
前
提
と
し
て
果
し
て
国
交
正
常
化
に
応

じ
る
か
。
②
国
交
正
常
化
後
も
国
府
と
の
間
で
、
経
済
的
、
文
化
的
関
係
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
③
日
華
平
和
条
約
が
、

そ
の
締
結
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
将
来
に
む
か
っ
て
の
み
効
力
を
失
う
と
す
る
措
置
に
中
国
側
が
同
意
す
る

か
。
④
対
日
賠
償
請
求
を
中
国
側
が
放
棄
す
る
か
。
⑤
親
台
湾
派
と
の
合
意
を
い
か
に
形
成
す
る
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
ね
て
か
ら
日
中
国
交
正
常
化
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
親
中
国
派
以
外
に
は
、
社
会
党
、
公
明
党
さ
ら
に
は
、
一
部
の
財
界
人
、

学
者
や
文
化
人
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
六
四
年
に
結
成
さ
れ
た
公
明
党
は
、
早
々
と
竹
入
義
勝
委
員
長
が
七
一
年
、
七
二

年
と
訪
中
し
て
周
恩
来
首
相
と
会
談
し
て
い
た
。
こ
の
竹
入
が
七
月
二
五
日
か
ら
訪
中
に
向
か
う
直
前
に
田
中
首
相
と
会
っ
て
い
た
。
田

中
は
竹
入
に
「
お
れ
は
、
日
中
問
題
を
考
え
る
余
裕
も
な
け
れ
ば
、
今
や
る
気
持
ち
も
な
い
。
日
中
に
手
を
つ
け
れ
ば
台
湾
派
が
強
く
て
、

ク
ビ
が
飛
ぶ
だ
ろ
う
。
田
中
内
閣
は
ま
だ
で
き
た
ば
か
り
だ
無
理
だ
よ
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
24
）

。

田
中
首
相
、
大
平
外
相
に
国
交
正
常
化
の
決
意
を
固
め
さ
せ
た
の
は
、
八
月
四
日
に
帰
国
し
た
こ
の
竹
入
か
ら
手
渡
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
「
竹
入
メ
モ
」
と
呼
ば
れ
た
周
恩
来
首
相
と
の
会
談
記
録
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
公
明
党
は
、
党
内
で
の
対
中
政
策

四
六
八
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を
め
ぐ
る
対
立
が
な
く
、
周
恩
来
に
と
っ
て
信
用
で
き
る
政
党
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
竹
入
の
人
柄
が
周
恩
来

に
信
頼
を
与
え
た
こ
と
も
あ
ろ
う
（
25
）

。
周
恩
来
首
相
は
、
日
中
交
渉
で
は
中
国
側
は
、
①
日
米
安
保
体
制
の
容
認
。
②
賠
償
請
求
権
の
放
棄

な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、「
台
湾
問
題
」
を
共
同
声
明
に
盛
り
込
ま
ず
、
国
交
正
常
化
後
の
日
台
関
係
に
つ
い
て
「
黙
約
事

項
」
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
（
26
）

。

こ
の
「
竹
入
メ
モ
」
を
大
平
は
、「
機
密
事
項
と
し
て
大
臣
限
り
の
取
扱
」
と
し
、
極
秘
裡
に
日
中
交
渉
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
外
務

省
の
事
務
当
局
に
渡
さ
れ
省
内
討
議
に
託
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
服
部
龍
二
の
研
究
に
よ
る
と
国
府
側
は
八
月
中
旬
、
小
谷
豪
冶
郎
京
都

産
業
大
学
教
授
を
通
じ
て
「
竹
入
メ
モ
」
を
入
手
し
た
の
で
あ
る
（
27
）

。
外
務
省
内
で
の
国
府
に
思
い
入
れ
が
強
い
官
僚
か
ら
小
谷
教
授
に
手

渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
四
日
後
の
八
月
八
日
、
蒋
経
国
院
長
は
よ
り
強
い
調
子
で
、｢

中
華
民
国
と
人
民
に
対
し
て
最
も
友
好
的

で
な
い
態
度
で
あ
り
、
中
華
民
国
政
府
は
こ
れ
を
厳
正
に
譴
責
す
る｣

と
の
談
話
を
発
表
し
日
本
を
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
（
28
）

。

自
民
党
内
で
は
、
福
田
派
以
外
の
田
中
、
三
木
、
中
曽
根
派
を
中
心
に
党
内
の
大
勢
が
ほ
ぼ
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
の
早
期
実
現
に

か
た
ま
っ
て
い
た
。
反
主
流
派
と
な
っ
た
福
田
派
に
は
、
外
交
問
題
懇
談
会
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
親
台
湾
派
の
議
員
も
い
た
。
そ

こ
で
福
田
派
に
属
す
る
親
台
湾
派
の
議
員
の
な
か
に
は
、
福
田
に
対
し
、
田
中
政
権
の
性
急
な
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
阻
止
す
る
た
め

に
福
田
派
と
し
て
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
し
き
り
に
進
言
す
る
議
員
も
い
た
と
い
う
（
29
）

。

し
か
し
、
福
田
は｢

大
平
外
相
の
も
と
で
、
挙
党
的
な
立
場
を
と
れ
る
だ
ろ
う
。
私
も
大
平
外
相
に
は
、
全
面
的
に
協
力
す
る｣

と
言

い
切
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
30
）

。
し
た
が
っ
て
、
親
台
湾
派
の
主
張
を
派
閥
ぐ
る
み
で
支
援
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
く
つ
か
の
理
由
は

あ
ろ
う
が
、
①
福
田
が
佐
藤
政
権
末
期
の
外
相
と
し
て
既
に
「
逆
政
経
分
離
」
の
基
本
的
方
針
に
基
づ
き
、
日
中
国
交
正
常
化
を
実
現
す

る
と
い
う
政
策
を
決
定
し
た
。
②
年
内
の
解
散
ム
ー
ド
が
あ
る
な
か
で
福
田
派
と
し
て
行
動
を
起
こ
せ
ば
、
党
内
が
混
乱
分
裂
す
る
恐
れ

四
六
九
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が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
態
に
陥
れ
ば
当
然
、
き
た
る
べ
き
総
選
挙
で
自
民
党
が
不
利
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
孤
立
し
た
状
況
に
置
か
れ
た
親
台
湾
派
で
あ
っ
た
が
、
自
民
協
執
行
部
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
強
硬
に
抵
抗
し

た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
八
月
一
〇
日
に
親
台
湾
派
の
一
人
で
あ
る
玉
置
和
郎
参
議
院
議
員
が
訪
台
し
蒋
経
国
行
政
院
長
、
張
羣

総
統
府
資
政
、
沈
昌
煥
外
交
部
長
、
張
宝
樹
国
民
党
中
央
委
員
会
秘
書
長
ら
と
会
談
し
た
。
そ
の
際
、
田
中
首
相
や
大
平
外
相
が
「
日
中

国
交
正
常
化
す
れ
ば
日
華
平
和
条
約
は
事
実
上
意
義
を
失
う
」
と
言
い
な
が
ら
、
国
府
と
の
経
済
、
交
流
等
は
維
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
と

楽
観
視
し
て
い
る
の
に
対
し
、
国
府
側
は
「
平
和
条
約
の
否
定
は
、
す
な
わ
ち
交
戦
状
態
の
復
活
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
、
玉

置
は
衝
撃
を
う
け
た
の
で
あ
っ
た
（
31
）

。

八
月
一
五
日
、
一
六
日
に
開
か
れ
た
自
民
協
常
任
幹
事
会
は
激
論
の
場
に
な
っ
た
。
こ
の
八
月
一
五
日
、
田
中
首
相
と
来
日
中
の
孫
平

化
と
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
会
談
で
田
中
首
相
は｢

周
恩
来
首
相
と
の
会
談
が
実
り
多
い
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
希
望
し
て
い
る｣

と
、
首
相
訪
中
を
正
式
に
表
明
し
た
（
32
）

。
同
日
で
の
常
任
幹
事
会
で
は
、
衆
参
両
院
四
六
人
の
常
任
幹
事
と
大
平
外
相
、
法
眼
晋
作
外
務
次

官
を
は
じ
め
外
務
省
の
幹
部
が
出
席
し
た
。
大
平
外
相
は
、｢

自
分
は
断
交
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
た
こ
と
が
な
い｣

と
断
り
な
が
ら
も

｢

一
つ
の
中
国
と
日
本
が
一
つ
の
関
係
し
か
持
て
な
い
。
中
華
人
民
共
和
国
が
唯
一
の
合
法
政
府
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
こ
ち
ら
と
国
交

を
結
べ
ば
、
残
念
だ
が
中
華
民
国
と
の
関
係
は
持
て
な
く
な
る｣
と
、
国
府
と
の
断
交
を
示
唆
す
る
発
言
を
と
ら
え
、
賀
屋
興
宣
、
中
川

一
郎
、
源
田
実
、
藤
尾
正
行
、
中
山
正
輝
、
渡
辺
美
智
雄
ら
が｢
筋
論
で
は
な
く
、
国
府
と
の
間
を
温
存
す
る
方
向
を
さ
ぐ
る
の
が
外
交

だ｣

、｢

断
交
と
い
う
こ
と
ば
は
使
わ
な
く
て
も
、
外
相
の
言
っ
て
い
る
の
は
、
同
じ
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
い
つ
決
め
た
の
か｣

な
ど
と
反

発
し
た
（
33
）

。

大
平
外
相
は
、｢

台
湾
と
の
関
係
を
そ
の
ま
ま
に
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
関
係
を
正
常
化
し
た
国
は
ど
こ
に
も
な
い｣

と
説
明

四
七
〇
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し
た
が
、
親
台
湾
派
の
議
員
ら
は
一
歩
も
引
か
ず
、
賀
屋
興
宣
か
ら｢

政
府
、
外
務
省
は
、
自
民
党
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
ま
と
ま
る
前

に
、
台
湾
切
捨
て
の
既
成
事
実
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る｣

、
と
く
に
大
平
外
相
が
八
月
九
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
応
答

の
中
で
、
日
華
条
約
を
「
日
台
条
約
」
と
呼
ん
だ
こ
と
を
非
難
し
、「
日
華
平
和
条
約
を
破
棄
す
る
こ
と
は
憲
法
九
八
条
の
国
際
条
約
遵

守
義
務
違
反
だ
」
な
ど
と
追
及
し
た
。
外
相
が
途
中
で
退
席
し
た
後
も
親
台
湾
派
の
発
言
と
追
求
は
二
時
間
以
上
も
続
い
た
。
親
中
国
派

は
、
党
内
全
体
と
し
て
は
多
数
を
制
し
て
い
た
た
め
、
安
心
感
か
ら
か
あ
ま
り
出
席
せ
ず
、
出
席
し
た
場
合
で
も
親
台
湾
派
と
口
論
に
な

る
こ
と
を
恐
れ
ほ
と
ん
ど
発
言
し
な
か
っ
た
。
最
後
に
江
崎
真
澄
副
会
長
が
「
小
坂
会
長
が
大
平
外
相
に
台
湾
問
題
を
慎
重
に
扱
う
よ
う

に
申
し
入
れ
る
」
と
い
う
妥
協
案
で
、
こ
の
日
の
議
論
は
収
束
し
た
の
で
あ
っ
た
（
34
）

。

田
中
内
閣
の
官
房
長
官
で
あ
っ
た
二
階
堂
進
は
、
次
の
よ
う
に
大
平
の
様
子
を
回
想
し
て
い
る
（
35
）

。

小
坂
善
太
郎
さ
ん
が
会
長
に
な
っ
た
党
の
日
中
正
常
化
協
議
会
に
大
平
さ
ん
が
十
数
回
呼
び
出
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
六
時
間
も
七
時

間
も
油
を
絞
ら
れ
て
い
た
。（
中
略
）
田
中
さ
ん
も
大
平
さ
ん
も
決
死
の
思
い
だ
っ
た
よ
。
ボ
ク
の
と
こ
ろ
に
も
右
翼
ら
し
い
も
の

か
ら
「
お
前
の
命
は
あ
と
一
週
間
だ
ぞ
」
と
い
っ
た
電
話
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
だ
か
ら
な
。

一
六
日
、
彭
孟
緝
駐
日
大
使
は
、
日
中
国
交
正
常
化
の
際
に
は
、
中
華
民
国
政
府
と
の
国
交
断
絶
す
る
旨
の
大
平
発
言
に
対
し
て
、
口

頭
で
の
厳
重
な
抗
議
を
申
し
入
れ
、
そ
の
主
旨
を
書
い
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
手
渡
し
た
。
大
平
外
相
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「『
日
中
正
常

化
』
は
、
時
の
流
れ
で
あ
り
、
中
華
民
国
と
の
外
交
関
係
を
持
続
し
え
な
い
こ
と
に
は
、『
断
腸
の
思
い
で
あ
る
』
と
い
い
き
っ
た
」
と
、

こ
の
会
談
に
同
席
し
て
い
た
林
金
莖
は
記
し
て
い
る
（
36
）

。

⑶　

戦
前
派
と
戦
後
派
の
親
台
湾
派
の
乖
離

党
内
で
の
親
台
湾
派
の
激
し
い
反
発
に
政
府
首
脳
を
は
じ
め
自
民
協
執
行
部
は
、
自
民
協
で
の
説
得
を
あ
き
ら
め
、
政
府
の
方
針
に
矛

四
七
一
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盾
せ
ず
、
か
つ
親
台
湾
派
の
面
子
を
失
わ
せ
な
い
党
議
の
ま
と
め
に
か
か
っ
た
。
そ
し
て
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
に
つ
い
て
親
台
湾
派

が
公
の
席
上
で
態
度
を
明
ら
か
に
し
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
政
府
首
脳
は
、
最
初
は
共
同
宣
言
と
い
う
考
え
方
が
強

か
っ
た
が
、
八
月
二
〇
日
の
前
後
に
は
、
国
会
の
批
准
手
続
き
を
必
要
と
し
な
い
共
同
声
明
方
式
で
国
交
正
常
化
を
決
定
し
た
（
37
）

。

自
民
協
で
は
、
八
月
二
二
日
の
常
任
幹
事
会
、
二
四
日
の
正
副
会
長
会
議
、
二
九
日
、
三
一
日
の
常
任
幹
事
会
、
そ
し
て
九
月
一
日
に

は
、
正
副
会
長
会
議
が
開
か
れ
た
が
、
党
内
の
意
見
調
整
は
全
く
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
八
月
三
一
日
か
ら
九
月
一
日
ま

で
の
ハ
ワ
イ
で
の
日
米
首
脳
会
談
後
の
九
月
五
日
の
常
任
幹
事
会
で
は
、
よ
う
や
く
自
民
協
の
基
本
方
針
と
し
て
四
案
が
出
揃
っ
た
。
親

台
湾
派
の
中
川
一
郎
案
、
親
中
国
派
の
河
野
洋
平
案
、
賀
屋
興
宣
案
、
く
わ
え
て
、
小
坂
会
長
が
今
ま
で
の
案
を
練
り
直
し
た
四
番
目
の

案
が
報
告
さ
れ
た
（
38
）

。
そ
の
報
告
に
対
し
て
、
中
川
一
郎
、
浜
田
幸
一
ら
の
戦
後
派
の
親
台
湾
派
が
宥
和
の
姿
勢
に
転
じ
た
こ
と
が
議
論
の

流
れ
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
（
39
）

。
武
見
敬
三
の
研
究
に
よ
る
と
、
九
月
三
日
に
日
米
首
脳
会
談
を
終
え
帰
国
し
た
田
中
首
相
は
、

戦
後
派
の
親
台
湾
派
の
議
員
に
対
す
る
説
得
工
作
に
動
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
説
得
に
用
い
た
論
理
は
、
新
内
閣
が
日
中
国
交
正

常
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
日
中
復
交
ム
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
日
中
国
交
正
常
化
を
求
め
る
巨
大
な
圧
力
に
抵

抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
田
中
内
閣
は
と
て
も
そ
の
圧
力
に
抗
し
き
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
次
回
の
総
選
挙
で
自
民
党
は
、
大
敗
を
喫
す

る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
田
中
が
党
内
の
合
意
を
成
立
さ
せ
た
上
で
自
ら
訪
中
し
、
正
常
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
（
40
）

。

田
中
の
説
得
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
戦
後
派
の
親
台
湾
派
ら
は
、「
小
坂
会
長
の
練
り
直
し
案
を
タ
タ
キ
台
に
、
四
案
を
勘
案
し
て
字

句
修
正
し
、
ま
と
め
る
べ
き
だ
」
と
い
う
動
議
を
出
し
、
基
本
方
針
の
策
定
に
入
っ
た
。
会
長
と
り
ま
と
め
案
は
以
下
で
あ
る
（
41
）

。

日
中
国
交
正
常
化
に
あ
た
り
、
わ
が
国
政
府
は
、
左
記
の
諸
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
わ
が
国
と
中
華
民
国
と
の
深
い

四
七
二



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
八
九
）

関
係
に
か
ん
が
み
、
従
来
の
関
係
が
継
続
さ
れ
る
よ
う
、
十
分
配
慮
の
う
え
、
交
渉
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一
、
日
中
正
常
化
は
、
国
連
憲
章
、
バ
ン
ド
ン
十
原
則
に
基
づ
い
て
、
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
、
相
互
に
異
な
る
体
制
を
尊
重
し
、
干
渉
せ
ず
、
友
好
国
と
の
関
係
を
尊
重
す
る
。

三
、
相
互
に
武
力
お
よ
び
武
力
に
よ
る
脅
迫
は
行
使
し
な
い
。

四
、
相
互
に
平
等
な
経
済
的
、
文
化
的
交
流
の
増
進
に
つ
と
め
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
な
い
。

五
、
相
互
に
ア
ジ
ア
の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
、
協
力
す
る
。

翻
っ
て
み
れ
ば
、
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
中
川
、
浜
田
、
渡
辺
ら
の
戦
後
派
の
親
台
湾
派
は
、
総
裁
選
挙
で
は
田
中
を
支
持
し
て
い

た
。
最
終
的
に
は
、
田
中
の
対
中
政
策
に
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
賀
屋
は
、「
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
①
中
華
民

国
と
の
国
交
を
継
続
す
る
②
日
華
平
和
条
約
は
、
有
効
に
し
て
将
来
も
こ
れ
を
破
棄
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
」
と
、
最
後
ま
で
台
湾
擁

護
論
を
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
川
、
浜
田
、
渡
辺
ら
の
若
手
の
親
台
湾
派
ら
の
姿
勢
転
換
が
最
も
理
詰
め
で
反
論
を
展
開
す
る
賀
屋

を
封
じ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
42
）

。

九
月
八
日
に
開
か
れ
た
第
三
回
総
会
で
、
先
に
常
任
理
事
会
で
決
定
さ
れ
た
「
日
中
国
交
正
常
化
基
本
方
針
」
を
わ
ず
か
に
字
句
修
正

し
て
決
定
し
た
。
同
総
会
で
は
、
中
川
や
賀
屋
か
ら
「
原
案
の
中
に
あ
る
〝
台
湾
と
の
従
来
の
関
係
が
継
続
さ
れ
る
よ
う
配
慮
の
う
え
交

渉
さ
れ
た
い
〞
と
い
う
く
だ
り
の
〝
従
来
の
関
係
〞
の
中
に
は
外
交
関
係
も
含
む
こ
と
を
ハ
ッ
キ
リ
す
べ
き
だ
」
と
い
う
強
い
主
張
が
出

さ
れ
た
。
小
坂
会
長
は
「
従
来
の
関
係
と
は
、
日
華
平
和
条
約
を
結
ん
で
以
来
わ
が
国
と
台
湾
と
の
間
に
保
た
れ
て
き
た
よ
い
関
係
の
こ

と
だ
」
と
間
接
的
な
表
現
で
外
交
関
係
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
た
。
大
野
一
郎
か
ら
「
政
府
は
忠
実
に
党
議
決
定
に
従
っ
て
交
渉
す
べ

四
七
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
九
〇
）

き
で
あ
り
、
外
交
は
政
府
の
専
権
事
項
と
い
う
態
度
で
は
困
る
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
源
田
実
も
「
政
府
は
、
台
湾
と
の
従
来

の
関
係
を
十
分
配
慮
し
て
交
渉
し
た
が
、
結
果
的
に
日
本
の
主
張
が
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
言
い
逃
れ
を
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

政
府
は
台
湾
に
関
す
る
日
本
の
主
張
が
、
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
ど
う
す
る
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し
た
。

最
後
に
中
川
一
郎
が
原
案
の
「（
台
湾
と
の
従
来
の
関
係
を
配
慮
の
う
え
）
交
渉
さ
れ
た
い
」
を
「
交
渉
す
べ
き
で
あ
る
」
と
修
正
す
べ
き

で
あ
る
と
の
要
求
に
対
し
、
こ
れ
を
認
め
た
う
え
、
最
終
的
に
基
本
方
針
が
決
定
さ
れ
た
（
43
）

。
同
日
直
ち
に
開
か
れ
た
自
民
党
総
務
会
で
原

案
の
承
認
が
了
承
さ
れ
、
交
渉
内
容
は
、
事
実
上
政
府
に
一
任
さ
れ
た
。
親
台
湾
派
は
、
こ
の
曖
昧
な
内
容
の
合
意
に
同
意
し
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
基
本
方
針
は
、
親
台
湾
派
に
と
り
「
従
来
の
関
係
」
と
い
う
意
味
を
外
交
関
係
の
継
続
で
あ
る
と
の
認
識
が
で
き
、
党
執

行
部
は
、
そ
れ
を
経
済
、
文
化
等
の
実
務
関
係
の
継
続
と
認
識
し
え
た
の
で
あ
る
。

（
1
） 

前
掲
『
日
中
戦
後
関
係
史
』
三
七
五
頁
。

（
2
） 

前
掲
『
自
由
民
主
党
と
日
中
国
交
正
常
化
』
六
〇
│
六
一
頁
。
司
馬
桑
敦
『
中
日
関
係
十
五
年
』
台
北
、
聯
徑
出
版
、
一
九
八
三
年
、
三
一
七

│
三
一
八
頁
も
参
照
。

（
3
） 

自
民
協
の
第
一
回
総
会
が
開
か
れ
る
以
前
の
二
一
日
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
中
国
課
長
橋
本
恕
は
、
在
日
中
華
民
国
大
使
館
政
務
参
事
官
と
し
て

赴
任
し
た
林
金
莖
に
対
し
て
「
今
と
な
っ
て
は
、
誰
が
首
相
と
な
ろ
う
と
「
日
中
国
交
正
常
化
」
は
避
け
ら
れ
な
い
」、
と
述
べ
た
と
い
う
。
林
は

こ
の
談
話
の
内
容
を
そ
の
日
の
う
ち
に
台
北
に
報
告
し
た
（
林
金
莖
「
日
華
断
交
二
十
年
を
越
え
」『
問
題
と
研
究
』
第
二
巻
一
二
号
、
一
九
九
二

年
、
二
│
三
頁
）。

（
4
） 

宇
治
敏
彦
「
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
と
小
坂
訪
中
団
の
思
い
で
」『
月
刊
自
由
民
主
』、
自
由
民
主
党
、
一
九
九
〇
年
八
月
号
、
四
四
頁
。

（
5
） 

『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
二
月
二
五
日
。

四
七
四



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
九
一
）

（
6
） 

前
掲
『
日
中
戦
後
関
係
史
』
三
七
六
頁
。

（
7
） 

「
大
平
外
相
彭
大
使
会
談
録
」
一
九
七
二
年
七
月
二
五
日
（
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
〇
八
│
一
〇
四
五
）。

（
8
） 
永
野
信
利
『
天
皇
と
鄧
小
平
の
握
手
』
行
政
問
題
研
究
所
、
一
九
七
五
年
、
四
四
頁
。

（
9
） 
毛
利
和
子
『
日
中
関
係
│
戦
後
か
ら
新
時
代
へ
│
』
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
六
七
頁
。

な
お
、
国
交
正
常
化
の
過
程
に
お
け
る
財
界
の
役
割
に
注
目
し
た
議
論
と
し
て
、
緒
方
貞
子
「
日
本
の
対
外
政
策
決
定
過
程
と
財
界
│
資
本
自
由

化
・
日
中
国
交
正
常
化
過
程
を
中
心
に
」
細
谷
千
博
・
綿
貫
譲
治
編
『
対
外
政
策
決
定
過
程
の
日
米
比
較
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、

二
一
三
│
二
四
一
頁
を
参
照
。

（
10
） 

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
七
月
二
八
日
。

（
11
） 

唐
家
旋
「
田
中
内
閣
か
ら
小
泉
、
小
沢
ま
で
│
日
本
語
通
訳
か
ら
始
ま
っ
た
対
日
工
作
の
責
任
者
が
語
っ
た
四
十
八
年
」『
文
藝
春
秋
』
文
藝

春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
四
月
号
、
一
六
五
│
一
六
六
頁
。

（
12
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
五
〇
四
頁
。

（
13
） 

二
章
、
注（
25
）参
照
の
こ
と
。

（
14
） 

「
民
国
六
一
年
七
月
一
三
日
行
政
院
第
一
二
八
一
回
院
会
指
示
」
蒋
経
国
先
生
全
集
編
輯
委
員
会
『
蒋
経
国
先
生
全
集
』
第
一
七
冊
、
台
北
、

行
政
院
新
聞
局
、
一
九
九
一
年
、
三
八
〇
頁
。

（
15
） 

伊
原
吉
之
助
「
台
湾
政
治
改
革
年
表
・
覚
書
（
一
九
四
三
│
一
九
八
七
）」『
帝
塚
山
女
子
大
学
教
養
学
部
紀
要
』
第
三
一
輯
、
一
九
九
二
年
、

一
八
五
頁
。
前
掲
『
日
台
関
係
史　

一
九
四
五
│
二
〇
〇
八
』
九
九
頁
も
参
照
。

（
16
） 

『
中
央
日
報
』
一
九
七
二
年
一
二
月
七
日
。『
中
華
週
報
』
一
九
七
二
年
一
二
月
一
八
日
。

（
17
） ｢

民
国
六
一
年
六
月
一
三
日　

在
立
法
院
第
一
届
四
九
會
期　

口
頭
施
政
方
針
報
告
（
補
充
説
明
）｣

『
蒋
経
国
先
生
全
集
』
第
九
冊
、
一
九
五

│
二
〇
二
頁
。
一
九
七
〇
年
初
頭
で
は
、
五
月
五
日
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
一
〇
月
一
三
日
カ
ナ
ダ
、
一
一
月
六
日
イ
タ
リ
ア
、
ま
た
、
チ
リ
と
国
府

と
の
断
交
が
続
い
た
が
、
断
交
後
は
実
務
関
係
は
継
続
さ
れ
た
。

（
18
） 

前
掲
「
中
華
民
国
外
交

案
に
み
る
「
別
れ
の
外
交
（
日
華
断
交
）
│
椎
名
悦
三
郎
の
訪
台
を
中
心
に
│
」
二
〇
三
│
二
〇
四
頁
を
参
照
。

四
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
九
九
二
）

（
19
） 

前
掲
『
日
中
戦
後
関
係
史
』
三
七
六
頁
。

（
20
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
二
一
日
。
前
掲
『
田
中
政
権
・
八
八
六
日
』
一
一
五
頁
も
参
照
。

こ
の
八
月
三
日
以
後
、
賀
屋
興
宣
を
除
い
て
戦
前
派
の
親
台
湾
派
の
議
員
は
何
故
か
、
沈
黙
を
守
っ
た
（
前
掲
「
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
過
程

│
政
策
決
定
者
と
そ
の
行
動
の
背
景
」
三
四
頁
）。

（
21
） 

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
八
日
。

（
22
） 

栗
山
尚
一
「
日
中
国
交
正
常
化
」『
早
稲
田
法
學
』、
七
四
巻
四
号
、
一
九
九
九
年
、
四
二
頁
。

（
23
） 

前
掲
『
心
の
一
燈　

回
想
の
大
平
正
芳　

そ
の
人
と
外
交
』
一
〇
六
頁
、
括
弧
内
原
文
。

（
24
） 

前
掲
『
記
録
と
考
証　

日
中
国
交
正
常
化
・
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
交
渉
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
頁
。

（
25
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
過
程
│
政
策
決
定
者
と
そ
の
行
動
背
景
│
』
五
│
八
頁
、
前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
・
日
中
平
和
友
好
条
約

締
結
交
渉
│
記
録
と
考
証
│
』
二
〇
七
頁
を
参
照
。

（
26
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化
の
政
治
史
』
五
〇
四
│
五
〇
七
頁
を
参
照
。

結
果
的
に
大
平
や
橋
本
、
高
島
ら
は
、
中
国
側
の
台
湾
を
「
黙
約
事
項
」
に
し
よ
う
と
す
る
案
を
退
け
、
日
中
共
同
声
明
案
を
作
成
し
た
。

（
27
） 

前
掲
『
日
中
国
交
正
常
化　

田
中
角
栄
、
大
平
正
芳
、
官
僚
た
ち
の
挑
戦
』
六
六
頁
。
小
谷
豪
冶
郎
は
、
そ
の
著
『
蔣
経
國
傳
』
プ
レ
ジ
デ
ン

ト
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
一
四
頁
で
「
筆
者
は
日
本
政
府
の
対
中
国
政
策
に
あ
く
ま
で
も
反
対
で
あ
る
こ
と
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
潔
癖
性
を
行

動
に
よ
っ
て
示
す
た
め
に
、
自
ら
を
中
華
民
国
と
の
友
好
関
係
を
意
図
的
に
維
持
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
グ
ル
ー
プ
に
身
を
置

き
、
そ
れ
に
属
す
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
き
た
。」
と
政
府
の
対
中
政
策
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

（
28
） 

「
民
国
六
一
年
八
月
八
日　

譴
責
日
本
媚
匪
態
度　

談
話
」『
蒋
経
国
先
生
全
集
』
第
一
三
冊
、
二
八
二
頁
。

（
29
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
五
日
。

（
30
） 

『
読
売
新
聞
』
一
九
七
二
年
七
月
一
五
日
。

（
31
） 

玉
置
和
郎
記
録
篇
委
員
会
編
『
政
党
政
治
家　

玉
置
和
郎
』
学
習
研
究
社
、
一
九
八
八
年
、
九
一
│
九
二
頁
を
参
照
。

（
32
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
一
六
日
。

四
七
六



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
九
三
）

（
33
） 

同
上
。『
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
一
八
日
。

（
34
） 

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
一
六
日
。

（
35
） 
読
売
新
聞
政
治
部
編
『
権
力
の
中
枢
が
語
る
自
民
党
三
〇
年
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
、
一
七
三
│
一
七
四
頁
。

（
36
） 
林
金
莖
『
梅
と
桜
│
戦
後
日
華
関
係
』
サ
ン
ケ
イ
出
版
、
昭
和
五
九
年
、
二
六
六
│
二
六
七
頁
。

（
37
） 

前
掲
「
日
中
国
交
正
常
化
の
秘
話
」
一
四
六
│
一
四
七
頁
。

（
38
） 

前
掲
「
日
中
国
交
正
常
化
協
議
会
と
小
坂
訪
中
団
の
思
い
で
」
四
五
│
四
六
頁
を
参
照
。

（
39
） 

前
掲
『
田
中
政
権
・
八
八
六
日
』
一
一
八
│
一
二
〇
頁
。『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
九
月
六
日
も
参
照
。

（
40
） 

前
掲
「
自
由
民
主
党
と
日
中
国
交
正
常
化
│
複
合
的
政
策
決
定
に
お
け
る
妥
協
の
構
造
│
」
六
二
頁
。
早
坂
茂
三
『
政
治
家
田
中
角
栄
』
中
央

公
論
社
、
昭
和
六
二
年
、
三
七
八
頁
も
参
照
。

（
41
） 

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
九
月
六
日
。

（
42
） 

前
掲
『
田
中
政
権
・
八
八
六
日
』
一
一
八
│
一
二
〇
頁
、『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
九
月
六
日
を
参
照
。

（
43
） 

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
二
年
九
月
八
日
（
夕
刊
）。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
日
中
問
題
を
「
日
日
問
題
」
│
国
内
問
題
│
と
認
識
し
て
い
た
田
中
は
、
自
民
党
総
裁
選
挙
で
は
三
木
や
大
平
と
の
間

で
日
中
問
題
を
含
ん
だ
政
策
協
定
を
結
ん
だ
こ
と
で
、
総
理
、
総
裁
の
座
を
射
止
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
国
と
の
国
交
正
常
化
は
、
結

果
的
に
中
国
側
の
積
極
的
な
主
導
に
よ
り
田
中
内
閣
成
立
後
、
三
か
月
足
ら
ず
で
樹
立
さ
れ
た
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
ソ
連
の
現

実
的
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
戦
略
的
立
場
の
強
化
を
急
い
で
い
た
中
国
側
に
国
交
正
常
化
の
必
要
度
が
高
か
っ
た
と
言
え
る
（
1
）

。

四
七
七
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月
）
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四
）

国
交
正
常
化
の
過
程
で
は
、
外
相
の
大
平
に
比
べ
て
田
中
は
、
国
交
正
常
化
に
対
す
る
姿
勢
が
総
理
就
任
以
前
よ
り
も
後
退
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
が
、
党
内
で
の
福
田
派
を
中
心
と
し
た
親
台
湾
派
の
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
親
台
湾
派
の
言

動
は
、
反
共
産
主
義
陣
営
と
し
て
の
中
華
民
国
の
重
要
性
と
賀
屋
興
宣
ら
を
中
心
と
し
た
戦
前
派
の
親
台
湾
派
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
「
蒋
介
石
恩
義
論
」
と
が
、
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
政
界
に
対
す
る
影
響
力
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
歴
代

の
自
民
党
政
権
の
外
交
政
策
の
基
本
理
念
の
一
つ
で
も
あ
り
、
親
中
国
派
の
対
中
国
積
極
政
策
に
歯
止
め
を
か
け
る
一
定
の
役
割
を
果
た

す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
そ
れ
は
外
交
政
策
の
政
策
形
成
の
中
心
と
な
る
外
務
省
の
地
位
の
低
下
を
意
味
す
る
も
の
と

な
っ
た
が
、
必
ず
し
も
外
務
省
内
で
「
蒋
介
石
恩
義
論
」
を
絶
対
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
に
分
析
す
る
方
向
性
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

自
民
協
で
の
親
台
湾
派
の
議
論
は
、
あ
ま
り
に
も
道
義
論
に
傾
い
て
い
た
。
最
期
ま
で
、
自
民
協
で
論
陣
を
張
っ
て
い
た
賀
屋
は
、

「
中
国
と
の
国
交
が
正
常
化
し
て
も
、
台
湾
と
の
外
交
関
係
を
断
つ
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
。
現
実
に
、
中
国
に
は
二
つ
の
政
権
が
存
在

す
る
の
だ
か
ら
、
二
つ
の
政
権
と
国
交
を
結
べ
ば
よ
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
中
国
も
台
湾
も
と
も
に
「
中
国
は
一
つ
」
と
主
張
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
日
本
が
二
つ
の
政
権
と
国
交
を
結
ぶ
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
努
力
が
必
要
だ
。
台
湾

に
対
す
る
説
得
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
手
伝
っ
て
も
よ
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
た
が
（
2
）

、
こ
の
見
解
を
国
府
も
中
国
も
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う

か
。
国
府
も
中
国
も
「
二
つ
の
中
国
」
あ
る
い
は
「
一
つ
の
中
国
、
一
つ
の
台
湾
」
を
認
め
て
い
な
い
以
上
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
が

樹
立
さ
れ
れ
ば
、
国
府
と
の
外
交
関
係
が
断
絶
す
る
の
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
賀
屋
の
見
解
や
自
民
協
で
の
親
台
湾
派

の
発
言
に
は
、
大
き
な
矛
盾
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
親
台
湾
派
は
、「
日
中
国
交
正
常
化
に
反
対
し
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
究
極

的
に
は
「
日
中
国
交
正
常
化
に
反
対
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
七
八



日
華
断
交
と
日
中
国
交
正
常
化
（
田
才
）

（
九
九
五
）

し
た
が
っ
て
、
日
華
断
交
に
よ
る
中
国
と
の
国
交
正
常
化
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す
る
政
府
及
び
自
民
協
執
行
部
や
親
中
国
派
と
、
そ
れ

に
対
す
る
親
台
湾
派
と
の
間
に
は
、
合
意
が
成
立
す
る
余
地
な
ど
当
初
か
ら
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
及
び
自
民
協
執
行
部

は
、
自
民
協
が
出
席
し
た
議
員
の
「
い
い
た
い
こ
と
を
い
わ
せ
て
お
く
」
場
で
あ
り
、
党
内
で
「
皆
で
討
論
を
重
ね
た
」
末
に
「
合
意
形

成
の
努
力
を
尽
く
し
た
」
と
の
印
象
を
内
外
に
う
え
つ
け
な
が
ら
、「
政
府
へ
の
一
任
」
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
親
台
湾
派
に
と
っ
て
は
、
総
裁
直
属
の
政
策
決
定
機
関
に
お
い
て
国
府
と
の
外
交
関
係
の
維
持
に
努
力
し
続
け
た
と
い
う
面
子
が

保
た
れ
、
断
交
後
の
台
湾
と
の
関
係
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
国
交
正
常
化
の
過
程
で
最
終
的
に
田
中
の
説
得
を
受
け
い
れ
た
戦
後
派
の
親
台
湾
派
は
、
一
二
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た
第
三
三

回
総
選
挙
で
の
予
期
せ
ぬ
自
民
党
の
敗
北
後
、
一
変
し
て
反
田
中
を
鮮
明
に
し
た
（
3
）

。
彼
ら
は
、
翌
年
七
月
一
〇
日
に
派
閥
横
断
的
な
議
員

集
団
青
嵐
会
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
る
（
4
）

。
賀
屋
が
こ
の
総
選
挙
に
立
候
補
せ
ず
引
退
し
た
こ
と
は
、
親
台
湾
派
の
世
代
交
代
を
象
徴
し
て

い
た
。
彼
ら
は
日
中
国
交
正
常
化
後
、
日
中
間
の
貿
易
、
海
運
、
漁
業
、
航
空
な
ど
の
実
務
協
定
の
締
結
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
。
と
り

わ
け
日
中
国
交
正
常
化
の
実
態
を
形
成
す
る
航
空
協
定
は
、
日
本
、
中
国
、
台
湾
と
の
間
で
の
日
台
路
線
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
政
治
問
題

化
し
、
自
民
党
内
で
は
、
そ
の
大
平
外
相
の
手
法
に
対
し
て
青
嵐
会
や
戦
前
派
の
親
台
湾
派
ら
の
長
老
ら
が
強
い
反
発
を
示
し
た
の
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
福
田
派
が
そ
の
青
嵐
会
の
言
動
を
積
極
的
に
支
持
し
た
こ
と
で
派
閥
抗
争
が
絡
ま
っ
た
複
雑
な
権
力
構
図
を
も
た

ら
し
協
定
締
結
ま
で
に
一
年
以
上
も
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
日
日
問
題
」
が
、
む
し
ろ
よ
り
尖
鋭
な
形
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
） 

周
恩
来
が
国
交
正
常
化
を
急
い
だ
他
の
要
因
と
し
て
は
、
文
革
派
と
の
対
立
と
自
ら
の
健
康
問
題
が
上
げ
ら
れ
る
（
産
経
新
聞
社
編
『
戦
後
史

四
七
九
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六
）

開
封
』
昭
和
四
〇
年
代
編
、
一
九
九
九
年
、
二
九
二
頁
を
参
照
）。

（
2
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
一
七
日
。『
讀
賣
新
聞
』
一
九
七
二
年
八
月
一
七
日
。

（
3
） 
自
民
党
は
、
日
中
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
楽
勝
の
選
挙
と
見
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
無
所
属
組
を
加
え
て
二
八
四
議
席
と
な
っ
た
が
、
解
散
前
よ

り
マ
イ
ナ
ス
一
三
議
席
と
な
っ
た
。
公
認
候
補
だ
け
の
当
選
者
数
二
七
一
議
席
は
、
自
民
党
結
党
以
来
最
低
だ
っ
た
。
そ
の
敗
因
の
一
つ
が
各
地
の

選
挙
区
で
の
候
補
者
の
乱
立
で
あ
っ
た
。
一
方
、
昭
和
二
四
年
一
月
の
総
選
挙
で
三
五
人
当
選
を
上
回
る
三
八
議
席
を
獲
得
し
て
第
三
党
に
な
っ
た

の
が
共
産
党
だ
っ
た
。
公
明
党
は
、
四
七
議
席
か
ら
二
九
議
席
と
減
り
、
ふ
る
わ
な
か
っ
た
。

（
4
） 

青
嵐
会
は
、
衆
参
合
わ
せ
三
一
人
。
所
属
派
閥
で
は
、
福
田
派
が
一
〇
人
（
参
院
三
人
）、
中
曽
根
派
九
人
、
椎
名
派
四
人
、
水
田
派
三
人
、

三
木
派
一
人
、
無
派
閥
四
人
（
参
院
二
人
）
で
あ
る
。
田
中
、
大
平
派
か
ら
は
、
一
人
も
参
加
者
が
い
な
い
（
河
内
孝
『
血
の
政
治　

青
嵐
会
と
い

う
物
語
』
新
潮
新
書
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
七
頁
）。

追
記

秋
山
先
生
の
古
稀
に
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
私
の
よ
う
な
も
の
に
常
に
暖
か
い
眼
差
し
で
ご
指
導
し
て
い
た
だ
き
、
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。
先
生
の
、
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
と
ご
健
康
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

四
八
〇



リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
玉
井
）

（
九
九
七
）

リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン

玉　
　

井　
　

通　
　

和

は
じ
め
に

リ
ー
ニ
ュ
公
（
シ
ャ
ル
ル
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
リ
ー
ニ
ュ
）
は
、
一
八
一
四
年
の
ウ
イ
ー
ン
会
議
を
「
会
議
は
踊
る
、
さ
れ
ど
進
ま
ず
（
1
）

」
と

評
し
た
と
さ
れ
る
、
南
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
（
現
ベ
ル
ギ
ー
）
出
身
の
大
貴
族
、
軍
人
、
作
家
で
あ
る
。

現
ベ
ル
ギ
ー
、
モ
ン
ス
市
に
近
い
ベ
ロ
イ
ユ
城
を
居
城
と
し
、
一
一
世
紀
に
は
す
で
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
大
貴
族
の
家
に
生
ま

れ
た
、
こ
の
《
バ
ラ
色
の
プ
リ
ン
ス
（
2
）

》
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
や
ウ
ィ
ー
ン
や
サ
ン
ク
ト
│

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
宮
廷
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
マ

リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
や
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
や
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
と
ふ
れ
あ
い
、
様
々
な
形
で
当
時
の
文
学
者
や
作
家
、
す
な
わ
ち

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
Ｊ
．│
Ｊ
．
ル
ソ
ー
、
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
、
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
、
ゲ
ー
テ
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
交
渉
を
持
っ
た
。
そ
し
て
、
何
よ

り
そ
の
端
正
な
風
貌
と
優
雅
な
振
る
舞
い
、
と
り
わ
け
洗
練
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
っ
て
、
古
き
良
き
時
代
の
《
フ
ラ
ン
ス
的
な
調
子

四
八
一
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と
性
格
》
（
エ
イ
ナ
ー
ル
評
）
を
誰
よ
り
も
見
事
に
表
現
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
人
以
上
に
フ
ラ
ン
ス
人
ら
し
い
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
特
に
こ
の
二
〇
年
、
こ
の
プ
リ
ン
ス
が
書
き
残
し
た
（
再
発
見
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）
膨
大
な
手
記
・
回
想
録
の
整
理
が
よ
り
進

む
に
つ
れ
、
彼
が
た
ん
に
旧
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム

体
制
と
い
う
《
生ド

ゥ
ス
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
ー
ヴ
ル

き
る
喜
び
》
あ
ふ
れ
る
時
代
を
、
気ボ

ン

・

モ

の
き
い
た
言
葉
を
振
り
ま
い
て
生
き
抜
い
た

時
代
の
寵
児
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
と
他
者
を
冷
静
に
見
つ
め
、
エ
ス
プ
リ
あ
ふ
れ
る
的
確
な
表
現
で
真
摯
に
記
録
し
た
、
一
つ
の

時
代
の
貴
重
な
証
言
者
、
普
遍
的
な
人
間
の
真
実
に
迫
っ
た
作
家
の
側
面
が
次
第
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
こ
で
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
二
一
世
紀
初
め
の
現
在
の
文
コ
ン
テ
ク
ス
ト

脈
の
中
で
、
《
五
つ
か
六
つ
の
祖
国
》
を
持
つ
、
先
駆
的
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
リ
ー
ニ
ュ
公
が
見
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
を
、
特
に
彼
の
《
頭
の
忠
実
な
書
記
（
3
）

》
で
あ
る
ペ
ン
で
書
き

残
し
た
も
の
を
通
し
て
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
追
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

注（
1
） 

リ
ー
ニ
ュ
公
の
遠
縁
の
人
物
が
そ
の
回
想
録
で
四
〇
年
後
に
伝
え
た
こ
の
有
名
な
言
葉
は
、
た
だ
会
議
に
進
捗
が
な
い
の
を
「
嘆
い
た
」
も
の

と
一
般
に
は
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
原
文
に
あ
た
る
だ
け
で
も
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
か
ら
王
侯
貴
族
や
有
力

政
治
家
が
ウ
ィ
ー
ン
に
集
ま
っ
て
い
る
、
た
し
か
に
《
会
議
は
歩
ん
で
い
な
い
、
踊
っ
て
い
る
》
、
し
か
し
歴
史
上
《
初
め
て
楽
し
み
の
中
で
平
和

が
も
た
ら
さ
れ
る
》
、
《
政
治
と
い
う
布
に
宴
会
が
一
杯
刺
繍
さ
れ
て
い
る
》
と
い
う
一
連
の
言
葉
か
ら
は
、
《
こ
の
世
紀
で
一
番
陽
気
な
人
物
》

﹇
ゲ
ー
テ
の
詩
、『
こ
の
世
紀
で
一
番
陽
気
な
人
物
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
』（
一
七
一
五
）
よ
り
﹈
の
面
目
躍
如
た
る
面
、
こ
の
会
議
を
む
し
ろ
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
る
面
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
拙
著
『「
リ
ー
ニ
ュ
公
と
そ
の
世
界
」
序
説
（
1
）』、
桜
文
論
叢
第
八
一
巻
、2011, p.26.

参
照
）

（
2
） 

「
バ
ラ
色
」
は
元
々
、（
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
血
を
引
く
と
さ
れ
る
）
古
い
リ
ー
ニ
ュ
家
代
々
に
用
い
ら
れ
た
色
で
あ
っ
て
、
決
し
て
リ
ー

ニ
ュ
公
個
人
の
色
で
は
な
い
、
と
彼
自
身
が
『
回
想
録
』
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。

四
八
二



リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
玉
井
）

（
九
九
九
）

（
3
） P

rince C
harles-Joseph de L

igne, F
ragm

en
ts d

e l’h
istoire d

e m
a vie, tom

e I, H
.C
ham
pion, 2000, p.108.

1
．

一
八
〇
三
年
七
月
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
第
一
執
政
官
と
し
て
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
入
市
の
折
、
リ
ー
ニ
ュ
公

の
次
男
ル
イ
（
1
）

が
こ
れ
を
先
導
す
る
名
誉
を
得
た
。
し
か
し
リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
《
リ
ー
ニ
ュ
一
族
が
フ
ラ
ン
ス
執
政
官
衛
兵
》
と
し
て
行
動

し
て
い
る
こ
と
に
《
憤
慨
（
2
）

》
す
る
。

だ
が
当
時
二
三
才
の
息
子
ル
イ
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
。
父
親
に
よ
っ
て
一
〇
才
の
時
王
妃
マ
リ
ー
＝
ア

ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
名
を
冠
し
た
竜
騎
兵
部
隊
に
登
録
さ
れ
て
以
来
、
パ
リ
で
教
育
を
受
け
て
き
た
彼
は
、
革
命
戦
争
の
混
乱
の
中
、
最
終

的
に
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
勇
将
ネ
イ
元
帥
に
拾
わ
れ
て
曹
長
に
さ
れ
、
生
と
死
の
危
機
を
幾
度
も
乗
り
越
え
て
こ
こ
に
至
っ
て
い
た
。

軍
人
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
事
的
才
能
に
対
す
る
信
頼
も
あ
っ
て
士
気
高
い
若
手
将
校
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
三
ヵ
月
前
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア

国
籍
を
離
れ
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
得
た
ば
か
り
の
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
市
民
」
で
も
あ
っ
た
（
3
）

。
そ
し
て
、
母
親
の
リ
ー
ニ
ュ
公
妃
が
ひ
と

り
留
守
を
守
る
ベ
ロ
イ
ユ
城
他
エ
ノ
ー
地
方
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
接
収
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
リ
ー
ニ
ュ
家
の
資
産
を
取
り
戻
す
に
は
一
族
の
中

で
誰
よ
り
良
い
位
置
に
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

リ
ー
ニ
ュ
公
自
身
は
、
一
七
九
四
年
フ
ロ
リ
ュ
ス
（
現
ベ
ル
ギ
ー
、
シ
ャ
ル
ル
ロ
ワ
市
近
く
）
の
戦
い
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
が
フ
ラ
ン
ス

革
命
軍
に
敗
れ
て
以
来
、
一
八
一
四
年
の
死
に
至
る
ま
で
の
晩
年
の
二
〇
年
を
ウ
ィ
ー
ン
、
ま
た
は
ボ
ヘ
ミ
ア
の
保
養
地
で
、
い
わ
ば
亡

命
者
と
し
て
過
ご
し
、
再
び
ベ
ロ
イ
ユ
城
（
4
）

、
そ
し
て
自
ら
手
掛
け
た
そ
の
見
事
な
庭
園
を
目
に
す
る
こ
と
は
二
度
と
な
か
っ
た
。

四
八
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
〇
〇
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
入
る
二
ヵ
月
前
の
一
八
〇
三
年
五
月
に
は
、
一
週
間
だ
け
彼
は
エ
ー
デ
ル
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
（
ド
イ
ツ

南
西
部
）
に
与
え
ら
れ
た
リ
ー
ニ
ュ
家
の
新
領
地
に
、
最
初
で
最
後
の
訪
問
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ァ
ニ
ョ
ル
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ナ
ミ
ュ
ー

ル
地
方
）
の
領
地
放
棄
へ
の
代
償
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
解
体
と
そ
の
再
編
・
再
分
配
政
策
の
流
れ
の
中
で
の
、

い
わ
ば
懐
柔
も
意
図
さ
れ
た
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
（
5
）

。
し
か
し
こ
の
一
年
後
に
は
、
は
や
く
も
お
そ
ら
く
経
済
的
理
由
か
ら
こ
の
領
地
は

選
帝
侯
投
票
権
と
と
も
に
、
エ
ス
テ
ル
ハ
ー
ジ
ー
公
（
リ
ー
ニ
ュ
公
妃
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
従
兄
）
に
売
却
し
て
い
る
。
同
じ
頃
ベ
ロ
イ
ユ
城

の
接
収
は
完
了
す
る
が
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
ベ
ロ
イ
ユ
城
と
他
の
エ
ノ
ー
地
方
の
自
ら
の
領
地
を
息
子
ル
イ
に
譲
る
こ
と
で
こ
れ
に
対
応
し

て
い
る
。

一
八
〇
四
年
五
月
、
フ
ラ
ン
ス
元
老
院
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
即
位
を
宣
言
し
、
一
二
月
に
そ
の
戴
冠
式

が
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
七
世
出
席
の
も
と
パ
リ
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
で
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
行
な
わ
れ
た
。

ツ
ー
ロ
ン
攻
囲
戦
で
の
功
績
で
頭
角
を
表
わ
し
、
特
に
イ
タ
リ
ア
戦
役
で
の
活
躍
が
軍
人
と
し
て
の
名
声
を
決
定
づ
け
、
エ
ジ
プ
ト
遠

征
と
い
う
危
機
も
そ
の
後
の
ク
ー
デ
タ
で
乗
り
切
り
、
そ
し
て
圧
倒
的
な
国
民
的
人
気
を
背
景
に
、
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
を
導
く
強
力
な
指

導
者
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
、
こ
こ
で
そ
の
一
つ
の
頂
点
に
上
り
詰
め
た
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
よ
り
三
四
才
年
長
の
リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
前
述
し
た
通
り
各
国
の
宮
廷
、
社
交
界
に
名
を
馳
せ
る
古
い
大
貴
族
出
の
著
名
な

社
交
人
だ
っ
た
が
、
本
人
は
何
よ
り
軍
人
で
あ
る
自
分
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

軍
人
リ
ー
ニ
ュ
公
の
経
歴
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
自
ら
記
録
し
た
『
わ
が
七
年
戦
争
従
軍
記
（M

on
 Jou

rn
al d

e la gu
erre d

e S
ept 

A
n

s

）』
を
中
心
に
近
く
論
述
を
予
定
し
て
い
る
が
（
6
）

、
九
才
の
時
か
ら
ど
ん
な
時
も
ペ
ン
を
手
放
さ
な
か
っ
た
生
涯
の
作
家
リ
ー
ニ
ュ
公

が
、
テ
ュ
レ
ン
ヌ
や
コ
ン
デ
公
の
活
躍
に
胸
躍
ら
せ
、
一
五
才
で
初
め
て
ま
と
め
た
「
処
女
作
」
が
『
軍
人
論
（D

iscou
rs su

r la 

四
八
四



リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
玉
井
）

（
一
〇
〇
一
）

profession
 d

es arm
es

）』
だ
っ
た
の
は
そ
の
こ
と
を
何
よ
り
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
職
業
軍
人
と
し
て
の
彼
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝

軍
将
校
と
し
て
七
年
戦
争
で
活
躍
し
、
一
七
八
九
年
、
対
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
戦
で
の
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
奪
取
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
リ
ー
ニ
ュ
公
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ー
ニ
ュ
家
と
リ
ー
ニ
ュ
公
個
人
の
利
害
と
感
情
を
越
え
、
息
子
ル
イ
に
劣
ら
ず
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
軍
人
と
し
て
の
並
は
ず
れ
た
活
躍
、
生
き
た
神
話
と
な
り
つ
つ
あ
る
《
コ
ル
シ
カ
の
鬼
オ
ー
グ
ル

》
の
軍
事
行
動
に
瞠
目
し
て
も
、
何
の
不
思

議
も
な
い
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

最
愛
の
息
子
、
長
男
シ
ャ
ル
ル
は
、
一
七
九
二
年
北
仏
ア
ル
ゴ
ン
ヌ
で
の
対
革
命
フ
ラ
ン
ス
軍
戦
に
プ
ロ
シ
ャ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
合
軍
の
一

員
と
し
て
参
戦
し
、
戦
死
し
て
い
る
。

（
2
） P

h.M
ansel, L

e ch
arm

eu
r d

e l’E
u

rope C
h

arles-Joseph
 d

e L
ign

e(1713-1814), S
tock, 1992, p.211.

（
3
） J.L

am
botte, L

e P
rin

ce d
e L

ign
e ou

 la d
ern

ière m
ém

oire, L
abor, 1990, p.147.

以
下
参
照
。
一
八
〇
三
年
四
月
九
日
、
フ
ラ
ン
ス

国
籍
取
得
。

（
4
） 

父
祖
の
城
、
愛
す
る
ベ
ロ
イ
ユ
城
に
つ
い
て
は
、
一
七
八
一
年
に
『
ベ
ロ
イ
ユ
城
一
瞥
（C

ou
p d

’oeil su
r B

eloeil

）』
を
刊
行
し
て
い
る
。

（
5
） 

一
八
〇
三
年
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
再
編
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
北
の
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

（
6
） 

こ
れ
に
は
執
筆
中
の
拙
著
『
リ
ー
ニ
ュ
公
と
そ
の
世
界
』
の
枠
の
中
で
あ
る
。

四
八
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
〇
二
）

2
．

一
八
〇
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
第
一
帝
政
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
誕
生
、
そ
し
て
そ
の
中
心
と
し
て
の
「
帝
国
宮
廷
」
の
出
現
は
、
特
に
そ

の
権
力
の
誇
示
の
面
で
多
く
の
人
々
を
引
き
付
け
る
が
、
同
時
に
失
望
や
反
発
も
生
ん
だ
。
自
由
と
解
放
の
英
雄
像
を
打
ち
砕
か
れ
た

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
、
そ
の
『
第
三
交
響
曲
（
エ
ロ
イ
カ
）』
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
献
辞
を
取
り
消
し
た
話
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
文
豪

ゲ
ー
テ
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
《
軍
馬
に
跨
っ
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
》
と
そ
の
冷
た
く
強
い
独
裁
ぶ
り
を
評
す
る
。

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
の
宮
廷
の
簡
素
さ
に
慣
れ
て
い
る
も
の
の
、
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
華
麗
さ
に
は
異
論
の
な
か
っ
た
リ
ー

ニ
ュ
公
も
、
さ
す
が
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
宮
廷
の
誇
大
な
華
美
と
虚
飾
を
や
り
玉
に
挙
げ
、
《
イ
タ
リ
ア
の
殿
様
の
悪
趣
味
（
1
）

》
だ
と
酷
評
し

て
い
る
。

だ
が
も
っ
と
重
要
な
問
題
は
そ
の
領
土
的
野
心
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
占
領
下
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
『
ド
イ
ツ
国
民

に
告
ぐ
』
と
い
う
有
名
な
講
演
を
す
る
が
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
そ
の
三
年
以
上
前
の
一
八
〇
四
年
八
月
、
ド
イ
ツ
人
の
祖
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム

国
愛
に
（
2
）

訴
え
か

け
、
プ
ロ
シ
ャ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
も
う
一
度
共
同
戦
線
を
張
る
べ
き
だ
、
《
全
ガ
リ
ア
と
全
イ
タ
リ
ア
の
皇
帝
（
＝

ナ
ポ
レ
オ
ン
）
を
、
非デ

シ

ャ

ル

ル

マ

ー

ニ

ゼ

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
化
》
（
3
）

す
べ
き
だ
と
、
当
時
プ
ロ
シ
ャ
駐
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
使
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
着
任
し

た
ば
か
り
の
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
へ
の
手
紙
の
中
で
主
張
す
る
。
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
プ
ロ
シ
ャ
同
盟
の
再
度
の
成
立
を
画

策
す
る
が
、
そ
の
努
力
は
実
を
結
ば
な
い
。

《
王
座
に
い
る
の
は
良
き
父
、
良
き
夫
だ
が
、
良
き
王
で
は
な
い
》
、
と
リ
ー
ニ
ュ
公
は
嘆
い
て
い
る
。
当
時
、
王
座
を
占
め
て
い
た

の
は
、
フ
ラ
ン
ツ
二
世
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
＝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
で
あ
り
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
、
フ
リ
ー
ド

四
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リ
ヒ
大
王
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
と
い
っ
た
、
良
く
も
悪
く
も
百
戦
錬
磨
の
巨
人
た
ち
と
親
し
く
交
わ
っ
て
き
た
リ
ー
ニ
ュ
公
か
ら
す
る

と
、
知
性
や
良
識
は
認
め
ら
れ
て
も
、
や
は
り
役
不
足
の
感
が
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
結
局
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
新
し
い
時
代
の
巨
人
に
対

抗
で
き
る
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
同
盟
が
成
立
す
る
に
は
九
年
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

一
八
〇
四
年
一
〇
月
、
フ
ラ
ン
ツ
二
世
は
ロ
シ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
と
密
約
を
交
わ
し
た
と
さ
れ
る
が
、
プ
ロ
シ
ャ
が
動
い
た

形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
リ
ー
ニ
ュ
公
の
集
め
た
情
報
に
よ
れ
ば
、
要
す
る
に
そ
の
意
思
が
な
い
の
で
あ
る
（
4
）

。
そ
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇

帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
に
、
六
九
才
の
リ
ー
ニ
ュ
公
は
《
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
た
め
に
戦
い
た
い
》
、
と
い
う
請
願
書
を
提
出
す
る
。
こ
れ
は
、

息
子
ル
イ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
将
校
と
し
て
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
行
動
を
し
て
い
る
事
実
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
が
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
（
現
ベ
ル
ギ
ー
）
の
愛パ

ト
リ
オ
ッ
ト

国
者
の
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
蜂
起
を
支
援
し
て
い
る
と
い
う
疑
い
を
も
た
れ
、
謹
慎
を
命
じ

ら
れ
た
こ
と
│
実
際
に
蜂
起
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
そ
の
祖
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム

国
愛
に
共
感
し
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
│
も
背
景
に
し
た
、

リ
ー
ニ
ュ
公
流
の
身
の
正
し
方
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
憤
る
。

し
か
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
驚プ
ロ
デ
ィ
ジ
ュ
ー

嘆
す
べ
き
人
間
だ
と
思
う
の
は
非
常
識
極
ま
る
。
こ
の
戦
い
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
、
名
は
伏
せ
て
お
く
が
、

あ
る
識
者
の
言
っ
た
こ
と
に
つ
き
る
。
《
こ
れ
は
貧
相
な
な
ら
ず
者
で
、
何
も
か
も
恐
れ
て
い
る
が
、
運
だ
け
は
良
い
、
そ
し
て

我
々
が
こ
れ
か
ら
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
せ
て
や
る
男
だ
（
4
）

。》

年
老
い
た
と
は
い
え
戦
意
を
失
っ
て
い
な
い
軍
人
が
、
目
の
前
に
迫
る
敵
に
対
し
て
発
し
そ
う
な
、
率
直
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

様
々
な
理
由
か
ら
戦
争
は
な
い
と
冷
静
に
判
断
し
て
い
た
リ
ー
ニ
ュ
公
の
観
測
と
は
関
係
な
く
、
一
八
〇
五
年
一
〇
月
二
〇
日
ド
イ
ツ
南

四
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部
の
ウ
ル
ム
で
の
会
戦
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
に
立
ち
向
か
う
「
破
目
」
に
な
り
、
い
わ
ば
な
す
す
べ
も
な
く
敗
北
す
る
。

そ
の
一
〇
日
後
リ
ー
ニ
ュ
公
は
ウ
ィ
ー
ン
に
入
り
、
一
一
月
九
日
に
は
娘
フ
ェ
フ
ェ
を
連
れ
て
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
（
現
ブ
ラ
チ
ス
ラ
バ
）
に

い
っ
た
ん
難
を
逃
れ
る
。
そ
の
三
日
後
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
が
ウ
ィ
ー
ン
を
占
領
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身
は
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
に

陣
取
る
。

二
ヵ
月
後
の
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
会
戦
に
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
は
、
ロ
シ
ア
軍
の
合
流
は
あ
っ
た
も
の
の
、
敗
北
を
喫
す
る
。
相

次
ぐ
敗
戦
の
報
の
中
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
滞
在
地
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
で
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
か
ら
聞
い
た
と
い
う
話
を
書
き
残
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の
弱
点
は
、
戦
場
に
火
の
手
が
上
が
る
と
た
だ
ち
に
自
ら
の
意
志
で
か
け
つ
け
る
、
主
体
性
あ
る
フ

ラ
ン
ス
軍
と
異
な
り
、
全
体
に
旧
態
依
然
と
し
て
動
き
が
鈍
く
、
上
か
ら
の
命
令
を
あ
く
ま
で
守
り
続
け
る
硬
直
し
た
所
に
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
（
5
）

。

戦
術
・
戦
略
に
関
心
を
示
す
軍
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
大
き
な
時
代
の
流
れ
の
十
字
路
に
立
つ
意
識
か
ら
か
、
い
わ
ば
先
駆
的

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
一
二
月
九
日
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
占
領
下
の
ウ
ィ
ー
ン
に
帰
っ
て
く
る
。

一
八
〇
五
年
一
二
月
一
八
日
に
書
き
留
め
た
の
は
（『
回
想
録
』
ノ
ー
ト
三
〇
収
録
）、
そ
の
前
日
、
高
級
将
校
や
政
治
家
か
ら
な
る
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
議
員
た
ち
を
前
に
、
約
一
時
間
に
わ
た
っ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
行
な
っ
た
会
見
の
顛
末
で
あ
る
。
リ
ー
ニ
ュ
公
に
よ
れ
ば
、
《

偉
大
で
崇
高
な
も
の
》
も
《
凡
庸
で
瑣
末
な
》
も
の
も
《
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
、
カ
リ
オ
ス
ト
ロ
（
6
）

》
風
な
も
の
も
取
り
交

ぜ
て
あ
る
こ
の
会
見
の
内
容
は
、
そ
こ
に
同
席
し
た
《
三
人
の
最
良
の
聞
き
手
》
か
ら
彼
が
聞
き
取
り
、
つ
き
合
わ
せ
て
ま
と
め
あ
げ
た

も
の
だ
と
い
う
。

ま
ず
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
出
席
し
た
人
々
に
向
か
っ
て
、
そ
の
人
々
に
課
さ
れ
た
《
重
課
税
を
遺
憾
に
思
う
》
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
自

四
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分
の
軍
の
働
き
に
報
い
る
の
に
必
要
な
の
だ
と
言
う
。

あ
な
た
方
の
皇
帝
が
そ
の
金
庫
の
資
金
で
あ
な
た
方
を
救
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
金
で
七
千
万
あ
れ
ば
あ
な
た
方
は
救
わ
れ
る
。
こ
の

私
は
、
そ
う
い
う
金
を
好
ま
な
い
。
私
に
は
財
布
も
銭
箱
も
土
地
も
小
作
地
も
な
い
。
個
人
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
は
千
ル
イ
も
な

い
と
思
う
。
国
の
金
庫
し
か
知
ら
な
い
し
、
そ
れ
以
外
知
ろ
う
と
も
思
わ
な
い
（
7
）

。

そ
し
て
、
交
渉
を
難
航
さ
せ
て
い
る
の
は
、
《
変ル

ネ

ガ

節
漢
》
だ
っ
た
り
、
能
力
に
欠
け
る
臣
下
、
取
り
巻
き
の
せ
い
だ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア

皇
帝
に
同
情
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
《
不
正
で
不
幸
な
戦
争
》
を
決
断
し
た
者
は
首
を
く
く
ら
れ
る
に
値
す
る
、
と
付
け
加
え
る
。
同
時
に

皇
帝
そ
の
人
に
も
触
れ
、
不
都
合
な
側
近
や
人
と
物
事
へ
の
無
知
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
君
主
た
ち
の
特
徴
で
あ
る
、
自
分
も
す
べ
て

知
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、

少
な
く
と
も
人
間
に
つ
い
て
私
が
持
っ
て
い
る
多
少
の
知
識
は
、
自
分
が
一
個
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
兵
卒
か
ら
身
を
起
し
て
皇
帝

の
地
位
に
ま
で
上
り
詰
め
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
（
8
）

。

《
今
私
の
い
る
部
屋
に
肖
像
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
あ
の
偉
大
な
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
帝
国
の
重
要
な
人
物
た
ち
の
意
見
を
聞
き
、

側
に
置
い
て
い
た
。》
憲
法
が
存
在
し
、
君
主
と
民
衆
の
間
に
中
間
権
力
が
あ
る
体
制
な
ら
別
だ
が
、
今
の
こ
の
状
況
下
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
で
、
我
々
が
《
地
理
的
、
軍
事
的
保
証
》
を
得
て
た
だ
ち
に
撤
退
す
る
の
は
難
し
い
。
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自
分
も
も
う
こ
こ
に
居
る
の
は
飽
き
た
し
、
《
み
な
パ
リ
に
帰
り
た
が
っ
て
い
る
、
パ
リ
は
ず
っ
と
居
心
地
が
い
い
し
、
き
れ
い
な
女

性
た
ち
も
い
る
（
8
）

。》

し
か
し
と
に
か
く
、
《
現
在
す
べ
て
は
、
私
の
も
の
で
あ
る
。》
《
不
幸
な
事
態
に
至
っ
て
い
た
り
、（
ロ
シ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
）
同

盟
が
も
っ
と
う
ま
く
い
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
私
の
方
に
は
国
民
衛
兵
、
徴
兵
資
格
者
、
予
備
役
が
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？
そ
の
す
べ

て
が
ラ
イ
ン
川
を
越
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
数
は
二
五
万
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
に
そ
の
必
要
は
な
か
っ
た
（
9
）

。》

《
こ
こ
に
こ
う
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。》
こ
の
平
穏
な
状
態
の
障
害
に
な
り
う
る
の
は
プ
ロ
シ
ャ
だ
が
、
し
か
し
彼
ら

は
《
か
つ
て
の
彼
ら
で
は
な
い
。
歩
兵
隊
は
も
は
や
同
じ
で
は
な
く
、
砲
兵
隊
は
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
い
平
和
の
結
果
で
あ

る
。》現

在
熱
狂
的
な
私
の
軍
も
一
〇
年
後
に
は
、
勝
利
を
呼
ぶ
、
そ
の
戦
う
精
神
を
失
う
だ
ろ
う
。

従
っ
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
ま
だ
若
い
今
の
方
が
良
い
。
三
六
才
と
い
う
の
は
良
い
年
で
あ
り
、
六
〇
才
で
痛
風
病
み
に
な

る
の
を
待
つ
つ
も
り
は
な
い
（
10
）

。

こ
う
し
た
談
話
に
加
え
て
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
か
ら
の
質
問
、
そ
し
て
や
り
取
り
が
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
熱
を
帯
び
て

く
る
と
、
た
ば
こ
入
れ
を
右
手
か
ら
左
手
へ
と
ま
す
ま
す
激
し
く
動
か
し
、
た
ば
こ
を
何
度
も
吸
い
な
が
ら
、
話
し
続
け
た
と
い
う
。

こ
の
逸
話
が
興
味
深
い
の
は
、
一
つ
は
リ
ー
ニ
ュ
公
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
彼
が
様
々
な
要
素
、
公
的
な
も
の
、
極
私
的
な
も
の
、

様
々
な
レ
ベ
ル
の
話
を
混
在
さ
せ
て
話
す
こ
と
で
、
彼
自
身
の
性
格
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
そ

四
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の
戦
争
観
で
あ
る
。

特
に
戦
争
と
い
う
も
の
の
経
済
的
側
面
が
目
に
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
兵
士
た
ち
の
戦
意
高
揚
を
継
続
さ
せ
る
に
は
、
た
だ
祖
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム

国
愛
、

名
誉
心
、
功
名
心
の
満
足
だ
け
で
な
く
、
そ
の
経
済
的
保
証
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
授
け
ら
れ
る
べ
き
栄
誉
や
地
位
昇
格
の
た
め
に

も
、
次
々
と
戦
場
を
変
え
な
が
ら
戦
争
を
継
続
し
て
い
く
の
に
必
要
な
武
器
兵
糧
調
達
の
継
続
の
た
め
に
も
、
現
地
で
の
戦
利
品
、
賠
償

金
、「
課
税
」
は
織
り
込
み
済
み
で
必
須
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
戦
役
を
前
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
兵
士
に
向
け
て
行
な
っ
た
と
さ

れ
る
演
説
に
も
そ
の
側
面
、
戦
い
で
得
ら
れ
る
の
が
単
に
名
誉
だ
け
で
は
な
く
将
来
の
「
豊
か
な
生
活
」
で
も
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
特
に
一
般
の
兵
士
た
ち
を
さ
ら
に
鼓
舞
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

古
き
良
き
旧
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム

体
制
の
生
き
残
り
、
リ
ー
ニ
ュ
公
が
ど
の
く
ら
い
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
か
不
明
だ
が
、
中
世
か
ら
の
伝
統
の

騎
士
道
精
神
や
、
太
陽
王
ル
イ
一
四
世
の
栄
光
の
た
め
の
対
外
戦
争
と
違
っ
た
、
新
し
い
近
代
戦
争
の
一
面
、
つ
ま
り
、
革
命
と
国
を
守

る
戦
争
、
自
由
と
解
放
の
理
念
を
広
め
る
と
い
う
大
義
の
戦
争
と
も
す
で
に
異
な
り
つ
つ
あ
る
戦
争
の
性
格
の
一
端
が
、
一
言
で
言
え
ば
、

貴
族
的
な
戦
争
か
ら
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
」
と
も
言
え
る
戦
争
へ
の
転
換
の
構
図
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
言
葉
の
端
々
に
垣
間
見
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
こ
の
会
見
を
紹
介
し
た
後
、
そ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。

私
が
議
員
だ
っ
た
ら
、
こ
の
皇
帝
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
）
に
次
の
二
つ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

《
陛
下
、
我
ら
の
帝
国
の
栄
光
を
完
全
に
は
消
す
こ
と
な
く
、
あ
な
た
の
栄
光
を
増
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、
極
め
て
厳
し
い
条
件

の
も
と
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ス
イ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
属
州
に
な
り
、
そ
の
皇
帝
が
デ
ン
マ
ー
ク
王
の
よ
う
に
な

四
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る
な
ら
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
に
渡
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。﹇
…
﹈
そ
れ
か
ら
陛
下
、
言
わ
せ
て
頂
い
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
か
？
も
し
、
見
た
と
こ
ろ
と
違
っ
て
、
破
産
し
激
昂
し
た
何
百
万
も
の
人
々
に
支
え
ら
れ
、
絶
望
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
（
11
）

…
》

講
和
条
約
締
結
に
向
け
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の
寛
大
な
政
策
と
配
慮
、
い
わ
ば
融
和
策
が
、
戦
争
を
織
り
込
ん
だ
国
際
政
治
の
メ
カ
ニ

ス
ム
の
中
で
、
敗
戦
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
で
な
く
戦
勝
国
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
も
有
益
だ
と
い
う
主
張
で
あ
ろ
う
。

こ
の
《
小
さ
な
偉
大
な
男
》
が
馬
車
に
乗
り
込
む
と
こ
ろ
を
リ
ー
ニ
ュ
公
は
見
か
け
、
《
そ
の
顔
の
下
半
分
が
快
い
》
と
思
う
。
ま
た
、

不
当
に
接
収
さ
れ
た
ア
ー
ヘ
ン
の
自
分
の
館
を
口
実
に
謁
見
を
求
め
れ
ば
認
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
、
そ
れ
は
《
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
、

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
（
12
）

》
と
の
対
談
に
加
え
て
、
自
分
の
『
回
想
録
』
を
飾
る
も
の
に
な
る
と
想
像
し
た
り
も
す
る
が
、
人
の

評
判
を
落
と
す
の
が
好
き
な
者
の
手
に
か
か
っ
て
明
日
の
新
聞
の
ネ
タ
に
な
る
だ
け
だ
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

翌
一
九
日
、
か
つ
て
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
や
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
の
旧
知
の
仲
、
ア
ベ
・
ド
・
ペ
リ
ゴ
ー
ル
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
高
官
ク

ラ
ー
ク
邸
で
食
事
を
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
中
、
憲
法
制
定
議
会
で
教
会
財
産
国
有
化
を
提
案
、
ブ
ル
ボ
ン
家
ば
か
り
か
ヴ
ァ
チ
カ
ン

に
も
背
き
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
心
酔
し
て
第
一
帝
政
の
外
務
大
臣
の
ポ
ス
ト
に
就
き
、
そ
の
没
落
後
は
ル
イ
一
八
世
に
ま
た
も
外
務
大
臣
と

し
て
仕
え
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
元
オ
ー
タ
ン
司
教
こ
そ
タ
レ
ー
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
同
席
し
た
ク
ラ
ー
ク
と
タ
レ
ー
ラ
ン
は
リ
ー
ニ
ュ
公
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
会
う
の
を
勧
め
る
。
《
会
い
た
い
が
、
彼
は
何
を
言

う
の
か
？
私
は
何
を
言
う
の
か
？
人
は
何
を
言
う
の
か
？
》
接
収
さ
れ
た
館
の
話
を
す
れ
ば
、
と
言
う
提
案
に
、
そ
れ
は
た
い
し
た
話
で

は
な
い
と
誇
り
高
い
リ
ー
ニ
ュ
公
が
答
え
る
と
、
そ
れ
が
口
実
だ
と
分
か
れ
ば
か
え
っ
て
皇
帝
は
喜
ぶ
だ
ろ
う
、
リ
ー
ニ
ュ
公
の
《
二
〇

才
の
時
の
よ
う
に
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
想
像
力
》
は
《
誰
に
も
話
し
か
け
ら
れ
な
い
国
（
13
）

》
に
滞
在
し
て
い
る
皇
帝
の
気
に
入
ら
な
い
わ
け
が
な

四
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い
、
と
タ
レ
ー
ラ
ン
が
言
う
。
ク
ラ
ー
ク
が
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
で
の
謁
見
の
設
定
を
引
き
受
け
る
が
、
結
局
一
八
〇
五
年
一
二
月

二
六
日
に
講
和
条
約
調
印
が
す
む
と
、
皇
帝
は
翌
日
に
は
も
う
出
発
し
て
し
ま
い
、
こ
の
話
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
自
分
自
身
が
感
じ
て

い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

人
々
が
言
っ
て
い
る
。
《
何
と
い
う
男
だ
！
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
魅
力
が
あ
る
。
我
々
は
愛
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
敬
服

さ
せ
ら
れ
な
い
言
葉
は
一
つ
も
な
い
（
14
）

。》

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
去
っ
た
後
も
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
友
人
チ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
（
15
）

が
単
独
で
皇
帝
か
ら
聞
き
取
っ
た
と
い
う
言
葉
を
書
き
残
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
《
私
が
ロ
シ
ア
と
同
盟
し
た
ら
》
プ
ロ
シ
ャ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ど
う
な
る
、
と
言
わ
れ
る
が
、
《
私
は
そ
れ
は

望
ん
で
い
な
い
》
。
あ
る
い
は
、
自
分
に
つ
い
て
《
あ
り
得
な
い
話
が
さ
れ
て
い
る
、
狂
っ
て
い
る
と
か
、
痩
せ
て
い
て
病
弱
だ
と
か
、

自
殺
す
る
と
か
、
長
く
生
き
ら
れ
な
い
と
か
》
、
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
は
同
盟
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
警
戒
す
べ
き
「
野
蛮
な
」
国
だ
と
い
う
の
は
、
タ
レ
ー
ラ
ン
も
同
じ
認
識
で
あ
り
、
彼
が

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関
係
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
れ
が
ロ
シ
ア
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
の
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
良
好
な
組
織
の
要
だ
と
、

こ
れ
か
ら
を
見
据
え
て
戦
略
的
に
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
、
一
七
五
〇
年
代
の
シ
ョ
ワ
ズ
ー
ル
公
、
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
の
時

代
以
来
伝
統
の
、
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
友
好
関
係
の
継
続
を
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
リ
ー
ニ
ュ
公
の
、
穏
当
な

条
件
で
の
平
和
条
約
締
結
の
意
見
（
16
）

は
、
こ
れ
に
合
致
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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（
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〇
一
一
）

3
．

遂
に
私
は
、
何
人
も
王
位
に
就
か
せ
た
り
辞
め
さ
せ
た
り
し
て
い
る
こ
の
人
物
を
見
た
（
1
）

。

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
会
い
損
ね
て
か
ら
一
年
半
以
上
た
っ
た
一
八
〇
七
年
七
月
一
七
日
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
ザ
ク
セ
ン
王
（
2
）

の
宮
廷
で
、
リ
ー

ニ
ュ
公
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
よ
り
近
く
か
ら
観
察
す
る
機
会
を
得
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
七
月
八
日
に
ロ
シ
ア
・
プ
ロ
シ
ャ
と
講
和
条
約
を

結
ん
だ
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
か
ら
パ
リ
に
帰
る
途
中
の
数
日
間
、
ド
レ
ス
デ
ン
に
滞
在
し
た
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
滞
在
地
テ

プ
リ
ッ
ツ
（
3
）

か
ら
駆
け
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
、
ウ
ィ
ー
ン
の
サ
ロ
ン
の
人
々
や
ヴ
ァ
チ
カ
ン
関
係
者
の
よ
う
に
「
王ユ
シ
ュ
ル
パ
ト
ゥ
ー
ル

権
簒
奪
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
な

く
、
そ
の
内
政
の
絶
対
主
義
的
政
策
と
外
で
の
攻
撃
性
を
軸
に
、
《
大
音
楽
家
が
楽
器
を
操
る
よ
う
に
》
人
々
を
巧
み
に
操
っ
た
点
か
ら

評
価
し
た
、
と
評
す
る
む
き
も
あ
る
（
4
）

。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
の
受
け
た
そ
の
時
そ
の
時
の
印
象
を
、
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
と

も
に
事
細
か
く
書
き
残
し
た
観
察
眼
、
彼
の
特
徴
で
あ
る
作
家
の
側
面
も
注
目
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
た
と
え
ば
次
の

一
八
〇
七
年
七
月
一
七
日
の
記
録
で
あ
る
。

リ
ー
ニ
ュ
公
が
ワ
イ
マ
ー
ル
公
と
、
多
く
の
人
々
に
ま
ぎ
れ
て
宮
廷
の
階
段
の
下
に
い
る
と
、
皇
帝
が
、
そ
の
王
位
に
就
か
せ
た
ザ
ク

セ
ン
王
と
ゆ
っ
く
り
階
段
を
昇
っ
て
い
っ
た
（
5
）

。
そ
の
《
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
つ
ま
先
ま
で
》
じ
っ
く
り
観
察
し
、
そ
の
《
端
正
な
顔
立
ち

と
軍
人
ら
し
い
高
貴
さ
》
を
認
め
る
。
《
そ
の
眼
差
し
は
毅
然
と
し
て
い
て
、
静
か
で
、
威
厳
が
あ
る
。
階
段
を
昇
り
な
が
ら
多
く
の
重

要
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
様
子
で
、
そ
れ
が
、
自
然
な
感
じ
の
そ
の
表
情
に
落
ち
着
き
を
与
え
て
い
た
。》
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し
か
し
翌
日
、
絵
画
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
、
そ
の
《
ウ
ソ
臭
い
人
の
良
さ
を
示
す
、
わ
ざ
と
ら
し
い
ほ
ほ
笑
み
》
は
リ
ー
ニ
ュ
公
の
気
に

入
ら
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
彼
ら
の
方
を
振
り
返
っ
た
時
、
隣
の
若
い
女
性
が
言
う
。
《
何
て
や
さ
し
い
、
良
い
人
み
た
い
な
の
で
し
ょ

う
！
》
《
マ
ド
モ
ワ
ゼ
ル
、
羊
み
た
い
に
お
と
な
し
い
の
で
す
よ
》
、
と
彼
は
皮
肉
っ
ぽ
く
応
じ
て
い
る
。

皇
帝
の
声
は
よ
く
あ
る
声
で
、
幾
つ
か
の
そ
の
質
問
は
、
少
し
《
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
な
》
言
い
方
で
な
さ
れ
た
。
お
か
し
な
こ
と
に
歩
く

時
の
体
の
揺
ら
し
方
が
ブ
ル
ボ
ン
家
の
人
々
と
同
じ
だ
っ
た
。
《
フ
ラ
ン
ス
王
（
帝
）
位
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
？
わ
ざ
と
な
の
か
？
》

理
由
な
く
何
も
し
な
い
、
何
も
言
わ
な
い
人
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
私
は
、
彼
が
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
オ
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
ル
ー
ベ
ン
ス
の
前
を
軽
く
通
り
す
ぎ
、
戦
い
や
歴
史
の
場
面
の

絵
の
前
で
こ
れ
見
よ
が
し
に
立
ち
止
る
の
に
目
を
留
め
た
。
《
こ
れ
は
自
然
な
の
か
、
演
技
な
の
か
》
、
と
そ
の
た
び
私
は
言
っ
て

い
た
（
5
）

。

多
く
の
人
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
近
付
く
中
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
ひ
と
り
距
離
を
置
き
、
そ
の
《
恵シ
ャ
リ
テみ

》
を
求
め
な
い
。
《
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
上

機
嫌
だ
っ
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
に
入
る
、
ど
こ
か
小
さ
な
国
を
私
に
与
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。》
し
か
し
、
そ
う
は
し
な
い
。

そ
れ
に
、
こ
の
帝
国
の
モ
ザ
イ
ク
は
ど
の
く
ら
い
続
く
だ
ろ
う
か
？
ひ
と
つ
の
落
馬
。
す
べ
て
混
乱
状
態
に
戻
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
惹
か
れ
て
は
い
る
が
、
冷
静
な
レ
ア
リ
ス
ト
で
も
あ
る
リ
ー
ニ
ュ
公
に
、
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
人
の
立
場
か
ら
、
一
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人
の
英
雄
に
よ
っ
て
創
ら
れ
三
年
し
か
経
た
な
い
帝
国
な
る
も
の
が
こ
う
見
え
て
も
、
そ
れ
は
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
近
付
か
な
か
っ
た
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
、
と
彼
は
続
け
る
。
そ
れ
は
彼
に
つ
い
て
多
く
の
冗
談
を
言
っ
た
が
、
何
で

も
知
っ
て
い
る
彼
が
そ
れ
を
聞
い
て
い
な
い
は
ず
が
な
く
、
《
ム
ッ
シ
ュ
ー
、
あ
な
た
は
す
ぐ
私
を
悪
魔
一
世
と
呼
ぶ
、
地
震
、
悪
魔
＝

人
間
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
、
カ
リ
オ
ス
ト
ロ
と
も
。》
な
ど
と
言
わ
れ
た
ら
困
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
《
で
も
私
に
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
た

だ
ろ
う
か
？
》

か
つ
て
存
在
し
た
も
っ
と
も
驚プ
ロ
デ
ィ
ジ
ュ
ー

嘆
す
べ
き
人
間
に
対
す
る
私
の
感
嘆
の
気
持
を
、
彼
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
辺
り
は
、
ど
こ
ま
で
本
気
な
の
か
、
あ
る
い
は
軽
い
冗
談
な
の
か
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
。

は
や
く
も
こ
の
三
日
後
に
は
、
帰
っ
て
き
た
テ
プ
リ
ッ
ツ
か
ら
、
当
時
ウ
ィ
ー
ン
在
住
で
、
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
中
ミ
ラ
ボ
ー
と
親

し
く
、
王
家
を
救
お
う
と
奔
走
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
レ
ン
ベ
ル
ク
公
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
手
紙
の
中
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

に
近
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
ラ
イ
ン
連
合
の
諸
公
に
、
ヨ
シ
ャ
バ
テ
の
谷
で
最
後
の
審
判
を
待
っ
て

い
る
み
た
い
だ
と
言
っ
た
ら
、
大
笑
い
さ
れ
た
と
い
う
、『
回
想
録
』
で
語
っ
て
い
る
の
と
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
つ
い
て
異
な
っ
た
面
に
ふ
れ
る
。

﹇...

﹈
彼
は
非
常
に
軍
人
ら
し
い
、
天
才
と
い
う
よ
り
信
念
と
計
算
の
人
、
決
し
て
脱
線
し
な
い
印
象
で
す
。
フ
リ
ー
ト
ラ
ン
ト
で

四
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彼
と
共
に
戦
っ
た
ザ
ク
セ
ン
の
あ
る
大
佐
が
私
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
砲
火
の
下
、
鉛
筆
を
手
に
、
見
通
し
の
良
い
丘
の
上

に
立
ち
、
そ
の
指
令
を
紙
に
書
い
て
は
部
下
に
命
じ
て
将
軍
た
ち
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
か
せ
た
と
い
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
軍
の
意
図

す
る
動
き
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
見
抜
い
て
言
い
ま
し
た
。
《
あ
あ
！
奴
ら
が
作
戦
行
動
を
始
め
る
つ
も
り
だ
。
戦
術
を
与
え
る
ぞ
（
6
）

。》

こ
う
し
た
戦
術
と
戦
略
に
よ
っ
て
生
涯
四
〇
の
戦
い
に
勝
利
し
た
と
い
う
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
比
べ
、
リ
ー
ニ
ュ
公
自
身
そ
の
軍
歴
は
、
必

ず
し
も
本
人
の
望
ん
だ
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
、
帝
国
親
衛
隊
長
に
任
じ
ら
れ
た
の
に
続
き
、

一
八
〇
八
年
、
父
親
と
同
じ
く
帝
国
陸
軍
元
帥
の
地
位
に
就
任
し
た
。
七
三
才
に
な
っ
た
彼
に
と
っ
て
ど
ち
ら
も
い
わ
ば
名
誉
職
で
は
あ

る
が
、
本
人
は
意
気
軒
高
で
あ
っ
た
。
皇
帝
に
《
親
衛
隊
長
と
元
帥
、
ふ
た
つ
も
の
指
揮
棒
を
ど
う
す
る
？
》
と
聞
か
れ
た
リ
ー
ニ
ュ
公

は
、
即
座
に
《
も
し
陛
下
が
攻
撃
さ
れ
ま
し
た
ら
、
ふ
た
つ
と
も
捨
て
て
銃
を
取
り
ま
す
》
、
と
答
え
た
と
い
う
（
7
）

。

皇
帝
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
宰
相
テ
ュ
ギ
ュ
ッ
ト
に
《
嫌
な
噛
み
つ
き
屋
》
と
警
戒
さ
れ
て
い
た
リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
そ

の
名
を
知
ら
れ
た
有
名
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
宮
廷
で
皇
帝
の
す
ぐ
側
に
控
え
る
寵
臣
と
な
る
。
経
済
的
に
も
余
裕
が
で
き
、
孫
の
ベ

ロ
イ
ユ
城
相
続
が
確
実
に
な
り
、
後
に
回
想
録
を
書
く
こ
と
に
な
る
ロ
ザ
リ
ー
夫
人
と
い
う
若
い
「
恋
人
」
さ
え
出
来
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
が
現
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
財
務
総
監
と
し
て
革
命
前
後
に
活
躍
し
た
ス
イ
ス
の
銀
行
家
ネ
ッ
ケ
ル

の
娘
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
、『
文
学
論
』（
一
八
〇
〇
）、
小
説
『
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
』（
一
八
〇
二
）、『
コ
リ
ン
ヌ
』（
一
八
〇
五
）
の
刊
行
、
そ

し
て
一
連
の
発
言
や
行
動
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
う
と
ま
れ
パ
リ
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
、
父
の
祖
国
ス
イ
ス
の
コ
ペ
を
拠
点
に
活
動
し
て
い

た
が
、
一
八
〇
七
年
一
二
月
二
八
日
（
8
）

、
ウ
ィ
ー
ン
に
や
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
、
新
し
い
ド
イ
ツ
と
ド
イ
ツ
人
を
論
じ
な
が
ら
反
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
意
図
も
う
か
が
え
る
『
ド
イ
ツ
論
』（
一
八
一
三
年
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
）
の
準
備
の
た
め
だ
っ
た
が
、
同
時
に
、
二
年
前
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

四
九
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で
出
会
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
オ
ド
ネ
ル
伯
爵
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
若
い
伯
爵
が
選
ん
だ
の
は
一
四
才

年
上
の
ス
タ
ー
ル
夫
人
で
は
な
く
、
結
局
リ
ー
ニ
ュ
公
の
孫
娘
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
に
な
っ
た
（
9
）

。
失
意
の
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
、
一
八
〇
八
年
五

月
二
二
日
、
ウ
ィ
ー
ン
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ウ
ィ
ー
ン
に
着
い
て
す
ぐ
リ
ー
ニ
ュ
公
の
関
心
を
引
い
た
彼
女
は
、
意
気
投
合
し
た
彼
の
館
の
常
連
に
な
る
。
自
分
を
《
娘
の
よ
う
に

扱
っ
て
》
く
れ
る
彼
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
《
年
を
取
っ
て
い
る
の
は
残
念
だ
け
ど
、
こ
の
世
代
の
人
に
ど
う
し
よ
う
も

な
く
惹
か
れ
る
》
と
言
い
、
《
ゲ
ル
マ
ン
の
海
の
中
の
フ
ラ
ン
ス
の
島
（
10
）

》
の
よ
う
な
彼
に
、『
ド
イ
ツ
論
』
で
助
言
を
も
ら
い
、
伯
爵
の

こ
と
で
慰
め
ら
れ
る
。
彼
女
が
、
一
七
九
五
年
刊
行
で
全
三
四
巻
の
『
軍
事
的
、
文
学
的
、
心
情
的
雑
纂
』
か
ら
選
り
す
ぐ
っ
た
『
元
帥

リ
ー
ニ
ュ
公
の
書
簡
と
断
想
集
』
刊
行
を
提
案
し
た
の
は
、
い
わ
ば
そ
の
お
返
し
で
あ
っ
た
。

そ
の
『
刊
行
者
の
序
文
』
の
中
で
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
、
リ
ー
ニ
ュ
公
の
長
い
作
家
と
し
て
の
業
績
に
ふ
れ
、
ル
ソ
ー
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

と
の
対
話
や
自
ら
の
生
涯
の
記
録
を
《
三
〇
年
前
の
サ
ロ
ン
の
会
話
の
ス
タ
イ
ル
》
で
綴
っ
て
い
る
こ
と
、
《
体
系
の
専
制
主
義
》
の
な

い
そ
の
自
由
さ
、
率ス
ポ
ン
タ
ネ
イ
テ

直
さ
、
こ
だ
わ
り
の
な
さ
、
特
に
逆
境
に
置
か
れ
た
際
に
慎
み
と
品ノ
ブ
レ
ス格
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
効
率
主
義
と
計
算
づ
く
の
行
動
、
権
威
主
義
的
な
新
時
代
の
行
動
規
範
、
ま
さ
に
《
投
げ
や
り
な
面
が
一
切
な
く
す
べ
て

計
画
的
（
11
）

》
だ
と
リ
ー
ニ
ュ
公
が
評
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
成
功
に
見
ら
れ
る
も
の
と
対
極
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
著
名
な
元
帥
リ
ー
ニ
ュ
公
は
、
こ
う
し
て
一
躍
有
名
な
作
家
と
な
っ
た
。
一
八
〇
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
七
版
を

数
え
、
英
・
独
・
露
・
伊
語
版
が
続
い
た
。
そ
の
原
動
力
は
《
男
│
女
》
と
い
う
稀
有
な
存
在
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
で
あ
る
。
彼
女
の
中
の
、

《「
彼
」
に
は
と
て
も
エ
ス
プ
リ
が
あ
り
、「
彼
女
」
に
は
想
像
力
が
あ
る
。「
彼
」
は
思
想
家
で
「
彼
女
」
は
詩
人
で
あ
る
。etc. （12
）

》
そ

う
い
う
性
を
越
え
た
強
烈
な
個
性
、
《
女
帝
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
と
も
い
う
べ
き
人
》
に
、
《
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
と
も
い
う
べ
き
自
分
（
13
）

》
は
つ
き

四
九
九
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従
う
。
叱
咤
激
励
し
な
が
ら
自
分
を
作
家
に
し
て
く
れ
た
彼
女
に
感
謝
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
意
識
し
つ
つ
彼
は
言
う
。

国
王
を
作
る
の
は
簡
単
で
す
。
し
か
し
あ
な
た
だ
け
が
一
言
で
、
あ
る
い
は
一リ
ー
ニ
ュ行

で
多
く
の
名
声
を
作
り
出
せ
ま
す
（
14
）

。

一
八
〇
八
年
五
月
二
二
日
ウ
ィ
ー
ン
を
離
れ
た
ス
タ
ー
ル
夫
人
に
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

あ
な
た
は
多
分
歌
っ
て
い
ま
す
。
《
私
は
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
の
か
、
ア
ジ
ア
に
い
る
の
か
、（
イ
ン
ド
の
）
ゴ
ル
コ
ン
ダ
か
、
祖
国
か
、

は
た
ま
た
コ
ペ
か
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
か
？
》
大
切
な
、
素
晴
ら
し
い
女
性
、
あ
な
た
は
ど
こ
に
い
る
の
で
す
か
？
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

あ
な
た
に
は
小
さ
す
ぎ
る
の
は
分
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
ア
メ
リ
カ
も
そ
う
で
す
（
15
）

。

リ
ー
ニ
ュ
公
ら
し
い
明
る
く
軽
い
調
子
だ
が
、
し
か
し
、
彼
女
に
し
て
み
れ
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
執
拗
な
追
及
が
終
わ
ら
な
く
て
定
住
先
が

決
ま
ら
ず
、
新
大
陸
移
住
さ
え
真
剣
に
考
え
て
い
た
の
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
二
年
後
も
状
況
は
同
じ
で
、
自
分
が
彼
女
を
忘
れ
る
よ
う
な
人
間
だ
と
考
え
る
な
ら
、
《
あ
な
た
は
人
で
な
し
》
だ
と
そ
の
手
紙

に
書
き
、
そ
し
て
、

他
の
人
た
ち
が
あ
な
た
を
忘
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
よ
う
で
す
。

五
〇
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さ
す
が
の
リ
ー
ニ
ュ
公
も
、
彼
女
に
対
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
迫
害
が
終
わ
ら
な
い
、
事
態
の
深
刻
さ
を
認
識
し
な
い
訳
に
は
い
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
（
16
）

。

ス
タ
ー
ル
夫
人
と
の
文
通
が
続
い
て
い
た
一
八
〇
九
年
か
ら
一
〇
年
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇

女
マ
リ
＝
ル
イ
ー
ズ
と
の
再
婚
の
話
題
が
『
回
想
録
』
に
見
ら
れ
る
。
彼
は
そ
れ
に
賛
成
す
る
。
こ
の
話
題
を
旧
友
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
へ
の
手

紙
に
書
い
た
が
、
そ
れ
を
一
週
間
前
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
が
フ
ー
シ
ェ
に
転
送
し
た
の
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
読
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

そ
う
な
っ
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
何
と
い
う
変
化
が
お
き
る
だ
ろ
う
！
人
類
に
と
っ
て
何
と
い
う
幸
せ
だ
ろ
う
！
そ
し
て
こ
れ
ま
で
何

も
建
設
せ
ず
、
す
べ
て
を
破
壊
し
て
き
た
こ
の
男
が
、
真
の
カ
エ
サ
ル
た
ち
と
そ
の
最
後
の
末
裔
を
通
し
て
縁
戚
関
係
に
な
る
な
ら
、

そ
の
時
そ
の
建
物
は
安
定
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
そ
れ
は
砂
の
上
に
建
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
17
）

。

こ
の
結
婚
が
近
づ
い
た
一
八
一
〇
年
二
月
に
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
話
を
同
じ
言
い
方
で
書
き
、
さ
ら
に
こ
の
結
婚
を
認
め
た
父
親
の
オ
ー

ス
ト
リ
ア
皇
帝
の
栄
光
を
た
た
え
る
。
な
ぜ
な
ら
《
国
の
幸
せ
、
帝
室
の
存
続
、
財
政
の
立
て
直
し
、
そ
し
て
永
遠
の
平
和
の
た
め
、
そ

の
当
然
な
恨
み
を
乗
り
越
え
る
の
は
、
も
っ
と
も
大
き
な
勝
利
だ
か
ら
で
あ
る
。》

し
か
し
一
方
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
評
価
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
講
和
条
約
締
結
前
、
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
室

の
終
焉
を
主
張
す
る
四
人
の
元
帥
た
ち
を
前
に
、
少
し
考
え
た
後
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
《
い
い
や
、
私
は
こ
の
帝
国
が
続
く
こ
と
を
望
む
。
そ

れ
に
は
理
由
が
あ
る
》
、
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
18
）

。

五
〇
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ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
と
離
婚
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
こ
う
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
女
マ
リ
＝
ル
イ
ー
ズ
と
一
八
一
〇
年
四
月
に
結
婚
し
、

一
年
後
に
は
世
継
ぎ
の
男
子
、
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
二
世
を
授
か
る
。
こ
の
こ
と
で
リ
ー
ニ
ュ
公
は
メ
ッ
テ
ル
ニ
ヒ
を
讃
え
る
（
19
）

。

も
ち
ろ
ん
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
行
動
に
全
面
的
に
賛
同
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
不
幸
に
し
た
者
の
不
幸
で
な
く
、
彼
の
幸

せ
こ
そ
嘆
か
わ
し
い
。
あ
れ
ほ
ど
の
フ
ァ
ン
テ
ジ
ー
を
自
ら
に
与
え
る
こ
と
は
そ
の
栄
光
を
減
じ
る
、
《
な
ぜ
オ
ラ
ン
ダ
を
併
合
し
、
ス

ペ
イ
ン
を
苦
し
め
る
の
か
？
（
20
）

》
こ
れ
は
一
八
一
〇
年
七
月
九
日
、
四
年
近
く
オ
ラ
ン
ダ
王
だ
っ
た
が
王
位
を
解
か
れ
た
後
、
ひ
と
り

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
や
っ
て
来
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
弟
ル
イ
に
会
っ
た
時
、
リ
ー
ニ
ュ
公
が
感
じ
た
疑
問
で
あ
る
。

前
述
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
一
八
一
三
年
、『
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
肖
像
』
と
題
し
た
講
義
の
冒
頭
で
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
皇
帝
」
に
異
議
申
し

立
て
を
し
、
《
彼
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
な
い
、》
と
言
い
切
り
、
も
し
そ
う
な
ら
、
《
社
交
的
な
考
え
、
他
者
の
意
見
の
尊
重
》
が
現
わ

れ
て
い
た
は
ず
だ
と
言
っ
た
（
21
）

。

か
つ
て
の
リ
ー
ニ
ュ
公
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
つ
い
て
、
《
ロ
ー
マ
人
な
ら
そ
の
中
か
ら
奴
隷
さ
え
選
ば
な
か
っ
た
コ
ル
シ
カ
人
》
、

《﹇
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
﹈
私
以
上
に
外
国
人
》
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
者
と
称
し
て
い
る
と
評
し
た
が
、
今
や
そ
れ
は
過

去
の
話
と
な
る
。

一
八
一
〇
年
七
月
、
彼
は
こ
う
記
す
。

す
べ
て
に
お
い
て
何
と
並
は
ず
れ
た
男
！
彼
の
し
て
い
る
偉
大
な
こ
と
、
時
に
良
い
こ
と
の
た
め
、
多
く
の
こ
と
で
彼
を
許
さ
ね
ば

な
ら
な
い
（
22
）

。

五
〇
二



リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
玉
井
）

（
一
〇
一
九
）

さ
ら
に
ロ
シ
ア
と
の
決
戦
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
参
加
も
予
想
さ
れ
た
一
八
一
一
年
五
月
に
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
男
を
愛
す
る
義
務
は
な
い
。
し
か
し
、
パ
リ
、
ロ
ー
マ
、
ト
リ
ノ
、
ザ
ク
セ
ン
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
を
同
時
に
美
し
く
し
、
物
理

的
に
も
精
神
的
に
も
世
界
君
主
国
を
所
有
す
る
勝
利
者
を
ど
う
し
て
愛
さ
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
（
23
）

？

注（
1
） P

rince C
harles-Joseph de L

igne, op.cit., H
.C
ham
pion, 2000, p.300.

（
2
） 

前
年
の
一
八
〇
六
年
七
月
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
解
体
し
、
自
ら
が
「

盟
プ
ロ
テ
ク
ト
ゥ
ー
ル

主

」
と
な
っ
て
ラ
イ
ン
同
盟
を
創
設
し
た
。

「
ザ
ク
セ
ン
王
」
も
そ
の
占
領
地
統
治
策
に
従
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
） 

ド
イ
ツ
国
境
に
近
い
、
現
チ
ェ
コ
共
和
国
の
温
泉
保
養
地
。
娘
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
が
嫁
い
だ
ク
ラ
リ
ー
公
の
居
城
が
あ
っ
た
。

（
4
） P

h.M
ansel, op.cit., p.224.

参
照
。

（
5
） 

以
下
は
、P

rince C
harles-Joseph de L

igne, op.cit., H
.C
ham
pion, pp.300-302.

（
6
） P

rince de L
igne, M

ém
oires, lettres et pen

sées, F
.B
ourin, 1990, pp.670-671.

（
7
） P

h.M
ansel, op.cit., p.229.

に
引
用
。

（
8
） 

こ
の
日
付
に
つ
い
て
はP

rince de L
igne, L

ettres et pen
sées d

u
 P

rin
ce d

e L
ign

e, T
allandier, 1989, p.64.

注
76
参
照
。

（
9
） 

二
人
は
一
八
一
一
年
、
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
） P

rince de L
igne, op.cit., T

allandier, p.44.

一
八
一
〇
年
前
後
か
ら
、
ウ
ィ
ー
ン
で
も
ド
イ
ツ
語
の
使
用
が
サ
ロ
ン
で
も
普
通
で
、
フ
ラ

ン
ス
語
の
そ
れ
は
い
わ
ば
特
別
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
。

五
〇
三
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（
11
） M

arthe O
ulié, L

e P
rin

ce d
e L

ign
e, H
achette, 1926, p.145.

に
引
用
。

（
12
） P

rince de L
igne, op.cit., T

allandier, p.46.

に
引
用
。

（
13
） M

ansel, op.cit. p.234.

参
照

（
14
） P

rince de L
igne, op.cit., F

.B
ourin, p.621.

（
15
） 

Ibid., p.617.

（
16
） 

Ibid., p.619.

（
17
） P

rince C
harles-Joseph de L

igne, op.cit., H
.C
ham
pion, p.346.

（
18
） 

Ibid., p.353.

（
19
） 

Ibid., p.359.

（
20
） 

Ibid., p.361.

（
21
） J.B

arni, L
es M

artyrs d
e la libre pen

sée, G
enève, 1862, pp.298-304.

（
フ
ィ
ヒ
テ
の
講
義
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
肖
像
』
仏
訳
を
収
録
。）

（
22
） 

O
p.cit., p.364.

（
23
） 

Ibid., p.391.

4
．

一
八
一
二
年
六
月
二
二
日
、
ロ
シ
ア
に
対
し
て
宣
戦
布
告
が
な
さ
れ
、
た
だ
ち
に
ニ
エ
メ
ン
河
（
1
）

と
い
う
「
ル
ビ
コ
ン
」
が
渡
ら
れ
、
第

二
次
仏
露
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
九
月
一
四
日
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
は
モ
ス
ク
ワ
に
入
る
が
、
敵
の
市
街
地
焼
滅
作
戦
な
ど
で
そ
の
一
ヵ
月
後

に
は
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
上
、
長
い
退
却
路
は
コ
サ
ッ
ク
兵
の
襲
撃
、
特
に
厳
し
い
「
冬
将
軍
」
の
襲
来
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
、
苦

五
〇
四
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）

し
め
ら
れ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。

以
下
は
そ
の
後
書
か
れ
た
思
わ
れ
る
、
リ
ー
ニ
ュ
公
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
（
2
）

。

陛
下
、

皇
帝
閣
下
の
栄
光
を
さ
ら
に
増
す
た
め
、
様
々
な
不
運
こ
そ
欠
け
て
い
た
も
の
で
し
た
。
こ
う
し
た
不
運
な
る
も
の
は
、
陛
下
の

ご
と
く
偉
大
な
る
指
導
者
に
は
想
定
お
よ
ば
ぬ
も
の
で
あ
り
、
陛
下
の
勝
ち
誇
れ
し
軍
の
計
画
を
阻
止
せ
ん
と
、
古
き
ツ
ァ
ー
の
宮

殿
を
焼
き
払
い
、
二
〇
万
の
住
民
を
獣
の
ご
と
く
森
に
放
ち
、
そ
の
広
大
な
る
帝
国
を
永
久
に
破
壊
す
る
、
か
く
な
る
敵
の
野
蛮
さ

は
お
考
え
に
も
及
ば
ぬ
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ル
イ
一
四
世
に
よ
る
フ
ラ
ン
シ
ュ
＝
コ
ン
テ
の
征
服
（
3
）

に
よ
っ
て
、
陛
下
、
都
か
ら
六
〇
里

リ
ュ
ー

の
（
4
）

所
で
祝
賀
に
至
り
ま
し
た
。
陛
下

は
、
都
か
ら
八
〇
〇
里
リ
ュ
ー

の
ク
レ
ム
リ
ン
の
壁
に
そ
の
旗
を
掲
げ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
陛
下
に
と
り
名
誉
あ
る
、
か
つ
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
和
平
の
条
件
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
勝
利
の
女
神
の
手
に
よ
り
、
か
く
も
遥
か
に
導
か
れ
て
い
ら
し
た
陛
下

は
、
度
量
大
き
く
人
間
ら
し
い
心
の
幻
想
に
だ
ま
さ
れ
、
大
自
然
の
力
に
か
な
わ
ず
、
そ
の
計
画
を
止
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

陛
下
に
は
、
敵
の
勝
利
を
抑
え
る
こ
と
し
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
必
要
な
撤
退
の
行
軍
を
妨
げ
る
す
べ
て
の
部
隊
を
追
い
払
い
、

ニ
エ
メ
ン
の
岸
ま
で
後
退
し
な
が
ら
戦
い
、
極
め
て
厳
し
い
季
節
の
中
、
通
行
不
能
な
道
路
、
沼
沢
で
命
を
落
と
し
、
大
砲
を
放
棄

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
た
ち
を
嘆
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

陛
下
の
軍
事
の
才
が
過
ち
を
犯
す
な
ど
、
あ
り
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
健
全
な
考
え
方
に
基
づ
く
計
算
、
そ
う
い

五
〇
五
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う
考
え
方
か
ら
、
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
国
に
想
定
さ
れ
た
人
間
性
が
仇
と
な
り
、
し
ば
ら
く
陛
下
の
成
功
の
流
れ
は
中
断
し
た
の
で
あ

り
、
そ
の
再
開
は
、
陛
下
、
春
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
陛
下
の
帝
国
が
ロ
シ
ア
の
帝
国
を
倒
し
尽
く
す
に
多
大
な
努
力
が
必
要
だ
と

言
う
つ
も
り
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
熱
情
の
命
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
の
必
要
な
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
勇
猛
果
敢
に
し
て
忠
実
な
る
陛
下

の
人
民
の
声
を
伝
え
る
者
と
し
て
、
私
ど
も
は
、
そ
の
栄
光
の
た
め
陛
下
が
な
さ
っ
て
来
ら
れ
た
す
べ
て
に
人
民
の
名
に
お
い
て
こ

れ
に
感
謝
し
、
そ
の
栄
光
を
い
や
増
す
た
め
こ
れ
か
ら
な
さ
る
こ
と
を
予
期
し
て
、
こ
れ
を
嬉
し
く
思
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

れ
は
遂
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
平
和
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
陛
下
が
企
図
さ
れ
た
か
く
も
輝
か
し
き
四
た
び
の
戦
い
く
さ

の
、
た
だ

ひ
と
つ
の
目
的
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
戦
い
く
さ

は
天
才
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、
力
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
、
勝
利
に
よ
っ
て
世
界
の
果

て
ま
で
飾
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
私
ど
も
（=nous
）」
は
、
具
体
的
に
誰
か
を
指
す
と
い
う
よ
り
、「
陛
下
」
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
そ
の

意
見
が
他
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
示
す
謙
譲
の
語
（pluliel de m

odestie

）
だ
と
思
わ
れ
る
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
事
行
動
と
そ
の
置
か
れ
た
状
況
が
分
析
、
叙
述
さ
れ
、
そ
れ
は
「
侵
略
」
で
な
く

「
平
和
」
の
た
め
で
あ
り
、「
野
蛮
」
に
対
す
る
「
人
間
性
」
と
文
明
の
観
点
が
強
調
さ
れ
、
不
可
抗
力
な
要
素
で
あ
る
気
候
に
も
ふ
れ
る

の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ロ
シ
ア
遠
征
の
容
認
・
支
持
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
皇
女
マ
リ
＝
ル
イ
ー
ズ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
妃
に
な
っ
て
以

来
の
政
治
状
況
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
今
や
フ
ラ
ン
ス
の
同
盟
国
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
遠
征
に
参
加
し
た
ド
イ
ツ
諸
国
な
ど
か
ら
な
る
「
多
国

籍
軍
」
の
中
で
、
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
有
力
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

五
〇
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注（
1
） 

第
一
次
仏
露
戦
争
後
の
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の
和
約
（
一
八
〇
七
）
で
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
公
国
（
そ
の
和
約
で
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
衛
星
国
）
と
ロ

シ
ア
の
国
境
（
現
リ
ト
ア
ニ
ア
・
ロ
シ
ア
国
境
）
を
流
れ
る
河
。

（
2
） 

A
n

n
ales d

u
 P

rin
ce d

e L
ign

e, t.V
II 

（n
o25

）, 1926.

よ
り
抜
粋
。（P

rince de L
igne, op.cit., F

.B
ourin, 1989, pp.675-6.

）

（
3
） 

ド
ー
ル
市
は
、
一
六
三
六
年
の
コ
ン
デ
公
の
攻
撃
の
後
、
一
六
七
四
年
の
ル
イ
一
四
世
の
攻
撃
に
遂
に
降
伏
し
、
そ
の
四
年
後
に
は
、
こ
の
町

の
属
す
る
フ
ラ
ン
シ
ュ
＝
コ
ン
テ
（
現
地
域
圏
名
）
が
フ
ラ
ン
ス
に
併
合
さ
れ
た
。

（
4
） 

一
里

リ
ュ
ー

は
約
四
㎞
。

お
わ
り
に

一
八
〇
三
年
か
ら
一
八
一
二
年
の
晩
年
の
約
一
〇
年
、
リ
ー
ニ
ュ
公
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
強
い
関
心
を
示
し
、
結
局
、
直
接
話
す
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
そ
の
会
見
に
居
合
わ
せ
た
人
か
ら
そ
の
発
言
を
聞
き
取
っ
た
り
、
近
く
か
ら
一
挙
手
一
投
足
を
観
察
し
て
記
録
し
た
り
し
た
。

ま
ず
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ロ
イ
ユ
城
他
の
土
地
財
産
の
接
収
と
リ
ー
ニ
ュ
公
個
人
の
「
亡
命
」
に
端
を
発
す
る
、
当
然
な
個
人
的
恨
み

の
感
情
が
あ
り
、
つ
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
軍
と
の
戦
い
で
戦
死
さ
せ
ら
れ
た
最
愛
の
長
男
シ
ャ
ル
ル
の
思
い
出
の
一
方
で
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
軍
将
校
と
し
て
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
入
る
次
男
ル
イ
の
行
動
に
「
憤
激
」
し
つ
つ
、
ベ
ロ
イ
ユ
城
保
全
を
考
え
て
そ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を

得
な
い
苦
し
い
状
況
が
あ
っ
た
。

ウ
ィ
ー
ン
の
社
交
界
の
人
々
と
同
じ
く
「
コ
ル
シ
カ
の
鬼
オ
ー
グ
ル

」
に
厳
し
い
目
を
向
け
る
だ
け
で
な
く
、
小
貴
族
出
の
「
自
分
以
上
に
外

国
人
」
の
男
が
フ
ラ
ン
ス
の
皇
帝
に
ま
で
昇
り
つ
め
た
こ
と
に
、
古
い
大
貴
族
の
出
で
、
老
い
て
な
お
軍
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
つ
プ
リ

五
〇
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ン
ス
が
、
エ
ス
プ
リ
を
駆
使
し
た
表
現
で
は
解
消
し
き
れ
な
い
個
人
的
な
利
害
も
絡
ん
で
、
軽
蔑
や
嫉
妬
も
含
め
た
複
雑
な
感
情
が
、
そ

の
言
葉
の
端
々
に
垣
間
見
え
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
感
情
は
、
側
近
タ
レ
ー
ラ
ン
と
の
や
り
取
り
を
通
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
い
う
人
物
の
理
解
を
深
め
、
な
に
よ
り
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
矢
継
ぎ
早
な
連
戦
連
勝
が
止
ま
ら
な
い
の
を
目
撃
す
る
に
つ
れ
、
消
え
る
こ
と
は
な
く
て
も
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
軍
人
と
し
て
そ
れ
ま
で
も
っ
と
も
評
価
し
て
い
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
以
上
に
、
晩
年
の
軍
人
リ
ー
ニ
ュ
公
が
、
軍
事
的
才
能
を

持
つ
戦
術
家
・
戦
略
家
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
、
戦
場
の
状
況
に
即
応
し
た
駆
け
引
き
や
戦
術
転
換
の
す
ば
や
さ
、
書
物
を
通
し
て
あ
る

い
は
実
戦
を
通
し
て
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
電
撃
作
戦
や
迂
回
作
戦
な
ど
作
戦
の
豊
富
さ
が
想
像
以
上
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
専
制
的
、
権
威
主
義
的
な
不
遜
な
態
度
や
、
効
率
一
辺
倒
の
実
利
主
義
が
、
古
き
良
き
伝
統
の
フ
ラ
ン
ス
の
教
養
と
そ

の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
を
受
け
継
ぐ
リ
ー
ニ
ュ
公
に
不
快
で
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
自
分
の
著
作
を
ま
と
め
て
出
版
し
、
作

家
に
押
し
上
げ
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
に
接
近
し
た
。
そ
の
反
専
制
的
、
自
由
主
義
的
思
想
へ
の
共
鳴
は
明
ら

か
で
あ
る
。

大
き
な
一
つ
の
転
機
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
皇
女
マ
リ
＝
ル
イ
ー
ズ
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
結
婚
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
リ
ー

ニ
ュ
公
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
様
々
な
経
緯
を
越
え
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
そ
の
帝
国
を
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
友
好
・
協
調

路
線
と
の
関
連
で
意
識
し
、
支
持
す
る
点
か
ら
も
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
か
ら
撤
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
宛
て
た
リ
ー
ニ
ュ
公
の
手
紙
は
、
そ
う
し
た
彼
の
個
人
的
な
感
情
を
越
え
た
意
識
と
状
況
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
政
治
的
な
意
識
や
状
況
が
存
在
し
た
の
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
カ
リ
ス
マ
性
を
持
っ
て
自
ら
を
皇
帝
に
し
た

五
〇
八



リ
ー
ニ
ュ
公
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
玉
井
）

（
一
〇
二
五
）

不
世
出
の
人
物
に
対
す
る
リ
ー
ニ
ュ
公
の
敬
意
が
、
そ
の
軍
人
と
し
て
の
経
歴
か
ら
出
発
し
た
敬
意
で
あ
る
事
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の

意
味
で
今
後
、
す
で
に
本
論
で
触
れ
た
よ
う
に
（
1
）

、
特
に
リ
ー
ニ
ュ
公
の
研
究
を
進
め
る
上
で
、
そ
の
著
『
わ
が
七
年
戦
争
従
軍
記
（M

on
 

Jou
rn

al d
e la gu

erre d
e S

ept A
n

s

）』﹇
一
七
九
五
年
刊
行
開
始
の
全
集
、『
軍
事
的
、
文
学
的
、
心
情
的
雑
纂
（L

es m
élan

ges 

m
ilitaires, littéraires et sen

tim
en

taires

）
に
所
収
﹈
や
、『
軍
事
に
関
す
る
偏
見
と
幻
想
（P

réju
gés et F

an
taisies m

ilitaires

）』

（
一
七
七
四
刊
行
）
を
中
心
に
、
軍
人
リ
ー
ニ
ュ
公
の
経
歴
と
思
想
を
考
察
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

本
稿
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

五
〇
九





主
席
公
選
に
関
す
る
一
考
察
（
照
屋
）

（
一
〇
二
七
）

主
席
公
選
に
関
す
る
一
考
察

照　
　

屋　
　

寛　
　

之

は
じ
め
に

沖
縄
は
不
本
意
に
も
戦
後
二
七
年
間
米
軍
統
治
下
に
置
か
れ
、
沖
縄
県
議
会
は
琉
球
立
法
院
、
県
知
事
は
行
政
主
席
と
な
っ
た
。
米
軍

統
治
下
で
は
県
民
の
意
思
で
行
政
主
席
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
高
等
弁
務
官
が
行
政
主
席
を
任
命
し
て
い
た
（
1
）

。

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
は
沖
縄
住
民
の
主
席
公
選
へ
の
強
い
要
求
を
受
け
入
れ
、
一
九
六
八
年
二
月
一
日
第
三
六
回
立
法
院
定
例
議
会

に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
が
次
の
よ
う
に
主
席
公
選
を
認
め
る
こ
と
を
表
明
し
た
（
2
）

。「
…
私
は
行
政
主
席
を
住
民

に
よ
る
公
選
に
よ
っ
て
選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
当
琉
球
に
お
け
る
各
方
面
の
人
々
の
強
い
要
望
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
か
な
り
以
前
か
ら

察
し
て
お
り
ま
し
た
。
…
こ
こ
で
私
は
、
琉
球
住
民
が
琉
球
政
府
行
政
主
席
を
直
接
選
挙
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
行
政
命
令
第

一
〇
七
一
三
号
の
改
正
に
合
衆
国
大
統
領
が
署
名
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
皆
様
に
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

五
一
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
二
八
）

で
は
、
こ
の
行
政
命
令
の
改
正
文
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
…
行
政
命
令
第
一
〇
七
一
三
号
の
第
八
節
⒝
項
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
⒝
①
行
政
主
席
は
琉
球
列
島
の
住
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
…
行
政
主
席
の
選
挙
は
立
法
院
議
員
の
選
挙
と
同
じ

日
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
任
期
は
立
法
院
議
員
の
任
期
と
同
じ
…
こ
の
よ
う
な
最
初
の
行
政
主
席
選
挙
は
一
九
六
八
年
一
一
月
の

立
法
院
選
挙
と
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
…
（
3
）

」。
こ
の
よ
う
に
琉
球
列
島
の
管
理
に
関
す
る
大
統
領
行
政
命
令
が
改
正
さ
れ
、

沖
縄
住
民
の
長
年
の
要
求
・
願
望
で
あ
っ
た
行
政
主
席
の
公
選
が
よ
う
や
く
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
沖
縄
住
民

が
待
ち
に
待
っ
た
朗
報
で
あ
り
、
自
治
権
拡
大
へ
の
一
条
の
光
が
差
し
込
ん
だ
瞬
間
で
あ
っ
た
。

戦
後
一
貫
し
て
沖
縄
の
政
治
の
基
本
目
標
の
ひ
と
つ
は
主
席
公
選
で
あ
っ
た
。
立
法
院
で
も
こ
れ
ま
で
六
回
も
主
席
公
選
の
要
求
決
議

を
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
直
接
任
命
に
よ
っ
て
い
た
歴
代
の
行
政
主
席
も
、
自
治
拡
大
に
伴
う
主
席
公
選
を
要
求
す
る
民
側
と
米
側
の

板
挟
み
に
立
た
さ
れ
て
、
そ
の
政
治
生
命
を
不
安
な
も
の
に
し
て
き
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
4
）

。
主
席
公
選
の
意
義
に
つ
い
て
、「
琉
球
新
報
」

は
社
説
で
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。「
二
三
年
間
に
わ
た
る
わ
た
し
た
ち
県
民
の
切
実
な
願
望
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
色
あ
せ
る
こ
と
の
な

い
情
熱
と
、
不
退
転
の
決
意
が
よ
う
や
く
実
っ
て
、
い
ま
主
席
公
選
の
実
現
と
な
っ
た
。
米
大
統
領
行
政
命
令
の
ワ
ク
内
で
は
あ
っ
て
も
、

主
席
を
わ
た
し
た
ち
県
民
の
手
で
、
直
接
に
選
挙
す
る
こ
と
は
、
自
治
の
根
幹
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
次
の
段
階
へ
の
ま
っ
た
き
自
治
、

つ
ま
り
祖
国
復
帰
へ
の
重
い
礎
石
と
な
る
（
5
）

」。

米
軍
統
治
下
の
自
治
権
拡
大
闘
争
の
成
果
と
し
て
実
施
さ
れ
た
一
九
六
八
年
一
一
月
の
主
席
公
選
は
、
復
帰
後
の
沖
縄
県
内
の
政
治
構

図
を
決
定
づ
け
る
選
挙
で
あ
っ
た
。
六
八
年
は
主
席
公
選
、
立
法
院
議
員
選
挙
、
那
覇
市
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
三
大
選
挙
」

と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
の
選
挙
を
契
機
に
、
県
内
で
は
保
守
対
革
新
の
政
治
構
図
が
で
き
あ
が
っ
た
。
自
民
党
、
社
会
党
の
二
大
政
党
を
軸

と
し
た
中
央
の
政
治
構
図
の
ス
タ
ー
ト
が
「
五
五
年
体
制
」
な
ら
、
沖
縄
は
「
六
八
年
体
制
」
と
言
わ
れ
た
政
治
・
政
党
の
構
図
が
構
築

五
一
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九
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さ
れ
た
歴
史
的
な
選
挙
で
あ
っ
た
（
6
）

。

こ
の
選
挙
戦
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
革
新
共
闘
会
議
の
結
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
議
は
、
六
八
年
の
主
席
公
選
、
立
法
院
議
員
選
挙
の

際
に
組
織
と
し
て
、
社
会
党
、
社
大
党
、
共
産
党
と
教
職
員
組
合
、
全
軍
労
な
ど
県
内
有
力
労
働
組
合
で
初
め
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
後
の
県
知
事
選
挙
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
衆
参
両
院
の
国
政
選
挙
で
も
大
き
な
成
果
を
残
し
た
。
自
民
党
は
一
党
で
候
補
者
を
出
す

ほ
ど
の
勢
力
が
あ
っ
た
。
革
新
陣
営
は
バ
ラ
バ
ラ
で
選
挙
を
戦
っ
た
の
で
は
勝
負
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
考
え
出
さ
れ
た
組
織
で

あ
り
、
米
軍
施
政
権
下
に
あ
っ
て
反
戦･

反
基
地
、
人
権
闘
争
、
そ
し
て
即
時
本
土
復
帰
と
い
う
大
き
な
目
標
で
各
党
が
一
致
し
、
共
闘

体
制
が
で
き
た
。
そ
の
後
の
選
挙
で
は
そ
の
体
制
の
結
束
い
か
ん
に
よ
っ
て
選
挙
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
（
7
）

。
本
来
、
選
挙
に
際
し
て
候

補
者
、
政
策
に
つ
い
て
政
党
が
主
体
的
な
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
る
が
、
復
帰
当
時
、
社
会
党
政
審
会
長
を
務
め
、
の
ち
に
委
員
長
に

な
っ
た
崎
浜
盛
永
は
「
主
席
公
選
の
時
は
政
党
の
無
力
さ
を
強
く
感
じ
た
。
主
席
公
選
で
の
屋
良
候
補
、
革
新
共
闘
の
誕
生
は
歴
史
の
必

然
だ
っ
た
（
8
）

」
と
述
べ
た
。

主
席
公
選
は
一
地
方
の
選
挙
で
は
あ
っ
た
が
、
屋
良
候
補
が
即
時
無
条
件
返
還
、
米
軍
基
地
の
即
時
撤
去
を
訴
え
て
い
た
の
で
、
選
挙

結
果
は
日
米
両
政
府
の
外
交
防
衛
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
両
政
府
も
座
し
て
結
果
を
待
つ
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
ず
、
選
挙
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
。
ま
た
本
土
マ
ス
コ
ミ
も
一
地
方
の
選
挙
と
は
思
え
な
い
程
の
報
道
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
本
論
に

お
い
て
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、「
本
土
ぐ
る
み
」
選
挙
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
本
土
政
府
、
本
土
の
政
党
が
こ
の
選
挙
に
関
わ
っ
た
。

本
稿
で
は
三
大
選
挙
の
中
で
も
主
席
公
選
に
つ
い
て
論
じ
、
本
土
政
府
、
政
党
・
政
治
家
、
マ
ス
コ
ミ
が
ど
の
よ
う
に
選
挙
に
関
わ
っ
た

の
か
、
米
軍
統
治
下
に
お
け
る
選
挙
で
は
ど
の
よ
う
な
政
策
が
争
点
と
な
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
米
側
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
な
ど

を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
三
〇
）

Ⅰ　

主
席
公
選
と
候
補
者
選
定

米
国
統
治
下
で
沖
縄
住
民
が
強
く
要
求
し
て
き
た
主
席
公
選
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
保
守･

革
新
の
候
補
者
人
選
が
本
格
化
す
る
。

保
守
陣
営
は
当
時
那
覇
市
長
で
あ
っ
た
西
銘
順
治
氏
、
革
新
側
が
屋
良
朝
苗
氏
に
決
ま
っ
た
。
革
新
側
が
屋
良
を
選
任
し
た
主
な
要
因
は
、

第
一
に
、
屋
良
が
一
九
五
〇
年
か
ら
い
ち
早
く
復
帰
運
動
に
取
り
組
ん
だ
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
教
員
は
沖
縄
で
社
会
的

な
ス
テ
イ
タ
ス
が
高
く
、
屋
良
は
戦
後
の
教
育
復
興
に
取
り
組
ん
だ
実
績
か
ら
信
頼
が
厚
か
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
政
党
人
で
な
い
た
め
、

安
里
積
千
代
擁
立
に
反
対
す
る
社
会
党
、
人
民
党
も
屋
良
な
ら
ま
と
ま
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
（
9
）

。

候
補
者
人
選
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
主
席
公
選
が
米
軍
統
下
で
の
選
挙
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
保
守
陣
営
の
人

選
に
米
側
の
意
向
が
強
反
映
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
七
月
二
三
日
、
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
は
、
当
時
那
覇
市
長
だ
っ
た

西
銘
順
治
を
呼
び
①
公
選
制
の
法
的
手
続
き
②
保
守
党
の
態
勢
強
化
③
西
銘
が
出
馬
し
た
場
合
の
後
継
那
覇
市
長
候
補
な
ど
に
つ
い
て
具

体
的
な
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
公
式
な
場
で
の
相
談
で
あ
っ
て
、
弁
務
官
と
西
銘
は
そ
れ
以
前
に
主
席
公
選
問
題
に

つ
い
て
〝ゴ
ル
フ
場
会
談
〞
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
西
銘
と
ア
ン
ガ
ー
は
、
度
々
ゴ
ル
フ
を
と
も
に
す
る
親
し
い
間
柄
に
な
っ
て
い

た
。
西
銘
は
「
ア
ン
ガ
ー
が
僕
を
呼
び
、
泡
瀬
ゴ
ル
フ
場
で
ゴ
ル
フ
を
し
て
い
た
ら
、
お
前
、
主
席
選
挙
に
出
た
ら
ど
う
か
、
と
意
向
打

診
が
あ
っ
た
。」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
米
側
と
し
て
は
、
与
党
民
主
党
の
意
向
打
診
を
聞
く
前
に
、
西
銘
が
最
適
任
者
と
し
て
太
鼓

判
を
押
し
て
い
た
。
主
席
が
公
選
に
な
れ
ば
、
保
守
側
は
西
銘
以
外
に
は
い
な
い
と
の
情
報
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
10
）

。

さ
ら
に
、
一
九
六
八
年
一
月
三
日
、
行
政
主
席
の
松
岡
政
保
（
沖
縄
自
民
党
総
裁
）、
沖
縄
自
民
党
幹
事
長
・
桑
江
朝
貢
、
政
調
会
長
・

大
田
昌
知
、
総
務
会
長
・
友
寄
喜
弘
は
、
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
ら
米
国
政
府
首
脳
と
会
談
し
た
。
弁
務
官
か
ら
「
主
席
公
選
の
実
施
時
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期
は
い
つ
が
適
当
か
」
と
打
診
さ
れ
た
。
弁
務
官
は
「
主
席
の
直
接
選
挙
を
実
施
し
た
場
合
、
自
民
党
は
勝
て
る
の
か
」
と
畳
み
か
け
た
。

桑
江
ら
は
「
人
物
は
い
る
。
勝
て
る
自
信
が
あ
る
」
と
答
え
た
。「
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
は
、
公
選
に
よ
っ
て
反
米
的
な
色
彩
の
強
い

人
物
が
主
席
に
な
れ
ば
、
米
国
の
国
益
を
損
ね
る
恐
れ
が
あ
る
と
懸
念
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
勝
算
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
、

非
常
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
（
11
）

」
と
大
田
昌
知
は
語
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
革
新
側
が
信
頼
の
厚
い
屋
良
朝
苗
氏
（
革
新
共
闘
統
一
候
補
、
沖

縄
教
職
員
会
長
）
を
選
出
し
、
自
民
党
は
保
守
の
エ
ー
ス
と
し
て
西
銘
順
治
氏
（
党
総
裁
、
前
那
覇
市
長
）
に
決
定
し
た
。
屋
良
朝
苗
対
西
銘

順
治
の
師
弟
対
決
と
な
っ
た
（
12
）

。
本
知
事
選
に
は
、
野
底
武
彦
氏
（
無
所
属
、
公
認
会
計
士
）
も
立
候
補
し
た
が
、
全
く
の
泡
沫
候
補
で
マ
ス

コ
ミ
で
も
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
本
選
挙
は
実
質
的
に
は
屋
良
対
西
銘
、
革
新
対
保
守
の
一
騎
打
ち
で
あ
っ
た
。

Ⅱ　

本
土
各
党
の
主
席
選
挙
へ
の
支
援
体
制

主
席
選
挙
は
、
本
土
の
保
守
、
革
新
陣
営
の
〝代
理
戦
争
的
〞
な
一
面
も
あ
り
、
大
臣
ク
ラ
ス
、
党
首
ク
ラ
ス
が
続
々
沖
縄
入
り
し
、

国
政
レ
ベ
ル
の
選
挙
と
な
っ
た
。
ま
さ
し
く
「
本
土
ぐ
る
み
選
挙
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
選
挙
の
大
き
な
特
徴
は
、
一
地
方
の

選
挙
に
も
係
わ
ら
ず
、
本
土
か
ら
の
応
援
団
が
大
挙
沖
縄
入
り
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
臣
や
党
委
員
長
、
代
議
士
、
文
化
人
、
選
挙
参

謀
、
運
動
員
タ
レ
ン
ト
な
ど
が
続
々
選
挙
応
援
に
入
っ
た
。「
選
挙
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」
と
繰
り
返
し
言
い
な
が
ら
、「
大
臣
」
と
い

う
大
き
な
看
板
を
ぶ
ら
下
げ
て
、
支
援
に
一
役
買
っ
て
い
る
大
臣
視
察
に
名
を
借
り
た
選
挙
応
援
も
あ
っ
た
。
保
守
、
革
新
と
も
そ
れ
ぞ

れ
の
本
部
に
控
え
て
〝作
戦
〞
を
め
ぐ
ら
す
本
土
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
選
挙
参
謀
ま
で
登
場
し
た
。
本
土
の
両
陣
営
に
と
っ
て
も
「
絶
対

に
負
け
ら
れ
な
い
」
選
挙
で
あ
り
、
予
想
を
は
る
か
に
超
え
た
力
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
総
力
を
挙
げ
て
〝沖
縄
戦
線
〞
を
展

開
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
13
）

。
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（
1
）
自
民
党
の
応
援
体
制

選
挙
の
二
ヶ
月
前
か
ら
、
一
日
も
か
か
さ
ず
国
会
議
員
や
閣
僚
を
沖
縄
に
派
遣
し
続
け
、
自
民
党
の
一
室
に
「
沖
縄
選
対
策
本
部
」
を

設
け
る
ほ
ど
の
対
応
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
土
の
選
挙
戦
法
の
技
術
援
助
を
行
っ
た
。
ま
た
本
土
で
で
き
る
こ
と
な
ら
何
で
も
請
け
負
う

と
い
う
こ
と
で
、
大
は
選
挙
資
金
か
ら
、
小
は
ポ
ス
タ
ー
や
ハ
ガ
キ
に
い
た
る
ま
で
援
助
し
た
。
党
の
機
関
誌
「
自
由
新
報
」
な
ど
も
毎

日
の
よ
う
に
三
大
選
挙
を
扱
い
、
教
職
員
の
批
判
な
ど
を
掲
載
し
、
切
り
く
ず
し
に
懸
命
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
沖
縄
教
職
員
会
の
批
判
特

集
を
し
た
保
守
系
の
暴
露
専
門
週
刊
誌
を
ド
ッ
サ
リ
買
い
込
ん
で
沖
縄
に
送
り
込
む
な
ど
、
あ
の
手
こ
の
手
の
攻
略
作
戦
を
行
っ
た
。
沖

縄
の
主
席
選
挙
で
革
新
側
に
政
権
を
奪
わ
れ
る
と
、
本
土
の
革
新
勢
力
を
勇
気
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
七
〇
年
安
保
へ
の
影
響
を
恐
れ
て
、

福
田
幹
事
長
は
「
今
度
の
選
挙
は
東
京
都
知
事
選
以
上
に
重
大
」
と
捉
え
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
沖
縄
の
主
席
選
挙
の
結
果
は
、
本

土
政
局
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
あ
っ
て
、
そ
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
て
い
た
（
14
）

。

自
民
党
の
場
合
、
多
く
の
大
臣
を
沖
縄
の
選
挙
応
援
に
派
遣
し
た
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
「
大
臣
シ
リ
ー
ズ
」
と
命
名
し
た
程
で
あ
っ

た
。
因
み
に
、
大
臣
シ
リ
ー
ズ
で
沖
縄
に
選
挙
応
援
で
派
遣
さ
れ
た
大
臣
は
、
灘
尾
文
相
、
田
中
総
務
庁
長
官
、
小
川
労
相
、
園
田
文
相
、

西
村
厚
相
、
中
曽
根
運
輸
相
で
あ
っ
た
。
告
示
後
は
、「
演
説
要
員
」
と
し
て
石
原
慎
太
郎
氏
ら
一
年
生
代
議
士
が
か
り
出
さ
れ
、
最
少

限
一
日
に
一
人
は
必
ず
代
議
士
が
沖
縄
に
滞
在
す
る
と
い
う
「
演
出
過
剰
」
ぶ
り
で
あ
っ
た
（
15
）

。
自
民
党
の
支
援
は
大
物
政
治
家
に
加
え
、

安
西
愛
子
、
勝
呂
誉
、
大
空
真
弓
、
仲
宗
根
美
樹
、
立
川
澄
人
ら
芸
能
人
が
続
々
沖
縄
に
送
り
込
ま
れ
た
。

し
か
し
、
自
民
党
の
応
援
は
、
福
田
幹
事
長
応
援
の
よ
う
に
問
題
発
言
も
あ
っ
た
。
選
挙
応
援
の
た
め
沖
縄
入
り
し
、
あ
い
さ
つ
の
中

で
「
県
民
は
屋
良
さ
ん
を
選
ん
で
混
乱
と
貧
乏
の
道
を
進
む
か
、
西
銘
氏
を
選
ん
で
平
和
と
繁
栄
の
道
を
進
む
の
か
重
大
な
選
挙
で
あ
る
。

屋
良
氏
の
背
後
に
あ
る
共
産
党
、
社
会
党
の
性
格
を
見
る
と
屋
良
氏
が
主
席
に
な
る
と
、
沖
縄
返
還
が
円
滑
に
い
か
ぬ
こ
と
が
恐
れ
ら
れ
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る
（
16
）

。」
と
述
べ
、
西
銘
が
当
選
す
る
こ
と
が
沖
縄
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
訴
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
福
田
発
言
に
対
し
て
、
沖
縄
自
民
党

で
さ
え
も
「
沖
縄
の
心
が
分
っ
て
い
な
い
」
と
反
発
し
た
程
で
あ
っ
た
（
17
）

。

し
か
し
、
こ
の
福
田
発
言
に
対
し
て
、
革
新
共
闘
会
議
は
次
の
よ
う
な
抗
議
談
話
を
発
表
し
た
。「
一
、
福
田
発
言
は
、
百
万
県
民
を

侮
辱
す
る
の
も
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
権
を
担
当
し
て
い
る
政
党
の
幹
事
長
発
言
と
し
て
絶
対
に
許
す
こ
と
は
出
来
な
い
し
、

民
主
主
義
を
否
定
し
、
公
正
で
自
由
な
選
挙
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
県
民
へ
の
重
大
な
挑
戦
で
あ
る
。
一
、
沖
縄
県
民
は
、

悲
惨
な
戦
争
の
犠
牲
を
被
り
、
祖
国
独
立
後
の
代
償
と
し
て
二
三
年
間
も
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
下
に
虐
げ
ら
れ
て
き
た
。
福
田
発
言
は
売

国
的
発
言
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
18
）

」。

（
2
）
野
党
の
選
挙
応
体
制

野
党
各
派
は
社
会
、
民
社
、
公
明
、
共
産
の
四
頭
立
て
の
ご
と
し
で
あ
っ
た
。
社
会
党
は
成
田
委
員
長
、
江
田
書
記
長
を
沖
縄
に
送
り
、

選
挙
支
援
に
対
応
は
し
、
力
の
入
れ
よ
う
は
自
民
党
以
上
で
あ
っ
た
。
民
社
党
は
、
本
土
の
共
産
党
と
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
、
沖
縄

の
革
新
共
闘
を
支
持
で
き
ず
、
社
大
党
の
支
援
の
み
に
限
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
支
援
も
、
春
日
書
記
長
、
沖
縄
対
策
委
員
長
を
派
遣
す

る
こ
と
や
、
社
大
党
へ
の
宣
伝
カ
ー
を
送
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
公
明
党
は
、
屋
良
候
補
支
持
に
傾
き
な
が
ら
、
沖
縄
公
明
会
の
事
情
で

「
厳
正
中
立
、
自
由
投
票
」
と
な
っ
た
（
19
）

。
共
産
党
は
、
野
坂
議
長
ら
党
幹
部
の
派
遣
を
計
画
、
渡
航
申
請
し
た
が
、
米
民
政
府
の
「
徹
底

的
」
な
拒
否
に
あ
っ
た
（
20
）

。

こ
の
よ
う
な
渡
航
拒
否
の
事
態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
共
産
党
は
沖
縄
へ
の
渡
航
を
申
請
し
た
同
党
の
議
員
ら
に
た
い
す
る
米
民
政
府

の
渡
航
拒
否
に
抗
議
し
、
野
坂
参
三
議
長
ら
の
沖
縄
渡
航
の
実
現
を
要
求
す
る
集
会
を
開
い
た
（
21
）

。
共
産
党
関
係
で
は
九
割
が
拒
否
さ
れ
た

と
い
う
報
道
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
平
性
の
欠
如
で
あ
る
。
革
新
側
の
選
挙
応
援
に
た
い
す
る
渡
航
拒
否
が
、
選
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挙
戦
術
と
し
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
政
治
的
圧
力
と
受
け
取
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
選
挙
戦
に
は

与
野
党
の
別
な
く
、
公
正
に
そ
の
機
会
は
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
挙
運
動
が
「
渡
航
闘
争
」
で
も
あ
る
と
い
う
の
が
沖
縄
の

政
治
状
況
を
物
語
っ
て
お
り
、
こ
の
選
挙
が
、
本
土
、
沖
縄
の
一
体
化
を
一
つ
の
争
点
に
し
な
が
ら
、
肝
心
の
一
体
化
が
渡
航
問
題
な
ど

で
抜
け
落
ち
て
い
る
の
は
有
権
者
か
ら
は
理
解
し
辛
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
22
）

。

①　

社
会
党

第
三
一
回
定
期
大
会
で
沖
縄
の
三
大
選
挙
を
支
援
す
る
決
議
を
全
会
一
致
で
行
な
っ
た
。
成
田
知
巳
委
員
長
は
沖
縄
選
挙
の
支
援
に
つ

い
て
党
大
会
後
の
記
者
会
見
で
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
沖
縄
の
選
挙
は
、
沖
縄
返
還
の
た
め
の
決
定
的
な
局
面
を
つ
く
る
も
の
だ
。
…

早
速
沖
縄
選
挙
に
党
を
挙
げ
て
取
り
組
む
。
九
日
か
ら
三
日
間
私
が
訪
沖
し
て
全
力
を
挙
げ
て
支
援
す
る
が
、
同
時
に
沖
縄
は
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
の
例
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
極
東
戦
略
の
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
沖
縄
の
選
挙
に
勝
つ
こ
と
は
ア
ジ
ア
の
平
和
の
た

め
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
党
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
が
全
力
を
挙
げ
て
支
援
に
取
り
組
む
（
23
）

」。

党
大
会
で
決
議
さ
れ
た
選
挙
支
援
は
次
の
と
お
り
。「
沖
縄
の
解
放
と
七
〇
年
安
保
闘
争
に
重
大
な
意
義
を
持
つ
沖
縄
の
三
大
選
挙
は

一
カ
月
後
に
迫
っ
た
。
日
米
両
政
府
は
、
あ
ら
ゆ
る
金
力
と
権
力
を
動
員
し
た
。
手
段
を
選
ば
な
い
悪
質
な
選
挙
運
動
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
重
大
な
局
面
に
あ
る
三
大
選
挙
の
勝
敗
の
カ
ギ
は
、
社
会
党
を
中
心
と
す
る
本
土
革
新
の
支
援
に
か
か
っ
て
い
る
。
社
会
党

は
、
こ
れ
ま
で
に
『
沖
縄
三
大
選
挙
対
策
本
部
』
を
設
置
し
、
大
会
終
了
後
、
直
ち
に
新
委
員
長
を
沖
縄
現
地
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定

し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
一
千
万
円
支
援
カ
ン
パ
運
動
も
提
起
し
て
い
る
。
わ
が
党
は
今
後
さ
ら
に
三
大
選
挙
支
援
の
た
め
の
諸
行
動
を
一

層
強
化
す
る
考
え
で
あ
る
（
24
）

。

社
会
党
は
沖
縄
の
主
席
公
選
を
支
援
す
る
た
め
に
「
社
会
党
沖
縄
三
大
選
挙
支
援
派
遣
団
」（
成
田
知
巳
委
員
長
）
を
結
成
し
、
派
遣
す
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る
程
の
強
力
な
支
援
体
制
で
選
挙
に
臨
ん
だ
。
選
挙
応
援
の
た
め
成
田
委
員
長
ら
が
来
沖
し
た
際
、
空
港
で
歓
迎
集
会
が
開
か
れ
、
そ
の

あ
い
さ
つ
で
成
田
委
員
長
は
、「
三
大
選
挙
は
自
民
党
佐
藤
政
府
の
い
う
ご
ま
か
し
の
一
体
化
を
許
す
の
か
、
即
時
無
条
件
全
面
返
還
を

勝
ち
取
る
か
ど
う
か
妥
協
を
許
さ
な
い
戦
い
で
あ
る
。
社
会
党
は
自
民
党
の
権
力
、
金
力
を
動
員
し
た
弾
圧
を
跳
ね
返
し
民
主
勢
力
の
勝

利
の
た
め
に
全
党
を
挙
げ
て
と
も
に
戦
う
こ
と
を
誓
い
ま
す
」
と
選
挙
支
援
の
決
意
を
述
べ
た
。
次
の
よ
う
に
県
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
発

表
し
た
。

社
会
党
の
ア
ピ
ー
ル
要
旨
：「
沖
縄
県
民
の
皆
様
三
大
選
挙
に
お
け
る
野
党
の
勝
利
は
、
名
誉
あ
る
沖
縄
解
放
の
勝
利
に
向
け
て
、
即

時
全
面
復
帰
の
強
固
な
新
し
い
闘
い
の
砦
を
築
く
道
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
沖
縄
県
民
の
人
権
の
擁
護
と
民
主
主
義
の
確
立
、
県
民
生
活
向

上
の
道
で
あ
り
ま
す
。
逆
に
自
民
党
の
勝
利
は
、
欺
瞞
的
な
『
一
体
化
』
政
策
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
巧
妙
な
沖
縄
支
配
の
継
続
を
許
し
、

日
米
共
同
声
明
で
設
定
さ
れ
た
核
安
保
、
ア
ジ
ア
安
保
体
制
へ
の
道
で
あ
り
ま
す
。
…
沖
縄
三
大
選
挙
を
完
全
勝
利
さ
せ
る
た
め
に
全
党

挙
げ
て
闘
い
ぬ
く
こ
と
を
誓
い
合
い
ま
し
た
（
25
）

。」

②　

飛
鳥
田
横
浜
市
長
応
援
：
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
へ
の
反
論

主
席
選
挙
で
の
政
策
論
争
の
中
で
有
権
者
の
関
心
を
引
い
た
の
は
、
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
沖
縄
の
経
済
は
基
地
依
存

度
が
高
い
の
で
、
本
土
復
帰
し
て
基
地
が
な
く
な
れ
ば
、
沖
縄
は
経
済
的
に
困
窮
し
、
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
の
生
活
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
法
の
発
端
は
、
一
九
六
八
年
八
月
一
六
日
の
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
の
「
基
地
が
縮
小
、
も
し
く
は
撤
去
さ
れ

れ
ば
、
琉
球
の
社
会
は
再
び
サ
ツ
マ
イ
モ
と
魚
に
依
存
し
た
ハ
ダ
シ
の
戦
前
の
経
済
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
る
（
26
）

」
と
い
う
「
琉
球
経
済

に
つ
い
て
」
の
演
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
を
保
守
陣
営
は
立
会
演
説
会
で
聴
衆
に
訴
え
た
。
西
銘
は
さ
ら
に
具
体
的
に
訴

え
た
。「
今
あ
な
た
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
一
ド
ル
入
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
一
ド
ル
の
う
ち
四
〇
セ
ン
ト
が
沖
縄
独
自
の
産
業
に
よ
っ
て
得

五
一
九
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た
も
の
で
、
残
り
六
〇
セ
ン
ト
は
基
地
収
入
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
ま
即
時
復
帰
し
、
基
地
が
な
く
な
れ
ば
こ
の
六
〇
セ
ン
ト
は
な
く
な

り
、
戦
前
の
よ
う
な
イ
モ
を
食
い
、
ハ
ダ
シ
で
歩
く
よ
う
な
悲
惨
な
生
活
に
逆
戻
り
す
る
（
27
）

」。
こ
の
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
は
有
権
者
に
分
か

り
易
く
、
巧
み
な
論
法
で
あ
っ
た
。

応
援
演
説
に
駆
け
付
け
た
飛
鳥
田
横
浜
市
長
は
、
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
に
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
飛
鳥
田
市
長
の
演
説
で
、
聴
衆
は

「
屋
良
主
席
が
誕
生
し
た
ら
本
当
に
イ
モ
と
ハ
ダ
シ
の
生
活
に
も
ど
る
の
か
。
そ
こ
が
聞
き
た
い
と
ば
か
り
に
身
を
乗
り
出
す
と
、
飛
鳥

田
は
「
本
土
に
は
百
人
以
上
の
革
新
首
長
が
い
る
。
東
京
都
、
京
都
府
、
大
阪
市
、
仙
台
市
、
横
浜
な
ど
数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
は
み
な
日
本
の
中
心
的
な
都
市
で
あ
り
、
そ
の
も
と
に
生
活
し
て
い
る
人
は
全
部
で
二
千
万
人
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
人

の
生
活
が
悪
く
な
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
の
証
拠
に
横
浜
市
長
で
あ
る
わ
た
し
を
見
て
ほ
し
い
（
28
）

」
と
、
イ
モ
・
ハ
ダ
シ

論
が
何
の
根
拠
の
な
い
こ
と
を
有
権
者
に
語
っ
た
。

③　

美
濃
部
東
京
都
知
事
と
蜷
川
知
事
が
激
励
電
報

美
濃
部
・
蜷
川
両
知
事
は
主
席
・
立
法
院
議
員
選
挙
で
革
新
共
闘
候
補
を
支
援
す
る
た
め
に
「
明
る
い
沖
縄
を
つ
く
る
会
」
に
次
の
よ

う
な
激
励
電
報
を
打
っ
た
。「
日
本
国
民
が
戦
後
獲
得
し
守
っ
て
き
た
民
主
主
義
と
平
和
思
想
が
歴
史
の
中
に
残
り
得
る
も
の
か
ど
う
か

試
さ
れ
る
べ
き
瞬
間
が
近
づ
い
た
。
沖
縄
県
民
が
は
じ
め
て
そ
の
機
会
を
得
た
主
席
公
選
の
結
果
は
そ
の
全
て
の
運
命
を
に
ぎ
っ
て
い
る
。

沖
縄
県
の
自
立
と
復
帰
、
基
本
的
人
権
の
保
障
、
基
地
撤
去
と
日
本
の
平
和
と
が
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
命
題
で
あ
る
こ
と
を
再
確

認
す
る
。
今
度
の
選
挙
の
一
つ
の
争
点
と
し
て
復
帰
と
経
済
、
生
活
が
同
列
に
論
じ
ら
れ
、
二
者
択
一
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
問
だ
。

無
条
件
全
面
講
和
返
還
交
渉
が
す
べ
て
に
優
先
す
る
課
題
で
あ
る
。
住
民
生
活
の
向
上
と
改
善
は
ま
さ
に
自
治
の
回
復
と
拡
充
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
実
現
す
る
こ
と
を
一
千
百
万
都
民
と
二
百
万
の
京
都
府
民
が
事
実
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
す
る
。
即
時
無
条
件
全

五
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面
返
還
を
か
か
げ
て
戦
っ
て
い
る
屋
良
候
補
と
革
新
統
一
候
補
の
健
闘
を
祈
り
、
新
し
い
沖
縄
へ
の
道
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
県
民
に
心

か
ら
激
励
と
友
情
を
送
る
（
29
）

」。

Ⅲ　

日
米
民
両
政
府
の
西
銘
支
援

（
1
）
巨
額
の
選
挙
資
金
が
西
銘
陣
営
へ

米
軍
統
治
下
に
あ
っ
た
沖
縄
の
主
席
公
選
は
、
米
軍
基
地
の
即
時
撤
去
を
訴
え
る
屋
良
氏
が
当
選
す
る
か
、
一
体
化
政
策
を
訴
え
る
西

銘
氏
が
当
選
す
る
か
、
日
米
両
政
府
に
と
っ
て
大
い
に
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
選
挙
で
西
銘
候
補
が
当
選
す
る
よ
う
に
公
式
・
非
公
式

の
資
金
援
助
を
行
っ
た
。
米
上
院
歳
出
委
員
会
は
選
挙
を
間
近
に
控
え
た
一
〇
月
四
日
、
同
委
が
九
月
二
四
日
に
行
っ
た
秘
密
聴
聞
会
の

証
言
記
録
を
公
表
し
た
。
こ
の
聴
聞
会
に
証
人
と
し
て
招
か
れ
た
、
シ
ェ
ナ
陸
軍
副
次
官
ら
は
、「
一
一
月
の
沖
縄
の
主
席
公
選
は
米
国

に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
と
証
言
、
沖
縄
の
与
党
候
補
と
野
党
統
一
候
補
が
一
騎
打
ち
を
演
じ
て
い
る
主
席
公
選
を
米
国
が
重

視
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
て
公
式
に
明
ら
か
に
し
た
。
同
副
次
官
は
さ
ら
に
沖
縄
の
社
会
、
経
済
開
発
に
た
い
す
る
米
国
の
援
助
が
選

挙
で
反
米
分
子
の
当
選
を
減
ら
す
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
対
沖
縄
経
済
援
助
一
千
七
五
〇
万
ド
ル
、
及
び
行
政
費
二
千
七
七

万
ド
ル
を
米
議
会
が
承
認
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
歳
出
委
は
こ
の
聴
聞
会
終
了
後
、
沖
縄
関
係
費
を
全
額
政
府
原
案
通
り
承
認
し
、
上
院

本
会
議
も
四
日
こ
れ
を
可
決
し
た
（
30
）

。
こ
の
よ
う
に
援
助
決
定
に
も
選
挙
が
絶
え
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
公
式
の

援
助
に
限
ら
ず
、
非
公
式
の
選
挙
資
金
援
助
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
）
文
書
で
は
、
一
九
六
八
年
五
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
電
文
で
、
日
本
自
由
民
主
党
か
ら
沖
縄

民
主
党
へ
の
選
挙
支
援
資
金
と
し
て
七
二
万
ド
ル
が
供
与
さ
れ
る
こ
と
を
確
約
し
て
い
る
。
こ
の
金
額
は
主
席
公
選
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

五
二
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那
覇
市
長
選
や
各
市
町
村
の
首
長
選
挙
へ
の
支
援
を
含
め
た
も
の
だ
っ
た
。
残
さ
れ
た
文
書
で
は
金
の
出
所
は
日
本
自
由
民
主
党
で
あ
っ

た
が
、「
米
国
中
央
情
報
局
（
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
か
ら
と
の
見
方
も
強
か
っ
た
。
事
実
、
当
時
の
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
主
席
公
選
の
一
年
程
前
か
ら
保
守

勢
力
を
交
え
て
主
席
公
選
の
候
補
者
選
定
を
模
索
し
、
当
時
那
覇
市
長
だ
っ
た
西
銘
氏
に
白
羽
の
矢
を
立
て
て
い
た
。
具
体
的
な
金
額
が

高
等
弁
務
官
と
米
大
使
館
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
た
。

七
二
万
ド
ル
の
金
額
は
、
同
年
八
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
、
三
回
に
分
け
て
東
京
か
ら
沖
縄
に
運
ぶ
こ
と
が
確
約
さ
れ
て
い
た
。
多

額
の
金
を
運
ぶ
運
び
屋
も
同
席
し
て
そ
の
方
策
を
検
討
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
米
側
は
、
西
銘
支
援
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
慎
重
で
、

高
騰
弁
務
官
は
米
大
使
館
に
対
し
て
「
米
国
側
と
し
て
は
、
金
の
移
送
に
関
し
て
は
関
与
し
な
い
方
が
得
策
で
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
米
側
が
西
銘
氏
を
支
援
し
て
い
る
こ
と
が
公
に
な
る
と
逆
効
果
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
と
み
ら
れ
る
（
31
）

。

（
2
）
国
政
選
挙
実
現
へ
の
裏
工
作
：
西
銘
プ
ラ
ン

西
銘
陣
営
は
本
土
と
の
「
一
体
化
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
国
会
に
代
表
を
送
る
「
国
政
参
加
」
の
実
現
を
訴
え
た
。
こ
の
国
政
参
加

に
つ
い
て
は
、
当
時
の
立
法
院
が
一
九
六
一
年
か
ら
、
与
野
党
問
わ
ず
国
政
参
加
を
要
求
す
る
決
議
を
採
択
し
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
米

国
は
施
政
権
を
盾
に
し
て
認
め
ず
、
日
本
政
府
も
ア
メ
リ
カ
の
顔
色
を
う
か
が
い
真
剣
に
取
り
組
ま
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ

側
も
西
銘
の
勝
利
に
貢
献
す
る
な
ら
話
は
別
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
米
国
大
使
館
と
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
は
国
政
参
加
を
認
め

る
シ
ナ
リ
オ
を
用
意
し
た
。
こ
れ
は
「
西
銘
プ
ラ
ン
」
と
名
付
け
ら
れ
、
日
本
側
に
も
密
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
西
銘

が
日
米
両
政
府
に
国
政
参
加
の
実
現
を
要
求
す
る
。
日
米
は
そ
の
案
の
承
認
を
渋
る
ふ
り
を
し
て
、
西
銘
に
有
利
な
時
期
を
見
計
ら
っ
て

日
米
協
議
委
員
会
を
通
じ
て
発
表
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
プ
ラ
ン
は
七
月
一
一
日
に
、
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
が
西
銘
に
伝

え
、
実
行
に
移
さ
れ
た
（
32
）

。

五
二
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こ
の
西
銘
プ
ラ
ン
は
開
示
さ
れ
た
外
交
文
書
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
裏
付
け
ら
れ
た
。

▽
一
九
六
八
年
六
月
七
日
付
、
外
務
省
極
秘
文
書
：
外
務
省
北
米
課
員
が
在
郷
米
大
使
館
書
記
官
と
非
公
式
協
議
。
日
本
側
が
、「
国

政
参
加
問
題
を
日
米
協
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
い
」
と
述
べ
る
と
、
米
側
は
「
時
期
尚
早
」
と
し
た
上
で
「
国
政
参
加
の
実
現
を
一
一
月

の
主
席
公
選
で
西
銘
順
治
候
補
に
有
利
に
作
用
す
る
よ
う
、
選
挙
戦
の
一
つ
の
武
器
に
使
い
た
い
。
そ
の
た
め
①
日
米
両
政
府
は
表
向
き

実
現
の
困
難
さ
を
指
摘
し
つ
つ
、
極
秘
裏
に
実
現
で
合
意
②
西
銘
氏
に
国
政
参
加
の
『
西
銘
案
』
を
発
表
さ
せ
、
日
米
に
提
出
さ
せ
る
③

一
〇
月
の
日
米
協
議
委
員
会
で
国
政
参
加
に
合
意
し
、
実
現
は
西
銘
氏
の
力
に
よ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
よ
う
取
り
運
ぶ
必
要
が
あ
る
」

と
述
べ
た
。

▽
七
月
一
三
日
付
、
東
郷
文
彦
北
米
局
長
作
成
極
秘
文
書
：
一
二
日
夜
、
三
木
武
夫
外
相
と
打
ち
合
わ
せ
た
結
果
は
次
の
通
り
。
①
米

側
の
考
え
に
異
存
な
し
②
西
銘
氏
が
具
体
的
な
形
で
日
米
に
提
案
す
る
の
は
適
当
で
は
な
く
、
一
般
的
に
沖
縄
住
民
の
希
望
実
現
の
た
め

働
き
掛
け
る
方
が
い
い
。

▽
七
月
二
五
日
付
、
東
郷
局
長
作
成
極
秘
文
書
：
二
五
日
、
三
木
外
相
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
駐
日
米
大
使
の
打
ち
合
わ
せ
は
次
の
通
り
。

外
相
「
西
銘
氏
の
メ
リ
ッ
ト
に
す
る
た
め
に
も
、
一
般
的
な
形
で
日
米
両
政
府
に
強
く
要
望
さ
せ
た
い
」

大
使
「
同
様
に
考
え
る
。
選
挙
に
効
果
的
な
時
期
に
（
日
米
合
意
を
）
発
表
し
た
い
」

▽
七
月
一
七
日
付
、
外
務
省
内
の
極
秘
文
書
：
西
銘
氏
が
次
の
通
り
内
話
。
ア
ン
ガ
ー
高
等
弁
務
官
に
、
国
政
参
加
の
実
現
に
つ
い
て

本
土
自
民
党
幹
部
と
懇
話
す
べ
し
と
示
唆
さ
れ
た
。
弁
務
官
は
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
触
れ
、
①
九
月
中
旬
ご
ろ
「
西
銘
案
」
を
発
表

②
米
側
は
「
実
現
は
な
か
な
か
難
し
い
」
と
発
表
③
一
〇
月
、
日
米
両
政
府
が
「
西
銘
案
」
の
線
で
国
政
参
加
の
実
現
に
合
意
│
と
示
唆
（
33
）

。

五
二
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Ⅳ　

政
策
論
争

（
1
）
一
体
化
政
策
論
争

主
席
公
選
で
の
争
点
の
一
つ
は
「
一
体
化
政
策
」
で
あ
っ
た
。
自
民
党
は
、
主
席
選
挙
の
直
前
で
あ
る
一
一
月
五
日
、
政
府
は
突
如

「
本
土
と
沖
縄
の
一
体
化
は
三
年
で
完
了
す
る
」
と
の
一
体
化
基
本
方
針
を
決
定
し
た
。
今
後
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
大
幅
な
財
政
援
助
、

経
済
面
へ
の
テ
コ
入
れ
な
ど
を
強
化
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
体
化
の
対
象
は
、
教
育
、
社
会
福
祉
、
産
業
基
盤
の
整
備
、
市

町
村
財
政
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
基
本
方
針
の
決
定
に
よ
っ
て
、
沖
縄
へ
の
大
幅
援
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
難
航
し
て
い
た
総
理

府
と
大
蔵
省
の
沖
縄
へ
の
六
九
年
度
援
助
に
つ
い
て
の
折
衝
は
、
沖
縄
側
に
有
利
に
な
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
34
）

。
両
候
補
は
立
会
演
説
で
次

の
よ
う
に
政
策
論
争
を
展
開
し
た
。

西
銘
候
補
：
私
は
「
復
帰
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
解
決
す
る
」
と
い
う
安
易
な
他
人
任
せ
の
甘
い
考
え
で
は
な
く
、
復
帰
後
の
県
民
福
祉

の
向
上
と
経
済
の
繁
栄
を
目
指
し
た
「
新
し
い
沖
縄
県
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
問
題
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
深

く
考
え
、
沖
縄
の
全
県
民
が
物
心
両
面
に
お
い
て
今
日
よ
り
以
上
に
豊
か
な
、
楽
し
い
生
活
が
出
来
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
断
固
と
し

て
行
な
う
覚
悟
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
政
治
を
担
う
者
に
与
え
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
、
か
つ
最
大
の
使
命
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

わ
が
党
の
施
政
権
返
還
を
目
標
と
す
る
本
土
と
の
一
体
化
策
が
現
時
点
に
お
け
る
最
高
か
つ
最
善
の
施
策
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
基
本
を

貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
沖
縄
の
繁
栄
と
進
歩
は
約
束
さ
れ
る
と
確
信
す
る
。

保
守
陣
営
は
こ
の
一
体
化
政
策
を
強
力
に
訴
え
た
の
で
あ
る
が
、
世
論
調
査
に
見
る
限
り
、
有
権
者
に
は
必
ず
し
も
浸
透
・
理
解
さ
れ

て
い
た
と
は
い
え
な
い
。「
あ
な
た
は
本
土
と
沖
縄
の
一
体
化
政
策
を
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
の
問
い
に
「
早
期
返
還
に
結
び
つ
く
も
の

五
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い　

二
二
・
五
％
、
ま
ず
格
差
是
正
を
中
心
に
考
え
る
べ
き
だ　

六
・
四
％
、
経
済
振
興
を
中
心
に
考
え
る
べ
き
だ　

九
・
三
％
、
国
政
参
加
、
人
権
、
渡
航
な
ど
憲
法
が
保
障
諸
権
利
を
本
土
並
み
に
す
る　

一
一
・
四
％
、
わ
か
ら
な
い　

四
四
・
一
％
」
で

あ
っ
た
（
35
）

。

屋
良
候
補
：
本
当
の
一
体
化
と
は
、
施
政
権
の
返
還
に
よ
っ
て
完
全
に
日
本
に
帰
り
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
に
帰
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
あ
る
間
は
、
絶
対
に
一
体
化
は
あ
り
得
な
い
。
国
政
参
加
の
自
由
を
は
ば
み
、
渡
航
の
自
由
を
奪
い
、

人
権
を
犯
さ
れ
て
ど
こ
に
一
体
化
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
最
高
至
上
の
政
策
は
施
政
権
の
返
還
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
沖

縄
の
返
還
を
は
ば
む
も
の
は
沖
縄
に
ア
メ
リ
カ
の
基
地
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
主
権
を
に
ぎ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ

は
本
土
と
の
較
差
が
あ
っ
て
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
要
求
す
る
前
に
本
土
政
府
の
責
任
に
お
い
て
当
然
、
較
差

是
正
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
一
体
化
に
よ
っ
て
較
差
が
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
本
土
復
帰
が
出
来
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
奄
美
や
小
笠

原
も
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
36
）

。

（
2
）
基
地
と
経
済
を
め
ぐ
る
論
争

西
銘
候
補
：
沖
縄
の
経
済
は
こ
こ
数
年
来
、
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
県
民
の
生
活
水
準
も
著
し
く
高
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
県
民
一
人
当
た
り
の
国
民
所
得
は
本
土
平
均
の
約
半
分
、
五
七
％
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
こ
の
経
済
成
長
の
内
容
を

検
討
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
解
決
に
か
な
り
困
難
を
伴
う
幾
多
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
沖
縄
の
経
済
は
米
軍
基
地
と
日
米
両
政
府
か

ら
の
援
助
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
柱
に
支
え
ら
れ
て
よ
う
や
く
対
外
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
て
い
る
。
特
に
沖
縄
経
済
に
占
め
る
基

地
収
入
の
依
存
度
は
、
対
外
収
支
の
受
取
額
の
五
四
％
に
も
達
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
基
地
を
離
れ
て
復
帰
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
お
そ
ら
く
沖
縄
経
済
は
混
乱
に
陥
る
ば
か
り
で
な
く
た
ち
ま
ち
破
滅
状
態
に
な
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ

五
二
五
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る
（
37
）

。屋
良
候
補
：
即
時
に
復
帰
す
る
と
経
済
面
で
混
乱
が
起
こ
り
は
し
な
い
か
と
心
配
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
実
の
推
移
に
目
を

閉
じ
た
考
え
方
で
あ
る
と
思
う
。
復
帰
が
日
米
両
政
府
の
間
で
定
め
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
諸
々
も
手
段
が
講
じ
ら
れ
、
適
当
な
準
備
期

間
を
お
い
て
混
乱
を
防
い
だ
あ
と
復
帰
し
ま
す
。
そ
し
て
復
帰
後
、
実
質
的
な
混
乱
を
防
ぐ
べ
く
経
済
的
格
差
是
正
な
ど
の
復
帰
措
置
が

国
の
責
任
に
お
い
て
着
々
と
振
興
し
て
い
る
。
出
来
る
だ
け
混
乱
を
避
け
た
い
か
ら
こ
そ
、
一
日
も
早
く
国
の
責
任
で
手
を
打
て
る
状
態

に
な
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
即
時
無
条
件
全
面
返
還
を
県
民
に
代
わ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
日
米
両
政
府
に
訴
え
て

い
き
ま
す
（
38
）

。

因
み
に
、
世
論
調
査
で
「
基
地
が
縮
小
、
ま
た
は
撤
去
さ
れ
る
と
県
民
の
生
活
は
苦
し
く
な
る
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た

は
こ
の
よ
う
な
見
方
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
の
問
に
「
そ
の
通
り
だ
と
思
う　

五
六
・
七
％
、
そ
う
な
ら
な
い
と
思
う　

一
六
・
七
％
、
わ
か
ら
な
い　

二
五
％
」
で
あ
っ
た
。
い
ま
の
ま
ま
で
い
け
ば
、
基
地
の
縮
小
・
撤
去
に
よ
る
経
済
的
打
撃
は
多
か
れ
少

な
か
れ
避
け
ら
れ
な
い
と
み
る
人
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
一
体
化
政
策
に
よ
る
復
帰
の
さ
い
に
措
置
は
ま
だ
整
っ
て
い
な
い
と

み
る
人
が
多
い
と
言
え
る
。
県
民
は
経
済
上
の
打
撃
が
あ
り
得
る
こ
と
を
か
な
り
厳
し
く
受
け
止
め
て
い
た
（
39
）

。

Ⅴ　

屋
良
陣
営
の
イ
メ
ー
ジ
選
挙

主
席
選
挙
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
客
観
的
に
見
て
革
新
側
に
有
利
で
、
保
守
側
に
は
あ
ま
り
に
も
不
利
な
材
料
が
多
か
っ
た
。
長
い
間

の
異
民
族
支
配
へ
の
沖
縄
住
民
の
憤
り
・
不
満
、
タ
ク
シ
ー
汚
職
事
件
に
よ
る
民
主
党
政
治
へ
の
不
信
感
、
さ
ら
に
、
Ｂ
五
二
飛
来
へ
の

住
民
の
不
安
な
ど
有
権
者
に
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
い
ず
れ
も
与
党
攻
撃
の
好
材
料
で
あ
っ
た
（
40
）

。
特
に
タ
ク
シ
ー
汚
職
事
件
へ
の
対
応

五
二
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は
有
権
者
の
自
民
党
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
悪
く
し
た
の
で
は
な
い
か
。
琉
球
新
報
社
主
催
の
「
主
席
選
挙
立
会
演
説
会
」
で
屋
良
朝
苗
か
ら

「
汚
職
政
治
の
根
幹
は
何
か
」
と
問
わ
れ
、「
〝黒
い
霧
〞（
タ
ク
シ
ー
汚
職
）
は
誠
に
申
し
訳
な
い
。
こ
れ
が
い
い
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
、

〝黒
い
霧
〞
は
ご
く
一
部
の
こ
と
だ
。
こ
れ
を
つ
つ
く
の
は
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
も
の
で
、
そ
う
い
う
役
目
も
必
要
だ
が
、
私
た

ち
は
重
箱
の
ス
ミ
を
ほ
じ
く
る
の
で
は
な
く
、
重
箱
の
中
身
に
何
を
盛
る
か
が
大
事
だ
と
考
え
る
。
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
こ
と
は
野
党

に
や
っ
て
も
ら
い
、
中
身
の
盛
り
つ
け
は
与
党
が
や
る
（
41
）

」。
こ
の
発
言
は
政
治
家
の
正
義
感
、
責
任
感
の
欠
如
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
り

西
銘
候
補
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
損
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
革
新
側
は
各
地
の
演
説
会
で
こ
の
発
言
を
取
り
上
げ
、

「
汚
職
事
件
へ
の
反
省
が
な
い
」
と
攻
撃
し
た
。

一
方
、
屋
良
陣
営
は
、
こ
れ
ま
で
の
選
挙
に
な
い
戦
術
を
と
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
革
新
共
闘
会
議
の
結
成
大
会
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八

年
六
月
五
日
、
琉
球
新
報
ホ
ー
ル
に
「
明
る
い
、
明
る
い
、
沖
縄
は
…
」
の
大
合
唱
が
響
き
渡
っ
た
。
主
席
公
選
に
向
け
た
革
新
共
闘
会

議
（
明
る
い
沖
縄
を
つ
く
る
会
）
の
結
成
大
会
に
は
、
県
内
の
政
党
や
労
組
、
学
生
な
ど
一
〇
五
団
体
か
ら
一
、五
〇
〇
人
の
代
表
者
が
詰

め
掛
け
座
席
が
足
り
ず
、
舞
台
ま
で
人
が
あ
ふ
れ
た
程
の
盛
況
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
大
会
で
合
唱
さ
れ
た
歌
は
、
主
席
公
選
に
向
け
て
公
募

し
た
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
『
明
る
い
沖
縄
を
つ
く
る
歌
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
決
起
集
会
で
も
「
明
る
さ
と
躍
動
す
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
歌
詞

で
集
会
も
士
気
が
上
が
っ
た
（
42
）

」。

屋
良
は
こ
の
選
挙
に
立
候
補
す
る
決
意
を
し
た
後
、
東
大
総
長
な
ど
本
土
の
多
く
の
著
名
人
に
あ
い
さ
つ
回
り
を
し
た
。
東
京
都
の
美

濃
部
知
事
の
選
挙
運
動
、
い
わ
ゆ
る
「
美
濃
部
方
式
」
か
ら
屋
良
が
学
ん
だ
こ
と
が
、
屋
良
陣
営
の
選
挙
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

そ
の
「
美
濃
部
方
式
」
と
は
、
政
党
に
頼
ら
な
い
選
挙
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
思
想
を
超
越
し
て
、
ま
た
い
か
な

る
政
党
に
も
縛
ら
れ
な
い
つ
も
り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
親
し
み
や
す
い
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
。
屋
良
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
Ｙ
の
文

五
二
七
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字
を
か
た
ど
っ
た
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
バ
ッ
ジ
に
し
た
。
こ
れ
は
、
太
陽
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
こ
う
と
す
る
図
柄
で
、
屋
良
の
口
癖
で

あ
る
「
生
々
発
展
」
を
表
現
し
、
革
新
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
を
屋
良
の
Ｙ
に
ち
な
み
黄
色
（Y

E
L
L
O
W

）
に
統
一
し
た
。
そ
の
後
、
黄
色

は
選
挙
で
の
革
新
陣
営
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
と
し
て
定
着
し
た
（
43
）

。
こ
の
よ
う
に
主
席
公
選
の
選
挙
の
や
り
方
は
、
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
、
シ

ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
、
歌
な
ど
に
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
沖
縄
で
の
選
挙
手
法
に
は
な
い
全
く
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
イ

メ
ー
ジ
選
挙
の
全
開
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
選
挙
戦
の
終
盤
に
は
「
美
濃
部
│
屋
良
」
の
電
話
対
談
ま
で
セ
ッ
ト
し
、
こ
れ
を
マ
イ
ク
で

流
し
た
。
当
時
美
濃
部
ス
マ
イ
ル
で
人
気
を
博
し
て
い
た
美
濃
部
東
京
都
知
事
が
屋
良
を
応
援
し
て
い
る
こ
と
を
有
権
者
に
訴
え
大
き
な

影
響
を
与
え
た
と
は
間
違
い
。
そ
の
他
、
政
策
シ
リ
ー
ズ
、
ヤ
ラ
写
真
、
弁
護
団
の
結
成
、
不
正
選
挙
摘
発
事
務
所
の
設
置
な
ど
戦
術
が

次
か
ら
次
へ
と
生
ま
れ
、
東
京
か
ら
来
た
支
援
の
人
た
ち
は
「
美
濃
部
方
式
」
で
は
な
く
「
屋
良
方
式
」
と
言
っ
た
ら
し
い
（
44
）

。

二
つ
の
選
挙
母
体
の
名
称
も
親
し
み
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
た
。
従
来
の
後
援
会
に
当
た
る
組
織
を
「
屋
良
さ
ん
を
励
ま
す
会
」
と
し

た
。
選
挙
対
策
本
部
は
「
明
る
い
沖
縄
を
つ
く
る
会
」
と
し
、
社
大
、
人
民
、
社
会
党
の
野
党
三
党
、
沖
縄
教
職
員
会
、
各
労
働
組
合
な

ど
一
〇
五
団
体
が
参
加
し
た
。
選
挙
運
動
の
中
心
は
、
自
ら
の
組
織
の
会
長
を
担
ぎ
出
し
た
教
職
員
会
約
一
万
人
。
そ
し
て
琉
球
政
府
、

市
町
村
、
郵
便
局
と
い
っ
た
、
沖
縄
全
域
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
組
織
の
労
働
組
合
員
ら
が
運
動
を
担
っ
た
（
45
）

。

Ⅵ　

選
挙
結
果

こ
の
主
席
選
挙
が
沖
縄
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
全
国
的
に
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
七
年
秋
の
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
か
ら
、

急
速
に
動
き
始
め
て
い
た
沖
縄
返
還
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
民
意
の
目
指
し
て
い
る
も
の
は
、
〝何
か
〞
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

今
度
の
選
挙
の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
一
日
も
早
く
祖
国
復
帰
を
望
む
〝沖
縄
の
心
〞
で
あ
っ
た
。
直
接
の
生
活
上
の
利
害
打
算

五
二
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を
超
え
て
、
復
帰
を
求
め
て
や
ま
な
い
〝沖
縄
の
心
〞
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
選
挙
を
通
し
て
明
確
に
示
さ
れ
た
。

（
1
）
両
候
補
の
得
票
数
と
投
票
率

琉
球
新
報
社
が
九
月
七
日
か
ら
一
一
日
ま
で
に
行
っ
た
世
論
調
査
で
、「
あ
な
た
は
こ
ん
ど
の
主
席
選
挙
だ
れ
を
支
持
し
ま
す
か
」
と

の
問
に
「
屋
良
朝
苗　

二
九
・
〇
％
、
西
銘
順
治　

一
五
・
四
％
、
ま
だ
決
め
て
い
な
い　

五
五
・
一
％
、
棄
権
す
る　

〇
・
五
％
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
点
で
屋
良
氏
が
西
銘
を
大
き
く
リ
ー
ド
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
投
票
ま
で
二
ヶ
月
余
も
あ
り
、「
ま
だ
決
め
て
い
な
い
」
有

権
者
が
五
割
以
上
も
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
有
権
者
の
投
票
行
動
が
勝
敗
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
西
銘

陣
営
は
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
戦
略
・
戦
術
を
練
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
世
論
調
査
の
結
果
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

選
挙
結
果
は
、
屋
良
が
二
三
万
七
六
四
三
票
を
獲
得
し
、
日
米
両
政
府
か
ら
手
厚
い
支
援
を
受
け
た
西
銘
に
三
万
票
あ
ま
り
の
差
を
付

け
て
初
当
選
し
た
。
当
選
し
た
そ
の
日
の
日
記
に
屋
良
は
「
殺
到
す
る
権
力
、
金
力
に
完
全
に
勝
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
選
挙
期
間
中
、

屋
良
は
沖
縄
じ
ゅ
う
を
く
ま
な
く
歩
い
て
「
民
族
の
良
心
」
を
訴
え
、
団
結
を
呼
び
掛
け
た
（
46
）

。

屋
良
朝
苗　
　

二
三
七
、五
六
五
票
（
得
票
率
五
〇
・
〇
一
％
）

西
銘
順
治　
　

二
〇
六
、〇
一
一
票
（
同
四
四
・
一
四
％
）

野
底
武
彦　
　
　
　
　　

二
六
四
票
（
同
〇
・
〇
六
％
）

主
席
選
挙
で
は
投
票
率
の
高
さ
も
注
目
を
集
め
た
。
世
論
調
査
で
「
あ
な
た
は
一
一
月
一
〇
日
の
選
挙
に
は
、
投
票
に
行
き
ま
す
か
」

と
の
問
に
「
必
ず
い
く　

八
九
％
、
た
い
て
い
い
く　

八
％
（
47
）

」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
世
論
調
査
で
は
、
例
を
み
な
い
ほ
ど
異
常

五
二
九
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に
高
い
数
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
席
選
挙
が
、
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
か
ら
戦
後
最
高
の
投
票
率
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
い
た
。
戦
後
新

記
録
ず
く
め
の
主
席
公
選
の
中
で
最
も
注
目
を
引
い
た
の
は
八
九
・
一
〇
％
投
票
率
で
、
戦
後
最
高
を
記
録
し
た
。
過
去
に
行
わ
れ
た
あ

ら
ゆ
る
全
県
選
挙
の
中
で
も
最
も
高
か
っ
た
。
初
の
主
席
公
選
と
い
う
新
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て
有
権
者
の
意
欲
が
高
ま
っ
た
こ
と
、
全

県
的
に
天
候
に
恵
ま
れ
た
こ
と
な
ど
が
投
票
率
を
高
め
た
要
因
で
あ
ろ
う
（
48
）

。

（
2
）
勝
因
・
敗
因

①　

屋
良
の
勝
因

・
革
新
側
は
復
帰
運
動
や
平
和
運
動
に
う
ま
く
乗
っ
た
感
じ
で
こ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
自
民
党
に
は
こ
の
よ
う
な
組
織
が

な
か
っ
た
。

・
保
守
は
知
人
、
縁
故
関
係
を
中
心
に
選
挙
運
動
を
進
め
て
い
る
の
に
対
し
て
革
新
側
は
教
職
員
会
、
県
労
協
な
ど
各
種
団
体
を
主
体

に
選
挙
を
戦
っ
た
。

・
自
民
党
が
頼
り
に
し
て
い
る
郷
友
会
も
こ
の
選
挙
で
は
割
れ
、
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
（
49
）

。
つ
ま
り
郷
友
会
の
中
に
は
教
職
員
会
、

県
労
協
な
ど
労
働
組
合
に
参
加
し
て
い
る
の
も
増
え
、
完
全
に
こ
の
票
を
握
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

・
支
持
な
し
層
（
無
党
派
層
）
の
強
い
支
持
：
屋
良
は
支
持
な
し
層
の
三
〇
・
六
％
、
西
銘
は
一
八
・
八
％
で
あ
っ
た
。
最
近
の
選
挙
で

は
、
無
党
派
層
が
ど
の
政
党
の
支
持
者
よ
り
も
多
く
、
し
た
が
っ
て
無
党
派
層
を
制
す
も
の
が
選
挙
を
制
す
、
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
こ
の
選
挙
で
も
世
論
調
査
は
投
票
日
よ
り
も
か
な
り
前
で
は
あ
っ
た
が
、
無
党
派
層
の
動
向
か
ら
す
る
と
屋
良
が
有
利
に

展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
屋
良
陣
営
の
選
挙
戦
術
は
無
党
派
層
を
引
き
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
。

五
三
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革
新
共
闘
会
議
の
福
地
革
新
共
闘
会
議
事
務
局
長
は
、
屋
良
当
選
の
要
因
を
次
の
点
を
挙
げ
た
。

・
米
国
統
治
へ
の
不
満
：「
屋
良
氏
が
当
選
し
た
こ
と
は
、
二
三
年
間
に
わ
た
る
米
国
の
沖
縄
統
治
に
対
し
て
、
県
民
が
不
満
を
示
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
の
が
、
革
新
共
闘
会
議
の
一
致
し
た
見
方
で
あ
る
。

・
自
主
的
政
治
姿
勢
へ
の
期
待
：「
住
民
は
こ
れ
ま
で
の
政
府
・
与
党
が
ア
メ
リ
カ
の
い
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
を
直
感
的

に
感
じ
、
自
主
性
を
取
り
戻
す
政
治
姿
勢
に
期
待
し
て
い
る
。
二
三
年
に
わ
た
る
政
治
の
ゆ
が
み
に
不
満
を
示
し
、
何
か
を
生
み
出

す
新
し
い
政
治
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
、
今
度
の
政
治
で
わ
か
っ
た
」

・
動
員
体
制
の
確
立
：「
各
選
挙
区
で
立
法
院
議
員
候
補
を
統
一
し
て
出
し
た
の
は
、
か
つ
て
な
い
こ
と
で
各
民
主
団
体
、
労
組
の
末

端
ま
で
選
挙
戦
に
動
員
さ
せ
る
素
地
を
つ
く
っ
た
」

・
共
闘
会
議
方
式
の
確
立
：「
こ
れ
ま
で
一
政
党
を
中
心
に
進
め
て
来
た
選
挙
戦
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
選
挙
で
は
、
政
党
の
セ
ク
ト

を
廃
止
し
て
共
闘
会
議
の
統
一
綱
領
を
作
成
し
た
。
…
統
一
綱
領
に
沿
っ
て
基
地
反
対
を
訴
え
、
統
一
綱
領
の
訴
え
は
成
功
し
た
」

・
即
時
返
還
へ
の
共
感
：「
一
日
も
早
く
祖
国
に
帰
り
た
い
と
い
う
即
時
無
条
件
全
面
返
還
の
訴
え
は
、
言
葉
と
し
て
は
堅
く
て
魅
力

に
欠
け
る
が
、
県
民
の
心
を
捉
え
た
」
同
時
に
「
選
挙
戦
の
前
段
階
で
本
土
政
府
、
与
党
が
国
政
参
加
問
題
で
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
方
針

を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
、
一
体
化
政
策
が
依
然
と
し
て
差
別
の
政
策
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
一
体
化
批
判
を
県
民
に
浸
透
さ
せ
や
す

い
素
地
を
つ
く
っ
た
」

・
本
土
か
ら
の
激
励
：「
共
闘
会
議
の
選
挙
戦
を
盛
り
上
げ
、
屋
良
氏
を
勝
利
に
導
い
た
本
土
ぐ
る
み
の
運
動
も
革
新
側
に
有
利
に

な
っ
た
」

さ
ら
に
、
勝
因
の
根
底
に
は
、
屋
良
ム
ー
ド
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
自
民
党
も
次
の
よ
う
に
認
め
て
い

五
三
一
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る
。「
屋
良
さ
ん
の
人
格
が
勝
利
し
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」「
沖
縄
の
父
と
し
て
の
屋
良
さ
ん
が
支
持
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に

結
局
、
屋
良
さ
ん
の
人
格
が
〝屋
良
ム
ー
ド
〞
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
勝
利
に
結
び
つ
い
た
。
因
み
に
、「
琉
球
新
報
」
の
世
論
調
査
で

「
あ
な
た
は
投
票
す
る
人
を
決
め
る
と
き
、
ど
う
し
て
決
め
ま
す
か
」
と
の
問
い
に
「
そ
の
人
柄
を
み
て　

三
九
・
一
％
、
政
策
を
比
較
検

討
し
て　

二
三
・
七
％
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
政
策
よ
り
も
ま
ず
人
柄
と
い
う
こ
と
が
、
投
票
す
る
人
を
決
め
る
場
合
の
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
（
50
）

。

屋
良
氏
は
著
書
の
中
で
勝
因
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
保
守
、
革
新
に
県
民
を
二
分
し
た
選
挙
戦
は
激
烈
を
極
め
た
。

革
新
の
勝
因
は
、
ま
す
共
闘
体
制
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
。
自
民
党
側
で
は
、
ど
う
せ
水
と
油
の
烏
合
の
衆
で
あ
る
か
ら
お
そ
ら
く
途
中

で
四
分
五
裂
し
て
も
た
な
い
だ
ろ
う
…
と
い
う
観
測
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
あ
た
ら
ず
、
む
し
ろ
自
民
党
よ
り
結
束
が
固
く
、
一

糸
乱
れ
ぬ
足
並
み
を
示
し
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
復
帰
を
目
標
に
戦
後
二
三
年
、
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
続
け
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
県
民
運

動
…
逆
境
に
耐
え
て
き
た
県
民
の
心
と
い
う
も
の
が
革
新
支
持
に
集
中
し
て
燃
え
ひ
ろ
が
っ
た
│
選
挙
の
争
点
と
な
っ
た
復
帰
路
線
と
基

地
問
題
に
つ
い
て
、
私
の
姿
勢
…
考
え
方
に
共
鳴
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
か
っ
た
」
さ
ら
に
、「
本
土
の
民
主
団
体
や
支
持

者
の
方
々
が
『
こ
の
選
挙
は
沖
縄
だ
け
で
は
な
く
全
国
民
の
問
題
で
あ
る
』
と
う
け
と
め
て
協
力
し
て
下
さ
っ
た
（
51
）

」。

②　

西
銘
の
敗
因

・
組
織
力
の
弱
さ
：
そ
の
敗
因
の
最
大
の
理
由
は
組
織
力
の
弱
さ
に
も
通
ず
る
が
、
一
体
化
が
か
け
声
ば
か
り
で
、
県
民
の
頭
を
素
通

り
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
、
革
新
共
闘
が
「
質
の
良
い
先
生
や
学
生
を
媒
介
に
宣
伝
活
動
を
展
開
し
た
の
を
見
習
う
べ
き
で

あ
る
」。

・
選
挙
戦
術
：「
革
新
共
闘
に
負
け
た
と
い
う
よ
り
先
生
達
の
組
織
力
に
負
け
た
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
な
に
し
ろ
、
向
こ
う
は
教
員

五
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一
人
当
た
り
二
〇
票
集
め
る
な
ど
猛
烈
な
選
挙
運
動
を
繰
り
広
げ
た
の
だ
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
」。
さ
ら
に
、
革
新
共

闘
内
部
の
足
並
み
の
乱
れ
が
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
予
想
を
裏
切
っ
た
大
き
な
材
料
だ
と
い
う
。

・
大
物
政
治
家
の
応
援
の
あ
り
方
：
選
挙
民
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
大
物
大
臣
や
党
副
総
裁
、
幹
事
長
、
さ
ら
に
は
タ
レ
ン
ト
な

ど
を
支
援
活
動
に
つ
ぎ
込
ん
だ
が
、
プ
ラ
ス
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
日
程
の
組
み
方
な
ど
で
必
ず
し
も
予
期
し
た
ほ
ど
の
成
果
は
あ

が
ら
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
。

・
立
法
院
議
員
候
補
と
の
連
携
の
拙
さ
：
屋
良
陣
営
が
主
席
選
挙
と
立
法
院
選
挙
は
う
ま
く
連
携
し
て
い
た
が
、
西
銘
陣
営
は
主
席
選

挙
よ
り
も
立
法
院
選
が
大
事
だ
と
い
う
機
運
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
（
52
）

。

西
銘
氏
は
記
者
会
見
で
「
自
分
の
政
策
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
民
党
の
政
治
に
対
す
る
批
判
だ
と

考
え
る
（
53
）

」
と
手
短
に
語
っ
た
。

Ⅶ　

選
挙
結
果
に
対
す
る
日
米
両
政
府
の
反
応

（
1
）
屋
良
氏
当
選
へ
の
日
本
政
府
の
反
応

本
土
政
府
、
自
民
党
は
、
西
銘
を
当
選
さ
せ
る
た
め
に
「
本
土
ぐ
る
み
」
選
挙
と
云
わ
れ
る
ぐ
ら
い
徹
底
し
た
応
援
態
勢
で
臨
ん
だ
。

し
か
し
、
選
挙
結
果
は
西
銘
の
敗
北
で
あ
っ
た
。
佐
藤
首
相
は
、「
現
時
点
で
は
沖
縄
の
返
還
が
時
期
的
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
断
じ

て
な
い
。
今
後
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
…
沖
縄
の
返
還
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
闘
争
の
手
段
で
実
現
す
べ
き
で
は
な
く
、
日
米
関
係
の

友
好
的
話
し
合
い
、
日
米
融
和
の
う
ち
に
成
就
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
屋
良
新
主
席
も
努
力
し
て
ほ
し
い
（
54
）

」
と
述
べ
、
復
帰
に
は
何
ら
影

響
は
な
い
と
の
意
向
を
表
明
し
、
同
時
に
、
即
時
無
条
件
返
還
の
運
動
が
盛
り
上
が
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
記
で
は
「
沖
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縄
主
席
公
選
は
屋
良
﹇
朝
苗
﹈
野
党
候
補
勝
つ
。
残
念
な
が
ら
西
銘
君
敗
る
。
復
帰
問
題
は
一
寸
む
つ
か
し
く
な
る
（
55
）

」
と
記
し
て
い
た
。

自
民
党
は
西
銘
候
補
が
敗
れ
た
こ
と
で
少
な
か
ら
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
福
田
幹
事
長
以
下
な
み
な
み
な
ら
ぬ

力
を
入
れ
、
川
島
副
総
裁
、
福
田
幹
事
長
は
じ
め
党
の
幹
部
ク
ラ
ス
が
続
々
と
応
援
遊
説
に
乗
り
込
み
、
閣
僚
の
派
遣
を
し
た
。
こ
れ
だ

け
の
陣
容
で
の
支
援
態
勢
で
臨
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敗
北
し
た
こ
と
で
佐
藤
│
福
田
態
勢
を
暗
に
批
判
す
る
声
も
で
て
い
る
。「
佐

藤
首
相
の
基
地
返
還
は
白
紙
と
い
う
曖
昧
な
態
度
が
響
い
た
の
で
は
な
い
か
（
56
）

」
と
の
批
判
も
あ
っ
た
。

外
務
省
筋
は
、
日
米
両
国
政
府
の
信
頼
と
協
力
関
係
を
軸
に
沖
縄
返
還
を
進
め
る
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
基
本
路
線
に
影
響
が
出
て
く

る
こ
と
を
心
配
し
た
。
特
に
革
新
側
が
沖
縄
の
米
軍
基
地
に
反
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
沖
縄
復
帰
の
願
望
が
実
現
す
る
と
し
て
即
事

無
条
件
全
面
返
還
を
叫
ん
で
き
た
こ
と
に
警
戒
し
て
お
り
、
現
地
の
緊
張
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
、
主
席
に
対
す
る
大
幅
な
権
限
委
譲
、
人

権
問
題
の
解
決
を
図
る
他
沖
縄
復
帰
の
目
途
を
出
来
る
だ
け
早
く
付
け
る
事
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
…
屋
良
候
補
に
軍
配
が
あ

が
っ
た
現
在
、
沖
縄
返
還
に
基
地
反
対
さ
ら
に
反
米
闘
争
と
い
っ
た
反
体
制
的
な
考
え
方
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
事
を
警
戒
し
て

い
る
（
57
）

。
（
2
）
屋
良
氏
当
選
へ
の
米
民
政
府
の
反
応

前
述
し
た
よ
う
に
、
米
国
側
と
し
て
は
基
地
の
即
時
無
条
件
返
還
を
訴
え
る
屋
良
氏
が
当
選
す
る
よ
り
も
米
国
の
基
地
政
策
に
理
解
を

示
す
西
銘
氏
に
是
が
非
で
も
当
選
し
て
欲
し
か
っ
た
が
、
屋
良
氏
が
当
選
し
た
。
そ
こ
で
、
米
国
政
府
は
一
一
月
一
五
付
け
で
「
沖
縄
選

挙
結
果
に
関
す
る
米
国
民
政
府
の
見
方
」
を
次
の
よ
う
に
発
表
し
た
。

一
、
在
京
米
国
大
使
員
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
書
記
官
は
一
五
日
、
今
般
の
選
挙
結
果
に
関
す
る
米
国
民
政
府
の
評
価
に
つ
き
別
紙
の
通

り
の
メ
モ
を
手
交
し
た
。
な
お
本
件
は
外
務
省
限
り
と
し
て
欲
し
い
。
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二
、
米
民
政
府
の
見
方
（
要
旨
）
は
次
の
通
り
。
⑴
今
回
の
選
挙
結
果
は
、
野
党
の
提
唱
し
た
異
民
族
支
配
、
基
地
に
対
す
る
反
対
と

い
う
政
策
に
住
民
が
支
持
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
⑵
屋
良
候
補
の
勝
因
は
、
何
よ
り
も
そ
の
人
柄
で
あ
り
、
イ
教
職
員
会
の
結

束
あ
る
支
援
活
動　

ロ
汚
職
、
基
地
問
題
を
め
ぐ
る
自
民
党
の
守
勢
等
が
そ
れ
を
助
勢
し
た
。
⑶
自
民
党
の
組
織
は
都
会
向
き
で
は
な
く
、

ま
た
社
大
党
歴
の
あ
る
西
銘
氏
支
援
の
た
め
に
充
分
な
結
束
力
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
か
か
る
背
景
の
下
の
西
銘
候
補
の
善
戦
は
、
イ
西

銘
候
補
が
一
体
化
と
経
済
問
題
を
巧
み
に
利
用
し
た
こ
と
、
ロ
住
民
側
の
復
帰
に
伴
う
経
済
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
に

起
因
す
る
（
58
）

。

こ
の
よ
う
に
、
米
国
民
政
府
の
選
挙
分
析
で
は
、
屋
良
の
勝
利
は
「
人
柄
」
で
あ
り
、「
異
民
族
支
配
、
基
地
に
対
す
る
反
対
と
い
う

政
策
が
支
持
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
沖
縄
県
民
は
間
違
い
な
く
「
即
時
無
条
件
全
面
返

還
」
を
掲
げ
た
屋
良
を
選
ん
だ
。
米
国
が
政
治
的
に
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
分
析
は
有
権
者
が
下
し
た
判
断
を
意

図
的
に
過
小
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
59
）

。

さ
ら
に
、
米
側
は
外
務
大
臣
宛
に
「
屋
良
新
政
権
に
関
す
る
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
民
政
官
の
内
話
」（
極
秘
）
を
送
っ
て
い
た
。
⑴
（
前
略
）

屋
良
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
失
望
で
は
な
い
が
、
満
足
と
云
う
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
た
だ
立
法
院
で
（
自
民
党
が
）
過
半
数
を
占
め
た
こ

と
は
救
い
で
あ
り
、
自
民
党
が
責
任
あ
る
党
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
く
れ
る
事
を
期
待
し
て
い
る
。
⑵
当
選
後
、
高
等
弁
務
官
及
び

自
分
と
会
見
し
た
際
、
屋
良
は
沖
縄
県
民
の
福
祉
を
強
調
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
政
策
と
合
致
す
る
も
の
で

あ
り
、
出
来
る
だ
け
協
力
は
す
る
。
幸
い
に
し
て
今
ま
で
の
と
こ
ろ
屋
良
の
言
動
は
穏
健
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
基

本
的
政
策
に
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
協
力
を
惜
し
む
も
の
で
は
な
い
。
⑶
〈
屋
良
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
各
政
党
か
ら
の
突
き
上
げ
は

か
な
り
激
し
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
の
質
問
に
対
し
〉
屋
良
が
当
面
す
る
困
難
な
問
題
は
、
支
持
三
政
党
を
い
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー

五
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ル
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
新
行
政
府
の
重
要
な
ポ
ス
ト
に
革
新
三
政
党
か
ら
付
け
な
い
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
も
し
か

か
る
事
態
が
起
こ
れ
ば
強
い
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
60
）

。

Ⅷ　

屋
良
主
席
誕
生
と
本
土
マ
ス
コ
ミ
の
論
評

米
軍
統
治
下
で
沖
縄
住
民
の
長
年
の
願
望
で
あ
っ
た
、
初
の
主
席
公
選
が
、
本
土
政
党
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
マ
ス
コ
ミ
も
注
視
し
て

い
た
中
で
行
わ
れ
た
。
朝
日
新
聞
は
「
沖
縄
選
挙
を
現
地
に
見
る
」
を
四
回
も
連
載
し
、
沖
縄
の
選
挙
で
は
強
い
同
族
意
識
や
門
中
意
識

が
あ
り
、
地
縁
、
血
縁
関
係
が
選
挙
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
沖
縄
に
は
郷
友
会
組
織
が
あ
り
、
選
挙
で
は
結
束
す
る

た
め
郷
友
会
票
の
動
き
は
勝
敗
に
も
影
響
を
与
え
る
と
い
う
沖
縄
の
選
挙
の
特
徴
な
ど
を
詳
細
に
報
じ
た
（
61
）

。
毎
日
新
聞
は
「
大
詰
め
の
沖

縄
選
挙
」
の
見
出
し
で
、「
復
帰
路
線
」「
基
地
と
生
活
」
で
の
保
守
革
新
の
相
違
点
等
を
報
じ
、
さ
ら
に
「
分
か
っ
て
い
な
い
沖
縄
の

心
」
の
見
出
し
で
、
本
土
か
ら
の
応
援
弁
士
の
応
援
が
沖
縄
で
反
感
を
か
っ
て
い
る
様
子
な
ど
を
報
じ
た
（
62
）

。
サ
ン
ケ
イ
新
聞
は
、「
沖
縄

の
政
党
と
本
土
の
政
党
」「
返
還
論
の
虚
像
、
実
像
」
な
ど
の
視
点
か
ら
報
じ
た
（
63
）

。
選
挙
後
、
本
土
各
紙
の
政
治
、
社
会
そ
し
て
特
集
面

は
〝沖
縄
選
挙
〞
一
色
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、
多
面
的
な
沖
縄
報
道
を
展
開
し
た
。
特
に
「
屋
良
革
新
政
権
誕
生
」
と
決
ま
っ
て
か
ら
、

「
本
土
政
局
に
影
響
」「
本
土
政
府　

自
民
主
流
に
衝
撃
」「
悲
喜
こ
も
ご
も
の
自
民
、
社
会
党
本
部
」「
喜
び
に
包
ま
れ
る
沖
縄
留
学
生

寮
」
な
ど
の
記
事
の
他
に
、
選
挙
戦
関
連
の
政
治
座
談
会
、
対
談
、
解
説
、「
新
し
い
沖
縄
」「
沖
縄
新
時
代
」
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
で
始

ま
っ
た
連
載
記
事
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
も
「
沖
縄
選
挙
と
今
後
の
日
米
関
係
」
を
語
る
座
談
会
な
ど
の
特
集
番
組
を
報

道
し
た
（
64
）

。
本
土
各
紙
は
一
地
方
の
選
挙
で
は
あ
っ
た
が
、
開
票
翌
日
は
次
の
よ
う
に
、
社
説
で
一
斉
に
主
席
公
選
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
毎
日
新
聞
は
、「
…
佐
藤
総
理
は
、
屋
良
氏
が
主
席
に
選
ば
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
沖
縄
返
還
の
熱
意
を
失
う
よ
う
な

五
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こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
沖
縄
の
返
還
は
、
政
争
の
具
で
は
な
く
、
沖
縄
住
民
を
も
含
め
た
、
日
本
民
族
全
体
の
悲
願
な
の
で
あ
る
。

沖
縄
住
民
の
強
い
意
思
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
返
還
交
渉
を
積
極
的
に
進
め
て
行
く
べ
き
こ
と
が
、
今
度
の
主
席
公
選
に
よ
っ
て
は
っ
き

り
と
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
本
政
府
だ
け
で
な
く
米
国
側
も
初
の
主
席
公
選
の
意
義
を
高
く
評
価
し
、
沖
縄
住
民
の
福

祉
の
向
上
と
と
も
に
そ
の
返
還
が
一
日
も
早
く
実
現
す
る
こ
と
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
（
65
）

」

朝
日
新
聞
は
、「
保
守
主
席
に
代
わ
る
革
新
公
選
主
席
の
誕
生
は
、
政
治
の
方
向
を
変
え
て
い
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
本
土
の
政
治
情

勢
や
日
米
両
政
府
の
沖
縄
政
策
、
ひ
い
て
は
、
今
後
の
日
米
関
係
に
も
計
り
知
れ
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
〝日
米
協
調

路
線
に
よ
る
沖
縄
返
還
交
渉
〞
と
い
う
佐
藤
首
相
の
基
本
構
想
が
再
検
討
を
与
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
政
府
は
こ
の
選
挙

で
表
明
さ
れ
た
民
意
を
あ
く
ま
で
も
尊
重
し
て
、
今
後
の
沖
縄
政
策
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
革
新
政
権
を
毛
嫌
い
し
た
り
、

そ
の
施
策
を
妨
害
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
る
。
…
米
政
府
も
二
三
年
間
の
統
治
に
対
し
て
下
さ
れ
た
審
判
を

謙
虚
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。
…
革
新
公
選
主
席
の
登
場
に
よ
っ
て
、
沖
縄
が
新
し
い
時
代
に
は
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
66
）

。」

読
売
新
聞
は
、「
沖
縄
の
革
新
主
席
が
登
場
し
た
か
ら
と
い
っ
て
早
急
に
沖
縄
の
お
か
れ
て
い
る
複
雑
な
立
場
が
好
転
す
る
は
ず
は
な

い
。
し
か
し
、
沖
縄
の
人
び
と
は
こ
の
矛
盾
に
悩
み
な
が
ら
も
一
日
で
も
早
く
祖
国
へ
復
帰
し
た
い
と
い
う
路
線
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

…
本
土
の
政
府
自
民
党
も
、
そ
し
て
現
地
の
保
守
勢
力
も
こ
の
住
民
の
心
情
を
肝
に
銘
じ
て
教
訓
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
特
に

ア
メ
リ
カ
政
府
と
現
地
米
民
政
府
に
本
土
復
帰
と
基
地
反
対
へ
の
強
烈
な
民
族
感
情
を
尊
重
す
る
よ
う
強
く
望
み
た
い
（
67
）

。」
各
紙
と
も
政

府
は
沖
縄
の
思
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
祖
国
復
帰
に
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
だ
と
の
論
調
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
き
く
報
道
さ

れ
た
こ
と
は
、
主
席
選
挙
へ
の
本
土
の
マ
ス
コ
ミ
の
関
心
度
の
高
さ
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

五
三
七
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あ
と
が
き

沖
縄
に
は
巨
大
な
米
軍
基
地
が
あ
り
、
そ
れ
が
戦
後
六
八
年
、
施
政
権
返
還
後
四
一
年
経
っ
て
も
存
続
し
て
い
る
。
沖
縄
の
戦
後
は
、

米
軍
基
地
を
座
標
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
戦
後
の
沖
縄
の
政
治
・
行
政
、
選
挙
は
米

軍
基
地
に
多
大
に
影
響
さ
れ
て
き
た
。

米
軍
統
治
下
に
お
け
る
初
の
主
席
公
選
は
、
そ
の
結
果
が
日
本
政
府
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
沖
縄
を
統
治
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
防
衛

政
策
に
も
影
響
を
与
え
る
だ
け
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
も
非
常
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の

県
知
事
選
で
政
府
自
民
党
は
、
こ
れ
だ
け
力
を
入
れ
た
選
挙
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
大
臣
シ
リ
ー
ズ
」
と
云
わ
れ
る
ぐ
ら
い
多
く
の

大
臣
が
選
挙
応
援
に
駆
け
付
け
た
。
一
方
、
野
党
の
ほ
う
も
党
首
ク
ラ
ス
、
大
物
政
治
家
を
送
り
込
ん
で
の
応
援
合
戦
で
、「
代
理
戦
争
」

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

主
席
選
挙
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
ま
さ
し
く
「
基
地
」
祖
国
復
帰
で
あ
っ
た
。
沖
縄
住
民
の
意
思
で
配
備
し
た
わ
け
で
も
な
い
基
地
に
よ
っ

て
沖
縄
住
民
が
そ
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
保
守
革
新
に
分
か
れ
て
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
こ
の
こ
と
は
一
九
七
二
年
の
祖
国
復
帰
後
も

基
地
が
存
続
し
て
い
る
た
め
に
変
化
は
な
い
。
今
日
の
選
挙
で
も
そ
の
構
図
は
変
わ
ら
な
い
。
沖
縄
の
選
挙
は
基
地
問
題
を
絶
え
ず
争
点

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
他
府
県
の
選
挙
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
二
年
の
施
政
権
返
還
後
、
県
レ
ベ
ル
、
国
政
レ
ベ
ル
の
選
挙
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
ど
の
選
挙
で
あ
れ
選
挙
の
度
に
基
地
問
題

が
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
牧
野
浩
隆
・
元
沖
縄
県
副
知
事
は
「
安
全
保
障
や
基
地
問
題
が
知
事
選
の
争
点
に
な
る

県
が
あ
る
か
。
沖
縄
だ
け
だ
（
68
）

」
と
基
地
問
題
が
解
決
さ
れ
ず
、
選
挙
の
度
に
基
地
問
題
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
。

五
三
八
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政
党
間
の
選
挙
協
力
の
際
も
基
地
、
安
全
保
障
問
題
が
大
き
く
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
選
挙
に
お
け
る
政
策
も
基
地

問
題
に
大
き
く
作
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
本
論
に
お
い
て
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
地
を
過
重
に
抱
え
た
沖
縄
と
、
基

地
の
少
な
い
、
或
い
は
基
地
の
な
い
府
県
と
の
選
挙
に
お
け
る
争
点
の
違
い
は
大
き
い
。
沖
縄
の
選
挙
で
は
、
こ
れ
か
ら
先
あ
と
何
十
年

基
地
問
題
を
選
挙
の
争
点
と
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
） 

「
高
等
弁
務
官
は
、
現
地
軍
司
令
官
と
し
て
の
絶
大
な
軍
事
権
限
に
加
え
て
、
行
政
、
司
法
、
立
法
の
三
つ
の
権
限
を
一
身
に
集
め
、
文
字
ど

お
り
琉
球
政
府
の
頭
上
に
君
臨
し
た
。
彼
は
、『
安
全
保
障
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
必
要
』
が
あ
れ
ば
、
琉
球
に
お
け
る
全
権
限
を
行
使

で
き
た
の
で
、
琉
球
政
府
の
行
政
主
席
を
は
じ
め
、
他
の
い
か
な
る
職
員
を
も
自
由
に
罷
免
で
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
み
ず
か
ら
法
令
を
制
定
、
改

廃
す
る
こ
と
さ
え
で
き
た
」（
大
田
昌
秀
『
沖
縄
の
帝
王　

高
等
弁
務
官
』
朝
日
文
庫
、
二
六
頁
）。

（
2
） 

立
法
院
定
例
議
会
で
は
、
立
法
院
議
長
の
招
待
の
形
式
を
と
っ
て
、
高
等
弁
務
官
が
立
法
院
定
例
議
会
の
冒
頭
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
の
が
、

一
九
五
六
年
（
第
八
回
議
会
）
の
モ
ー
ア
ー
民
生
副
長
官
（
初
代
高
等
弁
務
官
）
以
来
の
慣
例
で
あ
っ
た
。
屋
良
革
新
主
席
が
誕
生
し
た
後
、
ラ
ン

パ
ー
ド
高
等
弁
務
官
に
よ
っ
て
、
一
九
六
九
年
か
ら
こ
の
慣
例
は
廃
止
さ
れ
た
（『
沖
縄
の
証
言
〈
激
動
の
二
五
年
誌
〉』
下
、
三
七
三
頁
）。

（
3
） 

『
沖
縄
県
議
会
史
』
第
一
七
巻　

資
料
編
一
四
、九
九
六
頁
。

（
4
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
七
月
一
八
日
。
沖
縄
住
民
が
、
自
治
権
拡
大
闘
争
の
結
果
、
主
席
公
選
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
屋
良
、
西

銘
の
両
候
補
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
屋
良
は
「
沖
縄
県
民
は
民
主
主
義
の
原
則
で
あ
る
主
席
公
選
を
権
利
と
し
て
要
求
し
、
闘
い
続
け
、
そ

の
中
か
ら
主
席
公
選
は
実
現
し
た
」。
西
銘
は
「
長
年
に
わ
た
る
県
民
の
根
強
い
主
席
公
選
要
求
運
動
が
主
席
選
挙
に
踏
み
切
ら
せ
る
原
動
力
と

な
っ
た
」（『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
一
月
一
日
）。

（
5
） 

『
琉
球
新
報
』（
社
説
）
一
九
六
八
年
一
一
月
一
〇
日
。
主
席
公
選
に
つ
い
て
屋
良
、
西
銘
の
両
候
補
は
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。
屋
良
「
実
現
し
た
主
席
公
選
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
二
三
年
に
わ
た
る
と
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
的
な
沖
縄
の
支
配
、
そ

五
三
九
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の
支
配
に
対
し
て
沖
縄
の
県
民
が
ど
う
評
価
し
て
お
る
の
か
と
い
う
総
決
算
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
成
果
は
内

外
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」。
西
銘
「
県
民
の
直
接
選
挙
に
よ
る
行
政
主
席
の
選
出
は
、
戦
後
二
三
年
間
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統

治
と
い
う
変
則
的
な
施
政
権
下
に
あ
っ
て
、
沖
縄
県
民
が
祖
国
復
帰
と
い
う
悲
願
と
共
に
自
治
獲
得
の
大
き
な
目
標
で
あ
っ
た
。
…
ま
た
復
帰
へ
の

一
つ
の
布
石
と
し
て
重
大
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」（「
世
界
」
一
九
六
八
年
一
〇
月
号
、
一
二
九
、一
三
五
頁
）。

（
6
） 

江
上
能
義
「
五
五
年
体
制
の
崩
壊
と
沖
縄
革
新
県
政
の
行
方
│
「
六
八
年
体
制
」
の
形
成
と
崩
壊
│
」『
年
報
政
治
学
』
一
九
九
六
年
所
収
、

一
七
四
頁
。

（
7
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
六
月
五
日
。

（
8
） 

『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』〈
六
八
年
体
制
の
崩
壊
〉
一
九
九
五
年
一
月
二
日
。

（
9
） 

『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
三
日
。

（
10
） 

当
山
正
喜
『
沖
縄
戦
後
史　

政
治
の
舞
台
裏
』
あ
き
書
房
、
四
五
四
頁
参
照
。

（
11
） 

琉
球
新
報
社
編
『
戦
後
政
治
を
生
き
て　

西
銘
順
治
日
記
』
琉
球
新
報
社
、
二
一
一
〜
二
一
二
頁
。

（
12
） 

一
九
六
八
年
四
月
四
日
付
け
『
琉
球
新
報
』
は
「〝
恩
師
〞
と
〝
教
え
子
〞
の
対
決
」
と
大
き
な
見
出
し
で
報
じ
た
。
師
弟
関
係
に
つ
い
て
屋

良
は
「
師
弟
で
も
相
手
を
負
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
支
持
者
の
た
め
、
民
主
主
義
の
た
め
に
も
負
け
ら
れ
な
い
。『
選
挙
は
非
常
で
あ
る
』
と
心

を
鬼
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
（
屋
良
朝
苗
『
激
動
八
年　

屋
良
朝
苗
回
想
録
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
頁
）。
一
方
、
西
銘

は
「
政
治
は
非
常
な
も
の
、
こ
の
選
挙
で
勝
つ
事
が
恩
返
し
に
な
る
」
と
語
っ
て
い
た
（
西
銘
・
前
掲
書
、
二
一
九
頁
）。

（
13
） 

「
琉
球
新
報
」
一
九
六
八
年
一
〇
月
一
七
日
（
夕
刊
）。
こ
の
選
挙
で
派
遣
さ
れ
た
自
民
党
関
係
者
は
延
べ
一
〇
〇
人
に
も
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
選
挙
資
金
も
、
二
〇
〇
万
ド
ル
（
七
億
二
千
万
円
）
に
の
ぼ
っ
た
と
噂
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
本
土
側
か
ら
の
応
援
が
ほ
と
ん
ど
と
い
わ

れ
て
い
る
。
選
挙
戦
術
、
演
説
内
容
ま
で
、
本
土
与
、
野
党
が
指
導
し
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
た
め
に
沖
縄
で
は
「
代
理
戦
争
」
を
も
じ
っ
て
「
代
理

選
挙
」
と
い
う
言
葉
ま
で
う
ま
れ
た
（「
週
刊
朝
日
」
一
九
六
八
年
一
一
月
二
二
日
号
、
一
二
八
頁
）。

（
14
） 

「
琉
球
新
報
」
一
九
六
八
年
一
一
月
三
日
。
自
民
党
は
、
野
党
側
の
選
挙
運
動
の
中
核
で
あ
り
、
屋
良
氏
が
一
貫
し
て
指
導
し
て
き
た
沖
縄
教

職
員
会
を
激
し
く
「
ア
カ
だ
」
と
攻
撃
し
た
。
教
職
員
会
幹
部
を
名
ざ
し
で
、
マ
キ
シ
ス
ト
、
人
民
党
（
共
産
党
員
）
と
非
難
し
、「
ア
カ
い
教
師

五
四
〇
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に
牛
耳
ら
れ
た
教
職
員
会
」
と
い
う
文
書
を
配
布
し
よ
う
と
し
て
裁
判
所
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
激
し
い
選
挙
運
動
が
展
開
さ
れ

た
（
週
刊
朝
日
一
九
六
八
年
一
一
月
二
二
日
号
、
一
二
九
頁
）。

（
15
） 
「
世
界
」
一
九
六
八
年
一
二
月
号
一
三
一
頁
。

（
16
） 
『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
七
日
。

（
17
） 

「
週
刊
朝
日
」
一
九
六
八
年
一
一
月
二
二
日
号
。

（
18
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
八
日
。

（
19
） 

こ
れ
は
沖
縄
公
明
会
の
構
成
団
体
の
複
雑
さ
、
ま
だ
政
党
活
動
の
経
験
の
少
な
い
た
め
に
組
織
防
衛
の
必
要
性
を
感
じ
た
こ
と
、
ま
た
政
党
活

動
の
現
状
か
ら
、
ど
ち
ら
か
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
に
し
ろ
自
分
を
し
ば
り
か
ね
な
い
こ
と
、
為
に
自
由
に
批
判
で
き
る
立
場
を
維
持
し
た

い
等
々
の
思
惑
が
大
勢
を
占
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
公
明
党
の
中
立
表
明
が
、
与
党
に
大
き
な
安
堵
感
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
（『
世
界
』
一
九
六
八
年
一
一
月
号
、
一
八
八
頁
）。

（
20
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
一
七
日
。

（
21
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
一
五
日
。

（
22
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
一
六
日
。

（
23
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
五
日
。

（
24
） 

同
上
。

（
25
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
九
日
（
夕
刊
）。

（
26
） 

『
琉
球
新
報
』〈
一
条
の
光
「
屋
良
朝
苗
日
記
」
に
見
る
復
帰
〉（
八
）〉
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
。『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
八
月
一
六
日

（
夕
刊
）
で
報
道
さ
れ
注
目
を
集
め
た
。
今
選
挙
で
は
、
自
民
党
の
選
挙
戦
術
と
し
て
こ
の
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
が
大
き
く
注
目
さ
れ
た
。
自
民
党
の

イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
自
民
党
が
勝
っ
た
嘉
手
納
村
長
選
挙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
同
党
は
こ
の
論
を
各
地
の

演
説
会
な
ど
で
展
開
し
た
。（『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
一
四
日
）。
自
民
党
は
野
党
の
い
う
よ
う
に
基
地
を
撤
去
さ
せ
た
な
ら
、
住
民
は

イ
モ
を
食
い
、
ハ
ダ
シ
で
歩
く
ほ
か
な
い
。
基
地
は
沖
縄
最
大
の
産
業
で
あ
る
。
こ
の
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
や
基
地
繁
栄
論
の
大
々
的
な
宣
伝
が
主
席

五
四
一



政
経
研
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
五
八
）

公
選
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
は
有
権
者
の
胃
袋
に
訴
え
る
の
に
巧
み
な
論
法
で
あ
っ
た
の
で
、
復
帰
後
の
生
活
に
不
安
な
有
権
者
を

浸
透
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
（『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
一
月
八
日
（
夕
刊
））。
屋
良
は
「
イ
モ
・
ハ
ダ
シ
論
」
に
つ
い
て
「
高
等
弁
務
官

が
選
挙
に
干
渉
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
よ
り
、
自
民
党
側
が
選
挙
に
利
用
し
た
の
が
、
私
に
は
情
け
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
（
屋
良
朝
苗

『
激
動
八
年　

屋
良
朝
苗
回
想
録
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
頁
）。

（
27
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
一
四
日
。

（
28
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
三
日
。

（
29
） 

同
上
。

（
30
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
五
日
。

（
31
） 

『
琉
球
新
報
』
二
〇
〇
〇
年
六
月
五
日
参
照
。

（
32
） 

『
琉
球
新
報
』〈
一
条
の
光
「
屋
良
朝
苗
日
記
」
に
見
る
復
帰
〉
二
〇
一
二
年
一
月
二
七
日
。

（
33
） 

『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
三
日
。
こ
の
「
西
銘
プ
ラ
ン
」
の
裏
工
作
に
つ
い
て
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
付
け
『
毎
日
新
聞
』

で
も
詳
細
に
報
じ
ら
れ
た
。

（
34
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
六
日
参
照
。

（
35
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
七
日
。

（
36
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
三
一
日
。
こ
れ
は
立
会
演
説
会
で
の
政
策
論
争
の
一
幕
で
あ
る
。
当
時
は
立
会
演
説
会
は
選
挙
の
ハ
イ
ラ

イ
ト
で
あ
り
、
激
し
い
政
策
論
争
、
ヤ
ジ
合
戦
が
行
わ
れ
た
。

（
37
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
二
二
日
。

（
38
） 

同
上
。

（
39
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
七
日
。

（
40
） 

当
山
・
前
掲
書
、
四
六
一
頁
参
照
。
選
挙
九
日
後
の
一
一
月
一
九
日
、
Ｂ
五
二
戦
略
爆
撃
機
が
嘉
手
納
基
地
で
離
陸
に
失
敗
し
、
墜
落
爆
発
す

る
と
い
う
大
事
件
が
起
き
、
住
民
の
不
安
が
現
実
に
な
っ
た
。
も
し
こ
の
墜
落
事
件
が
選
挙
戦
の
最
中
に
起
こ
っ
て
い
た
ら
、
選
挙
に
多
大
な
影
響

五
四
二



主
席
公
選
に
関
す
る
一
考
察
（
照
屋
）

（
一
〇
五
九
）

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

（
41
） 

前
掲
『
戦
後
政
治
を
生
き
て　

西
銘
順
治
日
記
』
二
二
八
頁
。

（
42
） 
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』〈
六
八
年
体
制
の
崩
壊
〉
一
九
九
五
年
一
月
一
四
日
。「
明
る
い
沖
縄
を
つ
く
る
歌
」
を
募
集
し
、
そ
れ
を
市
町
村
末
端
ま

で
普
及
さ
せ
た
（
福
地
・
前
掲
書
一
二
九
頁
）。

（
43
） 

『
琉
球
新
報
』〈
一
条
の
光
「
屋
良
朝
苗
日
記
」
に
見
る
復
帰
〉
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
。
緑
を
「
屋
良
カ
ラ
ー
」
と
し
て
売
り
出
し
、
そ
の

バ
ッ
ジ
は
二
〇
万
個
も
売
れ
る
と
い
う
盛
況
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
自
民
党
も
こ
れ
を
ま
ね
て
「
沖
縄
音
頭
」
や
「
日
の
丸
バ
ッ
ジ
」
を
つ
く
っ
た
が
、

効
果
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
（
福
地
・
前
掲
書
、
一
二
五
頁
）。

（
44
） 

福
地
・
前
掲
書
、
一
二
五
頁
。

（
45
） 

『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
二
年
一
月
一
三
日
。

（
46
） 

『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
二
年
一
月
二
七
日
。

（
47
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
七
日
。

（
48
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
一
七
日
。

（
49
） 

沖
縄
の
選
挙
で
は
各
種
選
挙
で
新
聞
紙
上
で
「
郷
友
会
票
の
動
き
」
と
か
、「
郷
友
会
票
の
行
方
は
」
と
い
っ
た
表
現
、
見
出
し
を
見
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
沖
縄
の
各
種
選
挙
で
政
党
や
各
種
団
体
と
は
別
に
郷
友
会
が
隠
然
た
る
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
（
石
原

昌
家
『
郷
友
会
社
会
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
〇
一
頁
）。
沖
縄
の
選
挙
で
は
、
地
縁
、
血
縁
の
関
係
が
投
票
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。

「
ど
こ
に
住
ん
で
い
よ
う
と
、
い
や
応
な
し
に
同
郷
者
の
、
あ
る
い
は
同
族
の
選
挙
に
巻
き
込
ま
れ
る
」「
選
挙
で
利
用
さ
れ
る
血
縁
団
体
に
『
門

中
』
が
あ
る
」「
与
野
党
と
も
婦
人
部
な
ど
を
通
じ
て
『
門
中
攻
勢
』
を
か
け
る
の
は
当
然
と
い
え
る
」「
地
縁
関
係
も
ま
た
強
力
だ
。
近
ご
ろ
都
市

化
の
め
ざ
ま
し
い
那
覇
市
の
票
も
、
こ
の
関
係
で
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
」（『
朝
日
新
聞
』〈
沖
縄
選
挙
を
現
地
に
見
る
①
〉
一
九
六
八

年
一
一
月
四
日
）。

（
50
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
〇
月
七
日
。

（
51
） 

屋
良
朝
苗
『
激
動
八
年　

屋
良
朝
苗
回
想
録
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
二
〇
頁
。

五
四
三



政
経
研
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
六
〇
）

（
52
） 

選
挙
の
勝
因
、
敗
因
に
つ
い
て
は
、「
琉
球
新
報
」
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
た
。

（
53
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
。

（
54
） 
同
上
。

（
55
） 
佐
藤
栄
作
『
佐
藤
栄
作
日
記
』
第
三
巻
、
三
四
六
頁
。

（
56
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
。

（
57
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
。

（
58
） 

『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
二
年
一
月
二
七
日
。

（
59
） 

同
上
。

（
60
） 

同
上
。
屋
良
氏
は
人
事
に
つ
い
て
回
想
録
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
高
等
弁
務
官
は
、『
劇
的
な
選
挙
だ
っ
た
。
米
国
も
注
視
し
て
い
た

が
、
中
立
的
立
場
を
と
り
、
干
渉
的
な
動
き
し
な
か
っ
た
』
と
語
り
、
琉
球
政
府
の
人
事
に
つ
い
て
『
知
念
朝
功
氏
を
副
主
席
に
任
命
し
た
こ
と
に
、

非
常
に
喜
ん
で
い
る
。
中
正
有
能
な
人
だ
。
局
長
人
事
に
も
満
足
し
て
い
る
。
人
事
が
住
民
に
不
安
を
与
え
る
場
合
は
、
拒
否
権
を
使
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
幸
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
頼
む
』
と
や
ん
わ
り
と
ク
ギ
を
刺
し
て
い
た
」（
屋
良
・
前
掲
書
『
屋
良
朝
苗
回
想
録
』

一
〇
六
頁
）。

（
61
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
一
月
四
〜
七
日
参
照
。

（
62
） 

『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
一
月
五
日
、
八
日
（
夕
刊
）
参
照
。

（
63
） 

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
六
八
年
二
、
三
、
四
日
参
照
。

（
64
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
八
年
一
一
月
一
三
日
。

（
65
） 

『
毎
日
新
聞
』（
社
説
）
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
。

（
66
） 

『
朝
日
新
聞
』（
社
説
）
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
。

（
67
） 

『
読
売
新
聞
』（
社
説
）
一
九
六
八
年
一
一
月
一
二
日
。

（
68
） 

『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
〇
四
年
一
月
四
日
。

五
四
四



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
六
一
）

日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論

長
谷
川　
　

雄　
　

一

（
一
）
人
口
問
題
と
対
外
移
民
の
模
索

日
本
に
お
い
て
最
初
の
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
植
民
地
を
除
い
た
内
地

人
口
の
総
数
は
五
五
、九
六
一
、一
四
〇
人
で
、
中
国
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
、
米
国
、
ド
イ
ツ
に
次
い
で
世
界
第
五
位
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
こ
の
一
九
二
〇
年
を
基
点
と
し
て
み
る
と
、
年
間
人
口
増
加
数
が
七
〇
万
人
を
超
え
た
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
（
一
九
一
一
〜

一
九
一
五
年
）
の
一
時
期
を
除
い
て
、
こ
の
年
以
降
確
実
に
年
間
増
加
数
を
上
昇
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
一
九
二
五
（
大
正

一
四
）
年
以
降
は
八
六
万
か
ら
一
〇
〇
万
人
弱
の
数
を
示
し
、
満
州
事
変
勃
発
の
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
は
一
〇
〇
万
七
、〇
〇
〇
人

の
増
加
数
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
1
）

。
こ
う
し
た
人
口
問
題
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
は
す
で
に
明
治
期
か
ら
十
分
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
決

策
の
一
つ
と
し
て
の
海
外
へ
の
移
民
の
送
出
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
ハ
ワ
イ
へ
の
契
約
移
民
に
始
ま
る
米
国
移
民
、
さ
ら
に
カ
ナ
ダ
移
民
、

五
四
五



政
経
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五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
六
二
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
移
民
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
移
民
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
世
紀
末
よ
り
欧
州
に
お
け
る
世
界
大
戦
勃
発
の
一
九
一
四

（
大
正
三
）
年
迄
の
時
期
に
お
け
る
移
民
受
入
国
側
の
相
次
ぐ
黄
色
人
種
移
民
制
限
・
禁
止
政
策
（
一
九
〇
二
年
の
豪
の
移
民
制
限
法
、

一
九
〇
八
年
の
カ
ナ
ダ
と
の
ル
ミ
ュ
ー
協
約
、
同
年
の
日
米
紳
士
協
約
、
一
九
一
三
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
排
日
土
地
法
等
）
に
よ
り
移
民
送
出
は

大
幅
に
制
限
さ
れ
、
加
え
て
世
界
大
戦
後
は
戦
後
不
況
も
手
伝
い
全
般
的
に
受
入
国
側
各
国
の
移
民
制
限
は
強
化
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る

年
間
送
出
数
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
政
府
は
こ
れ
迄
人
口
問
題
の
解
決
策
と
し
て
の
対
外
移
民
に
つ
い
て

は
消
極
的
な
い
し
は
抑
制
的
と
い
え
る
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
等
の
移
民
制
限
の
問
題
の
外
に
国
内
的
に
も
明
治
末
以

降
の
労
働
運
動
や
農
民
運
動
な
ど
の
深
刻
化
す
る
社
会
問
題
の
進
展
の
中
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
最
中
の
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
米
騒
動

の
勃
発
と
一
九
二
〇
年
の
大
不
況
に
直
面
す
る
に
及
ん
で
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
と
共
に
対
外
移
民
策
に
関
し
て
も
こ
れ
迄
の
姿
勢
を

変
化
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
翌
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
内
務
省
に
社
会
局
を
新
た
に
設
置
し
、
従
来
の
内
務
行

政
の
外
に
一
般
民
衆
の
生
活
と
密
接
な
社
会
問
題
を
初
め
て
行
政
の
対
象
と
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
移
民
の
保
護
奨
励
策
を
同
局
が
担
任

す
る
こ
と
に
な
り
、
南
米
移
民
と
り
わ
け
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
を
対
象
に
移
民
へ
の
補
助
制
度
の
強
化
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
2
）

。

ブ
ラ
ジ
ル
移
民
は
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
実
施
さ
れ
た
笠
戸
丸
移
民
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
豪
州
へ
の
移
民
や
北
米
移
民
の

門
戸
が
閉
ざ
さ
れ
る
中
、
劣
悪
な
労
働
条
件
な
が
ら
珈
琲
農
園
に
お
け
る
契
約
労
働
者
（
コ
ロ
ノ
移
民
）
の
需
要
の
高
さ
も
あ
っ
て
当
時

ブ
ラ
ジ
ル
に
対
す
る
移
民
は
有
望
視
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
「
邦
人
移
民
を
移
住
地
に
於
て
安
穏

に
生
活
す
る
を
得
せ
し
め
、
国
民
の
対
外
思
想
を
喚
起
し
、
之
に
依
り
て
通
商
貿
易
の
発
展
を
期
す
る
（
3
）

」
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ

た
日
本
移
民
協
会
の
機
関
誌
『
日
本
移
民
協
会
報
告
』
の
記
事
に
お
い
て
も
ブ
ラ
ジ
ル
を
主
と
し
た
南
米
移
民
奨
励
の
主
張
を
多
く
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
九
一
三
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
（
以
下
加
州
と
表
記
）
に
お
け
る
排
日
土
地
法
へ
の
対
策
の
一
つ
と
し
て
同
年
に
設

五
四
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日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
六
三
）

立
さ
れ
た
伯
剌
西
爾
拓
殖
株
式
会
社
役
員
で
日
本
移
民
協
会
幹
事
で
あ
っ
た
神
谷
忠
雄
は
、
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
二
月
発
足
し
た

海
外
興
業
株
式
会
社
の
専
務
取
締
役
に
就
任
す
る
が
、
同
時
期
に
行
っ
た
講
演
を
纏
め
た
論
説
「
世
界
各
地
に
於
け
る
我
移
植
民
の
現
状

及
将
来
」
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
目
下
「
日
本
人
が
発
展
す
る
に
は
最
も
有
望
な
土
地
（
4
）

」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
家
族
連
れ
で
ブ
ラ
ジ

ル
に
珈
琲
園
の
労
働
者
と
し
て
渡
っ
た
日
本
人
が
、
少
な
か
ら
ず
貯
蓄
し
た
資
金
を
元
に
一
〇
町
歩
か
ら
五
〇
町
歩
の
土
地
を
購
入
し
地

主
に
な
っ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
実
際
の
移
民
関
係
者
で
あ
る
神
谷
は
こ
う
し
た
独
立
経
営
の
農
家
や
複
数

の
家
族
に
よ
る
組
合
立
の
経
営
に
期
待
を
掛
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
神
谷
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
外
に
こ
れ
ま
で
日
本
人
が
行
っ
て
い
な

い
ウ
ル
グ
ア
イ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ボ
リ
ビ
ア
な
ど
に
も
移
民
候
補
地
と
し
て
積
極
的
に

目
を
向
け
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
（
5
）

。
ま
た
神
谷
の
指
摘
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
家
族
移
民
に
関
し
て
は
、
同
協
会
の
評
議
員
で
明
治
殖
民

会
社
の
松
田
順
平
も
や
は
り
基
礎
の
確
実
な
移
民
事
業
を
実
施
す
る
に
は
家
族
を
同
行
し
た
移
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
そ
の
重
要
性

を
示
唆
し
た
上
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
を
家
族
移
民
の
始
ま
り
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
た
（
6
）

。

こ
の
家
族
移
民
と
い
う
形
態
が
推
奨
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
に
関
連
し
て
日
本
移
民
協
会
設
立
の
前
年
に
現
地
を
踏
査
し
た
京
都
帝
国

大
学
助
教
授
（
経
済
学
）
の
河
田
嗣
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
四
二
）
が
報
告
書
的
著
書
『
植
民
地
と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
』
を
出
版
し
て
い
る
。

同
書
の
結
論
で
も
、
移
民
は
人
口
問
題
の
解
決
、
或
い
は
民
族
発
展
の
点
、
ま
た
は
純
経
済
上
の
利
害
の
い
ず
れ
の
観
点
に
立
つ
に
せ
よ
、

ど
う
し
て
も
「
植
民
」
と
い
う
形
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
断
じ
て
い
た
（
7
）

。
こ
こ
で
河
田
が
「
植
民
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
出
稼
ぎ

労
働
に
よ
り
数
年
で
帰
国
す
る
「
移
民
」
と
は
異
な
り
、「
永
久
的
に
外
国
に
出
て
し
ま
っ
て
其
所
に
土
着
し
て
し
ま
う
（
8
）

」
こ
と
を
指
し

て
い
た
。
河
田
に
よ
れ
ば
過
剰
人
口
問
題
の
解
決
に
お
い
て
人
口
移
出
が
本
国
に
利
益
を
も
た
ら
す
の
は
、
移
出
に
よ
っ
て
母
国
の
人
口

過
剰
を
緩
和
す
る
こ
と
と
、
そ
の
移
出
の
た
め
に
本
国
労
働
需
給
関
係
の
調
和
を
得
て
各
人
が
十
分
労
働
能
力
を
発
揮
し
得
る
こ
と
の
二

五
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つ
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
移
民
の
よ
う
に
再
び
本
国
に
戻
っ
て
来
る
場
合
は
そ
う
し
た
利
益
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
9
）

。

さ
ら
に
ブ
ラ
ジ
ル
が
日
本
人
移
民
の
適
地
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
河
田
は
同
国
で
は
国
籍
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
誰
に
で
も
土
地
所
有

権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
の
外
、
帰
化
権
の
獲
得
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
自
体
が
元
来
大
変
複
雑
な
混
血
人
種
で
あ
り
米
国
の

場
合
の
よ
う
に
日
本
人
に
対
す
る
人
種
問
題
が
起
こ
り
に
く
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
た
（
10
）

。
こ
れ
ら
の
見
通
し
は
当
時
の
日
本
に
お
け
る

ブ
ラ
ジ
ル
移
民
推
奨
論
者
に
共
通
す
る
見
解
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
移
民
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
え
方
が
従
来
の
出
稼
ぎ
移
民
論
か
ら
移
民
受
入
国
へ
の
定
着
論
に
若

干
な
が
ら
変
化
し
、
ま
た
北
米
移
民
論
か
ら
南
米
移
民
論
へ
の
転
換
、
さ
ら
に
社
会
局
の
新
設
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
移
民
へ
の

積
極
的
な
保
護
奨
励
策
を
講
ず
る
方
向
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
状
況
の
中
、
当
時
唯
一
の
移
民
送
出
の
民
間
会
社

で
あ
っ
た
海
外
興
業
株
式
会
社
（
以
下
、
海
興
と
表
記
）
の
社
員
と
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
に
も
積
極
的
に
関
与
す
る
と
共
に
、
国
際
連
盟
創

立
に
大
き
く
寄
与
し
た
Ｗ
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
 W
ilson

：
一
八
五
八
〜
一
九
二
四
）
の
理
想
主
義
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
移

民
論
を
展
開
し
た
竹
島
雄
三
（
一
八
九
九
〜
一
九
七
〇
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。
竹
島
は
そ
の
後
先
の
神
谷
忠
雄
が
言
及
し
て
い

た
と
こ
ろ
の
日
本
人
が
ま
だ
入
植
し
て
い
な
い
コ
ロ
ン
ビ
ア
へ
の
移
民
を
実
施
し
、「
日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
（
11
）

」
と
称
さ
れ
る
ま

で
に
至
っ
た
。（

二
）
竹
島
雄
三
の
軌
跡
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
住

竹
島
雄
三
は
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
一
〇
月
二
二
日
東
京
に
生
ま
れ
た
が
、
長
じ
て
東
京
外
語
学
校
西
語
部
拓
殖
科
に
進
学
（
12
）

、
在

学
中
は
海
外
移
民
団
体
と
し
て
知
ら
れ
る
日
本
力
行
会
の
ス
ペ
イ
ン
語
講
師
な
ど
を
務
め
て
い
た
と
い
う
（
13
）

。
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年

五
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日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
六
五
）

に
外
語
学
校
を
首
席
で
卒
業
す
る
。
こ
の
時
駐
日
ス
ペ
イ
ン
大
使
よ
り
賞
を
受
け
た
（
14
）

。
卒
業
後
は
母
校
の
ス
ペ
イ
ン
語
講
師
を
務
め
て
い

た
が
、
こ
の
間
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
詩
人
ホ
ル
ヘ
・
イ
サ
ッ
ク
（Jorge Isaac

）
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
太
平
洋
側
の
高
原
ヴ
ァ
ー
ジ
ェ
州
カ
リ
近
郊

の
牧
歌
的
風
景
を
背
景
に
し
て
描
い
た
恋
物
語
『
マ
リ
ア
』（
一
八
六
六
年
出
版
）
に
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
へ
の
強
い
関
心

を
抱
く
に
至
っ
た
（
15
）

。
竹
島
は
同
小
説
の
日
本
語
訳
を
東
京
外
語
の
機
関
誌
『
新
青
年
』
に
連
載
す
る
形
で
紹
介
し
、
こ
れ
を
読
ん
で
感
激

し
た
海
外
植
民
学
校
の
六
名
の
青
年
た
ち
が
南
米
雄
飛
会
を
結
成
す
る
と
共
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
へ
の
渡
航
を
志
す
こ
と
に
な
る
（
16
）

。

兵
役
を
終
え
た
後
竹
島
は
当
時
唯
一
の
移
民
会
社
で
国
策
会
社
と
で
も
い
う
べ
き
海
興
に
入
社
す
る
。
同
社
は
契
約
労
働
者
や
自
由
移

民
を
送
出
す
る
移
民
取
扱
い
業
務
だ
け
で
は
な
く
、
拓
殖
や
投
資
、
人
材
育
成
に
ま
で
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
お
り
、
こ
う
し
た
点
で
こ
れ

ま
で
の
移
民
会
社
と
の
違
い
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
（
17
）

。
海
興
で
竹
島
は
通
訳
兼
調
査
役
的
な
仕
事
に
従
事
し
た
が
、
同
社
の
主
に
手
掛

け
て
い
た
移
民
先
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
や
他
の
南
米
諸
国
の
事
情
や
元
来
関
心
が
あ
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
関
す
る
論
説
を
諸
雑
誌
に
発
表
し

て
い
っ
た
。

さ
て
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
四
月
、
か
ね
て
か
ら
日
本
側
が
危
惧
し
て
い
た
米
国
に
お
け
る
日
本
人
移
民
を
対
象
と
し
た
「
帰
化

不
能
外
国
人
」
の
入
国
禁
止
条
項
を
含
む
新
移
民
法
（
い
わ
ゆ
る
排
日
移
民
法
）
案
が
上
下
両
院
を
通
過
し
、
五
月
に
は
ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統

領
が
署
名
し
て
成
立
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
既
に
制
限
さ
れ
て
い
た
カ
ナ
ダ
へ
の
移
民
を
含
め
て
北
米
へ
の
日
本
人
移
民
は

完
全
に
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
北
米
移
民
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
も
、

一
九
二
三
年
一
〇
月
に
日
本
人
移
民
が
初
め
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
黄
色
人
種
移
民
制
限
を
内
容
と
す
る
レ
イ
ス
法
案
（
18
）

が
ブ
ラ
ジ
ル
議

会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
前
途
に
暗
雲
が
漂
い
始
め
た
。
但
し
国
内
的
に
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
内
務
省
社
会
局
に
よ
る
ブ

ラ
ジ
ル
移
民
へ
の
保
護
奨
励
策
が
整
備
さ
れ
、
一
九
二
三
年
に
は
移
民
が
取
扱
い
業
務
を
独
占
し
て
い
た
海
興
に
支
払
う
渡
航
手
数
料
を

五
四
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国
庫
負
担
と
し
、
さ
ら
に
翌
一
九
二
四
年
に
は
移
民
の
渡
航
費
を
国
が
全
額
負
担
す
る
と
い
う
具
合
に
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
は
推
進
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本
政
府
に
よ
る
渡
航
費
全
額
補
助
に
よ
る
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
送
出
は
同
年
一
〇
月
第
一
回
の
送
出
が
お
こ
な
わ

れ
た
が
、
同
年
一
二
月
の
最
終
便
で
あ
る
第
五
回
目
の
内
務
省
補
助
移
民
の
移
民
監
督
を
務
め
た
の
が
海
興
社
員
の
竹
島
雄
三
で
あ
っ
た
（
19
）

。

こ
れ
よ
り
前
一
九
二
三
年
に
、
か
つ
て
竹
島
の
訳
し
た
「
マ
リ
ア
」
を
読
ん
で
感
激
し
て
結
成
し
た
南
米
雄
飛
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち

島
清
ら
四
名
が
農
業
実
習
生
と
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
へ
渡
航
、
竹
島
も
海
興
の
命
を
受
け
て
遅
れ
て
同
国
の
事
情
を
調
査
の
た
め
渡
っ
た
。

竹
島
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
が
日
本
人
移
住
地
と
し
て
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
初
め
て
の
踏
査
を
行
っ
た
結
果
、
入
植
地
と
し
て
の
将
来
性
が
あ

る
と
の
感
触
を
得
て
一
旦
帰
国
す
る
が
、
当
時
外
務
省
も
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
移
住
地
と
し
て
の
可
能
性
を
探
る
べ
く
本
格
的
な
調
査
に
乗
り

出
そ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
あ
っ
た
の
で
、
竹
島
に
調
査
が
委
嘱
さ
れ
た
（
20
）

。
竹
島
は
農
学
士
の
巻
島
得
寿
や
パ
ナ
マ
領
事
と
共
に

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
七
月
二
一
日
か
ら
九
月
二
八
日
の
期
間
現
地
調
査
に
当
た
っ
た
（
21
）

。

調
査
を
終
え
て
帰
国
し
た
竹
島
は
翌
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
七
月
に
外
務
省
に
「
南
米
哥
倫
比
亜
国
移
植
民
事
情
視
察
報
告
」
を
提

出
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
へ
の
移
植
民
が
有
望
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
同
報
告
書
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
大
規
模
産
業
が

存
在
せ
ず
外
国
移
民
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
農
場
、
工
場
等
が
な
く
、「
一
般
産
業
ガ
今
日
ノ
幼
稚
ナ
ル
状
態
ヲ
脱
シ
其
規
模
ヲ
拡
張
ス

ル
ニ
至
ラ
サ
ル
限
リ
」
契
約
労
働
移
民
の
見
込
み
は
な
い
が
、
主
に
カ
ウ
カ
原
野
を
移
住
適
地
と
し
た
独
立
農
を
目
的
と
す
る
「
植
民
ハ

甚
ダ
好
適
シ
、
且
ツ
極
メ
テ
有
望
ナ
リ
ト
確
信
ス
（
22
）

」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
植
民
を
集
団
的
植
民
と
散
在
的
植
民
に
分
類

し
、
集
団
的
植
民
は
国
有
未
墾
地
が
多
く
実
際
に
広
大
な
る
土
地
を
入
手
し
や
す
い
サ
ン
タ
マ
ル
タ
港
に
近
い
シ
ェ
ラ
・
ネ
バ
ダ
・
デ
・

サ
ン
タ
マ
ル
タ
地
方
を
候
補
の
第
一
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
散
在
的
植
民
の
候
補
地
と
し
て
は
カ
ウ
カ
平
原
中
の
カ
リ
市
近

郊
の
未
墾
地
を
挙
げ
て
い
た
（
23
）

。

五
五
〇



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
六
七
）

外
務
省
は
こ
の
報
告
を
承
け
て
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
日
本
人
農
業
者
を
試
験
的
に
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
、
海
興
が
移
住

地
の
購
入
、
移
住
者
の
募
集
輸
送
、
管
理
経
営
等
の
任
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
竹
島
は
海
興
の
海
外
業
務
代
理
人
に
任

命
さ
れ
、
一
九
二
九
年
四
月
に
カ
ウ
カ
平
原
中
央
部
に
あ
る
ブ
カ
市
に
海
興
の
現
地
仮
事
務
所
を
設
置
し
、
土
地
の
買
収
に
着
手
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
24
）

。
な
お
こ
れ
に
先
立
ち
竹
島
は
外
務
省
の
委
嘱
に
よ
り
再
度
カ
ウ
カ
平
原
に
焦
点
を
絞
っ
た
調
査
報
告
書
「
南
米

哥
倫
比
亜
国
「
カ
ウ
カ
」
原
野
地
方
移
植
民
調
査
報
告
」
を
通
商
局
に
提
出
し
て
い
る
（
25
）

。

こ
の
結
果
海
興
は
六
月
に
カ
ウ
カ
県
コ
リ
ン
ト
村
ハ
グ
ア
ル
地
区
に
二
〇
〇
プ
ラ
サ
（
一
二
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
購
入
し
、
竹
島
自
身
も

そ
の
四
分
の
一
を
個
人
で
購
入
し
竹
島
農
場
と
し
た
。
そ
し
て
同
年
一
一
月
に
外
務
省
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
家
試
験
移
民
第
一
回
入
植
者
五
家

族
二
五
名
が
、
さ
ら
に
翌
一
九
三
〇
年
四
月
に
は
五
家
族
三
三
名
が
入
植
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
入
植
者
の
内
八
家
族
が
福
岡
県
出

身
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
福
岡
県
出
身
の
入
植
者
は
同
県
海
外
協
会
の
後
押
し
で
増
加
を
た
ど
り
大
規
模
農
化
し
て
行
っ
た
。
ち
な
み
に

福
岡
県
出
身
者
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
準
備
と
し
て
一
家
族
当
た
り
最
低
一
、六
〇
〇
円
の
準
備
金
が
必
要
と
さ
れ
る
関
係
で
同
県
の
南

部
筑
後
川
沿
岸
の
中
農
層
が
多
数
を
占
め
て
い
た
と
い
う
（
26
）

。

竹
島
は
そ
の
後
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
日
本
人
移
民
社
会
に
お
い
て
相
変
わ
ら
ず
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し

か
も
竹
島
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
始
め
と
し
て
移
民
受
入
国
へ
の
定
着
論
を
唱
え
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
受
入
国
中
心
主
義
、
或
い
は
同
化
主
義

を
も
主
張
し
て
い
た
が
、
あ
る
意
味
そ
う
し
た
自
ら
の
思
想
を
実
践
す
る
形
の
移
住
生
活
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）
竹
島
雄
三
の
「
国
際
正
義
」
観
と
「
理
想
主
義
」
的
移
民
観
念

一
九
二
〇
年
代
前
半
が
日
本
の
対
外
移
民
を
考
察
す
る
上
で
大
き
な
転
換
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
、

五
五
一



政
経
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
六
八
）

従
来
の
移
民
観
念
が
再
検
討
さ
れ
新
し
い
移
民
政
策
が
模
索
さ
れ
る
中
、
国
際
連
盟
創
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
Ｗ
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
理
想

主
義
は
当
時
の
国
際
関
係
思
想
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
移
民
観
念
、
対
外
移
民
論
に
対
し
て
も
理
想
主
義
的
空
気
を
吹
き

込
ん
で
い
た
。
日
本
に
お
い
て
は
竹
島
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
入
植
前
に
展
開
し
た
移
民
論
が
そ
の
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。

竹
島
は
ウ
イ
ル
ソ
ン
的
理
想
主
義
を
背
景
と
し
て
従
来
の
一
般
的
な
移
民
政
策
論
つ
ま
り
民
族
観
念
や
国
家
主
義
思
想
に
裏
付
け
ら
れ

た
移
民
論
を
旧
思
想
の
移
民
観
念
と
し
て
斥
け
、
一
種
の
受
入
国
中
心
主
義
、
受
入
国
へ
の
同
化
主
義
に
基
づ
い
た
移
民
論
を
展
開
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
移
民
論
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
は
と
も
か
く
、
当
時
と
し
て
は
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
旧
来
の

移
民
観
念
と
の
対
照
性
を
見
る
上
か
ら
も
竹
島
の
移
民
論
、
移
民
政
策
論
を
検
討
し
た
い
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
彼
の
移
民
論
の
背
景
に
あ

る
「
国
際
正
義
」
観
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

竹
島
は
最
初
に
「
国
際
正
義
観
念
の
進
化
」
を
問
題
に
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
進
化
の
究
極
如
何
を
考
察
す
る
こ
と
は
国
家
間
の
関

係
や
移
民
問
題
、
人
種
問
題
と
い
っ
た
複
雑
な
問
題
の
解
決
策
を
究
明
す
る
上
で
最
も
緊
要
で
あ
る
と
い
う
。
竹
島
は
「
国
際
正
義
」
を

「
人
類
正
義
」
も
し
く
は
「
人
類
相
愛
の
精
神
の
発
露
」
と
定
義
す
る
が
、
そ
の
国
際
正
義
に
対
す
る
観
念
も
著
し
く
時
勢
の
影
響
を
受

け
常
に
そ
の
解
釈
の
基
準
に
差
異
が
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
文
明
の
進
歩
に
伴
い
人
類
の
認
識
性
あ
る
い
は
人
類
の
正
義
観
念
と
い
う

べ
き
も
の
も
進
歩
し
、
こ
れ
に
伴
い
国
際
正
義
観
念
も
進
歩
し
て
来
た
の
だ
と
い
う
（
27
）

。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
た
上
で
有
史
以
来
の
大

部
分
の
時
代
は
国
際
正
義
観
念
の
道
徳
標
準
を
極
端
な
国
家
主
義
に
置
い
て
い
た
と
し
、
欧
州
大
戦
後
今
日
に
至
っ
て
漸
く
従
来
の
国
際

正
義
観
念
が
動
揺
し
始
め
、「
世
界
に
漲
る
人
類
愛
に
立
脚
す
る
国
際
正
義
観
念
革
命
」
の
黎
明
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
主

張
し
た
（
28
）

。

竹
島
は
「
国
際
正
義
観
念
革
命
」
の
気
運
が
今
日
上
昇
し
て
来
て
い
る
と
い
う
論
拠
の
一
つ
に
国
際
連
盟
の
成
立
を
挙
げ
て
い
る
。
勿

五
五
二



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
六
九
）

論
現
状
の
国
際
連
盟
は
多
く
の
欠
陥
を
有
し
、
彼
に
と
っ
て
十
分
満
足
す
べ
き
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、
そ
の
国
際
連
盟
で
さ
え
も

竹
島
が
国
際
正
義
観
念
の
進
化
と
密
接
な
関
係
を
認
め
る
「
国
際
法
思
想
」
の
完
成
過
程
に
お
け
る
重
要
な
「
進
化
的
現
象
」
で
あ
っ
た
。

竹
島
は
さ
ら
に
国
際
法
の
発
達
の
究
極
の
形
式
は
、
国
家
を
そ
の
下
に
隷
属
さ
せ
国
際
法
と
国
家
と
の
関
係
が
命
令
服
従
の
関
係
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
こ
に
至
っ
て
漸
く
理
想
的
な
国
際
連
盟
が
成
立
し
、
人
類
正
義
と
定
義
さ
れ
る
国
際
正
義
観
念

の
究
極
も
こ
の
段
階
で
初
め
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
国
際
法
の
完
成
と
い
う
べ
き
段
階
に

お
い
て
は
法
と
道
徳
が
一
致
し
、
国
際
紛
争
を
力
で
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
単
な
る
一
国
家
的
立
脚
点
か
ら
の
正
義
観
念
に
替

わ
っ
て
「
常
に
世
界
の
認
め
て
然
り
と
な
す
正
義
そ
の
も
の
を
以
て
唯
一
標
準
」
と
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
（
29
）

。

竹
島
が
「
国
際
正
義
観
念
革
命
」
の
気
運
を
見
出
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
点
は
民
族
自
決
の
兆
し
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二
二
（
大
正

一
一
）
年
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
た
エ
ジ
プ
ト
を
例
に
挙
げ
て
い
る
が
、
実
際
こ
の
他
に
も
第
一
次
世
界
大
戦
を
境
と
し
て
東
欧
で
は

民
族
自
決
主
義
に
基
づ
い
て
新
し
い
民
族
国
家
が
多
数
誕
生
し
た
。
そ
れ
故
彼
に
よ
れ
ば
列
強
に
よ
る
植
民
地
の
永
久
領
有
は
時
代
思
想

の
進
化
に
連
れ
て
不
可
能
と
な
り
、
民
族
の
自
決
は
将
来
の
世
界
政
治
上
当
然
来
る
べ
き
運
命
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
竹
島
は
国
際
正
義
観
念
の
進
化
過
程
に
お
い
て
国
際
連
盟
の
成
立
を
一
つ
の
重
要
な
進
化
現
象
と
捉
え
、
そ
こ
に
理
想
に

向
か
う
上
で
の
希
望
の
光
を
見
出
す
と
同
時
に
国
際
社
会
の
中
で
徐
々
に
胎
動
し
つ
つ
あ
る
民
族
自
決
の
気
運
を
敏
感
に
嗅
ぎ
取
り
、
植

民
地
の
解
放
は
不
可
避
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
30
）

。
い
ず
れ
に
せ
よ
国
際
連
盟
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
や
民
族
自
決
に
積
極
的
評
価
を

与
え
て
い
る
点
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
れ
は
欧
州
大
戦
の
処
理
に
当
た
っ
て
自
由
・
正
義
・
人
道
の
精
神
と
国
際
協
調
の
精
神
を
強
調
し

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月
に
民
族
自
決
や
国
際
連
盟
の
創
設
な
ど
を
含
む
講
和
綱
領
一
四
ヶ
条
を
発
表
し
た
米
国
大
統
領
Ｗ
・
ウ
イ

ル
ソ
ン
の
影
響
と
考
え
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
五
三
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第
五
十
巻
第
三
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（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
七
〇
）

ウ
イ
ル
ソ
ン
の
思
想
や
政
策
は
一
般
に
ウ
イ
ル
ソ
ン
主
義
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
内
在
す
る
理
想
主
義
や
民
主
主
義
は
当

時
の
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
担
い
手
達
に
大
き
な
思
想
的
影
響
を
与
え
て
い
た
。
例
え
ば
大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
代
表
的
知
識
人
で

あ
る
吉
野
作
造
（
一
八
七
八
〜
一
九
三
三
）
は
、
こ
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
主
義
の
持
つ
道
徳
的
価
値
体
系
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
普
遍
主
義
を
高
く

評
価
し
、
国
際
政
治
に
お
け
る
正
義
へ
の
志
向
す
な
わ
ち
国
際
社
会
を
力
で
は
な
く
理
念
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
大

い
に
賛
同
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
31
）

。

竹
島
の
い
う
人
類
正
義
に
裏
付
け
ら
れ
た
国
際
秩
序
、
理
想
主
義
的
な
国
際
関
係
の
構
築
や
そ
の
普
遍
主
義
志
向
も
ウ
イ
ル
ソ
ン
主
義

の
内
容
と
概
ね
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
竹
島
の
国
際
認
識
も
当
時
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
知
識

人
達
の
場
合
と
同
様
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
的
価
値
観
を
反
映
し
た
も
の
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
右
の
よ
う
な
国
際
協
調
主
義
的
な
認
識
に
立
つ
竹
島
の
移
民
観
念
を
考
察
し
て
行
き
た
い
。
竹
島
は
移
民
政
策
論
の
根
底
に
横
た

わ
る
移
民
観
念
を
特
に
重
視
し
て
い
た
。
移
民
観
念
と
は
竹
島
の
言
葉
を
借
り
て
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
何
故
移
民
を
必
要
と
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
彼
は
旧
来
の
移
民
観
念
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
旧
来
の
移
民
観
念
に
お
い
て
は
移
民
は
人
口

問
題
の
解
決
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
「
移
民
に
よ
る
国
力
の
伸
長
、
民
族
の
海
外
発
展
」
と
い
う
目
的
が
強
調
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
竹
島
は
こ
う
し
た
国
力
の
海
外
発
展
策
と
し
て
の
移
民
観
念
を
時
代
錯
誤
で
あ
る
と
批
判
し
、
海
外
で
の
日
本
人
移
民
の
不
評
の

遠
因
も
こ
の
点
に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
（
32
）

。

竹
島
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
移
民
観
念
は
民
族
観
念
、
国
家
主
義
観
念
の
支
配
を
強
く
受
け
て
い
た
帝
国
主
義
時
代
あ
る
い
は
民
族
的
争

覇
時
代
の
移
民
政
策
思
想
と
根
本
に
お
い
て
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
国
際
正
義
を
主
張
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
今
日
、
実
質
に

お
い
て
一
歩
も
旧
套
を
脱
し
得
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
し
た
の
で
あ
る
（
33
）

。
す
な
わ
ち
民
族
の
膨
張
発
展
の
た
め
の
移
民
は
、
他
国
の
領
土
内

五
五
四



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
七
一
）

に
自
国
の
勢
力
を
扶
植
す
る
こ
と
で
あ
り
他
国
内
に
無
形
の
自
国
を
建
設
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ず
、
例
え
表
面
的
に
は
移
民
が
平
和
的
に

実
施
さ
れ
た
と
し
て
も
侵
略
的
行
為
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
竹
島
は
旧
来
の
移
民
観
念
に
立
脚
す
る
と
し
て
、
特
に
彼
自
身

が
論
説
を
諸
雑
誌
に
発
表
し
て
い
た
の
と
同
時
期
に
発
表
し
て
い
た
衆
議
院
議
員
で
前
早
稲
田
大
学
教
授
で
あ
っ
た
副
島
義
一

（
一
八
六
六
〜
一
九
四
七
）
の
移
民
論
を
批
判
の
対
象
に
挙
げ
て
い
る
。

副
島
は
海
外
へ
の
移
民
送
出
は
公
明
正
大
な
平
和
的
国
勢
増
進
策
で
あ
り
社
会
政
策
、
産
業
政
策
解
決
の
有
力
な
方
法
と
位
置
付
け
、

一
〇
年
間
に
一
〇
〇
万
か
ら
三
〇
〇
万
人
の
移
民
送
出
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
（
34
）

。
彼
は
一
時
的
な
出
稼
ぎ
移
民
で
は
な
く

永
住
的
土
着
を
説
い
て
い
た
が
、
竹
島
に
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
和
的
で
あ
る
と
一
方
で
言
い
な
が
ら
移
民
受
入
国
側
の
意
向
を
そ

れ
程
意
に
介
さ
な
い
と
い
う
傾
向
の
主
張
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
積
極
的
移
民
政
策
の
実
行
は
国
際
問
題
の
紛

糾
に
つ
な
が
る
と
す
る
慎
重
論
に
対
し
て
、
副
島
が
「
我
が
正
当
の
方
法
に
て
移
民
を
為
す
に
異
議
を
挟
む
如
き
は
、
是
れ
異
議
を
挟
む

も
の
が
不
当
な
ゆ
え
、
斯
る
事
は
決
し
て
之
を
恐
る
る
に
足
ら
ず
、
我
国
は
常
に
勇
往
邁
進
の
方
針
を
採
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
35
）

」
と
反
駁
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
移
民
論
は
竹
島
か
ら
す
る
と
表
面
的
に
は
「
平
和
」
を
唱
え
つ
つ
も
背
後
に
国
家
主
義
や
民
族
主
義
を
伏
在
さ
せ
た
政
策
論

で
あ
り
、
国
際
平
和
に
脅
威
を
与
え
る
危
険
因
子
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
竹
島
は
国
家
間
の
紛
争
及
び
民
族
争
覇
は
偏

狭
な
相
互
の
民
族
観
念
の
衝
突
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
36
）

。
従
っ
て
今
日
そ
の
よ
う
な
移
民
観
念
は
放
棄
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
竹
島
は
説
く
。

し
か
し
副
島
義
一
の
よ
う
な
国
家
主
義
を
伏
在
さ
せ
た
国
家
伸
長
策
と
し
て
の
移
民
論
は
当
時
の
有
識
者
の
間
で
見
ら
れ
る
一
般
的
な

移
民
観
念
で
あ
り
、
明
治
末
の
後
藤
新
平
（
一
八
五
七
〜
一
九
二
九
）、
小
村
寿
太
郎
（
一
八
五
五
〜
一
九
一
一
）
等
の
満
州
移
民
論
の
系
譜

五
五
五



政
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
七
二
）

も
こ
の
文
脈
の
中
に
入
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き
旧
来
の
移
民
観
念
に
替
わ
っ
て
竹
島
が
唱
え
る
新
し
い
移
民
観
念

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
移
民
送
出
の
目
的
が
そ
の
国
の
人
口
問
題
の
解
決
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
た
上
で
、
移
民
自
身
の
幸
福
や
利
益
及

び
移
民
渡
航
国
の
利
益
を
主
眼
と
す
る
基
礎
観
念
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
移
民
は
一
時
的
な
出
稼
ぎ
で
は
な

く
渡
航
国
に
永
住
同
化
し
、
渡
航
国
を
利
す
る
た
め
「
一
大
勇
猛
心
」
を
も
っ
て
同
国
に
献
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
当
然
同

化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
移
民
と
母
国
と
の
関
係
は
疎
遠
に
な
る
が
、
こ
れ
は
真
正
の
意
味
に
お
け
る
移
民
と
し
て
免
れ
得
な
い
自
然
の
趨

勢
で
あ
り
、
逆
に
「
母
国
と
全
く
地
理
的
に
も
、
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
異
っ
た
雰
囲
気
の
中
に
生
活
す
る
自
国
移
民
の
心
を
永
久
に

母
国
の
そ
れ
に
結
び
付
け
ん
と
欲
す
る
が
如
き
は
無
謀
の
極
（
37
）

」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
移
民
自
身
の
不
幸
や
両
国
間
の
紛

擾
の
禍
根
は
重
大
で
あ
る
と
竹
島
は
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
竹
島
の
移
民
観
念
は
概
ね
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
日
本
の
移
住
関
係
者
の
説
く
受
入
国
中
心
主
義
、
献
民
主
義
、
同
化
主

義
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
竹
島
が
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
前
の
日
本
移
民
は
国
家
主
義
思
想
を
背

景
と
し
て
い
た
た
め
諸
外
国
か
ら
侵
略
主
義
と
目
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
国
家
主
義
思
想
の
所
産
と
も
い
う
べ
き
終
戦
直
後
の
ブ
ラ

ジ
ル
に
お
け
る
臣
道
連
盟
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
渡
航
国
の
対
日
感
情
を
ひ
ど
く
悪
化
さ
せ
た
こ
と
な
ど
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
第

二
次
大
戦
後
は
一
転
し
て
受
入
国
に
貢
献
す
る
こ
と
が
至
上
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
38
）

。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
竹
島
の
移
民
思
想
は
国
家
主
義
・
民
族
主
義
を
背
景
と
し
た
旧
来
の
移
民
思
想
が
一
般
的
で
あ
っ
た
当
時

の
移
民
思
潮
の
中
に
あ
っ
て
第
二
次
大
戦
後
の
移
民
思
想
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
但
し
永
住
移
住
と
い
う
点
に
つ

い
て
の
み
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
竹
島
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
一
八
九
二
（
明
治
二
六
）
年
に
殖
民
協
会
を
設
立
し
た
榎
本
武
揚

五
五
六



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
七
三
）

（
一
八
三
六
〜
一
九
〇
八
）
や
先
に
触
れ
た
河
田
嗣
郎
、
副
島
義
一
を
始
め
少
数
な
が
ら
そ
の
主
張
者
は
存
在
し
た
（
39
）

。
し
か
し
こ
こ
ま
で
徹

底
し
て
受
入
国
中
心
主
義
や
同
化
主
義
を
唱
え
た
論
者
は
竹
島
を
お
い
て
他
に
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

た
だ
国
家
主
義
を
背
景
と
し
た
国
家
膨
張
策
の
一
環
と
し
て
の
移
民
を
否
定
し
平
和
的
移
民
し
か
も
永
住
的
移
民
を
提
唱
し
て
い
る
と

い
う
点
で
、
竹
島
と
大
き
な
共
通
点
を
も
つ
論
者
に
日
露
戦
争
直
後
に
体
系
的
な
南
米
移
民
論
を
最
初
に
著
し
た
大
河
平
隆
光
を
挙
げ
る

こ
と
が
出
来
る
。
大
河
平
は
京
都
帝
国
大
学
で
新
渡
戸
稲
造
（
一
八
六
二
〜
一
九
三
三
）
の
指
導
の
下
で
農
政
学
と
植
民
政
策
を
学
び
、
新

渡
戸
の
高
い
評
価
を
得
た
卒
業
論
文
を
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
末
に
『
日
本
移
民
論
』
と
題
し
て
出
版
し
た
が
（
40
）

、
そ
の
中
に
お
い
て

国
力
の
発
展
策
と
し
て
の
大
陸
進
出
は
巨
額
の
投
資
を
必
要
と
す
る
た
め
、
資
本
の
乏
し
い
我
が
国
の
採
る
べ
き
策
で
は
な
い
と
し
て
批

判
し
、
代
わ
り
に
平
和
的
に
相
手
か
ら
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
赴
く
平
和
的
移
民
を
提
唱
し
て
い
た
（
41
）

。
も
と
よ
り
大
河
平
は
国
家
の
膨
張

そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
、
軍
事
力
に
よ
る
国
家
の
膨
張
策
を
排
し
国
防
的
役
割
な
ど
担
わ
な
い
平
和
的
な
移
民
を
重

視
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
42
）

。
そ
れ
故
に
国
勢
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
日
本
及
び
そ
の
勢
力
圏
に
国
民
を
集
中
的
に
二
〇
ヵ
年
で
一
〇
〇
万

人
を
移
住
さ
せ
る
と
し
た
小
村
寿
太
郎
の
唱
え
た
満
韓
移
民
集
中
論
な
ど
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
批
判
の
俎
上
に
上
っ
た
。
そ
れ
は
い
う

ま
で
も
な
く
そ
の
本
質
に
お
い
て
国
防
的
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
移
民
適
地
に
つ
い
て
大
河
平
は
、
人
種
的
憎
悪
が
少
な
い
こ
と
や
列
強
の
勢
力
扶
植
が
未
だ
進
行
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た

将
来
の
日
本
と
の
貿
易
通
商
な
ど
と
い
う
見
地
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
中
心
と
す
る
南
米
を
主
張
し
て
い
た
（
43
）

。
し
か
も
一
時

的
な
出
稼
移
民
で
は
な
く
永
住
的
移
民
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
竹
島
の
場
合
も
当
時
の
日
本
移
民
の
置
か
れ
て
い
る

国
際
的
状
況
か
ら
基
本
的
に
自
ら
が
憧
れ
て
い
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
勿
論
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ペ
ル
ー
な
ど
を
中
心
と
す
る
南

米
移
民
を
提
唱
し
て
い
た
（
44
）

。
従
っ
て
竹
島
の
移
民
論
は
国
際
協
調
志
向
と
移
民
適
地
と
い
う
脈
絡
に
お
い
て
日
露
戦
争
直
後
に
発
表
さ
れ

五
五
七
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四
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た
新
渡
戸
稲
造
の
門
下
で
あ
る
大
河
平
隆
光
の
平
和
的
移
民
論
の
系
譜
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
が
、
国
際
協
調
が
叫

ば
れ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
を
背
景
と
し
て
い
る
だ
け
に
竹
島
の
移
民
論
の
理
想
主
義
的
色
彩
は
よ
り
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
（
45
）

。（
四
）
竹
島
雄
三
の
移
民
論
の
現
状
分
析
と
展
望

竹
島
の
移
民
論
の
具
体
的
な
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
次
に
彼
の
移
民
政
策
に
対
す
る
現
状
分
析
や
展
望
、
提
言
等
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

最
初
に
竹
島
は
過
剰
人
口
問
題
が
社
会
問
題
化
す
る
中
、
世
論
の
一
部
に
未
だ
国
内
の
人
口
は
過
剰
で
は
な
い
と
の
主
張
が
あ
る
こ
と

に
対
し
て
改
め
て
人
口
過
剰
で
あ
る
こ
と
の
論
証
か
ら
始
め
て
い
る
。
先
ず
日
本
が
国
土
総
面
積
に
対
す
る
比
率
で
は
英
国
、
ベ
ル
ギ
ー
、

オ
ラ
ン
ダ
に
次
い
で
世
界
第
四
位
の
人
口
密
度
で
あ
る
が
、
人
間
可
住
地
面
積
を
基
準
と
し
た
比
率
で
算
定
し
直
す
と
、
二
位
の
ベ
ル

ギ
ー
の
八
五
六
人
を
圧
倒
的
に
引
き
離
す
二
、〇
七
二
人
と
い
う
人
口
密
度
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
毎
年
の
人
口
増
加
数
も

六
〇
万
か
ら
七
〇
万
人
で
、
こ
れ
も
「
列
強
に
比
較
し
て
遥
か
に
頭
角
を
抜
い
て
居
る
」
と
す
る
（
46
）

。
こ
れ
に
対
し
て
生
産
土
地
問
題
を
み

る
と
総
国
土
面
積
中
、
耕
作
面
積
は
そ
の
一
割
四
分
四
厘
で
全
農
家
の
内
九
割
五
分
八
厘
が
三
町
歩
未
満
の
耕
作
農
家
で
あ
る
と
し
、
農

家
経
済
上
農
耕
地
三
町
歩
は
最
低
限
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
「
理
論
上
よ
り
す
れ
ば
我
国
農
家
の
大
多
数
は
経
済
的
破
綻
に
陥
れ
る
も

の
（
47
）

」
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
全
体
的
に
米
な
ど
の
主
要
穀
物
の
生
産
が
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
か
ら
一
〇
年
間
の
統
計
に
み
ら
れ
る
消

費
の
逐
年
増
加
に
追
い
付
か
な
い
状
況
で
、
人
口
に
比
し
て
生
産
が
不
足
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
過
剰
人
口
の
解
決
策
と
し
て
竹
島
は
一
般
的
に
「
工
業
振
興
に
よ
る
救
済
」
と
「
海
外
移
住
」
の
二
策
が
挙
げ
ら
れ
る
と
す

五
五
八
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る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
有
利
な
る
工
業
原
料
を
得
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
工
業
の
現
状
を
隆
興
せ
し
む
る
が
如

き
こ
と
は
一
朝
一
夕
の
能
く
す
る
能
は
ぬ
」
我
が
国
の
実
情
よ
り
し
て
可
能
性
が
低
い
と
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
竹
島
に
と
っ
て
最
も
即

効
的
に
人
口
を
調
節
す
る
方
策
は
海
外
移
住
を
措
い
て
他
に
求
め
難
か
っ
た
の
で
あ
る
（
48
）

。
し
か
し
そ
の
海
外
移
住
の
現
況
も
竹
島
か
ら
す

れ
ば
頗
る
不
振
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
た
。

先
ず
農
民
が
生
活
窮
乏
化
に
も
拘
わ
ら
ず
海
外
渡
航
を
試
み
な
い
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
と
い
う
。
第
一
は
農
業
が
工
業
労
働
等
に

比
較
し
て
生
活
の
融
通
性
を
有
し
生
活
面
で
節
約
可
能
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
農
民
の
土
地
に
対
す
る
愛
着
、
そ
し
て
第
三
は
あ
ら
ゆ
る

労
働
階
級
中
、
海
外
知
識
が
農
民
の
場
合
最
も
欠
乏
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
49
）

。
ま
た
す
で
に
海
外
渡
航
の
意
志
の
あ
る
者
が
そ
れ
を

阻
害
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
渡
航
費
の
欠
乏
、
海
外
思
想
な
い
し
海
外
知
識
の
不
足
よ
り
生
ず
る
徒
な
る
不
安
、
移
民
保
護
機

関
の
不
備
、
移
民
に
対
す
る
法
律
の
不
備
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
（
50
）

。
こ
れ
ら
の
四
点
は
事
実
海
外
移
民
不
振
の
国
内
的
要
因
と
し
て
主
要

な
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
い
う
迄
も
な
く
こ
の
移
民
不
振
の
背
景
に
あ
る
国
内
に
お
け
る
最
大
の
要
因
は
政
府
の
移
民
政
策
の
混
迷
で
あ
り
、
竹
島
も
早

急
な
移
民
政
策
の
確
立
を
主
張
し
て
い
た
。
特
に
彼
は
移
民
拒
絶
国
と
許
容
国
の
二
つ
に
区
別
し
て
移
民
政
策
を
取
る
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
移
民
許
容
国
に
つ
い
て
も
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
の
よ
う
な
国
内
産
業
事
情
の
異
な
る
国
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
事
情
に
応
じ
た
き

め
の
細
か
い
政
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
た
（
51
）

。
そ
し
て
確
固
た
る
移
民
政
策
が
樹
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
政
策
の
統
一

確
立
を
目
的
と
す
る
独
立
の
移
民
専
管
機
関
の
設
置
、
現
行
の
移
民
保
護
法
の
改
廃
と
新
た
に
時
勢
に
順
応
し
た
移
民
奨
励
保
護
法
の
制

定
、
官
民
協
力
に
よ
る
国
民
の
海
外
思
想
普
及
び
発
展
の
助
長
を
目
的
と
す
る
機
関
の
設
置
等
の
方
策
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て

い
た
（
52
）

。

五
五
九
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ま
た
竹
島
は
直
ち
に
実
行
で
き
る
比
較
的
簡
単
容
易
な
移
民
事
業
振
興
策
と
し
て
政
府
に
よ
る
渡
航
費
問
題
の
解
決
を
提
唱
し
て
い
る
。

こ
れ
は
政
府
が
直
接
渡
航
者
に
補
助
を
与
え
る
場
合
と
関
係
機
関
を
通
じ
て
間
接
的
に
保
護
奨
励
す
る
場
合
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
た
。

前
者
の
場
合
は
渡
航
者
保
護
ま
た
は
渡
航
奨
励
の
名
目
を
も
っ
て
直
接
に
補
助
金
を
移
民
に
下
付
す
る
方
法
で
あ
り
、
他
方
後
者
の
場
合

は
渡
航
費
軽
減
策
と
し
て
妥
当
な
も
の
と
し
て
、
現
在
五
割
引
き
の
内
地
汽
車
賃
の
全
額
免
除
、
外
国
航
路
汽
船
賃
の
割
引
き
、
渡
航
手

数
料
の
免
除
、
旅
券
手
数
料
の
免
除
、
乗
船
港
に
お
け
る
滞
留
経
費
の
軽
減
、
渡
航
支
度
費
の
軽
減
の
六
つ
を
提
案
し
て
い
る
（
53
）

。

竹
島
の
こ
の
提
案
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
五
月
時
点
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
前
述
し
た
よ
う
に
同
年
中
に
こ
れ

迄
移
民
取
扱
い
会
社
が
移
民
よ
り
徴
収
し
て
き
た
渡
航
手
数
料
は
政
府
負
担
と
い
う
こ
と
で
全
廃
さ
れ
、
翌
年
に
は
渡
航
船
賃
も
政
府
が

負
担
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
ま
た
国
内
鉄
道
運
賃
の
無
料
化
や
旅
券
手
数
料
の
免
除
等
も
実
現
す
る
な
ど
彼
の
軽
減
策
は
次
々
と
現
実
の

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
乗
船
港
に
お
け
る
滞
留
経
費
及
び
渡
航
支
度
費
の
軽
減
問
題
だ
が
、
竹
島
は
こ
れ
に
対
し
て
従

来
か
ら
度
々
関
係
方
面
よ
り
提
案
さ
れ
て
い
た
移
民
収
容
所
の
設
立
を
早
急
に
実
現
し
て
一
助
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
。
竹
島

に
よ
れ
ば
移
民
収
容
所
は
移
民
渡
航
費
軽
減
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
寧
ろ
そ
れ
以
上
に
語
学
や
渡
航
国
事
情
を
学
び
う
る
教
養
機
関
と
し

て
重
大
な
使
命
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
54
）

。
そ
れ
故
に
一
層
の
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
移
民
収
容
所
の
教
養
部
を
渡
航
途

上
の
海
上
に
ま
で
延
長
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
位
で
あ
る
。
ち
な
み
に
移
民
収
容
所
（
の
ち
移
民
教
養
所
）
が
神
戸
に
設
立
さ
れ
た
の

は
五
年
後
の
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
竹
島
は
移
民
事
業
の
不
振
と
い
う
現
況
に
あ
っ
て
渡
航
気
運
の
促
進

に
は
渡
航
費
軽
減
こ
そ
が
最
も
簡
易
的
か
つ
即
効
的
効
果
を
得
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
55
）

。

と
こ
ろ
で
当
時
日
本
に
お
い
て
重
大
視
さ
れ
て
い
た
米
国
の
排
日
移
民
問
題
と
南
米
に
お
け
る
排
日
の
気
運
に
つ
い
て
竹
島
は
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
六
〇



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
七
七
）

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
当
時
竹
島
は
未
だ
加
州
で
の
日
本
人
不
加
入
主
義
は
彼
等
の
自
由
で
あ
っ
て
日
本
側
と
し
て
加
州
側
の
そ

の
よ
う
な
態
度
に
抗
議
す
る
理
由
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
た
。
何
故
な
ら
加
州
は
日
本
の
加
州
で
は
な
い
か
ら

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
の
国
際
正
義
観
念
か
ら
す
る
と
そ
も
そ
も
現
世
に
お
い
て
国
家
は
「
人
類
の
最
高
道
徳
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
た

め
に
国
境
を
設
け
て
各
国
が
自
国
の
存
在
を
明
示
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
原
則
は
厳
と
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
米
国
に
対
す
る
移
民
は
他
日
の
好
機
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
と
国
際
協
調
の
観
点
か
ら
き
わ
め
て
寛
容
な
見
解
を
示
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
（
56
）

。

し
か
し
現
実
に
米
国
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
排
日
移
民
法
が
成
立
す
る
段
階
に
な
る
と
竹
島
の
論
調
も
多
少
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
排

日
移
民
法
が
五
月
中
旬
米
国
上
下
両
院
で
可
決
さ
れ
る
直
前
、
竹
島
は
「
我
が
移
民
地
と
し
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占
む
る
北
米
に
於
て

今
回
の
如
く
乱
暴
極
は
ま
る
排
日
立
法
の
成
立
を
見
る
に
至
っ
た
際
に
於
て
、
我
国
当
面
の
最
大
移
民
問
題
は
何
と
い
っ
て
も
之
が
対
策

の
講
究
を
措
い
て
他
に
求
め
難
し
」
と
述
べ
、
南
米
諸
国
の
政
治
家
に
対
す
る
悪
影
響
に
つ
な
が
る
と
い
う
面
か
ら
も
対
米
屈
従
と
い
う

こ
と
に
甘
ん
じ
る
べ
き
で
は
な
く
、
日
本
が
今
日
の
対
米
移
民
紛
争
に
お
い
て
「
決
然
た
る
対
策
」
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
57
）

。
し
か
し
現
実
に
は
日
本
政
府
の
意
向
は
帝
国
議
会
に
お
け
る
松
井
慶
四
郎
（
一
八
六
八
〜
一
九
四
六
）

外
相
の
答
弁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
極
め
て
微
温
的
消
極
的
な
も
の
」
で
「
只
現
下
米
国
に
於
け
る
情
勢
を
憂
慮
す
る
の
み
で
別
に
積
極

的
の
対
策
を
有
せ
ぬ
（
58
）

」
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
、
竹
島
を
失
望
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
年
一
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
清
浦
圭

吾
（
一
八
五
〇
〜
一
九
四
二
）
首
相
を
議
長
と
し
て
震
災
恐
慌
下
の
日
本
経
済
の
復
興
を
図
る
た
め
開
催
さ
れ
た
帝
国
経
済
会
議
に
お
け
る

移
民
関
係
委
員
会
に
お
い
て
も
、
竹
島
に
と
っ
て
目
下
何
よ
り
重
要
な
排
日
移
民
問
題
が
殆
ど
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
も
大
き
な
不
満
を
残
し
た
（
59
）

。

五
六
一
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こ
こ
で
竹
島
が
重
要
視
し
た
米
国
排
日
移
民
法
成
立
に
よ
る
南
米
な
ど
他
の
地
域
へ
の
悪
影
響
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
の

問
題
は
竹
島
の
観
点
と
は
別
の
次
元
で
当
時
日
本
に
お
い
て
少
な
か
ら
ざ
る
論
者
に
よ
っ
て
懸
念
さ
れ
た
点
で
あ
っ
た
。
第
一
は
、
日
本

の
朝
鮮
、
台
湾
な
ど
の
植
民
地
統
治
と
い
う
見
地
か
ら
排
日
法
に
よ
る
日
本
の
「
面
目
」
失
墜
を
危
ぶ
む
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
慶
應
義

塾
大
学
教
授
の
堀
江
帰
一
（
一
八
七
六
〜
一
九
二
七
）
な
ど
は
「
日
本
の
対
外
的
威
が
強
国
に
依
っ
て
、
挫
か
れ
た
と
い
う
事
実
が
起
っ
て

は
、
支
那
に
於
て
は
排
日
が
盛
に
為
り
、
朝
鮮
台
湾
に
於
て
は
、
是
れ
亦
日
本
軽
侮
の
思
想
の
鮮
満
人
の
間
に
起
る
こ
と
を
免
が
れ
難
く
、

此
点
に
於
て
、
我
国
の
対
外
統
治
に
困
難
を
惹
起
（
60
）

」
す
る
こ
と
を
予
め
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

第
二
に
こ
の
堀
江
の
指
摘
と
重
複
関
連
す
る
が
、
日
本
の
対
中
関
係
に
お
け
る
影
響
で
あ
る
。
特
に
陸
軍
は
こ
の
問
題
に
過
敏
で
あ
っ

た
。
移
民
法
が
成
立
す
る
前
の
四
月
末
に
中
国
在
勤
日
本
公
使
館
付
武
官
林
弥
三
吉
が
参
謀
本
部
に
提
出
し
た
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
米
国

の
排
日
移
民
問
題
は
「
国
際
場
裡
に
於
け
る
帝
国
の
態
面
」
と
人
口
過
剰
よ
り
来
る
植
民
政
策
の
根
本
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
の

極
東
政
策
と
り
わ
け
対
中
関
係
に
寒
心
に
堪
え
な
い
影
響
を
与
え
る
と
捉
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
林
武
官
は
「
既
ニ
孫
文
ハ
日
本
ノ
二
等

国
墜
落
ヲ
広
言
セ
リ
ト
云
ウ
日
本
ノ
実
力
如
何
ハ
別
問
題
ト
シ
テ
支
那
識
者
ニ
斯
ノ
如
キ
感
想
ヲ
抱
カ
シ
ム
ル
事
夫
レ
自
身
カ
既
ニ
本
問

題
ノ
及
ホ
ス
影
響
ノ
重
大
ナ
ル
ヲ
証
明
シ
テ
余
リ
ア
リ
ト
称
ス
へ
シ
（
61
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
林
に
よ
れ
ば
「
日
米
関
係
ノ
陰
影
ハ

絶
へ
ス
日
支
関
係
ノ
上
ニ
投
セ
ラ
レ
支
那
ニ
於
ケ
ル
排
日
モ
其
最
大
原
因
ヲ
此
処
ニ
発
シ
タ
リ
ト
称
ス
ル
モ
敢
テ
過
言
ニ
非
ス
」
と
し
て
、

当
面
日
本
の
対
欧
米
関
係
と
対
中
関
係
は
分
離
し
て
論
議
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。

同
じ
く
参
謀
本
部
内
部
か
ら
提
出
さ
れ
た
時
局
対
策
案
に
お
い
て
も
、
日
本
の
国
力
並
び
に
地
位
に
対
す
る
「
軽
侮
」
と
な
る
米
国
排

日
法
は
「
米
国
内
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
世
界
ノ
各
方
面
ニ
波
及
シ
帝
国
ノ
外
交
政
策
ハ
到
ル
処
ニ
障
碍
ヲ
増
シ
各
種
海
外
発
展
ハ
甚
大
且
露
骨
ナ

ル
圧
迫
ト
妨
害
ト
ヲ
受
ク
ル
ニ
至
ル
へ
シ
」
と
し
た
上
で
、
特
に
「
帝
国
ノ
存
立
繁
栄
ニ
最
モ
重
大
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
支
那
西
伯
利
亜

五
六
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日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
七
九
）

方
面
ニ
対
ス
ル
我
発
展
ニ
絶
大
ナ
ル
障
碍
ト
ナ
ル
ヘ
シ
（
62
）

」
と
分
析
し
て
い
た
。
中
で
も
当
面
の
問
題
と
し
て
同
案
で
は
旅
順
・
大
連
な
ど

日
本
の
大
陸
に
お
け
る
既
得
権
益
に
対
す
る
中
国
側
の
回
収
運
動
に
甚
大
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
、
台
湾
な
ど
の
植
民
地
や
満
州
な
ど
日
本
の
勢
力
圏
へ
の
影
響
を
危
ぶ
む
声
が
一
方
で
出
て
い
た
の
に
対
し
て
、
竹

島
は
我
国
に
海
外
移
住
地
と
し
て
今
日
残
さ
れ
た
唯
一
の
天
地
で
あ
る
南
米
大
陸
に
及
ぼ
す
悪
影
響
の
方
を
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

勿
論
米
国
排
日
移
民
法
の
成
立
自
体
に
つ
い
て
は
「
国
民
的
自
負
心
に
痛
撃
を
与
え
た
（
63
）

」
と
当
時
の
多
く
の
論
者
と
同
様
の
見
解
は
述
べ

て
い
た
が
、
海
興
の
社
員
と
し
て
移
民
事
業
に
直
接
関
わ
る
実
践
家
と
し
て
は
次
に
ど
の
よ
う
な
展
望
を
開
く
か
と
い
う
こ
と
が
優
先
的

な
課
題
で
あ
っ
た
。

先
ず
竹
島
が
そ
も
そ
も
南
米
の
人
種
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
だ
が
、
基
本
的
に
彼
は
ブ
ラ
ジ
ル
を
中
心
と
し
た
南

米
諸
国
に
お
け
る
多
人
種
雑
居
の
状
況
を
「
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
で
あ
る
と
し
て
、「
南
米
大
陸
孰
れ
の
国
に
於
て
も
、
人
種
上

万
民
平
等
の
大
主
義
が
確
立
さ
れ
て
居
る
（
64
）

」
と
断
じ
て
い
た
。
竹
島
は
一
九
二
四
年
末
の
第
五
回
内
務
省
社
会
局
補
助
移
民
の
移
民
監
督

と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
渡
航
を
含
め
た
数
度
に
亘
る
南
米
渡
航
の
経
験
に
よ
り
、「
少
く
と
も
南
米
に
於
け
る
南
米
人
が
自
発
的
に
、
心
か

ら
日
本
人
の
排
斥
を
期
念
し
て
居
る
形
跡
は
私
に
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
65
）

」
と
の
印
象
を
語
っ
て
お
り
、
南
米
人
に
人
種
的
偏

見
は
大
体
に
お
い
て
無
い
と
の
判
断
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
南
米
に
お
け
る
「
人
種
的
偏
見
の
気
風
の
稀
薄
さ
」
の
理
由
に
つ

い
て
は
、
①
南
米
人
自
身
が
殆
ど
混
血
人
種
で
あ
る
こ
と
、
②
南
米
に
在
住
す
る
白
人
及
び
現
代
の
南
米
人
を
形
成
す
る
上
で
混
血
の
面

で
寄
与
し
た
白
人
が
人
種
観
念
に
比
較
的
超
然
と
し
た
ラ
テ
ン
人
種
で
あ
る
こ
と
、
③
南
米
諸
国
の
産
業
状
態
が
過
渡
期
で
資
本
、
労
働

力
の
需
要
を
極
度
に
必
要
と
し
、
あ
え
て
外
来
移
民
の
人
種
的
選
択
の
余
裕
が
な
い
こ
と
、
④
外
来
移
民
が
独
立
経
営
を
行
う
場
合
も
、

活
動
の
舞
台
が
広
く
、
相
互
に
衝
突
ま
た
は
競
争
の
必
要
が
生
じ
な
い
こ
と
等
を
列
挙
し
て
い
た
（
66
）

。
但
し
こ
れ
ら
南
米
諸
国
が
積
極
的
に

五
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日
本
移
民
を
歓
迎
す
る
の
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、「
南
米
諸
国
の
如
く
一
般
各
国
移
民
の
誘
入
を
歓
迎
乃
至
保
護
、
奨

励
し
て
居
る
の
を
見
て
、
半
可
通
の
者
は
直
ち
に
此
の
歓
迎
が
日
本
人
に
対
し
て
の
み
の
も
の
で
あ
る
と
速
断
し
て
了
ふ
こ
と
で
あ
る
（
67
）

」

と
竹
島
は
釘
を
刺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
状
況
に
お
い
て
南
米
諸
国
の
中
で
も
ブ
ラ
ジ
ル
は
前
述
の
よ
う
に
日
本
人
移
民
の
残
さ
れ
た
活
路
と
し
て
ほ
ぼ
唯
一
の
地
域
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
人
移
民
観
に
つ
い
て
竹
島
は
次
の
よ
う
な
分
析
を
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
竹
島
か
ら
す
れ

ば
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
と
は
珈
琲
園
経
営
の
た
め
多
く
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
へ
の
移
民
を
指
し
て
い
た
が
、
そ
の
サ
ン
パ

ウ
ロ
州
に
お
け
る
対
日
本
人
（
移
民
）
観
は
概
し
て
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
す
る
。
第
一
に
日
本
人
移
民
は
独
立
精
神
が
旺
盛
で
永
く
珈

琲
園
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
で
寧
ろ
未
開
国
土
の
開
発
の
た
め
の
植
民
と
し
て
入
国
せ
し
め
、
こ
れ
を
奨
励
補
助
す
る
と

い
う
見
方
で
あ
る
。
第
二
に
こ
れ
と
は
全
く
反
対
の
立
場
で
、
同
国
は
産
業
の
開
発
維
持
の
た
め
に
何
国
人
と
雖
も
喜
ん
で
入
国
を
許
す

べ
く
、
従
っ
て
日
本
人
と
雖
も
何
ら
差
別
な
く
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
但
し
植
民
と
し
て
一
地
方
、
殊
に
海
岸
地
帯
に
集
団
的
に
入
植

さ
せ
る
こ
と
は
日
本
人
の
国
民
性
よ
り
見
て
危
険
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
以
上
が
日
本
人
移
民
の
入
植
動
向
に
大
い
な
る
影
響
を

与
え
る
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
内
か
ら
の
見
方
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
第
三
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
外
の
諸
州
か
ら
起
こ
っ
た
人
種
差
別
的
排
日
論
で

あ
っ
た
。
レ
イ
ス
法
案
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
排
日
論
は
ま
だ
ま
だ
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
「
邦
人
の
不
同

化
性
を
指
摘
し
、
風
俗
習
慣
の
極
端
な
る
差
異
を
挙
げ
、
更
に
体
格
、
容
貌
の
醜
劣
な
る
点
を
呼
称
し
て
、
日
本
人
は
『
好
ま
し
か
ら
ざ

る
』
も
の
な
り
（
68
）

」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

竹
島
は
労
働
力
需
要
の
高
さ
、
未
開
発
の
国
土
開
発
の
必
要
性
、
労
働
者
の
統
一
的
勢
力
の
欠
如
と
い
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
現
在
の
状
態

と
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
の
移
植
民
受
入
れ
状
況
が
大
き
く
変
化
し
な
い
限
り
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
外
か
ら
主
に
出
始
め
て
い
る
日
本
人
排
斥
の
理

五
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日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
八
一
）

由
は
薄
弱
で
あ
り
、
悲
観
的
に
な
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
た
（
69
）

。
但
し
米
国
の
新
移
民
法
成
立
に
み
ら
れ
る
日
本
人
排
斥
の
推
移
は
ブ
ラ

ジ
ル
に
お
い
て
ま
だ
勢
力
を
得
て
い
な
い
人
種
差
別
的
な
日
本
人
移
民
観
だ
け
で
は
な
く
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
内
の
珈
琲
農
園
主
や
政
治
家

の
日
本
人
観
に
も
悪
し
き
影
響
を
与
え
る
の
で
は
と
い
う
懸
念
も
払
し
ょ
く
し
切
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
竹
島
は
こ
れ
に
対
す
る
処
方

箋
は
今
後
の
日
本
の
対
移
民
方
針
の
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
た
。
そ
れ
は
排
日
論
者
が
挙
げ
る
日
本
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
疑
念

の
多
く
が
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
と
日
本
移
民
の
入
国
が
自
国
の
開
発
繁
栄
の
た
め
に
資
す
る
こ
と
を
説
得
す
る
こ
と
の
外
に
、

実
際
日
本
移
民
に
よ
る
渡
航
国
発
展
へ
の
貢
献
を
示
す
以
外
に
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
そ
し
て
日
本
人
移
民
の
労
力
に
よ
っ
て
渡

航
先
の
国
土
を
開
発
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
ど
う
し
て
も
移
民
の
「
永
住
」
と
「
同
化
」
が
必
要
条
件
で
あ
る
と
の
結
論

に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
70
）

。
さ
ら
に
移
民
の
経
済
生
活
の
安
定
化
の
た
め
に
は
銀
行
、
農
業
倉
庫
、
各
種
組
合
、
児
童
の
教
育
機
関
、
病
院
、
寺

院
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
た
。
竹
島
か
ら
す
れ
ば
経
済
生
活
と
精
神
生
活
の
安
定
な
く
し
て
移
民
の
永
住
同
化
は
望
み
得

な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
移
民
自
身
の
経
済
生
活
が
安
定
し
て
渡
航
国
へ
の
経
済
的
貢
献
が
可
能
と
な
る
と
い
う
展

望
で
あ
っ
た
。
ま
た
経
済
的
貢
献
（
さ
ら
に
は
文
化
的
方
面
で
の
貢
献
も
）
に
は
移
民
と
同
時
に
母
国
資
本
家
の
活
動
も
必
要
と
さ
れ
る
と
の

見
解
を
示
し
て
い
る
。
欧
米
列
強
が
他
国
に
慈
善
病
院
や
社
会
的
施
設
の
建
設
し
て
来
た
例
を
念
頭
に
竹
島
は
「
我
国
の
現
状
よ
り
推
し

て
国
民
の
海
外
移
住
と
い
ふ
こ
と
が
緊
急
の
要
事
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
此
の
移
民
問
題
を
し
て
有
終
の
美
を
済
さ
し
む
る
た
め
に
は
、

ど
の
点
よ
り
見
て
も
労
力
と
資
本
の
併
進
と
い
ふ
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
切
言
し
た
い
（
71
）

」
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
竹
島
は
海
興
の
社
員
と
し
て
実
際
の
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
に
大
き
く
関
与
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
米
国
排
日
移
民
法
成
立
直
後
の

一
九
二
四
年
後
半
に
お
い
て
「
偏
伯
主
義
」
の
打
破
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
当
時
の
移
民
状
況
が
移
住
地
を
ブ
ラ
ジ
ル
、

ペ
ル
ー
、
或
い
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
現
在
渡
航
の
行
わ
れ
て
い
る
国
に
限
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
と
、
内
務
省
社
会
局
の
ブ
ラ
ジ
ル

五
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移
民
補
助
が
発
表
さ
れ
る
と
ブ
ラ
ジ
ル
以
外
の
方
面
に
渡
航
す
る
移
民
に
対
し
て
従
来
補
助
し
て
い
た
渡
航
手
数
料
、
汽
車
汽
船
賃
、
乗

船
港
滞
在
諸
費
等
の
内
地
経
費
を
再
び
自
己
負
担
と
す
る
か
の
よ
う
な
方
向
性
が
出
て
来
た
こ
と
に
危
惧
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
竹
島

は
「
未
だ
全
く
世
人
の
閑
却
し
て
居
る
方
面
に
好
適
の
移
住
地
が
多
々
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
単
に
南
米
に
於
て
も
コ
ロ

ン
ビ
ア
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
あ
り
、
パ
ラ
グ
ア
イ
あ
り
、
ウ
ル
グ
ア
イ
あ
り
ギ
ア
ナ
あ
り
、
其
他
ア
フ
リ
カ
に
於
て
も
中
米
に
於
て
も

亜
細
亜
の
一
部
に
於
て
も
幾
多
の
絶
好
の
移
住
地
が
あ
る
（
72
）

」
と
移
住
地
の
可
能
性
を
ブ
ラ
ジ
ル
以
外
に
も
広
げ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

す
で
に
竹
島
は
ブ
ラ
ジ
ル
以
外
の
南
米
各
地
に
対
す
る
情
報
、
知
識
等
を
蓄
積
し
移
植
民
関
係
の
諸
雑
誌
に
論
稿
を
発
表
し
て
い
た
。

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
は
後
に
移
植
民
の
先
頭
に
立
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
産
業
に
関
す
る
情
報
を
連
載
で
紹
介
し
て
い
た
し
（
73
）

、
米

国
排
日
移
民
法
が
審
議
さ
れ
て
い
た
一
九
二
四
年
前
半
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
同
様
日
本
人
が
こ
れ
ま
で
殆
ど
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な

い
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
に
つ
い
て
の
論
稿
を
複
数
発
表
し
て
い
た
。
こ
の
中
で
彼
は
外
国
人
に
対
す
る
法
律
、
土
地
所
有
権
、
帰
化
、
鉱
業
特

許
、
移
民
に
対
す
る
待
遇
な
ど
様
々
な
点
で
邦
人
の
発
展
に
は
好
個
の
国
柄
で
あ
る
と
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
並
ん
で
最
も
注
目
す
べ
き
未

開
の
富
源
国
で
あ
る
と
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
を
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
（
74
）

。

竹
島
自
ら
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
入
国
し
て
日
本
人
の
入
植
事
業
に
着
手
し
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
か
ね
て
か
ら
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
へ
の
憧
れ
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
研
究
家
を
自
負
し
て
い
た
（
75
）

こ
と
の
所
産
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
同
時
に
自
ら
が
提
唱
し
て
い
た
日
本
人
移
民
の
ブ
ラ
ジ
ル
以
外
の
南
米
に
お
け
る
入
植
地
の
模
索
を
実
践
し
た
の
で
あ
っ
た
。

竹
島
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
海
興
の
海
外
業
務
代
理
人
と
し
て
現
地
事
務
所
の
運
営
に
従
事
す
る
だ
け
で
な
く
自
身
が
農
場
を
所
有
し
率
先
し

て
開
拓
の
労
働
に
携
わ
っ
た
が
、
日
本
に
お
け
る
移
植
民
論
者
と
し
て
実
際
的
な
範
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
六
六



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
八
三
）

注（
1
） 

『
数
字
で
み
る
日
本
の
100
年
』（
改
訂
第
5
版
）
矢
野
恒
太
記
念
会
、
二
〇
〇
六
年
、
三
六
〜
三
七
頁
。

（
2
） 
若
槻
泰
雄
「
移
民
政
策
百
年
史
」『
歴
史
公
論
』
一
九
七
九
年
一
月
号
、
五
〇
頁
、
原
口
邦
紘
「
移
民
の
歴
史
│
日
本
人
海
外
移
民
の
展
開
」

『
歴
史
と
地
理
』
一
九
九
一
年
六
月
号
、
二
六
〜
二
七
頁
。

（
3
） 

「
日
本
移
民
協
会
設
立
趣
旨
」「
移
民
協
会
は
何
を
す
る
か
」『
日
本
移
民
協
会
報
告
』
第
一
号
、
一
九
一
四
年
一
〇
月
、
一
頁
及
び
三
頁
。

（
4
） 

神
谷
忠
雄
「
世
界
各
地
に
於
け
る
我
移
植
民
の
現
状
及
将
来
」『
日
本
移
民
協
会
報
告
』
第
一
四
号
、
一
九
一
七
年
一
二
月
、
一
三
頁
。

（
5
） 

同
右
、
一
三
〜
一
四
頁
。

（
6
） 

松
田
順
平
「
最
近
の
伯
剌
西
爾
」『
日
本
移
民
協
会
報
告
』
第
一
五
号
、
一
九
一
八
年
六
月
、
二
二
頁
。

（
7
） 

河
田
嗣
郎
『
植
民
地
と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
』
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
三
年
、
二
二
七
頁
。

（
8
） 

同
右
、
二
三
二
頁
。

（
9
） 

同
右
、
二
三
一
〜
二
三
二
頁
。

（
10
） 

同
右
、
二
四
二
頁
。

（
11
） 

竹
島
和
彦
『T

H
A
N
K
S
 F
O
R
 T
H
E
 M
E
R
O
R
Y

│
昭
和
一
桁
族
の
南
米
一
代
記
』
文
芸
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
四
頁
。

（
12
） 

渡
辺
登
「
東
京
外
語
の
同
級
生
」
コ
ロ
ン
ビ
ア
日
系
人
協
会
移
住
50
年
史
編
集
委
員
会
編
『
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
住
史　

五
十
年
の
歩
み
』、

一
九
八
一
年
、
四
三
頁
。

（
13
） 

永
田
稠
『
両
米
三
巡
』
日
本
力
行
会
、
一
九
三
二
年
、
二
七
九
頁
。

（
14
） 

竹
島
和
彦
前
掲
書
、
一
一
五
頁
。

（
15
） 

倉
富
忍
「
竹
島
雄
三
胸
像
除
幕
に
際
し
て
」
前
掲
『
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
住
史　

五
十
年
の
歩
み
』、
一
六
二
頁
。

（
16
） 

藤
本
芳
男
『
知
ら
れ
ざ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
│
新
大
陸
発
見
500
年
の
軌
跡
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
二
一
一
〜
二
一
二
頁
。

（
17
） 

坂
口
満
宏
「
誰
が
移
民
を
送
り
出
し
た
の
か
│
環
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
人
の
国
際
移
動
・
概
観
」『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
二
一
巻
四

号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
五
六
頁
。

五
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
八
四
）

（
18
） 

三
田
千
代
子
「
ブ
ラ
ジ
ル
の
移
民
政
策
と
日
本
移
民
│
米
国
排
日
運
動
の
反
響
の
一
事
例
と
し
て
」
三
輪
公
忠
編
『
日
米
危
機
の
起
源
と
排
日

移
民
法
』
論
創
社
、
一
九
九
七
年
、
四
四
七
頁
。

（
19
） 
原
口
邦
紘
「
一
九
二
四
年
の
移
民
問
題
」
三
輪
同
右
書
、
三
六
頁
。

（
20
） 
藤
本
前
掲
書
、
二
一
二
〜
二
一
三
頁
。

（
21
） 

「
調
査
員
一
行
ノ
哥
倫
比
亜
調
査
旅
行
日
程
」『
移
民
地
事
情　

第
十
四
巻

│
南
米
哥
倫
比
亜
国
移
植
民
事
情
視
察
報
告
』
外
務
省
通
商
局
、

一
九
二
七
年
七
月
、
二
四
五
〜
二
四
七
頁
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
：
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド　

B
100070585600

）。

（
22
） 

同
右
、
二
一
八
〜
二
二
一
頁
。

（
23
） 

同
右
、
二
二
一
〜
二
二
五
頁
。

（
24
） 

『
入
植
30
年
記
念
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
日
本
人
移
民
史
』
パ
ル
ミ
ー
ラ
農
業
日
本
人
会
、
一
九
六
〇
年
、
一
〇
〜
一
一
頁
。

（
25
） 

『
移
民
地
事
情　

第
二
十
巻

│
南
米
哥
倫
比
亜
国
「
カ
ウ
カ
」
原
野
地
方
移
植
民
調
査
報
告
』
外
務
省
通
商
局
、
一
九
二
九
年
四
月
（
ア
ジ

ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
：
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド　

B
100070599200

）
参
照
。

（
26
） 

前
掲
『
入
植
30
年
記
念
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
日
本
人
移
民
史
』、
一
一
〜
一
五
頁
、
富
田
仁
編
『
海
外
交
流
史
事
典
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、

一
九
八
九
年
、
二
一
七
頁
。

（
27
） 

竹
島
雄
三
「
国
際
正
義
観
念
進
化
の
究
極
」『
東
洋
』
一
九
二
二
年
六
月
号
、
四
二
〜
四
三
頁
。

（
28
） 

同
右
、
四
七
頁
。

（
29
） 

念
の
た
め
に
付
言
す
る
が
、
竹
島
雄
三
が
国
家
否
定
、
国
境
撤
廃
等
を
唱
え
る
無
政
府
主
義
者
、
世
界
連
邦
論
者
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い

な
い
こ
と
は
、「
国
際
社
会
の
完
成
は
一
に
国
家
そ
の
も
の
の
完
成
を
先
決
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
而
も
地
理
的
、

歴
史
的
に
各
々
甚
だ
し
き
差
異
で
あ
り
従
っ
て
民
族
精
神
、
乃
至
は
人
種
精
神
に
著
し
き
差
あ
る
各
国
家
は
各
々
そ
の
特
長
を
発
揮
し
て
、
国
際
社

会
に
貢
献
す
べ
き
義
務
あ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
（
同
右
、
四
八
頁
）。

（
30
） 

竹
島
雄
三
「
伝
統
的
植
民
政
策
の
破
綻
」『
東
洋
』
一
九
二
三
年
四
月
号
、
四
一
頁
。

（
31
） 

三
谷
太
一
郎
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ア
メ
リ
カ
」『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
日
米
関
係
』（
日
本
と
ア
メ
リ
カ
│
比
較
文
化
論
2
）
南
雲
堂
、

五
六
八



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
八
五
）

一
九
七
三
年
、
一
四
六
〜
一
四
九
頁
。

（
32
） 

竹
島
雄
三
「
移
民
問
題
管
見
│
移
民
事
業
の
現
況
と
そ
の
将
来
」『
東
洋
』
一
九
二
二
年
一
月
号
、
二
二
頁
。

（
33
） 
竹
島
雄
三
「
民
族
観
念
と
移
民
問
題
」『
植
民
』
一
九
二
二
年
一
二
月
号
、
二
六
〜
二
七
頁
。

（
34
） 
副
島
義
一
「
移
民
政
策
振
興
の
必
要
」『
太
陽
』
一
九
二
二
年
五
月
号
、
三
一
頁
。

（
35
） 

同
右
、
三
〇
頁
。

（
36
） 

前
掲
「
民
族
観
念
と
移
民
問
題
」、
二
九
頁
。

（
37
） 

同
右
、
三
一
頁
。

（
38
） 

若
槻
泰
雄
・
鈴
木
譲
二
『
海
外
移
住
政
策
史
論
』
福
村
出
版
、
一
九
七
五
年
、
一
〇
九
頁
。

（
39
） 

同
右
、
一
一
〇
頁
。

（
40
） 

大
河
平
隆
光
『
明
日
の
満
州
』
大
日
本
法
令
出
版
、
一
九
四
〇
年
、
二
八
〜
二
九
頁
。

（
41
） 

大
河
平
隆
光
『
日
本
移
民
論
』
文
武
堂
、
一
九
〇
五
年
、
二
六
〜
三
三
頁
。

（
42
） 

小
野
一
一
郎
「
日
本
帝
国
主
義
と
移
民
論
│
日
露
戦
争
後
の
移
民
論
」
小
野
一
一
郎
・
行
沢
健
三
・
吉
信
粛
編
『
世
界
経
済
と
帝
国
主
義
』
有

斐
閣
、
一
九
七
三
年
、
三
一
八
頁
。

（
43
） 

前
掲
『
日
本
移
民
論
』、
二
七
四
〜
二
七
八
頁
。

（
44
） 

竹
島
雄
三
「
窘
窮
せ
る
我
移
民
政
策
問
題
」『
東
洋
』
一
九
二
二
年
五
月
号
、
一
七
頁
。

（
45
） 

も
っ
と
も
当
の
大
河
平
自
身
は
京
都
帝
大
卒
業
後
、
軍
政
下
の
満
州
に
渡
り
営
口
軍
政
署
で
の
勤
務
の
後
、
後
藤
新
平
に
招
聘
さ
れ
て
満
鉄
の

奉
天
出
張
所
長
、
公
主
嶺
産
業
試
験
所
主
事
な
ど
を
歴
任
し
た
が
（
前
掲
『
明
日
の
満
州
』、
三
〇
〜
三
二
頁
参
照
）、
当
時
の
関
心
は
主
に
移
植
民

の
た
め
の
植
民
地
と
し
て
で
は
な
く
開
発
植
民
地
な
い
し
は
投
資
植
民
地
と
し
て
の
満
州
に
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
大
河
平
隆
光
『
支
那
の
真

相
』
大
阪
屋
號
書
店
、
一
九
一
七
年
、
四
三
九
〜
四
四
〇
頁
）。

（
46
） 

竹
島
雄
三
「
我
国
人
口
問
題
の
真
相
に
就
て
」『
国
際
知
識
』
一
九
二
五
年
二
月
号
、
五
三
〜
五
四
頁
。

（
47
） 

同
右
、
五
五
頁
。

五
六
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
〇
八
六
）

（
48
） 

同
右
、
五
七
頁
。

（
49
） 

前
掲
「
移
民
問
題
管
見
│
移
民
事
業
の
現
況
と
そ
の
将
来
」、
一
八
〜
一
九
頁
。

（
50
） 
同
右
、
二
〇
頁
及
び
竹
島
雄
三
「
移
民
問
題
管
見
│
移
民
事
業
の
振
興
」『
東
洋
』
一
九
二
三
年
六
月
号
、
二
六
頁
。

（
51
） 
前
掲
「
窘
窮
せ
る
我
移
民
政
策
問
題
」、
一
一
〜
一
六
頁
。

（
52
） 

同
右
、
一
七
頁
。

（
53
） 

前
掲
「
移
民
問
題
管
見
│
移
民
事
業
の
振
興
」、
二
六
〜
二
七
頁
。

（
54
） 

同
右
、
一
七
頁
。

（
55
） 

竹
島
雄
三
「
移
民
問
題
管
見
│
渡
航
費
問
題
の
解
決
」『
東
洋
』
一
九
二
四
年
二
月
号
、
四
八
頁
。

（
56
） 

前
掲
「
窘
窮
せ
る
我
移
民
政
策
問
題
」、
一
二
〜
一
四
頁
。

（
57
） 

竹
島
雄
三
「
移
民
問
題
管
見
│
帝
国
経
済
会
議
と
日
本
移
民
問
題
」『
東
洋
』
一
九
二
四
年
六
月
号
、
四
一
〜
四
三
頁
。

（
58
） 

竹
島
雄
三
「
最
近
の
移
民
問
題
│
労
力
と
資
本
の
併
進
」『
植
民
』
一
九
二
四
年
四
月
号
、
一
五
頁
。

（
59
） 

前
掲
「
移
民
問
題
管
見
│
帝
国
経
済
会
議
と
日
本
移
民
問
題
」、
三
六
〜
三
七
頁
。

（
60
） 

堀
江
帰
一
「
対
米
移
民
問
題
管
見
」『
改
造
』
一
九
二
四
年
五
月
号
、
二
八
頁
。

（
61
） 

支
那
在
勤
帝
国
公
使
館
付
武
官
林
弥
三
吉
「
米
国
排
日
問
題
カ
日
支
関
係
ニ
及
ホ
ス
影
響
ト
帝
国
ノ
将
来
（
支
特
報
第
六
号　

大
正
拾
参
年
四

月
二
五
日
）」『
陸
軍
省　

密
大
日
記
』
大
正
十
三
年
五
冊
ノ
内
第
五
冊
。

（
62
） 

「
米
国
新
移
民
法
ト
帝
国
国
運
ノ
将
来
（
大
正
十
三
年
四
月
）」『
陸
軍
省　

密
大
日
記
』
大
正
十
三
年
五
冊
ノ
内
第
五
冊
。

（
63
） 

竹
島
雄
三
「
移
民
問
題
管
見
│
本
年
度
の
移
民
界
を
回
顧
す
」『
東
洋
』
一
九
二
四
年
一
二
月
号
、
一
三
頁
。

（
64
） 

竹
島
雄
三
「
南
ア
メ
リ
カ
の
人
種
と
移
民
問
題
│
南
米
諸
国
民
は
人
種
平
等
を
理
想
と
し
て
を
る
」『
国
際
知
識
』
一
九
二
六
年
四
月
号
、

五
〇
〜
五
二
頁
、
竹
島
雄
三
「
ブ
ラ
ジ
ル
印
象
記
」『
東
洋
』
一
九
二
六
年
二
月
号
、
三
三
〜
三
六
頁
参
照
。

（
65
） 

同
右
「
南
ア
メ
リ
カ
の
人
種
と
移
民
問
題
」、
五
四
頁
。

（
66
） 

同
右
、
五
六
頁
。

五
七
〇



日
本
人
コ
ロ
ン
ビ
ア
移
民
の
父
・
竹
島
雄
三
の
移
民
論
（
長
谷
川
）

（
一
〇
八
七
）

（
67
） 

竹
島
雄
三
「
排
亜
細
亜
主
義
の
新
趨
勢
│
羅
甸
亜
米
利
加
の
状
勢
に
就
て
」『
国
際
知
識
』
一
九
二
四
年
七
月
号
、
八
六
頁
。

（
68
） 

竹
島
雄
三
「
伯
国
内
に
潜
在
す
る
対
日
感
情
を
考
察
し
て
」『
植
民
』
一
九
二
五
年
一
月
号
、
五
〇
頁
。

（
69
） 
同
右
、
五
二
〜
五
三
頁
。

（
70
） 
前
掲
「
最
近
の
移
民
問
題
│
労
力
と
資
本
の
併
進
」、
一
六
〜
一
七
頁
。

（
71
） 

同
右
、
一
八
頁
。

（
72
） 

前
掲
「
移
民
問
題
管
見
│
本
年
度
の
移
民
界
を
回
顧
す
」、
二
二
頁
。

（
73
） 

竹
島
雄
三
「
西
部
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
産
業
状
態
」『
植
民
』
一
九
二
三
年
五
月
号
〜
七
月
号
。

（
74
） 

竹
島
雄
三
「
邦
人
の
新
発
展
地　

南
米
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
国
」『
植
民
』
一
九
二
四
年
二
月
号
、
六
六
〜
六
九
頁
、
竹
島
雄
三
「
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

の
大
富
源　

オ
リ
ノ
コ
大
河
の
流
域
」『
植
民
』
一
九
二
四
年
四
月
号
、
六
六
〜
七
〇
頁
参
照
。

（
75
） 

同
右
「
邦
人
の
新
発
展
地　

南
米
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
国
」、
六
六
頁
。

五
七
一





改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
（
日
吉
）

（
一
〇
八
九
）

改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察

日　
　

吉　
　

秀　
　

松

は
じ
め
に
：
権
力
の
継
承
と
路
線
の
継
続

ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
南
ア
フ
リ
カ
と
い
うB

R
IC

s

（
工
業
新
興
国
）
の
中
で
は
、
中
国
だ
け
は
、
選
挙
で
は
な
く
、

密
室
で
話
し
合
い
に
よ
っ
て
政
治
権
力
の
移
行
を
決
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
後
継
者
を
決
定
す
る
方
法
は
、
民
主
主
義
国
家
で
は
あ
り
え

な
い
こ
と
だ
が
、
中
国
に
と
っ
て
は
過
去
よ
り
一
定
の
進
歩
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
話
し
合
い
に
よ
る
政
治
権
力
の
移
行
が

な
さ
れ
て
い
る
。

民
主
主
義
国
家
で
は
、
政
治
権
力
の
移
行
は
平
和
な
競
争
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
つ
ま
り
、
選
挙
を
通
じ
て
権
力
の
移
行
を
実
現
す
る

が
、
い
ま
だ
に
選
挙
制
度
が
確
立
し
て
い
な
い
中
国
に
お
い
て
は
、
政
治
権
力
は
あ
る
個
人
、
ま
た
は
集
団
に
専
属
し
、
如
何
に
そ
の
権

力
を
移
行
す
る
か
が
、
常
に
政
局
を
左
右
し
、
政
策
の
連
続
性
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
政
治
権
力

五
七
三
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五
十
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三
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二
〇
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四
年
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一
〇
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〇
）

の
移
行
で
は
前
任
者
の
路
線
が
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
強
く
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
権
力
の
移
行
に
お
い
て
、
権
力
を

継
承
す
る
者
は
最
高
指
導
者
に
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
後
継
者
は
前
任
者
が
施
し
た
路
線
を
継
承
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

前
任
者
の
歴
史
的
な
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
忠
誠
が
後
継
者
と
し
て
の
最
高
な
品
質
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
忠
誠
と
は
、
国
家
や
職
務
へ
の
忠
誠
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
任
者
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の
権
力

移
行
に
お
い
て
は
、
権
力
移
行
の
関
係
者
間
の
信
頼
関
係
が
最
も
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
中
国
の
王
朝
に
お
け
る
権
力
の
移
行
は
、
常
に
血
ま
み
れ
の
争
い
が
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
権
力
を
掌
握
し
た
の
は
一
家
族
で
あ

る
た
め
、
そ
の
権
力
闘
争
は
往
々
に
し
て
一
族
内
部
の
骨
肉
争
い
に
ま
で
広
が
っ
た
。
唐
王
朝
の
李
世
民
の
よ
う
に
、
皇
帝
で
あ
る
父
を

権
力
の
座
か
ら
追
い
出
し
、
後
継
者
の
第
一
候
補
で
あ
っ
た
兄
を
殺
害
し
て
ま
で
権
力
の
移
行
を
強
行
し
た
よ
う
な
事
例
は
決
し
て
珍
し

く
な
か
っ
た
。

一
九
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
武
昌
蜂
起
は
、
辛
亥
革
命
の
発
端
と
な
っ
た
。
こ
の
革
命
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
あ
ま
り
に
続
い
た
封

建
王
朝
は
崩
壊
し
た
が
、
皇
帝
政
治
は
い
ま
だ
巨
大
な
車
の
よ
う
に
、
慣
性
を
帯
び
、
今
日
の
中
国
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
毛
沢

東
や
鄧
小
平
な
ど
が
後
継
者
を
擁
立
し
た
時
の
こ
と
を
考
察
す
る
と
、
中
国
の
政
治
権
力
の
属
性
は
明
ら
か
に
私
物
で
あ
る
と
言
え
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
で
の
権
力
移
行
は
権
力
者
同
士
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
国
民
と
の
関
係
が
殆
ど
な
い
に
等
し
い
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
毛
沢
東
時
代
の
権
力
移
行
を
検
討
し
な
が
ら
、
改
革
開
放
後
の
中
国
に
お
け
る
権
力
移
行
の
変
遷
に
つ
い
て
、
権
力
者
間

の
関
係
、
政
策
理
念
な
ど
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
に
関
し
て
検
証
し
分
析
を
行
っ
た
う
え
で
、
中
国
の
権
力
移
行
の
実
態
お
よ
び
変
遷
を
中

心
に
検
討
を
進
め
る
。　

五
七
四



改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
（
日
吉
）

（
一
〇
九
一
）

一　

中
国
に
お
け
る
権
力
継
承
の
変
遷

毛
沢
東
時
代
と
鄧
小
平
時
代
に
お
け
る
権
力
移
行
の
様
式
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
皇
帝
権
力
の
移
行
に
相
似
し
て
い
る
が
、
毛
沢
東

の
場
合
は
家
族
に
権
力
を
移
行
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
鄧
小
平
の
場
合
は
そ
れ
と
異
な
り
、
自
分
の
路
線
を
継
続
し
て
く
れ
る
家
族
以
外

の
人
間
に
移
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
結
果
を
み
る
と
、
毛
沢
東
の
権
力
移
行
は
最
終
的
に
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
鄧

小
平
は
そ
れ
を
比
較
的
順
調
に
実
現
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
）
毛
沢
東
時
代
の
権
力
移
行

一
九
四
九
年
以
降
、
毛
沢
東
は
建
国
の
父
と
し
て
の
地
位
が
実
質
に
確
立
し
、
社
会
主
義
経
済
体
制
の
確
立
に
と
も
な
い
、
延
安
整
風

運
動
を
通
じ
て
手
に
入
れ
た
党
内
に
お
け
る
最
終
決
定
権

（
1
）

を
国
家
領
域
に
ま
で
広
げ
、
絶
対
的
権
力
を
よ
り
強
化
し
た
。
ま
た
、
マ
ル
ク

ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
と
同
様
、
毛
沢
東
思
想
は
宗
教
的
な
思
想
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
沢
東
思
想
を
中
国
で
の
マ
ル

ク
ス
主
義
に
し
た
。
さ
ら
に
毛
沢
東
は
学
術
的
領
域
の
権
威
を
人
為
的
に
封
じ
込
め
、
個
人
崇
拝
を
お
こ
な
い
、
全
体
主
義
的
な
政
治
体

制
を
構
築
す
る
な
ど
を
通
じ
て
、
個
人
の
権
力
を
強
固
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
は
一
生
を
通
じ
て
権
力
の
強
固
お
よ
び
後
継
者
の

擁
立
に
務
め
た
も
の
の
、
権
力
の
移
行
は
結
果
的
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

建
国
以
降
、
毛
沢
東
は
す
で
に
後
継
者
の
問
題
を
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
自
分
の
息
子
、
毛
岸
英
で
あ
っ
た
。
政
権
を
と
る
た
め
に

は
、
民
衆
を
天
下
を
と
る
功
労
で
も
っ
て
服
従
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

（
2
）

。
つ
ま
り
、
戦
火
の
洗
礼
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
そ
こ
で
毛
沢
東
は
息
子
を
朝
鮮
戦
場
に
送
り
込
ん
だ
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
二
五
日
に
ア
メ
リ
カ
空
軍
の
爆
撃
で
彼
は
死

五
七
五
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（
一
〇
九
二
）

亡
し
た
。
後
継
者
の
擁
立
計
画
は
一
気
に
狂
っ
た
。
そ
の
後
、
毛
沢
東
は
後
継
者
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
熾
烈
な
権
力
闘
争
を
繰
り
広
げ
る

に
至
っ
た
。

毛
沢
東
は
党
内
の
実
力
者
を
粛
清
し
始
め
た
。
最
初
の
犠
牲
者
に
な
っ
た
の
が
、
か
つ
て
延
安
根
拠
地
の
創
始
者
の
一
人
で
、
毛
沢
東

の
側
近
と
視
さ
れ
る
党
中
央
東
北
局
第
一
書
記
、
東
北
政
府
主
席
・
東
北
軍
区
司
令
官
兼
政
治
委
員
を
務
め
た
高
崗
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東

は
高
崗
に
劉
少
奇
の
経
済
政
策
に
政
治
的
な
誤
り
が
あ
る
と
告
げ
、
彼
を
教
唆
し
て
劉
少
奇
を
批
判
し
始
め
た
。
党
内
に
お
い
て
、
ナ
ン

バ
ー
ツ
ー
と
い
う
地
位
に
あ
っ
た
劉
少
奇
は
延
安
整
風
運
動
で
ソ
連
派
を
排
除
す
る
毛
沢
東
に
大
き
な
力
を
貸
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
地

位
は
そ
の
時
か
ら
築
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
党
内
に
お
い
て
は
、
劉
少
奇
が
毛
沢
東
の
後
継
者
と
思
う
人
間
が
圧
倒
的
に

多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
毛
沢
東
が
劉
少
奇
の
地
位
を
揺
る
が
そ
う
と
し
た
。
劉
少
奇
が
周
恩
来
と
手
を
組
ん
だ
こ
と
か
ら
、
毛
沢
東
が
仕

組
ん
だ
こ
の
権
力
闘
争
は
、
思
わ
ぬ
方
向
に
展
開
し
た
。
今
度
は
毛
沢
東
は
態
度
を
一
変
し
て
、
高
崗
を
反
党
分
子
と
し
て
糾
弾
し
た
。

さ
ら
に
、
高
崗
・
饒
漱
石

（
3
）

反
党
集
団
を
作
り
上
げ
て
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
、
高
崗
と
饒
漱
石
は
毛
沢
東
の
権
力
闘

争
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
毛
沢
東
は
劉
少
奇
や
周
恩
来
に
対
し
て
、
批
判
と
抱
き
込
み
と
い
う
ア
メ
と
ム
チ
を
使
い
、

文
化
大
革
命
（
以
下
文
革
と
略
称
）
の
初
期
に
劉
少
奇
を
完
全
に
打
倒
す
る
に
至
っ
た
。
周
恩
来
は
そ
の
後
、
完
全
に
毛
沢
東
に
屈
服
し
、

文
革
期
間
中
、
毛
沢
東
に
献
身
的
に
奉
仕
し
た
。
一
時
期
、
毛
沢
東
の
後
継
者
と
し
て
党
の
規
約
に
も
明
記
さ
れ
た
林
彪
元
帥
が
毛
沢
東

に
批
判
さ
れ
、
家
族
と
一
緒
に
外
国
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
乗
っ
た
飛
行
機
が
モ
ン
ゴ
ル
共
和
国
の
ウ
ン
ド
ゥ
ル
ハ
ー
ン
で
墜
落

し
、
全
員
死
亡
し
た
。
そ
の
事
件
の
処
理
に
周
恩
来
は
全
力
を
尽
く
し
た
。
し
か
し
、
林
彪
事
件
後
、
周
恩
来
が
毛
沢
東
に
よ
っ
て
批
判

さ
れ
、
癌
に
罹
る
が
、
徹
底
的
な
治
療
を
毛
沢
東
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
最
後
に
癌
細
胞
の
全
身
転
移
に
よ
っ
て
死
去
し
た
。
周
恩
来
が

重
病
期
間
中
に
復
活
し
た
鄧
小
平
は
再
び
重
要
な
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
が
、
文
革
に
つ
い
て
の
結
論
を
下
す
よ
う
に
と
の
毛
沢
東
の
指
示

五
七
六



改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
（
日
吉
）

（
一
〇
九
三
）

に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
周
恩
来
死
去
と
同
時
に
二
度
目
の
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
た
。
な
ぜ
、
毛
沢
東
は
次
か
ら
次
へ
と
、
か
つ
て
の
戦

友
や
古
参
革
命
家
な
ど
を
打
倒
し
た
の
か
、
そ
こ
に
は
、
毛
沢
東
の
後
継
者
の
擁
立
計
画
と
の
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
八
年
毛
沢
東
の
主
導
の
下
で
展
開
し
た
躍
進
運
動
に
よ
っ
て
、
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
三
年
、
大
飢
饉
が
起
こ

り
、
約
三
五
〇
〇
萬
人
が
餓
死
す
る
と
い
う
大
惨
事
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
当
時
の
国
防
大
臣
で
あ
る
彭
徳
懐
な
ど
大
勢
の
高
級

幹
部
が
毛
沢
東
の
大
躍
進
運
動
に
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
そ
の
劣
勢
を
挽
回
し
よ
う
と
す
る
毛
沢
東
は
、
ま
た
、
彭
徳
懐
な
ど
を

「
反
党
集
団
」
に
し
て
、
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
全
国
で
展
開
し
た
。
そ
こ
で
、
毛
沢
東
が
強
調
し
た
の
が
「
路
線
闘
争
」
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
権
力
闘
争
＝
路
線
闘
争
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
り
替
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
毛
沢
東
は
権
力
闘
争
を
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義

と
修
正
主
義
、
ま
た
は
社
会
主
義
と
資
本
主
義
の
対
立
で
あ
る
と
決
め
つ
け
た
。
実
際
に
は
い
わ
ゆ
る
「
路
線
闘
争
」
の
非
は
、
す
べ
て

毛
沢
東
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
延
安
時
代
か
ら
建
国
を
経
て
、
死
去
ま
で
、
毛
沢
東
の
生
涯
は
ず
っ
と
権
力
闘
争
の
連
続
で
あ

り
、
と
り
わ
け
後
継
者
の
擁
立
に
懸
命
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
毛
沢
東
の
内
心
で
は
一
体
誰
に
権
力
を
移
行
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
推
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
年
間
の
大

飢
饉
後
の
一
九
六
二
年
、
毛
沢
東
は
保
険
医
で
あ
る
李
志
綏
に
「
い
い
党
員
た
ち
は
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
残
っ
た
連
中
は
そ
ろ
い

も
そ
ろ
っ
て
う
す
の
ろ
だ

（
4
）

」
と
語
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
の
「
い
い
党
員
」
と
は
信
頼
の
で
き
る
人
間
の
こ
と
で
あ
り
、
毛
沢
東
の
後
継
者

に
な
る
資
格
は
そ
の
「
い
い
党
員
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
誰
が
こ
の
「
い
い
党
員
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
か
、
当
然
、
最
高
権

力
者
で
あ
る
毛
沢
東
の
判
断
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
頼
性
と
忠
誠
心
が
、
毛
沢
東
の
後
継
者
に
な
る
唯
一
の
資
格
と
し
て
最
も
重
視

さ
れ
る
条
件
で
あ
る
。
近
年
、
一
部
の
学
者
が
一
時
期
、
鄧
小
平
も
後
継
者
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
主

張
に
は
何
の
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
後
継
者
と
し
て
党
規
約
に
明
記
さ
れ
た
林
彪
も
毛
沢
東
に
追
わ
れ
て
非
業
の
死
を
遂

五
七
七
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げ
た
。
そ
れ
で
は
、
毛
沢
東
に
信
頼
さ
れ
る
人
間
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
毛
沢
東
が
後
継
者
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
他
の
者
な
ら
ぬ
自
分
の

妻
江
青
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
文
革
を
発
動
し
た
目
的
で
あ
る
。
文
革
期
に
お
い
て
は
、
政
敵
に
は
資
本
主
義
の
道
を
歩
む
実
権
者
と
の

レ
ッ
テ
ル
を
張
っ
た
。
当
時
、
資
本
主
義
の
道
を
歩
む
実
権
者
は
人
民
の
敵
を
意
味
し
た
。

文
革
の
目
的
と
は
、
真
の
後
継
者
を
擁
立
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
毛
沢
東
は
各
レ
ベ
ル
の
党
の
組
織
か
ら
権
力
を

奪
回
し
、
さ
ら
に
既
存
の
人
民
解
放
軍
の
ほ
か
に
、
軍
事
組
織
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
文
革
は
政
権
生
命
に
か
か
わ
る
新

た
な
革
命
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
毛
沢
東
は
文
革
を
共
産
革
命
と
並
べ
、
第
二
次
革
命
と
の
位
置
づ
け
を
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
毛
沢

東
の
後
継
者
計
画
は
あ
ま
り
に
も
政
敵
を
作
り
す
ぎ
て
、
江
青
の
最
高
権
力
へ
の
道
を
絶
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
毛
沢
東
が
絶

対
的
な
権
力
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
計
画
や
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
合
法
的
な
手
続
き
」
を
重
視
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、
非
合
法
的
な
計
画
や
目
標
を
合
法
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
毛
沢
東
が
江
青
に
権
力
を
移
行
す
る
た
め
に
、

一
連
の
粛
清
を
通
じ
て
、
中
央
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
過
半
数
を
毛
沢
東
（
江
青
）
派
に
し
た
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る

（
5
）

。
華
国
鋒
な
ど
が
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
を
敢
行
し
な
け
れ
ば
、
逆
に
中
央
委
員
会
全
体
会
議
が
開
か
れ
、
逮
捕
さ
れ
た
の
が
江
青
た
ち

で
は
な
く
、
華
国
鋒
ら
自
身
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
六
年
一
〇
月
六
日
、
華
国
鋒
が
江
青
を
は
じ
め
と
す
る
「
四
人
組
」
を
逮
捕

し
、
毛
沢
東
の
後
継
者
と
自
認
し
、
最
高
指
導
者
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
沢
東
時
代
の
幕
が
閉
じ
ら
れ
た
。

2
）
鄧
小
平
時
代
の
確
立
と
権
力
移
行

①　

鄧
小
平
と
華
国
鋒
の
権
力
闘
争

「
四
人
組
」
の
逮
捕
が
権
力
闘
争
の
結
果
と
一
つ
の
時
代
の
終
結
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
鄧
小
平
の
復
活
は
新
た
な
権
力
闘
争
の
始
ま

五
七
八
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り
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「
四
人
組
」
が
逮
捕
さ
れ
て
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
六
日
に
党
中
央
主
席
、
軍
事
委
員
会
主
席
、
国
務
院
総
理
に
就
任
し
た
華
国
鋒
体

制
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
一
〇
月
一
〇
日
に
鄧
小
平
は
華
国
鋒
に
手
紙
を
送
っ
た
。
手
紙
の
中
で
、
鄧
小
平
は
「
四
人
組
」
逮
捕
を
支
持
し
、

「
政
治
上
、
思
想
上
に
お
い
て
、
華
国
鋒
同
志
が
毛
沢
東
の
後
継
者
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る
も
の
ば
か
り
か
、
年
齢
上
か
ら

も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
指
導
の
安
定
性
が
少
な
く
と
も
一
五
年
間
も
し
く
は
二
〇
年
間
を
保
た
れ
る
。
こ
れ
は
、
全
党
全
軍
全
国
人
民
に
と
っ

て
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
」
と
華
国
鋒
に
強
烈
な
エ
ー
ル
を
送
っ
た

（
6
）

。
半
年
後
の
一
九
七
七
年
四
月
一
〇
日
に
、
鄧
小
平
は
再
び
華

国
鋒
に
手
紙
を
送
り
、
こ
の
手
紙
で
は
、
毛
沢
東
か
ら
の
批
判
を
真
摯
に
受
け
い
れ
る
と
表
明
し
、
再
び
華
国
鋒
を
擁
護
す
る
こ
と
を
強

調
し
、
仕
事
の
復
帰
を
求
め
た

（
7
）

。
華
国
鋒
は
、
鄧
小
平
の
復
帰
に
殆
ど
躊
躇
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
最
近
の
文
献
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
た

（
8
）

。
当
時
の
政
治
的
状
況
を
考
慮
し
て
、
必
要
な
条
件
が
整
っ
て
か
ら
鄧
小
平
の
復
帰
を
図
る
と
い
う
の
が
華
国
鋒
の
意
図
で

あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
江
青
な
ど
を
逮
捕
し
た
行
動
は
あ
く
ま
で
も
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
た
め
、
華
国
鋒
ら
が
毛
沢
東
の
意
志
に

反
し
て
「
四
人
組
」
を
逮
捕
し
、
毛
沢
東
の
後
継
者
と
な
り
、
最
高
の
権
力
座
に
就
く
に
い
た
っ
た
。
た
だ
、
毛
沢
東
の
旗
を
高
く
掲
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
。
華
国
鋒
は
鄧
小
平
の
政
界
復
帰
に
は
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
七

年
七
月
一
七
日
に
正
式
に
政
界
に
復
帰
を
図
っ
た
鄧
小
平
は
「
真
理
を
検
証
す
る
基
準
」
の
討
論
と
民
間
の
体
制
批
判
勢
力
を
利
用
し
、

華
国
鋒
ら
と
対
決
に
転
じ
た
。
こ
の
対
決
は
、
明
ら
か
に
文
革
後
の
権
力
闘
争
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
一
二
月
一
八
日
か
ら
二
二
日
に
か
け
て
開
か
れ
た
中
国
共
産
党
第
一
一
期
三
中
全
会
で
、
鄧
小
平
が
主
導
権
を
握
り
、
改

革
開
放
政
策
を
打
ち
出
し
、
毛
沢
東
が
強
調
し
て
き
た
階
級
闘
争
を
廃
止
し
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
鄧
小
平
は
華
国
鋒
の
「
二
つ
の
す
べ

て
（
9
）

」
を
批
判
し
た
。
実
は
、
一
一
期
三
中
全
会
の
前
に
、
す
な
わ
ち
、
一
一
月
一
〇
日
か
ら
一
二
月
一
三
日
ま
で
に
中
央
拡
大
工
作
会
議

五
七
九
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が
開
催
さ
れ
、
鄧
小
平
陣
営
と
華
国
鋒
陣
営
の
間
で
激
し
い
対
立
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
一
〇
大
冤
罪

（
10
）

の
名
誉
回
復
を
決

定
し
、
党
の
副
主
席
・
汪
東
興
、
党
の
政
治
局
委
員
・
紀
登
奎
、
陳
錫
聯
、
陳
永
貴
、
呉
徳
、
倪
志
福
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
凡
て
派
」
に
は

自
己
批
判
を
さ
せ
た
。
ま
た
、
汪
東
興
が
兼
任
し
て
い
た
中
央
弁
公
庁
主
任
、
八
三
四
一
部
隊
（
中
央
警
護
団
）
司
令
官
、
政
治
委
員
な
ど

の
要
職
を
解
任
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
位
は
姚
依
林
、
楊
勇
、
楊
徳
中
に
担
当
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
首
都
を
防
衛
す
る
重
要
な
任
務
を
担
う

北
京
軍
区
司
令
官
陳
錫
聯
を
更
迭
し
た
。
こ
の
人
事
異
動
は
、
鄧
小
平
派
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
一
手
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
央
弁
公

庁
や
八
三
四
一
部
隊
は
中
共
要
人
の
護
衛
や
中
央
中
枢
部
を
警
護
す
る
任
務
を
遂
行
す
る
最
重
要
な
機
関
で
あ
り
、
汪
東
興
は
長
期
に
わ

た
り
こ
の
要
職
に
留
ま
り
、「
四
人
組
」
を
逮
捕
す
る
作
戦
の
立
役
者
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
機
関
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起

こ
す
能
力
を
持
つ
た
め
に
、
汪
東
興
を
制
し
な
け
れ
ば
、
鄧
小
平
が
華
国
鋒
に
決
定
的
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
陳
雲
が
党
の
副
主
席
に
就
任
し
、
胡
耀
邦
、
鄧
頴
超
（
周
恩
来
夫
人
）、
王
震
三
人
が
政
治
局
に
入
り
し
、
と
り

わ
け
、
胡
耀
邦
は
中
共
中
央
秘
書
長
と
宣
伝
部
長
を
兼
任
し
、
鄧
小
平
に
近
い
宋
任
窮
が
組
織
部
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
国

鋒
の
党
内
基
盤
が
さ
ら
に
弱
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
鄧
小
平
は
民
間
の
体
制
批
判
勢
力
を
抱
き
込
ん
で
、
華
国
鋒
陣
営
へ
の
包
囲
網
を
構
築
し
た
。
一
九
七
八
年
一
一
月
、

天
安
門
事
件
の
名
誉
回
復
で
鼓
舞
さ
れ
、
北
京
、
上
海
、
広
州
、
杭
州
な
ど
二
〇
の
地
域
に
お
け
る
独
立
し
た
民
間
雑
誌

（
11
）

な
ど
は
最
盛
期

を
迎
え
た
。
そ
れ
ら
の
雑
誌
は
印
刷
の
他
に
、
壁
新
聞
と
い
う
形
で
登
場
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
雑
誌
（
壁
新
聞
）
の
内
容
は
多
方
面
に

関
連
し
て
い
た
。「
主
に
①
冤
罪
の
申
し
立
て
、
②
文
化
大
革
命
へ
の
評
価
、
③
民
主
主
義
の
追
求
、
④
毛
沢
東
に
対
す
る
評
価
、
⑤

「
す
べ
て
派
」
を
批
判
、
と
い
っ
た
五
つ
の
側
面
で
あ
る

（
12
）

」。
壁
新
聞
の
中
で
は
最
も
代
表
的
な
の
が
北
京
に
あ
る
「
民
主
の
壁
」
で

あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
急
進
的
な
考
え
方
を
持
つ
の
は
魏
京
生
が
編
集
し
た
『
探
索
』
と
任
畹
町
が
編
集
し
た
『
中
国
人
権
』
の
両

五
八
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雑
誌
で
あ
っ
た

（
13
）

。
壁
新
聞
の
活
躍
に
は
鄧
小
平
の
態
度
と
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
七
八
年
一
一
月
二
六
日
日
本
社
民
党
委

員
長
佐
々
木
良
作
と
会
見
し
た
際
、「
壁
新
聞
に
書
く
の
は
我
が
国
の
憲
法
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
群
衆
が
民
主
主
義
を
発
揚
し
、

壁
新
聞
を
張
り
付
け
る
こ
と
を
否
定
ま
た
は
批
判
す
る
権
利
は
我
々
に
は
な
い
。
群
衆
は
不
満
が
あ
れ
ば
、
そ
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
こ
と
が

で
き
る

（
14
）

」。
鄧
小
平
が
こ
の
よ
う
に
壁
新
聞
を
支
持
し
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
す
べ
て
派
」
と
の
争
う
時
に
、
壁
新
聞
の
内

容
の
一
部
を
民
意
と
し
て
利
用
す
る
価
値
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
壁
新
聞
運
動
の
関
係
者
も
鄧
小
平
の
支
持
を
受
け
て
、
さ
ら
に
大
胆
に

な
り
、
進
ん
で
壁
新
聞
が
活
字
雑
誌
へ
の
転
換
に
発
展
し
、
同
時
に
社
会
活
動
を
進
め
て
い
っ
た
。

ま
た
、
三
中
全
会
が
開
か
れ
る
前
の
一
二
月
一
三
日
、
中
央
工
作
会
議
の
開
幕
で
、
鄧
小
平
が
「
思
想
を
解
放
し
、
実
事
求
是
の
態
度

を
と
り
、
一
致
団
結
し
て
前
向
き
の
姿
勢
を
と
ろ
う
」
と
題
し
て
講
話
を
行
っ
た
。
こ
の
講
話
は
、
三
中
全
会
の
基
調
演
説
と
も
言
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
鄧
小
平
は
こ
の
談
話
の
中
で
、「
民
主
は
思
想
解
放
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
」
と
民
主
主
義
の
重
要
性
を
強
調
し
た

（
15
）

。

い
ま
の
こ
の
時
期
に
は
、
と
り
わ
け
民
主
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
、
民

主
集
中
制
を
真
に
実
行
し
た
こ
と
な
く
、
と
も
す
れ
ば
民
主
か
ら
離
れ
て
集
中
を
論
じ
、
あ
ま
り
に
も
民
主
を
な
お
ざ
り
に
し
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、
大
胆
に
も
の
を
い
う
の
は
、
ま
だ
少
数
の
先
進
分
子
に
限
ら
れ
て
い
る
。
我
々
の
こ
の
会
議
で
は
、
先
進
分
子

が
や
や
多
い
が
、
全
党
、
全
国
か
ら
見
る
と
、
多
く
の
人
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
大
胆
に
も
の
を
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
よ
い
意
見
も
そ
れ

ほ
ど
大
胆
に
は
言
わ
な
い
し
、
よ
く
な
い
人
や
よ
く
な
い
事
柄
に
つ
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
胆
に
は
反
対
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を

変
え
な
け
れ
ば
、
み
な
に
思
想
を
解
放
さ
せ
、
頭
を
働
か
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
で
き
る
わ
け
が
な
い
・
四
つ
の
現
代
化
な
ど
、
や
れ
る

わ
け
が
な
い
。

五
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…
…
憲
法
と
党
規
約
の
規
定
す
る
公
民
の
権
利
、
党
員
の
権
利
、
党
委
員
会
委
員
の
権
利
は
、
断
固
と
し
て
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
何
人
も
こ
れ
を
犯
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
講
話
は
華
国
鋒
か
ら
権
力
を
奪
取
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
鄧
小
平
の
勝
利
宣
言
で
あ
っ
た
。
鄧
小
平
は
民
主
主
義
と
思
想
解
放
を

提
唱
し
、
人
々
の
権
利
の
保
障
を
強
調
し
、
華
国
鋒
ら
の
「
二
つ
の
す
べ
て
」
の
束
縛
か
ら
解
き
放
せ
る
の
は
「
民
主
」
と
「
思
想
解

放
」
で
あ
る
と
示
唆
し
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
権
利
の
保
障
な
ど
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
権
力
基
盤
を
強
固
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
多

く
の
党
内
外
の
支
持
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
講
話
の
核
心
部
分
で
は
、
民
主
主
義
や
思
想
解
放
を
強
調
す
る

こ
と
に
あ
る
が
、
民
主
主
義
の
具
体
的
な
内
容
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
思
想
解
放
も
具
体
化
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
鄧
小
平
が
強

調
す
る
民
主
主
義
や
思
想
解
放
は
絵
に
描
い
た
餅
の
よ
う
で
あ
り
、
の
ち
に
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
台

無
し
に
さ
れ
た
。
鄧
小
平
と
華
国
鋒
の
権
力
闘
争
は
、
民
主
主
義
を
中
国
で
実
現
す
る
た
め
も
の
で
は
な
く
、
文
革
期
に
台
頭
し
た
「
造

反
派
」
で
あ
る
華
国
鋒
が
指
導
者
の
地
位
に
就
い
て
い
る
こ
と
自
体
、
鄧
小
平
と
陳
雲
に
は
容
認
で
き
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た

（
16
）

。

一
九
七
八
年
一
二
月
一
八
日
か
ら
の
一
一
期
三
中
全
会
は
、
鄧
小
平
が
最
高
指
導
者
と
し
て
登
場
す
る
正
式
な
会
議
で
あ
っ
た
。

鄧
小
平
と
華
国
鋒
の
権
力
闘
争
は
、
表
面
上
、
政
治
と
経
済
に
お
け
る
「
路
線
闘
争
」
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
権
力
闘
争
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
断
定
で
き
る
。
こ
こ
で
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
華
国
鋒
な
ど
「
す
べ
て
派
」
が
解
任
さ
れ
て
か
ら
も
一

定
の
待
遇
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
毛
沢
東
と
比
べ
て
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
毛
沢
東
時
代
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
反

対
者
を
「
反
党
分
子
」
と
で
っ
ち
あ
げ
、
ま
た
は
「
路
線
闘
争
」
と
称
し
、
行
動
の
自
由
を
剥
奪
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
、
鄧
小
平
は
そ
の

よ
う
な
名
称
を
用
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
毛
沢
東
の
権
力
闘
争
よ
り
は
鄧
小
平
の
ほ
う
が
比
較
的
穏
便
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
以
来
、

五
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鄧
小
平
が
実
質
上
の
最
高
指
導
者
と
し
て
中
国
に
君
臨
し
た
。
そ
の
間
に
、
鄧
小
平
は
胡
耀
邦
、
趙
紫
陽
を
後
継
者
に
し
た
が
、
鄧
小
平

は
胡
耀
邦
と
の
間
で
は
、「
反
自
由
化
」
を
め
ぐ
り
、
趙
紫
陽
と
の
間
で
は
学
生
運
動
へ
の
対
応
を
め
ぐ
り
、
彼
等
を
相
次
い
で
失
脚
さ

せ
た
。
天
安
門
事
件
で
は
、
鄧
小
平
と
陳
雲
の
意
見
で
も
っ
て
、
上
海
市
党
委
員
会
書
記
で
あ
っ
た
江
沢
民
を
抜
擢
し
、
党
の
総
書
記
に

就
任
さ
せ
、
さ
ら
に
、
鄧
小
平
が
軍
事
委
員
会
主
席
を
辞
任
し
て
、
江
沢
民
に
そ
れ
を
兼
任
さ
せ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
鄧

小
平
は
権
力
闘
争
を
上
層
部
に
限
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

②　
「
反
自
由
化
」
を
め
ぐ
る
鄧
小
平
と
胡
耀
邦
の
対
立

最
高
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
固
め
つ
つ
あ
る
鄧
小
平
は
、
一
九
七
九
年
一
月
二
七
日
の
理
論
務
虚
工
作
会
議
で
自
分
の
後
継
者
と
さ

れ
る
胡
耀
邦
を
通
じ
て
次
の
指
示
を
公
表
し
た

（
17
）

。

一
〇
月
革
命
（
一
九
一
七
年
ロ
シ
ア
革
命
の
こ
と
│
筆
者
注
）
以
来
六
〇
数
年
が
経
っ
た
が
、
民
主
主
義
は
実
行
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

今
年
の
上
半
期
に
世
界
歴
史
の
発
展
と
人
類
社
会
の
趨
勢
か
ら
、
民
主
主
義
の
発
生
と
発
展
問
題
を
明
確
に
説
明
す
る
二
、
三
万
字
の

重
要
な
文
章
を
書
き
、「
五
四
」（
一
九
一
九
年
五
月
四
日
に
起
き
た
「
民
主
」
と
「
科
学
」
を
求
め
る
学
生
運
動
記
念
日
│
筆
者
注
）
の
時
に
発

表
さ
せ
る
。
文
章
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
封
建
専
制
を
打
倒
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
行
な
っ
た
民
主
主
義

政
治
の
レ
ベ
ル
は
、
歴
史
上
に
存
在
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
搾
取
階
級
よ
り
も
高
か
っ
た
と
説
明
し
た
う
え
で
、
我
々
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

民
主
主
義
の
政
治
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
超
え
る
べ
き
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
民
主
主
義
の
良
い
部
分
を
大
い
に
生
か
す
べ
き
で
あ
る

と
強
調
す
る
。

五
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こ
の
よ
う
に
当
時
、
鄧
小
平
は
多
く
の
場
で
民
主
主
義
政
治
を
語
り
、
民
衆
か
ら
高
い
支
持
を
集
め
た
。
鄧
小
平
の
こ
の
指
示
は
、
一

見
中
国
の
政
治
改
革
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
多
く
の
人
々
も
そ
れ
を
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
鄧
小

平
の
政
治
手
腕
に
最
も
早
く
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
は
魏
京
生
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
三
月
二
五
日
、
北
京
の
西
単
の
魏
京
生
が
「
民
主
の

壁
」
に
「
民
主
か
そ
れ
と
も
新
し
い
独
裁
か
」
を
発
表
し
た

（
18
）

。

人
民
は
鄧
小
平
が
独
裁
者
に
変
身
す
る
の
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
行
為
は
、
す
で
に
民
主
的
で
は
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
彼
が
擁
護
す
る
も
の
は
決
し
て
人
民
の
利
益
に
は
な
ら
な
い
。
彼
が
い
ま
や
歩
ん
で
い
る
の
は
、
人
民
を
欺
い
て
信
任
を
得

て
か
ら
、
独
裁
の
道
を
進
む
こ
と
で
あ
る
。

魏
京
生
が
指
摘
し
た
こ
と
は
明
ら
か
に
鄧
小
平
を
怒
ら
せ
、
三
月
二
九
日
に
、
彼
は
「
外
国
人
に
国
家
機
密
を
売
り
渡
し
た
」
と
い
う

容
疑
で
雑
誌
『
探
索
』
の
仲
間
と
一
緒
に
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
後
、
一
五
年
の
禁
固
刑
に
処
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
で
鄧
小
平
は
民
間
の
体
制

批
判
勢
力
と
決
別
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
鄧
小
平
と
民
間
の
体
制
批
判
勢
力
の
間
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
民
間
の

体
制
批
判
勢
力
を
め
ぐ
り
、
鄧
小
平
と
胡
耀
邦
の
間
の
異
な
っ
た
立
場
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

魏
京
生
が
逮
捕
さ
れ
た
翌
日
の
三
月
三
〇
日
、
鄧
小
平
は
理
論
務
虚
工
作
会
議
で
『
四
つ
の
基
本
原
則
を
堅
持
し
よ
う
』
と
題
し
て
演

説
を
行
っ
た
。「
四
つ
の
基
本
原
則
」
と
は
、
共
産
党
指
導
の
堅
持
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
の
堅
持
、
社
会
主
義
道
路
の
堅
持
、
マ

ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
・
毛
沢
東
思
想
の
堅
持
で
あ
る
。
鄧
小
平
は
こ
の
演
説
で
、
次
の
よ
う
に
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
を
強
調
し
た

（
19
）

。

五
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…
…
毛
沢
東
思
想
は
本
来
の
姿
を
と
り
も
ど
し
、
中
国
の
革
命
史
と
世
界
の
革
命
史
に
お
け
る
偉
大
な
革
命
家
と
し
て
、
毛
沢
東
同

志
の
当
然
し
め
る
べ
き
崇
高
な
地
位
は
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
中
央
は
い
ま
な
お
こ
の
四
つ
の
基
本
原
則
の
宣
伝
を
大
い
に
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
い
ま
、

一
方
で
は
、
党
内
の
一
部
の
同
志
が
林
彪
、「
四
人
組
」
の
極
左
思
潮
の
害
毒
に
ま
だ
深
く
染
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
ご
く
少
数
の
者

は
デ
マ
さ
え
ば
ら
ま
い
て
、「
四
人
組
」
粉
砕
後
、
わ
け
て
も
三
中
総
（
三
中
全
会
の
こ
と
│
筆
者
注
）
後
、
中
央
の
実
施
し
た
一
連
の

方
針
と
政
策
を
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
、
毛
沢
東
思
想
に
そ
む
く
も
の
だ
と
攻
撃
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
で

は
、
社
会
の
ご
く
少
数
の
者
が
、
こ
の
四
つ
の
基
本
原
則
を
疑
う
か
、
そ
れ
に
反
対
す
る
思
潮
を
ま
き
ち
ら
し
て
い
る
の
に
、
党
内
の

ご
く
少
数
の
者
は
こ
の
思
潮
の
危
険
性
を
認
め
な
い
ば
か
り
か
、
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
あ
る
程
度
の
指
示
さ
え
与
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
は
党
内
党
外
で
ご
く
少
数
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か
れ
ら
の
役
割
を
軽
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
事
業
に
ゆ
ゆ
し
い
危
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
ば
か
り
か
、
現
に
そ
の
危
害
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
す
で
に
事
実
の
立
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
は
、
…
…
ご
く
少
数
の
者
の
ふ
り
ま
く
党

中
央
誹
謗
の
反
動
的
言
論
に
は
痛
撃
を
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
で
は
、
上
述
の
四
つ
の
基
本
原
則
に
た
い
す
る
懐
疑
的
な
思

潮
と
断
固
闘
争
す
る
こ
と
に
大
き
な
努
力
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
加
者
が
約
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
人
に
も
達
す
る
当
会
議
の
目
的
は
一
層
よ
り
思
想
を
解
放
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
会
場
の
雰
囲
気

は
非
常
に
活
発
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
建
国
以
後
の
歴
史
及
び
諸
事
件
に
つ
い
て
会
議
の
参
加
者
が
自
由
に
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と

り
わ
け
、
毛
沢
東
に
関
す
る
話
題
で
正
負
両
面
か
ら
の
評
価
と
も
許
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
味
わ
え
な
か
っ
た
自
由
の
空
気
が
当
会
議
の

五
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会
場
に
溢
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
鄧
小
平
の
演
説
は
当
会
議
の
参
加
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
会
議
は
、

ポ
ス
ト
毛
沢
東
の
政
治
に
つ
い
て
反
省
す
る
目
的
も
あ
っ
た
が
、
結
局
、
鄧
小
平
が
「
四
つ
の
基
本
原
則
」、
す
な
わ
ち
、「
四
つ
の
す
べ

て
」
が
、
華
国
鋒
の
「
二
つ
の
す
べ
て
」
に
取
っ
て
代
わ
り
、
民
間
の
体
制
批
判
勢
力
を
抑
圧
し
た
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、

鄧
小
平
の
華
国
鋒
の
「
二
つ
の
す
べ
て
」
へ
の
批
判
は
、
最
高
権
力
を
奪
取
す
る
た
め
の
言
い
が
か
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
こ
の
会
議
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
胡
耀
邦
に
鄧
小
平
は
事
前
に
演
説
の
内
容
を
知
ら
せ
な
か
っ
た

（
20
）

。
鄧
小
平
が
胡
耀
邦
に
も

秘
密
に
し
た
理
由
は
、
胡
耀
邦
が
民
間
の
体
制
批
判
勢
力
に
寛
容
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

胡
耀
邦
は
当
初
か
ら
「
民
主
の
壁
」
を
次
の
よ
う
に
肯
定
し
て
い
た

（
21
）

。

過
去
、
一
部
の
指
導
者
が
壁
新
聞
を
利
用
し
て
人
を
叩
き
、
今
回
の
壁
新
聞
は
「
四
五
」
天
安
門
事
件

（
22
）

時
の
壁
新
聞
と
同
様
に
、
人

民
の
内
心
か
ら
の
叫
び
声
で
あ
り
、
人
民
の
新
た
な
目
覚
め
で
あ
る
。

魏
京
生
な
ど
が
逮
捕
さ
れ
た
後
の
四
月
一
〇
日
の
『
人
民
日
報
』
で
は
、
若
者
の
教
育
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
誘
導
を
主
張
し
、
抑
圧

に
反
対
す
る
と
い
う
胡
耀
邦
の
意
見
を
公
表
し
た
。
こ
こ
で
、
胡
耀
邦
は
鄧
小
平
の
意
見
と
食
い
違
っ
た
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
七
九
年
六
月
の
第
五
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
次
会
議
で
、
胡
耀
邦
の
発
言

（
23
）

で
は
明
ら
か
に
鄧
小
平
の
態

度
と
の
違
い
が
鮮
明
に
な
っ
た
。

私
は
一
貫
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
社
会
主
義
制
度
の
下
で
個
人
の
民
主
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
。
皆
が
憲
法
の
保

五
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護
を
受
け
て
最
大
限
の
自
由
を
享
受
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
中
央
工
作
会
議
及
び
今
回
の
全
人
代
会
議
で
、
多
く
の
同
志
は
私

が
中
央
に
隠
れ
て
暗
に
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
に
反
対
す
る
民
主
化
運
動
を
支
持
し
、
無
政
府
主
義
を
助
長
し
た
と
非
難
し
て
い
る
。

私
は
同
志
た
ち
に
は
人
を
捕
ま
え
て
批
判
闘
争
さ
せ
、
人
を
捕
ま
え
て
投
獄
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
忠
告
し
て
お
き
た
い
。

大
胆
に
（
政
府
へ
の
）
批
判
を
行
う
人
は
恐
ら
く
投
獄
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
魏
京
生
が
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
す
で
に

三
か
月
に
な
り
、
い
ま
で
も
反
省
す
る
と
こ
ろ
か
、
い
ま
だ
に
ハ
ン
ス
ト
を
し
て
い
る
し
、
万
が
一
、
彼
が
死
亡
す
る
な
ら
ば
群
衆
の

英
雄
に
な
り
、
人
民
の
英
雄
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
英
雄
は
八
宝
山
（
中
国
共
産
党
高
級
幹
部
の
専
用
墓
地
名
│
筆
者
注
）
に
入
り

た
い
と
い
う
考
え
は
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
胡
耀
邦
は
魏
京
生
な
ど
の
民
間
体
制
批
判
派
へ
の
同
情
心
を
持
ち
、
鄧
小
平
の
や
り
方
に
反
対
し
て
い
た
こ

と
が
明
白
で
あ
る
。
胡
耀
邦
は
こ
の
よ
う
に
大
変
な
勇
気
を
持
っ
て
自
分
の
意
見
を
公
の
場
で
明
ら
か
に
し
た
。
彼
は
共
産
党
内
部
に
お

い
て
は
稀
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
考
え
を
隠
さ
ず
に
堂
々
と
発
言
す
る
姿
勢
は
、
中
国
共
産
党
の
暗

黙
な
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
態
度
を
と
る
胡
耀
邦
に
鄧
小
平
が
当
然
な
警
戒
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
鄧
小
平
と
胡
耀
邦
の
間
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
、
つ
ま
り
「
自
由
化
」
を
め
ぐ
り
さ
ら
な
る
対
立
が
生
じ
て

い
た
。
中
国
で
は
、「
自
由
化
」
と
は
、
政
府
に
異
議
を
唱
え
る
行
為
の
代
名
詞
で
あ
る
。
政
府
は
、「
自
由
化
」
を
反
体
制
と
見
な
し
、

危
険
な
行
為
と
み
て
い
る
。「
自
由
化
」
を
唱
え
る
者
は
当
局
に
要
注
意
人
物
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
反
自
由
化
」
と
は
政
府
に
異

議
を
唱
え
る
人
物
を
抑
制
し
弾
圧
す
る
こ
と
で
あ
る
。

五
八
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一
九
八
三
年
一
〇
月
、
中
国
で
は
、
自
由
主
義
に
反
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
た
。
そ
こ
で
は
、

文
革
後
の
中
国
社
会
か
ら
の
、
変
革
を
強
く
求
め
る
と
と
も
に
、
毛
沢
東
政
治
を
批
判
す
る
た
め
の
人
道
主
義
や
疎
外
論
な
ど
理
論
が
提

唱
さ
れ
始
め
た
。
表
面
上
、「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
主
導
し
た
の
が
毛
沢
東
の
元
秘
書
胡
喬
木
・
政
治
局
委
員
と
劉
少
奇
元

秘
書
鄧
力
群
・
中
央
書
記
処
書
記
二
人
で
あ
っ
た
が
、
裏
に
は
鄧
小
平
の
役
割
が
最
も
大
き
か
っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
毛
沢
東
へ
の
批
判

は
や
が
て
社
会
主
義
制
度
の
否
定
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
実
質
的
に
毛
沢
東

を
防
衛
す
る
政
治
運
動
で
あ
り
、
華
国
鋒
の
「
二
つ
の
す
べ
て
」
と
の
何
の
違
い
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ポ
ス
ト
毛
沢
東
時
代
に
お
い
て
、

中
共
党
内
は
す
で
に
一
枚
岩
で
は
な
く
な
り
、
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
抵
抗
す
る
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
農
業
担
当
副
総

理
で
あ
っ
た
万
里
が
「
農
村
に
お
け
る
反
精
神
汚
染
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
わ
な
い
」
と
明
言
し
、
科
学
技
術
担
当
の
副
総
理
で
あ
っ
た
方

毅
が
「
我
々
科
学
技
術
分
野
も
反
精
神
汚
染
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
わ
な
い
」
と
拒
否
し
た
。
さ
ら
に
、
反
精
神
汚
染
に
つ
い
て
胡
耀
邦
は

「
そ
の
境
界
線
が
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
二
種
類
の
矛
盾
が
混
同
さ
れ
、
知
識
人
の
積
極
性
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
時
々
直
接
に
反
精
神

汚
染
を
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る

（
24
）

」
と
失
脚
後
の
趙
紫
陽
が
指
摘
し
て
い
る
。「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
め
ぐ
り
消
極
的
な
態
度

を
と
っ
た
胡
耀
邦
と
鄧
小
平
と
の
間
に
は
温
度
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
胡
耀
邦
の
態
度
に
敬
意
を
払
う
人
が
少
な
く
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
革
を
経
験
し
、
終
わ
り
な
き
政
治
運
動
に
う
ん
ざ
り
し
た
民
衆
が
「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
に
反
感
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
25
）

。

こ
う
し
た
状
況
を
逆
転
さ
せ
た
の
が
鄧
小
平
で
あ
っ
た
。
同
年
に
鄧
小
平
が
大
掛
か
り
な
治
安
強
化
運
動
、
す
な
わ
ち
、
厳
重
に
迅
速

に
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
政
策
（
通
称
：
厳
打
）
を
実
施
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
鄧
小
平
が
中
国
共
産
党
第
一
二
期
中
央
委
員
会
第
二
次

会
議
で
、「
党
の
組
織
戦
線
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
線
に
お
け
る
切
実
な
任
務
」
と
題
す
る
談
話
を
発
表
し
た
。
こ
の
談
話
は
重
大
な
刑
事

五
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犯
罪
に
徹
底
的
に
打
撃
を
与
え
る
と
強
調
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
線
に
お
い
て
「
精
神
汚
染
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
呼
び
か
け
た

（
26
）

。

理
論
界
や
文
芸
界
に
は
問
題
が
少
な
く
な
い
。
相
当
な
混
乱
が
存
在
し
、
特
に
精
神
汚
染
の
現
象
が
存
在
し
て
い
る
。
…
…
精
神
汚

染
の
本
質
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
お
よ
び
他
の
搾
取
階
級
に
腐
敗
し
た
没
落
的
な
思
想
を
散
布
し
、
社
会
主
義
、
共
産
主
義
事
業
お
よ
び

共
産
党
指
導
へ
の
不
信
感
を
煽
動
す
る
。

…
…
一
部
の
同
志
は
熱
心
に
人
間
の
価
値
、
人
道
主
義
そ
れ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
阻
害
論
に
つ
い
て
論
議
す
る
が
、
彼
ら
の
興
味
は
資

本
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
。

鄧
小
平
の
こ
の
談
話
は
「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
対
し
て
の
態
度
を
鮮
明
に
し
、
胡
喬
木
と
鄧
力
群
な
ど
に
強
い
支
持
を
与

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
道
主
義
を
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
論
と
し
て
全
国
範
囲
で
批
判
さ
れ
、「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
農

村
ま
で
に
拡
大
し
た
。
こ
の
動
き
は
明
ら
か
に
一
一
期
三
中
全
会
で
の
、
今
後
一
切
の
政
治
運
動
を
行
わ
な
い
と
い
う
精
神
に
反
す
る
も

の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
年
、「
反
精
神
汚
染
」
お
よ
び
「
厳
打
」
と
い
う
二
つ
の
政
治
運
動
を
発
動
し
た
。「
厳
打
」
に
つ

い
て
は
こ
れ
が
、
犯
罪
を
撲
滅
す
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
の
で
、
犯
罪
に
憎
む
と
い
う
普
通
の
心
理
働
き
の
せ
い
か
、
学
界
も
あ
ま

り
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
実
は
、「
厳
打
」
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
か
つ
て
毛
沢
東
が
主
導
し
た
「
反
革
命
を
鎮
圧
す
る
」
運
動
に
匹

敵
す
る
政
治
運
動
で
あ
っ
た
。
目
的
も
政
権
を
取
っ
た
後
に
安
定
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鄧
小
平
は
法
治

国
家
の
建
設
を
唱
え
な
が
ら
、
恣
意
に
法
を
踏
み
に
じ
っ
た
。
初
め
て
、
中
国
刑
事
訴
訟
法
を
作
っ
た
の
が
、
一
九
七
九
年
七
月
で
あ
っ

た
。
こ
の
訴
訟
法
を
公
表
し
て
以
降
、
法
を
遵
守
で
き
る
よ
う
に
国
民
に
対
し
て
法
律
教
育
を
行
っ
た
。
し
か
し
、「
厳
打
」
の
法
的
根

五
八
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拠
は
刑
事
訴
訟
法
の
で
は
な
く
、
同
年
七
月
八
日
に
議
決
さ
れ
た
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
の
特
別
規
定
で
あ
っ
た
。
既
存
の
法

律
、
法
治
国
家
を
目
指
す
た
め
に
作
ら
れ
た
法
律
を
無
視
し
て
、
死
刑
を
乱
発
し
、
多
く
の
冤
罪
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
鄧
小

平
の
法
治
国
家
を
目
指
す
こ
と
は
虚
言
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
政
治
体
制
改
革
に
お
い
て
、
鄧
小
平
と
胡
耀
邦
の
考

え
方
が
異
な
り
、
前
者
は
時
折
、
政
敵
の
囲
い
込
み
の
道
具
と
し
て
扱
い
、
後
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
二
者
の
違
い
は
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
趙
紫
陽
は
「
も
し
胡
が
一
九
八
七
年
に
権
力
の
座
を
追
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

中
国
は
急
速
に
民
主
主
義
の
方
向
へ
導
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
た

（
27
）

」。
胡
耀
邦
は
、
文
革
後
に
中
国
の
知
識
人
を
如
何
に
解
放
さ

せ
る
か
に
つ
い
て
常
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
胡
耀
邦
の
意
向
を
受
け
て
、
一
九
八
六
年
四
月
一
二
日
に
中
央
宣
伝
部
長
を
就
任
し
た

朱
厚
澤
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
領
域
に
お
け
る
「
三
寛
」
政
策
、
す
な
わ
ち
、「
寛
容
、
寛
厚
（
寛
大
）、
寛
松
（
緩
和
）」
を
打
ち
出
し
た
。

胡
耀
邦
と
鄧
小
平
の
間
で
は
「
反
精
神
汚
染
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
ほ
か
、
一
九
八
六
年
の
「
反
自
由
化
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
め
ぐ
り
、

そ
の
意
見
対
立
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。「
反
精
神
汚
染
」
も
「
反
自
由
化
」
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
領
域
に
お
け
る
政
治
運
動
で
あ
っ
た
。

一
九
八
六
年
の
「
反
自
由
化
」
の
場
合
は
主
に
、
胡
耀
邦
に
む
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
反
自
由
化
」
の
前
の
一
九
八
五
年
に
胡
耀
邦
に
近
い
地
方
改
革
派
旗
手
と
も
言
わ
れ
て
い
る
海
南
特
別
行
政
区
（
現
海
南
省
）
長
官
雷

宇
や
福
建
省
党
委
員
会
書
記
項
南
は
そ
れ
ぞ
れ
自
動
車
密
輸
入
事
件
と
晋
江
偽
薬
事
件
で
責
任
を
問
わ
れ
て
解
任
さ
れ
た
。「
実
際
に
雷

宇
お
よ
び
項
南
の
失
脚
に
よ
っ
て
胡
耀
邦
へ
の
包
囲
網
が
強
ま
っ
た

（
28
）

」。

八
六
年
に
鄧
小
平
は
胡
耀
邦
に
一
三
期
党
大
会
で
党
総
書
記
か
ら
引
退
す
る
よ
う
に
と
勧
告
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
、
そ
の
話
を
す

る
と
き
に
胡
耀
邦
に
あ
る
意
図
を
隠
す
た
め
、
自
分
も
他
の
長
老
た
ち
も
引
退
す
る
と
鄧
小
平
が
補
足
す
る
か
の
よ
う
に
付
け
加
え
た

（
29
）

。

こ
れ
は
鄧
小
平
が
年
齢
の
関
係
か
ら
引
退
す
る
と
い
う
意
志
で
は
な
く
、
胡
耀
邦
を
下
ろ
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
真
意
の

五
九
〇
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知
ら
な
か
っ
た
胡
耀
邦
は
鄧
小
平
の
意
見
に
賛
成
し
た
。

胡
耀
邦
に
辞
職
を
迫
ま
っ
た
真
の
理
由
は
、「
鄧
小
平
の
引
退
に
賛
成
し
た
こ
と
に
あ
っ
た

（
30
）

」。
独
裁
者
が
引
退
す
る
こ
と
を
口
に
す
る

目
的
は
た
だ
一
つ
だ
け
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
人
々
の
忠
誠
心
を
試
す
た
め
で
あ
り
、
決
し
て
引
退
す
る
こ
と
は
な
い
。
独
裁
者
鄧
小
平

の
発
言
を
疑
い
も
な
く
信
じ
込
ん
だ
胡
耀
邦
は
こ
の
面
に
お
い
て
は
、
非
常
に
「
純
真
」
で
あ
り
、「
幼
稚
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
八
六
年
五
月
四
日
に
、
四
川
省
党
政
軍
古
参
幹
部
大
会
で
「
幹
部
引
退
の
制
度
化
」
と
題
し
て
演
説
を
行
っ
た

（
31
）

。

来
年
、
わ
が
党
の
第
一
三
期
全
国
代
表
大
会
が
開
か
れ
る
。
我
々
は
こ
の
大
会
で
、
指
導
者
の
若
返
り
を
実
現
す
る
よ
う
に
決
心
し

て
い
る
。
…
…
引
退
制
度
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
央
委
員
は
六
〇
才
に
な
る
と
引
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
私
は
七
〇

才
に
な
っ
た
。
引
退
す
べ
き
年
は
や
っ
て
き
た
。
八
〇
才
を
超
え
た
古
参
同
志
は
さ
ら
に
引
退
す
る
べ
き
で
あ
る
。
全
体
の
利
益
を
考

え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
で
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
年
で
は
、
鄧
小
平
が
す
で
に
八
一
才
で
あ
っ
た
。
胡
耀
邦
の
こ
の
発
言
は
鄧
小
平
の
引
退
へ
の
催
促
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
保
守
派
の
王
震
な
ど
は
強
く
反
発
し
、
胡
耀
邦
の
発
言
に
鄧
小
平
の
前
に
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

誰
か
あ
な
た
（
鄧
小
平
）
を
引
退
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
は
彼
を
先
に
失
脚
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
ど
の
よ
う
に
総

書
記
に
な
っ
た
の
か
。
彼
を
抜
擢
し
た
の
は
あ
な
た
で
あ
っ
た
。
我
々
は
権
力
問
題
に
は
謙
虚
に
な
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
た
め
ら
う
必

要
も
な
い
。

五
九
一
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な
ぜ
、
胡
耀
邦
の
鄧
小
平
の
引
退
に
賛
成
す
る
行
動
に
多
く
の
古
参
幹
部
た
ち
の
反
発
を
招
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
多
く
の
古
参
幹
部

が
文
革
後
に
権
力
の
座
に
復
帰
し
た
ば
か
り
で
、
是
か
非
で
も
引
退
し
た
く
な
く
、
も
し
、
鄧
小
平
が
引
退
す
る
な
ら
、
彼
ら
も
引
退
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
参
幹
部
は
鄧
小
平
の
引
退
に
反
対
す
る
よ
り
も
自
分
た
ち
が
引
退
し
た
く
な
か
っ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
幹
部
の
引
退
制
度
を
め
ぐ
り
、
胡
耀
邦
と
多
数
の
古
参
幹
部
の
間
の
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
、
党
内
の

反
胡
耀
邦
勢
力
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
た
。

八
六
年
九
月
か
ら
一
一
月
ま
で
に
、
鄧
小
平
が
外
国
の
要
人
と
接
見
す
る
際
に
、
最
も
頻
繁
に
強
調
し
て
い
た
の
は
政
治
体
制
改
革
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
期
間
に
お
い
て
の
、
鄧
小
平
の
反
自
由
化
の
態
度
も
鮮
明
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
六
年
九
月

二
八
日
、
中
共
第
一
二
期
六
中
全
会
で
胡
耀
邦
が
主
宰
し
た
「
社
会
主
義
精
神
文
明
の
建
設
に
関
す
る
決
議
」
の
草
案
で
は
「
反
自
由

化
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
政
治
体
制
改
革
を
念
頭
に
お
い
て
西
洋
の
民
主
主
義
や
自
由
主
義
な
ど
の
価
値
観
が
強
調
さ
れ
て
い
た

（
32
）

。

人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
新
興
資
産
階
級
と
労
働
者
階
級
が
封
建
独
裁
政
治
に
対
す
る
闘
争
を
続
け
る
な
か
で
、
民
主
、
自
由
、
平

等
、
友
愛
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
人
間
精
神
は
大
い
に
解
放
さ
れ
た
。
社
会
主
義
の
発
展
の
過
程
で
得
ら
れ
た
も
っ

と
も
重
要
な
（
負
の
）
教
訓
は
第
一
に
、
経
済
建
設
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
真
の
民
主
政
治
を
確
立
し
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
一
一
期
三
中
全
会
以
後
、
わ
が
党
は
こ
う
強
調
し
て
き
た
。
民
主
な
く
し
て
社
会
主
義
的
近
代
化
は
あ
り
え
な
い
。
い
ま
や

党
及
び
国
政
の
民
主
化
を
本
格
的
に
推
進
す
る
準
備
で
き
て
い
る
、
と
。
最
近
、
党
中
央
は
政
治
体
制
改
革
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ

の
目
的
は
、
社
会
主
義
的
民
主
主
義
を
拡
大
し
、
社
会
主
義
法
制
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。

五
九
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会
議
で
は
、「
反
自
由
化
」
を
め
ぐ
り
、
激
し
い
対
立
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
会
議
の
閉
幕
式
に
お
い
て
、
元
中
央
宣
伝
部
長
陸
定

一
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
自
由
化
に
反
対
せ
よ
」
と
い
う
文
句
が
『
社
会
主
義
精
神
文
明
の
建
設
に
関
す
る
決
議
』
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ

と
に
強
く
反
対
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
胡
耀
邦
も
賛
成
の
立
場
を
取
っ
た
。
そ
こ
で
、
鄧
小
平
は
閉
会
式
で
談
話
を
発
表
し
再
び
「
反

自
由
化
」
を
強
調
し
た

（
33
）

。

自
由
化
自
体
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
や
社
会
主
義
に
は
自
由
化
と
い
う
も
の
が
な
い
。
自
由
化
自
体

は
現
行
政
策
や
制
度
に
相
反
す
る
。
…
…
、
自
由
化
を
行
う
こ
と
は
我
々
を
資
本
主
義
路
線
へ
と
誘
導
す
る
か
ら
、
我
々
は
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
自
由
化
に
反
対
せ
よ
」
と
主
張
す
る
。（
自
由
化
と
い
う
言
葉
は
）
ど
こ
で
使
用
さ
れ
た
か
、
そ
れ
は
全
く
重
要
で
は
な
い
。

現
実
の
政
治
が
我
々
に
こ
の
（「
反
自
由
化
」
と
い
う
）
言
葉
を
決
議
に
入
れ
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
。
私
が
そ
れ
を
使
用
す
る
よ
う
と

主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
化
に
反
対
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
今
回
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一
〇
年
二
〇
年
後
で
も
強
調

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鄧
小
平
の
「
反
自
由
化
」
談
話
で
は
、
陸
定
一
の
意
見
に
反
対
す
る
考
え
を
示
し
た
う
え
で
胡
耀
邦
を
批
判
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。「
な
ぜ
な
ら
、
陸
の
演
説
が
胡
の
考
え
を
代
弁
し
て
い
る
こ
と
を
鄧
は
知
っ
て
い
た
か
ら
だ

（
34
）

」。
鄧
小
平
は
胡
耀
邦
を
は
じ
め
と
す
る

党
内
の
開
明
派
を
批
判
し
、
西
洋
の
価
値
観
と
妥
協
し
な
い
姿
勢
を
示
し
、
胡
耀
邦
と
決
裂
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
鄧
小
平
は
胡
耀

邦
の
「
反
」
自
由
化
」
へ
の
態
度
に
前
か
ら
不
満
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
趙
紫
陽
の
話
に
よ
る
と
、「
鄧
小
平
の
頭
に
は
、
胡

耀
邦
が
文
学
・
芸
術
分
野
の
人
々
を
刺
激
し
て
、
自
分
の
反
精
神
汚
染
運
動
に
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
よ
う
仕
向
け
た
、
と
い
う
印
象
が

五
九
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残
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
鄧
は
一
度
な
ら
ず
胡
啓
立
と
喬
石
に
、
胡
耀
邦
に
も
っ
と
反
自
由
化
を
訴
え
る
よ
う
伝
え
て
く
れ
と
頼
ん
だ
の

だ
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
、
か
な
り
厳
し
い
言
葉
だ
っ
た
。
一
部
の
者
が
胡
耀
邦
の
名
を
借
り
て
中
国
の
内
外
政
策
に
反
対
を
唱
え
て
い

る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、『
胡
耀
邦
の
名
を
使
っ
て
鄧
小
平
に
反
抗
し
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
だ

（
35
）

」。
し
か
し
、「
反
自
由
化
」
へ
の
消
極
的

な
態
度
を
と
っ
た
胡
耀
邦
は
鄧
小
平
の
警
告
を
真
剣
に
受
け
止
め
な
か
っ
た

（
36
）

。
し
た
が
っ
て
、
鄧
小
平
の
「
反
自
由
化
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

の
目
的
は
、
胡
耀
邦
を
批
判
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
、
鄧
小
平
の
政
治
体
制
改
革
の
中
身
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
趙
紫
陽
は
鄧
小
平
の
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た

（
37
）

。

鄧
は
既
存
の
政
治
体
制
に
多
少
の
不
満
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
本
心
か
ら
政
治
体
制
改
革
が
必
要
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、
鄧
の

考
え
る
政
治
改
革
は
、
政
治
の
近
代
化
や
民
主
化
で
は
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
一
種
の
行
政
改
革
で
あ
り
、
…
…
共
産
党
の

一
党
支
配
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
鄧
の
考
え
る
改
革
の
前
提
条
件
だ
っ
た
。

ま
さ
に
、
趙
紫
陽
の
い
う
通
り
、
鄧
小
平
の
政
治
体
制
改
革
に
は
共
産
党
の
独
裁
を
維
持
す
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
す
る
た
め
、
政
治

体
制
改
革
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
反
自
由
化
」
も
一
党
独
裁
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
鄧
小
平
に
批
判
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
「
自
由
化
思
想
」
と
は
、
民
主
化
を
求
め
る
声
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鄧
小
平
は
本
当
の
政
治
改
革
の
実
行
を
考
え
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
改
革
の
枠
組
み
は
鄧
小
平
に
決
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
政
治
体
制
改
革
は
そ
の
枠
組
み
の

中
で
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
鄧
の
頭
の
な
か
で
は
、
政
治
改
革
は
『
四
つ
の
基
本
原
則
の
堅
持
』
や
『
反
自
由
化
』

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
存
可
能
な
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
政
治
改
革
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
同
じ
時
期
に
、
あ
る
い
は

五
九
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同
じ
演
説
の
な
か
で
さ
え
、『
反
自
由
化
』、『
人
民
民
主
独
裁
の
強
化
』
な
ど
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る

（
38
）

」
と
趙
紫
陽
が
明
ら
か
に
し
た
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
指
向
の
強
い
鄧
小
平
に
と
っ
て
は
、
矛
盾
の
満
ち
た
も
の
を
一
つ
の
も
の
に
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
の
中
国

に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
対
立
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
主
義
市
場
経
済
と
い
う
言
葉
が
象

徴
的
で
あ
る
。
社
会
主
義
と
市
場
経
済
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
鄧
小
平
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
無
理
や
り
に
結
び
付

け
る
こ
と
が
で
き
た
。「
四
つ
の
基
本
的
原
則
」
と
政
治
体
制
改
革
の
矛
盾
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
「
鄧
は
、
西
洋
諸
国
の
よ
う
な
複
数
政
党
制
、
三
権
分
立
、
議
会
制
度
に
は
と
く
に
反
対
し
て
お
り
、

絶
対
に
認
め
な
か
っ
た
。
政
治
改
革
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
西
洋
の
政
治
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
反
対
す
る
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
』
の
第
一
要
素
だ
っ
た
か
ら
だ

（
39
）

」。
し
た
が
っ
て
、「
自
由

化
」
と
は
西
洋
の
政
治
制
度
の
採
用
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
都
合
に
よ
っ
て
、
矛
盾
し
た
も
の
を

一
緒
に
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
緒
に
し
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
、「
反
自
由
化
」
を
よ
く
強
調
す
る
一
方
、
鄧
小
平
は
政
治
体
制
改
革
を
最
も
多
く
語
る
時
期
で
あ
り
、
同
年
九
月
、
政

治
体
制
改
革
の
計
画
を
立
て
る
任
務
を
当
時
の
国
務
院
総
理
・
趙
紫
陽
に
託
し
た
。
本
来
、「
政
治
体
制
改
革
は
党
と
国
家
の
政
治
制

度
・
体
制
の
全
局
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
党
中
央
総
書
記
で
あ
る
胡
耀
邦
が
主
宰
す
べ
き
で
あ
る

（
40
）

」。
こ
の
決
定
は
、
あ
く
ま
で
も
鄧
小

平
個
人
が
決
め
た
こ
と
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
憶
測
が
あ
っ
た
が
、「
や
が
て
開
か
れ
る
党
の
一
三
期
大
会
で
中
央
の
人
事
配
置
が
重
大

な
変
化
を
出
現
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た

（
41
）

」
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
人
事
の
変
化
と
は
胡
耀
邦
の
進
退
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

同
年
、
民
主
化
を
求
め
る
学
生
運
動
が
起
こ
り
、
一
部
の
知
識
人
も
中
国
政
府
に
政
治
体
制
改
革
を
求
め
た
。
と
り
わ
け
元
中
国
科
学

技
術
大
学
副
学
長
、
中
国
の
サ
ハ
ロ
フ
と
い
わ
れ
る
方
励
之
は
鄧
小
平
に
魏
京
生
な
ど
の
政
治
犯
を
釈
放
す
る
よ
う
に
公
開
の
書
簡
を
送
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付
し
た
。
そ
れ
に
同
調
し
て
、
中
国
各
地
の
知
識
人
が
中
心
に
な
り
書
名
運
動
が
始
め
ら
れ
た
。
政
治
犯
の
釈
放
を
求
め
る
署
名
運
動
は

一
九
四
九
年
一
〇
月
以
来
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
運
動
が
起
き
た
責
任
は
す
べ
て
胡
耀
邦
に
あ
る
と
鄧
小
平
が
断
じ
た

（
42
）

。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
月
四
日
、
鄧
小
平
の
自
宅
で
小
範
囲
の
会
議
を
開
き
、
胡
耀
邦
の
辞
表
を
受
理
し
た

（
43
）

。
こ
れ
で
、
ポ
ス
ト
毛
沢
東
の

中
国
社
会
の
発
展
方
向
を
め
ぐ
る
鄧
小
平
と
胡
耀
邦
の
間
の
対
立
は
、
胡
耀
邦
の
失
脚
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
た
。
ま
た
、
同
時
に
中
国
に

お
け
る
民
主
化
改
革
の
機
会
を
逸
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
鄧
小
平
と
胡
耀
邦
の
対
立
は
中
国
社
会
に
お
け
る
改
革
の
困
難
さ
を
物
語
り
、
毛
沢
東
政
治
へ
の
反
省
な
い
し
否
定
に
一

部
の
有
力
者
の
既
得
利
益
が
触
れ
る
た
め
、
い
ま
だ
に
毛
沢
東
政
治
へ
の
反
省
は
な
か
な
か
許
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
原
因
は
鄧

小
平
の
「
四
つ
の
基
本
的
原
則
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③　

鄧
小
平
と
趙
紫
陽
の
相
克

上
述
し
た
よ
う
に
胡
耀
邦
総
書
記
が
失
脚
さ
せ
ら
れ
、
趙
紫
陽
が
そ
の
後
任
と
し
て
代
理
総
書
記
（
一
三
期
党
大
会
で
追
認
さ
れ
、
総
書

記
に
な
っ
た
）
に
任
命
さ
れ
た
。
党
の
総
書
記
と
し
て
の
趙
紫
陽
は
鄧
小
平
か
ら
政
治
改
革
計
画
を
立
て
る
よ
う
と
指
示
を
う
け
、
在
任

約
二
年
間
の
間
に
、
政
治
体
制
改
革
の
た
め
の
研
究
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
各
機
関
か
ら
選
抜
さ
れ
て
き
た
三
七
名
の
若
手
研
究
者
は

研
究
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
か
れ
ら
に
よ
る
政
治
体
制
改
革
に
つ
い
て
活
発
な
論
議
を
行
な
わ
れ
た
。
論
議
さ
れ
た
主
な
テ
ー

マ
は

（
44
）

①
民
主
党
派
を
政
党
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
②
政
党
法
の
制
定
、
③
三
権
分
立
は
避
け
ら
れ
な
い
問
題
、
④
反
自
由
化
は
政
治
体
制

改
革
を
否
定
、
⑤
鄧
小
平
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
ワ
シ
ン
ト
ン
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
議
論
の
内
容
を
考
察
す
る
と
、

鄧
小
平
の
考
え
方
と
は
随
分
異
な
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
て
、
決
し
て
鄧
小
平
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

五
九
六



改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
（
日
吉
）

（
一
一
一
三
）

る
。「
四
つ
の
基
本
的
原
則
」
や
「
反
自
由
化
」
は
、
い
つ
も
政
治
体
制
改
革
に
大
き
な
支
障
と
な
る
。
鄧
小
平
に
と
っ
て
の
政
治
体
制

改
革
の
意
味
は
、「
党
と
政
府
の
職
責
分
離
」
と
「
共
産
党
内
の
人
事
改
革
、
つ
ま
り
、
幹
部
の
引
退
制
度
の
創
立

（
45
）

」
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。「
鄧
は
、
少
数
の
者
に
権
力
が
集
中
す
る
社
会
主
義
国
の
政
治
体
制
を
ひ
じ
ょ
う
に
高
く
評
価
し
、
た
い
そ
う
気
に
入
っ
て
い
た
。

抑
制
と
均
衡
に
よ
っ
て
権
力
が
分
散
し
た
体
制
を
嫌
悪
し
て
い
た

（
46
）

」。
し
た
が
っ
て
、
鄧
小
平
の
描
い
た
改
革
像
に
則
っ
て
実
行
し
な
く

て
は
い
け
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
趙
紫
陽
も
胡
耀
邦
と
同
様
な
問
題
に
直
面
す
る
。
つ
ま
り
、
鄧
小

平
と
の
直
接
対
決
を
如
何
に
回
避
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

趙
紫
陽
が
最
初
に
や
り
遂
げ
た
仕
事
と
は
、「
反
自
由
化
運
動
の
沈
静
化
を
図
り
、
…
…
運
動
に
よ
る
被
害
者
の
数
を
最
小
限
に
と
ど

め
よ
う
と
努
力
し
、
改
革
開
放
を
積
極
的
に
擁
護
し
た

（
47
）

」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
趙
紫
陽
は
「
反
自
由
化
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
抑
制
す

る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
発
展
方
向
な
ど
に
つ
い
て
、
鄧
小
平
と
比
較
し
て
、
趙
紫
陽
は
次
の
よ
う
な
異
な
る
考
え
方
を
も
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ

ろ
う
。

趙
紫
陽
は
社
会
の
協
商
制
度
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
重
大
な
政
策
決
定
を
民
衆
に
し
ら
せ
、

民
衆
の
知
る
権
利
を
保
障
す
る
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
情
報
公
開
で
あ
る
。
情
報
公
開
が
着
実
に
実
行
さ
れ
た
と
す
れ
ば
中

国
に
と
っ
て
大
き
な
進
歩
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
情
報
公
開
の
実
施
は
報
道
の
自
由
や
出
版
の
自
由
に
繋
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

ま
た
、
趙
紫
陽
は
多
党
制
を
視
野
に
中
国
の
未
来
像
を
描
い
て
い
る
。
趙
紫
陽
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
中
国
の
八
つ
の
民
主
党
派
を
如
何

に
新
政
党
に
変
身
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る

（
48
）

。
趙
紫
陽
自
身
も
中
共
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
で
、
世
界
の
潮
流
は
民
主
主
義

で
あ
る
と
明
言
し
、
常
務
委
員
会
で
も
そ
れ
を
論
議
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
さ
ら
に
、「
四
つ
の
基
本
的
原
則
」
の
枠
内
で
多
党
間
の

五
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協
力
も
積
極
的
に
行
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る

（
49
）

。

第
三
、
趙
紫
陽
は
、
社
会
主
義
国
家
に
お
け
る
政
治
改
革
の
経
験
を
重
視
す
る
一
方
、
西
側
の
政
治
体
制
も
重
視
し
、「
三
権
分
立
」

を
肯
定
す
る
態
度
を
取
っ
て
い
る

（
50
）

。

第
四
、
趙
紫
陽
は
選
挙
の
角
度
か
ら
民
主
主
義
を
考
察
し
、
中
国
の
民
主
主
義
は
本
物
と
は
言
い
難
い
と
明
言
し
た
。
そ
の
た
め
、
中

国
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
趙
紫
陽
は
「
我
々
は
民
主
主
義
と
い
う
問
題
で
、
黙
っ
て
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
宣
伝
の
際
に
、
集
中
制
を

大
い
に
宣
伝
し
、
…
…
人
々
に
よ
り
多
く
の
自
由
を
与
え
、
…
…
市
民
権
の
保
障
問
題
に
つ
い
て
も
よ
く
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
力

説
し
た

（
51
）

。

上
述
し
た
よ
う
に
趙
紫
陽
は
地
位
の
高
い
政
治
家
と
し
て
、「
三
権
分
立
」
や
「
選
挙
」
や
「
自
由
民
主
主
義
」
な
ど
に
つ
い
て
賛
成

の
立
場
か
ら
論
述
し
て
い
る
。
鄧
小
平
の
政
治
的
な
理
念
と
違
う
も
の
を
は
っ
き
り
と
示
す
勇
気
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
独
特
な
政
治
理
念
を
も
っ
た
た
め
、
一
九
八
九
年
の
学
生
運
動
へ
の
対
応
方
法
を
め
ぐ
り
、
鄧
小
平
な
ど
弾
圧
派
と
対
立
し
た

こ
と
も
あ
る
種
自
然
の
流
れ
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
趙
紫
陽
が
持
つ
政
治
理
念
は
鄧
小
平
に
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、

趙
紫
陽
の
政
治
体
制
改
革
は
鄧
小
平
の
下
で
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
安
門
事
件
後
に
、
趙
紫
陽
は
す
べ
て

の
職
が
解
か
れ
、
亡
く
な
る
ま
で
自
宅
に
軟
禁
さ
れ
た
。

二　

権
威
な
き
時
代
の
権
力
闘
争

ポ
ス
ト
鄧
小
平
時
代
、
学
生
運
動
を
鎮
圧
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
趙
紫
陽
の
失
脚
に
よ
っ
て
、
鄧
小
平
が
当
時
上
海
市
党
委
員
会
書
記

五
九
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）

江
沢
民
を
後
継
者
に
し
た
。
カ
リ
ス
マ
性
の
な
い
江
沢
民
の
地
位
は
一
部
長
老
の
健
康
状
態
と
結
び
つ
き
を
持
ち
、
そ
の
下
で
仕
事
を
遂

行
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
権
威
を
樹
立
す
る
た
め
、
権
力
闘
争
は
よ
り
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
。
鄧
小
平
以
後
の
江
沢
民
、
胡
錦
濤

そ
れ
か
ら
習
近
平
の
各
世
代
に
お
い
て
、
必
ず
権
力
闘
争
が
起
き
る
。

鄧
小
平
は
江
沢
民
が
経
済
改
革
に
熱
意
を
示
さ
な
い
こ
と
に
苛
立
ち
、
一
九
九
二
年
一
月
一
九
日
、
深
圳
を
視
察
し
た
際
、
一
連
の
講

話
で
、
指
導
部
に
改
革
を
促
し
、「
改
革
開
放
は
大
き
な
潮
流
で
あ
り
、
全
党
全
国
民
に
擁
護
さ
れ
て
お
り
、
改
革
し
な
い
者
は
や
め
て

も
ら
う
」
と
暗
に
江
沢
民
な
ど
を
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
、
有
名
な
「
南
方
講
話
」
で
あ
る
。
こ
の
講
話
は
江
沢
民
へ
の
最
終
通
告
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
中
共
一
四
期
党
大
会
の
人
事
に
関
す
る
準
備
に
着
手
す
る
よ
う
楊
尚
昆
、
万
里
な
ど
に
指
示
し
た
こ
と
か
ら
、
鄧
小
平
が

江
沢
民
へ
の
不
信
感
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
南
方
講
話
」
を
報
道
し
な
い
と
江
沢
民
が
決
定
し
た
が
、
四
〇

日
を
経
て
、
一
転
全
党
員
に
通
達
す
る
よ
う
に
し
た
。
な
ぜ
、
江
沢
民
は
態
度
を
変
化
さ
せ
た
の
か
。「
南
方
講
話
」
の
あ
と
、
国
家
主

席
楊
尚
昆
と
実
弟
で
あ
る
軍
事
委
員
会
秘
書
長
、
軍
政
治
部
主
任
楊
白
氷
は
鄧
小
平
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
中
央
政
治
局
常
務

委
員
で
あ
る
喬
石
、
国
務
院
副
総
理
で
あ
る
田
紀
雲
な
ど
有
力
者
も
暗
に
江
沢
民
を
批
判
し
、
鄧
小
平
の
「
南
方
講
話
」
を
支
持
し
た
。

こ
う
し
た
軍
、
党
、
政
府
の
有
力
者
の
態
度
に
危
惧
し
た
江
沢
民
が
一
転
「
南
方
講
話
」
の
全
内
容
を
公
開
に
し
た
。「
南
方
講
話
」
を

公
開
し
た
江
沢
民
は
す
ぐ
に
改
革
に
移
行
す
る
の
で
な
く
、
た
だ
適
当
に
あ
し
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
五
月
二
二
日
、
鄧
小
平
は
北

京
に
あ
る
首
都
鉄
鋼
公
司
を
視
察
し
、
同
行
し
た
当
時
の
北
京
市
市
長
陳
希
同
な
ど
に
党
の
上
層
部
に
「
私
の
講
話
に
対
し
て
、
一
部
の

人
が
い
い
加
減
な
態
度
を
取
り
、
一
部
の
人
が
適
当
に
あ
し
ら
う
立
場
を
取
り
、
一
部
の
ひ
と
が
晴
れ
な
い
気
分
で
い
る
が
、
実
際
に
は

私
の
意
見
に
反
対
し
て
い
る

（
52
）

」
と
い
う
伝
言
を
託
し
た
。

そ
の
た
め
、
一
九
九
五
年
か
ら
、
鄧
小
平
が
危
篤
で
植
物
人
間
に
な
り
、
影
響
力
も
低
下
し
て
い
く
と
こ
ろ
、
江
沢
民
は
か
つ
て
鄧
小

五
九
九
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平
の
「
南
方
講
話
」
に
支
持
し
た
者
に
報
復
し
始
め
た
。
そ
の
な
か
で
は
、
首
都
鉄
鋼
公
司
副
社
長
周
北
方
が
贈
賄
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、

の
ち
猶
予
付
き
の
死
刑
を
受
け
た
。
ま
た
、
鄧
小
平
の
側
近
と
さ
れ
る
陳
希
同
を
汚
職
と
い
う
罪
で
投
獄
さ
せ
た

（
53
）

。
当
然
、
陳
希
同
が
学

生
運
動
を
鎮
圧
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
間
に
不
評
を
買
う
た
め
、
民
間
か
ら
同
情
の
声
が
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。
江
沢
民
も

そ
の
心
理
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
後
、
天
安
門
事
件
は
最
初
の
「
反
革
命
暴
動
」
と
い
う
名
称
か
ら
「
政

治
的
風
波
」
に
改
め
た
原
因
も
そ
こ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
一
連
の
報
復
に
よ
っ
て
、
江
沢
民
は
権
力
基
盤
を
よ
り
強
固
の
も
の
に
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
権
力
基
盤
を
強
化
が
進
む

に
つ
れ
、
ま
た
は
権
威
を
樹
立
が
確
固
に
な
る
に
つ
れ
、
江
沢
民
は
高
級
幹
部
へ
の
監
視
を
も
強
化
し
て
い
く
。
二
〇
〇
〇
年
に
、
収
賄

罪
で
処
刑
さ
れ
た
江
西
省
副
省
長
胡
長
清
の
問
題
は
江
沢
民
の
陰
口
を
言
っ
た
の
が
原
因
で
命
を
落
と
し
た
と
趙
紫
陽
が
指
摘
し
て
い
る

（
54
）

。

こ
れ
は
、
改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
で
あ
る
。

胡
錦
濤
時
代
も
上
海
市
党
委
員
会
書
記
・
中
央
政
治
局
委
員
陳
良
宇
が
汚
職
事
件
で
逮
捕
さ
れ
、
禁
錮
一
八
年
と
言
い
渡
さ
れ
た
。
陳

良
宇
は
胡
錦
濤
の
前
任
江
沢
民
の
側
近
の
側
近
と
み
な
さ
れ
、
江
沢
民
の
み
を
仰
ぐ
人
物
で
あ
る
。
胡
錦
濤
が
党
総
書
記
に
就
任
し
た
時
、

江
沢
民
が
一
時
期
中
央
軍
事
委
員
主
席
に
と
ど
ま
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
核
心
的
権
力
が
す
ぐ
に
胡
錦
濤
に
移
行
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
権
威
の
樹
立
に
努
め
る
の
が
鄧
小
平
以
後
の
指
導
者
に
と
っ
て
は
急
務
で
あ
る
よ
う
に
、
胡
錦
濤
も
同
様
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
江
沢
民
が
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
を
退
い
て
か
ら
も
胡
錦
濤
の
指
導
部
に
干
渉
を
絶
え
ず
に
行
っ
た
こ
と
に
対
し

て
、
陳
良
宇
を
裁
判
に
か
け
た
こ
と
が
胡
錦
濤
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
指
導
部
の
権
威
を
樹
立
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

腐
敗
現
象
は
高
級
幹
部
の
間
に
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陳
良
宇
は
全
く
の
冤
罪
と
断
定
で
き
な

い
も
の
の
、
江
沢
民
を
含
め
る
第
三
世
代
が
腐
敗
と
戦
う
と
称
し
、
政
敵
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
主
た
る
動
機
を
隠
れ
見
る
こ
と
が
で
き

六
〇
〇
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る
。八

月
二
一
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
、
山
東
省
済
南
市
中
等
人
民
法
院
（
裁
判
所
）
で
、
前
中
国
共
産
党
中
央
政
治
局
委
員
、
重
慶
市

党
委
員
会
書
記
薄
熙
来
に
対
し
、
職
権
乱
用
と
収
賄
の
罪
で
、
裁
判
を
行
い
、
九
月
一
〇
日
に
無
期
懲
役
と
い
う
一
審
判
決
を
下
し
た
。

二
〇
一
二
年
二
月
六
日
に
薄
熙
来
の
側
近
と
視
さ
れ
る
王
立
軍
・
前
重
慶
市
副
市
長
、
公
安
局
局
長
が
ア
メ
リ
カ
の
駐
成
都
総
領
事
館
に

入
り
、
政
治
亡
命
を
図
ろ
う
と
し
た
不
祥
事
を
発
端
に
、
重
慶
市
の
問
題
が
浮
上
し
た
。
そ
こ
に
、
薄
熙
来
が
同
年
の
三
月
一
五
日
に
中

央
政
治
局
委
員
の
職
を
停
止
さ
れ
、
重
慶
市
の
ポ
ス
ト
を
免
じ
ら
れ
た
。
中
国
国
内
で
は
、
薄
熙
来
に
つ
い
て
の
評
価
が
二
分
化
さ
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
中
国
社
会
が
生
じ
て
い
る
様
々
な
ひ
ず
み
と
対
立
な
ど
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
改
革
開
放
政
策
を
実
施
し
て
か
ら

三
〇
年
を
経
過
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
経
済
の
発
展
を
遂
げ
た
一
方
、
貧
富
の
差
も
次
第
に
拡
大
し
、
利
益
の
再
分
配
を
求
め
る
声

が
高
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
下
で
、
毛
沢
東
時
代
へ
の
回
帰
と
い
う
動
き
が
み
ら
れ
て
い
る
。
薄
熙
来
は
そ
の
状
況
を
政
治
的
に
利
用
し
、

中
国
共
産
党
第
一
八
期
全
国
大
会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
、
政
治
局
委
員
会
常
務
委
員
と
い
う
ポ
ス
ト
を
狙
う
た
め
、
薄
熙
来
は
二
〇
〇
九

年
か
ら
重
慶
で
「
唱
紅
打
黒
」（
革
命
の
歌
を
歌
い
、
マ
フ
ィ
ア
を
撲
滅
す
る
）
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
た
。

そ
う
し
た
目
的
を
持
つ
薄
熙
来
の
「
唱
紅
打
黒
」
は
、
民
間
企
業
お
よ
び
そ
の
企
業
家
を
マ
フ
ィ
ア
組
織
と
そ
の
中
核
の
人
物
に
し
て
、

民
間
企
業
か
ら
没
収
し
た
財
産
の
一
部
を
「
弱
勢
群
体
」（
下
流
社
会
）
に
福
祉
事
業
の
費
用
と
し
て
費
や
し
た
。
そ
の
た
め
、
い
ま
で
も

一
部
現
地
の
市
民
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
薄
熙
来
は
「
唱
紅
打
黒
」
以
外
に
は
、
毛
沢
東
へ
の
崇
拝
を
再
び
喚
起
し
、

毛
沢
東
時
代
を
復
活
さ
せ
る
勢
い
を
見
せ
た
。
薄
熙
来
は
こ
う
し
た
動
き
に
よ
っ
て
、
中
国
社
会
を
二
分
化
さ
せ
、
対
立
を
煽
っ
た
。
社

会
の
安
定
を
求
め
る
当
時
の
中
央
に
大
き
な
難
題
を
突
き
付
け
た
と
同
時
に
毛
沢
東
時
代
を
称
え
、
鄧
小
平
の
改
革
政
策
を
貶
し
た
。
そ

れ
に
危
惧
し
た
中
央
上
層
部
は
文
革
再
来
の
要
素
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
と
指
摘
し
、
薄
熙
来
な
ど
毛
沢
東
主
義
者
の
政
治
生
命
を
破

六
〇
一
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滅
さ
せ
た
。

終
わ
り
に
：
今
後
の
中
国
に
お
け
る
権
力
闘
争
の
行
方

上
述
し
た
よ
う
に
毛
沢
東
時
代
か
ら
鄧
小
平
時
代
に
か
け
て
の
権
力
闘
争
は
、
あ
く
ま
で
も
後
継
者
の
指
定
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。

後
継
者
を
指
定
す
る
目
的
は
前
任
者
の
歴
史
的
地
位
と
路
線
の
継
承
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
忠
誠
心
の
あ
る
後
継
者
を
育
て
る
の
が
、
権
力

者
の
日
課
で
あ
る
。

毛
沢
東
時
代
に
お
い
て
、
血
縁
関
係
以
外
の
人
間
に
信
用
し
な
い
こ
と
で
、
身
内
の
人
間
を
後
継
者
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
動
き
を
阻
止
す
る
勢
力
を
一
掃
す
べ
く
、
文
革
の
発
動
に
至
っ
た
。
鄧
小
平
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
胡

耀
邦
や
趙
紫
陽
を
後
継
者
に
指
定
し
た
が
、
国
家
の
発
展
に
関
す
る
異
な
る
考
え
方
を
持
っ
た
こ
と
で
、
鄧
小
平
が
自
ら
自
分
の
後
継
者

を
廃
止
し
た
。

も
し
、
毛
沢
東
や
鄧
小
平
の
時
代
は
政
策
の
対
立
に
よ
っ
て
、
権
力
闘
争
が
生
じ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
ポ
ス
ト
鄧
小
平
に
お
い
て
は
、

権
威
を
樹
立
す
る
た
め
に
権
力
闘
争
を
起
こ
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、
江
沢
民
も
胡
錦
濤
も
鄧
小
平
の
指
定
し
た
後
継
者

で
あ
る
。
江
沢
民
が
自
身
の
後
継
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
現
代
中
国
政
治
に
お
い
て
異
例
中
の
異
例
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
鄧
小
平
が
二
世
代
の
後
継
者
を
決
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
移
行
の
方
式
は
中
国
歴
史
上
に
お
い

て
は
前
代
未
聞
で
あ
る
。

カ
リ
ス
マ
性
を
も
つ
毛
沢
東
や
鄧
小
平
は
後
継
者
へ
の
指
定
で
き
る
が
、
ポ
ス
ト
鄧
小
平
の
世
代
は
そ
れ
な
り
の
カ
リ
ス
マ
性
を
持
っ

六
〇
二
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革
開
放
後
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権
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察
（
日
吉
）

（
一
一
一
九
）

て
い
な
い
た
め
、
鄧
小
平
以
降
の
権
力
移
行
に
お
い
て
は
、
必
ず
権
力
闘
争
が
起
き
て
い
る
。
江
沢
民
時
代
も
胡
錦
濤
時
代
も
習
近
平
時

代
も
も
れ
な
く
権
力
闘
争
が
起
き
た
。
そ
れ
は
、
カ
リ
ス
マ
性
の
あ
る
政
治
家
が
不
在
の
ま
ま
で
、
談
合
を
通
じ
て
後
継
者
を
指
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
、
権
力
の
移
行
は
秩
序
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。民

主
主
義
社
会
の
よ
う
に
選
挙
を
通
じ
て
、
権
力
の
移
行
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
秩
序
か
つ
平
穏
に
政
権
の
交
代
を
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
独
裁
政
治
の
社
会
に
お
い
て
は
、
権
力
の
移
行
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
の
操
作
に
頼
り
、
暗
黙
の
ル
ー
ル
に
よ
っ

て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ざ
、
内
部
か
ら
権
力
を
獲
得
す
べ
く
、
そ
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
を
破
ろ
う
と
す
る
挑
戦
者
が
出
現
す
る

と
、
必
ず
、
非
平
和
的
な
争
い
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
至
る
。
カ
リ
ス
マ
の
い
な
い
中
国
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
状
況
に
あ
り
、
今

後
も
そ
の
よ
う
な
権
力
闘
争
が
続
く
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
） 

一
九
四
二
年
か
ら
の
延
安
整
風
運
動
を
通
じ
て
、
王
明
を
は
じ
め
と
す
る
ソ
連
派
を
追
い
込
ん
だ
毛
沢
東
が
党
内
に
お
け
る
権
力
を
全
面
に
掌

握
し
た
。
さ
ら
に
一
九
四
五
年
六
月
に
開
か
れ
た
党
の
七
期
一
中
全
会
で
、
劉
少
奇
の
提
案
に
よ
っ
て
、
毛
沢
東
に
最
終
の
決
定
権
を
与
え
た
。
そ

れ
は
、
多
数
に
よ
っ
て
決
定
し
た
事
項
に
か
ん
し
て
は
毛
沢
東
が
覆
す
権
限
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
2
） 

松
本
明
「
中
共
接
班
人
体
制
的
性
質
及
其
演
変
」『
領
導
者
』
二
〇
〇
九
年
四
月
号　

頁
七
五
参
照
。

（
3
） 

饒
漱
石
は
新
四
軍
の
主
要
な
指
導
者
で
あ
っ
た
。
建
国
後
、
華
東
軍
政
委
員
会
主
席
兼
中
共
中
央
華
東
局
第
一
書
記
、
中
央
自
民
政
府
委
員
、

中
央
人
民
革
命
軍
事
委
員
会
委
員
、
の
ち
、
中
央
組
織
部
部
長
に
就
任
。

（
4
） 

新
庄
哲
夫
訳　

李
志
綏
『
毛
沢
東
の
私
生
活
』
下
巻　

一
九
九
五
年
刊
、
頁
一
〇
一
。
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〇
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（
5
） 

『
烏
有
之
郷
』
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
現
在
閉
鎖
）

（
6
） 

「
鄧
小
平
給
華
国
鋒
的
信
」『
発
展
参
考
網
』http://w

w
w
.kxck.org.cn/new

s/?14219.htm
l

。

（
7
） 
「
鄧
小
平
給
華
国
鋒
、
葉
剣
英
的
信
」『
発
展
参
考
網
』http://w

w
w
.kxck.org.cn/new

s/?14219.htm
l

を
参
照
。

（
8
） 
「
鄧
小
平
〝第
三
次
〞
復
出
始
末
」『
中
国
国
情
網
』http://guoqing.china.com

.cn/2013-07/22/content_29493710_4.htm

を
参
照
。

（
9
） 

一
九
七
六
年
一
〇
月
二
六
日
、
党
中
央
宣
伝
部
の
報
告
を
受
け
た
華
国
鋒
が
、「
目
下
『
四
人
組
』
を
批
判
し
、
鄧
小
平
批
判
と
を
結
び
つ
け

て
推
進
す
る
」、「『
四
人
組
』
路
線
は
極
右
路
線
で
あ
る
」、「
毛
主
席
が
言
っ
た
こ
と
、
同
意
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
の
談
話

を
発
表
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、「
二
つ
の
す
べ
て
」
で
あ
る
。

（
10
） 

一
〇
大
冤
罪
と
は
、
①
天
安
門
事
件
お
よ
び
鄧
小
平
の
職
務
を
罷
免
す
る
決
定
②
彭
徳
懐
反
党
集
団
③
海
瑞
罷
官
事
件
④
彭
（
真
）
楊
（
尚

昆
）
羅
（
瑞
卿
）
陸
（
定
一
）
反
党
集
団
⑤
陶
鋳
問
題
⑥
薄
一
波
等
六
一
人
事
件
⑦
「
一
月
風
暴
」
事
件
⑧
「
二
月
逆
流
」
事
件
⑨
革
命
大
批
判
事

件
⑩
武
漢
百
万
雄
師
事
件

（
11
） 

北
京
：『
四
五
論
壇
』『
今
天
』『
群
衆
参
考
消
息
』『
民
主
壁
』『
求
是
報
』『
沃
土
』『
北
京
之
春
』『
探
索
』『
啓
蒙
』『
人
民
論
壇
』、『
中
国
人

権
』『
解
凍
』『
新
天
地
』『
民
主
與
時
代
』『
科
学
民
主
法
制
』『
生
活
』『
原
上
草
』『
燧
石
』『
哲
理
』『
火
花
』『
百
花
』『
大
局
』『
花
刺
』『
月
海

楼
』『
狂
飈
』『
我
們
』『
墻
』『
時
代
』『
四
化
論
壇
』『
秋
実
』『
志
新
』『
学
習
通
信
』『
北
京
青
年
』

上
海
：『
民
主
之
声
』『
未
名
』『
青
年
筆
記
』

広
州
：『
人
民
之
声
』『
人
民
之
路
』『
浪
花
』『
生
活
』『
討
論
』『
学
友
通
信
』

天
津
：『
渤
海
之
濱
』『
評
論
』『
新
覚
悟
』『
学
術
討
論
』『
研
究
簡
法
』

青
島
：『
海
浪
花
』　

臨
清
：『
追
求
』

長
沙
：『
流
浪
者
』『
民
声
』『
動
態
』『
春
叢
』『
理
想
通
訊
』『
共
和
報
』

開
封
：『
無
名
』『
習
作
園
地
』

杭
州
：『
沈
鐘
』『
思
考
』『
我
們
』『
四
五
』『
浙
江
之
春
』『
之
江
』

武
漢
：『
鐘
声
』『
啓
明
星
』『
無
神
』『
飛

』『
紀
事
報
』

六
〇
四



改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
（
日
吉
）

（
一
一
二
一
）

安
陽
（
河
南
省
）：『
星
光
』『
民
主
』『
新
時
代
』『
約
会
』

韶
関
：『
庶
声
』『
北
江
』

貴
陽
：『
啓
蒙
』『
解
凍
』『
使
命
』『
堀
起
的
一
代
』

長
春
：『
雪
花
』『
眼
睛
』『
春
雪
』

崇
明
島
：『
玫
瑰
島
』『
後
起
之
秀
』

哈
爾
浜
：『
下
里
巴
人
』

寧
波
：『
飛

』『
人
間
』

温
州
：『
吶
喊
』

（
12
） 

劉
松
「
胡
耀
邦
の
失
脚
原
因
の
分
析
」
日
本
大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
七
三
号　

二
〇
〇
七
年
二
月
二
五
日
発
行　

頁
一
三
六
。

（
13
） 

前
掲
論
文
「
胡
耀
邦
の
失
脚
原
因
の
分
析
」
頁
一
三
六
参
照
。

（
14
） 

華
達
編
「
中
国
民
刊
的
崛
起
和

扎
図
存
」『
中
国
民
辦
刊
物
彙
編
』
第
一
巻
：《
探
索
》、《
中
国
人
権
》、《
啓
蒙
》　

法
国
社
会
科
学
高
等
研

究
院
・
香
港
《
観
察
家
》
出
版
社　

連
合
出
版　

頁
二
七
。

（
15
） 

中
共
中
央
マ
ル
ク
ス　

エ
ン
ゲ
ル
ス　

レ
ー
ニ
ン　

ス
タ
ー
リ
ン
著
作
編
訳
局　

訳
『
鄧
小
平
文
選
（
一
九
七
五
年
│
一
九
八
二
年
）』
北
京　

外
文
出
版
社　

一
九
八
四
年
刊　

頁
二
〇
九
。

（
16
） 

河
野
純
治
訳
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
光
文
社　

二
〇
一
〇
年
刊
、
頁
三
七
九
参
照
。

（
17
） 

鄭
仲
兵
編
『
胡
耀
邦
年
譜
資
料
長
編
』
上
、
香
港
時
代
国
際
出
版
有
限
公
司　

二
〇
〇
五
年
一
一
月
刊
、
頁
三
六
九
。

（
18
） 

方
励
之
著　

末
吉
作
訳
『
中
国
の
失
望
與
希
望
』
学
生
社　

一
九
九
〇
年
五
月
二
五
日
刊
、
頁
二
四
八
。

（
19
） 

前
掲
書
『
鄧
小
平
文
選
（
一
九
七
五
年
│
一
九
八
二
年
）』　

頁
二
三
五
〜
二
三
六
。

（
20
） 

前
掲
書
『
胡
耀
邦
年
譜
資
料
長
編
』
頁
三
八
六
参
照
。

（
21
） 

蘇
紹
智
・
陳
一
諮
・
高
文
謙
編
『
人
民
心
中
的
胡
耀
邦
』
香
港
明
鏡
出
版
社　

二
〇
〇
六
年
一
月
刊
、
頁
一
二
二
〜
一
二
三
。

六
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
二
二
）

（
22
） 

一
九
七
六
年
四
月
五
日
、
天
安
門
広
場
で
周
恩
来
総
理
を
追
悼
し
、
毛
沢
東
夫
人
江
青
な
ど
を
批
判
す
る
民
衆
に
よ
る
自
発
的
な
抗
議
集
会
で

あ
っ
た
が
、
毛
沢
東
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
そ
れ
を
一
九
七
六
年
の
天
安
門
事
件
と
も
呼
ぶ
。

（
23
） 
前
掲
書
『
人
民
心
中
的
胡
耀
邦
』
頁
一
二
四
。

（
24
） 
杜
導
正
『
杜
導
正
日
記　

趙
紫
陽
還
説
過
甚
麼
？
』
香
港
天
地
図
書
有
限
公
司
出
版　

二
〇
一
〇
年
一
月
刊
、
頁
八
七
。
鄧
力
群
『
十
二
個
春

秋
（
一
九
七
五
│
一
九
八
七
）』
香
港
博
智
出
版
社　

二
〇
〇
六
年
刊
、
頁
三
〇
八
〜
三
一
一
参
照
。

（
25
） 

前
掲
論
文
「
胡
耀
邦
の
失
脚
原
因
の
分
析
」
頁
一
四
二
参
照
。

（
26
） 

『
鄧
小
平
文
選
』
人
民
出
版
社　

一
九
九
三
年
一
〇
月
刊
、
頁
四
〇
〜
四
二
。

（
27
） 

前
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
八
六
。

（
28
） 

前
掲
論
文
「
胡
耀
邦
の
失
脚
原
因
の
分
析
」
頁
一
四
二
。

（
29
） 

劉
崇
文
「
胡
耀
邦
和
我
談
下
台
前
後
」《
炎
黄
春
秋
》
二
〇
一
〇
年
三
月
号　

頁
一
二
参
照
。

（
30
） 

前
掲
論
文
「
胡
耀
邦
の
失
脚
原
因
の
分
析
」
頁
一
四
五
。

（
31
） 

陳
利
明
『
胡
耀
邦
傳
（
第
二
集
）』
香
港
夏
菲
爾
出
版　

二
〇
〇
五
年
、
頁
四
〇
〇
。

（
32
） 

前
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
八
七
。

（
33
） 

『
鄧
小
平
文
選
（
第
三
巻
）』
人
民
出
版
社　

一
九
九
三
年
刊
、
頁
一
八
二
。

（
34
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
二
六
六
。

（
35
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
二
六
五
〜
二
六
六
。

（
36
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
二
六
六
参
照
。

（
37
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
七
七
〜
三
七
八
。

（
38
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
八
一
。

（
39
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
八
二
。

（
40
） 

呉
偉
著
『
中
国
八
十
年
代
政
治
改
革
的
台
前
幕
後
』
新
世
紀
出
版
社　

二
〇
一
三
年
刊
、
頁
七
五
。

六
〇
六



改
革
開
放
後
の
権
力
闘
争
に
つ
い
て
考
察
（
日
吉
）

（
一
一
二
三
）

（
41
） 

前
掲
書
『
中
国
八
十
年
代
政
治
改
革
的
台
前
幕
後
』
頁
七
六
。

（
42
） 

前
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
二
七
六
参
照
。

（
43
） 
上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
二
七
六
参
照
。

（
44
） 
呉
国
光
『
趙
紫
陽
與
中
国
政
治
改
革
』
香
港
太
平
洋
世
紀
研
究
所　

一
九
九
七
年
刊　

参
照
。

（
45
） 

日
吉
秀
松
「
一
九
八
〇
年
代
の
中
国
に
お
け
る
政
治
体
制
改
革
」
日
本
大
学
文
理
学
部
『
研
究
紀
要
』
第
七
五
号
、
頁
二
〇
五
。 

（
46
） 

前
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
八
三
。

（
47
） 

上
掲
書
『
趙
紫
陽
極
秘
回
想
録
』
頁
三
一
三
。

（
48
） 

前
掲
書
『
趙
紫
陽
與
中
国
政
治
改
革
』
頁
三
一
八
〜
三
四
三
参
照
。

（
49
） 

上
掲
書　

頁
五
四
八
参
照
。

（
50
） 

呉
稼
祥
『
中
南
海
日
記
』
明
鏡
出
版
社　

二
〇
〇
二
年
刊
、
頁
一
〇
八
参
照
。

（
51
） 

前
掲
書
『
趙
紫
陽
與
中
国
政
治
改
革
』
頁
三
一
三
〜
三
一
四
。

（
52
） 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

『F
lickr

』http://w
w
w
.fl ickr.com

/photos/93880766@
N
05/8713410134

（
53
） 

姚
監
復
『
陳
希
同
親
述
│
衆
口
鑠
金
難
鑠
真
』
新
世
紀
出
版　

二
〇
一
二
年
刊　

参
照
。

（
54
） 

前
掲
書
『
杜
導
正
日
記　

趙
紫
陽
還
説
過
甚
麼
』
頁
一
三
四
。

六
〇
七





新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
二
五
）

新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察

│
域
外
適
用
とR

ed F
lag

対
処
義
務

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

一
．
は
じ
め
に

国
際
不
正
取
引
に
関
し
て
は
、
近
年
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
な
ど
国
際
金
融
・
商
取
引
に
お
け
る
不
祥

事
防
止
に
向
け
て
、
法
制
度
整
備
が
進
め
ら
れ
る
（
1
）

。
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B
ribery A

ct

）
が
施
行
さ
れ
、
法

人
の
罪
（C
orporate O

ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄
賂
防
止
を
図
ら
な
い
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
等
、
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法

（F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct F
C
P
A

）
に
比
し
広
範
な
規
定
と
な
り
、
域
外
適
用
も
議
論
さ
れ
る
。
国
際
的
企
業
に
お
い
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
と
内
部
統
制
等
の
考
察
が
重
要
と
な
る
。
本
稿
は
、
近
時
の
新
た
な
司
法
判
断
等
に
も
焦
点
を
当

六
〇
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
二
六
）

て
、
国
際
的
不
正
防
止
に
関
わ
る
法
制
度
の
展
開
と
影
響
に
つ
い
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
考
察
を
試
み
た
い
。

二
．
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
法

外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
で
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
採
択
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
（O

E
C
D
 C
onvention on 

C
om
bating B

ribery of F
oreign P

ublic O
ffi  cials in International B

usiness T
ransactions

）、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
採
択
の
国
連
腐
敗
防

止
条
約
（U

nited N
ations C

onvention against C
orruption

）
等
の
条
約
が
締
結
さ
れ
、
各
国
が
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
の
禁
止
や
適
切
な

会
計
記
録
に
つ
い
て
の
立
法
化
、
国
際
協
力
す
る
こ
と
等
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
米
州
機
構
、
欧
州
連
合
、
世
界
貿
易
機
関
等
に
お
い
て
も

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
米
国
で
は
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct F
C
P
A

）（
一
九
七
七
年
施
行
）、
我
が

国
で
は
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
（
一
九
九
九
年
施
行
）、
英
国
で
は
英
国
贈
収
賄
防
止
法
二
〇
一
〇
（
二
〇
一
一
年
施
行
）、
中
国
で
は
刑

法
一
六
四
条
（
二
〇
一
一
年
施
行
）、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ン
ド
等
で
も
法
制
化
を
求
め
る
動
き
が
あ
る
。
執
行
状
況
を
み
る
と
、
外
国
公
務
員

等
へ
の
贈
賄
の
摘
発
は
米
国
が
最
も
多
く
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
罰
金
額
（
和
解
金
額
）
が
高
く
、
個
人
に
対
す
る
禁
錮
刑
も
厳
し
く
適
用
さ

れ
て
い
る
。
従
業
員
の
不
正
と
し
て
の
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
経
営
者
不
正
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

問
題
で
も
あ
る
。

三
．
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法

1
．
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
の
概
要
と
潜
在
的
リ
ス
ク

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
は
米
国
人
や
米
国
証
券
監
視
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
登
録
企
業
等
が
取
引
の
獲
得
・
維
持
、
商
取
引
を
誘
導
す
る
目

六
一
〇



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
二
七
）

的
で
外
国
公
務
員
（
政
党
等
も
含
む
）
等
に
不
正
な
支
払
い
（
賄
賂
行
為
）
を
行
っ
た
場
合
、
役
員
や
従
業
員
な
ど
個
人
が
罰
金
ま
た
は
懲

役
刑
も
し
く
は
両
刑
に
処
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
両
罰
規
定
で
な
く
直
接
規
定
と
し
て
法
人
に
も
巨
額
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
規
定
が
盛

り
込
ま
れ
る
。
近
年
の
改
正
に
よ
り
、
我
が
国
を
含
め
外
国
の
企
業
・
個
人
に
よ
る
米
国
内
の
贈
賄
行
為
に
も
同
法
が
適
用
さ
れ
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
を
中
心
に
賄
賂
行
為
の
取
締
り
が
強
化
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
企
業
活
動
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
化
に

伴
い
海
外
市
場
の
取
引
機
会
は
拡
大
し
、
商
習
慣
と
誤
解
し
て
無
意
識
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
を
起
こ
す
リ
ス
ク
も
増
大
し
て
い
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
一
九
九
八
年
に
外
国
企
業
が
米
国
に
滞
在
中
に
行
っ
た
贈
賄
行
為
に
つ
い
て
も
新
た
に
対
象
に
加
え
る
な
ど
規
制
範
囲
の
拡

大
を
行
っ
て
お
り
（
3
）

、
米
国
企
業
や
個
人
が
外
国
の
公
務
員
や
政
府
関
係
者
に
対
し
て
行
う
贈
賄
行
為
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
が
、
規
制
を

受
け
る
可
能
性
の
あ
る
企
業
等
に
と
り
極
め
て
厳
し
い
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
特
徴
が
存
在
す
る
。

イ　

対
象
範
囲
の
広
さ

米
国
法
に
よ
る
規
制
で
あ
れ
ば
米
国
に
本
拠
地
を
置
く
企
業
、
米
国
人
役
員
が
外
国
公
務
員
等
に
対
し
て
贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
に

対
象
と
な
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
市
場
で
の
繋
が
り
、
人
的
な
関
係
の
存
在
、
米
国
の
決
済
・
通
信
手
段
の
利
用
等

少
し
で
も
米
国
に
関
連
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
幅
広
く
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
対
象
と
す
る
姿
勢
を
取
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
対
象
と
し
て
以
下
の
ケ
ー
ス

が
挙
げ
ら
れ
る
。
米
国
上
場
ま
た
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
（A

m
erican D

epositary R
eceipt

米
国
預
託
証
券
）
を
発
行
す
る
企
業
、
米
国
人
従
業
員
の
贈

賄
行
為
の
関
与
、
日
本
人
従
業
員
が
米
国
出
張
中
に
贈
賄
に
関
し
て
送
っ
た
メ
ー
ル
、
贈
賄
支
払
い
に
米
国
の
銀
行
を
経
由
し
た
場
合
、

贈
賄
行
為
に
米
国
人
代
理
人
が
関
与
し
た
場
合
で
あ
る
。
我
が
国
企
業
で
米
国
上
場
ま
た
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
発
行
企
業
数
は
合
計
二
百
数
十
社
に

上
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
適
用
に
際
し
て
は
米
国
企
業
と
同
一
視
さ
れ
る
。
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経
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
二
八
）

ロ　

制
裁
措
置
の
厳
し
さ

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
違
反
す
る
と
罰
金
（
刑
事
）、
制
裁
金
（
民
事
）、
懲
役
（
自
然
人
の
み
）
と
い
う
制
裁
措
置
が
取
ら
れ
、
企
業
に
対
す
る
罰

金
等
は
高
額
な
も
の
と
な
り
、
個
人
に
対
す
る
厳
し
い
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
に
よ
る
Ｄ
Ｏ
Ｊ
摘
発
件
数
は
大
幅
に
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
直
近
一
二
年
間
の
動
向
で
は
二
〇
〇
九
│
二
〇
一
一
年
の
摘

発
件
数
は
二
〇
〇
〇
│
二
〇
〇
二
年
の
摘
発
件
数
の
約
八
倍
と
な
っ
て
い
る
。
罰
金
等
の
総
額
が
一
億
ド
ル
を
超
え
る
事
例
も
八
件
あ
り
、

一
件
を
除
き
全
て
米
国
以
外
の
企
業
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
に
お
い
て
、
内
部
告
発
を
推
奨
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
、
既
に
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
多
額
の
報
奨
金
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
摘
発
件
数
の
増
加
傾
向
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
（A

 R
esource G

uide to U
.S
. F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct

）
が
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
四
日
Ｄ
Ｏ
Ｊ
刑
事
局

と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
制
局
に
よ
り
発
出
さ
れ
た
（
4
）

。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
有
益
な
情
報
を
企
業
や
個
人
へ
提
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
、
対
象
者
、

行
為
の
範
囲
、
制
裁
措
置
の
内
容
、
量
定
の
考
え
方
、
企
業
が
講
じ
る
べ
き
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
内
部
告
発
条
項
の
運

用
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
に
よ
る
照
会
回
答
の
手
続
等
を
解
説
し
て
い
る
。
ガ
イ
ド
は
拘
束
性
を
有
す
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
ガ
イ
ド
発
出
に
よ
り

Ｐ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
規
制
が
新
た
に
強
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
前
例
の
な
い
試
み
と
評
し
て
い
る
通
り
、
詳
細
な
情

報
が
盛
り
込
ま
れ
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
規
制
の
運
用
を
一
層
強
化
せ
ん
と
す
る
Ｄ
Ｏ
Ｊ
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
強
い
意
気
込
み
が
窺
え
る
。

2
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
会
計
処
理
条
項
と
賄
賂
禁
止
条
項

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
会
計
処
理
・
内
部
統
制
条
項
と
贈
賄
禁
止
条
項
か
ら
構
成
さ
れ
、
執
行
機
関
は
前
者
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
民
事
罰
）、
後
者
が
米
国

司
法
省
Ｄ
Ｏ
Ｊ
（
刑
事
罰
お
よ
び
民
事
罰
）
と
な
っ
て
い
る
。

六
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新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
二
九
）

イ　

会
計
処
理
条
項
（T

he Book and R
ecords Provisions

） 15 U
.S.C. §

78m
 ⒝
⑵
A

各
企
業
が
連
邦
証
券
取
引
法
に
も
と
づ
き
、
資
産
の
処
分
お
よ
び
取
引
に
お
い
て
合
理
的
な
程
度
に
詳
細
・
正
確
・
公
正
に
反
映
す
る

帳
簿
・
記
録
・
勘
定
を
作
成
・
保
存
す
る
べ
き
で
あ
り
、
贈
賄
な
ど
の
不
正
な
支
払
い
を
隠
匿
す
る
た
め
に
虚
偽
の
財
務
記
録
を
行
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

ロ　

内
部
統
制
条
項
（T

he Internal Controls Provisions

） 15 U
.S.C. §

78m
 ⒝
⑵
B

内
部
統
制
制
度
を
構
築
し
、
四
点
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ⅰ
経
営
者
の
一
般
的
ま
た
は
特
別
な
承
認
に
従
っ
て
取
引
を
行
う

こ
と
、
ⅱ
一
般
的
に
通
用
す
る
会
計
原
則
に
準
拠
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
資
産
の
説
明
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
取

引
を
記
録
す
る
こ
と
、
ⅲ
経
営
者
の
承
認
に
従
わ
な
け
れ
ば
資
産
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ⅳ
資
産
を
記
録
し
た
説
明
と
既
存
の

資
産
と
に
差
異
が
あ
る
場
合
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
適
切
な
内
部
統
制
・
内
部
会
計
管
理
制
度
を
創
設
・
維
持
し
、
経

営
者
承
認
の
下
で
取
引
を
行
い
、
会
計
原
則
等
の
基
準
に
従
い
財
務
書
類
を
作
成
し
資
産
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
が
維
持
で
き
る
よ

う
な
取
引
の
記
録
が
求
め
ら
れ
る
。

ハ　

賄
賂
禁
止
条
項
（T
he A

nti-Bribery Provisions
）15 U

.S.C.§
78dd-1

企
業
が
取
引
を
獲
得
・
維
持
、
不
適
切
に
有
利
な
立
場
を
確
保
す
る
た
め
、
外
国
公
務
員
等
に
職
権
の
行
使
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
は

影
響
力
の
行
使
を
誘
導
す
る
目
的
を
も
っ
て
金
銭
、
贈
答
な
ど
を
不
正
に
提
供
な
ら
び
に
提
供
の
約
束
、
許
可
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。

一
九
九
八
年
改
正
に
よ
っ
て
適
用
範
囲
が
拡
大
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
監
督
外
の
外
国
企
業
・
外
国
人
も
米
国
内
で
従
事
し
た
贈
賄
行
為
に
は
適
用

さ
れ
る
。
米
国
企
業
の
海
外
関
連
会
社
が
米
国
外
で
支
払
う
賄
賂
も
米
国
本
社
が
直
接
承
認
し
た
場
合
、
海
外
関
連
会
社
に
送
金
し
た
資

金
が
贈
賄
行
為
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
、
可
能
性
が
あ
る
場
合
も
責
任
が
追
及
さ
れ
る
。
潜
在
的
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
リ
ス
ク
が
あ
る

六
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
三
〇
）

日
本
企
業
と
し
て
、
会
計
処
理
条
項
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
企
業
お
よ
び
当
該
子
会
社
等
、
賄
賂
禁
止
条
項
は
米
国
に
子
会
社
等
を
展
開
し
て
い

る
企
業
、
米
国
人
を
雇
用
す
る
企
業
が
想
定
さ
れ
る
。

3
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
企
業
の
法
令
遵
守
体
制

⑴　

二
〇
一
二
年
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド

二
〇
一
二
年
一
一
月
公
表
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
（
指
針
）
の
構
成
は
、
イ
は
じ
め
に
、
ロ
贈
賄
規
定
、
ハ
会
計
規
定
、
ニ
そ
の
他
米
国

関
連
法
規
、
ホ
執
行
の
方
針
、
ヘ
罰
則
、
制
裁
お
よ
び
救
済
手
段
、
ト
Ｄ
Ｏ
Ｊ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
判
断
、
チ
内
部
通
報
規
定
お
よ
び
保
護
、
リ

Ｄ
Ｏ
Ｊ
意
見
確
認
手
続
き
（opinion procedure

）、
ヌ
結
論
と
多
岐
に
わ
た
る
（
5
）

。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
に
お
け
る
主
要
論
点
を
み
る
と
、
イ
企
業
の
社
員
又
は
企
業
の
た
め
に
行
動
す
る
そ
の
他
の
者
が
同
法
に
違
反
し
な

い
た
め
に
採
る
べ
き
手
段
当
該
手
段
を
採
る
こ
と
を
怠
っ
た
者
に
生
じ
る
法
的
責
任
と
、
ロ
効
果
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
（C

om
pliance P

rogram

）
の
継
続
、
明
ら
か
な
同
法
違
反
の
自
己
申
告
、
法
執
行
当
局
に
よ
る
調
査
へ
の
協
力
等
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の

制
裁
を
減
じ
る
た
め
に
企
業
が
採
り
得
る
行
動
が
あ
る
。
我
が
国
の
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
に
つ
き
、
不
正
競
争
防
止
法
に
外
国
公
務
員

贈
賄
罪
が
規
定
さ
れ
、
経
済
産
業
省
か
ら
は
外
国
公
務
員
贈
賄
指
針
改
訂
版
が
公
表
さ
れ
、
同
指
針
の
「
企
業
が
目
標
と
す
べ
き
内
部
統

制
の
在
り
方
」
項
目
に
関
連
項
目
が
あ
る
。

⑵　

企
業
の
法
令
遵
守
体
制

①　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、
イ
発
行
体
（issuer

）、
ロ
国
内
の
も
の
（dom

estic concern
）、
ハ
土
地
管
轄
（territorial jurisdiction

）
の
三
つ
の
概

念
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
。
イ
日
本
法
人
等
で
あ
っ
て
も
、
株
式
ま
た
は
米
国
預
託
証
券
等
の
証
券
（securities

）
を
米
国
証
券
取
引

六
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新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
三
一
）

所
に
上
場
し
て
い
る
法
人
等
の
場
合
、
当
該
法
人
等
お
よ
び
そ
の
役
員
、
取
締
役
、
従
業
員
、
代
理
人
、
株
主
（
役
員
等
）
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

の
適
用
対
象
と
な
る
。
ロ
米
国
市
民
、
永
住
者
等
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
る
た
め
、
当
該
個
人
を
従
業
員
等
に
も
つ
日
本
法
人
等

は
当
該
個
人
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
内
容
を
遵
守
す
る
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
米
国
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
等
お
よ
び

そ
の
役
員
等
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
り
、
日
本
法
人
等
で
米
国
法
人
等
を
関
係
会
社
に
持
つ
法
人
等
は
当
該
関
係
会
社
が

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
内
容
を
遵
守
す
る
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
法
人
等
が
直
接
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
も
、

米
国
法
人
等
に
限
ら
ず
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
る
子
会
社
に
よ
り
贈
賄
行
為
等
が
な
さ
れ
た
場
合
で
、
ⅰ
日
本
法
人
等
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

適
用
対
象
と
な
る
子
会
社
か
ら
み
た
親
会
社
）
が
当
該
行
為
に
明
白
に
関
与
し
て
い
た
場
合
（
親
会
社
が
子
会
社
に
対
し
て
贈
賄
行
為
を
指
示
し
て

い
た
場
合
等
）、
ⅱ
親
会
社
と
子
会
社
間
に
代
理
（agency

）
の
関
係
が
あ
る
場
合
（
親
会
社
が
子
会
社
の
行
為
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
指
示
を
与

え
て
い
た
等
、
親
会
社
が
子
会
社
を
支
配
（control

）
す
る
関
係
に
あ
っ
た
場
合
等
）
に
は
親
会
社
が
直
接
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
る
子
会
社
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
も
親
会
社
に
と
っ
て
は
重
要
と
な
る
。
ハ
イ
ま
た
は
ロ
に
該
当

し
な
い
場
合
も
、
米
国
内
で
直
接
ま
た
は
代
理
人
を
通
し
て
賄
賂
の
支
払
を
促
進
す
る
行
為
に
従
事
し
た
場
合
は
、
当
該
行
為
を
行
っ
た

日
本
法
人
等
ま
た
は
個
人
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
に
な
る
。
実
際
に
贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
日
本
法
人
等
が
贈
賄
行

為
の
行
為
者
と
共
謀
（conspire

）、
幇
助
（aid

）
お
よ
び
教
唆
（abet

）、
ま
た
は
代
理
人
（agent

）
と
し
て
行
動
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
。

②　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
と
企
業
の
法
令
遵
守
体
制
の
見
直
し

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
す
る
方
法
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
を
禁
止
す
る
社
内
方
針
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
職
員
が
長
期
に
わ
た
り
言
及
し
て
き
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
贈
賄
禁
止
の
み
の
社
内

方
針
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
規
定
を
遵
守
し
た
と
い
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
社
内
方
針
が
社
内
で
理
解
、
遵
守
さ
れ
る
手
段
が
さ
ら
に
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必
要
と
な
り
、
ま
た
潜
在
的
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
に
つ
い
て
、
企
業
経
営
者
が
改
め
て
吟
味
し
、
必
要
な
場
合
に
は
是
正
が
で
き
る
よ
う
に
潜

在
的
な
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
が
経
営
者
の
注
意
を
引
く
手
段
も
必
要
と
な
る
。
米
国
規
制
当
局
は
、
完
全
な
遵
守
に
よ
る
抗
弁
（com

pliance 

defense
）
の
概
念
を
否
定
す
る
が
、
政
府
は
企
業
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
責
任
を
問
う
審
査
に
お
い
て
効
果
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有

無
を
要
素
の
一
つ
と
み
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
存
在
に
よ
り
、
企
業
に
有
利
な
結
果
と
な
る
可
能

性
は
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
す
る
努
力
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
企
業
が
違
反
を
全
て
防
ぐ
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
も
、
必
ず
し
も
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

ガ
イ
ド
は
認
め
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
企
業
の
従
業
員
に
よ
る
犯
罪
活
動
を
全
て
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
規
制

当
局
も
理
解
し
て
い
る
旨
が
述
べ
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
に
お
け
る
効
果
的
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
項
目
は
、
イ
経
営
幹
部
の
関
与
お
よ
び
贈
賄
に
関
す
る
方

針
の
明
記
（
指
針
第
二
章
二
．⑶
①
）、
ロ
行
動
規
範
な
ら
び
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
方
針
お
よ
び
手
続
き
（
指
針
第
二
章
二
．⑴
①
）、
ハ
監
督
、

自
治
お
よ
び
要
員
（
指
針
第
二
章
二
．⑵
②
）、
ニ
リ
ス
ク
査
定
（risk assessm

ent

）（
指
針
第
二
章
二
．⑷
⑸
）、
ホ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
お
よ
び

懲
戒
手
続
（
指
針
第
二
章
二
．⑴
①
）、
ヘ
第
三
者
に
関
す
る
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（T

hird-P
arty D

ue D
iligence

）
お
よ
び
第
三
者
へ
の

支
払
（
指
針
第
二
章
二
．⑹
（
6
）

）、
ト
Ｍ
＆
Ａ
取
引
・
買
収
前
の
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
お
よ
び
買
収
後
の
調
査
（
7
）

、
チ
匿
名
の
報
告
お
よ
び
内

部
調
査
（
指
針
第
二
章
二
．⑵
③
）、
リ
定
期
的
な
試
験
お
よ
び
再
評
価
（
指
針
第
二
章
二
．⑷
）。

効
果
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
特
徴
は
、
米
国
規
制
当
局
に
対
し
て
企
業
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
遵
守
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ

さ
せ
る
説
得
材
料
に
な
る
こ
と
、
早
期
段
階
で
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
を
防
ぎ
、
ま
た
は
違
反
を
見
つ
け
る
た
め
の
有
益
な
指
標
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
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⑶　

連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

組
織
に
対
す
る
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
一
九
九
一
年
施
行
）
が
求
め
る
有
効
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
み
る
と
、
社

内
に
有
効
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
企
業
に
つ
い
て
科
さ
れ
る
罰
金
総
額
が
削
減
さ
れ
る
た
め
の
以
下
の
よ
う

な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
イ
経
営
者
の
姿
勢
、
ロ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
制
定
、
ハ
研
修
お
よ
び
確
認
書
の
受
領
、
ニ

Ｉ
Ｄ
Ｄ
（
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
ー
・
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
の
実
施
、
ホ
効
果
的
な
内
部
通
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
設
置
、
ヘ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

の
継
続
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
ト
効
果
的
な
対
処
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
。

⑷　

潜
在
的
な
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
リ
ス
ク
が
あ
る
Ｍ
＆
Ａ
に
お
け
る
問
題

最
近
の
Ｍ
＆
Ａ
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
係
し
た
買
収
企
業
の
責
任
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
リ
ス
ク
の
存
在
は
財

務
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
過
程
で
検
出
可
能
で
あ
る
が
、
金
額
的
に
み
て
重
要
性
が
低
い
取
引
は
見
落
さ
れ
が
ち
で
あ
る
た
め
、

注
意
が
必
要
と
な
る
。
リ
ス
ク
分
析
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
考
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

イ
対
象
会
社
が
汚
職
行
為
等
に
問
題
が
あ
る
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
依
存
し
て
い
る
程
度
（
8
）

、
ロ
対
象
会
社
が
汚
職
行
為
が
一
般
的
に
頻
繁
に

生
じ
る
業
界
ま
た
は
政
府
等
と
直
接
的
・
間
接
的
に
取
引
を
行
っ
て
い
る
か
等
で
あ
る
。
ハ
対
象
企
業
に
実
効
性
の
あ
る
内
部
統
制
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
。
Ｍ
＆
Ａ
の
時
間
的
制
約
も
あ
り
、
Ｉ
Ｔ
利
用
な
ど
効
率
的
か
つ
意
思
決
定
に
お
い
て
許
容
で
き
る
リ
ス
ク
の
範
囲
内

に
収
ま
る
よ
う
に
詳
細
な
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
9
）

。

4
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
検
討
課
題
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

⑴　

管
轄
権

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
属
地
主
義
（territorial principle

）、
属
人
主
義
（nationality principle

）
な
ど
の
考
え
方
が
採
用
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さ
れ
、
米
国
上
場
企
業
お
よ
び
役
職
員
等
（issuers

）、
米
国
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
又
は
米
国
に
主
要
な
事
業
所
（principal place of 

business
）
が
あ
る
企
業
等
お
よ
び
役
職
員
等
、
米
国
籍
保
有
者
、
米
国
居
住
者
等
（dom

estic concerns

）
が
外
国
公
務
員
等
に
贈
賄
し
た

場
合
、
米
国
の
行
為
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
適
用
さ
れ
る
（
属
人
主
義
（
10
）

）。
他
方
、issuers

とdom
estic concerns

で
な
い
日

本
企
業
等
は
、
通
常
、others

（
非
米
国
企
業
等
）
に
分
類
さ
れ
、
米
国
領
域
内
で
外
国
公
務
員
等
に
贈
賄
を
し
た
場
合
（w

hile in the 

territory of the U
nited S

tates

）
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
適
用
さ
れ
る
（
属
地
主
義
）。
ガ
イ
ド
に
お
け
る
注
意
点
と
し
て
、
非
米
国
企
業
等
に
分

類
さ
れ
る
企
業
で
も
、
イ
幇
助
、
教
唆
、
ロ
共
謀
、
ハ
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
に
よ
り
、
非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内
で
外
国
公
務
員

等
贈
賄
行
為
に
全
く
及
ん
で
い
な
い
場
合
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
と
明
言
さ
れ
る
。
非
米
国
企
業
等
がissuers

ま
た
は

dom
estic concerns

を
幇
助
、
教
唆
し
た
場
合
、
非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内
で
何
ら
行
為
を
行
わ
な
く
て
も
外
国
公
務
員
等
贈
賄

本
体
の
罪
（
米
国
当
局
は
本
体
の
罪
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
独
立
し
て
、
非
米
国
企
業
等
に
幇
助
、
教
唆
罪
が
成

立
し
、
基
本
的
に
米
国
が
管
轄
権
を
有
す
る
。
即
ち
、
非
米
国
企
業
等
がissuers

ま
た
はdom

estic concerns

と
共
謀
し
た
場
合
、

非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内
で
何
ら
行
為
を
行
わ
な
く
て
も
共
謀
に
基
づ
き
外
国
公
務
員
等
贈
賄
が
共
謀
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
こ
と

が
合
理
的
に
予
測
で
き
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
外
国
公
務
員
等
贈
賄
本
体
の
罪
が
、
外
国
公
務
員
等
贈
賄
に
向
け
た
何
ら
か
の
意
思
発
現

行
為
（overt act

）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
共
謀
罪
が
、
当
該
非
米
国
企
業
等
に
各
成
立
し
、
基
本
的
に
米
国
が
管
轄
を
有
す
る
。
非
米

国
企
業
等
がissuers

ま
た
はdom

estic concerns

の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
行
動
し
て
い
る
場
合
、
非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内

で
何
ら
行
為
を
行
わ
な
く
て
もissuers

ま
た
はdom

estic concerns
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
き
米
国
が
管
轄

を
有
す
る
。
日
本
企
業
もissuers

やdom
estic concerns

の
米
国
企
業
と
国
際
合
弁
を
行
い
、
米
国
企
業
と
共
に
米
国
以
外
の
国
で

外
国
公
務
員
等
贈
賄
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、
日
本
企
業
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
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⑵　

正
当
な
接
待
・
贈
答
と
贈
賄
の
線
引

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
は
、
贈
賄
と
し
て
提
供
さ
れ
る
金
銭
や
物
等
が
一
定
の
金
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
免
責
す
る
旨
の
規
定
は
存
在
し

な
い
。
も
っ
と
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
正
当
な
接
待
・
贈
答
と
贈
賄
の
線
引
は
、
外
国
公
務
員
等
に
不
正
に
影
響
を
与
え
る
意
図
で
あ

る
腐
敗
の
意
図
（corrupt intent

）
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
さ
れ
る
。
腐
敗
の
意
図
を
認
め
る
の
が
難
し
い
事
例
と
し
て
、
さ
さ

や
か
な
価
値
の
も
の
を
贈
っ
た
場
合
が
あ
る
が
、
社
交
儀
礼
と
し
て
の
接
待
、
贈
答
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
全
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
逆
に
多
額
の
現
金
、
高
級
品
提
供
、
正
当
な
理
由
が
な
い
旅
費
の
負
担
、
外
国
公
務
員
等
の
親
族
や
友
人
へ
の
贈
答
は
腐
敗
の
意
図

が
認
め
ら
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
。
ガ
イ
ド
は
接
待
、
贈
答
が
贈
賄
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
企
業
は
明
確
で
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な

社
内
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
大
企
業
の
多
く
は
明
確
な
金
額
の
基
準
（
一
回
分
の
み
な
ら
ず
年
間
の
合
計
金

額
を
含
む
）
を
定
め
、
例
外
は
適
切
な
レ
ベ
ル
のm

anagem
ent

に
よ
り
決
裁
さ
れ
る
方
式
を
定
め
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
我
が
国
に
お

け
る
社
内
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
社
会
的
に
相
当
な
範
囲
と
い
う
決
裁
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
役
職
員
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
こ
と

に
鑑
み
、
よ
り
明
確
な
金
額
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

⑶　

公
的
企
業
と
外
国
公
務
員
等

我
が
国
の
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
二
項
三
号
お
よ
び
関
連
政
令
に
お
い
て
は
、
公
的
企
業
の
役
職
員
が
い
か
な
る
場
合
に
外
国
公
務

員
等
に
該
当
す
る
か
を
明
確
に
定
め
て
い
る
。
他
方
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、instrum

entality of a F
oreign G

overnm
ent

の
役
職
員
が
外
国

公
務
員
等
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
が
、instrum

entality

の
内
容
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ガ
イ
ド
で
は
、instrum

entality

は

state-ow
ned or state-controlled entities

が
含
ま
れ
る
と
し
つ
つ
、
い
か
な
る
企
業
がinstrum

entality

と
い
え
る
か
は
個
別
事
実

の
分
析
に
よ
る
と
し
て
従
来
の
司
法
省
の
見
解
を
維
持
す
る
。
外
国
政
府
に
よ
る
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
程
度
、
設
立
の

六
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経
緯
、
活
動
の
内
容
、
外
国
法
の
下
で
い
か
な
る
義
務
、
特
権
が
当
該
企
業
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
項
目
を
あ
げ
る
。
企
業
側
と
し

て
は
、
外
国
政
府
が
過
半
数
株
式
を
保
有
す
る
場
合
はinstrum

entality

に
該
当
す
る
と
考
え
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
実
態
と
し
て
外

国
政
府
に
よ
る
役
員
任
命
の
有
無
、
外
国
政
府
の
業
務
関
与
の
程
度
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
保
守
的
に
該
当
性
の
有
無
を
判
断
し
て
お

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

⑷　

第
三
者
へ
の
支
払

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、
財
物
の
全
部
な
い
し
一
部
が
外
国
公
務
員
等
へ
提
供
等
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
（w

hile know
ing

）、
当
該
財
物
を
第
三

者
（any person

）
に
提
供
等
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
い
、
一
部
が
公
務
員
に
贈
賄
さ
れ
た
場

合
、
当
該
企
業
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
贈
賄
す
る
こ
と
を
知
っ
て
報
酬
を
支
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
該
企
業
に
外
国
公
務
員
等
贈
賄
の
罪

が
成
立
す
る
。
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
が
な
さ
れ
得
る
事
象
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
確
認
を
怠
っ
た
場
合
も
、
当
該
贈
賄
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ガ
イ
ド
に
お
い
て
、R

ed F
lag

事
象
と
し
て
、
第
三
者
へ
の
過
剰
な
支
払
、
第

三
者
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
へ
の
不
合
理
に
過
大
な
割
引
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
内
容
が
抽
象
的
な
第
三
者
と
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・

ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
締
結
、
第
三
者
が
外
国
公
務
員
等
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
等
を
挙
げ
る
。

ホ　

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
外
国
公
務
員
等
に
よ
る
日
常
的
な
政
府
の
活
動
（routine governm

ental action

）
の
実
行
を
促
進
し
（expedite

）、
確
保

す
る
（secure

）
た
め
提
供
さ
れ
たF

acilitation P
aym
ents

（
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
日
常
的
政

府
の
活
動
に
は
裁
量
を
伴
う
も
の
は
含
ま
れ
ず
、
金
額
の
高
低
よ
り
も
腐
敗
の
意
図
の
有
無
が
考
慮
さ
れ
る
。
一
九
九
七
年
一
一
月
採
択

の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
、
少
額
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
は
営
業
上
の
不

六
二
〇
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七
）

正
な
利
益
を
得
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
は
解
さ
れ
ず
犯
罪
と
な
ら
な
い
と
し
、
例
外
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
は
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
が
出
さ
れ
、
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
（
11
）

。
外
国
公
務
員
等
か
ら
金
銭
等
の
支
払
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
犯
罪
不
成
立
の
理
由
と
な
ら
な
い
。
ガ
イ
ド
に
お
い
て
、
支
払
を
し
な

け
れ
ば
物
理
的
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
状
況
下
で
の
支
払
は
、
腐
敗
の
意
図
等
が
認
め
ら
れ
ず
犯
罪
が
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
が
、

他
方
、
外
国
公
務
員
等
か
ら
支
払
を
し
な
け
れ
ば
市
場
へ
の
参
加
を
認
め
な
い
と
い
う
経
済
上
の
強
要
（econom

ic coercion

）
が
あ
っ
て

も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
外
国
公
務
員
等
贈
賄
罪
の
成
立
を
妨
げ
な
い
と
さ
れ
る
。

⑸　

親
会
社
の
責
任

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
に
お
い
て
、
子
会
社
が
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
を
行
う
場
合
、
親
会
社
役
職
員
が
子
会
社
に
贈
賄
を
指
示
し
た
場

合
、
贈
賄
行
為
に
自
ら
参
加
し
た
場
合
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
（agency principles

）
に
よ
り
親
会
社
が
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。

親
会
社
が
子
会
社
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
子
会
社
が
親
会
社
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
親
会
社
も

責
任
を
負
う
。
合
併
の
承
継
会
社
（successor com

pany

）
の
責
任
も
言
及
さ
れ
、
合
併
前
に
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行
い
、
贈
賄
が

発
覚
し
た
場
合
は
司
法
省
や
証
券
取
引
委
員
会
に
開
示
し
て
協
力
し
て
贈
賄
を
止
め
さ
せ
、
贈
賄
を
再
度
行
わ
な
い
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ク
管

理
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
の
交
錯

二
〇
一
〇
年
七
月
成
立
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
金
融
制
度
改
革
・
消
費
者
保
護
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er 

P
rotection A

ct 2010

）
に
お
い
て
は
銀
行
に
自
己
勘
定
取
引
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
へ
の
投
資
を
禁
じ
、

ま
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
す
る
証
券
法
違
反
の
報
告
に
関
し
て
報
奨
金
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
内
部
通
報
者
保
護
を
強
化
し
て
、
内
部
告
発
を
奨

六
二
一
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励
し
て
い
る
（
九
二
二
条
）。
制
裁
金
額
が
一
〇
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
場
合
一
〇
％
か
ら
三
〇
％
に
相
当
す
る
報
奨
金
を
与
え
る
と
定
め
て

い
る
た
め
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
執
行
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
み
ら
れ
る
。
近
年
、
和
解
金
が
数
百
万
ド
ル
に
及
ぶ
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
和
解
が

多
数
生
じ
て
い
る
の
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
内
部
告
発
者
条
項
に
よ
り
、
多
く
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
調
査
、
執
行
措
置
が
行
わ

れ
る
可
能
性
が
増
加
し
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
従
業
員
が
社
内
報
告
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
回
避

し
て
政
府
に
社
外
通
報
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
企
業
に
お
い
て
は
内
部
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
り

か
ね
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
企
業
は
積
極
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
制
度
を
実
施
・
維
持
し
、
社
内
の
内
部

告
発
者
方
針
を
見
直
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
問
題
に
積
極
的
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

4
．
共
謀
罪

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
き
、§

78dd-1 

発
行
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-2 

国
内
関
係
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、

§
78dd-3 

発
行
者
と
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
が
あ
る
。
日
本
企
業
の
会
社
関
係
者
が
米
国
内
で
直
接

贈
賄
行
為
に
関
与
せ
ず
、
発
行
者
ま
た
は
国
内
関
係
者
で
あ
る
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
が
贈
賄
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、
日
本
企
業
の
会

社
関
係
者
が
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
等
し
て
共
謀
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
共
謀
罪
（conspiracy

）
が

成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
（18 U

.S
.C
 §
271

）。
米
国
当
局
は
共
謀
罪
を
積
極
的
に
活
用
し
て
外
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
広
く
刑
事
責

任
を
追
及
す
る
傾
向
が
あ
る
。

四
．
英
国
賄
賂
防
止
法
と
指
針

二
〇
一
〇
年
英
国
贈
収
賄
防
止
法
（B

ribery A
ct 2010

）
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
行
為
を
禁
止
す
る
規
定
を

六
二
二
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藤
川
）

（
一
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九
）

セ
ク
シ
ョ
ン
6 

外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（B

ribery of foreign public offi  cials

）
と
し
て
定
め
て
い
る
（
12
）

。
同
法
の
概
要
に
つ
い
て
は

次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
処
罰
対
象
と
す
る
行
為
の
類
型
は
、
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
イ
贈
賄
（
賄
賂
の
提
供
、
提
供
の
約
束
等
の
行

為
）（
セ
ク
シ
ョ
ン
1 O

ff ences of bribing another person

）、
ロ
収
賄
（
賄
賂
の
要
求
・
受
領
、
収
賄
の
合
意
等
の
行
為
）（
セ
ク
シ
ョ
ン
2 

O
ff ences relating to being bribed

）、
ハ
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（
セ
ク
シ
ョ
ン
6
）、
ニ
企
業
の
贈
賄
防
止
手
続
き
の
不
履
行
（
セ
ク

シ
ョ
ン
7 F

ailure of com
m
ercial organisations to prevent bribery

）
で
あ
る
。
企
業
が
贈
賄
罪
の
適
用
対
象
と
な
る
に
は
以
下
の
要
件

を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
企
業
（
営
利
団
体
）
の
関
係
者
が
、
当
該
企
業
の
た
め
に
事
業
や
事
業
上
の
優
位
性
の
取
得
ま
た
は
確
保
を

意
図
し
て
、
他
の
者
に
贈
賄
し
た
場
合
（
指
針
パ
ラ
グ
ラ
フ
36
）。
第
二
に
、
対
象
企
業
の
定
義
の
該
当
規
定
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
7
⑸
営
利

団
体
（relevant com

m
ercial organisation

）
の
意
味
で
あ
り
、
英
国
の
設
立
企
業
で
事
業
ま
た
は
事
業
の
一
部
を
英
国
で
行
な
う
企
業
が

対
象
で
あ
る
。
セ
ク
シ
ョ
ン
7
の
と
お
り
、
企
業
と
関
連
す
る
人
（associated person

）
が
セ
ク
シ
ョ
ン
1
、
2
の
贈
賄
行
為
を
行
っ
た

場
合
、
当
該
企
業
は
処
罰
対
象
と
な
る
。
関
連
す
る
人
の
定
義
は
セ
ク
シ
ョ
ン
8
（M

eaning of associated person

）
で
述
べ
ら
れ
、
当

該
企
業
の
た
め
に
、
ま
た
は
当
該
企
業
を
代
理
し
て
職
務
を
行
う
人
と
広
く
定
義
さ
れ
て
い
る
。
条
文
上
、
企
業
の
従
業
員
、
代
理
人
お

よ
び
子
会
社
（subsidiary

）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
（
セ
ク
シ
ョ
ン
3
）、
例
示
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
以
外
の
関
係
者
も
含
ま
れ
、
合
弁
企
業
も

関
連
す
る
人
と
み
な
さ
れ
る
。
合
弁
（Joint V

enture

）
法
人
の
従
業
員
が
贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
合
弁
法
人
に
出
資
し
て
い
る
と

の
理
由
の
み
で
は
各
構
成
企
業
に
と
っ
て
合
弁
法
人
の
従
業
員
は
関
係
す
る
人
に
該
当
し
な
い
。
合
弁
法
人
が
特
定
構
成
企
業
の
た
め
に

贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
企
業
に
と
り
合
弁
法
人
は
関
係
す
る
人
に
該
当
す
る
（
指
針
パ
ラ
グ
ラ
フ
40
）。
関
連
す
る
人
が
英
国
外

で
行
っ
た
贈
賄
行
為
に
つ
い
て
、
該
当
企
業
が
防
止
を
怠
っ
て
い
た
場
合
は
英
国
で
起
訴
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
外
国
公
務

員
の
定
義
に
つ
い
て
該
当
規
定
は
セ
ク
シ
ョ
ン
6
⑸
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（B

ribery of foreign public offi  cials

）
で
あ
り
、
立
法
、

六
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行
政
、
司
法
の
立
場
に
あ
る
者
、
公
的
機
能
を
遂
行
す
る
者
（
公
的
機
関
、
公
営
企
業
を
含
む
）、
公
的
国
際
機
関
の
職
員
（
国
連
な
ど
）
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
与
党
議
員
、
政
党
お
よ
び
公
職
者
候
補
、
公
立
病
院
職
員
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
職
員
も
含
ま
れ
る
。
第
四
に
、
処
罰
の

内
容
・
範
囲
が
あ
り
、
該
当
規
定
は
セ
ク
シ
ョ
ン
11
の
罰
則
（P

enalties

）
で
あ
る
。
企
業
の
場
合
、
正
式
裁
判
で
は
上
限
な
し
の
罰
金

が
科
さ
れ
、
時
効
期
限
は
な
い
。
Ｅ
Ｕ
内
で
の
官
庁
発
注
契
約
の
指
定
停
止
（
無
期
限
）
と
な
り
、
セ
ク
シ
ョ
ン
1
、
2
、
6
の
違
反
は

義
務
的
指
名
停
止
と
な
る
、
セ
ク
シ
ョ
ン
7
の
違
反
は
裁
量
的
指
名
停
止
。
第
五
に
、
関
連
法
制
度
と
し
て
、
イ
公
益
開
示
法
（P

ublic 

Interest D
isclosure A

ct 1998

）：
公
務
員
も
含
め
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
、
内
部
通
報
制
度
整
備
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
自
浄

作
用
に
期
待
す
る
。
ロU

K
 B
ribery A

ct 2010 

施
行
以
前
の
現
行
法
等
：
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
贈
収
賄
罪
、
一
八
八
九
年
公
共
団
体

腐
敗
行
為
法
、
二
〇
〇
一
年
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
犯
罪
・
公
安
法
、
犯
罪
収
益
法
二
〇
〇
二
（P

roceeds of C
rim
e A
ct 2002

）
が
あ
る
。
第

六
に
、
企
業
に
対
す
る
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
整
備
促
進
の
取
組
が
あ
る
。
セ
ク
シ
ョ
ン
9 

企
業
の
贈
賄
防
止
ガ
イ
ダ
ン
ス

（G
uidance about com

m
ercial organisations preventing bribery

）
に
規
定
さ
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
、
二
〇
一
一
年
三
月
三
〇
日
英
国
司
法
省
（
Ｍ
Ｏ
Ｊ
）
か
ら
贈
収
賄
禁
止
法
の
指
針
が
公
表
さ
れ
、
合
理
的
な
接
待
費
、

英
国
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
関
係
者
、
フ
ァ
シ
リ
テ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
、
訴
追
裁
量
、
贈
賄
防
止
方
針
お
よ
び
手
続
き
に
関
す

る
指
導
原
理
（
リ
ス
ク
に
応
じ
た
手
続
き
、
上
層
部
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
リ
ス
ク
評
価
、
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
監
視

と
見
直
し
）
等
が
提
示
さ
れ
る
。
適
用
範
囲
の
限
界
と
し
て
英
国
証
券
取
引
所
上
場
ま
た
は
英
国
子
会
社
を
有
す
る
の
み
で
は
訴
追
さ
れ

な
い
こ
と
、
贈
収
賄
禁
止
法
に
基
づ
く
「
十
分
な
手
続
き
」
を
整
え
る
上
で
の
参
考
す
べ
き
指
導
原
理
も
示
さ
れ
る
が
、
条
件
付
で
あ
り
、

一
般
的
な
文
言
で
あ
る
た
め
確
証
が
得
ら
れ
な
い
分
野
も
多
い
（
13
）

。
対
象
企
業
は
、
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
な
ど
十
分
な
手
続
き
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
企
業
責
任
に
対
す
る
抗
弁
と
な
る
も
の
と
み
ら
れ

六
二
四



新
た
な
国
際
汚
職
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為
防
止
法
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考
察
（
藤
川
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（
一
一
四
一
）

る
。

五
．
外
国
公
務
員
贈
賄
摘
発
事
案
の
考
察

1
．
贈
賄
摘
発
事
案

贈
収
賄
法
関
連
の
摘
発
事
例
に
つ
い
て
、U

K
 B
ribery A

ct 2010 

は
一
件
、
中
国
海
外
贈
賄
条
項
に
お
い
て
は
事
例
が
存
在
し
な
い
。

英
国
で
は
関
連
す
る
現
行
法
に
よ
り
年
間
三
│
五
件
程
度
の
執
行
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
企
業
は
関
係
し
て
い
な
い
。
二
〇
一
一

年
七
月U

K
 B
ribery A

ct 2010 

施
行
以
来
、
摘
発
は
一
件
の
み
で
あ
る
。
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
摘
発
件
数
は
二
〇
〇
七
年
を
転
機
に
増

加
に
転
じ
、
罰
金
額
が
高
額
化
し
（
14
）

、
今
後
も
訴
追
件
数
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
（
15
）

。

2
．
外
国
企
業
お
よ
び
従
業
員
が
関
与
し
た
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
事
案

⑴　

証
券
発
行
者
に
対
す
る
管
轄

二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
六
日
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
贈
賄
禁
止
条
項
お
よ
び
会
計
処
理
・
内
部
統
制
条
項
違
反
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
企
業S

iem
ens 

A
G

が
有
罪
を
認
め
、
米
国
Ｄ
Ｏ
Ｊ
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
罰
金
四
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
不
当
利
得
返
還
三
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
を
含
む
和

解
に
合
意
し
た
。S
iem
ens

の
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
米
国
預
託
証
券
）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
、
贈
賄
禁
止
条
項
お
よ
び

社
内
文
書
・
内
部
統
制
条
項
の
双
方
の
管
轄
が
主
張
さ
れ
、
米
国
取
引
所
で
取
引
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
立
件
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。
類
似
の
事
案
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
米
国
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
イ
ラ
ン
の
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
に
つ
き
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
に
本
社
を
持
つ
国
際
的
石
油
企
業
で
あ
るS

tatoil, A
S
A

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
取
引
）
と
の
和
解
を
公
表
し
た
（
17
）

。

ま
た
Ｄ
Ｏ
Ｊ
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
はW

illbros G
roup

（
米
国
取
引
所
に
上
場
し
米
国
事
業
所
を
持
つ
パ
ナ
マ
の
会
社
）
に
対
す
る
ボ
リ
ビ
ア
、
ナ

六
二
五
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第
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（
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四
二
）

イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
エ
ク
ア
ド
ル
のW

illbros G
roup

関
連
会
社
に
よ
る
行
為
を
含
む
一
連
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
事
件
に
つ
き
和
解
し
た
（
18
）

。

⑵　

米
国
領
土
内
で
行
わ
れ
た
行
為
に
基
づ
く
管
轄

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
米
国
内
の
外
国
企
業
の
従
業
員
の
行
為
に
対
し
て
訴
追
し
た
事
案
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
九
月
二
三
日A

lcatel

（
米
国
で

Ａ
Ｄ
Ｒ
株
式
取
引
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
電
話
会
社
）
の
た
め
に
コ
ス
タ
リ
カ
公
務
員
に
対
す
る
二
五
〇
万
ド
ル
超
の
贈
賄
に
加
担
し
た
フ
ラ
ン
ス

国
民
が
三
〇
ヶ
月
懲
役
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
米
国
金
融
機
関
を
経
由
す
る
送
金
に
よ
り
外
国
公
務
員
に
対
す
る
支
払
い
を
手
配
し
た
と
さ

れ
る
が
、
被
告
が
発
行
者
の
従
業
員
ま
た
は
代
理
人
で
あ
る
こ
と
も
起
訴
状
で
主
張
さ
れ
、
送
金
の
米
国
経
由
に
基
づ
き
米
国
が
管
轄
を

有
す
る
か
は
明
ら
か
で
な
い

イ　

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
（
日
揮
株
式
会
社
）

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
Ｌ
Ｎ
Ｇ
社
所
有
割
合
は
四
九
％
、
残
り
五
一
％
は
多
国
籍
石
油
会
社
数
社
が
保
有
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
社
役
員
と
従
業
員
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
で
外
国
公
務
員
と
み
な
さ
れ
た
（
19
）

。
二
〇
一
一
年
四
月
六
日
日
揮
株
式
会
社
は

Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
二
億
一
八
八
〇
万
ド
ル
（
約
一
八
七
億
円
）
で
和
解
し
た
。
訴
追
延
期
合
意
に
よ
り
契
約
条
件
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
、
独
立

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
起
用
に
合
意
し
、
外
部
監
視
機
関
に
よ
り
二
年
間
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
認
め
ら
れ
れ
ば
免

訴
と
な
る
。

ロ　

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
へ
の
仲
介
（
丸
紅
株
式
会
社
）

二
〇
一
二
年
一
月
一
八
日
丸
紅
株
式
会
社
（
同
社
）
は
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
間
で
起
訴
猶
予
契
約
を
締
結
し
、
和
解
が
成
立
し
五
四
・
六
百
万
ド

ル
を
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
（
20
）

。
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
の
賄
賂
に
当
た
り
同
社
が
贈
賄
行
為
の
仲
介
人
と
し
、

共
謀
お
よ
び
幇
助
の
罪
で
起
訴
し
た
が
、
発
行
者
以
外
の
人
ま
た
は
国
内
企
業
等
に
関
す
る
条
項
に
直
接
違
反
し
た
罪
で
起
訴
す
る
余
地

六
二
六
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も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
不
明
な
点
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

ハ　

現
地
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
経
由
し
た
現
地
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
株
式
会
社
）

邦
人
で
初
め
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
国
際
カ
ル
テ
ル
疑
惑
事
案
で
あ
る
（
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
）。
日
本
企
業
お
よ

び
米
国
子
会
社
が
取
引
を
確
保
せ
ん
と
し
て
中
南
米
の
国
有
石
油
企
業
の
職
員
に
対
す
る
支
払
い
を
含
む
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
を
行
っ

た
（
21
）

。
日
本
国
民
で
日
本
に
居
住
し
勤
務
し
て
い
た
被
告
は
、
共
謀
が
話
し
合
わ
れ
た
と
さ
れ
る
米
国
内
ビ
ジ
ネ
ス
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
出
席

直
後
、
米
国
で
逮
捕
さ
れ
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
等
工
業
用
ゴ
ム
製
品
の
販
売
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
国
際
カ

ル
テ
ル
お
よ
び
外
国
公
務
員
の
贈
賄
行
為
の
共
謀
に
関
与
し
た
と
し
て
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
〇
日
本
社
化
工
品
海
外
部
部
長
は
共
謀
し

て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
行
動
を
と
っ
た
こ
と
、
カ
ル
テ
ル
を
組
み
価
格
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
反
ト
ラ
ス
ト
法
・
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
で

起
訴
さ
れ
、
二
年
間
の
拘
禁
刑
お
よ
び
八
万
ド
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
。
二
〇
一
一
年
九
月
一
五
日
Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
二
八
〇
〇
万
ド
ル
の
支

払
い
で
和
解
。
賄
賂
供
与
手
続
を
実
際
に
進
め
た
の
は
米
国
子
会
社
で
あ
る
が
、
海
外
部
部
長
は
賄
賂
供
与
の
交
渉
、
承
認
な
ど
を
行
っ

た
と
し
て
共
謀
罪
に
問
わ
れ
、
今
後
は
域
外
適
用
へ
の
対
処
が
大
き
な
問
題
と
な
ろ
う
。

2
．
我
が
国
企
業
の
実
務
上
の
留
意
点

イ　

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

域
外
適
用
に
対
す
る
本
邦
企
業
の
留
意
点
と
し
て
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
り
適
切
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
構
築
に
向
け
自
社
リ

ス
ト
の
洗
い
出
し
を
行
う
こ
と
、
第
三
者
の
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
徹
底
、
従
業
員
規
範
（C

ode of C
onduct

）
の
署
名
な
ど
が
有
効

で
あ
る
（
22
）

。

六
二
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ロ　
U
K
 Bribery A

ct 2010
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
自
社
に
適
合
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
確
立
が
重
要
と
な
る
。
企
業
訴
追
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
現

実
的
分
析
が
な
さ
れ
、
企
業
が
十
分
な
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
抗
弁
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
英
国
政
府
に
は
多
く
の
リ
ソ
ー
ス
は

な
く
各
国
政
府
と
協
力
と
し
て
摘
発
に
当
た
ろ
う
。
自
己
申
告
を
勧
め
、
監
査
はS

uspicious A
ctivity R

eports

をS
F
O

（S
erious 

F
raud O

ffi  ce

）
に
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
（
23
）

。

六
．
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察

第
一
に
、
不
正
競
争
防
止
法
を
念
頭
に
、
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
に
お
け
る
少
額
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
み
て
も
、

不
正
な
利
益
供
与
で
な
く
、
社
会
的
な
常
識
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
少
額
支
払
い
を
承
認
す
る
取
締
役
の
経
営
判
断
に
お
け
る

裁
量
権
の
逸
脱
の
有
無
（
善
管
注
意
義
務
違
反
）
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
近
時
の
判
例
実
務
は
事
実
認
識
お
よ
び
判
断
推
論

の
プ
ロ
セ
ス
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
き
行
っ
た
取
締
役
の
判
断
の
内
容
自
体
の
合
理
性
を
追
求
し
、
判
断
過
程
も
詳
細
に
検
討

す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
営
判
断
原
則
を
構
成
す
る
規
準
で
あ
る
①
企
業
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
な
ど
、
②
一

般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
、
③
前
提
事
実
の
認
識
過
程
の
不
当
な
誤
り
・
合
理
性
欠
如
、
④
事
実
認
識
に
基
づ
く
判
断
の
推
論
過
程
お
よ

び
最
終
判
断
自
体
そ
の
も
の
の
内
容
の
明
ら
か
な
不
合
理
の
各
観
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
取
締
役
の
判
断
の
留
意
点
は
次
の
通
り
と
な
る
。

①
外
国
の
腐
敗
度
、
利
益
供
与
の
外
国
国
内
法
令
の
許
容
度
、
業
務
遂
行
の
関
連
性
な
ど
。
②
業
界
ご
と
の
相
違
や
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
信
頼
確
保

な
ど
、
③
第
三
者
・
専
門
家
の
資
料
の
参
考
度
合
い
お
よ
び
稟
議
書
の
収
集
と
検
討
。
リ
サ
ー
チ
懈
怠
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
（
24
）

）
や
信

頼
の
原
則
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件
（
25
）

）
が
関
連
し
て
問
わ
れ
る
。
④
取
引
を
獲
得
で
き
な
い
場
合
の
企
業
の
損
失
（
26
）

お
よ
び
外
国
公
務
員
と
の

六
二
八
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継
続
的
関
係
、
接
待
な
ど
の
必
要
性
、
取
締
役
会
に
お
け
る
議
論
の
十
分
性
な
ど
。

第
二
に
、
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
関
連
事
例
に
お
い
て
、
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
違
反
の
有
罪
が
確
定
す
れ
ば
法
令
違
反
行
為
と
し
て

取
締
役
の
裁
量
は
否
定
さ
れ
善
管
注
意
義
務
違
反
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
攻
撃
防
御
方
法
を
想
定
す
る

し
か
な
い
。
他
方
、
起
訴
に
至
ら
な
い
場
合
、
株
価
下
落
な
ど
株
主
代
表
訴
訟
提
訴
に
対
し
て
は
経
営
判
断
原
則
に
基
づ
く
上
記
の
四
つ

の
観
点
か
ら
の
抗
弁
の
主
張
も
可
能
と
な
ろ
う
。

第
三
に
、
具
体
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
事
前
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
、
不
祥
事
発
覚
時
の
対
応
、
事
後
的
責
任
処
理

の
三
点
か
ら
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
に
基
づ
く
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
各
要
素
毎
に
検
討
す
る
と
、
①
統
制
環
境
で
は
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
の
組
織
的
連

携
と
独
立
性
維
持
、
②
リ
ス
ク
の
評
価
・
対
応
で
は
、
外
国
の
賄
賂
の
法
制
度
の
事
前
評
価
が
あ
る
。
不
正
競
争
防
止
法
と
は
独
立
し
て

外
国
法
令
が
適
用
さ
れ
、
ま
た
外
国
法
令
に
お
け
る
賄
賂
の
許
容
度
が
翻
っ
て
同
第
一
八
条
一
項
の
嫌
疑
に
影
響
す
る
た
め
で
あ
る
。
英

国
賄
賂
防
止
法
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
従
業
員
雇
用
、
通
信
手
段
な
ど
管
轄
権
が
及
ん
で
い
る
こ
と
の
確
認
が
求
め
ら

れ
る
。
③
統
制
活
動
か
ら
は
、
個
別
の
リ
ス
ク
審
査
が
客
観
的
基
準
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
、
代
理
人
や
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
利

用
す
る
場
合
は
、
国
籍
、
業
務
委
託
契
約
に
お
け
る
法
的
帰
責
の
切
断
な
ど
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
④
情
報
・
伝
達
に
つ
い
て
は
、
社

内
倫
理
規
定
策
定
、
内
部
周
知
活
動
、
各
国
の
情
報
蓄
積
・
共
有
化
が
あ
る
。
⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
個
別
案
件
処
理
の
プ
ロ

セ
ス
を
監
査
す
る
独
立
セ
ク
シ
ョ
ン
の
設
置
・
運
用
が
重
要
と
な
り
、
内
部
通
報
制
度
導
入
・
不
利
益
処
分
排
除
、
会
計
報
告
の
信
頼
性

審
査
、
第
三
者
委
員
会
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。

第
四
に
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
に
よ
り
、
先
ず
株
価
下
落
、
信
頼
失
墜
、
海
外
事
業
撤
退
な
ど
の
事
前
防
止
が
図
ら
れ
る
。
次

に
法
的
側
面
で
も
、
不
正
競
争
防
止
法
の
両
罰
規
定
か
ら
法
人
の
責
任
が
問
わ
れ
た
場
合
に
、
従
業
員
の
選
任
監
督
上
の
過
失
が
な
か
っ

六
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た
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
内
部
統
制
を
含
む
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
策
定
が
重
要
な
事
実
と
な
り
得
る
と
と
も
に
、
善
管
注
意

義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
も
体
制
整
備
と
運
用
は
経
営
判
断
原
則
の
抗
弁
主
張
の
前
提
と
な
る
。
英
国
賄
賂
防
止
法
に

お
け
る
贈
賄
防
止
策
懈
怠
罪
適
用
に
お
い
て
は
、
正
し
く
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
策
定
・
運
用
が
適
正
手
続
の
抗
弁
と
な
り
、

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
も
Ｄ
Ｏ
Ｊ
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
の
司
法
取
引
に
お
け
る
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
。
さ
ら
に
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）

に
関
し
て
も
、
そ
の
責
任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
ま
た
第
五
に
、
行
政
指
針
と
法
律
の
錯
誤
に
つ
き
、
経
済
産
業
省
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
信
頼
し
て
も
責
任
故
意
は
阻
却
さ
れ
ず
に
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
が
成
立
し
得
る
こ
と
も
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。

七
．
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
お
け
る
域
外
適
用
の
考
察

1
．
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
相
違
点

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
は
類
似
点
も
多
い
が
、
相
違
点
と
し
て
（
28
）

、
民
間
人
の
賄
賂
禁
止
、
企
業
に
関
す
る
管
轄
拡
大
、
目

的
に
関
す
る
表
現
の
拡
大
、A
ffi  rm
ative D

efence
（
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
）
が
な
い
こ
と
、
裁
量
の
余
地
の
な
い
機
械
的
業
務
に
対

す
るF

acilitaion P
aym
ents

の
例
外
も
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

2
．
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
の
域
外
適
用

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
で
は
（
七
条
）、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
に
内
部
統
制
な
ら
び
に
文
書
化
要
求
が
法
制
化
さ
れ
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
域
外

適
用
を
認
め
て
お
り
（
29
）

、
企
業
と
し
て
は
今
後
は
適
切
な
文
書
化
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
と
な
る
。
域
外
適
用
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
大

き
な
問
題
と
な
る
中
、
今
後
はU

K
 B
ribery A

ct 2010 

の
域
外
適
用
の
対
策
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
本
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
英

国
内
お
よ
び
そ
の
他
の
管
轄
区
域
内
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
居
住
地
、
設
立
地
ま
た
は
市
民
権
を
理
由
と
し
て
英
国
と
密
接
に
関

六
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連
し
て
い
る
場
合
、
英
国
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
を
有
す
る
。
英
国
外
で
設
立
ま
た
は
英
国
外
に
拠
点
を
有
す
る
団
体
の
場
合
、
英
国
で
事

業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
否
か
は
事
案
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
英
国
裁
判
所
が
最
終
決
定
権
を
有
す
る
。
外

国
企
業
に
よ
る
英
国
以
外
の
行
為
も
適
用
対
象
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
比
し
域
外
適
用
の
適
用
範
囲
が
広
い
。
海
外
子
会
社
に
つ
き
英
国

本
社
に
代
わ
り
汚
職
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
れ
ば
七
条
違
反
（F

ailure of com
m
ercial organisations to prevent bribery

）
の

可
能
性
が
あ
り
、
海
外
子
会
社
の
適
用
対
象
如
何
に
関
わ
ら
ず
本
社
は
贈
収
賄
罪
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
海
外
子

会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
が
重
要
と
な
ろ
う
。

3
．
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
お
け
る
域
外
適
用
の
考
察

私
見
で
あ
る
が
、
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
例
の
起
訴
理
由
な
ど
の
検
討
を
通

じ
て
、
米
国
証
券
法
、
独
禁
法
な
ど
と
同
様
に
、
属
地
主
義
の
拡
張
、
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
か
ら
効
果
基
準
へ
拡

大
を
み
せ
つ
つ
あ
り
、
勢
い
恣
意
的
で
ご
都
合
主
義
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
感
が
否
め
な
い
点
は
従
前
の
域
外
適
用
の
問
題
と
共
通
す
る
。

経
済
刑
法
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
要
因
が
強
い
領
域
で
あ
り
、
域
外
適
用
の
対
応
や
統
一
ル
ー
ル
を
考
察
す
る
上
で
、
独
禁
法
、
米
国

証
券
法
・
金
融
法
以
上
に
経
済
政
策
等
の
衝
突
よ
り
も
各
国
国
内
法
領
域
と
の
法
抵
触
等
の
観
点
か
ら
各
領
域
毎
に
精
緻
に
検
討
を
重
ね

る
こ
と
に
な
り
、
各
国
法
制
度
を
尊
重
し
属
地
主
義
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
刑
事
法
的
色
彩
も
強
く
主
観
的
属
地
主
義
の
ほ
か
、
効
果
主

義
の
制
限
規
範
と
し
て
、
事
案
に
応
じ
て
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
や
相
互
主
義
な
ど
を
加
味
し
て
い
く
こ
と
に
な

ろ
う
（
30
）

。
他
方
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
は
テ
ロ
資
金
対
策
な
ど
を
目
的
と
し
、
域
外
適
用
の
局
面
で
法
抵
触
が
あ
る
場
合
は
、
む
し
ろ

そ
れ
を
解
消
さ
せ
る
よ
う
に
他
国
の
国
内
法
整
備
を
促
す
べ
き
内
容
を
有
す
る
。
域
外
適
用
の
場
合
は
一
般
に
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
が
衡
平
と
な
ろ
う
が
、
当
該
分
野
で
は
法
執
行
で
な
く
法
創
造
に
向
け
て
の
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

六
三
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メ
ン
ト
と
も
い
え
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
等
も
求
め
ら
れ
よ
う
（
31
）

。
即
ち
、
イ
今
後
の
独
禁
法
・
米
国
証

券
法
分
野
の
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
反
致
（
外
交
軋
轢
）、
国
益
、
市
場
の
利
害
の
三
要
素
が
予
測
可
能
性
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
効
果
主

義
適
用
の
様
相
が
強
ま
る
中
、
抑
制
を
図
る
規
準
の
考
察
が
進
め
ら
れ
よ
う
。
ⅱ
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
刑
事
法
的
色
彩
が
強
く
、
主
観
的
属
地

主
義
の
要
因
が
強
ま
り
、
反
面
市
場
の
利
害
の
要
因
は
薄
ま
ろ
う
。
ⅲ
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
は
さ
ら
に
刑
法
的
色
彩
が
強
ま
り
、

市
場
の
利
害
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
対
象
か
ら
消
え
、
逆
に
全
世
界
統
一
的
な
規
範
形
成
を
各
国
に
迫
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

八
．
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
な
ら
び
に
我
が
国
の
法
実
務
の
影
響

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ジ
レ
ン
マ

私
見
で
あ
る
が
、R

ed F
lag

は
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
と
融
合
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

九
二
二
条
の
相
克
に
お
い
て
、
運
用
上
の
調
整
指
針
と
な
り
得
る
。R

ed F
lag

を
織
り
込
ん
だ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策

定
な
ら
び
に
内
部
統
制
構
築
に
よ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
の
域
外
適
用
に
対
し
て
も
有
効
に
対
処
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
に
対
処
す
る
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
を
主
旨
と
す
る
同
法
、
取
締
役
の
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
る
安
易

な
免
責
に
歯
止
め
を
か
け
る
べ
きR

ed F
lag

は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
方
向
の
中
で
、
域
外
適
用
も
含
め
て
相
互
に
交
錯
し
、
絡
み

合
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
か
。R

ed F
lag

は
、
取
締
役
は
社
内
の
不
正
行
為
に
疑
惑
を
抱
い
た
と
き
に
対
処
義
務
を
負
い
、
事
実
に

対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
対
処
を
行
わ
な
い
と
き
は
受
託
者
責
任
（fi duciary duty

）
に
お
け
る
注
意
義
務
（duty of care

）
違
反
な
ら

び
に
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
の
中
の
誠
実
（good faith

）
義
務
違
反
と
な
り
、
損
害
が
発
生
す
れ
ば
重
過
失
と
な
り
、
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
米
国
判
例
法
に
お
け
る
規
準
で
あ
る
。C

itigroup

事
件
判
決
（F

ebruary24,2009

）
に
お
い
て
八
つ

六
三
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のR
ed F

lag

が
原
告
か
ら
示
さ
れ
る
（
32
）

。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
に
由
来
す
る
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て

の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
態
勢
）
は
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
吟
味
の
規
準
に
も
関
わ
る
部
分
で
あ

ろ
う
（
33
）

。
経
営
戦
略
面
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
下
す
べ
き
、
消
極
的
妥
当
性
の
評
価
局
面
で
はR

ed F
lag

対
処
義
務
が
早
め
に
撤
収
す
べ
き

で
あ
っ
た
と
い
う
事
前
予
防
の
規
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
経
営
戦
略
の
中
で
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
伴
う
も
の
は

Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
し
て
把
握
で
き
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
中
にR

ed F
lag

対
処
義
務
を
活
用
で
き
る
局
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が

問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
経
営
判
断
原
則
は
原
則
と
し
て
機
能
せ
ず
、
経
営
判
断
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
令
を
犯
す
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。
し
か
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
超
え
、
事
前
予
防
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
経
営
判
断
原
則
が
機
能
し
う
る
境
界
の

場
面
で
はR

ed F
lag

対
処
義
務
を
活
用
で
き
る
。
他
方
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
中
で
も
全
く
別
の
戦
略
を
採
る
選
択
肢
が
あ
っ
た
場
合
はR

ed 

F
lag

対
処
義
務
で
は
対
応
し
に
く
い
。
そ
の
戦
略
は
採
る
べ
き
で
な
か
っ
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
局
面
に
お
い
て
有
用
に
機
能
し

得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、Red F

lag
対
処
義
務
は
経
営
戦
略
全
般
に
広
く
機
能
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
て
こ
よ
う
。

情
報
伝
達
過
程
は
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
・
内
部
統
制
と
連
携
し
、R

ed F
lag

対
処
義
務
の
履
行
の
た
め
の
前
提
と
し
て
違
法
行
為

等
の
情
報
が
取
締
役
会
に
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
判
断
に
よ
る
免
責
は
法
令
遵
守
が
前
提
で
あ
る
。
そ
の
上
で
裁
量
部
分

は
、
吟
味
の
規
準
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
せ
よ
、
免
責
の
た
め
に
は
更
な
る
絞
り
込
み
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
絞
り
込
み
の
規
準
と
し
て
は
法

令
的
色
彩
を
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。R

ed F
lag

対
処
義
務
を
採
り
上
げ
る
価
値
が
そ
こ
に
あ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外

適
用
が
問
題
と
な
る
中
、
判
例
理
論
で
あ
り
米
国
法
と
し
て
の
直
接
的
な
域
外
適
用
で
は
な
い
が
、
受
託
者
責
任
、
権
限
分
配
論
な
ど
我

が
国
の
規
範
形
成
に
実
質
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

六
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
五
〇
）

2
．R

ed Flag

対
処
義
務
の
考
察
と
活
用
│
シ
テ
ィ
規
準
な
ら
び
に
経
営
判
断
原
則
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
│

⑴　
R
ed Flag

対
処
義
務
の
活
用

C
itigroup

事
件
で
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
制
定
前
の
金
融
危
機
直
前
に
八
つ
の
徴
候
が
存
在
し
た
こ
と
を
訴
状
に
取
り
入
れ
た
（
34
）

。

従
業
員
の
業
務
に
不
法
行
為
が
あ
る
こ
と
を
取
締
役
が
認
識
し
た
時
点
をR

ed F
lag

と
喩
え
、
認
識
す
れ
ば
隠
蔽
も
善
管
注
意
義
務
違

反
で
あ
り
、
兆
候
を
察
し
た
場
合
顧
問
弁
護
士
に
相
談
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。R

ed F
lag

は
、G

raham
 v. A

llis-C
halm

ers 

M
anufhcturing C

o.41 D
el.C
h.78, 188A

.2d125

（D
el.S
upr.1963

）
事
件
で
米
国
判
例
に
よ
り
理
論
化
さ
れ
た
。A

llis-C
halm

ers 

M
anufhcturing C

om
pany

が
脱
税
し
、
ト
ラ
ス
ト
な
ど
不
法
行
為
を
し
て
提
訴
さ
れ
、
善
管
注
意
義
務
違
反
と
し
て
認
識
さ
れ
た
が
、

製
薬
会
社
が
医
師
に
賄
賂
を
送
っ
たC

arem
ark

事
件
（698A

.2d959

（D
el.C
h.199

））、D
isney

事
件
（906A

.2d27

（D
el.2006

））
に
お
い

て
誠
実
義
務
も
内
包
さ
れ
、
不
誠
実
行
為
の
第
三
類
型
の
故
意
の
義
務
放
棄
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
（
35
）

。

⑵　

R
ed Flag

と
我
が
国
企
業
経
営
へ
の
影
響

取
締
役
が
株
主
か
ら
受
託
す
る
信
認
義
務
（fi duciary duty

）
は
、
注
意
義
務
（duty of care

）
と
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
に
大

別
で
き
、
忠
実
義
務
と
し
て
取
締
役
は
会
社
の
利
益
を
第
一
に
合
理
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
誠
実
（good faith

）
義
務
、
利
益
相

反
が
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
注
意
義
務
に
お
い
て
結
果
責
任
は
問
わ
れ
ず
、
誠
実
さ
が
推
定
さ
れ
る
場
合
は
結
果
的
に
誤
っ
た
判
断

も
許
容
さ
れ
、
挙
証
責
任
は
原
告
に
あ
る
。
経
営
判
断
原
則
は
忠
実
義
務
違
反
で
用
い
る
厳
格
な
完
全
公
正
基
準
、
一
九
八
五
年
ユ
ノ
カ

ル
事
件
に
よ
る
中
間
基
準
に
比
し
て
緩
い
基
準
と
な
る
。R

ed F
lag

は
、
監
視
義
務
か
ら
派
生
し
、
忠
実
義
務
の
誠
実
（
公
正
）
義
務
と

し
て
扱
わ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
概
し
て
経
営
陣
は
株
主
を
意
識
し
た
経
営
を
せ
ず
、
受
託
者
責
任
に
お
け
る
忠
実
義
務

の
認
識
に
弱
く
、
判
例
な
ど
で
も
善
管
注
意
義
務
の
大
枠
の
中
に
忠
実
義
務
な
ど
を
包
摂
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
今
後
は
ド
ッ
ド
・
フ
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ラ
ン
ク
法
の
影
響
を
受
け
、R

ed F
lag

も
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
経
営
陣
は
現
在
以
上
に
受
託
者
責
任
等
を
意
識
し
た
経
営
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
第
一
に
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
制
定
に
よ
り
本
来
的
に
は
裁
量
た
る
経
営
判
断
部
分
ま
で
、
経
営
陣

と
し
て
は
法
令
と
も
い
え
る
域
外
適
用
を
含
め
た
同
法
に
よ
る
経
営
面
へ
の
制
約
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
従
業
員
の
行
動
に
対

し
て
従
前
以
上
の
配
慮
が
必
要
と
な
り
、
経
営
陣
と
従
業
員
の
間
で
萎
縮
効
果
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
調
整
弁
的
な
役
割

が
必
要
と
な
り
、
同
法
九
二
二
条
の
具
体
的
な
遵
守
指
針
と
し
てR

ed F
lag

基
準
の
考
え
方
を
経
営
陣
た
る
取
締
役
に
お
け
る
自
己
規

律
・
規
範
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
に
、R
ed F

lag

を
用
い
る
場
合
、
内
部
統
制
と
い
う
よ
り
も
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
位
置
づ
け
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
我
が
国
会
社
法
に
お
け
る
内
部
統
制
の
概
念
に
は
、
法
令
遵
守
と
共
に
損
失
管
理
が
規
定
さ
れ
、

元
来
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
。
信
認
義
務
・
受
託
者
責
任
の
明
確
化
を
通
じ
て
、
取
締
役
の
事
前
予
防
的

な
防
弾
機
能
と
な
り
、
リ
ス
ク
は
回
避
さ
れ
よ
う
が
、
や
は
り
経
営
面
の
萎
縮
効
果
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
こ
の
た
め
回
避
で
な
く
、
リ

ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
い
か
にR
ed F

lag
の
構
築
・
運
用
を
図
る
か
が
重
要
と
な
ろ
う
。
我
が
国
は
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
こ
と
自
体
は
長
け
て
い
よ
う
が
、
ダ
ス
キ
ン
事
件
（
36
）

に
み
る
と
お
り
、
そ
の
運
用
面
は
上
手
く
な
い
。R

ed F
lag

は
事
前
予
防
の

局
面
で
あ
り
、
法
令
遵
守
が
当
然
の
前
提
に
な
る
が
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
てR

ed F
lag

が
出
さ
れ
れ
ば
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
と
し
て
も
取
締
役
の
責
任
と
し
て
は
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

事
前
防
止
的
な
意
義
を
持
つR

ed F
lag

を
織
り
込
む
経
営
判
断
原
則
を
採
用
し
、
日
本
法
も
倣
っ
た
場
合
、
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ

タ
ー
ン
の
経
営
戦
略
が
頓
挫
し
た
時
の
責
任
が
非
常
に
重
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
大
胆
な
経
営
を
し
に
く
く
、
結
果
的
に
会
社
の
利
益

は
伸
び
ず
、
株
主
配
当
も
減
少
す
る
懸
念
が
あ
る
。
企
業
は
飛
躍
的
発
展
が
望
め
ず
、
極
力
内
部
留
保
に
努
め
、
株
主
と
取
締
役
は
対
立

す
る
。
取
締
役
が
不
作
為
に
よ
り
経
営
判
断
基
準
を
か
わ
す
こ
と
の
懸
念
も
指
摘
さ
れ
、
正
し
く
リ
ス
ク
を
見
る
目
を
潰
し
、
挑
戦
を
避
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け
る
経
営
の
風
潮
と
な
り
か
ね
な
い
。
同
法
九
二
二
条
に
よ
る
内
部
告
発
を
意
識
し
、
さ
ら
にR

ed F
lag

を
織
り
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
に
お
い
て
、
経
営
陣
は
対
従
業
員
の
み
な
ら
ず
、
対
株
主
の
間
で
も
二
重
に
萎
縮
効
果
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
調
整
弁
と
し
て

のR
ed F

lag
導
入
に
は
な
お
実
務
上
難
し
い
要
因
が
あ
る
。
法
令
遵
守
で
な
く
、
事
前
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
か
か
る
部
分
で
、

大
枠
と
し
て
戦
略
的
・
前
向
き
な
内
部
統
制
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
十
全
な
導
入
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

⑶　

Citigroup
規
準
とR

ed Flag

C
itigroup

事
件
判
決
は
、
社
内
に
お
け
る
違
法
行
為･

不
正
行
為
発
生
リ
ス
ク
以
外
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
、

C
itigroup

が
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
市
場
に
参
入
し
、
債
務
担
保
証
券
（C

D
O
s

）
を
扱
い
、
異
な
っ
た
リ
ス
ク
・
リ
タ
ー
ン
の
レ
ベ
ル

を
持
つ
種
類
の
証
券
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
権
利
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
り
巨
額
の
損
失
が
発
生
し
た
と
し
て
取
締
役
等
に
対
し

損
失
賠
償
を
求
め
た
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
はR

ed F
lag

を
指
摘
し
、
取
締
役
会
は
取
締
役
の
過
半
数
が
以
前
のE

nron

事
件

に
関
す
る
行
為
時
に
取
締
役
と
し
て
職
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
委
員
会
（A

udit and R
isk M

anagem
ent C

om
m
ittee

監
査
・
リ
ス

ク
管
理
委
員
会
）
の
メ
ン
バ
ー
で
財
務
専
門
家
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
、R

ed F
lag

に
気
付
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
不
誠
実
な
行
為
は
取
締
役
が
意
図
的
に
会
社
の
最
善
の
利
益
を
増
進
し
な
い
行
為
を
し
た
場
合
、
意
図

的
に
通
用
さ
れ
る
実
定
法
に
違
反
し
た
行
為
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
意
識
的
な
義
務
の
無
視
を
証
明
し
て
作
為
義
務
が
あ
る
と
知
っ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
意
図
的
に
行
為
を
し
な
い
場
合
に
見
出
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
最
近
に
お
い
て
同
州
最
高
裁
判
所
は
取
締
役
の
個
人
責

任
を
追
及
す
る
原
告
に
と
っ
て
過
大
な
証
明
責
任
も
負
わ
せ
て
い
る
（
37
）

。C
itigroup

事
件
判
決
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
判
決
（A

m
erican 

lnternational G
roup, lnc. C

onsolidated D
erivative L

itigation, 965A
.2d763

（D
el.C
h.2009

）
は
取
締
役
の
監
督
義
務
が
問
題
と
さ
れ
た
事

例
で
あ
る
が
、
判
決
の
相
違
点
は
、
第
一
に
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
判
決
で
取
締
役
の
監
督
義
務
に
閏
し
、
被
告
取
締
役
の
訴
訟
却
下
の
申
立
て
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（m
otion to dism

iss

）
が
否
定
さ
れ
、C

itigroup

事
件
判
決
で
は
、
被
告
取
締
役
の
訴
訟
却
下
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
た
。
第
二
に
、

Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
判
決
は
役
員
ら
に
よ
る
粉
飾
決
算
に
係
る
詐
欺
的
ス
キ
ー
ム
が
焦
点
と
な
り
、C

itigroup

事
件
判
決
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
市
場
参
入
と
ビ
ジ
ネ
ス･

リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
が
焦
点
と
な
っ
た
。
取
締
役
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
義
務
が
判
決
が
異
な
る

結
論
と
な
っ
た
重
要
な
点
で
あ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
取
締
役
の
経
営
責
任
が
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
程
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
経
営
判
断

原
則
適
用
に
よ
り
免
責
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
動
向
と
し
て
、C

iti

規
準
に
よ
る
安
易
な
免
責
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
側
面
が

み
ら
れ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
（
38
）

。
海
外
の
格
付
会
社
の
敗
訴
な
ど
、
逆
に
米
国
に
対
す
る
域
外
的
な
影
響
も
背
景
に
あ
ろ
う
か
。
受
託
者

責
任
の
内
容
と
し
て
、
注
意
義
務
（duty of care

）、
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）、
自
己
執
行
義
務
（duty not to delegate

）、
分
別
管

理
義
務
（segregation rule

）
に
分
類
す
る
考
え
方
か
ら
は
（
39
）

、
注
意
義
務
は
過
失
責
任
、
忠
実
義
務
は
無
過
失
責
任
で
中
核
部
分
は
誠
実

義
務
（duty of good faith

）
と
さ
れ
る
。
忠
実
義
務
は
無
過
失
責
任
と
し
て
厳
格
で
あ
る
反
面
、
経
営
判
断
原
則
に
よ
る
免
責
対
象
と
な

り
や
す
い
部
分
で
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そR

ed F
lag

対
処
義
務
が
明
確
な
規
準
と
し
て
必
要
と
な
り
、
厳
格
な
無
過
失
責
任
た
る
忠
実

義
務
の
部
分
で
事
前
予
防
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
機
能
す
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
官
は
注
意
義
務
と

し
て
位
置
付
け
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
委
員
会
で
は
リ
ス
ク
を
十
分
に
認
識
し
て
監
査
を
行
っ
た
と
す
る
。
誠
実
義
務
の
中
の
明
確
な
規
準
と
し
て
位

置
付
け
れ
ば
、
取
締
役
がR

ed F
lag

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
警
告
に
従
え
ば
事
前
予
防
機
能
を
果
た
し
得
た
は
ず
と
し
て
原
告
勝
訴

に
繋
が
り
や
す
い
。C

itigroup

事
件
で
は
注
意
義
務
と
し
て
と
ら
え
た
た
め
、
被
告
有
利
の
緩
や
か
な
経
営
判
断
原
則
に
よ
り
原
告
は

敗
訴
し
た
が
、
今
後
はR

ed F
lag

対
処
義
務
は
忠
実
義
務
を
構
成
す
る
部
分
と
し
て
再
構
築
さ
れ
て
い
こ
う
か
。C

arem
ark

事
件
は

医
療
薬
品
企
業
が
研
究
費
名
目
で
医
者
に
賄
賂
を
送
り
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
問
わ
れ
、
取
締
役
が
十
分
な
情
報
を
知
っ
て
い
る
と
の
モ

六
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ニ
タ
ー
制
度
確
立
、
リ
ス
ク
委
員
会
と
取
締
役
の
報
酬
制
度
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
の
重
視
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
点
で
、C

itigroup

事
件
の

C
iti

規
準
はR

ed F
lag

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
軽
視
し
て
お
り
、C

arem
ark

事
件
判
決
の
考
え
方
を
無
視
し
た
経
営
陣
の
責
任
追
及
に

と
っ
て
緩
い
規
準
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

3
．
法
領
域
の
交
錯
と
域
外
適
用
な
ら
び
にR

ed Flag

従
来
は
域
外
適
用
問
題
に
つ
い
て
は
、
独
禁
法
を
中
心
に
考
察
す
れ
ば
よ
く
、
判
例
形
成
な
ど
を
通
じ
て
概
念
の
精
緻
化
も
進
め
ら
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
国
際
金
融
、
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
国
際
取
引
法
の
多
様
な
領
域
、
交
錯
領
域
で
域
外
適
用
問
題

が
議
論
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
独
禁
法
領
域
に
お
い
て
も
国
際
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
厳
罰
化
の
流
れ
の
中
で
、
日
台
韓
の
液
晶
パ
ネ
ル

メ
ー
カ
ー
が
米
国
に
お
い
て
カ
ル
テ
ル
を
結
び
不
当
に
価
格
操
作
を
行
っ
た
と
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
問
わ
れ
た
友
達
光
電
（A

U
 

O
ptronics

）
に
対
し
二
〇
一
二
年
三
月
一
三
日
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
連
邦
地
裁
陪
審
団
に
よ
り
有
罪
評
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
（
40
）

。

他
方
、
経
営
判
断
原
則
お
よ
びR
ed F

lag
規
準
に
関
し
て
は
、C

itigroup

判
決
（F

ebruary24,2009

）
に
続
くB

ear S
tearns

判
決

（N
.Y
. D
ecem

ber23,2009 （41
）

）
を
読
む
と
、
原
告
はB

ear S
tearns

の
株
主
でJP

 M
organt

と
の
合
併
に
よ
り
受
け
た
損
失
を
取
締
役
の

信
認
義
務
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
、
合
併
に
お
い
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
と
主
張
し
た
。
被
告
の
行
為
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
従

来
の
判
例
に
則
る
と
経
営
判
断
原
則
の
射
程
の
も
の
で
信
認
義
務
違
反
に
な
ら
ず
敗
訴
す
る
が
、
原
告
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
則
る
と

違
反
で
あ
る
と
し
、
過
去
に
勝
訴
し
た
判
例
（In re C

ablevision S
ys. C

orp. S
’holders L

itig., 2008

）
と
の
法
的
類
似
性
を
主
張
し
た
が
、

裁
判
所
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
を
適
用
し
、
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
り
原
告
敗
訴
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
米
国
の
州
際
の
域
外
適
用
の
関
連

事
例
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
にD

ow
 C
hem
ical

判
決
（D

ecem
ber31,2009 （42

）
）
は
、R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
取
引
が
も
つ
れ
、
生
じ

た
損
害
回
復
を
求
め
た
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
は
、
被
告
が
信
認
義
務
（their fi duciary duties

）
に
違
反
し
、R

ed F
lag

と
し

六
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て
、
①R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
の
取
引
を
是
認
し
て
い
る
。
②R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
の
取
引
やK

uw
aiti com

pany

の

合
弁
事
業
に
お
い
て
恣
意
的
に
偽
装
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
③
賄
賂
、
偽
装
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
無
駄
な
支
払
い
等
が
あ
り
、
挽

回
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
掲
げ
る
。
裁
判
所
は
原
告
のR

ed F
lag

を
退
け
て
い
る
。
各
判
決
文
を
読
む
限
り
、
原
告
の
主
張
す
るR

ed 

F
lag

の
内
容
は
徐
々
に
抽
象
化
し
て
進
化
し
つ
つ
あ
り
、
争
点
と
な
る
こ
と
を
裁
判
所
は
認
め
る
が
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
に

至
っ
て
い
な
い
。D

ow
 C
hem
ical

判
決
で
は
、
合
弁
会
社
に
関
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
政
府
と
の
間
で
賄
賂
が
供
与
さ
れ
た
が
、D

ow
 

C
hem
ical

の
経
営
者
が
賄
賂
拡
張
を
図
っ
た
事
実
は
認
定
さ
れ
て
も
業
務
円
滑
化
の
た
め
の
常
識
的
な
支
払
と
し
て
のF

acilitaion 

P
aym
ents

と
し
て
賄
賂
の
原
因
をD

ow
 C
hem
ica

に
帰
す
る
は
合
理
的
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
と
交
錯
す
る

事
案
で
も
あ
ろ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、
調
整
弁
と
し
て
事
前
予
防
機
能
を
果
た
す
と
み
ら
れ
るR

ed F
lag

の
概
念
の
精
緻
・
具
体
化
が

さ
れ
る
に
つ
れ
、
域
外
適
用
と
併
せ
、
裁
判
所
の
判
断
の
変
化
が
注
視
さ
れ
よ
う
。R

ed F
lag

は
内
部
統
制
と
い
う
よ
り
も
、
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
位
置
づ
け
に
近
づ
き
、
経
営
戦
略
面
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
下
す
べ
き
局
面
でR

ed F
lag

対
処
義
務
が
早
め

に
撤
収
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
事
前
予
防
規
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
後
、
我
が
国
に
お
い
て
も
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン

ク
法
に
よ
る
実
質
的
な
域
外
的
な
法
規
範
形
成
の
影
響
を
受
け
、R

ed F
lag

を
取
り
入
れ
、
経
営
陣
は
い
ま
以
上
に
株
主
以
外
の
従
業

員
な
ど
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
含
め
、
受
託
者
責
任
を
意
識
し
た
企
業
経
営
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

4
．
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
な
ら
び
に
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
の
相
関

R
ed F

lag

に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
と
の
相
関

も
注
視
さ
れ
よ
う
。
同
法
九
七
一
条
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
（proxy access

）
ル
ー
ル
採
用
の
認
可
権
限
を
与
え

る
（
43
）

。
株
主
が
会
社
の
株
主
総
会
招
集
通
知
を
自
身
の
候
補
者
の
取
締
役
指
名
の
た
め
に
使
用
を
許
さ
れ
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
こ
れ
を
広
め

六
三
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る
権
限
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
有
す
る
（
44
）

。
ま
た
九
五
一
条
は
、
株
主
が
株
主
総
会
に
お
い
て
役
員
報
酬
に
対
し
て
拘
束
力
の
な
い
決
議
を
行
う
権
利

で
あ
る
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
（say on pay

）
を
定
め
、
両
者
は
弱
す
ぎ
る
株
主
の
発
言
力
を
強
化
し
、
取
締
役
の
権
限
を
抑
え
る
効
用
が
あ
り
、

R
ed F

lag
同
様
に
経
営
判
断
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
重
要
な
分
岐
点
に
な
り
得
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
近
時
の
司
法

判
断
は
興
味
深
い
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
申
し
立
て
が
退
け
ら
れ
規
則
案
の
無
効
が
決
定
さ
れ
、
議
論
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
（
45
）

。
株
主
に
委
任
状

ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
株
主
が
州
法
上
の
権
利
を
十
分
に
行
使
で
き
る
こ
と
に
求
め
る
が
、
規
則 14a-11 

は

州
法
上
の
権
利
行
使
を
逆
に
破
壊
す
る
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
会
社
内
の
事
項
が
伝
統
的
に
州
法
に
割
り
当
て
ら
れ
る
か
ら
で
な
く
、
大

部
分
が
任
意
法
規
で
競
争
に
直
面
し
、
漸
進
的
発
展
を
す
る
州
法
が
連
邦
法
よ
り
も
株
主
と
経
営
者
の
権
限
分
配
を
扱
う
の
に
適
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
46
）

。

従
来
は
株
主
よ
り
取
締
役
の
方
が
裁
判
に
お
い
て
は
経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
に
よ
り
有
利
で
、D

ow
 C
hem
ical

事
件
、

B
earsterns

事
件
で
株
主
の
主
張
で
あ
るR

ed F
lag

は
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
経
営
判
断
に
お
い
て
取
締
役
会
が
圧
倒
的
に
優

利
な
立
場
に
あ
り
、
株
主
の
主
張
す
るR

ed F
lag

や
過
失
責
任
の
要
求
、
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
に
く
い
状
況
が
続
い
て
き
た
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
に
よ
り
そ
の
溝
が
狭
ま
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
株
主
の
地
位
が
上
が
りR

ed F
lag

の
主
張
が
通
る
よ
う

に
な
る
と
取
締
役
は
経
営
判
断
の
責
任
を
問
わ
れ
、
解
任
さ
れ
て
新
取
締
役
を
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
選
任
す
る
過
程
に
お
い
て

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
報
酬
を
株
主
が
決
定
す
る
こ
と
が
自
然
な
流
れ
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
は
取
締
役
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
、
不
祥
事
の
発
生
後
に
事
後
的
に
経

営
判
断
原
則
適
用
で
取
締
役
責
任
を
免
責
す
る
よ
り
も
、
事
前
防
止
の
点
で
慎
重
な
経
営
判
断
を
間
接
的
に
促
す
シ
ス
テ
ム
と
把
握
で
き

る
。
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
自
体
は
取
締
役
の
報
酬
の
事
後
評
価
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
前
防
止
の
側
面
も
内
包
し
て
い
よ
う
（
47
）

。
そ
の
意
味

六
四
〇
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で
はR

ed F
lag

と
も
接
点
が
あ
る
。

九
．R

ed F
lag

と
消
極
的
妥
当
性
な
ど

本
稿
で
は
、
英
米
法
に
お
け
る
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
摘
発
事
例
と
そ
の
対
策
と
し
て
の
域
外
適
用
の
考
察
を

行
っ
て
き
た
。
汚
職
行
為
防
止
法
に
関
し
て
は
、
中
国
に
お
け
る
海
外
贈
賄
条
項
制
定
に
対
し
て
も
企
業
の
対
処
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

域
外
適
用
は
現
時
点
で
は
議
論
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
大
き
な

枠
組
み
の
中
で
、
私
見
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

第
一
に
、R

ed F
lag

自
体
は
、
内
部
告
発
を
経
営
陣
が
経
営
の
危
機
と
し
て
採
り
上
げ
な
い
こ
と
に
対
す
る
警
鐘
と
な
る
点
に
存
在

価
値
が
あ
る
。
法
規
範
性
を
持
た
せ
、
企
業
の
経
営
陣
が
独
自
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
採
り
入
れ
て
い
く
こ
と
で
相
克

を
調
和
に
転
換
す
る
き
っ
か
け
と
も
な
り
得
よ
う
。
経
営
陣
がR

ed F
lag

を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
、
特
に
統
制
環
境
を
醸
成
す

る
必
要
が
あ
る
。
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
内
部
統
制
と
し
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
の
融
合
で
も
あ
る
。
一
方
で
、
内
部
告
発
に
経
営
陣
が

意
を
用
い
過
ぎ
る
と
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
型
に
変
容
し
、
内
部
統
制
を
弱
体
化
せ
し
め
か
ね
な
い
懸
念
も
あ
る
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
経
営
陣
が
従
業
員
に
対
し
、
不
正
防
止
の
研
修
・
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
内
部
統
制
の
限
界
と
し
て
、
経
営
ト
ッ
プ
の
独
裁
に
繋
が
り
か
ね
な
い
懸
念
も
あ
る
。
並
行
し
て
経
営
陣
に
対
す
る
統
制
環
境

（control environm
ent

）
な
ど
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
強
化
の
充
実
が
必
須
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
経
営
者
の
抑
制
機
能
と
し
て
、

内
部
告
発
関
連
のR

ed F
lag

を
補
完
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
有
意
な
調
整
・
調
和
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
で
、
経

営
陣
は
内
部
告
発
・R

ed F
lag

を
怖
れ
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
意
を
用
い
、
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
経
営
面
の
業
績
低
下
、

六
四
一
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配
当
減
少
な
ど
か
ら
株
主
の
信
認
を
損
ね
、
戦
略
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
根
本
思
想
と
は
逆
行
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。
こ
の
面
で
も

R
ed F

lag

活
用
が
限
定
さ
れ
る
要
因
が
あ
る
。
少
数
支
配
株
主
に
よ
る
Ｍ
Ｂ
Ｏ
な
ど
非
上
場
化
を
も
た
ら
し
、
少
数
株
主
保
護
の
問
題

も
生
じ
か
ね
な
い
。
長
期
的
観
点
か
ら
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
重
視
し
た
結
果
、
少
数
株
主
保
護
の
問
題
を
発
生
さ
せ
、
ス
テ
イ
ク
ホ

ル
ダ
ー
対
株
主
、
さ
ら
に
は
支
配
株
主
対
少
数
株
主
（
株
主
間
の
差
別
化
）
の
根
本
的
な
議
論
を
呼
び
起
こ
す
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
に
、
具
体
的
な
実
践
例
と
し
て
、
①
本
来
内
部
告
発
は
事
後
的
で
あ
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
従
業
員
サ
イ
ド
の
危
機

発
生
に
関
す
る
事
前
予
防
機
能
に
位
置
付
け
、
経
営
陣
に
対
し
て
内
部
告
発
に
も
傾
聴
す
べ
き
と
す
る
。
事
前
予
防
機
能
で
あ
るR

ed 

F
lag

を
経
営
陣
自
身
の
規
律
づ
け
と
し
て
統
制
環
境
に
取
り
込
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
の
内
部
告
発
機
能
が
弱
ま
る
リ
ス
ク
は
な
お
残
る
。
短
期
的
に
は
、R

ed F
lag

の
精
神
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ
や

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
織
り
込
み
つ
つ
、
内
部
告
発
の
奨
励
は
維
持
す
る
と
い
う
好
循
環
体
制
の
構
築
を
い
か
に
図
る
か
が
経
営
課
題
と
な
ろ
う
。

上
か
ら
の
内
部
統
制
と
し
て
研
修
な
ど
でR

ed F
lag

と
し
て
の
過
去
の
告
発
事
案
に
よ
る
啓
蒙
を
図
る
ほ
ど
、
ジ
レ
ン
マ
・
循
環
論
法

は
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
告
発
対
象
の
不
正
自
体
が
長
期
的
に
逓
減
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
、
金
融
危
機
の
事
前
防
止
を
図
る

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
趣
旨
は
究
極
的
に
は
達
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
過
程
で
ジ
レ
ン
マ
と
苦
闘
を
続
け
る
こ
と

こ
そ
、
経
営
ト
ッ
プ
に
求
め
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
精
神
で
あ
ろ
う
。
②
報
酬
制
度
の
中
に
（
48
）

、R
ed F

lag

あ
る
い
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
遵
守
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
従
業
員
が
内
部
告
発
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
短
視
眼
的
な
報
償
と
す

れ
ば
、
長
期
的
視
点
か
ら
の
業
績
評
価
等
を
図
る
な
ど
従
業
員
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
長
期
雇
用

な
ど
の
日
本
的
経
営
の
再
評
価
に
も
繋
が
ろ
う
。
短
期
的
に
は
九
二
二
条
の
内
部
告
発
制
度
を
残
し
つ
つ
、
中
長
期
的
に
は
、
活
用
が
期

待
さ
れ
る
局
面
は
限
ら
れ
る
に
せ
よ
、R

ed F
lag

を
取
り
入
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ベ
ー
ス
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
体
系
の
構
築

六
四
二
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あ
る
い
は
従
業
員
研
修
等
に
よ
り
、
不
正
防
止
や
危
機
管
理
を
図
る
。
配
当
、
株
価
重
視
の
株
主
還
元
、
あ
る
い
はS

outhern P
eru

判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
）
の
事
案
に
み
る
よ
う
な
少
数
支
配
株
主
の
利
益
に
基
づ
く
Ｍ
＆
Ａ
・
非

上
場
化
（going private

）、
少
数
株
主
締
め
出
し
（squeeze out

）
な
ど
形
式
的
株
主
価
値
に
比
重
を
置
く
経
営
で
な
く
、
真
の
企
業
価
値

向
上
を
図
る
経
営
を
指
向
す
る
き
っ
か
け
の
一
つ
と
も
な
ろ
う
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
反
面
、C

itiG
roup

判
決
な
ど
経
営
判
断
原
則
適

用
に
よ
る
経
営
者
に
有
利
な
揺
り
戻
し
と
も
と
れ
る
司
法
判
断
が
下
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
は
、
事
案
の
内
容
に
も
拠
ろ
う
が
、
硬
軟
の

交
錯
し
た
神
経
質
な
局
面
を
み
せ
、
格
付
け
機
関
敗
訴
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
裁
判
決
（
二
〇
一
二
年
）
な
ど
、
長
期
的
な
企
業
価
値

向
上
を
念
頭
に
置
い
た
司
法
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
英
国
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（stew

ardship code

）
改
訂
（
二
〇
一
二

年
九
月
）
な
ど
、
議
決
権
行
使
で
な
く
機
関
投
資
家
に
よ
る
投
資
先
の
取
締
役
会
へ
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
も
本
格
化
し
つ
つ
あ
る
（
49
）

。

R
ed F

lag

対
処
義
務
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
か
。

第
三
に
、
監
査
役
の
機
能
と
し
て
適
法
性
の
他
に
経
営
の
妥
当
性
ま
で
業
務
監
査
権
限
の
中
に
含
む
か
に
関
し
て
は
否
定
的
な
見
解
も

多
い
が
、
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
監
査
は
監
査
役
も
担
え
る
と
の
見
解
も
あ
り
（
50
）

、R
ed F

lag

関
連
の
機
能
を
監
査
役
に
委
ね
る
機
関

設
計
も
想
定
で
き
よ
う
。
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
会
は
そ
も
そ
も
（
社
外
）
取
締
役
が
前
提
の
た
め
担
う
こ
と
に
問
題
な
い
。
ま

た
実
効
性
確
保
の
見
地
か
ら
は
代
表
権
を
賦
与
さ
れ
た
副
社
長
が
全
体
を
統
括
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
あ
る
い
は
営
業
部
長
に
対
す
る
牽
制
を
図
る

こ
と
も
望
ま
し
い
。
監
査
役
の
有
す
る
差
止
請
求
権
の
活
用
が
事
前
防
止
機
能
の
面
で
も
重
要
性
を
有
し
て
く
る
（
51
）

。

第
四
に
、
各
国
の
汚
職
行
為
防
止
法
は
強
制
力
の
意
味
合
い
か
ら
も
域
外
適
用
を
強
め
つ
つ
あ
り
、
海
外
進
出
企
業
と
し
て
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。R

ed F
lag

機
能
を
自
社
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
込
み
、
実
効
性
を
備
え
た
内
部
統
制
を

利
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
域
外
適
用
に
対
す
る
事
前
の
予
防
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

六
四
三
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R
ed F

lag

の
概
念
は
、
元
来
は
米
国
に
お
い
て
経
営
判
断
と
し
て
経
営
陣
の
免
責
を
検
討
す
る
場
合
の
法
令
遵
守
事
項
で
あ
り
、
裁

判
規
範
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
従
業
員
が
内
部
告
発
を
す
べ
き
規
準
と
し

て
組
み
込
む
場
合
のR

ed F
lag

は
、
自
ず
と
相
違
も
あ
ろ
う
。
即
ち
、R
ed F

lag

は
厳
格
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
一
般
化
・
定

式
化
が
図
ら
れ
る
一
方
で
、
具
体
的
な
内
部
告
発
を
想
定
し
た
個
々
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
定
に
お
い
て
は
、
各
企
業
に
お
け
る
独
自
・
柔
軟

性
を
持
つ
内
容
と
な
ろ
う
。
企
業
はR

ed F
lag

を
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
込
み
を
図
り
、
ま
た
経
営

陣
の
自
主
的
な
規
律
づ
け
の
嚆
矢
と
も
な
る
。

即
ち
、R

ed F
lag

は
経
営
陣
が
最
低
限
遵
守
す
べ
き
規
準
で
あ
り
、
事
後
的
に
戦
略
面
の
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
の
検

討
の
際
の
免
責
の
可
否
を
分
け
、
法
規
範
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
企
業
と
し
て
は
、
社
内
の
専
門
部
署
に
関
連
判
例
な
ど
の
調
査

を
さ
せ
、
従
業
員
が
内
部
告
発
す
べ
き
最
低
限
の
規
準
と
し
て
のR

ed F
lag

事
項
を
定
め
、
こ
れ
に
業
界
特
性
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
具

体
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
る
。
域
外
適
用
の
事
前
の
抗
弁
と
し
て
内
部
統
制
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
包
す
る

場
合
、
過
去
の
裁
判
事
例
を
踏
ま
え
たR

ed F
lag

事
項
の
遵
守
に
よ
り
、
経
営
陣
に
お
い
て
は
事
後
的
な
抗
弁
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

も
期
待
で
き
る
。

第
五
に
、
消
極
的
妥
当
性
と
内
部
統
制
に
関
し
て
、
①
経
営
陣
の
戦
略
的
意
思
決
定
面
は
、
内
部
統
制
の
対
象
で
な
く
、
経
営
判
断
原

則
の
適
用
局
面
で
あ
る
と
さ
れ
、
安
易
に
免
責
さ
れ
や
す
い
点
に
実
務
と
法
制
度
の
齟
齬
が
指
摘
さ
れ
る
（
52
）

。
戦
略
面
の
中
で
も
、
消
極
的

妥
当
性
に
か
か
る
部
分
に
つ
い
て
は
、R

ed F
lag

規
準
に
よ
り
経
営
陣
の
責
任
を
厳
し
く
問
う
べ
き
で
あ
り
、
実
際
も
企
業
社
会
で
は

経
営
陣
は
こ
う
し
た
局
面
で
は
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
②
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
会
社
法
（
三
六
二
条
ほ
か
）
な
ら
び

に
規
則
（
一
〇
〇
条
ほ
か
）
で
は
「
損
失
の
危
険
の
管
理
」
と
規
定
さ
れ
、
内
部
統
制
整
備
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
消
極

六
四
四
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的
妥
当
性
の
部
分
と
し
て
、R

ed F
lag

規
準
に
反
し
た
場
合
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
融
合
部
分
に
お
け
る
義
務
違
反
と
し
て
、
経
営

陣
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
内
部
統
制
の
対
象
で
あ
っ
て
も
安
易
に
免
責
さ
れ
な
い
部
分
と
な
る
。
当
該
部
分
はR

ed F
lag

規
準
に
よ
り
厳
し
い
無
過
失
責
任
た
る
忠
実
義
務
と
し
て
別
異
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
結
局
、
消
極
的
妥
当
性
の
判
断
対
象
に
関
し

て
は
、
①
、
②
の
二
つ
に
跨
が
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
③
ま
た
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
積
極
的

に
把
握
し
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
損
失
の
危
険
に
留
ま
ら
ず
、
積
極
的
妥
当
性
と
し
て
「
プ
ラ
ス
の
影
響
」
の
部
分
も
対
象
と

し
て
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
米
国
Ｅ
Ｒ
Ｍ
も
、
文
言
解
釈
は
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
が
、
こ
の
方
向
で
広
義
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

英
国
で
二
〇
〇
二
年
導
入
さ
れ
た
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（A

 N
ew
 R
isk M

anagem
ent S

tandard

）
は
、
対
象
リ
ス
ク
の
範
囲
をupside

とdow
nside

の
両
リ
ス
ク
と
し
、
対
処
す
る
リ
ス
ク
の
範
囲
を
損
失
も
利
益
も
発
生
す
る
リ
ス
ク
に
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
英
国
企
業
の

Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
我
が
国
の
内
部
統
制
は
相
違
が
あ
る
。
も
し
内
部
統
制
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
拡
大
し
な
い
考
え
方
に
拠
る
場
合
は
、
内
部
統
制
は
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
財
務
報
告
の
信
頼
性
と
い
う
側
面
を
中
心
と
し
た
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
管
理
の
手
段
と
解
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
④
以
上
、
我
が
国
の
法
制
度
上
要
求
さ
れ
る
内
部
統
制
体
制
を
充
足
す
る
の
み
で
は
、
真
に
企
業
に
求
め
ら
れ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
体
制

整
備
を
構
築
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
法
制
度
上
の
内
部
統
制
自
体
に
内
在
す
る
限
界
部
分
で
も
あ
ろ
う
。
も
し
拡
大
し
て
積

極
的
妥
当
性
の
判
断
ま
で
も
包
含
さ
せ
る
場
合
、
帰
責
性
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
鼎
立
と
運
用
面
の
方
法
論
が
未
確
立
で
あ
る
こ
と
が

次
の
課
題
と
な
る
。
他
の
戦
略
を
採
れ
ば
明
ら
か
に
更
な
る
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
立
証
責
任
を
原
告
に
課
す
る

形
で
、
経
営
陣
の
無
問
責
の
推
定
規
定
を
置
き
、
妥
当
な
調
整
を
図
る
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。R

ed F
lag

規
準
は
、
我
が
国
に
お
け
る

法
制
度
と
実
務
に
お
け
る
ズ
レ
の
調
整
・
解
消
、
さ
ら
に
は
経
営
陣
に
対
し
て
リ
ス
ク
経
営
の
事
前
予
防
、
自
己
規
律
づ
け
も
意
識
さ
せ

る
役
割
も
担
う
こ
と
に
な
る
。
統
制
環
境
さ
ら
に
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
併
せ
て
十
全
の
機
能
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン

六
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
六
二
）

バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
唱
え
ら
れ
る
中
、
規
制
コ
ス
ト
な
ど
の
障
壁
軽
減
、
国
際
取
引
の
実
体
法
面
の
ル
ー
ル
統
一
化
の
観
点
か
ら
も
、
重
要

な
事
柄
と
な
ろ
う
。

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
│
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
私
法
学
会
第
七
七
回
全
国
大
会
（
於 

京
都
産
業
大
学
）
に
お
け
る
筆
者

の
個
別
研
究
報
告
「
米
国
金
融
改
革
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
日
本
へ
の
影
響
│
法
と
実
務
の
接
点
│
」
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
取
引
に
お
け
る
不
正
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
高
岡
俊
文
「
国
際
商
取
引
に
お
け
る
不
正
の
特
徴
と

最
近
の
傾
向
〜
予
防
の
た
め
に
、
ま
ず
す
べ
き
こ
と
は
何
か
〜
」、
警
察
庁
犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官 

高
須
一
弘
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施

行
状
況
│
年
次
報
告
書
（
平
成
二
三
年
）
か
ら
│
」、
情
報
処
理
推
進
機
構 

小
松
文
子
「
組
織
の
内
部
不
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
試
み
」、
長
谷

川
俊
明
弁
護
士
・
斎
藤
憲
道
教
授
ほ
か
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
『
企
業
に
お
け
る
不
正
と
内
部
統
制
│
国
際
商
取
引
の
留
意
点
│
』
国
際
商
取

引
学
会
東
部
部
会
（
二
〇
一
二
年
七
月
二
一
日
）
参
照
。

（
2
） 

知
野
雅
彦
・
松
澤
公
貴
「
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
が
日
本
企
業
に
及
ぼ
す
影
響
等
に
つ
い
て
（
日
本
企
業
が
直
面
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク
と
そ
の

対
応
策
）」K

P
M
G
 F
A
S
 N
ew
sletter V

ol.17
（2008/2

）
参
照
。
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
「O

verseas B
ribery and C

orruption S
urvey

」
二
〇
〇
七
年
。

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三
年
度 
中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国

公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）」（
二
〇
一
二
年
三
月
）、「
同
報
告
書
」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三

│
六
三
頁
。

（
3
） 

「
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
最
前
線
│
海
外
事
業
の
展
開
に
伴
う
新
た
な
リ
ス
ク
│
」
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
・
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
リ

ス
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
二
〇
一
二
│
二
〇
。

（
4
） http://w

w
w
.justice.gov/crim

inal/fraud/fcpa/guide.pdf

（
5
） M

att T
. M
orley, B

rian F
. S
aulnier, L

uke T
. C
adigan

「F
C
P
A
 A
lert F

C
P
A

ガ
イ
ド
の
公
表
│
米
国
規
制
当
局
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
適
用

対
象
企
業
に
求
め
て
い
る
も
の
」K

&
L
 G
ates L

L
P

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
四
日
）
参
照
。
経
済
産
業
省
「
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
指
針
」（
平

六
四
六



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
三
）

成
一
六
年
五
月
二
六
日
公
表
、
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
改
訂
）。

（
6
） 

国
際
取
引
に
関
し
代
理
人
（agents

）、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（consultants

）
お
よ
び
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
（distributers

）
等
の
第
三

者
を
活
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
外
国
公
務
員
贈
賄
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
要
請
す
る
こ
と
、
代
理
店
費
用
を
支
払
う
際
に
は
贈
賄
費
用
が
上
乗
せ

さ
れ
な
い
よ
う
注
意
す
る
。

（
7
） 

Ｍ
＆
Ａ
取
引
前
の
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
り
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
買
収
完
了
後
も
対
象
会
社
に
お
い
て
不
適
切
な
行
為
が
続
き
、
対
象
企

業
の
責
任
が
買
主
に
承
継
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
8
） T

ransparency International

の
腐
敗
認
識
指
数
（C
orruption P

erception Index C
P
I

）
が
参
考
に
な
る
。

（
9
） 

倫
理
規
程
や
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
遵
守
規
程
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
含
め
た
従
業
員
全
員
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
遵
守
規
程
の
恒
常
的
な
遵
守
、

研
修
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
含
め
た
頻
繁
な
実
施
、
確
認
書
の
提
出
に
対
す
る
拒
絶
が
な
い
こ
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
た
め
の
Ｉ
Ｄ
Ｄ
を
全
て
の
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
に
実
施
す
る
こ
と
、
Ｉ
Ｄ
Ｄ
の
文
書
記
録
の
保
存
、
海
外
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
汚
職
防
止
条
項
を
含
む
契
約
の
締
結
、
外
国
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
異
常
な
ボ
ー
ナ
ス
の
支
払
い
は
な
い
こ
と
、
内
部
通
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
対
象
会
社
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
効
果
は
あ
る
こ
と
、
定
期
的
な
分
析
実
施
（
異
常
な
取
引
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
財
務
分
析
、
海
外
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
や
販

売
業
者
へ
の
支
払
い
に
過
度
な
値
引
き
が
な
い
こ
と
、
研
修
費
や
交
際
費
等
の
関
連
経
費
勘
定
、
現
金
で
支
払
わ
れ
る
経
費
等
）。
会
計
記
録
に
問

題
は
な
い
こ
と
（
記
録
さ
れ
て
い
な
い
取
引
、
偽
造
も
し
く
は
不
完
全
な
証
憑
）。

（
10
） 

山
田
裕
樹
子
「
米
政
府
が
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ルA

sahi Judiciary 

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
）
参
照
。

（
11
） 

英
国S
erious F

raud O
ffi  ce

は
、B

ribery A
ct 2010 

に
お
い
て
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。

経
済
産
業
省
は
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
指
針
で
少
額
のF

acilitation P
aym
ents

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
不
正
競
争
防
止
法
上
の
処
罰
を

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
二
〇
〇
九
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
も
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
禁
止
な
い
し
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
を

国
は
企
業
に
奨
励
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
発
出
し
て
い
る
。

（
12
） http://w

w
w
.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents

六
四
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
六
四
）

（
13
） O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

「
英
国
、
二
〇
一
〇
年
贈
収
賄
禁
止
法
の
指
針
公
表
」（
二
〇
一
一
年
五
月
九
日
）。“T

H
E
 B
R
IB
E
R
Y
 A
C
T
 

2010 G
uidance about procedures w

hich relevant com
m
ercial organisations can put into place to prevent persons associated 

w
ith them

 from
 bribing 

（section 9 of the B
ribery A

ct 2010

）’’. M
inistry of Justice,M

arch 2011. 

（
14
） S

iem
ens

独
（
二
〇
〇
八
）
八
億
ド
ル
、K

B
R
/H
alliburton

米
国
（
二
〇
〇
九
）
五
億
七
九
〇
〇
万
ド
ル
、B

A
E
 S
ystem

s

英
国

（
二
〇
一
〇
）
四
億
ド
ル
、E

N
I/S
nam
progetti

伊
／
蘭
（
二
〇
一
〇
）
三
億
六
五
〇
〇
万
ド
ル
、T

echnip

仏
（
二
〇
一
〇
）
三
億
三
八
〇
〇
万

ド
ル
、
日
揮
株
式
会
社
日
本
（
二
〇
一
一
）
二
億
一
八
八
〇
万
ド
ル
、D

aim
ler

独
（
二
〇
一
〇
）
一
億
八
五
〇
〇
万
ド
ル
な
ど
。

（
15
） 

米
国
司
法
省
は
現
在
一
二
〇
件
の
調
査
中
の
事
案
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
16
） 

米
国
司
法
省
プ
レ
ス
リ
リ
ー
スS

iem
ens and T

hree S
ubsidiaries P

lead G
uilty to F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct V

iolations

（http://w
w
w
.usdoj.gov/usao/dc/P

ress_R
eleases/2008%

20A
rchives/D

ecem
ber/08-1105.pdf

）、
ダ
ニ
エ
ル
・
マ
ル
ゴ
リ
ス
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ウ
ィ
ー
ト
ン
、
奈
良
房
永
「
日
本
企
業
等
がF

oreign C
orrupt P

ractices A
ct

（
米
国
海
外
不
正
行
為
防
止
法
）
の
対
象
と
な
る
可
能

性
」A

 P
U
B
L
IC
A
T
IO
N
 O
F
 P
IL
L
S
B
U
R
Y

’S
 JA
P
A
N
 P
R
A
C
T
IC
E
 T
E
A
M
 M
ay 12, 2009

、P
illsbury W

inthrop S
haw
 P
ittm
an 

L
L
P

。

（
17
） 

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
二
日
Ｄ
Ｏ
Ｊ
プ
レ
ス
リ
リ
ー
スU

.S
. R
esolves P

robe A
gainst O

il C
om
pany T

hat B
ribed Iranian O

ffi  cial

、

http://w
w
w
.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/O

ctober06/statoildeferredprosecutionagreem
entpr.pdf

（
18
） S

E
C
 vs. W

illbros G
roup, Inc., et al. 

（S
.D
. T
exas

）（
二
〇
〇
八
年
五
月
一
五
日
）
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
提
出
し
た
訴
状
参
照
。

http://w
w
w
.sec.gov/litigation/com

plaints/2008/com
p20571.pdf

（
19
） 

米
国
司
法
省
事
件N

o.11-C
R
-260

。
同
社
は
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
ラ
ウ
ン
＆
ル
ー
ト
社
（
Ｋ
Ｂ
Ｒ
）、
テ
ク
ニ
ッ
プ
Ｓ
Ａ
、
ス
ナ
プ
ロ
ム
ゲ
テ
ィ
社

と
共
に
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
（
Ｊ
Ｖ
企
業
）
を
一
九
九
一
年
に
設
立
し
、
受
注
の
便
宜
供
与
を
目
的
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
総
額
一
億
八
二
〇
〇
万
ド
ル
を

贈
賄
し
た
と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
疑
い
で
テ
キ
サ
ス
州
連
邦
地
裁
に
四
社
が
提
訴
さ
れ
た
。
前
掲
・
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三

年
度 

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向

調
査
）」（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
八
│
四
四
頁
。

六
四
八



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
五
）

（
20
） 

米
国
司
法
省
事
件N

o.12-C
R
-022

。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
の
賄
賂
事
件
に
関
連
し
、
丸
紅
株
式
会
社
はS

ervice A
greem

ent

（
業
務

委
託
契
約
）
を
締
結
し
て
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
の
受
注
活
動
に
協
力
し
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
の
契
約
お
よ
び
報
酬
に
つ
い
て
協
議
し
た
と
さ
れ
、
米

国
の
領
土
内
で
（
賄
賂
の
）
支
払
い
を
促
す
あ
ら
ゆ
る
行
為
と
い
う
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
違
反
要
件
を
満
た
す
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
米
国
人
が
米
国
外
で
腐
敗
行

為
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
が
、
非
米
国
企
業
が
米
国
証
券
の
発
行
者
で
あ
っ
て
も
贈
賄
禁
止
条
項
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
の
は
州
際
通
商
に
用
い

る
手
段
（
米
国
国
内
と
Ｅ
メ
ー
ル
受
送
信
な
ど
）
を
使
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
米
国
証
券
発
行
者
で
な
い
非
米
国
企
業
が
責
任
を
負
う
の
は
米
国

領
土
内
で
何
ら
か
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
米
国
に
関
連
し
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
行
為
に
は
共
謀
に
関
与
し
た
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の

S
tanley

氏
（
Ｋ
Ｂ
Ｒ
運
営
委
員
会
）
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
送
っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
、
国
籍
を
問
わ
ず
い
か
な
る
者
の
行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
（
発
行
者
以

外
の
）
人
と
い
う
条
項
の
直
接
違
反
で
な
く
国
内
企
業
等
に
関
す
る
条
項
に
関
し
て
共
謀
お
よ
び
幇
助
の
罪
に
問
わ
れ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
律
事
務
弁
護
士
事
務
所
資
料
。

（
21
） 

米
国
司
法
省
事
件N

o.11-C
R
-651

。
同
社
は
二
〇
〇
八
年
二
月
外
国
公
務
員
に
対
す
る
不
正
な
支
払
い
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
旨
を
発
表

し
、
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
業
か
ら
の
撤
退
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
の
徹
底
、
不
正
防
止
の
仕
組
み
強
化
、
全
社
的
な
組
織
変
更
と
内
部
統
制
体
制

の
強
化
と
化
工
品
海
外
部
廃
止
な
ど
の
方
針
を
表
明
し
た
。
長
縄
友
明
「
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
入
札
談
合
ケ
ー
ス 

日
米
欧
＋
英
の
競
争
法
当
局
が
同

時
調
査
」
大
阪
経
大
論
集
第
六
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
五
月
）
一
七
九
│
一
八
八
頁
、
梅
田
徹
『
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
』
麗
澤

大
学
出
版
会
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
四
│
一
七
〇
頁
。

（
22
） 

日
本
企
業
の
従
業
員
の
特
徴
と
し
て
、
会
社
同
士
の
緊
密
な
関
係
を
念
頭
に
相
手
企
業
の
内
情
を
調
査
し
な
い
面
が
あ
る
。「
外
国
公
務
員
贈

賄
防
止
に
つ
い
て
」
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
（
平
成
二
五
年
三
月
版
）。

（
23
） http://w
w
w
.sfo.gov.uk/bribery--corruption/w

here-should-i-report-corruption.aspx

（
24
） 

松
嶋
隆
弘
「
北
海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
三
頁
）
／
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト

デ
コ
ム
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
九
頁
）」
平
成
二
〇
年
主
要
民
事
判
例
解
説
（
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
五
号
）

一
六
〇
│
一
六
一
頁
。

（
25
） 

札
幌
高
判
平
一
八
年
八
月
三
一
日
判
タ
一
二
二
九
号
一
一
六
頁
（
ソ
フ
ィ
ア
事
件
）
評
釈
に
大
久
保
拓
也
・
税
務
事
例
三
九
巻
一
二
号
六
二
頁
。

六
四
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
六
六
）

（
26
） 

私
見
で
あ
る
が
、R

ed F
lag

と
の
接
点
と
な
ろ
う
か
。

（
27
） 

北
島
純
『
外
国
公
務
員
贈
賄
罪 

立
法
の
経
緯
か
ら
実
務
対
応
ま
で
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
一
年
）
三
二
九
│
三
五
〇
頁
参
照
。
非
常
勤
の

外
国
公
務
員
へ
の
賄
賂
供
与
が
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
誤
認
し
た
場
合
、
違
法
性
の
意
識
不
要
説
か
ら
は
外
国
公
務
員
贈

賄
罪
が
成
立
し
て
責
任
軽
減
が
あ
り
得
る
だ
け
と
な
る
。
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
必
要
説
か
ら
は
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
こ
と
に
相
当
の
理

由
が
あ
れ
ば
責
任
故
意
を
阻
却
す
る
が
、
公
的
見
解
で
あ
る
所
管
官
庁
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
信
頼
し
て
も
直
ち
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
ら

な
い
。
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
非
高
集
三
三
巻
五
号
三
五
九
頁
（
石
油
カ
ル
テ
ル
生
産
調
整
事
件
）。

（
28
） 

大
田
和
範
「﹇
特
集
﹈
海
外
汚
職
行
為
に
関
す
る
実
態
調
査 

海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）・
英
国
贈
収
賄
防
止
法
（U

K
 B
ribery 

A
ct 2010

）
の
影
響
の
考
察 
第
一
回
海
外
汚
職
防
止
規
制
の
動
向
」、
高
木
謙
太
「
同 

第
二
回
汚
職
防
止
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構

築
の
ヒ
ン
ト
」『A

nti-corruption practices survey 2011

』（D
eloitte F

inancial A
dvisory S

ervices

）。
木
目
田
裕
・
吉
本
祐
介
「
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
上
の
対
応
」
商
事
法
務N

o.1989

（
二
〇
一
三
年
二
月
五
日
）。

（
29
） U

K
 B
ribery A

ct to com
e into force on 1 July 2011, M

inistry of Justice releases guidance on the application of the U
K
 

B
ribery A

ct, by K
evin R

oberts and K
eily B

eirne.

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
「
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
施
行
予

定
の
英
国
贈
収
賄
法
│
英
国
法
務
省
が
英
国
贈
収
賄
法
の
適
用
に
関
す
る
指
針
を
発
表
│
」（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
）。

（
30
） 

証
券
市
場
の
不
公
正
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
31
） 

拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

三
六
│
四
一
頁
。
国
際
礼
譲
の
考
え
の
下
で
、
国
際
取
引
法
と
独
禁
法
の
全
般
的
な
域
外
適
用
ル
ー
ル
の
試
論
、
英
国
贈
収
賄
法
な
ら
び
に

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
の
統
一
ル
ー
ル
に
つ
い
て
一
定
の
私
見
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
32
） IN
 T
H
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 C
H
A
N
C
E
R
Y
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 D
E
L
A
W
A
R
E
, IN
 R
E
 C
IT
IG
R
O
U
P
 IN
C
. S
H
A
R
E
H
O
L
D
E
R
 

D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IT
IG
A
T
IO
N
 C
ivil A

ction N
0.3338-C

C
.

南
健
悟
「
リ
ス
ク
管
理
と
取
締
役
の
責
任:

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
と

C
itigroup

事
件
の
比
較
」
商
学
討
究
六
一
（
二
／
三
）（
二
〇
一
〇
）
二
〇
九
│
二
三
七
頁
参
照
。

（
33
） 

近
藤
光
男
『
経
営
判
断
と
取
締
役
の
責
任
』
中
央
経
済
社
（
一
九
九
四
年
）
一
二
二
│
一
二
六
頁
。

六
五
〇



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
七
）

（
34
） 

金
融
危
機
（
二
〇
〇
八
年
九
月
）
前
に
原
告
がC

itigroup

に
提
出
し
た
八
つ
のR

ed F
lag

の
う
ち
、
私
見
で
あ
る
が
、
二
つ
目
のR

ed 

F
lag

（
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
を
扱
う
業
界
有
力
企
業A

m
eriquest M

ortgage

の
小
売
店
二
二
九
店
舗
が
潰
れ
か
け
従
業
員
三
八
〇
〇
人
の
給

料
に
不
払
い
が
生
じ
た
こ
と
）
な
ど
は
当
該
事
件
限
り
の
色
彩
も
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
米
国
で
は
郵
便
・
通
信
詐
欺
罪
が
存
在
す
る
な
ど
新
聞
記

事
が
重
要
な
情
報
源
と
な
る
こ
と
に
つ
き
、
上
村
達
男
「
株
式
会
社
制
度
│
資
本
市
場
の
論
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
理
」
早
稻
田
大
学
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
研
究
科
（
二
〇
一
三
年
七
月
一
三
日
）。

（
35
） 

南
健
悟
「
リ
ス
ク
管
理
と
取
締
役
の
責
任
：
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
とC

itigroup

事
件
の
比
較
」
商
学
討
究
六
一
（
二
／
三
）

（
二
〇
一
〇
）
二
〇
九
│
二
三
七
頁
、
同
「
企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任
（
五
・
完
）
│
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
中
心
に
│
」
北
大
法

学
論
集
六
二
（
四
）（
二
〇
一
一
年
）
七
四
七
│
八
一
一
頁
参
照
。
松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
「
経
営

判
断
原
則
」
は
盤
石
、
取
締
役
天
国
は
変
わ
ら
ず
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）。

（
36
） 

大
阪
高
裁
平
成
一
八
年
六
月
九
日
第
四
民
事
部
判
決
、
判
タ
一
二
一
四
号
一
一
五
頁
。

（
37
） 

南
健
悟
・
前
掲
（
二
〇
一
〇
）
二
二
二
│
二
二
三
頁
。

（
38
） 

「
米
シ
テ
ィ
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
販
売
め
ぐ
り
フ
ァ
ニ
ー
メ
イ
に
約
九
・
七
億
ド
ル
支
払
い
へ
」（
二
〇
一
三
年
七
月
二
日
）

http://jp.reuters.com
/article/businessN

ew
s/idJP

T
JE
96001S

20130701

、「
米
Ｓ
＆
Ｐ
が
敗
訴
、
判
断
誤
ら
せ
た
と
認
定
│
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
連
邦
裁
」（
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
日
）http://w

w
w
.bloom

berg.co.jp/new
s/123-M

C
Z
N
W
96K
510101.htm

l

（
39
） 

神
田
秀
樹
「
い
わ
ゆ
る
受
託
者
責
任
に
つ
い
て
：
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
へ
の
構
想
」
財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
「
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ

ビ
ュ
ー
」（M

arch 2001

）
九
八
│
一
一
〇
頁
。

（
40
） 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
地
方
裁
判
所
は
二
〇
一
二
年
九
月
二
〇
日
罰
金
五
〇
〇
百
万
ド
ル
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
。
私
見
で
あ

る
が
、
国
際
カ
ル
テ
ル
行
為
自
体
を
違
法
と
す
る
も
の
で
効
果
主
義
の
考
え
方
以
前
の
レ
ベ
ル
の
議
論
の
様
相
を
呈
す
る
が
、
独
禁
法
に
お
け
る
域

外
適
用
問
題
の
ぶ
り
返
し
が
み
ら
れ
る
裏
に
は
、
国
際
取
引
の
活
発
化
と
共
に
、
従
前
は
国
力
を
背
景
に
域
外
適
用
を
推
し
進
め
て
き
た
米
国
の
地

位
の
相
対
的
低
下
も
あ
ろ
う
か
。
新
た
な
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
刑
事
法
的
色
彩
も
強
く
、
独
禁
法
に
お
け
る
域
外
適
用
に
関
す
る
蓄
積
と
し
て
国

際
カ
ル
テ
ル
に
係
わ
る
日
本
製
紙
事
件
（
一
九
九
九
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
連
邦
地
裁
）
等
に
お
け
る
判
断
枠
組
み
が
参
照
さ
れ
よ
う
。

六
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
六
八
）

（
41
） S

U
P
R
E
M
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
 C
O
U
N
T
Y
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
: P
A
R
T
 54, IN

 R
E
 B
E
A
R
 

S
T
E
A
R
N
S
 L
IT
IG
A
T
IO
N
, idex N

o.:600780/08.
（
42
） IN

 T
H
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 C
H
A
N
C
E
R
Y
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 D
E
L
A
W
A
R
E
, IN
 R
E
 T
H
E
 D
O
W
 C
H
E
M
IC
A
L
 C
O
M
P
A
N
Y
 

D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IT
IG
A
T
IO
N
,C
O
N
S
O
L
ID
A
T
E
D
 C
ivil A

ction N
0.4349-C

C
.

（
43
） 

鈴
木
裕
「P

R
O
X
Y
 A
C
C
E
S
S

」
大
和
総
研
グ
ル
ー
プ
リ
サ
ー
チ
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
）

http://w
w
w
.dir.co.jp/research/report/esg/keyw

ord/141_proxy_access.htm
l

（
44
） F

inal R
ule: F

acilitating S
hareholder D

irector N
om
inations

（
45
） 

“S
E
C

’s S
chapiro: W

on’t revisit proxy access rule soon”

ロ
イ
タ
ー
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
）。

（
46
） B

usiness R
oundtable v. S

E
C
 647 F

. 3d 1144

（D
C
 C
ir. 2011

）.

黒
沼
悦
郎
「
株
主
の
選
挙
提
案
を
認
め
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
の
無
効
化
」

商
事
法
務
一
九
七
四
号
五
五
│
五
九
頁
（
二
〇
一
二
）、
同
「B

usiness R
oundtable v. S

E
C
 ⑴
, ⑵

」
参
照
。
司
法
判
断
に
つ
い
て
詳
し
い
。

神
戸
大
学
商
事
法
研
究
会
報
告
、http://blogs.yahoo.co.jp/m

ousikos1960/37001161.htm
l

（
47
） 

従
来
の
流
れ
は
、
①
取
締
役
の
経
営
判
断
の
過
失
、
損
害
請
求
、
②
株
主
の
訴
え
に
よ
りR

ed F
lag

提
示
、
③
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
な

か
っ
た
。
今
後
は
、
①
取
締
役
の
経
営
判
断
の
過
失
、
損
害
請
求
、
②
株
主
の
訴
え
に
よ
り
消
極
的
戦
略
面
で
は
無
過
失
責
任
で
もR

ed F
lag

で

責
任
追
及
、
③
損
害
賠
償
請
求
・
取
締
役
解
任
、
④
裁
判
所
容
認
、
⑤
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
新
取
締
役
決
定
、
⑥
取
締
役
会
の
報
酬
決
定
、

⑦
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
事
後
評
価
の
順
序
と
な
ろ
う
。

（
48
） 

英
国
の
報
酬
規
制
の
展
望
に
つ
い
て
、
大
久
保
拓
也
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬
規
制
」
石
山
卓
磨
先
生
＝
上

村
達
男
先
生
還
暦
記
念
『
比
較
企
業
法
の
現
在
』（
成
文
堂
）
三
七
│
五
二
頁
。

（
49
） 

神
山
哲
也
「
機
関
投
資
家
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
志
向
す
る
英
国
」
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
三
年
夏
号
、
金

融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
」（
二
〇
一
三
年
八
月
六
日
）。

（
50
） 

末
永
敏
和
教
授
・
弁
護
士
ほ
か
の
見
解
。
末
永
敏
和
・
吉
本
健
一
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
読
み
方
・
考
え
方
』
中
央
経
済
社

（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
七
頁
以
下
な
ど
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
会
社
法
改
正
法
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
第
一
八
五
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

六
五
二



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
九
）

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
関
す
る
独
任
制
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
等
の
考
察
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す

る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
│
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外
適

用
な
ど
│
」
法
学
紀
要
第
五
五
巻
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
監
査
等
委
員
は
、
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
た
め

（
三
九
九
条
の
三
│
三
九
九
条
の
七
）、
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
業
務
監
査
権
限
は
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
本
文
で
述
べ
た
議
論
が
当
て
は
ま

る
こ
と
と
な
り
、R

ed F
lag

関
連
の
機
能
を
担
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
51
） 

松
嶋
隆
弘
「
商
法
上
の
差
止
仮
処
分
の
「
実
効
性
」
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
日
本
法
学
六
二
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
三
│

五
三
五
頁
、
六
三
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
二
七
七
│
三
〇
一
頁
、
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
九
│
一
四
二
頁
。
日
本
大
学
松
嶋
隆
弘
教

授
・
弁
護
士
は
、
い
ち
早
く
、
会
社
法
全
般
の
観
点
か
ら
差
止
請
求
権
に
論
及
・
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
齋
藤
憲
道
「
消
費
者
法
制
の
動
向
と
リ
ス

ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
安
全
問
題
を
中
心
に
│
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
特
別
講
義
（
二
〇
一
二
年
七
月
一
三
日
）。
前
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
法

務
部
長
と
し
て
の
実
務
に
基
づ
く
見
解
と
し
て
、
監
査
役
機
能
に
つ
き
違
法
行
為
差
止
請
求
権
行
使
こ
そ
実
効
性
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
に
重
要
と

す
る
。

（
52
） 

リ
ス
ク
管
理
・
内
部
統
制
に
関
す
る
研
究
会
（
経
済
産
業
省
）『
リ
ス
ク
新
時
代
の
内
部
統
制
〜
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
一
体
と
な
っ
て
機

能
す
る
内
部
統
制
の
指
針
』（
二
〇
〇
三
年
六
月
）。
眞
崎
達
二
郎
・
小
澤
徹
夫
ほ
か
「
新
た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
流
れ
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
、
と
の
関
係
の
整
理
│
」
日
本
ナ
レ
ッ
ジ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
研
究
部
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
〇
日
）
参
照
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈
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現
代
自
由
主
義
政
治
理
論
と
多
元
主
義萬　

　

田　
　

悦　
　

生

Ⅰ　

は
じ
め
に

現
代
自
由
主
義
政
治
理
論
が
ほ
ぼ
共
通
に
抱
え
て
い
る
の
は
、
多
元
主
義
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
秩
序
あ
る
社
会
を
形
成
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
経
済
的
自
由
主
義
、
政
治
的
自
由
主
義
、
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
い
ず
れ
も
多

元
主
義
的
な
状
況
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
代
社
会
の
実
態
と
み
て
、
そ
の
実
態
に
適
合
し
、
そ
れ
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
政
治

理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
経
済
的
自
由
主
義
の
代
表
的
主
張
者
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
Ａ
・
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
自
由
な
社
会
と

は
、
様
々
な
個
別
的
目
的
を
位
置
づ
け
る
共
通
の
序
列
が
な
い
と
い
う
意
味
で
多
元
主
義
的
な
社
会
の
こ
と
で
あ
る
（
1
）

。
多
元
主
義
的
な
社

会
状
況
の
も
と
で
、
各
自
が
自
由
に
自
己
の
目
的
を
追
求
し
つ
つ
も
秩
序
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
こ
と
こ

そ
、
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
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（
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二
）

さ
ら
に
政
治
的
自
由
主
義
の
唱
道
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
最
も
深
刻
な
問
題
は
、
そ
れ

が
単
に
多
様
な
包
括
的
（
宗
教
的
、
哲
学
的
、
道
徳
的
）
教
義
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
多
様
で
互
い
に
両
立
し
な
い
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
合

理
的
で
も
あ
る
包
括
的
教
義
の
存
在
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
2
）

。
し
か
も
そ
う
し
た
合
理
的
多
元
主
義
と
名
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
状
況
は
、
や
が
て
過
ぎ
去
る
一
時
的
な
歴
史
的
状
況
と
し
て
で
は
な
く
、
民
主
主
義
社
会
の
永
続
的
な
特
徴
と
し
て
捉

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
も
し
も
国
家
が
特
定
の
包
括
的
教
義
の
み
を
共
有
し
、
そ
う
す

る
こ
と
で
共
同
体
の
結
合
を
図
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
教
義
を
維
持
す
る
た
め
に
、
国
家
権
力
の
強
制
的
行
使
が
不
可
欠
と
な
る
（
3
）

。

そ
う
し
た
事
態
を
避
け
、
自
由
な
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
ロ
ー
ル
ズ
が
提
唱
し
た
の
が
、
政
治
的
自
由
主
義
の
観
念
で
あ
っ
た
。

最
後
に
検
討
す
る
イ
エ
ー
ル
・
タ
ミ
ル
の
説
く
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
共
有
さ
れ
る
自
由
主
義
的
諸
価
値
の
多
元
性
を
前

提
に
し
た
上
で
、
そ
れ
を
包
摂
し
得
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
立
場
に

立
っ
た
国
民
共
同
体
は
、
自
由
主
義
的
諸
価
値
の
共
有
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
共
同
体
よ
り
も
、
は
る
か
に
開
か
れ
た
多
元
主
義
的
な
も
の

に
な
り
得
る
の
で
あ
る
（
4
）

。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
主
要
な
自
由
主
義
的
政
治
理
論
の
多
く
は
、
人
々
の
考
え
方
の
多
元
性
に
着
目
し
て
、
そ

う
し
た
事
態
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
と
両
立
し
得
る
政
治
の
あ
り
方
を
追
究
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
種
々
の
多
元
主
義
へ
の
対

処
の
仕
方
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
私
達
は
多
元
主
義
に
ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
、
現
代
政
治
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
何
か
、
と

い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅱ　

経
済
的
自
由
主
義
と
法
の
支
配

ハ
イ
エ
ク
は
、
経
済
的
自
由
な
し
に
は
個
人
的
自
由
も
政
治
的
自
由
も
存
在
し
得
な
い
と
す
る
自
由
主
義
哲
学
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
上

六
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で
、
経
済
的
自
由
を
価
値
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
重
視
し
て
い
る
（
5
）

と
い
う
意
味
で
、
経
済
的
自
由
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
手
段
と
し
て
の
経
済
的
自
由
を
政
府
が
全
面
的
に
統
制
す
れ
ば
、
政
府
は
私
達
の
経
済
活
動
に
関
連

す
る
部
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
高
次
な
目
的
を
含
む
全
て
の
目
的
に
統
制
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
私
達
の

経
済
的
努
力
は
、
様
々
な
目
的
追
求
行
為
に
常
に
付
着
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
経
済
生
活
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
権
力
的
統
制
は
、

必
然
的
に
様
々
な
目
的
追
求
行
為
に
対
す
る
権
力
的
統
制
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
経
済
に
対
す
る
独
裁
的
な
統
制

権
を
握
る
者
は
、
ど
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
べ
き
か
、
ど
う
い
っ
た
価
値
が
高
い
か
低
い
か
、
人
々
が
何
を
信
奉
し
、
何
に
向
け
て
努
力

す
べ
き
か
を
も
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
6
）

。
こ
う
し
た
事
態
を
防
ぎ
、
自
由
な
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
政
府
も
そ
の
制
約

下
に
置
く
「
法
の
支
配
」
を
確
立
し
、
そ
の
も
と
で
多
様
な
目
的
追
求
を
容
認
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
が
法
の
支
配
の
必
要
を
強
調
す
る
の
は
、
一
切
の
目
的
追
求
行
為
の
手
段
と
な
る
、
多
様
な
経
済
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る

た
め
だ
け
で
は
な
く
、
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
の
陥
り
が
ち
な
弊
害
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
従
え
ば
、
民
主
主
義
的
な

議
会
の
役
割
は
、
法
の
支
配
に
い
う
法
、
す
な
わ
ち
、
自
由
な
社
会
の
成
立
に
不
可
欠
な
、
平
和
と
自
由
と
正
義
に
対
す
る
不
当
な
侵
害

を
防
ぐ
た
め
の
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
特
定
の
目
的
や
方
向
を
個
々
人
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
不
当

な
妨
害
や
拘
束
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
。
こ
の
ル
ー
ル
の
も
と
に
あ
る
こ
と
で
、
個
々
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
実
現
す

る
た
め
に
、
自
ら
が
所
持
し
て
い
る
知
識
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
7
）

。
そ
し
て
さ
ら
に
、
民
主
主
義
的
な
権
力
と
い
え
ど
も

こ
の
拒
絶
的
な
（negative

）
ル
ー
ル
に
制
約
さ
れ
、
そ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
を
含
め
て
全
て
の
人
が
こ
の
ル
ー
ル
を

遵
守
す
る
こ
と
で
、
権
力
の
恣
意
か
ら
免
れ
、
個
々
人
の
目
的
実
現
が
促
進
さ
れ
る
自
由
な
社
会
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ル
ー
ル
の
作
成
は
、
民
主
主
義
的
な
議
会
に
と
っ
て
か
な
り
取
り
組
み
憎
い
任
務
と
な
る
。
何
故
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な
ら
大
多
数
の
人
々
は
、
特
定
の
目
的
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
抽
象
的
で
、
妨
害
を
拒
絶
す
る
と
い
う
意
味
で
拒
絶
的
な
ル
ー
ル
よ

り
も
、
特
定
の
目
的
、
内
容
、
あ
る
い
は
利
益
の
実
現
を
政
府
に
求
め
、
政
府
は
民
主
主
義
的
に
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
う

し
た
具
体
的
な
要
求
に
応
え
て
行
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ
れ
ば
、
今
日
議
会
に
お
け
る
多
数
派
と
は
、
無
数
の
小
集

団
の
部
分
的
利
益
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
存
続
と
権
力
を
保
持
し
て
い
る
人
達
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
多
数
派
で
あ
り
続
け
よ
う

と
す
る
限
り
、
そ
う
し
た
多
様
な
部
分
的
利
益
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
民
主
主
義
と
は
も
は
や
一

般
的
な
ル
ー
ル
に
対
し
て
多
数
が
同
意
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、
部
分
的
利
益
に
奉
仕
す
る
諸
方
策
の
複
合
体
に
対
し
て
、
多
数

が
承
認
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
と
な
る
（
8
）

。
こ
う
し
て
ハ
イ
エ
ク
は
、
多
数
派
の
力
に
制
限
は
無
い
も
の
と
み
な
し
、
立
法
府

が
無
制
限
の
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
近
代
民
主
主
義
の
悪
の
根
源
を
見
出
し
て
い
る
（
9
）

。「
法
の
支
配
」
は
、
そ
う
し
た
事

態
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
に
従
え
ば
、「
法
の
支
配
」
の
確
立
が
人
間
に
と
っ
て
相
当
な
難
事
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の
自
然
な
感
情
に
反
す
る

側
面
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ハ
イ
エ
ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
私
達
は
、
熟
知
し
た
も
の
や
名
の
知
ら
れ

た
も
の
は
、
具
体
的
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
私
達
が
仲
間
と
共
有
し
て
い
る
も
の
が
、
同

一
の
個
別
的
な
も
の
の
知
識
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
状
況
に
つ
い
て
の
か
な
り
一
般
的
で
、
し
ば
し
ば
極
め
て
抽
象
的
な
特

徴
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
は
、
相
当
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
（
10
）

。」
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
指
摘
す
る
。「
個
々
人
が
自
分
達
自
身
の
目

的
の
た
め
に
所
持
し
て
い
る
情
報
を
使
用
す
る
際
、
そ
の
使
用
を
最
も
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
政
府
が
個
々
人
に
提
供
で
き
る

主
た
る
利
益
は
単
に
拒
絶
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
こ
そ
、
多
く
の
人
達
が
受
け
入
れ
難
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
（
11
）

。」
要
す
る
に
、

法
の
支
配
を
構
成
す
る
、
一
般
的
、
抽
象
的
、
拒
絶
的
な
ル
ー
ル
は
、
個
別
的
、
具
体
的
、
直
接
的
な
利
益
を
求
め
る
人
間
心
理
に
よ
っ
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て
絶
え
ず
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
は
、「
法
の
支
配
」
は
、
多
元
主
義
的
社
会
を
秩
序
づ
け
る
中
核
の
観
念
で
あ
る
以
上
、
ど
の
よ
う
な
困

難
が
伴
お
う
と
も
、
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
エ
ク
が
立
法
院
と
行
政
院
の
二
院
制
を
提
唱
し
た
の
も
、
そ

う
し
た
気
持
ち
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
提
案
に
従
え
ば
、
立
法
院
は
法
の
支
配
が
要
請
す
る
一
般
的
な
ル
ー
ル
の
制
定
を

任
務
と
し
、
行
政
院
は
そ
の
ル
ー
ル
の
枠
内
で
統
治
の
た
め
に
必
要
な
個
々
の
具
体
的
な
方
策
を
決
定
す
る
役
割
を
担
う
も
の
と
さ
れ
る
。

行
政
院
議
員
の
選
出
方
法
は
、
現
代
の
議
会
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
が
、
立
法
院
議
員
の
構
成
な
ら
び
に
選
出
方
法
は
、
行
政
院
議
員
の

場
合
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
四
五
歳
に
な
る
と
、
同
年
齢
の
人
達
の
な
か
か
ら
任
期
一
五
年
の
立
法
院
議
員
を
選

出
す
る
。
こ
の
選
挙
権
は
一
生
に
一
度
し
か
行
使
で
き
ず
、
毎
年
一
五
分
の
一
の
議
員
が
交
替
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
12
）

。

ハ
イ
エ
ク
は
こ
う
し
た
工
夫
に
よ
り
、
公
益
に
身
を
捧
げ
、
最
高
度
の
尊
敬
を
受
け
て
い
る
人
達
が
立
法
院
議
員
に
な
る
こ
と
を
期
待
し

得
る
と
考
え
た
。

こ
の
よ
う
な
議
会
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
に
公
益
に
関
心
を
持
ち
、
法
の
支
配
の
実
現
を
求
め
て
選
挙
権
を
行
使
す
る
参

政
権
者
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
の
い
う
多
元
主
義
的
社
会
と
は
、
多
様
な
個
別
的
目
的
が
自
由
に
追

求
さ
れ
る
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
個
別
的
目
的
の
自
由
な
追
求
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
個
別
的
目
的
に
の
み
縛
ら

れ
ず
、
よ
り
高
い
見
地
か
ら
社
会
全
体
の
利
益
の
促
進
に
関
心
を
持
つ
人
達
の
存
在
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
マ
イ
ケ
ル
・
Ｊ
・

サ
ン
デ
ル
や
ロ
バ
ー
ト
・
Ｂ
・
ラ
イ
シ
ュ
等
の
議
論
を
用
い
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
人
達
は
、
市
民
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
人
達
で
あ
る
。

サ
ン
デ
ル
は
、
市
場
の
諸
力
と
市
民
が
作
り
出
す
公
的
領
域
を
対
比
し
（
13
）

、
ラ
イ
シ
ュ
は
、
同
じ
人
間
の
な
か
に
市
場
経
済
あ
る
い
は
資
本

主
義
の
興
隆
を
求
め
る
消
費
者
や
投
資
家
と
し
て
の
側
面
と
、
民
主
主
義
の
発
展
を
求
め
る
市
民
と
し
て
の
側
面
が
同
居
し
て
い
る
と
説
く
（
14
）

。
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そ
し
て
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
市
民
と
し
て
の
活
動
領
域
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
経
済
的
利
益
追
求
活
動
と
の
間
に
均
衡
を
保
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
市
民
と
い
う
観
念
を
用
い
て
、
自
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
ハ
イ
エ
ク
の
議
論
は
、
市
民
の
観
念
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
し
得
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

ハ
イ
エ
ク
の
多
元
主
義
理
論
は
、
市
民
の
観
念
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
多
元
主
義
的
社
会
、
あ
る
い
は
大
社
会＜

G
reat S

ociety＞

（
そ
し
て
そ

れ
ら
の
上
に
成
り
立
つ
文
明
社
会
）
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
な
の
か
、
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
社
会
の
な
か
に
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
入

る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
提
起
で
き
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
は
法
の
支
配
、
す
な
わ
ち
一
般
的
、
抽
象
的

ル
ー
ル
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
最
大
の
障
害
に
な
る
も
の
と
し
て
、
職
業
、
階
級
、
閥
、
人
種
、
宗
教
と
い
っ
た
集
団
と
並
べ
て

ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
忠
誠
を
あ
げ
（
15
）

、
ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
警
戒
を
隠
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値

を
高
揚
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
私
達
が
部
族
社
会
か
ら
受
け
継
い
だ
本
能
の
発
露
で
あ
り
、
社
会
主
義
と
と
も
に
自
由
な
文
明
に
対

す
る
最
大
の
脅
威
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
16
）

。
確
か
に
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
一
体
化
の
過
度
の
推
進
は
、
全
体
主
義
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る

が
、
し
か
し
ハ
イ
エ
ク
の
推
称
す
る
、
自
由
な
社
会
や
文
明
社
会
の
主
た
る
母
体
と
な
る
の
も
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
過
度
の
一
体
化
を
抑
制
し
つ
つ
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
努
力
が
不
可
欠
と
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想

の
最
大
の
問
題
点
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
位
置
づ
け
が
不
明
確
な
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅲ　

政
治
的
自
由
主
義
に
お
け
る
正
義
の
観
念

ハ
イ
エ
ク
の
理
論
に
欠
け
て
い
た
市
民
の
観
念
を
掲
げ
、
そ
の
市
民
が
政
治
的
自
由
主
義
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
元
主
義
的
な
状
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況
を
克
服
で
き
る
と
み
た
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
で
あ
る
。
彼
は
、
善
あ
る
い
は
正
義
の
観
念
に
関
し
て
、
二
つ
の
異
な
っ
た
見
解

を
区
分
で
き
る
と
い
う
。
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
善
の
観
念
を
持
っ
た
、
合
理
的
で
は
あ
っ
て
も
相
互
に
拮
抗
す
る
、
包
括
的
な
教
義
が

複
数
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
完
全
に
合
理
的
で
理
性
的
な
市
民
全
て
が
承
認
す
る
、
唯
一
の
教
義
が
あ

る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
代
表
さ
れ
る

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
、
ベ
ン
サ
ム
、
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
、
シ
ジ
ウ
ィ
ク
の
古
典
的
功
利
主
義
の
主
張
と
い
っ
た
も
の
は
、
唯
一
つ
の
合
理
的

で
理
性
的
な
善
の
存
在
を
説
く
点
で
、
後
者
の
立
場
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
政
治
哲
学
は
神
学
や
形
而
上
学
と
と
も
に

道
徳
哲
学
の
一
部
と
み
な
さ
れ
、
政
治
哲
学
の
目
標
は
、
唯
一
つ
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
善
の
性
質
と
内
容
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
さ
れ
る
（
17
）

。

こ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
ル
ズ
の
提
唱
す
る
政
治
的
自
由
主
義
は
、
唯
一
つ
の
包
括
的
教
義
に
よ
っ
て
社
会
統
合
を
図
る
こ
と
は
不
可
能
と

み
て
、
合
理
的
で
は
あ
っ
て
も
互
い
に
拮
抗
す
る
複
数
の
包
括
的
教
義
か
ら
重
な
り
合
う
合
意
（overlapping consensus

）
を
得
る
こ
と

で
、
多
元
主
義
的
社
会
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
合
意
は
、
合
理
的
な
諸
教
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点

か
ら
自
由
で
民
主
主
義
的
な
政
治
的
観
念
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
社
会
が
安
定
す
る
た
め
に
は
、

合
意
を
形
成
す
る
諸
教
義
が
、
社
会
の
政
治
的
に
能
動
的
な
市
民
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
し
、
合
意
の

結
果
得
ら
れ
た
政
治
的
正
義
の
要
求
が
、
社
会
制
度
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
市
民
の
主
要
な
利
害
と
、
あ
ま
り
に
頻
繁
に
衝
突
す
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
つ
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
は
、
政
治
的
な
正
義
の
観
念
は
、
自
ら
の
な
か
に
含
ま

れ
た
教
義
を
超
え
た
、
特
定
の
形
而
上
学
的
、
認
識
論
的
な
教
義
の
支
え
を
必
要
と
し
な
い
（freestanding

）
も
の
で
あ
っ
た
（
18
）

。

ロ
ー
ル
ズ
は
政
治
的
正
義
の
観
念
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
観
念
は
、
基
本
的
な
社
会
構
造
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に
対
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
主
要
な
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
制
度
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
（
19
）

。
さ
ら
に
こ
の
観
念
は
、
ど
の
よ
う
な
広
範
な
包
括
的
、
宗
教
的
、
哲
学
的
教
義
か
ら
も
独
立
し
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
観
念
は
、
民
主
主
義
社
会
の
公
的
な
政
治
文
化
に
内
在
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
、
基
本
的
な
政
治
理

念
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
20
）

。
こ
う
し
た
ロ
ー
ル
ズ
の
叙
述
に
よ
り
、
特
定
の
包
括
的
教
義
に
頼
ら
な
い
、
政
治
的
正
義
の

観
念
に
支
え
ら
れ
た
政
治
的
領
域
と
、
特
定
の
包
括
的
教
義
に
依
拠
す
る
非
政
治
的
領
域
を
区
別
し
た
上
で
、
政
治
的
正
義
に
よ
っ
て
多

元
主
義
的
な
社
会
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
姿
勢
が
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
方
式
に
よ
っ
て
効
果

的
な
統
合
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

ス
テ
フ
ァ
ン
・
マ
ル
ホ
ー
ル
と
ア
ダ
ム
・
ス
イ
フ
ト
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
的
正
義
の
観
念
に
従
え
ば
、
人
々
の
生
き
方
が
上
述
の
区

別
を
含
ま
な
い
包
括
的
教
義
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
う
し
た
人
達
は
、
政
治
的
領
域
の
場
で
は
自
ら
の
基
本
的
信
条
を

カ
ッ
コ
の
な
か
に
入
れ
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
説
く
。
ロ
ー
ル
ズ
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
カ
ッ
コ
を
置
く
こ
と
は
、

個
人
に
と
っ
て
も
、
団
体
に
と
っ
て
も
、
実
質
的
で
純
粋
な
善
（
す
な
わ
ち
、
包
括
的
教
義
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
善
）
を
守
る
た
め
に
必
要

に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ル
ホ
ー
ル
と
ス
イ
フ
ト
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
的
自
由
主
義
は
、
単
に
自
由
主
義
的
な
政
治
形
態
の
善
を

人
々
に
承
認
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
政
治
的
な
善
が
、
包
括
的
な
道
徳
的
、
宗
教
的
観
念
に
由
来
す
る
他
の
善
と
対
立

す
る
場
合
に
は
、
政
治
的
な
善
が
他
の
善
に
対
し
て
勝
利
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
、
全
市
民
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
21
）

。

こ
の
指
摘
の
要
点
は
、
ロ
ー
ル
ズ
的
自
由
主
義
で
は
、
政
治
的
な
善
の
優
位
を
認
め
る
限
り
で
、
包
括
的
教
義
に
基
づ
く
善
も
存
続
可

能
な
も
の
と
な
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ロ
ー
ル
ズ
的
自
由
主
義
の
全
て
で
は
な
い
。
包
括
的
教
義
が
自
由
に
極
め

て
大
き
な
価
値
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
と
は
逆
の
ケ
ー
ス
も
起
こ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
な
善
が
、
包
括
的
教
義
に
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基
づ
く
善
に
次
々
に
屈
服
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
得
る
。
例
え
ば
、
同
性
婚
、
夫
婦
別
姓
、
外
国
人
へ
の
参

政
権
付
与
を
求
め
る
要
求
は
、
い
ず
れ
も
自
由
を
拡
大
す
べ
し
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
的
な
政
治
的
善
は
、

自
由
と
民
主
主
義
の
政
治
文
化
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
要
求
を
食
い
止
め
る
契
機
を
自
ら
の
体
内
に
何
も
備

え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
前
述
の
通
り
、
能
動
的
な
市
民
は
包
括
的
な
諸
教
義
の
存
在
を
認
め
、
政
治
的
な
善
と

包
括
的
諸
教
義
に
基
づ
く
善
の
頻
繁
な
対
立
を
避
け
る
よ
う
に
行
動
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
側
面
も
あ
る
以
上
、
政
治

的
な
善
は
、
包
括
的
な
教
義
に
基
づ
く
積
極
的
な
善
の
主
張
に
絶
え
ず
譲
歩
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

結
局
ロ
ー
ル
ズ
的
自
由
主
義
に
お
い
て
は
、
包
括
的
教
義
に
基
づ
く
善
が
政
治
的
な
善
に
譲
歩
す
る
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
、
後
者
の
善

が
前
者
の
善
に
譲
歩
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
形
で
し
か
、
双
方
の
善
の
共
存
は
図
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
初
か
ら
断
念
さ
れ
て
い
る
の

は
、
双
方
の
善
の
間
の
内
容
上
の
真
偽
を
め
ぐ
る
討
論
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
自
身
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
合
理
的
多
元
主
義
の
事

実
に
直
面
し
て
、
自
由
主
義
的
な
見
方
で
は
、
最
も
分
裂
を
引
き
起
こ
し
が
ち
な
諸
問
題
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
協
力
の
基
盤
を
間
違
い

な
く
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る
深
刻
な
議
論
は
、
政
治
的
な
議
題
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
22
）

。」
真
偽
の
判
断
は
、
特
定
の
包

括
的
教
義
の
内
部
で
は
下
し
得
て
も
、
特
定
の
包
括
的
教
義
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
下
し
得
な
い
と
み
る
な
ら
、
こ
れ
は
当
然
導
き
出
さ

れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
要
す
る
に
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
的
正
義
の
理
論
と
は
、
人
々
の
間
の
深
刻
な
対
立
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
元
主

義
的
社
会
の
安
定
を
保
と
う
と
す
る
理
論
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
貫
き
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
あ
る
。
政
治
の
領
域
で
は
、
深
刻
な
対
立
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が

し
ば
し
ば
出
来
す
る
。
サ
ン
デ
ル
は
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
現
代
の
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
論
争
と
、
一
八
五
八
年
に
ア
メ
リ
カ

の
中
間
選
挙
で
生
起
し
た
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
と
ス
テ
ィ
ヴ
ン
・
ダ
グ
ラ
ス
の
間
の
奴
隷
制
論
争
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
サ
ン
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デ
ル
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
論
争
に
関
し
て
は
、
妊
娠
中
絶
を
す
る
か
否
か
は
女
性
自
身
が
自
由
に
選
択
す
べ
き
事
柄
で
あ
っ
て
、
政
府
が

介
入
す
る
必
要
の
な
い
問
題
で
あ
る
と
み
る
の
が
自
由
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
妊
娠
中
絶
に
反
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
等
の
立

場
で
は
、
妊
娠
中
絶
は
道
徳
的
に
は
殺
人
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
政
治
的
な
寛
容
の
価
値
や
女
性
の
権
利
を
優
先
さ
せ

る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
要
す
る
に
、
妊
娠
中
絶
の
権
利
を
承
認
す
る
に
せ
よ
否
認
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
問
題
は
道
徳
的
、
宗
教

的
論
争
と
無
関
係
に
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
23
）

。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
問
題
に
対
し
て
、
特
定
の
包
括
的
教
義
を
適
用

す
る
こ
と
の
正
否
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

サ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
論
争
で
は
、
ダ
グ
ラ
ス
は
奴
隷
制
の
是
非
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
国
家
は
中
立
を
保
つ
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
権
力
が
、
奴
隷
制
を
禁
止
す
る
州
を
支
持
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
容
認
す
る
州
を
支
持
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ

と
を
討
議
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
基
本
原
則
を
侵
し
、
内
戦
の
危
機
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
が
ダ
グ
ラ
ス
の
見

方
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
国
家
の
一
体
性
を
保
持
す
る
唯
一
の
望
み
は
、
奴
隷
制
に
関
す
る
道
徳
的
な
論
争
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
、

い
わ
ば
合
意
し
な
い
こ
と
に
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
自
分
達
自
身
で
決
定
す
る
各
州
の
権
利
を
尊
重
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
国
家
の
政
策
は
、
実
質
的
な
道
徳
的
判
断
を
避
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
表
明
す
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
論
争
の
真
の
問
題
は
、
一
方
の
側
に
奴
隷
制
を
悪
と
み
る
人
達
の
感
情
が
あ
り
、
他
方
の
側
に
そ
れ

を
悪
と
み
な
い
人
達
の
感
情
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
奴
隷
制
を
悪
と
み
る
リ
ン
カ
ー
ン
と
共
和
党
の
立
場
は
、
奴
隷
制
を
拡

大
し
な
い
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
に
従
え
ば
、
奴
隷
制
を
悪
と
み
な
さ
な
い
と
い
う
前
提
の
上
で
の
み
、

奴
隷
制
の
道
徳
性
に
関
す
る
問
題
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
る
こ
と
は
合
理
的
な
こ
と
に
な
る
が
、
奴
隷
制
が
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
人
達
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
が
支
持
さ
れ
よ
う
が
反
対
さ
れ
よ
う
が
構
わ
な
い
、
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
24
）

。
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ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
正
義
は
、
全
て
の
人
に
対
し
て
政
治
的
自
律
の
重
要
性
を
主
張
す
る
が
、
倫
理
的
自
律
の
重
要
性
に
つ

い
て
は
、
市
民
各
自
が
自
ら
の
包
括
的
教
義
に
照
ら
し
て
決
定
す
る
よ
う
、
各
自
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
（
25
）

。
上
述
の
妊
娠
中
絶
を
容
認

す
る
人
達
や
、
奴
隷
制
に
関
す
る
ダ
グ
ラ
ス
の
主
張
は
、
こ
の
政
治
的
正
義
の
考
え
方
に
極
め
て
近
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
双

方
と
も
に
政
治
的
領
域
と
倫
理
的
領
域
を
区
別
し
、
倫
理
的
領
域
に
対
す
る
政
治
の
介
入
を
拒
否
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
リ

ン
カ
ー
ン
の
姿
勢
は
、
政
治
的
領
域
と
倫
理
的
領
域
は
接
続
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
に
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
従
っ
て
ま
た
、
政
治
が
倫
理
的
な
悪
を
肯
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
立
場
を

貫
け
ば
、
政
治
的
正
義
の
観
念
は
、
包
括
的
教
義
の
支
え
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
、
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
の
大
前
提
は
成
り
立
ち
得
な
い

も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
包
括
的
教
義
の
役
割
と
は
何
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
改
め
て
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
な
る
。

Ⅳ　

包
括
的
教
義
の
役
割

そ
れ
で
は
ロ
ー
ル
ズ
自
身
は
、
妊
娠
中
絶
や
奴
隷
制
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
奴
隷
制
の
問

題
か
ら
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
政
治
的
自
由
主
義
の
立
場
で
は
、
奴
隷
制
は
、
自
由
で
平
等
な
人
々
が
原
初
状
態
で
同
意

す
る
こ
と
に
な
る
原
理
を
侵
害
す
る
も
の
に
な
る
、
と
説
く
。
あ
る
い
は
ま
た
、
奴
隷
制
は
、
政
治
生
活
に
お
い
て
自
由
で
積
極
的
な
合

意
を
形
成
す
る
基
盤
を
見
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
々
が
、
合
理
的
に
拒
否
で
き
な
い
原
理
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
も
主
張
す

る
（
26
）

。
要
す
る
に
奴
隷
制
は
、「
平
等
な
基
本
的
自
由
」
の
原
理
を
認
め
た
上
で
、「
公
正
な
機
会
均
等
」
原
理
と
「
格
差
」
原
理
を
承
認
す

る
と
い
う
、
ロ
ー
ル
ズ
の
提
起
し
た
政
治
的
正
義
の
原
理
に
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
認
め
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
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る
。
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
が
言
い
得
る
た
め
に
は
、
か
つ
て
ダ
グ
ラ
ス
が
保
持
し
て
い
た
よ
う
な
「
奴
隷
を
所
持
す
る
自
由
を
行
使
し

て
も
不
正
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
消
滅
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
奴
隷
を
所
持
す
る
自
由
が
、
ロ
ー
ル
ズ

の
い
う
基
本
的
自
由
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

そ
れ
で
は
奴
隷
制
は
不
正
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
確
定
し
、
奴
隷
所
持
の
自
由
を
基
本
的
自
由
か
ら
排
除
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
包
括
的
教
義
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
主
張
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
、
奴
隷
制
を
悪
と
み
な
す
包
括
的
教
義
が
、
ダ
グ
ラ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
奴
隷
制
を
悪
と
み
な
さ
な
い
包
括
的
教
義
と
対
立
・

闘
争
し
、
勝
利
を
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奴
隷
制
の
悪
が
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
ロ
ー
ル
ズ
は
、
特
定
の
包
括
的
教
義
の

み
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
と
、
国
家
権
力
の
強
制
的
行
使
が
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
政
治
的
正
義
と
い
う
、
い

わ
ば
公
的
教
義
を
提
唱
し
た
。
実
際
、
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
二
つ
の
包
括
的
教
義
の
対
立
・
闘
争
は
、
遂
に
は
南
北
戦
争
の
勃
発
と
い
う
、

大
き
な
国
家
権
力
の
発
動
に
ま
で
行
き
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
対
立
と
闘
争
は
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
ら
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
協

調
と
協
力
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
る
。
奴
隷
制
廃
止
は
、
対
立
・
闘
争
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
協
調
・
協
力
の
成
果
と
し
て
も
み
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
制
廃
止
と
い
う
人
類
の
共
有
財
産
は
、
包
括
的
諸
教
義
間
の
活
発
な
交
流
、
あ
る
い
は
交
戦
が
な
け

れ
ば
も
た
ら
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
も
い
え
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
基
本
的
自
由
は
、
包
括
的
諸
協
議
間
の
競
合
や
協
力
に
よ
っ

て
、
そ
の
内
容
を
確
定
し
、
豊
か
に
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
想
定
と
は
反
対
に
、

政
治
的
正
義
を
支
え
て
い
る
の
は
、
包
括
的
諸
教
義
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

ほ
ぼ
同
様
な
こ
と
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ル
ス
ト
ン
も
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
政
治
制
度
が
あ
る
程
度
長
期
間
に
わ
た
っ

て
機
能
し
て
き
た
後
に
、
そ
の
正
統
性
が
当
然
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
制
度
を
構
成
し
て
い
る
諸
価
値
が
、
支
え
を
必
要
と
し
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な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
内
外
の
危
機
に
直
面
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
し
て

雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
幻
想
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
対
立
、
南
北
戦
争
の
勃
発
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
全
体
主
義

の
登
場
と
い
っ
た
事
柄
は
、
い
ず
れ
も
体
制
全
体
の
あ
り
方
を
問
う
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
際
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
人
間
の
平

等
や
人
権
と
は
何
か
を
問
う
、
包
括
的
な
公
的
議
論
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ギ
ャ
ル
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
包
括
的
議
論
が
必
要
に
な
る
の
は
、

体
制
へ
の
挑
戦
が
な
さ
れ
る
時
だ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
価
値
、
例
え
ば
「
一
般
的
福
祉
」
と
か

「
自
由
の
恵
沢
」
と
は
何
か
を
考
え
る
際
に
も
、
対
立
し
競
合
し
あ
う
種
々
の
道
徳
的
主
張
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
一
般
的
な
政
策
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
、
例
え
ば
、
重
罪
の
判
決
を
受
け
て
刑
期
を
終
え
た
人
か
ら
投
票
権
を
剥
奪
す
べ
き
か

否
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
れ
ば
、
平
等
な
市
民
権
に
関
す
る
様
々
な
見
解
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
（
27
）

。

ギ
ャ
ル
ス
ト
ン
は
さ
ら
に
、
道
徳
的
諸
教
義
間
の
相
互
理
解
は
不
可
能
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
強
調
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
私
達

の
全
般
的
な
生
き
方
を
規
制
す
る
教
義
を
包
括
的
教
義
と
呼
び
、
そ
の
な
か
に
道
徳
的
教
義
と
宗
教
的
教
義
を
包
含
し
た
。
し
か
し
ギ
ャ

ル
ス
ト
ン
は
、
道
徳
的
教
義
と
宗
教
的
教
義
を
同
一
視
す
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
宗
教
的
な
啓
示
は
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
体
得
可
能

な
経
験
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
全
て
の
人
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
宗
教
的
な
道
徳
的

教
義
は
、
そ
の
主
張
の
根
拠
を
経
験
の
共
有
と
、
議
論
の
余
地
の
な
い
論
証
基
準
に
置
い
て
い
る
。
従
っ
て
例
え
ば
、
功
利
主
義
、
カ
ン

ト
主
義
、
完
成
主
義
、
多
元
主
義
と
い
っ
た
様
々
な
立
場
の
間
の
討
論
は
、
共
通
の
基
盤
の
上
で
行
わ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教

徒
の
間
で
は
望
み
得
な
い
よ
う
な
方
法
で
、
解
決
を
見
出
し
得
る
余
地
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
28
）

。
こ
う
し
た
ギ
ャ
ル
ス
ト
ン
の
議
論
が

認
め
ら
れ
る
な
ら
、
多
元
主
義
的
な
社
会
と
は
、
政
治
的
、
公
的
教
義
と
包
括
的
諸
教
義
の
間
の
み
な
ら
ず
、
包
括
的
諸
教
義
相
互
間
で

も
活
発
な
討
論
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
政
治
的
教
義
に
反
映
さ
れ
て
行
く
よ
う
な
、
重
畳
的
な
討
論
の
行
わ
れ
る
社
会
と
し
て
認
識
さ

六
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
多
元
主
義
社
会
の
特
質
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
深
刻
な
議
論
を
政
治
的
な
議
題
か
ら
除
外

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
は
い
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

妊
娠
中
絶
の
問
題
は
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
結
局
重
畳
的
な
討
論
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
と
な

る
。
彼
は
妊
娠
中
絶
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、（
ⅰ
）
人
間
の
生
命
に
対
す
る
正
当
な
尊
重
、（
ⅱ
）
家
族
を
含
め
た
、
長
期
に
わ
た
る

政
治
社
会
の
秩
序
あ
る
再
生
、（
ⅲ
）
対
等
な
市
民
と
し
て
の
女
性
の
平
等
、
と
い
う
三
つ
の
政
治
的
価
値
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
、

と
い
う
。
そ
し
て
三
つ
の
価
値
の
間
に
合
理
的
な
均
衡
を
図
る
な
ら
、
妊
娠
初
期
の
三
ヶ
月
の
間
で
あ
れ
ば
、
中
絶
を
す
る
か
否
か
の
決

定
権
は
、
当
然
女
性
に
与
え
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
説
く
（
29
）

。
ロ
ー
ル
ズ
は
合
理
的
な
均
衡
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
均
衡

を
社
会
全
体
に
お
い
て
図
ろ
う
と
す
れ
ば
ど
う
し
て
も
討
論
が
必
要
に
な
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
で
は
、
上
記
（
ⅰ
）（
ⅱ
）（
ⅲ
）
は
政

治
的
価
値
と
し
て
、
政
治
的
自
由
主
義
の
構
成
要
素
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
元
来
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
歴
史
を

持
っ
た
、
包
括
的
教
義
の
な
か
で
育
成
さ
れ
て
き
た
考
え
方
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
三
つ
の
考
え
方
の
間
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ

う
と
す
る
と
、
本
来
の
包
括
的
教
義
に
ま
で
遡
っ
て
比
較
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
討
論
が
要
請
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
ギ
ャ
ル
ス
ト
ン
の
説
く
よ
う
に
、
非
宗
教
的
な
道
徳
的
諸
教
義
が
共
通
の
基
盤
を
持
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
討
論
は
比
較

的
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
、
ま
た
討
論
で
決
着
が
つ
か
ず
に
強
制
的
決
定
（
多
数
決
を
含
む
）
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
決
定

に
敗
れ
た
側
に
と
っ
て
、
そ
の
結
果
は
受
け
入
れ
易
い
も
の
に
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
政
治
的
自
由
主
義
に
お
い
て
は
、
新
た
な
政
治
的
な
方
向
は
、
特
定
の
包
括
的
教
義
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
包
括
的
諸
教
義
間
の
均
衡
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
討
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
な

る
。
上
述
の
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
、
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
妊
娠
中
絶
に
関
連
す
る
い
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く
つ
か
の
包
括
的
教
義
を
選
び
出
し
、
そ
の
間
に
比
較
考
量
を
行
い

│
尤
も
選
び
出
し
た
も
の
が
包
括
的
教
義
だ
と
は
い
っ
て
い
な
い

し
、
詳
し
い
比
較
考
量
も
行
っ
て
い
な
い
が

│
結
論
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
打
ち
出
し
た
結
論
を
認
め
る
か
否
か
は
と

も
か
く
と
し
て
、
彼
の
依
拠
し
て
い
る
政
治
的
な
決
定
方
法
は
、
常
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
同
性

婚
、
夫
婦
別
姓
、
外
国
人
へ
の
参
政
権
付
与
と
い
っ
た
問
題
も
、
こ
れ
と
同
様
な
方
式
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
特
定
の
包
括
的
教
義
の
み
に

よ
る
の
で
は
な
く
、
関
連
す
る
包
括
的
諸
教
義
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
正
否
を
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅴ　

自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
民
的
一
体
性

自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
唱
道
者
タ
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
自
由
主
義
は
と
も
に
近
代
以
後
に
展
開
さ
れ
た
運

動
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
共
通
の
考
え
方
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
合
理
的
で
自
律
的
な
人
間
は
、
自
分
た
ち
の
生
き
方
に

つ
い
て
完
全
な
責
任
を
行
使
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
や
、
自
己
支
配
や
自
己
表
現
や
自
己
発
展
を
な
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る

人
間
能
力
へ
の
信
頼
感
と
い
っ
た
も
の
は
、
両
者
と
も
に
所
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
一
致
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
両
者
は
全
く
別
途
の
人
間
性
に
つ
い
て
の
解
釈
を
発
展
さ
せ
た
。
自
由
主
義
は
、
欲
求
や
信
念
や
善
の
観
念
の
多
様
性
を
強
調
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
人
間
の
あ
り
方
の
社
会
的
側
面
、
と
り
わ
け
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
一
体
化
し
、
そ

れ
に
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
完
全
な
自
己
実
現
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
力
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
（
30
）

。
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
二
つ
の
も
の
を
再
度
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ミ
ル
は
そ
の

特
色
を
、
人
間
個
々
人
に
対
す
る
規
範
的
価
値
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
国
民
的
理
想
を
養
成
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
従
っ
て
ま
た

こ
の
立
場
で
は
、
人
権
の
普
遍
性
と
文
化
の
特
殊
性
を
、
あ
る
い
は
個
人
の
自
律
性
と
個
々
人
を
育
む
社
会
的
、
文
化
的
基
盤
の
重
要
性
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を
、
と
も
に
承
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
31
）

。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
み
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
を
含
む
自
由
主
義
的
な
政
治
理
論
の
欠
陥
は
、
社
会
を
一
個
の
独
立
し
た
、
継
続
的
な
枠
組

と
し
て
維
持
し
て
い
る
社
会
的
諸
力
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
共
通
の
制
度
に
対
す
る
市
民
の
忠
誠

を
正
義
の
原
理
に
関
す
る
合
意
に
基
礎
づ
け
た
。
し
か
し
タ
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
合
意
は
あ
ま
り
に
も
希
薄
な
も
の
で
あ
る
。
私
達
は

特
定
の
共
同
体
の
成
員
と
し
て
、
相
互
の
福
祉
や
将
来
世
代
の
福
祉
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
正
義
の
原
理
に
対
す
る
合
意
だ

け
で
は
、
そ
う
し
た
共
同
体
を
維
持
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
に
し
か
な
り
得
な
い
。
配
分
的
な
政
策
が
成
功
す
る
か
否
か
は
、
共
同
体

に
対
す
る
結
び
つ
き
と
忠
誠
の
観
念
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
タ
ミ
ル
は
説
く
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
自
由
主
義
者
は
そ
う

し
た
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
共
同
体
を
正
義
と
公
正
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
以
外
に
選
択
肢
を
持
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
正
義
と
公
正
の
問
題
と
は
、
結
局
特
定
の
政
治
共
同
体
の
内
部
で
、
何
が
公
正
で
あ
り
、
正
義
で
あ
る
の
か
を

問
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
が
自
由
主
義
的
な
政
治
哲
学
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
こ
と

は
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
（
32
）

。

し
か
し
、
共
同
体
を
意
識
せ
ず
に
普
遍
的
な
正
義
の
原
理
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
全
世
界
的
な
配
分
シ
ス
テ
ム
を
作
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
る
。
何
故
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
作
ろ
う
と
し
な
い
の
か
。
何
故
正
義
の
原
理
は
、
政
治
的
な
枠
組
を
超
え
ず
に
そ
の
内
部
で
の

み
適
用
さ
れ
る
の
か
。
タ
ミ
ル
は
ロ
ー
ル
ズ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
発
し
て
い
る
。
タ
ミ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
に
関
し

て
ロ
ー
ル
ズ
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
提
起
し
た
正
義
の
二
原
理
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
第

一
原
理
に
お
い
て
、
各
人
は
平
等
で
基
本
的
な
権
利
と
自
由
に
対
す
る
平
等
な
権
利
を
持
つ
も
の
と
し
た
が
、
そ
う
し
た
権
利
と
自
由
は

全
て
の
人
の
も
の
と
両
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
第
二
原
理
に
お
い
て
、
社
会
的
、
経
済
的
不
平
等
は
、
公
正
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な
機
会
均
等
の
条
件
の
下
で
、
全
て
の
人
に
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
社
会
の
最
も
恵
ま
れ
な
い
成
員
達
に
最
大
の
利

益
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
（
33
）

。
タ
ミ
ル
に
従
え
ば
、
全
て
の
人
と
い
う
表
現
は
、
普
遍
的
な
全
世
界
的
文
脈
を

指
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
成
員
達
と
い
う
言
い
方
は
、
特
定
の
組
織
を
前
提
に
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
ロ
ー
ル
ズ
の
不
徹

底
さ
が
あ
る
。
も
し
も
正
義
の
原
理
を
全
て
の
人
に
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
何
故
配
分
的
正
義
を
国
内
に
限
っ
て

行
う
の
か
。
何
故
自
分
達
の
社
会
の
最
も
恵
ま
れ
な
い
成
員
達
の
福
祉
を
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
飢
え
た
子
供
達
の
福
祉
よ
り
優
先
さ
せ
る
べ

き
な
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
に
的
確
に
答
え
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。

タ
ミ
ル
自
身
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
尊
敬
に
値
し
、
真
剣
に
取
り
上
げ
る
の
に
相
応
し
い
一
連
の
価
値
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
彼
女
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
を
共
同
体
の
価
値
と
言
い
換
え
た
上
で
、
そ
の
価
値
の
特
色
を
次
の
四
点
に
わ
た
っ
て
説
明
し
て
い

る
。
第
一
に
共
同
体
の
道
徳
は
、
合
理
的
な
利
己
主
義
や
相
互
の
無
関
心
さ
を
促
進
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
成
員
達
が
配
慮
と
協
力
に
基

づ
く
関
係
を
発
展
さ
せ
る
の
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
成
員
は
自
ら
の
自
尊
心
と
福
祉
が
、
同
胞
の
成
員
達

や
集
団
全
体
の
成
功
と
失
敗
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
成
員
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
対
す
る
責
任
感
を
発
展
さ
せ
、

時
に
は
同
胞
の
た
め
に
自
分
達
自
身
の
利
益
を
わ
き
に
置
く
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
共
同
体
は
維
持
し
得
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ

る
。
第
二
に
こ
の
立
場
で
は
、
私
達
と
生
き
方
を
と
も
に
し
、
私
達
が
深
く
配
慮
す
べ
き
人
達
に
対
し
て
支
援
を
行
う
こ
と
に
は
正
当
な

理
由
が
あ
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
困
窮
し
て
い
る
が
成
員
で
は
な
い
人
達
に
対
し
て
、
私
達
の
支
援
義
務
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
私
達
が
配
慮
す
べ
き
特
別
な
理
由
を
持
っ
て
い
る
人
達

│
私
達
の
同
胞
の
成
員
達

│
の

苦
難
を
見
過
ご
す
こ
と
は
、
と
り
わ
け
残
酷
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
直
感
的
な
信
念
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
34
）

。

共
同
体
の
道
徳
の
第
三
の
特
色
は
、
特
定
の
他
者
に
つ
い
て
配
慮
で
き
る
人
達
は
、
正
義
の
原
理
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
が
可
能
に
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な
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
自
身
も
認
め
る
通
り
、
正
義
の
感
覚
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
個
々
人
は
愛

情
と
配
慮
に
満
ち
た
共
同
体
で
育
て
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
私
達
が
、
個
別
的
な
も
の
へ
の
結
び
つ
き
を
通
し
て
、
一
般
的

で
公
平
な
原
理
を
理
解
し
得
る
も
の
と
す
る
な
ら
、
共
同
体
の
道
徳
と
い
う
個
別
的
な
も
の
へ
の
重
要
性
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
、
正
義

が
道
徳
的
な
生
き
方
の
永
続
的
な
特
徴
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
共
同
体
の
道
徳
の
第
四
の
特
色
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
共
同
体
の
道
徳
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
主
義
的
な
理
論
が
唱
導
し
て
い
る
の
よ
り
も
一
層
大
き
な
、

全
世
界
的
な
正
義
と
の
結
び
つ
き
が
出
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、
自
分
達
の
共
同
体
の
道

徳
を
大
切
な
も
の
と
考
え
る
が
故
に
、
共
同
の
利
益
を
と
も
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
、
他
の
全
て
の
国
家
の
成
員
の
権
利
も
正
当
な
も
の

と
み
な
す
の
で
あ
る
（
35
）

。

こ
う
し
た
議
論
に
従
え
ば
、
自
由
主
義
的
な
配
分
的
正
義
の
観
念
は
、
自
由
主
義
的
な
理
論
が
自
身
で
は
提
供
で
き
な
い
前
提
の
上
に
、

す
な
わ
ち
、
私
達
が
価
値
あ
る
も
の
を
共
有
す
る
人
達
と
の
関
係
に
つ
い
て
抱
く
感
情
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
（
36
）

、
と
も
い
え
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
私
達
は
国
家
が
自
分
達
の
権
利
や
利
益
を
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
自
分

達
の
一
体
化
の
対
象
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
国
家
に
対
す
る
義
務
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
私
達
は
国
家
が
自
分

達
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ル
ー
ル
に
従
い
、
そ
の
制
度
を
維
持
し
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
守
っ
て
行
こ
う
と
す
る

の
で
あ
る
（
37
）

。
し
か
し
タ
ミ
ル
は
こ
う
し
た
議
論
を
展
開
し
つ
つ
も
、
国
家
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
多
元
的
な
諸
価
値
を
包
摂
し
得
る
唯
一
の
規

範
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
国
家
が
、
諸
個
人
が
不
正
と
み
な
す
法
律
や
政
策
を
打
ち
出
す
場
合
、
諸
個
人
は
そ
れ
に
従
う
べ
き
か

否
か
を
考
え
、
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
タ
ミ
ル
は
説
く
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
家
へ
の
服
従
の
義
務
は
、

自
由
、
正
義
、
平
等
と
い
っ
た
合
理
的
、
普
遍
的
道
徳
の
重
要
性
を
説
く
議
論
と
比
較
し
て
そ
の
重
み
が
量
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
38
）

。
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個
々
人
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
必
要
と
、
合
理
的
、
一
般
的
価
値
を
支
え
る
必
要
と
の
間
に
均
衡
を
図
り
つ
つ
、
自
ら
の
態
度
を
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
要
す
る
に
タ
ミ
ル
の
議
論
に
お
い
て
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

感
情
は
、
政
府
の
活
動
の
正
否
を
判
定
す
る
場
合
に
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
絶
対
的
な
役
割
を
果
た
す

も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

タ
ミ
ル
の
自
由
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
人
々
の
一
体
性
の
感
情
や
連
帯
感
を
具
現
し
た
も
の
と
捉
え
、
ハ
イ
エ

ク
と
ロ
ー
ル
ズ
に
欠
け
て
い
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
た
。
ハ
イ
エ
ク
の
説
く
法
の
支
配
も
、
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
す
る
正

義
の
二
原
理
も
、
タ
ミ
ル
の
強
調
す
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
土
台
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
確
実
な
基
礎
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
タ

ミ
ル
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
捉
え
方
は
不
十
分
で
あ
る
。
彼
女
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
と
共
同
体
の
価
値
を
同
一
視
し
、
愛
情
、
協
力
、
配
慮
、

一
体
化
の
感
情
と
い
っ
た
も
の
を
養
成
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
を
認
め
た
。
し
か
し
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
政
治
が
直

接
支
配
力
を
及
ぼ
す
分
野
（
政
治
的
共
同
体
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
）
と
及
ぼ
さ
な
い
分
野
（
非
政
治
的
共
同
体
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
）
に
二
分
化
で
き
る
。
タ
ミ
ル
が
共
同
体
の
価
値
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
主
と
し
て
非
政
治
的
共
同
体
に
お
い
て
成
り

立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
政
治
的
共
同
体
に
お
い
て
は
、
非
政
治
的
共
同
体
の
価
値
と
は
異
な
っ
た
、
友
敵
、
競
合
、
対
立
、

闘
争
と
い
っ
た
関
係
が
発
生
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
に
主
権
が
必
要
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
こ
か
ら
生
じ
る
争
い
に
決

着
を
つ
け
、
国
民
的
一
体
性
を
保
持
す
る
た
め
で
あ
る
。
国
民
的
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
非
政
治
的
共
同
体
に
お
い
て
も
た
ら

さ
れ
る
自
然
的
な
一
体
性
と
と
も
に
、
政
治
的
共
同
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
強
制
的
な
一
体
性
も
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

国
家
に
主
権
が
あ
る
以
上
、
私
達
に
は
正
当
に
行
使
さ
れ
る
主
権
に
従
わ
な
い
自
由
は
存
在
し
な
い
。
前
述
の
通
り
タ
ミ
ル
は
、
国
家

が
、
諸
個
人
が
不
正
と
み
な
す
法
律
を
制
定
し
た
場
合
、
諸
個
人
は
そ
れ
に
従
う
べ
き
か
否
か
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。
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し
か
し
正
当
な
手
続
き
を
経
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
目
か
ら
は
不
正
な
も
の
に
見
え
て
も
、
私
達
は
そ
れ
に
従
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
政
治
に
は
極
め
て
強
圧
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
強
圧
的
な
側
面
を
和
ら

げ
る
た
め
に
は
、
特
定
の
法
律
や
政
策
に
従
い
つ
つ
も
、
そ
の
不
当
性
を
絶
え
ず
訴
え
続
け
る
自
由
と
、
タ
ミ
ル
の
い
う
共
同
体
（
非
政

治
的
共
同
体
）
の
価
値
が
、
私
達
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
タ
ミ
ル
の
議
論
を
補
っ
て
い
え
ば
、
多
元
主
義
的
な
社
会

と
は
、
協
力
や
配
慮
を
重
ん
じ
る
多
様
な
非
政
治
的
共
同
体
が
、
多
元
的
な
政
治
的
価
値
に
彩
ら
れ
、
対
立
や
闘
争
に
傾
き
が
ち
な
政
治

的
共
同
体
を
取
り
囲
ん
で
い
る
社
会
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
社
会
は
、
国
民
の
間
に
多
元
的
な
政
治
的
価
値
が
存
在
し
て
も
、
国

民
相
互
間
に
大
分
裂
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
社
会
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
非
政
治
的
共
同
体
の
も
た
ら
す
国
民
的
一
体
性
は
、

対
立
を
事
と
す
る
、
多
元
的
な
政
治
的
共
同
体
に
身
を
置
く
た
め
の
補
償
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
も
い
え

る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
部
に
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
共
同
体
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重

要
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅵ　

む
す
び

上
述
の
通
り
、
政
治
的
共
同
体
に
お
け
る
究
極
の
問
題
解
決
方
法
は
、
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
複
数
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
一
つ
の

み
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
国
家
意
思
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
最
後
の
手
段
で
あ
っ
て
、
国
家
権
力
の
発
動
を
可

能
な
限
り
避
け
、
な
る
べ
く
当
事
者
同
士
の
討
論
と
合
意
に
よ
っ
て
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
が
最
良
の
道
で
あ
る

こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
そ
れ
で
は
、
多
元
主
義
社
会
は
ど
の
程
度
そ
う
し
た
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述

の
通
り
ロ
ー
ル
ズ
は
、
多
様
な
包
括
的
教
義
は
そ
れ
ぞ
れ
合
理
的
で
は
あ
っ
て
も
、
相
互
に
両
立
し
得
な
い
も
の
と
捉
え
、
相
互
の
両
立
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と
協
力
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
政
治
的
自
由
主
義
を
唱
道
し
た
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
自
由
主
義
の
起
源
は
、
一
六
世
紀

の
宗
教
改
革
に
求
め
ら
れ
る
。
宗
教
改
革
は
中
世
の
宗
教
的
統
一
を
分
断
し
、
宗
教
的
多
元
主
義
を
生
み
出
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
改
革

に
よ
っ
て
誕
生
し
た
各
教
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
真
理
を
主
張
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
の
世
紀
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
多
元
主
義
は
、
さ
ら
に
他
の
種
類
の
多
元
主
義
を
育
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
39
）

。
市
民
は
形
而
上

学
的
、
道
徳
的
問
題
に
つ
い
て
は
互
い
に
合
意
し
得
な
い
、
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
信
念
は
、
宗
教
改
革
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
と
は
異
な
っ
た
宗
教
改
革
の
捉
え
方
も
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
通
常
の
生
活
を
肯
定
す
る
態

度
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
宗
教
改
革
の
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
尤
も
伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
従
っ
て
も
、「
生
活
」

に
対
し
て
は
、
観
照
と
か
市
民
と
し
て
の
活
動
と
い
っ
た
、
善
き
生
活
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
土
台
と
し
て
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
宗
教
改
革
に
よ
り
、
通
常
の
生
活
は
ま
さ
に
善
き
生
活
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
尤
も
善
き
生
活
と
は
、

神
へ
の
畏
敬
の
念
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
）。
こ
う
し
て
、
以
前
の
よ
り
高
度
な
生
活
形
態
は
そ
の
権
威
を
失
墜
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
40
）

。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
生
活
に
重
要
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
種
々
の
曲
折
を
経
て
遂
に
は
近

代
文
明
の
最
も
強
力
な
理
念
の
一
つ
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
人
間
生
活
を
全
面
的
に
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
や
が
て
出
現
す
る
、

人
間
の
自
律
に
中
心
的
な
価
値
を
置
く
立
場
と
並
ん
で
近
代
西
欧
の
特
色
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
41
）

。

こ
う
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
宗
教
改
革
以
後
の
近
代
西
洋
で
は
、
政
治
は
、
最
高
の
価
値
を
付
与
さ
れ
た
人

間
の
日
常
生
活
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
べ
き
か
、
と
い
う
共
通
の
論
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
日
常
生
活

の
構
成
要
素
と
な
り
、
従
っ
て
最
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
、
ジ
ョ
ン
・
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ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ミ
ル
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
、
自
律
と
自
己
決
定
の
能
力
を
有
す
る
人
間
個
々
人
で
あ
る
。
こ
う
し
て
近
代
以
後
の

政
治
思
想
は
、
人
間
の
日
常
生
活
と
個
々
人
の
尊
重
と
い
う
共
通
の
基
盤
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
複
数
の
包
括

的
教
義
も
当
然
そ
う
し
た
共
通
の
基
盤
の
上
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
内
容
上
の
相
違
は
確
か
に
存
在
す

る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
共
通
の
基
盤
を
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
形
而
上
学
的
、
道
徳
的
問
題
に
つ
い
て
も
相
互
に
理
解
可
能
な
も
の

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
は
、
現
代
人
の
自
己
決
定
の
あ
り
方
で
あ
る
。
私
達
は
例
え
ば
、
経
済
に
関

し
て
は
功
利
主
義
に
、
教
育
に
つ
い
て
は
理
想
主
義
に
、
歴
史
を
考
え
る
時
に
は
保
守
主
義
に
依
拠
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
包
括
的
諸
教

義
を
適
宜
取
り
入
れ
な
が
ら
自
己
の
生
活
を
組
み
立
て
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
達
は
特
定
の
包
括
的
教
義
の
な
か
に
が
ん
じ
が
ら

め
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
形
而
上
学
的
、
道
徳
的
問
題
に
関
し
て
、
包
括
的
諸
教
義
間
の
相
互
理
解
と
合
意
は
不
可

能
と
み
た
ロ
ー
ル
ズ
の
見
解
は
、
包
括
的
諸
教
義
の
性
格
を
あ
ま
り
に
も
強
く
宗
教
的
諸
教
義
の
性
格
と
同
一
視
し
過
ぎ
た
結
果
と
い
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
現
代
社
会
の
多
元
性
と
は
ど
こ
に
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
結
局
、
私
達
自
身
の
生
活
の
組
み
立
て
方
、
あ
る
い

は
そ
れ
と
不
可
分
な
自
己
決
定
の
あ
り
方
の
多
様
性
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
達
は
、
自
己
の
生
活
の
な
か
に
取
り
入
れ
た

包
括
的
諸
教
義
の
な
か
で
、
ど
れ
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
の
か
、
ど
れ
に
最
優
先
権
を
認
め
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
意
見
が
一

致
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
ハ
イ
エ
ク
は
、
私
達
の
追
求
す
る
様
々
な
目
的
を
位
置
づ
け
る
共
通
の
序
列
が
な
い
状
況

を
多
元
主
義
と
名
づ
け
た
が
、
こ
れ
が
最
も
よ
く
自
己
決
定
の
あ
り
方
の
多
様
性
を
捉
え
た
叙
述
で
あ
る
。
し
か
し
私
達
が
踏
ま
え
て
い

る
の
は
、
相
互
に
理
解
し
合
意
し
合
え
る
包
括
的
諸
教
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
的
意
思
決
定
に
際
し
て
は
、
法
の
支
配
の
下
で
、
討

論
に
よ
り
互
い
に
譲
歩
、
妥
協
、
調
和
を
図
り
、
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ハ
イ
エ
ク
の
考
え
方
に
則
し
て
い
え
ば
、
多
元
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主
義
的
な
社
会
と
は
、
人
々
が
自
分
達
の
生
活
と
自
律
に
最
高
の
価
値
を
認
め
る
点
で
は
共
通
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
価
値
を
実
現
す
る

た
め
に
人
々
が
掲
げ
る
目
的
が
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
社
会
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
社
会
で
は
、
人
々
は
価
値
を
共
有
し

て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
価
値
の
範
囲
内
で
、
自
ら
の
掲
げ
る
目
的
を
修
正
し
、
変
更
し
、
ま
た
他
者
の
掲
げ
る
目
的
を
理
解
す
る
と
い
う

こ
と
も
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
エ
ク
は
、
多
元
主
義
的
な
社
会
の
特
色
と
、
そ
う
し
た
社
会
を
統
御
す
る
も
の
と
し
て
の
法
の
支
配
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
妥
当

な
議
論
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
法
の
支
配
を
実
践
し
、
遵
守
す
る
役
割
を
負
う
者
と
し
て
の
市
民
の
観
念
を
提
唱
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
し
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
観
念
に
つ
い
て
も
不
明
確
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
市
民
と
政
治
的
正

義
の
観
念
を
掲
げ
、
前
者
に
後
者
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
考
え
る
多
元
主
義
的
な
状
況
、
す
な
わ
ち
互
い
に
両
立
し

得
な
い
包
括
的
諸
教
義
が
並
存
し
て
い
る
状
況
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
本
稿
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
包
括
的
諸
教
義
の
両
立

が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
的
な
図
式
は
成
り
立
た
な
い
も
の
と
な
る
。
ま
た
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
で
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
場
合

と
同
様
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
位
置
づ
け
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。
タ
ミ
ル
の
議
論
の
意
義
は
、
ハ
イ
エ
ク
と
ロ
ー
ル
ズ
が
不
分
明
の
ま
ま
に
放

置
し
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
観
念
を
重
視
し
、
そ
れ
に
自
由
や
平
等
と
い
っ
た
普
遍
的
諸
価
値
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
価
値
を
認
め
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
た
だ
、
彼
女
が
普
遍
的
諸
価
値
の
多
様
性
を
包
み
込
む
も
の
と
し
て
期
待
す
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
非
政
治
的
共
同
体
の
こ
と

で
あ
る
と
い
う
一
点
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
る
な
ら
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
自

由
主
義
的
な
諸
価
値
の
相
互
協
力
を
促
進
し
、
ま
た
時
に
は
そ
れ
ら
の
相
互
対
立
を
和
ら
げ
る
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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（
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脇
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（
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の

原
発
態
度
に
関
す
る
考
察

宮　
　

脇　
　
　
　
　

健

1
．
問
題
意
識

本
稿
は
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
関
す
る
民
主
党
政
権
の
対
応
と
原
子
力
政
策
に
つ
い

て
、
福
島
県
の
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
端
を
発
す
る
原
子
力
災
害
の
脅
威
は
震
災
後
の
現
在
も
我
々
の
生
活
を
脅
か
し
、
日
本
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
転
換
や
原
発
の
安
全
基
準
見
直
し
、
廃
炉
に
関
す
る
議
論
な
ど
、
政
治
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
々
な
問
題
を
提
起

し
た
。
二
〇
一
三
年
の
九
月
時
点
に
お
い
て
、
自
民
党
政
権
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
一
環
と
し
て
、
安
全
と
さ
れ
た
原
発
の
再
稼
働
は
、

六
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地
元
自
治
体
の
理
解
獲
得
へ
国
の
責
任
で
最
大
限
努
力
す
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
前
政
権
で
あ
る
、
民
主
党
政
権
の

二
〇
三
〇
年
代
に
は
原
子
力
発
電
へ
の
依
存
度
〇
％
と
は
異
な
る
方
向
で
動
き
出
し
て
い
る

（
1
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
に
至
る
ま
で
、
前
政
権
で
は
討
論
型
世
論
調
査
を
行
い
、
国
民
の
一
部
の
声
を
参
考
と
し
て
取
り
入
れ
た
こ
と
、
ま
た
現
政
権
で
は
再

稼
働
に
関
す
る
手
続
き
が
以
前
に
比
べ
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
少
な
か
ら
ず
、
原
子
力
政
策
に
対
す
る
政
府
と
国
民
の
考
え
方
が
変

化
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

（
2
）

。

原
子
力
発
電
に
対
す
る
政
府
、
国
民
の
一
連
の
動
き
の
中
で
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の

対
応
を
め
ぐ
る
、
政
府
の
初
動
対
応
の
遅
さ
、
原
発
事
故
対
応
を
指
揮
す
る
菅
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
、
被
災
者
を
は
じ
め
と

す
る
国
民
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
府
と
原
子
力
・
安
全
保
安
院
、
東
京
電
力
の
事
故
に
関
す
る
情
報
公
開
の
遅
滞
、
ま
た

情
報
発
信
の
混
乱
、
そ
し
て
、
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
が
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
原
子
力
発
電
事
故
に
対
す
る
危
機
管
理
の

不
備
な
ど
、
数
多
く
の
批
判
が
発
生
し
た
（
木
村
二
〇
一
二
、
福
田
二
〇
一
二
）。
こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
て
、
当
時
の
民
主
党
政
権
の
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
た
め
に
政
府
、
民
間
を
初
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
証
チ
ー
ム
が
そ
の
総

括
を
行
っ
て
い
る

（
3
）

。

で
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
直
接
的
な
被
災
者
で
あ
る
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
は
、
当
時
の
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故

に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
、
ま
た
今
後
の
原
子
力
政
策
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
、
今
回
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
対
す
る
民
主
党
政
権
の
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
の
原
子
力
政
策
の
態

度
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
原
子
力
発
電
所
事
故
後
の
人
の
態
度
変
容
や
そ
の
態
度
を
規
定
す
る

要
因
を
探
究
す
る
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
人
の
原
発
政
策
の
態
度
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
研
究

六
八
二



政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
一
九
九
）

は
散
見
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
原
発
事
故
対
応
と
原
発
政
策
に
関
す
る
人
の
心
理
的
要
因
が
政
府
の
対
応
と
関
係
が
あ
っ
た
の

か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
危
機
時
の
政
府
の
対
応
が
人
の
原
発
政
策
へ
の
態
度
に
改
変
を
促
す
の
か
、
接
近
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
原
子
力
発
電
所
と
と
も
に
生
活
し
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
避
難
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
る
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
政
府
の
原
子
力
発
電
所
事
故
と
原
子
力
政
策
に
関
す
る
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
上
記
の

目
的
を
解
明
す
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
二
〇
キ
ロ
圏
内
自
治
体
（
双
葉
町
、
大
熊
町
、
富
岡
町
、
浪
江
町
、

楢
葉
町
）
の
立
地
自
治
体
住
民
と
、
三
〇
キ
ロ
圏
内
の
隣
接
自
治
体
（
い
わ
き
市
）
住
民
を
抽
出
し
、
原
子
力
発
電
と
原
発
事
故
対
応
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
政
府
の
原
発
事
故
対
応
へ
の
評
価
と
原
発
政
策
に
関
す
る
意
識

を
明
ら
か
に
す
る

（
4
）

。

2
．
先
行
研
究
の
整
理

原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
す
る
心
理
的
要
因

本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
、
人
の
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
に
は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以
前
、
日
本
に
お
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
し
て
、
原
子
力
発
電
が
推
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い

（
5
）

。
従
っ
て
、
原
子
力
発
電
を
推
進
す
る
た
め
の
目
的
と
し
て
、
原
発
政
策
に
関
す
る
立
地
自
治
体
住
民
や
周
辺
地
域
住
民
に
対
し
て

の
意
識
調
査
、
国
民
の
意
識
を
知
る
た
め
の
世
論
調
査
が
数
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。
海
外
で
も
、
一
九
八
六
年
に
起
き
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故
後
、
多
く
の
世
論
調
査
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
関
す
る
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る

（
6
）

。
そ
れ
ら
の
研
究
結
果
か
ら

人
の
原
発
政
策
の
態
度
に
は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
そ
の
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。六
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
〇
〇
）

ま
ず
、
日
本
の
研
究
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
申
・
正
田
（
二
〇
〇
〇
）
は
原
発
立
地
自
治
体
住
民
で
あ
る
、
新
潟
県
柏
崎
市
の
住
民

と
福
島
県
双
葉
郡
の
住
民
に
対
し
て
調
査
を
行
い
、
柏
崎
市
の
住
民
が
原
子
力
発
電
へ
の
反
対
の
意
識
が
強
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
調
査
か
ら
原
発
立
地
自
治
体
に
お
い
て
も
原
子
力
発
電
に
対
し
て
反
対
と
意
思
表
示
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、

木
村
・
古
田
・
鈴
木
（
二
〇
〇
三
）
ら
の
研
究
で
は
、
原
子
力
政
策
を
提
供
す
る
情
報
源
の
信
頼
性
に
つ
い
て
検
証
し
、
電
力
を
供
給
す

る
地
域
で
は
、
国
や
電
力
会
社
か
ら
の
情
報
を
信
頼
し
て
お
り
、
そ
の
傾
向
は
電
力
を
消
費
す
る
地
域
よ
り
も
高
い
と
い
う
結
果
を
導
き

出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
発
立
地
自
治
体
に
お
い
て
、
住
民
の
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
に
は
国
や
電
力
会
社
へ
の
信
頼
性
の
高
さ
が

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

（
7
）

。

ま
た
、
一
九
九
九
年
の
Ｊ
Ｃ
Ｏ
臨
界
事
故
に
よ
り
、
原
子
力
発
電
所
の
信
頼
が
低
下
し
、
不
安
が
増
加
し
た
。
そ
こ
で
、
原
子
力
広
報

の
在
り
方
を
見
直
す
た
め
に
、
小
杉
・
神
谷
・
土
屋
（
二
〇
〇
八
）
は
茨
城
県
の
住
民
に
対
し
て
、
原
子
力
の
利
用
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関

す
る
知
識
や
態
度
を
調
査
し
た
。
そ
の
研
究
に
よ
る
と
、
原
子
力
発
電
に
対
し
て
、
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
は
①
茨
城
県
の
他
の
地
域

よ
り
も
原
発
に
関
す
る
知
識
が
あ
る
、
②
安
全
対
策
に
関
し
て
も
理
解
を
示
し
て
い
る
割
合
が
高
い
、
③
原
発
に
対
す
る
安
心
感
が
高
い
、

特
徴
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
は
他
の
地
域
の
住
民
よ
り
も
原
発
推
進
に
対
し
て
賛
成
意
見
が
強
い
傾
向
に
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
安
心
感
が
作
用
す
る
こ
と
を
解
明
し
、
原
発
立
地

自
治
体
の
住
民
と
そ
う
で
な
い
地
域
住
民
と
で
は
原
発
政
策
に
関
し
て
意
識
に
差
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
調
査
で

は
、
女
性
よ
り
も
男
性
の
方
が
原
子
力
発
電
の
推
進
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
も
証
明
さ
れ
た
。
小
杉
・
土
屋
（
二
〇
〇
七
）
が
福

井
県
の
住
民
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
も
、
上
記
の
研
究
結
果
と
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
、
原
発
立
地
地
域
で
は
、
男
性
が
女
性
よ
り
も

原
発
政
策
の
推
進
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
り
、
ま
た
原
発
政
策
を
推
進
す
る
要
因
と
し
て
安
心
感
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い

六
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
〇
一
）

る
。
こ
の
二
つ
の
研
究
か
ら
、
日
常
に
お
い
て
、
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
に
は
安
心
感
と
い
っ
た
心
理
的
要
因
が
作
用
す
る
こ
と
が
わ

か
る
。

中
村
ら
（
二
〇
〇
六
）
は
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
、
原
発
立
地
自
治
体
に
お
け
る
住
民
の
原
子
力
に
対
す
る
意

識
を
調
査
し
、
原
発
立
地
自
治
体
で
あ
る
福
井
県
住
民
と
、
原
発
の
立
地
し
な
い
東
京
都
民
の
意
識
を
比
較
し
た
。
ま
た
、
中
村
ら

（
二
〇
〇
七
）
は
、
原
発
に
関
わ
る
仕
事
に
従
事
す
る
電
力
会
社
社
員
や
原
発
作
業
員
に
対
し
て
原
子
力
に
関
す
る
意
識
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
原
発
立
地
自
治
体
に
お
い
て
原
発
の
仕
事
に
従
事
す
る
社
員
、
作
業
員
と
一
般
住
民
と
の
間
で
、
原
子
力
発
電

に
対
す
る
意
識
を
比
較
し
た
結
果
、
原
発
の
仕
事
に
従
事
す
る
電
力
会
社
社
員
や
、
原
発
作
業
員
の
方
が
、
原
発
に
関
す
る
知
識
を
有
し
、

安
心
感
を
持
ち
、
原
発
を
推
進
す
る
態
度
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
先
行
研
究
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
多
数
が
原
発
政
策
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
支
持
の
理
由
は
原
発
に
対
す
る
「
安
心
感
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
原
発
政
策

に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
と
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

海
外
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
一
九
八
六
年
に
起
こ
っ
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
事
故
以
後
の
原
子
力
発
電
に
対
す
る
人
々

の
態
度
は
否
定
的
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（E

iser et 1989 （
8
）

）。
ま
た
、keller et 

（2012

）
は
一
般
人
（lay people

）
ほ
ど

リ
ス
ク
や
科
学
技
術
を
危
険
だ
と
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
判
断
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
研
究
か
ら
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
子
力
発

電
の
代
替
に
反
対
の
人
ほ
ど
、
言
い
換
え
れ
ば
、
原
子
力
発
電
に
肯
定
的
な
人
ほ
ど
、
放
射
線
や
原
発
事
故
と
い
っ
た
リ
ス
ク
に
関
す
る

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
知
識
と
関
わ
っ
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
原
発
を
推
進
す
る
人
は
、
原
子
力
発
電
所
の
メ

六
八
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
〇
二
）

リ
ッ
ト
と
安
全
性
を
認
め
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
認
識
の
度
合
い
が
低
下
す
れ
ば
原
発
推
進
へ
の
支
持
も
下
が
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
は
、
そ
の
他
の
地
域
の
住
民
よ
り
も
原
子
力
発
電
所
に
対
し
て
好
意
的
な
回

答
を
す
る
人
が
多
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
大
磯
二
〇
〇
八
、
二
〇
一
二
）。

原
発
事
故
、
原
子
力
災
害
に
対
す
る
不
安
に
つ
い
て
考
察
し
た
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
るB

eck 

（1986

）
は
、
そ
の
著
書
『
危
険
社

会
』
に
お
い
て
、
再
帰
的
近
代
が
も
た
ら
し
た
現
代
的
リ
ス
ク
の
代
表
例
と
し
て
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
の
よ
う
な
原
子
力
災
害
を

挙
げ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
リ
ス
ク
社
会
を
生
き
る
現
代
人
の
中
で
重
要
な
意
識
は
、「
リ
ス
ク
不
安
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
原
発
と
い
う
リ
ス
ク
と
不
安
と
い
う
意
識
の
関
係
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

実
際
に
日
本
で
も
、
東
海
村
臨
界
事
故
が
一
九
九
九
年
に
起
こ
っ
て
い
る
。
臨
界
事
故
以
前
と
以
後
の
関
西
地
区
と
関
東
地
区
の
住
民

の
意
識
に
関
す
る
デ
ー
タ
比
較
を
行
っ
た
北
田
・
林
（
二
〇
〇
〇
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
事
故
後
の
方
が
住
民
の
原
発
に
対
す
る

不
安
感
が
増
し
、
原
発
に
関
連
す
る
質
問
に
否
定
的
な
回
答
を
行
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
傾
向
は
男
性
よ
り

女
性
の
方
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
。
彼
女
ら
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
情
報
接
触
を
積

極
的
に
行
わ
ず
、
原
子
力
に
関
す
る
知
識
へ
の
関
心
が
低
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る

（
9
）

。
つ
ま
り
、
情
報
接
触
の
多
さ
や
原
発

に
関
す
る
知
識
の
有
無
が
不
安
感
を
誘
発
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

で
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
福
島
第
一
原
発
事
故
発
生
以
後
の
住
民
の
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
福
島
第
一
原
発
事
故
発
生
後
の
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
実
証
研
究
は
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ま

だ
多
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
と
同
じ
く
、
福
島
県
の
原
発
被
災
者
の
意
識
に
つ
い
て
調
査
し
た
今
井
（
二
〇
一
一
ａ
、
二
〇
一
一
ｂ
、

二
〇
一
二
）
に
よ
る
と
、
原
発
政
策
に
関
し
て
、
多
く
の
被
災
住
民
が
廃
炉
を
希
望
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ

六
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自
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民
の
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す
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（
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〇
三
）

し
て
、
原
発
産
業
に
従
事
す
る
住
民
と
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
な
い
住
民
と
の
間
に
は
、
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
に
差
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
10
）

。

ま
た
、
渋
谷
（
二
〇
一
二
）
が
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以
前
と
以
後
の
茨
城
県
の
住
民
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
事
故
以
前
は
、
東
海
第
二
原
子
力
発
電
所
の
稼
働
な
ど
の
原
発
政
策
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
住
民
が
、

事
故
後
は
原
子
力
発
電
に
対
し
て
不
安
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
原
子
力
発
電
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
す
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
男
性
に
比
べ
て
女
性
の
方
が
そ
の
傾
向
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
方
で
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
後
に
原
発
立
地
自
治
体
の
青
森
県
で
行
っ
た
大
坪
（
二
〇
一
一
）
の
調
査
に
よ
る
と
、
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
が
変
化
を
し
た
と

答
え
た
住
民
が
多
数
を
占
め
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
の
原
発
に
関
す
る
態
度
に
つ
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
子
力
発
電
に
対
す
る
不
安
と
不
信
が

増
大
し
、
原
発
政
策
と
原
発
利
用
に
つ
い
て
以
前
よ
り
も
否
定
的
態
度
を
と
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
傾
向
は
原
発

立
地
自
治
体
に
お
い
て
も
散
見
で
き
る
点
に
あ
る
。

更
に
、
福
田
（
二
〇
一
〇
）
は
原
発
事
故
を
含
む
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
対
す
る
人
々
の
不
安
や
危
険
認
知
、
メ
デ
ィ
ア
利
用

に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
調
査
か
ら
、
原
発
事
故
に
対
す
る
リ
ス
ク
は
、
原
発
に
関
す
る
「
メ
デ
ィ

ア
利
用
」
と
、「
関
心
度
」、「
リ
ス
ク
不
安
」、「
リ
ス
ク
認
知
」
の
四
つ
の
変
数
の
間
で
構
造
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
数
の
間
に
相
関

関
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
田
（
二
〇
一
〇
）
は
、
パ
ス
解
析
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
原
発
事
故
に
関
す
る
メ

デ
ィ
ア
利
用
が
、
関
心
度
を
高
め
、
そ
の
結
果
、
リ
ス
ク
不
安
と
リ
ス
ク
認
知
を
高
め
る
と
い
う
因
果
関
係
も
検
証
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
後
の
人
々
の
態
度
と
し
て
、
①
原
子
力
発
電
と

六
八
七
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（
一
二
〇
四
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い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
人
々
が
と
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
②
そ
の
否
定
的
な
見
解
を
も
た
ら
す
要
因
と
し

て
原
子
力
発
電
に
対
す
る
不
安
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
1
．
原
発
立
地
住
民
は
事
故

後
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
し
て
、
原
発
政
策
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
と
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
2
．
原
発
立
地
住
民
の
原
発
政
策
に
関

す
る
態
度
は
事
故
以
前
と
事
故
後
と
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
ま
た
、
変
化
し
た
と
す
れ
ば
そ
の
態
度
を
規
定
す
る
要
因
は
不
安

が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
の
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
に
つ

い
て
解
明
で
き
る
。

次
に
、
民
主
党
政
権
の
原
発
事
対
応
の
関
す
る
世
論
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
世
論
調
査
の
結
果
か
ら
、
政
府

の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
の
原
発
政
策
の
態
度
に
関
わ
る
要
因
を
考
え
て
い
く
。

民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応
に
関
す
る
評
価

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
対
し
て
当
時
の
民
主
党
政
権
（
菅
政
権
）
が
行
っ
た
対
応
に
つ
い
て
、
国
民
か
ら
多
く
の
批
判
の
声

が
あ
げ
ら
れ
た
。
日
本
経
済
新
聞
が
原
発
事
故
か
ら
一
ヶ
月
後
の
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
か
ら
一
七
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査
で
は
、

回
答
者
の
七
〇
％
が
菅
首
相
の
原
発
事
故
対
応
を
「
評
価
し
な
い
」
と
回
答
し
、
ま
た
、
原
発
事
故
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
伝
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
か
と
い
う
質
問
に
「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
人
が
七
一
％
に
上
っ
た

（
11
）

。
産
経
新
聞
と
Ｆ
Ｎ
Ｎ
（
フ
ジ
・
ニ
ュ
ー

ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
が
四
月
二
三
日
、
二
四
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査
で
は
、
菅
首
相
は
震
災
・
原
発
対
応
に
お
け
る
指
導
力
を
発
揮
し

て
い
る
と
思
う
か
と
い
う
質
問
に
、「
思
う
」
と
回
答
し
た
の
は
一
三
・
四
％
に
過
ぎ
ず
、
指
導
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
「
思
わ
な
い
」
と

六
八
八
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回
答
し
た
人
は
七
九
・
七
％
に
上
っ
た
。
福
島
第
一
原
発
事
故
を
め
ぐ
る
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
評
価
で
き
る
と
思
う
か
と
い
う
質
問
に

対
し
て
、
七
六
・
四
％
の
回
答
者
が
「
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
、
原
発
事
故
の
状
況
や
放
射
性
物
質
に
関
す
る
政
府
の
発
表
は
信
用
で
き

る
と
思
う
と
い
う
質
問
に
対
し
て
も
六
六
・
二
％
の
回
答
者
が
「
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る

（
12
）

。
厳
し
い
評
価
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の

は
菅
政
権
だ
け
で
は
な
い
。
東
京
電
力
に
対
し
て
も
原
発
事
故
の
対
応
や
発
表
が
適
切
だ
と
思
う
と
い
う
質
問
に
、「
思
わ
な
い
」
と
い

う
回
答
が
七
六
・
四
％
、
原
発
事
故
収
束
に
向
け
て
作
成
し
た
工
程
表
は
信
用
で
き
る
と
思
う
と
い
う
質
問
に
対
し
て
も
六
三
・
四
％
の
回

答
者
が
「
思
わ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
世
論
調
査
で
、
菅
政
権
へ
の
支
持
率
は
二
一
・
八
％
で
あ
っ
た
が
、
前
回
の
調
査
よ
り
も
微

増
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
の
発
生
に
よ
っ
て
、
菅
政
権
と
民
主
党
に
対
す
る
支
持
率
は
し

だ
い
に
低
下
し
て
い
っ
た
。

五
月
に
入
り
、
読
売
新
聞
が
一
三
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
実
施
し
た
全
国
世
論
調
査
に
お
い
て
、
菅
首
相
は
福
島
第
一
原
発
事
故
の

対
応
で
指
導
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
回
答
者
の
七
五
％
が
「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
答
え
、
原
子
力

発
電
所
事
故
を
め
ぐ
る
政
府
の
対
応
を
評
価
し
ま
す
か
と
い
う
質
問
に
、
七
三
％
が
「
評
価
し
な
い
」
と
回
答
し
、
厳
し
い
評
価
を
下
し

た
形
と
な
っ
た

（
13
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
等
の
メ
デ
ィ
ア
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
世
論
は
、
福
島
第
一
原
発

事
故
に
よ
っ
て
被
災
し
た
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
意
識
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
福
島
第
一
原
発

事
故
の
直
接
的
な
関
係
者
で
あ
る
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
民
主
党
政
権
の
原
発
対
応
に
関
す
る
意
識
に
つ
い
て
は
検
証
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た

（
14
）

。

ま
た
、
菅
首
相
は
五
月
六
日
、
中
部
電
力
に
対
し
て
、
静
岡
県
御
前
崎
市
の
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
全
面
停
止
を
要
請
し
た

（
15
）

。
東
海
地

六
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（
一
二
〇
六
）

震
に
よ
る
地
震
と
津
波
に
よ
る
浜
岡
原
発
の
被
害
想
定
へ
の
信
頼
が
揺
ら
い
だ
た
め
で
あ
る
。
東
海
地
震
に
よ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
レ

ベ
ル
の
津
波
が
発
生
し
た
と
き
、
浜
岡
原
発
が
耐
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
菅
首
相
の
決
断
で
あ
っ
た
。
そ
の
浜
岡
原
発
の
停

止
要
請
に
対
し
て
は
、
共
同
通
信
が
五
月
一
四
日
、
一
五
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査
で
、「
評
価
し
て
い
る
」
が
六
六
・
二
％
（「
大
い
に
評

価
し
て
い
る
」
と
の
回
答
が
二
三
・
六
％
、「
あ
る
程
度
評
価
し
て
い
る
」
が
四
二
・
六
％
）、「
評
価
し
て
い
な
い
」
が
二
九
・
七
％
（「
あ
ま
り
評
価
し

て
い
な
い
」
が
二
二
・
八
％
、「
全
く
評
価
し
て
い
な
い
」
が
六
・
九
％
）
と
、
国
民
の
多
く
が
そ
の
決
断
を
支
持
し
た
結
果
と
な
っ
た

（
16
）

。
前
述
の

読
売
新
聞
が
五
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査
で
も
、
浜
岡
原
発
の
停
止
を
「
評
価
す
る
」
回
答
者
は
六
八
％
に
上
っ
た
。

毎
日
新
聞
な
ど
そ
の
他
の
新
聞
社
の
世
論
調
査
で
も
同
様
の
結
果
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
菅
首
相
が
七
月
一
三
日
の
記
者
会
見
で
「
脱
原
発
」
方
針
を
発
表
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
共
同
通
信
が
七
月
二
三

日
、
二
四
日
に
実
施
し
た
世
論
調
査
の
結
果
、「
賛
成
」
が
三
一
・
六
％
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
」
が
三
八
・
七
％
と
、「
脱
原
発
」

路
線
へ
の
支
持
は
七
〇
・
三
％
を
記
録
し
た
。
こ
の
調
査
で
、
内
閣
支
持
率
は
一
七
・
一
％
、
不
支
持
率
は
七
〇
・
六
％
と
、
そ
の
前
回
調

査
の
支
持
率
二
三
・
二
％
か
ら
さ
ら
に
下
落
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
「
脱
原
発
」
方
針
だ
け
は
高
支
持
率
を
記
録
し
た
の
で
あ

る
（
17
）

。
さ
ら
に
、
朝
日
新
聞
が
八
月
六
日
、
七
日
に
実
施
し
た
全
国
世
論
調
査
で
は
、「
脱
原
発
」
路
線
を
表
明
し
た
菅
首
相
を
「
評
価
す

る
」
回
答
が
六
一
％
、「
評
価
し
な
い
」
は
二
七
％
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
閣
支
持
率
は
一
四
％
、
不
支
持
率
は
六
七
％
と
最

低
の
値
を
示
し
、「
脱
原
発
」
方
針
へ
の
支
持
は
内
閣
支
持
率
に
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た

（
18
）

。

こ
の
よ
う
に
、
新
聞
社
や
通
信
社
な
ど
メ
デ
ィ
ア
が
実
施
し
た
世
論
調
査
に
よ
っ
て
、
菅
政
権
に
よ
る
原
発
事
故
対
応
に
関
す
る
評
価

は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
、
世
論
調
査
に
よ
る
全
体
的
な
世
論
の
傾
向
で
あ
っ
て
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
っ
て
被
災
者

と
な
っ
た
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
意
識
で
は
な
い
こ
と
を
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

六
九
〇
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世
論
調
査
の
結
果
の
よ
う
に
、
原
発
立
地
自
治
体
住
民
は
、
政
府
の
原
発
事
故
に
関
す
る
対
応
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
は
原
発
政
策
に
否
定
的
な
見
解
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
の
対
応
に
不
満
が
あ
れ
ば
、

そ
の
こ
と
が
原
発
政
策
に
関
す
る
見
解
を
否
定
的
に
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
政
府
の
原
発
事
故
対
応
に
対
す
る
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
政
府
へ
の

対
応
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
て
、
先
の
節
の
2
に
関
連
し
て
、
3
．
政
府
の
原
発
事
故
対
応
の
拙
さ
が
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
事
故

後
の
原
発
政
策
の
態
度
に
否
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
も
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
、
危
機
時
の
政
府
の
対
応
が
人
の
原
発
政
策
へ
の
態
度
に
改
変
を
促
す
の
か
、
接
近
で
き
る
と
考
え
る
。

で
は
、
実
際
に
政
府
の
原
発
事
故
対
応
に
関
し
て
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
3
の
調
査
概
要
の
後
の
4

で
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

3
．
調
査
概
要

本
稿
で
使
用
す
る
デ
ー
タ
は
「
原
子
力
発
電
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で
あ
る
。
調
査
対
象
者
は
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
の
立
地
自
治
体
の
住
民
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
半
径
二
〇
キ
ロ
圏
内
自
治
体
（
双
葉
町
、
大

熊
町
、
富
岡
町
、
浪
江
町
、
楢
葉
町
）
の
被
災
住
民
と
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
半
径
三
〇
キ
ロ
圏
外
の
周
辺
自
治
体
（
い
わ
き
市
）
の

被
災
住
民
を
調
査
対
象
と
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
意
図
と
し
て
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
が
立
地
し
て
い
る
、
も
し
く
は
、
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
に
隣
接
し
て
い
る
自
治
体
の
被
災
者
（
双
葉
町
、
大
熊
町
、
富
岡
町
、
浪
江
町
、
楢
葉
町
）
と
、
い
わ
き
市
の
よ
う
に
福

島
第
一
原
発
が
立
地
す
る
自
治
体
と
隣
接
し
て
は
い
る
も
の
の
、
三
〇
キ
ロ
圏
以
上
で
五
〇
キ
ロ
圏
以
内
と
い
う
一
定
の
距
離
が
あ
る
被

六
九
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（
一
二
〇
八
）

災
者
の
両
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
こ
と
で
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
立
地
自
治
体
と
そ
の
隣
接
自
治
体
の
全
体
像
を
把
握
で

き
る
と
考
え
た
。
標
本
抽
出
法
は
エ
リ
ア
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
有
意
抽
出
法
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
期
間
は
二
〇
一
二
年
二
月
の
一
ヶ

月
間
で
あ
る
。
調
査
実
施
方
法
は
、
訪
問
面
接
調
査
法
と
訪
問
留
置
調
査
法
の
両
方
を
併
用
し
て
行
っ
た
。
集
団
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
二
〇
キ
ロ
圏
内
自
治
体
住
民
（
双
葉
町
、
大
熊
町
、
富
岡
町
、
浪
江
町
、
楢
葉
町
）
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
住
民
が
生
活
し
て
い

る
仮
設
住
宅
を
調
査
員
が
訪
問
し
て
実
施
し
、
三
〇
キ
ロ
圏
周
辺
自
治
体
住
民
（
い
わ
き
市
）
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
住
民
が
生
活

し
て
い
る
自
宅
を
訪
問
し
て
実
施
し
た
。
本
調
査
で
は
、
二
〇
キ
ロ
圏
内
自
治
体
住
民
（
双
葉
町
、
大
熊
町
、
富
岡
町
、
浪
江
町
、
楢
葉
町
）

を
便
宜
的
に
「
近
隣
住
民
」
グ
ル
ー
プ
（N

＝105

）
と
定
義
し
、
三
〇
キ
ロ
圏
周
辺
自
治
体
住
民
（
い
わ
き
市
）
を
「
周
辺
住
民
」
グ
ル
ー

プ
（N

＝105

）
す
る
。
こ
の
配
票
数
は
全
体
で
二
一
七
票
、
回
収
数
は
二
一
〇
票
（
回
収
率
九
六
・
七
％
）、
そ
の
う
ち
有
効
回
答
数
は
同
数

の
二
一
〇
票
（
有
効
回
答
率
九
六
・
七
％
）
で
あ
っ
た

（
19
）

。

4
．
調
査
結
果
と
分
析

民
主
党
政
権
（
菅
政
権
）
の
原
発
事
故
対
応
に
関
す
る
意
識

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
が
発
生
し
た
直
後
か
ら
、
当
時
の
菅
直
人
首
相
を
中
心
と
し
た
原
子
力
災
害
対
策
本
部
、
首
相
官
邸
の

原
発
事
故
対
応
に
は
、
多
く
の
問
題
や
混
乱
が
発
生
し
た
。
で
は
、
そ
う
し
た
民
主
党
政
権
（
菅
政
権
）
の
原
発
事
故
対
応
に
対
し
て
、

原
発
立
地
自
治
体
住
民
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
図
表
1
の
よ
う
な
回
答
が
得
ら
れ
た
。
ま
ず
、「
福
島
第
一
原

発
事
故
に
対
す
る
初
動
対
応
」
に
関
し
て
、「
全
く
評
価
で
き
な
い
」（
五
四
・
三
％
）
と
「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
二
・
九
％
）
を
合

六
九
二



政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
〇
九
）

わ
せ
て
八
七
・
二
％
の
回
答
者
が
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、「
原
発
事
故
へ
の
菅
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
に
つ
い
て
も
、「
全

く
評
価
で
き
な
い
」（
四
九
・
五
％
）
と
「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
四
・
八
％
）

を
足
し
合
わ
せ
る
と
、
八
四
・
三
％
の
回
答
者
が
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、「
避
難
区
域
を
段
階
的
に
拡
大
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
も
、「
全

く
評
価
で
き
な
い
」（
四
六
・
二
％
）、「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
二
・
九
％
）

の
数
値
を
合
わ
せ
る
と
、
七
九
・
一
％
の
住
民
が
そ
の
避
難
区
域
の
対
応
に
つ

い
て
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
党
政
権
の
原

発
事
故
対
応
に
お
け
る
初
動
体
制
に
つ
い
て
は
、
八
割
前
後
の
住
民
が
評
価
し

て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
に
関
す
る
情
報
発
信
、
ク
ラ
イ
シ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
み
る
と
、「
政
府
の
記
者
会
見

で
の
情
報
発
表
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
「
全
く
評
価
で
き
な
い
」（
五
五
・
二
％
）

と
「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
五
・
二
％
）
の
回
答
を
足
し
合
わ
せ
る
と
、

九
〇
・
四
％
の
回
答
者
が
評
価
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
続
い
て

「
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
情
報
を
公
開
し
な
か
っ
た
こ
と
」
を

「
全
く
評
価
で
き
な
い
」
と
回
答
し
た
住
民
は
七
七
・
六
％
に
達
し
、「
あ
ま
り

図表 1　民主党政権（菅政権）の原発事故対応に関する評価（Ｎ＝210）

六
九
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
一
〇
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評
価
で
き
な
い
」（
二
〇
％
）
と
足
し
合
わ
せ
る
と
九
七
・
六
％
の
住
民
が
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン

の
公
表
な
ど
事
故
の
状
況
に
関
す
る
発
表
」
に
関
し
て
も
、
七
〇
％
の
住
民
が
「
全
く
評
価
で
き
な
い
」
と
回
答
し
、「
あ
ま
り
評
価
で

き
な
い
」（
二
五
・
二
％
）
と
合
わ
せ
る
と
九
五
・
二
％
の
住
民
が
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
党
政
権
の
原

発
事
故
に
対
す
る
記
者
会
見
や
情
報
発
表
の
あ
り
方
、
と
く
に
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
の
情
報
や
、
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
の
情
報
を
公
開
し
な
か
っ
た

な
ど
の
、
政
府
の
情
報
発
信
、
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
住
民
か
ら
非
常
に
厳
し
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
住
民
の
避
難

に
関
わ
る
危
機
時
の
情
報
の
速
報
性
と
透
明
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
他
に
も
、「
国
会
対
策
や
与
野
党
の
連
携
に
つ
い
て
」

に
関
し
て
は
、「
全
く
評
価
で
き
な
い
」（
六
二
・
九
％
）、「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
三
・
三
％
）
と
数
値
を
足
し
合
わ
せ
て
九
六
・
二
％

の
住
民
が
評
価
で
き
な
い
と
回
答
し
て
お
り
、
原
発
事
故
対
策
や
住
民
へ
の
対
応
を
審
議
す
る
国
会
運
営
に
関
し
て
も
、
住
民
は
非
常
に

厳
し
い
評
価
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
事
故
調
査
委
員
会
の
調
査
活
動
」
に
つ
い
て
も
、「
全
く
評
価
で
き
な
い
」（
四
六
・
二
％
）

と
「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
六
・
七
％
）
を
足
し
合
わ
せ
て
八
二
・
九
％
の
住
民
が
評
価
し
て
い
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

民
主
党
政
権
だ
け
で
は
な
く
、
野
党
の
対
応
に
も
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
風
評
被
害
へ
の
対
策
」
に
つ
い
て
も
、「
全
く

評
価
で
き
な
い
」（
六
〇
％
）、「
あ
ま
り
評
価
で
き
な
い
」（
三
五
・
二
％
）
と
合
計
し
て
九
五
・
二
％
の
住
民
が
評
価
で
き
な
い
と
回
答
し
て

い
る
。

民
主
党
政
権
の
原
発
政
策
の
中
で
唯
一
評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
浜
岡
原
発
の
運
転
を
停
止
す
る
指
示
」
の
項
目
で
あ
り
、「
非
常
に

評
価
で
き
る
」
と
回
答
し
た
住
民
が
二
〇
・
五
％
、「
や
や
評
価
で
き
る
」
の
三
五
・
七
％
を
合
計
す
る
と
五
六
・
二
％
の
住
民
が
、
菅
首
相

の
浜
岡
原
発
の
停
止
指
示
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
考
察
し
た
世
論
調
査
の
傾
向
と
合
致
し
て
い
る
。

こ
の
結
果
か
ら
、
危
機
の
際
の
政
府
の
情
報
公
開
を
含
め
た
、
初
動
対
応
、
そ
し
て
政
府
と
野
党
を
含
め
た
危
機
時
の
連
携
の
在
り
方

六
九
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
一
一
）

の
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
原
発
立
地
住
民
は
非
常

に
厳
し
い
評
価
を
与
え
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
た
住
民
と
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
な
い

住
民
と
で
は
政
府
の
事
故
対
応
に
対
す
る
意
識
に
違
い
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
、

ク
ロ
ス
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
対
す
る
初
動
対
応
」

に
対
し
て
、「
と
て
も
評
価
し
て
い
る
」（
二
・
七
％
）、「
や
や
評
価
し
て
い
る
」

（
一
五
・
三
％
）
と
一
八
％
の
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
た
住
民
が
答
え
て
お
り
、

「
と
て
も
評
価
し
て
い
る
」（
〇
％
）
と
「
や
や
評
価
し
て
い
る
」（
六
・
七
％
）

と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
な
い
住
民
と
の
間
で
低
い
な

が
ら
も
評
価
に
差
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
カ
イ
二
乗
検

定
を
行
っ
た
結
果
、
五
％
水
準
の
統
計
的
有
意
差
が
得
ら
れ
た
。「
原
発
事
故

へ
の
菅
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
に
つ
い
て
も
、「
と
て
も
評
価
し
て
い
る
」

（
七
・
二
％
）、「
や
や
評
価
し
て
い
る
」（
一
五
・
三
％
）
と
二
二
・
五
％
の
原
発
産

業
に
従
事
し
て
い
る
住
民
が
回
答
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
原
発
産
業
に
従

事
し
て
い
な
い
住
民
は
「
と
て
も
評
価
し
て
い
る
」（
一
・
一
％
）、「
や
や
評
価

し
て
い
る
」（
七
・
五
％
）
と
合
わ
せ
て
、
八
・
六
％
と
差
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
五
％
水
準
で
統
計
的
有
意
差
が
あ
る
こ
と
が

図表 2　民主党政権の原発事故対応への評価に関する因子分析
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明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
政
府
の
初
動
対
応
に
対
し
て
高
い
批
判
が
あ
る
こ

と
は
変
わ
り
な
い
が
、
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
た
住
民
と
原
発
産
業
に
従
事

し
て
い
な
い
住
民
と
の
間
に
わ
ず
か
な
が
ら
意
識
の
差
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
発
立
地
自
治
体
住
民
は
全
体
的
に
民
主
党
政
権
の
原
発

事
故
対
応
を
全
く
評
価
し
て
い
な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
、

原
発
の
近
隣
地
域
で
も
、
周
辺
地
域
で
も
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
で
あ
り
、
ク
ロ
ス
分

析
の
結
果
か
ら
は
地
域
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
今
回
の
政
府
の
原

発
対
応
に
関
し
て
原
発
立
地
住
民
は
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応
の
評
価
に
関
し
て
、
因
子
分
析

（
主
因
子
法
）
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
図
表
2
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
因

子
分
析
の
結
果
、
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応
に
は
①
情
報
公
開
に
関
係
す

る
因
子
、
②
初
動
対
応
に
関
わ
る
因
子
、
③
事
後
検
証
に
関
わ
る
因
子
の
三
因

子
が
構
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応
に
対
す
る
原
発

周
辺
住
民
の
評
価
に
は
こ
の
三
因
子
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
因
子
を
構
成
す
る
質
問
紙
の
回
答
を
得
点
化
し
そ
の
得
点
を
足
し
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
合
成
変
数
「
情
報
公
開
」、「
初
動
対
応
」、「
事
後
検
証
」
を
作

図表 3　政府の原発事故対応に関する意識（Ｎ＝210）
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
一
三
）

成
し
た
。
こ
の
合
成
変
数
は
後
述
す
る
多
変
量
解
析
に
お
い
て
使
用
す
る
。

更
に
、
政
府
の
原
発
事
故
対
応
に
つ
い
て
別
の
視
点
で
住
民
の
意
識
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
図
表
3
の
よ
う
な
回
答
が
得
ら
れ
た
。

「
政
府
は
信
用
で
き
な
い
」
と
い
う
項
目
に
対
し
て
、「
全
く
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
住
民
が
五
九
・
五
％
で
、「
や
や
そ
う
思
う
」
と
回

答
し
た
住
民
の
二
六
・
七
％
を
合
わ
せ
る
と
、
該
当
者
は
八
六
・
二
％
に
も
上
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
政
府
の
体
質
に
つ
い
て
聞
い

た
項
目
が
四
つ
あ
る
が
、
①
「
政
府
は
何
か
問
題
が
起
こ
っ
た
時
に
、
危
機
感
が
薄
く
、
対
応
が
後
手
に
回
る
」
と
い
う
項
目
に
「
全
く

そ
う
思
う
」（
六
九
・
五
％
）
と
「
や
や
そ
う
思
う
」（
二
三
・
八
％
）
と
い
う
回
答
を
合
わ
せ
て
九
三
・
三
％
の
回
答
者
が
そ
う
思
う
と
回
答

し
て
い
る
。
ま
た
、
②
「
政
府
は
問
題
が
起
こ
っ
た
時
に
、
事
な
か
れ
主
義
で
情
報
を
隠
そ
う
と
す
る
」
と
い
う
項
目
に
つ
い
て
も
、

「
全
く
そ
う
思
う
」（
六
六
・
二
％
）
と
「
や
や
そ
う
思
う
」（
二
七
・
六
％
）
を
足
し
合
わ
せ
て
九
三
・
八
％
の
回
答
者
が
そ
う
思
う
と
回
答
し

て
い
る
。
ま
た
、
政
府
と
電
力
業
界
、
原
子
力
村
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
、
③
「
政
府
は
、
市
民
の
安
全
よ
り
も
、
業
界
の

保
護
に
目
が
向
い
て
い
る
」
と
い
う
項
目
に
つ
い
て
は
、「
全
く
そ
う
思
う
」（
六
一
・
四
％
）
と
「
や
や
そ
う
思
う
」（
二
三
・
八
％
）
と
を

合
わ
せ
て
八
五
・
二
％
の
回
答
者
が
そ
う
思
う
と
回
答
し
た
。
さ
ら
に
、
④
「
政
府
は
市
民
の
考
え
に
耳
を
傾
け
な
い
こ
と
が
多
い
」
と

い
う
項
目
に
つ
い
て
も
、「
全
く
そ
う
思
う
」（
五
三
・
八
％
）
と
「
や
や
そ
う
思
う
」（
三
四
・
八
％
）
と
を
合
わ
せ
て
八
八
・
六
％
の
回
答
者

が
そ
う
思
う
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
政
府
は
危
機
感
が
な
く
、
事
な
か
れ
主
義
で
情
報
隠
し
を
し
て
、

市
民
の
声
に
耳
を
傾
け
な
い
、
業
界
の
保
護
に
目
が
向
い
て
い
る
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
政
府
は
信
用
で

き
な
い
」
と
八
六
・
二
％
の
住
民
が
感
じ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
信
用
と
危
機
時
の
対
応
は
重
要
な
関

係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
政
府
は
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
思
う
」
と
回
答
し
た
住
民
は
、「
全
く
そ
う
思
う
」（
五
・
二
％
）
と
「
や
や

そ
う
思
う
」（
一
三
・
八
％
）
一
九
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
一
四
）

最
後
に
、
政
府
の
情
報
提
供
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
も
、「
政
府
の
原
発
事
故

の
情
報
提
供
は
遅
す
ぎ
た
」
と
い
う
項
目
に
「
全
く
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
住
民

が
七
九
％
、「
や
や
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
一
三
・
八
％
を
合
計
す
る
と

九
二
・
八
％
の
住
民
が
不
満
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
住
民
は
、

原
発
事
故
に
関
す
る
情
報
提
供
に
ス
ピ
ー
ド
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
原
発
産
業
に
従
事
す
る
住
民
と
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
な
い
住
民
と
の

ク
ロ
ス
分
析
、「
近
隣
地
域
」
と
「
周
辺
地
域
」
と
の
ク
ロ
ス
分
析
を
行
っ
た
と
こ

ろ
統
計
的
有
意
差
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
政
府
の
原
発
事
故
対
応
に
つ
い
て
、
先
の
図
表
1
の
結
果
同
様
に
、
全

体
的
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

原
子
力
政
策
に
対
す
る
意
識
の
変
化

福
島
第
一
原
発
の
原
発
立
地
自
治
体
住
民
は
、
原
発
事
故
発
生
以
前
に
原
子
力
発

電
所
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
意
識

は
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

原
発
事
故
発
生
以
前
に
、
原
発
立
地
自
治
体
住
民
が
原
子
力
発
電
に
対
し
て
感
じ
て

い
た
不
安
度
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
図
表
4
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

図表 4　原子力発電所に対する不安（事故以前）（Ｎ＝210）
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
一
五
）

「
全
く
不
安
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
住
民
が
二
四
・
三
％
で
、「
あ
ま

り
不
安
は
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
住
民
が
二
九
％
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か

ら
、
五
三
・
三
％
の
過
半
数
の
住
民
は
原
発
に
対
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
残
る
四
六
・
七
％
の
住
民
は
以
前
か
ら
不
安
を
抱
え
て
生
活
し
て

い
た
と
い
え
る
。

原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
た
住
民
と
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
な
い
住
民
と
の
間

で
ク
ロ
ス
分
析
を
行
っ
た
が
、
統
計
的
に
有
意
な
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

「
近
隣
地
域
」
と
「
周
辺
地
域
」
と
の
間
で
の
ク
ロ
ス
分
析
で
も
、
統
計
的
に
有
意

差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
以
前
か
ら
福
島
第
一
原
発
の
立
地
地
域
で
は
不

安
感
に
関
し
て
意
識
に
差
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
先
行
研
究
と
異
な
る

点
で
あ
る
。
原
発
立
地
自
治
体
の
隣
接
す
る
い
わ
き
市
に
は
、
原
発
従
事
者
が
多
数

い
る
た
め
、
差
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
不
安
度
が
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事

故
後
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
見
る
と
、
図
表
5
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。

「
と
て
も
不
安
だ
」
と
回
答
し
た
住
民
が
六
六
・
二
％
に
増
加
し
、「
や
や
不
安
だ
」

と
回
答
し
た
住
民
も
二
五
・
七
％
い
る
こ
と
か
ら
、
原
発
事
故
発
生
後
は
九
一
・
九
％

の
住
民
が
原
発
に
対
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
先
行
研

図表 5　原子力発電所に対する不安（事故後：現在）（Ｎ＝210）
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（
一
二
一
六
）

究
と
同
様
に
、
事
故
後
の
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
心
理
の
変
化
は
大
き
く
、
福
島

第
一
原
発
事
故
発
生
前
の
不
安
度
と
、
発
生
後
の
不
安
度
の
変
化
は
著
し
い
も
の
が

あ
る
。
こ
の
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
不
安
を
ど
う
ケ
ア

す
る
か
、
生
活
の
再
建
と
同
時
に
、
心
理
的
な
ケ
ア
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ

る
。同

様
に
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
発
生
後
、
原
子
力
発
電
に
対
し
て
ど
れ

く
ら
い
危
険
を
感
じ
て
い
る
か
、
そ
の
危
険
の
認
知
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

図
表
6
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。
原
発
事
故
後
、
原
子
力
発
電
所
に
対
し
て

「
と
て
も
危
機
感
を
感
じ
る
」
と
回
答
し
た
住
民
は
六
五
・
二
％
存
在
し
、「
や
や
危

険
を
感
じ
る
」
と
回
答
し
た
住
民
の
三
〇
％
を
加
え
る
と
九
五
・
二
％
に
達
す
る
。

つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
原
発
に
対
し
て
強
い
危
機
感
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

で
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
を
経
験
し
た
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
中

で
、
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
原

発
政
策
に
対
す
る
態
度
の
原
発
事
故
以
前
と
、
事
故
後
の
変
化
を
示
し
た
の
が
図
表

7
で
あ
る
。

事
故
以
前
は
、「
現
状
を
維
持
す
べ
き
」
と
考
え
て
い
た
住
民
が
二
八
・
一
％
と
最

図表 6　原子力発電所に対する危機感（事故後：現在）（Ｎ＝210）

七
〇
〇



政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
一
七
）

も
多
く
、
次
い
で
「
慎
重
に
増
設
す
べ
き
」（
一
一
・
九
％
）、「
積
極
的
に
増
設
す
べ

き
」（
三
・
八
％
）
な
ど
、
四
三
・
八
％
の
住
民
が
原
発
政
策
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
将
来
的
に
は
廃
止
す
べ
き
」
と
い
う
態
度
が

二
〇
％
、「
早
急
に
廃
止
す
べ
き
」
と
い
う
反
対
派
が
一
四
・
三
％
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
も
二
一
・
九
％
も
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

事
故
発
生
後
に
は
「
将
来
的
に
は
廃
止
す
べ
き
」
と
い
う
意
見
が
四
六
・
二
％
に
増

加
し
、「
早
急
に
廃
止
す
べ
き
」
と
考
え
る
人
も
二
七
・
六
％
に
増
え
、
そ
の
結
果
、

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
は
、
七
三
・
八
％
の
原
発
立
地
自
治
体
住
民
が
原

子
力
発
電
の
廃
止
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
の
発
生
が
原
因
と
な
っ
た
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
住
民
の
原
発

政
策
は
先
行
研
究
に
よ
る
と
大
き
く
変
化
す
る
が
、
今
回
の
調
査
結
果
の
数
値
の
振

れ
幅
は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る
。
こ
の
住
民
の
声
を
ど
う
く
み
取
る
か
、
行
政
の

対
応
が
問
わ
れ
て
い
る
。
事
故
前
と
事
故
後
の
態
度
に
つ
い
て
カ
イ
二
乗
検
定
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
一
％
水
準
の
統
計
的
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。

次
に
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、
福
島
第
一
原
発
の
「
近
隣
地
域
」
の

住
民
で
事
故
前
と
事
故
後
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
見
る
と
、｢

積
極
的
に
増

設
す
べ
き｣

と
い
う
回
答
が
六
・
七
％
、｢

慎
重
に
増
設
す
べ
き｣

と
い
う
回
答
が

図表 7　原発政策に対する態度（事故前・事故後比較）（Ｎ＝210）
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八
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一
二
・
四
％
、「
現
状
を
維
持
す
べ
き
」
の

二
七
・
六
％
を
合
わ
せ
る
と
四
六
・
七
％
の

住
民
が
原
発
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
事
故
後
に
は
「
将
来
的

に
は
廃
止
す
べ
き
」
と
い
う
回
答
が

四
二
・
九
％
、「
早
急
に
廃
止
す
べ
き
」
が

二
九
・
五
％
と
七
割
以
上
の
住
民
が
原
発

廃
止
と
い
う
態
度
に
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。「
近
隣
地
域
」
の
住
民
に
お

い
て
、
増
設
や
原
発
の
維
持
を
考
え
る
住

民
は
大
き
く
減
少
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
「
周
辺
地
域
」
の

住
民
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
（
図
表

9
参
照
）。
カ
イ
二
乗
検
定
の
結
果
、

一
％
水
準
の
統
計
的
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、「
近
隣
地
域
」
も
「
周
辺
地

域
」
も
原
発
支
持
が
半
数
い
る
こ
と
が
わ

図表 8　近隣地域住民における原発に対する態度（事故前・事故後比較）（Ｎ＝105）

図表 9　周辺地域住民における原発政策に対する態度（事故前・事故後比較）（Ｎ＝105）
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
一
九
）

か
り
、
彼
ら
の
原
発
に
対
す
る
支
持
が
今

回
の
原
発
事
故
に
よ
り
、
不
支
持
へ
と
転

化
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

よ
う
に
転
化
し
た
原
因
が
何
か
、
後
述
す

る
要
因
特
定
の
分
析
で
明
ら
か
に
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
発
事
故
が
原
発
立
地

住
民
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
地

域
別
で
は
な
く
、
現
在
ま
た
は
過
去
に
お

い
て
、
本
人
ま
た
は
関
係
者
が
原
子
力
産

業
に
関
わ
る
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
住
民

（N

＝111

）
と
、
全
く
原
子
力
産
業
に
関

係
な
い
住
民
（N

＝93

）
と
で
、
原
発
政

策
に
対
す
る
態
度
変
容
に
差
が
あ
る
か
ど

う
か
を
見
て
み
た
い
。
事
故
以
前
の
状
況

を
見
る
と
、
図
表
10
の
よ
う
に
原
子
力
産

図表10　原子力産業関係者の原発政策に対する態度（事故前・事故後比較）（Ｎ＝111）

図表11　原子力産業とは関係ない住民の原発に対する態度（事故前・事故後比較）（Ｎ＝93）
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五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
二
〇
）

業
に
従
事
し
て
い
た
住
民
の
七
・
二
％
が
「
積
極
的
に
増
設
す
べ
き
」
と
回
答
し
、

「
慎
重
に
増
設
す
べ
き
」
と
い
う
回
答
が
一
五
・
三
％
、「
現
状
維
持
す
べ
き
」
と
い

う
回
答
は
三
三
・
三
％
と
、
五
五
・
八
％
の
住
民
が
原
発
政
策
を
支
持
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
故
後
は
「
積
極
的
に
増
設
す
べ
き
」（
〇
・
九
％
）、

「
慎
重
に
増
設
す
べ
き
」（
一
・
八
％
）、「
現
状
維
持
す
べ
き
」（
一
四
・
一
％
）
と
原
発

政
策
支
持
派
は
一
六
・
八
％
と
大
き
く
減
少
し
た
。
ま
た
反
対
に
、「
将
来
的
に
は
廃

止
す
べ
き
」（
四
四
・
一
％
）、「
早
急
に
廃
止
す
べ
き
」（
二
四
・
三
％
）
と
六
八
・
四
％

の
住
民
が
原
発
の
廃
止
に
賛
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
原

子
力
産
業
に
関
わ
り
の
あ
る
住
民
に
お
い
て
も
事
故
前
と
事
故
後
で
大
き
く
原
発
政

策
へ
の
態
度
が
変
化
し
た
と
い
え
る
。
カ
イ
二
乗
検
定
の
結
果
、
五
％
水
準
の
統
計

的
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。

一
方
で
、
原
子
力
産
業
に
関
わ
り
の
な
い
住
民
の
事
故
前
と
事
故
後
の
態
度
を
比

較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
事
故
前
か
ら
「
将
来
的
に
は
廃
止
す
べ
き
」
と
い
う
態
度
を

も
っ
た
住
民
が
二
五
・
八
％
お
り
、「
早
急
に
廃
止
す
べ
き
」
と
答
え
た
一
九
・
四
％

を
含
め
四
五
・
二
％
が
原
発
の
廃
止
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
事
故
後
の
態
度
を
見
て
み
る
と
、「
将
来
的
に
廃
止
す
べ
き
」
と
回
答
し
た

住
民
が
四
七
・
三
％
、「
早
急
に
廃
止
す
べ
き
」
が
三
二
・
三
％
と
、
七
九
・
六
％
も
の

図表12　性別における過去の原発政策に対する態度（Ｎ＝210）
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
二
一
）

住
民
が
事
故
後
に
原
発
の
廃
止
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
原
子
力
産
業
に
関
り
の
な
い
住
民
は
、
以
前
か
ら
原
発
に
対
し
て
反
対

の
志
向
が
相
対
的
に
高
く
、
事
故
を
受
け
て
更
に
そ
の
傾
向
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

実
際
に
、
事
故
以
前
の
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
た
住
民
と
従
事
し
て
い
な
か
っ
た
住
民
の
原
発
に
対
す
る
態
度
の
ク
ロ
ス
分
析
を

行
っ
た
と
こ
ろ
、
原
発
に
対
す
る
態
度
は
、
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
る
住
民
の
方
が
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
な
い
住
民
よ
り
も
、
肯

定
的
に
捉
え
て
お
り
、
カ
イ
二
乗
検
定
の
結
果
、
五
％
水
準
の
統
計
的
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
発
事
故
後
の
原
発
に

対
す
る
態
度
を
原
子
力
産
業
に
従
事
し
て
い
る
住
民
と
関
わ
り
の
な
い
住
民
と
で
ク
ロ
ス
分
析
を
行
い
、
カ
イ
二
乗
検
定
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
統
計
的
に
有
意
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
原
発
事
故
後
の
原
発
に
対
す
る
態
度
は
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
の
多
く
が
、

地
域
差
や
原
子
力
産
業
の
従
事
の
有
無
に
関
係
な
く
、
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
ク
ロ
ス
分
析
の
分
析
結
果
か
ら
、
福
島
県
の
原
発
立
地
自
治
体
の
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
が
事
故
以
前
と
事
故
後
に
お

い
て
大
き
く
転
換
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
過
去
の
原
発
政
策
へ
の
態
度
と
性
別
の
ク
ロ
ス
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
男
性
は
「
積
極
的
に
増
設
す
べ
き
で
あ
る
」（
八
％
）、

「
慎
重
に
増
設
す
べ
き
で
あ
る
」（
一
七
・
二
％
）
と
回
答
し
、「
現
状
を
維
持
す
べ
き
」（
二
九
・
九
％
）
と
合
わ
せ
る
と
五
五
・
一
％
が
原
発

政
策
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
女
性
は
「
積
極
的
に
増
設
す
べ
き
」（
〇
・
八
％
）、「
慎
重
に
増
設
す
べ
き
」（
八
・
一
％
）

と
回
答
し
、「
現
状
維
持
す
べ
き
」（
二
六
・
八
％
）
と
合
わ
せ
て
も
三
五
・
七
％
と
男
性
よ
り
も
少
な
く
、
原
発
政
策
に
対
し
て
否
定
的
な

こ
と
が
わ
か
る
（
図
表
12
を
参
照
）。
こ
の
結
果
か
ら
、
男
性
の
方
が
女
性
よ
り
も
原
発
政
策
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

カ
イ
二
乗
検
定
の
結
果
、
五
％
水
準
の
統
計
的
有
意
差
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
傾
向
は
先
行
研
究
と
同
様
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
の
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
は
ク
ロ
ス
分
析
の
結
果
、
性
別
に
よ
る
原
発
政
策
態

七
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
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三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
二
二
）

度
に
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
統
計
的
に
も
有
意
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点

は
先
行
研
究
と
異
な
る
点
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
住
民
の
多
く
が
原
発

政
策
に
否
定
的
な
見
解
へ
と
転
換
し
た
た
め
、
原
発
政
策
に
影
響
を
与
え
る
、
性
別

と
い
う
特
徴
が
事
故
後
の
態
度
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ほ
ど
ま
で
に
原
発
事
故
が
原
発
立
地
住
民
の
態
度
を
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
す
る
要
因

次
に
、
原
発
事
故
後
の
原
発
周
辺
住
民
の
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
は
、
ど
の
よ

う
な
心
理
的
要
因
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応

に
対
す
る
評
価
に
関
す
る
質
問
の
回
答
を
得
点
化
し
、
そ
の
得
点
を
足
し
合
わ
せ
る

こ
と
で
作
成
し
た
「
情
報
公
開
」、「
初
動
対
応
」、「
事
後
検
証
」
の
合
成
変
数
（
図

表
2
）、
そ
し
て
、
原
発
事
故
後
の
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
不
安
に
対
す
る
回
答

（「
原
発
不
安
」）、
原
発
事
故
後
の
原
子
力
発
電
に
対
す
る
危
機
感
の
回
答
（「
原
発
危

機
感
」）、
さ
ら
に
、
政
府
の
原
発
事
故
に
関
す
る
意
識
の
質
問
項
目
の
中
で
た
ず
ね

た
「
政
府
は
信
用
で
き
な
い
」
へ
の
回
答
（「
政
府
へ
の
信
用
」）
と
で
、
相
関
分
析
を

行
っ
た
。
そ
れ
を
モ
デ
ル
化
し
た
も
の
が
図
表
13
で
あ
る
。

こ
の
相
関
モ
デ
ル
を
見
る
と
、
民
主
党
政
権
の
「
初
動
対
応
」
に
対
す
る
評
価
と

図表13　原発政策への態度に関する相関モデル
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政
府
の
原
発
事
故
対
応
と
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
態
度
に
関
す
る
考
察
（
宮
脇
）

（
一
二
二
三
）

「
原
発
不
安
」
に
負
の
相
関
（
相
関
係
数-0.214

）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
原
発

に
不
安
を
感
じ
て
い
る
住
民
ほ
ど
、
民
主
党
政
権
の
初
動
対
応
に
対
す
る
評
価
が
厳
し
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、「
原
発
政
策
へ
の
態
度
」
と
「
原
発
不
安
」
と
の
間
に
負
の
相
関
関
係
（
相
関
係
数

-0.300

）
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
原
発
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
住
民
ほ
ど
、
原
子
力
発
電

所
の
増
設
に
対
し
て
、
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
。
ま
た
同
じ
よ

う
に
、「
原
発
政
策
へ
の
態
度
」
と
「
原
発
危
機
感
」
と
の
間
に
は
負
の
相
関
（
相
関
係
数

-0.307

）
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
原
発
に
対
し
て
危
機
感
を
感
じ
て
い
る
住
民
ほ
ど
、
原

子
力
発
電
所
の
増
設
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
民
主
党
政
権
の
「
初
動

対
応
」
に
対
す
る
評
価
と
「
政
府
へ
の
信
用
」
に
負
の
相
関
（
相
関
係
数-0.246

）
が
あ
る
。

こ
れ
は
民
主
党
政
権
の
初
動
対
応
を
評
価
し
な
い
住
民
ほ
ど
、
政
府
を
信
用
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
党
政
権
の
「
初
動
対
応
」
へ
の
評
価
と
「
原
発
不

安
」
と
の
間
に
相
関
関
係
が
あ
り
、「
原
発
不
安
」
と
「
原
発
政
策
へ
の
態
度
」
に
相
関
関

係
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

で
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
発
生
以
前
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
増
設
も
し

く
は
廃
炉
に
つ
い
て
の
態
度
、
す
な
わ
ち
過
去
の
原
発
政
策
の
態
度
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因

に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
原
発
事
故
発
生
以
前
の

図表14　過去の原発政策の態度に関する重回帰分析
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月
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（
一
二
二
四
）

原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
を
目
的
変
数
と
し
て
、
説
明
変
数
に
、

原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
放
射
線
の
影
響
や
避
難
に
関
す
る
知
識
を
あ
ら

か
じ
め
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
対
す
る
回
答
（「
原
発
の
知
識
」）、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ト
に
お

け
る
「
性
別
」、「
年
齢
」、「
学
歴
」、
そ
し
て
「
原
発
産
業
従
事
」
の
回
答
を
投
入
し
て
重

回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
ち
な
み
に
、「
原
発
産
業
従
事
」
は
本
人
や
家
族
、
親
戚
、
知
人
が

現
在
ま
た
は
過
去
に
原
子
力
産
業
と
関
係
が
あ
っ
た
住
民
で
あ
る
か
、
ま
た
は
全
く
原
子
力

産
業
と
関
わ
り
が
な
い
か
ど
う
か
聞
い
た
質
問
の
回
答
で
あ
る
。
こ
の
図
表
14
を
見
て
わ
か

る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
原
発
政
策
の
態
度
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

原
発
事
故
以
前
の
原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
、「
原
発
産
業
従
事
」
に

一
番
説
明
力
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
標
準
化
係
数
β
＝0.252

）。
つ
ま
り
、
過
去
の
原
発
政

策
の
態
度
を
規
定
し
て
い
た
の
は
「
原
発
産
業
従
事
」
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

「
性
別
」
も
原
発
事
故
以
前
の
原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
作
用
し
て
い
る

（
標
準
化
係
数
β
＝0.239

）。

し
か
し
な
が
ら
、「
原
発
の
知
識
」
は
原
発
事
故
以
前
の
原
発
政
策
を
規
定
す
る
要
因
と

し
て
作
用
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
原
発
事
故
後
の
原
発
周
辺
住
民
の
原
子
力
発
電
所
の
増
設
、
ま
た
は
廃
炉
に
つ
い

て
の
態
度
、
す
な
わ
ち
、
原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
し
て
い
る
要
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

図表15　原発政策の態度に関する重回帰分析
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（
一
二
二
五
）

れ
を
探
る
た
め
に
、
原
発
事
故
後
の
原
発
立
地
自
治
体
住
民
の
原
発
政
策
に
対
す
る
態
度
を
目
的
変
数
と
し
て
、
説
明
変
数
に
「
原
発
不

安
」、「
政
府
の
初
動
対
応
」、「
政
府
の
信
用
」、「
メ
デ
ィ
ア
利
用
」、「
民
主
党
政
権
の
支
持
」
を
投
入
し
て
重
回
帰
分
析
を
行
っ
た

（
20
）

。

「
原
発
不
安
」
は
、
事
故
後
の
原
子
力
発
電
に
関
す
る
不
安
に
対
し
て
の
回
答
、「
政
府
の
初
動
対
応
」
は
民
主
党
政
権
の
原
発
事
故
対
応

の
質
問
回
答
を
因
子
分
析
し
た
結
果
作
成
し
た
合
成
変
数
の
初
動
対
応
、「
政
府
の
信
用
」
は
「
政
府
は
信
用
で
き
な
い
」
と
い
う
質
問

へ
の
回
答
、「
メ
デ
ィ
ア
利
用
」
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
関
す
る
報
道
を
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
ど
れ
く
ら
い
接
触
し
た
か
を
た
ず
ね

た
回
答
、
そ
し
て
、「
民
主
党
政
権
の
支
持
」
は
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ト
で
た
ず
ね
た
、
現
在
の
民
主
党
政
権
へ
の
支
持
に
関
す
る
回
答
で
あ

る
。
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
の
多
く
が
政
府
の
原
発
事
故
対
応
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
図
表
13
の
相
関
モ
デ
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
時
間
の
流
れ
と
し
て
、
政
府
の
対
応
、
認
知
（
原
発
不
安
）、
そ
し
て
態
度
と
い
う
一
連
の

流
れ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
政
府
の
対
応
を
住
民
が
認
知
す
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
は
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度

に
影
響
を
与
え
る
要
因
に
な
り
え
る
。
ま
た
、
民
主
党
に
不
支
持
の
住
民
は
、
政
権
の
対
応
に
通
常
で
あ
れ
ば
否
定
的
な
傾
向
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
要
因
が
原
因
と
な
り
、
原
発
政
策
の
態
度
に
も
否
定
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
図
表
15
は
そ
の

重
回
帰
分
析
の
結
果
で
あ
る
。

図
表
15
に
示
し
た
通
り
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
の
原
発
周
辺
住
民
の
原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
し
て
い
る
要
因
は
「
原
発

不
安
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
標
準
化
係
数
β
＝-0.489

）。
つ
ま
り
、
原
発
政
策
に
対
し
て
否
定
的
に
な
る
要
因
と
し
て
、
原
発
に
対

す
る
不
安
が
心
理
的
要
因
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
メ
デ
ィ
ア
利
用
」
は
原
発
政
策
の
態
度
を
規
定
す
る
要
因

と
し
て
働
か
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
は
情
報
を
得
て
い
た
が
、「
メ
デ
ィ
ア
利
用
」
が
原
発

政
策
の
態
度
に
影
響
を
与
え
、
態
度
を
改
変
さ
せ
る
要
因
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
二
六
）

5
．
結
論

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
対
す
る
民
主
党
政
権
の
対
応
に
つ
い
て
、
福
島
県
の
原
発
被
災
住
民
は
非
常
に
厳
し
い
評
価
を
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ク
ロ
ス
分
析
の
結
果
で
は
、
原
子
力
産
業
に
従
事
し
て
い
る
住
民
の
方
が
原
子
力
産
業
に
従
事
し
て
い

な
い
住
民
よ
り
も
、
民
主
党
政
権
の
原
発
対
応
に
関
し
て
肯
定
的
な
評
価
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
程
度
は
低
く
、
全
体
的
に
否
定
的
な
評
価

が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
ま
ず
、
2
で
挙
げ
た
検
証
点
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
原
発
立
地
住
民
は
事
故
後
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
し
て
、
原
発
政
策

に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
原
発
立
地
住
民
の
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
は
事
故
以
前
と
事
故
後
と
で
大
幅
に
変
化

し
た
と
い
え
る
。
以
前
は
原
発
政
策
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
で
あ
っ
た
が
、
事
故
後
は
否
定
的
な
態
度
へ
と
変
化
を
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
態
度
を
規
定
す
る
要
因
は
不
安
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
重
回
帰
分
析
か
ら
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
事
故
以
前
は
、
原
発
政
策
の

態
度
を
規
定
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
原
発
産
業
に
従
事
し
て
い
る
か
、
従
事
し
て
い
な
い
か
で
あ
っ
た
が
、
事
故
以
後
は
、
原
発
不
安

が
一
番
の
要
因
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
発
に
対
す
る
不
安
が
強
け
れ
ば
、
原
発
政
策
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と

る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
検
証
点
で
あ
る
、
原
発
政
策
の
態
度
と
民
主
党
政
権
の
原
発
対
応
に
関
係
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
政
府
の
原
発
事
故
対
応
は
、
住
民
の
原
発
政
策
に
対
し
て
直
接
的
な
要
因
と
し
て
作
用
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
相
関
モ
デ
ル
で

明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
政
権
の
初
動
対
応
の
評
価
と
原
発
不
安
に
相
関
関
係
が
あ
り
、
原
発
不
安
と
原
発
政
策
の
態
度
に
相
関
関
係
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
原
発
政
策
の
態
度
と
民
主
党
政
権
の
原
発
対
応
に
は
間
接
的
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
危
機
時
の
政
府
の
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対
応
が
人
の
原
発
対
応
の
態
度
に
間
接
的
で
あ
れ
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
危
機
時
の
政
府
の
初
動
対
応
が

い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
今
後
、
危
機
時
の
初
動
対
応
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
更
な
る
検
討
が
必
要
と
い
え
る
。
ま
た
、

メ
デ
ィ
ア
は
原
発
立
地
自
治
体
住
民
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
原
発
政
策
の
態
度
を
改
変
す
る
要
因
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
考
え
る
と
、
情
報
の
流
れ
と
影
響
の
流
れ
は
こ
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
原
発
事
故
が
起
こ
っ
た
と
い
う
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
が
不
安
を
想
起
し
、
原
発
態
度
を
規
定
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
な

る
が
、
原
発
立
地
自
治
体
の
住
民
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
う
こ
と
で
、
彼
ら
の
心
理
、
態
度
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

最
後
に
な
る
が
、
原
発
政
策
の
態
度
と
政
府
の
対
応
の
因
果
関
係
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
更
な
る
分
析
を
重
ね
る
こ
と
も
必
要

で
あ
る
と
い
え
る
。

（
1
） 

二
〇
一
三
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
の
選
挙
公
約
と
し
て
、
自
民
党
は
、「
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会

の
専
門
的
判
断
に
委
ね
ま
す
。
そ
の
上
で
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
、
安
全
と
判
断
さ
れ
た
原
発
の
再
稼
働
に
つ
い
て
は
、
地
元
自
治
体
の
理
解
が
得

ら
れ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
い
た
し
ま
す
。」
と
の
み
言
及
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
お
い
て
、
原
発
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
に
つ
い

て
は
明
記
し
て
い
な
い
。
民
主
党
は
二
〇
三
〇
年
の
原
発
稼
働
〇
％
を
掲
げ
て
い
る
。

自
由
民
主
党
Ｈ
Ｐ
「
第
二
三
回
参
議
院
選
挙
公
約
二
〇
一
三
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
八
日
ア
ク
セ
ス
）

http://jim
in.ncss.nifty.com

/pdf/sen_san23/2013sanin2013-07-04.pdf

民
主
党
Ｈ
Ｐ
「
民
主
党
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
八
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.dpj.or.jp/global/dow

nloads/m
anifesto2013.pdf
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（
2
） 

例
え
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
文
化
研
究
所
が
二
〇
一
三
年
三
月
に
行
っ
た
調
査
で
は
、
原
子
力
発
電
所
を
「
減
ら
す
べ
き
だ
」
四
〇
・
五
％
、「
す

べ
て
廃
止
す
べ
き
だ
」
二
七
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
、
増
設
や
現
状
維
持
と
い
う
選
択
肢
よ
り
支
持
が
高
い
。
他
の
調
査
で
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら

れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
Ｈ
Ｐ
「
原
発
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
意
識
調
査
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
八
日
ア
ク
セ
ス
）

https://w
w
w
.nhk.or.jp/bunken/sum

m
ary/yoron/social/pdf/130523.pdf

朝
日
新
聞
Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｌ 

Ｈ
Ｐ
「
原
発
再
開
、
自
民
の
積
極
姿
勢　

反
対
四
八
％
・
賛
成
三
四
％　

参
院
選
連
続
世
論
調
査
」
を
参
照
。

（
二
〇
一
三
年
九
月
一
八
日
ア
ク
セ
ス
）http://w

w
w
.asahi.com

/shim
en/articles/T

K
Y
201307090001.htm

l?ref=reca

（
3
） 

当
時
の
民
主
党
政
権
の
対
応
に
つ
い
て
、
民
間
事
故
調
（
福
島
原
発
事
故
独
立
検
証
委
員
会
）
や
政
府
事
故
調
（
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電

所
に
お
け
る
事
故
調
査
・
検
証
委
員
会
）、
国
会
事
故
調
（
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
）
な
ど
の
検
証
委
員
会
で
問
題
点
が

数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

本
稿
で
は
デ
ー
タ
分
析
を
行
う
が
、
そ
の
分
析
に
瑕
疵
が
あ
れ
ば
拙
稿
の
責
任
で
あ
る
。

（
5
） 

例
え
ば
、
高
木
仁
三
郎
の
よ
う
に
以
前
か
ら
原
発
の
危
険
性
に
つ
い
て
指
摘
し
、
日
本
の
原
発
政
策
に
関
し
て
批
判
的
な
研
究
者
も
い
る
。
高

木
（
二
〇
〇
〇
）
を
参
照

（
6
） 

例
え
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
二
〇
一
〇
年
に
原
子
力
発
電
に
関
す
る
一
般
人
の
態
度
と
い
う
報
告
書
を
公
開
し
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
支
持
は
以
前
に
比
べ
て
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ 

Ｈ
Ｐ　

P
ublic A

ttitude to N
uclear P

ow
er

を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.oecd-nea.org/ndd/reports/2010/nea6859-public-attitudes.pdf

ま
た
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
へ
の
影
響
に
関
し
て
調
べ
たH

ayashi et 

（2013a

）
や
海
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
へ
の
影
響
を
調
べ
たH

ayashi et 

（2013b

）
の
研
究
な
ど
が
あ
る
。

（
7
） 

信
頼
や
信
用
が
原
発
政
策
の
態
度
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
を
後
述
す
るkeller et 

（2012

）
で
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
） 

こ
の
研
究
で
は
、
原
発
事
故
以
前
と
以
後
の
原
発
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
も
、
男
性
よ
り
も
女
性
の

七
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方
が
事
故
後
の
態
度
は
よ
り
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

（
9
） 

日
本
原
子
力
文
化
振
興
財
団
（
二
〇
一
二
）
の
調
査
に
よ
る
と
、
事
故
以
前
、
事
故
後
も
人
は
原
子
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
情
報
を
テ
レ

ビ
や
新
聞
と
い
っ
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
テ
レ
ビ
と
回
答
し
た
人
は
、
二
〇
一
〇
年
九
月
の
調
査
で
は

八
一
％
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
で
八
八
・
七
％
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
で
八
六
・
四
％
と
高
い
。
ま
た
新
聞
と
回
答
し
た
人
も
二
〇
一
〇
年
九
月

五
三
％
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
五
八
・
五
％
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
三
・
七
％
と
半
数
以
上
で
あ
る
。

一
般
財
団
法
人　

日
本
原
子
力
文
化
振
興
財
団
Ｈ
Ｐ
「
平
成
二
四
年
原
子
力
利
用
の
知
識
普
及
啓
発
に
関
す
る
世
論
調
査
」
を
参
照
。

（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu24/4.pdf

（
10
） 

今
井
の
調
査
は
本
稿
と
同
じ
く
、
原
発
立
地
住
民
を
対
象
と
し
た
貴
重
な
調
査
で
あ
る
が
、
政
府
の
原
発
事
故
対
応
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
質
問

を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
点
は
本
稿
と
は
異
な
る
。

（
11
） 

Ｎ
Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｅ
Ｉ 

Ｒ 

Ｈ
Ｐ
「
二
〇
一
一
年
調
査
結
果
一
覧
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.nikkei-r.co.jp/service/phone/results/2011/2011-04.htm

l

（
12
） 

Ｆ
Ｎ
Ｎ 

Ｈ
Ｐ
「
政
治
に
関
す
る
Ｆ
Ｎ
Ｎ
世
論
調
査
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.fnn-new

s.com
/archives/yoron/inquiry110425.htm

l

（
13
） 

Ｙ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
Ｒ
Ｉ 

Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｈ
Ｐ
「
内
閣
・
政
党
支
持
と
東
日
本
大
震
災
関
連
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.yom

iuri.co.jp/feature/fe6100/koum
oku/20110516.htm

（
14
） 

本
稿
と
は
趣
旨
は
異
な
る
が
、
こ
の
時
期
の
政
治
意
識
と
原
発
に
関
す
る
調
査
を
善
教
（
二
〇
一
三
）
が
行
っ
て
い
る
。

（
15
） 

政
府
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ
レ
ビ
Ｈ
Ｐ
「
菅
内
閣
総
理
大
臣
記
者
会
見
│
平
成
二
三
年
五
月
六
日
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
二
〇
日
ア
ク

セ
ス
）

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4791.htm
l

（
16
） 

共
同
通
信
Ｈ
Ｐ
「
世
論
調
査　

浜
岡
原
発
停
止
、
六
六
％
が
評
価
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

七
一
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
三
〇
）

http://w
w
w
.47new

s.jp/feature/kyodo/new
s04/2011/05/post-3129.htm

l
（
17
） 

共
同
通
信
Ｈ
Ｐ
「
世
論
調
査
『
脱
原
発
』
七
〇
％
賛
成　

内
閣
支
持
一
七
％
で
最
低
」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.47new

s.jp/feature/kyodo/new
s04/2011/07/post-4342.htm

l

（
18
） 
朝
日
新
聞
Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｌ 

Ｈ
Ｐ
「
世
論
調
査
│
質
問
と
回
答
〈
八
月
六
、
七
日
実
施
〉」
を
参
照
。（
二
〇
一
三
年
九
月
一
九
日
ア
ク
セ
ス
）

http://w
w
w
.asahi.com

/special/08003/T
K
Y
201108070453.htm

l

（
19
） 

二
〇
一
二
年
二
月
の
調
査
実
施
時
に
は
、
原
発
事
故
に
よ
り
住
民
が
全
国
各
地
に
避
難
し
て
い
る
た
め
に
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
す
る
に
あ
た
り

住
民
基
本
台
帳
な
ど
を
使
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
原
発
事
故
で
避
難
し
て
い
る
選
定
対
象
の
町
民
が
集
団
で
入
居
し
、

そ
の
規
模
が
大
き
い
、
い
わ
き
市
南
台
の
仮
設
住
宅
に
代
表
性
が
あ
る
と
考
え
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

（
20
） 

原
発
危
機
に
関
す
る
質
問
項
目
と
原
発
不
安
に
関
す
る
質
問
項
目
に
は
相
関
が
あ
り
、
そ
の
値
が
高
い
た
め
、
重
回
帰
分
析
を
行
う
と
多
重
共

線
性
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
変
数
と
し
て
原
発
危
機
を
分
析
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
の
目
的
は
先
行
研
究
と
同
じ
く
「
原
発
不
安
」

と
原
発
政
策
に
関
す
る
態
度
に
影
響
関
係
が
あ
る
か
探
る
こ
と
に
あ
る
の
で
問
題
な
い
と
考
え
る
。「
原
発
の
知
識
」、「
性
別
」
と
い
っ
た
要
因
は

原
発
政
策
の
態
度
に
関
す
る
ク
ロ
ス
分
析
の
結
果
、
統
計
的
に
有
意
差
が
な
か
っ
た
た
め
本
分
析
で
は
説
明
変
数
と
し
て
入
れ
な
か
っ
た
。
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Ｒ
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付
記　

本
稿
は
二
〇
一
二
年
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
分
科
会
Ｂ
8
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
政
治
の
報
告
論
文
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た

も
の
で
あ
る
。
共
同
研
究
者
の
福
田
充
教
授
に
は
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、
本
分
科
会
の
司
会
者
、
報
告
者
の
先
生
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
い
た
こ
と
を
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

七
一
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
三
五
）

わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

労
働
時
間
は
、
従
業
員
に
と
っ
て
賃
金
と
並
ぶ
中
核
的
な
労
働
条
件
で
あ
る
。
労
働
時
間
の
長
さ
と
制
度
・
施
策
、
管
理
は
従
業
員
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
士
気
ひ
い
て
は
定
着
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
い
つ
の
時
代
で
も
労

働
時
間
施
策
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
労
使
関
係
の
場
面
で
も
、
労
働
時
間
は
労
働
組
合
（
労
働
者
側
）
と
使
用
者
（
経
営
側
）
の

主
要
な
争
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
労
働
時
間
管
理
が
目
指
し
た
も
の
は
、
①
労
働
時
間
の
短
縮
と
余
暇
時
間
の
増
大
、
②

生
産
性
の
向
上
・
効
率
化
、
③
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
で
あ
る
。
①
〜
③
は
相
互
に
関
連
し
、
単
に
労
働
側
や
経
営
側
だ
け
の
戦
略
課

題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
使
、
産
業
界
共
通
の
目
標
で
あ
る
し
、
国
の
政
策
目
標
で
も
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
に
つ
い
て
、
統
計
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
推
移
と
現
状
を
把
握
す
る
。
そ
の
際
、

七
一
九
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六
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労
働
時
間
に
対
す
る
法
規
制
の
枠
組
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
労
働
時
間
規
制
に
関
す
る
労
働
基
準
法
の
改
正
が
、
労
働
時
間
の
長
さ
や

休
日
数
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
労
働
時
間
の
管
理
に
対
し
て
は
、
賃
金
管
理
に
対
す
る
影
響
以
上
に
労
働
法
政
策
の

動
向
、
と
く
に
労
働
基
準
法
の
改
正
動
向
が
大
き
く
影
響
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
見
か
け
上
で
は
年
間
労
働
時
間
が
短
縮
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
比
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
て
、
正
社
員
の
労
働
時
間
は
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
正
社
員
の
労
働
時
間
短
縮
（
時
短
）
が
進
ま
な
い
背
景
、
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

次
ぎ
に
、
前
述
し
た
労
働
時
間
の
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
に
寄
与
す
る
弾
力
的
で
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
法
的
枠
組
と
し
て
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
の
仕
組
み
と
実
態
を
法
と
統
計
資
料
の
両
面
か
ら
把
握
す
る
。
ま
た
、
勤
務
場
所
の
多
様
化
の
一
つ

で
あ
る
在
宅
勤
務
も
、
広
い
意
味
の
労
働
時
間
の
多
様
化
・
弾
力
化
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
由
で
柔
軟
な
労
働
と
ひ
い

て
は
時
短
を
実
現
す
る
は
ず
の
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
が
、
実
際
は
長
時
間
労
働
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
各
種
調
査
か
ら
把
握
し
、

そ
の
原
因
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
裁
量
労
働
制
の
導
入
に
際
し
て
喧
伝
さ
れ
た
「
賃
金
を
労
働
時
間
と
切
り
離
す
制
度
」「
労
働
を
時

間
で
は
な
く
成
果
で
計
る
制
度
」
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
仕
事
の
成
果
と
労
働
時
間
が
全
く
関
係
な
い
か
の
よ
う
な
素
朴
な
論
調
に
対
す

る
批
判
で
あ
り
、
現
在
の
わ
が
国
の
賃
金
が
あ
た
か
も
労
働
時
間
を
基
準
に
決
定
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
っ
た
主
張
に
対
す
る
批
判

で
あ
る
。
最
後
は
む
す
び
に
か
え
て
、
裁
量
労
働
制
を
適
正
に
運
用
す
る
条
件
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

二　

労
働
時
間
の
推
移
と
現
状

1　

法
定
労
働
時
間
と
年
次
有
給
休
暇
の
改
正

労
働
基
準
法
は
一
九
四
七
年
の
制
定
時
か
ら
長
い
間
、
第
三
二
条
第
一
項
で
「
一
日
八
時
間
、
一
週
四
八
時
間
」
を
法
定
労
働
時
間
と

七
二
〇



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
三
七
）

し
て
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
国
際
市
場
に
お
け
る
不
公
正
競
争
や
働
き
過
ぎ
な
ど
、
国
内
・
外
か
ら
の
長

時
間
労
働
批
判
の
声
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
、
経
済
成
長
の
成
果
配
分
や
労
働
者
福
祉
の
視
点
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
だ
け
で

な
く
、
国
際
的
な
日
本
批
判
に
対
応
し
た
内
需
主
導
型
へ
の
経
済
構
造
転
換
の
一
環
と
し
て
、
欧
米
先
進
国
並
の
年
間
総
労
働
時
間
の
実

現
と
週
休
二
日
制
の
早
期
完
全
実
施
が
、
八
〇
年
代
後
半
に
国
家
の
政
策
目
標
と
な
っ
た
（
1
）

。

具
体
的
な
労
働
法
政
策
と
し
て
は
、
一
九
八
七
年
に
労
働
基
準
法
が
大
幅
に
改
定
さ
れ
た
。
そ
の
改
正
で
、
労
働
基
準
法
第
三
二
条
に

定
め
る
法
定
労
働
時
間
の
原
則
を
「
週
四
〇
時
間
（
第
一
項
）、
一
日
八
時
間
（
第
二
項
）」
と
し
、
週
当
た
り
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
た
。

改
正
前
の
規
定
と
異
な
り
、
週
単
位
の
労
働
時
間
規
制
を
基
本
に
し
て
、
一
日
の
労
働
時
間
規
制
は
一
週
の
労
働
時
間
を
各
日
に
割
り
振

る
場
合
の
基
準
と
位
置
付
け
て
い
る
。
な
お
、
週
四
〇
時
間
労
働
制
は
、
一
日
の
労
働
時
間
を
八
時
間
と
し
て
週
五
日
労
働
、
つ
ま
り
週

休
二
日
制
が
導
入
で
き
る
法
定
労
働
時
間
で
あ
る
。

週
四
〇
時
間
制
へ
の
実
際
の
移
行
は
、
段
階
的
に
か
つ
業
種
・
規
模
に
よ
る
猶
予
対
象
事
業
を
設
定
し
て
実
施
し
た
。
一
九
八
八
年
四

月
か
ら
原
則
週
四
六
時
間
（
猶
予
対
象
事
業
は
四
八
時
間
）、
九
一
年
四
月
か
ら
原
則
週
四
四
時
間
（
同
四
六
時
間
）、
九
四
年
四
月
か
ら
原
則

週
四
〇
時
間
（
同
四
四
時
間
）
へ
と
移
行
し
た
が
、
さ
ら
に
追
加
的
な
猶
予
措
置
が
設
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
九
七
年
四
月
一
日
か
ら
特

例
措
置
対
象
事
業
場
（
2
）

を
除
き
、
全
面
的
に
週
四
〇
時
間
労
働
制
が
適
用
に
な
っ
て
い
る
（
3
）

。

こ
こ
で
、
労
働
時
間
の
短
縮
に
関
連
し
て
、
年
次
有
給
休
暇
（
労
基
法
第
三
九
条
）
の
改
正
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
労
働
基
準
法

が
規
定
す
る
従
前
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
年
間
継
続
勤
務
し
て
全
労
働
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
労
働
者
に
対
す
る
初
年
度
付
与
日
数

が
六
日
、
以
降
、
八
割
以
上
の
出
勤
を
要
件
に
勤
続
一
年
毎
に
一
日
ず
つ
増
加
し
、
最
高
付
与
日
数
は
二
〇
日
で
あ
っ
た
。
ま
ず
八
七
年

の
改
正
（
八
八
年
四
月
施
行
）
で
、
初
年
度
付
与
日
数
を
六
日
か
ら
一
〇
日
に
引
き
上
げ
（
従
業
員
規
模
三
〇
〇
人
以
下
事
業
場
に
猶
予
措
置
あ

七
二
一
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り
）、
所
定
労
働
日
が
少
な
い
労
働
者
へ
の
比
例
付
与
制
度
の
創
設
、
五
日
を
超
え
る
部
分
の
年
休
を
労
使
協
定
に
よ
り
計
画
的
に
付
与

で
き
る
制
度
（
計
画
年
休
制
度
）
の
創
設
を
行
っ
た
。

次
い
で
九
三
年
の
改
正
（
九
四
年
四
月
施
行
）
で
は
、
初
年
度
の
年
休
付
与
条
件
を
継
続
勤
務
一
年
か
ら
六
ヵ
月
に
短
縮
し
た
。
九
八
年

の
改
正
（
九
九
年
四
月
施
行
）
で
は
、
二
年
六
ヵ
月
を
超
え
る
継
続
勤
務
期
間
一
年
ご
と
の
付
与
日
数
を
二
日
と
し
た
。
こ
れ
で
、
か
つ
て

は
年
休
付
与
日
数
が
二
〇
日
に
な
る
ま
で
に
勤
続
一
五
年
を
要
し
て
い
た
が
、
現
行
で
は
六
年
六
ヵ
月
で
到
達
す
る
。
そ
の
後
、

二
〇
〇
八
年
の
改
正
（
〇
九
年
四
月
施
行
）
で
、
労
使
協
定
に
よ
り
年
五
日
の
範
囲
内
で
時
間
単
位
の
取
得
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
4
）

。
以

上
、
い
ず
れ
の
改
正
で
も
全
労
働
日
の
八
割
以
上
勤
務
す
る
要
件
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

2　

一
日
お
よ
び
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
実
態

前
項
で
概
観
し
た
法
定
労
働
時
間
と
年
次
有
給
休
暇
の
段
階
的
改
定
、
言
い
換
え
れ
ば
労
働
時
間
短
縮
に
向
け
た
法
改
正
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
以
下
で
は
統
計
調
査
か
ら
み
た
労
働
時
間
の
推
移
と
実
態
を
把
握
し
、
そ
れ
に
関
係
す
る
企
業
の
労
働
時
間
管
理
に
も
若
干
触
れ

る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
一
日
お
よ
び
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
の
実
態
を
み
よ
う
。

表
1
は
、
厚
生
労
働
省
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
制
度
上
の
一
日
の
平
均
所
定
労
働
時
間
と
一
週
間
の
平
均
所
定
労
働
時
間
で

あ
る
（
5
）

。
八
七
年
法
改
定
に
際
し
て
も
「
一
日
八
時
間
労
働
」
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
八
八
年
を
挟
ん
だ
一
日
の
労
働
時
間
数
に
は

ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
（
表
1
│

①
）。
二
〇
一
三
年
の
調
査
産
業
・
規
模
計
で
は
七
時
間
四
四
分
で
、
一
九
八
五
年
の
七
時
間
四
六
分
よ

り
二
分
短
い
だ
け
で
あ
る
。
平
均
的
に
は
従
前
か
ら
八
時
間
を
割
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
個
別
企
業
で
み
れ
ば
、
七
時
間
、
七
時
間
三
〇

分
、
八
時
間
な
ど
の
所
定
労
働
時
間
が
混
在
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

七
二
二



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
三
九
）

同
調
査
は
母
集
団
、
つ
ま
り
規
模
別
の
企
業
数
が
反
映
す
る
の
で
、
企
業
数
の
多
い
小
規
模
企
業
の
実
態
が
規
模
計
の
数
値
に
反
映
さ

れ
る
が
、
一
日
の
労
働
時
間
に
関
し
て
は
従
業
員
規
模
に
よ
る
格
差
は
少
な
い
。
む
し
ろ
小
規
模
の
方
が
数
分
短
い
。
こ
れ
に
は
、
週
休

日
が
関
係
し
て
い
る
。
大
企
業
は
、
完
全
週
休
二
日
制
に
近
い
週
休
制
を
導
入
す
る
代
わ
り
に
一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
を
長
く
設
定
し

て
「
週
四
〇
時
間
労
働
」
に
対
応
し
、
一
方
、
中
小
企
業
は
一
定
の
所
定
勤
務
日
数
を
確
保
し
た
い
た
め
か
、
週
休
二
日
制
と
い
っ
て
も

不
完
全
な
形
態
が
多
く
（
6
）

、
一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
を
短
く
し
て
「
週
四
〇
時
間
労
働
」
に
対
応
す
る
傾
向
が
あ
る
。
規
模
一
〇
〇
〇
人

以
上
の
企
業
で
み
る
と
、
一
九
八
五
年
の
七
時
間
三
七
分
か
ら
二
〇
一
三
年
の
七
時
間
四
七
分
へ
と
一
〇
分
長
く
な
っ
て
い
る
（
規
模

三
〇
〜
九
九
人
は
四
分
減
少
）。
こ
れ
は
過
去
、
大
企
業
で
週
休
二
日
制
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
土
曜
日
の
労
働
時
間
を
平
日
に
振
り
分

け
た
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
全
体
的
に
み
て
一
日
の
所
定
労
働
時
間
は
こ
の
と
こ
ろ
安
定
し
て
い
て
、
こ
れ
以
上

労
働
時
間
短
縮
（
時
短
）
を
す
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
は
、
八
七
年
法
改
定
で
法
定
労
働
時
間
を
四
八
時
間
か
ら
四
〇
時
間
へ
段
階
的
に
短
縮
し
た
の
で
、

表
1
│

②
の
よ
う
に
明
ら
か
に
短
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
五
年
と
二
〇
一
三
年
を
単
純
に
比
較
す
る
と
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
は

四
四
時
間
二
七
分
か
ら
三
九
時
間
二
五
分
へ
五
時
間
二
分
の
減
少
、
規
模
一
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
で
は
四
〇
時
間
八
分
か
ら
三
九
時
間
四

分
へ
一
時
間
四
分
減
少
、
規
模
三
〇
人
〜
九
九
人
企
業
で
は
四
五
時
間
五
分
か
ら
三
九
時
間
二
九
分
へ
と
五
時
間
三
六
分
減
少
し
て
い
る
。

表
1
│

②
か
ら
は
、
八
七
年
改
定
（
八
八
年
施
行
）
と
九
七
年
全
面
移
行
の
前
後
で
明
ら
か
な
変
化
が
見
て
取
れ
る
。
と
く
に
中
小
企
業

に
対
す
る
法
改
正
の
影
響
が
大
き
い
。
全
面
移
行
後
の
週
所
定
労
働
時
間
は
概
ね
四
〇
時
間
弱
の
安
定
的
な
水
準
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

八
五
年
段
階
で
大
企
業
は
す
で
に
週
四
〇
時
間
を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
た
し
、
中
小
企
業
も
含
め
て
一
週
の
所
定
労
働
時
間
に
関
し
て
こ
れ

以
上
の
短
縮
は
や
は
り
難
し
い
。

七
二
三
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3　

年
間
労
働
時
間
の
推
移
と
実
態

⑴　

年
間
休
日
数

年
間
労
働
時
間
の
実
態
を
分
析
す
る
前
に
、
年
間
休
日
数
を
ま
ず

把
握
し
て
お
こ
う
。
前
述
し
た
と
お
り
、
今
日
の
一
日
の
労
働
時
間
、

一
週
当
た
り
の
労
働
時
間
は
規
模
別
に
み
て
も
あ
ま
り
差
が
無
く
、

年
間
労
働
時
間
の
水
準
に
影
響
す
る
の
は
休
日
数
だ
か
ら
で
あ
る
。

表
2
が
、「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
一
企
業
平
均
の
年
間
休

日
総
数
で
あ
る
。

表
2
に
よ
れ
ば
、
八
七
年
労
基
法
改
正
以
後
の
段
階
的
移
行
措
置

に
伴
っ
て
、
年
間
休
日
数
が
増
加
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
な
お
、

表
2
の
年
間
休
日
に
は
週
休
日
の
ほ
か
祝
日
、
個
別
企
業
の
特
別
休

日
・
休
暇
を
含
み
、
年
次
有
給
休
暇
は
含
ま
れ
な
い
。
調
査
産
業
・

規
模
計
で
は
、
一
九
八
五
年
が
平
均
八
〇
・
一
日
、
改
正
労
基
法
が

施
行
さ
れ
た
後
の
九
〇
年
は
八
八
・
六
日
、
九
七
年
全
面
移
行
後
の

二
〇
〇
一
年
に
一
〇
四
・
九
日
、
一
三
年
は
一
〇
五
・
四
日
で
あ
る
。

企
業
規
模
格
差
は
大
き
く
、
一
三
年
で
一
〇
〇
〇
人
以
上

一
一
四
・
四
日
、
三
〇
〜
九
九
人
一
〇
三
・
八
日
と
な
っ
て
い
る
（
7
）

。
そ

表 1　 1日および 1週平均所定労働時間の推移（企業平均）
①　 1日の所定労働時間 （単位：時間、分）

産業・企業規模 1985暦年 1990年 1995年 2001年 2005年 2010年 2013年

調査産業・規模計 7：46 7：47 7：46 7：40 7：40 7：43 7：44

1,000人以上 7：37 7：42 7：44 7：43 7：44 7：46 7：47

300～999人 7：43 7：41 7：42 7：45 7：45

100～299人 7：46 7：40 7：41 7：44 7：46

30～99人 7：47 7：48 7：46 7：40 7：39 7：42 7：43

②　 1週間の所定労働時間

調査産業・規模計 44：27 43：19 41：04 39：14 39：16 39：22 39：25

1,000人以上 40：08 39：24 38：46 38：34 38：42 38：55 39：04

300～999人 39：10 38：35 38：46 38：58 39：06

100～299人 40：30 38：57 39：07 39：11 39：19

30～99人 45：05 44：00 41：30 39：24 39：22 39：27 39：29

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」）
（注）1．1994年以降、企業規模区分が変更された。

2  ．2007年以前の調査対象は「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」であり、
2008年以降は「常用労働者30人以上の民営企業」に範囲が拡大された。
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
一
）

れ
で
も
、
一
九
八
五
年
に
二
二
日
あ
っ
た
両
規
模
の
年
間
休
日
数
の
差
は
、
二
〇
一
三
年
で
は

一
〇
・
六
日
に
縮
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
年
間
休
日
が
一
〇
四
日
あ
れ
ば
、
完
全
週
休
二
日

制
が
形
式
的
に
は
実
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
（
五
二
週
×
二
）、
実
際
に
は
祝
日
や
年
末
年
始
休

暇
、
夏
季
休
暇
も
含
ま
れ
る
の
で
、
前
掲
注（
6
）で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
小
企
業
で
の
完
全
週
休

二
日
制
の
採
用
割
合
は
五
〇
％
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
。

⑵　

年
間
労
働
時
間

表
3
が
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
（
毎
勤
統
計
）」
に
よ
る
、
事
業
所
規
模
三
〇
人
以

上
の
年
間
労
働
時
間
の
推
移
で
あ
る
。
一
般
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
就
業
形
態
別
に
、

総
実
労
働
時
間
と
所
定
内
労
働
時
間
、
所
定
外
労
働
時
間
を
表
示
し
て
い
る
。
一
般
労
働
者
と
常

用
パ
ー
ト
の
加
重
平
均
値
が
常
用
労
働
者
の
数
値
で
あ
る
。
所
定
「
内
」
労
働
時
間
は
、
表
注
に

も
あ
る
よ
う
に
、
始
業
時
刻
と
終
業
時
刻
の
間
の
「
実
」
労
働
時
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
就
業
規

則
等
で
定
め
る
制
度
上
の
「
所
定
労
働
時
間
」
で
は
な
く
、
休
憩
時
間
を
除
く
所
定
労
働
時
間
か

ら
、
欠
勤
、
遅
刻
、
早
退
、
年
次
有
給
休
暇
取
得
等
の
欠
務
時
間
を
控
除
し
た
、
実
際
に
労
働
し

た
時
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
毎
勤
調
査
は
制
度
調
査
で
は
な
く
実
態
調
査
で
あ
る
こ
と
が
特

徴
で
、
ま
た
、
あ
る
時
点
の
水
準
自
体
を
把
握
す
る
と
い
う
よ
り
、
長
期
的
な
動
向
を
把
握
す
る

こ
と
に
適
し
た
統
計
で
あ
る
。

表 2　 1企業平均年間休日総数
（単位：日）

産業・企業規模 1985暦年 1990年 1995年 2001年 2005年 2010年 2013年

調査産業・規模計 80.1 88.6 101.0 104.9 105.3 106.4 105.4

1,000人以上 99.3 108.6 115.1 117.1 116.3 116.4 114.4

300～999人 110.7 113.3 113.3 113.4 111.8

100～299人 104.5 108.1 108.3 109.9 108.4

30～99人 77.2 85.3 98.4 102.8 103.3 104.5 103.8

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」）
（注）　表 1の注記参照。
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ま
ず
、
常
用
労
働
者
の
各
種
年
間
労
働
時
間
の
推
移
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
趨
勢
と
し
て
短
縮
傾
向
に
あ
る
。
一
九
七
〇
年
と

二
〇
一
二
年
を
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
総
実
労
働
時
間
で
四
三
一
時
間
、
所
定
内
労
働
時
間
は
三
七
七
時
間
、
所
定
外
労
働
時
間
は
五
四

時
間
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
調
査
は
一
九
九
三
年
か
ら
一
般
、
パ
ー
ト
別
の
労
働
時
間
を
調
査
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
九
三
年
と
一
二
年
を
比
較
す
る
と
、
常
用
労
働
者
は
総
実
労
働
時
間
が
一
〇
五
時
間
、
所
定
内
は
一
一
八
時
間
減
少
し
、
所
定
外

は
一
三
時
間
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
労
働
者
（
パ
ー
ト
以
外
の
常
用
労
働
者
）
に
つ
い
て
九
三
年
と
一
二
年
を
比
較
し
て
み
る
と
、

総
実
労
働
時
間
は
九
三
年
か
ら
ほ
ぼ
二
〇
〇
〇
時
間
で
同
じ
水
準
で
あ
る
。
所
定
内
は
週
四
〇
時
間
労
働
制
へ
の
全
面
移
行
後
の
九
八
年

に
九
三
年
よ
り
三
〇
時
間
短
縮
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
一
八
三
〇
時
間
台
で
や
は
り
ほ
ぼ
同
じ
水
準
と
い
っ
て
よ
い
（
8
）

。
逆
に
所
定
外

（
早
出
、
残
業
、
休
日
労
働
な
ど
）
は
三
一
時
間
増
加
し
て
い
る
。

一
方
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
同
様
に
一
九
九
三
年
と
二
〇
一
二
年
を
比
較
す
る
と
、
総
実
労
働
時
間
は
趨
勢
的
に
ほ
ぼ
同

一
水
準
で
、
所
定
内
が
一
五
時
間
減
少
し
て
、
所
定
外
が
一
八
時
間
増
加
し
て
い
る
が
、
大
き
な
変
化
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
毎
勤
統
計
に
お
け
る
パ
ー
ト
比
率
で
あ
る
。
九
三
年
の
11
・
6
％
か
ら
一
二
年
の
24
・
3
％
へ
と
、
12
・
7
ポ
イ
ン
ト
増
で
あ
り
、

時
系
列
的
に
み
た
パ
ー
ト
比
率
は
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
労
働
時
間
の
短
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
割
合
が
増
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
常
用
労
働
者
の
年
間
総
実
労
働
時
間
と
年
間
所
定
内
労
働
時
間
は
短
縮
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
9
）

。
も
ち
ろ
ん
、
法
定
の
週
労

働
時
間
や
年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
労
働
基
準
法
の
改
正
、
金
融
機
関
や
公
務
員
の
週
休
二
日
制
実
施
、
国
民
の
祝
日
の
増
加
、
労
働
組

合
の
時
短
へ
の
取
り
組
み
、
経
営
側
の
時
短
へ
の
努
力
も
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
労
働
時
間
短
縮
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
が
、
一
九
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
年
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
内
労
働
時
間
の
短
縮
に
は
、
や
は
り
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
増
加

が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
（
10
）

。
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働
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労
働
時
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三
）

最
後
に
、
わ
が
国
の
年
間
労
働
時
間
を

欧
米
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
労

働
時
間
に
限
ら
ず
国
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
の

取
り
方
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
労

働
関
係
の
国
際
比
較
は
難
し
い
。
そ
れ
を

前
提
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
資
料
に
よ
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
も
含
む
雇
用
労
働
者
の

二
〇
一
一
年
に
お
け
る
年
間
総
実
労
働
時

間
を
み
る
と
、
日
本
（
企
業
規
模
五
人
以
上

の
毎
勤
統
計
）
が
一
七
四
七
時
間
、
ア
メ

リ
カ
は
一
七
九
七
時
間
、
イ
ギ
リ
ス

一
六
一
一
時
間
、
ド
イ
ツ
一
三
三
〇
時
間
、

フ
ラ
ン
ス
一
三
九
四
時
間
で
あ
る
（
11
）

。

表 3　就業形態別年間労働時間およびパートタイム労働者比率の推移
（事業所規模30人以上、調査産業計。単位：時間、％）

区　分
常　用　労　働　者 一　般　労　働　者 パートタイム労働者 パート

比　率
％

総 実
労働時間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

総 実
労働時間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

総 実
労働時間

所 定 内
労働時間

所 定 外
労働時間

1970
暦年 2,239 2,039 200

75 2,064 1,937 127
80 2,108 1,946 162
85 2,110 1,932 178
90 2,052 1,866 186 10.8
93 1,913 1,780 133 2,010 1,862 148 1,168 1,142 25 11.6
95 1,909 1,772 137 2,004 1,853 151 1,180 1,154 25 11.5
98 1,879 1,742 137 1,985 1,832 152 1,160 1,133 28 12.9

2000 1,859 1,720 139 2,004 1,841 163 1,170 1,140 30 17.3
05 1,829 1,680 149 2,009 1,830 179 1,170 1,128 42 21.4
08 1,836 1,681 155 2,017 1,832 185 1,182 1,138 44 21.7
10 1,798 1,654 144 1,996 1,819 176 1,153 1,114 40 23.4
12 1,808 1,662 146 2,011 1,832 179 1,170 1,127 43 24.3

［12］［1,765］［1,640］ ［125］［2,030］［1,870］ ［161］［1,105］［1,072］ ［34］［28.8］

出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）1  ．毎月勤労統計調査は現在、事業所規模 5人以上計の統計が主体だが、旧調査方法

の1989年以前は規模30人以上計の統計が主体であった。時系列的な変化を把握する
ため、本表は事業所規模30人以上の数値を掲載した（ただし［　］内の数値は事業
所規模 5人以上）。
2．常用労働者は一般労働者と常用パートタイム労働者から構成される。
3  ．「総実労働時間」は所定内労働時間と所定外労働時間の合計。ただし、年間労働時
間数は、一人平均月間労働時間数を12倍し、小数点第一位を四捨五入して求めたの
で、合計が一致しないことがある。
4  ．「所定内労働時間」は、始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。就業規則等で定
める制度上の「所定労働時間」ではなく、休憩時間を除く所定労働時間から、遅刻、
早退、年次有給休暇取得等の欠務時間を控除する実際に労働した時間である。
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三　

わ
が
国
の
長
時
間
労
働
の
問
題
点

1　

年
間
総
労
働
時
間
の
基
準

表
3
で
み
る
よ
う
に
、
常
用
労
働
者
の
年
間
総
実
働
時
間
は
、
二
〇
一
二
年
時
点
で
規
模
五
人
以
上
事
業
所
の
平
均
が
一
七
六
五
時
間
、

三
〇
人
以
上
事
業
所
の
平
均
で
は
一
八
〇
八
時
間
と
な
り
、
一
九
八
七
年
の
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
（
注
1
参
照
）
に
お
け
る
目
標
を
達
成
し

て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
一
般
労
働
者
に
関
し
て
は
、
総
実
労
働
時
間
が
五
人
以
上
事
業
所
平
均
で
二
〇
三
〇
時
間
、
三
〇
人
以

上
事
業
所
の
平
均
で
二
〇
一
一
時
間
と
な
り
、
所
定
内
は
五
人
以
上
事
業
所
一
八
七
〇
時
間
、
三
〇
人
以
上
事
業
所
一
八
三
二
時
間
で
あ

る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
総
実
労
働
時
間
、
所
定
内
労
働
時
間
と
も
ほ
ぼ
こ
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

こ
の
年
間
労
働
時
間
を
長
い
と
み
る
か
妥
当
と
捉
え
る
か
は
立
場
に
よ
っ
て
も
違
う
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
年
間
労
働
時
間
の
適
正
値

を
客
観
的
に
推
計
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
や
「
世
界
と
と
も
に
生
き
る
│
経
済
運
営
五
ヵ
年
計
画
」（
注
1

参
照
）
で
提
示
さ
れ
、
ま
た
、
一
九
九
二
年
六
月
に
閣
議
決
定
し
た
「
生
活
大
国
五
か
年
計
画
」
で
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の
た
め
の
労
働

時
間
の
目
標
と
し
た
年
間
総
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
（
た
だ
し
現
在
は
一
八
〇
〇
時
間
と
い
う
目
標
を
掲
げ

て
い
な
い
）。
所
定
労
働
時
間
に
時
間
外
労
働
を
加
え
、
各
種
休
暇
取
得
時
間
を
除
い
た
「
総
実
働
時
間
」
で
あ
る
。
仮
に
、
完
全
週
休
二

日
制
に
よ
る
週
休
日
一
〇
四
日
、
祝
日
一
五
日
（
土
曜
日
と
の
重
複
無
し
）、
夏
季
特
別
休
暇
三
日
、
土
・
日
・
元
旦
を
除
く
年
末
年
始
休

暇
四
日
、
年
次
有
給
休
暇
一
八
日
（
平
均
付
与
日
数
完
全
取
得
）
と
す
れ
ば
、
年
間
休
日
は
一
四
四
日
で
あ
り
、
年
間
労
働
日
二
二
一
日
に

一
日
八
時
間
労
働
を
乗
じ
れ
ば
、
年
間
所
定
労
働
時
間
は
一
七
六
八
時
間
に
な
る
。
こ
れ
に
時
間
外
労
働
三
二
時
間
を
加
え
れ
ば

一
八
〇
〇
時
間
で
あ
る
。

七
二
八



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
五
）

以
上
の
よ
う
な
、
労
働
日
が
一
年
間
の
六
割
と
い
う
設
定
や
少
な
い
時
間
外
労
働
は
、
わ
が
国
の
実
態
か
ら
す
れ
ば
現
実
離
れ
し
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
労
働
者
は
そ
れ
ぞ
れ
価
値
観
が
違
い
、
仕
事
生
活
と
そ
れ
以
外
の
人
間
生
活
に
ど
の
く
ら
い
の
ウ
エ

イ
ト
を
置
く
か
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
仕
事
に
働
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
、
仕
事
が
生
き
が
い
の
人
も
そ
う
で

な
い
人
も
い
る
。
一
日
八
時
間
労
働
は
、
歴
史
的
な
経
験
則
か
ら
妥
当
性
が
あ
る
程
度
は
検
証
さ
れ
て
い
る
が
、
年
間
労
働
時
間
に
関
し

て
は
前
述
し
た
よ
う
に
絶
対
的
基
準
は
な
い
。
し
か
し
、
少
子
高
齢
社
会
に
お
い
て
、
高
齢
者
や
女
性
を
今
ま
で
以
上
に
労
働
力
と
し
て

期
待
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
男
性
型
の
長
時
間
労
働
の
見
直
し
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（W

ork-L
ife 

B
alance

＝
Ｗ
Ｌ
Ｂ
。
職
業
生
活
と
職
業
以
外
の
人
間
生
活
と
の
調
和
）
の
観
点
か
ら
は
、
仕
事
生
活
一
辺
倒
の
長
時
間
労
働
は
、
ゆ
と
り
あ
る

豊
か
な
生
活
と
は
い
え
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
年
間
総
実
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
は
か
な
り
理
想
的
な
数
値
で
あ
る
と
認
め
た
と
し
て
も
、
現
状
の

常
用
一
般
労
働
者
の
労
働
時
間
、
と
く
に
平
均
で
年
間
二
〇
〇
〇
時
間
を
超
す
総
実
労
働
時
間
は
明
ら
か
に
長
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

「
二
│
2
」
で
み
た
と
お
り
、
一
日
お
よ
び
一
週
の
所
定
労
働
時
間
短
縮
は
今
以
上
に
は
望
め
な
い
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
時
間
外

労
働
と
年
次
有
給
休
暇
で
あ
る
。
わ
が
国
の
長
時
間
労
働
の
主
な
原
因
は
、
周
知
の
と
お
り
所
定
外
労
働
（
時
間
外
労
働
）
が
多
い
こ
と

と
年
次
有
給
休
暇
取
得
の
少
な
さ
に
あ
る
。
そ
こ
で
次
項
以
降
で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
点
に
関
し
て
検
討
す
る
。

2　

時
間
外
労
働
、
賃
金
不
払
い
労
働
時
間
の
実
態
と
そ
の
理
由

表
3
に
よ
る
と
、
一
般
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
以
外
の
常
用
労
働
者
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
契
約
社
員
、
嘱
託
も
含
ま
れ
る
）
の
二
〇
一
二
年
の

所
定
外
労
働
時
間
は
平
均
一
七
九
時
間
で
あ
り
、
一
ヵ
月
で
は
約
一
五
時
間
で
あ
る
。
月
一
五
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
と
も
い
え
る

七
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
四
六
）

が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
平
均
で
あ
っ
て
、
所
定
外
労
働
が
ゼ
ロ
の
者
も
い
れ
ば
八
〇
時
間
、
一
〇
〇
時
間
の
者
も
い
る
。
事
業
所
対
象
の

毎
勤
統
計
と
は
異
な
り
調
査
対
象
は
個
人
だ
が
、
総
務
省
統
計
局
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
に
週
三
五
時
間
未
満
就
業

し
た
雇
用
者
（
ほ
ぼ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
相
当
）
は
26
・
9
％
、
三
五
時
間
以
上
働
い
た
雇
用
者
（
正
社
員
、
契
約
社
員
な
ど
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
に
相
当
）
は
73
・
1
％
で
あ
っ
た
が
、
六
〇
時
間
以
上
働
い
た
雇
用
者
も
9
・
2
％
い
た
。
週
所
定
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
と
す
れ
ば

週
に
二
〇
時
間
の
時
間
外
労
働
に
な
り
、
恒
常
的
で
あ
れ
ば
月
に
八
〇
時
間
に
達
す
る
。
こ
れ
が
続
け
ば
過
労
死
の
認
定
基
準
の
一
つ
を

満
た
す
こ
と
に
な
る
（
12
）

。

時
間
外
労
働
（
所
定
外
労
働
）
を
行
う
理
由
を
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
実
施
し
た
一
連
の
調
査
結
果
か
ら
確
認
し
よ
う
（
13
）

。
い

ず
れ
も
選
択
肢
三
つ
ま
で
の
多
重
回
答
で
、「
所
定
労
働
時
間
内
で
は
片
づ
か
な
い
仕
事
量
だ
か
ら
」「
自
分
の
仕
事
を
き
ち
ん
と
仕
上
げ

た
い
か
ら
」「
仕
事
の
性
格
上
、
所
定
外
で
な
い
と
で
き
な
い
仕
事
が
あ
る
か
ら
」「
人
員
削
減
に
よ
り
人
手
不
足
だ
か
ら
」
が
上
位
に
来

る
。
調
査
に
よ
り
順
位
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
所
定
労
働
時
間
内
で
は
片
づ
か
な
い
仕
事
量
」
は
常
に
第
一
位
で
あ
る
。「
取

引
先
と
の
関
係
で
、
納
期
を
間
に
合
わ
せ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
」「
事
業
活
動
の
繁
閑
の
差
が
大
き
い
か
ら
」「
上
司
や
仲
間
が
残
業
し

て
い
る
の
で
先
に
帰
り
づ
ら
い
か
ら
」
が
そ
れ
ら
に
続
く
が
、
上
位
の
理
由
に
比
べ
れ
ば
割
合
は
多
く
な
い
。「
残
業
手
当
や
休
日
手
当

を
増
や
し
た
い
か
ら
」「
定
時
で
帰
る
よ
り
働
い
て
い
る
方
が
楽
し
い
か
ら
」
な
ど
の
割
合
は
か
な
り
低
い
。
ま
た
、
最
近
の
調
査
の
新

し
い
選
択
肢
で
は
、「
予
定
外
の
仕
事
が
突
然
飛
び
込
ん
で
く
る
か
ら
」「
仕
事
の
締
切
り
や
納
期
に
ゆ
と
り
が
な
い
か
ら
」
も
割
合
が
多

い
。
人
手
不
足
や
突
発
的
業
務
、
納
期
に
ゆ
と
り
が
な
い
と
い
う
の
も
、
結
局
は
仕
事
量
が
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
て
相
対
的
に
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

労
働
力
調
査
で
週
六
〇
時
間
働
く
場
合
の
二
〇
時
間
の
時
間
外
労
働
に
は
、
居
残
り
残
業
だ
け
で
な
く
早
出
、
休
日
出
勤
、
そ
れ
に
自

七
三
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
七
）

宅
持
ち
帰
り
残
業
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自
宅
持
ち
帰
り
残
業
は
通
常
会
社
に
申
告
す
る
こ
と
は
無
い
の
で
、
賃
金
不
払
い
残

業
に
な
る
。
た
だ
、
持
ち
帰
り
残
業
の
正
確
な
時
間
数
は
把
握
で
き
な
い
。
持
ち
帰
り
残
業
に
限
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
時
間
、

正
確
に
は
賃
金
不
払
い
労
働
時
間
は
、
当
然
な
が
ら
表
3
の
毎
勤
統
計
に
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
（
14
）

。
な
お
、
賃
金
不
払
い
労
働
時
間
は
、

持
ち
帰
り
残
業
だ
け
で
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
企
業
の
残
業
規
制
、
正
確
に
は
時
間
外
労
働
の
申
告
に
上
限
を
設
定
す
る
こ
と
や
、

企
業
の
強
制
で
は
な
く
従
業
員
自
身
の
自
主
的
な
自
己
規
制
か
ら
も
生
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
時
間
外
労
働
が
多
い
理
由
の
一
つ
に
、
不
況
や
経
営
不
振
の
場
合
の
雇
用
調
整
を
従
業
員
の
数
で
調
整
す
る
の

で
は
な
く
、
労
働
時
間
の
長
さ
で
調
整
す
る
こ
と
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
従
業
員
の
数
を
繁
忙
期
で
な
く
業
務
量
の
少
な
い
時
期
に
合
わ

せ
て
お
き
、
繁
忙
期
に
は
要
員
を
増
や
す
の
で
は
な
く
時
間
外
労
働
で
対
応
す
る
。
業
務
量
が
少
な
く
な
っ
て
も
従
業
員
を
解
雇
す
る
こ

と
は
せ
ず
、
時
間
外
労
働
の
削
減
で
対
応
す
る
。
い
わ
ゆ
る
時
間
外
労
働
の
雇
用
維
持
機
能
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
厚
生
労
働
省
「
労
働

経
済
動
向
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
雇
用
調
整
の
実
施
方
法
で
一
番
多
い
の
は
常
に
残
業
規
制
で
あ
り
、
希
望
退
職
の
募
集
や
解
雇
は
最
も
少

な
い
。
こ
の
よ
う
に
時
間
外
労
働
に
雇
用
維
持
機
能
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
重
視
や
、
長
時
間
労
働
に
よ

る
心
身
へ
の
負
荷
と
く
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
面
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
（
15
）

。

3　

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
状
況
と
年
休
を
取
り
残
す
理
由

表
4
が
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
、
取
得
日
数
、
取
得
率
の
推
移
で
あ
る
。「
二
│
1
」
で
年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
労
基
法
の
改

定
状
況
を
概
観
し
た
が
、
そ
の
効
果
で
平
均
付
与
日
数
は
一
五
日
程
度
か
ら
一
八
日
程
度
に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
取
得
日
数
自
体
は
八

〜
九
日
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
取
得
率
は
低
下
し
、
最
近
は
五
〇
％
を
切
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
企
業
規
模
別
に
み
る
と
、

七
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
四
八
）

二
〇
一
三
年
時
点
の
取
得
日
数
は
一
〇
〇
〇
人
以
上
が
一
〇
・
六
日
、
三
〇
〜
九
九
人
は
六
・
八
日
、
取
得
率
は
同
54
・
6
％
、
40
・
1
％
と
、

や
や
大
規
模
企
業
の
方
が
多
い
が
大
き
な
差
で
は
な
い
。

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
調
査
（
16
）

に
よ
る
と
、
正
社
員
が
年
休
を
取
り
残
す
理
由
で
多
い
の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
選
択

肢
ご
と
に
そ
う
思
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
を
合
計
し
た
肯
定
割
合
）。「
病
気
や
急
な
用
事
の
た
め
に
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
」

64
・
6
％
、「
休
む
と
職
場
の
他
の
人
に
迷
惑
に
な
る
か
ら
」
60
・
2
％
、「
仕
事
が
多
す
ぎ
て
休
ん
で
い
る
余
裕
が
な
い
か
ら
」
52
・
7
％
、

「
休
み
の
間
仕
事
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
人
が
い
な
い
か
ら
」
46
・
9
％
、「
職
場
の
周
囲
の
人
が
取
ら
な
い
の
で
年
休
を
取
り
に
く
い
か

ら
」
42
・
2
％
、「
上
司
が
い
い
顔
を
し
な
い
か
ら
」
33
・
3
％
が
上
位
に
く
る
。「
病
気
や
急
な
用
事
」
を
除
く
と
、
仕
事
量
や
職
場
の
雰

囲
気
な
ど
が
理
由
で
あ
る
。
年
休
を
取
り
残
す
理
由
と
し
て
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
項
と
い
え
よ
う
。

年
休
の
取
得
推
進
策
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
は
、
八
七
年
の
労
基
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
「
計
画
年
休
制
度
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

八
八
年
の
施
行
時
か
ら
導
入
企
業
の
割
合
は
あ
ま
り
増
え
て
い
な
い
。「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
と
、
企
業
規
模
計
で
一
九
八
八

年
の
採
用
率
が
14
・
2
％
、
二
〇
一
二
年
で
も
15
・
4
％
で
あ
る
。
企
業
規
模
別
に
み
た
採
用
率
も
あ
ま
り
変
化
が
無
く
、
一
二
年
時
点
で

み
る
と
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
31
・
8
％
、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
22
・
7
％
、
一
〇
〇
〜
二
九
九
人
17
・
7
％
、
三
〇
〜
九
九
人
13
・
6
％
と

な
っ
て
い
る
。
年
次
有
給
休
暇
は
、
労
働
者
の
心
身
の
疲
労
回
復
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
労
働
力
の
維
持
培
養
、
ゆ
と
り
あ
る
生
活
の
実
現

に
資
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
欧
州
で
は
長
期
休
暇
と
し
て
ま
と
め
て
取
得
す
る
（
17
）

。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
場
合
は
、
病
気
や
急
な
用
事

の
際
に
一
日
、
二
日
と
細
切
れ
で
取
得
す
る
こ
と
が
慣
行
と
な
り
、
そ
れ
に
併
せ
て
行
政
解
釈
で
半
日
単
位
の
取
得
も
可
能
と
な
り
（
18
）

、
労

基
法
改
正
で
時
間
単
位
の
取
得
が
可
能
と
な
っ
た
（
労
基
法
第
三
九
条
第
四
項
）。
分
割
取
得
は
年
休
の
有
効
活
用
策
か
も
し
れ
な
い
が
、

や
は
り
年
に
数
回
、
少
な
く
と
も
一
週
間
単
位
で
計
画
的
に
長
期
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
明
日
へ
の
活
力
に
つ
な
が
る
本
来
の
年
休

七
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
四
九
）

の
利
用
法
で
あ
ろ
う
。

四　

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
実
態
と
問
題
点

1　

こ
れ
ま
で
の
労
働
時
間
管
理
│
時
短
と
柔
軟
化

「
一
」
で
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
労
働
時
間
管
理
が
目
指
し
た
も

の
は
、
①
労
働
時
間
の
短
縮
と
余
暇
時
間
の
増
大
、
②
生
産
性
の
向

上
・
効
率
化
、
③
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
で
あ
る
と
述
べ
た
。
人
材

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
豊
か
な
社
会
に
な
っ
て
ゆ
と
り

を
求
め
る
時
代
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
生
産
性
の
向
上
を
大
前
提
に
し

な
が
ら
も
、
そ
の
成
果
配
分
の
意
味
も
込
め
て
、
企
業
は
時
短
を
進
め

自
由
度
を
高
め
る
努
力
を
行
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
今
日
、

従
業
員
に
少
し
で
も
効
率
よ
く
働
い
て
も
ら
う
た
め
に
、
労
働
時
間
管

理
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
①
（
時
短
）
を
ベ
ー
ス

に
し
な
が
ら
、
③
（
柔
軟
性
）
を
実
現
し
て
、
②
（
生
産
性
向
上
）
を
図

る
こ
と
が
経
営
に
は
求
め
ら
れ
る
。

「
二
│
3
│
⑵
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
常
用
労
働
者
の
年
間
総
実

労
働
時
間
は
高
度
経
済
成
長
末
期
の
一
九
七
〇
年
と
比
べ
、
明
ら
か
に

表 4　年次有給休暇の取得状況（労働者 1人平均）
（単位：日、％）

調査産業
・規模計 付与日数 取得日数 取 得 率

1985暦年 15.2 7.8 51.6

1990 15.5 8.2 52.9

1995 17.2 9.5 55.2

2001 18.0 8.9 49.5

2005 18.0 8.4 46.6

2010 17.9 8.5 47.1

2013 18.3 8.6 47.1

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総

合調査」）

（注）1．付与日数は当年度のもので、繰り越し日数は含まない。

2．取得率＝取得日数÷付与日数×100（％）。

3．表 1の（注）2参照。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
五
〇
）

短
縮
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
三
│
1
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
一
般
労
働
者
（
正
社
員
、
契
約

社
員
な
ど
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
）
の
年
間
総
実
労
働
時
間
、
年
間
所
定
内
労
働
時
間
の
短
縮
は
進
ん
で
い
な
い
。
所
定
外
労
働
時
間
は
む

し
ろ
微
増
の
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
も
時
間
外
労
働
の
削
減
、
年
休
の
取
得
促
進
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
の
意
義
が
軽
く

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
認
識
し
た
上
で
、
本
項
で
は
、
も
う
一
つ
の
労
働
時
間
管
理
の
目
的
で
あ
っ
た
「
自
由
度
・
裁
量
度
の

増
加
」
の
動
向
に
関
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

労
働
時
間
に
関
す
る
自
由
度
・
裁
量
度
の
増
加
は
労
働
時
間
管
理
の
弾
力
化
、
柔
軟
化
そ
し
て
多
様
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
と
表
現
す
る
。
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
と
し
て
は
、
変
形
労
働
制
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
業
務
の
繁
閑
に
対
応
し
て
一
日
ま
た
は
週
の
労
働
時
間
を
予
め
変
更
す
る
変
形
労
働
時
間
制
は
、

当
初
は
時
短
の
一
手
法
と
い
う
位
置
付
け
も
あ
っ
た
が
、
本
質
的
に
は
業
務
量
の
多
寡
に
応
じ
た
労
働
時
間
の
効
率
的
配
分
と
い
う
主
に

経
営
側
に
と
っ
て
の
柔
軟
性
で
あ
る
。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
労
働
者
、
従
業
員
に
と
っ
て
の
柔
軟
性
に
焦
点
を
絞
る
の
で
、
変
形
労
働
時

間
制
は
検
討
対
象
に
し
な
い
。
な
お
、
直
接
的
な
労
働
時
間
の
柔
軟
化
で
は
な
い
が
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
裁
量
労
働
制
、
事
業
場

外
の
み
な
し
労
働
時
間
制
と
セ
ッ
ト
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
在
宅
勤
務
に
つ
い
て
は
、
働
く
場
所
と
時
間
の
柔
軟
化
と
い
う
側
面
か

ら
、
広
義
の
労
働
時
間
の
柔
軟
化
に
含
め
て
検
討
す
る
。

2　

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
背
景

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
、
こ
こ
で
は
労
働
者
に
と
っ
て
の
労
働
時
間
の
柔
軟
性
が
な
ぜ
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
周
知
の
と

お
り
経
済
の
第
三
次
産
業
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
総
務
省
統
計
局
『
労
働
力
調
査
』
に
よ
る
と
、
高
度
経
済

七
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
一
）

成
長
末
期
の
一
九
七
〇
年
に
就
業
者
の
35
・
2
％
が
第
二
次
産
業
で
働
い
て
い
た

が
、
二
〇
一
二
年
に
は
24
・
5
％
に
減
少
し
た
。
一
方
、
第
三
次
産
業
は
47
・
4
％

か
ら
70
・
7
％
に
ま
で
増
加
し
た
（
19
）

。
そ
れ
と
と
も
に
、
職
業
別
の
労
働
者
の
比
率

も
変
化
し
た
。
管
理
的
職
業
従
事
者
、
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
、
事
務
従

事
者
、
販
売
従
事
者
を
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
的
職
業
従
事
者
」
と
す
る
と
、
全
雇

用
労
働
者
に
占
め
る
割
合
は
一
九
七
〇
年
の
43
・
7
％
か
ら
、
二
〇
一
二
年
の

55
・
0
％
に
増
加
し
て
い
る
（
表
5
）。
と
く
に
、
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

の
増
加
が
顕
著
で
、
実
数
で
三
・
七
倍
、
割
合
で
二
・
二
倍
に
な
っ
て
い
る
。

今
日
的
な
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
化
の
下
に
お
け
る
働
き
方
、

労
働
態
様
は
、
工
場
法
の
系
譜
を
引
き
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
的
働
き
方
を
想
定
し
た
労

働
基
準
法
の
労
働
時
間
規
制
と
必
ず
し
も
適
合
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
国
内
外
企
業
と
の
競
争
激
化
と
い
う
経
営
環
境
下
で
、
知

的
生
産
性
の
高
い
創
造
的
な
業
務
遂
行
が
求
め
ら
れ
る
中
、
画
一
的
な
労
働
時
間

規
制
が
桎
梏
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
上
、
豊
か
な
社
会
に
育
っ
た
多
様
な

価
値
観
、
労
働
観
を
持
っ
た
労
働
者
は
、
多
様
で
し
か
も
裁
量
度
の
高
い
自
律
し

た
働
き
方
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
要
因
に
対
応
す
る
も
の
と
し

て
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
の
導
入
は
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然

表 5　ホワイトカラーの職業別雇用者数と構成割合
（調査産業・企業規模・男女計。単位：万人、％）

区　分
総　　　数 管　理　的

職業従事者
専門的・技術的
職業従事者 事務従事者 販売従事者 ホワイトカラー的

職業従事者
雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合 雇用者数 割 合

1970
暦年 3,306 100.0 131 4.0 246 7.4 723 21.9 344 10.4 1,444 43.7

75 3,646 100.0 205 5.6 304 8.3 775 21.3 427 11.7 1,711 46.9
80 3,971 100.0 217 5.5 364 9.2 867 21.8 497 12.5 1,945 49.0
85 4,313 100.0 207 4.8 451 10.5 954 22.1 581 13.5 2,193 50.8
90 4,835 100.0 234 4.8 594 12.3 1,088 22.5 680 14.1 2,596 53.7
95 5,263 100.0 232 4.4 691 13.1 1,194 22.7 738 14.0 2,855 54.2
2000 5,356 100.0 200 3.7 754 14.1 1,233 23.0 736 13.7 2,923 54.6
05 5,393 100.0 187 3.5 826 15.3 1,197 22.2 754 14.0 2,964 55.0
10 5,463 100.0 159 2.9 849 15.5 1,194 21.9 787 14.4 2,989 54.7
12 5,504 100.0 149 2.7 905 16.4 1,181 21.5 790 14.4 3,025 55.0

出所：総務省統計局「労働力調査」に基づき筆者作成。
（注） 　日本標準職業分類の改定に伴って職業分類間に移動が生じているが、時系列で大ま

かな傾向を把握するためには支障がない。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
五
二
）

な
が
ら
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）
の
理
念
も
盛
り
込
ま
れ
る
。
以
下
、
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
組
み
と
意
義
と
実
態
を
概
観
す
る
。

3　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
一
九
八
七
年
の
労
基
法
改
正
に
よ
り
八
八
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
（
労
働
基
準
法
第
三
二
条
の
三
）。
労

基
法
上
の
細
か
な
導
入
要
件
は
省
略
す
る
が
、
始
業
と
終
業
時
刻
を
あ
く
ま
で
労
働
者
の
自
主
的
な
決
定
に
委
ね
る
こ
と
を
条
件
に
、
週

四
〇
時
間
制
、
一
日
八
時
間
労
働
制
の
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
ヵ
月
以
内
で
設
定
す
る
一
定
期
間
（
清
算
期
間
）
の

平
均
で
、
一
週
当
た
り
の
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
日
や
週
に
よ
っ
て
生
じ
る
労
働
時
間
の
長
短
は
、
こ
の
精
算

期
間
（
通
常
は
一
ヵ
月
が
多
い
）
に
つ
い
て
、
労
使
で
協
定
し
た
総
所
定
労
働
時
間
の
範
囲
内
で
清
算
す
る
。
総
所
定
労
働
時
間
を
超
え
た

分
は
時
間
外
労
働
と
な
る
。
制
度
的
に
は
一
日
の
う
ち
に
必
ず
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ア
タ
イ
ム
を
設
け
る
ケ
ー
ス
が
一
般
的
だ

が
、
研
究
・
開
発
部
門
で
は
コ
ア
タ
イ
ム
な
し
の
フ
リ
ー
タ
イ
ム
制
を
採
り
入
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

も
と
も
と
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（Q
uality of W

orking L
ife

＝
労
働
生
活
の
質
、
労
働
の
人
間
化
）
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半

か
ら
西
欧
諸
国
で
普
及
し
た
制
度
で
あ
る
。
当
初
の
ね
ら
い
は
、
時
間
的
拘
束
感
か
ら
の
開
放
、
朝
型
・
夜
型
な
ど
生
活
リ
ズ
ム
に
合
わ

せ
た
労
働
時
間
の
選
択
、
通
勤
難
の
緩
和
、
ア
ブ
セ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（A

bsenteeism

＝
ず
る
休
み
）
対
策
、
人
材
の
確
保
対
策
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
で
も
一
九
七
四
年
に
導
入
し
た
西
ド
イ
ツ
企
業
の
日
本
支
社
を
は
じ
め
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
す
る
企
業
が
増
加
し
、

一
時
は
ブ
ー
ム
と
さ
え
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
が
主
と
し
て
残
業
手
当
の
削
減
に
あ
る
な
ど
、
本
来
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
は
遠
か
っ
た
。

ま
た
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
不
況
期
に
従
業
員
の
出
社
時
刻
が
ま
ち
ま
ち
で
は
士
気
が
上
が
ら
な
い
、
わ
が
国
の
集
団
的
業
務
遂
行
に
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
三
）

は
な
じ
ま
な
い
、
な
ど
の
理
由
で
中
止
す
る
企
業
が
多
く
な
っ
た
。

そ
の
後
、
労
働
時
間
の
短
縮
要
求
や
柔
軟
な
勤
務
時
間
制
度
へ
の
関
心
の
中
で
、
再
び
同
制
度
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
基

法
で
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
勤
務
形
態
で
あ
る
た
め
、
最
初
の
ブ
ー
ム
の
と
き
は
変
形
労
働
時
間
の
応
用
で
処
理
し
て
い
た
が
、
前
述

し
た
と
お
り
八
七
年
の
労
基
法
改
正
で
正
式
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
五
年　

就
労
条
件
総
合

調
査
」
に
よ
る
と
実
際
の
導
入
割
合
は
少
な
く
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
は
5
・
0
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
（
表
6
│

①
）。
規
模
別
に
は
格

差
が
あ
り
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
の
導
入
率
は
28
・
2
％
、
三
〇
〜
九
九
人
規
模
は
2
・
8
％
で
あ
る
（
20
）

。
実
際
に
同
制
度
が
適
用
さ
れ
て

い
る
労
働
者
の
割
合
を
み
て
も
（
集
計
表
不
掲
載
）、
規
模
計
7
・
9
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
14
・
8
％
、
三
〇
〜
九
九
人
2
・
0
％
で
あ
る
。

小
規
模
企
業
で
従
業
員
の
出
退
勤
が
不
揃
い
で
は
業
務
が
円
滑
に
遂
行
で
き
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
建
設
業
な
ど
導
入
に
不

向
き
と
思
わ
れ
る
業
種
で
の
実
施
率
は
低
い
。
不
況
に
な
る
と
採
用
割
合
が
減
少
し
、
好
況
に
な
る
と
増
加
す
る
と
い
う
傾
向
も
み
ら
れ
る
。

導
入
企
業
・
職
場
で
の
利
用
実
態
は
、
毎
日
標
準
始
終
業
時
刻
よ
り
遅
い
（
早
い
）
決
ま
っ
た
時
刻
に
出
退
勤
す
る
利
用
法
（
つ
ま
り
単

な
る
時
差
勤
務
）
や
、
通
常
は
標
準
時
間
帯
に
勤
務
し
、
週
一
度
な
い
し
月
に
数
度
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
だ
け
同
制
度
を
利
用
す

る
例
が
多
い
。
た
し
か
に
、
毎
日
出
退
社
時
刻
が
不
定
期
で
は
生
活
が
不
規
則
に
な
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
し
て
い
る
企

業
・
職
場
で
も
、
職
種
に
よ
っ
て
は
原
則
と
し
て
標
準
時
間
帯
だ
け
勤
務
す
る
従
業
員
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ

や
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
視
点
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
労
働
時
間
を
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
仕
組
み
、
自
律
的
で
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
働
き
方
を
実
現
で
き
る
制
度
、
ひ
い
て
は
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
同
制
度
を
廃
止
す

る
理
由
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
不
揃
い
出
勤
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
面
の
障
害
や
一
体
感
の
欠
如
、
効
率
の
低
下
な
ど
は
、
発

達
し
た
情
報
機
器
の
活
用
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
運
用
の
工
夫
で
、
今
日
で
は
か
な
り
の
部
分
が
解
決
可
能
で
あ
る
。
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4　

裁
量
労
働
制

裁
量
労
働
制
は
、
業
務
の
遂
行
方
法
、
遂
行
手
段
、

時
間
配
分
を
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
労
働
時
間
制
度

で
あ
る
。
労
働
法
的
に
は
、
事
業
場
外
労
働
（
労
基
法

第
三
八
条
の
二
）
と
並
ん
で
「
み
な
し
労
働
時
間
制
」

と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
専
門
業
務
型
と
企
画
業
務

型
の
二
種
類
あ
る
。

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
八
七
年
の
労
基
法
改
正

で
制
定
さ
れ
た
。「
業
務
の
性
質
上
そ
の
遂
行
方
法
を

大
幅
に
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
ゆ
だ
ね
る
必

要
が
あ
る
た
め
」、
当
該
業
務
の
遂
行
手
段
や
時
間
配

分
の
決
定
に
つ
い
て
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
す
る

こ
と
が
困
難
な
業
務
に
関
す
る
裁
量
労
働
制
で
あ
る

（
労
働
基
準
法
第
三
八
条
の
三
）。
現
在
は
一
九
業
務
が
対

象
に
な
っ
て
い
る
（
21
）

。
導
入
に
は
所
定
の
事
項
に
関
し
て

労
使
協
定
が
必
要
で
、
協
定
は
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
に
届
け
出
る
。
実
際
に
労
働
し
た
時
間
に
か
か
わ
ら

表 6　柔軟な労働時間制度の導入企業割合の推移
①　フレックスタイム制 （単位：％）

産業・企業規模 1990暦年 1995年 1999年 2001年 2005年 2008年 2010年 2013年

調査産業・規模計 2.2 4.3 5.7 5.6 6.8 4.9 5.9 5.0

1,000人以上 23.4 34.9 35.7 35.9 32.5 30.6 31.8 28.2

300～999人 13.9 16.7 17.6 17.1 14.1 18.1 13.4

100～299人 5.4 6.4 8.1 8.9 5.6 7.7 7.9

30～99人 0.8 1.9 3.6 2.8 4.4 3.3 3.6 2.8

②　専門業務型裁量労働制

調査産業・規模計 0.6 0.9 1.9 1.7 3.4 2.2 2.5 2.2

1,000人以上 1.1 5.1 5.7 5.6 8.0 11.2 9.7 7.6

300～999人 1.1 4.1 2.7 5.4 4.9 5.1 3.6

100～299人 1.3 1.4 1.5 3.5 2.7 3.2 3.1

30～99人 0.6 0.6 1.7 1.5 3.1 1.6 1.9 1.6

③　企画業務型裁量労働制

調査産業・規模計 0.4 0.6 0.9 0.8 0.8

1,000人以上 0.8 3.2 6.5 6.5 5.9

300～999人 0.7 1.3 2.1 1.7 1.4

100～299人 0.5 1.2 2.2 1.0 0.9

30～99人 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6

出所 ：厚生労働省「就労条件総合調査」（2000年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」）
（注）1  ．専門業務型裁量労働制は1999年まで「裁量労働制のみなし労働時間制」として調

査したものである。
2．その他の注記は表 1の（注）参照。
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
五
）

ず
、
労
使
協
定
で
定
め
た
時
間
を
労
働
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
労
使
協
定
の
時
間
は
、
所
定
労
働
時
間
で
定
め
る
ケ
ー
ス
と
、
一
定

の
所
定
外
労
働
時
間
を
含
む
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
三
年
の
労
基
法
改
正
時
に
、
企
画
業
務
型
と
同
じ
健
康
・
福
祉
確
保
措
置

と
苦
情
処
理
措
置
が
協
定
事
項
に
加
え
ら
れ
た
。

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
一
九
九
八
年
の
労
基
法
改
正
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
施
行
は
慎
重
を
期
し
て
二
〇
〇
〇
年
四
月
で
あ
っ

た
。「
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析
の
業
務
で
あ
っ
て
」、
当
該
業
務
の
性
質
上
、
適
切
に
遂

行
す
る
に
は
そ
の
方
法
を
大
幅
に
労
働
者
の
裁
量
に
委
ね
る
必
要
が
あ
る
た
め
、「
当
該
業
務
の
遂
行
の
手
段
及
び
時
間
配
分
の
決
定
等

に
関
し
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
業
務｣

に
関
す
る
裁
量
労
働
制
で
あ
る
（
労
働
基
準
法
第
三
八
条
の
四
）。
労
使

委
員
会
を
設
置
し
て
所
定
事
項
に
関
し
て
決
議
す
る
必
要
が
あ
り
、
決
議
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
使
委
員
会
が
決
議
し
た
時
間
を
労
働
し
た
も
の
と
み
な
す
が
、
適
用
に
は
対
象
労
働
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
決
議
の
内
容
に
は
健

康
・
福
祉
確
保
措
置
と
苦
情
処
理
措
置
も
含
ま
れ
て
い
る
。
〇
三
年
の
労
基
法
改
定
時
に
、
対
象
事
業
場
の
要
件
、
労
使
委
員
会
の
議
決

要
件
（
全
員
一
致
か
ら
五
分
の
四
以
上
の
多
数
）
な
ど
導
入
・
運
用
要
件
の
緩
和
が
な
さ
れ
、
〇
四
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、

対
象
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
、
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
の
実
施
状
況
を
使
用
者
が
六
ヵ
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
労
働
基
準
監
督
署
に

報
告
す
る
義
務
は
残
さ
れ
た
。

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
研
究
、
開
発
な
ど
そ
の
業
務
の
性
質
自
体
か
ら
、
業
務
の
遂
行
方
法
を
労
働
者
に
任
せ
た
方
が
効
果
的
な

裁
量
労
働
の
類
型
で
あ
り
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
は
事
業
運
営
の
企
画
、
立
案
な
ど
の
業
務
に
関
し
て
、
専
門
的
能
力
の
あ
る
労
働

者
に
任
せ
る
裁
量
労
働
の
類
型
で
あ
る
。
た
だ
、
専
門
業
務
型
は
対
象
業
務
が
限
定
さ
れ
、
企
画
業
務
型
は
実
施
の
条
件
が
厳
し
い
た
め

か
、
前
掲
・
厚
生
労
働
省
調
査
に
よ
る
と
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
と
比
べ
て
も
導
入
割
合
は
少
な
い
（
前
掲
表
6
│

②
、
③
）。
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二
〇
一
三
年
で
専
門
業
務
型
を
導
入
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
、
調
査
産
業
・
規
模
計
で
2
・
2
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
で
も
7
・
6
％
、

三
〇
〜
九
九
人
で
は
1
・
6
％
で
あ
る
。
ま
た
、
適
用
労
働
者
の
割
合
は
さ
ら
に
低
く
（
集
計
表
不
掲
載
）、
調
査
産
業
・
規
模
計
1
・
2
％
、

一
〇
〇
〇
人
以
上
1
・
6
％
、
三
〇
〜
九
九
人
0
・
8
％
。
同
じ
く
企
画
業
務
型
を
導
入
企
業
の
割
合
と
適
用
労
働
者
の
割
合
で
み
る
と
、

調
査
産
業
・
規
模
計
0
・
8
％
（
労
働
者
割
合
0
・
3
％
）、
一
〇
〇
〇
人
以
上
5
・
9
％
（
同
0
・
5
％
）、
三
〇
〜
九
九
人
0
・
6
％
（
同
0
・
2
％
）

と
な
っ
て
い
る
。

専
門
業
務
型
の
対
象
業
務
は
、
注（
21
）の
よ
う
に
研
究
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
な
ど
で
あ
り
、
関
連

す
る
業
種
や
職
種
が
限
ら
れ
る
し
、
公
認
会
計
士
、
弁
護
士
、
税
理
士
な
ど
社
会
的
専
門
職
の
場
合
は
、
通
常
の
事
業
会
社
に
雇
用
さ
れ

る
よ
り
専
門
組
織
に
所
属
す
る
か
、
社
外
で
独
立
す
る
ケ
ー
ス
の
方
が
多
い
だ
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
が
二
〇
〇
五
年
に
実
施
し
た
裁
量
労

働
制
の
施
行
状
況
調
査
（
22
）

に
よ
る
と
（
以
下
「
裁
量
労
働
制
調
査
」）、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
導
入
し
な
い
理
由
は
（
複
数
回
答
）、「
現

行
労
働
時
間
制
度
で
十
分
だ
か
ら
」
32
・
7
％
が
最
も
多
く
、「
職
場
の
管
理
が
煩
雑
と
な
る
た
め
」
23
・
5
％
が
次
に
多
い
。
ま
た
企
画

業
務
型
を
導
入
し
な
い
理
由
は
（
複
数
回
答
）、「
現
行
労
働
時
間
制
度
で
十
分
だ
か
ら
」
31
・
9
％
と
「
手
続
が
煩
雑
で
あ
る
た
め
」
31
・
9
％

が
同
じ
割
合
で
最
も
多
く
、「
職
場
の
管
理
が
煩
雑
と
な
る
た
め
」
25
・
0
％
が
そ
れ
に
続
く
。

裁
量
労
働
制
は
、
労
働
法
的
に
は
み
な
し
労
働
時
間
制
の
一
つ
で
あ
る
が
、
と
く
に
企
画
業
務
型
の
法
制
化
に
あ
た
っ
て
当
初
か
ら
喧

伝
さ
れ
て
い
た
の
は
、
労
働
を
時
間
の
長
さ
で
は
な
く
「
質
で
計
る
」「
成
果
で
計
る
」
仕
組
み
で
あ
り
、
成
果
主
義
に
対
応
す
る
労
働

時
間
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
労
働
時
間
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
律
的
で
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な
働
き
方
を
通
し
て
知
的
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
創
造
的
な
業
務
遂
行
を
可
能
に
す
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
面
を
強
調
し
た
い
。
自
己
の

裁
量
で
労
働
す
る
こ
と
は
従
業
員
の
働
き
が
い
に
も
つ
な
が
る
。
た
だ
し
、
現
状
の
裁
量
労
働
制
に
は
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
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わ
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お
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労
働
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間
の
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働
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間
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「
五
」
で
検
討
す
る
。

5　

在
宅
勤
務

Ｉ
Ｃ
Ｔ
（Inform

ation and C
om
m
unication T

echnology

＝
情
報
通
信
技
術
）
の
発
達
で
、
効
率
的
な
テ
レ
ワ
ー
ク
（telew

ork

）
が
可
能

に
な
っ
た
。
テ
レ
ワ
ー
ク
と
は
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
遠
隔
型
勤
務
の
こ
と
で
、
場
所
や
時
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟

な
働
き
方
で
あ
る
。
総
務
省
「
平
成
二
四
年　

通
信
利
用
動
向
調
査
」
に
よ
る
と
、
従
業
員
一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
で
何
ら
か
の
テ
レ

ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
い
る
割
合
は
11
・
5
％
で
あ
っ
た
。
自
営
業
や
請
負
業
の
形
態
に
よ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
も
あ
る
が
、
雇
用
労
働
者
の
テ

レ
ワ
ー
ク
と
し
て
代
表
的
な
の
は
、
モ
バ
イ
ル
ワ
ー
ク
（
23
）

の
ほ
か
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
自
宅
な
ど
で
働
く
テ
レ
コ
ミ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

（telecom
m
uting

）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
在
宅
勤
務
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
国
土
交
通
省
『
平
成
二
四
年
度　

テ
レ
ワ
ー
ク
人
口
実
態
調

査
』
の
推
計
に
よ
る
と
、
自
宅
で
週
一
分
以
上
仕
事
を
し
て
い
る
「
雇
用
型
在
宅
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
（
24
）

」
は
約
七
一
〇
万
人
、
雇
用
者
に
占

め
る
割
合
は
12
・
5
％
で
、
二
〇
一
一
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る
。

在
宅
勤
務
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
仕
事
の
進
め
方
と
時
間
配
分
を
労
働
者
自
身
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
管
理
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
始
終
業
時
刻
や
休
憩
時
間
に
制
約
は
な
く
、
自
己
の
意
に
反
し
て
仕
事
を
中
断
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
、
業
務
遂
行
の

継
続
性
は
保
た
れ
る
し
、
仕
事
に
集
中
で
き
る
。
ま
た
、
通
勤
時
間
が
な
い
の
で
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
、
そ
の
分
の
時
間
を
自
己
啓
発
を
始

め
と
し
て
有
効
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
実
は
以
下
の
よ
う
に
色
々
あ
る
（
25
）

。
①
通
勤
時
間
は
私
的
な
時
間
か
ら
勤
務
時
間
に
移
行
す
る
頭
の
切
り
替
え
時

間
だ
が
、
在
宅
勤
務
で
は
こ
の
切
り
替
え
が
曖
昧
に
な
る
。
②
通
勤
時
間
分
の
余
裕
が
で
き
る
の
で
、
か
え
っ
て
仕
事
の
ペ
ー
ス
が
非
効
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率
的
に
な
る
。
③
労
働
時
間
が
自
己
管
理
に
な
る
と
、
組
織
的
な
抑
制
が
な
い
の
で
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
な
り
や
す
い
。
④
職
と
住
の
境

界
線
を
曖
昧
に
し
、
仕
事
に
対
す
る
緊
張
感
が
欠
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
局
と
し
て
あ
る
は
ず
の
家
庭
に
お
け
る
リ
ラ
ッ
ク
ス
感
が
不

十
分
に
な
る
。
⑤
精
神
的
強
靱
さ
が
な
い
と
生
活
面
の
自
己
管
理
が
ル
ー
ズ
に
な
り
、
ま
た
運
動
不
足
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
人
に
よ
っ

て
は
孤
独
感
、
疎
外
感
を
抱
き
や
す
い
。
⑤
と
く
に
問
題
な
の
は
、
対
面
的
な
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
ク
な
ら
可
能
な
職
場
の
仲
間
同
士
で
教
え

合
う
こ
と
に
よ
る
問
題
解
決
、
同
僚
間
の
相
互
誘
発
で
生
じ
る
新
し
い
発
想
や
創
造
的
発
見
の
機
会
が
減
少
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
面
を
含
め
て
、
効
率
的
な
働
き
方
、
弾
力
的
な
就
業
方
法
と
し
て
在
宅
勤
務
を
と
り
上
げ
た
が
、
高
齢
者
、
障
害

者
、
育
児
・
介
護
担
当
者
を
活
用
で
き
る
勤
務
制
度
で
も
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
の
運
用
で
在
宅
勤
務
を
認
め
て

い
る
企
業
も
あ
り
、
厚
生
労
働
省
通
達
「
在
宅
勤
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
れ
ば
（
26
）

、
一
定
の
要
件
で
在
宅
勤
務
を
事
業
場
外
み
な
し
労
働

時
間
制
（
労
基
法
第
三
八
条
の
二
）
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
わ
が
国
の
多
く
の
雇
用
労
働
者
の
働
き
方
が
組
織
労
働
、
チ
ー

ム
に
よ
る
活
動
中
心
で
あ
る
こ
と
や
、
前
述
し
た
在
宅
勤
務
の
デ
メ
リ
ッ
ト
面
を
考
慮
す
れ
ば
、
恒
常
的
な
在
宅
勤
務
は
有
効
と
は
い
え

な
い
。
週
に
一
〜
二
度
、
個
人
的
な
業
務
に
集
中
し
て
従
事
す
る
場
合
に
在
宅
勤
務
を
選
択
す
る
形
態
が
、
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
デ
メ

リ
ッ
ト
を
補
う
方
法
と
し
て
妥
当
で
あ
る
（
27
）

。
前
掲
テ
レ
ワ
ー
ク
人
口
実
態
調
査
で
は
、
二
〇
一
二
年
の
雇
用
型
在
宅
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に

よ
る
平
均
在
宅
勤
務
時
間
は
週
一
三
・
五
時
間
で
あ
っ
た
。

五　

仕
事
と
労
働
時
間
の
関
係
性
の
考
察

1　

長
時
間
労
働
を
も
た
ら
す
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度

柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
は
、
知
的
生
産
性
の
高
い
労
働
、
高
付
加
価
値
の
創
造
的
な
業
務
遂
行
だ
け
で
な
く
、
従
業
員
に
よ
る
自
律
的
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
五
九
）

な
労
働
時
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
効
率
的
業
務
遂
行
で
、
時
間
短
縮
の
効
果
も
期
待
し
て
導
入
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
現
実
に
は
時
短
に
は

つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
前
掲
・
厚
生
労
働
省
「
裁
量
労
働
制
調
査
」
で
は
、
専
門
業
務
型
の
一
日
の
み
な
し
労
働
時
間
は
平
均

八
時
間
二
六
分
、
実
労
働
時
間
は
平
均
九
時
間
九
分
で
、
企
画
業
務
型
は
そ
れ
ぞ
れ
八
時
間
三
分
、
九
時
間
二
分
で
あ
っ
た
。
ま
た

二
〇
一
三
年
に
行
わ
れ
た
別
の
厚
生
労
働
省
調
査
（
28
）

で
は
、
専
門
業
務
型
の
一
日
の
み
な
し
労
働
時
間
は
平
均
八
時
間
三
二
分
だ
が
、
実
労

働
時
間
は
平
均
的
な
者
の
平
均
で
九
時
間
二
〇
分
、
最
長
の
者
の
平
均
で
一
二
時
間
三
八
分
、
企
画
業
務
型
は
そ
れ
ぞ
れ
八
時
間
一
九
分
、

九
時
間
一
六
分
、
一
一
時
間
四
二
分
で
あ
る
（
た
だ
し
こ
の
時
間
数
は
、
裁
量
労
働
制
適
用
者
の
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
を
講
じ
る
た
め
に
使
用
者

に
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
労
働
時
間
の
状
況
で
あ
る
）。「
裁
量
労
働
制
調
査
」
に
よ
る
と
、
裁
量
労
働
制
の
適
用
に
不
満
を
感
じ

て
い
る
労
働
者
の
不
満
の
内
容
は
（
複
数
回
答
）、
専
門
業
務
型
の
場
合
、
業
務
量
が
過
大
48
・
9
％
、
労
働
時
間
（
在
社
時
間
）
が
長
い

45
・
6
％
で
あ
り
、
企
画
業
務
型
の
場
合
は
、
業
務
量
が
過
大
46
・
2
％
、
労
働
時
間
（
在
社
時
間
）
が
長
い
39
・
1
％
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
柔
軟
な
労
働
時
間
は
時
短
に
つ
な
が
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
長
時
間
労
働
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
ま
ず
、
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
だ
け
で
な
く
変
形
労
働
時
間
制
や
時
間
管
理
な
し
、
な
ど
も
含
め
た
広
い
意
味
の
「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な

労
働
者
」
の
総
労
働
時
間
が
長
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
29
）

。
柔
軟
に
い
つ
で
も
働
け
る
仕
組
み
は
、「
い
つ
も
働
い
て
し
ま
う
」

長
時
間
労
働
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
勤
務
時
間
制
度
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
月
間
総
労
働
時
間
は
裁
量
労
働

制
で
長
く
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
で
は
あ
ま
り
長
く
な
い
。
裁
量
労
働
制
の
方
が
、
残
業
時
間
、
賃
金
不
払
労
働
時

間
（
サ
ー
ビ
ス
残
業
時
間
）
と
も
長
い
か
ら
で
あ
る
（
30
）

。
こ
の
差
は
、
裁
量
労
働
制
の
場
合
、
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
を
講
じ
る
前
提
と
し
て

企
業
に
適
用
労
働
者
の
在
社
時
間
（
在
館
時
間
）
等
の
把
握
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
労
働
時
間
自
体
を
厳
密
に
把
握
し
て

い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
一
方
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
場
合
は
一
定
期
間
内
で
の
労
働
時
間
精
算
が
あ
る
の
で
、
企
業
が
時
間
数
を
把
握

七
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
六
〇
）

す
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

仕
事
の
裁
量
性
に
は
、
①
仕
事
手
順
の
裁
量
性
と
②
仕
事
量
の
裁
量
性
が
あ
る
と
い
う
が
（
31
）

、
筆
者
は
さ
ら
に
③
仕
事
納
期
（
期
限
、
締

切
）
の
裁
量
性
を
加
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
（
32
）

。
裁
量
労
働
と
い
っ
て
も
、
通
常
与
え
ら
れ
る
の
は
「
当
該
業
務
の
遂
行
手
段
や
時
間
配
分

の
決
定
」
つ
ま
り
仕
事
手
順
の
裁
量
性
で
あ
っ
て
、
仕
事
量
や
納
期
の
裁
量
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
目
標
管
理
制
度
を
導
入
し
、

達
成
す
べ
き
仕
事
の
量
と
期
限
、
質
を
上
司
と
裁
量
労
働
制
適
用
者
が
話
し
合
っ
て
合
意
す
る
に
し
て
も
、
前
提
と
な
る
の
は
企
業
目
標
、

部
門
目
標
、
所
属
セ
ク
シ
ョ
ン
の
目
標
で
あ
っ
て
、
上
位
目
標
を
無
視
し
て
目
標
は
設
定
で
き
な
い
。
仕
事
量
と
納
期
の
裁
量
性
が
少
な

け
れ
ば
、
手
順
の
裁
量
性
が
あ
っ
て
も
労
働
時
間
は
長
く
な
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
・
厚
労
省
「
裁
量
労
働
制

調
査
」
の
適
用
労
働
者
調
査
に
よ
る
と
、
上
司
か
ら
具
体
的
な
仕
事
内
容
の
指
示
が
あ
る
の
は
專
門
業
務
型
15
・
5
％
、
企
画
業
務
型
10
・
0
％

で
あ
り
、
業
務
の
遂
行
手
段
、
時
間
配
分
を
含
め
て
上
司
か
ら
具
体
的
な
指
示
が
あ
る
の
は
専
門
業
務
型
2
・
8
％
、
企
画
業
務
型
は
1
・
6
％

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
裁
量
の
幅
が
狭
い
裁
量
労
働
制
適
用
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
仕
事
志
向
の
強
い
人
の
総
実
働
時
間
が
長
く
な
る
、
と
い
う
い
わ
ば
通
念
を
実
証
し
た
研
究
結
果
も
あ
る
（
33
）

。
法
制
度
や
仕
組
み

だ
け
で
な
く
、
個
人
特
性
も
労
働
時
間
管
理
で
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2　

労
働
時
間
と
仕
事
の
質
・
量

二
〇
〇
六
年
一
月
、
厚
生
労
働
省
に
設
け
ら
れ
た
「
今
後
の
労
働
時
間
制
度
に
関
す
る
研
究
会
」
の
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中

で
、「
新
し
い
自
律
的
な
労
働
時
間
制
度
」
と
し
て
い
わ
ゆ
る
日
本
型
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
が
提
案
さ
れ
た
が
、
結

果
的
に
法
案
化
は
見
送
ら
れ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
報
告
書
に
頻
繁
に
出
て
き
た
「
自
律
的
に
働
き
、
か
つ
、
労
働
時
間
の
長
短

七
四
四



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
一
）

で
は
な
く
、
成
果
や
能
力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
労
働
者
」
と
い
う
記
述
が
問
題
で
あ
る
。
現
行
の
裁
量
労
働
制

が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
も
強
調
さ
れ
た
「
労
働
時
間
の
長
さ
で
は
な
く
成
果
で
評
価
す
る
」
と
同
じ
論
調
で
あ
る
。
労
働
の
成
果
は
労
働

時
間
と
全
く
関
係
な
い
、
と
い
っ
た
極
論
さ
え
あ
る
。

し
か
し
、
組
織
で
普
通
に
仕
事
を
す
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、
労
働
の
基
本
は
「
働
く
時
間
の
長
さ
」
で
あ
る
。
一
定
水
準
の
質
と
量
か

ら
な
る
仕
事
を
こ
な
す
た
め
に
は
、
標
準
的
に
あ
る
い
は
最
低
限
か
け
る
べ
き
労
働
時
間
の
長
さ
は
存
在
す
る
。
そ
れ
を
前
提
に
、
ど
れ

だ
け
効
率
よ
く
高
い
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
専
門
業
務
型
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
業
務
に
記

事
の
取
材
や
編
集
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
世
界
な
ら
と
も
か
く
、
現
実
に
取
材
し
て
記
事
を
書
く
と
い
う
の
は
地
味
な
仕
事
で
あ
る
。

一
見
知
的
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
物
量
作
業
を
こ
な
す
力
仕
事
で
も
あ
る
。
働
く
時
間
は
関
係
な
い
ど
こ
ろ
か
、
大
い
に
関
係
す

る
と
い
う
の
が
経
験
に
基
づ
く
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。
働
く
時
間
は
関
係
す
る
が
、
そ
の
配
分
等
を
従
業
員
に
任
せ
る
こ
と
で
や
る
気
を

高
め
、
生
産
性
や
創
造
性
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
裁
量
労
働
制
で
あ
る
。
裁
量
労
働
制
で
総
実
労
働
時
間
が
長
く
な
る
と
い
う
の

は
、
対
象
に
な
っ
た
労
働
者
が
質
・
量
と
も
に
高
い
成
果
を
出
そ
う
と
し
て
働
き
す
ぎ
る
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
仕
事
が
で
き
る
従
業

員
に
仕
事
が
集
中
し
、
偏
在
す
る
傾
向
も
あ
る
。

ま
た
、「
労
働
時
間
の
長
短
で
は
な
く
、
成
果
や
能
力
な
ど
に
よ
り
評
価
さ
れ
る
」
と
い
う
が
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
定
型

的
業
務
に
従
事
し
て
時
給
で
働
く
ケ
ー
ス
は
と
も
か
く
、
わ
が
国
の
正
社
員
を
労
働
時
間
の
長
短
で
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
時

間
外
労
働
も
含
め
た
総
実
働
時
間
の
長
い
従
業
員
を
プ
ラ
ス
に
評
価
し
、
所
定
労
働
時
間
あ
る
い
は
少
な
い
時
間
外
労
働
で
業
務
を
遂
行

し
て
い
る
従
業
員
を
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
す
る
企
業
な
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
る
。
担
当
業
務
を
時
間
外
労
働
ま
で
し
て
完
遂
し
た

従
業
員
に
意
欲
・
態
度
考
課
の
「
責
任
性
」
で
プ
ラ
ス
に
評
価
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
従
業
員
は
能
力
考
課
で
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
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五
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巻
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月
）

（
一
二
六
二
）

さ
れ
、
所
定
労
働
時
間
内
で
遂
行
で
き
た
仕
事
の
量
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
成
績
考
課
も
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
が
一
般
的
な
人
事
考
課

の
ル
ー
ル
で
あ
る
（「
仕
事
の
量
」
と
い
う
考
課
要
素
は
、
所
定
労
働
時
間
内
に
ど
れ
だ
け
の
仕
事
量
を
こ
な
し
た
か
も
着
眼
点
に
す
る
）。

3　

労
働
時
間
と
賃
金
の
関
係

労
働
時
間
の
長
短
で
評
価
す
る
と
い
う
意
味
が
、
働
い
た
時
間
で
賃
金
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
な
ら
そ
れ
も
わ
が
国
の
現
実
と
は
異
な

る
。
時
給
制
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
賃
金
は
確
か
に
働
い
た
時
間
数
で
金
額
が
決
ま
る
し
、
派
遣
労
働
者
も
通
常
は
時
給
制
で
あ
る
。

ま
た
、
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
（
労
基
法
第
三
七
条
）
は
、
時
間
当
た
り
賃
金
に
割
増
率
を
乗
じ
て
計
算
す
る
が
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則

第
一
九
条
）、
そ
れ
は
割
増
賃
金
を
算
出
す
る
技
術
的
な
処
理
の
問
題
で
あ
る
。
日
給
制
、
日
給
月
給
制
、
完
全
月
給
制
の
正
規
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
（
有
期
契
約
社
員
も
）
の
所
定
労
働
時
間
内
賃
金
は
、
一
日
の
所
定
労
働
時
間
数
あ
る
い
は
一
ヵ
月
平
均
の
所
定
労
働
時
間
数
で

働
く
こ
と
を
前
提
に
個
人
別
に
決
定
さ
れ
る
が
、
同
じ
労
働
時
間
数
で
も
、
基
本
給
（
基
本
的
賃
金
部
分
）
は
本
人
の
職
務
遂
行
能
力
、
担

当
す
る
職
務
、
担
う
役
割
、
上
げ
た
成
果
・
業
績
で
、
年
功
的
な
場
合
は
勤
続
年
数
や
年
齢
な
ど
の
相
違
に
よ
っ
て
個
別
に
決
定
さ
れ
る

し
、
諸
手
当
は
特
定
条
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
（
34
）

。
同
じ
時
間
働
い
て
も
様
々
な
要
素
で
賃
金
額
は
異
な
り
、
労
働
時
間
の
長
短
で
賃
金

が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
し
た
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
と
、
日
給
制
や
日
給
月
給
制
の
場
合
に
欠
勤
、
遅
刻
等
の
欠
務

時
間
分
の
賃
金
を
控
除
す
る
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
労
働
時
間
の
長
短
で
賃
金
が
決
ま
る
こ
と
は
な
い
。

労
働
法
の
研
究
者
の
中
に
は
、
八
七
年
労
基
法
改
正
で
裁
量
労
働
制
を
設
け
た
こ
と
に
よ
り
「
労
働
の
量
に
よ
っ
て
で
は
な
く
質
な
い

し
成
果
に
よ
る
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
（
35
）

」
と
評
す
る
論
者
も
い
る
。
つ
ま
り
、
裁
量
労
働
制
の
制
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
労

働
時
間
と
賃
金
の
対
応
関
係
を
切
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
外
労
働
の
計
算
以
外
、
労
働
基
準
法
に
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労
働
時
間
の
長
さ
と
賃
金
を
関
連
付
け
る
規
定
は
八
七
年
改
正
ま
で
も
な
か
っ
た
し
（
36
）

、
今
も
な
い
。
法
的
な
面
か
ら
い
え
ば
こ
れ
ま
で
も

労
働
の
質
や
成
果
で
自
由
に
賃
金
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
実
際
に
わ
が
国
の
企
業
実
務
で
は
労
働
時
間
の
長
さ
以
外
の
要
素
で
賃

金
を
決
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

六　

裁
量
労
働
制
の
適
正
な
運
用
│
む
す
び
に
か
え
て

最
後
に
、
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度
と
く
に
長
時
間
労
働
に
つ
な
が
り
問
題
の
多
い
裁
量
労
働
制
が
適
正
に
機
能
す
る
た
め
の
条
件
を
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
課
題
は
あ
る
も
の
の
、
筆
者
は
裁
量
労
働
制
自
体
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
、
労
働
時
間
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
通
じ
て
裁
量
度
の
高
い
自
律
し
た
働
き
方
を
実
現
し
、
知
的
生
産
性
の
向
上
と
創
造
的
な
業
務
遂
行
、
ひ
い
て
は
働
き
が
い
に
つ
な

が
る
可
能
性
の
あ
る
仕
組
み
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
法
規
定
の
制
定
時
に
喧
伝
さ
れ
た
労
働
時
間
短
縮
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
Ｌ
Ｂ
）
の
理
念
か
ら
は
外
れ
る
面
も
出
て
い
る
。
裁
量
労
働
制
適
用
者
の
仕
事
の
や
り
が
い
感
は
高
い
が

Ｗ
Ｌ
Ｂ
満
足
度
は
低
い
、
と
い
う
研
究
結
果
も
あ
る
（
37
）

。

前
述
し
た
と
お
り
、
仕
事
の
裁
量
性
に
は
①
手
順
の
裁
量
性
、
②
量
の
裁
量
性
、
③
納
期
（
期
限
）
の
裁
量
性
が
あ
り
、
裁
量
労
働
制

の
場
合
は
実
態
と
し
て
①
仕
事
の
手
順
つ
ま
り
遂
行
方
法
・
手
段
、
時
間
配
分
に
関
す
る
裁
量
度
は
高
い
が
、
②
量
や
③
納
期
の
裁
量
性

は
低
い
。
階
層
化
さ
れ
た
組
織
労
働
で
は
、
②
や
③
は
与
件
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
に
、
わ
が
国
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働

者
は
、
新
人
時
代
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
業
務
従
事
者
は
別
と
し
て
、
中
堅
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
に
な
れ
ば
仕
事
量
や
納
期
の
裁
量
性
が
あ
ま
り
な

く
て
も
、
仕
事
手
順
の
裁
量
性
は
こ
れ
ま
で
も
有
し
て
い
た
。
仕
事
の
質
と
量
と
納
期
の
目
標
が
上
司
と
共
有
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
後
の
業

務
遂
行
手
段
や
時
間
配
分
つ
ま
り
仕
事
の
や
り
方
を
逐
一
上
司
か
ら
指
示
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
で
な
く
、
大
き
な
環
境
・
条
件
の
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変
化
が
な
い
限
り
、
か
な
り
裁
量
的
に
進
め
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
の
延
長
線
上
に
裁
量
労
働
制

は
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。

裁
量
労
働
制
で
仕
事
量
を
自
分
で
決
定
で
き
れ
ば
Ｗ
Ｌ
Ｂ
満
足
度
が
高
く
な
る
（
38
）

の
は
当
然
だ
が
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
可
能
に
な

る
か
。
基
本
に
な
る
の
は
、
裁
量
労
働
制
適
用
者
と
そ
の
上
司
が
、
事
業
年
度
の
冒
頭
あ
る
い
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
案
件
開
始
前
に
面
談
し

話
し
合
っ
て
、
達
成
す
べ
き
仕
事
の
量
と
納
期
（
期
限
、
締
切
）
そ
し
て
質
・
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
合
意
し
、
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な

に
よ
り
も
適
用
労
働
者
の
納
得
性
が
高
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
仕
事
の
総
量
に
つ
い
て
は
与
件
の
部
分
も
あ
る
の
で
、
部
門
や

職
場
に
お
け
る
個
々
の
従
業
員
や
裁
量
労
働
制
適
用
者
に
ど
う
適
正
に
配
分
す
る
か
が
重
要
に
な
る
。
部
門
や
職
場
の
管
理
者
の
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
い
っ
た
ん
業
務
、
職
務
を
割
り
当
て
て
も
固
定
す
る
の
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
修
正
、

再
配
分
す
る
余
地
を
残
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
だ
。

し
か
し
、
職
場
に
仕
事
の
量
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
す
べ
て
任
せ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
（
39
）

。
企
業
が
組
織
と
し
て
、
対
象
者
の
在
社
時

間
（
在
館
時
間
）
を
把
握
し
て
異
常
に
長
け
れ
ば
注
意
を
促
し
、
健
康
診
断
の
頻
度
を
増
や
し
、
苦
情
処
理
の
窓
口
を
設
置
す
る
な
ど
裁

量
労
働
制
導
入
の
法
定
要
件
を
確
実
に
実
行
し
、
側
面
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
適
用
者
の
自
己
管
理
能
力
を
高
め

る
た
め
に
、
仕
事
管
理
に
関
す
る
研
修
を
適
用
者
同
士
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
面
談
に
よ
る
仕
事
量

の
合
意
、
納
得
の
ほ
か
、
様
々
な
支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
一
年
を
通
し
て
み
れ
ば
、
み
な
し
労
働
時
間
を
あ
ま
り
超
過

し
な
い
実
労
働
時
間
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

恒
常
的
な
長
時
間
労
働
は
非
効
率
的
で
あ
り
、
生
産
性
は
低
下
す
る
し
、
明
日
へ
向
け
た
能
力
開
発
の
時
間
が
取
れ
な
い
の
で
、
経
営

に
と
っ
て
も
従
業
員
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
長
く
か
つ
多
く
働
く
こ
と
を
選
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わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
五
）

好
す
る
裁
量
労
働
制
適
用
者
は
存
在
す
る
。
と
く
に
仕
事
が
で
き
て
責
任
感
の
強
い
適
用
者
は
長
時
間
労
働
の
傾
向
が
あ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
戦
略
的
製
品
の
開
発
で
市
場
化
の
期
限
が
迫
っ
て
い
た
り
、
取
引
先
へ
の
納
期
の
関
係
な
ど
で
、
集
中
的
に
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
原
因
と
す
る
一
時
的
な
長
時
間
労
働
も
あ
な
が
ち
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

あ
る
時
期
集
中
的
に
労
働
し
た
適
用
者
に
は
、
一
週
間
以
上
の
ま
と
ま
っ
た
休
暇
を
半
ば
強
制
的
に
取
得
さ
せ
る
な
ど
、
裁
量
労
働
制
に

は
メ
リ
ハ
リ
の
き
い
た
運
用
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

そ
の
基
に
な
っ
た
の
は
「
国
際
協
調
の
た
め
の
経
済
構
造
調
整
研
究
会
報
告
書
」（
一
九
八
六
年
四
月
）
で
あ
る
。
座
長
の
前
川
晴
雄
・
元
日

銀
総
裁
の
名
か
ら
「
前
川
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
翌
八
七
年
に
は
年
間
一
八
〇
〇
時
間
と
い
う
具
体
的
な
労
働
時
間
の
目
標
を
掲
げ
た

「
経
済
審
議
会
経
済
構
造
特
別
部
会
報
告
│
構
造
調
整
の
指
針
│
」
い
わ
ゆ
る
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
が
提
出
さ
れ
た
（
一
九
八
七
年
四
月
）。
そ
し
て
、

一
九
八
八
年
五
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
世
界
と
と
も
に
生
き
る
│
経
済
運
営
五
ヵ
年
計
画
」
に
、
年
間
総
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
へ
の
短
縮
が

盛
り
込
ま
れ
た
。

（
2
） 

常
時
一
〇
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
商
業
、
映
画
・
演
劇
業
（
映
画
の
制
作
業
を
除
く
）、
保
健
衛
生
業
、
接
客
娯
楽
業
は
「
一
週
四
四

時
間
、
一
日
八
時
間
」
で
あ
る
（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
二
五
条
の
二
第
一
項
）

（
3
） 

段
階
的
移
行
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
平
成
二
二
年
版　

労
働
基
準
法
上
│
労
働
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
3
│
』（
労
務
行

政
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
四
頁
│
三
九
五
頁
参
照
。

（
4
） 

年
次
有
給
休
暇
の
法
改
正
の
推
移
に
関
し
て
は
、
同
上
書
五
七
七
頁
参
照
。

（
5
） 

所
定
労
働
時
間
は
、
始
業
時
刻
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
時
間
数
か
ら
休
憩
時
間
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
6
） 

「
平
成
二
五
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
に
よ
る
と
、
何
ら
か
の
週
休
二
日
制
を
採
用
し
て
い
る
企
業
の
割
合
と
完
全
週
休
二
日
制
採
用
企
業

の
割
合
は
、
調
査
産
業
・
企
業
規
模
計
が
85
・
3
％
（
完
全
46
・
0
％
）、
一
〇
〇
〇
人
以
上
90
・
2
％
（
完
全
69
・
5
％
）、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人
88
・
4
％
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（
完
全
62
・
0
％
）、
一
〇
〇
〜
二
九
九
人
89
・
6
％
（
完
全
54
・
2
％
）、
三
〇
〜
九
九
人
83
・
8
％
（
完
全
41
・
7
％
）
と
、
何
ら
か
の
週
休
二
日
制
採

用
割
合
は
各
規
模
と
も
80
％
を
超
え
て
い
る
が
、
完
全
週
休
二
日
制
に
な
る
と
小
企
業
は
（
し
た
が
っ
て
規
模
計
も
）
50
％
を
割
っ
て
い
る
。

（
7
） 
参
考
ま
で
に
、
資
本
金
五
億
円
以
上
・
従
業
員
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
各
業
種
大
手
企
業
を
対
象
に
し
た
、
中
央
労
働
委
員
会
の
「
平
成
二
四
年

賃
金
事
情
等
総
合
調
査
」
の
労
働
時
間
調
査
で
は
、
本
社
事
務
の
平
均
年
間
休
日
数
は
一
二
二
・
〇
日
で
あ
り
、
分
布
は
一
二
〇
日
以
上
一
二
五
日

未
満
が
五
五
・
三
％
で
最
も
多
い
。
ま
た
、
東
京
都
産
業
労
働
局
が
都
内
の
三
〇
〇
人
未
満
企
業
を
対
象
に
実
施
し
た
「
平
成
二
三
年　

中
小
企
業

の
賃
金
事
情
調
査
」
の
労
働
時
間
に
関
す
る
調
査
で
は
、
平
均
年
間
休
日
数
は
一
一
六
日
で
あ
り
、
分
布
は
一
二
一
日
以
上
が
四
四
・
八
％
で
最
も

多
か
っ
た
。
年
間
休
日
数
し
た
が
っ
て
年
間
労
働
時
間
数
に
は
、
規
模
別
、
業
種
別
に
差
が
あ
る
が
、
地
域
差
も
あ
り
、
大
企
業
の
本
社
が
多
い
東

京
の
場
合
は
、
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
中
小
企
業
で
も
休
日
数
は
多
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

参
考
ま
で
に
前
掲
・
中
労
委
平
成
二
四
年
調
査
を
み
る
と
、
本
社
事
務
の
制
度
上
の
年
間
所
定
労
働
時
間
は
一
八
七
七
時
間
九
分
で
あ
り
、
東

京
都
平
成
二
三
年
調
査
で
は
制
度
上
の
年
間
所
定
労
働
時
間
が
一
九
〇
二
時
間
七
分
で
あ
っ
た
。
両
調
査
と
も
、
欠
勤
、
遅
刻
、
年
休
取
得
等
の
欠

務
時
間
を
差
し
引
か
ず
、
時
間
外
労
働
を
加
え
な
い
制
度
上
の
所
定
労
働
時
間
の
水
準
で
あ
る
。

（
9
） 

表
3
の
﹇　

﹈
内
は
二
〇
一
二
年
調
査
に
お
け
る
事
業
所
規
模
五
人
以
上
計
の
集
計
数
値
で
あ
り
、
常
用
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

区
分
に
関
し
て
は
、
規
模
三
〇
人
以
上
計
の
事
業
所
よ
り
各
労
働
時
間
と
も
短
い
。
し
か
し
、
一
般
労
働
者
の
区
分
に
関
し
て
は
、
所
定
外
は
短
い

が
所
定
内
、
総
実
労
働
時
間
は
長
い
。
事
業
所
規
模
五
人
以
上
計
の
常
用
労
働
者
区
分
の
労
働
時
間
の
方
が
短
い
の
は
、
パ
ー
ト
比
率
が
三
〇
人
以

上
事
業
所
計
よ
り
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
高
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。

な
お
、
同
調
査
を
時
系
列
的
に
み
る
と
、
一
般
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、
規
模
五
人
以
上
計
の
方
が
三
〇
人
以
上
計
よ
り
所
定
内
は
長
く
、
所
定

外
は
短
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
所
定
内
労
働
時
間
が
長
け
れ
ば
所
定
外
労
働
時
間
は
短
い
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
が
働
け
る
労
働
時
間

に
は
あ
る
程
度
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
10
） 

『
平
成
二
二
年
版　

労
働
経
済
白
書
』
五
四
頁
│
五
五
頁
参
照
。

（
11
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
比
較
（
二
〇
一
三
年
版
）』
一
九
二
頁
。

（
12
） 

「
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
等
（
負
傷
に
起
因
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
二
日　

基
発

七
五
〇



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
七
）

一
〇
六
三
号
）。

（
13
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
日
本
の
長
時
間
労
働
・
不
払
い
労
働
時
間
の
実
態
と
実
証
分
析
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
22
、
二
〇
〇
五

年
）、
同
『
働
き
方
の
現
状
と
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
』（JIL
P
T

　

調
査
シ
リ
ー
ズ
№
20
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
働
く
場
所
と
時

間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
106
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
『
仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間
』（
労
働
政
策
研

究
報
告
書
№
128
、
二
〇
一
一
年
）。

（
14
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
で
は
、
同
上
各
報
告
書
で
、
労
働
者
個
人
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
基
に
月
間
の
不
払
い
労
働
時
間
を
推
計

し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
調
査
で
は
平
均
一
六
・
六
時
間
だ
が
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
が
47
・
8
％
お
り
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
を
除
く
と
35
・
4
時
間
で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
五
年
調
査
で
は
平
均
一
六
・
三
時
間
で
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
が
46
・
5
％
あ
る
の
で
そ
れ
を
除
く
平
均
は
三
四
・
五
時
間
。
二
〇
〇
八
年
調

査
で
は
不
払
労
働
ゼ
ロ
は
59
・
6
％
で
、
平
均
は
算
出
し
て
お
ら
ず
、
不
払
労
働
「
一
〜
一
〇
時
間
」
が
11
・
5
％
と
最
も
多
い
分
布
だ
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
調
査
に
よ
る
と
、
非
管
理
職
の
平
均
不
払
労
働
時
間
は
一
三
・
二
時
間
で
、
不
払
労
働
ゼ
ロ
も
58
・
8
％
あ
り
、
最
も
多
い
分
布
は
「
一

〜
二
〇
時
間
未
満
」
16
・
7
％
だ
っ
た
。

（
15
） 

浜
村　

彰
「
労
働
時
間
規
制
の
目
的
と
手
段
」『
講
座
21
世
紀
の
労
働
法　

第
5
巻　

賃
金
と
労
働
時
間
』
第
九
章
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）

一
七
八
頁
。

（
16
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
関
す
る
調
査
』（JIL

P
T

　

調
査
シ
リ
ー
ズ
№
85
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
頁
以
下
参

照
。

（
17
） 

三
〇
年
以
上
前
、
筆
者
が
人
事
・
労
務
管
理
専
門
誌
の
編
集
記
者
だ
っ
た
こ
ろ
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
企
業
の
日
本
支
社
で
労
働
時
間
管
理
の
取

材
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
年
間
所
定
労
働
時
間
数
で
双
方
が
一
致
し
な
い
。
筆
者
は
日
本
の
慣
行
ど
お
り
年
次
有
給
休
暇
取
得
を
含

め
な
い
で
年
間
「
所
定
」
労
働
時
間
を
計
算
し
、
先
方
は
年
休
完
全
取
得
を
前
提
に
年
間
「
所
定
」
労
働
時
間
を
計
算
す
る
の
で
、
百
数
十
時
間
の

差
が
出
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
も
そ
の
西
ド
イ
ツ
企
業
で
は
年
休
が
完
全
取
得
さ
れ
て
い
る
の
で
同
社
の
計
算
方
法
が
正
し
い
の
だ
が
、
年
休
の
取

得
に
関
す
る
彼
我
の
意
識
の
差
に
お
ど
ろ
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
18
） 

「
使
用
者
は
労
働
者
に
半
日
単
位
で
付
与
す
る
義
務
は
な
い
」（
昭
二
四
・
七
・
七　

基
収
一
四
二
八
号
、
昭
六
三
・
三
・
一
四　

基
発
一
五
〇

七
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
六
八
）

号
・
婦
発
第
四
七
号
、
平
二
一
・
五
・
二
九　

基
発
〇
五
二
九
〇
〇
一
号
）
と
、
消
極
的
表
現
で
半
日
単
位
の
年
休
を
認
め
て
い
る
。

（
19
） 

こ
の
間
に
日
本
産
業
分
類
等
の
改
定
が
あ
る
が
、
時
系
列
で
大
ま
か
な
傾
向
を
把
握
す
る
の
に
は
問
題
な
い
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
『
平
成

二
五
年
版　

労
働
経
済
白
書
』
第
二
章
第
二
節
で
も
就
業
構
造
の
サ
ー
ビ
ス
化
を
分
析
し
て
い
る
。
筆
者
と
は
数
値
の
取
り
方
が
若
干
違
っ
て
い
る

が
、
結
論
に
違
い
は
な
い
。

（
20
） 

参
考
ま
で
に
前
掲
・
中
労
委
平
成
二
四
年
調
査
を
み
る
と
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
採
用
率
は
77
・
0
％
で
あ
り
、
東
京
都
平
成
二
三
年
調

査
で
は
8
・
5
％
で
あ
っ
た
。

（
21
） 

以
下
の
一
九
業
務
で
あ
る
。
①
新
商
品
・
技
術
の
研
究
開
発
ま
た
は
人
文
科
学
・
社
会
科
学
の
研
究
の
業
務
、
②
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
分

析
・
設
計
の
業
務
、
③
記
事
の
取
材
・
編
集
の
業
務
、
④
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
業
務
、
⑤
放
送
・
映
画
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
業
務
、

⑥
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
業
務
、
⑦
シ
ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
業
務
、
⑧
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
の
業
務
、
⑨
ゲ
ー
ム
用
ソ
フ
ト
ウ
エ

ア
の
創
作
の
業
務
、
⑩
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
の
業
務
、
⑪
金
融
商
品
開
発
の
業
務
、
⑫
大
学
に
お
け
る
教
授
研
究
の
業
務
、
⑬
公
認
会
計
士
の
業
務
、

⑭
弁
護
士
の
業
務
、
⑮
建
築
士
の
業
務
、
⑯
不
動
産
鑑
定
士
の
業
務
、
⑰
弁
理
士
の
業
務
、
⑱
税
理
士
の
業
務
、
⑲
中
小
企
業
診
断
士
の
業
務
。

（
22
） 

厚
生
労
働
省
「
裁
量
労
働
制
の
施
行
状
況
等
に
関
す
る
調
査
」（
二
〇
〇
五
年
）。
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
結
果
の
概
要
は
検
索

で
き
る
が
、『
労
政
時
報
』
第
三
六
七
五
号
（
二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
）
一
〇
九
頁
以
下
に
主
要
部
分
の
抜
粋
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

外
勤
中
に
、
情
報
通
信
機
器
を
使
用
し
て
会
社
と
連
絡
、
情
報
交
換
し
な
が
ら
業
務
に
従
事
す
る
働
き
方
を
い
い
、
直
行
直
帰
型
の
無
出
社
営

業
職
な
ど
が
典
型
で
あ
る
。

（
24
） 

同
調
査
で
は
、
自
分
の
所
属
す
る
部
署
が
あ
る
場
所
以
外
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
し
て
週
八
時
間
以
上
労
働
す
る
人
を
狭
義
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
と
し
、

そ
の
う
ち
自
宅
で
週
一
分
以
上
仕
事
を
し
て
い
る
雇
用
労
働
者
を
雇
用
型
在
宅
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
と
定
義
し
て
い
る
。

（
25
） 

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
『
雇
用
に
お
け
る
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す
る
論
点
整
理
』（JIL

P
T
 D
iscussion P

aper S
eries 08-03

、
二
〇
〇
八
年
）、

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
企
業
の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
態
に
関
す
る
調
査
結
果
』（JIL

P
T

　

調
査
シ
リ
ー
ズ
№
50
、
二
〇
〇
八
年
）、
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
働
く
場
所
と
時
間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』
な
ど
の
先
行
研
究
・
調
査
を
参
照
し
た
が
、
人
事
・
労
務
関
係

専
門
誌
の
編
集
記
者
時
代
に
、
週
一
度
の
会
議
日
を
除
い
て
実
際
に
一
年
近
く
在
宅
勤
務
を
行
っ
た
筆
者
自
身
の
経
験
も
反
映
し
て
い
る
。

七
五
二



わ
が
国
に
お
け
る
労
働
時
間
の
実
態
と
労
働
時
間
管
理
の
課
題
（
谷
田
部
）

（
一
二
六
九
）

（
26
） 

「
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
た
在
宅
勤
務
の
適
切
な
導
入
及
び
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
つ
い
て
」（
平
二
〇
・
七
・
二
八　

基

発
〇
七
二
八
〇
〇
一
号
）

（
27
） 
同
旨
、
小
倉
・
藤
本
・
前
掲
デ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー08-03

、
二
六
頁
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
働
く
場
所
と
時
間
の
多

様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』
一
三
頁
。

（
28
） 

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
監
督
課
「
平
成
二
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
」。

（
29
） 

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
『
長
時
間
労
働
と
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
』（JIL

P
T
 D
iscussion P

aper S
eries 07-01

、
二
〇
〇
七
年
）、
労
働
政
策
研

究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
働
く
場
所
と
時
間
の
多
様
性
に
関
す
る
調
査
研
究
』。

（
30
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
同
上
書
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間
』
二
三
頁
│
二
四
頁
。

（
31
） 

今
野
浩
一
郎
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
時
間
管
理
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
八
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）
四
八
頁
│
四
九
頁
。

（
32
） 

佐
藤
博
樹
「
労
働
時
間
制
度
の
弾
力
化
が
機
能
す
る
条
件
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
四
四
八
号
、
一
九
九
七
年
）
四
五
頁
。

（
33
） 

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史
『
仕
事
特
性
と
個
人
特
性
か
ら
み
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
時
間
』（JIL

P
T
 D
iscussion P

aper S
eries 10-02

、

二
〇
一
〇
年
）、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
・
前
掲
『
仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間
』。

（
34
） 

わ
が
国
の
賃
金
制
度
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
「
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
賃
金
制
度
」（『
政
経
研
究
』
第
五
十
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三

年
）
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
35
） 

菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
第
十
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
三
七
六
頁
。

（
36
） 

吉
田
美
喜
夫
「
裁
量
労
働
制
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
21
世
紀
の
労
働
法　

第
5
巻　

賃
金
と
労
働
時
間
』
第
一
四
章
（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
年
）
二
六
九
頁
、
盛　

誠
吾
「
年
俸
制
・
裁
量
労
働
制
の
法
的
問
題
」『
日
本
労
働
法
学
会
誌
八
九
号　

賃
金
処
遇
制
度
の
変
化
と
法
』

（
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
九
七
年
）
五
七
頁
│
五
九
頁
。

（
37
） 

佐
藤　

厚
「
仕
事
管
理
と
労
働
時
間
│
長
時
間
労
働
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
七
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
三
一
頁
。

（
38
） 

同
上
論
文
、
三
二
頁
│
三
三
頁
。

（
39
） 

佐
藤　

厚
「
仕
事
管
理
の
変
化
と
裁
量
労
働
制
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
一
九
号
、
二
〇
〇
三
年
）
四
三
頁
参
照
。
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平
等
と
福
祉
（
矢
野
）

（
一
二
七
一
）

平
等
と
福
祉

│
福
祉
権
を
め
ぐ
っ
て

│

矢　
　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
著
者
が
以
前
単
著
に
お
い
て
わ
が
国
へ
の
適
用
に
つ
い
て
示
唆
し
た
「
福
祉
権
」
の
具
体
的
構
造
に
つ
い
て
さ
ら
に

深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
出
版
の
拙
著
、『
保
健
医
療
福
祉
政
策
の
変
容　

官
僚
と
新
政
策
集
団
を
め
ぐ

る
攻
防
（
1
）

』
の
終
章
で
、
福
祉
権
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
そ
の
分
析
を
若
干
試
み
た
。
た
だ
こ
の
時
点
で
、
自
分
自
身
十
分
に
説
明
し
き

れ
た
概
念
と
は
言
い
難
い
。
実
際
、
こ
こ
一
〇
数
年
の
間
に
欧
米
各
国
で
試
み
ら
れ
て
い
る
福
祉
権
の
理
論
化
に
つ
い
て
、
日
本
の
関
係

学
会
に
お
い
て
も
ま
だ
十
分
に
普
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
福
祉
権
を
述
べ
る
に
つ
い
て
は
、
こ
の
概
念
の
両
義
性
に
つ
い

七
五
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
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二
七
二
）

て
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
両
義
性
と
は
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
法
哲
学
論
と
し
て
語
る
の
か
、
あ
る
い
は
政
治
学
に
お
け
る
政
治
組
織
論

と
し
て
語
る
の
か
、
で
あ
る
。
社
会
政
策
の
分
野
で
い
え
ば
、
こ
の
対
象
は
後
者
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
真
の

理
由
は
、
福
祉
権
の
研
究
課
題
そ
の
も
の
の
法
哲
学
的
な
分
析
が
、
わ
が
国
で
不
足
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
両
者

を
含
む
総
合
的
な
見
地
か
ら
、「
福
祉
権
」
の
わ
が
国
に
お
け
る
展
開
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
こ
で
い
う
福
祉
権
と
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
等
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
先
進
諸
国
で
最
近
に
な
っ
て
頻
繁
に
用
い
ら

れ
るw

elfare rights
ま
た
はright to w

elfare

で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
世
紀
も
後
半
に
な
っ
て
、
主
と
し
て
現
れ
た
集
団
の
権
利
か

ら
障
害
や
貧
困
な
ど
個
別
の
問
題
を
抱
え
る
弱
者
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
の
比
較
的
新
し
い
概
念
で
あ
る
。
福
祉
権
の
分
析
が
進
ん
だ
背

景
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
報
告
（
2
）

以
降
の
福
祉
国
家
理
論
の
ほ
か
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
ら
に
よ
る
法
哲
学

の
学
問
的
興
隆
の
結
果
（
3
）

と
も
一
致
す
る
。
二
一
世
紀
を
経
た
現
在
で
も
、
欧
米
諸
国
で
は
福
祉
権
の
分
析
が
進
み
、
今
も
進
ん
で
い
る
。

こ
れ
を
わ
が
国
の
社
会
福
祉
学
、
社
会
政
策
学
の
現
在
に
お
け
る
到
達
点
に
引
き
付
け
な
が
ら
吟
味
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
課
題

で
あ
る
。

は
じ
め
に
福
祉
権
を
い
う
際
の
福
祉
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
日
本
で
福
祉
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
「
社
会
福

祉
」
の
理
解
を
想
定
す
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
社
会
福
祉
と
い
え
ば
そ
れ
は
憲
法
第
二
五
条
の
規
定
に
沿
っ
て
国
民
の
生
存
権
を
保
障
す

る
た
め
の
貧
困
者
対
策
や
、
保
護
を
必
要
と
す
る
児
童
、
母
子
家
庭
、
虚
弱
な
高
齢
者
や
身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
お
よ
び
精
神

障
が
い
者
等
、
社
会
的
に
ハ
ン
デ
ィ
を
持
つ
人
々
の
保
護
、
育
成
、
更
生
を
図
ろ
う
と
す
る
公
私
の
社
会
的
活
動
全
般
を
言
う
（
4
）

。
わ
が
国

で
現
在
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
福
祉
と
い
う
用
語
の
発
生
根
拠
は
、
昭
和
憲
法
二
五
条
に
突
如
と
し
て
現
れ
たsocial w

elfare

の
な

か
のw

elfare

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
憲
法
二
五
条
の
も
と
で
の
実
定
法
上
の
範
囲

七
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に
よ
っ
て
社
会
福
祉
は
存
在
す
る
が
、
憲
法
の
も
と
で
規
定
さ
れ
る
社
会
福
祉
（
5
）

の
概
念
に
は
、
憲
法
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
説
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
何
か
し
ら
の
価
値
規
範
性
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
も
の
も
多
い
。
法
規
範
か
ら
見
た
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
「
正
義
論
」
の

存
在
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
こ
の
考
察
が
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
福
祉
に
つ
い
て
、
今
ま
で
以

上
に
法
哲
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
数
多
く
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
福
祉
思
想
と
し
て
の
歴
史
は
、
明
治
維
新
を
経
て
、
当
時
の
欧
米
列
強
に
よ
る
近
代
思
想
導
入
の
際
の
キ
リ
ス
ト
教
に
付

随
し
た
価
値
と
し
て
、
当
時
の
日
本
の
知
識
人
に
鮮
明
な
印
象
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
直
接
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

宗
教
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
実
際
は
い
う
ま
で
も
な
く
近
代
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
が
打
ち
立
て
た
民
主
主
義
理
論
の
継
承

で
あ
る
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
日
本
の
人
々
が
今
日
の
福
祉
と
共
有
す
る
表
面
に
現
れ
な
か
っ
た
心
的
内
在
性
が
、
欧

米
社
会
の
民
主
主
義
思
想
の
概
念
に
よ
る
鮮
明
さ
を
呼
び
水
と
し
て
、
概
念
上
明
確
に
喚
起
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
理
由

か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
思
想
・
哲
学
と
し
て
の
福
祉
の
起
源
は
、
明
治
維
新
を
境
と
す
る
と
い
う
論
に
大
方
の
異
議
は
な
い
と
考
え
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
は
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
土
台
に
し
て
、
発
展
を
見
て
い
た
欧
米
の
人
間
の
権
利
か
ら
派
生
す
る
政
治

思
想
お
よ
び
社
会
事
業
（
6
）

の
思
想
、
活
動
を
消
化
・
吸
収
す
る
過
程
を
、
わ
が
国
も
十
分
に
有
し
て
い
た
。
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
な

い
し
伝
道
、
お
よ
び
思
想
の
伝
達
の
使
命
を
受
け
た
高
等
教
育
機
関
を
中
心
に
し
て
、
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の

敗
戦
後
は
、
直
後
に
制
定
さ
れ
た
昭
和
憲
法
第
二
五
条
に
よ
る
生
存
権
規
定
（
第
一
項
）
及
び
国
家
責
任
論
（
第
二
項
）
の
獲
得
が
な
さ
れ
、

人
々
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
そ
の
実
現
に
向
け
て
誠
実
に
努
力
し
た
結
果
、
真
の
意
味
で
日
本
型
の
社
会
福
祉
思
想
が
定
着
す
る
基
盤
が
形

成
さ
れ
た
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
、
実
際
に
戦
後
の
社
会
福
祉
を
け
ん
引
し
た
の
は
、
現
場
の
地
道
な
思
想
的
発
展
に
よ
る
福
祉
従
事
者
の
努
力
に
よ
る
よ
り
も
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四
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む
し
ろ
、
行
政
に
よ
る
積
極
的
な
政
策
遂
行
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
官
僚
に
よ
る
思
想
性
が
薄
く
、
行
政
的
色
彩
の
濃
い
良

い
意
味
で
の
リ
ー
ド
が
社
会
福
祉
の
進
展
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
福
祉
を
規
定
す
る
と
、
そ
の
生
い
立
ち
と
発
展
の

経
緯
か
ら
、
あ
た
か
も
戦
後
の
福
祉
国
家
目
標
の
実
現
過
程
と
し
て
行
政
、
具
体
的
に
は
厚
生
労
働
省
が
進
め
て
き
た
第
二
次
世
界
大
戦

以
降
の
社
会
保
障
政
策
全
般
を
説
明
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
と
な
る
。
こ
の
印
象
は
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

「
社
会
福
祉
」
が
関
連
学
会
等
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
学
問
業
績
の
蓄
積
、
ま
た
は
無
力
で
ス
テ
ィ
グ
マ
を
抱
え
た
民
衆
自
身
な
い
し
民

衆
の
側
に
立
っ
た
運
動
論
と
し
て
発
達
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
厚
生
労
働
官
僚
が
福
祉
行
政
を
発
展
的

に
主
導
で
き
た
背
景
に
は
、
戦
前
の
旧
内
務
省
に
よ
る
行
政
か
ら
の
伝
統
を
継
承
で
き
た
こ
と
と
、
個
別
の
優
秀
な
官
僚
に
よ
る
卓
越
し

た
行
政
手
腕
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
7
）

。
わ
が
国
が
辿
っ
た
昭
和
の
一
時
期
の
軍
国
主
義
や
全
体
主
義
へ
の
傾
倒
の
結
果
に
よ
る
敗
戦

は
、
従
来
の
価
値
の
大
転
換
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
戦
前
ま
で
の
総
力
と
し
て
の
官
僚
行
政
を
全
否
定
し
、
そ
の
上
で
の
新
た
な
国
家
目

標
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
代
替
の
主
要
な
一
つ
が
福
祉
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え

れ
ば
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
民
主
主
義
社
会
の
発
達
の
過
程
で
、
国
民
と
国
家
権
力
と
の
関
係
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
社
会
契
約
」
が
、
戦

後
社
会
に
お
い
て
昭
和
憲
法
の
主
権
在
民
の
具
現
化
と
し
て
示
さ
れ
た
、
そ
の
対
比
が
指
摘
で
き
る
（
8
）

。
す
な
わ
ち
、
昭
和
憲
法
の
も
と
で

民
主
主
義
国
家
と
し
て
の
存
在
感
を
証
明
す
る
実
効
性
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
、
社
会
政
策
の
結
果
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
と
っ

て
、
敗
戦
の
結
果
、
無
批
判
的
に
取
り
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
西
側
の
（
戦
っ
た
側
の
）
当
時
の
政
治
体
制
は
、
ア
メ
リ
カ

も
含
め
、
社
会
保
障
の
充
実
を
中
心
と
し
た
福
祉
国
家
の
実
現
へ
の
要
求
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
思
想
は
、
戦
時
中
ベ

ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
計
画
を
検
討
し
た
ご
く
一
部
の
学
者
や
労
働
運
動
家
の
ほ
か
は
、
多
く
の
人
々
の
間
で
日
本
の
将
来
を
示
す
理
想
と
し
て
語

ら
れ
ず
、
さ
ら
に
反
対
勢
力
と
の
熾
烈
な
社
会
的
摩
擦
を
経
た
う
え
で
達
成
し
た
願
望
の
実
現
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
戦
争
遂
行
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に
代
わ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
内
務
省
に
よ
る
人
心
掌
握
の
旧
来
的
手
法
を
そ
の
ま
ま
応
用
し
な
が
ら
、
敗
戦
を
契
機
と
し
て
全

く
逆
の
現
実
の
行
政
場
面
か
ら
、
敗
戦
の
被
害
に
よ
り
生
活
困
窮
に
ひ
ん
す
る
人
々
の
救
済
政
策
と
し
て
の
「
社
会
福
祉
」
行
政
へ
の
要

求
が
、
否
応
な
く
こ
の
遂
行
を
促
進
さ
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
戦
後
社
会
保
障
は
、
国
家
官
僚
に
よ
る
行
政
手
腕

の
卓
越
さ
に
よ
っ
て
、
敗
戦
後
の
人
々
と
国
家
と
の
間
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
民
主
主
義
的
手
続
き
を
取
り
交
わ
し
た
初
め
て
の
本
格

的
な
「
社
会
契
約
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
構
造
か
ら
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
専
門
家
を
称
す
る
多
く
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
福
祉
に
つ
い
て
深
く
考
慮
し
な
く
て
も

こ
の
体
制
や
至
ら
な
さ
を
指
弾
す
る
こ
と
は
比
較
的
簡
単
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
福
祉
国
家
推
進
派
は
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
の
名
の
も

と
に
、
日
本
の
福
祉
が
欧
米
先
進
諸
国
に
比
べ
て
ど
れ
だ
け
「
遅
れ
て
」
い
る
か
、
に
つ
い
て
声
高
に
述
べ
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
つ
い
て
も
す
で
に
社
会
保
障
制
度
や
社
会
福
祉
制
度
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
有
し
て
い
た
欧
米
の
先
進
国
の

制
度
と
政
策
を
、
た
だ
紹
介
す
る
だ
け
で
事
足
り
た
。
旧
厚
生
省
の
官
僚
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
戦
後
の
社
会
保
障
政
策
は
、
こ
う
し
た
意

見
に
こ
た
え
る
形
で
福
祉
の
充
実
を
行
っ
て
き
た
。
幸
い
、
高
度
経
済
成
長
を
経
験
し
、
社
会
保
障
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
財
源
を
確
保

で
き
た
こ
と
が
、
福
祉
の
制
度
的
充
実
の
加
速
に
貢
献
を
し
た
。
ま
た
昭
和
憲
法
第
九
条
に
よ
る
「
戦
争
放
棄
」
条
項
に
よ
っ
て
、
他
の

先
進
諸
国
に
比
べ
、
国
際
政
治
の
紛
争
へ
の
過
度
の
介
入
や
軍
事
費
の
充
実
の
た
め
に
不
必
要
な
支
出
を
し
な
く
て
も
済
ん
だ
こ
と
も
、

こ
の
傾
向
を
促
進
で
き
た
大
き
な
要
因
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
他
国
の
行
き
届
い
た
福
祉
制
度
を
積
極
的
に
検
討
、
導
入
し
た
結
果
、
気
が
つ
け
ば
一
九
八
〇
年
代
に
は
す
で
に
キ
ャ
ッ
チ
・

ア
ッ
プ
の
段
階
を
終
了
す
る
状
態
と
な
っ
た
（
9
）

。
戦
後
三
〇
年
以
上
を
経
て
、
政
府
行
政
庁
は
も
っ
ぱ
ら
制
度
の
充
実
に
は
努
め
て
き
た

が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想
の
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
わ
が
国
の
制
度
の
充
実
は
、
福
祉
の
充
実
に
必
要
な
理
念
が
常

七
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に
欠
け
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
欠
如
の
状
態
を
詳
し
く
言
え
ば
、
制
度
や
資
金
投
入
の
不
十
分
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
立
基
盤

を
な
す
法
お
よ
び
政
治
哲
学
の
不
在
と
し
て
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
全
く
別
の
角
度
で
福
祉
社
会
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

哲
学
的
に
言
え
ば
、
福
祉
社
会
と
は
、
人
々
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
当
時
の
時
代
の
中
で
、
善
（good

）
の
実
現
を
希
求
し
、
こ
れ
を
奨

励
し
よ
う
と
す
る
社
会
の
こ
と
と
考
え
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
善
の
実
現
に
あ
た
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
実
行
者
の
特
質
や
崇
高
さ

を
追
い
求
め
る
、
い
わ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
観
に
従
っ
た
、
共
通
善
を
判
断
す
る
手
法
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
中
葉
か
ら
育
ま
れ

た
中
産
階
級
が
主
体
に
な
っ
て
運
営
す
る
国
家
の
も
と
で
、
そ
の
た
め
の
道
徳
規
範
と
し
て
発
達
し
た
論
理
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
福
祉
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
が
「
正
義
」
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
社
会
を
規
律
す
る
正
義
の
原
理
は
、
自
己
の
利

益
を
追
求
す
る
合
理
的
な
人
々
が
共
存
す
る
た
め
に
相
互
的
合
意
が
も
た
ら
し
た
構
想
、
と
定
義
し
て
い
る
。
た
だ
、
政
治
学
的
に
言
え

ば
正
義
と
は
、
ロ
ー
ル
ズ
や
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
人
間
で
あ
る
動
物
性
と
同
時
に
、
理
性
の
一
部
を
も
拘
束
す
る
所
与
の
方
法
と
し

て
あ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
利
害
の
調
整
に
お
け
る
社
会
的
公
平
さ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
創
造
的
に
試
行
し
、
そ
れ
を
法
や

政
治
に
よ
る
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
正
義
と
は
、
平
等
で
あ
る
と
仮
定
で
き
る
状
況
下
で
、
し
か
も
そ
の
仮
定
を
検
証

す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
々
に
よ
っ
て
そ
の
事
柄
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
正
義
で
あ
る
の
か
も
し
く
は
不
正
義
で
あ
る
の
か
が
選
択
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
正
義
と
は
法
務
そ
の
も
の
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
（
10
）

。
社
会
正
義
と
は
、
ま
ず
第
一
に
自
由
を
尊
重
し
、

人
々
の
基
本
的
権
利
を
保
障
す
る
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ロ
ー
ル
ズ
が
正
義
に
関
す
る
第

一
原
理
と
し
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
福
祉
社
会
の
実
現
を
創
り
出
す
根
源
と
な
る
充
実
し
た
社
会
保
障
制
度
の
遂
行

は
、
社
会
正
義
を
達
成
す
る
手
段
と
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。

法
律
上
、
一
九
世
紀
か
ら
発
達
し
た
両
概
念
と
し
て
効
率
的
な
正
義
対
公
正
な
正
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
利
他
的
な
判
断
と
し
て
行
う
で

七
六
〇



平
等
と
福
祉
（
矢
野
）

（
一
二
七
七
）

は
な
く
、
利
己
主
義
が
生
み
出
す
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
経
済
学
思
想
が
急
速
に
発
展
し
た
一
九
世
紀
は
、
富
の

獲
得
と
い
う
概
念
の
も
と
に
利
己
主
義
に
対
置
し
た
様
々
な
意
味
で
の
功
利
主
義
に
お
け
る
正
義
の
思
想
が
試
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
（
11
）

。

そ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ン
サ
ム
が
唱
え
た
効
率
性
と
、
北
欧
や
ド
イ
ツ
に
支
配
的
な
優
生
学
（
12
）

的
見
地
に
よ
る
発
展
主
義
的
人
間
観
が
重

視
さ
れ
、
彼
ら
の
理
論
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
平
等
性
と
人
間
の
尊
厳
を
軽
視
し
た
生
産
と
効
率
の
哲
学
に
よ
る
資
本
主
義
が
興
隆
し

た
。
市
場
が
生
み
出
す
中
産
階
級
の
規
範
論
を
、
階
級
と
い
う
概
念
に
言
い
換
え
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
思
想
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が

台
頭
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
も
と
を
糺
せ
ば
マ
ル
ク
ス
の
唱
え
た
労
働
価
値
説
も
生
産
性
と
効
率
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

マ
ク
ロ
の
論
説
か
ら
す
れ
ば
優
生
学
の
流
れ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
貧
困
の
、
し
た
が
っ
て
教
育
の
悪
循
環
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

人
々
や
、
物
理
的
障
害
を
有
す
る
個
人
は
生
産
的
労
働
の
場
面
か
ら
疎
外
さ
れ
、
そ
う
し
た
人
々
へ
の
集
団
的
正
当
化
を
主
眼
と
し
て
は

い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
体
制
の
も
と
で
行
わ
れ
て
き
た
福
祉
が
取
り
上
げ
、
実
行
さ
れ
て
き
た
政
策
は
、「
第
三
の
道
」
で
ギ

デ
ィ
ン
ス
が
述
べ
た
よ
う
に
「
負
の
福
祉
」
と
呼
べ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
13
）

。

社
会
政
策
の
確
立
と
そ
の
遂
行
に
と
っ
て
、
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
対
象
の
範
囲
の
設
定
と
、
解
決
に
向
け
た
選
択
肢
の
提
示

が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
14
）

。
こ
こ
ま
で
の
作
業
が
で
き
れ
ば
、
立
法
化
と
い
う
政
治
決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
と
移
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
と
く
に
社
会
問
題
を
取
り
上
げ
る
際
の
初
期
の
課
題
設
定
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
か
じ
め
了
解

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
が
あ
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
「
基
本
概
念
の
共
有
化
」、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
人
間
の

権
利
（
15
）

」、「
福
祉
」、「
平
等
」
等
の
概
念
を
唱
え
る
場
合
に
、
果
た
し
て
普
遍
的
な
共
有
化
が
規
範
性
を
含
め
、
純
粋
な
形
で
前
提
と

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
に
つ
い
て
は
わ
が
国
の

場
合
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
に
お
い
て
さ
え
、
あ
い
ま
い
な
吟
味
し
か
行
わ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
湧
く
か
ら
で
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あ
る
。

2
．
平
等
性
に
つ
い
て

人
間
の
権
利
へ
の
要
求
は
平
等
主
義
の
精
神
か
ら
発
生
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
今
日
に
お
け
る
平
等
性
の
定
義
は
、
あ
ま

り
も
多
義
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
平
等
と
い
え
ば
、
よ
く
あ
る
議
論
に
「
機
会
の
平
等
」
と
「
結
果
の
平
等
」
が
あ
る
。
実

際
、
こ
の
二
つ
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
実
に
様
々
な
展
開
が
あ
る
。
ま
た
、
平
等
性
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
教
育
の
機
会
に
お
け
る
平
等

と
選
別
の
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
16
）

。
こ
こ
で
い
う
平
等
性
と
は
倫
理
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
平
等
性
、
と
い
う
こ
と

に
限
定
し
て
論
じ
る
。
憲
法
で
擁
護
さ
れ
る
基
本
的
な
人
間
の
権
利
の
原
則
は
、
も
ち
ろ
ん
人
々
の
間
の
無
差
別
平
等
性
を
前
提
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
人
々
の
主
権
が
一
国
に
お
い
て
も
時
々
に
変
貌
す
る
国
家
権
力
に
対
し
て
さ
え
、
譲
っ
て
は
な
ら
な
い
原

則
と
さ
れ
て
い
る
の
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
政
治
的
に
安
易
に
用
い
ら
れ
が
ち
な
「
差
別
」
と
い
う
用
語
は
、
特
に
屈
折
し
た
人
々
の

心
理
に
巧
み
に
取
り
入
る
こ
と
が
で
き
る
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
差
別
に
含
ま
れ
る
意
味
に
は
、
不
平
等
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

不
公
平
と
い
う
心
理
的
要
因
で
分
析
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
平
等
と
い
う
概
念
に
は
、
つ
ね
に
公
正
さ
が
付
随
し
て
い
る
と
い
え

る
。
し
か
し
、
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
差
別
へ
の
反
対
運
動
が
必
ず
し
も
人
間
の
権
利
、
ま
し
て
福
祉
権
に
関
わ
っ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
17
）

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
実
定
法
上
に
基
づ
い
た
政
策
遂
行
形
態
と
し
て
の
福
祉
制
度
の
実
現
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
主
体
で
あ
る
個

人
の
自
由
意
思
か
ら
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
正
義
の
名
の
も
と
に
、
福
祉
行
政
と
い
う
名
の
国
家
権
力
か
ら
発
せ
ら
れ
る
例
が

多
い
。
政
府
は
、
所
得
の
再
分
配
シ
ス
テ
ム
を
遂
行
す
る
際
に
、
有
限
の
資
源
を
「
公
平
に
」
配
分
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
際
の
背
後
の

七
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思
想
と
し
て
平
等
性
及
び
不
平
等
性
を
配
分
基
準
に
お
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
等
性
と
は
、
政
治
学
と
し
て
公
共
政
策
を
遂
行
す

る
上
で
、
最
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
際
、
平
等
主
義
と
対
立
す
る
概
念
と
し
て
自
己
責
任
論
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
経
済
学
上
の
市
場
は
、
個
人
に
対
し
て
平
等
に
準
備
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
論
を

進
め
る
の
が
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
社
会
正
義
論
で
あ
る
（
18
）

。
そ
の
議
論
と
並
ん
で
、
福
祉
権
は
平
等
性
の
派
生
と
み

な
せ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
（
19
）

。
政
治
学
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
対
比
は
比
較
的
鮮
明
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
型
の
自
己
責
任
論
の

主
張
が
北
欧
型
の
集
団
を
基
礎
と
し
た
平
等
性
と
お
互
い
相
い
れ
な
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
体
制
や
エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ

ル
セ
ン
の
理
論
を
待
つ
ま
で
も
な
く
容
易
に
理
解
で
き
る
。
福
祉
に
つ
い
て
言
え
ば
、
し
ば
し
ば
こ
の
局
面
で
は
、
集
団
を
基
礎
と
し
た

平
等
性
の
論
理
が
、
個
人
を
基
礎
と
し
、
個
人
を
優
位
と
し
た
基
礎
理
論
よ
り
も
優
れ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
。
こ
れ
は

一
九
世
紀
か
ら
の
資
本
主
義
と
そ
れ
が
人
間
に
与
え
る
貧
困
や
疎
外
の
概
念
か
ら
、
対
抗
し
か
つ
克
服
す
る
た
め
の
論
理
と
し
て
現
れ
た

社
会
主
義
の
見
方
か
ら
派
生
す
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
示
し
て
き
た
政
治
性
を
離
れ
て
、
個
人
の
自
由
意
思
と
い
う
法
的

見
地
か
ら
見
れ
ば
、
実
質
的
に
両
者
が
追
い
求
め
る
目
標
に
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
価
値
を
重
要

に
み
よ
う
と
、
集
団
の
価
値
を
重
要
に
み
よ
う
と
、
福
祉
権
の
法
的
立
場
は
現
行
政
府
与
党
に
よ
る
政
治
目
標
に
伴
う
行
政
の
恣
意
性
を

伴
っ
た
手
法
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
例
え
ば
最
近
の
ア
メ
リ
カ
・
オ
バ
マ
大
統
領
の
医
療
保
険
改
革
の
政
治
的
動

向
を
見
よ
）。
平
等
に
ま
つ
わ
る
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
、
福
祉
権
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
集
団
か
ら
も
取
り
残
さ
れ
た
、
無
力

で
ス
テ
ィ
グ
マ
を
受
け
続
け
る
人
々
に
対
す
る
権
利
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
法
的
な
平
等
性
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
最
も
権
利
を
失
っ
た

人
々
へ
の
機
会
の
提
供
と
福
祉
の
増
進
こ
そ
が
平
等
を
主
張
す
る
論
者
に
個
人
の
福
祉
権
の
法
的
認
識
を
よ
り
よ
く
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
、
従
来
の
集
団
的
平
等
を
強
く
唱
え
る
平
等
主
義
者
こ
そ
が
、
自
己
責
任
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論
を
含
む
個
人
の
福
祉
権
の
総
合
的
な
吟
味
に
取
り
組
む
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
同
時
に
、
民
主
主
義
的
な
平
等
を
考
え
る
際
に
重
要
な
の
は
健
康
に
つ
い
て
の
平
等
に
対
す
る
理
論
で
あ
る
。
現
代
の
平
等
主

義
者
に
と
っ
て
は
、
健
康
は
重
要
な
社
会
決
定
要
因
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
が
優
勢
で
あ
っ
た
時
代
ま
で
の
生
と
死
に
関
す
る
ラ

イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
は
、
社
会
階
級
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
、
と
一
般
的
に
類
型
化
さ
れ
て
い
た
。
富
に
恵
ま
れ
、
高
度
で
ふ
ん
だ
ん
な
教

育
を
与
え
ら
れ
る
富
裕
階
級
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
よ
り
健
康
で
寿
命
の
長
い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
ぜ
い
た
く
な
食
生
活
を
し
、
運
動
量
の
少
な
い
最
も
富
に
恵
ま
れ
た
人
々
が
健
康
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
同
時
に
粗
食
に
堪
え
、

苦
汗
労
働
を
強
い
ら
れ
る
極
貧
層
の
階
級
の
人
々
が
、
必
ず
し
も
不
健
康
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
実
際
、
国
際
比
較
で
み
て
も
、
日
本

の
よ
う
に
裕
福
な
先
進
国
は
、
他
の
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
は
な
い
国
に
比
べ
て
平
均
余
命
が
長
い
。
同
時
に
、
世
界
各
国
を
比
較
し
て
、
税

や
社
会
保
険
制
度
に
よ
っ
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
、
す
べ
て
な
い
し
一
部
を
保
障
す
る
国
の
健
康
指
標
の
方
が
、
そ
う
で
な
い
国
よ
り
も
高

い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
健
康
に
関
す
る
権
利
（
以
下
健
康
権
と
い
う
）
は
、
階
級
の
問
題
で
あ
る
よ
り
は
当
該
国
が
採
用

す
る
社
会
政
策
の
関
心
の
度
合
い
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
影
響
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
健
康
格
差
の
問
題
は
自
国
内
、
或
い
は
共
通
し
た

先
進
諸
国
内
の
階
級
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
示
さ
れ
る
裕
福
な
人
々
と
、
貧
困
な
状
態
の
人
々
と
の
差
、
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
る
。
結
局
一
九
世
紀
か
ら
の
先
進
諸
国
が
採
用
し
た
社
会
保
障
制
度
の
維
持
と
推
進
に
よ
っ
て
、
ま
た
発
展
途
上
国
に
と
っ

て
は
社
会
保
障
制
度
の
採
用
に
よ
っ
て
富
と
教
育
の
差
は
あ
る
が
、
健
康
権
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
民
主
主
義
的
平
等
が
進
み
、
人
々
が
そ
れ
を
実
感
す
る
に
つ
れ
て
明
快
と
な
る
指
標
は
、
健
康
度
に
現

れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
健
康
指
標
が
高
い
国
、
お
よ
び
高
い
地
方
が
、
平
等
に
関
す
る
基
本
的
な
指
標
が
高
い
国
な
い

し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ノ
ー
マ
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
は
、
健
康
度
に
よ
る
平
等
の
分
析
か
ら
社
会
的
不
平
等
の
拡
大
を
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防
ぎ
、
格
差
を
縮
小
さ
せ
る
と
説
い
た
。
人
々
の
平
等
性
と
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」
に
重
要
か
つ
適
切
な
投
資
を
与
え
る
要
素

と
は
、
富
（w

ealth

）、
教
育
（education

）、
そ
し
て
政
治
参
加
（political participation

）
の
三
つ
で
あ
る
、
と
述
べ
る
（
20
）

。
こ
れ
に
代
表

さ
れ
る
理
論
が
、
中
産
階
級
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
部
分
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
日
の
国
際
政
治
を
指

導
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
資
質
が
、
外
交
・
安
全
保
障
よ
り
む
し
ろ
経
済
・
財
政
政
策
に
あ
る
状
況
も
ま
た
、
納
得
の
ゆ
く
も
の
と
な
る
。

3
．
権
利
に
つ
い
て

平
等
性
と
い
う
概
念
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
福
祉
権
が
派
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
法
学
的
に
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
べ
き

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
家
の
中
の
多
く
の
家
具
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
っ
て
屹
立
す
る
よ
う
に
、
福
祉
権
は
他
の
諸
権
利
の
家
具
と

比
べ
て
も
、
最
も
有
用
な
も
の
と
し
て
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
に
み
る
よ
う
に
マ
グ

ナ
・
カ
ル
タ
や
名
誉
革
命
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
権
利
の
発
生
根
拠
と
は
、
権
力
支
配
か
ら
自
由
な
自
治
・
独
立

性
の
領
域
か
ら
派
生
す
る
、
と
い
う
認
識
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
律
や
自
治
の
存
続
条
件
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
当
然
な
が
ら
高

い
自
己
規
制
と
規
範
性
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
21
）

。
と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
会
的
権
利
の
拠
り
所
は
、
軍
国
主
義
国
家

に
代
表
さ
れ
る
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
確
か
に
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
、
特
に
共
産
主
義
を
信

奉
す
る
国
家
群
や
、
二
〇
世
紀
ま
で
他
国
の
植
民
地
の
地
位
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
新
生
国
家
で
は
こ
の
傾
向
が
い
ま
だ
に
温
存

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
国
家
か
ら
離
れ
て
こ
れ
に
代
替
し
う
る
社
会
に
移
行
す
る
必
然
性
を
説
い
た
の
は
イ
ギ
リ

ス
の
Ｔ
．Ｈ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
（
22
）

。
彼
は
市
民
権
（citizenship

）
と
い
う
用
語
で
一
八
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
ま
で
の
福
祉
国
家
の
政
治
的
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な
展
開
を
歴
史
の
法
則
と
し
て
と
ら
え
、
社
会
的
諸
権
利
の
獲
得
に
関
す
る
正
統
性
を
唱
え
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
以
降
、
市
民
の
社
会
的
権

利
は
、
広
く
知
れ
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
市
民
権
に
つ
い
て
社
会
学
者
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
は
「
単
に
人
間
で
あ
る

と
い
う
理
由
だ
け
で
す
べ
て
の
成
員
の
人
間
性
を
承
認
し
、
全
て
の
資
格
を
付
与
す
る
と
い
う
共
和
国
の
夢
、
つ
ま
り
、
そ
の
成
員
の
人

間
性
だ
け
を
根
拠
に
彼
ら
を
包
摂
す
る
一
方
で
、
彼
ら
の
個
人
と
し
て
の
気
ま
ぐ
れ
や
特
異
性
は
す
べ
て
許
容
す
る
共
和
国
（
も
ち
ろ
ん
、

彼
ら
が
互
い
を
傷
つ
け
な
い
と
い
う
条
件
で
）
が
近
代
の
す
べ
て
の
人
々
の
夢
」
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
る
（
23
）

。
す
な
わ
ち
、「
違
い
が
あ
り
な
が

ら
（
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
同
一
体
性
を
保
ち
な
が
ら
ど
う
差
異
を
維
持
す
る
か
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
バ
ウ
マ
ン
は
同
時
に
市
民

権
の
持
つ
意
味
の
歴
史
法
則
に
基
づ
く
楽
観
主
義
と
概
念
の
不
完
全
さ
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
歴
史
の
必
然
性
と
い
う
一
九

世
紀
に
主
流
を
な
し
た
発
展
主
義
的
歴
史
観
に
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
所
論
に
批
判
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ー
シ
ャ
ル

が
市
民
権
を
唱
え
た
の
は
一
九
五
〇
年
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
が
世
界
の
ど
の
国
家
か
ら
も
中
産
階
級
お
よ
び
中
産
階
級
と
し
て

の
意
識
を
醸
成
す
る
手
段
と
し
て
、
社
会
保
障
の
充
実
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
と
さ
れ
る
当
時
の
政
治
的
産
物
と
し
て
立
証
す
る
役
割
で

あ
っ
た
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
七
つ
の
海
を
制
し
た
大
帝
国
イ
ギ
リ

ス
が
た
ど
っ
た
道
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
秩
序
と
中
産
階
級
育
成
の
目
的
で
イ
ギ
リ
ス
が
目
標
と
し
た
姿
で
も
あ
っ
た
。
大
戦

中
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
の
精
神
を
戦
後
の
旧
枢
軸
国
に
も
普
及
さ
せ
る
宣
言
を
行
っ
た
（
24
）

。
こ
の
目
的
と
は
す
な
わ
ち
、
ベ

ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
に
よ
り
、
戦
争
中
の
一
九
四
二
年
に
国
民
に
約
束
し
た
福
祉
国
家
の
実
現
に
ま
い
進
し
、
そ
の
後
チ
ャ
ー
チ
ル
が
育
て
上
げ
、

結
局
労
働
党
内
閣
に
よ
っ
て
実
現
し
た
一
連
の
福
祉
国
家
施
策
で
あ
る
。
し
か
し
バ
ウ
マ
ン
は
、
こ
の
体
制
が
西
側
の
世
界
か
ら
賛
美
を

受
け
る
に
は
、
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
市
民
権
、
と
い
う
バ
ラ
色
の
楽
観
的
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
三
〇
年
後
に
ガ
ル

ブ
レ
イ
ス
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
、
と
彼
は
述
べ
る
（
25
）

。
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
は
、
福
祉
国
家
が
中
産
階
級
化
し
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
自
信
を
持
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た
せ
た
結
果
、
社
会
保
障
の
特
定
化
が
進
ん
だ
、
と
主
張
す
る
。
集
団
保
障
と
い
う
概
念
を
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
に
よ
り
、
低
所
得
階
層
の

人
々
に
限
定
さ
せ
、
主
体
で
あ
っ
た
中
産
階
級
は
む
し
ろ
個
人
の
自
由
や
束
縛
の
な
い
豊
か
さ
を
追
い
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
主
張

し
た
。
す
な
わ
ち
市
民
権
の
バ
ロ
メ
ー
タ
で
あ
る
資
源
度
テ
ス
ト
と
自
給
度
テ
ス
ト
、
と
い
う
集
団
保
障
の
原
理
か
ら
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

で
あ
る
中
産
階
級
が
抜
け
だ
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
産
階
級
は
、
今
や
国
家
か
ら
福
祉
の
支
援
を
期
待
し
な
い
し
、
国
家
も
ま

た
こ
れ
ら
に
属
す
る
人
々
に
財
政
上
、
権
力
機
構
上
多
く
を
約
束
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
そ
れ
を
し
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
が
指
摘
し
た
市
民
権
と
い
う
名
の
理
想
は
、
様
々
な
制
約
の
も
と
に
あ
る
、
と
バ
ウ
マ
ン
は
唱
え
る
の
で
あ
る
（
26
）

。
要
約
す

れ
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
包
含
し
よ
う
と
し
た
市
民
権
と
は
、
現
実
の
場
面
で
は
市
民
が
有
す
べ
き
倫
理
的
規
範
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
人
間
の
権
利
、
す
な
わ
ち
福
祉
権
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
27
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
福
祉
権
の
存
在
は
中

産
階
級
に
よ
る
論
理
が
優
勢
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
福
祉
権
の
対
象
は
中
産
階
級
の
規
範
論
か
ら
も
、
な
お
そ
れ
で
も
到
達
で
き
な

い
グ
ル
ー
プ
を
含
む
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

権
利
に
つ
い
て
ロ
ー
ル
ズ
的
個
人
主
義
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
の
議
論
も
あ
る
。
福
祉
権
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
間
の
信
頼
や

互
恵
か
ら
成
り
立
つ
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
特
に
開
発
型
の
一
定
規
模
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
、
成
員
の
だ
れ
も
が
そ
こ
か

ら
互
助
に
よ
る
相
互
の
安
全
の
確
保
や
、
そ
の
地
域
に
特
有
な
雇
用
の
獲
得
、
類
似
し
た
社
会
生
活
等
に
お
い
て
便
益
を
受
け
る
、
と
仮

定
す
る
。
同
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
は
、
相
互
の
便
益
確
保
に
貢
献
す
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
の
、
あ
ま
り

に
も
普
遍
的
な
限
界
を
突
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
（
共
同
体
主
義
者
）
や
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
信
奉
す
る
人
々
に
よ
っ
て

唱
え
ら
れ
た
。
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
そ
の
代
表
者
と
い
え
る
（
28
）

。
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の

道
徳
的
思
考
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
道
徳
的
熟
考
と
は
、
自
ら
の
意
思
を
実
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
人
生
の
物
語
を

七
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
八
四
）

解
釈
す
る
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
選
択
が
含
ま
れ
る
が
、
選
択
と
は
そ
う
い
う
解
釈
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
、
意
志
が
支
配
す
る
行
為
で
は

な
い
。
目
の
前
の
道
の
ど
れ
が
私
の
人
生
の
山
場
に
最
も
適
し
て
い
る
か
、
私
自
身
よ
り
友
人
の
方
が
、
私
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
29
）

」。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
い
う
物
語
と
は
、
人
は
み
な
特
定
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
担
い
手
と
し
て

自
分
の
置
か
れ
た
状
況
に
対
処
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
福
祉
権
か
ら
こ
の
見
地
を
述
べ
る
場
合
、
い
く
つ
か
の
限
界
と
問
題
点
が
現
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
論
理
か
ら
い
え

ば
、
福
祉
権
は
時
間
と
場
所
、
そ
し
て
さ
ら
に
民
族
や
宗
教
か
ら
自
由
で
そ
れ
を
超
越
し
た
概
念
と
は
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

あ
る
文
化
圏
の
重
症
心
身
障
が
い
児
と
、
ま
た
地
理
的
、
文
化
的
に
異
な
る
国
の
そ
れ
と
は
取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
当
然
で
あ
る
、
と
い

う
論
理
に
帰
着
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
道
徳
倫
理
に
と
っ
て
、
過
去
の
差
別
や
抑
圧
の
経
験
も
、
現
在
の
全
く
異
な
る
価
値
観
へ

の
対
処
も
、
い
く
ら
寛
容
に
し
よ
う
と
し
て
も
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
と
断
定
し
か
ね
な
い
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
福
祉
権
の
共
通

性
を
問
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
に
準
拠
し
た
、
あ
ら
ゆ
る
予
断
か
ら
自
由
で
、
拘
束
の
な
い
状
況

が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
福
祉
権
と
し
て
の
存
在
基
盤
が
盤
石
に
な
る
、
と
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

一
般
の
人
々
が
、
個
人
と
し
て
同
世
代
の
人
の
中
で
明
ら
か
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
劣
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
縛
ら
れ
て
い
る

貧
困
者
や
高
齢
者
、
障
が
い
者
な
ど
の
弱
者
と
の
完
全
な
平
等
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
独
裁
国
家
や
明
ら
か
に
未
成
熟
な
国
家
・
社
会

を
基
盤
と
し
た
の
で
は
到
底
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
こ
れ
を
強
調
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
30
）

。
グ
リ
フ
ィ
ン
に
よ

れ
ば
、
人
間
の
権
利
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
始
め
た
の
は
一
八
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
典
型
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
年
で
あ
る
一
七
八
九
年
に
、「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
（L

es droits de l ’hom
m
e

）」
が
な
さ
れ
た
（
31
）

。
先
進
国
に
お
け
る
社
会
的
権
利

の
獲
得
は
、
二
〇
世
紀
中
葉
の
「
国
民
一
人
一
人
の
経
済
的
保
障
（
最
低
生
活
の
保
障
）」
の
宣
言
と
関
連
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
長
い
論
争
が
あ
る
。
社
会
保
障
は
人
々
の
権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
、
政
府
の
裁
量

（discretion

）
を
根
拠
に
与
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
初
期
の
社
会
保
障
は
救
貧
法
と
し
て
行
政
に

よ
る
裁
量
権
（
資
産
調
査
な
ど
を
根
拠
に
）
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
裁
量
に
よ
る
給
付
は
、
個
別
の
ニ
ー
ド
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す

る
か
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
の
給
付
が
妥
当
か
、
等
に
つ
い
て
予
算
上
の
問
題
を
払
し
ょ
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
現
在
で
は
、
裁
量

に
よ
る
給
付
は
、
社
会
保
障
の
分
野
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
社
会
保
障
給
付
は
、
権
利
に
基
づ
い
て
給
付
さ

れ
る
、
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
社
会
保
障
を
受
給
す
る
側
が
、
法
的
な
意
味
で
こ
の
権
利
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
自
覚

的
か
、
と
い
え
ば
か
な
り
あ
い
ま
い
な
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
中
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
福
祉
権
ワ
ー
カ
ー
（w

elfare right 

w
orkers

）
と
呼
ば
れ
る
専
門
家
た
ち
が
存
在
す
る
。
福
祉
権
ワ
ー
カ
ー
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
体
の
職
員
又
は
地
方
自
治
体
と

契
約
を
結
ん
だ
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
・
セ
ク
タ
ー
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ク
タ
ー
の
職
員
で
あ
る
。
彼
ら
は
社
会
保
障
の
受
給
者
の
自

立
性
を
守
る
た
め
、
援
助
や
助
言
を
行
う
の
が
役
割
で
あ
る
。
福
祉
権
ワ
ー
カ
ー
は
法
律
の
専
門
家
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
法
律
の
専
門

家
で
あ
っ
て
も
、
社
会
保
障
関
連
法
の
知
識
を
駆
使
し
て
、
そ
れ
を
自
身
の
生
計
の
手
段
に
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
彼
ら
は
社
会

保
障
受
給
者
の
自
立
と
尊
厳
を
守
る
た
め
に
、
受
給
す
る
社
会
保
障
給
付
の
権
利
と
、
請
求
す
る
際
の
正
統
性
と
を
援
助
す
る
立
場
で
あ

る
（
32
）

。こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
実
際
の
福
祉
権
行
使
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
実
態
は
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
福
祉
先
進
国
と
呼
ば
れ
る
国
に
お
い
て
も
、
決
し
て
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
が
社
会
保
障
の
給
付
を
行
う
際
の
受
給
者

の
権
利
と
福
祉
権
と
が
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
権
利
と
は
き
わ
め
て
概
念
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
で
規
定
す
べ
き
福
祉
権
も
、
十
分
な
根
拠
を
欠
い
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
、
と
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い
う
の
が
正
し
い
認
識
で
あ
ろ
う
。
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
課
題
と
は
、
実
際
の
社
会
保
障
給
付
の
場
面
に
お
い
て
政
策
に
よ
る
財
源
供

給
に
お
け
る
福
祉
権
の
在
り
方
と
、
そ
の
確
立
で
あ
る
と
い
え
る
。

4
．
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
福
祉
権
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
に
関
す
る
第
一
原
理
の
定
義
と
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
自
由
や

平
等
、
そ
し
て
尊
厳
が
一
般
の
人
々
や
制
度
に
当
然
入
り
込
ん
で
い
る
社
会
の
も
と
で
の
み
論
じ
る
資
格
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
ロ
ー
ル
ズ
は
、
後
に
な
っ
て
「
正
義
」
は
政
治
用
語
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
上
の
用
語
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
33
）

。
こ
れ
の

応
用
と
し
て
、
福
祉
権
も
ま
た
こ
こ
で
考
察
し
て
き
た
限
り
に
お
い
て
、
形
而
上
学
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
用
語
に
近
い
、
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
ギ
ッ
フ
ェ
ン
は
、「
福
祉
権
は
、
自
由
に
か
け
ら
れ
た
負
担
と
考
え
る
べ
き
で
、
そ
の
負
担
と
は
不
成
功
に
終
わ
っ
た
も

の
へ
の
報
酬
な
い
し
成
功
へ
の
罰
則
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
罰
則
と
は
す
な
わ
ち
そ
れ
を
必
要
と
す
る
人
々
に
再
配
分
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
（
安
定
し
た
中
産
階
級
）
の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
で
あ
る
（
34
）

」
と
表
現
す
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
ル
ズ
が
言
い
表
し
た
正

義
に
関
す
る
第
二
原
理
と
も
通
じ
る
。
ギ
ッ
フ
ェ
ン
が
人
間
の
権
利
の
考
察
で
到
達
し
た
結
論
は
、「
自
由
な
人
間
の
権
利
は
、
全
て
の

者
に
と
っ
て
の
平
等
な
自
由
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
平
等
性
は
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
35
）

。
福
祉
権
の
基
盤
を
な
す

人
間
の
権
利
は
、
し
た
が
っ
て
、「
自
由
」、「
平
等
」
そ
し
て
「
正
義
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
福
祉
権
と
は
中
産
階
級
化
し
、
成
熟
し
た
社
会
の
中
で
「
人
間
の
権
利
が
、
さ
ら
に
求
め
る
、
な
い
し
そ
の
情
熱

を
加
速
さ
せ
る
向
上
心
」
の
よ
う
な
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
向
上
心
（aspiration

）
と
は
優
勢
的
か
つ
「
上

か
ら
目
線
」、
さ
ら
に
「
負
の
福
祉
」
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
、
新
し
い
概
念
と
し
て
の
「
社
会
的
包
含
」
な
ど
を
指
す
と
考
え
て
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も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
福
祉
に
付
き
ま
と
う
批
判
で
あ
る
受
け
身
や
依
存
性
か
ら
よ
り
広
い
経
済
規
模
の
中
で
、
人
々
が
互

い
に
リ
ス
ク
を
取
り
合
う
、
と
い
う
「
積
極
的
な
福
祉
」
の
環
境
の
下
で
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
36
）

。
当
然
な
が
ら
こ
の
状
態
は
、
そ
う
で
あ

る
、
と
い
う
現
状
を
客
観
的
に
論
じ
る
よ
り
は
、
あ
る
べ
き
状
態
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
べ
た
よ
う
に
平
等
と
の

連
携
は
不
可
分
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
福
祉
権
と
は
、
パ
ズ
・
フ
ァ
チ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
慈
善
や
寄
付
な
い
し
心
づ
け
な
ど
を
前
提
に
考

え
ず
、
全
く
新
し
い
社
会
的
便
益
と
し
て
の
報
酬
と
い
う
、
法
規
範
的
な
形
を
と
る
必
要
が
あ
る
（
37
）

。
し
か
し
同
時
に
福
祉
権
へ
の
示
唆

は
、
人
々
の
努
力
の
結
果
と
し
て
の
民
主
主
義
の
深
化
に
よ
っ
て
、
平
等
主
義
や
社
会
的
包
含
が
進
め
ば
、
そ
れ
自
体
自
然
に
発
達
す
る

性
質
の
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
福
祉
権
は
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
受
け
続
け
て
い
る
集
団
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

だ
け
の
問
題
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
を
論
じ
、
こ
れ
を
受
け
止
め
る
わ
れ
わ
れ
自
身
を
含
む
、
人
間
と
し
て
の
権
利
の

今
日
的
到
達
点
の
確
認
で
あ
り
、
い
ま
だ
到
達
で
き
な
い
多
く
の
制
約
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
こ
の
制
約
が
、
克
服
可
能
で
あ
る
の
か
、
人

類
の
存
在
と
と
も
に
永
遠
に
付
き
ま
と
う
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
答
え
が
出
て
い
な
い
。
福
祉
権
の
確
立
は
、
そ
の
条
件
と
し

て
正
義
と
平
等
の
概
念
の
発
達
が
、
個
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
個
人
を
取
り
囲
む
周
り
の
環
境
と
ど
の
よ
う
に
調
和
で
き
る

か
に
つ
い
て
、
そ
の
均
衡
関
係
の
在
り
方
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
1
） 

矢
野
聡
（
二
〇
〇
九
）、「
保
健
医
療
福
祉
政
策
の
変
容　

官
僚
と
新
政
策
集
団
を
め
ぐ
る
攻
防
」、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
六
五
│
二
六
九
頁

（
2
） 

山
田
雄
三
監
訳
（
一
九
六
九
）、『
ベ
ヴ
ァ
リ
ジ
報
告　

社
会
保
険
及
び
関
連
サ
ー
ビ
ス
』
至
誠
堂

（
3
） John R

aw
ls 

（1971

）, A
 T

h
eory of Ju

stice, U
niversal L

aw
 P
ublishing C

o.L
td.

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
著
、
川
本
隆
史
、
福
間
聡
、
神
島
裕
子
訳
（
二
〇
一
〇
）、『
正
義
論
』、
紀
伊
國
屋
書
店
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（
4
） 

わ
が
国
の
憲
法
二
五
条
に
よ
る
「
生
存
権
規
定
」
を
め
ぐ
る
法
的
理
解
は
、
人
々
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
基
調
と
し
た
権
利
の
明
確
化
を
謳

う
上
位
概
念
を
欠
き
、
給
付
に
お
け
る
「
最
低
生
活
保
障
」
の
基
準
設
定
の
在
り
方
に
偏
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
筆
者
は
こ
の
指
摘
を
最
初
に

行
っ
て
い
る
。
拙
著
、「
社
会
保
障
の
思
想
と
憲
法
改
正
へ
の
示
唆
」『
週
刊
社
会
保
障
』
第
二
七
二
六
号
、
二
〇
一
三
年
五
月
、
五
〇
│
五
五
頁

（
5
） 
憲
法
第
二
五
条
第
二
項
「
国
は
、
全
て
の
生
活
部
面
に
お
い
て
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」

（
6
） 

現
在
の
社
会
福
祉
に
該
当
す
る
用
語
は
、
昭
和
憲
法
公
布
以
降
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
社
会
事
業
と
呼
ん
で
い
た
。

（
7
） 

清
水
玄
氏
追
悼
録
刊
行
会
（
一
九
七
五
）、『
清
水
玄
さ
ん
』、
北
村
社
会
保
険
出
版

小
山
進
次
郎
氏
追
悼
刊
行
会
（
一
九
七
三
）、『
小
山
進
次
郎
さ
ん
』、
社
会
保
険
広
報
社
等
を
参
照
願
い
た
い
。

（
8
） 

実
際
、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
正
義
論
」
は
、
彼
自
身
が
著
書
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
唱
え
た
社
会
契
約
論
の
現
代
版
で
あ
る
。

（
9
） 

社
会
保
障
長
期
懇
談
会
（
有
沢
広
巳
会
長
）
報
告
書
（
一
九
八
二
）、『
社
会
保
障
の
将
来
展
望
に
つ
い
て
』

同
報
告
書
は
、『
わ
が
国
の
社
会
保
障
は
す
で
に
ほ
ぼ
西
欧
水
準
に
達
し
…
…
』
と
述
べ
て
い
る
。

（
10
） 

実
際
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
務
省
の
表
記
は
、m

inistry of justice

で
あ
る
。

（
11
） 

た
と
え
ば
池
田
貞
夫
（
二
〇
〇
七
）「
功
利
主
義
の
正
義
論
」、
音
無
通
宏
編
著
、『
功
利
主
義
と
社
会
改
革
の
思
想
』、
中
央
大
学
出
版
部
、
一

│
九
七
頁

（
12
） 

第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
ま
で
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
北
欧
や
大
陸
の
諸
国
で
優
勢
で
あ
っ
た
優
生
学
と
政
治
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
稿

を
改
め
て
論
じ
た
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
米
本
昌
平
、
松
原
洋
子
、
橳
島
次
郎
、
市
野
川
容
孝
（
二
〇
〇
〇
）、『
優
生
学
と
人
間
社
会　

生
命
科
学

の
世
紀
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
』、
講
談
社
現
代
新
書
、
を
参
照
願
い
た
い
。

（
13
） G
iddens. A

 

（1998

）, T
h

e T
h

ird
 W

ay: T
h

e R
en

ew
al of S

ocial D
em

ocracy, C
am
bridge: P

olity.

（
14
） 

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
政
策
学
者
、
ポ
ー
ル
・
ス
ピ
ッ
カ
ー
（P

aul S
picker

）
は
、
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
理
論
を
応
用
し
て
政
策
形
成
を
五
段
階
に

区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
問
題
に
気
付
く
、
②
問
題
を
取
り
上
げ
る
、
③
問
題
を
定
義
す
る
、
④
選
択
肢
を
列
挙
す
る
、
⑤
選
択
肢
か
ら
選

択
す
る
、
で
あ
る
。

七
七
二



平
等
と
福
祉
（
矢
野
）

（
一
二
八
九
）

P
aul S

picker 

（1995

）S
ocial P

olicy, T
h

em
es an

d
 A

pproach
es,

武
川
正
吾
、
上
村
康
裕
、
森
川
美
絵
（
二
〇
〇
一
）「
社
会
政
策
講
義　

福
祉
の
テ
ー
マ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
有
斐
閣
、
一
二
九
頁

（
15
） 
こ
こ
で
は
「
人
権
」
と
い
う
用
語
を
用
い
な
い
。
昭
和
憲
法
に
お
け
る
人
権
と
い
う
用
語
を
用
い
た
幾
多
の
解
釈
が
あ
る
の
は
知
っ
て
い
る
が
、

昭
和
憲
法
も
中
立
的
に
み
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
人
の
得
意
な
簡
略
化
さ
れ
た
用
語
を
あ
え
て
用
い
な
い
方
が
、
論
文
の
課
題
に
接
近
で
き
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
16
） 

た
と
え
ばA

lcock P
. 

（2008

）, S
ocial P

olicy in
 B

ritain 

（3
rd ed.

） P
algrave M

acm
illan, pp.48-49.

（
17
） 

今
日
の
差
別
問
題
は
、
人
種
、
民
族
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
福
祉
権
の
範
疇
で
は
な
い
。

（
18
） 

た
と
え
ばN

ozick.R
. （1995

）, D
istributive Justice, in A

vineri S. and de Shalt A
. （eds

）, C
om

m
unitarianism

 and Individualism
, 

O
xford U

niversity P
ress

を
参
照
願
い
た
い
。

（
19
） A

m
ir P
az-F

uchs 

（2010
）, W

elfare to W
ork: C

on
d

ition
al R

igh
ts in

 S
ocial P

olicy, O
xford U

niversity P
ress, p.170.

（
20
） D

aniels N
. 

（2003

）, R
aw

ls’s C
om

plex E
galitarian

ism
, in F

reem
an S

. 

（ed

）, T
he C

am
bridge C

om
panion to R

aw
ls, 

C
am
bridge U

niversity P
ress pp.249-252.

（
21
） I. W

illiam
s 

（1998

）, W
elfare an

d
 L

egal E
n

titlem
en

ts: T
h

e S
ocial R

oots of P
overty in D

. K
airys 

（ed

）, T
he P

olitics of 

L
aw
, B
asick B

ooks 3
rd ed. pp.569-576.

（
22
） T

. H
. M
arshall and T

om
 B
ottom

ore 

（1992
） C

itizen
sh

ip an
d

 social class, P
luto P

ress, 1992.

Ｔ
．Ｈ
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ト
ム
・

ボ
ッ
ト
モ
ア
著
、
岩
崎
信
彦
・
中
村
健
吾
訳
（
一
九
九
三
）、『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
社
会
的
階
級
│
近
現
代
を
総
括
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』、
法

律
文
化
社

（
23
） 

ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
著
、
伊
藤
茂
訳
（
二
〇
〇
七
）『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
日
本
経
済
評
論
社
、
七
五
頁

（
24
） 

一
九
四
一
年
、
カ
ナ
ダ
の
船
上
で
チ
ャ
ー
チ
ル
と
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、
そ
の
後
当
時
の
全
連
合
国
が
批
准
し
た
「
大
西
洋
憲

章
」
で
あ
る
。

（
25
） 

ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
の
三
部
作
と
し
て
国
際
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
Ｊ
．Ｋ
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
著
、
鈴
木
鉄
太
郎
訳
（
二
〇
〇
六
）、『
ゆ
た
か
な

七
七
三
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月
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（
一
二
九
〇
）

社
会　

決
定
版
』、
岩
波
現
代
文
庫　

Ｊ
．Ｋ
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
著
、
斎
藤
精
一
郎
訳
（
一
九
八
四
）『
新
し
い
産
業
国
家
（
上
）（
下
）』、
講
談
社
文
庫
、

Ｊ
．Ｋ
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
著
、
斎
藤
精
一
郎
訳
（
二
〇
〇
九
）、『
不
確
実
性
の
時
代
』
講
談
社
学
術
文
庫
で
あ
る
。

（
26
） 
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
著
、
伊
藤
茂
訳
（
二
〇
〇
七
）
前
掲
書
、
七
六
│
八
二
頁

（
27
） C

arl W
elm
an 

（1982

）, W
elfare righ

ts, R
ow
m
an and A

llanheld, p.181.

（
28
） A

lasdair M
aclntyre 

（1981

）, A
fter V

irtu
e, U
niversity of N

ortre D
am
e P
ress, p.201.

（
29
） 

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
著
、
鬼
澤
忍
訳
（
二
〇
一
〇
）、『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う　

今
を
生
き
延
び
る
た
め
の
哲
学
』、
早
川

書
房
、
二
八
六
│
二
八
九
頁

（
30
） 

ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
著
書
「
正
義
論
」
に
お
い
て
、
正
義
の
二
原
理
を
繰
り
返
し
展
開
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
著
、
川
本
隆
史
、
福
間

聡
、
神
島
裕
子
訳
（
二
〇
一
〇
）
前
掲
第
一
一
節
、
第
一
三
節
、
第
四
六
節
、
特
に
第
一
原
理
の
説
明
は
第
三
九
節
、
三
二
八
│
三
三
八
頁

（
31
） Jam

es G
riffi  n 

（2008

）, O
n

 H
u

m
an

 R
igh

ts, O
xford U

niversity P
ress, p.9.

（
32
） A

lcock P
. 

（2008

）, S
ocial P

olicy in
 B

ritain 

（3
rd ed.

） P
algrave M

acm
illan, pp.21-22.

（
33
） R

aw
les. J, S

m
uel F

reem
an 

（ed
） （1999

）, Ju
stice as F

airn
ess: P

olitical n
ot M

etaph
ysical in

 C
ollected

 P
apers, H

arvard 

U
niversity P

ress, p.388-414.

（
34
） Jam

es G
riffi  n 

（2008

）, ibid., p.178.

（
35
） Jam

es G
riffi  n 

（2008

）, p.43.

（
36
） G

iddens. A
 

（1998

）, T
he T

hird W
ay: T

he R
enew

al of S
ocial D

em
ocracy, C

am
bridge: P

olity

（
37
） A

m
ir P
az-F

uchs 

（2010

）, p.204.
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
一
）

租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念

藪　
　

下　
　

武　
　

司

1　

は
じ
め
に

2　

古
典
的
租
税
原
則
に
お
け
る
公
平
性
（
古
典
派
以
前
の
租
税
思
想
）

3　

イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
と
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
お
け
る
租
税
原
則

4　

現
代
的
租
税
原
則
と
公
平
性

5　

租
税
原
則
学
説
の
わ
が
国
へ
の
導
入
過
程

6　

お
わ
り
に

　

参
考
文
献
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
九
二
）

1　

は
じ
め
に

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 S
m
ith

）
か
ら
ワ
グ
ナ
ー
（A

dolph W
agner

）、
そ
し
て
現
代
の
税
制
に
至
る
ま
で
、
課
税
に
関
す
る
根
本
的

な
原
則
を
表
す
租
税
原
則
は
、
そ
の
時
代
に
応
じ
て
種
々
の
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
。
現
代
で
も
そ
の
思
想
は
受
け
継
が
れ
、
公
平
、
中
立
、

簡
素
（
最
小
徴
税
費
）
の
原
則
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
原
則
と
さ
れ
た
の
が
公
平
の
原
則
（
平
等
、
公
正
の
原
則
）
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
公
平
の
原
則
に
は
、
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
公
共
財
の
対
価
に
応
じ
て
課
税
を
支
払
う
こ
と
が
公
平
で
あ
る
と

考
え
る
「
利
益
説
」、
個
人
の
支
払
い
能
力
に
応
じ
て
租
税
を
支
払
う
こ
と
が
公
平
で
あ
る
と
考
え
る
「
能
力
説
」
の
二
つ
の
原
則
が
存

在
す
る
（
1
）

。

能
力
説
は
さ
ら
に
、「
等
し
い
負
担
能
力
を
有
す
る
者
は
等
し
い
税
負
担
」
を
求
め
る
水
平
的
公
平
性
と
、「
異
な
る
負
担
能
力
を
有
す

る
者
は
異
な
る
税
負
担
」
を
求
め
る
垂
直
的
公
平
性
と
に
分
け
ら
れ
る
。
利
益
説
お
よ
び
能
力
説
の
う
ち
水
平
的
公
平
性
は
、
一
応
誰
も

が
納
得
で
き
る
原
則
で
は
あ
る
が
、
垂
直
的
公
平
性
の
達
成
に
は
困
難
が
伴
う
（
2
）

。

す
な
わ
ち
、
能
力
説
の
一
般
原
則
か
ら
は
、
所
得
税
の
累
進
構
造
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
水
平
的
公
平
性
に
つ
い
て
は
、
担

税
力
を
所
得
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
基
準
と
な
り
う
る
が
、
垂
直
的
公
平
性
に
関
す
る
基
準
で
は
、「
担
税
力
の
大
き

い
納
税
者
は
そ
れ
だ
け
重
い
税
負
担
を
負
う
べ
き
で
あ
る
」
を
所
得
に
置
き
換
え
て
も
、
累
進
課
税
、
逆
進
課
税
、
比
例
課
税
の
い
ず
れ

も
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
具
体
的
な
税
構
造
を
導
出
す
る
た
め
の
基
準
を
決
め
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
3
）

。

本
稿
で
は
、
主
要
な
租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
と
、
垂
直
的
公
平
性
の
根
拠
で
あ
る
累
進
制
に
つ
い
て
学
説
史
的
に
考
察
す
る
。

ま
た
諸
外
国
の
原
則
が
、
わ
が
国
の
税
体
系
に
ど
の
よ
う
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
の
時
代
背
景
と
と
も
に
考
察
す
る
。

七
七
六



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
三
）

（
1
） 

租
税
応
益
説
は
、
一
七
、
一
八
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
理
論
で
あ
り
、
彼
等
が
打
倒
し
た
絶
対
王
政
の
徴
税
権
力
に
代
わ
っ
て
新
た
に
生

成
し
よ
う
と
す
る
市
民
的
国
家
の
徴
税
権
と
、
そ
の
下
で
確
立
し
た
私
有
財
産
権
と
の
調
和
論
で
あ
っ
た
。
ま
た
租
税
応
能
説
は
、
一
九
世
紀
の
ド

イ
ツ
財
政
学
者
の
手
で
完
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
応
益
説
を
批
判
し
て
、
個
人
に
優
越
す
る
国
家
の
歴
史
的
、
論
理
的
必
然
性
を
強
調
し
、
租

税
は
有
機
的
全
体
と
し
て
の
国
家
の
利
益
の
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
納
税
者
の
打
算
を
超
越
し
た
崇
高
な
義
務
で
あ
る
と
主
張

す
る
。（
島
恭
彦
著
（
一
九
六
三
）『
財
政
学
概
論
』
八
二
頁
）。

（
2
） 

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、「
利
益
説
が
実
行
可
能
の
た
め
に
は
、
特
定
の
納
税
者
の
支
出
か
ら
受
け
る
便
益
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

能
力
説
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
能
力
が
い
か
に
測
定
さ
れ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
非
常
に
難
し
く
、
い
ず

れ
の
接
近
法
も
実
施
可
能
の
段
階
ま
で
至
っ
て
い
な
い
し
、
租
税
政
策
の
全
機
能
を
取
り
扱
い
う
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
著
・
木
下
和
夫
監
修
（
一
九
五
九
）『
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
財
政
理
論
Ⅰ
』
有
斐
閣
、
二
八
八
│
二
八
九
頁
参
照
）。

（
3
） 

牛
島
正
著
（
一
九
七
八
）『
租
税
体
系
論
』
二
三
頁
参
照
。

2　

古
典
的
租
税
原
則
に
お
け
る
公
平
性
（
古
典
派
以
前
の
租
税
思
想
）

絶
対
君
権
主
義
の
時
代
、
近
代
的
租
税
は
よ
う
や
く
発
達
し
始
め
た
が
、
当
時
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
（M

ercantilism

）
の
理
論
家

は
、
租
税
を
以
て
直
ち
に
「
国
民
の
負
担
」
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
例
え
ば
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as m

an

）
は
、「
た
と
へ

國
民
が
貧
乏
し
て
も
そ
れ
だ
け
王
様
が
富
む
な
ら
ば
、
國
は
貧
乏
し
た
と
は
云
は
れ
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
王
様
の
年
々
の
収
入
は
常
に

國
民
の
利
益
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
租
税
要
求
に
答
え
て
サ
ン
の

僧
侶
は
、「
國
家
の
要
求
に
対
し
て
國
民
は
そ
の
財
物
を
、
貴
族
は
そ
の
血
を
、
僧
侶
は
そ
の
祈
り
を
さ
さ
げ
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
」
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
大
内
（
一
九
三
一
）
は
、
当
時
の
僧
侶
、
貴
族
が
特
権
階
級
と
し
て
租
税
を
支
払
う
こ
と
を
潔
し
と
し
な
く
て
も
不

七
七
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思
議
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
1
）

。

ま
た
、
彼
等
は
「
一
般
に
労
賃
を
高
く
さ
せ
な
い
が
た
め
に
は
、
農
民
に
消
費
物
を
買
は
せ
な
い
や
う
そ
れ
を
高
価
な
ら
し
む
べ
く
、

こ
の
た
め
に
は
消
費
税
が
よ
い
」、「
公
課
が
重
く
な
る
に
比
例
し
て
、
国
民
の
勤
勉
が
増
す
」
と
も
主
張
し
て
い
た
。

仏
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（Jean B

odin

）
は
『
共
和
国
六
論
』
第
六
巻
第
二
章
「
国
庫
論
」
に
お
い
て
、
国
庫
収
入
を
正
し
く
集
め
る

方
法
、
公
共
財
を
政
府
の
効
用
の
た
め
に
支
出
す
る
方
法
を
論
じ
た
。
財
源
と
し
て
公
有
地
、
関
税
、
租
税
等
七
種
を
あ
げ
、
公
有
地
を

重
視
し
租
税
は
緊
急
の
場
合
に
奢
侈
品
に
課
税
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
ボ
ダ
ン
の
影
響
を
受
け
た
代
表
が
ク
ロ
ッ
ク
（K

aspar K
lock

）

で
あ
る
。
か
れ
は
、
租
税
の
目
的
が
公
益
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
財
産
に
公
平
な
課
税
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
貴
族
や
僧
侶
の
免
税
特
権

を
排
斥
し
、
最
低
生
活
費
の
免
税
を
勧
告
し
た
が
、
未
だ
近
代
的
租
税
国
家
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
2
）

。

租
税
学
説
の
最
初
の
頃
は
、
自
然
法
的
な
国
家
感
に
基
づ
き
自
由
主
義
を
主
張
す
る
人
々
の
学
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
説
は
保
険
料
説

と
呼
ば
れ
、
そ
の
説
に
従
え
ば
、
租
税
は
い
わ
ば
生
命
と
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
保
険
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
代
「
租
税
は
市
民
共
同
の
義
務
で
あ
り
、
国
家
が
市
民
に
与
え
る
利
益
の
代
価
で
あ
る
」
と
し
て
発
展
し
、
現
在
の
利

益
説
ま
た
は
代
価
説
と
も
称
せ
ら
れ
た
（
3
）

。

し
か
し
交
換
説
を
主
張
し
つ
つ
、
し
か
も
累
進
税
を
擁
護
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
古
典
派
以
前
に
は
、
ゾ
ン
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス

（J.S
onnenfels

）、
ロ
ッ
ツ
（W

.L
otz

）、
ベ
ン
サ
ム
（J.B

entham
）、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
（J.D

.S
teuart

）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
最
低
生
活
費

の
免
税
は
、
税
率
そ
の
も
の
は
比
例
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
累
進
的
負
担
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ル
ソ
ー

（J.J.R
usoeu

）
は
、
社
会
の
利
益
は
結
局
に
お
い
て
富
者
に
帰
し
、
財
産
は
擁
護
さ
れ
る
一
方
、
貧
者
に
は
全
て
の
窓
が
閉
ざ
さ
れ
て
い

る
た
め
、
所
得
に
対
し
て
累
進
的
な
負
担
を
課
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
（
4
）

。

七
七
八



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
五
）

ペ
テ
ィ

ペ
テ
ィ
（S

ir W
illiam

 P
etty

）
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
法
的
国
家
観
に
立
脚
し
て
、
国
家
が
受
け
る
利
益
に
応
じ
て
租
税
を
負
担
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
、
そ
し
て
租
税
は
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
の
『
租
税
貢
納
論
』
第
三
章
で

は
、「
最
も
人
を
怒
ら
せ
る
も
の
は
、
そ
の
人
が
自
分
の
隣
人
以
上
に
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
5
）

」、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書

第
七
章
で
は
「
こ
の
方
法
（
人
頭
税
）
の
欠
点
は
、
そ
れ
が
非
常
に
不
公
平
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
能
力
が
違
う
人
た
ち
が
、

す
べ
て
一
様
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
の
費
用
が
最
大
の
人
が
、
最
も
多
く
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
か

え
れ
ば
、
貧
困
な
人
ほ
ど
ま
す
ま
す
多
く
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
6
）

。」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
い
か
な
る
課
税
方
法
が
公
平
で
あ
る
か
の
問
題
に
は
、「
租
税
が
ど
れ
ほ
ど
巨
額
で
あ
ろ
う
と
も
、
も
し
そ
れ
が
す
べ
て
の

人
に
対
し
て
比
例
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
も
そ
の
た
め
に
自
己
の
富
を
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
7
）

。
租
税
を
か
け
る
と
き

は
、
富
の
消
費
に
よ
っ
て
実
際
に
享
受
す
る
現
実
的
な
富
に
か
け
よ
と
い
う
。
こ
れ
に
比
例
さ
せ
る
の
が
最
も
公
平
で
あ
る
と
し
、
こ
の

意
味
で
消
費
税
を
推
賞
す
る
。
か
れ
は
、
消
費
税
が
自
然
的
正
義
に
か
な
い
、
被
課
税
者
を
し
て
よ
り
一
層
勤
勉
な
ら
し
め
、
国
民
の
富

の
増
加
と
税
収
の
増
大
す
る
最
適
な
課
税
方
法
で
あ
る
と
い
っ
た
（
8
）

。
こ
の
よ
う
に
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
に
よ
り
富
の
分
配
が
代
わ
る
こ
と
を

否
定
し
、
比
例
課
税
を
も
っ
て
公
平
の
原
則
に
適
う
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
ペ
テ
ィ
は
、
免
税
点
に
つ
い
て
は
何
も
言

及
し
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
も
彼
の
公
平
の
原
則
に
対
す
る
特
徴
が
見
え
る
（
9
）

。

ケ
ネ
ー

ケ
ネ
ー
（F

rançoa Q
uesnay

）
は
、
自
然
法
思
想
を
経
済
生
活
に
即
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
、
ヴ
ォ
バ
ァ
ン
（S

.P
.V
auban

）、
ボ
ア

ギ
ュ
ペ
ー
ル
（P

.L
.P
.de.B

oisguillebert

）
の
影
響
を
受
け
て
『
経
済
表
』、『
租
税
論
』、『
自
然
法
』
を
著
し
た
。「
主
権
者
お
よ
び
国
民

七
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は
、
土
地
こ
そ
富
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
、
富
を
増
加
す
る
の
は
農
業
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
。
何
と
な
れ
ば
、

富
の
増
加
は
人
の
増
加
を
保
証
す
る
が
、
人
間
と
富
と
は
農
業
を
栄
え
し
め
、
商
業
を
拡
大
し
、
工
業
を
活
気
づ
け
、
富
を
増
加
し
永
続

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
10
）

」、「
租
税
は
国
民
所
得
の
総
額
に
対
し
、
破
壊
的
又
は
不
均
衡
に
な
ら
な
い
こ
と
、
其
の
増
徴
は
所
得
の
増
加
に
伴

ふ
こ
と
、
租
税
は
直
接
土
地
の
純
生
産
物
に
設
定
さ
れ
、
労
銀
又
は
商
品
の
上
に
は
設
定
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
租
税
は
徴

収
費
を
増
し
商
業
を
害
す
る
。
…
（
中
略
）
…
」、「
純
生
産
物
の
上
に
比
例
的
に
且
つ
再
生
産
せ
ら
れ
る
富
の
淵
源
に
直
接
に
課
せ
ら
れ

る
も
の
が
、
最
も
簡
単
に
し
て
、
納
税
者
に
と
り
最
も
損
害
少
な
き
租
税
で
あ
る
」
と
し
て
土
地
単
税
論
を
展
開
し
た
（
11
）

。
重
農
学
派
の
主

張
は
、
生
産
者
（
農
民
）
を
租
税
の
負
担
か
ら
解
放
し
て
、
地
代
＝
余
剰
価
値
の
取
得
者
た
る
地
主
に
課
税
を
統
一
す
る
意
図
と
、
小
作

農
を
租
税
の
収
奪
か
ら
守
り
、
資
本
蓄
積
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
求
と
同
時
に
、
封
建
的
支
配
者
（
貴
族
・
僧
侶
）
の
免
税
特
権
に

対
す
る
公
平
負
担
の
要
求
で
あ
っ
た
（
12
）

。

重
農
主
義
者
は
、
啓
蒙
絶
対
主
義
の
立
場
を
と
る
が
、
農
業
資
本
の
維
持
と
増
殖
を
通
じ
て
、
一
国
の
富
が
循
環
す
る
過
程
を
自
然
的

秩
序
と
し
て
把
握
し
、
こ
こ
に
経
済
政
策
と
課
税
政
策
の
基
準
を
求
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
重
商
主
義
的
な
干
渉
政
策
を
拒
否
す
る
。

グ
ラ
ス
ラ
ン

重
農
学
派
の
土
地
単
一
税
論
と
は
異
な
る
展
開
を
み
せ
た
の
が
、
グ
ラ
ス
ラ
ン
（J.J.L

ouis G
raslin

）
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、
税
は
国

家
か
ら
得
る
保
護
と
い
う
公
共
的
用
役
と
の
交
換
に
そ
の
受
益
者
が
与
え
る
代
価
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
税
は
保
護
の
提
供
者
（
国

家
）
と
受
益
者
（
納
税
者
）
と
の
間
の
交
換
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
（
13
）

。
ま
た
、「
所
得
に
固
定
税
率
で
課
税
す
る
こ
と
は
著
し
く
公
平
性
を

欠
く
こ
と
」、「
税
率
が
固
定
さ
れ
た
比
例
税
率
は
欲
求
充
足
の
公
平
性
に
著
し
く
反
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
富
者
は
そ
の
社
会
的

地
位
や
財
産
に
応
じ
て
よ
り
大
き
な
保
護
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
各
人
の
受
け
取
る
も
の
に
比
例
し
て
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
「
効
用

七
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価
値
説
を
根
拠
と
す
る
交
換
の
法
に
基
づ
く
公
正
な
ル
ー
ル
」
と
し
て
累
進
所
得
税
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
「
納
税
は
各
納
税
者
の
能
力

の
累
進
的
な
割
合
で
、
常
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
」
に
現
実
的
に
最
も
よ
く
合
致
し
た
税
制
で
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
は
、
累
進
課
税
は
富
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
苛
酷
で
あ
る
か
ら
支
持
さ
れ
な
い
こ
と
、
人
々
は
次
年
度
よ
り
多
く
課
税
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
て
競
争
心
・
勤
労
意
欲
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
納
税
額
を
決
め
る
担
当
官
の
不
正
や
誤
り
を
防
ぐ
こ
と
が
技
術
的

に
困
難
で
あ
り
、
税
の
正
確
性
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
所
得
税
に
累
進
税
制
を
導
入
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
（
14
）

。

グ
ラ
ス
ラ
ン
は
、「
租
税
の
目
的
は
、
社
会
の
平
等
を
回
復
す
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
支
払
い
不
能
者
を
全
面
的
に

免
除
し
、
収
入
の
僅
少
な
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
過
渡
的
な
不
平
等
を
考
慮
し
う
る
だ
け
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
（
15
）

。
そ
し
て

「
グ
ラ
ス
ラ
ン
の
直
接
的
な
狙
い
は
、
重
農
学
派
の
土
地
単
税
を
否
定
し
、
消
費
と
所
得
を
中
心
と
す
る
累
進
課
税
を
提
案
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
推
賞
す
る
消
費
税
は
、
絶
対
的
必
要
の
対
象
に
は
課
さ
れ
ず
、
一
次
的
必
要
か
ら
乖
離
す
る
ほ
ど
税
率

が
高
く
な
る
累
進
的
な
消
費
税
で
あ
る
（
16
）

。

ハ
チ
ス
ン

ハ
チ
ス
ン
（F

rançis H
utcheson

）
の
課
税
原
則
に
関
す
る
意
見
は
、
簡
潔
で
先
見
の
明
が
あ
る
。
か
れ
の
凝
縮
さ
れ
た
緻
密
な
文
章

は
、
ス
ミ
ス
の
著
名
な
課
税
原
則
の
大
部
分
の
源
泉
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
17
）

。
ハ
チ
ス
ン
の
『
道
徳
哲
学
体
系
』
は
、
ス
ミ
ス
の

『
道
徳
情
操
論
』
の
直
接
の
先
導
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ス
ミ
ス
経
済
学
の
主
要
概
念
を
、
す
で
に
多
分
に
含
ん
で
い
た
。「
自
然
的
自

由
」
の
原
理
、
租
税
原
則
と
し
て
便
宜
の
原
則
や
、
富
に
対
す
る
公
平
な
比
例
の
原
則
を
あ
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ハ
チ
ス
ン
の
冒
頭
の
注
釈
に
は
、「
公
的
経
費
を
支
払
う
租
税
に
つ
い
て
言
え
ば
、
…
（
中
略
）
…
。
し
か
し
と
り
わ
け
、

ど
ん
な
形
で
あ
れ
（
租
税
を
）
人
民
か
ら
徴
収
す
る
と
き
に
は
、
外
国
の
産
物
や
製
造
品
に
関
税
を
課
す
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
人
民
の

七
八
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
九
八
）

富
裕
に
対
し
て
正
当
な
比
率
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
（
以
下
略
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
引
用
に
よ
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
第
一
原
則
す
な
わ
ち
課
税
の
公
平
（
国
富
論
で
は
、「
一
大
国
に
お
け
る
、
政
府
の
経
費
と
各
個
人
と
の
関

係
は
、
一
大
所
有
地
に
お
け
る
、
そ
の
経
営
費
と
共
同
借
地
人
と
の
関
係
に
似
て
お
り
、
共
同
借
地
人
は
、
誰
で
も
こ
の
所
有
地
か
ら
受
け
る
、
そ
れ
ぞ

れ
の
利
益
に
比
例
し
て
醵
出
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
原
則
を
守
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
、
い
わ
ゆ
る
課
税
の
公
平
・
不
公
平
が
か
か
っ
て
い
る
」（
大

内
・
松
川
訳
二
二
一
頁
））
は
、
上
述
の
ハ
チ
ス
ン
が
強
調
し
た
言
葉
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
18
）

。

ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
（D

avid H
um
e

）
の
『
政
治
論
』
は
、
重
農
学
派
の
独
断
を
否
定
し
、
む
し
ろ
感
知
す
る
こ
と
も
っ
と
も
す
く
な
き

奢
侈
品
課
税
こ
そ
最
良
の
租
税
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
済
学
的
、
経
験
論
的
考
察
方
法
も
ス
ミ
ス
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
（
19
）

。

（
1
） 

大
内
兵
衛
著
（
一
九
三
一
）『
財
政
学
大
綱
（
中
巻
）
租
税
論
』
岩
波
書
店
、
三
一
九
│
三
二
〇
頁
。

（
2
） 

木
村
元
一
著
（
一
九
五
八
）『
財
政
学
総
論
』
春
秋
社
、
五
九
│
六
〇
頁
。

（
3
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）『
改
訂
財
政
学
原
理
』
千
倉
書
房
、
一
六
五
│
一
六
六
頁
。

（
4
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）
上
掲
書
、
一
六
七
頁
。

（
5
） W

illiam
 P
etty, A

 T
reaties of T

axes an
d

 C
on

tribu
tion

s, L
ondon, 1662, in C

.H
.H
ull, ed., T

he E
conom

ic W
ritings of S

ir 

W
illiam

 P
etty, vol.1, C

am
bridge, 1889.

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
（
一
九
五
二
）『
租
税
貢
納
論
』
岩
波
書
店
、
六
〇
頁
。

（
6
） W
illiam

 P
etty, A

著
・
大
内
・
松
川
訳
（
一
九
五
二
）
上
掲
書
、
一
一
〇
頁
。

（
7
） W
illiam

 P
etty, A

著
・
大
内
・
松
川
訳
（
一
九
五
二
）
前
掲
書
、
五
九
頁
。

（
8
） 

木
村
元
一
著
（
一
九
五
八
）
前
掲
書
、
六
五
頁
。

（
9
） 

吉
田
克
巳
著
（
二
〇
一
二
）『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
│
近
代
的
租
税
論
の
先
駆
│
』
八
千
代
出
版
、
一
八
六
頁
。

七
八
二



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
九
）

（
10
） 

戸
田
正
雄
・
増
井
健
一
訳
（
一
九
六
一
）『
ケ
ネ
ー
経
済
表
』
岩
波
書
店
、
七
四
頁
。

（
11
） 

大
内
兵
衛
著
（
一
九
三
一
）
前
掲
書
、
三
二
一
│
三
二
二
頁
。

（
12
） 
島
恭
彦
著
（
一
九
六
三
）『
財
政
学
概
論
』
岩
波
書
店
、
一
二
九
頁
。

（
13
） 
米
田
昇
平
（
一
九
九
八
）「
グ
ラ
ス
ラ
ン
の
経
済
思
想
│
効
用
価
値
説
と
累
進
課
税
の
原
理
│
」
下
関
市
立
大
学
『
下
関
市
立
論
集
』
一
八
二

頁
。

（
14
） 

米
田
昇
平
（
一
九
九
八
）
上
掲
論
文
、
一
八
四
│
一
八
六
頁
。

（
15
） 

津
田
内
匠
（
一
九
六
二
）「J-J-L

ouis G
raslin

に
つ
い
て
の
覚
書
き
」
一
橋
大
学
『
経
済
研
究
』
第
一
三
巻
第
一
号
、
八
二
頁
。

（
16
） 

津
田
内
匠
（
一
九
六
二
）「J-J-L

ouis G
raslin

に
つ
い
て
の
覚
書
き
」
上
掲
論
文
、
八
一
頁
。

（
17
） T

aylor, W
.L
. F

ran
cis H

u
tch

eson
 an

d
 D

avid
 H

u
m

e as P
red

ecessors of A
d

am
 S

m
ih

t. D
urham

, N
orth C

arolina: D
uke 

U
niversity P

ress.1965. 

山
口
正
春
・
川
又
祐
（
二
〇
〇
七
）『
ハ
チ
ス
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス
│
経
済
学
の
源
流
│
』
三
恵
社
、
一
四
三
頁
。

（
18
） T

aylor, W
.L
. F

ran
cis H

u
tch

eson
 an

d
 D

avid
 H

u
m

e as P
red

ecessors of A
d

am
 S

m
ih

t. D
urham

, N
orth C

arolina: D
uke 

U
niversity P

ress.1965. 

山
口
正
春
・
川
又
祐
（
二
〇
〇
七
）
上
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
19
） 

木
村
元
一
著
（
一
九
五
八
）
前
掲
書
、
八
一
頁
。

3　

イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
と
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
お
け
る
租
税
原
則

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

古
典
派
の
時
代
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
の
認
識
よ
り
人
々
は
合
理
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
、
す
べ
て
の
攪
乱
的
な
国
家
干
渉
よ
り
解

放
さ
れ
て
発
展
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
社
会
生
活
は
調
和
的
な
も
の
と
し
て
進
歩
を
た
ど
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

七
八
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
〇
）

こ
れ
は
ラ
ッ
サ
ー
ル
（F

.L
assalle

）
の
述
べ
た
「
国
家
の
任
務
を
夜
警
に
限
定
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
僅
少
な
る
経
費
を
支
弁

す
る
た
め
に
は
、
租
税
の
徴
収
以
後
に
お
け
る
所
得
と
財
産
の
分
配
状
態
が
、
徴
収
以
前
と
相
対
的
に
等
し
い
状
態
に
な
る
よ
う
に
、
租

税
負
担
を
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
故
に
、
租
税
は
所
得
ま
た
は
財
産
に
比
例
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

比
例
税
の
主
張
と
な
る
（
1
）

。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 S
m
ith

）
は
「
租
税
は
、
地
代
、
利
潤
ま
た
は
賃
金
、
す
な
わ
ち
三
部
類
の
収
入
の
す
べ
て
に
か
け
る
こ
と

を
目
的
と
し
う
る
」
と
し
、
租
税
一
般
に
つ
い
て
は
四
つ
の
一
般
原
則
、
す
な
わ
ち
⑴
公
平
で
あ
る
こ
と
、
⑵
確
実
で
あ
る
こ
と
、
⑶
支

払
い
に
便
宜
が
あ
る
こ
と
、
⑷
徴
収
費
が
少
な
く
て
す
む
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
第
一
原
則
の
、
課
税
の
公
平
に
つ
い
て
は
「
あ

ら
ゆ
る
国
家
の
臣
民
は
、
各
人
の
能
力
に
で
き
る
だ
け
比
例
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
国
家
の
保
護
の
も
と
に
享
受

す
る
収
入
に
比
例
し
て
、
政
府
を
維
持
す
る
た
め
に
貢
納
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」、「
大
国
の
個
々
人
に
対
す
る
政
府
の
経
費
は
、
大
所

有
地
の
共
同
借
地
人
に
対
す
る
経
営
費
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
共
同
借
地
人
は
、
こ
の
所
有
地
に
お
け
る
か
れ
ら
の
そ

れ
ぞ
れ
の
利
害
関
係
に
比
例
し
て
貢
納
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
2
）

。

ス
ミ
ス
に
と
っ
て
第
一
の
原
則
「
公
平
の
原
則
」
は
、
租
税
の
根
拠
お
よ
び
配
分
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
保
護
、
つ
ま
り
政
府

活
動
の
も
た
ら
す
一
般
的
利
益
が
課
税
の
根
拠
で
あ
り
、「
能
力
」
あ
る
い
は
「
収
入
」
に
比
例
し
た
比
例
課
税
が
租
税
の
配
分
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
利
益
説
の
主
張
で
あ
る
（
3
）

。

ス
ミ
ス
に
よ
る
租
税
体
系
の
特
徴
は
、
税
負
担
の
大
部
分
を
地
主
階
級
に
帰
着
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
の
推
す
租
税
は
、
第
一
に

地
租
、
第
二
に
家
賃
税
、
第
三
に
奢
侈
的
嗜
好
品
に
対
す
る
関
税
、
第
四
に
ビ
ー
ル
税
で
、
所
得
税
、
利
子
税
や
労
賃
税
な
ど
は
悪
税
と

さ
れ
て
い
る
。

七
八
四



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
一
）

地
代
課
税
（
地
代
比
例
税
）
は
、
転
嫁
す
る
こ
と
な
く
地
主
が
負
担
し
、
奢
侈
品
課
税
は
富
裕
な
消
費
者
（
大
部
分
が
地
主
階
層
）
が
負

担
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。「
収
入
比
例
」
と
は
、
具
体
的
に
は
地
主
へ
の
租
税
負
担
を
意
味
し
て
い
た
。
一
方
で
、
商
工
業
の
発
展
を
期

待
し
た
た
め
、
利
潤
、
利
子
に
対
す
る
利
潤
課
税
と
賃
金
課
税
と
は
、
産
業
や
生
産
活
動
を
阻
害
し
、
国
民
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
る
も

の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
（
4
）

。

Ｊ
．Ｓ
ミ
ル

Ｊ
．Ｓ
ミ
ル
（John S

tuart M
ill

）
は
、
諸
現
象
を
解
明
す
る
国
民
経
済
学
大
系
に
お
い
て
は
、
生
産
の
増
強
よ
り
も
、「
分
配
の
改
善

と
労
働
に
対
す
る
報
酬
の
増
加
」
の
観
点
が
中
心
と
な
っ
た
。

か
れ
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
四
原
則
の
う
ち
、
特
に
第
一
の
原
則
に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
租
税
の
平
等
（
公
平
・
公
正
）
に
つ
い

て
は
、
な
お
一
層
吟
味
す
る
必
要
性
を
強
調
し
、
租
税
は
平
等
を
以
て
そ
の
原
則
と
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
理
由
を
次
の
よ
う
に
解

釈
し
た
。「
社
会
の
各
人
ま
た
は
各
階
級
は
、
政
府
に
対
し
て
い
ず
れ
も
同
等
の
請
求
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
府
は
そ
の
間
に

差
別
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
」、「
政
府
が
彼
ら
に
向
か
っ
て
要
求
す
る
犠
牲
は
い
ず
れ
も
、
萬
人
に
殆
ど
同
等
の
負
担
を
与
え
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
誰
か
の
負
担
に
し
て
、
そ
の
正
当
な
る
割
合
よ
り
小
な
り
と
す
れ
ば
、
他
の
何
び
と
か
は
そ
の
正
当
な
る
割
合

よ
り
多
く
の
負
担
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
…
（
以
下
略
（
5
）

）」。

「
随
っ
て
、
租
税
の
平
等
は
、
犠
牲
の
平
等
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
の
費
用
を
各
人
を
し
て
出
さ
せ
る
に
当
た
り
、

そ
の
負
担
を
銘
々
に
割
当
つ
る
や
、
之
に
よ
り
て
感
ず
る
不
便
を
い
ず
れ
も
同
等
な
ら
し
む
る
よ
う
に
割
当
つ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
は
、
応
能
原
則
の
公
平
性
に
、
犠
牲
説
の
考
え
方
を
導
入
し
累
進
性
を
強
調
し
た
（
6
）

。

そ
し
て
こ
れ
以
降
、
租
税
論
の
領
域
で
は
古
典
派
に
典
型
的
な
利
益
説
が
斥
け
ら
れ
、
所
得
の
比
例
課
税
を
是
と
し
な
が
ら
、
最
低
生

七
八
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
二
）

活
費
の
免
除
、
均
労
所
得
の
軽
課
な
ど
を
示
し
、
社
会
政
策
的
累
進
課
税
を
根
拠
づ
け
る
結
果
と
な
っ
た
（
7
）

。

ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ
ー

次
に
ワ
グ
ナ
ー
（A

dolph W
agner

）
の
『
財
政
学
』（
一
八
八
三
〜
一
九
〇
一
）
は
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
よ
り
一
世
紀
以
上
遅
れ
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
代
か
ら
見
て
同
じ
古
典
的
租
税
原
則
と
い
っ
て
も
、
ス
ミ
ス
の
「
市
民
社
会
」
か
ら
ワ
グ
ナ
ー
の
「
社

会
時
代
」
へ
と
背
景
に
あ
る
社
会
・
経
済
構
造
は
大
き
く
転
換
し
て
い
た
（
8
）

。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
財
政
規
模
の
膨
張
お
よ
び
財
政
機
能
の
新
展
開
に
対
応
し
た
租
税
四
大
原
則
（
九
原
則
）
を
提
唱
し
た
。
こ
の
租
税
原

則
は
、
個
人
に
対
す
る
国
家
の
優
越
性
と
い
う
有
機
体
的
国
家
観
に
立
脚
し
て
お
り
、
徴
税
側
か
ら
み
た
租
税
原
則
と
い
う
租
税
の
根
拠

と
し
て
義
務
説
を
と
る
点
に
お
い
て
ス
ミ
ス
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
し
て
い
た
（
9
）

。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
財
政
政
策
上
の
原
則
を
第
一
に
お
い
て
い
る
が
、
国
家
お
よ
び
公
共
団
体
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
共
同
体
生
活
の
用

件
の
履
行
に
基
づ
き
、
課
税
の
十
分
性
と
課
税
の
可
動
性
と
い
う
二
小
原
則
で
示
さ
れ
る
。
租
税
義
務
説
が
そ
の
根
拠
と
し
て
あ
る
。
第

三
の
租
税
原
則
で
あ
る
公
正
の
原
則
も
、
ス
ミ
ス
と
は
意
味
内
容
を
大
幅
に
異
に
し
て
い
る
。

「
公
正
」
概
念
は
、
歴
史
的
・
相
対
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
、
ワ
グ
ナ
ー
の
属
す
る
「
社
会
時
代
」
に
あ
っ
て
は
、
公
正
は
時
代
を

反
映
し
て
「
社
会
政
策
的
公
正
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
課
税
の
普
遍
性
に
は
反
す
る
が
、
最
低
生
活
費
免
除
は
む

し
ろ
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
課
税
の
平
等
性
は
比
例
課
税
で
は
な
く
、
支
払
い
能
力
に
基
づ
く
累
進
課
税
と

結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
所
得
が
増
加
す
る
時
、
支
払
い
能
力
は
こ
れ
を
上
回
っ
て
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
（
10
）

。ス
ミ
ス
が
、
利
益
説
と
比
例
課
税
に
よ
っ
て
地
代
課
税
・
奢
侈
品
課
税
を
中
心
と
す
る
簡
素
な
租
税
体
系
を
志
向
し
て
い
た
と
す
る
と
、
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租
税
原
則
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説
に
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け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
三
）

ワ
グ
ナ
ー
の
租
税
原
則
論
は
、
根
拠
論
と
し
て
義
務
説
、
租
税
配
分
と
し
て
給
付
能
力
説
（
累
進
課
税
）
を
所
得
・
財
産
の
収
得
か
ら
支

出
に
至
る
全
課
程
で
複
雑
な
体
系
を
構
想
し
た
。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
理
論
的
・
社
会
政
策
的
考
察
よ
り
、
所
得
と
財
産
の
分
配
状
態
に
変
更
を
加
え
る
た
め
に
累
進
税
を
主
張
し
た
。
す
な

わ
ち
租
税
政
策
は
、
国
家
経
費
の
支
弁
の
た
め
に
必
要
な
任
務
の
他
に
、「
私
経
済
的
組
織
よ
り
生
じ
る
、
個
人
の
有
す
る
所
得
と
財
産

の
規
制
に
干
渉
す
る
任
務
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本
主
義
時
代
に
お
い
て
生
ず
る
所
得
分
配
と
財
産
分
配
の
極
端
な
状
態
を
、
公
正
な
状
態

に
な
ら
し
め
る
社
会
政
策
的
任
務
を
も
つ
」。
す
な
わ
ち
、「
…
個
々
人
の
間
で
の
国
民
所
得
と
国
民
財
産
の
分
配
に
、
ま
た
必
要
と
あ
れ

ば
、
個
人
所
得
と
財
産
の
使
用
に
ま
で
、
規
制
的
に
か
つ
変
更
す
べ
く
介
入
す
る
目
的
に
使
用
さ
れ
る
公
課
」
の
存
在
を
承
認
し
た
（
11
）

。

し
た
が
っ
て
、
租
税
の
概
念
は
、「
公
正
な
る
所
得
分
配
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
変
化
し
、
ワ
グ
ナ
ー
は
、
自
由
競
争
の
も
と
に
お

い
て
生
じ
る
所
得
分
配
は
矯
正
を
必
要
と
す
る
見
解
を
も
ち
、
そ
の
た
め
に
、
よ
り
以
上
の
不
均
等
の
増
加
を
防
止
す
べ
き
累
進
税
が
不

可
避
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
12
）

。

最
後
に
、
松
野
（
一
九
七
九
）
は
「
ワ
グ
ナ
ー
の
提
示
し
た
方
向
に
従
っ
て
累
進
税
の
合
理
的
主
張
を
な
す
に
し
て
も
、
い
か
に
し
て

税
率
の
段
階
を
定
め
る
か
の
問
題
は
ワ
グ
ナ
ー
の
研
究
か
ら
は
解
決
し
得
な
い
。
累
進
税
の
根
拠
を
考
え
る
に
当
た
り
、
所
得
の
個
人
的

意
義
を
捨
て
て
社
会
的
意
義
に
よ
り
租
税
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
最
も
小
な
る
ロ
ス
を
も
っ
て
す
る
賢
明
な
方
法
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け

て
い
る
（
13
）

。

（
1
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）『
改
訂
財
政
学
原
理
』
千
倉
書
房
、
一
六
六
頁
。

（
2
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry In

to T
h

e N
atu

re an
d

 cau
ses of T

h
e W

ealth
 of N

ation
s, E
dited, w

ith an introduction, notes 
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研
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
四
）

m
arginal sum

m
ary and an enlarged index by E

dw
in C
annan, 6 th edition, 2 vols., L

ondon, 1950.

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳

（
一
九
六
九
）『
諸
国
民
の
富
Ⅱ
』
岩
波
書
店
一
一
八
五
│
一
一
八
六
頁
。

（
3
） 
佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）『
入
門
租
税
論
〈
改
訂
版
〉』
三
嶺
書
房
、
七
六
頁
。

（
4
） 
佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）
上
掲
書
、
七
六
│
七
七
頁
。

（
5
） 

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
著
、
戸
田
正
雄
訳
（
一
九
五
〇
）『
経
済
学
原
理
第
五
巻
』
春
秋
社
、
一
九
頁
。

（
6
） 

「
二
倍
の
財
産
を
有
す
る
人
々
は
、
二
倍
の
保
護
を
受
く
る
者
で
あ
る
か
ら
、
二
倍
の
代
償
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
」、「
し
か
し

一
〇
〇
〇
の
財
産
を
一
年
間
保
護
す
る
に
は
、
一
〇
〇
の
財
産
を
一
年
間
保
護
す
る
の
に
比
べ
一
〇
倍
の
保
護
を
要
す
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
む

し
ろ
一
〜
二
倍
を
要
す
る
く
ら
い
に
過
ぎ
な
い
」。（
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
著
、
戸
田
正
雄
訳
（
一
九
五
〇
）『
経
済
学
原
理
第
五
巻
』

春
秋
社
、
二
〇
│
二
一
頁
参
照
）。

（
7
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
〇
）「
財
政
学
の
生
成
と
発
展
」
大
川
政
三
・
池
田
浩
太
郎
・
佐
藤
博
・
小
林
威
著
『
財
政
学
│
現
代
財
政
の
理
論
と

政
策
│
』
春
秋
社
、
四
八
│
四
九
頁
。

（
8
） 

英
、
仏
な
ど
と
の
対
立
と
い
う
対
外
的
問
題
の
他
に
、
社
会
主
義
運
動
の
高
揚
、
中
小
企
業
・
農
民
の
困
窮
と
い
う
国
内
的
問
題
の
た
め
、
財

政
規
模
の
拡
大
と
財
政
機
能
の
拡
大
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
た
。

（
9
） 

佐
藤
進
・
宮
島
洋
著
（
一
九
八
三
）『
経
済
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
財
政
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。

（
10
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）
前
掲
書
、
七
九
│
八
〇
頁
。

（
11
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
〇
）「
財
政
学
の
生
成
と
発
展
」
前
掲
書
、
五
一
頁
。

（
12
） A

.W
agner, F

in
an

zw
issen

sch
aft, 3.T

eil, I.B
uch, 2.A

ufl ., 1910, s499.

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）
前
掲
書
、
一
八
〇
│
一
八
一
頁
。

（
13
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）
前
掲
書
、
一
九
〇
│
一
九
一
頁
参
照
。
島
（
一
九
六
三
）
も
「
ワ
グ
ナ
ー
が
掲
げ
た
種
々
の
原
則
の
な
か
で
、
財

政
当
局
の
要
求
、
資
本
家
の
要
求
、
国
民
の
要
求
は
相
互
に
矛
盾
す
る
。
か
れ
は
こ
れ
ら
の
要
求
を
、
原
則
と
い
う
形
に
抽
象
化
し
、
原
則
を
み
た

す
租
税
を
組
み
合
わ
せ
て
対
立
す
る
要
求
を
調
整
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
調
整
論
は
矛
盾
の
分
析
を
妨
げ
、
政
策
の
前
進
を
阻
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
五
）

4　

現
代
的
租
税
原
則
と
公
平
性

Ｆ
．
ノ
イ
マ
ル
ク

ノ
イ
マ
ル
ク
（F

ritz N
eum
ark

）
は
、
ワ
グ
ナ
ー
の
四
大
原
則
（
九
原
則
）
を
基
本
に
し
つ
つ
、
四
大
原
則
（
一
八
原
則
）
に
よ
っ
て
西

欧
民
主
主
義
国
家
の
租
税
原
則
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
財
政
政
策
上
の
原
則
で
は
、
収
入
の
弾
力
性
を
伸
長
性
の
原
則
に
改

め
、
国
民
経
済
上
の
原
則
で
は
、
租
税
に
よ
る
競
争
中
立
性
、
成
長
政
策
実
現
の
原
則
な
ど
を
追
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
平
の
原
則
で

は
、
給
付
能
力
比
例
、
所
得
・
財
産
の
再
分
配
、
税
務
行
政
上
の
原
則
で
は
、
整
合
性
と
体
系
性
、
実
行
可
能
性
と
い
っ
た
原
則
を
追
加

し
、
合
計
一
八
原
則
と
し
た
が
、
そ
の
原
則
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
も
含
ま
れ
て
い
た
（
1
）

。

ノ
イ
マ
ル
ク
は
、
ワ
グ
ナ
ー
が
第
三
原
則
と
し
た
公
正
原
則
を
第
二
原
則
と
し
、
倫
理
的
・
社
会
政
策
的
原
則
と
言
い
変
え
て
い
る
。

ま
た
、
公
正
性
の
歪
み
は
、
か
つ
て
は
国
家
の
権
威
と
い
う
上
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
現
在
は
、
大
衆
民
主

主
義
と
い
う
下
か
ら
の
有
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
し
て
公
正
を
社
会
学
的
に
見
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
平
を
水
平
的
公
平
の
意
味

で
用
い
、
垂
直
的
公
平
を
支
払
能
力
比
例
と
表
現
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
（
自
然
人
、
法
人
）
に
免
税
特
権
（
課
税
の
除
外
）
の
例
外
を
認

め
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
・
普
遍
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
（
2
）

。
ノ
イ
マ
ル
ク
の
第
二
原
則
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
ワ
グ

ナ
ー
の
公
正
原
則
を
「
現
代
の
発
達
し
た
福
祉
国
家
」
の
状
況
の
下
で
、
こ
れ
を
は
ら
む
問
題
と
並
べ
て
発
展
さ
せ
た
も
の
と
評
価
で
き

よ
う
。

池
田
（
二
〇
〇
九
）
は
、
ノ
イ
マ
ル
ク
の
租
税
原
則
体
系
論
を
も
っ
て
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
「
大
き
な
政
府
」
観
的
租
税
原
則
の
代

表
に
し
た
い
と
思
う
と
語
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
正
か
つ
経
済
的
に
合
理
的
な
租
税
改
革
の
諸
原
則
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ワ
グ

七
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（
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〇
六
）

ナ
ー
、
シ
ャ
ン
ツ
と
続
く
ド
イ
ツ
財
政
学
の
最
高
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
後
の
租
税
原
則
論
議
の
共
通
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
国
家
の
任
務
を
社
会
政
策
的
任
務
に
限
ら
ず
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
的
な
理
論
も
受
け
総
需
要
管
理
政
策
的
意
味
で
、
資
本
主
義

経
済
体
制
の
全
構
造
、
全
過
程
の
安
定
・
成
長
に
責
任
を
持
つ
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
福
祉
国
家
論
的
、
国
民
連
携
的

「
大
き
な
政
府
」
に
基
づ
く
課
税
の
諸
原
則
は
、
申
し
分
な
く
充
分
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
す
ぎ
る
と
評
し
て
い
る
（
3
）

。

マ
ス
グ
レ
イ
ブ

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
後
半
の
租
税
原
則
論
は
、
国
民
連
帯
的
・
福
祉
国
家
論
的
「
大
き
な
政
府
」
観
に
も
と
づ
く
思
想
へ
強

化
さ
れ
た
。
し
か
し
大
き
な
政
府
で
の
財
政
政
策
が
、
国
民
経
済
の
安
定
や
財
政
・
金
融
の
健
全
化
を
克
服
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
複
雑

な
租
税
原
則
を
排
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
的
な
簡
単
・
明
瞭
な
課
税
原
則
を
再
度
求
め
る
声
が
整
っ
た
。

ノ
イ
マ
ル
ク
が
、
明
ら
か
に
ワ
グ
ナ
ー
を
継
承
・
発
展
さ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
（R

.A
.M
usgrave

）
の
租
税
原
則

は
、
ス
ミ
ス
の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
の
公
平
、
第
五
の
徴
税
費
最
小
は
、
そ
の
ま
ま
ス
ミ
ス
の
四
原
則
と
共
通

し
、
第
三
の
公
平
維
持
原
則
は
、
第
一
の
系
列
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
租
税
原
則
は
、
大
別
す
る
と
公
平
（
①
租
税
負
担
配
分
の
公
平
原
則
）、
中
立
と
政
策
（
②
課
税
の
経
済
的
中
立
性
、
③

フ
ィ
ス
カ
ル
ポ
リ
シ
ー
採
用
可
能
な
租
税
構
造
）、
税
務
行
政
的
（
④
税
務
体
系
の
効
率
的
・
納
税
者
へ
の
明
瞭
性
、
⑤
徴
税
費
や
納
税
協
力
費
最
小

化
）
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
ス
ミ
ス
の
原
則
を
継
承
し
基
礎
と
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
4
）

。

し
か
し
ス
ミ
ス
と
異
な
り
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
財
政
支
出
お
よ
び
課
税
が
所
得
再
分
配
機
能
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
そ
れ
を
前
提
と
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
公
平
概
念
は
、
水
平
的
公
平
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
所
得
と
富
の
分
配
を
是
正

す
る
垂
直
的
公
平
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
ス
ミ
ス
と
は
同
一
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（
5
）

。

七
九
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
七
）

支
払
い
能
力
の
客
観
的
指
標
を
所
得
に
求
め
た
場
合
、
課
税
の
公
平
は
各
人
に
均
等
な
犠
牲
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
現
す
る
。
マ

ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
そ
の
『
財
政
理
論
』（
一
九
五
九
）
で
、
こ
の
犠
牲
を
均
等
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も

つ
も
の
な
の
か
を
均
等
犠
牲
の
概
念
を
用
い
て
検
討
し
た
。
均
等
犠
牲
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
エ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
（C

.S
tuart

）
や

エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
（F

.Y
.E
dgew

orth

）
に
よ
り
、
⑴
均
等
絶
対
犠
牲
（equal absolute sacrifi ce

）、
⑵
均
等
比
例
犠
牲
（equal proportional 

sacrifi ce

）、
⑶
均
等
限
界
犠
牲
（equal m

arginal sacrifi ce

）、
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
6
）

。
こ
れ
ら
が
、
能
力
説
の
立
場
か
ら
累
進
所
得
税
の

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
均
等
犠
牲
の
原
則
を
一
つ
の
具
体
的
な
租
税
配
分
の
型
に
直
す
た
め
に
は
、
⑴
ど
の
よ
う
な
客
観
的
指
標
に
よ

れ
ば
支
払
い
能
力
を
測
定
で
き
る
か
、
⑵
均
等
と
い
う
言
葉
を
正
確
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
、
⑶
所
得
効
用
曲
線
の
傾
き
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
税
率
表
に
よ
っ
て
個
人
の
犠
牲
が
測
定
で
き
、
特
定
の
均
等
犠
牲
が
表
現
で
き
る
よ
う
に
仮
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
が
重
要
で

あ
る
と
さ
れ
る
（
7
）

。

し
か
し
、
①
す
べ
て
の
個
人
が
同
一
の
所
得
の
効
用
関
数
を
持
つ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
な
い
こ
と
、
②
個
人
間
の
効
用
比
較
は

可
能
で
あ
る
と
の
仮
定
も
相
互
に
影
響
し
合
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
所
得
水
準
の
増
大
は
生
活
様
式
、
趣
味
を
変
え
欲
求
を
増

大
さ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
所
得
の
限
界
効
用
は
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
現
実
の
税
制
へ
の
適
用
に
は
難
し
い
問

題
が
多
い
（
8
）

。
平
均
的
な
限
界
効
用
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（I.F

isher

）
や
フ
リ
ッ
シ
ュ
（R

.F
risch

）
が
成
果
を
残
し
て

い
る
が
、
必
ず
し
も
首
肯
す
る
結
論
に
達
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
犠
牲
説
へ
の
指
摘
に
対
し
て
セ
リ
グ
マ
ン
（E

.R
.A
.S
eligm

an

）
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
心
的
な
も
の
で
あ
る
犠
牲
と
物
的
な

も
の
で
あ
る
税
額
と
の
間
の
関
連
は
正
確
に
は
決
定
し
え
な
い
」、
と
い
う
結
論
を
も
っ
て
満
足
す
る
ほ
か
は
な
い
と
し
て
い
る
。
松
野

も
「
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
累
進
税
の
制
度
は
犠
牲
説
の
思
想
に
最
も
良
く
合
致
す
る
。
だ
い
た

七
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五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
八
）

い
に
お
い
て
、
公
平
で
あ
る
こ
と
は
不
公
正
で
あ
る
こ
と
に
ま
さ
る
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
9
）

。

（
1
） 
佐
藤
進
・
宮
島
洋
著
（
一
九
八
三
）『
経
済
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
財
政
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
〇
八
│
一
〇
九
頁
。

（
2
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）『
入
門
租
税
論
〈
改
訂
版
〉』
三
嶺
書
房
、
八
四
│
八
五
頁
。

（
3
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
九
）「
租
税
原
則
論
の
二
〇
世
紀
│
租
税
原
則
論
の
二
大
潮
流
⑶
│
」
成
城
大
学
『
経
済
研
究
』
八
│
一
五
頁
参
照
。

（
4
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
九
）
上
掲
論
文
、
二
六
│
二
七
頁
。

（
5
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）
上
掲
書
、
八
八
頁
。

（
6
） 

均
等
犠
牲
に
関
す
る
概
念
か
ら
ど
れ
を
採
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
採
択
さ
れ
た
概
念
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
税
率
表
が
決
定
さ
れ
る
か
が

課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
認
識
し
た
人
々
の
間
で
も
意
見
の
一
致
は
み
ら
れ
ず
、
コ
ー
エ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
均
等
比
例
犠
牲
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

お
よ
び
マ
ー
シ
ャ
ル
は
均
等
絶
対
犠
牲
に
賛
成
し
た
の
に
対
し
、
カ
ー
ヴ
ァ
は
均
等
限
界
犠
牲
に
解
釈
し
た
。
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
お
よ
び
ピ
グ
ー
は
、

均
等
絶
対
犠
牲
と
均
等
比
例
犠
牲
の
原
則
は
論
理
的
に
も
優
劣
な
し
と
考
え
た
。（
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
著
、
木
下
和
夫
監
修
・
大
阪
大
学
財
政
研
究
会

訳
（
一
九
六
一
）『
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
財
政
理
論
Ⅰ
』
有
斐
閣
、
一
四
四
│
一
四
六
頁
参
照
）。

（
7
） 

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
著
、
木
下
和
夫
監
修
・
大
阪
大
学
財
政
研
究
会
訳
（
一
九
八
三
）『
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
財
政
学
Ⅱ
』
有
斐
閣
、
一
四
五
頁
。（
第
三

部
第
一
一
章
「
税
の
公
正
へ
の
接
近
」
に
詳
し
い
）

（
8
） 

石
弘
光
著
（
一
九
八
四
）『
財
政
理
論
』
有
斐
閣
、
一
〇
五
│
一
〇
七
頁
参
照
。

（
9
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）『
改
訂
財
政
学
原
理
』
千
倉
書
房
、
一
七
九
頁
。

5　

租
税
原
則
学
説
の
わ
が
国
へ
の
導
入
過
程

わ
が
国
で
所
得
税
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
階
級
別
所
得
税
を

七
九
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
九
）

モ
デ
ル
と
し
て
立
案
・
実
施
さ
れ
、
直
接
税
は
所
得
税
と
地
租
か
ら
成
り
、
納
税
額
に
比
例
し
て
選
挙
権
を
配
布
す
る
等
級
別
選
挙
制
度

が
敷
か
れ
た
。

こ
の
時
の
所
得
税
の
仕
組
み
は
、
⑴
納
税
主
体
は
戸
主
で
あ
り
、
所
得
を
総
合
合
算
す
る
。
⑵
所
得
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
利
子
、
配

当
、
給
与
所
得
は
、
全
額
を
所
得
と
す
る
。
⑶
免
税
点
は
三
〇
〇
円
と
し
、
三
〇
〇
円
以
上
一
％
、
一
〇
〇
〇
円
以
上
一
・
五
％
、

一
〇
〇
〇
〇
円
以
上
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
〇
〇
円
以
上
二
・
五
％
、
三
〇
〇
〇
〇
円
以
上
三
・
〇
％
の
五
段
階
全
額
累
進
税
を
採
用
す
る
。

⑷
所
得
の
査
定
は
、
調
査
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
郡
区
長
が
行
う
な
ど
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
所
得
税
の
影
響
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
（
1
）

。

わ
が
国
に
お
け
る
所
得
税
導
入
の
動
機
を
み
る
と
、
当
時
の
明
治
政
府
は
、
国
防
の
強
化
に
よ
る
軍
事
費
の
増
大
と
、
地
租
や
間
接
税

に
偏
重
し
た
税
の
不
公
平
是
正
の
た
め
新
た
な
所
得
税
の
導
入
を
検
討
し
た
。「
し
か
し
明
治
二
〇
年
は
、
す
で
に
所
得
税
を
導
入
し
て
い

た
資
本
主
義
国
と
は
異
な
り
、
わ
が
国
は
会
計
秩
序
や
徴
税
機
構
が
確
立
し
て
い
な
い
時
期
に
、
所
得
税
に
対
し
て
社
会
的
要
請
が
あ
っ

た
と
は
思
え
な
い
」
こ
と
（
2
）

、
ま
た
「
わ
が
国
の
所
得
税
の
創
設
は
、
近
代
的
社
会
経
済
体
制
の
下
で
な
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
明
治
政
府

の
内
部
の
近
代
化
を
伴
わ
な
い
一
連
の
制
度
近
代
化
へ
の
努
力
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
（
3
）

」、
と
の
意
見
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
明
治
憲
法
制
定
を
前
に
、
租
税
と
会
計
制
度
を
整
備
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
租
税
は
、
国
会
開
設
後
は
、
税
法
の
制
定
・
改
廃
は
、

す
べ
て
国
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
国
会
開
設
ま
で
に
財
政
的
安
定
を
図
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。

そ
の
後
、
明
治
二
三
年
の
改
正
で
は
、
税
率
は
個
人
所
得
に
対
し
て
一
二
段
階
（
一
・
〇
％
か
ら
五
・
〇
％
）
の
全
額
累
進
課
税
と
な
り
、

大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
の
改
正
で
は
、
当
時
の
税
法
審
査
委
員
会
が
「
超
過
累
進
税
率
は
、
限
界
効
用
説
に
適
合
し
学
説
及
び
実
際

に
適
す
る
主
義
な
り
と
す
」
と
説
明
し
、
超
過
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
超
過
累
進
制
度
に
改
正
し
た
。
さ
ら
に
、
大
正
七
年
か
ら
昭
和

初
期
の
改
正
で
は
、
恒
久
的
な
国
防
計
画
の
策
定
等
に
よ
り
、
税
制
の
改
定
ご
と
に
比
例
税
率
の
税
率
や
累
進
税
率
の
税
率
ア
ッ
プ
、
課

七
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（
一
三
一
〇
）

税
最
低
限
や
少
額
所
得
者
控
除
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
、
財
源
の
増
加
を
租
税
収
入
に
頼
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
昭
和
一
五

年
に
は
、
①
法
人
税
改
革
、
②
比
例
税
率
に
よ
る
分
類
所
得
税
と
超
過
累
進
税
率
に
よ
る
総
合
所
得
税
の
併
用
（
各
種
所
得
の
合
計
が

五
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
、
一
〇
〜
六
五
％
の
超
過
税
率
を
適
用
す
る
も
の
）、
各
種
所
得
控
除
引
き
上
げ
に
よ
る
低
所
得
者
へ
の
課
税
（
大

衆
課
税
）
の
性
格
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
時
財
政
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
5
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告

第
二
次
大
戦
後
は
、
昭
和
二
二
年
、
二
三
年
度
に
民
主
化
政
策
と
イ
ン
フ
レ
対
策
を
主
と
し
た
税
制
改
革
が
あ
り
、
そ
の
後
昭
和
二
四

年
九
月
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
応
急
対
策
的
税
制
改
正
に
代
わ
る
体
系
的
恒
久
的
税
制
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
基
本
は
、
⑴
租
税
制
度
か
ら
特
別
な
経
済
政
策
目
的
を
排
除
す
る
こ
と
、
⑵
税
務
行
政
と
納
税
協
力
を
確
立
す
る
こ

と
、
⑶
地
方
自
治
な
い
し
地
方
分
権
を
重
視
し
た
財
政
・
行
政
改
革
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
勧
告
は
、
理
念
と
し
て
公
平
を
重
視

し
所
得
税
・
法
人
税
を
中
心
と
す
る
直
接
税
中
心
主
義
の
確
立
を
目
指
し
、
納
税
者
の
意
識
を
高
め
る
申
告
納
税
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
を

狙
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
資
産
所
得
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
総
合
課
税
を
行
う
こ
と
、
②
二
〇
％
か
ら
五
五
％
の

累
進
度
を
持
つ
所
得
税
率
を
採
用
し
、
五
〇
〇
万
円
以
上
の
高
所
得
層
に
対
し
て
は
富
裕
税
を
課
税
す
る
こ
と
、
③
間
接
税
と
し
て
は
、

酒
、
た
ば
こ
等
に
対
す
る
個
別
間
接
税
と
奢
侈
品
課
税
を
認
め
た
が
、
一
般
消
費
税
は
採
用
し
な
い
こ
と
、
④
税
務
行
政
上
、
偽
名
・
匿

名
預
金
の
禁
止
、
青
色
申
告
制
度
の
導
入
な
ど
で
あ
る
（
6
）

。

し
か
し
、
昭
和
二
八
年
度
予
算
で
は
、
有
価
証
券
譲
渡
所
得
税
の
廃
止
、
利
子
所
得
の
分
離
課
税
、
富
裕
税
の
廃
止
な
ど
が
行
わ
れ
、

勧
告
が
目
指
し
た
特
別
な
経
済
政
策
目
的
の
排
除
と
い
う
基
本
的
立
場
が
崩
壊
し
た
。
ま
た
、
二
九
年
度
に
は
道
府
県
税
の
基
本
で
あ
り
、

実
施
が
延
期
さ
れ
て
き
た
付
加
価
値
税
の
廃
止
、
平
衡
交
付
金
の
廃
止
な
ど
が
行
わ
れ
、
国
の
財
政
責
任
に
よ
る
地
方
財
源
保
障
を
中
心

七
九
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）

と
す
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
大
き
く
崩
壊
し
た
（
7
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
、
わ
が
国
税
制
に
与
え
た
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
金
子
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
次
の
六
点
を
強
調
す
る
。
⑴
民
主
主

義
的
租
税
観
、
⑵
公
平
の
原
則
、
⑶
税
制
の
中
立
性
、
⑷
簡
素
な
税
制
の
必
要
性
、
⑸
地
方
分
権
の
推
進
と
地
方
自
主
財
源
の
必
要
性
、

⑹
税
務
行
政
の
改
善
、
等
で
あ
る
。
特
に
第
二
の
公
平
性
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
水
平
的
公
平
と
垂
直
的
公
平
の
両
者
と
も
に

重
視
し
、
水
平
的
公
平
の
要
請
に
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
含
め
て
所
得
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
拡
大
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
。

ま
た
、
所
得
税
に
お
け
る
累
進
税
率
の
維
持
、
所
得
税
の
補
完
税
と
し
て
の
累
進
的
な
富
裕
税
の
採
用
、
相
続
税
に
お
け
る
高
い
累
進

税
率
の
提
案
等
は
、
垂
直
的
公
平
の
要
請
に
副
う
も
の
で
あ
る
。
累
進
税
率
は
配
分
的
正
義
の
要
請
に
適
う
制
度
で
あ
り
、
今
後
と
も
社

会
的
安
定
装
置
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
8
）

。

最
後
に
、
わ
が
国
独
自
の
租
税
原
則
を
み
る
と
、
井
藤
（
一
九
五
五
）
が
社
会
最
小
価
値
説
か
ら
派
生
す
る
具
体
的
租
税
原
則
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
大
所
得
の
重
課
、
②
小
所
得
の
軽
課
、
③
免
税
点
の
設
置
、
④
家
族
の
数
そ
の
他
個
人
的
事
情
の
顧
慮
、
⑤
奢

侈
の
重
課
税
、
⑥
財
産
所
得
の
重
課
、
⑦
労
働
所
得
の
軽
課
、
⑧
土
地
の
自
然
増
価
・
投
機
的
利
得
・
戦
時
利
得
な
ど
の
偶
発
的
不
労
所

得
の
重
課
、
⑨
公
益
事
業
・
社
会
的
重
要
産
業
な
ど
の
免
税
ま
た
は
軽
課
、
⑩
財
産
・
企
業
の
性
質
に
よ
る
差
別
的
課
税
、
な
ど
の
諸
要

求
は
、
す
べ
て
こ
の
一
般
的
原
則
か
ら
派
生
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
9
）

。

こ
の
よ
う
に
現
在
の
租
税
原
則
を
み
る
と
、
租
税
を
再
分
配
政
策
、
あ
る
い
は
安
定
・
成
長
政
策
の
手
段
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
方

針
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
市
場
の
効
率
性
、
税
務
行
政
上
の
原
則
、
公
平
の
原
則
も
求
め
ら
れ
、
列
挙
さ
れ
た
諸

原
則
は
必
ず
し
も
調
和
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
衝
突
し
か
ね
な
い
原
則
も
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
在
の
混
乱
し
た
租
税
制

度
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
10
）

。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
一
二
）

（
1
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）『
入
門
租
税
論
〈
改
訂
版
〉』
三
嶺
書
房
、
二
三
六
頁
。

（
2
） 

林
健
久
著
（
一
九
六
五
）『
日
本
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
九
五
頁
。

（
3
） 
池
田
浩
太
郎
（
一
九
五
六
）「
わ
が
国
所
得
税
の
創
設
と
そ
の
社
会
的
諸
条
件
」
成
城
大
学
『
経
済
研
究
』
第
六
号
、
五
五
頁
。

（
4
） 
高
木
勝
一
著
（
二
〇
〇
七
）『
日
本
所
得
税
発
達
史
│
所
得
税
改
革
の
発
展
と
歴
史
│
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
頁
。

（
5
） 

高
木
勝
一
著
（
二
〇
〇
七
）
上
掲
書
、
三
二
│
一
一
一
頁
参
照
。

（
6
） 

貝
塚
啓
明
著
（
一
九
九
六
）『
財
政
学
（
第
二
版
）』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
三
〇
│
二
三
一
頁
。

（
7
） 

小
林
威
「
租
税
構
造
」
大
川
政
三
・
池
田
浩
太
郎
・
佐
藤
博
・
小
林
威
著
（
一
九
九
〇
）『
財
政
学
│
現
代
財
政
の
理
論
と
政
策
│
』
春
秋
社
、

一
七
三
│
一
七
四
頁
。

（
8
） 

金
子
宏
（
二
〇
〇
〇
）「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
歴
史
的
意
義
│
二
一
世
紀
に
向
け
て
│
」
租
税
法
学
会
編
『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
、
五
〇
年
の
軌
跡
と

課
題
』
租
税
法
研
究
第
二
八
号
、
有
斐
閣
、
一
五
頁
。

（
9
） 

井
藤
半
弥
著
（
一
九
五
五
）『
再
訂
財
政
学
概
論
』
日
本
評
論
社
、
七
九
│
九
九
頁
参
照
。

（
10
） 

神
野
直
彦
著
（
二
〇
〇
七
）『
財
政
学
（
改
訂
版
）』
有
斐
閣
、
一
六
二
│
一
六
三
頁
。

6　

お
わ
り
に

今
回
、
主
要
な
租
税
原
則
の
公
平
性
に
つ
い
て
、
学
説
史
的
に
考
察
し
て
き
た
。
ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ
る
簡
素
な
イ
ギ
リ
ス
流
の
租
税

原
則
か
、
ワ
グ
ナ
ー
＝
ノ
イ
マ
ル
ク
の
社
会
全
体
を
網
羅
し
た
複
雑
な
ド
イ
ツ
流
を
求
め
る
か
な
ど
、
租
税
原
則
が
体
系
化
さ
れ
た
国
別

の
社
会
、
経
済
状
況
や
地
理
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
な
諸
要
素
が
強
く
影
響
し
て
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
税
制
は
、
大
化
の
改
新
の
時
期
に
は
唐
の
税
制
、
明
治
維
新
期
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
税
制
、
そ
の
後
明
治
初
期
か
ら
大
正
を
通

七
九
六



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
一
三
）

じ
て
は
、
英
、
仏
、
独
、
米
と
い
う
西
欧
諸
国
の
輸
入
時
代
と
な
り
、
一
九
二
〇
年
の
税
制
改
正
（
所
得
税
の
成
立
）
は
プ
ロ
イ
セ
ン
型
、

第
二
次
大
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
税
制
に
強
く
影
響
を
受
け
た
。
そ
こ
で
は
日
本
独
自
の
租
税
原
則
が
成
立
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。

わ
が
国
の
特
徴
と
し
て
、
長
い
間
封
建
社
会
の
伝
統
を
負
わ
さ
れ
、「
正
直
で
働
き
者
」、「
自
ら
意
志
を
表
す
と
い
う
よ
り
、
集
団
的

な
行
動
に
よ
っ
て
自
分
の
意
志
を
表
明
す
る
」
と
い
う
日
本
人
の
気
質
が
あ
る
（
1
）

。
税
金
も
、
個
人
の
権
利
義
務
の
行
使
と
し
て
支
払
う
の

で
は
な
く
、
上
（
か
み
）
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
お
上
（
か
み
）
の
費
用
」
を
や
む
を
得
ず
分
担
し
て
納
め
る
と
い
う
納
税
意
識
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
、
所
得
の
総
合
累
進
制
な
ど
公
平
性
を
強
調
し
そ
の
導
入
に
力
を
入

れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
昭
和
二
八
年
〜
昭
和
三
〇
年
前
後
に
順
次
崩
壊
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
公
平
性
の
原
則
を
始
め
、
当
時
の
各
租
税

原
則
が
日
本
の
現
実
社
会
と
相
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
さ
ら
な
る
考

察
を
必
要
と
す
る
。

現
代
の
租
税
原
則
は
、
公
に
は
税
制
調
査
会
の
報
告
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
平
・
中
立
・
簡
素
と
い
っ
た
簡
単
な
も
の
を
掲
げ
な

が
ら
、
内
容
的
に
は
ド
イ
ツ
財
政
学
流
の
「
大
き
な
政
府
」
観
的
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
原
則
が
支
配
し
て
い
る
状
況
が
伺
え
る
。
そ
の

中
に
は
、
租
税
原
則
間
や
租
税
体
系
の
中
に
も
矛
盾
を
生
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
そ
の
時
代
的
な
要
請
に
応
じ
た
税
体
系
を
模
索
し
つ
つ
、
国
民
の
多
く
は
不
信
感
を
抱
き
な
が
ら
、
時
代
の
要
請
と
い
う

名
目
（
理
由
）
と
と
も
に
流
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
状
況
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
わ
が
国
税
制
に
お
け
る
公
平
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
、

明
治
の
税
制
確
立
期
以
降
の
改
革
議
論
の
中
で
、
租
税
原
則
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
体
系
化
さ
れ
た
か
調
査
す
る
こ
と
、
そ
し
て

わ
が
国
独
自
の
税
制
の
あ
り
方
を
考
え
る
論
点
（
基
礎
原
則
）
と
す
る
こ
と
な
ど
課
題
が
残
さ
れ
る
。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
一
四
）

お
互
い
に
矛
盾
し
な
い
租
税
原
則
が
、
現
実
の
租
税
制
度
と
し
て
体
系
化
さ
れ
、
そ
の
体
系
化
さ
れ
た
税
制
が
、
私
た
ち
国
民
に
と
っ

て
非
常
に
分
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
国
民
に
と
っ
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
時
、
本
当
の
租
税
体
系
と
租
税
構
造
の
実
現
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
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献
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m
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P
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〇



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
山
口
）

（
一
三
一
七
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル

│
大
学
改
革
と
の
関
連
に
お
い
て

│

山　
　

口　
　

正　
　

春

一　

は
じ
め
に

二　

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
革
新
性

三　

名
門
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
学
問
的
沈
滞

四　

ス
ミ
ス
の
学
問
体
系

五　

大
学
と
社
会

六　

む
す
び
に
か
え
て

八
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
一
八
）

一　

は
じ
め
に

一
七
二
三
年
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
カ
ー
コ
ー
ル
デ
ィ
に
誕
生
し
た
ス
ミ
ス
は
、
七
歳
で
カ
ー
コ
ー
ル
デ
ィ
の
市
立
学
校
に
入
学
し
た

が
、
同
校
を
卒
業
す
る
と
ス
ミ
ス
は
一
四
歳
で
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
入
学
し
た
。
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
、
セ
ン

ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
四
つ
の
大
学
が
あ
っ
た
が
、
ス
ミ
ス
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
を
選
ん
だ
理
由
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
親
戚
が
い
た
か
ら
だ
と
か
、
ス
ネ
ル
奨
学
金
を
得
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ

と
か
、
様
々
な
推
測
が
あ
る
が
、
一
七
〇
七
年
の
合
邦
後
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
や
西
イ
ン
ド
諸
島
と
の
貿
易
で
急
速
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ

た
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
町
と
、
そ
の
大
学
の
活
気
に
魅
力
を
感
じ
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
1
）

。

た
と
え
ば
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
、
ス
ミ
ス
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
進
学
し
た
理
由
は
「
恐
ら
く
は
…
…
ス
ミ
ス
が
後
年
そ
う
す
る
こ
と
に

な
っ
た
よ
う
に
、
ス
ネ
ル
奨
学
金
を
得
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
進
学
す
る
機
会
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
あ
る

か
ら
で
あ
っ
た
（
2
）

」
と
言
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
が
入
学
し
た
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
状
況
は
と
言
え
ば
、「
ス
ミ
ス
の
時
代
に
は
、
学
生
は
全

部
で
三
百
人
に
す
ぎ
な
い
（
3
）

」
地
方
の
貧
乏
大
学
で
あ
っ
た
。
だ
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
は
、
経
済
と
産
業
に
直
結
し
た
新
し
い
学
問
を
つ
く

り
上
げ
て
い
こ
う
と
言
う
、
潑
剌
と
し
た
知
的
雰
囲
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。

さ
て
一
七
四
〇
年
に
は
、
ス
ミ
ス
は
希
望
ど
お
り
ス
ネ
ル
奨
学
金
を
得
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
進
学

し
た
。
し
か
し
肝
心
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
学
問
的
雰
囲
気
は
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
沈
滞
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

若
き
情
熱
に
も
え
る
異
国
の
留
学
生
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
言
い
様
の
な
い
不
満
が
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
と
は

違
っ
て
、
教
師
は
怠
惰
で
、
ろ
く
に
授
業
も
行
わ
な
い
有
様
で
、
学
問
的
沈
滞
に
陥
っ
て
い
た
（
4
）

。
も
と
も
と
国
教
会
の
聖
職
者
を
教

八
〇
二



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
山
口
）

（
一
三
一
九
）

育
・
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
権
的
且
つ
排
他
的
独
占
団
体
で
、
学
問
を
習
得
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
大
学
を
卒

業
す
れ
ば
、
そ
こ
で
習
得
し
た
学
問
や
知
識
が
社
会
で
使
用
価
値
と
し
て
ど
う
役
立
つ
か
と
言
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
大
学
卒
と
い
う

資
格
で
支
配
階
級
た
る
上
流
社
会
に
入
っ
て
い
く
学
生
を
育
て
る
、
そ
う
い
う
特
権
的
富
裕
大
学
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
定
期
間
在
籍
し
卒

業
し
た
と
い
う
資
格
が
も
の
0

0

を
言
う
。
ス
ミ
ス
的
発
想
を
用
い
れ
ば
、
生
産
者
独
占
の
地
位
に
あ
る
大
学
で
あ
る
。
大
学
内
部
で
は
、
こ

れ
ま
た
生
産
者
（
教
師
）
独
占
の
ギ
ル
ド
的
な
構
造
が
支
配
し
て
い
る
（
5
）

。

こ
う
し
た
実
情
を
背
景
に
、
教
師
は
自
ら
の
義
務
を
怠
り
、
ろ
く
な
授
業
も
行
わ
な
い
し
、
そ
の
く
せ
気
位
だ
け
は
人
一
倍
高
く
、
い

わ
ば
特
権
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
。
学
問
内
容
や
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
し
て
大
学
制
度
も
特
権
に
守
ら
れ
た
、
聖
職
者
養
成
の
文
字

通
り
古
色
蒼
然
と
し
た
古
い
学
問
体
系
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
清
新
な
学
風
を
身
に
つ
け
た
ス
ミ
ス
を
満
足
さ
せ
る

も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
（
6
）

。
特
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
体
質
、
ギ
ル
ド
的
独
占
体
質
の
富
裕
大
学
は
、
独
占
と
保
護
の
機
構
で
あ
る
重

商
主
義
の
体
質
と
同
じ
も
の
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
ス
ミ
ス
の
目
に
映
り
、
実
に
厳
し
い
批
判
を
『
国
富
論
』
の
中
で
浴
び
せ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
実
情
を
踏
ま
え
、
母
校
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
と
比
較
し
な
が
ら
ス
ミ
ス
が
思
い
描

い
た
理
想
と
す
る
大
学
や
学
問
体
系
は
、
一
体
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
ス
ミ
ス
は
、
大
学
の
本
来
の
役
割
を
何
と
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
大
学
は
何
を
目
指
し
、
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
の
考
え
る

学
問
の
真
の
担
い
手
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
人
な
の
か
。
小
論
で
は
、
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
ス
ミ
ス
の
、
い
わ
ゆ
る
レ
ッ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
（
自
由
放
任
）
の
視
点
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
紙
幅
の
許
す
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
1
） 

浜
林
正
夫
・
鈴
木
亮
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』
清
水
書
院
、
一
九
八
九
年
、
二
七
│
八
頁
。
山
崎
怜
「
初
期
ス
ミ
ス
に
お
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

八
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
二
〇
）

ド
」『
研
究
年
報
』
⑥
、
香
川
大
学
経
済
学
部
、
を
参
照
。

（
2
） 

Ｄ
・
Ｄ
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
哲
学
思
考
』（
久
保
芳
和
訳
）、
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
頁
。

（
3
） John R

ae, L
ife of A

d
am

 S
m

ith, w
ith an Introduction “G

uide to John R
ae’s L

ife of A
d

am
 S

m
ith

” by Jacob V
iner, 1977, 

p.50.
Ｊ
・
レ
ー
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
大
内
兵
衛
・
大
内
節
子
訳
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
、
六
三
頁
。

（
4
）R

.H
. C
am
pbell &

 A
.S
. S
kinner, A

d
am

 S
m

ith, 1982, p.24.

Ｒ
・
Ｈ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
＆
Ａ
・
Ｓ
・
ス
キ
ナ
ー
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
久

保
芳
和
訳
）
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
五
九
年
、
二
一
頁
。

（
5
） 

内
田
義
彦
『
経
済
学
史
講
義
』
未
来
社
、
一
九
九
五
年
、
一
一
四
頁
。

（
6
） 

だ
が
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
図
書
館
か
ら
は
実
に
多
く
の
収
穫
を
得
た
。
ス
ミ
ス
の
在
籍
し
た
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
付

属
図
書
館
に
せ
よ
、
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
に
せ
よ
、
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
時
期
に
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ラ
テ
ン
の
古
典
な
ど
数
多
く

の
書
物
を
読
ん
だ
。「
こ
う
い
う
静
か
な
読
書
の
た
め
に
は
、
ベ
ル
オ
ル
の
環
境
は
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
。」（John R

ae, op.cit, p.22.　

邦
訳
、
二
七
頁
。）

二　

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
革
新
性

ス
ミ
ス
の
時
代
、
当
初
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
比
べ
て
産
業
は
遅
れ
、
織
物
工
業
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
大
き
な
打
撃

を
受
け
つ
つ
も
、
次
第
に
近
代
化
が
進
み
、
亜
麻
産
業
が
育
成
さ
れ
、
経
済
的
発
展
も
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
状
態
が
出
現
し
た
が
、
そ

れ
は
ま
ず
貿
易
の
成
長
か
ら
始
ま
っ
た
（
1
）

。
そ
の
中
心
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
で
あ
り
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
は
ア
メ
リ
カ
に
最
も
近
い
港
と
し
て
ア
メ
リ

カ
貿
易
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
前
途
が
開
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
七
一
八
年
に
は
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
市
所
有
の
船
舶
が
初
め
て

大
西
洋
を
越
え
た
。
ま
さ
に
「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
は
経
済
の
変
化
が
現
わ
れ
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
都
市
で
あ
っ
た
（
2
）

。」 八
〇
四



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
山
口
）

（
一
三
二
一
）

だ
か
ら
ス
ミ
ス
の
時
代
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
時
間
的
場
所
的
な
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
、
か
な
り
急
速
な
発
展
過

程
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
3
）

。
経
済
的
後
進
性
を
も
つ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、
経
済
的
に
先
行
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
「
追
い
つ
け
追

い
越
せ
」
と
言
う
意
気
込
み
が
漲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
空
気
の
中
、
自
由
で
進
歩
的
な
思
想
が
台
頭
し
、
封
建
主
義
的
な
思

考
に
反
発
す
る
啓
蒙
主
義
的
態
度
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
4
）

。
こ
の
辺
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
ス
キ
ナ
ー
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
は
新
し
い
考
え
方
、
と
く
に
も
っ
と
世
俗
的
で
、
権
威
主
義
的
色
彩
の
薄
い
考
え
方
が
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
に
お
け
る
よ
り
伝
統
的
な
気
質
の
多
く
を
乱
し
始
め
た
中
心
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
一
八
世
紀
初
頭
の
グ

ラ
ス
ゴ
ウ
に
お
け
る
展
開
は
、
で
き
る
だ
け
迅
速
か
つ
効
果
的
に
抑
圧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
不
穏
な
異
端
説
の
き
ざ
し
で
あ
っ
た
。
他

の
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
よ
り
自
由
で
啓
発
的
な
思
想
の
徴
候
で
あ
り
、
も
は
や
過
去
の
定
説
に
捉
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（
5
）

」
と
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
は
ス
ミ
ス
が
入
学
を
許
可
さ
れ
る
ま
で
に
、
い
く
つ
か
の
重
大
な
変
化
│
│
行
政
お

よ
び
学
問
的
雰
囲
気
の
変
化
│
│
を
経
験
し
て
い
た
（
6
）

。」
だ
か
ら
「
ス
ミ
ス
は
…
…
古
い
要
素
と
新
し
い
要
素
を
併
せ
も
つ
、
過
渡
期
の

大
学
に
行
き
当
っ
た
の
で
あ
る
（
7
）

。」
こ
の
頃
既
に
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
は
、
学
問
研
究
の
分
野
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
優
れ
た
教
師

た
ち
が
何
人
か
い
た
。
た
と
え
ば
数
学
教
師
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ム
ソ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
語
教
師
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ダ
ン
ロ
ッ
プ
、
道
徳
哲
学

教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ス
ン
な
ど
で
あ
る
（
8
）

。

し
か
し
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
最
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
新
思
想
（
9
）

の
指
導
者
ハ
チ
ス
ン
で
あ
る
。
ハ
チ
ス
ン
は
当
時
道

徳
哲
学
を
教
え
て
い
た
が
、
自
由
潑
剌
た
る
雄
弁
と
創
造
性
を
も
っ
て
大
学
内
に
知
的
自
由
を
横
溢
さ
せ
、
ス
ミ
ス
の
学
問
へ
の
関
心
を

高
め
、
五
〇
年
後
に
な
っ
て
も
ス
ミ
ス
に
「
忘
れ
え
ぬ
ハ
チ
ス
ン
」
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
る
。
真
に
こ
の
人
ほ
ど
に
、
ス
ミ
ス
の
心

を
よ
び
醒
ま
し
そ
の
思
想
を
方
向
づ
け
た
人
は
、
教
育
者
に
も
著
述
家
に
も
ほ
か
に
は
な
か
っ
た
（
10
）

。「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
教
授
で
、
ラ

八
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
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テ
ン
語
で
講
義
す
る
こ
と
を
や
め
て
自
国
語
（
英
語
）
で
や
っ
た
の
は
ハ
チ
ス
ン
が
最
初
で
あ
っ
た
（
11
）

」
し
、
同
僚
の
ギ
リ
シ
ャ
語
教
師
ダ

ン
ロ
ッ
プ
と
共
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
古
典
研
究
を
復
興
し
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
イ
タ
リ
ア
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
母
国
語
へ
の
目
覚
め

と
古
典
へ
の
愛
は
、
こ
こ
で
も
近
代
文
化
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

ハ
チ
ス
ン
の
教
師
と
し
て
の
力
量
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
ら
し
く
、
彼
の
影
響
力
は
、
と
く
に
市
民
的
自
由
と
宗
教
的
自
由
と
の
強
調
を

通
じ
て
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
12
）

。
レ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
チ
ス
ン
の
講
義
は
「
ノ
ー
ト
を
も
た
ず
大
い
に
生
気
潑
剌

と
語
っ
た
。
し
か
し
学
生
を
鼓
舞
し
た
の
は
彼
の
雄
弁
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
思
想
そ
れ
自
体
で
も
あ
っ
た
。
何
事
で
あ
れ
、
彼
の
触
れ

る
も
の
を
一
種
の
新
鮮
さ
と
断
固
た
る
創
意
を
も
っ
て
取
り
扱
っ
た
が
、
そ
れ
は
最
も
愚
鈍
な
も
の
に
で
も
何
事
か
を
考
え
さ
せ
る
に
違

い
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
そ
れ
を
さ
わ
や
か
な
知
的
自
由
の
精
神
を
も
っ
て
も
扱
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
呼
吸
す
る
こ

と
は
青
年
に
と
っ
て
は
心
の
力
と
も
な
り
生
命
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
（
13
）

。」

ま
た
、
三
代
目
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
伯
を
創
始
者
と
す
る
道
徳
感
学
派
の
代
表
者
で
も
あ
る
ハ
チ
ス
ン
は
、
一
七
二
〇
年
に
、
グ
ラ
ス
ゴ

ウ
大
学
の
道
徳
哲
学
教
授
に
任
命
さ
れ
た
が
、
こ
の
講
座
の
前
任
者
ガ
ー
シ
ョ
ム
・
カ
ー
マ
イ
ケ
ル
の
厳
格
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は

反
対
に
、
宗
教
的
楽
観
主
義
を
も
っ
て
い
て
、
神
は
神
秘
的
な
し
る
し

0

0

0

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
類
の
幸
福
の
た
め
に
存
在

す
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
に
は
元
来
何
が
善
か
を
探
究
さ
せ
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
せ
う
る
「
道
徳
感
」
と
い
う

感
情
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
も
た
ら
す
行
為
が
最
善
の
も
の
」
と
い
う
、
当
時
の
神
こ
そ
神
聖
に
し
て

最
善
の
も
の
と
い
う
考
え
を
、
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
考
え
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
秘
的
な
神
の
奇
跡
を
信
じ
る
こ
と
よ
り
、

人
類
の
幸
福
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
、
神
の
意
志
だ
と
い
う
新
し
い
思
想
を
主
張
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
レ
ー
は
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
ハ
チ
ス
ン
は
新
時
代
に
属
し
て
い
た
。
そ
れ
は
導
き
の
手
を
自
然
の
光
の
う
ち
に
求
め
、
そ
れ
に

八
〇
六



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
山
口
）

（
一
三
二
三
）

よ
っ
て
一
八
世
紀
の
善
良
に
し
て
恵
み
深
き
神
を
発
見
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
神
と
は
、
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
生
き
給

う
も
の
で
あ
り
、
神
の
意
志
は
神
秘
的
な
奇
跡
や
摂
理
か
ら
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
類
の
よ
り
大
き
な
利
益
│
│
最
大

多
数
の
最
大
幸
福
│
│
に
つ
い
て
の
広
汎
な
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
14
）

」
と
。

ハ
チ
ス
ン
の
こ
の
新
し
い
思
想
に
対
し
て
は
、
一
方
で
進
取
の
気
性
を
も
っ
た
学
生
た
ち
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
が
、
他
方
で
、
当
時

の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
長
老
派
聖
職
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
気
に
さ
わ
る
我
慢
の
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
法
の
下
に
厳
格
な

処
罰
を
す
べ
き
だ
と
の
非
難
を
受
け
た
。
事
実
ハ
チ
ス
ン
は
、
ス
ミ
ス
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
入
学
し
た
年
に
「
誤
っ
た
危
険
な
教
理
」

を
教
え
た
か
ど
で
教
会
裁
判
所
に
告
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
ハ
チ
ス
ン
の
自
然
神
学
の
講
義
に
参
加
し
た
ら
し
く
（
15
）

、『
道
徳
感

情
論
』
や
『
国
富
論
』
に
見
ら
れ
る
有
名
な
「
見
え
ざ
る
手
」
の
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
ハ
チ
ス
ン
の
神
を
、
さ
ら
に
近
代
化
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
経
済
的
自
由
主
義
が
、
重
農
主
義
者
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
る
よ
り
二
〇
年
も
前
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の

教
室
に
、
そ
の
萌
芽
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
驚
く
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
16
）

。「
ス
ミ
ス
を
特
徴
づ
け
て
い
る
一
切
の
合
理
的
な
自
由

に
対
す
る
あ
の
深
く
強
い
愛
は
、
ハ
チ
ス
ン
と
の
接
触
に
よ
っ
て
点
火
さ
れ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
大
い
に
促
進
さ
れ
た
に

相
違
な
い
（
17
）

。」

こ
う
し
て
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
は
、
当
時
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
市
の
経
済
的
発
展
に
伴
っ
て
、
知
的
雰
囲
気
と
し
て
は
、
進
歩
的
な
空
気
が

漲
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
で
は
、
産
業
革
命
の
本
格
的
な
開
始
を
前
に
し
て
経
済
と

産
業
に
直
結
し
た
新
し
い
学
問
を
つ
く
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
、
意
気
込
み
が
溢
れ
て
い
た
の
だ
（
18
）

。
で
は
次
に
、
ス
ミ
ス
の
留
学
先

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
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（
一
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五
）

三　

名
門
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
学
問
的
沈
滞

一
七
四
〇
年
六
月
、
ス
ミ
ス
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
出
発
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
向
っ
た
。
後

年
、
彼
が
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
境
を
越
え
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
入
っ
た
瞬
間
か
ら
、
彼
は
こ
の

国
が
富
ん
で
い
て
、
自
国
に
比
べ
て
農
業
が
進
歩
し
て
い
る
の
に
驚
嘆
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
（
1
）

。「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
農
業
は
、

一
七
四
〇
年
に
は
ロ
ジ
ア
ン
地
方
に
お
い
て
さ
え
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
地
表
は
ど
こ
も
は
だ
か
で
荒
れ
果
て
て
い
た
。

…
…
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
肥
っ
た
牛
に
比
べ
る
と
、
家
畜
さ
え
や
せ
て
貧
相
な
の
で
あ
っ
た
（
2
）

。」
こ
の
よ
う
に
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
的
格
差
は
著
し
か
っ
た
。

ス
ミ
ス
が
留
学
し
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
は
、
当
時
、
一
〇
名
ほ
ど
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
留
学
生

が
在
籍
し
て
い
た
が
、
彼
ら
は
常
に
田
舎
者
扱
い
に
さ
れ
て
い
た
（
3
）

。
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
ス
キ
ナ
ー
が
言
う
に
は
、「
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ

は
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
関
心
と
気
質
を
も
つ
人
に
は
、
あ
ま
り
適
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
学
は
党
派
に
分
か
れ
、
そ
の
一
部
は

ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
で
あ
っ
て
、
浪
費
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
五
人
の
ス
ネ
ル
奨
学
生
を
含
む
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
は
、
カ
レ
ッ
ジ

の
約
百
人
の
学
生
全
体
の
中
で
は
、
常
に
特
異
な
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
軽
蔑
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
社
交
を
避

け
が
ち
で
あ
っ
た
（
4
）

。」

と
こ
ろ
で
経
済
的
水
準
で
は
な
く
、
当
時
の
大
学
の
学
問
水
準
を
比
べ
て
み
る
と
、
一
般
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
学
は
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
大
学
に
は
る
か
に
劣
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
と
違
っ
て
、「
こ
こ
に
は
〔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
│
引
用
者
〕、

精
神
を
刺
激
す
る
シ
ム
ス
ン
も
ハ
チ
ス
ン
も
い
な
か
っ
た
（
5
）

。」
ス
ミ
ス
は
『
国
富
論
』
の
中
で
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
大
学
で
は
、
正
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教
授
の
大
半
は
、
こ
こ
多
年
に
わ
た
り
、
教
え
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
さ
え
、
す
っ
か
り
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
（
6
）

」
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い

る
。ま

た
ス
ミ
ス
は
当
時
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
、
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
近
代
に

お
い
て
、
学
問
の
い
く
つ
か
の
部
門
で
行
わ
れ
て
き
た
進
歩
は
、
そ
の
う
ち
の
い
く
ら
か
は
、
疑
い
も
な
く
大
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も

の
だ
が
、
大
部
分
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
大
抵
の
大
学
は
、
そ
う
い
う
進
歩
が
あ
っ
た
後
に
も
、
進
ん
で
そ
れ
を
採
用
し
よ
う
と
さ
え

し
な
か
っ
た
し
、
そ
の
上
、〔
大
学
と
い
う
〕
こ
れ
ら
学
者
社
会
の
い
く
つ
か
は
、
長
い
間
、
聖
域
と
し
て
、
つ
ま
り
打
破
さ
れ
た
体
系

と
古
め
か
し
い
偏
見
と
が
、
大
学
以
外
の
世
界
の
す
み
ず
み
か
ら
も
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
、
そ
こ
に
逃
げ
場
と
庇
護
を
見
い
だ
す

聖
域
と
し
て
留
ま
る
途
を
選
ん
だ
（
7
）

」
と
。
教
師
た
ち
は
昔
の
ま
ま
の
、
少
し
も
改
良
さ
れ
て
い
な
い
伝
統
の
学
科
に
つ
い
て
、「
わ
ず
か

ば
か
り
の
細
切
れ
を
継
ぎ
は
ぎ
し
て
教
え
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
ん
な
代
物
で
さ
え
、
彼
ら
は
投
げ
や
り
に
、
う
わ
べ

だ
け
し
か
教
え
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
（
8
）

。」

ス
ミ
ス
は
こ
う
し
た
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
沈
滞
を
主
と
し
て
、
教
師
が
大
学
当
局
の
丸
抱
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
結

果
、
自
分
の
講
義
を
進
ん
で
受
講
し
て
い
る
学
生
か
ら
、
そ
の
教
師
宛
の
個
別
聴
講
料
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

制
度
自
体
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
よ
う
な
大
き
な
寄
付
財
産
を
抱
え
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
で
も
っ
て
教
師
の

給
与
も
十
分
に
賄
っ
て
い
け
る
富
裕
な
名
門
大
学
で
は
、
学
生
か
ら
の
授
業
料
な
ど
は
全
く
当
て
に
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
の
教
師

の
労
働
は
、
学
生
の
意
向
や
判
断
に
全
く
依
ら
な
い
と
こ
ろ
で
評
価
さ
れ
、
そ
の
賃
金
を
得
る
（
9
）

。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
、
こ
う
し

た
制
度
を
も
っ
て
い
る
と
ス
ミ
ス
の
目
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
基
本
的
信
念
は
、
後
に
も
ま
た
触
れ
る
よ
う
に
「
ど
ん
な
職
業
で
も
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
大
半
の
人
々
の
場
合
に
は
、
努
力
せ
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ざ
る
を
得
な
い
必
要
に
比
例
し
て
努
力
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
必
要
は
、
財
産
を
つ
く
る
に
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
々
の
収
入
や

暮
し
の
糧
を
得
る
に
も
、
彼
ら
の
職
業
の
報
酬
だ
け
を
財
源
と
す
る
人
々
の
場
合
に
最
大
で
あ
る
（
10
）

」
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
「
競
争
が
自
由
な
と
こ
ろ
で
は
、
誰
も
が
お
互
い
に
相
手
を
仕
事
か
ら
押
し
の
け
よ
う
と
努
め
て
い
る
競
争
者
た
ち
の
対
抗
関
係

が
あ
る
か
ら
、
各
人
と
も
そ
の
仕
事
を
あ
る
程
度
は
正
確
に
仕
上
げ
よ
う
と
努
力
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
…
…
対
抗
と
競
争
は
、

卑
し
い
職
業
に
お
い
て
さ
え
、
他
に
抜
き
ん
出
る
こ
と
を
野
心
の
目
標
た
ら
し
め
、
し
ば
し
ば
最
大
限
の
努
力
を
ひ
き
起
こ
す
（
11
）

。」

こ
う
し
た
信
念
を
も
つ
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
、
教
師
間
に
彼
の
考
え
る
自
由
競
争
を
促
す
理
想
的
な
制
度
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
教
師
の
間
に
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
原
理
に
基
づ
く
競
争
を
促
す
制
度
は
、
導
入
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
教
師
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
自
ら
の
職
務
に
関
す
る
職
業
倫
理
の
エ
ー
ト
ス
は
微
塵
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
が
、
エ
ー
ト
ス
の
欠
如
も
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
競
争
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
起
因
し
た
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
教
育
市
場
に

お
い
て
も
自
由
競
争
の
導
入
あ
る
い
は
競
争
原
理
の
採
用
は
、
最
高
の
品
質
改
善
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
、

こ
の
自
由
競
争
あ
る
い
は
競
争
原
理
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
大
学
の
特
権
の
下
で
、
教
師
た
ち
は
自
分

の
生
産
物
で
あ
る
講
義
の
改
良
努
力
を
怠
り
、
報
酬
を
得
る
代
償
と
し
て
の
労
働
＝
講
義
を
す
る
ふ
り
す
ら
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
講
義
や
教
育
は
、
学
生
の
欲
求
な
ど
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
、

世
間
か
ら
分
離
・
孤
立
し
た
旧
態
依
然
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
12
）

。

こ
う
し
た
現
実
を
踏
ま
え
、
ス
ミ
ス
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
論
じ
た
文
脈
で
、
大
学
の
学
問
的
停
滞
を
ひ
き
起
こ
す
原
因
を
、

第
一
に
、「
初
期
独
占
団
体
」
と
い
う
大
学
の
特
殊
な
性
格
、
二
番
目
に
、
大
学
の
寄
付
財
産
、
そ
し
て
第
三
に
、
大
学
の
規
律
に
求
め

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
敷
衍
し
よ
う
。
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大
学
で
の
学
問
が
停
滞
す
る
原
因
の
第
一
は
、
初
期
独
占
団
体
と
い
う
大
学
の
性
格
に
よ
る
も
の
だ
と
ス
ミ
ス
は
言
う
。
こ
れ
は
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
の
起
源
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
団
体
を
指
す
本
来
の
ラ
テ
ン
語
の
名
称
で
あ
る
が
、
徒
弟
制
度
に
基

づ
く
同
業
組
合
が
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
時
の
大
学
は
こ
の
制
度
に
立
脚
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
言
い
分
を

聞
こ
う
。

「
今
日
と
く
に
大
学
（
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
特
殊
な
団
体
が
最
初
に
設
立
さ
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
マ
ス
タ
ー
・

オ
ブ
・
ア
ー
ツ
と
い
う
称
号
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
修
学
年
限
は
、
明
ら
か
に
、
こ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
古
く
か
ら
団
体
が
つ
く
ら
れ

て
い
た
普
通
の
職
業
に
お
け
る
徒
弟
修
業
の
年
限
を
見
習
っ
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
普
通
の
職
業
に
お
い
て
、
し
か
る
べ
き
資
格

の
あ
る
親
方
（
マ
ス
タ
ー
）
の
も
と
で
七
年
間
仕
事
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
親
方
（
マ
ス
タ
ー
）
と
な
っ
て
自
分
の
徒
弟
を
も
つ
資
格
を

得
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
し
か
る
べ
き
資
格
の
あ
る
先
生
（
マ
ス
タ
ー
）
の
も
と
で
七
年
間
勉
強
し
た
と
い
う
こ
と

が
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
場
合
も
、
先
生
（
マ
ス
タ
ー
）、
教
師
ま
た
は
博
士
（
昔
は
こ
の
三
つ
の
言
葉
と
も
同
義
語
で
あ
っ
た
）
と
な
っ
て
、

自
分
の
も
と
で
学
ぶ
学
生
（
ス
カ
ラ
ー
）
ま
た
は
門
弟
（
ア
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
）（
同
じ
よ
う
に
こ
の
二
つ
は
も
と
も
と
同
義
語
で
あ
っ
た
）
を
も
つ

資
格
を
得
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
13
）

。」

中
世
に
お
け
る
必
須
の
教
養
科
目
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
習
慣
は
、
大
学
教
員
と
な
る
た
め
で
は
な
く
、
上
流
社
会
へ
の
登

竜
門
で
も
あ
る
。
世
に
出
よ
う
と
す
る
人
は
、
そ
の
資
格
を
得
る
た
め
に
大
学
に
在
籍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
学
は
、
そ
の
資
格
を

付
与
す
る
「
独
占
団
体
」
と
し
て
、
そ
の
特
権
を
思
う
ま
ま
に
乱
用
し
て
き
た
。「
卒
業
と
い
う
特
権
は
、
多
く
の
国
で
知
的
職
業
に
就

く
殆
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
学
問
的
教
育
を
必
要
と
す
る
人
た
ち
の
大
多
数
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、

は
な
は
だ
好
都
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
特
権
は
公
職
に
あ
る
教
師
の
講
義
に
出
な
い
と
、
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
14
）

。」
大
学
卒
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業
者
の
特
権
は
、
徒
弟
条
例
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
教
育
の
進
歩
に
は
寄
与
し
な
い
。
学
生
に
、
一
方
的
に
教
師
へ
の
服
従
を
強
い
る

だ
け
で
、
教
師
は
資
格
付
与
の
独
占
的
地
位
に
守
ら
れ
て
、
特
権
的
地
位
に
甘
ん
じ
、
努
力
を
怠
る
よ
う
に
な
る
（
15
）

。「
大
学
卒
業
者
の
諸

特
権
が
、
あ
る
大
学
に
何
年
間
か
在
籍
す
る
こ
と
だ
け
で
も
ら
え
る
場
合
に
は
、
教
師
の
値
打
ち
や
評
価
と
関
連
な
し
に
、
必
然
的
に
、

あ
る
数
の
学
生
を
そ
う
い
う
大
学
に
押
し
込
む
こ
と
に
な
る
（
16
）

。」

次
に
、
大
学
の
学
問
的
停
滞
を
引
き
起
こ
す
第
二
の
原
因
で
あ
る
大
学
の
寄
付
財
産
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。「
学
校
や
学
寮
の
寄
付

財
産
は
、
ど
う
し
て
も
、
教
師
た
ち
が
精
を
出
す
必
要
を
多
か
れ
少
な
か
れ
減
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
生
計
の
資
は
、

そ
の
俸
給
か
ら
く
る
分
だ
け
は
、
明
ら
か
に
彼
ら
の
特
定
の
職
業
に
お
け
る
成
功
や
評
価
と
全
く
無
関
係
な
基
金
か
ら
出
て
い
る
か
ら
で

あ
る
（
17
）

。」
こ
の
場
合
に
は
、「
教
師
は
彼
の
生
徒
か
ら
一
切
の
謝
礼
金
や
授
業
料
を
受
け
取
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
俸
給
が
、

そ
の
職
務
か
ら
得
る
収
入
の
す
べ
て
で
あ
る
。
…
…
誰
だ
っ
て
、
出
来
る
だ
け
の
ん
き
に
暮
す
ほ
う
が
得
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
何
か
、

ひ
ど
く
骨
の
折
れ
る
義
務
を
果
そ
う
が
果
す
ま
い
が
、
彼
の
報
酬
は
び
た
一
文
変
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
な
ら
、
ま
ず
間
違
い

な
く
彼
の
利
害
関
係
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
は
、
…
…
義
務
を
全
く
な
お
ざ
り
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
ま
で
は
容
赦
し
て
く
れ
そ
う

に
な
い
あ
る
権
威
に
服
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
威
が
許
し
そ
う
な
範
囲
で
、
出
来
る
限
り
、
身
を
入
れ
ず
、
お
粗
末
な
や
り
方
で

す
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
（
18
）

」
と
ス
ミ
ス
は
述
べ
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
富
裕
な
大
学
を
支
配
し
て
い
る
学
問
の
沈
滞
は
、

根
本
的
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
富
の
せ
い
で
あ
る
（
19
）

」、
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
結
論
を
下
し
た
と
レ
ー
は
語
っ
て
い
る
（
20
）

。

さ
ら
に
学
問
の
停
滞
を
引
き
起
こ
す
第
三
の
原
因
は
、
大
学
の
規
律
に
あ
る
と
見
て
、
ス
ミ
ス
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
大
学
の
規

律
と
い
う
も
の
は
、
教
師
の
利
益
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
教
育
や
学
問
の
発
展
や
、
ま
し
て
や
学
生
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ

と
な
ど
は
考
え
て
も
い
な
い
。
総
じ
て
、
大
学
の
体
質
と
言
う
も
の
は
、
こ
う
言
う
も
の
で
腐
敗
し
切
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
自
身
は
次
の
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よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
学
寮
や
大
学
の
校
規
は
、
総
じ
て
、
学
生
の
便
益
の
た
め
に
で
は
な
し
に
、
教
師
の
利
益
の
た
め
、
も
っ
と

端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
教
師
の
安
逸
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
ど
ん
な
場
合
に
も
教
師
の
権
威
を
維
持

し
、
そ
し
て
教
師
が
そ
の
義
務
を
怠
ろ
う
が
や
り
遂
げ
よ
う
が
、
学
生
の
側
は
ど
ん
な
場
合
に
も
、
教
師
が
あ
た
か
も
そ
の
義
務
を
最
大

の
勉
励
と
能
力
で
も
っ
て
や
っ
て
の
け
た
か
の
よ
う
に
、
教
師
に
対
し
て
振
る
舞
う
こ
と
を
強
い
る
こ
と
に
あ
る
（
21
）

」
と
。
大
学
の
教
師
も

並
の
人
間
で
あ
り
人
の
子
で
あ
る
。
世
間
に
お
け
る
人
間
一
般
の
労
働
観
を
も
っ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
労
働
は
自
己
の
安
楽
を

犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
労
働
の
成
果
と
し
て
の
報
酬
が
、
そ
の
過
程
で
努
力
や
勤
勉
と
何
ら
か
の
比
例
関
係
が
な

い
な
ら
ば
、
誰
で
も
そ
の
労
働
を
気
楽
に
や
ろ
う
と
す
る
。
独
占
が
成
立
し
、
自
由
競
争
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
必
ず
こ
の
弊
害

が
生
じ
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
場
合
と
異
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
理
想
と
す
る
の
は
「
俸
給
が
教
師
の
報
酬
の
一
部
分
、
し
ば
し
ば
わ
ず
か
な
部
分

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
大
半
は
、
彼
の
生
徒
の
謝
礼
金
あ
る
い
は
授
業
料
か
ら
出
て
い
る
（
22
）

」
大
学
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
学
び
教
鞭
を
執
っ
た
グ

ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
は
、
事
実
こ
う
し
た
制
度
を
採
っ
て
い
た
（
23
）

。
そ
こ
で
は
固
定
給
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
励
の
必
要
は

い
く
ら
か
少
な
く
な
る
が
、
全
く
無
く
な
る
の
で
は
な
く
、
教
師
に
と
っ
て
職
業
に
お
け
る
評
価
は
、
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。
ス

ミ
ス
は
言
う
。「
教
師
の
職
業
上
の
評
価
は
、
彼
に
と
っ
て
、
な
お
い
く
ら
か
重
要
で
あ
り
、
彼
は
、
そ
の
授
業
を
受
け
た
人
々
の
愛
情
、

感
謝
、
そ
し
て
い
い
評
判
を
な
お
い
く
ら
か
は
気
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
好
意
的
な
感
情
を
得
る
に
は
、
教
師
が
そ
れ
に
相
応
し

く
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
有
能
に
、
一
生
懸
命
に
義
務
の
す
べ
て
を
果
す
こ
と
以
上
の
手
は
あ
り
そ
う
に
な
い
（
24
）

」
と
。
ス
ミ
ス
自
身
は

一
七
六
三
年
末
に
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
教
授
の
職
を
辞
し
た
と
き
、
学
生
へ
の
講
義
を
完
了
し
え
な
か
っ
た
の
で
、
授
業
料
の
一
部
を
学

生
た
ち
に
返
却
し
た
の
で
あ
る
（
25
）

。
こ
う
し
て
ス
ミ
ス
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
大
学
の
例
を
示
し
て
、
教
師
の
間
の
自
由
競
争
つ
ま
り
競
争
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原
理
の
導
入
が
、
彼
ら
の
質
的
向
上
と
職
務
へ
の
精
励
と
を
実
現
す
る
最
も
よ
い
方
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
自

由
競
争
と
は
具
体
的
に
は
、
ど
の
教
師
に
つ
く
か
学
生
の
自
由
な
選
択
に
任
せ
る
こ
と
、
教
師
の
収
入
を
こ
の
選
択
の
結
果
と
し
て
の
授

業
料
の
多
寡
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
（
26
）

。

だ
が
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
養
成
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
当
初
か
ら
自
由
競
争
は
排
除
さ
れ
、
教
会
権
力
に
と
っ
て
必
要
な
思
想
を
教
え
込
む
機
関
で
も
あ
っ
た
（
27
）

。
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
言

及
す
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
今
の
大
学
は
、
そ
の
大
半
が
も
と
も
と
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
団
体
で
あ
っ
て
、
聖
職
者
教
育
の
た
め
に
設
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
大
学
は
、
法
王
の
権
威
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
、
完
全
に
法
王
の
直
接
の
保
護
の
も
と
に
あ
っ
た
か
ら
、

教
師
で
あ
れ
学
生
で
あ
れ
、
大
学
の
成
員
み
ん
な
が
、
そ
の
当
時
の
、
い
わ
ゆ
る
僧
侶
の
特
権
を
も
っ
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。
…
…
こ

う
い
う
大
学
の
大
部
分
で
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
設
立
の
目
的
に
か
な
う
も
の
、
す
な
わ
ち
神
学
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
神
学
の
準
備

に
す
ぎ
ぬ
も
の
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
（
28
）

」
と
。
こ
う
し
て
当
時
の
大
学
は
、
現
世
よ
り
も
来
世
に
重
点
を
置
く
神
学
中
心
の
学
問
体

系
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
大
学
は
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
代
え
て
ス
ミ
ス
は
、
自
己
の
理
想
と
す
る
あ
る
べ
き
学
問

体
系
を
提
示
す
る
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
1
） John R
ae, op.cit, p.18.　

邦
訳
、
二
二
頁
。

（
2
） 

Ibid, p.18.　

邦
訳
、
二
二
頁
。

（
3
） 

Ｆ
・
Ｗ
・
ハ
ー
ス
ト
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
遊
部
久
蔵
訳
）
弘
文
堂
、
昭
和
二
七
年
、
一
二
│
三
頁
。

（
4
） C

am
pbell &

 S
kinner, op.cit, p.24.　

邦
訳
、
二
一
頁
。

（
5
） 

Ibid, p.24.　

邦
訳
、
二
一
頁
。
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（
一
三
三
二
）

（
6
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry in

to th
e N

atu
re an

d
 C

au
ses of th

e W
ealth

 of N
ation

s, edited by R
.H
. C
am
pbell &

 A
.S
. S
kinner, 

G
lasgow

 edition, O
xford, 1976, V

ol.Ⅱ
 p.761.

（
以
下
、W

N

と
略
記
す
る
）
大
河
内
一
男
監
訳
『
国
富
論
』、
Ⅲ
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六

年
、
一
一
四
頁
。（
以
下
、
邦
訳
と
略
記
す
る
）

（
7
） 

W
N
, Ⅱ
, p.772.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
三
〇
頁
。

（
8
） 

W
N
, Ⅱ
, p.772.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
三
〇
頁
。

（
9
） 

中
谷
武
雄
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
教
育
論
」『
社
会
科
学
論
集
』
第
四
一
号
、
高
知
短
期
大
学
、
一
三
五
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅱ
, p.759.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
一
頁
。

（
11
） 

W
N
, Ⅱ
, pp.759-60.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
一
頁
。

（
12
） 

中
谷
武
雄
、
前
掲
論
文
、
一
三
五
頁
。

（
13
） 

W
N
, Ⅰ
, pp.136-7.　

邦
訳
、
Ⅰ
、
二
〇
〇
頁
。

（
14
） 

W
N
, Ⅱ
, p.780.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
四
〇
頁
。

（
15
） 

中
谷
武
雄
、
前
掲
論
文
、
一
三
二
頁
。

（
16
） 

W
N
, Ⅱ
, p.762.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
五
頁
。

（
17
） 

W
N
, Ⅱ
, p.760.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
一
│
二
頁
。

（
18
） 

W
N
, Ⅱ
, p.760.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
二
│
三
頁
。

（
19
） John R

ae, op.cit, p.21.　

邦
訳
、
二
六
頁
。

（
20
） 

ロ
ス
も
同
様
に
、
ス
ミ
ス
は
「
当
時
の
大
部
分
の
大
学
と
そ
こ
の
教
師
た
ち
が
陥
っ
た
堕
落
と
恥
辱
の
原
因
は
、
特
権
を
つ
う
じ
て
享
受
し
た

富
裕
で
あ
っ
た
」
と
考
え
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。（Ian S

im
pson R

oss, T
h

e L
ife of A

d
am

 S
m

ith, 1995, p.73.

）
Ｉ
・
Ｓ
・
ロ
ス
『
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
篠
原
久
・
只
腰
親
和
・
松
原
慶
子
訳
）、
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
・
フ
ェ
ア
ラ
ー
ク
東
京
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
一
頁
。

（
21
） 

W
N
, Ⅱ
, p.764.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
八
│
九
頁
。

（
22
） 

W
N
, Ⅱ
, p.760.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
二
頁
。
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（
23
） 

坂
本
達
哉
「「
学
問
の
す
す
め
」
の
社
会
・
経
済
思
想
：
ス
ミ
ス
、
ミ
ル
、
福
沢
」（『
古
典
か
ら
読
み
解
く
経
済
思
想
史
』
経
済
学
史
学
会
他

編
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
）、
二
七
二
│
五
頁
を
参
照
。

（
24
） 

W
N
, Ⅱ
, p.760.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
二
頁
。

（
25
） C

am
pbell &

 S
kinner, op.cit, p.124.　

邦
訳
、
一
五
一
│
二
頁
。

（
26
） 

教
師
の
間
に
競
争
を
導
入
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
独
占
が
存
在
し
な
い
生
産
分
野
で
の
生
産
者
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
の
労
働
の
生
産
物
の
質

に
よ
っ
て
価
格
と
買
い
手
を
決
定
し
て
い
く
と
い
う
市
場
原
理
を
適
応
す
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
は
講
義
と
い
う
自
分
の
労
働
の
生
産
物
を
、

生
徒
と
い
う
買
い
手
を
見
つ
け
販
売
す
る
。
自
己
の
労
働
の
報
酬
が
市
場
＝
競
争
原
理
で
決
定
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
、
報
酬
は
販
売
量
に
比
例
す

る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
師
間
へ
の
競
争
制
の
導
入
と
い
う
の
は
、
彼
の
給
与
を
、
生
産
物
で
あ
る
講
義
の
購
買
料
で
あ
る
生
徒
の
授

業
料
で
賄
う
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
谷
武
雄
、
前
掲
論
文
、
一
三
五
頁
。）

（
27
） 

大
内
兵
衛
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
大
学
論
」（『
大
内
兵
衛
著
作
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
所
収
）
を
参
照
。

（
28
） 

W
N
, Ⅱ
, p.765.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
一
│
二
頁
。

四　

ス
ミ
ス
の
学
問
体
系

「
教
育
の
う
ち
、
普
通
、
大
学
で
教
え
ら
れ
て
い
る
部
分
は
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
（
1
）

」
と
主
張
す
る
ス
ミ
ス
は
、
大
学
に
お

け
る
学
問
の
歴
史
的
な
検
討
に
入
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
内
容
的
に
は
、
古
代
の
学
問
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
が
、
腐
敗
堕
落
さ
せ
て
い
く

過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
の
評
価
す
る
の
は
、
中
世
の
神
学
中
心
の
学
問
体
系
（
哲
学
体
系
）
で
は
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
学

問
体
系
（
哲
学
体
系
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
体
系
と
比
較
す
る
中
で
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問

体
系
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
（
2
）

。
ス
ミ
ス
は
言
う
。「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
は
、
三
大
部
門
に
分
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
物
理
学
つ
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ま
り
自
然
哲
学
、
倫
理
学
つ
ま
り
道
徳
哲
学
、
そ
れ
に
論
理
学
で
あ
る
。
こ
の
大
分
類
は
、
事
物
の
本
性
と
完
全
に
合
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
（
3
）

」
と
。
し
か
し
時
が
経
つ
う
ち
に
、「
学
問
を
分
け
て
三
つ
の
部
門
に
す
る
と
い
う
こ
の
古
代
の
分
け
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
抵

の
大
学
で
は
、
変
更
さ
れ
て
五
部
門
に
な
っ
た
（
4
）

。」
そ
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
大
学
が
古
代
の
学
問
課
程
に
採
り
入
れ
た
変
更
は
、
ど

れ
も
が
聖
職
者
の
教
育
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
し
、
ま
た
学
問
を
神
学
研
究
の
も
っ
と
適
当
な
入
門
に
し
よ
う
と
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
（
5
）

。」

そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
殆
ん
ど
の
大
学
に
お
け
る
学
問
教
育
の
普
通
の
課
程
は
、
次
の
五
部
門
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
㈠
論
理

学
、
㈡
本
体
論
、
㈢
気
学
、
㈣
決
疑
論
と
禁
欲
道
徳
論
、
㈤
物
理
学
で
あ
る
（
6
）

。
五
部
門
に
変
更
し
た
こ
と
か
ら
必
然
的
に
、「
ほ
ん
の
わ

ず
か
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
霊
に
つ
い
て
の
学
説
が
、
実
に
た
く
さ
ん
知
る
こ
と
の
で
き
る
肉
体
に
つ
い
て
の
学
説
と
同
じ
大
き
さ

の
場
を
、
哲
学
体
系
の
う
ち
に
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
7
）

。」
こ
う
し
て
「
ど
ん
な
に
周
到
な
注
意
を
も
っ
て
し
た
と
こ
ろ
で
、
曖
昧
な
こ

と
と
不
確
か
な
こ
と
以
外
に
は
、
何
一
つ
見
い
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
煩
瑣
な
区
別
立
て
と
詭
弁
の
ほ
か
、
何
も
生
み
出

す
こ
と
の
で
き
な
い
〔
霊
に
つ
い
て
の
〕
主
題
が
盛
ん
に
学
習
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
8
）

。」
そ
の
結
果
、
徳
を
現
世
の
幸
福
の
手
段
と
み
な
す

古
代
の
道
徳
哲
学
、
真
偽
を
確
証
す
る
た
め
の
論
理
学
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
物
理
学
・
科
学
的
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち

「
実
験
と
観
察
に
相
応
し
い
主
題
」
と
「
周
到
な
注
意
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
非
常
に
有
用
な
発
見
も
で
き
る
〔
肉
体
に
つ
い
て
の
〕
主
題
（
9
）

」、

こ
れ
ら
の
も
の
は
大
学
で
は
教
え
ら
れ
ず
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
当
時
の
学
問
体
系
で
は
、
一
切
の
学
問
は

「
神
学
に
従
属
す
る
も
の
（
10
）

」
と
し
て
し
か
教
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
神
中
心
・
教
会
中
心
の
中
世
封
建
社
会
の
学
問
体
系
に
相
応
し
い
も
の

で
あ
っ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
市
民
社
会
と
市
民
の
学
問
・
思
想
体
系
に
は
相
応
し
く
は
な
か
っ
た
。

人
間
の
解
放
を
求
め
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
や
芸
術
に
そ
の
模
範
を
求
め
た
よ
う
に
、
彼
が
ま
ず
、
古
代

ギ
リ
シ
ャ
の
学
問
体
系
に
自
己
の
学
問
や
哲
学
の
拠
り
所
を
見
い
出
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
グ
ラ
ス
ゴ
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ウ
大
学
に
お
け
る
道
徳
哲
学
講
座
の
初
代
担
当
教
授
カ
ー
マ
イ
ケ
ル
以
来
の
伝
統
で
も
あ
り
、
と
り
わ
け
ス
ミ
ス
の
恩
師
で
あ
り
、
グ
ラ

ス
ゴ
ウ
大
学
の
新
し
い
光
、
導
き
の
星
で
あ
っ
た
、
前
出
の
ハ
チ
ス
ン
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ベ
ル

と
ス
キ
ナ
ー
は
、
ス
ミ
ス
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
へ
の
関
心
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
で
学
ん
で
い
た
頃
に
、
そ
の
萌
芽
が
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
と
い
う
状
況
に
お
い
て
明
ら
か
に
重
要
な
一
人
物
で
あ
っ
た
ハ
チ
ス
ン
は
、
古
典
哲
学
と
り

わ
け
ス
ト
ア
哲
学
へ
の
興
味
の
源
と
し
て
、
ス
ミ
ス
に
深
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（
11
）

」
と
。
次
の
文
章
に
は
、
反
中
世
的
・
現
世

主
義
的
・
人
間
中
心
主
義
的
な
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
思
想
が
、
極
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

「
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
、
国
家
の
、
さ
ら
に
は
人
類
と
い
う
一
大
社
会
の
一
員
と
し
て
み
る
場
合
に
、
人
間
の
幸
福
と

完
成
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
言
う
こ
と
が
、
古
代
の
道
徳
哲
学
の
探
究
し
よ
う
と
企
て
た
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
の
哲
学
で
は
、
人
生
の
義

務
は
、
人
生
の
幸
福
と
完
成
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
哲
学
ば
か
り
か
道
徳
哲
学
も
神
学
に
従
属
す
る

も
の
と
し
て
し
か
教
え
ら
れ
な
く
な
る
と
、
人
生
の
義
務
は
、
主
と
し
て
来
世
の
幸
福
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

古
代
の
哲
学
は
、
徳
の
完
成
は
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
人
に
現
世
に
お
い
て
最
も
完
全
な
幸
福
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
も
の
だ
、
と
主
張
し

た
。
近
代
の
哲
学
は
、
徳
の
完
成
は
だ
い
た
い
、
い
や
む
し
ろ
殆
ん
ど
い
つ
で
も
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
現
世
の
幸
福
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
天
国
は
懺
悔
と
禁
欲
、
修
道
院
の
耐
乏
と
神
に
対
す
る
卑
下

に
よ
っ
て
の
み
、
勝
ち
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
で
寛
大
な
、
活
力
に
満
ち
た
行
動
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
（
12
）

。」

引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
い
う
道
徳
哲
学
は
、
人
間
の
、
個
人
と
し
て
、
家
族
・
国
家
・
人
類
の
一
員
と
し
て
の
、
幸

福
を
探
究
す
る
学
問
で
あ
っ
て
、
来
世
の
た
め
に
現
世
の
幸
福
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
13
）

。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
い
う

道
徳
哲
学
を
含
む
古
代
の
学
問
を
教
え
る
学
校
は
、
そ
の
教
育
に
つ
い
て
国
家
の
保
護
が
な
か
っ
た
の
に
発
展
し
、
そ
の
上
学
問
の
進
歩

八
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
三
六
）

も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
「
文
明
が
進
ん
で
哲
学
や
修
辞
学
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
流
行
の
学
問
を
教
え
て
も
ら
う

の
が
普
通
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
学
校
は
、
何
ん
ら
国
家
の
援
助
を
受
け
な
か
っ
た
の
み
か
、
た
だ
久
し
く
黙
認
さ
れ
て
い

た
だ
け
で
あ
っ
た
（
14
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
近
代
に
お
け
る
学
問
の
進
歩
は
、
国
家
の
保
護
下
に
あ
っ
て
神
学
中
心
の
学
問
体
系
を
教
え

る
大
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
と
く
に
特
権
を
も
つ
富
裕
大
学
は
保
守
的
で
学
問
的
停
滞
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
他
方
、

貧
乏
な
大
学
で
は
教
師
た
ち
の
生
活
の
大
き
な
部
分
が
、
自
ら
の
評
判
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
世
界
の
最
近
の
諸
見
解
に
注
意
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
学
問
の
進
歩
に
遅
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
15
）

。
ス
ミ
ス
自
身
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
総
じ
て
、
最
も
裕
福
で
、
最
も
寄
付
財
産
の
多
い
大
学
が
、
こ
う
し
た
学
問
上
の
進
歩
を
採
り
入
れ
る
の
に
最
も
遅
く
、
ま
た
既
定
の

教
育
計
画
に
何
ら
か
の
重
大
な
変
更
を
認
め
る
の
を
、
最
も
い
や
が
っ
た
。
こ
れ
ら
の
進
歩
は
、
比
較
的
貧
乏
な
諸
大
学
の
い
く
つ
か
で
、

最
も
す
ん
な
り
と
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
こ
う
し
た
大
学
だ
と
、
教
師
は
そ
の
生
計
費
の
大
部
分
を
自
分
の
評
判
に
依
存
し

て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
世
間
で
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
諸
見
解
に
、
一
層
の
注
意
を
払
わ
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
16
）

。」

こ
れ
ま
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
代
表
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
が
古
い
封
建
的
体
質
を
も
ち
、
神
学
中
心
の
学
問
体
系
や
旧
態

依
然
と
し
た
大
学
制
度
の
実
情
、
且
つ
そ
れ
か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
学
問
的
沈
滞
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
批
判
や
古

代
の
道
徳
哲
学
に
基
づ
い
た
ス
ミ
ス
の
学
問
体
系
を
論
じ
て
き
た
。

次
に
、
将
来
に
向
け
て
の
彼
の
理
想
と
す
る
大
学
教
育
論
と
も
言
う
べ
き
見
解
に
つ
い
て
、
検
討
し
よ
う
。
産
業
革
命
の
本
格
的
な
開

始
を
前
に
し
て
、
今
後
、
全
面
的
に
開
花
す
る
で
あ
ろ
う
新
し
い
社
会
（
市
民
社
会
）
と
の
か
か
わ
り
を
視
野
に
入
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
観

点
か
ら
改
革
案
を
提
示
し
て
い
る
。

八
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（
1
） 

W
N
, Ⅱ
, p.765.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
〇
頁
。

（
2
） 

野
沢
敏
治
「
ス
ミ
ス
に
お
け
る
教
育
と
学
問
」、
下
、『
経
済
科
学
』
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｖ
│
一
、
名
古
屋
大
学
経
済
学
部
、
一
三
〇
頁
。

（
3
） 

W
N
, Ⅱ
, p.766.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
四
頁
。

（
4
） 

W
N
, Ⅱ
, p.770.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
七
頁
。

（
5
） 

W
N
, Ⅱ
, p.772.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
九
│
三
〇
頁
。

（
6
） 

W
N
, Ⅱ
, p.772.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
九
頁
。

（
7
） 

W
N
, Ⅱ
, p.770.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
七
頁
。

（
8
） 

W
N
, Ⅱ
, p.771.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
八
頁
。

（
9
） 

W
N
, Ⅱ
, p.771.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
八
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅱ
, p.770.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
七
頁
。

（
11
） C

am
pbell &

 S
kinner, op.cit, p.21.　

邦
訳
、
一
八
頁
。

（
12
） 

W
N
, Ⅱ
, p.771.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
八
│
九
頁
。

（
13
） 

水
田
洋
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
教
育
論
を
中
心
に
」『
一
橋
論
叢
』
第
三
九
巻
第
四
号
、
三
六
二
頁
。

（
14
） 

W
N
, Ⅱ
, p.777.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
三
六
頁
。

（
15
） 

た
と
え
ば
、
ロ
ッ
ク
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
新
し
い
哲
学
と
科
学
を
教
育
し
よ
う
と
い
う
強
い
関
心
が
、
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
で
は
欠
如
し
て
い

た
が
、
そ
れ
ら
の
哲
学
と
科
学
は
、
当
代
社
会
の
関
心
や
必
要
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
よ
う
な
貧
し
い
大
学
で
は
教
え

ら
れ
て
い
た
と
言
う
。（R

oss, op.cit, p.73.　

邦
訳
、
八
一
頁
。）

（
16
） 

W
N
, Ⅱ
, pp.772-3.　

邦
訳
、
一
三
〇
│
一
頁
。

八
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
三
八
）

五　

大
学
と
社
会

ス
ミ
ス
の
活
躍
し
た
一
八
世
紀
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
世
俗
化
、
大
衆
化
さ
れ
て
経
済
的
な
目
で
眺
め
ら
れ
だ
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

教
会
の
指
導
力
が
衰
え
つ
つ
あ
り
、
国
家
の
経
済
活
動
へ
の
指
導
が
主
流
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
世
俗
的
欲
望
を
も
っ

て
暮
ら
す
市
民
の
力
が
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
貴
族
階
級
、
地
主
階
級
の
旧
支
配
階
級
が
、
次
第
に
社
会
的
影
響
力
を

失
い
つ
つ
、
代
っ
て
市
民
階
級
が
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
は
、
市
民
の
生
活
と
経
済
力
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
時

代
、
す
な
わ
ち
近
代
市
民
社
会
の
成
立
を
み
た
時
代
な
の
で
あ
る
（
1
）

。
こ
う
し
た
時
代
、
ス
ミ
ス
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
大
学
、
お
よ

び
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
特
権
を
も
つ
富
裕
大
学
、
典
型
的
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
よ
う
な
中
世
の
神
学
中
心
の
色
彩
の

強
い
大
学
に
偏
狭
的
な
排
他
的
・
ギ
ル
ド
的
精
神
を
見
い
出
し
、
学
問
生
産
に
無
縁
と
考
え
ら
れ
て
い
た
市
民
社
会
の
原
理

0

0

0

0

0

0

0

を
大
学
に
浸

透
さ
せ
よ
う
と
奮
闘
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
う
市
民
社
会
の
原
理
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
に
述
べ
た
レ
ッ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
原
理
に
基
づ
く
競
争
を
促
す
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
学
問
的
沈
滞
と
腐
敗
に
陥
っ
て
い
る
大
学
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、

ス
ミ
ス
は
教
師
の
間
に
自
由
競
争
を
促
す
制
度
を
採
り
入
れ
、
さ
ら
に
職
業
倫
理
の
エ
ー
ト
ス
を
教
師
間
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
奮
闘
し
た

の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
知
的
活
動
を
営
利
活
動
と
同
じ
く
利
害
計
算
と
禁
欲
の
世
界
か
ら
描
き
、
学
問
生
産
を
一
つ
の
世
俗
的
な
職
業
と
み
な
す
。

し
た
が
っ
て
教
師
も
、
成
功
と
名
声
と
昇
進
を
求
め
る
世
俗
的
欲
望
に
よ
っ
て
学
問
業
績
と
教
育
実
績
を
果
た
し
て
い
く
社
会
に
お
け
る

一
人
の
勤
労
者
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
前
に
も
触
れ
た
が
、
次
の
ス
ミ
ス
の
文
章
に
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
ど
ん
な
職
業
で
も
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
大
半
の
人
々
の
場
合
に
は
、
努
力
せ
ざ
る
を
得
な
い
必
要
に
比
例
し
て
努
力
す
る
の
が
常

八
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で
あ
る
。
こ
の
必
要
は
、
財
産
を
つ
く
る
に
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
々
の
収
入
や
暮
し
の
糧
を
得
る
に
も
、
彼
ら
の
職
業
の
報
酬
だ
け

を
財
源
と
す
る
人
々
の
場
合
に
最
大
で
あ
る
。
財
産
を
つ
く
る
た
め
、
い
や
、
暮
し
の
糧
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
さ
え
、
彼
ら
は
、
一
年

の
う
ち
に
、
一
定
の
価
値
総
額
に
な
る
よ
う
に
、
あ
る
分
量
の
仕
事
を
仕
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
い
く
つ
か
の
特
殊
な
職
業
で

は
、
う
ま
く
ゆ
け
ば
獲
物
が
大
き
い
と
い
う
の
で
、
時
に
は
、
並
み
外
れ
た
闘
志
と
野
心
を
も
っ
た
少
数
の
人
た
ち
の
頑
張
り
を
か
き
立

て
る
こ
と
も
、
む
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
最
大
限
の
努
力
を
ひ
き
起
こ
す
た
め
に
は
大
目
標
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
対
抗
と
競
争
は
、
卑
し
い
職
業
に
お
い
て
さ
え
、
他
に
抜
き
ん
出
る
こ
と
を
野
心
の
目
標
た
ら
し

め
、
し
ば
し
ば
、
最
大
限
の
努
力
を
ひ
き
起
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
大
目
標
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
大
き
い
と
言
う
だ
け
で
、
そ
れ
に

向
っ
て
精
を
出
す
必
要
が
な
け
れ
ば
、
め
っ
た
に
大
き
な
努
力
を
か
き
立
て
る
力
は
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
（
2
）

。」

こ
の
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
醒
め
た
目
で
市
民
の
集
合
体
で
あ
る
市
民
社
会
を
見
つ
め
、
そ
の
社
会
で
の
人
間
を
利

己
心
に
基
づ
い
て
敏
感
に
動
く
市
民
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
視
野
に
あ
る
の
は
、「
対
抗
と
競
争
」
を
直
接
の

目
的
と
し
て
い
る
「
普
通
の
資
質
を
も
っ
た
大
部
分
の
人
々
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
並
み
外
れ
た
闘
志
と
野
心
」
を
も
っ
て
大
き
な
目

的
に
挑
む
特
異
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
。「
他
に
抜
き
ん
出
る
こ
と
を
野
心
の
目
標
と
し
て
い
る
ご
く
普
通
の
平
凡
な
人
間
」、
換
言
す
れ

ば
常
に
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
は
た
の
目
を
気
に
し
、
他
人
の
評
判
を
得
て
尊
敬
を
受
け
、
他
人
に
多
少
の
差
を
つ
け
た
い
と
思
っ
て
い

る
平
凡
な
並
の
人
間
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
（
3
）

。
個
人
の
特
殊
な
目
的
の
追
求
で
は
な
く
、
人
々
の
利
己
心
に
基
づ
き
財
産
と
地
位
と
い

う
社
会
的
必
要
性
に
よ
っ
て
労
働
が
な
さ
れ
る
市
民
社
会
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
社
会
的
評
価
の
立
場
か
ら
学
問
内
容
を
問
い
直
す
た
め

に
、
ス
ミ
ス
は
常
に
社
会
的
必
要
性
の
世
界
を
登
場
さ
せ
る
（
4
）

。

ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
は
、
特
権
と
か
権
威
の
有
無
や
所
属
に
よ
る
価
値
評
価
に
関
係
な
く
、
現
実
の
研
究
成
果
や
客
観
的
結
果
、
第
三
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者
評
価
に
よ
っ
て
社
会
・
他
人
に
有
用
と
実
証
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
個
人
的
実
力
、
そ
れ
を
評
価
す
る
人
々
の
集
合
で
あ
る
（
5
）

。
肩
書
や
ブ

ラ
ン
ド
と
い
っ
た
表
面
的
・
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
実
力
・
実
利
が
も
の
0

0

を
い
う
社
会
、
そ
れ
が
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
の
市
民
社
会
な

の
で
あ
る
。
大
学
も
、
こ
う
し
た
市
民
社
会
の
原
理
が
通
用
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
学
生
の
集
ま
る
場
所
と
し
て
の
大

学
は
、
そ
の
特
権
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
価
値
に
依
存
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
学
の
教
育
能
力
と
教
育
に
あ
た
っ
て
の
熱
意

に
依
存
す
べ
き
で
あ
る
（
6
）

。」
こ
れ
が
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
大
学
の
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
た
。

俸
給
に
関
し
て
言
え
ば
、
寄
付
財
産
の
多
い
特
権
的
な
富
裕
大
学
に
あ
っ
て
は
、
莫
大
な
固
定
給
与
が
腐
敗
と
堕
落
の
原
因
に
な
る
し
、

さ
ら
に
教
師
個
人
の
経
済
的
利
益
は
、
社
会
的
需
要
の
あ
る
学
問
的
分
業
の
組
み
換
え
、
つ
ま
り
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
更
に
は
つ
な
が
ら

ず
、
そ
こ
は
キ
リ
ス
ト
教
中
心
の
中
世
的
学
問
体
系
の
逃
げ
場
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
認
識
し
て
い
た
。
ス
ミ
ス

の
理
想
と
す
る
の
は
、
前
述
し
た
「
俸
給
が
教
師
の
報
酬
の
一
部
分
、
し
ば
し
ば
わ
ず
か
な
部
分
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
大
半
は
、
彼
の
生
徒

の
謝
礼
金
あ
る
い
は
授
業
料
か
ら
出
て
い
る
」
大
学
で
あ
っ
た
。
も
し
教
師
の
俸
給
を
学
生
か
ら
直
接
受
け
取
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
教
師

は
実
り
あ
る
講
義
を
す
る
た
め
に
、
多
少
と
も
骨
を
折
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
教
師
が
怠
慢
で
無
能
な

ら
ば
、
学
生
の
意
志
で
教
師
を
取
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
大
学
は
学
問
生
産
の
場
で
あ
り
、
本

当
に
優
れ
た
学
問
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
需
要
す
る
側
、
い
わ
ば
消
費
者
＝
学
生
の
選
択
の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

ま
た
ス
ミ
ス
は
、
大
学
を
腐
敗
さ
せ
た
大
学
特
有
の
人
為
的
諸
制
度
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
の
廃
止
を
訴
え
る
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、

特
定
指
導
教
師
を
割
当
て
た
り
、
受
講
科
目
を
指
定
し
た
り
、
講
義
へ
の
出
席
を
強
制
し
た
り
す
る
、
こ
れ
ら
の
人
為
的
諸
制
度
は
、
教

師
の
価
値
と
名
声
と
は
無
関
係
に
、
い
わ
ば
売
手
独
占
の
立
場
に
た
ち
、
学
生
の
自
発
的
な
知
的
欲
求
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
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ミ
ス
は
こ
う
し
た
諸
制
度
を
廃
止
し
て
、
学
生
た
ち
が
自
由
に
選
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
的
視
点
を
要
求

す
る
の
で
あ
る
。
大
学
を
学
問
生
産
の
場
と
見
て
、
消
費
者
＝
学
生
の
選
択
の
自
由
こ
そ
が
、
正
常
な
学
問
生
産
を
保
証
す
る
唯
一
の
道

で
あ
る
と
す
る
ス
ミ
ス
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
当
時
の
聖
職
者
養
成
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
、
特
権
的
な
富
裕
大
学
は
、
消
費
者
＝
学
生
の

利
益
を
無
視
し
た
生
産
者
独
占
の
重
商
主
義
的
大
学
と
映
っ
た
の
で
あ
る
（
7
）

。

更
に
教
師
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ス
ミ
ス
は
特
権
的
富
裕
大
学
の
「
公
職
に
あ
る
教
師
」
よ
り
も
「
私
教
師
」
の
ほ
う
を
、
啓
発
的
教
育

を
な
す
真
の
教
師
と
学
問
生
産
の
担
い
手
と
し
て
高
く
評
価
す
る
（
8
）

。「
公
職
に
あ
る
教
師
」
は
、
特
権
に
守
ら
れ
な
が
ら
俸
給
を
も
ら
っ
て

堕
落
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
地
位
は
高
い
。
こ
れ
に
反
し
て
「
私
教
師
」
は
、「
国
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
奨
励
金
を
も
ら
っ

て
商
売
し
て
い
る
商
人
た
ち
と
競
争
し
よ
う
と
し
て
い
る
奨
励
金
な
し
の
商
人
（
9
）

」
の
よ
う
な
不
利
な
立
場
に
あ
り
、
収
入
は
少
な
い
。
ま

た
「
私
教
師
」
に
は
、
学
位
授
与
特
権
が
な
い
か
ら
、
学
位
を
必
要
と
す
る
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
学
生
は
彼
の
も
と
に
集
ま
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
特
権
を
も
た
な
い
「
私
教
師
」
は
、
有
能
で
実
力
が
あ
っ
て
も
、
社
会
か
ら
「
学
者
の
な
か
の
最
下
層
に
あ
る
も
の
（
10
）

」
と
考

え
ら
れ
、
社
会
的
評
価
か
ら
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
教
師
は
「
公
職
に
あ
る
教
師
」
よ
り
も
「
私
教

師
」
の
ほ
う
が
勤
勉
だ
し
、
教
育
熱
心
且
つ
学
問
研
究
に
意
欲
的
だ
と
考
え
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
社
会
に
つ
な
が
る
真
の
大
学
と

は
、
教
師
の
収
入
の
大
部
分
を
学
生
が
払
う
授
業
料
や
謝
礼
金
な
ど
か
ら
の
当
然
の
収
入
に
た
よ
る
地
方
の
貧
乏
大
学
で
あ
り
、
学
位
授

与
の
特
権
を
も
た
な
い
「
私
教
師
」
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
お
い
て
教
師
の
義
務
は
勤
勉
に
な
さ
れ
、
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
学
問
が
生
産

さ
れ
る
。

教
師
た
ち
が
、
ど
の
位
精
を
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
か
は
、
大
学
の
制
度
い
か
ん
に
対
応
し
て
い
る
。
教
師
の
価
値
を
映
し
だ
す

鏡
は
、「
講
義
を
さ
ぼ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
出
席
し
て
も
、
恐
ら
く
は
一
見
明
白
な
無
視
、
軽
蔑
、
嘲
弄
の
色
を
示
し
て
講
義
を
聞
い
て
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い
る
（
11
）

」
大
多
数
の
学
生
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
中
世
的
学
問
に
は
目
も
く
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
近
代
的
学
問
を
習
得
し
よ
う
と
し
、
卒
業

後
は
社
会
的
に
有
用
な
世
間
の
実
務
に
就
い
た
り
、
社
会
的
に
重
要
な
ポ
ス
ト
に
就
い
た
り
す
る
学
生
な
の
で
あ
る
。
産
業
革
命
に
突
入

し
よ
う
と
す
る
時
代
に
お
い
て
、
古
い
体
制
側
の
特
権
を
も
っ
た
富
裕
大
学
か
ら
の
圧
力
に
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
未
だ
全
面
開
花
し
て

い
な
い
が
、
歴
史
的
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
市
民
社
会
の
要
求
に
全
力
投
球
で
全
身
の
力
を
込
め
て
答
え
る
人
、
こ
う
い
う
人
物
こ
そ
が
ス

ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
真
の
教
師
で
あ
り
学
問
生
産
の
担
い
手
と
し
て
相
応
し
い
の
で
あ
る
。
自
由
と
平
等
で
ひ
ら
0

0

の
個
人
の
集
合
体
で
あ

る
市
民
社
会
、
そ
こ
で
は
競
争
に
よ
っ
て
成
功
と
名
声
と
昇
進
を
求
め
る
世
俗
的
欲
望
が
渦
巻
く
。
そ
の
市
民
社
会
に
お
い
て
問
わ
れ
る

こ
と
は
、
学
位
称
号
の
有
無
や
ど
こ
の
名
門
大
学
に
所
属
し
て
い
る
か
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
勤
勉
と
実
力
の
有
無
で
あ
り
、
社
会
の

た
め
に
実
際
、
何
を
生
み
出
し
何
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
で
あ
る
。

（
1
） 

小
林
章
夫
・
齊
藤
貴
子
『
諷
刺
画
で
読
む
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
：
ホ
ガ
ー
ス
と
そ
の
時
代
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
六
三
頁
。

（
2
） 

W
N
, Ⅱ
, pp.759-60.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
一
頁
。

（
3
） 

内
田
義
彦
、
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
。

（
4
） 

野
沢
敏
治
、
前
掲
論
文
、
一
二
八
頁
。

（
5
） 

同
論
文
、
一
三
四
頁
。

（
6
） John R
ae, op.cit, p.277.　

邦
訳
、
三
四
五
頁
。

（
7
） 

内
田
義
彦
、
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。

（
8
） 
W

N
, Ⅱ
, p.780.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
四
〇
頁
。

（
9
） 

W
N
, Ⅱ
, p.780.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
四
〇
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅱ
, p.780.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
四
〇
頁
。
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（
11
） 

W
N
, Ⅱ
, p.763.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
一
八
頁
。

六　

む
す
び
に
か
え
て

既
述
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
入
学
し
た
頃
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
は
宗
教
的
偏
見
か
ら
は
比
較
的
自
由
で
、
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
そ
れ

は
一
七
〇
七
年
の
合
邦
以
来
、
次
第
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
急
激
な
経
済
発
展
と
、
そ
れ
に
伴
う
文
化
運
動
高
揚
の
手
掛
か
り
を
つ
か
み

つ
つ
あ
る
時
代
を
反
映
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
頃
既
に
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
は
、
学
問
研
究
の
分
野
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た

教
師
が
何
人
か
い
た
。
し
か
し
ス
ミ
ス
に
最
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
新
思
想
の
指
導
者
ハ
チ
ス
ン
で
あ
っ
た
。
ハ
チ

ス
ン
は
当
時
の
神
こ
そ
神
聖
で
最
善
の
も
の
と
言
う
考
え
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
見
解
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
チ
ス
ン
に
あ
っ
て

は
、
神
学
こ
そ
学
問
だ
と
す
る
考
え
は
宗
教
的
偏
見
で
あ
っ
た
。
本
来
、
人
間
に
と
っ
て
学
問
も
思
想
も
自
由
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
個
人
の
良
心
を
越
え
る
神
の
存
在
を
盲
目
的
に
信
じ
る
こ
と
こ
そ
誤
り
だ
と
し
て
、
当
時
宗
教
的
な
抑
圧
の
強
か
っ
た
時
代
に
、
大

胆
に
宗
教
的
・
政
治
的
自
由
の
諸
原
理
を
称
賛
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
進
取
の
気
性
を
も
っ
た
学
生
た
ち
に
深
い
感
銘
を

与
え
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
ス
ミ
ス
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
で
学
ん
だ
後
、
ス
ネ
ル
奨
学
金
を
得
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ベ
リ
オ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
留
学
し

た
（
1
）

。
し
か
し
肝
心
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
学
問
的
雰
囲
気
は
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
沈
滞
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
は
ま
た
、
目
に
余
る
ほ
ど
の
腐
敗
と
堕
落
が
蔓
延
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
ス
ミ
ス
は
、
主
に
次
の

三
つ
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
㈠
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
排
他
的
な
独
占
団
体
と
い
う
大
学
の
性
格
、
㈡
寄
付
財
産
が
莫
大
で
あ
り
、
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教
師
た
ち
は
、
ど
ん
な
無
能
で
も
決
ま
っ
た
俸
給
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
、
㈢
学
生
の
利
益
で
な
く
、
教
師
の
利
益
と
安

逸
の
た
め
に
で
き
て
い
る
大
学
の
規
律
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
破
し
、
正
常
な
本
来
の
大
学
を
取
り
戻
す
に
は
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
的
な
視
点
か
ら
の
自
由
競
争
を
導
入
す

る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
ス
ミ
ス
は
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
教
師
間
に
職
業
倫
理
の
エ
ー
ト
ス
も
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

自
由
競
争
が
作
用
す
れ
ば
、
世
間
で
需
要
が
あ
り
人
気
の
あ
る
教
師
、
科
目
や
大
学
は
繁
栄
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
廃
れ
て
い
く
。
自

然
淘
汰
に
任
せ
て
お
け
ば
、
必
要
な
も
の
だ
け
が
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
不
必
要
な
も
の
が
は
び
こ
る
心
配
は
な
く
な
る
。
余
分
な

経
費
を
支
出
す
る
危
険
性
も
減
少
す
る
。
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
側
面
か
ら
す
る
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
教
育
分
野
へ
の
競
争
原
理
導
入
の
主

張
は
、
こ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
2
）

。

そ
も
そ
も
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
産
業
革
命
が
こ
れ
か
ら
本
格
化
し
よ
う
と
す
る
時
期
を
迎
え
る
に
当
っ
て
、
目
の
前
に

歴
史
的
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
市
民
社
会
の
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
自
由
な
競
争
に
よ
っ
て
、
成
功
と
名
声
と
昇
進
を
求
め
る
世
俗
的

欲
望
が
渦
巻
く
。
大
学
に
あ
っ
て
も
同
じ
く
、
自
由
競
争
の
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
と
学
問
を
特
権
的
富
裕
大
学
＝
重

商
主
義
的
大
学
の
生
産
者
独
占
か
ら
引
き
離
し
、
消
費
者
＝
学
生
と
地
方
の
貧
乏
大
学
の
教
師
と
特
権
を
も
た
な
い
私
教
師
に
解
放
し
よ

う
と
ス
ミ
ス
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ス
ミ
ス
は
、
古
い
学
問
体
系
と
教
育
体
制
と
格
闘
し
重
商
主
義
的
大
学
超
克
に
渾
身
の
力

を
ふ
り
し
ぼ
り
、
代
わ
っ
て
学
問
生
産
に
は
無
縁
と
考
え
ら
れ
て
い
た
市
民
社
会
の
自
由
競
争
原
理
と
職
業
倫
理
の
エ
ー
ト
ス
を
大
学
に

浸
透
さ
せ
よ
う
と
骨
を
折
っ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
体
制
側
の
特
権
的
富
裕
大
学
と
違
っ
て
何
の
特
権
も
な
い
ひ
ら
0

0

の
、
い
わ
ば
市
民
社
会
的
大
学
同
士
が
お
互
い
に
自
由

に
競
争
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
た
め
の
学
問
生
産
を
押
し
進
め
、
社
会
の
利
益
と
人
々
の
幸
福
に
貢
献
す
る
。
教
師
も
成
功
と

八
二
八



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
（
山
口
）

（
一
三
四
五
）

名
声
と
昇
進
を
求
め
る
世
俗
的
欲
望
に
よ
っ
て
学
問
的
業
績
と
教
育
実
績
を
果
た
し
て
い
く
、
そ
れ
が
「
見
え
ざ
る
手
」
に
よ
っ
て
大
学

の
学
問
の
進
歩
と
社
会
の
福
祉
向
上
に
つ
な
が
る
、
そ
う
い
う
社
会
に
結
び
付
い
た
大
学
づ
く
り
の
た
め
に
ス
ミ
ス
は
自
ら
の
理
想
と
す

る
改
革
案
を
提
示
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

浜
林
正
夫
・
鈴
木
亮
、
前
掲
書
、
三
一
頁
。

（
2
） 

中
谷
武
雄
、
前
掲
論
文
、
一
四
〇
頁
。

八
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
四
七
）

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後

│
滋
賀
県
に
お
け
る
広
域
行
政
の
特
徴
と
問
題
点

│山　
　

田　
　

光　
　

矢

一　

滋
賀
県
の
市
町
村
及
び
郡
の
変
遷

二　

全
国
総
合
開
発
計
画
と
滋
賀
県
の
広
域
行
政

三　

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
広
域
行
政

四　

滋
賀
県
の
地
方
自
治
行
政
の
今
後

一　

滋
賀
県
の
市
町
村
及
び
郡
の
変
遷

滋
賀
県
は
、
東
経
一
三
五
度
四
五
分
五
〇
秒
か
ら
一
三
六
度
二
七
分
一
九
秒
、
北
緯
三
四
度
四
七
分
二
七
秒
か
ら
三
五
度
四
二
分
一
三

八
三
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
四
八
）

秒
の
間
に
位
置
す
る
、
総
面
積
四
〇
一
七
・
三
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
日
本
の
国
土
の
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
、
全
国
三
八
番
目
の
面

積
を
有
す
る
都
道
府
県
で
あ
る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
面
積
は
七
九
三
四
・
四
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
平
均
面
積
の
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
強
の
面
積
を
有
す
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
滋
賀
県
に
は
県
の
総
面
積
の
約
六
分
の
一
に
あ
た
る
、

六
七
〇
・
二
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
面
積
を
有
す
る
琵
琶
湖
が
あ
り
、
こ
の
内
海
水
面
積
を
除
く
三
三
四
七
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
陸
地
面

積
で
考
え
た
場
合
に
は
、
鳥
取
県
と
佐
賀
県
の
間
に
位
置
す
る
全
国
四
一
番
目
の
面
積
を
有
す
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
平
均

面
積
の
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
滋
賀
県
の
人
口
は
一
三
九
万
四
四
七
二
人
で
、
日
本
の
人
口
の

一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
、
全
国
二
八
番
目
の
人
口
を
有
す
る
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
人
口
二
七
万

一
九
一
二
八
人
か
ら
み
る
と
、
平
均
人
口
の
約
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
1
）

。

滋
賀
県
は
近
畿
地
方
の
東
端
に
位
置
し
、
中
部
地
方
の
う
ち
北
陸
三
県
の
西
端
に
位
置
す
る
福
井
県
、
東
海
地
方
の
北
西
の
端
に
位
置

す
る
岐
阜
県
と
西
端
に
位
置
す
る
三
重
県
、
近
畿
地
方
の
京
都
府
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
部
地
方
と
近
畿
地
方
の
二
つ
の
地

域
ブ
ロ
ッ
ク
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
所
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
を
東
日
本
と
西
日
本
に
分
け
た
場
合
、
東
日
本
に
は
北
か
ら

北
海
道
、
東
北
六
県
、
関
東
一
都
六
県
、
中
部
一
〇
県
の
一
都
一
道
二
二
県
の
合
計
二
四
都
道
県
が
存
在
し
、
西
日
本
に
は
南
か
ら
九
州

八
県
、
四
国
四
県
、
中
国
五
県
、
近
畿
二
府
四
県
の
合
計
二
三
府
県
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
滋
賀
県
は
西
日
本
の
最
東
端
と
し
て
東
日

本
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
滋
賀
県
は
北
海
道
か
ら
数
え
て
き
た
場
合
に
は
二
五
番
目
に
、
沖
縄
県
か
ら
数
え
て
き
た
場

合
に
は
二
三
番
目
に
位
置
す
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
み
た
場
合
、
日
本
の
都
道
府
県
の
数
字
上
の
中
心
と
な
る

二
四
番
目
の
都
道
府
県
は
福
井
県
か
三
重
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
経
度
で
み
た
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
は
東
経
一
三
五
度
四
五
分
五
〇
秒
か
ら
一
三
六
度
二
七
分
一
九
秒
の
間
に
、
三
重

八
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
四
九
）

県
は
東
経
一
三
五
度
五
一
分
一
二
秒
か
ら
一
三
六
度
五
九
分
一
五
秒
の
間
に
、
福
井
県
は
東
経
一
三
五
度
二
六
分
五
八
秒
か
ら
一
三
六
度

四
九
分
五
六
秒
の
間
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
緯
度
で
み
た
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
は
北
緯
三
四
度
四
七
分
二
七
秒
か
ら
三
五
度

四
二
分
一
三
秒
の
間
に
、
三
重
県
は
北
緯
三
三
度
四
三
分
二
二
秒
か
ら
三
五
度
一
五
分
二
八
秒
の
間
に
、
福
井
県
は
北
緯
三
五
度
二
〇
分

三
六
秒
か
ら
三
六
度
一
七
分
四
四
秒
の
間
に
位
置
し
て
い
る
（
2
）

。
そ
れ
ゆ
え
西
か
ら
経
度
で
み
た
場
合
、
福
井
県
は
京
都
府
と
滋
賀
県
と
岐

阜
県
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
西
か
ら
都
道
府
県
を
数
え
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
京
都
府
の
次
に
福
井
県
、
滋
賀
県
、
三
重
県
と

続
く
こ
と
に
な
り
、
滋
賀
県
が
二
四
番
目
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
か
ら
経
度
で
み
た
場
合
、
東
か
ら
三
重
県
、
福
井
県
、

滋
賀
県
の
順
番
に
な
る
が
、
ほ
ぼ
三
県
が
縦
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
そ
の
差
は
小
さ
い
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
の
二
四
番

目
の
都
道
府
県
、
す
な
わ
ち
数
の
う
え
か
ら
見
た
日
本
の
都
道
府
県
の
中
心
の
候
補
に
は
、
滋
賀
県
と
三
重
県
と
福
井
県
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

都
道
府
県
の
順
番
を
地
理
的
な
つ
な
が
り
で
数
え
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
三
重
県
に
滋
賀
県
が
接
し
滋
賀
県
に
福
井
県
が
接
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
福
井
県
の
順
番
に
な
り
、
こ
の
視
点
か
ら
も
滋
賀
県
が
二
四
番
目
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
福
井
県
は
日
本
海
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
北
に
位
置
す
る
県
と
、
三
重
県
は
太
平
洋
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
南
に
位
置
す
る

県
と
と
ら
え
れ
ば
、
両
県
に
挟
ま
れ
た
滋
賀
県
が
日
本
の
二
四
番
目
の
都
道
府
県
、
す
な
わ
ち
数
の
上
で
は
中
心
に
位
置
す
る
県
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
三
重
県
を
近
畿
地
方
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
、
こ
の
視
点
に
立
っ
た
場
合
に
も
滋
賀
県
が
二
四
番
目
の
都
道
府
県
と

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
滋
賀
県
は
、
自
県
を
「
日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
3
）

。
さ
ら
に
滋
賀
県
に
は
日
本
最

大
の
淡
水
湖
で
あ
る
琵
琶
湖
が
存
在
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
都
道
府
県
の
中
心
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
を
琵
琶
湖
だ
と
考
え
れ
ば
、
ま

さ
に
琵
琶
湖
が
存
在
す
る
滋
賀
県
を
「
日
本
の
中
心
（
臍
・
へ
そ
）」
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
お
日
本
各
地
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

八
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
五
〇
）

理
由
か
ら
、
自
ら
の
地
域
を
「
日
本
の
中
心
（
へ
そ
）」
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。

日
本
の
緯
度
と
経
度
か
ら
見
た
場
合
に
は
兵
庫
県
西
脇
市
が
そ
の
中
心
と
な
る
。
緯
度
と
経
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
人
口
を
二
等
分

す
る
線
に
お
い
て
緯
度
線
と
経
度
線
が
交
わ
る
中
央
値
中
心
は
長
野
県
飯
田
市
で
あ
る
。
日
本
の
国
土
の
重
心
は
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
の

沖
合
の
、
北
緯
三
七
度
三
〇
分
五
二
秒
と
東
経
一
三
七
度
四
二
分
四
四
秒
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
日
本
の
人
口
の
重
心
を
見
て
い
く
と
、

一
八
七
二
年
に
は
東
経
一
三
六
度
付
近
す
な
わ
ち
琵
琶
湖
西
岸
で
あ
っ
た
も
の
が
徐
々
に
東
に
移
動
し
て
い
き
、
一
八
九
〇
年
に
は
琵
琶

湖
の
北
部
の
湖
の
中
と
な
っ
た
。
一
九
〇
三
年
に
は
現
在
の
長
浜
市
の
ほ
ぼ
琵
琶
湖
に
近
接
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
人
口
の
重

心
は
岐
阜
県
内
に
移
動
し
、
現
在
で
は
岐
阜
県
関
市
の
北
緯
三
五
度
三
六
分
二
〇
・
六
五
秒
、
東
経
一
三
七
度
〇
〇
分
二
七
・
四
三
秒
と

な
っ
た
。
約
一
六
〇
年
で
ほ
ぼ
東
経
で
一
度
分
東
に
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
人
口
が
東
日
本
特
に
東
京
圏
で
増
加

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
口
の
重
心
で
も
か
つ
て
滋
賀
県
は
日
本
の
中
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
4
）

。

滋
賀
県
は
古
来
よ
り
関
東
・
北
陸
と
京
・
大
阪
を
結
ぶ
要
所
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
大
津
市
は
交
通
の
要
所
で
あ
り
、

京
阪
神
か
ら
東
海
道
新
幹
線
、
東
海
道
線
、
名
神
高
速
道
路
な
ど
が
大
津
を
経
由
し
、
米
原
を
通
っ
て
中
京
圏
や
東
海
地
域
そ
し
て
関
東

さ
ら
に
北
日
本
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
東
海
道
（
国
道
一
号
線
）
も
京
阪
神
か
ら
大
津
を
通
り
鈴
鹿
を
経
由
し
て
東
海
・
関
東
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
る
。
大
津
か
ら
湖
西
線
経
由
で
北
陸
本
線
を
利
用
す
れ
ば
日
本
海
側
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
大
津
か
ら
米
原
に
行
き
、
北

陸
本
線
や
北
陸
自
動
車
道
な
ど
を
利
用
し
て
日
本
海
側
に
向
か
う
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
ま
さ
に
滋
賀
県
は
東
日
本
と
西
日
本
、
太
平
洋

側
（
東
海
）
と
日
本
海
側
（
北
陸
）
を
結
ぶ
交
通
路
の
結
節
点
で
あ
り
、
交
通
路
か
ら
見
て
も
日
本
の
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

滋
賀
県
は
ま
た
、
京
都
に
近
接
し
て
い
た
こ
と
か
ら
近
世
ま
で
の
政
治
に
お
い
て
も
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
。
大
化
の
改
新
後
の

八
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
一
）

六
六
七
（
天
智
六
）
年
に
は
大
津
遷
都
が
行
わ
れ
、
六
七
二
（
天
武
元
）
年
の
飛
鳥
遷
都
ま
で
、
大
津
は
日
本
の
首
都
の
地
位
に
あ
っ
た
。

ま
た
七
八
八
（
延
暦
七
）
年
に
は
最
澄
に
よ
っ
て
比
叡
山
に
延
暦
寺
が
創
建
さ
れ
、
日
本
の
仏
教
や
文
化
さ
ら
に
政
治
に
ま
で
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
。
水
路
が
重
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
琵
琶
湖
は
通
商
の
み
な
ら
ず
軍
事
的
に
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
一
五
七
六
年
に
は
織
田
信
長
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
東
岸
の
安
土
山
（
現
在
の
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
安
土
町
）
に
安
土
城
が
建
造

さ
れ
、
日
本
政
治
の
一
つ
の
中
心
地
と
も
な
っ
た
（
5
）

。
滋
賀
県
の
領
域
は
律
令
制
の
時
代
の
近
江
国
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
明
治
維
新

後
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
現
在
の
滋
賀
県
に
は
大
津
県
と
長
浜
県
（
の
ち
犬
山
県
に
改
称
）
が
お
か
れ
、

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
大
津
県
は
滋
賀
県
に
改
称
さ
れ
、
犬
山
県
を
併
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
滋
賀
県
が
誕
生
し
た
（
6
）

の
で

あ
る
。

滋
賀
県
に
は
表
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
明
治
の
大
合
併
以
前
に
二
八
二
町
一
三
九
三
村
の
合
計

一
六
七
五
町
村
が
存
在
し
て
い
た
が
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
四
月
一
日
の
「
市
制
町
村
制
」
の
施
行
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
「
明

治
の
大
合
併
」
の
結
果
、
六
町
一
八
九
村
の
合
計
一
九
五
町
村
ま
で
合
併
が
進
展
し
た
。
郡
は
一
三
存
在
し
た
が
、
一
八
九
七
（
明
治

三
〇
）
年
に
西
浅
井
郡
が
伊
香
郡
に
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
一
二
郡
と
な
り
平
成
の
大
合
併
ま
で
存
続
し
た
。
し
か
し
現
在
は
、
蒲
生

郡
（
二
町
）
と
愛
知
郡
（
一
町
）
と
犬
上
郡
（
三
町
）
の
三
郡
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
明
治
の
大
合
併
以
前
は
全
国
七
万
一
三
一
四

町
村
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
町
村
が
存
在
し
た
の
に
対
し
て
、
明
治
の
大
合
併
後
は
全
国
一
万
五
八
五
九
町
村
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な

り
、
割
合
か
ら
見
れ
ば
合
併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
大
津
町
が
大
津
市
と
な
り
滋
賀
県
内
に
市
が
誕
生
し
た
の

は
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
彦
根
市
が
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
長
浜
市

が
誕
生
し
て
い
る
。
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表 1  滋賀県内市町村の変遷
廃藩置県 現在の名称 市町村の変遷 年　代 特記事項 市町村の異動 郡／地域 明治の大合併 備　　考

大津県
（1871年）

大津市

大津村 1889（M22）年 町制施行 大津町となる

明治22年 4 月 1 日

滋賀郡
1町（大津町）
14村

栗太郡
4村

合計： 2郡
1町
18村

大津町 1898（M31）年 市制施行 大津市となる

滋賀郡

大津市

1932（S 7 ）年 滋賀村編入

1933（S 8 ）年
膳所町編入
石山村編入

1951（S26）年

大石村編入
下田上村編入

栗太郡

坂本村編入
下阪本村編入
雄琴村編入

滋賀郡

1967（S42）年
瀬田町編入 栗太郡
堅田町編入 滋賀郡

2001（H13）年 市制変更 特例市となる
2006（H18）年 志賀町編入 滋賀郡
2009（H21）年 市制変更 中核市となる

草津市

草津町

1954（S29）年
合併

市制施行

草津町

栗太郡
栗太郡
6村草津市

志津村
老上村
山田村
笠縫村
常盤村

1956（S31）年 境界変更 栗東町の一部

守山市

守山町
合体：
領域拡大

1955（S30）年 合体

守山町 栗太郡・野洲郡
栗太郡
1村
野洲郡
6村

合計： 2郡
7村

物部村と守山村が合併
小津村
玉津村
河西村
速野村

野洲郡

1957（S37）年 編入 中洲村の一部

守山市
1970（S45）年 市制施行 守山市となる

↓
2010（H22）年 境界変更 野洲市の一部

栗東市

1953（S29）年
栗東町誕生

合併
町制施行

治田村

栗太郡
栗太郡
4村

大津市と合併

滋賀県に
改称

（1872年）

葉山村
金勝村

合　併
大宝村

栗東町 1981（S56）年 境界変更 草津市の一部
栗東市 2001（H13）年 市制施行 栗東市となる

野洲市
野洲町 2004（H16）年

合併
市制施行

野洲町
中主町

野洲郡
野洲郡
6村野洲市

湖南市
2004（H16）年
合併

市制施行
石部町

甲賀郡
甲賀郡
4村湖南市 甲西町

甲賀市

甲賀町

2004（H16）年
合併

市制施行

甲賀町

甲賀郡
甲賀郡
21村

合　併
甲賀市

水口町
土山町
甲南町
信楽町

高島市

高島町

2005（H17）年
合併

市制施行

高島町

高島郡
高島郡
17村

合　併
高島市

マキノ町
今津町
朽木村
安曇川町
新旭町

近江八幡市 近江八幡市 2010（H22）年
近江八幡市
安土町編入

野洲郡 1村
蒲生郡 1町 9村蒲生郡

東近江市 東近江市

2005（H17）年
合併

東近江市誕生

八日市市
蒲生郡 7村
神崎郡 1町 9村
愛知郡 6村

合計： 3郡
1町22村

永源寺町 蒲生郡・神崎郡 近江八幡市と合併
五個荘町 神崎郡 東近江市となる
愛東町

愛知郡
湖東町

2006（H18）年
能登川町編入
蒲生町編入

神崎郡
東近江市となる

蒲生郡
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
三
）

日野町 日野町
1955（S30）年
合併

日野町
西大路村
鎌掛村
東桜谷村
西桜谷村
南比都佐村
北比都佐村

蒲生郡
蒲生郡
1町
5村

竜王町 竜王町 1955（S30）年 町制施行
鏡山村

蒲生郡
蒲生郡
2村苗村

小　計 10市 2 町

長浜県
（1871年）

↓

犬上県
に改称

（1871年）

↓

大津県
（1872年）

彦根市

彦根町

1937（S12）年
合併

市制施行

彦根町

犬上郡

神崎郡
1村
愛知郡
2村
坂田郡
1村
犬上郡
1町
10村

合計： 4郡
1町14村

彦根市

松原村
青波村
北青柳村
福満村
千本村

1942（S17）年
磯田村編入
南青柳村編入

1950（S25）年 日夏村編入
1952（S27）年 鳥居本村編入 坂田郡

1956（S31）年
川瀬村編入
亀山村編入 犬上郡

1957（S32）年 高宮町編入
1968（S43）年 稲枝町編入 愛知郡

愛荘町
2006（H18）年
合併

町制施行
秦荘町

愛知郡
愛知郡
4村

愛知川町
愛荘町 愛荘町

豊郷町
豊郷村

1956（S31）年
合併

豊郷村 愛知郡
愛知郡 1村
犬上郡 1村

日枝村 犬上郡
豊郷町 1971（S46）年 町制施行 豊郷町 犬上郡

甲良町
1955（S30）年
合併

町制施行
東甲良村
西甲良村

犬上郡 犬上郡
2村

甲良町 甲良町 犬上郡

多賀町 多賀町
1955（S30）年
合併

多賀町
脇ヶ畑村
大滝村

犬上郡
犬上郡
5村

米原市
米原町

2005（H17）年
2.14. 合併

市制施行
米原町
山東町
伊吹町

坂田郡
東浅井郡 1村
坂田郡10村
合計： 2郡
11村米原市 2005（H17）年 10.1. 編入 近江町編入 坂田郡

長浜市 長浜市

2006（H18）年 新設合併
長浜市

坂田郡 1町 5村
東浅井郡11村
伊香郡11村
西浅井郡 2村

合計： 4郡
1町29村

現在の長浜市は
2006年に新設合併
によって誕生した
が、（旧）長浜市は
1943（昭和18）年 4
月 1日に坂田郡の
長浜町と 6村の合
併によって誕生し
ている。

浅井町
びわ町

東浅井郡

2010（H22）年 編入

虎姫町編入
湖北町編入

東浅井郡

高月町
伊香郡木之本町

余呉町
西浅井町 西浅井郡

小　計 3市 4町 明治21年（大合併前）
282町1393村（計1675）合　計 13市 6 町 13郡 6 町189村（計195）

註：滋賀県編『県政情報』「県内の市町村一覧」と読売新聞『都道府県別データブック』等を参照し作成した。八
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（
一
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五
四
）

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
一
〇
月
一
日
の
「
町
村
合
併
促
進
法
」
施
行
す
な
わ
ち
「
昭
和
の
大
合
併
」
実
施
直
前
に
は
、
滋
賀
県
の

市
町
村
は
三
市
二
四
町
一
三
三
村
の
合
計
一
六
〇
市
町
村
で
あ
り
、
郡
は
一
三
郡
で
あ
っ
た
。
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
の
「
昭
和
の

大
合
併
」
終
了
時
点
に
は
六
市
四
〇
町
七
村
の
合
計
五
三
市
町
村
と
な
り
、
市
は
二
倍
に
、
町
は
一
・
六
倍
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
村

は
四
〇
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
、
全
体
で
は
三
分
の
一
に
ま
で
市
町
村
が
減
少
し
、
全
国
三
七
四
二
市
町
村
の
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
存

在
す
る
か
た
ち
で
昭
和
の
大
合
併
が
終
了
し
た
。
面
積
や
人
口
が
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
若
干
市
町
村
数
が
多
い

県
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
7
）

。

滋
賀
県
が
交
通
の
要
地
で
あ
る
こ
と
は
人
口
増
加
率
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
平
成
二
三
年
の
人
口
増
加
率
は
全
国
平
均
で
マ
イ
ナ
ス

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
プ
ラ
ス
の
都
県
は
上
か
ら
〇
・
五
九
の
沖
縄
県
、
〇
・
二
八
の
東
京
都
、
〇
・
一
九
の
滋
賀
県
、
〇
・
一
七
の

埼
玉
県
、
〇
・
一
四
の
福
岡
県
、
〇
・
一
一
の
神
奈
川
県
、
〇
・
〇
八
の
愛
知
県
の
七
都
県
だ
け
で
あ
る
。
平
均
値
以
上
の
府
県
も
、
マ
イ

ナ
ス
〇
・
〇
三
の
千
葉
県
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
〇
五
の
大
阪
府
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
一
の
兵
庫
県
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
七
の
三
府
県
だ
け
で
あ
る
。

沖
縄
県
を
除
く
三
大
都
市
圏
で
考
え
る
と
、
千
葉
県
だ
け
が
若
干
の
マ
イ
ナ
ス
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
東
京
圏
へ
の
人
口
集
中
の
大
き

さ
が
理
解
で
き
る
。
中
部
圏
で
は
愛
知
県
が
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
近
畿
圏
で
は
大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
県
が
若
干
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
滋
賀

県
に
人
口
が
集
ま
っ
て
い
る
。
日
本
全
体
の
マ
イ
ナ
ス
傾
向
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
の
人
口
は
戦
後
の
四
大
工
業
地
帯
を
形
成
し
て
い
た
地

域
を
中
心
に
集
中
す
る
傾
向
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
近
畿
圏
で
は
滋
賀
県
に
人
口
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
市
で
見
た
場
合
に
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
上
か
ら
栗
東
市
（
一
・
八
一
）、
草
津
市
（
一
・
一
八
）、
守
山
市
（
〇
・
九
七
）、
大
津

市
（
〇
・
五
一
）、
野
洲
市
（
〇
・
四
）、
彦
根
市
（
〇
・
二
四
）、
近
江
八
幡
市
（
〇
・
一
七
）
で
あ
り
、
彦
根
市
を
除
く
と
大
津
市
周
辺
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
8
）

。
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
五
）

二　

全
国
総
合
開
発
計
画
と
滋
賀
県
の
広
域
行
政

日
本
の
地
方
行
政
の
特
徴
の
一
つ
は
、「
明
治
の
大
合
併
」・「
昭
和
の
大
合
併
」・「
平
成
の
大
合
併
」
と
い
う
政
策
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
地
方
分
権
と
広
域
行
政
の
進
展
が
並
行
す
る
形
で
推
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
地
方
行
政
が
広
域
化
を
前
提

と
し
た
効
率
化
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
も
い
え
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
合
併
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
規
模
拡
大
が
推
進

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
か
た
ち
で
の
広
域
行
政
の
進
展
も
推
進
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
事
務
の
共
同
処
理

の
た
め
の
代
表
的
な
手
段
で
あ
る
一
部
事
務
組
合
は
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
の
二
二
〇
二
組
合
か
ら
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
に

は
三
〇
三
九
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
当
時
の
市
町
村
が
三
二
五
六
で
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
数
が
二
五
、九
八
八
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
一
組
合
の
構
成
団
体
数
は
平
均
八
・
六
で
あ
り
、
一
つ
の
市
町
村
は
平
均
八
つ
の
一
部
事
務
組
合
に
参
加
し
て
い
た
（
9
）

。
こ
の
一
部
事

務
組
合
設
置
の
基
礎
の
一
つ
が｢

郡｣

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
郡
が
、
市
町
村
を
超
え
た
広
域
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
単
位
と
な
る

よ
う
な
、
何
ら
か
の
地
理
的
な
交
流
圏
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
、
高
度
経
済
成
長
の
中
で
進
展
し
て
い
た
現
象
の
一
つ
に
、
四
大
工
業
地
帯
へ

の
産
業
と
人
口
の
集
中
に
よ
り
発
生
し
た
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
地
域
格
差
の
拡
大
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
池
田
内
閣
は
、
こ
の
解
決
策

の
一
つ
と
し
て
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
に
、「
地
域
間
の
均
衡
あ
る
発
展
」
を
基
本
目
標
と
し
た
全
国
総
合
開
発
計
画
（
全
総
）
を
採

用
し
た
。
表
2
に
あ
る
よ
う
に
、
国
は
全
総
推
進
の
た
め
に
同
年
に
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
を
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
は
工

業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
を
制
定
し
、
全
国
に
一
五
の
新
産
業
都
市
と
六
つ
の
工
業
整
備
特
別
地
域
を
設
定
し
た
。
し
か
し
こ
の
拠

点
都
市
開
発
方
式
は
、
三
大
都
市
圏
と
新
産
業
都
市
や
工
業
整
備
特
別
地
域
の
発
展
に
は
大
き
く
貢
献
し
た
が
、
地
域
格
差
の
縮
小
に
は

八
三
九
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表
2
 

全
国
総
合
開
発
計
画
の
概
要

全
国
総
合
開
発
計
画

新
全
国
総
合
開
発
計
画

第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画

第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画

21世
紀
の

国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

国
土
形
成
計
画

閣
議
決
定
時
期

1962（
昭
和
37年

）10月
5
日

1969（
昭
和
44）年

5
月
30日

1977（
昭
和
52）年

11月
4
日

1987（
昭
和
62）年

6
月
30日

1998（
平
成
10）年

3
月
31日

2008（
平
成
20）年

7
月

担
当
内
閣

池
田
内
閣

佐
藤
内
閣

福
田
赳
夫
内
閣

中
曽
根
内
閣

橋
本
内
閣

福
田
康
夫
内
閣

目
標
年
次

1970（
昭
和
45）年

1985（
昭
和
60）年

昭
和
52年
か
ら
お
お
む
ね
10年
間

お
お
む
ね
2000（

平
成
12）年

2010-15（
平
成
22-27）年

2018（
平
成
30）年

期
　
　
間

8
年
間

16年
間

10年
間

お
お
む
ね
13年
間

平
成
12年
か
ら
17年

10年
間

背
　
　
景

1
．
    戦
後
復
興
か
ら
高
度
経
済
成

長
へ

2
．
  地
域
的
課
題
の
顕
在
化

　
①
過
大
都
市
問
題

　
②
地
域
間
格
差
の
拡
大

1
．
  高
度
経
済
成
長
策
の
継
続

2
．
  三
大
都
市
圏
等
大
都
市
へ
の

人
口
と
産
業
の
集
中

3
．
  情
報
化
、
国
際
化
、
技
術
革

新
の
進
展

1
．
  高
度
経
済
成
長
か
ら
安
定
経

済
成
長
へ（
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
の
影
響
：
1973年

）
2
．
  人
口
の
地
方
定
着
化
・
産
業

の
地
方
分
散

1
．
  東
京
一
極
集
中
の
顕
在
化

2
．
  産
業
構
造
の
急
速
な
変
化
等

に
よ
る
地
方
圏
の
雇
用
問
題

の
深
刻
化

3
．
  国
際
化
の
進
展

1
．
  東
京
一
極
集
中
と
景
気
停

滞
・
産
業
空
洞
化
・
国
際
化

2
．
  少
子
・
高
齢
社
会
の
到
来

3
．
  高
度
情
報
化
社
会（
IT
革

命
）

4
．
  生
活
様
式
等
の
多
様
化

1
．
  本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
の

到
来
と
急
速
な
高
齢
化
の
進

展
2
．
  グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
東

ア
ジ
ア
の
経
済
成
長

3
．
  情
報
通
信
技
術
の
発
達

基
本
目
標

地
域
間
の
均
衡
あ
る
発
展

豊
か
な
環
境
の
創
造

人
間
居
住
の
総
合
的
環
境
整
備

多
極
分
散
型
国
土
の
構
築

多
軸
型
国
土
構
造
の
形
成

多
様
な
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
築

基
本
的
な
課
題

1
．
  都
市
の
過
大
化
の
防
止
と
地

域
格
差
の
縮
小

2
．
  自
然
資
源
の
有
効
活
用

3
．
  資
本
、
労
働
、
技
術
等
の
諸

資
源
の
適
切
な
地
域
配
分

1
．
  長
期
に
わ
た
る
品
源
と
自
然

と
の
恒
久
的
保
護
、
保
存

2
．
  開
発
の
基
礎
条
件
整
備
に
よ

る
開
発
可
能
性
の
全
国
土
へ

の
拡
大
・
均
衡

1
．
  限
ら
れ
た
国
土
資
源
の
有
効

利
用（
省
エ
ネ
政
策
の
推
進
）

2
．
  地
域
特
性
や
歴
史
的
伝
統
的

文
化
に
根
ざ
し
た
居
住
環
境

の
総
合
的
整
備

1
．
  東
京
一
極
集
中
の
是
正（
遷

都
論
も
視
野
に
入
れ
る
）

2
．
  定
住
と
交
流
に
よ
る
地
域
の

活
性
化（
定
住
人
口
重
視
策

か
ら
交
流
人
口
重
視
政
策
へ

の
移
行
）

1
．
  水
平
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
社
会

の
構
築

2
．
  多
様
な
主
体
の
参
加
と
地
域

連
携
に
よ
る
国
土
造
り

3
．
  多
様
性
あ
る
地
域
の
創
造

1
．
  グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
人
口
減
少

に
対
応
す
る
国
土
の
形
成

2
．
  安
全
で
美
し
い
国
土
の
再
構

築
と
継
承

開
発
方
式

拠
点
開
発
方
式

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想

定
住
構
想

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想

参
加
と
連
携

広
域
ブ
ロ
ッ
ク
構
想

関
連
諸
政
策
等

国
民
所
得
倍
増
計
画

太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
構
想

新
産
業
都
市
建
設
促
進
法

（
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
外
15ヶ

所
）

工
業
整
備
特
別
地
域
圏
説
促
進
法

（
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
6
ヶ
所
）

広
域
市
町
村
圏
設
定（
1969年

）
（
人
口
10万

人
以
上
：
338ヶ

所
）

地
方
生
活
圏
設
定（
1969年

：
178）
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏

設
定（
人
口
40万

人
以
上
：
24ヶ

所
）
日
本
列
島
改
造
計
画（
1972年

）
遷
都
論（
金
丸
案
：
1973年

）

モ
デ
ル
定
住
圏
構
想

（
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
1
都
府

県
1
ヶ
所
を
予
定
：
44ヶ

所
…
神

奈
川
県
は
指
定
な
し
）

テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
構
想（
26ヶ
所
）

頭
脳
立
地
に
よ
る
集
積
促
進
計
画

（
26ヶ
所
）

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
設
定

（
44都
道
府
県
：
81圏

域
）

リ
ゾ
ー
ト
整
備
計
画（
総
合
保
養

地
整
備
促
進
法
=
い
わ
ゆ
る
リ

ゾ
ー
ト
法
：
42ヶ
所
）

民
間
の
活
力
重
視（
民
活
法
）

バ
ブ
ル
経
済
の
発
生
と
崩
壊

四
つ
の
地
域
軸
の
形
成

　
北
東
国
土
軸

　
日
本
海
国
土
軸

　
太
平
洋
新
国
土
軸

　
西
日
本
国
土
軸

地
域
連
携
軸
構
想

首
都
機
能
移
転（
い
わ
ゆ
る
遷
都
）

論

定
住
自
立
圏
構
想（
22地

域
が
先

行
）
国
土
形
成
計
画
法
と
8
ブ

ロ
ッ
ク

　
①
東
北
圏
　
②
首
都
圏

　
③
北
陸
圏
　
④
中
部
圏

　
⑤
近
畿
圏
　
⑥
中
国
圏

　
⑦
四
国
圏
　
⑧
九
州
圏

北
海
道
総
合
開
発
計
画

沖
縄
振
興
計
画

備
　
　
　
　
考

公
害
の
全
国
へ
の
拡
散

計
画
当
初
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
し
、
二
つ
の
計
画
が
重
複
し
た

第
三
セ
ク
タ
ー
の
急
増

道
州
制
へ
の
移
行
や
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
国
際
交
流
の
基
盤
整
備

註
：
  国
土
庁
計
画
・
整
備
局
監
修
『
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
国
政
情
報
セ
ン
タ
ー
・
平
成
10年
、
本
間
義
人
著
『
国
土
計
画
を
考
え
る
　
開
発
路
線
の
ゆ
く
え
』
中
公
新
書
1461・

1999年
、
自
治
省
行
政
局
振
興
課
監
修

『
広
域
行
政
圏
要
覧
』
第
一
法
規
・
2005年

、『
21世

紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』、
国
土
交
通
省
国
土
計
画
局
編
集
『
国
土
形
成
計
画（
全
国
計
画
）』
日
経
印
刷
・
2008年

7
月
等
を
参
照
し
作
成
し
た
。

八
四
〇



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
七
）

効
果
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
昭
和
の
大
合
併
の
直
後
で
あ
り
、
政
府
は
広
域
行
政
の
推
進
に
は
消
極
的

で
あ
っ
た
。

佐
藤
内
閣
は
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
高
速
鉄
道
、
高
速
道
路
、
本
四
架
橋
、
本
土
と
北
海
道
を
結
ぶ
海
底
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の

整
備
あ
る
い
は
建
設
と
い
う
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想
を
通
じ
た
、
豊
か
な
環
境
の
創
造
を
目
的
と
し
た
新
全
国
総
合
開
発
計
画
（
新
全

総
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
新
全
総
は
合
併
で
は
な
く
、
広
域
市
町
村
圏
と
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ

る
広
域
行
政
圏
や
、
単
数
も
し
く
は
複
数
の
広
域
市
町
村
圏
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
地
方
生
活
圏
と
い
っ
た
、
広
域
的
な
行
政
圏
域
に
よ

る
事
務
の
共
同
処
理
方
式
を
採
用
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
昭
和
の
大
合
併
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
た
っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
一
体
化
が
確
立

さ
れ
て
い
な
い
合
併
し
た
市
町
村
に
再
度
合
併
を
行
な
わ
し
め
る
こ
と
は
回
避
す
べ
き
と
の
考
え
が
あ
っ
た
（
10
）

。
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
地
方
自

治
法
を
改
正
し
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
市
町
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
複
数
の
一
部
事
務
組
合
を
統
合
し
て
、
一
つ
の
一
部
事
務
組

合
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
複
合
一
部
事
務
組
合
の
設
立
を
容
認
し
た
。
一
部
事
務
組
合
減
少
の
要
因
の
一
つ
に
は
合
併

の
推
進
と
と
も
に
複
合
一
部
事
務
組
合
制
度
の
導
入
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

自
治
省
は
三
三
六
の
広
域
市
町
村
圏
と
二
四
（
後
に
広
島
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
設
定
さ
れ
二
五
と
な
っ
た
）
の
大
都
市
周
辺
地
域
広
域

行
政
圏
を
設
定
し
た
。
広
域
市
町
村
圏
は
お
お
む
ね
人
口
一
〇
万
人
以
上
の
規
模
を
標
準
に
、
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
は
お
お
む

ね
人
口
四
〇
万
人
以
上
を
標
準
に
設
定
さ
れ
た
。
広
域
市
町
村
圏
の
平
均
人
口
は
一
九
万
人
、
平
均
面
積
は
一
、〇
六
三
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
圏
域
市
町
村
数
は
八
・
九
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
一
部
事
務
組
合
の
圏
域
に
類
似
し
て
い
る
。
面
積
は
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
（
郡
）

に
近
く
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
郡
の
面
積
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
11
）

。
同
時
期
に
、
建
設
省
は
一
七
九
の
地
方
生
活
圏
（
三
〇
五
の

二
次
生
活
圏
が
内
在
し
て
い
る
）
を
設
定
し
た
。
地
方
生
活
圏
は
お
お
む
ね
人
口
一
五
〜
三
〇
万
人
を
標
準
に
設
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
単

八
四
一
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数
あ
る
い
は
複
数
の
広
域
市
町
村
圏
を
単
位
と
し
た
。

表
3
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
滋
賀
県
は
県
内
を
七
地
区
に
区
分
し
て
い
る
。
そ
れ
を
当
時
の
市
町
村
で
見
た
場
合
、
大
津
市
と
滋
賀

町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
津
地
区
で
あ
る
。
草
津
市
・
守
山
市
・
栗
太
郡
栗
東
町
・
野
洲
郡
中
主
町
と
野
洲
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
南
部
地
区
で
あ
る
。
甲
賀
郡
の
石
部
町
・
甲
西
町
・
水
口
町
・
土
山
町
・
甲
賀
町
・
甲
南
町
・
信
楽
町
の
七
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
甲
賀
地
区
で
あ
る
。
高
島
郡
の
マ
キ
ノ
町
・
今
津
町
・
朽
木
村
・
安
曇
川
町
・
高
島
町
・
新
旭
町
の
五
町
一
村
で
構
成
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
高
島
地
区
で
あ
る
。
近
江
八
幡
市
と
八
日
市
市
と
蒲
生
郡
の
安
土
町
・
蒲
生
町
・
日
野
町
・
竜
王
町
の
四
町
と
神
崎
郡
の
永
源
寺

町
・
五
個
荘
町
・
能
登
川
町
の
三
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
東
近
江
地
区
で
あ
る
。
彦
根
市
と
愛
知
郡
の
愛
東
町
・
湖
東
町
・
秦
荘

町
・
愛
知
川
町
の
四
町
と
犬
上
郡
の
豊
郷
町
・
甲
良
町
・
多
賀
町
の
三
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
湖
東
地
区
で
あ
る
。
長
浜
市
と
坂
田

郡
の
山
東
町
・
伊
吹
町
・
米
原
町
・
近
江
町
の
四
町
と
東
浅
井
郡
の
浅
井
町
・
虎
姫
町
・
湖
北
町
・
び
わ
町
の
四
町
と
伊
香
郡
の
高
月

町
・
木
之
本
町
・
余
呉
町
・
西
浅
井
町
の
四
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
湖
北
地
区
で
あ
る
。

大
津
地
区
の
面
積
は
三
七
三
・
九
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
県
の
面
積
の
一
一
％
を
占
め
、
人
口
は
二
八
万
七
五
〇
三
人
で
県
人
口
の

二
三
％
を
占
め
て
い
る
。
南
部
地
域
は
面
積
二
〇
六
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
約
六
％
、
人
口
二
四
万
九
〇
九
五
人
で
二
〇
％
を
占

め
て
い
る
。
甲
賀
地
域
は
面
積
五
五
二
・
一
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
四
％
、
人
口
一
三
万
七
〇
〇
五
人
で
一
一
％
を
占
め
て
い
る
。

東
近
江
地
域
は
面
積
五
七
九
・
三
二
平
方
キ
ロ
で
一
七
％
、
人
口
二
〇
万
九
〇
六
二
人
で
一
七
％
を
占
め
て
い
る
。
湖
東
地
域
は
面
積

三
六
〇
・
九
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
一
％
、
人
口
一
五
万
九
五
七
一
人
で
一
三
％
を
占
め
て
い
る
。
湖
北
地
域
は
面
積
七
六
二
・
五
四

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
二
三
％
、
人
口
一
六
万
三
九
〇
九
人
で
一
三
％
を
占
め
て
い
る
。
高
島
地
区
は
面
積
六
九
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
一
三
％
、
人
口
五
万
三
七
三
五
人
で
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

八
四
二



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
九
）

表
3
 

滋
賀
県
に
お
け
る
平
成
の
大
合
併
の
流
れ
と
広
域
行
政

全
国
総
合
開
発
計
画
と
市
町
村（
1999年

3
月
31日
現
在
）

平
成
の
大
合
併
後
の
市
町
村（
2012年

10月
1
日
現
在
）

滋
賀
県
内
の

市
町
村
の
地
域
割

広
域
市

町
村
圏

第
一
次

生
活
圏

リ
ゾ
ー

ト
構
想

地
方
拠
点

都
市
地
域

郡
／
地
域

市
町
村

人
　
口

（
1994年

）
面
　
積

市
町
村

人
　
口

（
2012年

）
人
口
比

面
　
積

面
積
比

定
住
自
立
圏
等

人
口
比

面
積
比

大
津
地
域

（
大
津
市
）

［
旧
大
津
市
、
旧
志
賀
町
］

大津湖南地域広域市町村圏

南部地域地方生活圏（大津湖南地域広域市町村圏と甲賀地域広域市町村圏は二次生活圏）

〇
大
津
市

268,430
302.24

大
津
市

336,223
0.24

464.1
0.12

0.47
0.18

〇
草
津
市

96,433
48.2

草
津
市

122,698
0.09

67.92
0.02

〇
守
山
市

60,619
44.18

守
山
市

78,039
0.06

55.73
0.01

南
部
地
域

（
草
津
市
）（
守
山
市
）

（
栗
東
市
）（
野
洲
市
）

［
旧
中
主
町
、
旧
野
洲
町
］

〇
志
賀
郡

志
賀
町

19,073
71.73

大
津
市
と
合
併

栗
太
郡

栗
東
町

46,680
52.75

栗
東
市

64,987
0.05

52.75
0.01

〇
野
洲
郡

中
主
町

11,341
20.94

野
洲
市

50,394
0.04

80.15
0.02

〇
野
洲
町

34,022
40.59

小
　
計

3
市
4
町

536,598
580.63

5
市

652,341
0.47

720.65
0.18

甲
賀
地
域

（
甲
賀
市
）

［
旧
水
口
町
、
旧
土
山
町
、
旧
甲

賀
町
、
旧
甲
南
町
、
旧
信
楽
町
］

（
湖
南
市
）

［
旧
石
部
町
、
旧
甲
西
町
］

甲賀地域広域市町村圏

甲
賀
郡

石
部
町

11,312
13.33

湖
南
市

52,737
0.04

70.49
0.02

0.1
0.14

〇
甲
西
町

37,850
57.16

水
口
町

32,501
68.93

甲
賀
市

91,569
0.07

481.69
0.12

土
山
町

9,940
127.15

甲
賀
町

12,209
71.64

甲
南
町

18,581
49.64

〇
信
楽
町

14,612
164.34

小
　
計

7
町

137,005
552.19

2
市

144,306
0.1

552.18
0.14

高
島
地
域

（
高
島
市
）

［
旧
マ
キ
ノ
町
、
旧
今
津
町
、
旧

朽
木
村
、
旧
安
曇
川
町
、
旧
新
旭

町
］

湖西地域広域市町村圏（地域経

済基盤強化対策推進地域）

〇

高
島
郡

マ
キ
ノ
町

6,532
78.34

高
島
市

52,583
0.04

693
0.17

0.04
0.17

〇
今
津
町

13,004
122.74

朽
木
村

2,593
165.77

△
安
曇
川
町

14,538
48.47

△
高
島
町

6,903
63.2

△
新
旭
町

10,165
32.84

小
　
計

5
町
1
村

53,735
511.36

1
市

52,583
0.04

693
0.17

生
活
圏
計

3
市
16町

1
村

727,338
1644.18

8
市

849,230
0.61

1965.83
0.49

0.61
0.49

八
四
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
六
〇
）

東
近
江
地
域

（
東
近
江
市
）

［
旧
八
日
市
市
、
旧
永
源
寺
町
、

旧
五
個
荘
町
、
旧
愛
東
町
、
旧
湖

東
町
、
旧
能
登
川
町
、
旧
蒲
生

町
］

（
近
江
八
幡
市
）

［
旧
近
江
八
幡
市
、
旧
安
土
町
］

（
日
野
町
）（
竜
王
町
）

中部地域広域市町村圏

中部地域地方生活圏

〇
滋賀中部地方拠点都市地域

近
江
八
幡
市

66,280
76.97

近
江
八
幡
市

80,810
0.06

177.39
0.04

0.17
0.18

八
日
市
市

41,854
52.6

東
近
江
市

114,153
0.08

388.58
0.1

蒲
生
郡

安
土
町

12,145
24.3

近
江
八
幡
市
と
合
併

蒲
生
町

12,619
34.66

東
近
江
市
と
合
併

日
野
町

23,239
117.62

日
野
町

22,404
0.02

117.63
0.03

〇
竜
王
町

13,172
44.5

竜
王
町

12,818
0.01

44.52
0.01

神
崎
郡

永
源
寺
町

6,722
181.27

東
近
江
市
と
合
併

五
個
荘
町

10,450
16.28

△
能
登
川
町

22,581
31.12

小
　
計

2
市
7
町

209,062
579.32

2
市
2
町

230,185
0.17

728.12
0.18

湖
東
地
域

（
彦
根
市
）（
愛
荘
町
）

［
旧
秦
荘
町
、
旧
愛
知
川
町
］

（
豊
郷
町
）（
甲
良
町
）（
多
賀
町
）

琵琶湖東北部広域市町村圏

東北部地域地方生活圏

△

琵琶湖東北部地方拠点都市地域

彦
根
市

101,680
98.15

彦
根
市

110,314
0.08

196.84
0.05

湖
東
定
住
自
立
圏

愛
知
郡

愛
東
町

5,840
40.89

東
近
江
市
と
合
併

湖
東
町

9,401
26.53

秦
荘
町

8,403
25.04

愛
荘
町

20,221
0.01

37.95
0.01

愛
知
川
町

9,284
12.94

湖
東
定
住
自
立
圏

犬
上
郡

豊
郷
町

7,281
7.78

豊
郷
町

7,301
0.005

7.82
0.002

153,414
392.16

甲
良
町

8,897
13.66

甲
良
町

7,685
0.006

13.62
0.003

0.11
0.1

多
賀
町

9,145
135.93

多
賀
町

7,893
0.006

135.93
0.03

小
　
計

159,931
360.92

1
市
4
町

153,414
0.11

392.16
0.1

湖
北
地
域

（
米
原
市
）

［
旧
山
東
町
、
旧
伊
吹
町
、
旧
米

原
町
、
旧
近
江
町
］

（
長
浜
市
）

［
旧
長
浜
市
、
旧
浅
井
市
旧
び
わ

町
、
旧
虎
姫
町
、
旧
湖
北
町
、
旧

高
月
町
旧
木
之
本
町
、
旧
余
呉
町
、

旧
浅
井
町
］

〇
長
浜
市

55,755
45.46

長
浜
市

121,272
0.09

680.79
0.17

東
浅
井
郡

浅
井
町

12,803
87.09

虎
姫
町

6,296
9.45

長
浜
市
定
住
自
立
圏

（
長
浜
市
が
単
位
）

△
湖
北
町

9,373
29.08

△
び
わ
町

8,095
16.98

伊
香
郡

高
月
町

10,610
28.27

121,272
680,79

木
之
本
町

10,048
88.44

0.09
0.17

〇
余
呉
町

4,689
167.62

〇
西
浅
井
町

5,304
67.05

△

坂
田
郡

山
東
町

12,860
53.11

米
原
市

40,371
0.03

250.46
0.06

0.03
0.06

△
伊
吹
町

6,227
109.17

米
原
町

12,815
42.78

△
近
江
町

9,034
18.04

小
　
計

2
市
19町

323,480
1,123.46

2
市

161,643
0.12

931.25
0.23

7
地
域

5
地
域

3
地
域

2
地
域

合
　
計

7
市
42町

1
村

1,259,880
3,346.96

13市
6
町

1,394,472
4,017.36

註
　
  平
成
の
大
合
併
前
と
後
の
面
積
の
相
違
は
琵
琶
湖
の
面
積
約
670.25㎢

が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
な
お
、
琵
琶
湖
の
境
界
は
平
成
19年

9月
28日

に
確
定
さ
れ
た（『

統
計
お
お
つ
　
平
成
23年

概
要
版
』）。

全
国
総
合
開
発
計
画
と
市
町

村
の
人
口
と
面
積
は
1965年

の
昭
和
の
大
合
併
直
後
の
も
の
。
平
成
の
大
合
併
後
の
市
町
村
の
人
口
と
面
積
は
、（
公
）矢
野
恒
太
郎
記
念
会
『
デ
ー
タ
で
み
る
県
勢
　
2013年

版
』
2012.、

市
町
村
要
覧
編
集
委
員
会
編
『
全
国
市
町
村
要
覧（
平

成
24年

版
）』
第
一
法
規
・
H
24.参

照
。
リ
ゾ
ー
ト
構
想（
琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
）の
関
連
市
町
村
は
27市

町
村
で
あ
る
が
、
7つ
の
重
点
整
備
地
域
15市

町
村（
〇
で
示
し
た
）。
△
の
10市

町
村
で
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
完
成
す
る
が
残

り
2
は
不
明
。
二
次
定
住
圏
は
広
域
市
町
村
圏
と
同
一
の
区
域
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

八
四
四



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
一
）

こ
の
中
に
広
域
市
町
村
圏
は
大
津
地
区
と
南
部
地
区
を
範
囲
と
す
る
大
津
湖
南
地
区
広
域
市
町
村
圏
、
甲
賀
地
区
広
域
市
町
村
圏
、
高

島
地
区
を
範
囲
と
す
る
湖
西
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
東
近
江
地
域
を
範
囲
と
す
る
中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
湖
東
地
域
と
湖
北
地
域
を

範
囲
と
す
る
琵
琶
湖
東
北
部
広
域
市
町
村
圏
の
五
地
区
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
国
が
滋
賀
県
内
の
広
域
行
政
の
単
位
を
こ
の
五
つ
を
標
準

に
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
大
津
湖
南
地
域
と
琵
琶
湖
東
北
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
が
設
定
さ
れ
た
。
湖
西

地
域
に
は
湖
西
地
域
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
が
、
中
部
地
域
に
は
滋
賀
中
部
地
域
行
政
事
務
組
合
が
、
甲
賀
地
域
に
は
甲
賀
郡
行
政
事

務
組
合
が
設
定
さ
れ
た
。

そ
の
後
滋
賀
県
に
も
三
つ
の
地
方
生
活
圏
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
滋
賀
県
が
区
分
す
る
大
津
地
域
と
南
部
地
域
を
一
体
化
さ

せ
た
大
津
湖
南
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
甲
賀
地
域
を
対
象
と
し
た
甲
賀
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
高
島
地
域
を
対
象
と
し
た
湖
西
地
域
広
域

市
町
村
圏
で
構
成
さ
れ
る
南
部
地
域
地
方
生
活
圏
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
東
近
江
地
域
す
な
わ
ち
中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
を
対
象

と
す
る
中
部
地
域
地
方
生
活
圏
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
が
、
湖
東
地
域
と
湖
北
地
域
を
一
体
化
さ
せ
た
琵
琶
湖
東
北
部
広
域
市
町
村
圏
を

対
象
と
す
る
東
北
部
地
方
生
活
圏
の
三
つ
で
あ
る
。
南
部
地
域
地
方
生
活
圏
に
は
大
津
市
を
中
心
都
市
と
す
る
大
津
湖
南
地
域
広
域
市
町

村
圏
と
甲
賀
地
域
広
域
市
町
村
圏
で
構
成
さ
れ
る
湖
南
二
次
生
活
圏
と
、
今
津
町
を
中
心
都
市
と
す
る
高
島
地
域
を
対
象
と
す
る
湖
西
二

次
生
活
圏
に
区
分
さ
れ
た
。

一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ま
で
の
全
国
総
合
開
発
計
画
の
質
的
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
に
福
田
内
閣
は
、
安
定
成
長
を
前
提
と
し
た
自
然
豊
か
な
地
方
圏
へ
の
定
住
促
進
を
前
提
と
す
る
第
三
次
全

国
総
合
開
発
計
画
（
三
全
総
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
そ
の
基
本
目
標
は
「
人
間
居
住
の
総
合
的
環
境
整
備
」
で
あ
っ
た
。
一
九
七
九
（
昭

和
五
四
）
年
七
月
に
は
地
方
生
活
圏
や
広
域
市
町
村
圏
等
を
前
提
に
、
モ
デ
ル
定
住
圏
を
都
道
府
県
に
そ
れ
ぞ
れ
一
圏
を
域
設
定
す
る
政

八
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
六
二
）

策
が
展
開
さ
れ
た
。
滋
賀
県
に
は
、
琵
琶
湖
東
北
部
地
方
生
活
圏
が
東
北
部
モ
デ
ル
定
住
圏
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
モ
デ
ル
定
住
圏

は
、｢
地
方
生
活
圏
、
広
域
市
町
村
圏
等
の
圏
域
と
調
整
さ
れ
た
圏
域
で
あ
る
こ
と｣

を
前
提
に
、
北
海
道
と
沖
縄
県
と
神
奈
川
県
を
除

く
四
四
都
府
県
に
各
一
圏
域
が
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
12
）

。

中
曽
根
内
閣
が
閣
議
決
定
し
た
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
の
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
四
全
総
）
は
、｢

総
合
保
養
地
整
備
法

（
リ
ゾ
ー
ト
法
）｣
制
定
一
ヶ
月
後
に
、｢

東
京
一
局
集
中
の
是
正｣

と
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
を
基
本
に
、「
多
極
分
散
型
の
国
土
の

形
成
」
を
基
本
目
標
に
し
た
計
画
で
あ
っ
た
。
計
画
を
受
け
て
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
に
「
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
」
が
制

定
さ
れ
た
。
リ
ゾ
ー
ト
法
を
受
け
て
滋
賀
県
は
、
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
一
二
月
に
、
総
合
保
養
地
整
備
法
第
五
条
に
基
づ
く
基
本
構

想
と
し
て
「
琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
」
を
策
定
し
た
。
構
想
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
当
時
の
二
七
市
町
村
で
あ
る
が
、
特
に

施
設
整
備
を
促
進
す
る
と
し
た
地
域
は
表
3
の
欄
の
〇
印
の
一
五
市
町
で
あ
る
（
13
）

。

一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
は｢

平
成
元
年
度
に
お
け
る
新
広
域
市
町
村
圏
計
画
の
改
訂
に
つ
い
て｣

と
「
平
成
元
年
度
ふ
る
さ
と
市

町
村
圏
推
進
要
綱
」
が
出
さ
れ
、
時
代
に
合
わ
せ
て
広
域
市
町
村
圏
計
画
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
広
域
市
町
村
圏
政
策
の
モ
デ
ル
と
し

て
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
四
七
の
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
の
う
ち
二
三
は
モ
デ
ル
定
住
圏
で
も
あ
る
。
滋

賀
県
で
は
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
に
中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
が
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
に
指
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
滋
賀
県
で
は
琵
琶
湖

東
北
部
が
モ
デ
ル
定
住
圏
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
モ
デ
ル
定
住
圏
と
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
の
重
複
は
見
ら
れ
な
い
。

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
に
は
「
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
地
方
拠
点
都
市

整
備
法
）」
が
制
定
さ
れ
、
東
京
都
と
大
阪
府
と
神
奈
川
県
を
除
く
四
四
道
府
県
の
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
枢
都
市
や
県
庁
所
在
地
を
は
じ
め

と
す
る
地
方
中
核
都
市
圏
域
以
外
の
地
域
に
、
地
域
間
格
差
是
正
を
目
的
と
す
る
「
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
八
五
圏
域
設
定
さ
れ
た
。

八
四
六



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
三
）

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
も
、「
定
住
圏
、
地
方
生
活
圏
、
広
域
市
町
村
圏
等
の
広
域
的
な
経
済
社
会
生
活
圏
の
整
備
に
関
す
る
計
画
」
と

の
調
和
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
計
画
に
あ
わ
せ
て
首
都
機
能
移
転
も
論
じ
ら
れ
た
。
滋
賀
県
内
に
は
、
東
近
江
地
域
す
な
わ
ち

中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
中
部
地
域
地
方
生
活
圏
）
を
範
囲
と
す
る
滋
賀
中
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
と
、
湖
東
地
域
す
な
わ
ち
琵
琶
湖
東

北
部
広
域
市
町
村
圏
（
東
北
部
地
方
生
活
圏
を
範
囲
と
す
る
琵
琶
湖
東
北
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。

昭
和
の
大
合
併
が
実
施
さ
れ
た
が
、
交
通
通
信
手
段
の
発
達
に
よ
る
人
々
の
行
動
半
径
の
拡
大
や
、
行
政
国
家
化
の
進
展
に
伴
う
行
政

需
要
の
拡
大
と
財
政
規
模
の
拡
大
は
、
効
率
的
行
政
の
視
点
か
ら
さ
ら
な
る
広
域
行
政
を
推
進
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
柱
と

な
っ
た
も
の
が
「
圏
」
行
政
で
あ
り
、
そ
の
権
限
の
行
使
主
体
の
中
心
が
一
部
事
務
組
合
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
昭
和
の
大
合
併
以
降
、

時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
て
広
域
行
政
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
効
率
を
重
視
す
る
広
域
行
政
の
流
れ
と
、
住
民
の
顔

の
見
え
る
身
近
な
行
政
を
展
開
す
る
要
請
と
が
輻
輳
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
の
大
合
併
の
際
に
も
こ
う
し
た
要
請
の
対
立
が
顕
在
化
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三　

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
広
域
行
政

滋
賀
県
の
市
町
村
は
、
明
治
の
大
合
併
直
前
の
二
八
二
町
一
三
九
三
村
の
合
計
一
六
七
五
町
村
が
、
明
治
の
大
合
併
で
六
町
一
八
九
村

の
合
計
一
九
五
町
村
と
な
っ
た
。
郡
は
一
三
郡
で
あ
っ
た
が
、
伊
香
郡
の
西
浅
井
郡
併
合
に
よ
り
一
二
郡
と
な
り
、
合
併
と
分
離
が
行
わ

れ
た
こ
と
か
ら
八
町
一
九
六
村
と
な
っ
た
。
明
治
の
大
合
併
以
前
は
全
国
七
万
一
三
一
四
町
村
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
町
村
が
存
在
し
た

の
に
対
し
て
、
明
治
の
大
合
併
後
は
全
国
一
万
五
八
五
九
町
村
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な
り
、
合
併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。「
昭
和
の
大
合
併
」
実
施
直
前
に
は
、
三
市
一
二
郡
二
四
町
一
三
三
村
の
合
計
一
六
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、「
昭
和
の
大
合

八
四
七
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経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
六
四
）

併
」
終
了
時
点
に
は
六
市
一
二
郡
四
〇
町
七
村
の
合
計
五
三
市
町
村
と
、
全
体
で
三
分
の
一
ま
で
市
町
村
が
減
少
し
、
全
国
三
七
四
二
市

町
村
の
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
合
併
の
進
捗
が
弱
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

平
成
の
大
合
併
直
前
に
は
七
市
一
二
郡
四
二
町
一
村
の
合
計
五
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、
平
成
の
大
合
併
後
の
滋
賀
県
内
の
市
町
村
は

一
三
市
六
町
の
合
計
一
九
市
町
と
、
約
三
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
た
。
郡
は
合
併
に
よ
り
市
が
増
加
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
蒲
生
郡

（
二
町
）
と
愛
知
郡
（
一
町
）
と
犬
上
郡
（
三
町
）
の
三
郡
と
四
分
の
一
ま
で
に
激
減
し
た
。
ま
た
平
成
の
大
合
併
前
ま
で
の
滋
賀
県
の
市

町
村
数
は
全
国
の
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
で
推
移
し
て
き
て
い
た
が
、
平
成
の
大
合
併
後
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な
っ
て
お
り
、
平
成

の
大
合
併
で
も
合
併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
の
大
合
併
は
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
現
在
で
六
七
〇
市
一
九
九
四
町
、
五
六
八
村
の
合
計
三
二
三
二
存
在
し

た
市
町
村
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
三
月
三
一
日
に
は
七
八
六
市
、
七
五
七
町
、
一
八
四
村
の
合
計
一
七
二
七
市
町
村
と
な
っ
て

終
了
し
た
。
約
五
三
％
ま
で
市
町
村
が
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
平
成
の
大
合
併
前
に
は
約
二
〇
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
市
が
約
四
六
％
へ

と
約
一
・
二
倍
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
町
は
約
四
六
％
か
ら
約
三
八
％
へ
、
村
は
約
一
八
％
か
ら
約
一
一
％
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
村

が
存
在
し
な
い
県
は
一
三
県
と
な
り
、
平
成
の
大
合
併
の
大
き
な
目
標
の
一
つ
に
基
礎
自
治
体
を
市
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
面
積
の
関
係
も
あ
り
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
市
町
村
が
最
多
な
の
は
一
七
九
の
北
海
道
で
あ
り
、
第
二
位

の
長
野
県
が
七
七
、
埼
玉
県
が
六
四
、
東
京
都
も
二
三
区
を
加
え
れ
ば
六
四
と
な
る
。
最
少
な
の
は
一
五
の
富
山
県
で
あ
り
、
福
井
県
と

香
川
県
は
一
七
、
大
分
県
は
一
八
、
石
川
県
、
滋
賀
県
、
鳥
取
県
、
山
口
県
が
一
九
で
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。

平
成
の
大
合
併
を
市
町
村
の
減
少
率
で
見
た
場
合
、
上
位
一
〇
位
は
、
上
か
ら
長
崎
県
、
広
島
県
、
新
潟
県
、
愛
媛
県
、
大
分
県
、
岡

山
県
、
島
根
県
、
山
口
県
、
秋
田
県
、
滋
賀
県
の
順
に
な
り
、
下
位
一
五
位
は
、
下
か
ら
東
京
都
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
北
海
道
、
奈

八
四
八



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
五
）

良
県
、
山
形
県
、
沖
縄
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
愛
知
県
、
福
島
県
、
長
野
県
、
高
知
県
、
福
岡
県
、
栃
木
県
の
順
に
な
る
。
平
均
面
積

の
上
位
一
〇
位
は
、
上
か
ら
秋
田
県
、
北
海
道
、
岩
手
県
、
新
潟
県
、
広
島
県
、
大
分
県
、
島
根
県
、
山
口
県
、
宮
崎
県
、
愛
媛
県
の
順

に
な
り
、
下
位
一
〇
位
は
、
下
か
ら
東
京
都
、
大
阪
府
、
埼
玉
県
、
沖
縄
県
、
神
奈
川
県
、
福
岡
県
、
愛
知
県
、
千
葉
県
、
奈
良
県
、
香

川
県
の
順
と
な
る
。
平
均
人
口
の
上
位
一
五
位
は
、
上
か
ら
神
奈
川
県
、
東
京
都
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
愛
知
県
、
広
島
県
、
千
葉
県
、

静
岡
県
、
京
都
府
、
埼
玉
県
、
福
岡
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、
山
口
県
、
滋
賀
県
の
順
に
な
り
、
下
位
一
〇
位
は
、
下
か
ら
高
知
県
、
長

野
県
、
北
海
道
、
山
梨
県
、
鳥
取
県
、
徳
島
県
、
沖
縄
県
、
和
歌
山
県
、
山
形
県
、
島
根
県
の
順
に
な
っ
て
い
る
（
15
）

。

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
は
、
七
市
四
二
町
一
村
の
合
計
五
〇
市
町
村
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
三
月
二
一
日
に
旧
近
江
八
幡

市
と
旧
安
土
町
と
の
合
併
で
（
新
）
近
江
八
幡
市
が
誕
生
し
一
三
市
六
町
の
一
九
町
村
と
な
っ
て
終
了
し
た
。
合
併
を
通
じ
て
大
津
市
は

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
四
月
一
日
に
中
核
市
に
な
っ
た
。
滋
賀
県
の
市
町
村
は
三
八
％
ま
で
減
少
し
た
の
で
あ
り
、
市
は
二
倍
弱
ま

で
に
増
加
し
、
町
は
約
一
四
％
ま
で
減
少
し
、
村
は
姿
を
消
し
た
。
五
〇
市
町
村
の
中
で
合
併
に
参
加
し
な
か
っ
た
の
は
四
市
五
町
の
九

市
町
の
一
八
％
で
あ
っ
た
。
三
市
三
七
町
一
村
の
四
一
市
町
村
が
九
市
一
町
の
一
〇
市
町
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
合
併
参
加
市
町
村
は
ほ

ぼ
四
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
結
果
、
前
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
の
合
併
進
捗
率
す
な
わ
ち
市
町
村
の

減
少
率
は
、
六
二
・
〇
％
で
全
国
一
〇
位
で
あ
り
、
滋
賀
県
内
の
市
町
村
の
平
均
面
積
は
全
国
の
第
一
五
位
ま
で
に
拡
大
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
人
口
一
万
人
未
満
の
町
は
三
町
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
は
一
四
番
目
（
四
県
存
在
）
に
少
な
い
都
道
府
県
と
な
っ
て
い
る
。

滋
賀
県
で
は
県
内
を
七
つ
の
地
域
に
分
け
て
い
る
。
表
4
と
図
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
大
津
地
域
は
大
津
市
の
み
の
地
域
と
な
っ
た
。

大
津
地
域
北
部
の
高
島
地
域
も
高
島
市
の
み
の
地
域
と
な
っ
た
。
南
部
地
域
は
草
津
市
と
守
山
市
と
栗
東
市
と
野
洲
市
の
四
市
か
ら
な
る

地
域
と
な
っ
た
。
甲
賀
地
域
は
甲
賀
市
と
湖
南
市
の
二
市
か
ら
な
る
地
域
と
な
っ
た
。
東
近
江
地
域
は
東
近
江
市
と
近
江
八
幡
市
と
蒲
生

八
四
九
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五
十
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第
三
号
（
二
〇
一
四
年
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月
）

（
一
三
六
六
）

郡
の
日
野
町
と
竜
王
町
の
二
市
二

町
か
ら
な
る
地
域
と
な
っ
た
。
蒲

生
郡
の
安
土
町
は
近
江
八
幡
市
と

な
り
、
蒲
生
町
は
東
近
江
市
と

な
っ
た
。
湖
東
地
域
に
位
置
す
る

愛
知
郡
の
愛
東
町
と
湖
東
町
も
東

近
江
市
と
な
っ
た
。
湖
東
地
域
は

彦
根
市
と
愛
知
郡
愛
荘
町
と
犬
上

郡
の
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町

の
一
市
四
町
か
ら
な
る
地
域
と

な
っ
た
。
湖
北
地
域
は
米
原
市
と

長
浜
市
の
二
市
か
ら
な
る
地
域
と

な
っ
た
。

昭
和
の
大
合
併
の
後
に
、
こ
の

七
つ
の
地
域
を
合
体
さ
せ
る
よ
う

な
形
で
五
つ
の
広
域
市
町
村
圏
や

三
つ
の
地
方
生
活
圏
が
設
定
さ
れ

表 4  滋賀県の合併市町 人口：平成17年国勢調査

新市町名称 合併日 合併関係市町村
人口
（人）

面積
（㎢）

合併
方式

事　務　所　位　置

1
甲賀市
（こうかし）

16.10.1
水口町、土山町、甲賀
町、甲南町、信楽町

93,853 482 新設
甲賀市水口町水口6053（旧水口町役場）
（旧水口町役場＝水口庁舎、旧甲南町役場
＝甲南庁舎）

2
野洲市
（やすし）

16.10.1 中主町、野洲町 49,486 81 新設
野洲市小篠原2100－ 1（旧野洲町役場）
（旧野洲町役場＝本庁舎、旧中主町役場＝
分庁舎）

3
湖南市
（こなんし）

16.10.1 石部町、甲西町 55,325 70 新設
湖南市中央一丁目 1（旧甲西町役場）
（旧甲西町役場＝東庁舎、旧石部町役場＝
西庁舎）

4
高島市
（たかしまし）

17.1.1
マキノ町、今津町、朽
木村、安曇川町、高島
町、新旭町

53,950 693 新設 高島市新旭町北畑565（旧新旭町役場）

5
東近江市
（ひがしおうみし）

17.2.11
八日市市、永源寺町、
五個荘町、愛東町、湖
東町

116,797 389

新設
東近江市八日市緑町10－ 5（旧八日市市役
所）

18.1.1
東近江市、蒲生町、能
登川町

編入

6
米原市
（まいばらし）

17.2.14
山東町、伊吹町、米原
町

41,009 250

新設 米原市下多良三丁目 3（旧米原町役場）
（旧山東町役場＝山東庁舎、旧伊吹町役場
＝伊吹庁舎、旧米原町役場＝米原庁舎、旧
近江町役場＝近江庁舎）17.10.1 米原市、近江町 編入

7
長浜市
（ながはまし）

18.2.13
長浜市、浅井町、びわ
町

124,498 681

新設

長浜市高田町12－34（旧長浜市役所）

22.1.1
長浜市、虎姫町、湖北
町、高月町、木之本町、
余呉町、西浅井町

編入

8
愛荘町
（あいしょうちょう）

18.2.13 秦荘町、愛知川町 19,729 38 新設
愛知郡愛荘町愛知川72（旧愛知川町役場）
（旧愛知川町役場＝本庁舎、旧秦荘町役場
＝分庁舎）

9
大津市
（おおつし）

18.3.20 大津市、志賀町 323,719 464 編入 大津市御陵町 3－ 1（現大津市役所）

10
近江八幡市
（おうみはちまんし）

22.3.21 近江八幡市、安土町 80,610 177 新設 近江八幡市桜宮町236（旧近江八幡市役所）

出典：滋賀県『県政情報』（http://pref.shiga.lg.jp/shichosonn/gappei/）より抜粋
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
七
）

た
。
ま
た
三
つ
の
地
方
生
活
圏
の
中
で

中
部
と
東
北
部
に
地
方
拠
点
都
市
地
域

が
設
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
地
方

拠
点
都
市
地
域
が
設
定
さ
れ
た
地
域

（
以
下
琵
琶
湖
北
東
部
と
呼
ぶ
…
筆
者
）
と
、

そ
れ
以
外
の
南
部
地
域
地
方
生
活
圏

（
以
下
琵
琶
湖
南
西
部
と
よ
ぶ
）
に
区
分

す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
琵
琶
湖
南

西
部
は
平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
七
つ

の
市
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
地
域
と
な
っ

た
。
琵
琶
湖
北
東
部
は
五
市
六
町
で
構

成
さ
れ
る
地
域
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
琵

琶
湖
北
東
部
の
合
併
が
若
干
複
雑
な
形

で
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

と
い
え
る
。

琵
琶
湖
北
東
部
に
位
置
す
る
中
部
地

域
す
な
わ
ち
東
近
江
地
域
で
は
、
近
江

図 1  滋賀県内市町村合併の状況 （平成22年 3 月31日）

出典：滋賀県『県政情報』（http://pref.shiga.lg.jp/shichoson/gappei/）より抜粋
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八
幡
市
と
蒲
生
郡
の
安
土
町
が
合
併
し
て
（
新
）
近
江
八
幡
市
と
な
り
、
八
日
市
市
は
蒲
生
郡
蒲
生
町
と
神
崎
郡
の
三
町
に
加
え
て
湖
東

地
域
の
愛
知
郡
愛
東
町
と
湖
東
町
と
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
近
江
市
と
な
っ
た
。
湖
東
地
域
の
愛
知
郡
の
四
町
が
東
近
江
地
域
と
湖

東
地
域
に
分
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
湖
東
地
域
は
彦
根
市
と
愛
知
郡
の
秦
荘
町
と
愛
知
川
町
が
合
併
し
て
で
き
た
愛
荘

町
と
犬
山
郡
の
合
併
し
な
か
っ
た
豊
郷
町
、
由
良
町
、
多
賀
町
の
一
市
四
町
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
湖
北
地
域
で
は
坂
田
郡
の

四
町
が
合
併
し
て
米
原
市
と
な
り
、
東
浅
井
郡
の
四
町
と
伊
香
郡
の
四
町
は
湖
東
地
域
の
旧
長
浜
市
と
合
併
し
て
（
新
）
長
浜
市
と
な
っ

た
。
単
純
に
い
え
ば
湖
東
地
域
は
彦
根
市
と
愛
荘
町
と
豊
郷
町
と
甲
良
町
と
多
賀
町
で
構
成
さ
れ
る
地
域
と
な
り
、
湖
北
地
域
は
米
原
市

と
長
浜
市
で
構
成
さ
れ
る
地
域
と
な
っ
た
と
い
え
る
（
16
）

。

そ
れ
ゆ
え
滋
賀
県
は
、
大
津
市
を
中
心
に
し
た
大
津
湖
南
地
域
と
そ
れ
に
接
す
る
湖
西
地
域
と
甲
賀
地
域
が
形
成
す
る
琵
琶
湖
東
北
部

と
、
彦
根
市
、
米
原
市
、
長
浜
市
を
中
心
都
市
と
す
る
琵
琶
湖
北
東
部
に
大
別
で
き
る
。
そ
う
し
た
状
況
は
表
5
に
も
あ
る
よ
う
に
、
現

存
す
る
唯
一
の
広
域
連
合
と
二
一
の
一
部
事
務
組
合
と
の
関
係
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
滋
賀
県
全
体
あ
る
い
は
地

理
的
な
つ
な
が
り
（
地
域
区
分
）
と
無
関
係
な
広
域
連
合
や
一
部
事
務
組
合
と
、
何
ら
か
の
地
理
的
関
連
性
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の

と
に
区
分
さ
れ
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
一
部
事
務
組
合
の
設
置
地
域
で
の
合
併
や
、
区
域
を
越
え
た
合
併
が

行
わ
れ
た
結
果
消
滅
し
た
も
の
が
あ
る
（
17
）

。

唯
一
の
広
域
連
合
は
、
一
三
市
六
町
の
全
市
町
村
が
加
盟
す
る
「
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
広

域
連
合
は
四
七
都
道
府
県
全
部
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
全
市
町
村
が
加
盟
す
る
一
部
事
務
組
合
に
は
「
滋
賀
県
市
町
村
交
通
災

害
共
済
組
合
」
と
「
滋
賀
県
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
」
が
あ
る
。
ま
た
行
政
上
の
地
域
的
な
つ
な
が
り
と
は
無
関
係
に
設
置
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
大
津
市
、
彦
根
市
、
長
浜
市
、
近
江
八
幡
市
、
草
津
市
、
守
山
市
、
東
近
江
市
を
除
く
六
市
六
町
で
組
織
さ
れ
て
い
る
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
九
）

表 5  滋賀県における広域連合・一部事務組合の状況
 平成25年 4 月 1 日現在

広
域
連
合

広
域
行
政

厚
生
福
祉

環
境
衛
生

防　

災

そ
の
他

滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー

東
近
江
行
政
組
合

甲
賀
広
域
行
政
組
合

湖
東
広
域
衛
生
管
理
組
合

愛
知
郡
広
域
行
政
組
合

湖
南
広
域
行
政
組
合

公
立
甲
賀
病
院
組
合

長
浜
水
道
企
業
団

八
日
市
布
引
ラ
イ
フ
組
合

中
部
清
掃
組
合

守
山
野
洲
行
政
事
務
組
合

彦
根
愛
知
犬
上
広
域
行
政
組
合

湖
北
地
域
消
防
組
合

滋
賀
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合

彦
根
市
、
米
原
市
山
林
組
合

彦
根
市
、
米
原
市
造
林
組
合

彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合

大
滝
山
林
組
合

滋
賀
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合

滋
賀
県
市
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合

滋
賀
県
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー

大津市 ○ ○ ○

彦根市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

近江八幡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

草津市 ○ ○ ○ ○

守山市 ○ ○ ○ ○ ○

栗東市 ○ ○ ○ ○ ○

甲賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野洲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湘南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高島市 ○ ○ ○ ○ ○

東近江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

竜王町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛荘町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊郷町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲良町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多賀町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

団体数 19 2 5 2 5 2 4 2 2 4 4 2 5 2 12 2 2 4 4 19 9 19

※  関西広域連合を除く。また、上記のほか、府県・府県外市町村・広域連合・一部事務組合が加入している例がある。
※複数の分類に属する事務を処理する一部事務組合の区分は便宜上のものである。
 出典：関西広域連合（http://kouiki-kansai.jp/data_upload/137422）
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「
滋
賀
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
」
と
、
さ
ら
に
米
原
市
を
除
く
五
市
六
町
で
組
織
さ
れ
て
い
る
「
滋
賀
県
市
町
村
議
会
議
員
公
務

災
害
補
償
等
組
合
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
財
政
力
の
弱
い
市
町
が
組
織
し
た
一
部
事
務
組
合
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

琵
琶
湖
南
西
部
の
中
で
、
南
部
地
域
に
は
地
域
に
帰
属
す
る
全
自
治
体
す
な
わ
ち
草
津
市
、
守
山
市
、
栗
東
市
、
野
洲
市
の
四
市
で
組

織
さ
れ
て
い
る
「
湖
南
広
域
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
が
あ
る
。
甲
賀
地
域
に
は
地
域
に
帰
属
す
る
全
自
治
体
で
あ
る
甲
賀
市
と
湖
南
市

の
二
市
で
組
織
さ
れ
て
い
る
「
甲
賀
広
域
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
と
「
公
立
甲
賀
病
院
組
合
（
厚
生
福
祉
）」
が
あ
る
。
大
津
市
や
高
島

市
に
一
部
事
務
組
合
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
旧
大
津
市
と
旧
滋
賀
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
（
新
）
大
津
市
や
、
高
島
郡
全
体
の
合
併
で

誕
生
し
た
高
島
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
一
部
事
務
組
合
を
解
消
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。

琵
琶
湖
北
東
部
の
一
部
事
務
組
合
の
構
成
は
若
干
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
東
近
江
市
の
誕
生
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
八
日
市
市
を
中
心
に
し
て
誕
生
し
た
東
近
江
市
は
中
部
地
域
内
の
市
町
だ
け
で
は
な
く
琵
琶
湖
東
北
部
の
愛
知
郡
の
中
の
湖

東
町
と
愛
東
町
を
対
象
に
し
た
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
し
い
市
で
あ
る
。
愛
知
郡
の
中
東
近
江
市
に
合
併
し
な
か
っ
た
秦
荘
町
と
愛

知
川
町
は
合
併
し
て
愛
荘
町
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
愛
荘
町
は
旧
郡
の
立
場
か
ら
い
え
ば
隣
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
東
近
江
市
の

関
係
が
強
く
、
琵
琶
湖
東
北
部
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
従
来
か
ら
隣
接
し
て
い
た
彦
根
市
や
犬
上
郡
三
町
と
の
関
係
が
強
い
と
い
う
こ
と

な
っ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
と
い
え
る
。

旧
中
部
地
区
の
市
町
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
「
東
近
江
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
は
、
近
江
八
幡
市
、
東
近
江
市
、
日
野

町
、
竜
王
町
と
愛
荘
町
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
八
日
市
布
引
ラ
イ
フ
組
合
（
環
境
衛
生
）」
と
「
中
部
清
掃
事
務
組
合
（
環
境
衛

生
）」
に
愛
荘
町
は
参
加
し
て
い
な
い
。
彦
根
市
と
愛
荘
町
、
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町
と
の
間
で
は
「
彦
根
愛
知
犬
上
広
域
行
政
組

合
（
環
境
衛
生
）」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
が
、
愛
荘
町
を
除
い
た
一
市
三
町
で
は
「
彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
（
そ
の
他
）」
と
「
大
滝
山
林

八
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滋
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組
合
（
そ
の
他
）」
も
組
織
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
近
江
市
、
愛
荘
町
、
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町
の
間
で
「
湖
東
広
域
衛
生
管
理
組

合
（
広
域
行
政
）」
が
、
東
近
江
市
と
愛
荘
町
の
間
で
も
「
愛
知
郡
広
域
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
愛
荘
町
と
中
部

地
区
及
び
琵
琶
湖
東
北
部
の
微
妙
な
関
係
が
透
け
て
見
え
る
。

琵
琶
湖
東
北
部
管
内
で
は
、
長
浜
市
と
米
原
市
が
組
織
す
る
も
の
と
し
て
三
つ
の
一
部
事
務
組
合
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
「
湖
北
広

域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
（
広
域
行
政
）」
と
「
長
浜
水
道
事
業
団
（
水
道
事
業
団
）」
と
「
湖
北
地
域
消
防
組
合
（
防
災
）」
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
両
市
の
つ
な
が
り
の
強
さ
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
彦
根
市
と
米
原
市
の
間
に
も
二
つ
の
一
部
事
務
組
合
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は

「
彦
根
市
、
米
原
市
山
林
組
合
（
そ
の
他
）」
と
「
彦
根
市
、
米
原
市
造
林
組
合
（
そ
の
他
）」
で
あ
る
。
彦
根
市
が
山
林
や
造
林
や
営
林
等

に
係
る
事
務
に
お
い
て
は
琵
琶
湖
東
北
部
、
特
に
犬
上
郡
や
米
原
市
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
琵
琶
湖
北
東
部

の
地
方
公
共
団
体
の
間
に
は
、
や
や
輻
輳
し
た
広
域
行
政
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

滋
賀
県
で
は
現
存
す
る
一
九
市
町
の
う
ち
九
市
町
が
合
併
に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
う
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
と
特
別
地
方

公
共
団
体
の
存
在
の
複
雑
化
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
日
本
全
体
で
は
約
三
分
の
一
の
市
町
村
が
合
併
に
参
加
し
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
滋
賀
県
で
は
半
分
弱
の
市
町
が
合
併
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
合
併
し
た
市
の
平
均
人
口
は
一
〇
万
人
強
、
合
併

し
な
か
っ
た
市
の
平
均
人
口
は
九
万
人
強
で
大
差
は
な
い
が
、
合
併
で
市
と
な
っ
た
町
村
を
見
る
と
、
甲
賀
郡
で
は
平
均
二
万
人
弱
の
七

町
が
二
市
に
合
併
し
そ
れ
ぞ
れ
五
万
人
台
と
七
万
人
台
の
市
に
、
高
島
郡
で
は
平
均
九
千
人
弱
の
町
村
が
合
併
し
て
五
万
人
台
の
市
に

な
っ
て
い
る
。
合
併
し
な
か
っ
た
五
町
と
合
併
し
て
誕
生
し
た
一
町
は
、
二
万
人
台
が
二
町
、
一
万
人
台
が
一
町
で
残
り
の
三
町
は
七
千

人
台
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
米
原
市
の
人
口
は
ほ
ぼ
四
万
人
で
あ
る
。
三
三
万
人
台
の
大
津
市
か
ら
七
千
人
台
の
三
つ
の
町
ま
で
の
相
違

の
あ
る
市
町
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
が
今
後
の
課
題
と
い
え
る
（
18
）

。
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滋
賀
県
の
地
方
自
治
行
政
の
今
後

自
治
省
が
、
昭
和
の
大
合
併
後
に
、
複
合
一
部
事
務
組
合
制
度
や
広
域
市
町
村
圏
や
大
都
市
地
域
広
域
行
政
圏
を
設
定
し
、
広
域
行
政

の
さ
ら
な
る
推
進
を
企
画
し
た
よ
う
に
、
総
務
省
は
、
平
成
の
大
合
併
後
に
、
広
域
行
政
の
推
進
を
前
提
に
定
住
自
立
圏
構
想
を
提
示
し

先
行
団
体
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
併
で
誕
生
し
た
市
（
町
村
）
の
内
部
に
、
合
併
前
の
市
町
村
の
自
立
性
や
地
域
自
治
の
確
保
な
ど

を
目
的
と
し
て
、
合
併
特
例
区
や
地
域
自
治
組
織
や
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
を
設
け
た
。
広
域
行
政
の
推
進
と
、

新
自
治
体
の
体
制
整
備
と
、
身
近
な
行
政
の
確
保
を
目
的
と
し
た
自
治
制
度
の
拡
充
策
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
総
務
省
は
さ
ら
に
、
平

成
の
大
合
併
の
終
了
に
、「
定
住
自
立
圏
構
想
の
推
進
に
あ
た
っ
て
、『
広
域
行
政
圏
計
画
策
定
要
綱
』
と
『
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
推
進
要

綱
』
を
、
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
旨
の
総
務
省
事
務
次
官
通
知
」
を
、
各
都
道
府
県
知
事
と
各
指
定
都
市
市
長
へ

送
付
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
総
務
省
は
、
昭
和
の
大
合
併
と
そ
の
後
の
広
域
的
行
政
制
度
が
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
の

で
あ
る
。

平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
し
い
市
の
中
で
、
ほ
ぼ
広
域
市
町
村
圏
の
区
域
に
相
当
す
る
市
町
村
合
併
で
生
ま
れ
た
市
は
全

体
の
約
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
四
四
で
あ
る
。
ま
た
、
二
な
い
し
三
の
市
町
村
が
参
加
し
て
い
な
い
だ
け
の
広
域
市
町
村
圏
が
領
域
と
な
っ
た

合
併
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
新
し
い
市
は
、
市
全
体
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
五
八
市
で
あ
る
。
た
だ
し
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）

年
末
に
存
在
し
た
七
八
三
市
の
な
か
で
合
併
し
た
も
の
は
、
全
体
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
四
二
一
市
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

合
併
し
た
市
の
約
半
分
は
広
域
行
政
圏
す
な
わ
ち
広
域
市
町
村
圏
を
基
礎
単
位
と
し
て
合
併
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
19
）

。

定
住
自
立
圏
は
、
総
務
省
が｢

定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱｣

を
公
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
で
あ
る
。
総
務
省
の

八
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「
定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱
」
に
よ
れ
ば
、
定
住
自
立
圏
の
要
件
は
、
①
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
を
締
結
し
た
宣
言
中
心
市
及
び
周
辺

に
あ
る
市
町
村
（
以
下
「
周
辺
市
町
村
」
と
い
う
。）
の
区
域
の
全
部
、
ま
た
は
②
定
住
自
立
圏
形
成
方
針
を
策
定
し
た
宣
言
中
心
市
の
区
域

の
全
部
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
特
に
②
は
広
域
的
な
市
町
村
の
合
併
を
経
た
市
に
関
す
る
特
例
で
あ
り
、
合
併
関
係
市
の
う
ち
人
口
が
最

大
の
も
の
の
区
域
を
中
心
地
域
、
そ
の
他
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
周
辺
地
域
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
住

自
立
圏
は
、
中
心
市
と
周
辺
市
町
村
の
1
対
1
の
協
定
を
締
結
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
圏
域
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

「
集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
よ
る
中
心
市
へ
の
圏
域
全
体
に
必
要
な
都
市
機
能
の
集
約
的
な
整
備
し
、
周
辺
市
町
村
に
必
要
な
生
活
機

能
を
確
保
・
農
林
水
産
業
の
振
興
や
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
を
通
じ
て
、
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
安
定
し
た
社
会
空
間
の
地
方
圏

の
創
出
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

最
初
に
定
住
自
立
圏
は
先
行
団
体
と
し
て
二
二
圏
域
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
広
域
市
町
村
圏
と
は
無
関
係
に
設
定
さ
れ
て
い
る
も

の
は
二
圏
域
に
過
ぎ
な
い
。
定
住
自
立
圏
の
平
均
面
積
は
一
、〇
二
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
五
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
、〇
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
一
七
圏
域
が
集
中
し
て
い
た
。
平
均
人
口
は
二
一
五
、五
〇
一
人
で
、
一
〇
万
人
以
下
か
ら
四
〇
万
人

台
ま
で
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
た
。
構
成
市
町
村
平
均
は
五
市
町
村
で
あ
る
が
、
一
市
の
三
団
体
か
ら
一
五
市
町
村
で
構
成
さ
れ
て

い
る
も
の
ま
で
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
府
県
を
ま
た
い
で
編
成
さ
れ
た
二
つ
の
圏
域
以
外
は
広
域
市
町
村
圏
を
前
提
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
定
住
自
立
圏
も
広
域
市
町
村
圏
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
20
）

。

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
末
現
在
、
中
心
市
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
二
四
八
市
の
う
ち
八
四
市
が
中
心
市
宣
言
を
し
て
い
る

が
、
複
眼
型
の
圏
域
が
五
圏
域
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
圏
域
は
七
九
圏
域
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
合
併
後
の
一
市
の
圏
域
が

定
住
自
立
圏
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
二
二
圏
域
で
あ
る
。
七
九
圏
域
の
う
ち
中
心
市
宣
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
は
五
圏
域
で
、
七
四

八
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圏
域
は
定
住
自
立
圏
方
針
は
定
め
て
い
る
が
、
実
際
に
定
住
自
立
圏
協
定
を
締
結
し
た
の
は
そ
の
中
の
五
七
団
体
で
あ
る
。
ま
た
七
〇
圏

域
の
七
五
団
体
（
七
五
中
心
市
）
が
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
済
み
で
あ
る
。
な
お
東
京
都
と
大
阪
府
と
神
奈
川
県
は
ゼ
ロ
で

あ
り
、
京
都
府
と
奈
良
県
は
一
市
に
す
ぎ
な
い
。

滋
賀
県
の
定
住
自
立
圏
に
お
い
て
は
、
中
心
市
は
彦
根
市
、
長
浜
市
、
草
津
市
、
栗
東
市
、
東
近
江
市
と
さ
れ
て
い
る
が
、
宣
言
を
し

た
の
は
彦
根
市
（
平
成
二
一
年
四
月
）
と
長
浜
市
（
平
成
二
二
年
一
一
月
）
の
二
市
の
み
で
あ
る
。
彦
根
市
の
「
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
の
概

要
」
に
よ
れ
ば
、
圏
域
は
中
心
市
で
あ
る
彦
根
市
と
愛
荘
町
、
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町
の
四
町
の
一
市
四
町
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

長
浜
市
の
「
定
住
自
立
圏
形
成
方
針
の
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
圏
域
は
合
併
一
市
圏
域
で
あ
る
（
21
）

。

地
方
自
治
法
や｢

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
合
併
特
例
法
）｣

は
、
合
併
し
た
市
町
村
へ
の
身
近
な
行
政
の
確
保
を
主
目

的
と
し
て
、
合
併
特
例
区
や
地
域
自
治
組
織
や
地
域
審
議
会
を
設
け
た
。
合
併
特
例
区
は
、
合
併
特
例
法
第
五
条
の
九
（
新
法
で
は
第

二
六
条
）
に
よ
り
特
別
地
方
公
共
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
自
治
区
は
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
一
般
制
度
と
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
特
例
制
度
が
あ
り
、
と
も
に
特
別
地
方
公
共
団
体
で
は
な
い
。
地
域
審
議
会
は
合
併
特
例
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
。
合

併
特
例
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
合
併
特
例
区
と
地
域
自
治
区
と
地
域
審
議
会
は
旧
市
町
村
が
単
位
と
な
る
が
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く

地
域
自
治
区
は
当
該
市
町
村
が
定
め
る
区
域
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
変
遷
を
み
る
と
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
地
域
自
治
区
の
一
般
制
度
の
も
の
は
一
七
団
体
に
一
二
三
区
、

合
併
特
例
の
も
の
は
三
八
団
体
に
一
〇
四
、
合
併
特
例
区
は
六
団
体
に
一
六
、
地
域
審
議
会
は
二
一
七
団
体
に
七
七
五
が
設
置
さ
れ
て
い

た
が
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
一
日
に
は
地
域
自
治
区
の
一
般
制
度
の
も
の
が
一
七
団
体
に
一
五
六
区
、
合
併
特
例
の
も
の
が
三
〇

団
体
に
六
五
区
、
合
併
特
例
区
は
二
団
体
に
四
区
、
地
域
審
議
会
は
一
九
五
団
体
に
七
一
八
区
存
在
し
て
い
る
。
一
般
制
度
の
地
域
自
治

八
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区
は
、
団
体
数
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
設
定
さ
れ
て
い
る
自
治
区
は
一
・
三
倍
弱
ま
で
増
え
て
い
る
。
特
別
制
度
の
地
域
自
治
区
の
団
体

は
ほ
ぼ
八
〇
％
ま
で
、
区
は
ほ
ぼ
六
〇
％
に
減
少
し
て
い
る
。
合
併
特
例
区
は
団
体
数
が
三
分
の
一
に
、
区
の
数
は
四
分
の
一
に
ま
で
減

少
し
て
い
る
。
地
域
審
議
会
で
は
団
体
数
と
区
の
数
が
微
減
し
て
い
る
。
平
成
の
大
合
併
か
ら
本
年
（
平
成
二
五
年
）
四
月
ま
で
に
六
四
八

件
の
市
町
村
合
併
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
地
域
団
体
の
構
成
団
体
数
は
二
四
四
で
あ
り
、
合

併
市
町
村
の
四
〇
％
弱
の
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
滋
賀
県
に
は
合
併
特
例
の
地
域
自
治
区
が
近
江
八
幡
市
に

旧
安
土
町
を
対
象
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
地
域
審
議
会
は
高
島
市
に
合
併
前
の
五
町
一
村
そ
れ
ぞ
れ
を
範
囲
に
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。

滋
賀
県
の
地
方
自
治
行
政
は
、
県
が
最
初
に
定
め
た
七
つ
の
地
域
を
標
準
に
、
広
域
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
徹
底
し
て
い

く
こ
と
が
最
も
現
実
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
定
住
自
立
圏
制
度
を
見
た
場
合
、
草
津
市
と
栗
東
市
が
中
心
都
市
宣
言
を
す
れ
ば
、
南
部
地

域
は
複
眼
型
中
心
市
を
有
す
る
定
住
自
立
圏
と
な
る
。
東
近
江
市
が
中
心
都
市
宣
言
を
す
れ
ば
東
近
江
地
域
す
な
わ
ち
中
部
地
域
に
近
江

八
幡
市
と
日
野
町
と
竜
王
町
と
で
構
成
す
る
定
住
自
立
圏
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
湖
東
地
域
の
中
で
合
併
に

よ
っ
て
東
近
江
市
と
な
っ
た
旧
愛
東
町
と
湖
東
町
は
南
部
地
域
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

定
住
自
立
圏
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
地
域
を
見
て
い
く
と
、
残
る
大
津
地
域
は
合
併
に
よ
っ
て
大
津
市
一
市
で
構
成
さ
れ
る

地
域
と
な
り
、
県
人
口
の
四
分
の
一
を
占
め
る
県
の
中
心
都
市
と
し
て
独
自
の
行
政
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
高
島

地
域
は
前
述
の
よ
う
に
全
体
で
高
島
市
と
な
っ
て
お
り
、
合
併
前
の
五
町
一
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
を
土
台
と
し
た
、
新
し
い
形
の
自

治
行
政
の
展
開
を
模
索
し
て
い
る
地
域
と
い
え
る
。
甲
賀
地
域
に
位
置
す
る
甲
賀
市
と
湖
南
市
は
、
広
域
行
政
推
進
を
目
的
と
し
た
甲
賀

広
域
行
政
組
合
と
共
同
で
公
立
病
院
を
運
営
し
て
い
く
た
め
の
公
立
甲
賀
病
院
組
合
を
設
置
し
て
お
り
、
一
定
の
広
域
行
政
を
推
進
し
て

い
る
地
域
と
い
え
る
。
湖
北
地
域
で
は
長
浜
市
が
定
住
自
立
圏
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
区
域
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
市
で
あ
る
米
原
市

八
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と
の
間
で
、
甲
賀
地
域
と
同
様
に
広
域
行
政
を
目
的
と
し
た
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
と
、
長
浜
水
道
事
業
団
お
よ
び
湖
北
地
域
消

防
組
合
を
結
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
滋
賀
県
で
は
、
県
の
構
想
や
国
の
設
定
す
る
広
域
行
政
の
制
度
を
総
合
的
に
比
較
す
る
と
、
最
多
で
七
地
域
、
最
少
な
ら

二
地
域
に
区
分
可
能
と
な
る
。
七
地
域
を
人
口
と
面
積
で
み
て
い
く
と
、
大
津
地
域
は
人
口
三
三
万
人
強
（
二
四
％
）
で
面
積
四
六
四
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
強
（
一
二
％
）
で
あ
る
。
南
部
地
域
は
人
口
三
一
万
人
強
（
二
三
％
）
で
面
積
二
五
六
強
（
六
％
）
で
あ
る
。
甲
賀
地
域

は
人
口
一
四
万
人
強
（
一
〇
％
）
で
面
積
五
五
二
強
（
一
四
％
）
で
あ
る
。
高
島
地
域
は
人
口
五
万
人
強
（
四
％
）
で
面
積
六
九
三
強

（
一
七
％
）
で
あ
る
。
東
近
江
地
域
は
人
口
二
三
万
人
強
（
一
七
％
）
で
面
積
七
二
八
（
一
八
％
）
で
あ
る
。
湖
東
地
域
は
人
口
一
五
万
人
強

（
一
一
％
）
で
面
積
三
九
二
（
一
〇
％
）
で
あ
る
。
湖
北
地
域
は
人
口
一
六
万
人
強
（
一
二
％
）
で
面
積
九
三
一
強
（
二
三
％
）
と
な
っ
て
い

る
。
滋
賀
県
の
市
の
人
口
は
三
〇
万
人
を
超
え
て
中
核
市
と
な
っ
て
い
る
大
津
市
を
除
く
と
、
草
津
市
と
長
浜
市
が
一
二
万
人
強
、
東
近

江
市
と
彦
根
市
が
一
一
万
人
強
で
あ
る
が
、
残
り
は
一
〇
万
人
以
下
で
あ
る
。
米
原
市
は
四
万
人
程
度
で
現
在
の
市
の
要
件
（
五
万
人
以

上
）
を
満
た
し
て
い
な
い
。

一
〇
年
間
で
実
施
さ
れ
た
平
成
の
大
合
併
で
は
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
現
在
の
三
二
三
二
市
町
村
が
、
二
〇
〇
六

（
平
成
一
八
）
年
三
月
三
一
日
に
一
八
二
一
市
町
村
と
な
り
一
四
四
一
市
町
村
が
減
少
し
て
い
る
が
、
残
り
の
四
年
間
で
は
一
〇
〇
程
度
の

減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
国
は
、
前
半
は
実
際
に
合
併
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
が
、
後
半
で
は
広
域
連
合
な
ど
の
活
用

に
よ
る
実
質
的
な
合
併
の
推
進
を
示
唆
し
て
い
た
。
湖
東
定
住
自
立
圏
は
彦
根
市
を
中
心
と
す
る
一
市
四
町
の
圏
域
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

圏
域
全
体
の
広
域
行
政
を
目
的
と
し
た
湖
東
広
域
衛
生
管
理
組
合
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
愛
荘
町
を
除
い
た
一
市
三
町
の
間
で
は
彦

根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
や
大
滝
山
林
組
合
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
一
体
化
し
た
広
域
行
政
の
体
制
は
整
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
定
住
自
立

八
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圏
の
設
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
東
近
江
地
域
で
も
、
構
成
す
る
二
市
二
町
に
愛
荘
町
を
加
え
た
広
域
行
政
推
進
の
た
め
の
東
近
江
行
政
組

合
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
東
近
江
市
と
愛
荘
町
の
間
で
も
、
広
域
行
政
を
目
的
と
し
た
愛
知
郡
広
域
行
政
組
合
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
愛
荘
町
の
帰
属
地
域
を
明
確
に
す
る
必
要
も
な
い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
二
つ
の
地
域
で
も
広
域
行
政
の
体
制
は
整
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
南
部
地
域
で
は
定
住
自
立
圏
を
設
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
四
市
に
よ
る
広
域
連
合
を
設
定
す
る
こ
と
で
実
質
的
な
合
併
を
実
現

す
る
か
、
滋
賀
県
第
二
の
中
核
都
市
を
目
指
し
て
合
併
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
湖
北
地
域
に
お
い
て
も
二
市
の
合
併
あ
る
い
は
広
域

連
合
等
の
設
定
に
よ
る
実
質
的
な
合
併
か
を
推
進
す
る
道
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
滋
賀
県
で
は
県
が
設
定
し
た
七
つ
の
地
域
に
お
い
て
、
若
干
の
地
域
の
変
更
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
特

性
を
前
提
と
し
た
広
域
行
政
推
進
体
制
が
整
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
か
つ
て
大
津
湖
南
地
域
広
域
市
町
村
圏
が
設
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
圏
域
の
五
市
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
口
六
五
万
人
強
の
政
令
指
定
都
市
を
構
成
す
る
可
能
性
も
残
っ
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
隣
接
す
る
人
口
五
万
人
強
を
高
島
市
を
加
え
れ
ば
、
六
市
の
合
併
に
よ
り
七
〇
万
人
強
の
大
都
市
が
誕
生

す
る
。
さ
ら
に
地
方
生
活
圏
を
単
位
と
し
て
甲
賀
地
域
の
二
市
も
加
え
た
場
合
、
そ
こ
に
は
八
五
万
人
規
模
の
大
都
市
の
誕
生
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
内
部
に
地
域
審
議
会
等
の
準
自
治
体
を
適
正
に
配
置
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
類
似
し
た
準
自
治
体
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
の
大
合
併
が
一
〇
〇
〇
程
度
の
自
治
体
へ
の
合
併
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
平
均
人
口
は
一
二
万
人
程
度
と

な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
体
（
市
に
統
一
）
の
構
成
に
類
似
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
関
西
広
域
連
合
が
近
畿
州
に
移
行
す
る

か
否
か
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
広
域
自
治
体
の
拡
大
は
、
必
然
的
に
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
に
対
し
て
、
狭
域
的
（
身
近
な
）
行
政
を
担
当
す
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
等
の
準
自
治
体
を
整
備
し
て

八
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い
る
。
滋
賀
県
に
お
い
て
明
確
な
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
と
準
自
治
体
の
配
置
を
実
施
し
て
い
け
ば
、
滋
賀
県
は
平
成
の
大
合
併
後
の
日

本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
モ
デ
ル
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
地
域
と
い
え
る
（
23
）

。

註（
1
） 

滋
賀
県
の
実
態
に
関
し
て
は
、
滋
賀
県
総
合
計
画
部
統
計
課
編
『
し
が
統
計
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
二
〇
一
三
年
版
）』
七
頁
「
図
で
み
る
滋
賀
県

の
姿
二
〇
一
三
」「
一　

自
然
」（http://w

w
w
.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/handbook/handbook2013/index.htm

l#1

）
や
、
矢
野
恒
太
郎
記

念
会
編
『
デ
ー
タ
で
み
る
県
勢　

二
〇
一
三
版
』
同
記
念
会
・
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
発
行
、
市
町
村
要
覧
編
集
委
員
会
編
『
全
国
市
町
村
要
覧

﹇
平
成
二
四
年
版
﹈』
第
一
法
規
・
平
成
二
四
年
一
一
月
二
〇
日
、
国
土
地
理
協
会
編
『
住
民
基
本
台
帳
人
口
要
覧
（
平
成
二
四
年
版
）』
同
協
会
・

平
成
二
四
年
八
月
等
を
参
照
し
た
。

（
2
） 

福
井
県
に
関
し
て
は
、
福
井
県
政
策
統
計
・
情
報
課
編
『
福
井
県
統
計
年
鑑　

平
成
二
三
年
版
』「
1　

土
地　

2　

位
置
」（http://w

w
w
.

pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/youran/kensei25.htm
l

）
を
、
三
重
県
に
関
し
て
は
、
三
重
県
戦
略
企
画
部
統
計
課
編
『
三
重
県
の
あ
ら

ま
し
（
三
重
県
勢
要
覧
概
要
版
）』
平
成
二
五
年
六
月
、（http://w

w
w
.pref.m

ie.lg.jp/D
A
T
A
B
O
X
/yoran/yoran13/pdf/a-all.pdf

）
を
参
照

し
た
。

（
3
） 

滋
賀
県
統
計
課
・
前
掲
書
・
七
頁

（
4
） 

「
日
本
の
中
央
（
臍
）」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
領
土
の
緯
度
と
経
度
か
ら
考
え
る
と
、
東
経
一
三
五
度
と
北
緯
三
五

度
の
交
差
点
が
日
本
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
点
は
兵
庫
県
西
脇
市
に
あ
り
、
同
市
に
は
日
本
の
へ
そ
公
園
と
日
本
の
へ
そ
公
園
駅
が

お
か
れ
て
い
る
﹇
西
脇
市
編
「
日
本
の
へ
そ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」（http://w

w
w
.city.nishiw

aki.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m

aterial/fi les/group/

5/center%
20of%

20japan.pdf

）﹈。
緯
度
と
経
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
人
口
を
二
等
分
す
る
線
に
お
い
て
緯
度
線
と
経
度
線
が
交
わ
る
位
置
を

中
央
値
中
心
と
い
い
、
日
本
の
中
央
値
中
心
は
長
野
県
飯
田
市
付
近
に
あ
る
た
め
、
飯
田
市
は
「
日
本
の
へ
そ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（W

ikipedia

「
臍
」
の
な
か
の
「
中
心
の
比
喩
」
参
照
）。
ま
た
日
本
の
国
土
の
重
心
が
新
潟
県
糸
魚
川
市
で
あ
る
こ
と
はW

ikipedia

「
臍
」
の
中
の
「
重
心
の

八
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比
喩
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
人
口
の
重
心
の
推
移
）
に
つ
い
て
は
「
日
本
の
真
ん
中
に
つ
い
て
」
の
中
に
あ
る
「
日
本
の
人
口
重
心

の
推
移
」
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
（http://m

iraikoro.3.pro.tok2.com
/study/m

ekarauroko/C
enter_of_Japan.htm

）。

そ
の
ほ
か
に
も
何
ら
か
の
理
由
で
あ
る
地
点
を
日
本
の
中
心
（
臍
）
と
す
る
主
張
が
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
長
野

県
上
伊
那
郡
辰
野
町
の
、「
日
本
の
緯
度
経
度
が
〇
分
〇
〇
秒
で
交
わ
る
点
は
国
内
に
四
〇
カ
所
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
辰
野
町
の
ゼ
ロ
ポ

イ
ン
ト
は
「
日
本
の
地
理
的
中
心
で
あ
る
」
と
の
記
載
が
「
信
州
大
学
大
全
」（
元
長
野
県
立
歴
史
博
物
館
長　

市
川
健
夫
著
）
に
あ
り
ま
す
」
と

い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
地
点
に
近
い
鶴
ヶ
峰
に
「
日
本
の
中
心
の
標
」
を
設
置
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
﹇
長
野
県
辰
野
町
Ｈ
Ｐ
・「
日
本
の
地

理
的
中
心
〇
（
ゼ
ロ
）
ポ
イ
ン
ト
（http://w

w
w
.tow
n.tatsuno.nagano.jp/zeropoint.htm

l

）」﹈
こ
と
や
、
群
馬
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
群

馬
の
強
み　

〜
『
日
本
の
真
ん
中　

群
馬
県
』
〜
」
と
の
記
述
と
と
も
に
、
群
馬
県
を
中
心
に
円
を
描
く
と
、
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
県
ま
で
す
っ
ぽ

り
と
入
り
、
日
本
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
位
置
す
る
。
本
県
中
心
部
の
渋
川
市
に
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
東
征
の
帰
途
に
「
日
本
の
臍
石
（
へ
そ
い
し
）」

と
定
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
臍
石
」
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
渋
川
市
を
日
本
の
中
心
と
し
て
い
る
（http://w

w
w
.pref.gunm

a.jp/07/

b0900030.htm
l

）
こ
と
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
） 

安
土
城
に
関
し
て
はW

ikipedia

の
「
安
土
城
」
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
6
） 

滋
賀
県
の
歴
史
に
つ
い
て
は
大
津
市
『
統
計
お
お
つ
《
平
成
二
三
年
度
概
要
版
》』
と
読
売
新
聞
東
京
本
社
編
集
局
校
閲
部
編
『﹇
最
新
版
﹈
都

道
府
県
別
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
・
二
〇
一
〇
年
五
月
二
八
日
一
五
七
│
一
六
一
頁
を
参
照
し
整
理
し
た
。
ま
た
廃
藩
置
県
以
降
の
滋
賀

県
の
歴
史
は
読
売
新
聞
・
前
掲
書
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
7
） 

滋
賀
県
の
市
町
村
及
び
郡
の
変
遷
に
つ
い
て
は
滋
賀
県
『
県
政
情
報
』
の
中
の
「
県
内
の
市
町
村
一
覧
」
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
8
） 

法
務
省
統
計
局
「
人
口
推
計
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
日
現
在
）
│
全
国
：
年
齢
（
各
歳
）、
男
女
別
人
口
・
都
道
府
県
：
年
齢
（
五
歳
階
級
）、

男
女
別
人
口
│
（http://w

w
w
.stat.go.jp/data/jinsui/2011np/

）、
と
矢
野
・
前
掲
書
・
三
七
九
頁
参
照

（
9
） 

総
務
庁
自
治
行
政
局
市
町
村
課
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
現
在
）
の
概
要
」
を
参
照
し
て
整
理

し
た
。

（
10
） 

衆
議
院
地
方
行
政
調
査
室
編
『
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
審
議
概
要
』（
昭
和
四
九
年
）
二
〇
六
〜
二
一
五
頁
参
照八

六
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
八
〇
）

（
11
） 

森
川
洋
著
『
ド
イ
ツ
市
町
村
の
地
域
改
革
と
現
状
』
古
今
新
書
二
〇
〇
五
年
参
照

（
12
） 

広
域
行
政
圏
や
四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画
の
内
容
に
関
し
て
は
、
自
治
省
行
政
局
振
興
課
『
平
成
六
年
改
訂　

広
域
行
政
圏
要
覧
』

第
一
法
規
・
平
成
七
年
三
月
、
建
設
省
計
画
局
地
域
計
画
官
監
修
『
地
方
生
活
圏
要
覧　

昭
和
五
七
年
度
版
』（
財
）
地
域
開
発
研
究
所
・
昭
和

五
八
年
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
13
） 

琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
県
「『
琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
』
の
見
直
し
に
つ
い
て
」（
案
）
平
成

二
〇
年
一
一
月
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
14
） 

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
関
し
て
は
、
全
国
拠
点
都
市
地
域
整
備
推
進
協
議
会
編
『
地
方
拠
点
都
市
地
域
基
本
計
画
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
』
ぎ
ょ
う
せ

い
・
平
成
七
年
参
照
。
四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画
関
係
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
・
前
掲
書
参
照

（
15
） 

総
務
省
「
市
町
村
合
併
資
料
集
」（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/gappei/

）
か
ら
必
要
な
資
料
を
抜
粋
し
て
整
理
し
た
。
な
お
平
成
の
大
合
併

に
関
し
て
は
、
拙
論
文
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政　

│
平
成
の
大
合
併
と
定
住
自
立
圏
の
関
係
を
中
心
に
し
て
│
」
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研

究
』
第
四
六
巻
第
三
号
・
平
成
二
一
年
一
二
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

滋
賀
県
内
の
郡
と
市
町
村
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、「
都
道
府
県
市
町
村
（
デ
ー
タ
と
雑
学
で
遊
ぼ
う
）」
の
中
の
「
市
町
村
の
変
遷
情
報
」

（http://uub.jp/upd/shiga.htm
l

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
17
） 

滋
賀
県
『
し
が
統
計
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
二
〇
一
三
年
版
）』、『
県
政
情
報
』、
矢
野
記
念
会
・
前
掲
書
、
市
町
村
要
覧
編
集
委
員
会
・
前
掲
書
、

読
売
新
聞
・
前
掲
書
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
18
） 

数
字
は
滋
賀
県
『
県
勢
情
報
』
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
19
） 

総
務
省
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
研
究
会
『｢

平
成
の
合
併｣
の
評
価
・
検
証
・
分
析
』
六
〇
頁
〈
図
表
66
〉
や
総
務
省
「『
地
方
公
共
団
体
間

の
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
調
べ
（
平
成
二
四
年
七
月
一
日
現
在
）』
の
概
要
」
を
参
照
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
部
事
務
組
合
は
一
九
七
四

（
昭
和
四
九
）
年
に
は
三
〇
三
九
組
合
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
に
は
一
五
四
六
組
合
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
半

減
し
た
。
し
か
も
「
一
部
事
務
組
合
は
構
成
団
体
が
二
団
体
の
も
の
が
五
六
八
組
合
で
全
体
の
三
六
・
七
％
と
最
も
多
く
、
以
下
、
三
団
体
の
も
の

三
六
七
組
合
（
二
三
・
七
％
）、
四
団
体
の
も
の
二
〇
三
組
合
（
一
三
・
一
％
）
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
全
体
の
七
割
を
超
え
て
い
る
」
の

八
六
四



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
八
一
）

で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
一
部
事
務
組
合
が
ほ
ぼ
半
減
す
る
と
と
も
に
そ
の
構
成
市
町
村
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（http://

w
w
w
.soum

u.go.jp/iken/68246.htm
l

参
照
）。

（
20
） 
総
務
省
（
総
務
事
務
次
官
・
通
知
）｢

定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱｣

（
総
行
応
第
三
九
号
）
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
・
一
ペ
ー
ジ
：

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_new

s/s-new
s/2008/pdf/081226_5_2.pdf

）
参
照

（
21
） 

定
住
自
立
圏
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
『
定
住
自
立
圏
構
想
』
の
「
定
住
自
立
圏
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.soum

u.

go.jp/m
ain_content/000222500.pdf

）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
22
） 

地
域
審
議
会
、
一
般
制
度
の
地
域
自
治
区
、
合
併
特
例
の
地
域
自
治
区
、
合
併
特
例
区
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
の
地
域
自
治
組
織
に
対

す
る
二
つ
の
資
料
、（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/kouiki/pdf/H
20.4.1.pdf

）
と
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/gapei/sechijyokyo01.htm
l

）

を
対
比
し
て
作
成
し
た
。

（
23
） 

最
後
の
ま
と
め
は
総
務
省
の
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
（
概
要
）」
や
「
市
町
村
合
併
資
料
集
」
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
各
国
と
の
比

較
は
拙
論
文
・
前
掲
や
拙
著
『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
二
〇
〇
四
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

八
六
五





イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
三
八
三
）

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察

渡　
　

辺　
　

容
一
郎

Ⅰ
．
序　

論

Ⅱ
．「
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
論
（
政
党
内
部
に
お
け
る
変
化
）」
の
再
検
討

Ⅲ
．
保
守
党
党
首
選
挙
制
度
か
ら
見
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威

Ⅳ
．
結　

論

Ⅰ
．
序　

論

近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
従
来
的
な
「
大
統
領
対
議
会
」
と
い
う
図
式
が
崩
れ
、
議
院
内
閣
制
諸
国
で
一
般
的
な
「
与
党
対
野

党
」
の
対
立
状
況
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
関
し
て
も
、
そ
の
変
容
を
指
摘
す
る
見
解
が

八
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
八
四
）

数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
議
院
内
閣
制
諸
国
に
お
け
る
政
治
の
大
統
領
制
化
（presidentialization

）
な

い
し
人
格
化
（personalization

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
近
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
歴
代
首
相
の
な
か
で
も
、
特
に
ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
元
首
相
の
個
人
的
・
人
格

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
相
対
的
に
顕
著
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲

政
史
上
初
と
な
る
三
党
首
テ
レ
ビ
討
論
会
も
実
施
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
流
れ
と
傾
向
は
「
ア
メ
リ
カ

化
」（A

m
ericanization （

1
）

）
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

主
要
民
主
主
義
諸
国
で
見
ら
れ
る
「
政
治
の
大
統
領
制
化
」
に
つ
い
て
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
（T

hom
as P

oguntke

）
や
ウ
ェ
ブ
（P

aul 

W
ebb

）、
あ
る
い
は
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
（R

ichard H
eff ernan

）
ら
に
よ
っ
て
、T

he P
resid

entialization of P
olitics  A

 C
om

parative 

S
tu

d
y of M

od
ern

 D
em

ocracies 

（2005
）
で
詳
細
に
比
較
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
政
治
の
大
統
領
制
化

と
は
「
執
政
府
内
部
お
よ
び
政
党
内
部
で
、
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
と
自
主
性
が
増
大
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
選
挙
過
程
で
、

リ
ー
ダ
ー
の
果
た
す
役
割
や
重
要
性
が
従
来
以
上
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
」
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
院
内
閣
制
の
枠
内
で
内
閣
や

政
党
が
主
体
と
な
る
「
集
団
中
心
型
」
政
治
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
一
人
の
リ
ー
ダ
ー
を
軸
と
し
た
「
個
人

中
心
型
」
政
治
へ
シ
フ
ト
し
て
い
く
傾
向
な
い
し
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、
政
治
の
大
統
領
制
化
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ブ
レ
ア
時
代
に
生
じ
た
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
連
立

政
権
形
成
期
（
二
〇
一
〇
年
頃
）
に
お
け
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
（D

avid C
am

eron
）
保
守
党
党
首
・
首
相
の
事
例
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。
先
ず
、T

h
e P

resid
en

tialization
 of P

olitics

の
な
か
で
、
大
統
領
制
化
現
象
に
関
す
る
「
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
」
を
執
筆
し
た
ヘ

フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
の
所
論
の
一
部
（
政
党
内
部
に
お
け
る
変
化
）
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
論
旨
や
問
題
点
な
ど
を
明
ら

八
六
八



イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
三
八
五
）

か
に
す
る
。
次
に
、
連
立
政
権
形
成
期
に
見
ら
れ
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
着
目
す
る
。
主
に
「
保
守
党
党
首
選
挙

制
度
」
の
民
主
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
院
内
保
守
党
、
あ
る
い
は
、
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg

）
自
由
民
主
党
（
以
下
、
自

民
党
）
と
の
関
係
な
ど
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
が
大
統
領
制
化
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
近
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
独
自
の
評
価
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ
．「
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
論
（
政
党
内
部
に
お
け
る
変
化
）」
の
再
検
討

⑴　

ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
、
ウ
ェ
ブ
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
論
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
を
主
張
す
る
前
述
の
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
や
ウ
ェ
ブ
ら
の
見
解
に
従
う
と
、
基
本
的
に
は
「
執
政
府
」「
政

党
」
そ
し
て
「
選
挙
過
程
」
と
い
う
三
つ
の
側
面
で
大
統
領
制
化
は
発
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
所
論
を
簡
潔
に
要
約
し

て
み
る
と
、
お
よ
そ
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
議
会
制
民
主
主
義
の
政
治
は
、
従
来
以
上
に
大
統
領
制
の
政
治
に
近
い
論
理
で
動
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た

（
2
）

。
イ
ギ
リ
ス
の
首

相
は
、
も
は
や
単
な
る
「
同
輩
中
の
首
席
」（fi rst am

ong equals
）
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
以
上
に
極
め
て
強
力
な
存
在
で
あ
る
こ
と
も
論
証

で
き
る
。
集
団
主
導
型
執
政
府
を
そ
の
特
徴
と
す
る
議
院
内
閣
制
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
人
格
化
さ
れ
た
権
力
を
首
相
（
与
党
党
首
）

が
行
使
で
き
た
場
合
、
執
政
府
の
形
態
も
相
対
的
に
個
人
主
導
型
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
元
来
、
執
政
府
内

で
の
権
威
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
よ
り
低
か
っ
た
（
イ
ギ
リ
ス
）
首
相
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
権
威
は
拡
大
化
の
方
向
に
大
き
く
進
ん
で
い
く

（
3
）

か
ら
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
大
統
領
的
首
相
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
の
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
と
ブ

レ
ア
の
二
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
年
に
渡
る
一
連
の
累
積
的
構
造
変
化
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
首
相
の
自
由
裁
量
権
が
比
較
的
大
き

い
イ
ギ
リ
ス
議
院
内
閣
制
な
ら
で
は
の
伝
統
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
党
首
の
伝
統
的
な
党
内
権
力
も
増
大
し
た
ほ
か
、
選
挙
過
程
ま
で
人

格
化
し
て
い
っ
た
た
め
、
こ
の
変
化
は
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
と
な
っ
た

（
4
）

。

結
局
の
と
こ
ろ
、「
政
党
党
首
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
次
第
に
中
核

的
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
が
現
代
政
治
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
優

れ
て
い
れ
ば
、
党
首
と
し
て
の
権
力
も
当
然
認
め
て
も
ら
え
る
が
、
そ
れ
は
党
の
欲
し
が
る
公
共
財
、
つ
ま
り
選
挙
で
の
人
気
や
政
策
面

で
の
成
功
を
党
に
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
限
ら
れ
る

（
5
）

」。

イ
ギ
リ
ス
の
現
状
を
、
前
述
し
た
三
つ
の
側
面
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
ず
「
選
挙
過
程
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
政
党
は
そ
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
党
首
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
メ
デ
ィ
ア
も
ま
す

ま
す
党
首
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
従
来
以
上
に
候
補
者
中
心
型
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
な
っ
た
の

は
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
テ
レ
ビ
が
全
国
規
模
で
普
及
し
て
い
き
、
階
級
に
基
づ
く
政
治
も
弱
め
ら
れ

て
い
っ
た
。
次
に
「
政
党
」
の
側
面
に
つ
い
て
は
、「
今
日
の
主
要
政
党
党
首
は
、
か
な
り
多
く
の
点
で
、
一
九
八
〇
年
代
当
時
以
上
に

強
い
権
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
し
、
政
党
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
お
い
て
党
首
が
決
定
的
役
割
を
果
た
す
限
り
、
党
首
評

価
の
間
接
的
意
味
は
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
執
政
府
」
の
側
面
で
は
、

首
相
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
な
「
執
政
オ
フ
ィ
ス
」
が
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
構
造
的
変
化
を
通
じ
て
従
来
以
上
に
大
規
模
か

つ
一
元
的
に
発
達
し
た
。
そ
の
結
果
、
執
政
府
内
部
で
首
相
の
行
使
で
き
る
潜
在
的
権
力
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
点
が
、
お
そ
ら
く
最

八
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重
要
の
現
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

（
6
）

。

さ
ら
に
同
書
で
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
大
統
領
制
化
に
共
通
す
る
原
因
を
「
構
造
的
要
因
」
と
「
偶
然
的
要
因
」
と
に
区
別
し
た

う
え
で
、
両
者
の
言
わ
ば
関
数
こ
そ
、
政
治
の
大
統
領
制
化
で
あ
る
と
し
た
。
前
者
に
は
「
政
治
の
国
際
化
」「
政
府
機
構
の
拡
張
と
複

雑
化
」「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
そ
し
て
「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
（cleavage

）
の
弱
体
化
」
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者
は

「
政
治
的
文
脈
」
と
「
リ
ー
ダ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
求
め
ら
れ
る

（
7
）

。

多
少
雑
駁
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
、
そ
し
て
ポ
グ
ン
ト
ケ
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
よ
う
な
内
容
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
側
面
の
う
ち
、「
執
政
府
」
そ
し
て
「
選
挙
過
程
」
の
側
面
に
対
す
る
説
明

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
い
。

先
ず
「
執
政
府
」
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以
降

「
執
政
府
の
長
が
自
由
に
利
用
で
き
る
資
源
の
増
加
」
が
漸
進
的
に
進
展
し
た
の
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
変
化
は
、
具
体
的
に
は

「
中
央
行
政
機
構
の
発
展
・
変
化
」（
例
え
ば
、
内
閣
府
の
設
置
や
首
相
官
邸
ス
タ
ッ
フ
・
側
近
の
増
強
、
各
種
「
内
閣
委
員
会
」
や
「
特
別
の
大
臣

委
員
会
」
な
ら
び
に
「
首
相
・
大
臣
の
二
者
会
合
」
の
増
加
等
に
伴
う
「
閣
議
」
の
形
骸
化
と
相
対
的
地
位
低
下
）
と
い
う
形
に
な
っ
て
表
れ
た
。

そ
こ
に
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ
レ
ア
と
い
っ
た
リ
ー
ダ
ー
の
人
格
や
「
上
意
下
達
」
的
統
治
ス
タ
イ
ル
と
い
う
偶
然
的
要
因
が
加
わ
る
こ
と

で
、
執
政
府
内
で
の
首
相
の
権
威
が
従
来
以
上
に
高
ま
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
首
相
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
よ
う

に
振
る
舞
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
な
っ
た
。

次
に
「
選
挙
過
程
」
に
眼
を
向
け
る
と
、
彼
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
け
る
党
首
の
重
要
性
も
確
か
に
増
大
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し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
党
首
の
私
生
活
や
イ
メ
ー
ジ
な
ど
党
首
「
個
人
」
の
動
向
に
注
目
し
や
す
い
テ
レ
ビ
な
ど
、
電

波
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
（
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
）
を
通
じ
て
、
選
挙
そ
の
も
の
が
「
候
補
者
（
個
人
）
中
心
」
型
に
な
っ
て

い
く
の
は
当
然
の
流
れ
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

因
み
に
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ス
タ
イ
ル
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
の
変
化
の
タ
ー
ニ
ン

グ
・
ポ
イ
ン
ト
は
三
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
は
、
テ
レ
ビ
映
り
を
意
識
し
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
現
代

化
・
専
門
化
し
た
と
さ
れ
る
一
九
七
九
年
総
選
挙
時
。
二
つ
目
の
そ
れ
は
、
二
大
政
党
と
も
、
党
首
の
個
人
的
ア
ピ
ー
ル
を
重
視
す
る
新

た
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
こ
と
で
、「
党
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
」
イ
コ
ー
ル
「
党
首
の
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
党
首
効
果
」
次
第

と
い
う
傾
向
が
定
着
し
た
一
九
八
七
年
総
選
挙
の
頃
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ク
リ
ン
ト
ン
（W

illiam
 C

linton

）

陣
営
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ス
タ
イ
ル
か
ら
学
ん
だ
教
訓
を
ブ
レ
ア
労
働
党
が
存
分
に
活
用
し
た
結
果
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
を
地
滑
り
勝
利
に

導
い
た
と
さ
れ
る
一
九
九
七
年
総
選
挙
時
が
そ
れ
で
あ
る

（
8
）

。
い
ず
れ
も
、
現
代
型
メ
デ
ィ
ア
（
テ
レ
ビ
）
重
視
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
、
そ

れ
に
伴
う
「
党
首
イ
メ
ー
ジ
」
が
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
執
政
府
」
お
よ
び
「
選
挙
過
程
」
の
大
統
領
制
化
は
、
中
・
長
期
的
か
つ
構
造
的
な
変
化
を
重

視
す
る
限
り
一
応
説
得
力
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
文
脈
や
リ
ー
ダ
ー
の
個
性
と
い
っ
た
偶
然
的
要
因
次
第
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

「
執
政
府
」
な
ら
び
に
「
選
挙
過
程
」
と
い
う
側
面
で
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
彼
ら
の
主
張
に
も
、
納
得
が
い
く
わ
け

で
あ
る
。

八
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⑵　
「
政
党
」
内
部
に
お
け
る
大
統
領
制
化
に
つ
い
て

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
は
、「
執
政
府
」
お
よ
び
「
選
挙
過
程
」
の
側
面
と
、
そ
れ
ら

の
変
化
に
関
し
て
は
、
比
較
的
多
く
の
頁
を
使
っ
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
「
政
党
」
の
側
面
と
、
そ
の
変
化
に
関
し
て
は
、

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
分
量
を
割
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
三
つ
の
側
面
に
関
す
る
説
明
の
配
分
が
全
体

と
し
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
感
が
、
ど
う
し
て
も
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
は
「
…
…
（
院
内
政
党
・
院
外
政
党
を
問
わ
ず
）
党
内
関
係
が
原
因
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
も

党
首
の
事
実
上
の
自
主
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
、
大
統
領
制
化
と
い
う
命
題
を
通
じ
て
分
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

（
9
）

」

と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
と
ブ
レ
ア
党
首
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
論
究
の
対
象
と

な
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
関
し
て
は
若
干
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、「
政
党
」
と
い
う
側
面
に
関
す
る
彼
ら
の
「
総
論
的
」

見
解
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
二
つ
の
部
分
か
ら
再
検
討
し
て
み
た
い
。

①　
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
と
党
首
の
重
要
性

政
治
の
大
統
領
制
化
を
引
き
起
こ
す
四
つ
の
構
造
的
要
因
と
し
て
、「
政
治
の
国
際
化
」「
政
府
機
構
の
拡
張
と
複
雑
化
」「
マ
ス
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
そ
し
て
「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
弱
体
化
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
四
つ
の
構
造
的
諸
要
因
が
「
政
治
的
文
脈
」
と
「
リ
ー
ダ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
偶
然
的
要
因
に
左
右
さ
れ
た

結
果
、
既
述
の
三
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
「
執
政
府
」
内
部
、「
政
党
」
内
部
、「
選
挙
過
程
」
全
般
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

「
大
統
領
制
化
」
と
呼
ば
れ
る
形
で
発
現
す
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
統
領
制
化
が
発
現
す
る
そ
れ
ら
三
つ
の
側
面
は
相
互
関
連
性
を

も
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
選
挙
過
程
で
表
れ
た
大
統
領
制
化
が
、
そ
れ
以
外
の
執
政
府
内
部
お
よ
び
政
党
内
部
で
の
変
化
・
大
統
領
制
化

八
七
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に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
そ
の
逆
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
の
所
論
に
従
う
と
、
偶
然
的
要
因
に
影
響
さ
れ
つ
つ
も
、「
政
党
」
内
部
の
大
統
領
制
化
を
直
接
促
す
「
構
造
的
要
因
」
は
、
上

記
の
四
つ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
テ
レ
ビ
の
普
及
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
画
像
の
発
達
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構

造
の
変
化
」
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
執
政
府
」
内
部
で
の
変
化
（
大
統
領
制

化
）
と
「
選
挙
過
程
」
全
般
の
変
化
（
大
統
領
制
化
）
を
通
じ
て
、「
政
党
」
内
部
に
お
け
る
党
首
の
権
威
や
権
力
資
源
、
あ
る
い
は
自
主

性
な
ど
が

│
ア
メ
リ
カ
大
統
領
並
み
に

│
増
大
す
る

（
10
）

と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
雑
誌
な
ど
を
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
扱
う
メ
デ
ィ
ア
側
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
民
の
間
で
人
気
の
高
い
党
首
や
首
相
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
で
、
視
聴
率
や
購
読
者
数
が
上
昇
す
る
可
能
性
も
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
理
論
的
に
も
実
際
面
で

も
、
ま
す
ま
す
リ
ー
ダ
ー
「
個
人
」
主
導
型
の
政
治
運
営
に
見
え
や
す
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
政
治
の
大
統
領
制
化
も
主
張
し

や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
少
疑
問
も
残
る
。
例
え
ば
、
近
年
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ
レ
ア
、
あ
る
い
は
、
元
労
働
党

党
首
キ
ノ
ッ
ク
（N

eil K
innock

）
な
ど
一
部
の
ケ
ー
ス
に
は
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
「
首
相
」
で
も
メ
ー
ジ
ャ
ー
（John 

M
ajor

）
や
ブ
ラ
ウ
ン
（G

ordon B
row

n

）
の
ケ
ー
ス
に
ま
で
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
政
治
の

大
統
領
制
化
」
と
言
っ
て
も
、
評
価
し
た
り
分
析
し
た
り
す
る
側
の
主
観
が
比
較
的
入
り
や
す
く
、
し
か
も
実
際
は
〝
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・

ケ
ー
ス
〞
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
個
性
や
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
得
る
か
ど

う
か
と
い
う
「
偶
然
的
要
因
」
に
左
右
さ
れ
や
す
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
適
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 八

七
四
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②　
「
選
挙
過
程
」
に
お
け
る
党
首
の
重
要
性
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
二
大
政
党
に
お
い
て
「
党
首
」
の
位
置
づ
け
や
権
力
が
徐
々
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
原
因
は
、
選
挙
上
の
要
請
に
よ

る
部
分
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
選
挙
に
勝
利
を
収
め
て
政
権
を
獲
得
し
た
り
維
持
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

「
党
首
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
党
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
ほ
う
が
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
現
代
イ
ギ

リ
ス
主
要
政
党
活
動
の
中
核
が
、
も
は
や
「
党
員
」
で
は
な
く
「
党
首
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

う
し
た
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
総
選
挙
な
ど
に
お
い
て
、
こ
の
現
職
「
党
首
」
の
下
で
勝
利
し
続
け
る
限
り
、
必
然
的
に
党
首
の
権
力
や
自

主
性
も
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

（
11
）

。
構
造
的
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
異
論
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
特
殊
な
「
政
治
的
文
脈
」
の
な
か
で
個
性
的
な
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
も
つ
リ
ー
ダ
ー
」
が
登
場
す
る
か
ら

こ
そ
、
そ
こ
に
主
要
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
が
集
ま
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
、

ブ
レ
ア
両
元
首
相
の
事
例
と
、
メ
ー
ジ
ャ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ン
両
元
首
相
の
事
例
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ
レ
ア
時

代
に
保
守
党
党
首
を
務
め
て
い
た
ヘ
イ
グ
（W

illiam
 H

ague

）
や
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

）、
あ
る
い
は
、
ハ
ワ
ー
ド

（M
ichael H

ow
ard

）
各
党
首
の
動
向
に
対
す
る
当
時
の
主
要
メ
デ
ィ
ア
の
取
り
扱
い
や
注
目
度
、
そ
れ
に
伴
う
保
守
党
支
持
や
総
選
挙
結

果
の
低
迷
ぶ
り
（
一
九
九
七
年
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
五
年
各
総
選
挙
三
回
連
続
敗
北
）
を
見
て
も
、
ほ
ぼ
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
彼
ら
の
「
総
論
的
」
見
解
を
イ
ギ
リ
ス
の
実
際
の
事
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
と
、
大
統
領
制
化
の
中
・
長
期
的

な
構
造
的
要
因
に
関
し
て
は
、
理
論
上
大
き
な
問
題
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
政
党
」
内
部
の
変
化
や
、
政
党
と
い
う

側
面
か
ら
見
た
「
党
首
」
な
い
し
「
首
相
」
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
偶
然
的
要
因
に
も
か
な
り
左
右
さ
れ
る
し
、
政
治
的
文
脈
や

リ
ー
ダ
ー
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
次
第
で
、
大
統
領
（
制
）
的
に
見
え
た
り
見
え
な
か
っ
た
り
す
る
可
能
性
も
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。

八
七
五
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そ
こ
で
今
度
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
の
事
例
を
ポ
グ
ン
ト
ケ
や
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
、
ウ
ェ
ブ
の
「
各
論
的
」
見
解
と
照
ら
し
合
わ
せ
な

が
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
具
体
的
に
ど
の
程
度
ま
で
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
的
リ
ー
ダ
ー
」
に
近
づ
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

Ⅲ
．
保
守
党
党
首
選
挙
制
度
か
ら
見
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威

「
政
党
」
の
側
面
で
見
ら
れ
る
「
大
統
領
制
化
」
の
一
般
的
指
標
な
い
し
基
準
と
し
て
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
以
下
の
六
つ
の

諸
要
素
・
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
党
内
で
の
党
首
権
力
（
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
）
に
関
し
て
、

ⓐ　

党
規
の
改
正
に
よ
っ
て
、
党
首
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
が
増
大
す
る
こ
と

ⓑ　

党
首
直
接
選
挙
が
制
度
化
し
て
い
く
こ
と

ⓒ　

資
金
お
よ
び
人
事
面
で
党
首
事
務
局
が
発
達
す
る
こ
と

ⓓ　

党
綱
領
と
は
別
の
「
綱
領
」
を
党
首
が
自
主
的
に
作
る
能
力
が
発
達
す
る
こ
と

ⓔ　

政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
政
治
動
員
の
場
で
国
民
投
票
モ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と

（
党
首
が
、
党
内
活
動
家
や
派
閥
の
領
袖
た
ち
と
の
接
触
以
上
に
、
地
方
「
草
の
根
」
党
員
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
い
る

か
ど
う
か
）

ⓕ　

最
古
参
の
政
党
政
治
家
で
な
い
人
物
が
党
首
選
挙
で
主
要
候
補
者
に
な
る
な
ど
、
そ
の
人
物
に
人
格
化
さ
れ
た
信
頼
が
あ
る
こ
と

（
12
）

八
七
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先
ず
、
本
章
で
は
、
特
に
重
要
な
い
く
つ
か
の
指
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
保
守
党
の
事
例
を
な
る
べ
く
具
体
的
に
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
因
み
に
、
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
な
る
重
要
な
指
標
は
、
ⓐ
、
ⓑ
、
ⓕ
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
な
り
の
評
価
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
章
で
検
討
し
な
い
（
で
き
な
い
）
残
り
の
三
つ
、
す
な
わ
ち
ⓒ
、
ⓓ
、
ⓔ
に
つ
い
て
も
予
め
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
先
ず

ⓒ
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
事
務
局
の
発
達
を
明
確
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
保
守
党
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
事
務
局
が
存
在

し
な
く
て
も
伝
統
的
に
幅
広
い
人
事
権
等
が
党
首
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ⓓ
に
つ
い
て
も
、
一
八
三
五
年
総
選
挙
運
動
中
、
当
時
の

首
相
ピ
ー
ル
（R

obert P
eel

）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
全
国
向
け
に
公
表
さ
れ
た

│
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と

さ
れ
る

│
「
タ
ム
ワ
ー
ス
宣
言
」（the T

am
w
orth M

anifesto

）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
能
力
な
い
し
権
限
は
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
元
来
、
リ
ー
ダ
ー
（
首
相
）
固
有
の
特
権
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
し
て
ⓔ
に
つ
い
て
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
を
例
外
と
し
て
、

歴
代
の
保
守
党
党
首
は
、
基
本
的
に
こ
う
い
う
も
の
を
積
極
的
に
利
用
し
た
り
重
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。

で
は
、
順
番
ど
お
り
で
は
な
い
が
、
ⓕ
「
最
古
参
の
政
党
政
治
家
で
な
い
人
物
が
党
首
選
挙
で
主
要
候
補
者
に
な
る
な
ど
、
そ
の
人
物

に
人
格
化
さ
れ
た
信
頼
が
あ
る
こ
と
」
か
ら
早
速
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴　

党
首
就
任
年
齢
の
若
年
化
と
党
首
就
任
の
早
期
化

「
人
格
化
さ
れ
た
信
頼
」
が
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
あ
る
種
の
カ
リ
ス
マ
的
魅
力
を
備
え
た
人
物
と
し
て
公
選
党
首
に
就
任
し
た

事
例
は
、
ブ
レ
ア
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
は
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
場
合
、
党
首
就
任
当
時
は
「
主

要
閣
僚
経
験
が
な
い
」
こ
と
と
、「
女
性
」
と
い
う
点
で
注
目
を
集
め
た
が
、
む
し
ろ
一
九
八
二
年
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
勝
利
と
、

そ
れ
に
伴
う
一
九
八
三
年
総
選
挙
で
の
連
続
勝
利
を
経
て
、
よ
う
や
く
本
人
に
カ
リ
ス
マ
的
存
在
感
や
党
内
権
威
が
生
じ
た
と
も
言
え
る

八
七
七
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の
で
あ
る
。
表
1
、
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
事
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、（
一
九
六
五
年
以
降
）
党
首
公
選
制
が
導
入
さ
れ
た
現
在
で

は
、
ベ
テ
ラ
ン
政
治
家
や
老
練
な
議
会
人
で
な
く
て
も
、
大
衆
的
人
気
が
あ
っ
た
り
、
党
内
か
ら
一
定
の
支
持
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
党
首

選
挙
に
立
候
補
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
や
キ
ャ
リ
ア
に
関
係
な
く
、「
若
手
」
も
し
く
は
当
選
回
数
一
〜
二
回
で
も
党

首
に
就
任
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。

イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
、
こ
う
し
た
要
素
が
画
期
的
か
つ
現
代
的
な
現
象
と
言
え
る
の
は
、
首
相
つ
ま
り
党
首
と
い
う
も
の
は
、
元
来
、

豊
富
な
議
員
歴
や
閣
僚
経
験
な
ど
を
も
っ
た
比
較
的
高
齢
で
ベ
テ
ラ
ン
議
会
人
の
最
終
目
標
、
双
六
で
言
え
ば
、
一
種
の
「
あ
が
り
」
的

な
地
位
・
役
職
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
政
治
家
と
し
て
の
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
政
治
小
説
『
め
ざ
せ
ダ
ウ
ニ
ン

グ
街
一
〇
番
地
』
の
な
か
で
、
そ
の
原
作
者
の
ア
ー
チ
ャ
ー
（Jeff rey A

rcher

）
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
党
首
の
一
般
的
経
歴

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

「（
両
党
首
は
）
と
も
に
一
九
六
四
年
に
下
院
入
り
を
果
た
し
、
二
十
五
年
間
の
下
院
議
員
歴
の
な
か
で
輝
か
し
い
経
歴
を
築
き
あ
げ
て
い

た
。
両
者
合
わ
せ
て
貿
易
、
国
防
、
外
務
、
大
蔵
の
各
大
臣
を
歴
任
し
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
党
の
党
首
に
選
ば
れ
て
い
た

（
14
）

」。

し
か
し
な
が
ら
表
1
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
現
在
で
は
、
一
九
六
五
年
の
党
首
選
挙
制
度
導
入
や
、
一
九
九
四
年
に
お
け
る
労
働
党

で
の
「
一
党
員
、
一
票
」
制
度
（one m

em
ber, one vote

、
以
下
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
）
採
用
な
ど
に
よ
っ
て
、
比
較
的
若
く
、
議
員
歴
や
主
要

閣
僚
経
験
の
浅
い
人
物
で
も
党
首
に
就
任
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
閣
内
で
も
比
較
的
「
軽

八
七
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表
1
　
保
守
党
歴
代
党
首
（
1935～

2013年
）

党
首
就
任
ま
で
の
議
員
歴
（
年
）

党
首
就
任
時
の
年
齢
（
歳
）

党
首
在
職
期
間
（
年
）

ボ
ー

ル
ド

ウ
ィ

ン
（

1923～
37）

15
55

14

ネ
ヴ

ィ
ル

・
チ

ェ
ン

バ
レ

ン
（

1937～
40）

19
68

　3

チ
ャ

ー
チ

ル
（

1940～
55）

38
66

15

イ
ー

デ
ン

（
1955～

57）
31

58
　2

マ
ク

ミ
ラ

ン
（

1957～
63）

30
62

　7

ダ
グ

ラ
ス

＝
ヒ

ュ
ー

ム
（

1963～
65）

15
60

　2

＜
以
下
、
旧
党
首
選
挙
制
度
（
党
下
院
議
員
の
み
の
秘
密
投
票
）
に
基
づ
く
公
選
党
首
＞

ヒ
ー

ス
（

1965～
75）

15
49

10

サ
ッ

チ
ャ

ー
（

1975～
90）

15
49

15

メ
ー

ジ
ャ

ー
（

1990～
97）

11
47

　6

ヘ
イ

グ
（

1997～
01）

　8
36

　4

＜
以
下
、
現
行
党
首
選
挙
制
度
（
党
下
院
議
員
投
票
で
の
候
補
者
絞
り
込
み
⇨
1
党
員
1
票
の
上
位
2
名
決
選
投
票
）
に
基
づ
く
公
選
党
首
＞

ダ
ン

カ
ン

ス
ミ

ス
（

2001～
03）

　9
47

　2

ハ
ワ

ー
ド

（
2003～

05）［
無

投
票

当
選

］
［

41
62

　2
］

キ
ャ

メ
ロ

ン
（

2005～
　

）
　4

39
─

出
典

　
D
ennis K

avanagh, B
ritish

 P
olitics, fourth edition, 2000, p. 104な

ど
に

基
づ

き
作

成
。
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い
」
と
さ
れ
る
教
育
・
科
学
相
程
度
の
大
臣
経
験
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
現
職
党
首
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
に

挑
戦
し
、
一
九
七
五
年
党
首
選
挙
で
勝
利
を
収
め
た
。
ブ
レ
ア
の
場
合
、
労
働
党
党
首
就
任
前
に
経
験
し
た
影
の
大
臣
ポ
ス
ト
は
、
重
要

な
野
党
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
除
け
ば
、
影
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
相
、
影
の
雇
用
相
、
影
の
内
相
程
度
で
あ
る
（
つ
ま
り
閣
僚
経
験
が
な
い
）。
そ

し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
至
っ
て
は
、
野
党
時
代
に
影
の
教
育
・
技
能
相
程
度
し
か
経
験
せ
ず
、
当
選
回
数
わ
ず
か
二
回
で
党
首
選
挙
に
勝
利

を
収
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
や
は
り
党
下
院
議
員
や
党
員
に
よ
る
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
ⓑ
の
党
首
直
接
選
挙
の
制
度
化
が
大
き

な
役
割
の
一
つ
を
果
た
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
要
因
と
し
て
は
、
近
年
著
し
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
選
挙
に

勝
つ
こ
と
を
何
よ
り
優
先
す
る
「
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
化
」（
Ａ
．
パ
ー
ネ
ビ
ア
ン
コ
）
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
述
の
「
選
挙
過
程
」
や
「
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
」
が
、
こ
こ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と

推
察
す
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
ⓐ
「
党
規
の
改
正
に
よ
っ
て
、
党
首
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
が
増
大
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
導
入
に
も
直
接
関
係
す
る
、
保
守
党
に
お
け
る
ⓑ
「
党
首
直
接
選
挙
が
制
度
化
し
て
い
く
こ
と
」

（
一
九
九
八
年
）
の
真
の
目
的
と
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑵　

一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
党
内
改
革
と
党
首
選
挙
制
度
の
重
要
性

イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
変
化
に
つ
い
て
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
は
、
党
員
へ
の
党
首
選
挙
権
付
与
に
象
徴
さ
れ
る
「
党
内
民
主
化
」

に
注
目
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
大
敗
北
直
後
の
メ
ー
ジ
ャ
ー
党
首
・
首
相
引
責
辞
任
に
伴
い
、
一
九
九
七
年
党

首
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
ヘ
イ
グ
新
党
首
（
当
時
）
の
党
内
改
革
の
内
容

│
一
九
九
八
年
保
守
党
刊
行
の
冊
子
『
新
し
い
未
来
』（F

resh
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F
u

tu
re

）

│
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
党
内
改
革
（
民
主
化
）
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

「『
新
し
い
未
来
』
で
提
案
さ
れ
た
改
革
内
容
は
、
一
九
九
八
年
三
月
、
党
員
た
ち
の
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
統
一
さ

れ
成
文
化
さ
れ
た
党
規
約
が
初
め
て
保
守
党
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
し
い
党
規
約
の
内
容
で
最
も
著
し
い
特
徴
の
一
つ

は
、
選
挙
区
協
会
の
法
的
自
主
性
が
失
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
党
組
織
お
よ
び
党
資
金
に
関
し
て
保
守
党
選
挙
区
協
会
は
、
今
や
多
く
の

点
で
党
中
央
の
権
威
に
正
式
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
従
来
の
伝
統
を
根
本
か
ら
否
定
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

（W
ebb 2000: C

h. 7

）。
政
策
決
定
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
年
次
党
大
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
会

議
は
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
て
も
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
党
首
こ
そ
党
政
策
の
完
全
な
る
源
泉
だ
と
い

う
伝
統
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
他
方
で
、
保
守
党
の
地
方
組
織
・
党
員
は
、
議
員
候
補
者
選
考
に
関
し
て
長
年
保
持
し
て
き
た
そ
の
独

立
的
地
位
の
多
く
を
手
放
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
党
員
に
は
、
欧
州
議
会
選
挙
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
議
会
選
挙
・
ロ
ン
ド
ン
市
議

会
選
挙
・
ロ
ン
ド
ン
市
長
選
挙
で
の
候
補
者
選
考
権
す
ら
、
新
た
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（C

onservative P
arty 

1998: 22-3 （
15
）

）」。

保
守
党
内
民
主
化
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
文
字
ど
お
り
「
保
守
」
的
な
党
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
狙
い
も
垣
間
見

ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
党
首
を
中
心
と
し
た
党
全
体
の
中
央
集
権
的
構
造
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
と
い
う
印
象
も
受
け
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
党
規
改
正
を
通
じ
て
、
ⓐ
の
党
首
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
が

│
保
守
党
の
場
合
、
従
来
以
上
に

│
増
大
し

た
の
か
ど
う
か
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
も
認
め
る
よ
う
に
、
保
守
党
内
政
策
決
定
と
い
う
重
要
な
部
分
は
、
ほ

八
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と
ん
ど
民
主
化
し
て
お
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
「
党
首
」
と
そ
の
側
近
、
そ
し
て
「
一
部
の
幹
部
議
員
（
閣
僚
級
の
議
員
、
野
党
時
は
「
影
の

内
閣
」
の
メ
ン
バ
ー
）」
の
専
権
事
項
の
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
保
守
党
党
首
の

│
相
対
的
に
常
に
大
き
い

│
戦

略
的
自
主
性
や
党
エ
リ
ー
ト
議
員
の
そ
れ
は
、
従
来
ど
お
り
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残
っ
て
い
る

（
16
）

」
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
し
、
そ
の
ほ
う
が

確
か
に
無
難
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
改
革
を
通
じ
て
保
守
党
党
首
選
挙
権
が
初
め
て
党
員
に
与
え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
の
導
入

に
伴
う
ⓑ
の
党
首
直
接
選
挙
の
制
度
化
が
実
現
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
と
ウ
ェ
ブ
の
主

張
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
観
察
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
そ
の
新
し
い
党
首
選
挙
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
現
職
党
首
降
ろ
し
が
従
来
以
上
に
や
り
に
く
く
な
っ
た
と
い
う
点
（
傍
線
引
用
者
）

も
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
現
職
党
首
へ
の
挑
戦
は
保
守
党
下
院
議
員
か
ら
一
〇
％
の
支
持
を
集
め
れ
ば
実
行

可
能
だ
っ
た
の
に
、
今
で
は
、
先
ず
、
露
骨
な
党
首
不
信
任
投
票
が
実
施
さ
れ
、
続
い
て
、
党
下
院
議
員
の
少
な
く
と
も
一
五
％
以
上

の
人
た
ち
が
一
九
二
二
年
委
員
長
宛
て
に
書
面
で
党
首
選
挙
実
施
を
要
求
し
な
い
限
り
、
投
票
そ
れ
自
体
が
実
施
さ
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
〇
三
年
秋
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
降
ろ
し
と
い
う
事
実
を
見
れ
ば
、
こ
れ
が
不
可
能
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が

（
17
）

」。

表
2
の
「
旧
・
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
」
と
、
表
3
の
「（
民
主
化
さ
れ
た
）
現
行
・
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
」（
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｖ
制
度
）
と
を

比
較
し
た
場
合
、
確
か
に
数
字
の
面
で
は
、
現
職
党
首
に
挑
戦
す
る
う
え
で
の
「
敷
居
」
が
、
従
来
以
上
に
高
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も

八
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見
え
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
改
革
（
党
首
選
挙
権
の
民
主

化
等
）
に
基
づ
く
党
首
選
挙
制
度
の
修
正
内
容
は
、

「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
」
内
で
の
「
党
首
」
の
権
威

や
権
力
資
源
、
あ
る
い
は
自
主
性
の
増
大
が
本
物

な
の
か
考
察
す
る
う
え
で
、
さ
ら
に
は
、
同
制
度

を
通
じ
て
選
出
さ
れ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
大
統

領
化
を
検
討
す
る
う
え
で
も
、
一
つ
の
試
金
石
に

な
る
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
通
じ
て
、
現
在
の
保
守
党
内
部
に
お
け
る

「
党
首
」
の
位
置
づ
け
を
「
党
下
院
議
員
た
ち

（
院
内
保
守
党
）」
と
の
関
係
か
ら
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
党
首
選

挙
制
度
「
設
計
者
」
の
思
惑
を
上
記
の
諸
規
定
か

ら
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
度
が
党
首

に
と
っ
て
真
の
権
力
資
源
に
な
り
得
る
の
か
ど
う

表 2　旧・保守党党首選挙規定（1965～1997年）保守党下院議員のみの秘密投票

党下院議員 2 名（1990年以降、その氏名を公表）の

推薦を必要とする。以下、⑵以降と同じ。

（1975年まで、現職党首への挑戦に関する規定なし）

⑴ 　形式上（1975年以来）毎年実施となっているが、実際は（1991年以降）党

下院議員の10％（その氏名は公表されない）1が、1922年委員長宛てに書面

で党首選挙実施を要求した場合のみ実施される。

⑵ 　候補者が 2 名以上の場合、党下院議員は所属する選挙区協会（党員）と協

議したのち、 1 党員 1 票で秘密投票実施。

⑶　第 1 回投票 → 第 2 位の候補者に15％以上リードして過半数を得た候補者2

を党首に選出。

⑷　第 2 回投票 → 該当者がいない場合実施。ここからの立候補も可3。過半

数を獲得した候補者4を党首に選出。

⑸　第 3 回投票 → 該当者がない場合実施。ここからの立候補は不可。1991年

までは、第 2 回投票上位 3 名での決選投票実施。1991年以

降は第 2 回投票上位 2 名での決選投票実施。同点の場合、

4 回目を実施。

出典 　Thomas Quinn, “Leasehold or Freehold ?  Leader-Eviction Rules in 

British Conservative and Labour Parties”, Political Studies, 53-4, 2005, pp. 

809-810.

空席が生じた場合

現職に挑戦する場合
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〇
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表
3
　
現
行
・
保
守
党
党
首
選
挙
規
定
（
1998年

～
　
）

保
守

党
下

院
議

員
の

み
の

秘
密

投
票

　
お

よ
び

　
1
党

員
1
票

に
よ

る
郵

便
投

票

（
現

職
党

首
の

死
去

・
辞

任
に

伴
い

空
席

が
生

じ
た

場
合

と
、

党
首

不
信

任
投

票
5が

成
立

し
た

場
合

の
み

実
施

さ
れ

る
）

党
首

不
信

任
投

票

・
 党

下
院

議
員

の
15％

（
そ

の
氏

名
は

内
輪

で
の

み
明

ら
か

と
な

る
）

6の
要

求
が

あ
っ

た
場

合
、

1922年
委

員
長

宛
て

に
党

首
不

信
任

投
票

を
呼

び
か

け
る

こ
と

が
で

き
、

党
首

も
自

ら
の

意
思

で
信

任
投

票
を

呼
び

か
け

る
こ

と
が

で
き

る
7。

・
毎

年
実

施
す

る
と

し
て

い
た

旧
規

定
は

廃
止

。
代

わ
り

に
、

い
か

な
る

と
き

で
も

不
信

任
動

議
の

提
出

は
可

能
8。

・
 15％

の
敷

居
が

ク
リ

ア
で

き
た

場
合

、
あ

る
い

は
、

党
首

が
投

票
を

呼
び

か
け

た
場

合
、

党
首

不
信

任
動

議
は

党
下

院
議

員
の

投
票

に
付

さ
れ

る
。

秘
密

投
票

に
よ

っ
て

党

首
不

信
任

賛
成

票
が

過
半

数
と

な
っ

た
場

合
、

党
首

の
敗

北
と

な
る

。

・
 党

首
が

勝
っ

た
場

合
、

そ
の

後
1
年

間
は

党
首

選
挙

を
行

う
こ

と
は

で
き

な
い

9。
党

首
が

敗
れ

た
場

合
、

党
首

は
辞

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

引
き

続
き

新
党

首
選

挙
実

施
が

告
示

さ
れ

る
。

不
信

任
投

票
で

敗
北

し
た

現
職

党
首

は
、

そ
の

党
首

選
挙

に
は

立
候

補
で

き
な

い
10。

党
首

選
挙

⑴
　

立
候

補
予

定
者

は
、

期
日

ま
で

に
立

候
補

を
表

明
し

、
支

援
者

と
し

て
2
名

の
党

下
院

議
員

（
そ

の
氏

名
は

公
表

さ
れ

る
）

11を
集

め
る

。

・
立

候
補

者
が

1
名

し
か

い
な

い
場

合
は

、
無

投
票

当
選

と
な

る
。

・
立

候
補

者
が

2
名

の
場

合
は

、
コ

ン
テ

ス
ト

は
そ

の
ま

ま
党

員
に

よ
る

「
1
党

員
1
票

」
で

行
わ

れ
る

（
以

下
、

⑶
を

参
照

）。

⑵
　

立
候

補
者

が
2
名

以
上

の
場

合
は

、
候

補
者

が
上

位
2
名

に
絞

り
込

ま
れ

る
ま

で
、

党
下

院
議

員
に

よ
る

一
連

の
投

票
が

順
次

実
施

さ
れ

る
。

・
 各

議
員

は
各

投
票

で
1
名

の
候

補
者

に
投

票
し

、
最

下
位

の
結

果
に

終
わ

っ
た

候
補

者
か

ら
順

次
除

外
さ

れ
て

い
く

。
獲

得
票

が
同

数
だ

っ
た

場
合

は
、

再
投

票
が

実
施

さ
れ

る
。

・
候

補
者

が
2
名

に
絞

り
込

ま
れ

る
ま

で
、

一
連

の
投

票
が

実
施

さ
れ

る
（

投
票

日
は

、
毎

週
火

曜
日

と
木

曜
日

）。

⑶
 　

勝
ち

残
っ

た
上

位
2
名

の
候

補
者

に
対

し
、

個
々

の
党

員
が

「
1
党

員
1
票

」
の

郵
便

投
票

を
行

う
。

コ
ン

テ
ス

ト
は

2
か

月
に

渡
っ

て
行

わ
れ

12、
過

半
数

を
獲

得
し

た
候

補
者

が
当

選
者

と
な

る
。

出
典

 　
T
hom
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olitical 
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tu
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ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
〇
一
）

か
も
、
あ
る
程
度
分
か
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

⑶　

現
行
党
首
選
挙
制
度
の
本
質
と
真
の
狙
い

「
そ
の
新
し
い
党
首
選
挙
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
現
職
党
首
降
ろ
し
が
従
来
以
上
に
や
り
に
く
く
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
は
、
既
述

の
と
お
り
、
現
職
党
首
に
挑
戦
状
を
た
た
き
つ
け
る
の
に
必
要
な
「
自
分
の
味
方
」
を
集
め
る
た
め
の
条
件
「
一
〇
％
」（
旧
規
定
）
が

「
一
五
％
」（
現
行
規
定
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
現
職
党
首
不
信
任
投
票
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
も
、
過

半
数
の
不
信
任
票
が
集
ま
ら
な
い
限
り
、
事
実
上
現
職
党
首
を
「
辞
め
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
べ
き
か
、
当
初
保
守
党
下
院
議
員
た
ち
の
間
に
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
保
守
党
一
般
議
員
の
意
見
や
利
益
を
代
表
し
、
党
首
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
そ
れ
を
事
実
上
管
理
す
る
保
守
党
内
機
関
「
一
九
二
二

年
委
員
会
」
は
、
一
九
九
八
年
一
月
、
ど
の
よ
う
な
方
式
に
す
る
か
決
め
る
た
め
、
党
下
院
議
員
に
よ
る
投
票
実
施
を
呼
び
か
け
た
。

ク
イ
ン
（T

hom
as Q

uinn

）
に
よ
れ
ば
、
現
職
党
首
不
信
任
投
票
制
度
導
入
も
含
め
た
現
行
党
首
選
挙
制
度
（
表
3
）
導
入
と
、
そ
の
内

容
全
般
に
つ
い
て
は
、
保
守
党
下
院
議
員
の
ほ
と
ん
ど
が
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
導
入
に
関
す
る
賛
否
投
票
を
行
っ
た
一
般
党

員
の
九
割
以
上
が
賛
成
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
現
職
党
首
不
信
任
投
票
制
度
は
、
党
下
院
議
員
が
強
く
望
ん
だ
た
め

導
入
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
毎
年
党
首
選
挙
が
行
え
る
と
し
て
い
た
旧
規
定
は
、
党
首
を
動
揺
さ
せ
た
り
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
不
安
定
に
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
過
去
の
教
訓
に
基
づ
き
除
外
さ
れ
た
。
た
だ
、
ヘ
イ
グ
党
首
と
党
下
院
議
員
と
の
間
で
唯
一

大
き
な
論
争
と
な
っ
た
の
は
、
前
述
し
た
「
党
首
不
信
任
投
票
を
可
能
に
す
る
た
め
の
敷
居
」
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
ヘ
イ
グ
は
当
然
こ

の
敷
居
を
も
っ
と
高
く
す
る
よ
う
望
ん
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
党
下
院
議
員
た
ち
の
意
見
は
割
れ
た
。
一
九
二
二
年
委
員
会
が

「
二
〇
％
」
と
い
う
数
字
を
提
案
し
よ
う
と
し
た
際
に
一
部
の
議
員
た
ち
が
造
反
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
翌
日
、「
一
五
％
」

八
八
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（
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四
〇
二
）

と
い
う
案
が
提
案
さ
れ
、
拍
手
で
も
っ
て
承
認
さ
れ
た
と
い
う

（
18
）

。
こ
の
一
五
％
と
い
う
敷
居
が
、
党
首
と
党
下
院
議
員
た
ち
と
の
妥
協
の

産
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

党
首
不
信
任
投
票
制
度
の
導
入
、
現
職
党
首
へ
の
挑
戦
を
可
能
に
す
る
敷
居
の
一
〇
％
か
ら
一
五
％
へ
の
引
き
上
げ
、
さ
ら
に
、
年
次

コ
ン
テ
ス
ト
実
施
条
項
撤
廃
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
ら
の
言
う
よ
う
に
、
保
守
党
内
に
お
け
る
「
党
首
」
の
権
威
や
自
主

性
が
一
層
高
ま
っ
た
と
考
え
て
み
た
く
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
守
党
に
お
け
る
党
首
の
権
力
資
源
が
ま
す
ま
す
増
大
し
、
結
果
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
現
象
も
進
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
論
理
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
八
年
改
革
（
党
内
民
主
化
）
の
真
相
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
話
で
は
な
い
こ
と
も

分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
旧
規
定
（
表
2
）
の
下
線
部
2
、
3
お
よ
び
4
を
見
て
み
よ
う
。「
第
一
回
投
票
で
、
第
二
位
の
候
補
者
に
一
五
％
以
上
リ
ー

ド
し
て
過
半
数
を
得
な
け
れ
ば
当
選
と
せ
ず
」「
該
当
者
が
い
な
い
場
合
、
第
二
回
投
票
か
ら
の
立
候
補
も
認
め
、
今
度
は
過
半
数
を
獲

得
す
れ
ば
当
選
と
す
る
」
と
い
う
規
定
は
奇
妙
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
う
し
た
複
雑
な
規
定
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
れ
ら
は
、
事

実
上
一
九
七
五
年
当
時
の
現
職
党
首
ヒ
ー
ス
を
降
ろ
す
不
信
任
投
票
の
代
替
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
当
時
、
不

人
気
な
現
職
党
首
を
辞
め
さ
せ
る
た
め
に
は
、
誰
で
も
よ
い
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
当
て
馬
」（stalking-horse

）
候
補
者

│
実
は

一
九
七
五
年
当
時
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
も
、
こ
う
し
た
経
緯
で
立
候
補
し
て
、
そ
の
後
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
て
つ
く
ら
れ
た
ブ
ー
ム
や
勢
い
で

当
選
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る

│
を
立
候
補
さ
せ
、
現
職
党
首
が
敗
れ
た
後
、
第
二
回
投
票
で
本
命
の
人
物
を
立
候
補
さ
せ
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
規
定
で
不
信
任
投
票
制
度
を
導
入
（
下
線
部
5
）
し
た
と
言
っ
て
も
、
従
来
の
不
明
瞭
な
制
度
を
単
純
に
明

確
化
し
た
に
過
ぎ
ず
、
逆
に
全
体
の
一
五
％
の
仲
間
を
集
め
る
だ
け
で
済
む
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

八
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
〇
三
）

ま
た
、
新
規
定
（
表
3
）
の
下
線
部
6
は
旧
規
定
の
下
線
部
1
同
様
に
、
事
実
上
秘
密
・
無
記
名
投
票
で
あ
る
た
め
、
造
反
者
の
コ
ス

ト
は
従
来
と
変
わ
ら
ず
、
処
分
さ
れ
る
恐
怖
を
味
わ
う
こ
と
は
（
少
な
く
と
も
理
論
上
は
）
少
な
い
た
め
、
基
本
的
に
挑
戦
し
や
す
い
ま
ま

で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、「
一
〇
％
」
か
ら
「
一
五
％
」
と
い
う
敷
居
の
引
き
上
げ
も
、
数
字
の
面
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
従
来
以
上
に

厳
し
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
造
反
の
勢
い
が
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
、
さ
ほ
ど

大
き
な
違
い
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
二
〇
〇
三
年
当
時
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
党
首
不
信
任
投
票
で
は
、
一
六
五
人
中

（「
二
四
・
七
五
」
人
以
上
を
必
要
と
す
る
「
一
五
％
」
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
）
二
五
人
の
党
下
院
議
員
が
、
当
時
の
一
九
二
二
年
委
員
長
ス
パ
イ

サ
ー
（M

ichael S
picer

）
宛
て
に
不
信
任
投
票
実
施
を
求
め
る
文
書
を
送
っ
て
い
た

（
19
）

。
し
た
が
っ
て
、
新
規
定
の
導
入
に
よ
っ
て
、
む
し

ろ
現
職
に
挑
戦
し
や
す
く
な
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
下
線
部
7
、
9
お
よ
び
10
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
現
職
党
首
側
か
ら
先
制
攻
撃
を
仕
掛
け
て
自
ら
の
安
全
を
守
る
「
武

器
」
と
し
て
活
用
で
き
な
く
も
な
い
た
め
、
現
職
党
首
に
有
利
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
例
え
ば
党
内
に
造
反
者
が
い
る
の
か

ど
う
か
分
か
り
に
く
い
状
況
で
あ
れ
ば
、
ま
し
て
、
党
内
に
不
満
が
生
じ
て
い
て
結
果
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
あ
る
な
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
墓
穴
を
掘
る
よ
う
な
「
賭
け
」
に
「
毎
年
」
出
て
い
く
党
首
な
ど

│
常
識
的
に
考
え
れ
ば

│
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。こ

う
し
て
制
度
面
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
党
内
改
革
（
党
内
民
主
化
）、
換
言
す
れ
ば
現
行
党
首
選
挙
制
度

の
導
入
は
、
一
見
党
内
民
主
化
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
質
的
に
は
「
党
員
の
間
に
永
年
溜
ま
っ
て
い
た
不
満
」
に
対
す
る
一
種
の
「
ガ
ス

抜
き
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
実
は
意
外
に
も
「
党
員
」
で
は
な
く
、「
党
下
院
議
員
た
ち
（
院
内
保
守
党
）」
が
堂
々
と
現
職
党

首
を
事
実
上
選
考
・
解
任
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て

八
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は
、
保
守
党
内
に
お
け
る
『
本
人
』
つ
ま
り
「
院
内
保
守
党
」
と
、
そ
の
『
代
理
人
』
で
あ
る
「（
公
選
）
党
首
」
と
の
葛
藤
な
い
し
複

雑
な
相
互
関
係
が
底
流
に
存
在
し
た
結
果
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、（
民
主
化
さ
れ
た
）
現
行
党
首
選
挙
制
度
、
換
言
す
れ
ば
ⓑ
の
党
首
直
接
選
挙
の
制
度
化
と
言
っ
て
も
、
保
守
党
の
場
合
、

党
首
に
と
っ
て
真
の
権
力
資
源
に
な
り
得
る
万
能
装
置
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
仮
に
そ
れ
が
保
守
党
党
首
の
権
力
資
源
に
な
り

得
る
場
合
で
も
、
党
首
の
イ
メ
ー
ジ
や
好
景
気
な
ど
に
伴
う
高
支
持
率
維
持
と
い
っ
た
「
偶
然
的
要
因
」
に
、
か
な
り
左
右
さ
れ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
イ
グ
や
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
に
比
べ
、
野
党
党
首
時
代
に
そ
の
雰
囲
気
や
メ
デ
ィ
ア
対
策
な
ど
の
お
か
げ

で
比
較
的
高
い
支
持
率
を
誇
っ
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
党
内
構
造
や
現
状
を
否
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可

能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、「
実
は
常
に
党
首
不
信
任
と
い
う
刃
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
抱
え
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
」
と
い
う
新
た
な
観

点
に
基
づ
き
、
彼
の
党
内
権
威
や
権
力
資
源
、
あ
る
い
は
自
主
性
な
ど
に
関
係
す
る
主
な
言
動
と
事
例
を
再
解
釈
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。⑷　

キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威
と
院
内
保
守
党

キ
ャ
メ
ロ
ン
が
党
首
に
選
出
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
保
守
党
党
首
選
挙
結
果
は
、
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
抗
馬
と
な
っ
た
党
内
右
派
の
デ
ー
ヴ
ィ
ス
（D

avid D
avis

）
や
同
じ
右
派
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
（L

iam
 F

ox

）
に
対
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、

党
内
左
派
・
右
派
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
避
け
て
「
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
」
と
称
し
て
い
た
。
今
や
党
内
「
絶
滅
危
惧
種
」
と
も
言
う
べ
き
親
欧

州
派
で
知
ら
れ
る
重
鎮
ク
ラ
ー
ク
（K

enneth C
larke

）
は
、
一
応
党
内
「
左
派
」
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
残
り
三
人
は
、
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
全
員
欧
州
懐
疑
派
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
少
数
派
な
が
ら
確
固
た
る
党
内
若
手
モ
ダ
ナ
イ

八
八
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ザ
ー
議
員
グ
ル
ー
プ
を
基
盤
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
途
中
か
ら
「
久
し
ぶ
り
に
労
働
党

か
ら
政
権
を
奪
回
で
き
そ
う
な
」
党
首
候
補
と
し
て

│
メ
デ
ィ
ア
と
世
論
の
評
価
を
通
じ
て

│
党
員
や
党
下
院
議
員
な
ど
か
ら
認
識
さ
れ
た
た
め
、
比
較
的
後
か
ら
徐
々
に
抬
頭
し
て
き
た

本
命
候
補
者
と
も
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、「
他
に
支
持
し
た
い
候
補
者
が
い
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
親
欧

州
派
候
補
者
の
当
選
を
阻
止
す
る
た
め
、
仕
方
な
く
消
去
法
で
担
い
だ
結
果
選
出
さ
れ
た
」、
例

え
ば
メ
ー
ジ
ャ
ー
や
ヘ
イ
グ
、
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
デ
フ
ォ
ル
ト

（default

）
党
首

（
20
）

」
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
党
内
支
持
基
盤
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら
強
固
で
安

定
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
（
と
り
わ
け
院

内
保
守
）
党
内
で
の
権
威
や
権
力
資
源
、
自
主
性
な
ど
の
強
弱
は
、
野
党
党
首
と
い
う
立
場
で
あ

れ
「
首
相
」
と
い
う
立
場
で
あ
れ
、
ひ
と
え
に
「
偶
然
的
要
因
」、
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
に

対
す
る
個
人
的
人
気
に
伴
い
保
守
党
に
対
す
る
高
い
世
論
調
査
支
持
率
（
常
に
労
働
党
の
そ
れ
を
上

回
っ
て
い
る
こ
と
）
が
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
、
政
権
獲
得
維
持
へ
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
で
い

ら
れ
る
か
ど
う
か
、
な
ど
の
点
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
見
地
か
ら
、「
野
党
党
首
あ
る
い
は
首
相
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党
内
権
威
と
自
主
性
に

つ
い
て
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
形
成
と
い
う
事
例
を
通
じ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung P

arliam
ent

）
に
基
づ

表 4　2005年イギリス保守党党首選挙結果（票）

予備選挙結果（党下院議員） 決選投票結果（党員） 得票率

第 1 回 第 2 回

キャメロン 56 90 134,446 68％

デーヴィス 62 57 　64,398 32％

フォックス 42 51 （除外）

クラーク 38 （除外）

計 198 198 198,844

出典　＜http://www.conservatives.com/＞ほか。
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く
自
民
党
と
の
連
立
に
関
し
て
は
、
党
首
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
巧
み
な
党
内
操
縦
が
注
目
さ
れ
る
。
連
立
交
渉
当
時
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
党
の
幹

部
議
員
や
一
般
議
員
に
対
し

│
内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
実
に
疑
わ
し
い
の
だ
が

│
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
労

働
党
は
自
民
党
と
連
立
を
組
む
目
的
で
、
国
民
投
票
抜
き
の
選
択
投
票
制
（alternative vote system

）
導
入
を
自
民
党
に
提
案
す
る
よ
う

だ
。
連
立
政
権
形
成
後
、
小
選
挙
区
制
の
代
替
案
と
し
て
選
択
投
票
制
を
国
民
投
票
に
か
け
た
い
と
す
る
わ
が
党
の
、
自
民
党
と
の
連
立

プ
ラ
ン
に
諸
君
が
反
対
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
労
働
党
と
自
民
党
プ
ラ
ス
そ
の
他
の
進
歩
派
連
立
政
権
が
成
立
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、

国
民
投
票
も
実
施
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
選
択
投
票
制
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」。
自
民
党
と
の
連
立
を
協
議
す
る
保

守
党
内
会
合
で
は
、
予
想
ど
お
り
一
握
り
の
右
派
議
員
が
異
議
を
唱
え
た
も
の
の
、
党
首
か
ら
こ
の
よ
う
に
説
得
さ
れ
て
は
大
半
の
保
守

党
議
員
も
自
民
党
と
の
連
立
に
従
う
以
外
な
く
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
提
案
、
す
な
わ
ち
自
民
党
と
の
完
全
連
立
案
は
、
も
は
や
既
成
事
実
に

近
い
形
で
党
内
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

（
21
）

。

つ
ま
り
、
保
守
党
と
自
民
党
と
の
連
立
は
、
事
実
上
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
彼
に
比
較
的
近
い
幹
部
議
員
（
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
た
ち
）
主

導
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
部
を
除
け
ば
、
一
般
議
員
は
も
ち
ろ
ん
幹
部
議
員
で
す
ら
、
こ
の
流
れ
に
口
を
は
さ
み
に
く
い
状
況

を
党
首
自
ら
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
え
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
連
立
合
意
が
自
民
党
も
含
め
両
党
上
層
部
の
み
の
現
象
で
あ

り
、
保
守
党
で
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
自
ら
が
軸
と
な
っ
て
、
ほ
ぼ
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
形
で
連
立
政
権
の
形
成
に
至
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
は
、
そ
れ
な
り
に
自
主
的
な
大
統
領
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
見
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
側
面
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
リ
ー
（S

im
on L

ee

）
の
見
解
に
従

え
ば
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
形
成
を
通
じ
て
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
の
保
守
党
首
脳
の
失
策
（
単
独
過
半
数
議
席
獲
得
に
失
敗
し
た
こ

八
九
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と
）
を
、
党
内
右
派
な
ど
一
部
の
不
満
分
子
（
元
デ
ー
ヴ
ィ
ス
陣
営
議
員
な
ど
）
で
さ
え
忘
れ
て
し
ま
え
る
よ
う
に
な
っ
た

（
22
）

か
ら
で
あ
る
。

特
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
自
民
党
と
の
連
立
は
、
自
身
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
強
化
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
政
策
面
で
の
失
敗
や
党
内
改
革
（
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
な
ど
に
対
す
る
党
内
か
ら
の
批
判
を
、「
自
民
党
と
の
連
立
」

の
せ
い
に
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
党
内
か
ら
の
批
判
や
不
満
へ
の
対
応
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
に
対
す
る
保
守
党
一
般
議
員
の

不
満
は
、
過
半
数
議
席
を
取
り
損
ね
た
た
め
自
民
党
と
連
立
を
組
ま
ざ
る
を
得
ず
、
結
果
的
に
閣
僚
・
大
臣
ポ
ス
ト
の
配
分
が
減
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
自
民
党
と
の
連
立
に
よ
っ
て
「
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
」
政
策
ま
で
実
現
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ら

二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
挙
党
体
制
確
立
を
目
標
と
し
て
（
真
の
狙
い
は
、
右
派
の
多
い
一
般
議
員
の
発
言
力
を
少
し
で
も
弱
め
る
た
め
）、
前
述
し

た
一
九
二
二
年
委
員
会
の
意
思
決
定
に

│
本
来
出
席
不
可
能
な

│
閣
僚
・
大
臣
な
ど
幹
部
議
員
も
参
加
し
て
投
票
で
き
る
よ
う
「
改

革
」（
党
内
民
主
化
？
）
す
る
こ
と
で
、
同
委
員
会
を
よ
り
オ
ー
プ
ン
な
も
の
に
し
た
い
と
提
案
し
、
党
首
と
し
て
な
か
ば
ゴ
リ
押
し
し
て

そ
れ
を
無
理
矢
理
成
立
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
連
立
政
権
成
立
後
の
二
〇
一
〇
年
五
月
二
六
日
に
行
わ
れ
た
一
九
二
二
年
委
員

長
選
挙
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
推
す
新
委
員
長
候
補
者
（
党
下
院
一
般
議
員
）
が
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
改
革
」
に
反
対
す
る
新
委
員
長
候
補
者

（
同
）
に
「
八
五
対
一
二
六
」
で
敗
れ
る
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
強
引
と
も
言
え
る
や
り
方
と
、
一
般
議
員
と
し

て
の
既
得
権
を
奪
う
提
案
に
反
発
し
た
多
く
の
一
般
議
員
た
ち
の
不
満
が
、
こ
の
一
九
二
二
年
委
員
長
選
挙
で
爆
発
し
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
に
対
す
る
潜
在
的
な
党
内
不
満
分
子
の
存
在
を
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
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そ
れ
ゆ
え
、
既
述
の
よ
う
に
、
元
々
党
内
基
盤
が
盤
石
と
は
言
え
な
い
キ
ャ
メ
ロ
ン
ら
党
内
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
議
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
多
少
保
守
党
寄
り
に
な
っ
た
（
従
来
以
上
に
右
傾
化
し
た
）
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
存
在
な
ら
び
に
自
民
党
と
の
連
立
に

は
、「
お
膝
元
」
か
ら
の
批
判
や
、
い
つ
で
も
可
能
な
「
党
首
降
ろ
し
」
か
ら
身
を
護
る
こ
と
の
で
き
る
、
一
種
の
「
防
壁
効
果
」
と
し

て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
か
ら
す
れ
ば
「
伝
家
の
宝
刀
」
を
放
棄
し
て
ま
で
「
五
年
間
の
解
散
総
選
挙
を
封
印
す
る
（
二
〇
一
五

年
の
任
期
満
了
ま
で
、
解
散
・
総
選
挙
は
行
わ
な
い
と
す
る
）」
法
律
案
を
、
保
守
党
＝
自
民
党
連
立
政
権
は
、
合
意
の
う
え
で
早
々
と
成
立
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
あ
え
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
三
年
ぶ
り
に
獲
得
し
た
「
大
事
な
」
政
権
を
最
低
五
年
間

は
維
持
す
る
こ
と
で
、
先
手
を
打
っ
て
党
内
か
ら
の
造
反
を
封
じ
込
め
た
と
解
釈
す
れ
ば
一
応
説
明
が
つ
く
。
因
み
に
、
二
〇
一
四
年
一

月
現
在
、
深
刻
な
党
内
分
裂
や
、
二
〇
〇
三
年
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
元
党
首
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
降
ろ
し
」
の

動
き
は
、
今
の
と
こ
ろ
本
格
化
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
番
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
連
立
と
い
う
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
個
人
的
人
気
も
手
伝
っ
て
保
守
党
が
一
三
年
ぶ
り
に
「
政
権
」
に
返
り
咲
き
、
結
果
と
し
て
五
年
間
の
政
権
が
保
証

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
自
民
党
と
の
連
立
政
権
形
成
・
維
持
、
そ
し
て
、
法
律
に
基
づ
く
五
年
間
の
解
散
総
選
挙
封
印
は
、
い
ず
れ
も
共

通
の
目
的
が
あ
り
、
保
守
「
党
」
と
い
う
よ
り
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
と
そ
の
党
内
権
威
、
権
力
資
源
や
自
主
性
の
増
大
に
と
っ
て

事
実
上
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
そ
こ
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
は
、「
党
首

降
ろ
し
」
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
時
で
も
事
実
上
可
能
と
な
っ
た
現
行
党
首
選
挙
制
度
（
新
規
定
）
の
存
在
と
、
党
内
少
数
派
を
基
盤
と

す
る
た
め
、
自
ら
の
政
権
を
一
日
で
も
長
く
維
持
し
て
い
く
必
要
性
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党

八
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ギ
リ
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政
治
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大
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領
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に
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す
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察
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渡
辺
）

（
一
四
〇
九
）

内
権
威
や
自
主
性
は
、
前
任
党
首
た
ち
に
比
べ
る
と
「
偶
然
的
要
因
」
の
お
か
げ
で
相
対
的
に
強
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
伝
統
的

党
内
構
造
の
ほ
か
、
現
時
点
で
は
自
民
党
と
の
連
立
に
依
存
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、「
大
統
領
制
化
」
し
た
状
況
に
あ
る
と
は
と
て
も

言
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
党
内
改
革
と
、
そ
れ
に
伴
う
現
行
党
首
選
挙
制
度
や
自
民
党
と
の
連
立
だ
け
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
党

内
権
威
や
、
そ
の
自
主
性
の
性
質
・
行
方
を
捉
え
る
の
は
禁
物
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
二
〇
〇
五
年
当
時
「
久
し
ぶ
り
の
政
権
奪

回
が
可
能
な
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
登
場
」
と
、
そ
の
人
気
や
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
世
論
の
支
持
に
メ
デ
ィ
ア
が
注
目
し
た
結
果
、
選
挙

過
程
な
ど
の
点
で
、
党
首
の
自
主
性
が
あ
る
程
度
高
め
ら
れ
た
（
よ
う
に
見
え
た
）
に
過
ぎ
な
い
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
守
党
内
の
伝
統
的
構
造
、
換
言
す
れ
ば
保
守
党
の
場
合
、「
党
員
」
と
い
う
よ
り
「
党
下
院
議
員
た
ち
（
院
内
保
守

党
）」
と
の
関
係
を
通
じ
て
、
党
首
の
権
威
や
自
主
性
そ
し
て
権
力
資
源
す
ら
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
伝
統
的
体
質
は
、
キ
ャ
メ
ロ

ン
党
首
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
根
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
結　

論

近
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
に
つ
い
て
、
中
・
長
期
的
な
「
構
造
的
要
因
」
の
側
面
か
ら
「
執
政
府
」
内
部
と
「
選
挙
過

程
」
全
般
と
を
見
て
み
る
と
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
ブ
レ
ア
同
様
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化

（
23
）

な
い
し
人
格
化
の
一
部
と
見

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
詳
細
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
三
人
の
共
通
点
と
し
て
「
長
年
の
野
党
暮
ら
し
を

経
て
、
よ
う
や
く
政
権
奪
回
を
実
現
す
る
可
能
性
が
近
づ
い
て
き
た
時
期
に
、
何
ら
か
の
『
改
革
』
を
掲
げ
て
華
々
し
く
登
場
し
て
き
た

党
首
」
だ
っ
た
と
い
う
事
実
（
政
治
的
文
脈
・
偶
然
的
要
因
）
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
個
性
や
イ
メ
ー
ジ
が
テ

八
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（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
一
〇
）

レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
動
画
な
ど
を
通
じ
て
注
目
の
対
象
と
な
り
続
け
た
結
果
、
相
対
的
に
「
人
格
化
」
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や

「
個
人
中
心
型
」
政
治
と
い
う
評
価
・
展
開
も
生
じ
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
他
方
で
、「
政
党
」
内
部
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と
（
院
内
）
保
守
党
と
の
関
係
を
見
た
場
合
、

一
九
九
八
年
ヘ
イ
グ
改
革
に
よ
っ
て
「
党
内
民
主
化
」
が
進
展
し
、
同
時
に
「
現
職
党
首
降
ろ
し
」
も
相
対
的
に
難
し
く
な
っ
た
よ
う
に

見
え
て
も
、
実
は
現
行
保
守
党
党
首
選
挙
制
度
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
有
効
な
党
内
権
力
資
源
に
な
り
得
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
自
民
党
と
の
「
連
立
」
の
お
か
げ
で

│
五
年
間
と
い
う
最
低
限
の
保
証
付
き
と
い
う
形
で

│
政
権
を
維

持
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
不
可
能
に
な
っ
た
り
、
世
論
調
査
で
の
高
い
支
持
率
や
各
種
選
挙
で
の
保
守
党
勝
利
と

い
っ
た
「
国
民
か
ら
の
高
評
価
」
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
た
場
合
、
院
内
保
守
党
す
な
わ
ち
保
守
党
下
院
議
員
た
ち
（
と
り
わ
け

そ
の
多
数
を
占
め
る
「
右
派
」
議
員
た
ち
）
の
造
反
を
招
く
危
険
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
が
そ
の
個
人
的
な
人
気
を
存
分
に
活
用
し
、
党
内
で
自
主
性
を
あ
る
程
度
発
揮
で
き
た
と
し
て
も
、

党
首
選
挙
制
度
の
内
容
や
、
自
民
党
と
の
連
立
の
意
義
と
い
う
現
実
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
党
内
権
威
は
基
本
的
に
不
安
定
で
傷
つ

き
や
す
い
ま
ま
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
む
し
ろ
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
党
内
権
威
や
自
主
性
の
行
方
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
同
様
、
例
え

ば
、
失
策
や
混
乱
に
伴
う
野
党
・
労
働
党
の
自
滅
、
あ
る
い
は
保
守
党
の
次
期
総
選
挙
単
独
勝
利
と
い
っ
た
何
ら
か
の
「
偶
然
的
要
因
」

（
特
に
政
治
的
文
脈
）
に
、
想
像
以
上
に
左
右
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ヘ
フ
ァ
ー
ナ
ン
ら
は
、
今
日
の
選
挙
上
の
要
請
も
含
め
て
「
保
守
党
党
首
は
党
内
で
常
に
相
当
な
自
主
性
を
大
い
に
享
受
し
て
き
た
し
、

そ
れ
を
今
で
も
享
受
し
続
け
て
い
る

（
24
）

」
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
公
式
上
、
党
内
政
策
の
決
定
権
や
人
事
権
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
党
首
権

力
の
「
源
泉
」
は
、
党
内
構
造
か
ら
す
れ
ば
従
来
ど
お
り
、
院
内
保
守
党
と
の
良
好
な
関
係
に
依
存
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

八
九
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
一
一
）

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
党
首
就
任
当
時
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
大
統
領
制
化
」
の
申
し
子
の
よ
う
に
見
え
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
、
保

守
「
党
内
」
で
の
権
威
や
自
主
性
に
関
し
て
は
、
新
た
に
党
首
選
挙
権
を
付
与
さ
れ
た
「
党
員
」
と
い
う
よ
り
、「
党
下
院
議
員
た
ち

（
院
内
保
守
党
）」
と
の
相
互
信
頼
関
係
に
、
あ
る
い
は
、
自
分
に
有
利
に
作
用
す
る
「
偶
然
的
要
因
」
と
そ
の
演
出
に
相
当
左
右
さ
れ
や

す
く
、
ま
た
そ
れ
ら
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
・
首
相
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
的
リ
ー
ダ
ー
に
近
づ
い
た
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。

ま
た
、
保
守
党
内
構
造
の
特
徴
を
強
調
し
た
場
合
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
並
み
に
変
化
し
た

と
断
言
す
る
こ
と
も
、
基
本
的
に
（
現
時
点
で
は
）
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

政
治
の
「
大
統
領
制
化
」
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
「
人
格
化
」、
あ
る
い
は
首
相
の
「
大
統
領
化
」
に
関
す
る
違
い
や
区
別
は
曖
昧
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
政
治
現
象
を
便
宜
上
「
大
統
領
制
化
」
と
表
現
し
て
い
る
。

（
2
） R

ichard H
eff ernan and P

aul W
ebb, “T

he B
ritish P

rim
e M

inister: M
uch M

ore T
han ‘F

irst A
m
ong E

quals’”, in T
hom

as 

P
oguntke and P

. W
ebb 

（eds.

）, T
h

e P
resid

en
tialization

 of P
olitics  A

 C
om

parative S
tu

d
y of M

od
ern

 D
em

ocracies 

（O
xford: 

O
xford U

niversity P
ress

） 2005, p. 56.

（
3
） 

Ibid., pp. 26-27.

（
4
） 

Ibid
., p. 27.

（
5
） 

Ibid., p. 55.

（
6
） 
Ibid., pp. 55-56.

（
7
） T

. P
oguntke and P

. W
ebb, “T

he P
residentialization of P

olitics in D
em

ocratic S
ocieties: A

 F
ram

ew
ork for A

nalysis”, op. 

cit., p. 16.
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政
経
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
一
二
）

（
8
） 

渡
辺
容
一
郎
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
八
二
│
八
五
頁
、
九
〇
│
九
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） R

. H
eff ernan and P

. W
ebb, op. cit., p. 44.

（
10
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、T

. P
oguntke and P

. W
ebb, op. cit., p. 16 

（
図
1
．
3
）
を
参
照
。

（
11
） 
渡
辺
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
12
） T

. P
oguntke and P

. W
ebb, op. cit., p. 20.

（
13
） 

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ⓒ
…
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（
早
川
崇
・
三
澤
潤
生
訳
）『
英
国
の
政
党　

上
巻
』
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
。

ⓓ
…
渡
辺
、
前
掲
書
、
一
八
一
│
二
〇
一
頁
。

ⓔ
… 

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（
小
笠
原
欣
幸
訳
）『
自
由
経
済
と
強
い
国
家　

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
政
治
学
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
〇
年
。

（
14
） 

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ー
チ
ャ
ー
（
永
井
淳
訳
）『
め
ざ
せ
ダ
ウ
ニ
ン
グ
街
一
〇
番
地
』
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
、
八
頁
。

（
15
） R

. H
eff ernan and P

. W
ebb, op. cit., p. 45.

（
16
） 

Ibid., p. 46.

（
17
） 

Ibid., pp. 45-46.

（
18
） T

hom
as Q

uinn, E
lectin

g an
d

 E
jectin

g P
arty L

ead
ers in

 B
ritain 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2012, pp. 98-99.

（
19
） 

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
九
日
に
実
施
さ
れ
た
当
時
の
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
党
首
（
不
）
信
任
投
票
の
結
果
は
、
解
任
賛
成
（
不
信
任
）
…
九
〇
票
、

解
任
反
対
（
信
任
）
…
七
五
票
と
な
り
、
解
任
が
決
定
し
た
。Ibid., p. 123.

（
20
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
容
一
郎
『
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
』
北
樹
出
版
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
21
） D

ennis K
avanagh and P

hilip C
ow

ley, T
h

e B
ritish

 G
en

eral E
lection

 of 2010 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2010, pp. 

213-217.

（
22
） S

im
on L

ee, “‘W
e A

re A
ll in T

his T
ogether’: T

he C
oalition A

genda for B
ritish M

odernization”, in S
. L

ee and M
att B

eech 
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
（
渡
辺
）

（
一
四
一
三
）

（eds.

）, T
h

e C
am

eron

│C
legg G

overn
m

en
t C

oalition
 P

olitics in
 an

 A
ge of A

u
sterity 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2011, 

pp. 9-10, p. 13.
（
23
） 
政
治
の
「
大
統
領
（
制
）
化
」「
人
格
化
」
あ
る
い
は
「
ア
メ
リ
カ
化
」
と
い
う
概
念
規
定
の
問
題
点
や
将
来
的
な
区
別
・
細
分
化
の
可
能
性

に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
高
安
健
将
「
英
国
政
治
に
お
け
る
人
格
化
と
集
権
化
│
大
統
領
制
化
論
の
再
検
討
│
」『
日
本
選
挙
学
会
年
報　

選

挙
研
究
』N

o. 26-1

、
日
本
選
挙
学
会
／
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
の
こ
と
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
人
格
化
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
た
ち
の
一
部
は
、
そ
れ
は
「
ア
メ
リ
カ
化
」
と
い
う
も
っ
と
一
般
的
な
文

化
上
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
党
首
に
対
す
る
有
権
者
の
認
識
や
判
断
が
、
近
年
の
総
選
挙
で
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て

き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
党
首
の
重
要
性
が
増
大
し
た
の
は
、
情
報
伝
達
を
一
日
中
可
能
に
し
た
メ
デ
ィ
ア
す
な
わ
ち

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
、
セ
レ
ブ
リ
テ
ィ
文
化
の
時
代
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

C
f. P

eter D
orey, M

ark G
arnett and A

ndrew
 D

enham
, F

rom
 C

risis to C
oalition

  T
h

e C
on

servative P
arty, 1997-2010 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan
） 2011, p. 163.

（
24
） R

. H
eff ernan and P

. W
ebb, op. cit., p. 48.

﹇
付
記
﹈　 

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
論
文
（
未
定
稿
）「
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
ア
メ
リ
カ
化
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
」
に

一
部
加
筆
・
修
正
し
た
内
容
で
あ
る
。
学
会
報
告
で
は
、
多
く
の
会
員
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。

八
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秋
山
和
宏
教
授　

略
歴

八
九
九



九
〇
〇



（
一
四
一
七
）

秋
山
和
宏
教
授　

略
歴

秋
山
和
宏
教
授　

略
歴

生
年
月
日　

一
九
四
四
年
三
月
二
五
日

【
学　
　

歴
】

一
九
六
四
年
四
月　

慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
入
学

一
九
六
八
年
三
月　

慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

一
九
六
八
年
四
月　

慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
修
士
課
程
（
政
治
学
専
攻
）
入
学

一
九
七
一
年
三
月　

慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
修
士
課
程
（
政
治
学
専
攻
）
終
了

【
職　
　

歴
】

一
九
七
四
年
一
一
月　

日
本
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
一
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部
講
師
（
専
任
扱
）

一
九
八
四
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
八
六
年
一
二
月　

日
本
大
学
法
学
部
助
教
授

九
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
一
八
）

一
九
九
五
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部
教
授

一
九
七
八
年
四
月
〜
一
九
九
九
年
三
月

　
　
　

日
本
大
学
芸
術
学
部
兼
担
講
師

　
　
　

そ
の
他
日
本
大
学
文
理
学
部
、
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
、
慶
応
義
塾
大
学
等
講
師
歴
任

九
〇
二



秋
山
和
宏
教
授　

主
要
業
績

九
〇
三



九
〇
四



（
一
四
二
一
）

秋
山
和
宏
教
授　

主
要
業
績

秋
山
和
宏
教
授　

主
要
業
績

【
著
書　

共
著
・
編
著
・
監
修
】

『
計
画
過
程
と
住
民
意
識
・
参
加
に
関
す
る
研
究
』
共
著
、
一
九
七
六
年
三
月
、
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
研
究
所
。

『
地
域
社
会
ニ
ー
ズ
と
地
方
行
財
政
の
対
応
に
関
す
る
研
究
』
共
著
、
一
九
七
七
年
三
月
、
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
研
究
所
。

『
住
民
生
活
ニ
ー
ズ
変
化
へ
の
市
町
村
行
政
組
織
・
機
能
の
対
応
に
関
す
る
調
査
研
究
』
共
著
、
一
九
七
八
年
三
月
、
地
方
行
政
シ
ス
テ

ム
研
究
所
。

『
都
市
行
政
に
お
け
る
将
来
施
策
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
』
共
著
、
一
九
七
九
年
三
月
、
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
研
究
所
。

『
墨
田
区
史
（
上
）』
共
著
、
一
九
七
九
年
三
月
、
墨
田
区
役
所
。

『
墨
田
区
史
（
下
）』
共
著
、
一
九
八
一
年
三
月
、
墨
田
区
役
所
。

『
政
治
学
の
課
題
と
展
望
』
共
著
、
一
九
八
二
年
四
月
、
三
和
書
房
。

『
郡
山
市
史　

続
編
Ⅰ
』
共
著
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
、
郡
山
市
役
所
。

『
現
代
政
治
学
の
基
本
知
識
』
共
著
、
一
九
八
五
年
四
月
、
北
樹
出
版
。

『
政
治
学
入
門
』
共
著
、
一
九
八
五
年
四
月
、
北
樹
出
版
。

『
現
代
政
治
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
共
著
、
一
九
九
六
年
四
月
、
北
樹
出
版
。

九
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
二
二
）

『
現
代
政
治
思
潮
』
共
著
、
一
九
九
六
年
四
月
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
。

『
現
代
政
治
の
解
明
』
共
著
、
一
九
九
六
年
五
月
、
北
樹
出
版
。

『
発
言
力
』
編
著
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
サ
ン
ワ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

『
国
会
劇
場
（
上
）（
下
）』
監
修
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
三
和
書
籍
。

『
現
代
政
治
の
理
論
と
諸
相
』
編
著
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
三
和
書
籍
。

『
政
治
学
』
共
著
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
。

『
郡
山
市
史　

続
編
三　

通
史
』
共
著
、
二
〇
〇
四
年
九
月
、
郡
山
市
役
所
。

『
小
泉
内
閣
検
証
』
監
修
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
、
三
和
書
籍
。

『
新
編　

現
代
政
治
の
理
論
と
諸
相
』
編
著
、
二
〇
〇
六
年
四
月
、
三
和
書
籍
。

『
発
言
力　

四
』
編
著
、
二
〇
〇
八
年
二
月
、
三
和
書
籍
。

『
現
代
政
治
過
程
』
編
著
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
三
和
書
籍
。

『
国
家
を
め
ぐ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
現
在
』
編
著
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
勁
草
書
房
。

【
論
文
】

「
ソ
連
の
対
日
参
戦
決
定
に
い
た
る
米
ソ
関
係
の
考
察
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
一
八
巻
、
一
九
七
七
年
一
月
。

「
地
方
議
会
に
お
け
る
政
党
化
の
現
状
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
一
八
巻
別
巻
、
一
九
七
七
年
三
月
。

「
町
内
会
、
部
落
会
の
政
治
的
機
能
│
歴
史
的
変
遷
と
地
域
権
力
構
造
の
視
点
か
ら
の
考
察
│
（
一
）」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
二
〇

九
〇
六



（
一
四
二
三
）

秋
山
和
宏
教
授　

主
要
業
績

巻　

一
九
七
九
年
二
月
。

「
町
内
会
、
部
落
会
の
政
治
的
機
能
│
歴
史
的
変
遷
と
地
域
権
力
構
造
の
視
点
か
ら
の
考
察
│
（
二
）」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
二
一

巻　

一
九
八
〇
年
二
月
。

「
権
力
構
造
に
関
す
る
一
考
察
│
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
パ
ワ
ー
研
究
の
検
討
（
一
）」『
日
本
大
学
政
経
研
究
』
第
一
九
巻
第
三
号
、

一
九
八
二
年
二
月
。

「
権
力
構
造
に
関
す
る
一
考
察
│
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
パ
ワ
ー
研
究
の
検
討
（
二
）」『
日
本
大
学
政
経
研
究
』
第
二
一
巻
第
二
号
、

一
九
八
四
年
一
一
月
。

「
地
方
政
治
に
お
け
る
決
定
と
非
決
定
│
福
島
県
知
事
選
挙
候
補
者
の
決
定
過
程
│
」『
日
本
大
学
政
経
研
究
』
一
九
九
〇
年
三
月
。

「
ア
メ
リ
カ
の
州
及
び
地
方
政
党
」『
日
本
大
学
政
経
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
一
年
六
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
〇
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
三
巻
、
一
九
九
二
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
一
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
四
巻
、
一
九
九
三
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
二
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
五
巻
、
一
九
九
四
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
三
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
六
巻
、
一
九
九
五
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
四
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
七
巻
、
一
九
九
六
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
五
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
八
巻
、
一
九
九
七
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
六
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
三
九
巻
、
一
九
九
八
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
七
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
一
巻
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
。

九
〇
七



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
四
二
四
）

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
八
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
二
巻
、
二
〇
〇
一
年
三
月
。

「
市･
区
長
選
挙
素
描　

〜
一
九
九
九
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
三
巻
、
二
〇
〇
二
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
〇
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
四
巻
、
二
〇
〇
三
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
一
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
五
巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

「
市
・
区
長
選
挙
分
析
〜
一
九
九
〇
年
代
・
時
系
列
的
視
点
か
ら
」『
日
本
大
学
政
経
研
究
』
二
〇
〇
四
年
九
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
二
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
六
巻
、
二
〇
〇
五
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
三
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
七
巻
、
二
〇
〇
六
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
四
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
八
巻
、
二
〇
〇
七
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
五
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
九
巻
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。

「
政
治
を
め
ぐ
る
言
葉
」『
沖
縄
法
政
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
六
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
五
〇
巻
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
七
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
五
巻
、
二
〇
一
〇
年
三
月
。

「
市･

区
長
選
挙
素
描　

〜
二
〇
〇
八
年
市
区
長
選
挙
の
諸
状
況
を
基
と
し
て
〜
」『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
四
五
巻
、
二
〇
一
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月
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「
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二
〇
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日
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学
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四
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〇
一
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一
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ー
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の
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標
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一
九
八
〇
年
二
月
、
ダ
イ
ヤ
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ド
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Ａ
．Ｓ
．
マ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
ド
『
公
共
利
益
ロ
ビ
ー
』
一
九
八
三
年
九
月
、
時
潮
社
。

Ｇ
．
ア
ー
モ
ン
ド
『
比
較
政
治
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一
九
八
六
年
一
二
月
、
時
潮
社
。

Ｒ
．
セ
イ
デ
ル
マ
ン
『
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
形
成
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一
九
八
七
年
一
一
月
、
三
嶺
書
房
。

Ｊ
．
フ
ァ
、
Ｒ
．
セ
イ
デ
ル
マ
ン
『
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
展
開
〜
学
説
と
歴
史
』
一
九
九
六
年
二
月
、
サ
ン
ワ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

九
〇
九
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